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一

献
　
呈
　
の
　
辞

平
成
三
〇
年
七
月
十
七
日
、
敬
愛
す
る
岩
渕
美
克
先
生
の
ご
訃
報
に
接
し
て
、
早
く
も
一
年
余
の
月
日
が
流
れ
ま
し
た
。
六
〇
歳
と
い

う
若
さ
で
突
然
こ
の
世
を
去
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
驚
き
と
悲
し
み
は
、
と
て
も
言
葉
で
言
い
尽
く
す
こ
と
が
で
き
な
い
ほ
ど
、
大
き
な

も
の
で
し
た
。

岩
渕
先
生
は
、
世
論
及
び
選
挙
の
研
究
者
と
し
て
、
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
在
学
中
よ
り
注
目
さ
れ
、
以
来
こ
の
分
野
の
第
一
人
者
と

し
て
学
界
を
リ
ー
ド
し
て
き
ま
し
た
。
一
九
八
〇
年
代
に
、
議
題
設
定
機
能
や
沈
黙
の
螺
旋
理
論
と
い
っ
た
マ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
の
効
果
研
究
モ
デ
ル
を
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
と
政
治
の
実
証
的
研
究
に
応
用
し
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
日
本
に
お
け
る
同
種
の
研
究
の
先

駆
け
と
い
え
る
も
の
で
、
そ
の
後
の
多
く
の
研
究
者
に
多
大
な
影
響
を
与
え
ま
し
た
。
岩
渕
先
生
の
研
究
は
、
政
治
学
と
マ
ス
・
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
研
究
を
方
法
論
的
に
結
び
つ
け
た
、
数
量
的
な
調
査
に
よ
り
実
証
的
な
知
見
を
得
よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。
現
在
で
は
、

ご
く
一
般
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
こ
そ
が
岩
渕
先
生
の
ご
業
績
の
賜
物
と
言
え
ま
す
。

ま
た
岩
渕
先
生
は
、
戦
後
五
五
年
体
制
の
終
焉
が
選
挙
制
度
改
革
だ
け
で
は
な
く
、
人
々
の
政
治
意
識
と
投
票
行
動
に
も
変
化
を
も
た

ら
し
た
こ
と
に
も
注
目
し
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
政
治
シ
ス
テ
ム
の
変
容
が
選
挙
を
メ
デ
ィ
ア
型
選
挙
に
変
え
て
い
く
こ
と
を
い
ち
早
く

見
抜
い
た
の
は
、
岩
渕
先
生
の
慧
眼
を
物
語
る
も
の
で
す
。
メ
デ
ィ
ア
が
選
挙
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
に
積
極
的
に
活
用
さ
れ
、
世
論
形
成
の
主

要
因
子
に
な
る
と
い
う
知
見
は
、
英
米
圏
に
お
け
る
研
究
動
向
の
タ
イ
ム
リ
ー
か
つ
的
確
な
把
握
と
学
会
等
で
の
積
極
的
な
学
術
的
交
流
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二

か
ら
導
き
出
さ
れ
た
岩
渕
先
生
な
ら
で
は
の
見
識
で
す
。
そ
の
見
識
か
ら
は
、
同
時
に
日
本
の
民
主
主
義
の
あ
る
べ
き
姿
を
規
範
的
に
問

題
提
起
し
よ
う
と
い
う
ス
タ
ン
ス
に
も
繋
が
っ
て
い
き
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
一
九
九
〇
年
代
以
降
の
世
論
及
び
選
挙
と
メ
デ
ィ
ア
の
関

連
に
主
題
を
お
い
た
岩
渕
先
生
の
経
験
的
ア
プ
ロ
ー
チ
研
究
は
、
現
在
の
デ
ジ
タ
ル
・
メ
デ
ィ
ア
環
境
に
お
け
る
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
メ
デ
ィ

ア
と
選
挙
の
結
び
つ
き
を
検
証
す
る
研
究
分
野
の
発
展
に
も
寄
与
し
て
い
ま
す
。

世
論
研
究
、
選
挙
研
究
の
泰
斗
と
し
て
、
戦
後
政
治
を
一
貫
し
て
検
証
し
続
け
、
そ
の
見
識
は
学
界
の
み
な
ら
ず
、
政
治
を
中
心
と
し

た
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
も
多
大
な
貢
献
を
果
た
し
ま
し
た
。
政
治
に
関
す
る
問
題
が
生
じ
た
と
き
に
、
岩
渕
先
生
が
新
聞
や
テ
レ
ビ
で
コ

メ
ン
ト
を
求
め
ら
れ
な
い
こ
と
は
な
い
と
言
い
き
れ
る
ほ
ど
、
政
治
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
達
に
信
頼
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
こ
と
は
、
単

に
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
業
界
内
に
と
と
ど
ま
ら
ず
、
政
界
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
広
く
日
本
の
国
民
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
た
こ
と
を
意

味
し
ま
す
。
ま
た
、
全
国
の
多
く
の
自
治
体
等
で
の
講
演
活
動
を
通
じ
て
、
選
挙
制
度
の
公
正
な
運
用
に
向
け
た
社
会
的
な
啓
蒙
活
動
も

精
力
的
に
行
っ
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
ら
は
、
岩
渕
先
生
の
問
題
意
識
で
あ
る
、
日
本
に
い
か
に
し
て
民
主
主
義
の
政
治
文
化
を
根
付
か
せ

る
か
と
い
う
テ
ー
マ
に
沿
っ
た
活
動
で
し
た
。
単
に
研
究
室
に
閉
じ
こ
も
っ
て
研
究
を
行
う
と
い
う
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
日
本
の

社
会
に
貢
献
し
よ
う
と
し
て
き
た
岩
渕
先
生
の
真
摯
な
姿
勢
の
表
れ
で
あ
る
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

岩
渕
先
生
は
、
す
ぐ
れ
た
教
育
者
で
も
あ
り
ま
し
た
。
日
本
大
学
法
学
部
新
聞
学
科
と
い
う
伝
統
あ
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
高
等
教
育

機
関
に
あ
っ
て
、
長
い
間
そ
の
基
幹
科
目
た
る
マ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
理
論
の
講
義
を
担
当
な
さ
っ
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。
岩
渕
ゼ

ミ
ナ
ー
ル
に
は
、
岩
渕
先
生
を
慕
っ
て
、
毎
年
多
く
の
学
生
が
そ
の
門
を
た
た
き
ま
し
た
。
極
め
て
多
忙
で
あ
っ
た
岩
渕
先
生
で
す
が
、

学
生
達
と
接
す
る
時
間
を
本
当
に
大
切
に
し
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
講
義
や
研
究
指
導
を
熱
心
に
行
っ
て
お
ら
れ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
あ

り
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
い
ろ
い
ろ
な
学
生
と
の
会
合
に
も
時
間
を
作
っ
て
顔
を
出
し
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
よ
う



献
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三

な
岩
渕
先
生
の
薫
陶
を
受
け
て
、
現
在
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
を
中
心
に
社
会
の
第
一
線
で
数
多
く
の
卒
業
生
が
活
躍
し
て
い
ま
す
。

岩
渕
先
生
は
、
本
学
の
執
行
部
の
一
員
と
し
て
学
部
運
営
に
も
多
大
な
貢
献
を
な
さ
っ
て
き
ま
し
た
。
日
本
大
学
法
学
部
に
赴
任
し
て

以
来
、
様
々
な
形
で
入
試
関
連
の
業
務
に
携
わ
っ
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。
産
業
と
し
て
の
大
学
と
い
う
業
界
は
、
必
ず
し
も
そ
の
前
途
が
明

る
く
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
よ
う
な
中
で
、
魅
力
あ
る
大
学
と
は
何
か
、
受
験
生
に
選
ば
れ
る
大
学
と
は
何
か
、
そ
う
し
た
こ
と
を
常
に

懸
命
に
考
え
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。
少
子
化
の
流
れ
の
中
で
も
、
日
本
大
学
法
学
部
が
大
幅
な
志
願
者
減
に
な
ら
な
か
っ
た
一
つ
の
理
由
と

し
て
、
岩
渕
先
生
の
存
在
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

日
本
大
学
大
学
院
新
聞
学
研
究
科
の
創
設
に
関
し
て
も
、
岩
渕
先
生
の
存
在
を
抜
き
に
し
て
語
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
大
学
院
を
立

ち
上
げ
る
に
は
、
煩
雑
な
手
続
等
が
伴
い
、
そ
れ
だ
け
に
専
念
し
て
も
、
な
か
な
か
処
理
し
き
れ
な
い
よ
う
な
大
変
な
労
力
を
伴
い
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
岩
渕
先
生
は
研
究
と
教
育
と
学
部
運
営
に
忙
殺
さ
れ
る
中
で
も
、
理
想
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
追
求
し
、
そ
れ
が
文
部
科

学
省
の
承
認
を
得
る
た
め
に
並
々
な
ら
ぬ
情
熱
を
注
い
で
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
新
聞
学
研
究
科
が
開
設
に
こ
ぎ
着
け
、
日
本
で
唯
一
の
新

聞
学
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
学
の
大
学
院
と
し
て
、
今
日
を
迎
え
て
い
る
の
は
岩
渕
先
生
の
お
か
げ
で
す
。

本
論
文
集
は
、
岩
渕
先
生
を
心
か
ら
敬
愛
す
る
研
究
者
に
よ
っ
て
編
ま
れ
ま
し
た
。
岩
渕
先
生
が
一
貫
し
て
研
究
テ
ー
マ
と
さ
れ
て
き

た
「
民
主
主
義
」
の
礎
の
多
角
的
な
研
究
論
文
が
多
数
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。
岩
渕
先
生
の
ご
逝
去
を
悼
む
の
に
相
応
し
い
論
文
集
で
あ
る

と
思
い
ま
す
。
一
周
忌
に
あ
た
り
、
故
岩
渕
美
克
先
生
の
御
魂
に
本
論
文
集
を
献
呈
致
し
ま
す
。

令
和
元
年
七
月
吉
日

�

日
本
大
学
法
学
部
長
　
小
　
田
　
　
　
司
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七

故

　岩
渕
美
克
教
授

　略
歴

生
年
月
日

一
九
五
八
年
四
月
一
一
日

【
学

　
　歴
】

一
九
八
二
年
三
月

　慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
政
治
学
科
卒
業

一
九
八
四
年
三
月

　早
稲
田
大
学
大
学
院
政
治
学
研
究
科
政
治
学
専
攻
修
士
課
程
修
了
（
政
治
学
修
士
）

一
九
八
七
年
三
月

　慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
政
治
学
専
攻
博
士
課
程
単
位
取
得
満
期
退
学

【
職

　
　歴
】

一
九
八
七
年
四
月
～
一
九
八
九
年
三
月

　
　慶
應
義
塾
大
学
新
聞
研
究
所
研
究
員

一
九
八
九
年
三
月
～
一
九
九
三
年
三
月

　
　聖
学
院
大
学
政
治
経
済
学
部
専
任
講
師

一
九
九
三
年
四
月
～
一
九
九
六
年
三
月

　
　日
本
大
学
法
学
部
専
任
講
師

一
九
九
六
年
四
月
～
二
〇
〇
二
年
三
月

　
　日
本
大
学
法
学
部
助
教
授

二
〇
〇
二
年
四
月
～
二
〇
一
八
年
七
月

　
　日
本
大
学
法
学
部
教
授
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八

二
〇
〇
五
年
四
月
～
二
〇
一
〇
年
三
月

　
　日
本
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
分
科
委
員
会
委
員

二
〇
〇
七
年
四
月
～
二
〇
一
〇
年
三
月

　
　日
本
大
学
法
学
部
新
聞
学
研
究
所
次
長

二
〇
一
〇
年
四
月
～
二
〇
一
八
年
七
月

　
　日
本
大
学
大
学
院
新
聞
学
研
究
科
分
科
委
員
会
委
員

二
〇
一
〇
年
四
月
～
二
〇
一
四
年
三
月

　
　日
本
大
学
法
学
部
入
試
委
員
会
委
員
長

二
〇
一
一
年
六
月
～
二
〇
一
五
年
一
二
月

　学
校
法
人
洗
足
学
園
評
議
員

二
〇
一
四
年
四
月
～
二
〇
一
五
年
六
月

　
　日
本
大
学
法
学
部
新
聞
学
研
究
所
長

二
〇
一
六
年
三
月
～
二
〇
一
八
年
七
月

　
　学
校
法
人
洗
足
学
園
監
事

二
〇
一
六
年
四
月
～
二
〇
一
七
年
三
月

　
　日
本
大
学
法
学
部
企
画
・
広
報
担
当

二
〇
一
七
年
四
月
～
二
〇
一
八
年
三
月

　
　日
本
大
学
法
学
部
新
聞
学
研
究
所
長

【
学
会
・
社
会
活
動
】

二
〇
〇
二
年
五
月
～
二
〇
一
四
年
五
月

　
　日
本
選
挙
学
会
理
事

二
〇
〇
三
年
五
月
～
二
〇
〇
七
年
六
月

　
　日
本
マ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
会
理
事

二
〇
〇
四
年
七
月
～
二
〇
一
八
年
七
月

　
　政
策
研
究
フ
ォ
ー
ラ
ム
常
務
理
事

二
〇
〇
九
年
六
月
～
二
〇
一
三
年
六
月

　
　日
本
マ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
会
理
事

二
〇
一
一
年
六
月
～
二
〇
一
一
年
一
二
月

　「国
際
青
年
育
成
交
流
」
事
業
ド
ミ
ニ
カ
共
和
国
派
遣
団
団
長

二
〇
一
四
年
五
月
～
二
〇
一
六
年
五
月

　
　日
本
選
挙
学
会
理
事
長



故

　岩
渕
美
克
教
授

　主
要
業
績





故
　
岩
渕
美
克
教
授
　
主
要
業
績

一
一

故
　
岩
渕
美
克
教
授
　
主
要
業
績

【
著
書
（
共
編
著
）】

『
政
治
社
会
学
』
一
藝
社
　
二
〇
〇
四
年

『
日
本
の
連
立
政
権
』
八
千
代
出
版
　
二
〇
一
八
年

【
著
書
（
共
著
）】

『
管
理
と
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』
学
陽
書
房
　
一
九
八
四
年

『
危
機
と
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』
学
陽
書
房
　
一
九
八
五
年

『
投
票
行
動
と
政
治
意
識
』
慶
応
通
信
　
一
九
八
六
年

『
日
本
の
総
選
挙
　
一
九
八
六
年
』　
九
州
大
学
出
版
会
　
一
九
八
七
年

『
現
代
の
政
治
Ⅰ

─
日
本
の
選
挙
と
政
党
政
治
』
北
樹
出
版
　
一
九
九
七
年

『
メ
デ
ィ
ア
と
公
共
政
策
』
芦
書
房
　
一
九
九
九
年

『
国
家
の
ゆ
く
え

─
二
一
世
紀
世
界
の
座
標
軸
』
芦
書
房
　
二
〇
〇
一
年

『
政
治
学
・
行
政
学
の
基
礎
知
識
』
一
藝
社
　
二
〇
〇
四
年

『
地
球
型
情
報
化
の
危
機

─
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
断
面
図
』
芦
書
房
　
二
〇
〇
五
年



政
経
研
究

　第
五
十
六
巻
第
二
号
（
二
〇
一
九
年
七
月
）

一
二

『
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
危
機
管
理
論
』
芦
書
房
　
二
〇
〇
六
年

『
演
習
ノ
ー
ト
　
政
治
学
』
法
学
書
院
　
二
〇
〇
七
年

『
比
較
政
治
学
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア

─
二
一
世
紀
の
政
策
課
題
と
新
し
い
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
　
二
〇
一
五
年

『
な
ぜ
日
本
型
統
治
シ
ス
テ
ム
は
疲
弊
し
た
の
か

─
憲
法
学
・
政
治
学
・
行
政
学
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
　

二
〇
一
六
年

【
学
術
論
文
】

「
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
政
治
的
効
果

─
第
一
三
回
参
院
選
に
お
け
る
Ｔ
Ｖ
ニ
ュ
ー
ス
の
内
容
分
析
」『
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研

究
科
論
文
集
』
第
二
〇
号
　
一
九
八
五
年

「
意
識
調
査
に
み
る
『
若
者
の
政
治
離
れ
』」『
改
革
者
』
一
月
号
　
一
九
八
六
年

「
政
治
的
争
点
と
世
論
形
成
過
程

─
沈
黙
の
螺
旋
理
論
の
実
証
研
究
」『
聖
学
院
大
学
論
叢
』
第
二
巻  

一
九
八
九
年

「
争
点
報
道
と
争
点
選
択

─
議
題
設
定
機
能
の
検
証
」『
慶
應
義
塾
大
学
新
聞
研
究
所
年
報
』
第
三
三
号
　
一
九
八
九
年

「
地
方
選
挙
の
争
点
形
成
と
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
」『
都
市
問
題
』
第
八
二
巻
第
一
〇
号
　
一
九
九
一
年

「
地
方
紙
の
社
会
的
役
割
と
経
営
戦
略

─
朝
日
新
聞
と
埼
玉
新
聞
の
内
容
分
析
」『
聖
学
院
大
学
論
叢
』
第
四
巻
第
一
号
　
一
九
九
一
年

「
地
方
政
治
と
情
報
化

─
都
・
県
議
会
議
員
の
情
報
度
調
査
」『
慶
應
義
塾
大
学
新
聞
研
究
所
年
報
』
第
三
八
号
　
一
九
九
二
年

「
予
測
報
道
と
投
票
行
動
の
決
定

─
九
二
年
の
参
議
院
選
挙
の
分
析
」『
聖
学
院
大
学
論
叢
』
第
五
巻
第
一
号
　
一
九
九
二
年

「
日
米
摩
擦
報
道
に
お
け
る
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
役
割
」『
レ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
第
一
二
号
　
一
九
九
三
年



故
　
岩
渕
美
克
教
授
　
主
要
業
績

一
三

「
選
挙
制
度
と
世
襲
議
員
」『
改
革
者
』
七
月
号
　
一
九
九
三
年

「
地
方
紙
の
報
道
と
販
売
戦
略
」『
政
経
研
究
』
第
三
〇
巻
第
三
号
　
一
九
九
四
年

「
予
測
報
道
と
ア
ナ
ウ
ン
ス
メ
ン
ト
効
果

─
第
四
〇
回
衆
議
院
選
挙
の
分
析
」『
政
経
研
究
』
第
三
〇
巻
第
四
号
　
一
九
九
四
年

「
東
京
都
知
事
選
に
お
け
る
無
党
派
層
の
投
票
行
動
」『
選
挙
研
究
』
第
一
一
号
　
一
九
九
六
年

「
無
党
派
層
と
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
」『
世
界
と
議
会
』
一
二
月
号
第
三
九
八
号
　
一
九
九
六
年

「
日
本
に
お
け
る
選
挙
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
と
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
」『
政
経
研
究
』
第
三
三
巻
第
四
号
　
一
九
九
七
年

「
政
党
支
持
な
し
層
と
選
挙
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
」『
政
経
研
究
』
第
三
四
巻
第
三
号
　
一
九
九
八
年

「『
無
党
派
層
』
と
政
治
意
識
の
変
化

─
新
た
な
無
党
派
層
の
出
現
と
意
味
」『
政
経
研
究
』
第
三
四
巻
第
四
号
　
一
九
九
八
年

「
政
権
を
左
右
す
る
世
論
の
パ
ワ
ー
」『
改
革
者
』
第
三
九
巻
第
六
号
　
一
九
九
八
年

「
一
九
九
八
年
参
議
院
選
挙
と
情
勢
報
道
」『
政
経
研
究
』
第
三
六
巻
第
一
号
　
一
九
九
九
年

「
世
論
と
政
権

─
内
閣
支
持
率
と
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
」『
政
経
研
究
』
第
三
六
巻
第
二
号
　
一
九
九
九
年

「
政
党
に
対
す
る
失
望
と
個
人
へ
の
期
待
感

─
投
票
行
動
に
み
る
石
原
都
知
事
誕
生
の
深
層
断
面
」『
改
革
者
』
第
四
〇
巻
第
六
号
　

一
九
九
九
年

「
情
報
流
通
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
ギ
ャ
ッ
プ

─
韓
国
に
お
け
る
日
本
情
報
」『
政
経
研
究
』
第
三
六
巻
第
四
号
　
二
〇
〇
〇
年

「
世
論
・
政
治
・
マ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」『
桜
文
論
叢
』
第
五
五
巻
　
二
〇
〇
二
年

「
世
論
と
政
治

─
政
治
不
信
と
マ
ス
コ
ミ
」『
世
界
と
議
会
』
第
四
五
七
号
　
二
〇
〇
二
年

「
内
閣
支
持
率
と
政
治
報
道
」『
法
学
紀
要
』
第
四
四
巻
　
二
〇
〇
三
年



政
経
研
究

　第
五
十
六
巻
第
二
号
（
二
〇
一
九
年
七
月
）

一
四

「
政
策
な
き
政
権
運
営

─
小
泉
政
治
の
出
口
な
き
特
質
」『
改
革
者
』
八
月
号
　
二
〇
〇
五
年

「
黎
明
期
の
ネ
ッ
ト
選
挙

─
ど
う
す
る
？
ど
う
な
る
？
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
使
っ
た
選
挙
運
動
」『C

Y
B

E
R

 S
E

C
U

R
IT

Y
 

M
A

N
A

G
E

M
E

N
T

』
第
七
巻
第
七
五
号
　
二
〇
〇
六
年

「
地
方
政
治
と
情
報
化

─
都
道
府
県
議
会
議
員
調
査
を
中
心
に
」『
政
経
研
究
』
第
四
二
巻
第
三
号
　
二
〇
〇
六
年

「
メ
デ
ィ
ア
政
治
の
行
方
」『
公
明
』
一
一
月
号
　
二
〇
〇
六
年

「
政
治
と
メ
デ
ィ
ア
」『
マ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
研
究
』
第
七
〇
号
　
二
〇
〇
七
年

「
ネ
ッ
ト
選
挙
の
可
能
性
」『
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
＆
メ
デ
ィ
ア
』
第
二
号
　
二
〇
〇
九
年

「
世
論
と
世
論
調
査
報
道
」『
日
本
大
学
法
学
部
創
設
一
二
〇
周
年
記
念
論
文
集
』
第
二
巻
　
二
〇
〇
九
年

「
メ
デ
ィ
ア
政
治
と
世
論
」『
政
経
研
究
』
第
四
六
巻
第
二
号
　
二
〇
〇
九
年

「
第
四
五
回
総
選
挙
の
分
析

─
民
主
党
の
勝
因
と
メ
デ
ィ
ア
効
果
」『
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
＆
メ
デ
ィ
ア
』
第
三
号
　
二
〇
一
〇
年

「
補
欠
選
挙
の
研
究
」『
政
経
研
究
』
第
四
九
巻
第
三
号
　
二
〇
一
三
年

「
政
治
制
度
の
再
検
討

─
二
院
制
と
選
挙
制
度
を
中
心
に
」『
政
経
研
究
』
第
四
九
巻
第
四
号
　
二
〇
一
三
年

「
一
八
歳
選
挙
権
引
き
下
げ
は
選
挙
を
変
え
ら
れ
る
の
か
？

─
公
選
法
改
正
に
み
る
現
代
選
挙
事
情
」『
改
革
者
』
第
五
六
巻
第
六
号
　

二
〇
一
五
年

「
舛
添
問
題
に
見
る
政
治
資
金
規
正
法
の
不
備

─
政
治
資
金
を
問
題
化
し
な
い
た
め
に
」『
改
革
者
』
第
五
七
巻
第
九
号
　
二
〇
一
六
年



故
　
岩
渕
美
克
教
授
　
主
要
業
績

一
五

【
研
究
ノ
ー
ト
】

「
政
権
交
代
後
の
政
治
報
道
に
関
す
る
考
察

─
民
主
党
政
権
と
取
材
体
制
」『
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
＆
メ
デ
ィ
ア
』
第
六
号
　
二
〇
一
三
年

「
参
議
院
議
員
選
挙
制
度
改
革
に
関
す
る
考
察
」『
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
＆
メ
デ
ィ
ア
』
第
九
号
　
二
〇
一
六
年 

【
資
料
（
単
独
）】

「
日
韓
調
査
の
分
析
」『
政
経
研
究
』
第
三
七
巻
第
三
号
　
二
〇
〇
〇
年

「
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
教
育
調
査
の
分
析
」『
政
経
研
究
』
第
四
〇
巻
第
一
号
　
二
〇
〇
三
年

【
翻
訳
（
単
独
）】

「
ポ
ー
・
サ
ル
ヴ
ィ
ッ
ク
　
現
代
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
政
党
制
と
選
挙
の
趨
勢
」『
選
挙
研
究
』
第
一
号
　
一
九
八
六
年

【
翻
訳
（
共
同
）】

『
国
家
興
亡
論

─
「
集
合
行
為
論
」
か
ら
み
た
盛
衰
の
科
学
』
Ｐ
Ｈ
Ｐ
出
版
社
　
一
九
九
一
年

【
そ
の
他
】

「
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
と
政
治
過
程
」『
桜
門
春
秋
』
第
六
五
号
　
一
九
九
五
年

「
政
治
意
識
の
諸
相
」『
選
挙
研
究
』
第
二
一
号
　
二
〇
〇
六
年



政
経
研
究

　第
五
十
六
巻
第
二
号
（
二
〇
一
九
年
七
月
）

一
六

【
学
会
報
告
（
単
独
）】

「
売
上
税
法
案
に
み
る
新
聞
報
道
の
影
響
」
日
本
新
聞
学
会
　
一
九
八
七
年

「
地
方
新
聞
の
経
営

─
社
会
的
意
義
と
役
割
」
日
本
新
聞
学
会
　
一
九
九
一
年

「
日
本
に
お
け
る
選
挙
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
と
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
」
日
本
選
挙
学
会
　
一
九
九
六
年

「
テ
レ
ビ
の
政
治
的
役
割
に
関
す
る
史
的
分
析
」
日
本
マ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
会
第
二
七
期
第
一
七
回
研
究
会
　
二
〇
〇
〇
年

「
日
本
に
お
け
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
政
治
」
第
一
〇
回
日
韓
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
メ
デ
ィ
ア
と
政
治
」　
二
〇
〇
二
年

【
学
会
報
告
（
共
同
）】

「
選
挙
の
争
点
分
析

─
有
権
者
の
争
点
と
新
聞
の
争
点
報
道
に
関
す
る
考
察
」
日
本
選
挙
学
会
　
一
九
八
四
年

「
東
京
都
議
選

─
投
票
行
動
と
地
域
特
性
、
財
政
、
政
治
意
識
」
日
本
選
挙
学
会
　
一
九
八
五
年

「
情
報
化
と
政
治
リ
ー
ダ
ー

─
国
会
議
員
の
情
報
化
調
査
を
ふ
ま
え
て
」
日
本
マ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
会
　
一
九
九
二
年
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績
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政
経
研
究

　第
五
十
六
巻
第
二
号
（
二
〇
一
九
年
七
月
）

二
〇

ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
な
ら
び
に

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
改
定
後
の

グ
ロ
ー
バ
ル
企
業
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
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「
政
治
漫
画
」
の
考
察
（
茨
木
）

三

「
政
治
漫
画
」
の
考
察

─
二
〇
一
二
年
八
月
「
領
土
問
題
」
に
関
す
る
「
政
治
漫
画
」
の
分
析

─

茨

　
　木

　
　正

　
　治

Ⅰ
　
問
題
の
所
在

本
論
文
は
、
新
聞
掲
載
の
一
コ
マ
漫
画
（「
政
治
漫
画
」）
が
二
〇
一
二
年
八
月
の
日
本
と
諸
外
国
の
「
領
土
問
題
」
を
ど
の
よ
う
に
描

い
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
を
通
じ
て
現
代
ネ
ッ
ト
社
会
に
お
け
る
「
政
治
漫
画
」
の
意
義
を
再
確
認
す
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

携
帯
電
話
や
ス
マ
ー
ト
ホ
ン
な
ど
新
し
い
メ
デ
ィ
ア
は
、
受
け
手
の
主
体
的
な
情
報
接
触
と
選
択
を
「
可
能
に
」
し
た
。
し
か
し
、
こ

論
　
説

（
一
四
五
）
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四

れ
ら
は
従
来
の
メ
デ
ィ
ア
（「
伝
統
メ
デ
ィ
ア
」、
竹
下
・
藤
竹
、
二
〇
一
八
）
の
特
徴
を
失
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
テ
レ
ビ
や
ラ
ジ
オ
の
よ
う

な
映
像
音
響
メ
デ
ィ
ア
と
新
聞
・
雑
誌
の
よ
う
な
文
字
・
活
字
メ
デ
ィ
ア
の
双
方
の
特
徴
の
一
部
を
継
承
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
負
の
側

面
も
あ
る
。
例
え
ば
、
情
報
の
即
時
接
触
が
即
時
理
解
を
強
い
る
。
そ
の
結
果
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
認
知
が
な
さ
れ
、
そ
れ
に
適
合
し
た
態

度
や
行
動
が
養
成
さ
れ
る
。
ま
た
、
情
報
の
主
体
的
な
選
択
可
能
性
が
選
択
的
接
触
行
動
を
促
進
さ
せ
、
好
き
な
も
の
し
か
接
し
な
い
、

他
の
も
の
は
拒
否
す
る
と
い
う
「
閉
じ
た
情
報
空
間
」
を
生
成
す
る
。
こ
こ
に
、
認
識
や
態
度
が
一
定
の
極
端
な
方
向
に
集
中
す
る

「（
分
）
極
化
」
が
生
ま
れ
る
。
そ
こ
で
の
表
現
は
過
激
に
な
り
、
他
者
や
異
な
る
集
団
と
の
分
断
が
差
別
や
偏
見
、
包
摂
の
強
要
と
排
除

を
も
た
ら
す
。

ネ
ッ
ト
メ
デ
ィ
ア
の
接
触
時
間
が
放
送
メ
デ
ィ
ア
に
近
づ
き
、
端
末
普
及
率
は
九
割
を
超
え
た
状
況
に
あ
る
現
代
、
当
該
メ
デ
ィ
ア
の

存
在
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
か
つ
上
記
の
問
題
を
考
え
る
に
あ
た
り
、「
伝
統
メ
デ
ィ
ア
」
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
す
る
必
要

が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
本
稿
で
は
、「
政
治
漫
画
」
に
そ
の
糸
口
を
見
出
す
こ
と
を
試
み
る
。

「
政
治
漫
画
」
は
そ
の
画
像
的
属
性
と
し
て
、
感
情
（「
身
体
的
表
出
を
伴
う
よ
う
な
、
一
時
的
で
急
激
な
感
情
の
動
き
」
で
あ
る
情
動

─
喜

怒
哀
楽
の
よ
う
な

─
を
含
む
）
を
喚
起
さ
せ
る
働
き

─
見
て
笑
う

─
が
あ
る
。
一
方
、
多
様
な
情
報
を
集
約
し
て
提
示
す
る
凝
集
機

能

─
見
て
わ
か
る
、
あ
る
い
は
見
方
に
よ
っ
て
い
ろ
い
ろ
見
え
る
は
た
ら
き

─
を
も
持
つ
。
そ
れ
ら
が
、「
笑
い
」
と
い
う
感
情
表

出
の
ス
タ
イ
ル
を
纏
っ
て
表
現
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
そ
こ
で
は
「
笑
う
自
分
」
と
「
笑
わ
れ
る
対
象
」
と
を
意
識
す
る
「
対
象
化
」
が

行
わ
れ
る
（
河
合
、
二
〇
〇
六
）。
こ
の
「
対
象
化
」、
少
な
く
と
も
「
立
ち
止
ま
っ
て
考
え
る
契
機
を
あ
た
え
る
も
の
」
を
「
政
治
漫
画
」

は
有
し
て
い
る
。
こ
の
機
能
が
ネ
ッ
ト
メ
デ
ィ
ア
の
負
の
側
面
を
抑
制
す
る
可
能
性
を
も
つ
可
能
性
が
あ
る
。

反
面
、「
政
治
漫
画
」
は
、「
笑
い
」
以
外
の
感
情
を
人
々
に
喚
起
さ
せ
る
こ
と
も
あ
る
。
第
二
次
世
界
大
戦
中
、
国
策
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ

（
一
四
六
）
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五

と
し
て
敵
国
の
首
脳
を
悪
魔
の
よ
う
に
描
い
た
漫
画
が
登
場
し
た
の
が
よ
い
例
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
ネ
ッ
ト
メ
デ
ィ
ア
に
お
け
る

意
見
の
「
極
化
」
を
促
進
さ
せ
る
恐
れ
が
あ
る
。

本
稿
で
は
、「
政
治
漫
画
」
の
感
情
喚
起
に
お
け
る
上
記
の
よ
う
な
二
つ
の
側
面
を
明
ら
か
に
す
べ
く
、「
政
治
漫
画
」
の
対
象
素
材
と

し
て
、「
外
交
問
題
」
を
取
り
上
げ
る
。「
外
交
問
題
」
は
歴
史
的
に
国
民
感
情
を
刺
激
す
る
事
例
が
多
い
争
点
で
あ
る
。
ま
た
、
決
定
過

程
が
受
け
手
か
ら
は
不
透
明
で
あ
り
、
か
つ
日
常
生
活
か
ら
は
距
離
が
あ
る
。
人
々
に
と
っ
て
「
難
し
く
て
わ
か
り
に
く
い
」
と
感
じ
や

す
い
争
点
で
も
あ
る
。
そ
の
た
め
、
人
々
は
メ
デ
ィ
ア
情
報
に
依
存
し
や
す
く
、
か
つ
「
わ
か
り
や
す
い
」（
感
情
に
訴
え
る
）
情
報
を
求

め
る
。
そ
こ
に
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
的
認
知
が
介
入
し
、
感
情
の
昂
進
や
意
見
の
「
極
化
」
を
招
く
契
機
が
あ
る
。
そ
う
し
た
場
面
に
「
政

治
漫
画
」
は
ど
の
よ
う
に
作
用
す
る
か
。
感
情
を
「
笑
い
」
に
よ
っ
て
抑
制
ま
た
は
解
消
さ
せ
る
か
、
は
た
ま
た
、
怒
り
を
促
進
さ
せ
る

か
。
こ
う
し
た
問
題
を
明
ら
か
に
す
べ
く
、
二
〇
一
二
年
八
月
、
韓
国
と
竹
島
を
、
中
国
と
尖
閣
諸
島
を
そ
れ
ぞ
れ
「
領
土
問
題
」
と
し

て
抱
え
た
時
期
の
メ
デ
ィ
ア
報
道
に
「
政
治
漫
画
」
が
ど
の
よ
う
に
関
与
し
た
か
を
探
る
。

Ⅱ
　
研
究
の
背
景
と
な
る
理
論

こ
こ
で
は
、
本
研
究
が
従
来
の
研
究
の
ど
こ
に
位
置
す
る
か
だ
け
で
な
く
、
理
論
的
背
景
と
な
る
諸
研
究
の
特
徴
と
限
界
を
紹
介
し
、

本
論
文
の
分
析
へ
の
繋
が
り
を
示
す
。
本
論
文
で
は
「
政
治
漫
画
」
と
い
う
画
像
が
何
を
（
内
容
）
を
扱
い
、
ど
の
よ
う
に
描
き
（
修
辞

技
法
）、
そ
の
背
景
に
ど
の
よ
う
な
見
方
・
考
え
方
（
認
知
枠
組
み
＝
「
フ
レ
ー
ム
」）
が
あ
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
試
み
る
。
そ
の

目
的
に
従
来
の
研
究
を
適
合
さ
せ
よ
う
と
す
る
。

（
一
四
七
）
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六

⑴
　「
政
治
漫
画
」
研
究 

１

　フ
レ
ー
ム
研
究

も
の
の
見
方
に
含
ま
れ
る
認
知
枠
組
み
で
あ
る
「
フ
レ
ー
ム
」
研
究
は
、
心
理
学
（
ス
キ
ー
マ
／
シ
ェ
マ
）、
社
会
学
、
現
象
学
（
現
実
構

成
）、
マ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
研
究
（
議
題
設
定
、
フ
レ
ー
ム
）
な
ど
多
方
面
に
わ
た
り
、
か
つ
数
量
的
分
析
や
質
的
分
析
等
、

種
々
の
方
法
論
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
、
も
の
の
見
方
が
考
え
方
や
振
る
舞
い
方
を
規
定
す
る
こ
と
が
前
提
と
し
て
存
在
す
る
。

本
論
文
で
は
「
政
治
漫
画
」
と
い
う
画
像
の
分
析
を
行
う
た
め
、G

am
son

ら
の
諸
研
究
（G

am
son  and L

asch, 1981, G
am

son and 

M
odigliani, 1989, G

am
son and S

tuart, 1992

）
を
基
に
し
た
。

２

　レ
ト
リ
ッ
ク
研
究

「
政
治
漫
画
」
の
読
み
取
り
を
体
系
づ
け
た
の
が
、M

edhurst &
 D

esousa

（1981

）
で
あ
っ
た
。
こ
の
研
究
で
は
、
図
像
解
釈
（
何
が

描
か
れ
て
い
る
か
）
の
側
面
と
、
図
像
学
的
な
側
面
（
何
を
意
図
し
て
描
い
て
い
る
か
）
と
両
方
の
点
で
整
理
さ
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
が
あ
っ

た
。
彼
ら
の
分
類
で
は
、「
主
題
設
定
」
と
そ
の
主
題
に
関
す
る
「
主
張
」
や
「
意
図
」
の
引
き
出
し
方
（「
創
案
」）
の
項
目
は
詳
説
さ
れ

て
い
た
が
、
主
題
と
意
図
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
レ
ト
リ
ッ
ク
の
説
明
が
不
十
分
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
図
像
解
釈
の
面
で
は
、
画
像
を
解

釈
す
る
際
の
い
わ
ゆ
る
「
コ
ン
テ
ク
ス
ト
」
の
構
造

─
画
像
内
の
文
字
情
報
、
画
像
外
の
掲
載
媒
体
上
の
文
字
や
画
像
、
掲
載
媒
体
を

超
え
た
「
状
況
」
一
般

─
へ
の
考
察
が
不
明
瞭
で
あ
っ
た
。
本
研
究
で
は
、
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
属
性
を
も
つ
「
政
治
漫
画
」
そ
の
も

の
と
掲
載
媒
体
と
の
関
係
と
、
掲
載
媒
体
外
の
政
治
・
社
会
そ
の
他
の
諸
状
況
と
を
区
別
し
た
。

（
一
四
八
）
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七

⑵
　
嫌
悪
感
情
研
究

集
団
の
統
合
や
分
断
に
、
他
者
と
認
知
さ
れ
る
対
象
へ
の
感
情
が
関
与
す
る
こ
と
は
民
族
・
人
種
差
別
や
偏
見
の
諸
研
究
か
ら
明
ら
か

に
な
っ
て
い
る
（
北
村
・
唐
沢
、
二
〇
一
八
）。
た
と
え
ば
他
者
へ
の
嫌
悪
が
自
集
団
の
統
合
や
凝
集
に
影
響
す
る
こ
と
は
、「
外
交
問
題
」

が
内
政
問
題
を
棚
上
げ
す
る
こ
と
を
想
起
す
れ
ば
理
解
し
や
す
い
。「
外
交
問
題
」
へ
の
政
治
意
識
・
態
度
を
考
察
す
る
際
に
、「
態
度
」

そ
れ
自
体
が
社
会
心
理
学
で
は
「
認
知
成
分
」、「
感
情
成
分
」、「
行
動
成
分
」
に
分
け
ら
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
他
国
へ
と
の
「
対
立
」

を
い
か
に
解
決
す
べ
き
か
と
い
う
場
合
に
、
他
国
へ
の
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
と
い
う
「
認
知
」
が
、
嫌
悪
と
い
う
「
感
情
」
に
よ
っ
て
、
ど

の
よ
う
な
「
行
動
」
を
生
み
出
す
か
が
問
わ
れ
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

嫌
悪
感
情
の
研
究
は
主
に
対
人
魅
力
研
究
と
し
て
行
わ
れ
て
き
た
（
金
山
、
二
〇
一
六
）。
そ
の
中
で
金
山
ら
は
、
嫌
悪
感
情
を
嫌
悪
対

象
に
対
す
る
嫌
悪
の
原
因
と
嫌
悪
者
の
反
応
に
分
け
て
考
察
し
た
（
金
山
、
二
〇
〇
二
、
金
山
・
山
本
二
〇
〇
五
）。
ま
た
、
集
団
間
の
ネ
ガ

テ
ィ
ブ
情
動
と
し
て
の
嫌
悪
と
し
て
の
位
置
づ
け
が
さ
れ
て
き
た
（
北
村
・
唐
沢
、
二
〇
一
八
）。「
外
交
問
題
」
で
は
、
し
ば
し
ば
対
象
国

を
擬
人
化
し
て
表
現
す
る
こ
と
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、「
中
国
は
…
～
す
る
」、「
ア
メ
リ
カ
は
…
～
す
る
」
と
い
う
言
説
は
、
実
体
の
な

い
中
国
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
い
う
国
家
を
擬
人
化
し
て
表
現
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
う
る
。
そ
こ
で
本
研
究
で
は
、
金
山
ら
の
対
人
レ

ベ
ル
の
嫌
悪
感
情
研
究
の
枠
組
み
を
、
そ
の
限
界
を
考
慮
し
つ
つ
利
用
す
る
こ
と
に
し
た
。

（
一
四
九
）
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八

Ⅲ
　
二
〇
一
二
年
八
月
の
日
・
中
・
韓
「
領
土
問
題
」
に
関
す
る
政
治
漫
画
の
分
析

⑴
　
分
析
方
法

１

　分
析
対
象

全
国
紙
発
行
部
数
の
多
い
順
３
紙
『
読
売
新
聞
』『
朝
日
新
聞
』、『
毎
日
新
聞
』（
以
下
「
読
売
」、「
朝
日
」、「
毎
日
」
と
略
記
）
に

二
〇
一
二
年
七
月
一
日
か
ら
同
年
八
月
三
一
日
ま
で
の
間
掲
載
さ
れ
た
一
コ
マ
漫
画
（「
政
治
漫
画
」
八
五
点
（「
読
売
」
二
六
点
、「
朝
日
」

三
五
点
、「
毎
日
」
二
四
点
）
を
分
析
対
象
と
し
た
。
こ
の
期
間
の
「
政
治
漫
画
」
を
、
各
紙
縮
刷
版
の
目
次
分
類
を
参
考
に
し
、「
政
治
」、

「
外
交
」、「
経
済
」、「
運
輸
」、「
労
働
」、「
世
界
」、「
文
化
」、「
社
会
」
の
八
項
目
に
分
け
、
一
点
ず
つ
一
項
目
に
分
類
し
た
、
分
類
は

筆
者
を
含
め
二
名
で
行
い
、
最
終
的
に
は
筆
者
が
判
断
を
下
し
た
。

２

　方
法

⒈
　「
政
治
漫
画
」
の
テ
ー
マ
（
フ
レ
ー
ム
）
と
レ
ト
リ
ッ
ク

こ
れ
ら
の
「
政
治
漫
画
」
に
つ
い
て
、G

am
son

（1984
）
の
「
フ
レ
ー
ム
」
概
念
とM

edhust &
 D

esousa

（1981

）
の
レ
ト
リ
ッ
ク

手
法
を
組
み
合
わ
せ
て
、
領
土
問
題
に
関
す
る
八
点
の
「
政
治
漫
画
」
を
分
析
し
た
。「
政
治
漫
画
」
に
描
か
れ
て
い
る
①
「
領
土
問
題
」

と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
れ
は
②
ど
の
よ
う
な
視
点
に
基
づ
く
も
の
で
、
③
ど
う
い
っ
た
手
法
（
レ
ト
リ
ッ
ク
）
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ

て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
。

ま
ず
①
に
つ
い
て
、「
領
土
問
題
」
を
構
成
す
る
テ
ー
マ
を
構
成
す
る
要
素
「
指
標
と
な
る
要
素
」
を
抽
出
し
て
、
複
数
の
「
政
治
漫

（
一
五
〇
）
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画
」
に
登
場
す
る
要
素
群
を
「
パ
ッ
ケ
ー
ジ
」
と
し
て
見
出
し
た
。

次
に
、
②
と
し
て
、
個
々
の
「
政
治
漫
画
」
に
描
か
れ
て
い
る
テ
ー
マ
に

関
す
る
主
張
を
構
成
す
る
も
の
と
し
て
、「
パ
ッ
ケ
ー
ジ
」
を
作
る
「
ル
ー

ル
」（「
フ
レ
ー
ム
」）
を
、
新
聞
記
事
や
「
領
土
問
題
」
に
関
す
る
諸
情
報
を

基
に
し
て
見
出
し
た
。

そ
れ
か
ら
、
③
と
し
て
、
①
、
②
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
す
な
わ
ち
、

「
パ
ッ
ケ
ー
ジ
」
と
「
フ
レ
ー
ム
」
を
導
く
手
法
を
、M

edhust

＆

D
esousa

の
画
像
の
レ
ト
リ
ッ
ク
手
法
で
あ
る
Ａ
１
「
創
案
」（
主
題
設
定
）

と
作
品
の
意
図
を
抽
出
す
る
レ
ト
リ
ッ
ク
手
法
で
あ
る
Ａ
２
「
意
向
」
と
Ａ

４
「
記
憶
」（
世
界
観
の
想
起
）
を
用
い
た
。
そ
し
て
、
こ
の
Ａ
１
「
創
案
」

と
Ａ
２
「
意
向
」
相
互
に
関
連
す
る
レ
ト
リ
ッ
ク
手
法
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る

マ
ン
ガ
一
般
の
表
現
に
用
い
ら
れ
る

─
マ
ン
ガ
の
描
き
方
に
登
場
す
る
こ

と
の
多
い

─
Ａ
４
「
表
現
形
式
」
を
援
用
し
た
。

レ
ト
リ
ッ
ク
の
枠
組
み
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

⒉
　
極
化
と
嫌
悪
感
情

茨
木
（
二
〇
一
八
）
に
お
け
る
記
事
の
嫌
悪
感
情
表
現
を
援
用
し
た
（
表
２
、
表
３
）。
日
・
中
・
韓
「
領
土
問
題
」
を
描
い
た
「
政
治

表 １　「政治漫画」分析のためのレトリック

Ａ 1　「創案」：テーマ想起のための、レトリック

①　政治常識：「政治過程」を想起させる事物・人物。

② 　文化的示唆：大相撲の力士で与野党の対立を象徴させること

など

③　個人の性格・容姿：キャラクター描写。似顔

④　状況：特定の事象・事件、社会・政治的背景

Ａ 2　「意向」：主題誘導：フレーム

①　対比・対照

②　解説

③　矛盾対立

Ａ ３　「表現形式」：指標要素、パッケージ

Ａ 4　「記憶」：世界観の共有；（メタ）フレーム

Ａ ５　「所作」：「外的情報」との関連

（
一
五
一
）
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一
〇

漫
画
」
に
描
か
れ
て
い
る
内
容
に
対
す
る
嫌
悪
感
情
を
、
嫌
悪
の
対
象
（
中
国
・
韓
国
）
に
対

す
る
嫌
悪
の
度
合
い
、
そ
れ
が
生
じ
た
原
因
（
嫌
悪
原
因
）、
お
よ
び
嫌
悪
者
が
と
っ
た
対
応

（
嫌
悪
者
の
反
応
）
の
三
つ
の
項
目
に
分
類
し
た
。

⒊
　
Ａ
５
「
所
作
」
の
考
察

「
政
治
漫
画
」
の
フ
レ
ー
ム
と
レ
ト
リ
ッ
ク
を
よ
り
明
確
に
す
る
た
め
に
、「
政
治
漫
画
」
の

画
像
と
そ
の
外
部
環
境
と
の
関
係
を
探
っ
た
。
具
体
的
に
は
、「
政
治
漫
画
」
掲
載
さ
れ
た
新

聞
（「
朝
日
」）
の
同
時
期
に
掲
載
さ
れ
た
社
説
・
論
説
（
記
名
コ
ラ
ム
含
む
）

─
「
天
声
人
語
」、

「
素
粒
子
」

─
お
よ
び
読
者
投
稿

─
「
声
」（
投
書
）、「
か
た
え
く
ぼ
」（
コ
ン
ト
）、「
朝
日

川
柳
」

─
に
つ
い
て
、
分
析
方
法
⒈
⒉
を
用
い
、
フ
レ
ー
ム
と
表
現
技
巧
、
嫌
悪
感
情
の

度
合
い
を
測
定
し
、「
政
治
漫
画
」
の
そ
れ
ら
と
比
較
し
た
。

⑵
　
分
析
結
果
と
考
察

⒈

　全
体
的
傾
向

上
記
の
「
分
析
対
象
」
に
お
け
る
分
類
か
ら
、「
領
土
問
題
」
に
関
す
る
「
政
治
漫
画
」
を
抽
出
し
た
。
そ
れ
ら
は
、「
外
交
」
の
項
目

だ
け
に
あ
り
、
七
月
に
二
点
、
八
月
に
五
点
の
計
七
点
で
あ
っ
た
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
「
朝
日
」
掲
載
の
「
政
治
漫
画
」
で
あ
っ
た
。
七

月
の
「
外
交
」
に
お
け
る
作
品
は
、
北
方
領
土
と
ア
メ
リ
カ
軍
垂
直
離
着
陸
輸
送
機
オ
ス
プ
レ
イ
配
置
の
問
題
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

表 ３　嫌悪者の反応

1　取り入り

2　穏便解決、迎合

３ 　積極的解決、関係修復・維持

4 　わりきり、局外者扱い

５　接触回避

６　陰口

７　意地悪な行為・態度

8　その他

表 ２　嫌悪の原因

1　身勝手

2　傲慢

３　異質さ

4　計算高さ

５　否定的態度

６　非魅力的外見

７　その他

（
一
五
二
）
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ま
た
、「
政
治
漫
画
」
に
は
、
七
・
八
月
を
通
じ
て
、「
政
治
」
特
に
内
閣
の
政
治
運
営
と
「
領

土
問
題
」
を
組
み
合
わ
せ
て
い
る
も
の
が
「
読
売
」
が
五
点
、「
朝
日
」
と
「
毎
日
」
が
そ
れ

ぞ
れ
一
点
ず
つ
あ
っ
た
。

「
政
治
漫
画
」
に
は
、
複
数
の
題
材
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
（
茨
木
、

一
九
九
七
）。
そ
こ
で
、「
政
治
」
と
「
外
交
」
を
組
み
合
わ
せ
た
七
点
と
八
月
の
米
ロ
を
扱
っ

た
「
外
交
」
の
二
点
を
、「
領
土
問
題
」
を
描
い
た
「
政
治
漫
画
」
の
「
所
作
」
と
み
な
し
た
。

す
な
わ
ち
、「
政
治
」
と
「
外
交
」
の
七
点
と
、
米
ロ
外
交
の
七
月
の
二
点
を
「
外
交
」
を
表

わ
す
「
政
治
漫
画
」
の
基
準
点
と
し
て
、
そ
れ
ら
か
ら
の
逸
脱
状
況
を
の
ち
の
項
で
み
る
こ
と

に
し
た
。

⒉�
　二
〇
一
二
年
八
月
の
「
領
土
問
題
」
を
扱
っ
た
「
政
治
漫
画
」
の
分
析
と
結
果�

─
「
テ
ー
マ
」
と
「
フ
レ
ー
ム
」・「
レ
ト
リ
ッ
ク
」
に
よ
る
分
析

─

八
月
に
お
い
て
日
韓
・
日
中
の
「
領
土
問
題
」
と
し
て
生
じ
た
主
な
出
来
事
を
表
４
の
よ
う

に
ま
と
め
た
。

二
〇
一
二
年
五
月
に
温
家
宝
・
野
田
佳
彦
両
国
首
相
に
よ
る
北
京
で
の
会
談
が
行
わ
れ
た
後
、

六
・
七
月
に
台
湾
活
動
家
、
中
国
漁
船
団
の
領
海
侵
犯
と
い
う
出
来
事
が
生
じ
た
。
そ
れ
を
受

け
て
ま
ず
「
政
治
漫
画
」
で
は
中
国
と
の
尖
閣
諸
島
問
題
を
扱
っ
て
い
る
、
そ
れ
を
皮
切
り
に
、

表 ４　２0１２ 年 ８ 月の日中・日韓の「領土問題」に関する主な出来事

8・10　 李明博韓国大統領竹島上陸

8・1３　 李明博大統領が韓国忠清北道での勉強会で「天皇謝罪」を要求

8・1５　 香港活動家魚釣島上陸　野田首相抗議

8・1７　 魚釣島上陸活動家香港強制送還決定 

日本地方議員ら魚釣島へ上陸

8・22　 李明博大統領日本からの親書受取り拒否

8・24　野田首相領土問題で記者会見

8・2７　 丹羽駐中国大使の車が襲われる

（
一
五
三
）
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二

ロ
シ
ア
首
相
国
後
島
訪
問
と
李
明
博
大
統
領
の
竹
島
上
陸
を
扱
っ
た

「
政
治
漫
画
」
が
続
く
。
そ
し
て
、
一
度
「
領
土
問
題
」
に
お
け
る

外
交
姿
勢
を
問
う
「
総
括
的
な
」「
政
治
漫
画
」
が
掲
載
さ
れ
た
後
、

李
明
博
大
統
領
の
竹
島
上
陸
問
題
が
再
燃
し
て
「
政
治
漫
画
」
の

テ
ー
マ
と
な
っ
た
。

八
月
の
「
領
土
問
題
」
を
扱
っ
た
「
政
治
漫
画
」
に
お
け
る

「
テ
ー
マ
」
と
「
フ
レ
ー
ム
」
は
、
表
５
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と

が
で
き
る
。

こ
れ
を
も
と
に
、
個
々
の
「
政
治
漫
画
」
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う

な
レ
ト
リ
ッ
ク
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
か
を
見
て
み
よ
う
。
図
１
は
、

尖
閣
諸
島
の
「
中
国
に
よ
る
占
拠
」
に
対
し
て
、
よ
う
や
く
毅
然
と

し
た
対
応
を
す
る
と
発
言
し
た
野
田
佳
彦
首
相
の
顔
が
描
か
れ
た
島

の
画
で
あ
る
。
図
１
で
は
Ａ
１
か
ら
Ａ
３
ま
で
の
技
法
が
使
わ
れ
て

い
る
。
Ａ
１
の
「
創
案
＝
主
題
設
定
」
で
は
、「
政
治
問
題
」
で
あ

る
こ
と
を
示
す
べ
く
、
政
治
家
の
似
顔
（
野
田
首
相
と
温
家
宝
中
国
首

相
）
が
描
か
れ
、「
状
況
」
描
写
は
政
治
家
似
顔
と
島
嶼
の
画
と
プ

ラ
カ
ー
ド
の
文
字
情
報
か
ら
読
者
が
読
み
と
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い

図 １　（１２・８・１7　「朝日」）

（
一
五
四
）
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表
5　
２0１２

年
８
月
の
「
領
土
問
題
」
を
テ
ー
マ
と
し
た
「
政
治
漫
画
」
の
「
フ
レ
ー
ム
」

月
日

キ
ャ
プ
シ
ョ
ン

内
容

関
連
す
る
出
来
事

指
標
と
な
る
要
素

パ
ッ
ケ
ー
ジ

フ
レ
ー
ム

12・
08・

1７
よ
う
や
く
強
気

野
田
首
相
の
顔
の
尖
閣
諸
島

が
、
雲
に
描
か
れ
て
い
る
温

家
宝
中
国
首
相
の
顔
に
向

か
っ
て
「
尖
閣
諸
島
　
別
名

厳
正
に
対
処
島
」
の
プ
ラ

カ
ー
ド
を
示
し
て
い
る
。

8・
1６　

尖
閣
で
14
人
逮
捕
　
香
港
船

不
法
上
陸
・
入
国
容
疑
　
強
制
送
還
　

野
田
首
相
　
中
国
大
使
に
抗
議

A
1
②
プ
ラ
カ
ー
ド
＝
抗
議
、
抵
抗
：
③
野
田
首
相
・
温
家
宝
首
相
似

顔
「
厳
正
に
対
処
」
野
田
首
相
の
　
ク
リ
ー
シ
ェ
　
④
尖
閣
列
島
香
港

船
問
題
　
島
に
顔
　
A
2　
対
比
対
象
：
尖
閣
（
地
）　「

プ
ラ
カ
ー
ド
」

⇔
雲
（
天
）　
A
３　
②
対
等
な
大
き
さ
（
温
家
宝
＝
野
田
）　
④
よ
う

や
く
〜
厳
正
に
対
処
（
毅
然
）　
⑤
位
置
関
係
：
前
景
（
野
田
）
＞
後

景
（
温
）　
主
役
は
野
田
　
上
下
／
天
地
　
温
＞
野
田

A
1
②
　
A
３
④
　
⑤
抵
抗
の
意

思
表
示
と
（
見
え
る
結
末
（
A
2　

対
比
　
A
３
⑤
上
下
））

A
1、
A
３　
尖
閣
諸
島

の
占
拠
に
日
本
と
し
て

強
く
抗
議
す
る
と
い
う

意
思
表
示
⇒
野
田
首
相

が
初
め
て
？
見
せ
た

「
強
気
」
の
外
交
姿
勢

12・
08・

18
続
々
と
や
っ
て
く

る

構
え
る
野
田
（
首
相
）
捕
手

に
向
か
っ
て
、
ホ
ー
ム
（
領

土
問
題
）
を
狙
う
メ
ド
ベ
ー

ジ
ェ
フ
・
ロ
シ
ア
首
相
と
李

明
博
・
韓
国
大
統
領

７・
３　
メ
ド
ベ
ー
ジ
ェ
フ
首
相
　
国
後

島
訪
問
　
8・
10
李
明
博
大
統
領
竹
島

上
陸

A
1：
②
文
化
　
野
球
　
走
者
（
ロ
：
韓
）
ホ
ー
ム
イ
ン
を
狙
う
　
捕

手
（
日
）　
ホ
ー
ム
ベ
ー
ス
　（
領
土
問
題
：
島
の
画
）　
③
似
顔
（
野

田
・
李
明
博
・
メ
ド
ベ
ー
ジ
ェ
フ
）　
④
竹
島
・
北
方
領
土
　
A
2
①
：

対
比
対
照
　
走
者
（
ロ
：
韓
）　
ホ
ー
ム
イ
ン
を
狙
う
＝
攻
撃
　
捕
手

（
日
）
守
備
　
A
３　
②
大
き
さ
（
日
韓
露
）
同
じ
　
③
互
い
に
対
決
姿

勢
　
④
画
像
＜
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
「
続
々
と
…
」
攻
撃
側
主
眼
　
⑥
本
塁

突
入
　（
露
・
韓
）
動
⇔
ホ
ー
ム
ブ
ロ
ッ
ク
（
日
）
静

A
1
②
野
球
　
攻
守
（
A
2
①
、

A
３
⑥
）　
外
交
交
渉
の
攻
守

領
土
占
有
の
主
張
・
実

行
に
野
田
首
相
（
日

本
）
が
ど
う
立
ち
向
か

う
か

12・
08・

22

「
歴
史
に
ち
ょ
っ

と
細
工
を
す
れ
ば

簡
単
に
島
も
手
に

入
る
さ
」
と
い
う

思
想

歴
史
書
に
、
島
（
竹
島
）
を

書
き
足
す
人

8・
11　

領
土
実
効
支
配
　
第
三
国
の
承

認
得
ず
統
治
（
日
経
）

A
1
②
文
化
捏
造
：
歴
史
　
④
竹
島
上
陸
（
李
明
博
韓
国
大
統
領
）　

A
2
③
矛
盾
対
立
　
悪
意
強
調
　
A
３　
①
暗
い
ト
ー
ン
　
②
島
の
大
き

さ
　
影
絵
　
③
人
物
不
明
　
怪
し
さ
　
④
「
歴
史
に
…
細
工
」

A
1
②
文
化
捏
造
：
歴
史
　
④

竹
島
上
陸
（
李
明
博
韓
国
大
統

領
）　
A
2
③
矛
盾
対
立
　
悪
意

強
調
　
A
３　
①
暗
い
ト
ー
ン
　

②
島
の
大
き
さ
　
影
絵
　
③
人

物
不
明
　
怪
し
さ
　
④
「
歴
史

に
…
細
工
」
怪
し
さ
・
陰
謀

領
土
問
題
の
正
統
化
に

歴
史
の
捏
造
が
あ
る

12・
08・

2３
「
領
土
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク
」
負
け
た

ら
大
変
赤
っ
恥
国

国
際
司
法
裁
判
所
で
判
断
さ

れ
る
領
土
問
題
が
多
数

8・
11
国
際
司
法
裁
へ
提
訴
検
討
　
竹

島
問
題
で
玄
葉
光
一
郎
外
相
表
明
　
韓

国
高
官
「
提
訴
応
じ
ぬ
」

A
1
①
「
国
際
司
法
裁
判
所
」
の
文
字
　
②
地
球
＝
国
際
　
五
輪
ー
国

家
競
争
③
提
訴
国
：
真
面
目
、
深
刻
・
真
剣
な
顔
⇔
裁
判
官
：
地
球
の

無
表
情
、
機
械
的
な
口
調
の
フ
キ
ダ
シ
　
④
竹
島
問
題
提
訴
　
ロ
ン
ド

ン
五
輪
　
A
2：
①
深
刻
な
提
訴
側
の
表
情
⇔
裁
く
側
の
機
械
的
処
理

②
解
説
：
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
＋
文
字
　
A
３
④
文
字
と
画
像
　
⑤
上
部
集

中
：
提
訴
案
件
の
多
さ
⇒
機
械
的
処
理
（
机
上
に
サ
イ
コ
ロ
／
裁
判
官

＝
地
球
の
フ
キ
ダ
シ
）

A
３
④
文
字
と
画
像
　
⑤
上
部

集
中
：
提
訴
案
件
の
多
さ
⇒
機

械
的
処
理
（
机
上
に
サ
イ
コ
ロ

／
裁
判
官
＝
地
球
の
フ
キ
ダ

シ
）
⇒
提
訴
国
真
剣
、
裁
判
所

側
─
や
っ
つ
け

領
土
問
題
は
五
輪
同
様

「
国
の
威
信
」
を
か
け

た
事
案
だ
が
、
裁
く
方

は
熱
意
な
し
。

12・
08・

24

こ
れ
が
「
韓
流
支

持
率
稼
ぎ
」
！
？

修
繕
費
は
自
分
で

払
う
ん
で
し
ょ
う

な
！
自
分
で
！

日
韓
関
係
の
架
け
橋
を
李
明

博
大
統
領
が
ハ
ン
マ
ー
で
壊

し
て
い
る

8・
21　

2012
年
大
統
領
選
与
党
候
補

に
朴
槿
恵
氏
　
8・
22　
竹
島
問
題
で
一

時
帰
国
　
駐
韓
大
使
、
帰
任
へ
　
8・
22　

竹
島
過
熱
に
懸
念
　
日
本
　
冷
静
対
応

ア
ピ
ー
ル
　
韓
国
「
国
益
か
」
疑
問
視

も
　
8・
2３　

竹
島
問
題
、
異
例
の
対
応
　

野
田
首
相
親
書
　
韓
国
が
返
送
へ

A
1：
②
吊
り
橋
＝
架
橋
　
③
李
明
博
大
統
領
　
④
竹
島
問
題
　
韓
国

大
統
領
選
挙
　
A
2：
②
解
説
：
関
係
破
壊
（
ハ
ン
マ
ー
で
吊
り
橋
破

壊
）　
③
矛
盾
対
立
：
破
壊
行
為
へ
の
反
感
情
勢
　
吊
り
橋
か
ら
自
ら

も
落
ち
る
こ
と
を
示
唆
⇒
愚
鈍
　
A
３：
②
吊
り
橋
＞
李
明
博
大
統
領
　

日
韓
関
係
の
大
き
さ
　
破
壊
行
為
の
重
大
さ
　
③
李
明
博
大
統
領
の

顔
：
エ
キ
セ
ン
ト
リ
ッ
ク
　
④
行
為
責
任
の
追
及
　
⑥
破
壊
の
激
し

さ
：
自
暴
自
棄
を
彷
彿

A
1：
②
吊
り
橋
＝
架
橋
　

A
３：
②
吊
り
橋
＞
李
明
博
大

統
領
　
日
韓
関
係
の
大
き
さ
　

破
壊
行
為
の
重
大
さ
　
③
李
明

博
大
統
領
の
顔
：
エ
キ
セ
ン
ト

リ
ッ
ク
　
④
行
為
責
任
の
追
及

李
明
博
の
行
為
は
日
韓

関
係
に
お
い
て
極
め
て

被
害
甚
大
だ
。
彼
自
身

の
自
暴
自
棄
行
為
で
も

あ
る
の
は
、
大
統
領
再

選
の
低
さ
を
反
映
か
。

（
一
五
五
）



政
経
研
究

　第
五
十
六
巻
第
二
号
（
二
〇
一
九
年
七
月
）

一
四

る
。「
プ
ラ
カ
ー
ド
」
は
政
治
・
社
会
的
運
動
を
す
る
際
に
、
よ
く
用
い
ら
れ
る
「
政
治
・
文
化
的
示
唆
」
で
あ
る
。
前
述
し
た
５
月
の

北
京
で
の
会
談
の
当
事
者
が
こ
の
二
人
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
尖
閣
諸
島
を
め
ぐ
る
「
領
土
問
題
」
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。
図
１
で

は
Ａ
２
の
「
意
向
」
は
、
Ａ
３
の
「
表
現
形
式
」
と
組
み
合
わ
さ
っ
て
い
る
。
日
中
の
首
脳
の
、「
外
交
問
題
」
に
関
す
る
政
治
的
優
位

性
の
違
い
が
、「
対
比
」
の
レ
ト
リ
ッ
ク
で
表
わ
さ
れ
て
い
る
。
す
な

わ
ち
位
置
関
係
で
み
る
と
、
こ
の
絵
の
中
心
に
は
野
田
首
相
が
、
温
家

宝
首
相
は
画
像
の
左
上
部
に
描
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
だ
け
見
れ
ば
野
田

首
相
の
方
が
優
位
に
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
諷
刺
の

対
象
と
し
て
野
田
首
相
が
注
目
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
む
し
ろ
図

１
で
は
、
天=

雲
で
描
か
れ
た
温
家
宝
首
相
と
、
地
＝
島
で
表
現
さ

れ
た
野
田
首
相
と
の
「
対
比
」
が
重
要
で
あ
る
。「
尖
閣
諸
島
、
厳
正

に
対
処
島
」
と
書
か
れ
た
プ
ラ
カ
ー
ド
を
持
っ
て
い
る
こ
と
自
体
が
、

抗
議
す
る
反
対
派
＝
権
力
的
に
弱
者
、
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
彷
彿
さ
せ

る
。こ

れ
に
対
し
て
、
悠
然
と
構
え
る
「
雲
の
上
の
人
」
で
あ
る
温
家
宝

首
相
は
、
彼
個
人
の
立
場
と
い
う
よ
り
は
、
中
国
と
い
う
国
家
が
有
す

る
「
尖
閣
問
題
」
に
関
す
る
日
本
へ
の
優
位
性
を
示
し
て
い
る
。
雲
の

上
の
存
在
が
地
の
人
た
ち
と
の
差
異
を
示
す
例
と
し
て
米
国
建
国
期
の

図 ２　Ｂ・フランクリンが描いたとされる １ 枚画 

（茨木、２007　p２３）

Non Votis Benjamin Franklin Plan Truth, 1７4７.

（
一
五
六
）



「
政
治
漫
画
」
の
考
察
（
茨
木
）

一
五

フ
ラ
ン
ク
リ
ン
に
よ
る
画
（
図
２
）
や
、
こ
の
世
の
存
在
と
あ
の

世
の
存
在
を
峻
別
す
る
（
個
人
を
透
明
も
し
く
は
雲
の
上
に
置
く
描
き

方
）
手
法
の
も
の
（
図
３
）
が
あ
げ
ら
れ
る
。

ま
た
、
Ａ
２
「
意
向
」
の
サ
ブ
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
る
「
対
比
」

は
、「
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
」（
見
出
し
）
と
連
動
し
て
い
る
、「
よ
う
や

く
強
気
」
と
い
う
見
出
し
か
ら
、「
尖
閣
諸
島
」
を
め
ぐ
る
問
題

に
つ
い
て
日
本
側
の
姿
勢
が
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
が
示
さ
れ
て
い

る
。
と
こ
ろ
が
、「
厳
正
に
対
処
」
と
い
う
表
現
は
、
野
田
首
相

が
当
時
使
っ
て
い
た
決
り
文
句
で
も
あ
っ
た
。
そ
う
す
る
と
、

「
対
比
」
は
、
尖
閣
諸
島
に
対
す
る
中
国
側
の
占
有
に
抗
議
す
る

仕
方
の
積
極
性
を
述
べ
て
い
る
と
い
う
よ
り
も
、「（
文
字
通
り
に
は
）
よ
う
や
く
強
気
（
し
か
し
…
）」
と
い
う
含
み
を
持
っ
た
「
腰
の
引

け
た
強
気
な
態
度
」
を
意
味
す
る
と
も
み
ら
れ
よ
う
。

こ
れ
ら
の
レ
ト
リ
ッ
ク
が
、
中
国
と
の
領
土
問
題
に
対
す
る
野
田
首
相
の
対
応
を
「
弱
腰
」
と
批
判
す
る
「
フ
レ
ー
ム
」
を
導
い
て
い

く
の
で
あ
る
。

図
４
で
は
、
李
明
博
韓
国
大
統
領
が
、
自
ら
竹
島
に
上
陸
し
た
こ
と
を
背
景
に
日
韓
関
係
と
い
う
吊
り
橋
を
ハ
ン
マ
ー
で
破
壊
し
よ
う

と
し
て
い
る
「
政
治
漫
画
」
で
あ
る
。
Ａ
１
「
創
案
」
で
は
、
政
治
家
の
似
顔
を
図
１
と
同
様
に
使
っ
て
そ
れ
に
よ
っ
て
「
政
治
」
を
読

者
に
想
起
さ
せ
る
。
日
韓
関
係
を
Ａ
１
の
②
で
読
者
に
喚
起
さ
せ
た
の
ち
、「
日
韓
関
係
」
と
い
う
説
明
の
つ
い
た
「
架
橋
」
を
破
壊
す

図 ３　（１9・２・１6　「毎日」）

（
一
五
七
）



政
経
研
究

　第
五
十
六
巻
第
二
号
（
二
〇
一
九
年
七
月
）

一
六

る
行
為
の
問
題
性
を
指
摘
す
る
。
二
国
間
関
係
を
「
架
橋
」
で
表
わ
す
こ
と
は
、

そ
の
橋
の
長
さ
・
大
き
さ
が
相
互
間
の
隔
た
り
の
大
き
さ
を
表
わ
す
。
加
え
て
、

架
橋
の
長
さ
は
、
関
係
の
歴
史
の
長
さ
を
象
徴
し
て
い
る
。
Ａ
２
で
示
そ
う
と
す

る
「
意
図
」
は
、
破
壊
行
為
そ
の
も
の
へ
の
非
難
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
見
れ
ば

わ
か
る
と
い
う
意
味
で
「
解
説
」
の
レ
ト
リ
ッ
ク
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
と

と
も
に
、
そ
の
背
景
を
Ａ
３
「
表
現
技
巧
」
の
「
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
」
に
書
か
れ
て

い
る
文
字
情
報
が
補
足
す
る
。
な
ぜ
李
明
博
大
統
領
は
日
韓
関
係
を
破
壊
し
よ
う

と
し
た
の
か
、
そ
の
理
由
の
一
つ
を
「
政
治
漫
画
」
は
「
韓
流
支
持
率
稼
ぎ
」、

つ
ま
り
次
期
大
統
領
選
挙
を
見
据
え
た
国
内
支
持
率
の
回
復
策
で
あ
る
と
し
て
い

る
。
こ
れ
ら
の
Ａ
群
の
レ
ト
リ
ッ
ク
に
よ
っ
て
、「
政
治
」〉「
日
韓
関
係
」〉「
破

壊
行
為
＝
竹
島
上
陸
を
軸
と
す
る
一
連
の
日
本
攻
撃
」
と
い
う
よ
う
に
焦
点
を
読

者
に
絞
ら
せ
る
の
で
あ
る
。

⒊�

「
所
作
」
レ
ト
リ
ッ
ク
を
通
し
た
８
月
の
「
領
土
問
題
」
に
関
す
る
「
政
治

漫
画
」
の
分
析

ⅰ
　
近
隣
テ
ー
マ
の
「
政
治
漫
画
」
と
の
比
較

日
韓
・
日
中
の
「
領
土
問
題
」
を
描
く
「
政
治
漫
画
」
を
、
他
国
、
特
に
ロ
シ

図 ４　（１２・８・２４　「朝日」）

（
一
五
八
）



「
政
治
漫
画
」
の
考
察
（
茨
木
）

一
七

ア
・
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
「
外
交
」
問
題
を
描
く
「
政
治
漫
画
」
と
比
較
す
る
。
図
５
で
は
、
日
本
と
ロ
シ
ア
首
脳
が
対
峙
す
る
構
図

に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
で
は
、
日
本
の
野
田
首
相
の
役
割
は
後
景
に
退
き
、
ロ
シ
ア
（
プ
ー
チ
ン
大
統
領
、
メ
ド
ベ
ー
ジ
ェ
フ
首
相
）
が
前

景
に
登
場
す
る
。
テ
ー
マ
を
想
起
さ
せ
る
Ａ
１
の
レ
ト
リ
ッ
ク
で
は
、
図
５
で
柔
道
（
プ
ー
チ
ン
大
統
領
は
実
際
に
柔
道
の
有
段
者
で
あ
る
）

が
、
交
渉
を
象
徴
さ
せ
る
も
の
と
し
て
「
文
化
的
示
唆
」
要
素
を
形
作
っ
て
い
る
。
問
題
は
、
そ
の
関
わ
り
方
で
あ
る
。
図
１
で
は
、
温

家
宝
首
相
が
超
然
と
し
た
存
在
で
あ
り
、
野
田
首
相
の
対
応
も
決
ま
り
文
句
で
あ
る
た
め
実
効
性
に
疑
い
は
あ
る
と
い
う
視
点
で
は
あ
る

が
、
交
渉
に
お
い
て
、
相
手
国
の
領
土
侵
犯
を
「
厳
正
に
対
処
」
し
よ

う
と
す
る
姿
勢
は
示
し
て
い
る
。「
厳
正
対
処
」
と
い
う
プ
ラ
カ
ー
ド

を
持
つ
と
い
う
「
抗
議
行
動
」
で
示
す
こ
と
は
、
相
手
が
こ
の
行
為
に

対
し
て
何
ら
か
の
意
味
を
読
み
取
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
こ
と
で
も

あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
図
５
で
は
、
六
月
に
日
ロ
首
脳
会
談
を
終
え
、

交
渉
が
進
も
う
と
す
る
と
き
に
、
メ
ド
ベ
ー
ジ
ェ
フ
首
相
の
国
後
島
訪

問
時
の
発
言
（「
一
寸
た
り
と
も
返
さ
な
い
」）
の
強
い
意
志
が
、
画
像
上

の
メ
ド
ベ
ー
ジ
ェ
フ
首
相
の
動
き
（
礼
を
せ
ず
に
動
き
出
す
）
に
表
わ
さ

れ
て
い
る
。

Ａ
３
の
表
情
、
動
き
、
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
が
、
Ａ
２
の
二
重
の
「
対

比
」
を
生
み
出
し
、「
領
土
問
題
」
を
契
機
と
し
た
ロ
シ
ア
と
い
う
国

へ
の
不
信
感
、
判
断
の
し
に
く
さ
を
「
フ
レ
ー
ム
」
と
し
て
持
っ
て
い

図 5　（１２・7・5　「朝日」）

（
一
五
九
）
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八

る
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
大
統
領
は
礼
を
し
、
首
相
は
非
礼
で
あ
る
と
い
う
対
照
的
な
振
る
舞
い
が
、「
対
比
」
で
あ
り
、
そ
れ
と

と
も
に
（
そ
れ
を
見
た
）
野
田
首
相
の
「
驚
き
」
と
大
統
領
の
「
無
表
情
」
が
対
照
的
で
あ
る
こ
と
の
二
重
の
「
対
比
」
が
用
い
ら
れ
て

い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
ロ
シ
ア
首
脳
の
二
重
基
準
が
示
さ
れ
る
た
め
、
日
本
側
か
ら
見
て
「
何
を
考
え
て
い
る
か
わ
か
ら
な
い
」
と
い

う
不
信
感
が
醸
成
さ
れ
る
。

図
６
は
、
垂
直
離
着
陸
機
オ
ス
プ
レ
イ
の
在
日
米
軍
基
地
へ
の
導
入

を
め
ぐ
る
「
政
治
漫
画
」
で
あ
る
。
オ
ス
プ
レ
イ
そ
の
も
の
が
描
か
れ

て
お
り
、
し
か
も
そ
の
両
方
の
翼
に
オ
バ
マ
大
統
領
と
野
田
首
相
が

「
乗
っ
て
」
い
る
。
Ａ
１
は
似
顔
と
軍
用
機
か
ら
「
外
交
」「
防
衛
＝
軍

事
」
問
題
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
オ
ス
プ

レ
イ
の
両
翼
に
日
米
首
脳
が
乗
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
オ
ス
プ
レ
イ

に
同
乗
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
米
軍
に
少
な
く
と
も
野
田
首
相
は

同
化
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
両
首
脳
が
一
応
日
米
両
国
を
代

表
す
る
存
在
と
す
れ
ば
、
日
米
関
係
は
日
本
が
合
衆
国
に
包
括
さ
れ
て

い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
こ
で
、「
政
治
漫
画
」
に
み
ら
れ
る
日
本
と
韓
国
・
中
国
・
ロ
シ

ア
・
合
衆
国
と
の
こ
の
時
期
の
関
わ
り
方
に
つ
い
て
整
理
す
る
な
ら
ば
、

図 6　（１２・7・１８　「朝日」）

（
一
六
〇
）
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次
の
よ
う
に
な
る
。
韓
国
に
は
批
判
可
能
な
関
係
で
あ
り
、
中
国
に
対
し
て
は
批
判
の
意
思
は
あ
る
が
、
相
手
と
の
距
離
は
大
き
い
。
ロ

シ
ア
に
は
不
信
感
と
不
透
明
感
を
も
ち
、
対
処
に
苦
し
む
姿
が
描
か
れ
る
。
合
衆
国
に
至
っ
て
は
、
恭
順
の
対
象
で
あ
り
同
化
・
包
摂
関

係
で
あ
る
た
め
批
判
的
姿
勢
は
政
府
に
お
い
て
は
存
在
し
な
い
。

ⅱ
　
文
字
テ
ク
ス
ト
（
論
説
・
コ
ラ
ム
／
投
稿
）
と
の
比
較

前
項
ま
で
の
「
政
治
漫
画
」
の
考
察
は
、「
政
治
漫
画
」
を
掲
載
媒
体
か
ら
切
り
離
し
た
ひ
と
つ
の
独
立
し
た
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
、
そ

の
内
容
を
探
る
も
の
で
あ
っ
た
。
実
際
に
「
政
治
漫
画
」
を
読
む
と
き
に
は
掲
載
媒
体
で
あ
る
新
聞
紙
上
に
お
い
て
読
む
。
つ
ま
り
、
掲

載
媒
体
の
他
の
文
字
テ
ク
ス
ト
か
ら
の
影
響
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
以
下
で
は
、「
政
治
漫
画
」
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
性
（「
評
論
」
性
）

に
着
目
し
て
、
そ
れ
に
比
す
る
新
聞
紙
上
の
二
つ
の
種
類
の
「
文
字
テ
ク
ス
ト
」
と
の
比
較
を
行
っ
た
。
一
つ
は
、
新
聞
編
集
側
の
意
向

が
直
接
反
映
さ
れ
る
「
論
説
・
コ
ラ
ム
」
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
新
聞
読
者
の
投
稿
に
よ
る
「
投
書
」
で
あ
る
。

そ
の
１
　
論
説
・
コ
ラ
ム
と
「
政
治
漫
画
」（
表
６
）

八
月
の
「
朝
日
」
に
掲
載
さ
れ
た
「
領
土
問
題
」
に
関
す
る
論
説
・
コ
ラ
ム
は
、
四
一
件
あ
っ
た
。
識
者
コ
メ
ン
ト
は
六
件
で
あ
っ
た
。

こ
の
中
で
、
魚
釣
島
に
香
港
の
活
動
家
が
上
陸
し
た
こ
と
に
関
す
る
「
評
価
」（
主
張
・
感
想
）
を
除
く
と
、
中
国
の
「
尖
閣
問
題
」
を
単

独
で
扱
っ
た
も
の
は
「
社
説
」
の
一
件
の
み
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
比
べ
て
、
韓
国
と
の
「
竹
島
問
題
」
を
単
独
で
取
り
上
げ
た
の
は
、

「
社
説
」
八
件
中
四
件
、「
天
声
人
語
」
二
件
中
一
件
、「
素
粒
子
」
三
一
件
中
六
件
で
あ
っ
た
。
こ
こ
か
ら
、
こ
の
時
期
の
「
朝
日
」
は
、

中
国
と
日
本
の
領
土
問
題
を
論
評
す
る
際
の
多
く
は
、
韓
国
と
セ
ッ
ト
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
こ
に
お
い
て
も
、「
政
治
漫
画
」

（
一
六
一
）
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表 6　「領土問題」の「論説・コラム」

（「社」は「社説」、「素」は「素粒子」、「川」は「朝日川柳」をそれぞれ示す）

月日 種類 見出し
8月 4日 社 オスプレイ　普天間移設の道筋示せ

素 オスプレイは「安全に作戦任務を遂行する」と米国防長官。力点は任務遂行
の方に。ではいつ安全宣言かの問題。

8月 11 日 社 竹島への訪問　大統領の分別なき行い
川 いろいろな場所でやってる日韓戦
声 日韓のネット批判に心痛める

素 すきを突いた韓国の速攻。自陣のラインががたがたで防ぎ切れず。増税の日
を狙ったかのように李大統領が竹島に。
中国ともロシアとも韓国ともギクシャク。元より北朝鮮は話にならず。いよ
いよ米国頼みの単細胞になりそうな。
あふれる韓流やKポップ。どこにでもある韓国食材。この落差は何？在日
の友とマッコリ飲みながら考えよう。

8月 12 日 社 韓国大統領の竹島入り　大国らしからぬ振る舞い

8月 1５ 日 素 昔、母に聞いたお手玉歌。日清戦争、三韓征伐…。すり込まれた歴史。李大
統領の目に「恨」の文字が見える。

8月 1６ 日 天声人語 韓国大統領「ご乱心」
ニュースがわ
からん

竹島問題、なぜおさまらないの？併合の歴史が韓国の反日感情をかき立てる
んだ

社 近隣と靖国　互いにいがみ合う時か
川 調子はずれの真夏のソナタ

唐突に隣のおやじの胴間声
内閣の助言と承認知らぬ李氏

素 ナショナリズムという怪獣が海から上がってくる。いざ迎撃。よく見りゃ着
ぐるみかもしれぬ。
追悼の週に周囲の海が騒がしい。前世紀のつけが一度に回ってきたような。
それぞれ事情はもつれあい絡み合い。
毅然として冷静に。海に囲まれ海に生き、海の恵みも怖さも知る民として。
四海波静かにならねば国も治まらぬ。

8月 1７ 日 社 尖閣上陸　混乱招かぬ備えを
川 どの国も島が不満の捌けどころ

煮えたぎるチゲにどじょうは泥の中
東海の小島の磯のお戯れ

声 竹島、国際世論へ訴えかけよ

素 「愛してる」って言えますか。恋人にだって気恥ずかしい。まして国に。「好
き」なら言えそうな気もするけど。
ホー・チ・ミンは別名「阮愛国」。むき出しの愛国は独立闘争の中でこそ。
中国も韓国ももう立派な主要国なのに。
愛の字を分解すると、ゆっくり歩きつつ振り返る心。「過去に根ざしながら
未来に向かう優しさ」と阿辻哲次さん。

8月 18 日 声 韓国に政府の真剣さを示せ
川 活動家などと呼ぶから付け上がる

活動家ふだんは何をしてるやら
鯱も呆れる非難合戦

素 誓死光復釣魚台列嶼。漢字の羅列には遊びがない。強硬の一本槍。巡視船に
投げ込んだ四角く硬い煉瓦のごとく。
香港活動家ノゴツイ顔ト李大統領ノ鋭イ目ガ当分頭カラ離レナイ。ヨッテタ
カッテイジメラレテイルミタイダヨ。
ちょいとみなさん。さわぎゃあいいってもんじゃないでしょ。そこおすわん
なさい。ちゃんとはなしをするのよ。

8月 20 日 素 投げ返すれんがはブロックになり岩になり。また回り始めるか日中の負のサ
イクル。沖縄の人の目にはどう映る。

（
一
六
二
）
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8 月 21 日 天声人語 焦げつきやすい領土問題
社 尖閣と竹島　政治が対立をあおるな
声 尖閣　事なかれ主義はやめよ

強制送還だけでは再発防げぬ
川 反日のデモか銀座のパレードか

上陸のマナーは日中変わりなし
丁寧な扱いに感謝また来ます

インタビュー　
田中均

中韓に日本はどう向き合うか　勘定は国益を損なう「大きな絵」を描き共通
の利益を追え

8月 2３ 日 社 竹島提訴　大局に立つ日韓関係を
声 不法上陸　重罰化では解決せず

領土問題　経済外交に重点を
オスプレイ、操縦ミスこそ問題

川 人為ミス操作が難しい証拠

素 宛先不明でなし。読まずに食べたわけでなし。親書返送の奇手。開けちゃっ
たけど見なかったことにしたいわけ？

8月 24 日 声 尖閣上陸　強制送還は妥当だ
日中友好「魚釣りの島」を夢想

川 投げ出した事も忘れて旗の下
官房長官何が起きても遺憾だけ
太公望ぜひ釣りしたい島があり

素 払うときの大変さは知りながら。強気や自尊がぶつかって掛け金ばかりがつ
り上がる。どちらも勝てない日韓勝負。
米国産の渡り鳥。羽音が大きく飛ぶのが下手でハワイじゃ飛ばせてもらえな
い。だから山口や沖縄で羽を伸ばす？

8月 2５ 日 素 いきなりリングに飛び込んできた李大統領。ならばとロープをくぐる野田首
相。任期終了ゴングまでにらみ合う？

8月 2６ 日 社 日本と韓国　非難の応酬に益はない
声 「活動家」の扇動に乗らないで

領土問題で溝つくらないで
駐中国大使交代に疑問感じる

かたえくぼ 『今年の漢字』　島　日本政府
ニュースがわ
からん 国際司法裁判所って何じゃ？国どうしの争いを審理する、国連の機関だよ

8月 2７ 日 声 領土問題は冷静に話し合おう
8月 28 日 川 過去未来すべての事故は人為ミス

日中韓天気晴朗波高し
句作りが過激になって困ってる

かたえくぼ 『親書返送』　食べちゃえ　白ヤギ黒ヤギ
声 サミット開き情と理の外交を

8月 29 日 社 近隣外交　挑発に振り回されまい
記者有論 日韓関係　日本の努力知ってほしい
声 こだわりを捨て歩み寄りを（西部）

素 薄皮がはる間もなく、かきむしる輩多し。しかも隣人の傷を。中国にも韓国
にも日本にも。そっと我慢ができず。

8月 ３1 日 川 オスプレイぜひ郵送で返したい
耕論 中韓ともつれる日本

戦略的なパイプ作りを急げ
経済力で押す時代ではない
多元的な関係が「防波堤」に

池上彰の新聞
ななめ読み 尖閣報道　テレビより詳しい解説を

素 世界の人の半分が住む東アジアが自由貿易圏を目指す。日中韓も。ちまちま
もめてないで、大きな話がしたいね。
うれしいのは韓国に勝ったからでなく。なでしこの妹分元気よし。スキーの
高梨紗羅は 1５ 歳で高卒の大ジャンプ。

（
一
六
三
）
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そ
れ
自
体
の
分
析
で
言
及
し
た
よ
う
に
、「
領
土
問
題
」
に
つ
い
て
は
中
国
と
韓
国
と
の
関
わ
り
方
に
違
い
が
み
ら
れ
る
。

こ
こ
で
は
、
図
４
と
関
連
す
る
論
説
・
コ
ラ
ム
と
を
主
題
設
定
と
意
向
＝
「
フ
レ
ー
ム
」
の
点
か
ら
比
較
す
る
。「
社
説
」
で
は
、「
分

別
な
き
行
い
」（
８
／
11
、
八
月
一
一
日
掲
載
の
略
　
以
下
同
じ
）、「
大
国
ら
し
か
ら
ぬ
振
る
舞
い
」（
８
／
12
）
な
ど
、
大
統
領
個
人
の
行
為

を
倫
理
的
に
咎
め
る
姿
勢
が
目
に
付
く
。「
天
声
人
語
」（
８
／
1６
）
の
「
ご
乱
心
」、「
素
粒
子
」
の
「
す
き
を
突
い
た
韓
国
の
速
攻
」（
８

／
11
）、
と
い
う
茶
化
し
た
表
現
も
、
大
統
領
個
人
に
還
元
す
る
含
み
が
あ
る
。
図
４
の
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
で
も
「
…
修
繕
費
は
自
分
で
払

う
ん
で
し
ょ
う
な
！
自
分
で
！
」
と
あ
っ
た
。
図
４
の
「
政
治
漫
画
」
で
は
、
李
大
統
領
個
人
へ
の
批
判
が
、
韓
国
政
府
・
韓
国
国
民
へ

向
け
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、「
韓
流
、
Ｋ
ポ
ッ
プ
、
ど
こ
に
で
も
あ
る
韓
国
食
材
、
こ
の
落
差
は
何
？
」
と
い
う
主
張
が

す
で
に
八
月
一
一
日
付
「
素
粒
子
」
に
よ
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
。

こ
こ
に
、
韓
国
大
統
領
と
い
う
役
職
や
韓
国
政
府
と
い
う
組
織
と
、
李
明
博
氏
個
人
と
を
切
り
離
そ
う
と
す
る
試
み
の
萌
芽
が
見
え
る
。

こ
の
姿
勢
が
論
説
や
コ
ラ
ム
が
八
月
後
半
に
な
っ
て
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
や
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
覚
醒
や
極
端
化
に
つ
な
が
る
こ
と
を
懸
念

す
る
主
張
に
連
動
す
る
。
こ
れ
は
、
中
国
を
含
め
た
「
領
土
問
題
」
一
般
に
関
す
る
主
張
と
も
つ
な
が
る
と
と
も
に
、
国
際
司
法
裁
判
所

へ
の
竹
島
問
題
の
提
訴
や
、
韓
国
政
府
に
よ
る
親
書
返
送
と
い
う
個
別
的
行
為
に
つ
い
て
も
「
社
説
」
で
は
、「
大
局
に
立
つ
」（
８
／
2３
）、

「
非
難
の
応
酬
に
益
は
な
い
」（
８
／
2６
）、「
素
粒
子
」
で
は
、
チ
キ
ン
・
レ
ー
ス
の
様
相
を
危
惧
す
る
「
ど
ち
ら
も
勝
て
な
い
日
韓
勝
負
」

（
８
／
24
）
と
い
っ
た
主
張
を
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

そ
の
２
　
投
書
と
「
政
治
漫
画
」（
表
７
）

文
字
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
、
論
説
・
コ
ラ
ム
は
発
信
者
が
掲
載
新
聞
に
属
す
る
（
そ
れ
に
関
わ
る
）
人
た
ち
で
あ
る
か
ら
、
掲
載
媒
体

の
意
向
を
直
接
反
映
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
扱
う
投
書
・
投
稿
は
掲
載
媒
体
の
受
け
手
（
読
者
）
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ

（
一
六
四
）
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表 7　「領土問題」の「投書」
（「川」は「朝日川柳」を示す、（西部）は、西部版掲載の作品を示す）

月日 種類 見出し

8月 11 日 川 いろいろな場所でやってる日韓戦

声 日韓のネット批判に心痛める

8月 1６ 日 川 調子はずれの真夏のソナタ

唐突に隣のおやじの胴間声

内閣の助言と承認知らぬ李氏

8月 1７ 日 川 どの国も島が不満の捌けどころ

煮えたぎるチゲにどじょうは泥の中

東海の小島の磯のお戯れ

声 竹島、国際世論へ訴えかけよ

8月 18 日 声 韓国に政府の真剣さを示せ

川 活動家などと呼ぶから付け上がる

活動家ふだんは何をしてるやら

鯱も呆れる非難合戦

8月 21 日 声 尖閣　事なかれ主義はやめよ

強制送還だけでは再発防げぬ

川 反日のデモか銀座のパレードか

上陸のマナーは日中変わりなし

丁寧な扱いに感謝また来ます

8月 2３ 日 声 不法上陸　重罰化では解決せず

領土問題　経済外交に重点を

オスプレイ、操縦ミスこそ問題

川 人為ミス操作が難しい証拠

8月 24 日 声 尖閣上陸　強制送還は妥当だ

日中友好「魚釣りの島」を夢想

川 投げ出した事も忘れて旗の下

官房長官何が起きても遺憾だけ

太公望ぜひ釣りしたい島があり

8月 2６ 日 声 「活動家」の扇動に乗らないで

領土問題で溝つくらないで

駐中国大使交代に疑問感じる

かたえくぼ 『今年の漢字』　島　日本政府

8月 2７ 日 声 領土問題は冷静に話し合おう

8月 28 日 川 過去未来すべての事故は人為ミス

日中韓天気晴朗波高し

句作りが過激になって困ってる

かたえくぼ 『親書返送』　食べちゃえ　白ヤギ黒ヤギ

声 サミット開き情と理の外交を

8月 29 日 声 こだわりを捨て歩み寄りを（西部）

8月 ３1 日 川 オスプレイぜひ郵送で返したい

え
、
当
該
媒
体
の
意
向
を
直
接
無
媒
介
に
は
反
映
し
な
い
。
本
論
で
扱
う
投
書
は
、
い
わ
ゆ
る
新
聞
投
書
で
あ
る
「
声
」、
コ
ン
ト
の
形

を
と
る
投
稿
「
か
た
え
く
ぼ
」、
お
よ
び
「
朝
日
川
柳
」
で
あ
る
。
こ
れ
ら
が
、
図
４
を
読
む
た
め
の
「
所
作
」
と
し
て
ど
の
よ
う
に
作

用
し
て
い
る
か
を
み
る
。

（
一
六
五
）
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八
月
の
投
書
で
「
領
土
問
題
」
に
関
す
る
も
の
は
、「
声
」
が
一
六
通
、「
か
た
え
く
ぼ
」
が
二
通
、「
朝
日
川
柳
」
が
二
一
句
で
あ
っ

た
。
そ
の
う
ち
、
韓
国
に
関
す
る
も
の
は
、「
声
」
三
通
、「
か
た
え
く
ぼ
」
一
通
、「
朝
日
川
柳
」
六
句
で
あ
る
。
八
月
一
七
日
香
港
活

動
家
の
魚
釣
島
上
陸
と
ほ
ぼ
同
時
に
、
韓
国
を
個
別
に
扱
う
投
稿
は
減
少
し
、
投
書
子
の
関
心
が
香
港
活
動
家
─
尖
閣
諸
島
─
中
国
の
反

日
運
動
と
中
国
と
の
「
領
土
問
題
」
に
移
っ
て
い
く
。

投
書
に
お
け
る
竹
島
に
関
す
る
具
体
的
な
内
容
を
み
る
と
、
最
初
は
、「
い
ろ
い
ろ
な
場
所
で
や
っ
て
る
日
韓
戦
」（「
朝
日
川
柳
」
８
／

11
）、「
調
子
外
れ
の
真
夏
の
ソ
ナ
タ
」（「
朝
日
川
柳
」
８
／
1６
）
や
「
東
海
の
小
島
の
磯
の
お
戯
れ
」（「
朝
日
川
柳
」
８
／
1７
）
と
韓
流
ス

タ
ー
の
竹
島
上
陸
と
李
明
博
大
統
領
上
陸
と
を
組
み
合
わ
せ
て
笑
い
に
落
と
し
込
ん
で
い
た
。
そ
れ
が
、「
唐
突
に
隣
の
お
や
じ
の
胴
間

声
」（「
朝
日
川
柳
」
８
／
1６
）、「
煮
え
た
ぎ
る
チ
ゲ
」（「
朝
日
川
柳
」
８
／
1７
）
と
不
快
感
を
露
わ
に
し
、「
国
際
世
論
へ
訴
え
か
け
よ
」

（「
声
」
８
／
1７
）「
韓
国
に
政
府
の
真
剣
さ
を
示
せ
」（「
声
」
８
／
18
）
と
い
う
対
応
へ
の
提
言
に
至
る
。

こ
う
し
た
投
書
子
の
対
韓
国
な
い
し
韓
国
大
統
領
の
行
為
へ
の
反
感
を
背
景
と
し
て
、
図
４
が
八
月
一
六
・
一
七
日
前
後
に
登
場
す
れ

ば
、
当
該
「
政
治
漫
画
」
と
投
書
と
の
関
係
が
見
出
せ
る
。「
政
治
漫
画
」
は
韓
国
問
題
へ
の
「
極
化
」
に
貢
献
し
た
、
と
。

し
か
し
、
そ
う
は
な
ら
な
か
っ
た
。
図
４
は
八
月
二
四
日
の
掲
載
で
あ
っ
た
、「
所
作
」
は
時
空
間
的
に
直
接
で
あ
る
こ
と
が
有
効
で

あ
る
こ
と
は
、
演
説
の
身
ぶ
り
手
振
り
を
見
れ
ば
わ
か
る
。「
政
治
漫
画
」
は
こ
の
時
期
、「
オ
ピ
ニ
オ
ン
」
欄
と
し
て
「
社
説
」、「
声
」

「
か
た
え
く
ぼ
」「
朝
日
川
柳
」
と
同
じ
紙
面
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
仮
に
、
上
述
し
た
よ
う
に
一
方
で
感
情
を
昂
進
さ
せ
る
表
現
を
し
て

も
、
そ
れ
を
鎮
静
さ
せ
る
表
現
が
同
じ
紙
面
に
登
場
し
て
い
れ
ば
、
相
殺
さ
れ
「
両
論
併
記
」
と
し
て
相
殺
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
残
念

な
が
ら
こ
の
八
月
二
四
日
の
「
オ
ピ
ニ
オ
ン
」
欄
は
そ
れ
に
は
貢
献
し
な
か
っ
た
。
論
説
や
投
書
の
関
心
は
中
国
と
の
領
土
問
題
（
尖
閣

諸
島
問
題
）
に
移
っ
て
い
た
。
こ
の
問
題
は
、
魚
釣
島
に
香
港
活
動
家
と
日
本
の
地
方
政
治
家
が
互
い
に
上
陸
を
試
み
た
こ
と
に
よ
る

（
一
六
六
）
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「
泥
仕
合
」
の
様
相
を
呈
し
て
き
た
。
紙
面
が
、
韓
国
竹
島
と
中
国
尖
閣
問
題
を
ま
と
め
て
収
束
さ
せ
よ
う
と
す
る
方
向
に
あ
っ
た
。
そ

の
流
れ
に
「
抗
し
て
」
図
４
が
登
場
し
た
と
こ
ろ
で
、
も
は
や
こ
の
作
品
は
李
明
博
大
統
領
個
人
の
資
質
を
問
わ
れ
る
問
題
と
し
て
理
解

さ
れ
る
に
と
ど
ま
っ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

⒋

　嫌
悪
感
情
と
「
政
治
漫
画
」

国
家
間
の
利
益
対
立
が
し
ば
し
ば
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
喚
起
さ
せ
る
。
そ
の
喚
起
の
触
媒
に
「
国
民
感
情
」
が
よ
く
用
い
ら
れ
る
。
そ

の
「
国
民
感
情
」
を
煽
る
も
の
の
一
つ
に
対
立
国
へ
の
嫌
悪
感
情
が
あ
る
、
そ
こ
で
、「
領
土
問
題
」
に
関
す
る
「
政
治
漫
画
」
の
実
相

を
よ
り
鮮
明
に
す
る
た
め
に
、
嫌
悪
感
情
を
新
た
な
分
析
指
標
と
し
て
設
定
し
た
（
表
２
、
表
３
）。

「
領
土
問
題
」
に
お
け
る
「
政
治
漫
画
」
を
嫌
悪
感
情
の
指
標
を
も
と
に
評
定
し
、「
政
治
漫
画
」
そ
の
も
の
の
嫌
悪
の
様
相
を
探
っ
た
。

次
に
、
関
連
す
る
論
説
・
コ
ラ
ム
と
投
書
か
ら
見
ら
れ
る
嫌
悪
感
情
結
果
と
比
較
し
、「
政
治
漫
画
」
の
嫌
悪
状
況
の
相
対
的
位
置
を
明

ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
。
そ
の
理
由
は
、
⒊−

ⅱ
で
述
べ
た
よ
う
に
読
者
が
「
政
治
漫
画
」
を
実
際
に
新
聞
紙
上
で
読
む
と
き
に
は
、
掲

載
媒
体
の
諸
テ
ク
ス
ト
と
の
関
係
づ
け
て
読
む
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

ⅰ
　「
領
土
問
題
」
に
関
す
る
「
政
治
漫
画
」
の
嫌
悪
の
様
相

嫌
悪
原
因
に
つ
い
て
は
、
合
衆
国
や
ロ
シ
ア
と
の
外
交
を
扱
っ
た
「
政
治
漫
画
」
と
同
様
に
、「
非
魅
力
的
外
見
」
要
素
が
指
摘
さ
れ

た
。
好
意
的
と
は
思
え
な
い
相
手
国
の
メ
デ
ィ
ア
を
介
し
た
言
動
が
「
政
治
漫
画
」
を
見
て
活
性
化
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、「
領
土
問
題
」

「
外
交
」
一
般
を
語
っ
た
「
政
治
漫
画
」
の
特
徴
と
も
類
似
し
て
い
た
。
ま
た
、
嫌
悪
対
象
へ
の
対
応
も
、「
穏
便
解
決
」
を
志
向
す
る
こ

（
一
六
七
）
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と
が
示
さ
れ
、
こ
れ
も
合
衆
国
や
ロ
シ
ア
と
の
そ
れ
と
類
似
し
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
韓
国
と
の
「
領
土
問
題
」
を
扱
う
「
政
治
漫
画
」
に
関
し
て
は
、
前
述
の
国
々
と
は
違
っ
た
傾
向
を
見
せ
て
い
る
。

嫌
悪
主
体
の
「
傲
慢
さ
」
を
嫌
悪
の
原
因
と
す
る
評
価
が
な
さ
れ
、
嫌
悪
対
象
へ
の
当
該
行
動
の
是
正
や
改
善
を
求
め
る
「
積
極
的
な
解

決
」
や
嘲
笑
や
皮
肉
を
含
ん
だ
「
意
地
悪
な
＝
悪
意
あ
る
言
動
を
示
す
」
表
現
志
向
が
示
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
点
か
ら
も
、
３−

ⅰ
で
明

ら
か
に
し
た
日
本
と
合
衆
国
・
ロ
シ
ア
・
中
国
と
の
関
係
が
、
少
な
く
と
も
日
本
か
ら
見
て
対
等
か
ら
依
存
・
恭
順
関
係
で
あ
る
一
方
で
、

韓
国
に
対
し
て
は
対
等
そ
れ
以
下
の
存
在
と
し
て
み
て
い
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
。

ⅱ
　「
領
土
問
題
」
に
関
す
る
「
政
治
漫
画
」
の
相
対
的
嫌
悪
の
様
相

「
領
土
問
題
」
に
関
す
る
「
論
説
・
コ
ラ
ム
」
や
「
投
書
」
は
、
⒋−

ⅰ
で
示
し
た
こ
と
と
同
様
に
、
中
国
と
韓
国
と
で
は
異
な
っ
た

反
応
を
見
せ
て
い
る
。「
嫌
悪
原
因
」「
嫌
悪
対
応
」
と
も
中
国
を
対
象
に
し
た
も
の
は
、「
論
説
・
コ
ラ
ム
」
で
は
、
程
度
の
広
が
り
を

持
っ
た
傾
向
を
示
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
韓
国
を
対
象
に
し
た
「
論
説
・
コ
ラ
ム
」
で
は
、
嫌
悪
の
原
因
が
日
本
と
異
質
な
存
在
で
あ
る

が
ゆ
え
生
じ
た
も
の
で
あ
り
（「
異
質
（
性
）」）、
か
つ
積
極
的
に
そ
の
行
為
や
姿
勢
の
改
善
を
求
め
る
「
積
極
的
解
決
」
に
集
約
さ
れ
る
。

中
国
と
の
「
領
土
問
題
」
に
関
す
る
「
投
書
」
に
つ
い
て
は
、「
嫌
悪
原
因
」
は
多
様
で
あ
り
、「
領
土
問
題
」
一
般
に
起
因
す
る
国
益
や

国
民
感
情
を
重
視
し
た
も
の
を
包
含
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。「
嫌
悪
対
象
へ
の
反
応
」
は
、
積
極
的
解
決
を
希
求
す
る
も
の
と
「
わ
り

き
っ
た
」
対
応
を
求
め
る
も
の
に
二
分
さ
れ
た
。
韓
国
の
「
領
土
問
題
」
に
対
す
る
投
書
は
、
主
に
否
定
的
態
度
へ
の
嫌
悪
が
中
心
で

あ
っ
た
が
、「
対
応
」
に
お
い
て
は
、
取
り
入
り
や
迎
合
は
せ
ず
、
あ
る
時
に
は
改
善
を
求
め
、
あ
る
時
に
は
米
中
ロ
以
外
の
諸
外
国
の

よ
う
に
客
観
的
に
あ
る
い
は
接
触
を
回
避
し
、
時
に
よ
っ
て
は
陰
口
や
相
手
を
貶
め
る
言
動
を
す
る
、
な
ど
と
多
種
多
様
な
対
応
が
見
ら

（
一
六
八
）



「
政
治
漫
画
」
の
考
察
（
茨
木
）

二
七

れ
た
。

中
国
に
対
す
る
「
領
土
問
題
」
へ
の
嫌
悪
感
情
の
傾
向
が
、
一
般
的
な
「
領
土
問
題
」
へ
の
そ
れ
と
類
似
し
て
い
る
こ
と
は
、「
論

説
・
コ
ラ
ム
」
だ
け
で
な
く
、「
投
書
」
に
も
「
嫌
悪
原
因
」
ま
で
は
反
映
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
他
国
と
の
「
対
外
政
策
」
と
し
て
の

「
外
交
」（
国
益
の
現
実
的
配
分
）
が
意
識
さ
れ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
感
情
の
し
か
も
嫌
悪
レ
ベ
ル
に
お
い
て
ど
う
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
し
て
ど
う
対
応
す
べ
き
か
と
い
う
段
階
に
お
い
て
は
、
ま
だ
十
分
な
検
討
は
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
、「
積
極
的
な
解
決
」
と
い
う

「
正
論
」
を
主
張
し
に
く
い
と
こ
ろ
に
表
れ
て
い
る
。

韓
国
に
対
す
る
「
領
土
問
題
」
へ
の
読
者
の
感
情
は
、「
交
際
」
に
対
す
る
「
否
定
的
な
態
度
」
に
嫌
悪
感
を
も
つ
が
、
ど
の
よ
う
に

対
応
し
た
ら
よ
い
か
中
国
に
対
す
る
場
合
よ
り
も
戸
惑
い
が
あ
る
。
有
効
な
関
係
を
築
く
た
め
の
積
極
的
な
提
言
を
す
る
だ
け
で
は
収
ま

ら
な
い
も
の
を
韓
国
（
政
府
・
大
統
領
個
人
）
に
感
じ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。
李
明
博
大
統
領
が
日
韓
関
係
の
架
け
橋
を
破
壊
す
る
「
政
治

漫
画
」
が
描
か
れ
る
背
景
と
し
て
、
こ
う
し
た
読
者
の
感
情
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

Ⅳ
　
結
論
と
課
題

二
〇
一
二
年
八
月
の
「
領
土
問
題
」
を
扱
っ
た
「
政
治
漫
画
」
に
つ
い
て
、
テ
ー
マ
と
レ
ト
リ
ッ
ク
の
視
点
、
お
よ
び
文
字
情
報
と
の

関
連
、
嫌
悪
感
情
の
視
点
か
ら
考
察
を
行
っ
た
。

「
領
土
問
題
」
と
直
接
関
係
の
な
い
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
関
係
を
含
め
た
「
政
治
漫
画
」
か
ら
、
日
本
と
の
関
係
を
読
み
取
る
こ
と

が
で
き
た
。
す
な
わ
ち
、
中
国
、
ロ
シ
ア
、
合
衆
国
に
対
し
て
は
、
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、
包
摂
、
忌
避
、
批
判
と
無
力
感
と
い
っ
た
劣

（
一
六
九
）
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二
八

位
状
況
を
意
識
さ
せ
る
「
フ
レ
ー
ム
」
が
見
出
さ
れ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
韓
国
に
つ
い
て
は
、
感
情
的
な
非
難
や
嘲
笑
を
含
め
た
批
判

的
表
現
が
見
出
さ
れ
前
の
三
国
の
様
な
劣
位
・
劣
等
意
識
を
見
出
せ
な
か
っ
た
。

新
聞
紙
面
の
「
文
字
テ
ク
ス
ト
」
と
の
比
較
に
お
い
て
も
、
ほ
ぼ
同
じ
よ
う
な
傾
向
が
見
出
さ
れ
た
。
批
判
の
点
か
ら
見
れ
ば
、
個
別

事
象
へ
の
批
判
か
ら
「
領
土
問
題
」
一
般
へ
の
問
題
提
起
に
移
行
し
て
い
く
流
れ
も
「
論
説
・
コ
ラ
ム
」
や
「
投
書
」
で
は
同
様
に
見
る

こ
と
は
で
き
た
。
そ
の
場
合
に
は
、
韓
国
に
対
す
る
「
政
治
漫
画
」
や
「
投
書
」
に
は
、
韓
国
と
い
う
国
家
に
対
す
る
批
判
や
非
難
に
転

嫁
す
る
可
能
性
は
見
ら
れ
た
が
、
大
統
領
個
人
の
言
動
と
し
て
責
任
を
問
う
よ
う
な
形
で
収
束
さ
せ
よ
う
と
す
る
動
き
が
見
ら
れ
た
。

個
々
の
画
像
を
含
め
た
言
説
の
相
互
関
係
を
よ
り
鮮
明
に
す
る
に
は
、
Ｓ
・
ア
イ
エ
ン
ガ
ー
の
「
エ
ピ
ソ
ー
ド
・
フ
レ
ー
ム
」
と

「
テ
ー
マ
・
フ
レ
ー
ム
」
な
ど
を
用
い
て
、
そ
れ
ら
の
時
系
列
的
変
化
を
辿
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
よ
う
。

ネ
ッ
ト
の
「
領
土
問
題
」
に
関
す
る
デ
ー
タ
を
こ
の
研
究
で
は
取
り
上
げ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
ネ
ッ
ト
メ
デ
ィ
ア
と
の
関
係
に
つ

い
て
は
推
測
の
域
を
出
な
い
。
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
を
素
材
と
し
た
こ
の
分
析
か
ら
、
韓
国
と
中
国
と
の
「
領
土
問
題
」
を
扱
っ
た
「
政
治

漫
画
」
の
テ
ー
マ
が
ア
イ
エ
ン
ガ
ー
の
「
エ
ピ
ソ
ー
ド
」
的
で
あ
れ
ば
、
嫌
悪
感
情
を
喚
起
さ
せ
、「
テ
ー
マ
」
的
で
あ
れ
ば
、
諦
観
を

含
め
た
一
般
的
、
静
態
的
な
対
応
の
提
言
を
想
起
さ
せ
る
こ
と
が
読
み
取
れ
た
。
こ
の
こ
と
を
敷
衍
す
れ
ば
、
嫌
悪
感
情
の
喚
起
を
抑
制

さ
せ
る
に
は
、「
テ
ー
マ
」
的
フ
レ
ー
ム
を
活
性
化
さ
せ
る
「
政
治
漫
画
」
を
描
く
こ
と
が
手
掛
か
り
に
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
あ

る
い
は
、「
所
作
」
と
し
て
、
嫌
悪
感
情
抑
制
的
な
「
コ
ラ
ム
／
論
説
」
や
読
者
「
投
稿
」

─
と
く
に
「
コ
ン
ト
」
や
「
川
柳
」

─

が
同
じ
日
の
同
じ
紙
面
に
掲
載
さ
れ
る
こ
と
で
、
仮
に
嫌
悪
感
情
喚
起
さ
せ
て
し
ま
う
「
政
治
漫
画
」
が
掲
載
さ
れ
て
も
、
嫌
悪
感
情
抑

制
的
な
「
コ
ラ
ム
／
論
説
」
や
読
者
「
投
稿
」
に
よ
っ
て
嫌
悪
度
が
相
殺
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
今
後
の
課
題
と
し
た

い
。

（
一
七
〇
）
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無
投
票
当
選
に
関
す
る
一
考
察
（
石
上
）

三
一

無
投
票
当
選
に
関
す
る
一
考
察

石

　
　上

　
　泰

　
　州

一
　
は
じ
め
に

日
本
の
公
職
選
挙
法
に
お
い
て
は
、
議
会
の
選
挙
で
立
候
補
者
数
が
選
挙
区
の
定
数
以
下
だ
っ
た
場
合
、
ま
た
、
首
長
（
都
道
府
県
知

事
、
市
区
町
村
長
）
の
選
挙
で
立
候
補
者
数
が
一
名
だ
っ
た
場
合
は
、
投
票
を
行
わ
ず
、
無
投
票
で
そ
の
立
候
補
者
の
当
選
が
決
定
す
る
。

こ
う
し
た
無
投
票
当
選
は
、
国
政
選
挙
に
お
い
て
は
戦
後
ほ
と
ん
ど
例
が
な
い
も
の
の
（
１
）

、
地
方
選
挙
に
お
い
て
は
相
当
な
頻
度
で
発
生
し

て
い
る
。
二
〇
一
九
年
の
統
一
地
方
選
挙
で
は
、
道
府
県
議
と
町
村
議
の
約
四
分
の
一
が
無
投
票
当
選
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
立
候
補
者
数

が
定
数
を
下
回
っ
て
定
数
割
れ
と
な
る
こ
と
も
あ
り
、
先
の
統
一
地
方
選
挙
で
定
数
割
れ
と
な
っ
た
の
は
八
町
村
（
北
海
道
厚
真
町
、
興
部

町
、
中
札
内
村
、
浜
中
町
、
長
野
県
辰
野
町
、
山
ノ
内
町
、
愛
知
県
幸
田
町
、
熊
本
県
津
奈
木
町
）
に
の
ぼ
り
、
前
回
の
統
一
地
方
選
の
四
町
村
か

ら
倍
増
し
て
い
る
。

論
　
説

（
一
七
三
）
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三
二

議
会
選
挙
に
お
け
る
無
投
票
当
選
は
、
町
村
を
中
心
と
す
る
小
規
模
自
治
体
に
多
く
み
ら
れ
る
現
象
で
あ
っ
た
が
、
市
議
会
が
無
投
票

当
選
と
無
縁
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
今
年
（
二
〇
一
九
年
）
に
入
っ
て
か
ら
も
、
す
で
に
熊
本
県
阿
蘇
市
、
長
野
県
小
諸
市
、
山
梨
県

上
野
原
市
、
静
岡
県
焼
津
市
、
長
野
県
須
坂
市
な
ど
の
市
議
会
選
挙
が
無
投
票
当
選
と
な
り
、
四
月
の
統
一
地
方
選
に
お
い
て
は
、
北
海

道
歌
志
内
市
、
山
形
県
寒
河
江
市
、
茨
城
県
結
城
市
、
新
潟
県
小
千
谷
市
、
福
井
県
敦
賀
市
、
愛
知
県
み
よ
し
市
、
長
久
手
市
、
佐
賀
県

多
久
市
、
大
分
県
津
久
見
市
、
宮
崎
県
小
林
市
、
鹿
児
島
県
枕
崎
市
の
十
一
市
が
無
投
票
当
選
と
な
っ
た
。

ま
た
、
無
投
票
当
選
は
議
会
選
挙
だ
け
で
な
く
、
む
し
ろ
首
長
選
挙
に
お
い
て
頻
繁
に
み
ら
れ
る
現
象
で
あ
る
。
最
近
の
市
長
は
約
四

分
の
一
、
町
長
は
半
数
近
く
が
無
投
票
当
選
で
あ
る
。
な
か
に
は
、
首
長
選
挙
と
議
会
選
挙
が
両
方
と
も
無
投
票
当
選
と
い
う
例
も
あ
り
、

北
海
道
秩
父
別
町
や
愛
知
県
豊
根
村
、
熊
本
県
水
上
村
で
は
二
〇
一
九
年
の
選
挙
で
首
長
選
挙
と
議
会
選
挙
の
両
方
が
無
投
票
と
な
っ
て

い
る
。
住
民
の
代
表
機
関
で
あ
る
首
長
と
議
員
の
全
員
が
、
選
挙
の
洗
礼
を
受
け
る
こ
と
な
く
選
出
さ
れ
て
い
る
自
治
体
す
ら
存
在
し
て

い
る
わ
け
で
あ
る
。

こ
う
し
た
無
投
票
当
選
が
発
生
す
る
背
景
と
し
て
は
、
圧
倒
的
に
強
い
候
補
者
を
前
に
し
て
他
の
候
補
者
が
立
候
補
を
見
送
ら
ざ
る
を

え
な
い
と
い
っ
た
状
況
の
他
、
立
候
補
予
定
者
ら
が
選
挙
戦
に
な
る
の
を
回
避
す
る
た
め
、
事
前
に
調
整
を
行
っ
た
結
果
と
い
う
ケ
ー
ス

も
少
な
く
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
首
長
や
議
員
と
い
っ
た
地
方
政
治
家
の
ポ
ス
ト
を
う
か
が
う
潜
在
的
候
補
者
自
体

は
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
前
提
の
「
無
投
票
」
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
近
年
で
は
、
人
口
減
少
や
高
齢
化
が
進
行
す
る
小
規
模
自
治
体
を
中
心
に
、
議
員
の
な
り
手
不
足
が
深
刻
化
し
て
、
候
補
者

を
集
め
た
く
て
も
集
ま
ら
な
い
と
い
う
ケ
ー
ス
が
増
え
て
い
る
。
朝
日
新
聞
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
に
よ
る
と
、
議
員
の
な
り
手
不
足
が
課

題
で
あ
る
と
回
答
し
た
の
は
全
町
村
議
会
の
約
半
数
、
四
九
％
に
の
ぼ
っ
て
い
る
（
２
）

。
地
方
政
治
家
の
ポ
ス
ト
そ
の
も
の
が
魅
力
を
失
い
つ

（
一
七
四
）
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三
三

つ
あ
る
の
で
あ
り
、
無
投
票
当
選
の
動
向
は
、
現
代
の
日
本
の
地
方
自
治
が
抱
え
る
課
題
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
と
も
い
え
る
。
本
稿

で
は
、
地
方
選
挙
に
お
け
る
無
投
票
当
選
の
動
向
を
時
系
列
的
に
整
理
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
を
も
た
ら
す
背
景
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ

と
に
し
た
い
。二

　
首
長
選
挙
に
お
け
る
無
投
票
当
選

首
長
選
挙
（
知
事
選
挙
と
市
区
町
村
長
選
挙
）
は
、
自
治
体
の
全
域
を
一
つ
の
選
挙
区
と
す
る
定
数
一
の
選
挙
で
あ
り
、
無
投
票
選
挙
と

な
る
の
は
立
候
補
者
が
一
名
し
か
い
な
か
っ
た
場
合
で
あ
る
。
図
表
１
は
、
第
一
回
（
一
九
四
七
年
）
以
降
の
統
一
地
方
選
挙
時
に
実
施

さ
れ
た
首
長
選
挙
に
つ
い
て
、
無
投
票
当
選
の
占
め
る
割
合
の
推
移
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
知
事
選
挙
は
無
投
票
当
選
の
件
数

が
少
な
い
た
め
省
略
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
町
村
長
選
挙
は
一
貫
し
て
三
分
の
一
以
上
の
選
挙
が
無
投
票
と
な
っ
て
お
り
、
特
に
、

一
九
七
〇
年
代
の
末
か
ら
八
〇
年
代
の
後
半
に
か
け
て
は
、
半
数
以
上
の
選
挙
が
無
投
票
で
あ
る
。
市
長
選
挙
（
政
令
指
定
都
市
、
特
別
区

を
除
く
）
は
、
時
代
に
よ
っ
て
状
況
は
異
な
る
が
、
多
い
時
で
三
分
の
一
程
度
が
無
投
票
で
あ
り
、
近
年
は
八
〇
年
代
の
ピ
ー
ク
時
に
並

ぶ
水
準
と
な
っ
て
い
る
。

な
お
、
統
一
地
方
選
挙
に
お
け
る
選
挙
の
執
行
率
は
低
下
傾
向
に
あ
り
、
二
〇
一
九
年
の
統
一
地
方
選
挙
の
執
行
率
（
統
一
地
方
選
挙

時
に
選
挙
を
行
う
自
治
体
が
全
自
治
体
に
占
め
る
比
率
）
は
、
首
長
選
挙
で
は
一
二
・
九
％
に
す
ぎ
な
い
（
３
）

。
そ
こ
で
、
統
一
地
方
選
挙
時
に
実

施
さ
れ
た
選
挙
に
限
ら
ず
、
す
べ
て
の
首
長
選
挙
に
つ
い
て
、
鷲
見
（
二
〇
一
七
）
の
集
計
を
ベ
ー
ス
に
、
近
年
（
一
九
九
五
年
か
ら

二
〇
一
八
年
）
の
無
投
票
当
選
の
割
合
を
四
年
ご
と
に
示
し
た
の
が
図
表
２
で
あ
る
。
こ
ち
ら
に
は
知
事
選
挙
の
状
況
も
掲
載
し
て
あ
る

（
一
七
五
）
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三
四

が
、
知
事
選
挙
の
無
投
票
当
選
の
件
数
は
ほ
ぼ
ゼ
ロ
が
続
い
て
い
た
と
こ
ろ
、
近
年
、
増
加
の
傾
向
を
示
し
て
い
る
。
他
方
で
、
町
村
長

選
挙
に
つ
い
て
は
、
そ
の
四
〇
～
五
〇
％
が
、
市
区
長
選
挙
に
つ
い
て
は
、
そ
の
二
〇
～
二
五
％
が
無
投
票
と
な
っ
て
い
る
。
首
長
選
挙

に
つ
い
て
は
、
無
投
票
当
選
が
多
い
の
は
、
町
村
長
選
挙
、
市
区
長
選
挙
、
知
事
選
挙
の
順
で
あ
り
、
基
本
的
に
は
自
治
体
の
規
模
が
小

さ
い
ほ
ど
無
投
票
が
多
く
な
る
傾
向
が
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
以
下
で
は
、
知
事
選
挙
、
市
区
町
村
長
選
挙
の
順
に
、
首
長
選
挙
に

お
け
る
無
投
票
当
選
の
状
況
を
整
理
し
て
い
こ
う
。

（
一
）　
知
事
選
挙
に
お
け
る
無
投
票
当
選

知
事
選
挙
に
お
け
る
無
投
票
当
選
は
、
件
数
と
し
て
は
そ
れ
ほ
ど
多
い
わ
け
で
は
な
い
。
一
九
四
七
年
に
知
事
公
選
制
が
導
入
さ
れ
て

か
ら
の
七
〇
余
年
の
間
に
、
無
投
票
当
選
の
件
数
は
二
〇
件
を
数
え
る
の
み
で
あ
る
（
図
表
３
）。
た
だ
し
、
こ
の
間
の
長
期
的
な
傾
向
と

し
て
は
、
一
九
五
〇
年
代
が
六
件
、
六
〇
年
代
が
四
件
、
七
〇
年
代
が
二
件
、
八
〇
年
代
が
一
件
、
九
〇
年
代
は
ゼ
ロ
件
と
減
少
傾
向
が

続
い
て
い
た
と
こ
ろ
、
二
〇
〇
〇
年
代
は
一
件
、
二
〇
一
〇
年
代
は
六
件
と
、
近
年
は
一
転
し
て
増
加
傾
向
に
あ
る
。
二
〇
一
〇
年
代
は
、

知
事
選
挙
に
お
け
る
無
投
票
当
選
が
ピ
ー
ク
だ
っ
た
一
九
五
〇
年
代
と
同
水
準
に
な
っ
て
い
る
。
以
下
で
は
、
知
事
選
挙
に
お
け
る
二
〇

件
の
無
投
票
当
選
に
つ
い
て
、
政
党
間
の
対
立
枠
組
み
を
中
心
に
整
理
し
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

ま
ず
、
公
選
制
導
入
直
後
の
一
九
四
七
年
か
ら
一
九
五
〇
年
代
前
半
の
知
事
選
挙
は
、
保
革
対
立
、
あ
る
い
は
保
守
同
士
の
対
立
を
中

心
と
し
て
、
激
し
い
選
挙
戦
が
繰
り
広
げ
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、
無
投
票
と
な
る
ケ
ー
ス
は
皆
無
だ
っ
た
。
知
事
選
挙
に
お
け
る
最
初
の

無
投
票
当
選
は
、
三
回
目
の
統
一
地
方
選
挙
と
な
る
一
九
五
五
年
の
島
根
県
と
岡
山
県
の
選
挙
で
あ
る
。
島
根
県
で
は
、
前
回

（
一
九
五
一
年
）、
民
主
党
が
社
会
党
と
相
乗
り
し
て
、
自
由
党
推
薦
の
候
補
を
破
る
と
い
う
選
挙
で
恒
松
安
夫
知
事
が
誕
生
し
て
い
た
が
、

（
一
七
六
）
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図表 １　首長選挙における無投票当選の割合の推移（統一地方選挙）

出所：総務省『地方選挙結果調』（各版）より作成。2019 年は『朝日新聞』。

注）市長には政令市長、特別区長を含まない。

図表 ２　近年の首長選挙における無投票当選の割合（全数）

出所：�1995 ～ 2014 は鷲見（2017）86 頁より作成。2015-18 は「地方公共団体の

議会の議員及び長の選挙執行件数調」各年版より作成。

（
一
七
七
）
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三
六

二
期
目
に
は
民
主
党
と
社
会
党
の
相
乗
り
に
自
由
党
も
合
流
し
て
保
革
相
乗
り
が
形
成
さ
れ
、
対
抗
馬
が
あ
ら
わ
れ
ず
に
無
投
票
と
な
っ

た
。
当
時
は
保
守
合
同
に
よ
る
自
民
党
結
党
（
一
九
五
五
年
十
一
月
）
の
前
で
あ
り
、
保
守
の
民
主
党
、
自
由
党
の
片
方
に
左
右
社
会
党
の

一
方
、
又
は
両
方
が
相
乗
る
と
い
っ
た
枠
組
み
の
選
挙
が
少
な
く
な
か
っ
た
。

岡
山
県
も
ま
っ
た
く
同
様
の
状
況
で
あ
り
、
前
回
（
一
九
五
一
年
）、
民
主
党
に
社
会
党
が
相
乗
り
、
自
由
党
推
薦
候
補
を
破
っ
て
三
木

行
治
知
事
を
誕
生
さ
せ
て
い
た
と
こ
ろ
、
二
期
目
は
自
由
党
も
合
流
し
て
保
革
相
乗
り
が
形
成
さ
れ
て
無
投
票
と
な
っ
た
。
一
九
五
八
年

の
広
島
県
の
大
原
博
夫
知
事
（
三
期
目
）、
一
九
五
九
年
の
山
形
県
の
安
孫
子
藤
吉
知
事
（
二
期
目
）
も
、
ほ
ぼ
似
た
よ
う
な
経
緯
で
無
投

票
当
選
と
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
保
守
合
同
後
の
、
一
九
五
八
年
の
金
子
正
則
知
事
（
香
川
県
）、
一
九
五
九
年
の
原
菊
太
郎
知
事
（
徳
島
県
）、

一
九
六
三
年
の
池
田
直
知
事
（
佐
賀
県
）、
黒
木
博
知
事
（
宮
崎
県
）、
田
部
長
右
衛
門
知
事
（
島
根
県
）、
寺
園
勝
志
知
事
（
鹿
児
島
県
）
は
、

一
本
化
さ
れ
た
強
固
な
保
守
地
盤
を
前
に
し
て
、
共
産
党
を
含
め
、
野
党
が
候
補
者
を
立
て
ら
れ
ず
に
、
無
投
票
と
な
っ
た
ケ
ー
ス
で
あ

る
。
無
投
票
選
挙
と
な
る
一
期
前
の
選
挙
に
お
け
る
得
票
率
を
み
る
と
、
金
子
知
事
八
八
・
七
％
、
原
知
事
七
一
・
三
％
、
池
田
知
事

六
五
・
八
％
、
黒
木
知
事
七
九
・
五
％
、
田
部
知
事
五
一
・
九
％
、
寺
園
知
事
八
八
・
二
％
と
、
島
根
の
田
部
知
事
以
外
は
圧
倒
的
な
勝
利
を

お
さ
め
て
い
る
。

一
九
七
〇
年
代
か
ら
八
〇
年
代
に
か
け
て
無
投
票
当
選
と
な
っ
た
の
は
、
埼
玉
県
の
畑
和
知
事
と
滋
賀
県
の
武
村
正
義
知
事
の
み
で
あ

る
。
畑
知
事
は
、
一
九
七
二
年
に
社
会
、
民
社
、
共
産
の
推
薦
を
得
て
、
自
民
党
公
認
候
補
と
の
一
騎
打
ち
を
制
し
て
知
事
の
座
に
就
い

た
。
二
期
目
は
公
明
党
も
加
わ
っ
て
、
オ
ー
ル
野
党
の
相
乗
り
が
形
成
さ
れ
る
一
方
で
、
自
民
党
は
候
補
者
を
擁
立
で
き
ず
、
無
投
票
と

な
っ
た
。
畑
知
事
の
三
期
目
も
自
民
党
は
不
戦
敗
と
な
っ
た
が
、
他
の
候
補
が
出
馬
し
た
た
め
投
票
が
行
わ
れ
た
。
四
期
目
、
五
期
目
は

（
一
七
八
）



無
投
票
当
選
に
関
す
る
一
考
察
（
石
上
）

三
七

自
民
党
が
候
補
者
を
擁
立
し
て
保
革
対
決
の
選
挙
と
な
っ
た
も
の
の
、
い
ず
れ
も
畑
知
事
が
勝
利
し
た
。

武
村
知
事
は
、
一
九
七
四
年
に
社
会
、
公
明
、
民
社
、
共
産
の
オ
ー
ル
野
党
の
推
薦
を
受
け
、
自
民
党
推
薦
候
補
と
の
激
戦
を
制
し
て

知
事
の
座
に
就
い
た
。
二
期
目
と
三
期
目
は
、
オ
ー
ル
野
党
の
相
乗
り
に
自
民
党
も
加
わ
っ
て
、
主
要
政
党
に
よ
る
総
与
党
の
相
乗
り
連

合
が
形
成
さ
れ
た
こ
と
で
、
二
期
連
続
で
無
投
票
当
選
と
な
っ
た
。
知
事
選
挙
に
お
い
て
、
自
民
党
か
ら
共
産
党
ま
で
の
主
要
政
党
が
相

乗
り
す
る
ケ
ー
ス
は
珍
し
か
っ
た
。

畑
、
武
村
の
両
知
事
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
共
産
党
の
支
援
を
受
け
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
無
投
票
と
な
る
か
否
か
は
、
事
実

上
、
共
産
党
が
勝
敗
を
度
外
視
し
て
対
抗
馬
を
擁
立
す
る
か
否
か
に
か
か
っ
て
く
る
場
合
が
少
な
く
な
い
の
で
、
共
産
党
を
含
む
相
乗
り

連
合
が
形
成
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
無
投
票
に
な
る
ケ
ー
ス
も
生
じ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。

武
村
知
事
が
一
九
八
二
年
に
無
投
票
と
な
っ
て
以
降
、
二
〇
〇
三
年
ま
で
の
約
二
〇
年
、
知
事
選
挙
に
お
け
る
無
投
票
当
選
は
姿
を
消

す
。
当
時
は
、
共
産
党
を
除
く
保
革
相
乗
り
が
全
盛
の
時
代
で
あ
る
が
、
共
産
党
が
積
極
的
に
候
補
者
を
擁
立
し
た
た
め
、
結
果
的
に
無

投
票
当
選
は
回
避
さ
れ
て
い
た
。

二
〇
年
ぶ
り
の
無
投
票
当
選
知
事
と
な
っ
た
の
が
、
二
〇
〇
三
年
の
鳥
取
県
の
片
山
善
博
知
事
で
あ
る
。
片
山
知
事
は
、
初
当
選
と
な

る
前
回
選
挙
（
一
九
九
九
年
）
で
は
、
共
産
党
を
除
く
主
要
政
党
の
推
薦
を
受
け
、
自
民
党
の
分
裂
候
補
ら
を
破
っ
て
知
事
の
座
に
就
い

た
。
二
期
目
と
な
る
二
〇
〇
三
年
選
挙
で
は
、
あ
え
て
政
党
か
ら
の
推
薦
を
求
め
ず
、「
無
党
派
」
と
し
て
選
挙
に
臨
ん
だ
が
、
共
産
党

が
片
山
知
事
を
一
定
評
価
す
る
と
し
て
候
補
者
の
擁
立
を
見
送
っ
た
た
め
、
無
投
票
当
選
と
な
っ
た
。

二
〇
一
〇
年
代
に
は
無
投
票
当
選
の
知
事
が
再
び
増
加
す
る
こ
と
に
な
る
。
高
知
県
の
尾
崎
正
直
知
事
は
、
初
当
選
と
な
る
二
〇
〇
七

年
の
選
挙
で
は
、
自
民
、
民
主
、
公
明
、
社
民
の
推
薦
を
受
け
、
自
民
党
の
分
裂
候
補
ら
を
破
っ
て
知
事
の
座
に
就
い
た
。
尾
崎
知
事
の

（
一
七
九
）
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三
八

二
期
目
（
二
〇
一
一
年
）
は
、
相
乗
り
の
枠
組
み
は
そ
の
ま
ま
で
あ
っ
た
が
、
共
産
党
も
尾
崎
県
政
を
一
定
評
価
し
て
い
た
た
め
候
補
者

擁
立
を
見
送
り
、
無
投
票
当
選
と
な
っ
た
。
三
期
目
（
二
〇
一
五
年
）
も
、
基
本
的
に
は
同
じ
状
況
の
も
と
で
無
投
票
当
選
と
な
っ
て
い

る
。秋

田
県
の
佐
竹
敬
久
知
事
は
、
初
当
選
の
二
〇
〇
九
年
選
挙
は
、
自
民
党
と
社
民
党
の
支
持
、
連
合
秋
田
の
推
薦
を
受
け
、
民
主
党
・

国
民
新
党
推
薦
の
候
補
を
破
っ
て
知
事
と
な
っ
た
。
二
期
目
（
二
〇
一
三
年
）
は
、
公
明
党
の
支
持
も
加
え
る
な
か
、
民
主
党
が
候
補
者

擁
立
を
見
送
っ
て
自
主
投
票
と
な
り
、
無
投
票
当
選
が
決
ま
っ
た
。

山
形
県
の
吉
村
美
栄
子
知
事
は
、
初
当
選
の
二
〇
〇
九
年
選
挙
は
、
民
主
党
、
共
産
党
、
社
民
党
の
支
持
・
支
援
を
受
け
て
、
自
民
党

推
薦
の
現
職
候
補
を
破
っ
て
当
選
を
は
た
し
た
。
二
期
目
（
二
〇
一
三
年
）
は
、「
県
民
党
」
を
標
榜
し
て
各
党
に
推
薦
を
求
め
な
か
っ
た

が
、
事
実
上
の
支
援
の
枠
組
み
は
継
続
し
、
自
民
党
が
独
自
候
補
の
擁
立
を
断
念
し
て
自
主
投
票
と
な
っ
た
た
め
無
投
票
が
決
定
し
た
。

続
く
三
期
目
（
二
〇
一
七
年
）
も
、
同
様
の
状
況
が
続
き
、
無
投
票
と
な
っ
た
。

岩
手
県
の
達
増
拓
也
知
事
は
、
初
当
選
の
二
〇
〇
七
年
選
挙
は
、
民
主
党
の
推
薦
を
得
て
、
自
民
党
推
薦
候
補
や
共
産
党
推
薦
候
補
ら

を
破
っ
て
知
事
の
座
に
就
い
た
。
二
期
目
（
二
〇
一
一
年
）
も
ほ
ぼ
同
様
の
対
立
枠
組
み
の
も
と
で
選
挙
が
行
わ
れ
、
達
増
知
事
が
再
選

を
は
た
し
た
。
三
期
目
（
二
〇
一
五
年
）
は
、
共
産
党
も
達
増
知
事
を
支
援
す
る
一
方
で
、
自
民
と
公
明
が
候
補
者
を
擁
立
す
る
予
定
で

あ
っ
た
が
、
最
終
的
に
は
出
馬
に
至
ら
ず
、
無
投
票
で
の
当
選
が
決
ま
っ
た
。

知
事
選
挙
に
お
け
る
二
〇
件
の
無
投
票
当
選
の
特
徴
を
整
理
す
る
と
、
第
一
に
、
無
投
票
当
選
知
事
は
、「
無
党
派
」
を
除
く
と
、
自

民
系
（
六
件
）、
非
自
民
系
（
四
件
）、
相
乗
り
系
（
九
件
）
の
三
パ
タ
ー
ン
が
あ
り
、
い
ず
れ
の
パ
タ
ー
ン
に
つ
い
て
も
、
共
産
党
の
動
向

が
カ
ギ
を
握
っ
て
い
る
。
特
に
、「
共
産
党
を
除
く
相
乗
り
」
が
主
流
と
な
っ
た
七
〇
年
代
後
半
以
降
は
、
共
産
党
が
対
抗
馬
を
擁
立
す

（
一
八
〇
）
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九

る
か
否
か
が
、
無
投
票
と
な
る
か
を
左
右

し
て
い
る
。
第
二
に
、
新
人
が
無
投
票
当

選
と
な
る
例
は
皆
無
で
あ
り
、
無
投
票
当

選
は
、
現
職
の
二
期
目
、
又
は
、
三
期
目

の
選
挙
に
限
ら
れ
て
い
る
。
四
期
目
以
降

が
無
投
票
と
な
る
例
は
な
く
、
多
選
に
対

し
て
は
、
反
発
が
生
じ
て
対
抗
馬
が
出
や

す
い
と
み
ら
れ
る
。

（
二
）�　
市
区
町
村
長
選
挙
に
お
い
て
無

投
票
当
選
を
も
た
ら
す
環
境

先
述
の
通
り
、
市
区
町
村
長
選
挙
に
つ

い
て
は
、
近
年
、
町
村
長
選
挙
の
半
数
弱
、

市
区
長
選
挙
の
約
四
分
の
一
が
無
投
票
当

選
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
、
ど
の

よ
う
な
社
会
・
経
済
的
、
政
治
・
行
政
的

な
環
境
に
お
い
て
無
投
票
当
選
が
生
じ
て

図表 ３　無投票当選の知事一覧

年 都道府県 知事名 期 主たる前歴 支援政党（区分）
1955 岡山県 三木�行治 2 医師 ･厚生省 自由･民主･左社･右社推薦（相乗り）
1955 島根県 恒松�安夫 2 大学教授･県議 自由･民主･左社推薦（相乗り）
1958 香川県 金子�正則 3 裁判官 自公認（自民）
1958 広島県 大原�博夫 3 県議 ･衆院 自 ･社推薦（相乗り）
1959 山形県 安孫子�藤吉 2 農林省 自 ･社推薦（相乗り）
1959 徳島県 原�菊太郎 2 市議 ･市長 自推薦（自民）
1963 佐賀県 池田�直 2 会計検査院 自推薦（自民）
1963 宮崎県 黒木�博 2 県庁 自推薦（自民）
1963 島根県 田部�長右衛門 2 実業家 ･衆院 自公認（自民）
1963 鹿児島県 寺園�勝志 3 内務省 自推薦（自民）
1976 埼玉県 畑�和 2 県議 ･衆院 社 ･公 ･民 ･共推薦（非自民）
1978 滋賀県 武村�正義 2 自治省 自 ･ 社 ･ 公 ･ 民 ･ 共 ･ ク ･ 連

推薦（相乗り）
1982 滋賀県 武村�正義 3 自治省 自 ･ 社 ･ 公 ･ 民 ･ 共 ･ ク ･ 連

推薦（相乗り）
2003 鳥取県 片山�善博 2 自治省 なし（無党派）
2011 高知県 尾﨑�正直 2 財務省 自 ･民 ･公 ･社推薦（相乗り）
2013 山形県 吉村�美栄子 2 教員･行政書士 民 ･社 ･共支援（非自民）
2013 秋田県 佐竹�敬久 2 県庁 自 ･公 ･社支援（相乗り）
2015 岩手県 達増�拓也 3 外務省 ･衆院 民 ･維 ･共 ･生支援（非自民）
2015 高知県 尾﨑�正直 3 財務省 自 ･民 ･公 ･社推薦（相乗り）
2017 山形県 吉村�美栄子 3 教員･行政書士 民 ･社 ･共支援（非自民）

出所：「無投票当選をした知事一覧」（全国知事会HP）をもとに著者作成。
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い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
か
、
整
理
し
て
お
こ
う
。

ま
ず
、
社
会
・
経
済
的
な
環
境
に
つ
い
て
は
、
市
区
長
選
挙
よ
り
も
町
村
長
選
挙
の
ほ
う
が
無
投
票
当
選
が
多
い
こ
と
か
ら
も
示
唆
さ

れ
る
よ
う
に
、
人
口
規
模
が
小
さ
く
、
ま
た
、
産
業
構
造
が
農
村
的
で
あ
る
こ
と
が
無
投
票
当
選
を
も
た
ら
し
や
す
い
と
考
え
ら
れ
る
。

例
え
ば
、
石
上
（
二
〇
〇
三
）
は
、
二
〇
〇
三
年
の
統
一
地
方
選
挙
時
に
実
施
さ
れ
た
市
区
長
選
挙
に
つ
い
て
、
無
投
票
当
選
だ
っ
た
自

治
体
と
そ
れ
以
外
の
自
治
体
の
単
純
な
比
較
を
行
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
、
無
投
票
当
選
だ
っ
た
自
治
体
の
社
会
・
経
済
的
な
特

徴
と
し
て
は
、
人
口
規
模
が
小
さ
く
、
人
口
減
少
率
が
高
く
、
Ｄ
Ｉ
Ｄ
人
口
比
が
低
く
、
財
政
力
指
数
が
低
い
と
い
っ
た
傾
向
が
あ
る
と

し
て
い
る
（
４
）

。

ま
た
、
小
林
（
二
〇
一
五
）
は
、
二
〇
〇
三
年
か
ら
二
〇
一
五
年
ま
で
に
実
施
さ
れ
た
市
区
長
選
挙
と
町
村
長
選
挙
を
対
象
と
し
て
、

無
投
票
当
選
か
否
か
を
従
属
変
数
と
し
、
い
く
つ
か
の
社
会
・
経
済
的
変
数
を
独
立
変
数
と
す
る
ロ
ジ
ス
テ
ィ
ッ
ク
回
帰
分
析
を
行
っ
て

い
る
（
５
）

。
分
析
の
結
果
、
市
区
長
選
挙
に
つ
い
て
は
、
①
人
口
変
動
率
（
絶
対
値
）
が
大
き
い
ほ
ど
、
②
人
口
密
度
が
小
さ
い
ほ
ど
、
無
投

票
当
選
の
確
率
を
高
め
る
と
し
て
い
る
。
な
お
、
人
口
の
変
動
は
、
減
少
す
る
に
せ
よ
、
増
加
す
る
に
せ
よ
、
人
々
の
連
帯
を
弱
め
、
市

民
社
会
を
弱
め
る
と
の
立
場
か
ら
、
人
口
変
動
率
（
絶
対
値
）
を
「
自
治
体
に
お
け
る
市
民
社
会
の
強
さ
」
を
あ
ら
わ
す
指
標
と
し
て
用

い
て
い
る
。
ま
た
、
町
村
長
選
挙
に
つ
い
て
は
、
①
第
一
次
産
業
比
率
が
高
い
ほ
ど
、
②
県
民
所
得
が
低
い
ほ
ど
、
無
投
票
当
選
の
確
率

が
高
ま
る
と
し
て
い
る
。
町
村
部
に
お
い
て
は
、
よ
り
農
村
的
な
特
徴
の
強
い
自
治
体
ほ
ど
、
無
投
票
と
な
っ
て
い
る
傾
向
を
示
し
て
い

る
。ま

た
、
鷲
見
（
二
〇
一
七
）
は
、
二
〇
一
〇
年
七
月
か
ら
二
〇
一
四
年
六
月
末
ま
で
に
実
施
さ
れ
た
七
五
九
の
市
区
長
選
を
対
象
に
、

無
投
票
当
選
（
一
九
六
市
区
）
の
発
生
確
率
を
推
定
す
る
マ
ル
チ
レ
ベ
ル
ロ
ジ
ッ
ト
分
析
を
行
っ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
お
い
て
は
、
人
口

（
一
八
二
）
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規
模
が
小
さ
い
自
治
体
ほ
ど
、
無
投
票
に
な
る
確
率
が
高
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
（
６
）

。

次
に
、
政
治
・
行
政
的
な
環
境
に
つ
い
て
は
、
無
投
票
当
選
し
た
首
長
の
前
職
や
当
選
回
数
、
市
町
村
合
併
と
の
関
係
な
ど
が
指
摘
さ

れ
て
い
る
。
石
上
（
二
〇
〇
三
）
は
、
無
投
票
当
選
し
た
市
区
長
の
前
職
は
、
行
政
職
出
身
者
が
多
く
、
議
員
出
身
者
が
少
な
い
傾
向
が

あ
る
と
し
て
い
る
。
鷲
見
（
二
〇
一
七
）
に
お
い
て
は
、
市
区
の
幹
部
出
身
で
あ
る
こ
と
が
無
投
票
当
選
と
な
る
確
率
を
高
め
る
と
し
て

い
る
。
議
員
出
身
者
の
多
く
は
党
派
性
を
帯
び
る
の
で
、
行
政
職
出
身
者
な
ど
に
く
ら
べ
て
オ
ー
ル
与
党
の
体
制
を
築
き
に
く
い
こ
と
に

よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

当
選
回
数
に
つ
い
て
は
、
牛
山
（
二
〇
一
八
）
に
よ
れ
ば
、
当
選
回
数
が
多
く
な
る
ほ
ど
無
投
票
当
選
の
割
合
が
増
加
す
る
と
い
う
傾

向
が
示
さ
れ
て
い
る
（
７
）

。
二
〇
一
六
年
五
月
か
ら
二
〇
一
七
年
四
月
の
一
年
間
に
実
施
さ
れ
た
二
三
七
の
市
区
長
選
挙
に
つ
い
て
、
無
投
票

当
選
と
な
っ
た
の
は
、
当
選
一
回
目
は
八
・
八
％
に
過
ぎ
な
い
も
の
の
、
二
回
目
で
三
三
・
九
％
、
三
回
目
で
三
六
・
七
％
、
四
回
目
で

三
八
・
七
％
、
五
回
以
上
で
は
四
四
・
四
％
と
な
っ
て
い
る
。
石
上
（
二
〇
〇
三
）
も
当
選
回
数
が
多
い
市
長
ほ
ど
無
投
票
当
選
の
割
合
が

高
い
と
し
て
い
る
が
、
当
選
回
数
が
四
回
以
上
と
な
る
と
無
投
票
当
選
の
割
合
は
低
下
す
る
と
し
て
い
る
。
鷲
見
（
二
〇
一
七
）
も
同
様

に
、
二
期
目
か
ら
四
期
目
ま
で
の
現
職
に
つ
い
て
は
、
統
計
的
に
有
意
に
無
投
票
当
選
の
確
率
が
高
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

そ
の
他
の
政
治
・
行
政
的
環
境
と
し
て
、
鷲
見
（
二
〇
一
七
）
は
、
市
町
村
合
併
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
合
併
後
二
回
目
の
選
挙
が
無

投
票
に
な
る
確
率
が
高
く
な
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
前
回
の
選
挙
が
無
投
票
で
あ
る
こ
と
、
県
内
市
区
の
無
投
票
当
選
が
全
体
的

に
多
い
こ
と
も
、
無
投
票
当
選
の
発
生
確
率
を
高
め
る
と
し
て
い
る
。
な
お
、
政
党
支
援
の
パ
タ
ー
ン
に
つ
い
て
は
、
無
投
票
に
対
し
て

は
、
相
乗
り
（
自
民
・
公
明
の
い
ず
れ
か
一
つ
又
は
両
方
の
支
持
、
及
び
、
民
主
・
社
民
・
共
産
の
い
ず
れ
か
一
つ
又
は
複
数
の
支
持
）
が
プ
ラ
ス
に
、

自
公
系
、
野
党
系
が
そ
れ
ぞ
れ
マ
イ
ナ
ス
に
作
用
す
る
も
の
の
、
統
計
的
に
有
意
な
関
係
は
確
認
で
き
な
い
と
し
て
い
る
。

（
一
八
三
）
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三
　
議
会
選
挙
に
お
け
る
無
投
票
当
選

次
に
、
議
会
選
挙
に
お
け
る
無
投
票
当
選
の
動
向
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
図
表
４
は
、
統
一
地
方
選
挙
時
に
実
施
さ
れ
た
議
会
選
挙
に

つ
い
て
、
無
投
票
当
選
の
占
め
る
割
合
の
推
移
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
（
８
）

。
こ
れ
に
よ
る
と
、
都
道
府
県
議
会
選
挙
と
町
村
議
会
選
挙
に
お

い
て
無
投
票
当
選
が
多
く
、
一
九
八
〇
年
代
以
降
、
と
も
に
増
加
傾
向
に
あ
り
、
近
年
は
四
分
の
一
前
後
の
水
準
で
あ
る
。
他
方
で
、
政

令
指
定
都
市
を
含
む
市
区
議
会
選
挙
で
は
無
投
票
当
選
は
数
％
程
度
と
少
な
く
、
近
年
も
増
加
傾
向
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。

な
お
、
市
区
町
村
議
会
選
挙
の
統
一
地
方
選
挙
に
お
け
る
執
行
率
は
首
長
選
挙
よ
り
は
高
い
も
の
の
四
割
程
度
な
の
で
、
す
べ
て
の
選

挙
の
動
向
に
つ
い
て
も
補
足
し
て
お
こ
う
。
図
表
５
は
、
統
一
地
方
選
挙
時
に
実
施
さ
れ
た
選
挙
に
限
ら
ず
、
す
べ
て
の
市
区
町
村
議
会

選
挙
に
つ
い
て
、
近
年
（
二
〇
〇
六
年
～
二
〇
一
八
年
）
の
無
投
票
当
選
の
状
況
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
る
と
、
市
区
議
会

の
無
投
票
当
選
に
つ
い
て
は
、
近
年
は
お
お
む
ね
四
％
前
後
と
比
較
的
低
い
水
準
を
推
移
し
て
お
り
、
特
に
増
加
傾
向
に
あ
る
わ
け
で
は

な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
町
村
議
会
の
無
投
票
当
選
は
、
年
に
よ
る
変
動
が
か
な
り
あ
る
も
の
の
、
基
本
的
に
は
増
加
傾
向
に
あ
る
。
以
下
、

議
会
選
挙
に
お
け
る
無
投
票
当
選
の
状
況
を
整
理
し
て
い
く
が
、
ま
ず
は
、
無
投
票
当
選
と
議
会
の
選
挙
区
制
の
関
係
か
ら
確
認
し
て
お

き
た
い
。

（
一
）　
議
会
に
お
け
る
選
挙
区
制
と
無
投
票
当
選

日
本
の
地
方
議
会
の
選
挙
制
度
は
、
有
権
者
が
複
数
の
候
補
者
か
ら
一
人
を
選
ん
で
投
票
す
る
単
記
式
で
あ
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
は

共
通
し
て
い
る
が
、
選
挙
区
制
が
都
道
府
県
議
会
選
挙
と
市
区
町
村
議
会
選
挙
と
で
異
な
っ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
が
無
投
票
当
選
の
動
向

（
一
八
四
）
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図表 ４　議会選挙における無投票当選の割合の推移（統一地方選挙）

出所：総務省「地方選挙結果調」より作成。2019 年は『朝日新聞』。

図表 ５　近年の市区町村議会選挙における無投票当選の割合（全数）

出所：�総務省「地方公共団体の議会の議員及び長の所属党派別人員調等」（各年

版）より作成。
（
一
八
五
）
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に
も
影
響
し
て
い
る
。

ま
ず
、
都
道
府
県
議
会
の
選
挙
は
、
域
内
を
い
く
つ
か
の
選
挙
区
に
区
分
し
て
実
施
し
て
お
り
、
選
挙
区
は
、
①
市
の
区
域
、
②
市
の

区
域
と
隣
接
す
る
町
村
の
区
域
を
合
わ
せ
た
区
域
、
③
隣
接
す
る
町
村
の
区
域
を
合
わ
せ
た
区
域
の
い
ず
れ
か
に
よ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

か
つ
て
は
、
市
と
「
郡
」
を
選
挙
区
と
す
る
の
を
原
則
と
し
て
い
た
が
、
現
在
は
、「
郡
」
を
構
成
す
る
町
村
を
一
つ
の
単
位
と
し
て
扱

う
必
要
が
な
く
な
っ
て
い
る
。

各
選
挙
区
の
議
員
定
数
は
、
選
挙
区
の
人
口
に
応
じ
て
配
分
さ
れ
て
い
る
の
で
、
人
口
の
少
な
い
選
挙
区
は
議
員
定
数
一
の
一
人
区
で

あ
り
、
人
口
の
多
い
選
挙
区
は
議
員
定
数
が
複
数
名
の
二
人
区
以
上
と
な
る
。
な
お
、
都
道
府
県
議
会
の
選
挙
区
で
議
員
定
数
が
最
大
な

の
は
、
鹿
児
島
県
議
会
の
鹿
児
島
市
・
鹿
児
島
郡
選
挙
区
の
一
七
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
都
道
府
県
議
会
の
選
挙
区
の
定
数
は
一
か
ら

一
七
ま
で
と
多
様
で
あ
り
、
選
挙
区
制
に
お
い
て
、
小
選
挙
区
制
（
一
人
区
）、
い
わ
ゆ
る
中
選
挙
区
制
（
二
～
五
人
区
）、
そ
し
て
、
い
わ

ゆ
る
大
選
挙
区
制
（
六
人
区
以
上
）
が
混
在
す
る
か
た
ち
に
な
っ
て
い
る
（
９
）

。
全
体
の
分
布
と
し
て
は
、
一
人
区
が
四
〇
・
四
％
、
二
人
区
が

三
〇
・
一
％
、
三
人
区
が
一
三
・
〇
％
、
四
人
区
が
七
・
二
％
、
五
人
区
～
一
七
人
区
が
九
・
三
％
で
あ
る
（
10
）

。

な
お
、
一
票
の
価
値
の
格
差
是
正
の
観
点
等
か
ら
、
選
挙
区
を
「
合
区
」
す
る
こ
と
は
、
各
議
会
の
判
断
に
よ
り
可
能
で
あ
り
、
ま
た
、

市
町
村
合
併
の
動
向
な
ど
に
も
よ
っ
て
、
市
町
村
の
数
や
人
口
規
模
も
各
都
道
府
県
に
よ
っ
て
異
な
る
た
め
、
選
挙
区
の
設
定
状
況
は
各

都
道
府
県
に
よ
っ
て
多
様
で
あ
る
。
例
え
ば
、
岐
阜
県
は
議
員
定
数
四
六
に
対
し
て
選
挙
区
が
二
六
あ
る
が
、
議
員
定
数
が
ほ
ぼ
同
じ
で

あ
る
愛
媛
県
（
四
七
）、
沖
縄
県
（
四
八
）
の
選
挙
区
は
半
数
の
一
三
し
か
な
い
。
選
挙
区
の
数
が
多
い
と
い
う
こ
と
は
、
定
数
一
の
一
人

区
が
多
い
こ
と
を
意
味
し
、
岐
阜
県
の
場
合
は
一
人
区
が
一
七
あ
る
。
他
方
で
、
選
挙
区
の
数
が
少
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
一
人
区
が
少

な
い
こ
と
を
意
味
し
、
愛
媛
県
の
一
人
区
は
四
、
沖
縄
県
の
一
人
区
は
ゼ
ロ
で
あ
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
一
人
区
で
は
無
投
票
当
選
が

（
一
八
六
）
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多
く
な
る
傾
向
が
強
い
た
め
、
一
人
区
の
多
い
岐
阜
県
議
会
は
、
今
回
の
統
一
地
方
選
に
お
い
て
、
無
投
票
当
選
者
の
割
合
が

四
七
・
八
％
と
全
国
最
多
で
あ
っ
た
。

次
に
、
市
区
町
村
議
会
は
、
原
則
と
し
て
、
地
域
ご
と
の
選
挙
区
を
設
け
ず
、
自
治
体
全
域
を
一
つ
の
選
挙
区
と
し
て
い
る
。
た
だ
し
、

政
令
指
定
都
市
は
、
人
口
規
模
が
大
き
い
こ
と
か
ら
、
行
政
区
を
も
っ
て
選
挙
区
と
し
て
い
る
。
政
令
指
定
都
市
以
外
の
市
区
町
村
も
、

条
例
に
よ
っ
て
選
挙
区
を
設
け
る
こ
と
は
可
能
で
あ
り
、
例
え
ば
、
市
町
村
合
併
が
行
わ
れ
た
際
に
、
一
時
的
に
旧
市
町
村
の
区
域
を
選

挙
区
と
す
る
こ
と
が
あ
る
が
、
平
成
の
大
合
併
が
一
段
落
し
た
現
在
、
そ
の
例
は
な
い
（
11
）

。

市
区
町
村
議
会
の
議
員
定
数
は
、
法
定
の
上
限
の
範
囲
内
で
、
お
お
む
ね
人
口
規
模
に
応
じ
て
設
定
さ
れ
、
現
在
は
最
小
で
五
（
沖
縄

県
北
大
東
村
、
和
歌
山
県
北
山
村
（
12
））、

最
大
で
五
〇
（
船
橋
市
、
鹿
児
島
市
、
世
田
谷
区
、
練
馬
区
、
大
田
区
）
で
あ
る
。
市
区
町
村
議
会
は
、
い

わ
ゆ
る
大
選
挙
区
制
で
あ
る
と
い
え
る
。
な
お
、
政
令
指
定
都
市
は
行
政
区
を
選
挙
区
と
し
て
お
り
、
選
挙
区
の
定
数
は
二
か
ら
二
〇
と

多
様
で
あ
る
が
、
一
人
区
は
存
在
し
な
い
（
13
）

。

こ
の
よ
う
に
、
日
本
の
地
方
選
挙
に
お
け
る
選
挙
区
制
は
多
様
で
あ
る
が
、
選
挙
区
制
と
無
投
票
当
選
と
の
間
に
は
相
関
関
係
が
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
選
挙
区
の
議
員
定
数
が
少
な
い
ほ
ど
無
投
票
当
選
の
割
合
が
多
く
、
議
員
定
数
が
多
い
ほ
ど
無
投
票
当
選
は
少
な
い
と
い
う

傾
向
で
あ
る
。
議
員
定
数
が
最
小
で
あ
る
一
人
区
（
小
選
挙
区
）
で
は
最
多
票
を
獲
得
し
な
け
れ
ば
当
選
で
き
な
い
の
で
、
当
選
す
る
た

め
の
ハ
ー
ド
ル
は
基
本
的
に
高
い
と
い
え
る
が
、
逆
に
、
議
員
定
数
が
多
く
な
る
ほ
ど
、
当
選
す
る
た
め
の
ハ
ー
ド
ル
は
低
く
な
る
。
例

え
ば
、
議
員
定
数
が
五
〇
名
の
船
橋
市
や
鹿
児
島
市
の
議
会
選
挙
で
は
、
当
選
に
必
要
な
最
低
得
票
率
（
最
下
位
当
選
者
の
得
票
率
）
は
、

そ
れ
ぞ
れ
一
・
一
七
％
、
一
・
三
四
％
で
あ
る
（
14
）

。
こ
の
よ
う
に
議
員
定
数
が
多
い
ほ
ど
、
当
選
の
ハ
ー
ド
ル
が
高
く
な
い
と
認
識
さ
れ
る
た

め
、
立
候
補
す
る
誘
因
が
高
ま
り
、
結
果
と
し
て
無
投
票
当
選
は
少
な
く
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
他
方
で
、
議
員
定
数
が
少
な
い
ほ
ど
、

（
一
八
七
）
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当
選
の
ハ
ー
ド
ル
が
高
い
と
認
識
さ
れ
、
立
候
補
を
躊
躇
す
る
こ
と
に
な
り
、
結
果
と

し
て
無
投
票
当
選
が
増
え
る
と
考
え
ら
れ
る
。

図
表
６
は
、
茨
木
（
二
〇
一
七
）
の
集
計
に
基
づ
き
、
近
年
の
道
府
県
議
選
挙
に
つ

い
て
、
選
挙
区
の
議
員
定
数
ご
と
に
無
投
票
当
選
の
状
況
を
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
（
15
）

。

二
〇
〇
三
年
か
ら
二
〇
一
五
年
ま
で
の
四
回
分
の
統
一
地
方
選
挙
に
お
い
て
実
施
さ
れ

た
選
挙
が
対
象
で
あ
る
が
、
全
体
と
し
て
は
約
三
割
、
二
九
・
一
％
の
選
挙
区
が
無
投

票
で
あ
る
。
こ
れ
を
議
員
定
数
ご
と
に
分
け
て
整
理
す
る
と
、
無
投
票
と
な
っ
た
選
挙

区
の
割
合
は
、
一
人
区
で
は
四
三
・
六
％
、
二
人
区
で
二
六
・
六
％
、
三
～
五
人
区
で

一
一
・
二
％
、
六
～
一
〇
人
区
で
三
・
三
％
、
一
一
人
以
上
で
二
・
六
％
と
な
っ
て
お
り
、

議
員
定
数
が
少
な
い
ほ
ど
、
特
に
、
一
人
区
に
お
い
て
無
投
票
当
選
が
多
く
な
る
と
い

う
傾
向
が
明
ら
か
で
あ
る
。
逆
に
、
議
員
定
数
が
六
名
以
上
に
な
る
と
、
無
投
票
当
選

の
割
合
は
三
％
前
後
で
あ
り
、
総
じ
て
低
く
な
っ
て
い
る
。

（
二
）　
議
会
選
挙
に
お
い
て
無
投
票
当
選
を
も
た
ら
す
環
境

次
に
、
ど
の
よ
う
な
社
会
・
経
済
的
、
政
治
・
行
政
的
な
環
境
の
議
会
選
挙
に
お
い

て
無
投
票
当
選
が
多
く
生
じ
て
い
る
の
か
、
整
理
し
て
お
こ
う
。
社
会
・
経
済
的
な
環

境
に
つ
い
て
は
、
よ
り
農
村
的
な
特
徴
の
強
い
自
治
体
の
議
会
に
お
い
て
、
ま
た
、
政

図表 ６　県議選の選挙区定数別の無投票当選（２00３ 年～ ２0１５ 年の統一地方選挙）

議員定数 選挙区数（Ａ） 無投票選挙区数（Ｂ） （Ｂ）/（Ａ）
1 1713 747 43.6％
2 1205 320 26.6％
3 ～ 5 891 100 11.2％
6 ～ 10 152 5 3.3％
11 ～ 77 2 2.6％
（総数） 4038 1174 29.1％

出所：茨木（2017）143 頁より作成。

注）�2003 年、2007 年、2011 年、2015 年の統一地方選挙時に実施された 41 道府

県の議会選挙が対象（別日程で実施されている茨城、東京、沖縄、岩手、

宮城、福島の 6都県は対象外）。

（
一
八
八
）
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治
・
行
政
的
な
環
境
に
つ
い
て
は
、
議
員
定
数
が
少
な
く
、
議
員
報
酬
の
水
準
が
低
い
自
治
体
に
お
い
て
、
無
投
票
当
選
が
多
く
な
っ
て

い
る
こ
と
な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

小
林
（
二
〇
一
五
）
は
、
二
〇
〇
三
年
か
ら
二
〇
一
五
年
ま
で
の
市
区
議
会
選
挙
と
町
村
議
会
選
挙
を
対
象
と
し
て
、
無
投
票
当
選
か

否
か
を
従
属
変
数
と
す
る
ロ
ジ
ス
テ
ィ
ッ
ク
回
帰
分
析
を
行
い
、
市
区
議
会
に
つ
い
て
は
、
人
口
変
動
率
（
絶
対
値
）
が
大
き
い
ほ
ど
、

ま
た
、
人
口
密
度
が
低
い
ほ
ど
、
無
投
票
当
選
の
確
率
を
高
め
る
と
し
て
い
る
（
16
）

。
町
村
議
会
に
つ
い
て
は
、
人
口
変
動
率
（
絶
対
値
）
が

大
き
い
ほ
ど
、
第
一
次
産
業
比
率
が
高
い
ほ
ど
、
ま
た
、
人
口
密
度
が
低
い
ほ
ど
、
無
投
票
当
選
の
確
率
が
高
ま
る
と
し
て
い
る
。
市
区

の
な
か
で
も
、
ま
た
、
町
村
の
な
か
で
も
よ
り
農
村
的
な
特
徴
の
強
い
自
治
体
ほ
ど
、
無
投
票
と
な
る
傾
向
が
強
い
こ
と
が
示
さ
れ
て
い

る
。次

に
、
長
野
（
二
〇
一
九
）
は
、
全
国
の
九
二
七
町
村
を
、
直
近
の
議
会
選
挙
が
無
投
票
で
あ
っ
た
一
九
一
団
体
と
無
投
票
で
な
か
っ

た
（
投
票
が
行
わ
れ
た
）
七
三
六
団
体
に
分
け
、
主
要
な
指
標
の
平
均
値
を
比
較
し
て
い
る
（
図
表
７
）。
分
析
対
象
期
間
は
、
二
〇
一
一
年

四
月
一
日
～
二
〇
一
七
年
七
月
一
日
で
あ
る
（
17
）

。
こ
れ
に
よ
る
と
、
議
会
選
挙
が
無
投
票
で
あ
っ
た
町
村
の
特
徴
と
し
て
、
①
人
口
が
少
な

い
、
②
第
一
次
産
業
従
事
者
比
率
が
高
い
、
③
財
政
力
指
数
が
低
い
、
④
議
員
の
月
額
報
酬
が
低
い
、
⑤
議
員
定
数
（
条
例
）
が
小
さ
い
、

と
い
っ
た
点
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
総
じ
て
、
町
村
の
中
で
も
、
よ
り
農
村
的
な
特
徴
を
も
つ
自
治
体
の
議
会
が
無
投
票
と
な
る
傾
向
が

あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
無
投
票
か
否
か
を
従
属
変
数
と
す
る
パ
ス
解
析
を
行
っ
た
結
果
、
月
額
報
酬
が
低
い
こ
と
と
、

議
員
定
数
が
少
な
い
こ
と
が
、
無
投
票
と
な
る
こ
と
に
対
し
て
統
計
的
に
有
意
な
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し

た
分
析
結
果
か
ら
、
長
野
は
、
議
員
報
酬
の
低
さ
と
議
員
定
数
の
少
な
さ
が
無
投
票
当
選
に
つ
な
が
っ
て
お
り
、
無
投
票
当
選
の
発
生
を

避
け
る
た
め
に
は
、
議
員
報
酬
と
議
員
定
数
を
一
定
の
水
準
に
保
つ
必
要
が
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
一
八
九
）
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な
お
、
政
治
・
行
政
的
な
環
境
に
つ
い
て
は
、
共
産
党
の
候
補
者
戦

略
も
無
投
票
当
選
と
関
係
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
（
18
）

。
共
産
党
は
、
と

き
に
勝
敗
を
度
外
視
し
て
候
補
者
を
立
て
る
こ
と
が
あ
る
が
、
共
産
党

が
積
極
的
に
候
補
者
を
擁
立
す
れ
ば
、
無
投
票
当
選
は
減
少
し
、
逆
に
、

共
産
党
が
候
補
者
の
擁
立
を
見
送
る
ケ
ー
ス
が
増
え
れ
ば
、
無
投
票
当

選
が
増
加
す
る
。
図
表
８
の
実
線
は
、
統
一
地
方
選
挙
に
お
け
る
県
議

選
の
無
投
票
当
選
の
割
合
の
推
移
を
再
掲
し
た
も
の
で
あ
り
、
破
線
は
、

県
議
選
の
改
選
定
数
に
対
す
る
共
産
党
候
補
者
数
の
比
率
で
あ
る
。
例

え
ば
、
一
九
八
三
年
の
統
一
地
方
選
挙
で
は
、
共
産
党
は
前
回
に
く
ら

べ
て
大
幅
に
候
補
者
を
増
や
し
、
改
選
定
数
の
四
割
近
い
数
の
候
補
者

を
擁
立
し
た
。
そ
し
て
一
九
八
三
年
の
無
投
票
当
選
の
割
合
は
当
時
と

し
て
は
最
低
レ
ベ
ル
の
三
％
に
低
下
し
て
い
る
な
ど
、
実
線
（
無
投
票

当
選
の
割
合
）
と
破
線
（
共
産
党
の
候
補
者
数
）
は
、
逆
比
例
の
関
係
で

推
移
し
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
二
〇
〇
七
年
以
降

は
、
両
者
の
関
連
性
は
弱
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
二
〇
〇
七
年
選
挙
で
は
前
回
に
く
ら
べ
て
共
産
党
が
候
補
者
を
減
ら
し
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
無
投
票
当
選
は
減
少
し
、
逆
に
、
二
〇
一
五
年
選
挙
で
は
前
回
に
く
ら
べ
て
共
産
党
が
候
補
者
を
増
や
し
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
無
投
票
当
選
は
増
加
し
て
い
る
。

図表 ７　無投票当選の町村議会の特徴

項目 選挙 平均値

国勢調査人口（H27）
無投票 9,681 人

投票あり 12,373 人

第 1次産業従事者比率

（H27）

無投票 18.5％

投票あり 14.5％

財政力指数（H27）
無投票 0.34

投票あり 0.39

月額報酬（議員）
無投票 195,496 円

投票あり 217,446 円

議員定数（条例）
無投票 11.16

投票あり 12.38

出所：長野（2019）32 頁より作成。

注）�いずれも平均値の差に 5％水準で有意差あり。自治体

数は、無投票 191、投票あり 736。

（
一
九
〇
）



無
投
票
当
選
に
関
す
る
一
考
察
（
石
上
）

四
九

四
　
む
す
び
に

以
上
、
無
投
票
当
選
の
動
向
を
整
理
し
て
き
た
が
、
最
後
に
、
有
権

者
は
無
投
票
当
選
を
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
て
い
る
の
か
を
み
て
お
こ

う
。明

る
い
選
挙
推
進
協
会
が
統
一
地
方
選
挙
に
際
し
て
実
施
し
て
い
る

世
論
調
査
で
は
、
無
投
票
当
選
に
対
す
る
意
識
を
質
問
し
て
い
る
。

「
今
回
の
統
一
地
方
選
挙
で
は
、
道
府
県
議
選
や
市
区
町
村
長
選
な
ど

に
無
投
票
当
選
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
あ
な
た
は
ど
う
思
わ

れ
ま
す
か
。」
と
い
う
質
問
に
対
し
て
、「
公
職
者
（
首
長
や
議
会
議
員
）

は
投
票
で
決
め
る
の
が
本
す
じ
で
あ
る
の
に
、
投
票
な
し
に
決
ま
る
の

は
お
か
し
い
」、「
定
数
を
超
え
る
候
補
者
が
立
た
な
い
の
だ
か
ら
、
無

投
票
に
な
っ
て
も
仕
方
が
な
い
」、「
選
挙
の
わ
ず
ら
わ
し
さ
や
、
あ
と

に
対
立
が
残
る
こ
と
や
、
ま
た
経
費
の
こ
と
な
ど
を
考
え
る
と
、
無
投

票
当
選
も
よ
い
」
と
い
っ
た
選
択
肢
が
示
さ
れ
て
い
る
。

図
表
９
は
、
一
九
七
九
年
か
ら
二
〇
一
五
年
の
調
査
結
果
の
推
移
を

示
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
無
投
票
当
選
を
「
お
か
し
い
」
と
考
え
る
割

図表 ８　県議選における無投票当選者と共産党候補者の推移（統一地方選挙）

出所：総務省『地方選挙結果調』（各版）より作成。2019 年は『朝日新聞』。

注）�実線は改選数に占める無投票当選者数の割合、破線は改選数に占める共産

党候補者数の割合。

（
一
九
一
）



政
経
研
究

　第
五
十
六
巻
第
二
号
（
二
〇
一
九
年
七
月
）

五
〇

合
よ
り
も
、「
仕
方
が
な
い
」
と
考
え
る
割
合
の
方
が
、
総
じ
て
多
い
状

況
が
続
い
て
お
り
、
無
投
票
当
選
に
対
す
る
有
権
者
の
意
識
は
、
そ
れ
ほ

ど
厳
し
い
も
の
と
は
い
え
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
特
に
近
年
は
、

二
〇
一
五
年
の
調
査
で
「
お
か
し
い
」
が
三
二
・
三
％
に
対
し
て
、「
仕
方

が
な
い
」
が
三
九
・
五
％
を
占
め
る
な
ど
、
無
投
票
当
選
を
否
定
す
る
意

識
は
弱
ま
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、
無
投
票
当
選
を
「
よ
い
」
と
肯
定
的

に
と
ら
え
る
回
答
も
一
〇
％
前
後
を
占
め
続
け
て
お
り
、
有
権
者
の
意
識

に
お
い
て
、
無
投
票
当
選
は
強
く
否
定
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
状
況

が
あ
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
無
投
票
当
選
は
、
有
権
者
か
ら
代
表
者
を
選
択
す
る
機
会

そ
の
も
の
を
奪
う
、
間
接
民
主
制
の
根
幹
を
揺
る
が
し
か
ね
な
い
由
々
し

き
問
題
で
あ
る
。
無
投
票
当
選
の
蔓
延
は
、
低
投
票
率
以
上
に
深
刻
で
あ

る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
無
投
票
当
選
を
で
き
る
だ
け
減
ら
す
た

め
に
、
小
規
模
自
治
体
や
農
村
部
の
自
治
体
を
想
定
し
な
が
ら
、
よ
り
立

候
補
し
や
す
い
環
境
を
整
え
て
い
く
こ
と
が
喫
緊
の
課
題
で
あ
ろ
う
。
ま

た
、
無
投
票
当
選
が
決
ま
る
と
、
選
挙
公
報
の
発
行
手
続
き
が
中
止
さ
れ

る
た
め
、
公
約
が
有
権
者
に
明
示
さ
れ
な
い
ま
ま
公
選
職
に
就
い
て
し
ま

図表 ９　無投票当選に対する有権者の意識

出所：�総務省・明るい選挙推進協会「統一地方選挙全国意識調査─調査結果の

概要─」（各年版）より作成。

（
一
九
二
）



無
投
票
当
選
に
関
す
る
一
考
察
（
石
上
）

五
一

う
と
い
っ
た
弊
害
も
あ
る
（
19
）

。
無
投
票
当
選
し
た
首
長
や
議
員
に
対
す
る
有
権
者
の
監
視
機
能
を
確
保
す
る
手
立
て
を
考
え
て
い
く
こ
と

も
、
重
要
な
課
題
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

〈
引
用
・
参
考
文
献
〉

市
村
充
章
（
二
〇
一
四
）「
都
道
府
県
議
会
の
議
員
選
挙
に
お
け
る
選
挙
区
の
設
定
と
定
数
配
分
」（『
白
鴎
法
学
』
二
〇
一
四
年
一
月
号
、
九
～
五
四

頁
）

茨
木
瞬
（
二
〇
一
七
）「
県
議
選
一
人
区
に
お
け
る
無
投
票
選
挙
区
」（
公
共
選
択
学
会
『
公
共
選
択
』
六
七
号
、
二
〇
一
七
年
、
一
四
〇
～
一
五
七

頁
）

石
上
泰
州
（
二
〇
〇
三
）「
第
一
五
回
統
一
地
方
選
挙
の
分
析
─
「
脱
政
党
」
と
無
投
票
当
選
」（
日
本
選
挙
学
会
『
選
挙
学
会
紀
要
』
一
号
、

二
〇
〇
三
年
、
五
～
二
〇
頁
）

牛
山
久
仁
彦
（
二
〇
一
八
）「
自
治
体
首
長
選
挙
の
動
向
と
地
域
政
治
～
「
相
乗
り
」
回
帰
は
進
む
の
か
～
」（
自
治
総
合
研
究
所
『
自
治
総
研
』

四
七
五
号
、
二
〇
一
八
年
五
月
号
、
一
～
二
六
頁
）

牛
山
久
仁
彦
（
二
〇
一
五
）「
統
一
地
方
選
挙
に
見
た
無
投
票
選
挙
の
実
態
と
低
投
票
率
」（
全
国
町
村
議
会
議
長
会
編
『
地
方
議
会
人
』
四
六
巻
一
号
、

二
〇
一
五
年
六
月
、
二
三
～
二
六
頁
）

河
村
和
徳
（
二
〇
一
八
）「
無
投
票
当
選
が
も
た
ら
す
イ
ン
パ
ク
ト
」（『
月
刊
自
治
研
』
二
〇
一
八
年
八
月
号
、
三
六
～
四
二
頁
）

小
林
秀
高
（
二
〇
一
五
）「
地
方
選
挙
に
お
け
る
無
投
票
当
選
と
投
票
率
低
下
の
一
分
析
」（
拓
殖
大
学
海
外
事
情
研
究
所
『
海
外
事
情
』
第
六
三
巻

一
一
号
、
二
〇
一
五
年
一
一
月
、
六
五
～
八
四
頁
）

鷲
見
英
司
（
二
〇
一
七
）「
首
長
選
挙
に
お
け
る
無
投
票
当
選
の
発
生
要
因
」（
公
共
選
択
学
会
『
公
共
選
択
』
六
八
号
、
二
〇
一
七
年
、
八
五
～

一
〇
二
頁
）

総
務
省
・
明
る
い
選
挙
推
進
協
会
『
統
一
地
方
選
挙
全
国
意
識
調
査
─
調
査
結
果
の
概
要
─
』
各
年
版

（
一
九
三
）



政
経
研
究

　第
五
十
六
巻
第
二
号
（
二
〇
一
九
年
七
月
）

五
二

総
務
省
自
治
行
政
局
選
挙
部
『
地
方
選
挙
結
果
調
』
各
年
版

総
務
省
「
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
及
び
長
の
所
属
党
派
別
人
員
調
等
」
各
年
版

「
地
方
議
会
・
議
員
に
関
す
る
研
究
会
」
報
告
書
・
参
考
資
料
（
二
〇
一
七
年
七
月
）

長
野
基
（
二
〇
一
九
）「
議
員
報
酬
・
定
数
等
に
関
す
る
調
査
結
果
の
分
析
」（
町
村
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
等
の
あ
り
方
検
討
委
員
会
『
町
村
議
会
議

員
の
議
員
報
酬
等
の
あ
り
方
　
最
終
報
告
』
平
成
三
一
年
三
月
、
一
一
～
三
七
頁
）

（
1
）�

第
一
回
参
議
院
選
挙
（
一
九
四
七
年
）
の
岐
阜
選
挙
区
が
無
投
票
。
補
欠
選
挙
と
し
て
は
、
一
九
五
一
年
の
愛
媛
選
挙
区
が
無
投
票
。

（
2
）�

『
朝
日
新
聞
』
二
〇
一
九
年
二
月
一
七
日
。

（
3
）�

総
務
省
「
平
成
三
一
年
統
一
地
方
選
挙
執
行
予
定
団
体
に
関
す
る
調
」。

（
4
）�

石
上
（
二
〇
〇
三
）、
五
～
二
〇
頁
。

（
5
）�

小
林
（
二
〇
一
五
）、
六
五
～
八
四
頁
。

（
6
）�

鷲
見
（
二
〇
一
七
）、
八
五
～
一
〇
二
頁
。

（
7
）�

牛
山
（
二
〇
一
八
）、
一
二
頁
。

（
8
）�

改
選
定
数
に
占
め
る
無
投
票
当
選
者
数
の
割
合
。

（
9
）�

日
本
で
は
、
か
つ
て
の
衆
議
院
に
お
け
る
三
人
区
か
ら
五
人
区
を
中
心
と
し
た
選
挙
区
制
を
中
選
挙
区
制
と
呼
ん
で
い
た
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で

は
、
五
人
区
ま
で
を
い
わ
ゆ
る
中
選
挙
区
制
、
六
人
区
以
上
を
い
わ
ゆ
る
大
選
挙
区
制
と
し
て
い
る
。

（
10
）�

総
務
省
調
べ
（
平
成
二
五
年
九
月
一
日
現
在
）。

（
11
）�

最
近
で
は
、
伊
達
市
、
栃
木
市
、
高
崎
市
、
富
山
市
、
関
市
、
飯
塚
市
な
ど
が
一
時
的
に
選
挙
区
を
設
け
て
い
た
。「
地
方
議
会
・
議
員
に
関

す
る
研
究
会
」
参
考
資
料
集
、
二
四
頁
。

（
12
）�

和
歌
山
県
北
山
村
は
、
二
〇
一
九
年
三
月
の
村
議
会
に
お
い
て
議
員
定
数
を
六
か
ら
五
に
削
減
す
る
条
例
案
を
可
決
し
た
。『
朝
日
新
聞
』

（
一
九
四
）



無
投
票
当
選
に
関
す
る
一
考
察
（
石
上
）

五
三

二
〇
一
九
年
三
月
一
二
日
。

（
13
）�

政
令
指
定
都
市
の
選
挙
区
定
数
の
分
布
状
況
は
以
下
の
通
り
。
定
数
二
～
四
が
二
二
・
九
％
、
定
数
五
～
七
が
四
三
・
九
％
、
定
数
八
以
上
が

三
三
・
二
％
。
総
務
省
調
べ
（
二
〇
一
七
年
三
月
一
日
現
在
）。

（
14
）�
船
橋
市
は
二
〇
一
五
年
選
挙
、
鹿
児
島
市
は
二
〇
一
六
年
選
挙
に
お
け
る
最
下
位
当
選
者
の
得
票
率
。

（
15
）�

茨
木
（
二
〇
一
七
）、
一
四
〇
～
一
五
七
頁
。

（
16
）�

小
林
（
二
〇
一
五
）、
六
五
～
八
四
頁
。

（
17
）�

長
野
（
二
〇
一
八
）、
一
一
～
三
七
頁
。

（
18
）�

石
上
（
二
〇
〇
三
）、
一
七
～
一
八
頁
。

（
19
）�

無
投
票
当
選
の
「
副
作
用
」
に
つ
い
て
は
、
河
村
（
二
〇
一
八
）
を
参
照
。

（
一
九
五
）





連
立
政
権
下
の
ジ
ュ
ニ
ア
パ
ー
ト
ナ
ー
の
問
題
（
岩
崎
）

五
五

連
立
政
権
下
の
ジ
ュ
ニ
ア
パ
ー
ト
ナ
ー
の
問
題

岩

　
　崎

　
　正

　
　洋

１
　
な
ぜ
ジ
ュ
ニ
ア
パ
ー
ト
ナ
ー
に
注
目
す
る
の
か

連
立
政
権
の
研
究
に
お
い
て
、
連
立
を
構
成
す
る
個
々
の
政
党
に
つ
い
て
取
り
扱
っ
た
研
究
は
意
外
と
少
な
い
（
１
）

。
と
り
わ
け
、「
ジ
ュ

ニ
ア
パ
ー
ト
ナ
ー
（junior partner

）」
の
政
党
を
正
面
か
ら
論
じ
て
い
る
も
の
は
、
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
稿
は
、

連
立
政
権
に
お
け
る
ジ
ュ
ニ
ア
パ
ー
ト
ナ
ー
に
焦
点
を
向
け
る
こ
と
に
よ
り
、
連
立
政
権
研
究
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
注
目
さ
れ
て
こ
な

か
っ
た
論
点
に
光
を
当
て
る
と
と
も
に
、
ジ
ュ
ニ
ア
パ
ー
ト
ナ
ー
の
研
究
と
い
う
新
た
な
視
点
を
導
き
出
す
こ
と
を
企
図
し
て
い
る
（
２
）

。

連
立
政
権
の
形
成
と
、
政
権
の
安
定
的
な
存
続
の
過
程
に
お
い
て
は
、
ま
ず
、
連
立
を
構
成
す
る
政
党
の
組
み
合
わ
せ
と
い
う
問
題
が

重
要
に
な
る
（G

am
son 1961; R

iker 1962; B
eym

e 1985; B
udge and K

em
an 1990; S

trøm
, M

üller and B
ergm

an 2008

）。
連
立
政
権
が
常

態
化
し
て
い
る
場
合
に
は
、
議
席
数
の
上
で
も
政
権
担
当
能
力
の
上
で
も
中
心
的
な
位
置
を
占
め
る
主
要
政
党
と
、
補
完
的
な
い
し
監
督

論
　
説

（
一
九
七
）



政
経
研
究

　第
五
十
六
巻
第
二
号
（
二
〇
一
九
年
七
月
）

五
六

の
機
能
を
果
た
す
他
の
小
政
党
と
の
存
在
が
み
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
は
分
担
さ
れ
、
棲
み
分
け
が
な
さ
れ
て
い
る
。

連
立
政
権
の
研
究
で
は
、
連
立
形
成
に
か
か
わ
る
政
党
を
説
明
す
る
も
の
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
に
も
「
か
な
め
政
党
（pivotal party

）」

や
「
支
配
的
プ
レ
イ
ヤ
ー
（dom

inant player

）」、「
メ
デ
ィ
ア
ン
政
党
（m

edian party

）」
な
ど
の
概
念
が
提
示
さ
れ
て
き
た
（
３
）

。
し
か
し
、

「
ジ
ュ
ニ
ア
パ
ー
ト
ナ
ー
政
党
」
に
つ
い
て
正
面
か
ら
論
じ
ら
れ
た
り
、
ジ
ュ
ニ
ア
パ
ー
ト
ナ
ー
と
い
う
概
念
が
体
系
的
に
論
じ
ら
れ
た

り
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
（
４
）

。

か
な
め
政
党
と
い
う
概
念
は
、
連
立
形
成
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
政
党
が
参
加
す
る
の
か
に
よ
っ
て
連
立
の
行
方
が
大
き
く
影
響
を

受
け
る
場
合
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、
連
立
に
お
け
る
キ
ャ
ス
テ
ィ
ン
グ
ボ
ー
ト
を
握
る
政
党
の
存
在
を
表
現
す
る
場
合
に
使
わ
れ
る
。
か

な
め
政
党
も
一
つ
の
ジ
ュ
ニ
ア
パ
ー
ト
ナ
ー
で
あ
る
が
、
か
な
め
政
党
と
ジ
ュ
ニ
ア
パ
ー
ト
ナ
ー
政
党
と
は
置
き
換
え
可
能
な
用
語
で
は

な
い
。
ジ
ュ
ニ
ア
パ
ー
ト
ナ
ー
は
、
か
な
め
政
党
に
な
る
こ
と
が
あ
る
と
し
て
も
、
す
べ
て
の
ジ
ュ
ニ
ア
パ
ー
ト
ナ
ー
が
か
な
め
政
党
に

な
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。

支
配
的
プ
レ
イ
ヤ
ー
は
、
二
つ
以
上
の
複
数
の
政
党
が
相
互
に
排
他
的
な
関
係
に
あ
る
連
立
に
お
い
て
、「
か
な
め
」
と
な
る
政
党
の

こ
と
で
あ
る
（
加
藤
　
二
〇
一
一
：
二
三
五
）。
い
か
な
る
政
党
の
組
み
合
わ
せ
で
あ
れ
、
支
配
的
プ
レ
イ
ヤ
ー
を
除
い
て
政
権
を
獲
得
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
た
め
、
支
配
的
プ
レ
イ
ヤ
ー
は
、
連
立
形
成
に
際
し
て
、
他
の
政
党
よ
り
も
優
位
な
立
場
と
な
る
。
そ
の
意
味
に
お

い
て
、
支
配
的
プ
レ
イ
ヤ
ー
は
、
連
立
政
権
に
お
け
る
主
要
政
党
と
も
い
え
る
立
場
で
あ
り
、
ジ
ュ
ニ
ア
パ
ー
ト
ナ
ー
と
は
対
極
的
な
立

場
に
位
置
す
る
政
党
で
あ
る
。
支
配
的
プ
レ
イ
ヤ
ー
に
対
し
て
、
ジ
ュ
ニ
ア
パ
ー
ト
ナ
ー
は
従
属
的
な
プ
レ
イ
ヤ
ー
と
し
て
存
在
す
る
。

メ
デ
ィ
ア
ン
政
党
と
は
、「
単
一
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
次
元
に
お
い
て
、
順
に
政
党
を
並
べ
、
い
ず
れ
か
の
端
か
ら
政
党
の
議
席
数
を
足
し

て
い
っ
た
場
合
、
そ
の
議
席
数
を
足
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
勝
利
連
合
の
ラ
イ
ン
を
越
え
る
政
党
の
こ
と
で
あ
る
（
加
藤
　
二
〇
一
一
：

（
一
九
八
）
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五
七

二
四
二
）」
と
い
う
。
そ
の
意
味
か
ら
す
る
と
、
メ
デ
ィ
ア
ン
政
党
は
、
連
立
形
成
に
お
い
て
「
か
な
め
」
と
な
る
存
在
で
あ
る
。
メ

デ
ィ
ア
ン
政
党
は
、
ジ
ュ
ニ
ア
パ
ー
ト
ナ
ー
の
一
つ
に
な
る
場
合
が
あ
る
と
し
て
も
、
ジ
ュ
ニ
ア
パ
ー
ト
ナ
ー
が
す
べ
て
メ
デ
ィ
ア
ン
政

党
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
従
来
の
連
立
政
権
研
究
に
お
い
て
は
、
連
立
を
構
成
す
る
政
党
の
タ
イ
プ
に
関
し
て
、
異
な
る
概
念
が
提
起
さ
れ
て
き

た
。
し
か
し
、
い
ず
れ
も
ジ
ュ
ニ
ア
パ
ー
ト
ナ
ー
政
党
を
正
面
か
ら
説
明
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
連
立
政
権
は
、
単
独
政
権
と
は
異
な

り
、
主
要
な
一
つ
の
政
党
だ
け
で
成
り
立
つ
の
で
は
な
く
、
複
数
の
政
党
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
連
立
政
権

に
お
け
る
ジ
ュ
ニ
ア
パ
ー
ト
ナ
ー
へ
注
目
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
り
、
あ
る
い
は
、
ジ
ュ
ニ
ア
パ
ー
ト
ナ
ー
の
存
在
が
自
明
で
あ
っ
た
と
し

て
も
、
明
確
に
言
及
さ
れ
な
か
っ
た
り
し
た
。
こ
の
点
は
、
こ
れ
ま
で
の
連
立
政
権
論
に
お
け
る
死
角
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
連
立

政
権
の
研
究
に
お
い
て
は
、
主
要
政
党
と
ジ
ュ
ニ
ア
パ
ー
ト
ナ
ー
政
党
と
の
そ
れ
ぞ
れ
が
果
た
す
役
割
に
つ
い
て
明
ら
か
に
区
分
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

本
稿
に
お
い
て
は
、
ま
ず
、
連
立
政
権
を
構
成
し
て
い
る
政
党
の
う
ち
で
、
主
要
政
党
に
従
属
す
る
立
場
に
あ
る
小
政
党
の
こ
と
を

「
ジ
ュ
ニ
ア
パ
ー
ト
ナ
ー
」
政
党
と
し
て
捉
え
る
こ
と
と
す
る（５
）

。
た
だ
し
、
こ
こ
で
は
、
連
立
を
組
ん
で
い
る
す
べ
て
の
政
党
を
ジ
ュ
ニ

ア
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
取
り
扱
う
の
で
は
な
い
し
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
す
べ
て
の
連
立
パ
ー
ト
ナ
ー
に
注
目
す
る
必
要
性
が
あ
る
と

指
摘
す
る
の
で
も
な
い
。
本
稿
で
は
、
主
要
政
党
と
の
関
係
か
ら
み
て
、
連
立
パ
ー
ト
ナ
ー
の
立
場
と
い
う
点
に
お
い
て
最
も
序
列
が
上

位
に
位
置
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
政
党
を
対
象
と
し
て
議
論
を
進
め
る
。

し
た
が
っ
て
、
以
下
の
行
論
に
お
い
て
は
、
連
立
政
権
に
お
け
る
ジ
ュ
ニ
ア
パ
ー
ト
ナ
ー
政
党
に
注
目
す
る
意
義
や
、
こ
れ
ま
で
の
連

立
政
権
の
研
究
で
取
り
扱
わ
れ
て
き
た
論
点
と
の
関
連
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
ま
た
、
日
本
に
お
い
て
も
一
九
九
三
年
の
政
権
交
代
以
来
、

（
一
九
九
）
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五
八

連
立
政
権
が
常
態
化
し
て
き
た
こ
と
を
ふ
ま
え
、
日
本
の
連
立
政
権
に
お
け
る
ジ
ュ
ニ
ア
パ
ー
ト
ナ
ー
政
党
も
念
頭
に
入
れ
な
が
ら
、
議

論
を
進
め
て
い
く
こ
と
と
す
る
（
６
）

。

２
　
ジ
ュ
ニ
ア
パ
ー
ト
ナ
ー
に
な
る
の
は
誰
か

⑴
　
ジ
ュ
ニ
ア
パ
ー
ト
ナ
ー
に
な
る
政
党
と
は

連
立
に
お
け
る
ジ
ュ
ニ
ア
パ
ー
ト
ナ
ー
と
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
政
党
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ジ
ュ
ニ
ア
パ
ー
ト
ナ
ー
は
、

連
立
に
お
け
る
主
要
政
党
以
外
の
す
べ
て
の
政
党
の
こ
と
と
し
て
理
解
で
き
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
表
層
的
な
理
解
に
な
り
か
ね
な
い
。

連
立
に
お
け
る
主
要
政
党
と
、
そ
れ
以
外
の
小
政
党
と
の
役
割
の
違
い
や
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
は
意
味
が
あ
る
と
し
て
も
、
単

な
る
二
分
法
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
の
な
ら
ば
、
あ
え
て
「
ジ
ュ
ニ
ア
パ
ー
ト
ナ
ー
」
を
正
面
に
据
え
て
連
立
政
権
に
つ
い
て
考
え
る
意
味

が
薄
れ
て
し
ま
う
。

ジ
ュ
ニ
ア
パ
ー
ト
ナ
ー
政
党
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
タ
イ
プ
の
政
党
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
数
合
わ
せ
の
た
め
に
連
立
に
参
加
し
た
だ
け

の
政
党
は
、
政
権
運
営
に
影
響
力
を
行
使
す
る
こ
と
は
な
く
、
政
権
に
お
い
て
独
自
色
を
出
す
こ
と
も
な
く
、
政
権
内
の
「
傍
観
者
」
な

い
し
「
イ
エ
ス
マ
ン
」
の
よ
う
な
立
場
に
留
ま
り
続
け
る
。
こ
の
よ
う
な
タ
イ
プ
の
政
党
は
、
連
立
に
お
け
る
主
要
政
党
の
別
働
部
隊
と

し
て
存
在
す
る
の
で
あ
り
、
主
要
政
党
の
サ
ポ
ー
タ
ー
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
た
め
、
政
党
間
の
関
係
に
お
い
て
、
一
定
程
度
の
補
完

機
能
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
監
督
機
能
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
と
は
考
え
に
く
い
。

そ
れ
に
対
し
て
、
主
要
政
党
と
の
関
係
が
補
完
的
で
あ
る
と
と
も
に
、
監
督
的
な
機
能
を
果
た
す
場
合
は
、
ま
さ
に
連
立
パ
ー
ト
ナ
ー

（
二
〇
〇
）
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と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
政
党
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
政
党
は
、
連
立
に
お
け
る
主
要
政
党
に
従
属
す
る
立
場
の
小
政
党
で

あ
る
と
し
て
も
、
あ
く
ま
で
一
つ
の
独
立
し
た
政
党
と
し
て
機
能
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
主
要
政
党
と
は
異
な
る
独
自
の
政
党
組
織
と
し

て
活
動
し
、
政
権
内
に
お
け
る
政
党
間
の
交
渉
や
調
整
な
ど
を
通
じ
て
自
ら
の
存
在
感
を
示
し
つ
つ
行
動
す
る
。
一
見
す
る
と
、
連
立
を

構
成
す
る
個
々
の
政
党
の
自
律
性
が
確
保
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
政
党
に
相
互
拒
否
権
が
認
め
ら
れ
て
い
る
と
し
た
ら
、

と
き
に
は
、
ジ
ュ
ニ
ア
パ
ー
ト
ナ
ー
政
党
に
よ
る
少
数
派
の
拒
否
権
が
行
使
さ
れ
、
政
権
運
営
に
支
障
を
き
た
す
可
能
性
も
あ
る
。

ジ
ュ
ニ
ア
パ
ー
ト
ナ
ー
政
党
に
注
目
す
る
と
は
い
え
、
主
要
政
党
に
従
属
す
る
政
党
す
べ
て
に
目
を
向
け
る
の
で
は
な
く
、
連
立
に
お

け
る
有
意
性
の
あ
る
政
党
の
み
を
対
象
と
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
政
党
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
有
効
政
党
数
（effective 

num
ber of parties

）
が
政
党
シ
ス
テ
ム
そ
の
も
の
を
考
え
る
際
に
は
重
要
で
あ
る
と
い
う
見
方
と
共
通
す
る
（
７
）

。
有
意
性
の
あ
る
政
党
だ
け

に
注
目
す
る
こ
と
は
、
政
党
間
の
相
互
作
用
の
本
質
的
な
部
分
を
観
察
す
る
こ
と
に
な
り
、
政
党
シ
ス
テ
ム
の
形
成
や
安
定
、
さ
ら
に
、

変
容
に
つ
い
て
説
明
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
（S

artori 1976

）。

し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
、
連
立
に
お
け
る
主
要
政
党
に
従
属
す
る
小
政
党
の
う
ち
で
、
有
意
性
の
あ
る
政
党
の
み
を
「
ジ
ュ
ニ
ア

パ
ー
ト
ナ
ー
」
政
党
と
し
て
扱
う
こ
と
と
す
る
。
有
意
性
の
あ
る
政
党
は
、
連
立
パ
ー
ト
ナ
ー
の
候
補
た
り
え
る
存
在
で
あ
り
、
小
政
党

の
う
ち
で
も
連
立
パ
ー
ト
ナ
ー
と
な
る
可
能
性
が
高
い
立
場
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
政
党
は
、
主
要
政
党
の
パ
ー
ト
ナ
ー
と
な
る
候
補
と

し
て
の
序
列
が
上
位
に
位
置
し
て
い
る
。

⑵
　
政
党
の
規
模

そ
れ
で
は
、
ジ
ュ
ニ
ア
パ
ー
ト
ナ
ー
に
な
る
可
能
性
を
も
つ
政
党
は
、
ど
の
よ
う
な
政
党
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、

（
二
〇
一
）
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政
党
の
規
模
と
い
う
点
か
ら
ジ
ュ
ニ
ア
パ
ー
ト
ナ
ー
に
つ
い
て
考
え
る
。
こ
こ
で
い
う
政
党
の
規
模
と
は
、
政
党
の
勢
力
の
こ
と
で
あ
り
、

具
体
的
に
は
、
議
会
に
お
け
る
議
席
数
を
意
味
し
て
い
る
。

選
挙
の
結
果
と
し
て
、
あ
る
一
つ
の
政
党
が
多
数
の
議
席
を
獲
得
し
た
と
し
て
も
、
議
会
の
総
議
席
数
の
う
ち
単
独
で
過
半
数
を
獲
得

で
き
な
か
っ
た
場
合
は
、
一
つ
な
い
し
複
数
の
他
の
政
党
と
連
立
を
組
ま
な
け
れ
ば
政
権
を
獲
得
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
連
立
形
成
に

あ
た
っ
て
は
、
ど
の
よ
う
な
政
党
の
組
み
合
わ
せ
と
す
る
の
か
が
重
要
に
な
る
。
少
な
く
と
も
議
会
の
過
半
数
議
席
が
政
権
の
獲
得
に
は

必
要
な
数
字
で
あ
り
、
主
要
政
党
が
既
に
確
保
し
て
い
る
議
席
数
は
、
ど
の
政
党
を
ジ
ュ
ニ
ア
パ
ー
ト
ナ
ー
に
す
る
の
か
と
い
う
基
準
に

か
か
わ
る
。

主
要
政
党
が
過
半
数
に
近
い
議
席
を
有
し
て
い
る
場
合
は
、
過
半
数
に
足
り
な
い
わ
ず
か
な
議
席
を
も
つ
政
党
を
ジ
ュ
ニ
ア
パ
ー
ト

ナ
ー
に
す
れ
ば
い
い
の
で
あ
る
か
ら
、
主
要
政
党
プ
ラ
ス
一
つ
の
ジ
ュ
ニ
ア
パ
ー
ト
ナ
ー
政
党
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
り
、
連
立
政
権
が
実

現
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
し
か
し
、
主
要
政
党
が
議
会
内
の
比
較
第
一
党
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
過
半
数
に
程
遠
い
場
合
は
、
主
要
政
党

プ
ラ
ス
複
数
の
ジ
ュ
ニ
ア
パ
ー
ト
ナ
ー
が
必
要
と
な
る
。
あ
る
い
は
、
そ
れ
以
外
の
可
能
性
と
し
て
、
主
要
政
党
に
匹
敵
す
る
か
、
主
要

政
党
に
次
ぐ
ほ
ど
の
議
席
数
を
も
つ
大
政
党
と
、
主
要
政
党
と
が
連
立
を
組
む
場
合
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

主
要
政
党
は
、
政
権
獲
得
の
た
め
の
数
合
わ
せ
を
基
準
と
し
て
、
ど
の
政
党
を
ジ
ュ
ニ
ア
パ
ー
ト
ナ
ー
に
す
る
か
を
判
断
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
他
の
小
政
党
は
、
主
要
政
党
に
選
ば
れ
や
す
い
程
度
の
議
席
数
を
も
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
パ
ー
ト
ナ
ー
の
対

象
に
す
ら
な
れ
な
い
。
た
と
え
ば
、
一
桁
し
か
議
席
を
も
っ
て
い
な
い
小
政
党
が
ジ
ュ
ニ
ア
パ
ー
ト
ナ
ー
に
な
り
や
す
い
の
か
、
そ
れ
と

も
二
桁
以
上
の
議
席
を
も
つ
小
政
党
が
な
り
や
す
い
の
か
は
、
主
要
政
党
の
議
席
次
第
で
あ
る
と
は
い
え
、
有
意
性
の
あ
る
政
党
と
い
う

点
か
ら
す
れ
ば
、
一
桁
よ
り
も
二
桁
以
上
の
議
席
を
も
つ
政
党
の
ほ
う
が
連
立
政
権
の
運
営
に
お
い
て
実
効
的
に
役
割
を
果
た
す
と
考
え

（
二
〇
二
）
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ら
れ
る
。
一
桁
し
か
も
た
な
い
政
党
が
連
立
の
パ
ー
ト
ナ
ー
と
な
っ
た
場
合
は
、
政
権
内
の
「
傍
観
者
」
の
地
位
に
留
ま
り
、
形
式
的
に

連
立
を
組
ん
で
い
る
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。

連
立
形
成
に
あ
た
っ
て
、
最
小
勝
利
内
閣
を
目
指
す
の
か
、
過
大
規
模
内
閣
な
の
か
、
そ
れ
と
も
少
数
派
内
閣
な
の
か
と
い
う
違
い
も

無
視
で
き
な
い
（D

odd 1976; 

岡
澤
　
一
九
八
八；

一
九
九
七
）。
こ
こ
で
は
、
最
も
多
く
の
国
で
み
ら
れ
る
最
小
勝
利
内
閣
を
目
指
し
て
連

立
政
権
交
渉
が
行
わ
れ
る
と
考
え
る
こ
と
と
す
る
。
最
小
勝
利
内
閣
は
、
政
権
獲
得
と
い
う
意
味
で
、
議
会
の
過
半
数
議
席
を
集
め
る
こ

と
に
よ
り
実
現
す
る
。
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
二
院
制
の
場
合
に
上
下
両
院
に
お
い
て
過
半
数
の
獲
得
が
必
要
な
の

か
否
か
と
い
う
点
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
日
本
の
「
ね
じ
れ
国
会
」
の
よ
う
に
、
衆
議
院
の
議
席
分
布
に
お
い
て
は
、
主
要
政
党
が
単
独
で
過
半
数
議
席
を
獲
得
し

て
お
り
、
単
独
政
権
が
実
現
可
能
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
参
議
院
で
与
党
が
過
半
数
割
れ
を
起
こ
し
、
野
党
が
過
半
数
を
占
め
て
い
る
場

合
に
は
、
衆
参
両
院
で
過
半
数
を
確
保
す
る
必
要
性
か
ら
連
立
が
組
ま
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
の
連
立
形
成
は
、
政
権
獲
得
と
い
う
よ

り
も
、
衆
参
両
院
の
議
会
運
営
を
ス
ム
ー
ズ
に
行
う
こ
と
が
目
的
と
な
る
。

⑶
　
連
立
が
組
ま
れ
る
ア
リ
ー
ナ

連
立
が
組
ま
れ
る
の
は
、
政
権
形
成
や
維
持
と
い
っ
た
場
面
に
限
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
連
立
は
、
選
挙
、
議
会
、
内
閣
と
い
う

三
つ
の
異
な
る
ア
リ
ー
ナ
で
目
撃
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
ア
リ
ー
ナ
で
み
ら
れ
る
政
党
間
の
関
係
は
、
連
立
に
お
け
る
主
要
政
党
と
ジ
ュ
ニ

ア
パ
ー
ト
ナ
ー
政
党
と
の
関
係
を
理
解
す
る
た
め
の
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
提
供
す
る
。

第
一
に
、
選
挙
に
お
け
る
連
立
は
、
政
党
同
士
の
選
挙
協
力
と
い
う
か
た
ち
で
実
現
す
る
。
選
挙
協
力
は
、
政
党
間
で
候
補
者
調
整
を

（
二
〇
三
）
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行
い
、
そ
れ
ぞ
れ
の
政
党
の
議
席
を
確
実
に
確
保
で
き
る
よ
う
な
戦
略
を
採
る
。
あ
る
選
挙
区
で
は
、
一
方
の
政
党
の
候
補
者
を
擁
立
し
、

他
の
選
挙
区
で
は
、
も
う
一
方
の
政
党
の
候
補
者
を
擁
立
す
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
政
党
は
、
自
党
の
候
補
者
を
擁
立
し
て
い
る
選
挙
区
だ
け

で
な
く
、
協
力
関
係
に
あ
る
政
党
の
候
補
者
が
い
る
選
挙
区
に
お
い
て
も
同
様
に
選
挙
運
動
を
行
う
。
自
党
の
候
補
者
が
い
な
い
選
挙
区

で
は
、
自
党
の
支
持
者
に
対
し
て
、
連
立
の
パ
ー
ト
ナ
ー
と
な
っ
て
い
る
政
党
の
候
補
者
を
支
援
す
る
よ
う
に
依
頼
す
る
。

た
と
え
ば
、
二
つ
の
政
党
が
協
力
し
て
選
挙
運
動
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
選
挙
に
お
け
る
連
立
が
成
り
立
つ
。
選
挙
で
の
連
立
は
、
主

要
政
党
で
あ
れ
、
ジ
ュ
ニ
ア
パ
ー
ト
ナ
ー
政
党
で
あ
れ
、
両
党
と
も
一
定
程
度
の
数
の
候
補
者
を
擁
立
で
き
る
こ
と
に
加
え
、
候
補
者
が

当
選
で
き
る
よ
う
な
選
挙
基
盤
を
も
つ
こ
と
が
前
提
に
な
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
選
挙
基
盤
が
あ
る
か
ら
こ
そ
選
挙
協
力
が
意
味
の
あ
る
も
の

と
な
る
の
で
あ
り
、
候
補
者
擁
立
を
調
整
す
る
こ
と
で
当
選
の
可
能
性
を
高
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

実
際
の
と
こ
ろ
、
選
挙
協
力
が
黙
示
的
に
、
選
挙
後
の
議
会
や
政
権
で
連
立
を
組
む
こ
と
を
意
識
し
て
い
る
と
し
て
も
、
明
示
的
に
、

事
前
に
連
立
政
権
の
形
成
を
う
た
っ
て
選
挙
共
闘
を
行
う
と
は
限
ら
な
い
。
し
ば
し
ば
、
選
挙
共
闘
が
み
ら
れ
る
と
は
い
え
、
選
挙
で
の

連
立
に
は
、
選
挙
共
闘
だ
け
で
な
く
、
広
義
に
捉
え
る
と
、
候
補
者
調
整
な
ど
の
選
挙
協
力
も
含
ま
れ
る
。

次
に
、
議
会
に
お
け
る
連
立
は
、
議
会
で
の
法
案
提
出
や
法
案
審
議
、
法
案
の
採
決
な
ど
で
み
ら
れ
る
。
場
合
に
よ
っ
て
は
、
異
な
る

政
党
同
士
が
議
会
で
会
派
を
組
む
こ
と
も
あ
る
し
、
会
派
を
組
ま
な
い
と
し
て
も
、
法
案
を
め
ぐ
り
協
力
関
係
を
構
築
す
る
こ
と
が
あ
る
。

議
会
に
お
け
る
連
立
は
、
議
院
内
閣
制
に
お
け
る
首
班
指
名
が
象
徴
的
で
あ
る
。
議
会
で
の
連
立
は
、
そ
の
ま
ま
政
権
で
の
連
立
に
つ
な

が
る
こ
と
か
ら
、
首
班
指
名
に
際
し
て
、
各
党
が
誰
を
指
名
す
る
の
か
と
い
う
点
は
、
連
立
を
組
ん
で
い
る
か
否
か
を
識
別
す
る
基
準
と

な
る
。
政
党
間
の
関
係
は
、
議
会
で
連
立
を
組
む
こ
と
に
よ
り
、
同
一
の
首
班
指
名
を
行
い
、
そ
の
後
の
連
立
政
権
の
形
成
へ
と
つ
な
が

る
。

（
二
〇
四
）
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た
と
え
ば
、
こ
の
点
は
、
日
本
の
「
ね
じ
れ
国
会
」
対
策
と
し
て
、
連
立
が
組
ま
れ
た
事
例
を
想
起
で
き
る
。
日
本
の
場
合
は
、
選
挙
、

国
会
、
内
閣
と
い
う
三
つ
の
ア
リ
ー
ナ
で
連
立
が
組
ま
れ
た
事
例
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
点
は
、
連
立
を
組
む
政
党
同

士
の
関
係
が
ど
の
程
度
ま
で
密
接
な
も
の
で
あ
る
の
か
を
判
断
す
る
際
の
手
掛
か
り
に
な
る
し
、
政
権
の
安
定
性
を
考
え
る
際
に
も
役
に

立
つ
視
点
で
あ
る
。

第
三
に
、
内
閣
に
お
け
る
連
立
が
挙
げ
ら
れ
る
。
い
い
か
え
る
な
ら
、
連
立
政
権
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
多
く
の
場
合
に
、
連
立
政
権

と
い
う
表
現
は
、
内
閣
に
お
け
る
連
立
を
意
味
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
連
立
が
み
ら
れ
る
ア
リ
ー
ナ
と
し
て
、
選
挙
、
議
会
、
内
閣
の

三
つ
の
側
面
を
挙
げ
、
内
閣
で
の
連
立
を
「
い
わ
ゆ
る
」
連
立
政
権
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
。
連
立
政
権
に
お
い
て
は
、
い
く
つ
か
の

政
党
が
連
立
を
組
ん
で
政
権
を
獲
得
し
、
政
権
を
担
当
す
る
。
議
会
に
お
け
る
連
立
が
立
法
の
領
域
で
み
ら
れ
た
の
に
対
し
、
内
閣
に
お

け
る
連
立
は
、
執
政
の
領
域
で
み
ら
れ
る
。

閣
外
協
力
は
、
連
立
の
一
つ
の
形
態
で
あ
る
が
、
議
会
で
の
連
立
と
し
て
よ
り
も
、
内
閣
で
の
連
立
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
閣
外
協
力

と
い
う
言
葉
は
、
い
く
つ
か
の
政
党
が
連
立
を
組
ん
で
政
権
を
担
当
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
部
の
政
党
は
内
閣
に
参
加
せ
ず
に
、

内
閣
の
外
側
に
位
置
し
て
、
政
権
を
支
え
る
場
合
に
用
い
ら
れ
る
。
そ
の
意
味
で
、
閣
外
協
力
は
、
執
政
の
側
面
に
お
け
る
連
立
パ
ー
ト

ナ
ー
と
し
て
の
役
割
よ
り
も
、
立
法
の
側
面
に
お
け
る
パ
ー
ト
ナ
ー
と
い
う
役
割
に
重
点
が
置
か
れ
る
可
能
性
を
も
つ
。

こ
の
場
合
は
、
執
政
面
で
の
役
割
が
事
実
上
あ
ま
り
な
く
、
議
会
運
営
の
た
め
に
パ
ー
ト
ナ
ー
の
存
在
が
必
要
な
と
き
な
ど
が
該
当
す

る
。
同
様
の
こ
と
は
、
二
院
制
に
お
い
て
、
上
下
両
院
の
勢
力
分
布
が
異
な
る
場
合
に
、
連
立
が
組
ま
れ
る
場
合
に
も
該
当
す
る
。
こ
の

場
合
は
、
必
ず
し
も
閣
外
協
力
で
は
な
く
、
議
会
に
お
い
て
も
内
閣
に
お
い
て
も
連
立
が
組
ま
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
連
立
の
ア
リ
ー
ナ
と
し
て
、
選
挙
、
議
会
、
内
閣
と
い
う
三
つ
の
側
面
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
い

（
二
〇
五
）
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ず
れ
も
相
互
に
関
連
し
て
お
り
、
い
ず
れ
か
一
つ
の
側
面
で
連
立
を
組
ん
だ
と
し
て
も
、
結
果
的
に
他
の
側
面
の
連
立
に
関
連
し
、
一
連

の
政
治
過
程
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
ぞ
れ
の
側
面
を
切
り
離
し
て
、
個
々
の
側
面
に
お
け
る
政
党
間
の
相
互

作
用
に
注
目
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

三
つ
の
ア
リ
ー
ナ
の
い
ず
れ
を
み
て
も
、
単
に
議
会
に
議
席
を
有
し
て
い
る
だ
け
の
政
党
で
は
、
政
権
を
構
成
す
る
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し

て
「
有
意
性
」
が
あ
る
と
は
み
な
さ
れ
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
ア
リ
ー
ナ
で
有
意
性
の
あ
る
存
在
と
し
て
行
動
で
き
る
政
党

が
ジ
ュ
ニ
ア
パ
ー
ト
ナ
ー
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

選
挙
に
お
い
て
は
、
一
定
数
の
候
補
者
擁
立
が
可
能
で
あ
る
と
と
と
も
に
、
選
挙
協
力
に
耐
え
ら
れ
る
選
挙
基
盤
の
強
さ
も
求
め
ら
れ

る
。
議
会
に
お
い
て
は
、
一
定
数
の
議
席
を
も
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
議
会
運
営
に
際
し
て
、
連
立
を
組
む
主
要
政
党
の
影
に

埋
没
し
て
し
ま
う
の
で
は
、
ジ
ュ
ニ
ア
パ
ー
ト
ナ
ー
の
存
在
意
義
が
問
わ
れ
る
。
内
閣
に
お
い
て
は
、
政
権
を
一
緒
に
構
成
す
る
パ
ー
ト

ナ
ー
に
適
し
て
い
る
と
主
要
政
党
か
ら
認
め
ら
れ
る
政
党
が
ジ
ュ
ニ
ア
パ
ー
ト
ナ
ー
に
な
る
が
、
そ
の
た
め
に
は
、
ジ
ュ
ニ
ア
パ
ー
ト

ナ
ー
候
補
と
な
る
小
政
党
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や
政
策
な
ど
の
政
治
的
対
立
軸
上
の
位
置
を
は
じ
め
、
政
権
に
お
い
て
期
待
さ
れ
る
役
割
や
、

政
権
内
で
の
待
遇
な
ど
を
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
ど
の
よ
う
な
政
党
が
ジ
ュ
ニ
ア
パ
ー
ト
ナ
ー
に
な
る
の
か

連
立
政
権
は
、
ど
の
よ
う
な
政
党
の
組
み
合
わ
せ
な
の
か
に
よ
っ
て
性
格
が
大
き
く
異
な
る
。
た
と
え
ば
、
連
立
を
組
ん
だ
と
し
て
も

安
定
的
に
政
権
が
存
続
で
き
な
い
場
合
や
、
不
安
定
な
が
ら
も
政
権
が
存
続
す
る
場
合
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。
連
立
形
成
に
お
い
て
も
、

（
二
〇
六
）
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連
立
政
権
の
存
続
に
お
い
て
も
、
ま
ず
、
連
立
を
構
成
す
る
政
党
の
数
や
議
席
数
が
必
要
な
条
件
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
不

十
分
で
あ
る
。
連
立
の
形
成
や
存
続
に
は
、
連
立
を
構
成
す
る
政
党
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
立
場
や
政
策
上
の
立
場
が
大
き
く
影
響
す
る

か
ら
で
あ
る
。  

従
来
、
連
立
政
権
論
に
お
い
て
は
、
左
右
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
距
離
に
も
と
づ
く
政
治
的
対
立
軸
の
ど
こ
に
位
置
す
る

政
党
が
連
立
を
組
む
の
か
と
い
う
点
に
関
心
が
向
け
ら
れ
て
き
た
（C

astles and M
air 1984

）。
い
ず
れ
の
政
党
も
左
右
の
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
を
示
す
一
次
元
的
な
軸
上
の
ど
こ
か
に
位
置
し
、
政
党
間
の
競
合
を
繰
り
広
げ
て
い
る
。
連
立
形
成
に
お
い
て
、
政
党
は
、
左
右
軸

上
の
最
も
近
似
の
立
場
に
あ
る
他
の
政
党
を
連
立
パ
ー
ト
ナ
ー
と
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
政
治
的
対
立
軸
上
に
隣
接
す
る
政
党
は
、
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
的
に
も
政
策
的
に
も
近
い
立
場
に
あ
り
、
連
立
を
組
む
た
め
に
交
渉
し
や
す
い
関
係
に
あ
る
。
お
互
い
が
近
い
立
場
で
あ
る
こ

と
か
ら
交
渉
の
結
果
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
妥
協
し
、
連
立
形
成
の
実
現
に
つ
な
が
る
可
能
性
が
高
い
。

連
立
は
、
議
席
数
と
い
う
数
の
基
準
だ
け
で
な
く
、
政
治
的
対
立
軸
上
の
位
置
や
、
そ
こ
で
の
政
党
間
の
距
離
も
一
つ
の
基
準
と
な
る
。

連
立
の
主
要
政
党
は
、
議
会
の
過
半
数
を
獲
得
す
る
に
は
、
ど
の
政
党
を
連
立
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
選
ん
だ
ら
い
い
の
か
と
い
う
問
題
だ

け
で
な
く
、
ど
の
政
党
な
ら
ば
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
も
政
策
的
に
も
足
並
み
を
そ
ろ
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
問
題
も
考
慮
に
入

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
時
点
に
お
い
て
、
主
要
政
党
が
主
導
権
を
握
り
、
連
立
形
成
の
た
め
の
政
党
間
交
渉
を
行
う
可
能
性
が
あ
る
。
そ
れ
以
外
の
可
能

性
と
し
て
は
、
主
要
政
党
に
近
似
し
た
立
場
に
あ
る
小
政
党
が
ジ
ュ
ニ
ア
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
名
乗
り
出
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
小
政
党

が
能
動
的
に
連
立
の
組
み
合
わ
せ
を
模
索
し
、
政
党
間
交
渉
を
開
始
す
る
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
連
立
形
成
の
過
程
に
お
い
て
、

ど
の
政
党
が
主
導
的
に
動
く
の
か
に
よ
っ
て
、
最
終
的
に
ま
と
ま
る
組
み
合
わ
せ
は
異
な
る
。
連
立
の
歴
史
を
ふ
り
か
え
る
と
、
こ
れ
ま

で
に
形
成
さ
れ
て
き
た
無
数
の
連
立
に
は
、
単
な
る
数
合
わ
せ
で
複
数
の
政
党
を
寄
せ
集
め
た
事
例
も
み
ら
れ
る
し
、
お
互
い
の
イ
デ
オ

（
二
〇
七
）
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六
六

ロ
ギ
ー
的
お
よ
び
政
策
的
な
立
場
を
考
慮
し
て
連
立
を
組
ん
だ
事
例
も
み
ら
れ
る
。

連
立
形
成
に
お
い
て
、
主
要
政
党
の
思
惑
通
り
に
連
立
が
組
ま
れ
る
と
い
う
保
証
は
ど
こ
に
も
な
い
。
連
立
が
つ
く
ら
れ
る
ま
で
の
段

階
で
は
、
議
席
の
多
寡
に
よ
る
大
政
党
と
小
政
党
と
い
う
勢
力
の
違
い
が
み
ら
れ
る
と
し
て
も
、
連
立
を
組
む
パ
ー
ト
ナ
ー
同
士
と
い
う

意
味
で
は
、
お
互
い
が
フ
ラ
ッ
ト
な
関
係
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
段
階
に
お
い
て
、
小
政
党
が
存
在
感
を
示
し
、
主
導
的
に
連
立

形
成
に
関
与
す
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

交
渉
の
過
程
で
は
、
連
立
に
お
け
る
主
要
政
党
と
ジ
ュ
ニ
ア
パ
ー
ト
ナ
ー
政
党
と
の
位
置
づ
け
が
明
確
に
な
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
分

担
も
顕
在
化
す
る
。
議
会
内
の
勢
力
分
布
に
応
じ
て
、
連
立
与
党
の
棲
み
分
け
が
な
さ
れ
、
組
閣
に
際
し
て
は
、
各
党
の
勢
力
に
比
例
す

る
か
た
ち
で
閣
僚
の
配
分
が
な
さ
れ
る
。
内
閣
に
お
け
る
ポ
ス
ト
の
配
分
は
、
政
党
間
の
力
関
係
を
示
し
て
お
り
、
各
党
に
割
り
当
て
ら

れ
る
閣
僚
数
は
、
内
閣
に
お
け
る
序
列
を
示
す
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
各
党
の
獲
得
す
る
ポ
ス
ト
が
何
で
あ
る
の
か
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ

れ
の
政
党
が
行
使
で
き
る
影
響
力
も
異
な
っ
て
く
る
（
８
）

。

実
際
の
連
立
は
、
左
右
軸
上
の
中
道
右
派
に
位
置
す
る
政
党
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
り
、
政
権
が
つ
く
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
（B

udge and 

K
em

an 1990

）。
中
道
右
派
に
よ
る
連
立
の
場
合
は
、
比
較
的
に
安
定
し
て
政
権
が
存
続
す
る
傾
向
が
み
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
も
ち
ろ

ん
、「
中
道
右
派
の
連
立
政
権
で
あ
れ
ば
、
長
期
に
わ
た
っ
て
安
定
し
て
存
続
す
る
」
と
い
う
科
学
的
な
法
則
が
存
在
す
る
の
で
は
な
い
。

あ
く
ま
で
世
界
の
事
例
を
概
観
す
る
と
、
一
つ
の
傾
向
が
み
ら
れ
る
に
過
ぎ
な
い
。

政
治
的
対
立
軸
上
の
政
党
の
配
置
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
歴
史
や
文
化
、
政
治
状
況
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
る
（P

ridham
 1986

）。
ま

た
、
時
代
の
違
い
に
よ
っ
て
も
異
な
る
。
歴
史
的
に
み
る
と
、
革
新
勢
力
が
強
い
時
代
の
連
立
の
組
み
わ
せ
と
、
保
守
勢
力
が
強
い
時
代

の
連
立
の
組
み
合
わ
せ
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
お
り
、
中
道
に
位
置
す
る
政
党
が
と
き
に
は
革
新
側
の
連
立
に
組
み
込
ま
れ
た
り
、
と
き

（
二
〇
八
）
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に
は
保
守
側
の
連
立
の
一
員
に
な
っ
た
り
す
る
こ
と
が
あ
る
（
９
）

。

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や
政
策
に
も
と
づ
く
対
立
軸
だ
け
で
な
く
、
社
会
的
亀
裂
に
も
と
づ
く
対
立
軸
も
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

（L
ijphart 1982

）。
社
会
的
亀
裂
は
、
言
語
、
民
族
、
宗
教
な
ど
の
違
い
に
沿
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
亀
裂
で
あ
り
、
歴
史
的
に
形
成
さ
れ

て
き
た
も
の
で
あ
る
。
政
党
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
競
合
し
て
い
る
政
党
は
、
そ
れ
ぞ
れ
社
会
的
亀
裂
に
沿
っ
て
歴
史
的
に
登
場
し
て
き
た

の
で
あ
り
、
あ
る
政
党
は
左
右
軸
上
の
立
場
に
大
き
く
規
定
さ
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
別
の
政
党
は
宗
教
的
な
亀
裂
に
規
定
さ
れ
て
い
る

だ
け
で
、
左
右
軸
上
の
立
場
は
中
道
に
位
置
し
て
い
る
（L

ipset and R
okkan 1967

）。

よ
り
具
体
的
に
い
え
ば
、
あ
る
政
党
は
、
左
右
軸
上
で
は
右
派
に
位
置
し
て
お
り
、
特
定
の
宗
教
的
な
立
場
を
も
っ
て
い
な
い
た
め
、

宗
教
的
と
い
う
よ
り
も
世
俗
的
な
立
場
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
他
方
で
、
別
の
政
党
は
、
左
右
軸
上
は
中
道
に
位
置
し
て
お
り
、
特
定
の

宗
教
を
信
仰
す
る
有
権
者
を
代
表
し
て
い
る
こ
と
か
ら
世
俗
的
と
い
う
よ
り
も
宗
教
的
な
立
場
に
も
と
づ
く
。
こ
の
よ
う
な
政
党
は
、
宗

教
的
亀
裂
に
規
定
さ
れ
て
お
り
、
連
立
の
組
み
合
わ
せ
に
お
い
て
は
、
右
派
で
あ
ろ
う
と
左
派
で
あ
ろ
う
と
、
連
立
パ
ー
ト
ナ
ー
の
候
補

に
な
り
や
す
い
。
宗
教
的
亀
裂
に
規
定
さ
れ
る
政
党
は
、
異
な
る
宗
教
に
規
定
さ
れ
る
政
党
と
連
立
を
組
む
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
世

俗
的
な
立
場
の
政
党
と
は
左
右
を
問
わ
ず
に
連
立
を
組
む
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
左
右
軸
上
に
お
い
て
、
左
派
に
位
置
す
る
政
党
と
右
派
に
位
置
す
る
政
党
と
が
連
立
を
組
む
こ
と
は
容
易
で
は
な

い
（
10
）

。
こ
れ
ら
の
政
党
は
、
左
右
の
政
治
的
対
立
軸
上
に
お
い
て
真
逆
に
位
置
し
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や
政
策
は
全
く
異

な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
左
右
の
連
立
が
組
ま
れ
る
場
合
は
、
過
大
規
模
の
大
連
立
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
。
過
大
規
模
内
閣
は
、
頻

繁
に
形
成
さ
れ
る
タ
イ
プ
の
連
立
で
は
な
い
し
、
多
く
の
国
で
み
ら
れ
る
形
態
で
も
な
い
。

た
と
え
ば
、
右
派
の
政
党
と
宗
教
政
党
と
に
よ
っ
て
連
立
が
組
ま
れ
る
場
合
は
、
最
小
勝
利
内
閣
を
つ
く
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
の

（
二
〇
九
）
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六
八

よ
う
な
組
み
合
わ
せ
は
、
世
界
で
み
ら
れ
る
連
立
政
権
の
事
例
の
多
く
が
該
当
す
る
。
宗
教
政
党
は
、
中
道
に
位
置
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

連
立
に
お
け
る
ジ
ュ
ニ
ア
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
政
権
に
参
加
す
る
こ
と
が
左
右
に
位
置
す
る
政
党
よ
り
も
比
較
的
に
容
易
で
あ
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。

い
い
か
え
る
と
、
主
要
政
党
は
、
ど
の
政
党
に
連
立
交
渉
を
行
う
の
が
適
切
な
の
か
、
連
立
形
成
が
容
易
な
組
み
合
わ
せ
は
ど
の
政
党

と
組
む
こ
と
な
の
か
、
ジ
ュ
ニ
ア
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
一
定
の
議
席
数
を
も
つ
と
と
も
に
、
近
似
の
立
場
に
あ
る
政
党
は
ど
こ
な
の
か
と

い
う
点
を
考
慮
に
入
れ
て
、
連
立
パ
ー
ト
ナ
ー
を
選
ぶ
こ
と
に
な
る
。
そ
の
際
に
、
右
派
政
党
か
ら
す
れ
ば
、
政
治
的
対
立
軸
上
で
隣
接

し
て
お
り
、
中
道
に
位
置
す
る
宗
教
政
党
を
相
手
に
す
る
こ
と
に
な
る
の
は
、
合
理
的
な
判
断
で
あ
る
し
、
数
だ
け
で
な
く
、
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
的
に
も
政
策
的
に
も
連
立
を
組
み
や
す
く
、
安
定
的
に
連
立
を
維
持
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
実
際
に
み
ら

れ
る
連
立
政
権
が
中
道
右
派
政
権
で
あ
る
と
い
う
点
も
理
解
可
能
に
な
る
。

４
　
連
立
に
お
け
る
ジ
ュ
ニ
ア
パ
ー
ト
ナ
ー
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か

紙
幅
の
都
合
上
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
を
ふ
ま
え
、
日
本
の
事
例
を
考
え
る
際
の
論
点
を
い
く
つ
か
指
摘
し
て
、
本
稿
を
終
え

る
こ
と
に
し
た
い
。
当
初
の
予
定
で
は
、
さ
ら
に
、
日
本
の
連
立
政
権
に
お
け
る
ジ
ュ
ニ
ア
パ
ー
ト
ナ
ー
に
注
目
し
、
具
体
的
な
事
例
に

言
及
す
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
ま
た
稿
を
改
め
て
行
う
こ
と
と
し
、
こ
こ
で
は
、
一
九
九
三
年
以
降
の
日
本
で
み
ら
れ

た
連
立
政
権
に
お
け
る
ジ
ュ
ニ
ア
パ
ー
ト
ナ
ー
を
考
え
る
際
の
い
く
つ
か
の
論
点
を
指
摘
し
て
、
本
稿
を
ま
と
め
る
こ
と
と
す
る
。

ま
ず
、
日
本
の
連
立
政
権
は
、
一
九
九
三
年
の
細
川
非
自
民
連
立
政
権
の
誕
生
以
来
、
常
態
化
し
て
お
り
、
観
察
可
能
な
事
例
が
蓄
積

（
二
一
〇
）



連
立
政
権
下
の
ジ
ュ
ニ
ア
パ
ー
ト
ナ
ー
の
問
題
（
岩
崎
）

六
九

さ
れ
て
き
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ジ
ュ
ニ
ア
パ
ー
ト
ナ
ー
の
政
党
に
つ
い
て
、
正
面
か
ら
取
り
扱
わ
れ
る
機
会
が
あ
ま
り
な
か
っ
た

た
め
、
連
立
政
権
に
お
け
る
ジ
ュ
ニ
ア
パ
ー
ト
ナ
ー
の
研
究
が
空
白
状
態
に
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
細
川
政
権
は
、
八 

党
派
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
、
政
治
改
革
関
連
法
案
が
成
立
し
た
後
に
細
川
首
相
自
身
の
金
銭
問
題
が
発
覚
し
た
こ
と
で
、

首
相
が
辞
任
を
表
明
し
、
九
か
月
弱
で
政
権
は
終
わ
っ
た
。
そ
れ
に
続
く
羽
田
政
権
も
八
党
派
で
つ
く
ら
れ
た
が
、
政
権
発
足
直
後
の
社

会
党
の
連
立
離
脱
に
よ
り
少
数
派
内
閣
と
な
り
、
約
二
か
月
で
退
陣
し
た
。

こ
れ
ら
二
つ
の
政
権
は
い
ず
れ
も
八
党
派
か
ら
な
り
、
ジ
ュ
ニ
ア
パ
ー
ト
ナ
ー
の
数
が
多
か
っ
た
こ
と
、
首
班
指
名
を
受
け
た
人
物
が

連
立
を
構
成
す
る
政
党
内
の
比
較
第
一
党
で
は
な
く
、
小
政
党
の
党
首
で
あ
っ
た
こ
と
、
連
立
形
成
や
政
権
運
営
に
お
い
て
中
心
的
な
役

割
を
果
た
し
た
と
さ
れ
る
の
が
政
党
と
い
う
よ
り
も
、
新
生
党
幹
事
長
の
小
沢
一
郎
や
公
明
党
書
記
長
の
市
川
雄
一
の
よ
う
に
、
特
定
の

人
物
で
あ
り
、
政
党
の
要
素
よ
り
も
人
の
要
素
が
強
か
っ
た
こ
と
な
ど
の
特
徴
を
も
つ
。
そ
の
た
め
、
両
政
権
に
つ
い
て
は
、
特
定
の
一

つ
な
い
し
複
数
の
政
党
を
ジ
ュ
ニ
ア
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
容
易
で
は
な
く
、
か
り
に
特
定
の
政
党
を
挙
げ
た
と
し
て
も
、

ジ
ュ
ニ
ア
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
の
役
割
を
政
党
そ
の
も
の
が
果
た
し
た
と
い
え
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
点
に
お
い
て
懸
念
が
生
じ
る
。

第
二
に
、
日
本
の
連
立
政
権
に
お
け
る
ジ
ュ
ニ
ア
パ
ー
ト
ナ
ー
の
具
体
的
な
事
例
と
し
て
、
ど
の
政
党
に
注
目
す
る
こ
と
が
適
切
な
の

か
と
い
う
点
を
考
え
る
と
、
か
な
り
対
象
が
絞
ら
れ
て
し
ま
う
と
い
う
点
が
指
摘
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
新
党
さ
き
が
け
、
公
明
党
な
ど

を
ジ
ュ
ニ
ア
パ
ー
ト
ナ
ー
の
事
例
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
は
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

社
会
党
は
、
羽
田
政
権
誕
生
の
翌
日
に
は
政
権
か
ら
離
れ
て
し
ま
っ
た
が
、
新
党
さ
き
が
け
は
、
細
川
政
権
に
参
加
し
た
後
、
羽
田
政

権
、
村
山
政
権
、
さ
ら
に
、
そ
れ
に
続
く
橋
本
政
権
に
も
参
加
し
た
。
細
川
政
権
か
ら
橋
本
政
権
ま
で
の
四
つ
の
連
立
政
権
に
入
っ
て
い

た
と
い
う
意
味
で
、
一
つ
の
ジ
ュ
ニ
ア
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
、
新
党
さ
き
が
け
に
つ
い
て
改
め
て
ふ
り
か
え
る
こ
と
は
、
連
立
に
参
加
す

（
二
一
一
）
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七
〇

る
政
党
の
行
動
に
つ
い
て
理
解
す
る
の
に
役
立
つ
と
思
わ
れ
る
。

小
渕
政
権
が
自
由
党
と
の
連
立
を
組
ん
だ
こ
と
や
、
公
明
党
と
の
連
立
を
組
ん
だ
こ
と
は
、
そ
れ
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
の
自
民
党
と

公
明
党
と
の
連
立
政
権
の
出
発
点
と
い
う
意
味
で
注
目
に
値
す
る
。
こ
の
点
は
、
連
立
に
お
け
る
小
政
党
の
行
動
を
考
え
る
の
に
も
有
用

な
事
例
を
提
供
す
る
。
小
渕
政
権
で
は
、
自
民
党
と
自
由
党
、
自
民
党
と
自
由
党
と
公
明
党
、
自
民
党
と
保
守
党
と
公
明
党
と
い
う
三
つ

の
連
立
の
組
み
合
わ
せ
を
示
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
組
み
合
わ
せ
に
お
い
て
、
小
政
党
が
ど
の
よ
う
な
戦
略
を
立
て
た
の
か
、
ど
の
よ
う
に
行

動
し
た
の
か
、
ま
た
、
主
要
政
党
で
あ
る
自
民
党
が
ど
の
よ
う
な
立
場
を
と
り
、
ど
の
よ
う
に
行
動
し
て
き
た
の
か
に
つ
い
て
考
え
る
の

に
多
く
の
情
報
を
蓄
積
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

自
民
党
と
公
明
党
の
連
立
は
、
そ
れ
以
降
も
政
権
形
成
だ
け
で
な
く
、
選
挙
協
力
、
国
会
運
営
な
ど
の
場
面
で
も
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
九
九
九
年
一
月
に
自
民
党
と
自
由
党
と
の
連
立
政
権
が
始
ま
り
、
同
年
一
〇
月
に
は
、
公
明
党
が
連
立
に
加
わ
り
、
小
渕
恵
三
を
首
相

と
す
る
自
自
公
連
立
政
権
が
誕
生
し
た
。
二
〇
〇
〇
年
四
月
一
日
に
は
、
自
由
党
が
連
立
を
離
脱
し
た
が
、
自
由
党
を
離
党
し
た
国
会
議

員
に
よ
っ
て
新
た
に
保
守
党
が
つ
く
ら
れ
た
こ
と
で
、
小
渕
政
権
は
、
自
民
党
と
公
明
党
と
保
守
党
に
よ
る
三
党
連
立
と
な
っ
た
。

二
〇
〇
三
年
一
一
月
に
、
保
守
党
は
自
民
党
に
吸
収
さ
れ
た
た
め
、
自
民
党
と
公
明
党
に
よ
る
二
党
連
立
と
な
り
、
そ
の
後
、
自
公
連
立

政
権
は
、
二
〇
〇
九
年
九
月
の
麻
生
内
閣
の
退
陣
ま
で
続
い
た
。

自
民
党
と
公
明
党
と
の
連
立
は
、
開
始
時
に
自
由
党
も
一
緒
に
政
権
を
構
成
し
て
い
た
と
は
い
え
、
結
果
的
に
、
一
九
九
九
年
一
〇
月

か
ら
二
〇
〇
九
年
九
月
ま
で
の
約
十
年
に
わ
た
り
存
続
し
た
。
二
〇
〇
九
年
に
は
、
民
主
党
の
鳩
山
由
紀
夫
を
首
相
と
す
る
政
権
が
民
主

党
と
社
民
党
と
国
民
新
党
の
連
立
に
よ
っ
て
誕
生
し
た
。
自
公
連
立
政
権
は
、
こ
の
時
期
を
は
さ
ん
で
、
そ
の
後
も
つ
く
ら
れ
た
。

二
〇
一
二
年
一
二
月
の
総
選
挙
の
結
果
、
自
民
党
と
公
明
党
は
再
び
連
立
を
組
み
、
政
権
を
担
う
よ
う
に
な
っ
た
。
第
二
次
安
倍
内
閣
は
、

（
二
一
二
）
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七
一

そ
の
と
き
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
続
い
て
お
り
、
自
公
連
立
は
、
選
挙
、
国
会
、
内
閣
の
三
つ
の
ア
リ
ー
ナ
に
お
い
て
目
撃
で
き
る
の
で

あ
る
。

過
去
四
半
世
紀
に
お
け
る
日
本
の
連
立
政
権
を
ふ
り
か
え
る
と
、
公
明
党
が
連
立
に
お
け
る
ジ
ュ
ニ
ア
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
一
貫
し
て

政
権
に
参
加
し
て
き
た
こ
と
が
わ
か
る
。
自
公
連
立
だ
け
で
も
か
な
り
の
期
間
に
な
る
が
、
さ
ら
に
、
細
川
、
羽
田
の
両
連
立
政
権
に
参

加
し
て
い
た
こ
と
や
、
自
自
公
お
よ
び
自
公
保
に
よ
る
三
党
連
立
の
時
期
を
考
慮
に
入
れ
る
と
、
一
九
九
三
年
以
来
、
日
本
の
政
党
の
う

ち
で
最
も
長
期
に
わ
た
り
政
権
に
就
い
て
い
た
政
党
は
公
明
党
で
あ
り
、
日
本
の
事
例
を
考
え
る
素
材
と
し
て
役
立
つ
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る
（
11
）

。
連
立
政
権
に
お
け
る
ジ
ュ
ニ
ア
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
の
公
明
党
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
の
か
と
い
う
問
い
は
、
本
稿
を
ふ
ま
え
て

議
論
を
発
展
さ
せ
る
の
に
有
用
な
課
題
で
あ
り
、
稿
を
改
め
て
別
の
機
会
に
論
じ
た
い
と
思
う
。

（
1
） 

連
立
政
権
論
に
お
い
て
、
政
党
が
主
た
る
ア
ク
タ
ー
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
の
は
、
先
行
研
究
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
連
立
形

成
に
お
い
て
、
個
々
の
政
党
が
ど
の
よ
う
な
戦
略
を
採
る
か
と
い
う
論
点
は
、
連
立
政
権
の
研
究
の
初
期
の
時
点
か
ら
注
目
さ
れ
て
き
た
し
、
連
立

政
権
と
政
党
政
治
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
は
、
非
常
に
多
く
の
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
（
た
と
え
ば
、G

am
son 1961; R

iker 1962 

を
参
照

の
こ
と
）。
こ
こ
で
い
う
個
々
の
政
党
と
は
、「
ジ
ュ
ニ
ア
パ
ー
ト
ナ
ー
」
政
党
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

（
2
） 

連
立
政
権
に
関
す
る
代
表
的
な
先
行
研
究
と
し
て
は
、
た
と
え
ば
、
以
下
の
書
物
を
参
照
さ
れ
た
い
（B

row
ne and D

reijm
anis 1982; 

B
ogdanor 1983; B

eym
e 1985; B

udge and K
em

an 1990; L
aver and S

chofield 1990; M
üller and S

trøm
 2000; S

trøm
, M

üller and 

B
ergm

an 2008

）。

（
3
） 

こ
れ
ら
に
つ
い
て
簡
潔
に
ま
と
め
た
も
の
と
し
て
は
、
た
と
え
ば
、
以
下
を
参
照
（
加
藤
　
二
〇
一
一
）。

（
4
） 

我
が
国
の
連
立
政
権
論
に
お
い
て
、
ジ
ュ
ニ
ア
パ
ー
ト
ナ
ー
と
い
う
用
語
を
用
い
て
議
論
し
た
も
の
と
し
て
は
、「
第
一
党
に
、
ジ
ュ
ニ
ア
・

（
二
一
三
）
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七
二

パ
ー
ト
ナ
ー
を
一
つ
加
え
る
か
た
ち
の
連
合
政
権
は
安
定
度
が
高
い
」
と
い
う
指
摘
が
み
ら
れ
る
程
度
で
あ
る
（
岡
澤
　
一
九
九
七
：
一
五
〇
）。

（
5
） 

本
稿
で
は
、
暫
定
的
に
「
ジ
ュ
ニ
ア
パ
ー
ト
ナ
ー
」
政
党
を
こ
の
よ
う
に
定
義
づ
け
て
議
論
を
進
め
て
い
く
。

（
6
） 
日
本
に
お
い
て
は
、
連
立
政
権
そ
の
も
の
を
取
り
扱
っ
た
研
究
が
意
外
と
少
な
い
。
一
九
七
〇
年
代
に
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
議
論

が
み
ら
れ
、
一
九
八
〇
年
代
に
は
、（
篠
原
　
一
九
八
四
）
の
よ
う
な
学
術
的
な
書
物
が
刊
行
さ
れ
た
。
一
九
九
三
年
の
細
川
連
立
政
権
が
誕
生
し

た
頃
に
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
論
考
は
も
ち
ろ
ん
、
学
術
的
な
論
考
も
み
ら
れ
た
が
、
特
に 

二
〇
〇
〇
年
代
以
降
に
は
、
ほ
と
ん
ど
み

ら
れ
な
く
な
っ
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。
一
九
九
三
年
以
降
の
日
本
で
は
、
連
立
政
権
が
常
態
化
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
よ
う
な
状

態
に
あ
る
こ
と
は
見
逃
せ
な
い
。

（
7
） 

有
効
政
党
数
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
（
岩
崎
　
一
九
九
九；

二
〇
一
一
）。

（
8
） 

こ
の
点
は
、
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
・
ア
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
モ
デ
ル
に
も
か
か
わ
る
点
で
あ
る
。
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
・
ア
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
モ
デ
ル

に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
以
下
を
参
照
（
加
藤
　
二
〇
一
一；

加
藤
／
レ
イ
ヴ
ァ
ー
／
シ
ェ
プ
ス
リ
ー
　
一
九
九
六
）。

（
9
） 

こ
の
点
は
、
た
と
え
ば
、
日
本
の
事
例
を
想
起
す
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。
一
九
七
〇
年
代
に
は
、
社
会
党
、
公
明
党
、
民
社
党
に
よ
る
連
立
政

権
の
可
能
性
に
つ
い
て
議
論
さ
れ
た
が
、
一
九
九
〇
年
代
以
降
、
と
り
わ
け
、
一
九
九
四
年
六
月
以
降
は
、
中
道
右
派
の
連
立
政
権
が
実
現
し
、
議

論
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。

（
10
） 

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
で
は
、
自
民
党
と
社
会
党
と
が
連
立
を
組
み
、
村
山
政
権
が
誕
生
し
た
こ
と
は
、
長
く
記
憶
に
留
ま
る
出
来
事

で
あ
る
。
そ
の
後
、
社
会
党
の
凋
落
傾
向
に
拍
車
が
か
か
っ
た
の
は
、
自
社
さ
連
立
政
権
の
実
現
と
も
か
か
わ
る
こ
と
で
あ
る
（
一
九
九
六
年
一
月

の
村
山
首
相
の
退
陣
後
、
日
本
社
会
党
は
、
党
名
を
社
会
民
主
党
に
変
更
し
た
）。

（
11
） 

公
明
党
に
つ
い
て
取
り
扱
っ
た
書
物
は
、
数
多
く
出
版
さ
れ
て
い
る
が
、
学
術
的
な
観
点
か
ら
参
考
文
献
と
し
て
言
及
す
る
こ
と
が
で
き
る
も

の
と
し
て
は
、
た
と
え
ば
、
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
（
堀
　
一
九
七
九；
一
九
九
九；

薬
師
寺
　
二
〇
一
六
）。

（
二
一
四
）



連
立
政
権
下
の
ジ
ュ
ニ
ア
パ
ー
ト
ナ
ー
の
問
題
（
岩
崎
）

七
三

参
考
文
献

（
日
本
語
文
献
）

網
谷
龍
介
・
伊
藤
武
・
成
廣
孝
編
（
二
〇
一
四
）『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
　
改
訂
第
２
版
』
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
。

岩
崎
正
洋
（
一
九
九
九
）『
政
党
シ
ス
テ
ム
の
理
論
』
東
海
大
学
出
版
会
。

岩
崎
正
洋
編
（
二
〇
一
一
）『
政
党
シ
ス
テ
ム
の
理
論
と
実
際
』
お
う
ふ
う
。

岡
沢
憲
芙
（
一
九
八
八
）『〔
現
代
政
治
学
叢
書
　
13
〕
政
党
』
東
京
大
学
出
版
会
。

岡
沢
憲
芙
（
一
九
九
七
）『
連
合
政
治
と
は
何
か

─
競
合
的
協
同
の
比
較
政
治
学
』
日
本
放
送
出
版
協
会
。

加
藤
淳
子
（
二
〇
一
一
）「
政
党
と
政
権
」
川
人
貞
史
・
吉
野
孝
・
平
野
浩
・
加
藤
淳
子
『
現
代
の
政
党
と
選
挙
〔
新
版
〕』
有
斐
閣
。

加
藤
淳
子
／
マ
イ
ケ
ル
・
レ
イ
ヴ
ァ
ー
／
ケ
ネ
ス
・
Ａ
・
シ
ェ
プ
ス
リ
ー
（
一
九
九
六
）「
日
本
に
お
け
る
連
立
政
権
の
形
成

─
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合

政
治
分
析
に
お
け
る
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
・
ア
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
モ
デ
ル
を
用
い
て
」『
レ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
第
一
九
号
、
六
三
─
八
五
頁
。

加
藤
淳
子
＆
マ
イ
ケ
ル
・
レ
イ
ヴ
ァ
ー
（
一
九
九
八
）「
政
権
形
成
の
理
論
と
96
年
日
本
の
総
選
挙
」『
レ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
第
二
二
号
、
八
〇
─

一
〇
五
頁
。

公
明
党
史
編
纂
委
員
会
（
二
〇
一
四
）『
大
衆
と
と
も
に

─
公
明
党
50
年
の
歩
み
』
公
明
党
機
関
誌
委
員
会
。

篠
原
一
（
一
九
七
七
）『
連
合
時
代
の
政
治
理
論
』
現
代
の
理
論
社
。

篠
原
一
（
一
九
八
四
）「
連
合
政
治
の
理
論
的
諸
問
題
」
篠
原
一
編
『
連
合
政
治
Ⅰ

─
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
安
定
を
も
と
め
て
』
岩
波
書
店
、
一
─

五
五
頁
。

成
田
憲
彦
（
二
〇
〇
一
）「
日
本
の
連
立
政
権
形
成
に
お
け
る
国
会
の
論
理
と
選
挙
制
度
の
論
理
」『
選
挙
研
究
』
第
一
六
巻
、
一
八
─
二
七
頁
。

新
川
匠
郎
（
二
〇
一
二
）「
い
か
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
連
立
政
権
は
成
立
し
て
い
る
の
か
？

─
連
立
形
成
の
理
論
を
政
党
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
研
究

と
の
対
比
か
ら
再
考
す
る
」『
上
智
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
研
究
』
第
四
号
、
一
〇
七
─
一
二
四
頁
。

新
川
匠
郎
（
二
〇
一
三
）「
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
に
見
る
過
大
規
模
連
合
の
政
権
と
説
明
モ
デ
ル

─
混
合
研
究
法
か
ら
」『
上
智
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
研
究
』

第
五
号
、
九
三
─
一
一
五
頁
。

（
二
一
五
）
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四

堀
幸
雄
（
一
九
七
九
）「
公
明
党
」
白
鳥
令
編
『
革
新
勢
力
』
東
洋
経
済
新
報
社
。

堀
幸
雄
（
一
九
九
九
）『
公
明
党
論

─
そ
の
行
動
と
体
質
』
南
窓
社
。

増
山
幹
高
（
二
〇
一
五
）『
シ
リ
ー
ズ
日
本
の
政
治
７
　
立
法
と
権
力
分
立
』
東
京
大
学
出
版
会
。

マ
イ
ケ
ル
・
レ
イ
ヴ
ァ
ー
＆
加
藤
淳
子
（
二
〇
〇
一
）「
政
権
の
形
成
と
政
党
交
渉
力
決
定
構
造

─
１
９
９
０
年
代
の
日
本
の
事
例
を
め
ぐ
っ
て
」

『
レ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
第
二
九
号
、
九
一
─
一
一
二
頁
。

薬
師
寺
克
行
（
二
〇
一
六
）『
公
明
党

─
創
価
学
会
と
50
年
の
軌
跡
』
中
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七
九

秘
密
漏
示
罪
と
取
材

設

　
　楽

　
　裕

　
　文

一
　
は
じ
め
に

二
　
外
務
省
秘
密
漏
洩
事
件
の
裁
判
と
そ
の
法
的
評
価

三
　
鑑
定
人
医
師
秘
密
漏
示
事
件
の
裁
判
と
そ
の
法
的
評
価

四
　
考
察

五
　
む
す
び
に

一
　
は
じ
め
に

本
稿
で
は
、「
秘
密
の
漏
示
が
犯
罪
（
秘
密
漏
示
罪
）
と
さ
れ
て
い
る
場
合
、
そ
の
秘
密
を
取
材
行
為
に
よ
っ
て
漏
示
さ
せ
る
こ
と
及
び

取
材
協
力
行
為
と
し
て
漏
示
す
る
こ
と
は
、
ど
の
よ
う
な
と
き
に
正
当
化
（
違
法
性
否
定
）
さ
れ
る
の
か
」
を
検
討
す
る
。
検
討
の
素
材

論

　説

（
二
二
一
）



政
経
研
究

　第
五
十
六
巻
第
二
号
（
二
〇
一
九
年
七
月
）

八
〇

と
し
て
、
外
務
省
秘
密
漏
洩
事
件
の
裁
判
（
第
一
審
判
決
：
東
京
地
判
昭
和
四
九
年
一
月
三
一
日
刑
集
三
二
巻
三
号
五
三
一
頁
、
第
二
審
判
決
：
東

京
高
判
昭
和
五
一
年
七
月
二
〇
日
高
刑
集
二
九
巻
三
号
四
二
九
頁
、
上
告
審
決
定
：
最
決
昭
和
五
三
年
五
月
三
一
日
刑
集
三
二
巻
三
号
四
五
七
頁
）
及
び

鑑
定
人
医
師
秘
密
漏
示
事
件
の
裁
判
（
第
一
審
判
決
：
奈
良
地
判
平
成
二
一
年
四
月
一
五
日
刑
集
六
六
巻
四
号
四
四
〇
頁
、
第
二
審
判
決
：
大
阪
高

判
平
成
二
一
年
一
二
月
一
七
日
刑
集
六
六
巻
四
号
四
七
一
頁
、
上
告
審
決
定
：
最
決
平
成
二
四
年
二
月
一
三
日
刑
集
六
六
巻
四
号
四
〇
五
頁
）
を
用
い
る
。

前
者
の
事
件
に
お
い
て
は
、
第
一
審
判
決
で
は
当
該
取
材
行
為
の
正
当
化
が
肯
定
さ
れ
た
も
の
の
当
該
取
材
協
力
行
為
の
正
当
化
は
否
定

さ
れ
、
上
告
審
決
定
で
は
、
報
道
の
た
め
の
取
材
の
自
由
を
尊
重
に
値
す
る
も
の
と
評
価
し
た
博
多
駅
事
件
上
告
審
決
定
（
最
大
決
昭
和

四
四
年
一
一
月
二
六
日
刑
集
二
三
巻
一
一
号
一
四
九
〇
頁
）
を
踏
ま
え
つ
つ
、
取
材
行
為
者
が
取
材
協
力
者
の
「
個
人
と
し
て
の
人
格
の
尊
厳

を
著
し
く
蹂
躙
し
た
」
と
し
て
、
当
該
取
材
行
為
の
正
当
化
が
否
定
さ
れ
た
。
後
者
の
事
件
に
お
い
て
は
、
取
材
協
力
者
の
み
が
起
訴
さ

れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
第
一
審
判
決
で
当
該
取
材
行
為
の
正
当
化
が
肯
定
さ
れ
た
の
に
当
該
取
材
協
力
行
為
の
正
当
化
は
否
定
さ
れ
、
こ
の

判
断
は
上
級
審
で
変
更
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
こ
か
ら
、
取
材
行
為
の
正
当
化
に
つ
い
て
は
比
較
的
積
極
的
で
あ
る
の
に
対
し
取

材
協
力
行
為
の
正
当
化
に
つ
い
て
は
消
極
的
で
あ
る
、
と
い
う
裁
判
の
傾
向
を
看
取
で
き
る
。
そ
こ
に
、「
取
材
行
為
が
正
当
化
さ
れ
る

な
ら
取
材
協
力
行
為
も
正
当
化
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
は
な
い
の
か
」
と
い
う
疑
念
が
生
じ
る
。
し
か
る
に
、
従
来
の
学
説
は
、
取
材
行

為
の
正
当
化
に
比
し
て
取
材
協
力
行
為
の
正
当
化
に
は
関
心
を
も
た
ず
、
前
者
の
事
件
の
上
告
審
決
定
が
当
該
取
材
行
為
の
正
当
化
を
否

定
し
た
点
に
つ
い
て
は
か
な
り
の
批
判
を
加
え
て
い
る
の
に
、
後
者
の
事
件
の
裁
判
（
と
く
に
第
一
審
判
決
）
が
当
該
取
材
協
力
行
為
の
正

当
化
を
否
定
し
た
点
に
つ
い
て
は
さ
ほ
ど
批
判
を
加
え
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
右
の
疑
念
を
基
礎
に
、
取
材
協
力
行

為
の
違
法
性
判
断
に
重
き
を
置
い
て
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
。

（
二
二
二
）



秘
密
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設
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八
一

二
　
外
務
省
秘
密
漏
洩
事
件
の
裁
判
と
そ
の
法
的
評
価

１

　事
件
及
び
事
実
関
係
の
概
要

外
務
省
秘
密
漏
洩
事
件
と
は
、
沖
縄
返
還
交
渉
に
関
す
る
書
類
を
見
せ
て
も
ら
い
た
い
旨
の
新
聞
記
者
Ｘ
の
依
頼
に
応
じ
た
外
務
事
務

官
Ｙ
が
、
電
信
文
案
二
通
、
受
信
文
写
し
一
通
の
リ
コ
ピ
ー
を
外
務
省
内
で
作
成
し
て
Ｘ
に
交
付
し
た
と
こ
ろ
、
Ｙ
は
国
家
公
務
員
法

一
〇
〇
条
一
項
、
一
〇
九
条
一
二
号
の
罪
に
問
わ
れ
、
Ｘ
は
同
号
に
掲
げ
る
行
為
を
「
そ
そ
の
か
し
」
た
と
し
て
同
法
一
一
一
条
の
罪
に

問
わ
れ
た
、
と
い
う
事
件
で
あ
る
。

第
一
審
判
決
に
お
け
る
、
Ｙ
関
係
の
「
事
実
関
係
」（
刑
集
三
二
巻
三
号
五
三
六
～
五
三
八
頁
）
及
び
Ｘ
関
係
の
「
基
本
的
事
実
関
係
」（
刑

集
三
二
巻
三
号
五
六
七
～
五
六
八
頁
）
の
要
点
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
Ｙ
は
、
外
務
事
務
官
任
官
後
、
Ａ
外
務
審
議
官
付
事
務
官
と
し

て
Ａ
審
議
官
に
回
付
・
配
付
さ
れ
る
文
書
の
授
受
・
整
理
・
保
管
の
職
務
を
担
当
し
、
同
文
書
の
内
容
を
職
務
上
知
る
こ
と
の
で
き
る
地

位
に
あ
っ
た
。
Ｘ
は
、
甲
新
聞
社
政
治
部
記
者
と
し
て
、
沖
縄
返
還
交
渉
を
中
心
と
す
る
外
交
全
般
に
関
す
る
取
材
活
動
に
従
事
し
て
い

た
。
Ｘ
は
、
前
記
取
材
活
動
の
一
環
と
し
て
、
Ａ
審
議
官
に
回
付
・
配
付
さ
れ
る
文
書
の
原
本
・
写
し
を
Ｙ
か
ら
入
手
し
よ
う
と
企
て
、

Ｙ
が
前
記
職
務
を
担
当
し
、
前
記
地
位
に
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
一
九
七
一
年
五
月
二
二
日
に
、
渋
谷
区
内
の
ホ
テ
ル
乙
内
に
お
い

て
、
Ｙ
に
対
し
、「
Ａ
審
議
官
の
と
こ
ろ
へ
回
っ
て
く
る
書
類
を
見
せ
て
く
れ
な
い
か
」
と
い
う
趣
旨
の
申
入
れ
及
び
「
沖
縄
返
還
交
渉

と
中
国
代
表
権
問
題
と
に
関
す
る
書
類
を
Ａ
審
議
官
の
と
こ
ろ
か
ら
持
ち
出
し
て
き
て
見
せ
て
も
ら
い
た
い
」
と
い
う
趣
旨
の
依
頼
を
し
、

Ｙ
は
、
こ
れ
に
応
じ
て
、
同
月
二
四
日
か
ら
同
年
六
月
一
二
日
頃
ま
で
の
間
、
十
数
回
に
わ
た
り
、
Ｘ
の
た
め
に
、
沖
縄
返
還
交
渉
に
関

す
る
書
類
を
Ａ
審
議
官
の
所
か
ら
持
ち
出
し
て
Ｘ
に
見
せ
た
。
そ
の
一
環
と
し
て
、
①
同
年
五
月
二
六
日
頃
、
Ｘ
は
Ｙ
に
対
し
、
日
本
国

（
二
二
三
）
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外
務
大
臣
と
駐
日
米
国
大
使
と
の
会
談
の
「
関
係
文
書
、
特
に
請
求
権
関
係
の
書
類
を
頼
む
」
と
の
指
示
を
与
え
、
Ｙ
は
、
同
会
談
の
概

要
が
記
載
さ
れ
て
い
る
電
信
文
案
（
一
〇
三
四
号
電
文
）
が
Ａ
審
議
官
に
回
付
さ
れ
る
に
際
し
、
秘
書
室
か
ら
持
ち
出
し
て
、
外
務
省
内
で

リ
コ
ピ
ー
を
作
成
し
た
上
、
同
リ
コ
ピ
ー
を
同
年
六
月
三
日
に
Ｘ
に
交
付
し
、
②
同
年
六
月
七
日
頃
、
Ｘ
は
Ｙ
に
対
し
、
パ
リ
に
お
け
る

日
本
国
外
務
大
臣
と
米
国
国
務
長
官
と
の
会
談
の
「
関
係
文
書
を
頼
む
」
と
の
指
示
を
与
え
、
Ｙ
は
、
同
月
一
〇
日
に
、
日
本
国
外
務
省

条
約
局
長
と
駐
日
米
国
大
使
館
公
使
と
の
間
で
行
わ
れ
た
会
談
の
内
容
が
記
載
さ
れ
て
い
る
電
信
文
案
（
五
五
九
号
電
文
）
及
び
日
本
国

外
務
大
臣
と
米
国
国
務
長
官
と
の
間
で
行
わ
れ
た
会
談
の
内
容
が
記
載
さ
れ
て
い
る
電
信
文
（
八
七
七
号
電
文
）
を
秘
書
室
か
ら
持
ち
出

し
て
外
務
省
内
で
各
リ
コ
ピ
ー
を
作
成
し
た
上
、
同
各
リ
コ
ピ
ー
を
同
月
一
二
日
に
Ｘ
に
交
付
し
た
。

第
二
審
判
決
が
認
定
し
た
罪
と
な
る
べ
き
事
実
に
み
ら
れ
る
事
実
関
係
の
要
点
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
一
九
七
一
年
五
月
一
八
日
、

「
従
前
そ
れ
ほ
ど
親
交
の
あ
っ
た
わ
け
で
な
い
Ｙ
と
一
夕
酒
食
を
共
に
し
た
う
え
肉
体
関
係
を
結
ん
だ
被
告
人
Ｘ
は
、
肉
体
関
係
が
で
き

た
の
で
頼
め
ば
役
所
の
書
類
を
見
せ
て
も
ら
え
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
」、
同
月
二
二
日
、
渋
谷
区
内
の
ホ
テ
ル
乙
に
誘
っ
て
「
再
び

肉
体
関
係
を
も
っ
た
直
後
、『
取
材
に
困
っ
て
い
る
、
助
け
る
と
思
っ
て
Ａ
審
議
官
の
と
こ
ろ
に
来
る
書
類
を
見
せ
て
く
れ
。
君
や
外
務

省
に
は
絶
対
に
迷
惑
を
か
け
な
い
。
特
に
沖
縄
関
係
の
秘
密
文
書
を
頼
む
。』
と
い
う
趣
旨
の
依
頼
を
し
て
懇
願
し
、
一
応
同
女
に
こ
れ

を
受
諾
さ
せ
た
う
え
、
同
月
二
四
日
『
た
の
む
ぞ
。
何
と
か
し
て
く
れ
、
ニ
ュ
ー
オ
ー
タ
ニ
の
玄
関
で
待
っ
て
い
る
。』
と
連
絡
し
、
同

日
夕
刻
、
Ａ
審
議
官
あ
て
に
回
付
さ
れ
た
書
類
の
う
ち
基
地
リ
ス
ト
を
含
む
沖
縄
関
係
の
秘
密
書
類
の
提
供
を
受
け
た
が
、
別
れ
際
に
、

今
度
は
赤
坂
の
丙
事
務
所
に
来
て
く
れ
、
地
図
は
後
で
と
ど
け
る
と
告
げ
、
翌
二
五
日
所
在
場
所
の
略
図
と
毎
日
七
時
に
来
て
欲
し
い
と

い
う
趣
旨
と
を
書
い
た
も
の
を
渡
し
、
同
女
を
し
て
、
そ
の
指
示
に
よ
り
、
同
日
夕
刻
か
ら
同
所
で
落
ち
合
っ
て
は
同
女
が
外
務
省
か
ら

持
ち
出
し
た
書
類
を
渡
す
こ
と
を
日
課
と
さ
せ
て
い
た
と
こ
ろ
」、
Ｘ
は
、「
同
月
二
六
日
こ
ろ
、
そ
の
与
え
た
影
響
力
に
よ
り
、
同
女
が

（
二
二
四
）
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改
め
て
そ
の
指
示
に
従
う
か
ど
う
か
に
つ
き
意
思
決
定
を
す
る
ゆ
と
り
の
な
い
状
態
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
こ
の
状
態
を

利
用
し
」、
丙
事
務
所
に
お
い
て
Ｙ
に
対
し
「『
五
月
二
八
日
愛
知
外
務
大
臣
と
マ
イ
ヤ
ー
大
使
と
が
請
求
権
問
題
で
会
談
す
る
の
で
、
そ

の
関
係
書
類
を
持
ち
出
し
て
も
ら
い
た
い
。』
旨
申
し
向
け
、
も
っ
て
Ｙ
が
職
務
上
知
る
こ
と
の
で
き
た
秘
密
を
漏
ら
す
こ
と
を
そ
そ
の

か
し
た
」（
高
刑
集
二
九
巻
三
号
四
五
四
～
四
五
五
頁
）。

上
告
審
決
定
に
お
い
て
は
、
Ｘ
の
取
材
行
為
が
正
当
な
取
材
活
動
の
範
囲
を
逸
脱
し
て
い
る
か
否
か
の
判
断
に
際
し
て
、
以
下
の
事
実

が
認
定
さ
れ
て
い
る
。
Ｘ
（
被
告
人
）
は
、
一
九
七
一
年
五
月
一
八
日
頃
、「
従
前
そ
れ
ほ
ど
親
交
の
あ
っ
た
わ
け
で
も
な
く
、
ま
た
愛
情

を
寄
せ
て
い
た
も
の
で
も
な
い
前
記
Ｙ
を
は
じ
め
て
誘
っ
て
一
夕
の
酒
を
と
も
に
し
た
う
え
、
か
な
り
強
引
に
同
女
と
肉
体
関
係
を
も
ち
、

さ
ら
に
、
同
月
二
二
日
原
判
示
『
ホ
テ
ル
乙
』
に
誘
っ
て
再
び
肉
体
関
係
を
も
っ
た
直
後
に
、
前
記
の
よ
う
な
秘
密
文
書
の
持
出
し
を
依

頼
し
て
懇
願
し
、
同
女
の
一
応
の
受
諾
を
得
、
さ
ら
に
、
電
話
で
そ
の
決
断
を
促
し
、
そ
の
後
も
同
女
と
の
関
係
を
継
続
し
て
、
同
女
が

被
告
人
と
の
右
関
係
の
た
め
、
そ
の
依
頼
を
拒
み
難
い
心
理
状
態
に
な
っ
た
の
に
乗
じ
、
以
後
十
数
回
に
わ
た
り
秘
密
文
書
の
持
出
し
を

さ
せ
て
い
た
も
の
で
、
本
件
そ
そ
の
か
し
行
為
も
そ
の
一
環
と
し
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
、
同
年
六
月
一
七
日
い
わ
ゆ
る
沖
縄

返
還
協
定
が
締
結
さ
れ
、
も
は
や
取
材
の
必
要
が
な
く
な
り
、
同
月
二
八
日
被
告
人
が
渡
米
し
て
八
月
上
旬
帰
国
し
た
後
は
、
同
女
に
対

す
る
態
度
を
急
変
し
て
他
人
行
儀
と
な
り
、
同
女
と
の
関
係
も
立
消
え
と
な
り
、
加
え
て
、
被
告
人
は
、
本
件
一
〇
三
四
号
電
信
文
案
に

つ
い
て
は
、
そ
の
情
報
源
が
外
務
省
内
部
の
特
定
の
者
に
あ
る
こ
と
が
容
易
に
判
明
す
る
よ
う
な
そ
の
写
を
国
会
議
員
に
交
付
し
て
い
る

こ
と
」
な
ど
が
認
め
ら
れ
、
一
連
の
行
為
を
通
じ
て
見
る
と
、「
被
告
人
は
、
当
初
か
ら
秘
密
文
書
を
入
手
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
利

用
す
る
意
図
で
右
Ｙ
と
肉
体
関
係
を
持
ち
、
同
女
が
右
関
係
の
た
め
被
告
人
の
依
頼
を
拒
み
難
い
心
理
状
態
に
陥
っ
た
こ
と
に
乗
じ
て
秘

密
文
書
を
持
ち
出
さ
せ
た
が
、
同
女
を
利
用
す
る
必
要
が
な
く
な
る
や
、
同
女
と
の
右
関
係
を
消
滅
さ
せ
て
そ
の
後
は
同
女
を
顧
み
な
く

（
二
二
五
）
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な
っ
た
も
の
」
で
あ
る
（
刑
集
三
二
巻
三
号
四
六
四
頁
）。

２

　裁
判
の
内
容

第
一
審
判
決
は
、
Ｙ
を
懲
役
六
月
に
処
し
（
一
年
間
刑
の
執
行
を
猶
予
）、
Ｘ
を
無
罪
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

第
一
審
判
決
は
、
国
家
公
務
員
法
上
の
秘
密
漏
示
罪
の
「
秘
密
」
に
つ
き
、「
通
常
の
知
識
経
験
を
有
す
る
多
数
の
者
に
い
ま
だ
知
ら

れ
て
お
ら
ず
（
非
公
知
性
）、
秘
匿
の
必
要
性
を
具
備
し
て
い
る
事
項
（
知
識
、
文
書
又
は
物
件
）」
を
意
味
し
、「
秘
匿
の
必
要
性
」
と
は
、

刑
罰
に
よ
る
威
嚇
を
も
っ
て
漏
示
を
禁
止
す
る
必
要
性
で
あ
っ
て
、
公
務
の
民
主
的
か
つ
能
率
的
な
運
営
を
国
民
に
保
障
す
る
た
め
に
漏

示
を
防
止
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
、「
当
該
事
項
が
漏
示
さ
れ
る
な
ら
ば
公
務
の
民
主
的
か
つ
合
理
的
な
運

営
を
国
民
に
保
障
し
得
な
く
な
る
危
険
性
が
存
在
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
」
と
解
釈
し
、「
秘
密
」
で
あ
る
た
め
に
は
、
こ
の
よ
う
な
実

質
秘
性
が
必
要
で
あ
る
と
し
た
（
刑
集
三
二
巻
三
号
五
三
九
～
五
四
〇
頁
）。
そ
の
上
で
、
第
一
審
判
決
は
、
一
〇
三
四
号
電
文
、
五
五
九
号

電
文
、
八
七
七
号
電
文
の
実
質
秘
性
を
検
討
し
、
い
ず
れ
の
電
文
も
実
質
秘
性
は
有
し
て
い
る
も
の
の
、
そ
れ
は
高
度
な
も
の
で
は
な

か
っ
た
と
し
て
い
る
。
こ
の
判
断
は
、
後
述
の
よ
う
に
、
Ｘ
の
そ
そ
の
か
し
行
為
の
違
法
性
判
断
に
影
響
し
て
く
る
。

第
一
審
判
決
は
、
Ｙ
の
所
為
（
一
〇
三
四
号
電
文
、
五
五
九
号
電
文
、
八
七
七
号
電
文
の
リ
コ
ピ
ー
を
Ｘ
に
交
付
し
た
こ
と
）
が
秘
密
漏
示
罪
に

あ
た
る
と
し
つ
つ
、「
取
材
協
力
行
為
と
し
て
の
正
当
行
為
性
」
に
つ
い
て
判
断
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
秘
密
漏
示
行
為
が
正
当

行
為
性
を
具
備
す
る
も
の
と
し
て
社
会
通
念
上
許
容
さ
れ
る
た
め
に
は
、
当
該
行
為
が
、「
報
道
機
関
の
公
共
的
使
命
に
奉
仕
し
て
公
益

を
図
る
と
い
う
積
極
的
意
図
」
の
下
に
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
（
目
的
の
正
当
性
）、
か
つ
、
手
段
方
法
の
相
当
性
が
認
め
ら
れ
る
こ
と

を
要
す
る
と
こ
ろ
、
Ｙ
は
Ｘ
と
の
肉
体
関
係
が
明
る
み
に
出
さ
れ
る
こ
と
へ
の
危
惧
と
Ｘ
に
対
す
る
同
情
心
や
行
為
か
ら
Ｘ
の
申
入
れ
を

受
諾
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
目
的
の
正
当
性
は
認
め
ら
れ
ず
、
電
文
の
持
出
し
の
態
様
は
「
部
内
の
連
絡
文
書
を
そ
の
重
要
性
も
何
ら
判

（
二
二
六
）
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断
し
な
い
で
持
ち
出
し
て
い
る
こ
と
、
及
び
本
件
三
通
の
電
文
の
漏
示
は
い
ず
れ
も
リ
コ
ピ
ー
に
よ
る
漏
示
で
あ
っ
て
文
書
自
体
の
持
ち

出
し
と
ほ
と
ん
ど
差
の
な
い
方
法
に
よ
っ
て
お
り
、
又
、
被
告
人
Ｘ
が
こ
れ
ら
リ
コ
ピ
ー
を
持
ち
帰
る
こ
と
さ
え
許
容
し
て
い
る
こ
と
が

認
め
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
秘
密
保
持
義
務
を
負
う
国
家
公
務
員
の
取
材
協
力
行
為
と
し
て
は
、
著
し
く
軽
率
且
つ
不
用
意
で
あ
っ
た
と

い
わ
ざ
る
を
得
な
い
」
の
で
、
手
段
方
法
の
相
当
性
も
認
め
ら
れ
ず
、
Ｙ
の
所
為
は
正
当
行
為
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
（
刑
集

三
二
巻
三
号
五
六
四
～
五
六
六
頁
）。

第
一
審
判
決
は
、
Ｘ
の
罪
責
に
関
し
、
ま
ず
、
し
ょ
う
よ
う
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
行
為
（
被
し
ょ
う
よ
う
行
為
）
は
、
①
一
九
七
一
年

五
月
二
六
日
頃
の
し
ょ
う
よ
う
に
お
い
て
は
、
Ａ
審
議
官
の
所
に
回
付
・
配
付
さ
れ
る
書
類
の
中
で
、
沖
縄
返
還
協
定
に
関
す
る
文
書
の

内
、
同
年
五
月
二
八
日
に
行
わ
れ
る
予
定
の
日
本
国
外
務
大
臣
と
駐
日
米
国
大
使
と
の
会
談
の
内
容
を
要
約
記
載
し
た
来
電
・
発
信
電
案

そ
の
他
の
参
考
資
料
を
持
ち
出
し
て
Ｘ
に
見
せ
る
こ
と
で
あ
り
、
②
同
年
六
月
七
日
頃
の
し
ょ
う
よ
う
に
お
い
て
は
、
Ａ
審
議
官
の
所
に

回
付
・
配
付
さ
れ
る
書
類
の
中
で
、
沖
縄
返
還
協
定
に
関
す
る
文
書
の
内
、
同
年
六
月
七
日
以
後
に
行
わ
れ
る
予
定
の
日
本
国
外
務
大
臣

と
米
国
国
務
長
官
と
の
会
談
の
内
容
を
要
約
記
載
し
た
来
電
・
発
信
電
案
そ
の
他
の
参
考
資
料
を
持
ち
出
し
て
Ｘ
に
見
せ
る
こ
と
で
あ
る

と
し
（
こ
れ
に
よ
り
、
五
五
九
号
電
文
に
相
当
す
る
も
の
を
持
ち
出
し
て
Ｘ
に
見
せ
る
こ
と
は
被
し
ょ
う
よ
う
行
為
に
含
ま
れ
な
い
こ
と
に
な
る
）、
つ

ぎ
に
、
国
家
公
務
員
法
一
一
一
条
の
「
そ
そ
の
か
し
」
を
解
釈
し
た
上
、
Ｘ
の
所
為
（
①
②
の
し
ょ
う
よ
う
行
為
）
は
そ
そ
の
か
し
罪
の
構

成
要
件
に
該
当
す
る
と
し
（
刑
集
三
二
巻
三
号
五
七
〇
～
五
七
五
頁
）、
最
後
に
、
そ
そ
の
か
し
行
為
の
正
当
行
為
性
に
つ
い
て
判
断
し
て
、

取
材
行
為
の
正
当
行
為
性
が
肯
定
さ
れ
る
の
は
、
①
報
道
機
関
の
公
共
的
使
命
を
全
う
す
る
目
的
を
も
っ
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い

う
事
情
、
②
具
体
的
に
用
い
ら
れ
た
手
段
方
法
が
同
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
で
あ
る
か
、
こ
れ
に
通
常
随
伴
す
る
も
の
で
あ
り
、

例
え
ば
行
為
時
の
具
体
的
諸
事
情
に
照
ら
し
て
他
に
こ
れ
に
勝
る
方
法
が
な
い
場
合
な
ど
当
該
手
段
方
法
を
用
い
た
こ
と
自
体
に
対
し
て

（
二
二
七
）
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は
社
会
通
念
上
特
段
の
非
難
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
る
と
い
う
事
情
、
③
そ
の
行
為
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
利
益
が

そ
の
行
為
の
結
果
損
な
わ
れ
る
利
益
と
均
衡
を
保
ち
、
ま
た
は
こ
れ
に
優
越
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
事
情
な
ど
を
総
合
考
慮
し
て
、

「
当
該
行
為
が
全
体
と
し
て
な
お
法
秩
序
の
精
神
に
照
ら
し
て
是
認
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
」
で
あ
る
と
し
、
Ｘ
の
そ
そ
の
か
し
行

為
に
つ
い
て
は
、
①
の
目
的
の
正
当
性
は
肯
定
さ
れ
、
②
の
手
段
方
法
の
相
当
性
は
欠
如
す
る
も
の
の
「
そ
の
相
当
性
欠
如
の
程
度
は
、

他
の
諸
事
情
例
え
ば
法
益
の
比
較
衡
量
を
考
慮
に
入
れ
れ
ば
な
お
正
当
行
為
性
を
帯
び
る
と
い
い
得
る
程
度
の
も
の
」
で
あ
り
、
③
の
法

益
の
比
較
衡
量
に
よ
れ
ば
、
電
文
の
実
質
秘
性
の
程
度
が
あ
ま
り
高
度
な
も
の
で
あ
っ
た
と
は
認
め
ら
れ
ず
秘
密
保
護
の
必
要
性
の
程
度

は
あ
ま
り
高
く
な
か
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
正
当
行
為
性
を
肯
定
で
き
る
と
し
た
（
刑
集
三
二
巻
三
号
五
七
六
～
五
八
五
頁
）。

検
察
官
が
控
訴
し
、
第
二
審
判
決
は
、
一
九
七
一
年
五
月
二
六
日
頃
の
所
為
に
つ
き
そ
そ
の
か
し
罪
が
成
立
す
る
旨
判
断
し
て
、
Ｘ
を

懲
役
四
月
に
処
し
た
（
一
年
間
刑
の
執
行
を
猶
予
）。
同
判
決
は
、
取
材
活
動
と
し
て
公
務
員
に
対
し
秘
密
漏
示
を
し
ょ
う
よ
う
す
る
行
為

の
う
ち
、「
取
材
の
対
象
と
な
る
公
務
員
が
、
秘
密
漏
示
行
為
に
出
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
自
由
な
意
思
決
定
を
す
る
こ
と
を
不
可
能

と
す
る
程
度
の
手
段
方
法
を
伴
っ
て
な
さ
れ
る
秘
密
漏
示
行
為
の
し
ょ
う
よ
う
行
為
、
及
び
取
材
者
の
加
え
た
影
響
力
に
よ
り
、
取
材
の

対
象
と
な
る
公
務
員
が
、
秘
密
漏
示
行
為
に
出
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
自
由
な
意
思
決
定
を
す
る
こ
と
が
不
可
能
な
状
態
に
な
っ
て
い

る
こ
と
を
認
識
し
、
そ
の
状
態
を
利
用
し
て
な
さ
れ
る
秘
密
漏
示
行
為
の
し
ょ
う
よ
う
行
為
」
が
「
そ
そ
の
か
し
」
に
該
当
す
る
と
解
釈

し
、
こ
の
よ
う
な
「
そ
そ
の
か
し
」
に
該
当
す
る
限
り
、
秘
密
保
護
の
必
要
性
の
程
度
の
高
低
や
そ
そ
の
か
し
に
よ
っ
て
生
じ
る
利
益
と

秘
密
保
護
の
利
益
と
の
比
較
衡
量
を
考
慮
し
て
正
当
行
為
性
を
肯
定
す
る
余
地
は
原
則
と
し
て
存
在
し
な
い
、
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
解

釈
の
下
で
、
そ
そ
の
か
し
罪
が
成
立
す
る
か
ど
う
か
を
判
断
し
、
Ｘ
が
一
九
七
一
年
五
月
二
六
日
頃
、
及
び
、
同
年
六
月
七
日
頃
、
Ｙ
に

対
し
指
示
を
与
え
た
時
点
で
、
Ｙ
は
「
意
思
決
定
を
す
る
心
の
ゆ
と
り
が
全
く
存
在
し
て
い
な
い
状
態
」
で
あ
り
、
Ｘ
は
、
Ｙ
が
こ
の
よ

（
二
二
八
）
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う
な
状
態
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
秘
密
文
書
の
漏
示
を
し
ょ
う
よ
う
し
た
も
の
と
認
定
で
き
る
か
ら
、
Ｘ
の
各
し
ょ
う
よ
う

行
為
は
「
そ
そ
の
か
し
」
に
該
当
す
る
と
い
え
る
も
の
の
、
六
月
七
日
頃
指
示
を
与
え
た
時
点
で
Ｘ
が
「
秘
密
」
の
点
に
つ
い
て
の
認
識

を
欠
い
て
い
た
と
の
疑
い
を
打
ち
消
す
に
足
り
る
証
拠
は
な
く
、
六
月
七
日
頃
の
行
為
は
罪
と
な
ら
な
い
も
の
と
判
断
す
る
し
か
な
い
、

と
し
た
（
高
刑
集
二
九
巻
三
号
四
三
二
～
四
五
三
頁
）。

Ｘ
が
上
告
し
、
上
告
審
決
定
は
、
上
告
を
棄
却
し
、
職
権
で
、
以
下
の
よ
う
な
判
示
を
し
た
（
刑
集
三
二
巻
三
号
四
六
一
～
四
六
五
頁
）。

①
秘
密
と
は
「
非
公
知
の
事
実
で
あ
っ
て
、
実
質
的
に
も
そ
れ
を
保
護
す
る
に
値
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
」
を
い
い
、
一
〇
三
四
号
電

文
が
秘
密
に
あ
た
る
と
し
た
原
判
断
は
相
当
で
あ
る
、
②
国
家
公
務
員
法
一
一
一
条
に
い
う
「
そ
そ
の
か
し
」
と
は
、
同
法
一
〇
九
条

一
二
号
、
一
〇
〇
条
一
項
所
定
の
秘
密
漏
示
行
為
を
実
行
さ
せ
る
目
的
を
も
っ
て
、
公
務
員
に
対
し
、「
そ
の
行
為
を
実
行
す
る
決
意
を

新
た
に
生
じ
さ
せ
る
に
足
り
る
慫
慂
行
為
を
す
る
こ
と
」
を
い
い
、
Ｘ
の
行
為
は
「
そ
そ
の
か
し
」
に
あ
た
る
、
③
そ
そ
の
か
し
行
為
の

違
法
性
に
つ
い
て
は
、
報
道
機
関
の
国
政
に
関
す
る
取
材
行
為
は
「
国
家
秘
密
の
探
知
と
い
う
点
で
公
務
員
の
守
秘
義
務
と
対
立
拮
抗
す

る
も
の
で
あ
り
、
時
と
し
て
は
誘
導
・
唆
誘
的
性
質
を
伴
う
も
の
で
あ
る
か
ら
、
報
道
機
関
が
取
材
の
目
的
で
公
務
員
に
対
し
秘
密
を
漏

示
す
る
よ
う
に
そ
そ
の
か
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
こ
と
だ
け
で
、
直
ち
に
当
該
行
為
の
違
法
性
が
推
定
さ
れ
る
も
の
と
解
す
る
の
は

相
当
で
は
な
く
、
報
道
機
関
が
公
務
員
に
対
し
根
気
強
く
執
拗
に
説
得
な
い
し
要
請
を
続
け
る
こ
と
は
、
そ
れ
が
真
に
報
道
の
目
的
か
ら

で
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
手
段
・
方
法
が
法
秩
序
全
体
の
精
神
に
照
ら
し
相
当
な
も
の
と
し
て
社
会
観
念
上
是
認
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
限

り
は
、
実
質
的
に
違
法
性
を
欠
き
正
当
な
業
務
行
為
と
い
う
べ
き
で
あ
る
」
も
の
の
、「
報
道
機
関
と
い
え
ど
も
、
取
材
に
関
し
他
人
の

権
利
・
自
由
を
不
当
に
侵
害
す
る
こ
と
の
で
き
る
特
権
を
有
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
取
材
の
手
段
・
方
法
が
贈
賄
、

脅
迫
、
強
要
等
の
一
般
の
刑
罰
法
令
に
触
れ
る
行
為
を
伴
う
場
合
は
勿
論
、
そ
の
手
段
・
方
法
が
一
般
の
刑
罰
法
令
に
触
れ
な
い
も
の
で

（
二
二
九
）
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あ
っ
て
も
、
取
材
対
象
者
の
個
人
と
し
て
の
人
格
の
尊
厳
を
著
し
く
蹂
躙
す
る
等
法
秩
序
全
体
の
精
神
に
照
ら
し
社
会
観
念
上
是
認
す
る

こ
と
の
で
き
な
い
態
様
の
も
の
で
あ
る
場
合
に
も
、
正
当
な
取
材
活
動
の
範
囲
を
逸
脱
し
違
法
性
を
帯
び
る
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
」
の
で
あ
っ
て
、
Ｘ
は
「
Ｙ
の
個
人
と
し
て
の
人
格
の
尊
厳
を
著
し
く
蹂
躙
し
た
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
え
ず
、
こ
の
よ
う
な
被
告
人

の
取
材
行
為
は
、
そ
の
手
段
・
方
法
に
お
い
て
法
秩
序
全
体
の
精
神
に
照
ら
し
社
会
観
念
上
、
到
底
是
認
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
不
相
当

な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
正
当
な
取
材
活
動
の
範
囲
を
逸
脱
し
て
い
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
」。

３

　裁
判
に
対
す
る
従
来
の
評
価

前
節
の
裁
判
に
は
、
か
な
り
の
批
判
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。

前
節
の
裁
判
は
、
第
一
審
以
来
、
国
家
公
務
員
法
一
〇
九
条
一
二
号
、
一
〇
〇
条
一
項
の
秘
密
に
つ
き
実
質
秘
説
と
同
様
の
解
釈
を
し

つ
つ
本
件
電
文
は
秘
密
に
あ
た
る
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
こ
の
認
定
を
疑
問
視
す
る
見
解
が
あ
る
（
１
）

。

第
二
審
判
決
の
「
そ
そ
の
か
し
」
の
解
釈
を
疑
問
視
す
る
見
解
も
あ
る
。
公
務
員
に
「
心
の
ゆ
と
り
が
全
く
存
在
し
な
い
場
合
」
に
限

り
「
そ
そ
の
か
し
」
に
あ
た
る
と
す
る
と
、
ス
パ
イ
行
為
に
よ
る
場
合
な
ど
が
処
罰
し
え
な
く
な
っ
て
不
合
理
で
あ
り
、
か
と
い
っ
て
報

道
機
関
の
取
材
行
為
に
限
っ
て
限
定
解
釈
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
こ
と
を
考
え
る
と
、「
そ
そ
の
か
し
」
の
限
定
解
釈
で
は
な
く
違
法
性

を
肯
定
で
き
る
か
と
い
う
面
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
し
た
方
が
よ
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
（
２
）

。
ま
た
、
同
判
決
の
解
釈
は
、
そ
そ
の
か
し
罪
の

目
的
が
、
第
一
義
的
に
は
、
公
務
員
に
対
す
る
外
部
か
ら
の
働
き
か
け
を
処
罰
し
て
守
秘
義
務
の
あ
る
公
務
員
を
保
護
す
る
こ
と
に
あ
る

と
の
理
解
を
前
提
に
し
て
い
る
と
こ
ろ
（
高
刑
集
二
九
巻
三
号
四
三
三
、
四
四
三
頁
参
照
）、
同
罪
の
保
護
す
る
も
の
は
国
家
秘
密
で
あ
っ
て
、

そ
の
よ
う
な
理
解
に
は
無
理
が
あ
る
、
と
す
る
見
解
も
あ
る
（
３
）

。

第
一
審
判
決
の
正
当
化
基
準
（
利
益
衡
量
論
）
に
対
す
る
批
判
も
あ
る
。
①
国
民
に
報
道
す
る
利
益
が
あ
れ
ば
実
質
的
な
秘
密
で
は
な

（
二
三
〇
）
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い
と
い
う
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
り
、「
秘
密
に
す
る
利
益
」
と
「
国
民
に
報
道
す
る
利
益
」
と
を
比
較
衡
量
で
き
る
か
は
疑
問
で
あ
る

と
か
（
４
）

、
②
利
益
衡
量
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
貫
く
と
秘
密
が
重
大
な
場
合
に
は
手
段
方
法
の
当
否
に
か
か
わ
ら
ず
違
法
性
を
肯
定
す
る
こ
と
に

な
り
、
ま
た
、
③
取
材
の
時
点
で
は
利
益
衡
量
は
不
可
能
で
あ
っ
て
取
材
活
動
を
委
縮
さ
せ
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
妥
当
で
な
い
、
と
い
っ

た
も
の
で
あ
る
（
５
）

。
も
っ
と
も
、
②
の
点
に
つ
い
て
は
、「
逆
の
方
向
へ
の
相
対
化
を
拒
否
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
比
較
衡

量
は
評
価
さ
れ
て
よ
い
」
と
の
反
論
が
あ
る
（
６
）

。

上
告
審
決
定
が
、
報
道
機
関
が
取
材
目
的
で
公
務
員
に
対
し
秘
密
漏
示
を
そ
そ
の
か
し
た
か
ら
と
い
っ
て
直
ち
に
違
法
性
が
推
定
さ
れ

る
わ
け
で
は
な
い
と
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
積
極
的
に
評
価
す
る
見
解
が
あ
る
（
７
）

。
も
っ
と
も
、
一
般
的
に
構
成
要
件
該
当
性
が
違
法
性

を
推
定
さ
せ
る
・
さ
せ
な
い
と
い
う
こ
と
自
体
妥
当
と
は
い
え
な
い
、
と
す
る
見
解
も
あ
る
（
８
）

。

上
告
審
決
定
が
個
人
と
し
て
の
人
格
の
尊
厳
を
著
し
く
蹂
躙
し
た
こ
と
を
理
由
に
正
当
化
を
否
定
し
た
点
に
つ
い
て
は
、
批
判
的
な
見

解
が
多
い
。
ま
ず
、
そ
も
そ
も
人
格
の
尊
厳
の
蹂
躙
と
い
っ
た
も
の
を
違
法
性
判
断
の
要
素
に
す
る
こ
と
を
疑
問
視
す
る
見
解
が
あ
る
。

具
体
的
に
は
、
そ
そ
の
か
し
罪
の
保
護
す
る
も
の
が
国
家
秘
密
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
取
材
活
動
の
態
様
い
か
ん
は
違
法
性
の
判
断

と
は
関
係
が
な
く
、
基
準
と
し
て
曖
昧
に
過
ぎ
る
、
と
す
る
見
解
（
９
）

や
倫
理
規
範
に
違
反
す
る
こ
と
を
も
っ
て
刑
法
的
な
違
法
性
を
肯
定
す

る
こ
と
に
は
問
題
が
あ
る
、
と
い
っ
た
見
解
（
10
）

が
そ
れ
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
倫
理
的
な
点
も
違
法
性
判
断
の
一
要
素
と
は
な
り
う
る
と

か
（
11
）

、
人
格
と
い
う
基
準
を
持
ち
出
す
の
は
「
荒
唐
無
稽
」
な
こ
と
で
は
な
く
問
題
は
具
体
的
な
基
準
い
か
ん
で
あ
る
と
し
て
（
1２
）

、
同
決
定
の

違
法
性
判
断
の
枠
組
を
支
持
す
る
見
解
も
あ
る
。
つ
ぎ
に
、
同
決
定
が
、
Ｘ
が
「
当
初
か
ら
秘
密
文
書
を
入
手
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て

利
用
す
る
意
図
で
右
Ｙ
と
肉
体
関
係
を
持
ち
、
同
女
が
右
関
係
の
た
め
被
告
人
の
依
頼
を
拒
み
難
い
心
理
状
態
に
陥
っ
た
こ
と
に
乗
じ
て

秘
密
文
書
を
持
ち
出
さ
せ
た
が
、
同
女
を
利
用
す
る
必
要
が
な
く
な
る
や
、
同
女
と
の
右
関
係
を
消
滅
さ
せ
て
そ
の
後
は
同
女
を
顧
み
な

（
二
三
一
）
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く
な
っ
た
」
と
し
て
、
Ｙ
の
個
人
と
し
て
の
人
格
の
尊
厳
を
著
し
く
蹂
躙
し
た
と
判
断
し
た
点
も
疑
問
視
さ
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、

右
の
事
実
は
第
二
審
判
決
が
認
定
摘
示
し
て
い
な
い
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
記
録
に
よ
っ
て
認
定
し
た
点
は
手
続
法
的
に
口
頭
主
義
・
直

接
主
義
の
観
点
か
ら
疑
問
が
あ
る
（
13
）

、
と
い
わ
れ
、「
総
論
で
き
び
し
い
要
件
を
設
定
し
た
の
で
、
被
告
人
の
有
罪
を
維
持
す
る
た
め
に
は
、

こ
れ
を
人
格
低
劣
で
自
分
勝
手
な
、
大
へ
ん
悪
ら
つ
な
記
者
と
認
定
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
」、
真
の
問
題
は
「
そ
の
あ
ま
り

に
も
勇
敢
な
事
実
認
定
に
こ
そ
あ
る
」
と
い
っ
た
批
判
さ
え
な
さ
れ
て
い
る
（
14
）

。
ま
た
、
そ
そ
の
か
し
行
為
後
の
事
情
を
可
罰
性
の
根
拠
と

し
て
い
る
点
で
、
罪
刑
法
定
主
義
的
観
点
か
ら
疑
問
が
あ
る
（
15
）

、
と
も
い
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
右
の
事
実
が
あ
っ
た
と
し
て
も
Ｙ
の
人
格
を

著
し
く
蹂
躙
し
た
と
は
評
価
で
き
な
い
、
と
す
る
見
解
も
あ
る
（
16
）

。

三
　
鑑
定
人
医
師
秘
密
漏
示
事
件
の
裁
判
と
そ
の
法
的
評
価

１

　事
件
及
び
事
実
関
係
の
概
要

鑑
定
人
医
師
秘
密
漏
示
事
件
と
は
、
医
師
Ｚ
が
、
少
年
Ａ
に
対
す
る
保
護
事
件
（
以
下
、「
本
件
保
護
事
件
」
と
い
う
。
そ
の
具
体
的
内
容
は
、

犯
行
時
一
六
歳
の
Ａ
が
、
母
親
及
び
弟
妹
が
現
在
す
る
自
宅
一
階
の
台
所
床
等
に
サ
ラ
ダ
油
を
撒
い
て
放
火
し
三
名
を
一
酸
化
炭
素
中
毒
に
よ
り
死
亡
さ

せ
た
ほ
か
、
逃
走
中
に
放
置
自
転
車
の
横
領
や
民
家
へ
の
侵
入
盗
、
電
話
線
の
切
断
を
し
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
（
17
））

に
関
し
、
家
庭
裁
判
所
か
ら
Ａ

の
精
神
鑑
定
を
命
じ
ら
れ
、
鑑
定
資
料
と
し
て
Ａ
及
び
そ
の
実
父
Ｂ
ら
の
供
述
調
書
や
陳
述
調
書
等
の
写
し
を
交
付
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
、

同
事
件
に
つ
き
取
材
を
始
め
て
い
た
フ
リ
ー
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
Ｃ
か
ら
の
依
頼
に
応
じ
て
、
Ｃ
に
、
二
〇
〇
六
年
一
〇
月
五
日
、
Ｚ
方
で
、

前
述
の
鑑
定
資
料
の
写
し
を
閲
覧
さ
せ
、
同
年
一
〇
月
六
日
、
甲
ホ
テ
ル
客
室
内
で
、
鑑
定
の
た
め
臨
床
心
理
士
が
作
成
し
た
Ａ
の
心
理

状
態
等
を
表
わ
す
心
理
検
査
の
結
果
等
が
記
載
さ
れ
た
書
面
を
閲
覧
謄
写
さ
せ
、
同
年
一
〇
月
一
五
日
、
料
理
店
乙
で
、
Ａ
の
精
神
鑑
定

（
二
三
二
）
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の
結
果
等
が
記
載
さ
れ
た
Ｚ
作
成
の
書
面
を
交
付
し
、
Ｚ
が
業
務
上
取
り
扱
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
知
り
え
た
Ａ
及
び
Ｂ
の
秘
密
を
漏
ら
し

た
、
と
し
て
、
刑
法
一
三
四
条
一
項
の
秘
密
漏
示
罪
に
問
わ
れ
た
、
と
い
う
事
件
で
あ
る
（
第
一
審
判
決
判
示
の
罪
と
な
る
べ
き
事
実
に
よ
る
。

刑
集
六
六
巻
四
号
四
四
〇
～
四
四
一
頁
）。

Ｃ
の
取
材
行
為
及
び
Ｚ
の
取
材
協
力
行
為
に
関
す
る
事
実
関
係
の
要
点
を
第
一
審
判
決
の
認
定
し
た
と
こ
ろ
か
ら
以
下
に
示
す
こ
と
に

す
る
（
刑
集
六
六
巻
四
号
四
四
二
～
四
五
一
頁
に
よ
る
。
な
お
、
二
〇
〇
六
年
中
の
で
き
ご
と
で
あ
る
）。

Ｚ
は
、
事
件
当
時
、
丙
病
院
（
京
都
市
内
）
で
神
経
精
神
科
副
部
長
を
務
め
る
医
師
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
、
二
月
頃
、
講
演
会
に
講
師
と

し
て
参
加
し
た
際
、
知
人
の
大
学
医
学
部
教
授
Ｄ
の
紹
介
に
よ
り
、
Ｃ
と
知
り
合
っ
た
。
Ｚ
は
、
八
月
七
日
、
家
庭
裁
判
所
か
ら
、
Ａ
が

非
行
に
及
ん
だ
精
神
医
学
的
背
景
、
Ａ
の
非
行
時
及
び
現
在
の
精
神
状
態
、
そ
の
他
Ａ
の
処
遇
上
参
考
に
な
る
事
項
を
鑑
定
し
、
そ
の
経

過
及
び
結
果
を
一
〇
月
一
三
日
ま
で
に
書
面
で
提
出
す
る
こ
と
を
命
じ
ら
れ
、
八
月
一
〇
日
、
鑑
定
資
料
と
し
て
本
件
保
護
事
件
の
事
件

記
録
の
写
し
（
Ａ
、
Ｂ
、
Ｂ
の
母
Ｅ
な
ど
の
供
述
調
書
写
し
等
を
含
む
、
合
計
一
〇
分
冊
の
も
の
）
の
貸
出
を
受
け
て
こ
れ
を
Ｚ
方
（
京
都
市
内
）

に
保
管
し
、
鑑
定
に
着
手
し
た
。
Ａ
の
事
件
に
つ
き
取
材
を
開
始
し
た
Ｃ
は
、
Ｚ
が
鑑
定
人
と
な
っ
た
こ
と
を
知
り
、
会
い
た
い
旨
の
要

望
を
電
子
メ
ー
ル
で
伝
え
、
九
月
八
日
、
料
理
店
丁
で
、
雑
誌
編
集
者
Ｆ
と
と
も
に
Ｚ
と
会
っ
て
、
飲
食
し
な
が
ら
、
本
件
保
護
事
件
や

そ
の
他
の
話
題
に
つ
き
話
を
し
た
。
こ
の
席
で
、
Ｃ
や
Ｆ
は
、
Ｚ
に
、
広
汎
性
発
達
障
害
に
関
す
る
記
事
を
月
刊
誌
に
掲
載
し
最
終
的
に

一
冊
の
本
に
し
た
い
旨
話
し
、
Ｚ
は
、
事
件
記
録
が
一
〇
冊
あ
る
こ
と
、
Ａ
と
面
接
し
た
際
の
様
子
、
心
理
検
査
の
結
果
、
Ａ
に
計
画
性

や
殺
意
は
な
い
こ
と
、
週
刊
誌
等
で
既
に
報
道
さ
れ
て
い
た
内
容
の
一
部
は
事
実
で
な
い
こ
と
な
ど
を
Ｃ
ら
に
具
体
的
に
話
し
、
今
後
の

Ａ
と
の
面
接
予
定
や
鑑
定
書
の
提
出
期
限
等
を
明
ら
か
に
し
た
。
Ｚ
は
、
九
月
二
八
日
、
Ｃ
の
求
め
に
応
じ
て
、
料
理
店
丁
で
、
Ｃ
及
び

Ｇ
（
出
版
社
の
関
係
者
）
と
飲
食
し
な
が
ら
話
を
し
、
Ｃ
や
Ｇ
か
ら
調
書
を
見
せ
て
ほ
し
い
旨
頼
ま
れ
、
当
初
は
消
極
的
な
態
度
を
示
し
た

（
二
三
三
）
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も
の
の
、
結
局
、
一
〇
月
四
日
午
前
七
時
三
〇
分
に
Ｃ
ら
が
Ｚ
方
を
訪
れ
て
調
書
類
を
見
る
こ
と
を
応
諾
し
た
。
そ
の
後
、
電
子
メ
ー
ル

の
や
り
と
り
に
よ
り
、
調
書
類
を
見
せ
る
日
は
一
〇
月
五
日
に
変
更
さ
れ
、
翌
六
日
に
Ｚ
が
鑑
定
内
容
を
Ｃ
ら
に
説
明
す
る
こ
と
に
な
っ

た
。
Ｃ
は
、
一
〇
月
五
日
午
前
七
時
三
〇
分
頃
、
カ
メ
ラ
マ
ン
を
含
む
出
版
社
関
係
者
と
と
も
に
Ｚ
方
に
赴
い
て
、
病
院
に
出
勤
す
る
Ｚ

か
ら
鍵
を
受
け
取
り
、
入
れ
違
い
と
な
る
形
で
Ｚ
方
に
入
っ
て
、
段
ボ
ー
ル
箱
に
入
っ
て
い
た
事
件
記
録
を
手
分
け
し
て
見
始
め
、
当
初
、

調
書
等
を
見
な
が
ら
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
入
力
す
る
方
法
で
メ
モ
を
と
っ
て
い
た
も
の
の
、
量
が
多
す
ぎ
る
た
め
、
最
終
的
に
は
カ
メ
ラ
マ

ン
に
調
書
等
を
接
写
さ
せ
る
と
い
う
方
法
を
と
っ
た
。
Ｃ
ら
は
、
同
日
午
後
六
時
頃
ま
で
か
け
て
、
事
件
記
録
の
一
部
を
写
す
作
業
を
続

け
た
（
デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
に
よ
り
撮
影
さ
れ
た
デ
ー
タ
の
個
数
は
二
六
一
二
個
に
及
ん
だ
）。
Ｃ
ら
は
、
作
業
を
終
え
た
後
、
料
理
店
で
Ｚ
と
会
食

し
た
も
の
の
、
そ
の
場
で
は
、
Ｚ
に
事
件
記
録
の
閲
覧
に
対
す
る
謝
礼
を
述
べ
た
に
と
ど
ま
り
、
デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
で
撮
影
す
る
な
ど
し

て
写
し
を
と
っ
た
こ
と
は
告
げ
な
か
っ
た
。
Ｚ
は
、
一
〇
月
六
日
午
前
、
家
庭
裁
判
所
で
、
Ａ
の
診
断
結
果
、
広
汎
性
発
達
障
害
の
特
徴
、

同
障
害
と
し
て
の
Ａ
の
行
動
に
関
す
る
内
容
を
記
載
し
た
「
Ａ
に
関
す
る
精
神
鑑
定
の
解
説
」
と
題
す
る
書
面
（
以
下
、「
解
説
書
面
」
と

い
う
）
に
基
づ
い
て
、
裁
判
官
ら
に
鑑
定
内
容
を
説
明
し
、
そ
の
後
、
Ｃ
ら
が
宿
泊
し
て
い
る
甲
ホ
テ
ル
に
行
っ
て
客
室
内
で
Ｃ
及
び
Ｇ

と
話
を
し
た
。
Ｚ
は
、
そ
こ
で
、
Ｃ
ら
に
解
説
書
面
を
渡
し
て
コ
ピ
ー
を
許
し
た
上
、
鑑
定
書
の
提
出
日
や
Ａ
の
審
判
期
日
の
見
込
み
な

ど
を
話
し
、
解
説
書
面
の
内
容
を
説
明
し
、
解
説
書
面
と
と
も
に
家
庭
裁
判
所
に
持
参
し
た
Ａ
の
心
理
検
査
に
関
す
る
書
面
を
示
し
、
Ｃ

ら
か
ら
コ
ピ
ー
を
求
め
ら
れ
る
と
す
ぐ
に
了
解
し
て
同
書
面
を
渡
し
コ
ピ
ー
を
さ
せ
た
。
さ
ら
に
、
Ｚ
は
、
Ａ
に
関
す
る
精
神
鑑
定
書
を

家
庭
裁
判
所
に
提
出
し
た
後
、
一
〇
月
一
五
日
、
料
理
店
乙
で
、
同
鑑
定
書
の
デ
ー
タ
に
基
づ
き
印
刷
し
た
書
面
を
Ｃ
に
渡
し
た
。

な
お
、
第
一
審
判
決
は
、
Ｚ
が
本
件
事
件
記
録
の
コ
ピ
ー
作
成
を
許
諾
し
た
こ
と
は
な
く
、
Ｃ
ら
は
Ｚ
に
本
件
事
件
記
録
を
コ
ピ
ー
し

な
い
旨
述
べ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
独
自
の
判
断
で
デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
で
撮
影
し
た
こ
と
を
認
定
し
、
Ｚ
に
お
い
て
Ｃ
ら
が
本
件
記
録
の
コ

（
二
三
四
）
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ピ
ー
を
作
成
す
る
こ
と
は
な
い
と
「
信
頼
し
た
の
に
は
相
応
の
理
由
が
あ
っ
た
と
い
え
る
」
と
し
て
い
る
（
刑
集
六
六
巻
四
号
四
六
四
～

四
六
五
、
四
七
一
頁
）。

２

　裁
判
の
内
容

第
一
審
判
決
は
、
Ｚ
を
懲
役
四
月
に
処
す
る
（
三
年
間
刑
の
執
行
を
猶
予
）
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

第
一
審
に
お
け
る
実
体
法
的
争
点
は
、
⑴
Ｚ
の
行
為
は
、（
Ⅰ
）
Ｚ
は
「
医
師
」
に
あ
た
ら
ず
、（
Ⅱ
）
鑑
定
は
「
業
務
」
に
あ
た
ら
な

い
上
、（
Ⅲ
）
供
述
調
書
等
の
内
容
は
本
罪
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
べ
き
「
秘
密
」
に
あ
た
ら
な
い
か
ら
、
本
罪
の
構
成
要
件
に
該
当
し

な
い
の
で
は
な
い
か
、
⑵
Ｚ
は
、
Ａ
の
利
益
を
図
る
た
め
、
及
び
、
Ｃ
の
行
う
取
材
に
対
す
る
協
力
と
し
て
、
Ｃ
に
供
述
調
書
等
を
閲
覧

さ
せ
る
な
ど
し
た
の
で
あ
り
、
そ
の
目
的
は
正
当
で
あ
り
手
段
も
相
当
で
あ
る
か
ら
、
Ｚ
の
行
為
は
「
正
当
な
理
由
」
が
あ
る
も
の
で

あ
っ
て
、
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
（
訴
訟
法
的
争
点
は
、
有
効
な
告
訴
が
あ
る
と
い
え
る
か
、
本
件

公
訴
は
検
察
官
の
訴
追
裁
量
の
範
囲
を
逸
脱
し
た
違
法
な
も
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
）。
こ
れ
ら
の
争
点
に
つ
き
、
同
判
決
は
弁

護
人
の
主
張
を
排
斥
し
た
。

第
一
審
判
決
は
、
争
点
⑴
の
（
Ⅰ
）（
Ⅱ
）
に
つ
い
て
積
極
に
解
し
、（
Ⅲ
）
に
つ
い
て
は
、
本
罪
が
個
人
の
私
生
活
上
の
秘
密
を
保
護

法
益
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、「
秘
密
」
と
は
、「
一
般
に
知
ら
れ
て
い
な
い
非
公
知
の
事
実
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
他
人
に

知
ら
れ
な
い
こ
と
が
本
人
の
利
益
と
認
め
ら
れ
る
も
の
」
を
い
う
と
解
さ
れ
る
と
こ
ろ
、
本
件
保
護
事
件
が
少
年
事
件
と
し
て
審
判
手
続

き
が
進
め
ら
れ
て
い
る
さ
な
か
に
あ
り
、
Ａ
に
関
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
報
道
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
た
も
の
の
一
部
誤
っ
た
事
実
も
報
じ
ら
れ

て
い
た
こ
と
等
か
ら
す
れ
ば
、
Ｚ
が
Ｃ
に
閲
覧
さ
せ
る
な
ど
し
た
各
書
面
は
存
在
及
び
内
容
が
一
般
に
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
も
の
と
認

め
ら
れ
、
さ
ら
に
、「
Ａ
、
Ｂ
の
家
庭
内
に
関
す
る
諸
事
情
、
Ａ
の
生
育
歴
や
学
校
の
成
績
、
Ａ
の
精
神
状
態
を
判
断
す
る
た
め
に
行
わ

（
二
三
五
）
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れ
た
各
種
心
理
検
査
の
結
果
や
そ
の
所
見
、
精
神
鑑
定
の
内
容
と
な
る
Ａ
の
家
族
歴
、
本
人
歴
や
症
状
、
診
断
等
い
ず
れ
も
Ａ
や
Ｂ
の
プ

ラ
イ
バ
シ
ー
に
極
め
て
深
く
か
か
わ
る
個
人
的
な
事
項
を
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
は
一
般
的
に
み
て
何
人
も
他
人
に
知

ら
れ
る
こ
と
を
欲
し
な
い
事
項
と
い
え
、
他
人
に
知
ら
れ
な
い
こ
と
が
Ａ
及
び
Ｂ
に
よ
っ
て
利
益
で
あ
る
と
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
」
な

ど
と
述
べ
て
、
前
記
各
書
面
は
Ａ
及
び
Ｂ
の
「
秘
密
」
に
あ
た
る
と
し
た
（
刑
集
六
六
巻
四
号
四
五
三
～
四
五
九
頁
）。

争
点
⑵
に
つ
い
て
の
弁
護
人
の
主
張
は
、
①
Ｚ
は
、
鑑
定
作
業
を
進
め
る
う
ち
、
Ａ
に
殺
意
が
な
か
っ
た
こ
と
を
知
り
、
誤
っ
た
報
道

で
広
が
っ
た
世
間
の
認
識
を
正
し
て
Ａ
の
将
来
を
守
る
た
め
に
は
真
実
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
、
Ｃ
に
対
し
、
Ａ
に
は
殺

意
が
な
く
供
述
調
書
の
内
容
は
Ａ
の
内
面
に
関
し
て
は
信
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
旨
を
繰
り
返
し
説
明
し
、
供
述
調
書
等
を
コ
ピ
ー
し

な
い
こ
と
、
内
容
を
そ
の
ま
ま
引
用
す
る
の
で
は
な
く
形
を
変
え
て
出
す
こ
と
、
事
前
に
原
稿
を
チ
ェ
ッ
ク
さ
せ
る
こ
と
に
つ
き
約
束
を

取
り
付
け
た
上
で
供
述
調
書
等
を
閲
覧
さ
せ
る
な
ど
し
た
の
で
あ
り
、
Ｚ
の
行
為
は
Ａ
の
利
益
の
た
め
に
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ

の
手
段
も
相
当
で
あ
る
、
②
Ｚ
は
、
報
道
機
関
の
公
共
的
使
命
に
奉
仕
し
て
公
益
を
図
る
Ｃ
の
取
材
に
対
す
る
協
力
行
為
と
し
て
、
公
益

を
図
る
目
的
で
、
Ｃ
か
ら
前
述
の
約
束
を
取
り
付
け
た
上
で
、
実
際
に
Ｃ
の
記
事
の
内
容
を
チ
ェ
ッ
ク
し
て
記
述
の
正
確
性
を
確
保
し
よ

う
と
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
行
為
の
目
的
は
正
当
で
あ
り
、
そ
の
手
段
も
相
当
で
あ
る
、
と
い
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
同
判
決
は
、
①
に

関
し
、
Ｚ
が
「
報
道
内
容
に
疑
問
を
も
っ
て
お
り
、
Ａ
に
殺
意
が
な
い
こ
と
を
対
外
的
に
明
ら
か
に
し
た
い
と
の
思
い
を
抱
い
て
い
た
」

こ
と
は
認
め
た
も
の
の
、
そ
の
よ
う
な
「
思
い
は
主
観
的
な
も
の
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
」
と
見
ざ
る
を
え
ず
、
手
段
の
相
当
性
に
つ
い
て

も
、
少
年
審
判
手
続
進
行
中
に
、
本
件
事
件
記
録
を
、
自
ら
立
ち
会
わ
ず
対
象
も
何
ら
限
定
し
な
い
で
、
Ｃ
ら
に
自
由
に
閲
覧
さ
せ
、
解

説
書
面
や
心
理
検
査
の
結
果
等
の
書
面
を
閲
覧
謄
写
さ
せ
た
り
、
鑑
定
書
と
同
等
の
も
の
を
交
付
し
た
り
し
た
こ
と
は
、
非
公
開
で
あ
る

少
年
審
判
手
続
き
の
制
度
趣
旨
に
反
し
、
Ａ
及
び
Ｂ
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
等
の
秘
密
に
対
す
る
配
慮
を
欠
い
た
「
非
常
に
軽
率
な
行
為
と
い

（
二
三
六
）
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う
ほ
か
は
な
く
、
手
段
の
点
に
お
い
て
も
、
そ
の
相
当
性
を
著
し
く
欠
く
も
の
と
認
め
ら
れ
る
」
と
し
、
②
に
関
し
、
取
材
協
力
行
為
が

秘
密
漏
示
罪
に
該
当
す
る
か
否
か
の
判
断
に
あ
た
っ
て
は
、「
取
材
協
力
で
あ
る
こ
と
か
ら
直
ち
に
そ
の
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
と
考
え

る
べ
き
で
は
な
く
、
取
材
行
為
の
目
的
、
手
段
及
び
方
法
に
係
る
正
当
性
、
取
材
協
力
行
為
を
行
っ
た
者
の
立
場
、
目
的
、
同
行
為
の
態

様
等
と
、
漏
示
対
象
と
な
る
秘
密
の
内
容
や
秘
密
の
主
体
の
受
け
る
不
利
益
を
具
体
的
に
考
慮
し
、
取
材
協
力
行
為
と
し
て
『
正
当
な
理

由
』
が
あ
る
と
い
え
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
べ
き
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
」
と
し
、
Ｃ
及
び
出
版
社
関
係
者
の
一
連
の
取
材
行

為
に
つ
い
て
は
、「
そ
の
目
的
、
手
段
及
び
方
法
が
正
当
で
な
い
と
す
る
特
段
の
事
由
は
認
め
ら
れ
な
い
（
Ｃ
ら
が
、
被
告
人
に
本
件
事
件
記

録
を
コ
ピ
ー
し
な
い
旨
述
べ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
メ
モ
と
変
わ
る
と
こ
ろ
は
な
い
と
し
て
デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
で
撮
影
し
た
点
は
、
取
材
に
お
け
る
モ
ラ

ル
等
に
つ
き
種
々
の
問
題
を
含
む
と
い
え
る
が
、
こ
の
こ
と
を
も
っ
て
、
直
ち
に
本
件
に
お
け
る
Ｃ
ら
の
取
材
行
為
の
一
部
又
は
全
部
が
違
法
で
あ
る
と

評
価
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
。）」
と
し
て
正
当
性
を
肯
定
し
つ
つ
、
Ｚ
が
Ａ
に
関
し
て
抱
い
て
い
た
思
い
が
主
観
的
な
も
の
に
と
ど
ま
っ
て

い
た
こ
と
、
少
年
審
判
手
続
進
行
中
に
鑑
定
人
の
立
場
に
あ
り
な
が
ら
Ｃ
ら
に
事
件
記
録
を
自
由
に
閲
覧
さ
せ
る
な
ど
し
て
お
り
手
段
の

相
当
性
を
著
し
く
欠
く
こ
と
、
記
録
等
の
内
容
は
Ａ
、
Ｂ
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
等
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
等
か
ら
す
る
と
、
Ｚ
の
行
為

は
取
材
協
力
行
為
と
見
て
も
「
正
当
な
理
由
」
に
基
づ
く
も
の
と
は
認
め
ら
れ
な
い
、
と
い
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
、
違
法
性
は
阻
却
さ
れ

な
い
と
し
た
（
刑
集
六
六
巻
四
号
四
六
一
～
四
六
五
頁
）。

Ｚ
が
控
訴
し
、
第
二
審
で
は
、
第
一
審
と
同
趣
旨
の
弁
護
人
の
主
張
が
な
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
主
張
を
、
第
二
審
判
決
は
全
て
排
斥
し

控
訴
を
棄
却
し
た
。
同
判
決
は
、
前
述
の
争
点
⑵
に
関
し
、
Ｚ
（
被
告
人
）
が
秘
密
を
漏
ら
し
た
当
時
、
本
件
保
護
事
件
が
家
庭
裁
判
所

に
係
属
中
で
あ
っ
た
と
い
う
状
況
の
下
で
「
被
告
人
が
本
件
保
護
事
件
に
関
し
て
抱
い
た
個
人
的
見
解
を
公
に
報
道
す
る
た
め
に
、
フ

リ
ー
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
に
本
件
書
面
等
を
閲
覧
さ
せ
て
人
の
秘
密
を
漏
ら
す
行
為
が
、
少
年
の
利
益
に
な
る
と
か
、
許
さ
れ
る
な
ど
と
は

（
二
三
七
）
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と
て
も
い
え
な
い
し
、
ま
た
、
少
年
審
判
の
非
公
開
性
に
優
越
す
る
公
益
性
が
あ
る
な
ど
と
も
到
底
い
え
な
い
」
と
し
て
「
正
当
な
理

由
」
は
な
く
違
法
性
は
阻
却
さ
れ
な
い
と
判
示
し
て
い
る
（
刑
集
六
六
巻
四
号
四
七
九
頁
）。

Ｚ
が
上
告
し
、
上
告
審
決
定
は
、
上
告
を
棄
却
し
た
も
の
の
、
職
権
で
、
①
鑑
定
医
が
行
う
鑑
定
は
あ
く
ま
で
も
「
鑑
定
人
の
業
務
」

で
あ
っ
て
「
医
師
の
業
務
」
で
は
な
く
、
鑑
定
人
の
業
務
上
知
っ
た
秘
密
を
漏
示
し
て
も
秘
密
漏
示
罪
に
は
該
当
し
な
い
、
②
本
件
で
Ａ

や
Ｂ
は
Ｚ
に
業
務
を
委
託
し
た
者
で
は
な
く
、
秘
密
漏
示
罪
の
告
訴
権
者
に
あ
た
ら
な
い
旨
の
主
張
に
つ
い
て
判
示
し
た
（「
正
当
な
理

由
」
な
い
し
違
法
性
阻
却
に
つ
い
て
言
及
の
な
い
点
は
、
第
一
審
判
決
、
第
二
審
判
決
の
結
論
を
そ
の
ま
ま
是
認
す
る
趣
旨
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い

る
（
18
））。

ま
ず
、
法
廷
意
見
は
、「
本
件
の
よ
う
に
、
医
師
が
、
医
師
と
し
て
の
知
識
、
経
験
に
基
づ
く
診
断
を
含
む
医
学
的
判
断
を
内
容
と

す
る
鑑
定
を
命
じ
ら
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の
鑑
定
の
実
施
は
、
医
師
が
そ
の
業
務
と
し
て
行
う
も
の
と
い
え
る
か
ら
、
医
師
が
当
該
鑑
定

を
行
う
過
程
で
知
り
得
た
人
の
秘
密
を
正
当
な
理
由
な
く
漏
ら
す
行
為
は
、
医
師
が
そ
の
業
務
上
取
り
扱
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
知
り
得
た

人
の
秘
密
を
漏
示
す
る
も
の
と
し
て
刑
法
一
三
四
条
一
項
の
秘
密
漏
示
罪
に
該
当
す
る
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
こ
の
様
な
場
合
、

『
人
の
秘
密
』
に
は
、
鑑
定
対
象
者
本
人
の
秘
密
の
ほ
か
、
同
鑑
定
を
行
う
過
程
で
知
り
得
た
鑑
定
対
象
者
本
人
以
外
の
者
の
秘
密
も
含

ま
れ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
秘
密
を
漏
示
さ
れ
た
者
は
刑
訴
法
二
三
〇
条
に
い
う
『
犯
罪
に
よ
り
害
を
被
っ

た
者
』
に
当
た
り
、
告
訴
権
を
有
す
る
と
解
さ
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ぎ
に
、
裁
判
官
千
葉
勝
美
の
補
足
意
見
は
、
一
三
四
条
は
、

第
一
次
的
に
は
、
患
者
等
の
秘
密
を
保
護
す
る
こ
と
、
第
二
次
的
に
は
、
患
者
等
が
安
心
し
て
医
師
に
対
し
秘
密
を
開
示
す
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
し
、
医
師
の
基
本
的
な
医
行
為
が
適
正
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
を
企
図
し
、「
い
わ
ば
医
師
の
業
務
自
体
を
保
護
す

る
こ
と
も
目
的
と
し
て
制
定
さ
れ
た
も
の
と
い
え
る
」
と
し
つ
つ
、
医
師
の
業
務
の
う
ち
、
基
本
的
な
医
行
為
な
い
し
そ
れ
に
類
す
る
行

為
を
行
う
過
程
で
知
り
え
た
秘
密
、
す
な
わ
ち
患
者
等
と
の
信
頼
関
係
に
基
づ
き
知
り
え
た
秘
密
の
み
が
「
秘
密
」
に
あ
た
る
と
い
う
解

（
二
三
八
）
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釈
は
、「
解
釈
論
と
し
て
は
無
理
」
で
あ
り
、
同
条
が
人
の
秘
密
に
接
す
る
業
務
を
行
う
主
体
で
あ
る
医
師
に
着
目
し
て
秘
密
漏
示
罪
の

構
成
要
件
に
し
た
こ
と
の
根
底
に
は
「
医
師
の
身
分
を
有
す
る
者
に
対
し
、
信
頼
に
値
す
る
高
い
倫
理
を
要
求
さ
れ
る
存
在
で
あ
る
と
い

う
観
念
を
基
に
、
保
護
さ
れ
る
べ
き
秘
密
（
そ
れ
は
患
者
の
秘
密
に
限
ら
な
い
。）
を
漏
ら
す
よ
う
な
倫
理
的
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
行
為
に
つ

い
て
は
、
刑
罰
を
も
っ
て
禁
止
し
た
」
と
の
考
え
が
あ
り
、
同
条
は
、「
患
者
の
秘
密
に
限
定
せ
ず
、
お
よ
そ
人
の
秘
密
を
漏
ら
す
よ
う

な
反
倫
理
的
な
行
為
は
、
医
師
と
し
て
慎
む
べ
き
で
あ
る
と
い
う
崇
高
な
考
え
」
を
基
礎
に
す
る
も
の
で
あ
る
旨
述
べ
て
い
る
。

３

　裁
判
に
対
す
る
従
来
の
評
価

前
節
の
裁
判
は
、
お
お
む
ね
肯
定
的
に
評
価
さ
れ
て
い
る
。
補
足
意
見
が
秘
密
漏
示
罪
の
保
護
法
益
に
関
し
第
二
次
的
に
「
医
師
の
業

務
自
体
」
を
あ
げ
た
点
は
、「
倫
理
違
反
を
刑
罰
に
直
結
さ
せ
る
表
現
に
は
疑
問
も
あ
ろ
う
」
と
し
つ
つ
、「
注
目
に
値
す
る
見
解
」
と
評

価
す
る
見
解
が
あ
り
（
19
）

、
一
三
四
条
一
項
の
「
秘
密
」
を
医
師
と
患
者
と
の
信
頼
関
係
に
基
づ
く
も
の
に
限
定
す
る
解
釈
は
採
用
で
き
な

い
、
と
す
る
見
解
も
あ
る
（
２0
）

。
鑑
定
人
を
本
罪
で
処
罰
す
る
こ
と
は
罪
刑
法
定
主
義
に
反
す
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
も
、

本
件
の
よ
う
な
精
神
鑑
定
が
「
医
師
」
の
「
業
務
」
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の
か
と
い
う
観
点
か
ら
検
討
さ
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
る
（
２1
）

、
と

か
、
本
件
鑑
定
が
医
師
の
本
来
的
な
業
務
と
密
接
な
関
係
が
あ
り
鑑
定
に
お
け
る
秘
密
の
保
持
が
医
師
の
業
務
に
対
す
る
社
会
的
信
頼
を

左
右
す
る
と
い
え
る
こ
と
か
ら
、「
そ
の
限
度
で
医
師
の
業
務
性
を
肯
定
し
た
の
は
適
切
と
思
わ
れ
る
（
２２
）

」
と
さ
れ
る
。

違
法
性
阻
却
の
点
に
つ
い
て
も
、
第
一
審
判
決
、
第
二
審
判
決
と
同
様
の
理
由
で
否
定
的
に
解
す
る
見
解
が
多
い
（
２3
）

。
も
っ
と
も
、「
報

道
は
一
定
の
取
材
協
力
行
為
が
あ
っ
て
初
め
て
成
り
立
つ
も
の
で
あ
り
、
取
材
協
力
行
為
に
つ
い
て
も
『
違
法
性
の
有
無
に
つ
い
て
は
、

慎
重
な
判
断
を
要
す
る
』
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
少
年
審
判
の
非
公
開
と
い
う
制
度
趣
旨
や
推
知
報
道
の
禁
止
の
趣
旨
に
抵
触
す
る
か

否
か
は
報
道
の
仕
方
に
左
右
さ
れ
る
。
結
果
的
に
無
断
で
資
料
が
謄
写
さ
れ
て
そ
の
ま
ま
書
籍
の
表
紙
に
用
い
ら
れ
る
と
い
っ
た
事
態
を

（
二
三
九
）
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招
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
を
も
っ
て
直
ち
に
取
材
協
力
が
違
法
で
あ
っ
た
と
断
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
」
と
し
て
、

「
公
共
の
利
害
に
関
わ
る
報
道
の
た
め
の
取
材
協
力
に
つ
い
て
は
、
優
越
的
利
益
の
保
護
が
認
め
ら
れ
る
限
度
で
違
法
性
阻
却
を
認
め
る

べ
き
で
あ
る
」
と
す
る
見
解
も
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
見
解
に
よ
っ
て
も
、「
家
裁
に
係
属
中
の
少
年
事
件
に
関
わ
っ
た
鑑
定
医
に
よ
る
供

述
調
書
等
の
流
出
と
い
う
事
態
は
、
医
師
の
業
務
に
対
す
る
信
頼
性
を
大
き
く
低
下
さ
せ
る
と
い
え
る
か
ら
、
こ
れ
を
考
慮
に
入
れ
る
と
、

本
事
案
で
正
当
化
が
否
定
さ
れ
た
の
は
や
む
を
得
な
い
」
と
さ
れ
る
（
２4
）

。

四
　
考
察

以
上
を
踏
ま
え
て
、
取
材
行
為
、
取
材
協
力
行
為
の
違
法
性
判
断
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

第
一
に
、
違
法
性
判
断
基
準
に
つ
い
て
私
見
を
述
べ
る
。
ま
ず
、
刑
法
が
適
正
か
つ
合
理
的
な
処
罰
を
実
現
す
る
た
め
に
刑
罰
権
行
使

を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
法
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
て
、
一
般
的
な
違
法
性
判
断
基
準
と
し
て
は
、
当
該
行
為
に
よ
っ
て
損
な
わ
れ
る
利
益
と

も
た
ら
さ
れ
る
利
益
と
を
比
較
衡
量
し
、
か
つ
、
当
該
行
為
の
目
的
、
手
段
方
法
（
態
様
）
を
考
慮
す
る
、
と
い
う
も
の
が
適
切
で
あ
る

と
考
え
る
。
刑
法
の
謙
抑
性
か
ら
、
当
該
行
為
に
よ
っ
て
損
な
わ
れ
る
利
益
が
も
た
ら
さ
れ
る
利
益
に
優
越
し
な
い
と
き
に
は
、
手
段
方

法
に
欠
点
が
あ
っ
て
も
、
違
法
性
は
否
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
逆
に
損
な
わ
れ
る
利
益
が
優
越
し
て
も
当
該
行
為
が
目
的
、
手
段
方
法

の
点
で
欠
点
が
な
い
と
き
は
、
違
法
性
は
否
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
利
益
の
比
較
衡
量
の
点
で
問
題
が
な
い
の
に
行
為
態
様
に
問
題
が

あ
る
か
ら
違
法
性
を
肯
定
す
る
と
い
う
の
は
、
過
度
の
行
為
無
価
値
論
で
あ
り
、
賛
成
で
き
な
い
。
さ
ら
に
、
刑
法
に
お
け
る
違
法
性
判

断
が
当
該
行
為
が
当
該
犯
罪
の
構
成
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
る
以
上
、「
当
該
行
為
に
よ
っ
て
損
な
わ
れ
る
利

益
」
は
当
該
犯
罪
の
保
護
法
益
を
意
味
す
る
、
と
考
え
る
。
当
該
行
為
に
よ
っ
て
保
護
法
益
以
外
の
利
益
が
損
な
わ
れ
る
か
ら
と
い
っ
て
、

（
二
四
〇
）
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そ
の
こ
と
の
故
に
当
該
行
為
の
違
法
性
を
肯
定
す
る
べ
き
で
は
な
い
（
２5
）

。
つ
ぎ
に
、
取
材
行
為
に
呼
応
し
て
取
材
協
力
行
為
と
し
て
秘
密
漏

示
が
な
さ
れ
た
場
合
の
違
法
性
の
判
断
は
、
右
に
述
べ
た
基
準
に
従
っ
て
、
秘
密
を
漏
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
損
な
わ
れ
る
（
秘
密
の
主

体
の
）
利
益
と
秘
密
を
漏
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
利
益
（
こ
ち
ら
は
秘
密
の
主
体
の
利
益
に
限
ら
な
い
）
と
を
比
較
衡
量
し
て

な
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
取
材
行
為
、
取
材
協
力
行
為
の
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
同
様
の
基
準
で
違
法
性
が
判
断
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
通
例
、

一
方
の
行
為
の
違
法
性
が
否
定
さ
れ
れ
ば
他
方
の
行
為
の
違
法
性
も
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

第
二
に
、
私
見
の
基
準
に
照
ら
し
て
外
務
省
秘
密
漏
洩
事
件
の
裁
判
に
つ
い
て
考
え
る
。
私
見
の
基
準
に
よ
る
な
ら
Ｘ
の
取
材
行
為
の

違
法
性
は
否
定
さ
れ
る
。
第
一
審
判
決
は
利
益
衡
量
論
に
よ
り
同
様
の
結
論
に
達
し
て
お
り
、
こ
の
点
は
支
持
で
き
る
。
こ
れ
に
対
し
、

上
告
審
決
定
が
、
Ｙ
の
「
個
人
と
し
て
の
人
格
の
尊
厳
を
著
し
く
蹂
躙
し
た
」
と
し
て
、
秘
密
な
い
し
保
護
法
益
の
主
体
で
な
い
者
の
権

利
・
利
益
を
害
し
た
こ
と
を
理
由
に
違
法
性
を
肯
定
し
た
こ
と
は
不
当
で
あ
る
。
同
決
定
に
対
す
る
「
違
法
の
質
を
無
視
す
る
も
の
と
し

て
、
妥
当
で
な
い
」
と
い
う
批
判
（
２6
）

に
は
頷
け
る
も
の
が
あ
る
。
Ｙ
の
取
材
協
力
行
為
に
つ
い
て
も
、
特
段
の
事
情
は
認
め
ら
れ
な
い
の

で
、
私
見
の
基
準
に
よ
れ
ば
違
法
性
は
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
に
関
し
、
第
一
審
判
決
は
、
取
材
協
力
行
為
の
違
法
性
が
否

定
さ
れ
る
た
め
に
は
、
刑
法
二
三
〇
条
の
二
を
考
慮
し
て
「
公
益
を
図
る
と
い
う
積
極
的
意
図
」
が
必
要
で
あ
る
と
し
、
こ
の
よ
う
な
意

図
が
な
い
こ
と
を
違
法
性
肯
定
の
理
由
に
し
て
い
る
。
し
か
し
、
公
務
員
の
秘
密
漏
示
罪
の
正
当
化
要
件
を
名
誉
毀
損
罪
の
正
当
化
要
件

を
考
慮
し
て
加
重
す
る
こ
と
は
疑
問
で
あ
る
こ
と
、
裁
判
例
や
多
数
説
が
公
益
目
的
要
件
を
緩
や
か
に
解
し
て
い
る
こ
と
（
２7
）

、
取
材
協
力
行

為
に
つ
い
て
の
み
「
積
極
的
意
図
」
を
要
件
と
す
る
理
由
が
不
明
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
支
持
で
き
な
い
。

第
三
に
、
私
見
の
基
準
に
照
ら
し
て
鑑
定
人
医
師
秘
密
漏
示
事
件
の
裁
判
に
つ
い
て
考
え
る
。
私
見
の
基
準
に
よ
っ
て
も
、
Ｃ
の
取
材

行
為
に
つ
い
て
は
、
第
一
審
判
決
の
結
論
と
同
様
に
、
違
法
性
が
否
定
さ
れ
よ
う
。
問
題
な
の
は
、
同
判
決
が
Ｚ
の
取
材
協
力
行
為
の
違

（
二
四
一
）
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法
性
を
肯
定
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
同
判
決
は
、
①
Ｚ
が
Ａ
に
対
し
て
抱
い
て
い
た
思
い
が
主
観
的
な
も
の
に
と
ど

ま
っ
て
い
た
こ
と
、
②
少
年
審
判
手
続
進
行
中
に
鑑
定
人
の
立
場
に
あ
り
な
が
ら
、「
Ｃ
ら
に
本
件
事
件
記
録
を
自
由
に
閲
覧
さ
せ
る
な

ど
し
て
お
り
」
手
段
の
相
当
性
が
著
し
く
欠
け
る
こ
と
、
③
「
そ
の
記
録
等
の
内
容
は
Ａ
、
Ｂ
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ

る
こ
と
」
を
あ
げ
て
い
る
。
し
か
し
、
①
に
つ
い
て
は
、
Ｚ
が
報
道
内
容
に
疑
問
を
も
ち
Ａ
に
殺
意
が
な
い
こ
と
を
対
外
的
に
明
ら
か
に

し
た
い
と
い
う
思
い
を
抱
い
て
い
た
こ
と
は
同
判
決
も
認
定
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
事
実
関
係
に
鑑
み
て
、
そ
の
よ
う
な
思
い
が
Ｃ
ら
に

表
出
さ
れ
ず
主
観
的
な
も
の
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
と
も
い
い
難
い
よ
う
に
思
う
。
ま
た
、
②
に
つ
い
て
は
、
少
年
審
判
手
続
進
行
中
で
あ

る
こ
と
を
い
う
点
は
、
少
年
審
判
を
非
公
開
に
す
る
こ
と
の
利
益
を
考
慮
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
、
違
法
の
質
を
無
視
す
る
と
の
批
判

を
免
れ
難
い
よ
う
に
思
う
（
同
判
決
は
、
取
材
協
力
行
為
正
当
化
の
基
準
と
し
て
「
秘
密
の
主
体
が
受
け
る
不
利
益
」
を
考
慮
す
る
と
述
べ
て
い
る
の

で
、
こ
の
点
と
の
整
合
性
も
不
明
で
あ
る
）。
鑑
定
人
の
立
場
に
あ
っ
た
こ
と
を
咎
め
る
点
も
本
件
が
医
師
と
し
て
の
秘
密
漏
示
の
事
案
で
あ

る
こ
と
を
考
え
る
と
整
合
性
に
欠
け
る
よ
う
に
思
う
。
さ
ら
に
、
事
件
記
録
を
自
由
に
閲
覧
さ
せ
た
と
す
る
点
も
、
Ｚ
が
Ｃ
ら
を
信
頼
し

て
、
コ
ピ
ー
を
と
ら
な
い
等
の
約
束
を
し
た
上
で
閲
覧
さ
せ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、「
相
当
性
を
著
し
く
欠
く
」
と
断
じ
る
こ
と
は

で
き
な
い
よ
う
に
思
う
。
③
に
つ
い
て
は
、
本
件
事
件
記
録
の
内
容
が
Ａ
、
Ｂ
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ

れ
ら
が
要
保
護
性
の
あ
る
、
漏
示
に
よ
っ
て
Ａ
、
Ｂ
の
利
益
が
相
当
程
度
害
さ
れ
る
秘
密
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
点
に
問
題
が
あ
る
、
と

い
え
る
（
２8
）

。
結
局
、
同
判
決
が
Ｚ
の
取
材
協
力
行
為
の
違
法
性
を
肯
定
し
た
の
は
妥
当
で
は
な
く
、
こ
の
判
断
を
変
更
し
な
か
っ
た
第
二
審

判
決
、
上
告
審
決
定
も
妥
当
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

（
二
四
二
）
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五
　
む
す
び
に

私
見
に
対
す
る
想
定
さ
れ
る
反
論
に
答
え
て
本
稿
を
結
ぶ
こ
と
に
す
る
。
一
つ
の
反
論
は
、「
取
材
行
為
は
知
る
権
利
に
奉
仕
す
る
重

要
な
も
の
で
あ
る
か
ら
厚
く
保
護
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
り
、
取
材
協
力
行
為
よ
り
緩
や
か
な
要
件
で
違
法
性
が
否
定
さ
れ
て
し
か
る

べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
取
材
は
取
材
行
為
と
取
材
協
力
行
為
と
か
ら
成
り
立
つ
も
の
で
あ
る
か
ら
取
材
行
為
が

保
護
さ
れ
る
べ
き
な
ら
取
材
協
力
行
為
も
同
様
に
保
護
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
。
取
材
協
力
行
為
が
な
け
れ
ば
報
道
は
な
し
え
な
い

の
で
あ
っ
て
、
そ
の
保
護
を
取
材
行
為
よ
り
薄
い
も
の
に
し
て
よ
い
理
由
は
な
い
。
い
ま
一
つ
の
反
論
は
、「
秘
密
漏
示
罪
の
可
罰
性
は
、

身
分
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
職
業
・
地
位
に
あ
る
者
に
は
厳
格
な
守
秘
義
務
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
の
に
、
こ
れ
に
違
反
し
て
、
職
業
・

地
位
に
対
す
る
社
会
的
信
頼
を
害
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
取
材
協
力
行
為
は
こ
の
よ
う
な
義
務
に
反
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
取
材
行
為

の
違
法
性
が
否
定
さ
れ
て
も
、
違
法
性
を
肯
定
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
だ
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
（
２9
）

。
し
か
し
、
鑑
定
人
医
師
秘
密
漏
示
事
件

上
告
審
決
定
の
補
足
意
見
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
一
三
四
条
は
第
一
次
的
に
は
秘
密
を
保
護
す
る
た
め
の
規
定
で
あ
り
、
身
分
た
る
職

業
の
保
護
は
反
射
的
、
あ
る
い
は
二
次
的
に
考
慮
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
い
。
一
三
四
条
の
秘
密
漏
示
罪
は
親
告
罪
で
あ
る
し
、
秘
密
の
主
体

た
る
「
人
」
の
同
意
が
あ
れ
ば
構
成
要
件
該
当
性
が
否
定
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
、
同
罪
の
保
護
法
益
は
「
秘
密
の
主
体
の
、

秘
密
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
利
益
」
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
守
秘
義
務
違
反
の
故
を
も
っ
て
取
材
協
力
行
為

の
違
法
性
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

他
に
も
秘
密
漏
示
罪
に
は
不
明
確
な
点
が
多
々
あ
る
（
右
に
述
べ
た
「
秘
密
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
利
益
」
の
内
容
さ
え
明
確
と
は

い
え
な
い
）。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
別
の
機
会
に
検
討
す
る
し
か
な
い
。

（
二
四
三
）
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一
〇
二

「
ま
、
今
日
は
こ
の
位
で
」
と
言
う
岩
渕
先
生
の
笑
顔
を
想
像
し
つ
つ
擱
筆
す
る
こ
と
に
す
る
。

注（
1
）	

斎
藤
文
男
「
判
批
」
芦
部
信
喜
ほ
か
編
『
憲
法
判
例
百
選
Ⅰ
』
一
六
二
頁
以
下
（
有
斐
閣
、
第
四
版
、
二
〇
〇
〇
年
）
の
一
六
三
頁
、
巻
美
矢

紀
「
判
批
」
長
谷
部
恭
男
ほ
か
編
『
メ
デ
ィ
ア
判
例
百
選
』
一
〇
頁
以
下
（
有
斐
閣
、
第
二
版
、
二
〇
一
八
年
）
の
一
一
頁
、
参
照
。

（
２
）	

堀
籠
幸
男
「
判
解
」
法
曹
会
編
『
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
刑
事
篇
（
昭
和
五
三
年
度
）』
一
二
九
頁
以
下
（
法
曹
会
、
一
九
八
二
年
）
の

一
六
五
頁
、
田
宮
裕
「
そ
そ
の
か
し
罪
と
取
材
の
限
界
」
判
例
評
論
二
三
六
号
一
二
八
頁
以
下
（
一
九
七
八
年
）
の
一
三
〇
頁
、
平
野
龍
一
「
公
務

員
に
秘
密
漏
泄
を
そ
そ
の
か
す
行
為
と
取
材
行
為
の
正
当
性
の
限
界
」
警
察
学
論
集
五
八
巻
一
号
五
〇
頁
以
下
（
一
九
八
七
年
）
の
五
四
頁
、
参
照
。

（
3
）	

斎
藤
・
前
掲
注（
１
）一
六
三
頁
参
照
。

（
4
）	

平
野
・
前
掲
注（
２
）五
三
頁
参
照
。

（
5
）	

斎
藤
・
前
掲
注（
１
）一
六
三
頁
、
田
宮
裕
「
判
批
」
平
野
龍
一
ほ
か
編
『
刑
法
判
例
百
選
Ⅰ
総
論
』
六
四
頁
以
下
（
有
斐
閣
、
第
二
版
、

一
九
八
四
年
）
の
六
五
頁
、
参
照
。

（
6
）	

中
山
研
一
「
外
務
省
秘
密
漏
え
い
事
件
最
高
裁
決
定
を
め
ぐ
っ
て
─
「
そ
そ
の
か
し
」
と
取
材
の
自
由
を
中
心
に
─
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
三
六
五

号
五
頁
以
下
（
一
九
七
八
年
）
の
一
三
頁
参
照
。

（
7
）	

米
田
泰
邦
「
判
解
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
六
九
三
号
（
昭
和
五
三
年
度
重
要
判
例
解
説
）
一
八
七
頁
以
下
（
一
九
七
九
年
）
の
一
八
八
頁
、
田
宮
・
前

掲
注（
５
）六
五
頁
、
参
照
。

（
8
）	

平
野
・
前
掲
注（
２
）五
四
頁
参
照
。

（
9
）	

斎
藤
・
前
掲
注（
１
）一
六
三
頁
、
宇
都
宮
純
一
「
判
研
」
法
學
四
五
巻
六
号
一
三
七
頁
以
下
（
一
九
八
二
年
）
の
一
四
二
頁
、
参
照
。

（
10
）	

堀
部
政
男
「
判
解
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
六
九
三
号
（
昭
和
五
三
年
度
重
要
判
例
解
説
）
一
五
頁
以
下
（
一
九
七
九
年
）
の
一
七
頁
、
米
田
・
前
掲
注

（
７
）一
八
八
頁
、
平
野
・
前
掲
注（
２
）五
五
頁
、
清
水
英
夫
「
判
批
」
伊
藤
正
己
ほ
か
編
『
マ
ス
コ
ミ
判
例
百
選
』
一
六
頁
以
下
（
有
斐
閣
、
第
二

（
二
四
四
）



秘
密
漏
示
罪
と
取
材
（
設
楽
）

一
〇
三

版
、
一
九
八
五
年
）
の
一
七
頁
　
巻
・
前
掲
注（
１
）一
一
頁
、
参
照
。

（
11
）	

堀
籠
・
前
掲
注（
２
）一
七
四
頁
参
照
。

（
1２
）	
田
宮
・
前
掲
注（
２
）一
三
二
頁
参
照
。

（
13
）	
米
田
・
前
掲
注（
７
）一
八
八
頁
、
宇
都
宮
・
前
掲
注（
９
）一
四
二
頁
、
参
照
。

（
14
）	

田
宮
・
前
掲
注（
２
）一
三
二
～
一
三
三
頁
参
照
。

（
15
）	

田
宮
・
前
掲
注（
２
）一
三
三
頁
、
米
田
・
前
掲
注（
７
）一
八
八
頁
、
参
照
。

（
16
）	

田
宮
・
前
掲
注（
５
）六
五
頁
、
齊
藤
愛
「
判
批
」
長
谷
部
恭
男
ほ
か
編
『
憲
法
判
例
百
選
Ⅰ
』
一
七
〇
頁
以
下
（
有
斐
閣
、
第
六
版
、

二
〇
一
三
年
）
の
一
七
一
頁
、
丸
山
雅
夫
「
判
批
」
山
口
厚
ほ
か
編
『
刑
法
判
例
百
選
Ⅰ
総
論
』
三
八
頁
以
下
（
有
斐
閣
、
第
七
版
、
二
〇
一
四

年
）
の
三
九
頁
、
参
照
。

（
17
）	

刑
集
六
六
巻
四
号
四
四
二
～
四
四
三
頁
、
矢
野
直
邦
「
判
解
」
法
曹
会
編
『
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
刑
事
篇
（
平
成
二
四
年
度
）』
八
九
頁
以

下
（
法
曹
会
、
二
〇
一
五
年
）
の
九
一
頁
、
参
照
。

（
18
）	

矢
野
・
前
掲
注（
17
）九
五
頁
、
松
宮
孝
明
「
判
解
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
四
五
三
号
（
平
成
二
四
年
度
重
要
判
例
解
説
）
一
五
九
頁
以
下

（
二
〇
一
三
年
）
の
一
六
〇
頁
、
参
照
。

（
19
）	

松
宮
・
前
掲
注（
18
）一
六
〇
頁
参
照
。

（
２0
）	

豊
田
兼
彦
「
判
解
」
新
・
判
例
解
説
編
集
委
員
会
編
『
新
・
判
例
解
説W

atch

』（
速
報
判
例
解
説
一
二
巻
）
一
四
一
頁
以
下
（
日
本
評
論
社
、

二
〇
一
三
年
）
の
一
四
二
頁
、
佐
久
間
修
「
判
批
」
甲
斐
克
則
ほ
か
編
『
医
事
法
判
例
百
選
』
五
六
頁
以
下
（
有
斐
閣
、
第
二
版
、
二
〇
一
四
年
）

の
五
六
頁
、
参
照
。

（
２1
）	

矢
野
・
前
掲
注（
17
）九
六
～
一
〇
六
頁
参
照
。

（
２２
）	

辰
井
聡
子
「
判
批
」
長
谷
部
恭
男
ほ
か
編
『
メ
デ
ィ
ア
判
例
百
選
』
一
二
頁
以
下
（
有
斐
閣
、
第
二
版
、
二
〇
一
八
年
）
の
一
三
頁
。

（
２3
）	

豊
田
・
前
掲
注（
２0
）一
四
三
頁
、
佐
久
間
・
前
掲
注（
２0
）五
七
頁
、
参
照
。

（
２4
）	

辰
井
・
前
掲
注（
２２
）一
三
頁
参
照
。

（
二
四
五
）



政
経
研
究

　第
五
十
六
巻
第
二
号
（
二
〇
一
九
年
七
月
）

一
〇
四

（
２5
）	

山
口
厚
『
刑
法
総
論
』（
有
斐
閣
、
第
三
版
、
二
〇
一
六
年
）
一
〇
七
頁
は
、
処
罰
を
正
当
化
す
る
違
法
性
を
基
礎
づ
け
ら
れ
る
の
は
当
該
構

成
要
件
中
に
規
定
さ
れ
た
結
果
惹
起
に
限
ら
れ
る
と
す
る
。
こ
の
見
解
は
基
本
的
に
正
当
で
あ
る
。
た
だ
、
私
見
は
行
為
の
危
険
性
を
も
考
慮
す
る
。

（
２6
）	
佐
伯
仁
志
『
刑
法
総
論
の
考
え
方
・
楽
し
み
方
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
三
年
）
一
〇
四
頁
参
照
。

（
２7
）	
大
塚
仁
ほ
か
編
『
大
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
刑
法	

第
一
二
巻
〔
第
二
三
〇
条
～
第
二
四
五
条
〕』（
青
林
書
院
、
第
二
版
、
二
〇
〇
三
年
）
四
六
頁

〔
中
森
喜
彦
〕
参
照
。

（
２8
）	

外
務
省
秘
密
漏
洩
事
件
第
一
審
判
決
と
鑑
定
人
医
師
秘
密
漏
示
事
件
第
一
審
判
決
と
を
比
べ
て
み
る
と
、
前
者
で
は
三
電
文
の
内
容
と
秘
密
保

護
の
必
要
性
が
検
討
さ
れ
実
質
秘
性
は
さ
ほ
ど
高
度
の
も
の
と
は
認
め
ら
れ
な
い
と
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
後
者
で
は
「
供
述
調
書
、
陳
述
調
書

等
」、「
心
理
検
査
の
結
果
等
が
記
載
さ
れ
た
書
面
」、「
精
神
鑑
定
の
結
果
等
が
記
載
さ
れ
た
書
面
」
の
ど
の
部
分
が
ど
の
よ
う
な
実
質
秘
性
を
有
し

て
い
る
の
か
が
十
分
吟
味
さ
れ
て
い
な
い
。
供
述
調
書
等
の
内
容
で
あ
っ
て
も
、
既
に
報
道
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
非
公
知
の
事
実
と
は
い
え
ず
「
秘

密
」
に
あ
た
る
と
は
い
い
難
い
し
、
秘
匿
す
る
こ
と
が
本
人
の
利
益
に
な
ら
な
い
事
実
や
刑
法
上
保
護
す
る
に
値
し
な
い
事
実
も
「
秘
密
」
に
あ
た

る
と
は
い
い
難
い
。「
非
公
知
」
と
か
「
他
人
に
知
ら
れ
な
い
こ
と
が
本
人
の
利
益
に
な
る
」
と
か
い
っ
た
こ
と
は
程
度
（
量
）
の
あ
る
概
念
で
あ

り
、
例
え
ば
、
Ａ
の
学
校
の
成
績
や
教
育
状
況
、
そ
の
他
家
庭
の
事
情
が
全
て
「
秘
密
」
に
あ
た
る
と
い
え
る
か
は
疑
わ
し
い
。
こ
の
点
に
つ
き
、

供
述
調
書
等
に
「
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
か
か
わ
る
情
報
も
大
量
に
含
ま
れ
て
い
る
」
と
か
「
非
公
開
で
行
わ
れ
る
家
庭
裁
判
所
の
審
判
手
続
が
進
行
中

で
あ
っ
た
」
と
か
い
う
こ
と
か
ら
、
Ｚ
が
明
ら
か
に
し
た
情
報
が
秘
密
に
あ
た
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
と
す
る
見
解
も
あ
る
も
の
の
（
矢
野
・
前

掲
注（
17
）一
〇
九
頁
参
照
）、
そ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
直
ち
に
「
秘
密
」
に
あ
た
る
と
い
う
結
論
は
導
け
ま
い
。

（
２9
）	

一
三
四
条
の
秘
密
漏
示
罪
に
つ
き
、
特
定
の
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ン
に
対
す
る
社
会
的
信
頼
を
保
護
し
た
も
の
と
す
る
見
解
に
つ
き
、
佐
久
間
・

前
掲
注（
２0
）五
七
頁
参
照
。
曲
田
統
「
秘
密
漏
示
罪
の
成
立
要
件
と
共
犯
─
最
決
平
成
二
四
年
二
月
一
三
日
を
素
材
と
し
て
─
」
法
學
新
報
一
一
九

巻
九
・
一
〇
号
五
五
九
頁
以
下
（
二
〇
一
三
年
）
の
五
七
七
～
五
七
八
頁
は
、
一
三
四
条
の
身
分
者
に
は
取
材
行
為
者
の
要
求
を
「
厳
に
は
ね
の
け

続
け
る
だ
け
の
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ン
と
し
て
の
強
い
自
覚
」
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
す
る
。
し
か
し
、
同
罪
が
保
護
し
て
い
る
の
は
個
人
の
秘
密
に

す
る
こ
と
に
よ
り
得
ら
れ
る
利
益
で
あ
る
、
と
解
す
る
べ
き
で
あ
る
。

（
二
四
六
）



選
挙
と
フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ
ク
（
柴
田
）

一
〇
五

選
挙
と
フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ
ク

─
沖
縄
の
場
合

─

柴

　
　田

　
　秀

　
　一

は
じ
め
に

現
職
の
翁
長
雄
志
知
事
死
去
に
伴
い
、
二
〇
一
八
（
平
成
三
〇
）
年
九
月
一
三
日
告
示
、
九
月
三
〇
日
投
票
・
開
票
で
沖
縄
県
知
事
選

挙
が
行
わ
れ
、
玉
城
デ
ニ
ー
候
補
が
三
九
万
六
千
票
余
り
を
獲
得
し
、
事
実
上
一
騎
打
ち
の
、
佐
喜
真
敦
候
補
に
八
万
票
の
差
を
つ
け
当

選
し
た
。

こ
の
選
挙
期
間
中
、
沖
縄
県
の
地
元
新
聞
、
琉
球
新
報
社
、
沖
縄
タ
イ
ム
ス
社
の
二
紙
は
、
そ
れ
ぞ
れ
紙
面
で
「
フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ

ク
」
を
謳
い
記
事
を
書
い
た
。
選
挙
期
間
中
に
、
候
補
者
や
関
係
者
の
発
す
る
言
葉
な
ど
の
真
偽
を
「
フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ
ク
」
と
し
て
記

論

　説

（
二
四
七
）



政
経
研
究

　第
五
十
六
巻
第
二
号
（
二
〇
一
九
年
七
月
）

一
〇
六

事
化
す
る
試
み
は
、
新
聞
媒
体
の
選
挙
報
道
の
中
で
は
極
め
て
珍
し
い
こ
と
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
日
本
で
は
ま
だ
、
ほ
と
ん
ど
根
付
い
て
い
な
い
、
こ
の
「
フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ
ク
」
に
つ
い
て
、
本
文
で
は
、「
フ
ァ
ク
ト

チ
ェ
ッ
ク
」
と
は
何
か
か
ら
、
二
紙
が
沖
縄
で
は
初
め
て
行
っ
た
試
み
を
調
査
、「
フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ
ク
」
の
必
要
性
、
方
法
論
を
考
え
、

今
後
の
ニ
ュ
ー
ス
報
道
の
在
り
方
を
考
察
す
る
。

本
稿
の
項
目

〇
フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ
ク
と
は

〇
フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ
ク
の
方
法

〇
沖
縄
二
紙
の
試
み
と
Ｆ
Ｉ
Ｊ
　
沖
縄
タ
イ
ム
ス
の
場
合
　
琉
球
新
報
の
場
合

〇
Ｆ
Ｉ
Ｊ
「
フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ
ク
・
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
」

〇
「
フ
ェ
イ
ク
ニ
ュ
ー
ス
」
検
証
と
「
フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ
ク
」
の
違
い

〇
ま
と
め

〇
フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ
ク
と
は

フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ
ク
は
、「
言
説
の
内
容
が
事
実
に
基
づ
い
て
い
る
も
の
か
正
確
な
の
か
ど
う
か
調
べ
結
果
を
発
表
す
る
事
（
１
）」

と
明
確

で
は
あ
る
が
、
こ
れ
を
「
事
実
確
認
」
と
置
き
換
え
て
し
ま
う
と
途
端
に
明
確
で
は
な
く
な
る
。
こ
の
辺
り
の
こ
と
を
き
ち
ん
と
分
け
て

（
二
四
八
）



選
挙
と
フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ
ク
（
柴
田
）

一
〇
七

書
い
て
い
る
の
が
、「
フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ
ク
と
は
何
か
　
立
岩
洋
一
郎
　
楊
井
人
文
　
著
　
岩
波
ブ
ッ
ク
レ
ッ
トN

O
.982

」
で
あ
り
、
分

か
り
や
す
い
の
で
ポ
イ
ン
ト
を
引
用
す
る
。

「
事
実
確
認
」
＝
メ
デ
ィ
ア
の
報
道
や
研
究
発
表
な
ど
対
外
的
発
表
に
誤
り
が
な
い
よ
う
に
取
材
や
調
査
の
プ
ロ
セ
ス
で
慎
重
に
事
実

関
係
を
調
べ
る
作
業
→
調
査
の
過
程
で
不
正
確
な
情
報
、
誤
り
は
外
し
、
事
実
と
確
認
さ
れ
た
も
の
の
み
を
発
表
す
る
。

「
フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ
ク
」
＝
す
で
に
公
表
さ
れ
た
言
説
の
内
容
が
正
確
か
ど
う
か
を
第
三
者
が
事
後
に
調
査
検
証
し
発
表
→
調
査
の
結

果
「
あ
る
情
報
が
不
正
確
だ
っ
た
」
こ
と
が
判
明
す
れ
ば
、
そ
れ
を
積
極
的
に
公
表
し
社
会
と
共
有
す
る
。

調
査
過
程
で
の
不
正
確
な
も
の
は
除
い
て
公
表
し
な
い
の
が
「
事
実
確
認
」
と
す
れ
ば
、
フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ
ク
は
、
不
正
確
な
も
の
を

積
極
的
に
公
表
す
る
。

従
っ
て
「
フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ
ク
」≠
（
イ
コ
ー
ル
で
は
な
い
）「
事
実
確
認
」
で
あ
る
。

今
ま
で
の
マ
ス
コ
ミ
報
道
記
事
で
は
「
事
実
確
認
」
は
普
段
か
ら
ず
っ
と
や
っ
て
き
て
、
事
実
と
確
認
で
き
る
事
を
記
事
に
し
て
い
る

の
で
、
敢
え
て
「
フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ
ク
」
を
や
る
必
要
は
な
い
。
そ
う
考
え
る
人
が
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
解
釈
の
誤
り
で
、「
フ
ァ

ク
ト
チ
ェ
ッ
ク
」
と
「
事
実
確
認
」
は
「
似
て
非
な
る
」
全
く
目
的
が
違
う
こ
と
で
あ
る
。

調
査
し
た
結
果
「
不
正
確
」
や
「
嘘
」
の
情
報
を
公
表
し
共
有
す
る
の
が
、「
フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ
ク
」
な
の
で
、
訳
語
は
「
事
実
確
認
」

で
は
な
く
「
言
説
の
真
偽
検
証
」
と
も
い
え
る
も
の
で
あ
る
。

更
に
、「
フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ
ク
」
は
、
い
わ
ゆ
る
「
フ
ェ
イ
ク
ニ
ュ
ー
ス
」
を
調
べ
て
「
嘘
」
を
暴
く
も
の
で
も
な
い
。
意
図
的
に
嘘

の
情
報
を
流
す
意
味
で
「
フ
ェ
イ
ク
ニ
ュ
ー
ス
」
を
捉
え
る
と
、
発
信
者
が
誰
で
、
ど
う
い
う
動
機
で
、
偽
情
報
を
流
し
た
か
、
と
い
っ

た
本
人
の
主
観
面
を
調
べ
、
そ
れ
が
重
要
な
視
点
に
な
る
。
し
か
し
「
フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ
ク
」
は
、
そ
う
し
た
言
説
の
背
景
や
本
人
の
地

（
二
四
九
）
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一
〇
八

位
や
人
格
、
意
図
に
は
全
く
関
係
の
な
い
「
言
説
内
容
が
事
実
に
基
づ
く
か
ど
う
か
」
を
検
証
す
る
も
の
で
あ
る
。「
フ
ェ
イ
ク
ニ
ュ
ー

ス
検
証
」
と
は
違
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
「
フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ
ク
」≠

「
フ
ェ
イ
ク
ニ
ュ
ー
ス
検
証
」
で
あ
る
。

加
え
て
、
扱
っ
た
「
言
説
」
の
評
価
を
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
、
政
治
的
な
方
向
性
や
立
場
、
政
策
の
合
理
性
等
と
は
関
係
な
い
も

の
で
あ
る
。
こ
の
あ
た
り
で
、
従
来
の
新
聞
、
雑
誌
、
Ｔ
Ｖ
等
に
お
け
る
記
事
・
原
稿
と
は
一
線
を
画
す
る
も
の
に
な
る
。
ニ
ュ
ー
ス
性

の
高
さ
（
ニ
ュ
ー
ス
バ
リ
ュ
ー
）
も
関
係
な
く
、
事
実
と
し
て
ど
う
か
と
い
う
点
に
絞
っ
て
い
る
。

ま
た
、
事
実
（
フ
ァ
ク
ト
）
と
意
見
（
オ
ピ
ニ
オ
ン
）
を
分
け
、
見
解
を
述
べ
た
に
過
ぎ
な
い
も
の
は
、
事
実
（
フ
ァ
ク
ト
）
に
な
ら
ず
、

単
な
る
意
見
と
し
て
扱
わ
な
い
（
２
）

。

で
は
、「
フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ
ク
」
の
原
則
と
は
何
か
。

国
際
標
準
が
あ
り
、
五
つ
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
（
３
）

。

①
　
非
党
派
性
、
公
正
性
（
特
定
の
政
治
目
的
の
た
め
に
行
わ
な
い
）

②
　
情
報
源
の
透
明
性
（
原
則
、
情
報
源
を
明
示
。
明
示
し
な
い
と
き
は
信
頼
に
値
す
る
か
、
何
故
秘
匿
す
る
か
詳
し
く
説
明
）

③
　
財
源
と
組
織
の
公
正
性
（
フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ
ク
組
織
の
資
金
源
、
ど
ん
な
経
歴
の
人
物
が
係
わ
っ
て
い
る
か
、
責
任
者
は
誰
か
明
示
）

④
　
方
法
論
の
透
明
性
（
対
象
言
説
範
囲
・
判
定
基
準
・
判
定
手
順
を
明
ら
か
に
す
る
）

⑤
　
訂
正
の
公
開
性
（
フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ
ク
の
記
事
に
誤
り
が
あ
れ
ば
、
誠
実
に
説
明
し
、
責
任
を
果
た
す
）

二
〇
一
八
年
の
沖
縄
知
事
選
挙
で
、
地
元
二
紙
が
行
っ
た
「
フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ
ク
」
は
、
お
お
む
ね
こ
の
基
準
に
沿
っ
て
行
わ
れ
た
。

（
二
五
〇
）



選
挙
と
フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ
ク
（
柴
田
）

一
〇
九

琉
球
新
報
は
、
Ｆ
Ｉ
Ｊ
（「
フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ
ク
・
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
」F

actC
heck Initiative Japan （

４
））

と
と
も
に
行
い
、
沖
縄
タ
イ
ム
ス
は
、

法
政
大
学
の
藤
代
裕
之
准
教
授
に
協
力
を
仰
い
で
、
や
は
り
国
際
基
準
に
準
拠
し
て
行
っ
た
。

こ
こ
で
、
触
れ
て
お
き
た
い
の
は
、
沖
縄
県
の
地
元
紙
は
県
内
で
の
購
読
率
が
極
め
て
高
い
こ
と
で
あ
る
。

「
都
道
府
県
統
計
と
ラ
ン
キ
ン
グ
で
見
る
県
民
性
」
統
計
（
５
）

に
よ
る
と
、
各
都
道
府
県
の
上
位
三
紙
発
行
部
数
に
占
め
る
地
方
紙
の
発
行

部
数
の
割
合
（
二
〇
一
七
年
）
を
比
較
す
る
と
、
全
国
で
の
地
方
紙
（
そ
の
道
府
県
・
地
域
し
か
発
行
し
て
い
な
い
新
聞
）
比
率
の
全
国
平
均
が

四
四
・
八
九
％
で
あ
る
の
に
対
し
、
最
も
地
方
紙
比
率
が
多
い
の
が
沖
縄
県
で
九
八
・
二
一
％
。
二
位
は
石
川
県
で
九
五
・
三
六
％
。
三
位

は
青
森
県
（
九
三
・
三
七
％
）
と
な
っ
て
い
る
。
新
聞
を
読
ま
な
い
世
代
が
据
え
た
と
は
い
え
、
影
響
力
は
あ
り
、「
フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ
ク
」

と
い
う
も
の
が
、
定
着
す
る
端
緒
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
わ
け
だ
。

○
沖
縄
タ
イ
ム
ス
の
場
合

沖
縄
タ
イ
ム
ス
社
は
創
刊
一
九
四
八
（
昭
和
二
三
）
年
七
月
一
日
、
本
社
は
沖
縄
県
那
覇
市
久
茂
地
、
年
商
九
二
億
七
千
万
円

（
二
〇
一
四
年
三
月
期
）（
以
上
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
）、
発
行
部
数
約
一
五
六
〇
〇
〇
部
（
二
〇
一
五
年
　
株
・
メ
デ
ィ
ア
バ
リ
ュ
ー
調
べ
（
６
））

知
事
選
で
「
フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ
ク
」
を
担
当
し
た
総
合
メ
デ
ィ
ア
企
画
局
デ
ジ
タ
ル
部
　
與
那
覇
里
子
氏
に
聞
い
た
、
知
事
選
で
の

「
フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ
ク
」
記
事
作
成
は
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

─
─

与
那
覇
氏
は
デ
ジ
タ
ル
担
当
で
あ
る
の
で
、
日
頃
か
ら
Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
見
て
い
る
と
、
事
実
に
基
づ
か
な
い
主
張
や
誹
謗
中
傷
、
疑
問
に
思

（
二
五
一
）
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一
一
〇

う
表
現
が
多
い
と
思
い
検
証
す
る
必
要
性
を
感
じ
て
い
た
が
、
す
ぐ
に
は
出
来
な
か
っ
た
と
い
う
。

二
〇
一
七
年
九
月
三
〇
日
投
票
の
沖
縄
県
知
事
選
挙
で
は
、
琉
球
新
報
が
早
く
か
ら
記
事
を
出
し
て
い
た
（
九
月
八
日
）「
フ
ァ
ク
ト

チ
ェ
ッ
ク
」
に
つ
い
て
会
議
で
検
討
し
、
実
行
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
Ｆ
Ｉ
Ｊ
（「
フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ
ク
・
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
」F

actC
heck 

Initiative Japan
　
前
出
）
か
ら
も
知
事
選
で
の
「
フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ
ク
」
に
他
メ
デ
ィ
ア
と
と
も
に
参
加
し
な
い
か
と
の
要
請
は
あ
っ
た

が
、
か
ね
て
、
連
絡
を
取
っ
て
い
た
「
フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ
ク
」
に
詳
し
い
法
政
大
学
藤
代
研
究
室
と
共
同
で
行
う
こ
と
に
し
、
Ｆ
Ｉ
Ｊ
と

は
別
に
独
立
し
て
チ
ェ
ッ
ク
す
る
こ
と
に
し
た
。

ス
カ
イ
プ
（S

kype

）
を
使
っ
た
テ
レ
ビ
会
議
で
、
初
め
て
の
経
験
で
あ
る
「
フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ
ク
」
を
藤
代
裕
之
法
政
大
学
准
教
授

が
原
則
か
ら
説
明
し
、「
国
際
フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ
ク
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（
前
出
）」
の
基
準
を
は
じ
め
、
ベ
リ
フ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン

【verification

】（
確
か
め
る
こ
と
、
証
明
、
検
証
）
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
情
報
共
有
し
た
。

九
月
一
三
日
（
告
示
日
）
に
「
フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ
ク
」
を
す
る
記
事
「
知
事
選
偽
ニ
ュ
ー
ス
確
認
　
本
紙
と
法
政
大
事
実
チ
ェ
ッ
ク
」

を
出
し
、
読
者
に
も
情
報
提
供
協
力
を
要
請
し
た
。（
図
１
）

与
那
覇
氏
を
含
め
フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ
ク
班
と
も
い
え
る
一
二
人
（
政
治
部
・
県
政
二
人
、
社
会
部
九
人
（
内
訳
・
警
察
担
当
三
人
、
デ
ス
ク
二

人
、
次
長
、
社
会
部
三
人
））
が
、
二
班
（
六
人
ず
つ
）
に
別
れ
、
偶
数
日
と
奇
数
日
に
担
当
を
分
け
て
パ
ト
ロ
ー
ル
（
ツ
イ
ッ
タ
ー
画
面
を
）

し
、
ま
ず
情
報
収
集
を
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
担
当
者
は
、
担
当
日
に
毎
朝
、
一
五
分T

w
itter

、F
acebook

を
中
心
に
Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
チ
ェ
ッ

ク
し
、
事
実
に
基
づ
か
な
い
疑
わ
し
い
発
言
を
探
し
た
。
何
故
一
五
分
に
限
っ
た
か
と
い
う
と
、
誹
謗
中
傷
な
ど
の
き
つ
い
言
葉
が
多
く

並
ぶ
画
面
を
長
時
間
見
て
い
る
と
、
朝
か
ら
心
的
に
影
響
を
受
け
る
こ
と
が
分
か
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
更
に
、
投
稿
フ
ォ
ー
ム
を
作

り
、
パ
ト
ロ
ー
ル
で
見
つ
か
っ
た
疑
わ
し
い
情
報
の
日
時
、
内
容
な
ど
を
書
い
て
投
稿
し
、
情
報
集
約
し
て
共
有
し
た
。 （

二
五
二
）
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一
一
一

図 １　沖縄タイムス　20１8 年 ９ 月 １３ 日　ファクトチェック始める

（
二
五
三
）
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一
一
二

記
者
が
、
必
ず
し
も
Ｐ
Ｃ
等
デ
ジ
タ
ル
機
器
に
詳
し
い
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、「
証
査
を
『
ス
ク
シ
ョ
』
で
撮
る
（
与
那
覇
氏
談
）」

と
言
っ
て
も
、
や
っ
た
こ
と
が
な
い
記
者
も
い
る
。「
ス
ク
シ
ョ
」
と
は
「
ス
ク
リ
ー
ン
シ
ョ
ッ
ト
」
の
こ
と
で
、
Ｐ
Ｃ
の
ス
ク
リ
ー
ン

（
デ
ス
ク
ト
ッ
プ
）
に
表
れ
て
い
る
画
像
を
そ
の
ま
ま
記
録
に
残
す
（
い
わ
ば
写
真
に
撮
り
残
す
）
や
り
方
だ
。
ま
ず
ス
ク
リ
ー
ン
シ
ョ
ッ
ト

の
残
し
方
か
ら
説
明
し
た
と
い
う
Ｓ
Ｎ
Ｓ
は
膨
大
な
情
報
が
流
れ
て
い
て
、
あ
と
か
ら
見
つ
け
出
す
こ
と
は
難
し
い
し
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
す
ら
、
消
え
て
な
く
な
っ
て
い
る
（
削
除
さ
れ
る
）
こ
と
は
少
な
く
な
い
の
で
、
そ
の
時
に
証
拠
を
取
っ
て
お
く
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。

そ
う
し
て
得
ら
れ
た
情
報
収
集
で
六
五
件
の
チ
ェ
ッ
ク
す
べ
き
事
柄
が
見
つ
か
っ
た
。
そ
こ
か
ら
、
検
証
可
能
と
み
ら
れ
る
事
柄
を

一
七
件
に
絞
っ
た
。
検
証
可
能
な
事
柄
と
い
う
の
は
、
疑
わ
し
い
言
説
に
対
し
、
統
計
資
料
が
あ
る
事
や
、
過
去
の
発
言
が
あ
る
、
直
接

取
材
で
き
る
、
発
言
者
が
誰
か
分
か
る
、
等
の
確
か
め
る
手
掛
か
り
の
あ
る
事
柄
で
あ
る
。
そ
う
し
た
「
ふ
る
い
」
に
か
け
ら
れ
た
後
の

一
七
件
の
事
柄
に
取
材
を
で
き
る
も
の
と
し
て
難
易
度
を
つ
け
て
、
取
材
担
当
の
六
人
が
す
べ
て
に
当
た
っ
た
と
い
う
。

情
報
収
集
で
最
初
に
絞
っ
た
六
五
例
に
つ
い
て
、
ど
う
い
う
も
の
が
あ
っ
た
か
は
残
念
な
が
ら
公
表
し
て
も
ら
え
な
か
っ
た
。

パ
ト
ロ
ー
ル
開
始
か
ら
、
取
材
可
能
な
一
七
の
事
柄
に
絞
る
ま
で
に
一
〇
日
か
か
っ
た
。
一
七
件
の
取
材
結
果
の
内
訳
は
、
取
材
の
途

中
様
々
な
理
由
で
真
偽
の
わ
か
ら
な
か
っ
た
も
の
（
相
手
方
の
取
材
拒
否
を
含
む
）
一
〇
件
（
約
六
割
）、
正
し
い
と
み
ら
れ
た
四
件
、
正
し

い
と
は
言
え
な
い
が
、
真
偽
判
断
が
難
し
い
も
の
一
件
、
偽
情
報
と
判
断
さ
れ
た
の
は
二
件
（
約
一
割
）
で
あ
っ
た
。

こ
の
結
果
、
偽
情
報
二
件
、
判
断
が
難
し
い
も
の
一
件
を
九
月
二
七
日
に
記
事
化
し
た
（
図
２
）

記
事
で
は
、
①T

w
itter

で
「
共
産
党
出
馬
の
翁
長
知
事
が
訪
米
し
て
も
政
府
関
係
者
の
誰
に
も
会
え
な
か
っ
た
し
、
沖
縄
の
米
軍
基

地
す
ら
入
れ
な
か
っ
た
」
⇨
誤
り
　
共
産
党
「
翁
長
知
事
が
共
産
党
か
ら
出
馬
し
た
事
実
は
な
い
」、
沖
縄
タ
イ
ム
ス
記
者
「
ア
メ
リ
カ

政
府
関
係
者
と
の
知
事
面
会
を
取
材
」、
沖
縄
県
基
地
対
策
課
「
知
事
が
基
地
内
に
入
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
な
い
」

（
二
五
四
）



選
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フ
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ク
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田
）

一
一
三

図 2　沖縄タイムス　20１8 年 ９ 月 2７ 日　一票惑わす偽情報

（
二
五
五
）
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一
一
四

②T
w
itter

で
「
佐
喜
真
氏
の
政
策
の
文
字
数
は
二
・
二
万
字
超
え
で
、
玉
城
氏
は
約
八
〇
〇
字
」
⇨
誤
り
　「
比
較
の
根
拠
が
異
な
る
　

佐
喜
真
氏
は
政
策
集
で
、
玉
城
氏
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
主
要
ポ
イ
ン
ト
を
抜
粋
し
た
数
」

③T
w
itter

で
「
佐
喜
真
氏
は
宜
野
湾
市
長
選
で
給
食
費
無
料
化
を
掲
げ
て
当
選
し
た
が
、
給
食
費
は
値
上
が
り
し
た
。」
⇨
取
材
結
果

真
偽
は
は
っ
き
り
判
断
で
き
ず
「
値
上
が
り
し
た
の
は
、
食
料
費
高
騰
が
理
由
。
小
学
生
は
半
額
助
成
が
実
現
し
た
が
、
中
学
生
は
財
政

上
の
理
由
で
助
成
対
象
外
な
の
で
上
が
っ
た
。」

「
フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ
ク
」
記
事
化
の
結
果
に
つ
い
て
、
与
那
覇
氏
は
、「
フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ
ク
」
検
証
に
は
た
い
へ
ん
時
間
が
か
か
る
。

情
報
収
集
を
し
て
怪
し
い
と
思
わ
れ
る
も
の
か
ら
、
そ
れ
を
検
証
で
き
る
の
か
、
根
拠
が
な
い
と
思
わ
れ
る
投
稿
は
「
ふ
る
い
」
に
か
け

落
と
す
。
取
材
拒
否
に
あ
う
と
真
偽
は
そ
れ
以
上
分
か
ら
な
い
。「
正
し
い
」
と
い
う
も
の
も
意
外
に
多
く
あ
っ
た
。
メ
デ
ィ
ア
と
し
て

出
す
記
事
と
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
中
で
行
わ
れ
て
い
る
事
と
は
違
い
、
メ
デ
ィ
ア
は
、「
フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ
ク
」
し
て
い
な
く
て
も
、
公
人
の
発

言
の
裏
取
り
は
当
た
り
前
に
し
て
い
る
。
だ
が
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
中
で
語
ら
れ
る
も
の
は
、
も
と
も
と
裏
取
り
も
、
事
実
の
発
信
の
義
務
な
ど

も
な
く
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
真
偽
を
問
う
様
に
で
き
て
い
な
い
。
そ
れ
を
ど
う
扱
っ
た
ら
い
い
の
か
当
惑
し
た
と
い
う
。

一
方
で
、「
フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ
ク
」
の
意
義
は
、
メ
デ
ィ
ア
が
、
民
主
主
義
を
守
る
役
割
を
果
た
す
為
、
必
要
な
こ
と
。
特
に
選
挙
で

間
違
っ
た
情
報
を
信
じ
て
投
票
す
る
と
い
う
こ
と
を
防
ぐ
た
め
に
意
味
が
あ
る
と
話
し
た
。

沖
縄
タ
イ
ム
ス
社
の
与
那
嶺
一
枝
編
集
局
長
は
初
め
て
行
っ
た
「
フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ
ク
」
に
つ
い
て
、

『
普
段
か
ら
確
か
な
情
報
を
載
せ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ
ク
」
と
打
ち
出
し
た
の
は
、
ネ
ッ
ト
等
に
あ
ふ
れ
る

情
報
の
真
偽
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
と
い
う
普
段
は
あ
ま
り
や
ら
な
い
取
材
、
記
事
掲
載
に
な
っ
た
か
ら
。
事
実
の
確
認
は
普
段
か
ら
や
っ
て

い
る
こ
と
と
思
わ
な
く
も
な
か
っ
た
が
、
打
ち
出
す
こ
と
に
特
段
の
違
和
感
は
な
か
っ
た
。
普
段
か
ら
や
っ
て
い
る
の
で
「
フ
ァ
ク
ト

（
二
五
六
）
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チ
ェ
ッ
ク
」
は
特
段
や
る
必
要
は
な
い
と
い
う
意
見
は
、
編
集
局
内
か
ら
は
聞
い
て
な
い
。

労
力
と
時
間
が
か
か
り
、
特
に
ネ
ッ
ト
の
場
合
は
キ
リ
が
な
い
と
い
う
側
面
が
あ
る
。
た
だ
、
最
近
は
政
権
、
政
治
の
場
の
発
言
に
つ

い
て
、「
フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ
ク
」
の
必
要
性
を
痛
感
し
、「
フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ
ク
」
と
い
う
言
葉
を
使
う
か
否
か
は
脇
に
お
い
て
も
、
引
き

続
き
政
権
・
政
治
家
の
発
言
等
に
つ
い
て
は
チ
ェ
ッ
ク
し
て
い
き
た
い
と
考
え
る
。

ま
た
、
ネ
ッ
ト
情
報
に
つ
い
て
は
、
選
挙
等
節
目
の
と
き
の
チ
ェ
ッ
ク
、
連
載
等
で
追
っ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
』
と
答
え
た
。

○
琉
球
新
報
の
場
合

株
式
会
社
琉
球
新
報
社
は
、
発
行
一
八
九
三
（
明
治
二
六
）
年
九
月
一
五
日
～
、
本
社
は
沖
縄
県
那
覇
市
泉
崎
、
新
聞
発
行
売
上
高

九
五
億
五
千
二
百
万
円
（
二
〇
一
五
年
度
）（
以
上
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
）、
発
行
部
数
一
五
八
〇
〇
〇
部
（
二
〇
一
五
年
　
株
・
メ
デ
ィ
ア
バ
リ
ュ
ー

調
べ
）

琉
球
新
報
は
、
九
月
八
日
（
知
事
選
告
示
前
で
投
票
日
の
三
週
間
以
上
前
）
に
「
フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ
ク
」
第
一
弾
の
記
事
を
出
し
た
。

「
虚
構
の
ダ
ブ
ル
ス
コ
ア
　
沖
縄
県
知
事
選
、
出
回
る
『
偽
』
世
論
調
査
」（
図
３
）

こ
の
記
事
で
は
ま
ず
、
立
候
補
予
定
者
（
告
示
前
な
の
で
）
の
氏
名
が
書
か
れ
て
い
な
い
。
告
示
後
も
立
候
補
者
の
名
前
は
記
し
て
い

か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
特
に
選
挙
期
間
中
（
公
示
前
だ
が
）
に
配
慮
し
た
結
果
で
、
ま
ず
、
特
定
候
補
を
利
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と

を
表
し
た
も
の
で
あ
る
。（
た
だ
し
、
言
説
や
、
行
動
を
見
れ
ば
、
事
実
上
の
一
騎
打
ち
だ
っ
た
知
事
選
で
は
、
玉
城
、
さ
き
ま
、
ど
ち
ら
の
候
補
か

（
二
五
七
）
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図 ３　琉球新報電子版　20１8 年 ９ 月 8 日　虚構のダブルスコア

（
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八
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陣
営
か
の
予
想
は
つ
く
）
記
事
は
、
特
に
Ｓ
Ｎ
Ｓ
か
ら
得
ら
れ
た
情
報
か
、
取
材
中
で
接
し
た
情
報
か
明
ら
か
で
な
い
が
、
朝
日
新
聞
世
論

調
査
、
国
民
民
主
党
世
論
調
査
の
名
で
、
出
て
い
る
世
論
調
査
が
候
補
予
定
者
に
ダ
ブ
ル
ス
コ
ア
の
差
が
つ
い
て
い
る
と
い
う
も
の
で
、

い
ず
れ
も
朝
日
新
聞
社
と
国
民
民
主
党
に
確
認
し
、
偽
情
報
と
し
て
掲
載
し
て
い
る
。

琉
球
新
報
社
の
瀧
本
匠
（
現
・
東
京
支
社
報
道
部
長
）
氏
に
聞
い
た
。

フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ
ク
の
き
っ
か
け
は

─
─
。

Ｆ
Ｉ
Ｊ
（「
フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ
ク
・
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
」F

actC
heck Initiative Japan

　
前
出
）
と
は
、
Ｆ
Ｉ
Ｊ
が
県
知
事
選
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
を
立
ち
上
げ
て
沖
縄
に
調
査
に
入
っ
た
時
に
、
一
緒
に
や
り
ま
せ
ん
か
と
声
が
け
を
し
て
き
た
。
は
じ
め
は
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
同
士
、

こ
の
言
説
を
ど
う
し
ま
し
ょ
う
と
話
し
合
う
の
か
と
思
っ
た
。
す
る
と
編
集
権
の
問
題
な
ど
色
々
出
て
く
る
が
、
そ
う
で
は
な
く
、
我
々

が
書
い
た
記
事
を
Ｆ
Ｉ
Ｊ
に
送
り
、
Ｆ
Ｉ
Ｊ
の
基
準
で
、
こ
れ
は
フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ
ク
で
す
ね
と
Ｈ
Ｐ
に
載
せ
る
こ
と
で
あ
る
と
聞
き
、

で
は
是
非
と
い
う
こ
と
で
、
一
緒
に
や
っ
た
。

元
々
、
二
〇
一
八
年
二
月
に
あ
っ
た
県
内
の
名
護
市
長
選
挙
（
現
職
と
新
人
の
立
候
補
）
で
、
名
護
で
春
季
キ
ャ
ン
プ
を
し
て
い
た
プ
ロ

野
球
日
本
ハ
ム
が
撤
退
す
る
と
い
う
情
報
が
、
市
長
の
政
策
が
悪
い
の
で
そ
う
い
う
こ
と
が
起
き
る
と
、
現
市
政
の
批
判
と
し
て
流
れ
た
。

実
際
に
は
、
ス
タ
ジ
ア
ム
の
補
修
の
た
め
に
、
別
の
と
こ
ろ
を
借
り
て
や
る
事
を
考
え
る
と
い
う
よ
う
な
話
が
出
た
と
こ
ろ
で
、「
撤
退
」

と
い
う
言
葉
が
独
り
歩
き
し
た
。
候
補
本
人
が
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
、
陣
営
の
応
援
演
説
な
ど
で
言
っ
て
い
る
こ
と
に
一
々
記
事
に

は
し
な
い
の
が
従
来
の
選
挙
報
道
で
、
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
い
た
。
選
挙
が
終
わ
っ
て
か
ら
改
め
て
有
権
者
に
聞
い
て
み
る
と
、「
日
ハ

ム
撤
退
だ
っ
て
ね
。」
と
広
が
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
り
、
そ
れ
を
「
間
違
い
情
報
」
と
正
さ
な
か
っ
た
事
を
、
当
時
の
選
挙
取
材
班
に

（
二
五
九
）
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い
た
メ
ン
バ
ー
が
悔
い
た
。

滝
本
氏
自
身
は
入
社
以
来
ア
メ
リ
カ
軍
基
地
担
当
が
長
く
、
選
挙
報
道
は
今
回
初
め
て
で
、
し
か
も
キ
ャ
ッ
プ
の
任
だ
っ
た
。

こ
れ
ま
で
は
、
一
読
者
と
し
て
選
挙
報
道
を
読
ん
で
い
た
が
、
記
事
は
面
白
く
な
い
。
選
挙
後
に
出
る
、
あ
の
時
は
こ
う
だ
っ
た
あ
あ

だ
っ
た
と
振
り
返
る
記
事
は
面
白
か
っ
た
。
な
ぜ
、
そ
の
よ
う
な
記
事
が
選
挙
中
に
書
け
な
い
か
。
書
け
な
い
の
も
わ
か
ら
な
い
で
は
な

い
が
、
名
護
の
よ
う
な
間
違
っ
た
情
報
が
流
布
す
る
事
を
投
票
前
に
有
権
者
に
知
ら
せ
ら
れ
な
い
の
か
、
と
の
問
題
意
識
が
あ
っ
た
と
い

う
。
今
回
の
知
事
選
取
材
班
の
メ
ン
バ
ー
に
名
護
市
の
取
材
を
し
た
記
者
も
い
た
。

実
際
、
知
事
選
取
材
班
は
七
人
（
キ
ャ
ッ
プ
、
政
治
部
五
人
（
県
議
会
担
当
、
サ
キ
マ
候
補
担
当
二
人
、
玉
城
候
補
担
当
二
人
を
含
む
）、
社
会
部

一
人
）
で
、
他
に
メ
イ
ン
の
取
材
が
あ
る
の
で
、
フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ク
班
と
分
け
て
作
っ
て
い
た
訳
で
は
な
く
「
フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ
ク
」
も

一
体
で
や
っ
て
い
た
。
具
体
的
に
は
、
二
人
ず
つ
記
者
を
配
し
た
、
さ
き
ま
候
補
、
玉
城
候
補
者
の
取
材
で
、
本
人
の
言
葉
、
応
援
演
説

者
の
言
葉
、
そ
こ
で
「
ち
ょ
っ
と
お
か
し
い
な
」
と
思
っ
た
こ
と
、
候
補
者
の
公
式
ツ
イ
ッ
タ
ー
、Y

ouT
ube

、
そ
こ
に
紐
づ
く
一
般
の

人
の
も
の
、
そ
う
い
っ
た
も
の
を
毎
朝
ル
ー
テ
ィ
ー
ン
で
チ
ェ
ッ
ク
し
た
。
フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ
ク
の
為
に
で
は
な
く
て
、
ど
う
言
う
事
を

言
っ
て
い
る
か
、
何
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
か
、
そ
の
中
で
「
バ
ス
る
（
Ｓ
Ｎ
Ｓ
な
ど
で
多
数
が
話
題
に
し
、
や
り
取
り
が
激
し
い
状
態
）」

や
、
あ
の
人
も
こ
の
人
も
言
っ
て
い
る
な
ど
で
、
議
論
に
な
っ
て
い
る
事
が
あ
る
場
合
や
、
対
立
す
る
両
陣
営
間
で
議
論
沸
騰
し
て
い
る

こ
と
や
、
自
然
に
目
に
入
っ
て
く
る
も
の
が
あ
る
筈
な
の
で
そ
れ
を
調
べ
て
い
く
と
い
う
方
法
を
取
っ
た
。
更
に
、
専
門
に
Ｓ
Ｎ
Ｓ
等
を

調
べ
る
デ
ジ
タ
ル
部
員
二
人
も
加
わ
っ
て
、「
フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ
ク
」
を
行
っ
た
。（
図
４
）

（
二
六
〇
）
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図 ４　琉球新報電子版　20１8 年 ９ 月 2４ 日　安室さんが特定候補者支援は偽情報
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そ
の
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
動
き
に
つ
い
て
担
当
し
た
琉
球
新
報
編
集
局
デ
ジ
タ
ル
編
集
担
当
局
付
き
部
長
・
宮
城
久
緒
氏
に
聞
い
た
。

─
─

Ｓ
Ｎ
Ｓ
に
つ
い
て
は
「
ス
ペ
ク
テ
ィ
ー
」
と
い
う
会
社
に
お
願
い
し
て
、
ツ
イ
ッ
タ
ー
で
呟
か
れ
て
い
る
知
事
選
挙
に
関
し
て
の
言
説

を
集
め
て
も
ら
っ
た
。
こ
の
会
社
は
二
〇
一
八
年
五
月
か
ら
、
協
力
を
お
願
い
し
て
い
る
が
、
本
来
、
ツ
イ
ッ
タ
ー
で
呟
か
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
事
件
事
故
が
起
き
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
警
報
（
ア
ラ
ー
ト
）
発
信
を
お
願
い
し
て
い
る
。
選
挙
の
協
力
は
や
っ
た
こ
と

が
な
か
っ
た
。
ツ
イ
ッ
タ
ー
に
限
定
し
て
知
事
選
告
示
の
三
日
か
四
日
前
か
ら
の
資
料
を
も
ら
っ
た
。

最
初
に
送
ら
れ
て
き
た
ツ
イ
ッ
タ
ー
の
件
数
は
二
〇
万
件
（
リ
ツ
イ
ー
ト
で
は
な
く
本
ツ
イ
ー
ト
だ
け
で
）
と
い
う
膨
大
な
量
で
、
読
む
だ

け
で
丸
一
日
か
か
っ
た
。
ツ
イ
ー
ト
資
料
を
読
め
ば
読
む
ほ
ど
、
ほ
と
ん
ど
が
個
人
へ
の
中
傷
で
驚
い
た
。
二
〇
万
件
は
両
面
コ
ピ
ー
資

料
で
薄
い
電
話
帳
く
ら
い
の
厚
み
が
あ
り
読
む
の
に
丸
一
日
か
か
っ
た
。

当
初
、
ツ
イ
ッ
タ
ー
分
析
の
網
に
か
か
っ
て
真
偽
が
問
題
に
な
り
そ
う
な
ツ
イ
ー
ト
を
宮
城
氏
が
知
事
選
班
に
持
っ
て
行
っ
た
が
、
既

に
知
っ
て
い
た
り
、
取
材
に
着
手
し
始
め
て
い
た
も
の
だ
っ
た
り
し
た
の
で
、
知
事
選
取
材
班
キ
ャ
ッ
プ
と
宮
城
氏
と
が
、
三
日
に
一
回

く
ら
い
の
割
合
で
情
報
交
換
し
た
。
実
際
、
沖
縄
タ
イ
ム
ス
の
様
に
、
投
網
を
か
け
て
上
が
っ
て
き
た
情
報
か
ら
絞
り
込
ん
で
「
フ
ァ
ク

ト
チ
ェ
ッ
ク
」
を
す
る
の
で
は
な
く
、
琉
球
新
報
の
場
合
は
ツ
イ
ッ
タ
ー
で
出
て
き
た
も
の
を
知
事
選
班
と
デ
ジ
タ
ル
班
で
共
用
し
な
が

ら
、
取
材
で
出
て
き
た
も
の
と
合
わ
せ
て
出
来
る
も
の
か
ら
通
常
取
材
も
同
時
に
真
偽
を
調
べ
て
い
く
や
り
方
の
よ
う
だ
っ
た
。

宮
城
氏
に
よ
る
と
、
怪
文
書
の
類
は
余
程
の
こ
と
が
な
い
限
り
は
読
ん
で
捨
て
る
。
読
ん
で
か
ら
コ
ピ
ー
し
、
配
る
様
な
こ
と
は
滅
多

に
な
い
。
し
か
し
ツ
イ
ッ
タ
ー
は
一
瞬
の
間
に
広
が
る
。
し
か
も
、
リ
ツ
イ
ー
ト
に
一
言
加
え
る
と
余
計
に
言
葉
は
過
激
に
な
っ
て
い
く
。

つ
ま
り
捨
て
ら
れ
る
運
命
に
あ
る
紙
の
怪
文
書
と
、
怪
文
書
と
同
じ
内
容
の
ツ
イ
ッ
タ
ー
で
は
伝
播
力
が
全
く
違
う
の
で
あ
る
。

宮
城
氏
は
九
月
二
〇
日
に
今
回
の
知
事
選
の
ツ
イ
ッ
タ
ー
分
析
記
事
を
出
し
て
い
る
が
、
告
示
当
日
の
ツ
イ
ッ
タ
ー
で
玉
城
候
補
を
批

（
二
六
二
）
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判
す
る
ツ
イ
ー
ト
が
、
さ
き
ま
候
補
の
お
よ
そ
五
倍
と
な
り
、
選
挙
期
間
を
通
し
て
も
玉
城
候
補
批
判
の
ツ
イ
ー
ト
が
多
い
結
果
に
な
っ

た
。
本
当
に
記
事
を
読
ん
で
く
れ
て
、
偽
情
報
が
投
票
行
動
に
影
響
し
て
い
な
い
の
か
疑
問
だ
が
、
九
月
二
〇
日
の
分
析
記
事
を
出
し
た

後
に
、
さ
き
ま
陣
営
か
ら
「
中
傷
合
戦
は
や
め
よ
う
」
と
い
う
知
ら
せ
が
出
た
。「
フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ
ク
」
は
全
く
無
駄
で
は
な
い
と
感

じ
た
と
話
し
た
。

し
か
し
、
ツ
イ
ッ
タ
ー
と
フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ
ク
は
、
ス
ピ
ー
ド
感
が
違
う
。
と
宮
城
氏
は
言
う
。
ツ
イ
ッ
タ
ー
は
一
瞬
で
リ
ツ
イ
ー
ト
、

拡
散
し
、
フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ
ク
は
時
間
的
に
何
十
倍
も
か
か
る
。
後
手
に
な
る
。
ま
た
、
ツ
イ
ッ
タ
ー
で
沖
縄
問
題
を
簡
単
に
語
れ
な
い
。

そ
ん
な
短
い
文
面
で
は
議
論
で
き
な
い
。（
新
聞
が
）
オ
ー
ル
ド
メ
デ
ィ
ア
で
あ
る
事
は
、
今
ま
で
の
取
材
ノ
ウ
ハ
ウ
と
蓄
積
が
あ
る
。

フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ
ク
で
偽
情
報
を
見
破
る
う
え
で
、
そ
の
蓄
積
は
生
か
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
と
い
う
。

ツ
イ
ッ
タ
ー
と
フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ
ク
は
、
ス
ピ
ー
ド
感
が
違
う
。
そ
の
ス
ピ
ー
ド
感
の
違
い
に
つ
い
て
、
知
事
選
挙
で
取
材
に
当
た
っ

た
政
治
部
の
中
村
万
里
子
記
者
の
取
材
経
験
で
あ
る
。

─
─

中
村
記
者
は
玉
城
デ
ニ
ー
氏
に
関
す
る
　
〇
大
麻
疑
惑
と
、
〇
遠
山
清
彦
衆
議
院
議
員
（
比
例
九
州
ブ
ロ
ッ
ク
選
出
）
が
ツ
イ
ッ
タ
ー
で

拡
散
さ
せ
た
小
沢
一
郎
氏
の
別
荘
地
購
入
に
関
す
る
動
画
の
取
材
を
担
当
し
た
。

〇
大
麻
の
件
は
二
〇
代
の
こ
ろ
の
玉
城
氏
が
大
麻
を
吸
引
し
た
と
い
う
も
の
。

〇
別
荘
地
問
題
は
、
知
事
選
に
出
る
前
は
自
由
党
で
幹
事
長
（
玉
城
氏
）
と
代
表
と
い
う
関
係
で
あ
っ
た
小
沢
一
郎
氏
の
豪
華
な
別
荘

を
地
元
業
者
が
嫌
が
る
の
を
玉
城
氏
が
無
理
や
り
説
得
し
た
と
い
う
も
の
で
そ
の
動
画
を
遠
山
清
彦
衆
議
院
議
員
（
比
例
ブ
ロ
ッ
ク
九
州
）

が
ツ
イ
ッ
タ
ー
で
拡
散
し
た
と
い
う
も
の
。

中
村
記
者
に
よ
る
と
、
告
示
前
の
九
月
七
日
、
出
ど
こ
ろ
不
明
の
メ
ー
ル
爆
弾
の
よ
う
な
も
の
が
同
僚
記
者
に
届
き
、
玉
城
デ
ニ
ー
氏

（
二
六
三
）
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の
二
〇
代
前
半
時
代
の
楽
器
運
搬
会
社
勤
務
時
代
に
同
僚
が
大
麻
吸
引
で
逮
捕
さ
れ
、
社
長
が
確
か
め
た
と
こ
ろ
玉
城
氏
も
大
麻
吸
引
を

認
め
た
と
書
い
て
あ
る
。
具
体
的
に
名
前
も
あ
り
断
定
し
て
い
る
。
同
日
中
に
取
材
、
二
日
後
九
日
に
は
、
代
理
人
弁
護
士
か
ら
「
毅
然

と
対
応
す
る
必
要
が
あ
る
」
と
コ
メ
ン
ト
を
取
り
、「
告
訴
状
を
提
出
へ
」
で
記
事
化
相
談
を
し
た
が
、「
フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ
ク
」
で
出
来

な
い
か
検
討
、
記
事
化
せ
ず
、
翌
日
一
〇
日
、
玉
城
氏
代
理
人
弁
護
士
は
那
覇
警
察
署
を
訪
れ
、
名
誉
毀
損
の
容
疑
で
被
疑
者
不
詳
の
告

訴
状
を
提
出
し
た
。

も
と
も
と
「
フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ
ク
」
と
「
フ
ェ
イ
ク
ニ
ュ
ー
ス
対
策
」
は
分
け
て
考
え
る
べ
き
と
の
助
言
を
複
数
の
専
門
家
か
ら
受
け

て
い
た
が
、「
フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ
ク
」
の
や
り
方
で
は
、
本
人
や
当
時
の
社
長
に
聞
き
、
本
人
の
前
歴
な
い
こ
と
が
客
観
的
に
証
明
で
き

る
資
料
が
な
い
か
探
す
。
玉
城
氏
本
人
は
全
く
否
定
、
そ
こ
で
働
い
て
も
い
な
い
と
い
う
。
書
か
れ
て
い
た
会
社
社
長
も
否
定
、
玉
城
氏

の
前
歴
調
査
の
客
観
的
資
料
は
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
。
だ
が
、
刑
事
告
訴
で
は
告
訴
人
自
身
も
調
べ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
捜
査
当

局
は
玉
城
氏
も
調
べ
る
こ
と
に
な
り
、
民
事
の
名
誉
毀
損
と
は
違
う
。
こ
れ
は
玉
城
氏
の
弁
護
人
も
指
摘
し
、
告
訴
し
て
、
も
し
関
与
が

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
偽
証
罪
に
問
わ
れ
か
ね
な
い
の
で
、
告
訴
自
体
が
関
与
し
て
い
な
い
こ
と
の
証
明
で
あ
る
と
の
主
張
で

あ
っ
た
。
こ
の
時
点
で
ネ
ッ
ト
上
に
情
報
は
拡
散
し
て
、
前
の
沖
縄
県
南
城
市
長
の
古
謝
景
春
氏
も
、
真
偽
不
明
の
情
報
「
噂
さ
れ
る
こ

と
が
如
何
な
も
の
か
」
と
リ
ツ
イ
ー
ト
し
て
い
る
状
態
だ
っ
た
。

更
に
名
誉
棄
損
に
つ
い
て
、
フ
ェ
イ
ク
ニ
ュ
ー
ス
の
専
門
家
や
弁
護
士
に
取
材
。
大
麻
の
件
と
同
時
に
、
土
地
取
引
の
動
画
拡
散
も
法

的
に
ど
う
か
調
べ
た
。
公
職
に
あ
る
人
が
そ
の
よ
う
な
内
容
を
広
め
る
こ
と
自
体
が
問
題
な
の
で
は
な
い
か
、
一
方
、
土
地
の
売
却
に
つ

い
て
誰
が
誰
に
売
却
し
、
玉
城
氏
は
ど
の
よ
う
な
形
で
関
わ
っ
た
の
か
、
当
時
の
関
係
者
に
当
た
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
も
出
て
き

た
。
大
麻
と
土
地
の
両
方
を
盛
り
込
ん
で
、「
フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ
ク
」
で
記
事
化
す
る
方
針
に
な
っ
た
。

（
二
六
四
）
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遠
山
氏
の
コ
メ
ン
ト
が
と
れ
「
私
と
し
て
は
デ
ニ
ー
さ
ん
の
地
元
の
選
挙
区
に
デ
ニ
ー
さ
ん
が
属
し
て
い
た
党
の
党
首
が
あ
あ
い
う
豪

奢
な
別
荘
を
も
っ
て
い
て
、
そ
の
門
に
デ
ニ
ー
さ
ん
の
ポ
ス
タ
ー
と
自
由
党
の
党
首
の
ポ
ス
タ
ー
が
貼
ら
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
を
有
権

者
の
皆
様
に
し
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
い
う
こ
と
で
投
稿
し
た
。（
中
略
）
ご
判
断
は
有
権
者
の
皆
様
に
見
て
頂
い
た
方
々
に
委
ね
る
と

い
う
立
場
だ
」
な
ど
と
話
し
た
。
玉
城
氏
の
代
理
人
弁
護
士
「
別
荘
地
の
話
は
あ
ま
り
に
荒
唐
無
稽
で
本
人
か
ら
聞
い
て
い
な
い
こ
と
や
、

建
築
業
者
が
嫌
が
る
原
因
が
不
明
で
あ
る
」
と
の
言
は
得
た
が
、
売
却
の
く
わ
し
い
経
緯
も
わ
か
ら
な
い
。
こ
の
ま
ま
だ
と
情
報
の
真
偽

検
証
が
不
可
能
な
記
事
に
な
る
。
こ
の
時
点
で
告
示
か
ら
一
〇
日
以
上
が
過
ぎ
、
メ
ー
ル
が
来
て
か
ら
三
週
間
近
く
な
っ
た
。
こ
こ
で
は
真

偽
の
確
認
が
不
明
の
情
報
で
も
、
選
挙
期
間
中
に
公
の
立
場
に
あ
る
人
が
そ
う
し
た
情
報
を
拡
散
す
る
こ
と
の
問
題
性
を
広
く
提
起
す
る

た
め
と
い
う
会
社
の
判
断
で
、「
フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ
ク
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
つ
け
ず
に
、
九
月
二
六
日
朝
刊
一
面
で
記
事
を
書
い
た
。（
図
５
）

選
挙
班
で
は
、
当
初
か
ら
フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ
ク
に
で
き
な
い
か
キ
ャ
ッ
プ
か
ら
言
わ
れ
た
が
、
犯
罪
歴
が
な
い
こ
と
を
証
明
す
る
資
料

や
土
地
売
買
の
件
に
つ
い
て
の
調
べ
が
時
間
的
・
物
理
的
に
出
来
な
か
っ
た
こ
と
で
真
偽
不
明
と
な
り
、
残
念
な
が
ら
「
フ
ァ
ク
ト
」
に

届
か
な
か
っ
た
記
事
で
あ
る
。
お
読
み
い
た
だ
い
た
よ
う
に
、
検
証
に
は
時
間
が
か
か
っ
た
。
そ
の
結
果
、
正
し
い
と
か
、
あ
と
一
歩
で

真
偽
分
か
ら
ず
に
な
る
件
も
あ
る
。
沖
縄
タ
イ
ム
ス
の
例
で
も
取
材
し
た
六
割
近
く
が
真
偽
不
明
だ
っ
た
。

こ
れ
ほ
ど
労
力
が
か
か
る
「
フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ
ク
」
は
意
味
が
あ
る
こ
と
な
の
か
、
中
村
記
者
に
聞
い
た
。

─
─

正
直
、
物
理
的
に
も
体
力
的
に
も
厳
し
い
と
思
う
。
し
か
し
、
こ
れ
か
ら
（
ネ
ッ
ト
時
代
）
の
選
挙
取
材
は
日
々
の
動
静
や
情
勢
な
ど

日
々
の
取
材
と
出
稿
を
し
な
が
ら
、
加
え
て
、「
フ
ェ
イ
ク
ニ
ュ
ー
ス
」
対
応
、「
フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ
ク
」
を
す
る
の
も
仕
事
と
い
う
こ
と

な
の
だ
と
受
け
と
め
た
。
膨
大
な
仕
事
量
だ
と
感
じ
た
が
、「
フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ
ク
」
を
し
て
い
く
と
い
う
覚
悟
も
、
メ
デ
ィ
ア
の
人
間

と
し
て
担
う
必
要
が
出
て
き
た
と
い
う
こ
と
な
の
だ
と
思
う
。
ま
た
、
偽
情
報
拡
散
の
ス
ピ
ー
ド
と
の
闘
い
も
あ
る
が
、
フ
ァ
ク
ト

（
二
六
五
）
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図 ５　琉球新報　20１8 年 ９ 月 2６ 日 １ 面　真偽不明情報が大量拡散

（
二
六
六
）
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チ
ェ
ッ
ク
で
「
真
偽
不
明
の
情
報
」
を
検
証
す
る
難
し
さ
を
感
じ
た
と
い
う
。
真
偽
不
明
情
報
に
つ
い
て
、
確
か
な
裏
を
取
れ
な
け
れ
ば

そ
れ
を
報
じ
な
く
て
も
い
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
と
思
う
と
言
っ
て
い
る
。

こ
の
辺
り
は
小
職
も
同
意
見
で
あ
り
、「
情
報
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
」
を
報
道
す
る
意
味
や
ニ
ュ
ー
ス
バ
リ
ュ
ー
、
背
景
状
況
を
述

べ
た
上
で
書
く
こ
と
、
公
表
す
る
こ
と
は
「
フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ
ク
」
の
行
為
と
必
ず
し
も
相
い
れ
な
い
点
も
存
在
す
る
。

前
出
の
知
事
選
取
材
班
キ
ャ
ッ
プ
滝
本
匠
氏
は
、
日
本
記
者
ク
ラ
ブ
会
報
（
７
）

で
、「
こ
だ
わ
っ
た
の
は
、
選
挙
期
間
中
に
記
事
を
出
す
こ

と
。
有
権
者
の
投
票
行
動
の
判
断
材
料
に
な
ら
な
け
れ
ば
意
味
が
な
い
。」
と
述
べ
、
更
に
、「『
フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ
ク
』
で
『
偽
』
か
ど

う
か
判
別
が
つ
か
な
い
も
の
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
一
様
に
『
偽
』
と
は
断
じ
ら
れ
な
い
中
『
検
証
不
能
』
の
判
定
基
準
を
設
け
る
の
も

検
討
の
余
地
あ
り
』
と
書
い
て
い
る
。

琉
球
新
報
社
の
普
久
原
均
編
集
局
長
は
初
め
て
の
「
フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ
ク
」
記
事
化
に
つ
い
て

─
─

「
フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ
ク
」
の
定
義
に
つ
い
て
は
い
く
つ
か
あ
る
が
、
今
回
、
わ
れ
わ
れ
は
、「
Ｓ
Ｎ
Ｓ
な
ど
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
流
布

し
て
い
る
情
報
に
つ
い
て
、
そ
の
情
報
の
真
偽
を
確
認
す
る
」
と
い
う
意
味
で
用
い
た
。
そ
れ
を
わ
れ
わ
れ
で
可
能
な
範
囲
で
実
行
し
た
。

沖
縄
県
知
事
選
で
は
大
量
の
情
報
が
ネ
ッ
ト
上
に
出
回
り
、
そ
の
中
に
は
完
全
な
虚
構
、
デ
マ
と
も
い
え
る
も
の
が
か
な
り
混
ざ
っ
て
い

た
。
そ
の
真
偽
を
確
認
す
る
作
業
を
い
く
つ
か
実
行
し
た
が
、
フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ
ク
に
は
時
間
が
か
か
り
、
情
報
の
中
に
は
、
明
ら
か
に

虚
偽
と
判
定
で
き
る
も
の
が
あ
る
一
方
で
、
当
事
者
し
か
知
り
え
な
い
、
あ
る
い
は
判
定
で
き
な
い
も
の
も
多
々
あ
る
。
確
認
作
業
を
進

め
る
中
で
、
虚
偽
を
流
布
す
る
の
は
簡
単
だ
が
、
そ
の
真
偽
を
確
認
す
る
作
業
に
は
膨
大
な
手
間
が
か
か
る
と
い
う
労
力
の
非
対
称
性
を

実
感
し
た
。

（
二
六
七
）
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た
だ
、
今
後
の
報
道
機
関
の
役
割
は
こ
う
し
た
作
業
の
中
に
も
あ
る
と
考
え
る
。
過
去
、
情
報
の
出
し
手
と
し
て
の
役
割
は
報
道
機
関

が
ほ
ぼ
独
占
し
て
い
た
が
、
今
は
だ
れ
で
も
情
報
の
出
し
手
と
な
り
え
る
。

但
し
、
世
に
流
通
す
る
膨
大
な
情
報
は
、
正
し
い
も
の
と
そ
う
で
な
い
も
の
、
あ
る
い
は
た
だ
ち
に
真
偽
を
確
認
で
き
な
い
も
の
と
の

混
在
状
態
だ
。
報
道
機
関
は
こ
れ
ま
で
普
段
の
仕
事
の
中
で
確
認
作
業
（
フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ
ク
）
を
し
た
上
で
情
報
を
発
信
し
て
き
た
。
真

偽
の
確
認
作
業
、
い
わ
ゆ
る
「
裏
取
り
」
に
つ
い
て
は
い
わ
ば
ノ
ウ
ハ
ウ
を
一
定
程
度
蓄
積
し
て
い
る
。
そ
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
生
か
し
て
、

現
代
の
「
膨
大
な
情
報
の
海
」
に
お
け
る
「
水
先
案
内
人
」
に
は
な
り
え
る
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
た
。
し
か
し
、
こ
の
作
業
に
は
労

力
の
非
対
称
性
が
あ
り
、
で
き
る
範
囲
は
非
常
に
限
ら
れ
る
。
今
の
段
階
で
今
後
に
つ
い
て
確
定
的
な
方
針
は
な
く
、
フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ

ク
の
必
要
性
は
感
じ
て
い
る
一
方
で
、
で
き
る
範
囲
を
模
索
し
て
い
く
し
か
な
い
と
考
え
て
い
る
。
と
い
う
。

○
Ｆ
Ｉ
Ｊ
（「
フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ
ク
・
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
」F

actC
heck Initiative Japan

　
前
出
）

Ｆ
Ｉ
Ｊ
は
、
二
〇
一
八
年
九
月
に
日
初
旬
に
日
本
記
者
ク
ラ
ブ
で
沖
縄
知
事
選
挙
「
フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ
ク
」
の
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
と
な

る
こ
と
を
発
表
、
こ
れ
に
賛
同
し
た
六
媒
体
（
ニ
ュ
ー
ス
の
タ
ネ
（
Ｓ
Ｎ
Ｊ
）、Japan In-depth

（
Ｊ
Ｉ
Ｄ
）、
琉
球
新
報
、B

uzzF
eed Japan

（
Ｂ
Ｆ
Ｊ
）、G

oH
oo

、W
asegg （

８
））

が
フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ
ク
を
実
施
。
選
挙
後
に
Ｆ
Ｉ
Ｊ
の
特
集
サ
イ
ト
で
、
フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ
ク
・
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
を
満
た
し
た
一
三
本
の
記
事
を
Ｈ
Ｐ
（
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
）
上
で
紹
介
し
た
（
９
）

。

そ
の
中
に
、
琉
球
新
報
の
九
月
二
四
日
の
記
事
「
安
室
さ
ん
が
特
定
候
補
支
援
は
偽
情
報
」
が
一
本
含
ま
れ
て
い
る
。

琉
球
新
報
の
「
フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ
ク
」
で
出
し
た
記
事
四
本
の
う
ち
、
他
の
三
本
は
入
ら
な
か
っ
た
。
入
ら
な
か
っ
た
三
本
は
「
虚
構

（
二
六
八
）
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二
七

の
ダ
ブ
ル
ス
コ
ア
」（
九
月
八
日
）
こ
れ
は
、
そ
の
真
偽
不
明
情
報
が
実
際
に
流
通
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
ネ
ッ
ト
上
や
文
書
な
ど
に
よ
り

客
観
的
に
確
認
で
き
な
か
っ
た
こ
と
。

「『
一
括
交
付
金
導
入
で
候
補
者
関
与
は
う
そ
』
は
偽
情
報
」（
九
月
二
一
日
）
で
公
明
党
議
員
の
ツ
イ
ッ
タ
ー
投
稿
を
「
偽
情
報
」
と
判

定
し
た
も
の
だ
っ
た
が
、
見
出
し
の
カ
ギ
カ
ッ
コ
内
で
公
明
党
議
員
が
使
っ
て
い
な
い
「
関
与
」
と
い
う
言
葉
が
引
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
（
10
）

。

も
う
一
本
「
携
帯
電
話
の
料
金
を
下
げ
る
と
公
約
と
し
て
い
た
が
、
国
に
も
県
知
事
は
権
限
が
な
い
」（
九
月
二
五
日
）
は
、
検
証
の
対

象
と
し
た
言
説
が
何
か
が
明
確
で
な
く
、
公
約
の
実
現
可
能
性
は
フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ
ク
の
対
象
と
な
ら
な
い
こ
と
で
外
れ
た
。

Ｆ
Ｉ
Ｊ
が
沖
縄
県
知
事
選
で
ま
と
め
た
記
事
一
覧
資
料
に
よ
れ
ば
、
こ
の
三
本
は
一
三
本
の
「
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
満
た
す
記
事
」
に
は

入
ら
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
に
類
し
た
「
検
証
記
事
」
が
載
っ
て
い
る
も
の
と
し
て
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
さ
れ
、
更
に
、
二
本
（
玉
城
氏
を
批
判

す
る
沖
縄
知
事
選
サ
イ
ト
が
複
数
出
現
九
月
一
二
日
。「
ゆ
く
さ
ー
（
う
そ
つ
き
）」
は
強
い
表
現
だ
っ
た
九
月
二
七
日
。）
合
わ
せ
て
五
本
が
リ
ス
ト

ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
る

ま
た
、
沖
縄
タ
イ
ム
ス
は
一
緒
に
「
フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ
ク
」
は
行
っ
て
い
な
い
が
、
九
月
二
七
日
記
事
は
、「
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
満
た

さ
な
い
が
、
そ
れ
に
類
し
た
検
証
記
事
」
と
し
て
「
一
票
を
惑
わ
す
偽
情
報
ネ
ッ
ト
で
拡
散
　
検
証
」（
九
月
二
七
日
）
記
事
内
の
三
件
が

リ
ス
ト
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
る
。（
表
１
）

（
二
六
九
）
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表
１　
沖
縄
タ
イ
ム
ス
　
琉
球
新
報
　
フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ
ク
状
況

沖
縄

県
知

事
選

　
フ

ァ
ク

ト
チ

ェ
ッ

ク
　

状
況

　
　

　
　

　
2018

年
9

月

新
聞

社
期

間
担

当
者

人
数

言
説

・
情

報
の

絞
り

方
フ

ァ
ク

ト
チ

ェ
ッ

ク
記

事
化

Ｆ
Ｉ

Ｊ
　

の
判

断

沖
縄

タ
イ

ム
ス

9/13
～

29

開
始

日
は

記
事

掲
載

日
と

し
た

。

後
に

検
証

記
事

政
治

部
2

人
＋

社
会

部
9

人
（

警

察
担

当
3

人
、

部

員
他

3
人

、
デ

ス

ク
2

人
、

次
長

）

＋
デ

ジ
タ

ル
1

人

合
計

12
人

偶
数

・
奇

数
日

で
担

当

分
け

毎
日

15
分

S
N

S

チ
ェ

ッ
ク

/

検
証

可
能

65
件

→
更

に
17

件
/

全
て

取
材

に
着

手

〇
共

産
党

出
馬

の
翁

長
知

事
、

沖
縄

の

米
軍

基
地

す
ら

入
れ

な
か

っ
た

。

（
誤

）

〇
佐

喜
真

氏
の

政
策

の
文

字
数

は
2.2

万
字

超
え

で
、

玉
木

氏
は

約
800

字

（
誤

）

〇
さ

き
ま

氏
は

過
去

市
長

選
で

給
食

費

無
料

化
を

掲
げ

て
当

選
し

た
が

、
給

食
費

は
値

上
が

り
し

た
。（

正
誤

な

し
）

全
て

フ
ァ

ク
ト

チ
ェ

ッ
ク

の
周

辺
関

連
検

証
記

事

琉
球

新
報

社

9/8
～

9/29

開
始

日
は

記
事

掲
載

日
と

し
た

。

後
に

検
証

記
事

と
連

載
記

事

知
事

選
班

（
社

会

部
2

人
+

政
治

部

6
人

）
8

人

＋
デ

ジ
タ

ル
編

集

2
人

　
計

10
人

ス
ペ

ク
テ

ィ
ー

社
か

ら

告
示

3
～

４
日

前
に

T
w

itter
資

料
20

万

件
＋

順
次

デ
ジ

タ
ル

と

取
材

班
で

分
析

→
取

材
・

記
事

化

〇
虚

構
の

ダ
ブ

ル
ス

コ
ア

知
事

選
で

偽
　

世
論

調
査

（
誤

）

〇
一

括
交

付
金

導
入

で
「

候
補

者
関

与

は
う

そ
」（

誤
）

〇
安

室
さ

ん
が

特
定

候
補

支
援

（
誤

）

〇
知

事
選

公
約

「
携

帯
料

金
を

削
減

」

〇
安

室
さ

ん
が

特
定

候
補

支
援

（
誤

）

の
記

事
は

、フ
ァ

ク

ト
チ

ェ
ッ

ク
記

事

と
し

て
H

P
掲

載
。

Ｆ
Ｉ

Ｊ
＝

（「
フ

ァ
ク

ト
チ

ェ
ッ

ク
・

イ
ニ

シ
ア

チ
ブ

」　
F

actC
heck Initiative Japan）

本
文

中
説

明

（
二
七
〇
）
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二
九

沖
縄
知
事
選
挙
「
フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ
ク
」
を
手
が
け
た
理
由
を
楊
井
人
文
事
務
局
長
（
11
）

に
聞
い
た
。

─
─

沖
縄
知
事
選
を
意
識
し
て
、
や
ら
な
く
て
は
い
け
な
い
な
と
考
え
て
い
た
。
沖
縄
の
選
挙
で
あ
れ
ば
、
い
ろ
い
ろ
な
言
説
が
飛
び
交
い
、

真
偽
の
分
か
ら
な
い
も
の
も
出
る
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
て
い
た
。

「
フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ
ク
」
を
や
る
こ
と
で
、
従
来
の
伝
統
的
ニ
ュ
ー
ス
報
道
を
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
内
容
が
事
実
か
ど
う

か
を
検
証
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
の
が
「
フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ
ク
」、
従
来
の
ス
ト
レ
ー
ト
ニ
ュ
ー
ス
、
解
説
、
主
張
と
は
、
性
格
が
異

な
る
の
で
区
別
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

ウ
ソ
ニ
ュ
ー
ス
つ
ぶ
し
（
フ
ェ
イ
ク
ニ
ュ
ー
ス
つ
ぶ
し
）
が
「
フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ
ク
」
の
本
来
の
趣
旨
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
公
明
党
の

遠
山
議
員
の
「
玉
城
氏
が
言
っ
た
こ
と
は
ゆ
く
さ
ー
（
嘘
）」
と
い
う
言
説
は
、
そ
も
そ
も
の
玉
城
候
補
が
言
っ
た
こ
と
は
真
実
な
の
か

ど
う
か
が
問
題
な
の
で
、
玉
城
氏
が
言
っ
た
こ
と
が
事
実
か
ど
う
か
を
検
証
し
た
。
そ
の
結
果
、
国
会
で
の
質
疑
、
総
理
官
邸
へ
の
提
言

等
の
エ
ビ
デ
ン
ス
を
確
認
で
き
た
の
で
、「
ほ
ぼ
事
実
」
と
い
う
判
定
に
な
っ
た
（「
ニ
ュ
ー
ス
の
タ
ネ
」
の
記
事
）。
つ
ま
り
、
遠
山
議
員

の
言
説
が
不
正
確
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
が
、
フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ
ク
の
手
法
と
し
て
は
、
玉
城
氏
の
言
説
を
取
り
上
げ
て
判
定
す
る
こ
と
も

で
き
る
。

大
手
メ
デ
ィ
ア
は
一
般
の
ニ
ュ
ー
ス
記
事
の
中
で
、
自
分
た
ち
で
真
偽
を
確
か
め
る
と
い
う
こ
と
は
や
っ
て
い
な
か
っ
た
。
例
え
ば
、

「
与
党
は
こ
う
い
っ
た
が
、
野
党
が
そ
れ
は
嘘
だ
と
主
張
」
と
い
う
の
は
伝
え
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
言
い
分
を
伝
え
る
だ
け
で
、
本
当
は

ど
っ
ち
が
正
し
い
の
か
を
メ
デ
ィ
ア
の
責
任
で
独
自
に
真
偽
を
調
べ
る
と
い
う
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
を
や
る
の
が
「
フ
ァ
ク
ト

チ
ェ
ッ
ク
」
だ
。

メ
デ
ィ
ア
報
道
で
は
、
情
報
提
供
者
は
容
易
に
明
か
せ
な
い
。
証
拠
を
出
す
と
情
報
提
供
者
や
ニ
ュ
ー
ス
ソ
ー
ス
を
明
か
す
と
い
う
問

（
二
七
一
）
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題
に
な
る
が
、
と
い
う
問
い
に
は

─
─

何
が
ウ
ソ
か
と
い
う
根
拠
を
示
さ
な
い
と
証
拠
が
な
い
、
と
言
わ
れ
て
相
手
に
さ
れ
な
い
。

す
べ
て
明
か
せ
と
い
う
こ
と
は
な
い
が
「
フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ
ク
」
は
証
拠
を
示
す
の
が
原
則
、
そ
れ
は
読
者
に
も
わ
か
る
よ
う
に
し
な

く
て
は
い
け
な
い
。
大
事
な
の
は
な
ぜ
「
誤
り
」
に
な
っ
た
か
、
そ
の
証
拠
を
読
者
自
身
が
納
得
す
る
こ
と
だ
。

ま
た
、
従
来
の
メ
デ
ィ
ア
は
自
分
た
ち
の
出
し
た
「
誤
報
」
を
検
証
す
る
こ
と
は
嫌
が
る
。
だ
が
フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ
ク
を
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
メ
デ
ィ
ア
自
ら
、
き
ち
ん
と
自
分
た
ち
の
報
道
も
正
確
性
を
こ
れ
ま
で
以
上
に
重
視
し
な
い
と
、
第
三
者
の
言
説
を
フ
ァ
ク
ト

チ
ェ
ッ
ク
で
き
な
く
な
る
と
い
う
副
次
的
効
果
も
あ
る
。

影
響
が
広
が
っ
て
い
な
い
と
、
多
く
の
人
が
そ
れ
は
本
当
か
？
と
疑
問
に
思
っ
て
い
な
い
と
「
フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ
ク
」
を
す
る
意
味
が

な
い
の
で
は
な
い
か

─
─

あ
る
程
度
情
報
が
拡
散
し
て
い
な
い
と
、
フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ
ク
す
る
意
味
が
な
い
。
だ
め
だ
と
。
例
え
ば
、T

w
itter

な
ら
ば
、
四
桁

く
ら
い
リ
ツ
イ
ー
ト
が
あ
る
と
、
そ
れ
な
り
に
拡
散
し
て
い
る
と
い
う
認
識
に
な
る
。

つ
ま
り
「
フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ
ク
」
の
国
際
的
基
準
で
い
え
ば
、
発
言
者
、
言
説
は
誰
か
、
ど
ん
な
メ
デ
ィ
ア
を
使
い
、
い
つ
し
た
か
、

ど
ん
な
内
容
の
ど
の
言
説
を
調
べ
る
か
、
誤
り
、
正
し
い
、
と
す
る
評
価
の
証
拠
は
な
に
か
。
が
必
要
な
の
だ
。

〇
「
フ
ェ
イ
ク
ニ
ュ
ー
ス
」
対
策
、
検
証
と
「
フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ
ク
」
の
違
い

県
知
事
選
の
「
フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ
ク
」
を
め
ぐ
り
、
一
番
の
疑
問
だ
っ
た
の
は
「
フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ
ク
」
と
「
フ
ェ
イ
ク
ニ
ュ
ー
ス
」

（
二
七
二
）
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対
策
、
検
証
は
、
ど
こ
が
違
う
の
か
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
似
て
非
な
る
も
の
と
一
言
で
片
づ
け
る
が
、
そ
の
違
い
は
難
し
い
。

琉
球
新
報
の
中
村
記
者
が
直
面
し
た
例
が
分
か
り
や
す
い
。「
大
麻
疑
惑
」
に
つ
い
て
は
、「
あ
っ
た
こ
と
」
を
証
明
す
る
よ
り
「
な

か
っ
た
」
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
が
難
し
い
。
い
わ
ゆ
る
「
悪
魔
の
証
明
」
で
あ
る
。

ま
た
、
土
地
取
引
は
誰
が
斡
旋
し
、
誰
が
売
っ
て
、
誰
が
買
っ
て
、
誰
が
建
て
た
か
…
こ
れ
が
揃
わ
な
い
と
無
理
や
り
取
引
を
進
め
た
、

進
め
な
か
っ
た
こ
と
の
証
明
に
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
中
村
記
者
は
、「
フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ
ク
」
と
「
フ
ェ
イ
ク
ニ
ュ
ー
ス
対
策
」
は
分
け

て
考
え
る
べ
き
と
の
助
言
を
複
数
の
専
門
家
か
ら
受
け
て
、「
フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ
ク
」
と
は
違
う
記
事
を
書
い
た
。

こ
れ
は
、
出
す
べ
き
内
容
の
記
事
と
私
は
思
う
。

従
来
、
取
材
情
報
が
、
こ
の
ま
ま
に
し
て
お
く
と
ど
ん
ど
ん
古
く
な
っ
て
し
ま
い
、
記
事
に
な
っ
て
も
鮮
度
ば
か
り
か
、
ニ
ュ
ー
ス
バ

リ
ュ
ー
も
落
ち
る
と
い
う
時
に
、「
事
実
か
事
実
で
な
い
か
」
の
み
に
重
点
を
置
く
よ
り
、
こ
う
い
う
話
が
出
て
い
る
が
、
真
偽
は
こ
こ

ま
で
迫
っ
た
結
果
不
明
で
あ
る
、
と
い
う
記
事
が
、
従
来
は
出
て
い
た
。
Ｆ
Ｉ
Ｊ
の
楊
井
氏
が
言
う
と
こ
ろ
の
「
従
来
の
伝
統
的
ニ
ュ
ー

ス
報
道
」
で
あ
る
。
事
の
真
偽
は
さ
て
お
き
、「
こ
う
い
う
情
報
が
駆
け
巡
っ
て
い
る
の
だ
。」
と
い
う
書
き
方
だ
。
だ
が
、
こ
れ
は
、

「
フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ
ク
」
で
は
な
い
。
正
し
い
か
間
違
っ
て
い
る
か
の
根
拠
が
な
い
。「
フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ
ク
」
と
し
て
書
け
な
い
の
だ
。

「
フ
ェ
イ
ク
ニ
ュ
ー
ス
」
検
証
は
ど
う
か
。
こ
れ
も
間
違
っ
た
情
報
か
正
し
い
情
報
か
は
証
拠
を
積
み
重
ね
、
誰
が
い
つ
、
ど
こ
で
ど

う
い
う
発
言
を
ど
ん
な
メ
デ
ィ
ア
で
し
た
か
、
を
押
さ
え
真
偽
を
明
ら
か
に
す
る
。「
フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ
ク
」
と
変
わ
ら
な
い
。

だ
が
、「
フ
ェ
イ
ク
ニ
ュ
ー
ス
」
の
検
証
の
場
合
、
単
な
る
「
嘘
」
を
伝
播
さ
せ
る
の
で
な
く
、
発
信
者
が
何
ら
か
の
意
図
を
も
っ
て

や
る
こ
と
が
主
だ
。
発
言
者
の
地
位
や
背
景
が
情
報
の
受
け
手
と
の
関
係
や
地
域
な
ど
が
重
要
な
要
素
に
な
る
。

と
こ
ろ
が
「
フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ
ク
」
は
言
説
の
内
容
の
正
誤
で
あ
る
か
ら
、
発
言
者
の
地
位
や
社
会
的
背
景
、
受
け
手
の
地
域
の
問
題

（
二
七
三
）
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一
三
二

な
ど
は
要
素
に
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
そ
う
い
う
こ
と
を
入
れ
な
い
チ
ェ
ッ
ク
を
す
る
。

二
〇
一
六
年
ア
メ
リ
カ
大
統
領
選
挙
の
時
に
「
フ
ェ
イ
ク
ニ
ュ
ー
ス
」
は
誰
で
も
知
る
と
こ
ろ
と
な
る
言
葉
と
な
っ
た
。
選
挙
で
相
手

に
打
撃
を
与
え
る
た
め
に
、
あ
り
も
し
な
い
事
柄
を
並
べ
る
。
対
立
候
補
だ
か
ら
、
対
立
候
補
を
支
援
す
る
国
だ
か
ら
、
更
に
、
に
わ
か

に
は
証
明
で
き
な
い
嘘
情
報
を
出
す
。

二
〇
一
九
年
二
月
北
マ
ケ
ド
ニ
ア
と
国
名
を
変
え
た
マ
ケ
ド
ニ
ア
（
当
時
）
の
小
さ
な
町
が
、
二
〇
一
六
年
ア
メ
リ
カ
大
統
領
選
挙
の

フ
ェ
イ
ク
ニ
ュ
ー
ス
の
発
信
源
だ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
、
政
治
的
対
立
と
は
全
く
関
係
な
く
、
フ
ェ
イ
ク
ニ
ュ
ー
ス
が
拡
散
し
た
こ
と

に
よ
る
広
告
収
入
で
生
活
費
を
稼
ぐ
た
め
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
使
え
る
現
地
の
若
者
が
大
量
に
フ
ェ
イ
ク
ニ
ュ
ー
ス
を
作
り
、
送
っ

て
い
た
。
政
治
的
意
図
は
な
く
て
も
、
経
済
的
個
人
的
な
意
図
で
、
遠
く
離
れ
た
ア
メ
リ
カ
の
大
統
領
選
挙
に
影
響
を
与
え
て
し
ま
う
か

否
か
よ
り
、
自
分
の
生
活
の
豊
か
さ
を
選
ん
で
そ
う
し
た
行
為
を
し
た
。
こ
れ
は
、「
フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ
ク
」
に
は
な
じ
ま
な
い
。
勿
論

情
報
は
「
誤
り
」
だ
が
、
社
会
的
背
景
を
解
か
な
く
て
は
、
何
の
意
味
も
な
い
。
発
信
者
の
地
位
、
地
域
の
問
題
等
フ
ェ
イ
ク
ニ
ュ
ー
ス

が
出
た
背
景
は
触
れ
な
い
「
フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ
ク
」
と
フ
ェ
イ
ク
ニ
ュ
ー
ス
対
策
、
検
証
と
の
違
い
が
お
分
か
り
い
た
だ
け
る
だ
ろ
う
か
。

〇
ま
と
め

選
挙
と
い
う
あ
る
種
、
祭
り
の
よ
う
な
熱
気
を
帯
び
た
状
況
か
ら
、
真
偽
の
分
か
ら
な
い
情
報
が
し
ば
し
ば
出
て
く
る
。

Ａ
・
プ
ラ
ト
ニ
カ
ス
と
Ｅ
・
ア
ロ
ン
ソ
ン
の
書
い
た
「
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
」
に
は
こ
う
書
か
れ
て
い
る
（
12
）

。

─
─

事
実
も
ど
き
（factoid

）
と
い
う
言
葉
を
作
り
出
し
た
小
説
家
ノ
ー
マ
ン
メ
イ
ラ
ー
は
、
こ
れ
を
「
雑
誌
や
新
聞
に
表
れ
る
ま
で
存
在

（
二
七
四
）
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一
三
三

し
な
い
事
実
（
フ
ァ
ク
ト
）」
と
定
義
し
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
事
実
も
ど
き
を
証
拠
に
よ
っ
て
裏
付
け
さ
れ
な
い
事
実
の
主
張
と
定
義

し
た
い
。
な
ぜ
な
ら
、
通
常
、
そ
の
事
実
は
間
違
い
で
あ
る
か
、
そ
の
主
張
を
支
持
す
る
よ
う
な
証
拠
が
得
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
事

実
も
ど
き
は
、
広
く
事
実
と
し
て
扱
わ
れ
る
よ
う
な
仕
方
で
提
示
さ
れ
る
。
我
々
の
職
場
や
近
隣
で
は
、
噂
や
ゴ
シ
ッ
プ
が
こ
れ
に
あ
た

る
。─

─
事
実
も
ど
き
は
何
故
流
布
す
る
か
に
つ
い
て
、
著
者
ら
は
三
つ
の
理
由
を
挙
げ
た
。

─
─

第
一
に
事
実
も
ど
き
が
真
実
か
否
か
を
確
か
め
る
試
み
が
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
な
い
こ
と
。

第
二
に
事
実
も
ど
き
は
、
し
ば
し
ば
い
く
つ
か
の
心
理
的
欲
求
を
満
た
し
て
く
れ
る
た
め
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
受
け
入
れ
て
し
ま
う
。

た
と
え
ば
、
多
く
の
事
実
も
ど
き
は
と
て
も
面
白
く
、
わ
れ
わ
れ
の
注
意
を
引
き
付
け
る
。

最
後
に
、
こ
れ
が
お
そ
ら
く
も
っ
と
も
重
要
な
点
で
あ
る
が
、
事
実
も
ど
き
は
説
得
の
お
膳
立
て
の
機
能
を
果
た
す
。
事
実
も
ど
き
は

社
会
的
な
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
作
り
出
す
。
事
実
も
ど
き
の
一
片
、
一
片
を
組
み
合
わ
せ
て
我
々
は
世
界
を
描
き
出
す
。

─
─
選
挙
に
「
事
実
も
ど
き
」
が
跋
扈
す
る
理
由
は
こ
う
し
た
こ
と
に
ピ
タ
リ
と
当
て
は
ま
る
。

さ
て
、「
フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ
ク
」
先
進
国
ア
メ
リ
カ
で
は
、
こ
う
い
う
指
摘
が
あ
る
。

「
フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ
ク
は
　
発
言
に
拘
泥
せ
ず
、
イ
ッ
シ
ュ
ー
を
見
よ
」

ト
ム
・
ロ
ー
ゼ
ン
ス
テ
ィ
ー
ル
氏
（
13
）

の
発
言
を
デ
ジ
タ
ル
ウ
オ
ッ
チ
ャ
ー
の
平
和
博
氏
が
紹
介
し
て
い
る
（
1４
）

─
─

フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ
ク
は
、
選
挙
戦
で
の
論
争
や
、
地
域
が
直
面
す
る
大
問
題
と
い
っ
た
、
中
核
と
な
る
イ
シ
ュ
ー
か
ら
ス
タ
ー
ト
す
る
。

次
の
段
階
で
、
そ
れ
ら
の
イ
シ
ュ
ー
に
つ
い
て
、
情
報
が
正
し
か
っ
た
り
間
違
っ
て
い
た
り
し
た
時
に
、
人
々
が
ど
ん
な
印
象
を
受
け
る

（
二
七
五
）
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か
、
と
い
う
影
響
を
見
極
め
る
。

こ
の
シ
ス
テ
ム
の
中
で
、
個
別
の
発
言
の
内
容
は
、
お
お
む
ね
三
番
目
の
要
素
だ
。
個
別
の
発
言
は
、
あ
る
イ
シ
ュ
ー
に
つ
い
て
混
乱

や
論
争
を
巻
き
起
こ
す
要
素
で
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
話
の
本
筋
で
は
な
い
。

「
フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ
ク
」
が
、
逆
に
間
違
っ
た
情
報
へ
の
確
信
を
強
め
て
し
ま
う
と
い
う
（
ダ
ー
ト
マ
ス
大
学
教
授
の
ブ
レ
ン
ダ
ン
・
ニ
ー

ハ
ン
さ
ん
ら
が
明
ら
か
に
し
た
「
バ
ッ
ク
フ
ァ
イ
ア
ー
効
果
（
15
）」）

へ
の
対
処
が
必
要
で
、
フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ
ク
に
は
政
治
的
な
立
場
に
よ
る
分
断

が
あ
り
、
自
分
の
支
持
す
る
人
物
が
対
象
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ
ク
に
反
発
す
る
傾
向
が
強
く
な
る
。

「
フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ
ク
」
は
逐
語
的
に
な
り
す
ぎ
た
り
、
焦
点
が
狭
く
な
り
す
ぎ
た
り
す
る
と
「
な
る
ほ
ど
、
彼
は
そ
の
数
字
を
間
違

え
た
。
だ
が
私
の
大
き
な
信
念
が
揺
ら
ぐ
こ
と
は
な
い
。
移
民
は
多
す
ぎ
る
し
、
シ
ス
テ
ム
は
不
正
操
作
さ
れ
て
い
る
し
、
九
・
一
一
の

テ
ロ
を
実
際
に
は
幸
運
だ
っ
た
と
い
う
特
定
の
宗
教
の
信
者
た
ち
は
い
る
の
だ
」

─
─
「
フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ
ク
」
は
言
葉
の
問
題
だ
が
、
あ
ま
り
に
一
語
一
語
に
こ
だ
わ
る
と
、
元
々
「
フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ
ク
」
が

生
じ
る
原
因
と
な
っ
た
問
題
や
状
況
か
ら
か
け
離
れ
て
、
語
句
解
釈
が
独
り
歩
き
し
、
そ
の
語
句
を
「
間
違
い
」
と
公
表
す
る
こ
と
が
、

あ
る
い
は
公
表
し
て
も
そ
ん
な
こ
と
は
信
じ
な
い
と
い
う
逆
の
効
果
が
起
こ
っ
た
り
す
る
こ
と
が
既
に
報
告
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
大
統
領
選
で
ト
ラ
ン
プ
氏
が
選
出
さ
れ
た
と
き
に
ト
ラ
ン
プ
氏
の
支
持
者
が
と
っ
た
行
動
そ
の
も
の
で
は
な
い
か
。

今
後
の
フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ
ク
は
。

本
研
究
中
、
最
も
気
に
な
っ
た
の
は
、
新
聞
記
事
（
テ
レ
ビ
・
ラ
ジ
オ
・
雑
誌
の
原
稿
・
記
事
も
含
め
て
）
は
、
普
段
か
ら
人
の
言
説
が
正

し
い
か
間
違
っ
て
い
る
か
、
本
当
に
そ
う
言
い
う
こ
と
を
い
た
の
か
、
確
か
め
た
上
で
記
事
を
書
き
、
あ
る
い
は
放
送
す
る
の
が
原
則
で

（
二
七
六
）
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一
三
五

あ
る
の
で
、「
フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ
ク
」
を
す
る
と
い
う
こ
と
が
「
今
ま
で
は
き
ち
ん
と
調
べ
て
い
な
か
っ
た
の
か
？
」
と
誤
解
を
生
む
こ

と
に
な
ら
な
い
か
と
い
う
点
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
選
挙
運
動
で
メ
ー
ル
は
だ
め
だ
が
、
Ｗ
Ｅ
Ｂ
が
使
え
る
よ
う
に
な
っ
て
、「
偽
」
情
報
は
、
や
は
り
Ｓ
Ｎ
Ｓ
に
良
く
流
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。
Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
言
説
は
無
数
で
あ
る
。
す
べ
て
を
把
握
す
る
こ
と
は
到
底
困
難
で
あ
る
。

Ｆ
Ｉ
Ｊ
の
調
べ
で
は
、
去
年
の
沖
縄
県
知
事
選
挙
の
言
説
の
チ
ェ
ッ
ク
で
は
、
二
分
の
一
が
候
補
者
本
人
、
四
分
の
一
が
有
識
者
、
評

論
家
で
、
一
般
国
民
の
言
説
が
俎
上
に
乗
っ
て
フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ
ク
の
対
象
と
な
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

シ
ョ
ッ
ク
だ
っ
た
の
は
、
沖
縄
タ
イ
ム
ス
が
行
っ
た
大
学
生
・
専
門
学
校
生
五
二
五
人
に
対
す
る
世
論
調
査
（
16
）

で
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
流
れ
た

「
フ
ェ
イ
ク
ニ
ュ
ー
ス
」
を
八
九
・
五
％
の
学
生
が
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
だ
。
こ
う
し
た
学
生
・
専
門
学
校
生
は
、
ほ
と
ん
ど
ニ
ュ
ー
ス
サ

イ
ト
を
見
る
習
慣
が
な
い
よ
う
で
あ
り
、T
w
itter

な
ど
に
も
あ
ま
り
接
し
て
い
な
い
。
一
方
で
「
フ
ェ
イ
ク
ニ
ュ
ー
ス
」
に
触
れ
た
学

生
は
一
一
・
四
％
で
、
普
段
か
ら
ニ
ュ
ー
ス
サ
イ
ト
やT

w
itter

を
チ
ェ
ッ
ク
し
て
い
て
メ
デ
ィ
ア
リ
テ
ラ
シ
ー
が
高
い
と
い
う
結
果
が

出
た
。
こ
れ
は
「
フ
ェ
イ
ク
ニ
ュ
ー
ス
」
が
投
票
行
動
に
影
響
を
与
え
た
と
み
る
向
き
と
は
違
う
結
果
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
世
界
の
「
フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ
ク
」
に
つ
い
て
ほ
と
ん
ど
触
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。
欧
米
は
勿
論
だ
が
、
ア
ジ
ア
、
ア
フ
リ
カ
、

中
南
米
で
も
「
フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ
ク
」
は
動
き
出
し
て
い
る
そ
う
で
あ
り
、
日
本
は
後
塵
を
拝
し
て
い
る
。

世
界
の
動
き
に
つ
い
て
は
今
後
の
研
究
課
題
と
し
た
い
。

沖
縄
知
事
選
の
「
フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ
ク
」
で
琉
球
新
報
は
新
聞
労
連
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
大
賞
を
受
賞
し
た
。
新
聞
労
連
の
南
彰
委
員

（
二
七
七
）
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長
は
今
後
の
「
フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ
ク
」
に
つ
い
て
、「
昨
年
一
二
月
の
新
聞
研
究
部
長
会
議
で
、
フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ
ク
・
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ

と
連
携
し
、
組
合
の
新
聞
研
究
活
動
の
一
環
と
し
て
、
新
聞
労
連
が
独
自
に
フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ
ク
を
行
う
こ
と
を
視
野
に
入
れ
な
が
ら
、

基
準
づ
く
り
を
進
め
る
こ
と
を
決
め
た
。
基
準
作
り
の
議
論
を
進
め
て
い
る
。

フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ
ク
で
事
実
を
確
認
す
る
こ
と
は
記
者
と
し
て
の
基
本
的
な
営
み
だ
が
、
こ
れ
だ
け
注
目
を
集
め
る
よ
う
に
な
っ
た
の

は
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
な
ど
多
様
な
情
報
発
信
が
広
が
る
な
か
、
フ
ェ
イ
ク
ニ
ュ
ー
ス
な
ど
人
々
の
目
に
触
れ
る
情
報
の
正
し
さ
を
検
証
し
、
伝
え

る
こ
と
も
、
こ
れ
か
ら
の
報
道
機
関
の
役
割
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
る
。」
と
述
べ
て
い
る
。

統
一
地
方
選
挙
や
参
議
院
通
常
選
挙
の
年
で
あ
る
今
年
二
〇
一
九
年
、
日
本
国
内
で
更
に
「
フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ
ク
」
が
行
わ
れ
る
よ
う

に
な
る
か
注
目
し
た
い
。

注（
1
） 

フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ
ク
と
は
　
立
岩
陽
一
郎
　
楊
井
人
文
　
岩
波
ブ
ッ
ク
レ
ッ
トN

O
.982

　P
.2

（
2
） 

同
右
、P

.2

～P
.7

（
3
） 

国
際
フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ
ク
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
ま
と
め
、
二
〇
一
六
年
九
月
に
綱
領
と
し
て
発
表

（International F
act-C

hecking N
etw

ork fact-checkers`code of principles

）

（
４
） 

Ｆ
Ｉ
Ｊ
（「
フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ
ク
・
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
」F

actC
heck Initiative Japan

）

二
〇
一
七
年
設
立
、
誤
っ
た
情
報
に
惑
わ
さ
れ
な
い
社
会
を
築
く
た
め
に
、
フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ
ク
の
普
及
の
為
、
様
々
な
支
援
・
啓
発
活
動
を

行
っ
て
い
る
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
。
フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ
ク
の
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
を
担
う
。
Ｈ
Ｐ
　http://fij.info/about/about-2

（
5
） 

都
道
府
県
別
統
計
と
ラ
ン
キ
ン
グ
で
見
る
県
民
性

https://todo-ran.com
/t/kiji/13920

（
二
七
八
）



選
挙
と
フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ
ク
（
柴
田
）

一
三
七

（
Ａ
Ｂ
Ｃ
調
査
を
用
い
た
読
売
新
聞
広
告
局
の
「
地
域
別
上
位
３
紙
統
計
」
を
基
に
作
成
し
た
も
の
）

（
6
） 

株
式
会
社
メ
デ
ィ
ア
バ
リ
ュ
ー
（
全
国
の
都
道
府
県
単
位
紙
の
広
告
管
理
等
業
務
）

w
w

w
.m

-value.jp/new
spaper/local.htm

l

（
7
） 
日
本
記
者
ク
ラ
ブ
会
報N

O
.585

　
二
〇
一
八
年
一
一
月
一
〇
日

（
8
） 

〇 

ニ
ュ
ー
ス
の
タ
ネ
　
調
査
報
道
の
た
め
の
非
営
利
団
体
「
ニ
ュ
ー
ス
の
タ
ネ
（
旧
ア
イ
・
ア
ジ
ア
）」。
志
を
同
じ
く
す
る
世
界
の
ジ
ャ
ー
ナ

リ
ス
ト
、
研
究
者
、
市
民
と
連
携
し
て
取
材
・
調
査
を
行
い
、
発
信
す
る
。

https://seedsfornew
s.com

/

〇 

Ｊ
ａ
ｐ
ａ
ｎ
・
Ｉ
ｎ
‐
ｄ
ｅ
ｐ
ｔ
ｈ
　
元
フ
ジ
テ
レ
ビ
解
説
委
員
安
倍
宏
行
が
二
〇
一
三
年
一
〇
月
に
創
刊
し
た
ウ
ェ
ブ
・
メ
デ
ィ
ア

〝
ニ
ッ
ポ
ン
の
深
層
〟
ニ
ュ
ー
ス
を
深
堀
り
し
、
読
者
に
〝
Ｋ
Ｉ
Ｚ
Ｕ
Ｋ
Ｉ
〟
を
提
供
、
社
会
の
課
題
を
解
決
し
て
い
く
〝
Ａ
Ｃ
Ｔ
Ｉ
Ｏ
Ｎ
〟

へ
と
導
く
メ
デ
ィ
ア
を
目
指
す
。

https://japan-indepth.jp/

〇 

Ｂ
ｕ
ｚ
ｚ
Ｆ
ｅ
ｅ
ｄ
‐
Ｊ
ａ
ｐ
ａ
ｎ
（
Ｂ
Ｆ
Ｊ
）　
ア
メ
リ
カ
の
ニ
ュ
ー
ス
＆
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
メ
デ
ィ
ア
「B

uzzF
eed

」
と
日
本
の

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
最
大
手
「Y

ahoo! Japan
」
の
合
弁
会
社
。

https://w
w

w
.buzzfeed.com

/jp

〇 

Ｇ
ｏ
Ｈ
ｏ
ｏ
（
ゴ
フ
ー
）　
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
報
道
の
正
確
性
な
ど
を
検
証
し
、「
報
道
品
質
」
向
上
や
メ
デ
ィ
ア
・
リ
テ
ラ
シ
ー
に
有
益
な
情

報
を
提
供
す
る
ニ
ュ
ー
ス
サ
イ
ト
。
一
般
社
団
法
人
日
本
報
道
検
証
機
構
が
運
営
。
Ｆ
Ｉ
Ｊ
事
務
局
長
楊
井
人
文
氏
が
代
表
理
事
を
務
め
る

http://gohoo.org/

〇
Ｗ
ａ
ｓ
ｅ
ｇ
ｇ
　
早
稲
田
大
学
政
経
学
部
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
・
メ
デ
ィ
ア
演
習
（
瀬
川
至
朗
ゼ
ミ
）
の
ゼ
ミ
生
が
発
信
す
る
Ｗ
ｅ
ｂ
マ
ガ
ジ
ン
。

http://w
asegg.com

/archives/category/factcheck_article

（
9
） 

Ｆ
Ｉ
Ｊ
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
　http://fij.info/

　
　
沖
縄
知
事
選
二
〇
一
八

（
10
） 

参
照
：http://fij.info/archives/1719

（
二
七
九
）



政
経
研
究

　第
五
十
六
巻
第
二
号
（
二
〇
一
九
年
七
月
）

一
三
八

（
11
） 

楊
井
文
人
（
や
な
い
・
ひ
と
ふ
み
）
Ｆ
Ｉ
Ｊ
（「
フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ
ク
・
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
」　F

actC
heck Initiative Japan

）
事
務
局
長
、

弁
護
士
、
元
産
経
新
聞
記
者

（
12
） 
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
　
Ａ
・
プ
ラ
ト
ニ
カ
ス
／
Ｅ
・
ア
ロ
ン
ソ
ン
　
著
訳
＝
社
会
行
動
研
究
会
　
誠
信
書
房
　
二
〇
一
一
年
六
月
一
五
日
一
三
刷
　

P
.83

～
　
抜
粋

（
13
） 

ト
ム
・
ロ
ー
ゼ
ン
ス
テ
ィ
ー
ル
氏
＝
ア
メ
リ
カ
ニ
ュ
ー
ス
メ
デ
ィ
ア
連
合
（
Ｎ
Ｍ
Ａ
、
旧
米
国
新
聞
協
会
）
傘
下
の
調
査
研
修
機
関
で
あ
る
ア

メ
リ
カ
ン
・
プ
レ
ス
研
究
所
（
Ａ
Ｐ
Ｉ
）
の
所
長
。

（
1４
） 

「
フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ
ク
の
何
が
ダ
メ
な
の
か
を
第
一
人
者
が
指
摘
す
る
「
平
和
博
　
朝
日
新
聞
記
者
（
デ
ジ
タ
ル
ウ
オ
ッ
チ
ャ
ー
）

H
A

F
F

P
O

S
T

　https://w
w

w
.huffi

ngtonpost.jp/kazuhiro-taira/fact-check-problem
_b_1575107４.htm

l

二
〇
一
七
年
〇
四
月
〇
三
日
〇
〇
時
三
一
分
Ｊ
Ｓ
Ｔ
　
抜
粋

（
15
） 

ダ
ー
ト
マ
ス
大
学
教
授
、
ブ
レ
ン
ダ
ン
・
ニ
ー
ハ
ン
さ
ん
ら
の
二
〇
〇
五
～
二
〇
〇
六
年
の
調
査
で
は
、
政
治
的
な
テ
ー
マ
（
イ
ラ
ク
に
大
量

破
壊
兵
器
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
、
な
ど
）
に
つ
い
て
、
事
実
を
示
し
た
後
で
も
、
政
治
的
立
場
に
よ
っ
て
、
全
く
効
果
が
な
か
っ
た
り
、
逆
に
誤
解

へ
の
確
信
を
強
め
て
し
ま
う
ケ
ー
ス
（
バ
ッ
ク
フ
ァ
イ
ア
ー
効
果
）
が
見
ら
れ
た
、
と
い
う
。

イ
ラ
ク
に
大
量
破
壊
兵
器
は
な
か
っ
た
、
と
い
う
事
実
に
つ
い
て
は
、
特
に
保
守
派
に
こ
の
バ
ッ
ク
フ
ァ
イ
ア
ー
効
果
、
つ
ま
り
反
発
が
顕
著

だ
っ
た
よ
う
だ
。「
新
聞
紙
学
的
」
平
和
博
　https://kaztaira.w

ordpress.com
/2016/12/31/%
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（
16
） 

沖
縄
タ
イ
ム
ス
二
〇
一
九
年
一
月
七
日
朝
刊
「
幻
想
の
メ
デ
ィ
ア
」

参
考
資
料

〇
フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ
ク
と
は
何
か
　
立
岩
洋
一
郎
／
楊
井
人
文
著
　
岩
波
ブ
ッ
ク
レ
ッ
トN

O
.982

　
二
〇
一
八
年
四
月
五
日
第
一
刷

〇 

流
言
・
デ
マ
・
フ
ェ
イ
ク
ニ
ュ
ー
ス
と
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
打
ち
消
し
報
道
／
福
長
秀
彦
　
放
送
研
究
と
調
査
　
二
〇
一
八
年
一
一
月
／
Ｎ
Ｈ
Ｋ
放
送

（
二
八
〇
）



選
挙
と
フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ
ク
（
柴
田
）

一
三
九

文
化
研
究
所

〇
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
　
Ａ
・
プ
ラ
ト
ニ
カ
ス
／
Ｅ
・
ア
ロ
ン
ソ
ン
　
著
訳
＝
社
会
行
動
研
究
会
　
誠
信
書
房
　
二
〇
一
一
年
六
月
一
五
日
一
三
刷

〇「
フ
ェ
イ
ク
ニ
ュ
ー
ス
」
考
察
か
ら
現
代
に
お
け
る
中
央
メ
デ
ィ
ア
・
放
送
の
在
り
方
を
問
う
　
金
山
勉
　
調
査
情
報
二
〇
一
八
年
一
一
─
一
二
号

〇
朝
日
新
聞
二
〇
一
八
年
一
一
月
一
〇
日
朝
刊
　
沖
縄
の
フ
ェ
イ
ク
ニ
ュ
ー
ス
　
地
元
二
紙
が
チ
ェ
ッ
ク

〇
毎
日
新
聞
二
〇
一
九
年
一
月
一
七
日
朝
刊
　
平
成
ト
い
う
時
代
第
三
部
　
変
化
⑥

〇
メ
デ
ィ
ア
批
判
　
神
保
太
郎
　
連
載
135
回
　
世
界
　
岩
波
書
店
　
二
〇
一
九
年
三
月
号

〇
記
者
の
連
帯
が
な
ぜ
必
要
か
　
南
彰
　
世
界
　
岩
波
書
店
　
二
〇
一
九
年
三
月
号

○
メ
デ
ィ
ア
情
報
リ
テ
ラ
シ
ー
教
育
に
お
け
る
フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ
ク
実
践
の
可
能
性
　
坂
本
旬
　
法
政
大
学
キ
ャ
リ
ア
デ
ザ
イ
ン
学
部
紀
要
　
15
巻
　

二
〇
一
八
年
三
月

http://hdl.handle.net/1011４/13759

〇
フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ
ク
の
何
が
ダ
メ
な
の
か
を
第
一
人
者
が
指
摘
す
る
　
平
和
博
　
朝
日
新
聞
記
者
（
デ
ジ
タ
ル
ウ
オ
ッ
チ
ャ
ー
）

H
A
F
F
P
O
S
T

　https://w
w
w
.huffi

ngtonpost.jp/kazuhiro-taira/fact-check-problem
_b_1575107４.htm

l

二
〇
一
七
年
〇
四
月
〇
三
日
〇
〇
時
三
一
分
Ｊ
Ｓ
Ｔ

〇
沖
縄
知
事
選
フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ
ク
は
成
功
し
た
か
　
中
立
性
・
公
平
性
め
ぐ
る
課
題
も
　
Ｊ
Ｃ
Ａ
Ｓ
Ｔ
　
Ｎ
Ｅ
Ｗ
Ｓ

https://w
w
w
.j-cast.com

/2018/11/073４3083.htm
l?p=all

○
都
道
府
県
別
統
計
と
ラ
ン
キ
ン
グ
で
見
る
県
民
性

https://todo-ran.com
/t/kiji/13920

○
株
式
会
社
メ
デ
ィ
ア
バ
リ
ュ
ー
（
全
国
の
都
道
府
県
単
位
紙
の
広
告
管
理
等
業
務
）

w
w
w
.m

-value.jp/new
spaper/local.htm

l

○
株
式
会
社
　
琉
球
新
報
社
　https://ryukyushim

po.jp/

○
株
式
会
社
　
沖
縄
タ
イ
ム
ス
社
　http://app.okinaw

atim
es.co.jp/plus/

（
二
八
一
）





ク
リ
フ
ォ
ー
ド･

Ｇ･

ク
リ
ス
チ
ャ
ン
ズ
の
「
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
マ
テ
ィ
ブ
（Transformative

変
容
的
）・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
」（
塚
本
）

一
四
一

ク
リ
フ
ォ
ー
ド･

Ｇ･

ク
リ
ス
チ
ャ
ン
ズ
の

「
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
マ
テ
ィ
ブ
（Transformative

変
容
的
）・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
」

塚
　
　
本
　
　
晴
二
朗

は
じ
め
に

ア
メ
リ
カ
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
倫
理
学
研
究
が
、
一
九
八
〇
年
代
に
「
成
長
産
業
（
１
）

」
に
転
じ
た
と
さ
れ
た
の
を
象
徴
す
る
の
が
、

一
九
八
五
年
の
世
界
初
の
専
門
誌Jou

rn
al of M

ass M
ed

ia E
th

ics

の
創
刊
で
あ
る
。
そ
の
権
威
と
歴
史
の
あ
る
学
術
雑
誌
に
お
い

て
、
唯
一
個
人
の
特
集
を
組
ま
れ
た
研
究
者
が
、
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
ズ
で
あ
る
（
２
）

。

ク
リ
ス
チ
ャ
ン
ズ
が
目
指
し
た
も
の
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
お
け
る
「
相
互
関
係
（M

utuality

）」
を
基
盤
と
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア

ニ
ズ
ム
に
基
づ
く
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
規
範
倫
理
学
確
立
で
あ
っ
た
。
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
ズ
は
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
は
、
市
民
の
「
ト
ラ

論

　説

（
二
八
三
）



政
経
研
究

　第
五
十
六
巻
第
二
号
（
二
〇
一
九
年
七
月
）

一
四
二

ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
（T

ransform
ation

変
容
）」
を
担
う
も
の
、
と
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
成
員
た
る
市
民
は
、

相
互
関
係
を
踏
ま
え
て
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
如
何
に
あ
る
べ
き
か
を
考
え
、
熟
議
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
が
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
考

え
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
そ
う
し
た
熟
議
に
市
民
が
参
加
で
き
る
よ
う
に
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
ム
し
な
い
と
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
存
立
し

え
な
い
、
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
ズ
の
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
マ
テ
ィ
ブ
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
思
想
的
構
造
を
解
明
し
て
い
く
の
が
、
本
論

の
目
的
で
あ
る
。

一
、
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
ズ
の
問
題
意
識

ク
リ
ス
チ
ャ
ン
ズ
は
、
一
九
七
七
年
に
書
い
た
論
文
の
中
で
（
３
）

、
自
ら
の
問
題
意
識
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
は
、
信
じ
ら
れ
な
い
ほ
ど
権
力
を
持
っ
た
「
テ
ク
ノ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー
（T

echno-structure

）」
と
な
っ
た
。
し
か

し
そ
の
他
の
主
な
現
代
の
制
度
と
と
も
に
、
不
信
と
い
う
伝
染
病
に
感
染
し
つ
つ
、
し
っ
か
り
し
た
理
論
を
欠
い
た
ま
ま
、「
一
九
七
〇

年
代
の
旋
風
」
に
直
面
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
状
況
主
義
が
促
進
さ
れ
、
正
誤
が
は
っ
き
り
し
な
く
な
り
、
よ
り
一
層
ご
都

合
主
義
に
迎
合
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
倫
理
学
を
弁
え
た
者
で
あ
れ
ば
、
結
果
が
行
為
を
正
当
化
す
る
こ
と
は
な
い
が
、
今
日
の
報
道
は

そ
う
し
た
や
り
方
に
な
っ
て
い
る
。
全
体
的
な
傾
向
と
し
て
、
合
法
性
を
優
先
し
て
い
る
。
明
ら
か
に
道
徳
的
な
も
の
を
法
的
な
も
の
よ

り
も
低
く
し
よ
う
と
す
る
者
は
い
な
い
が
、
強
制
力
を
持
つ
倫
理
学
的
原
理
を
欠
き
、
事
実
上
我
々
は
、
自
身
を
拘
束
す
る
法
律
を
容
認

し
て
い
る
。
全
て
の
理
論
は
、
一
様
に
法
律
的
な
要
求
と
倫
理
学
的
な
責
務
を
区
別
す
る
が
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
実
務
で
は
、
そ
の
区

別
が
実
質
的
に
消
失
し
て
し
ま
っ
た
。
疑
い
な
く
法
学
的
研
究
は
、
非
常
に
重
要
で
あ
る
が
、
実
質
的
に
相
容
れ
な
い
も
の
ま
で
法
学
的

（
二
八
四
）



ク
リ
フ
ォ
ー
ド･

Ｇ･

ク
リ
ス
チ
ャ
ン
ズ
の
「
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
マ
テ
ィ
ブ
（Transformative

変
容
的
）・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
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な
研
究
に
し
て
し
ま
う
こ
と
は
、
信
じ
ら
れ
な
い
歪
み
を
も
生
み
出
す
の
で
あ
る
。
プ
レ
ス
の
自
由
と
は
歴
史
的
、
哲
学
的
、
文
化
的
、

社
会
的
、
倫
理
的
、
政
治
的
諸
側
面
を
も
ま
た
持
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
プ
レ
ス
の
自
由
を
憲
法
の
問
題
だ
け
に
し
て
し
ま
う
こ
と
は
、

法
律
的
な
解
決
へ
と
我
々
の
目
を
そ
ら
す
。
そ
う
す
る
と
、
我
々
は
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
を
生
じ
さ
せ
る
知
る
権
利
や
情
報
の
自
由

に
関
す
る
諸
法
を
、
一
貫
し
て
奨
励
し
て
し
ま
う
。
一
度
法
律
的
な
問
題
と
み
な
し
て
し
ま
う
と
、
プ
レ
ス
の
自
由
等
は
法
学
的
に
扱
わ

れ
る
の
が
必
然
の
よ
う
に
な
る
が
、
然
る
べ
き
答
え
は
、
他
の
学
問
領
域
に
も
存
在
し
う
る
の
で
あ
る
。
法
学
の
よ
う
な
日
々
の
状
況
を

説
明
す
る
も
の
と
、
長
期
的
な
努
力
の
典
型
的
な
も
の
を
置
き
換
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
実
務
的
な
問
題
は
、
熟
考
を
必
要
と
し
な
い

わ
け
で
は
な
い
。
最
近
の
倫
理
に
関
す
る
大
切
な
こ
と
の
一
つ
は
、
我
々
は
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
と
し
て
の
、
す
な
わ
ち
行
為
の
規
範
科
学
と

し
て
の
、
倫
理
学
を
改
め
て
強
調
す
る
必
要
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
柔
軟
性
を
欠
く
規
定
を
避
け
つ
つ
、
意
義
深
い
倫
理
学
的

指
針
を
公
式
化
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
倫
理
学
の
教
育
に
携
わ
る
者
の
課
題
は
、
何
を
行
う
こ
と
が
正
し
い
の
か
、

何
が
適
切
な
道
徳
規
範
な
の
か
を
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が
決
定
す
る
確
か
な
手
助
け
を
す
る
こ
と
で
あ
る
。
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
に
関
す
る

長
期
的
な
研
究
は
、
即
役
立
つ
実
務
的
な
知
恵
も
、
絶
対
安
全
な
倫
理
学
理
論
も
生
み
出
し
は
し
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
倫
理
学
的
問

題
を
克
服
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
、
不
適
切
な
も
の
と
し
て
簡
単
に
片
付
け
ら
れ
う
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

結
果
だ
け
に
注
目
し
、
倫
理
学
的
に
正
し
い
行
為
と
は
何
か
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
頓
着
し
な
い
風
潮
を
、
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
ズ
は

「
一
九
七
〇
年
代
の
旋
風
」
と
呼
ん
だ
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
は
、
一
九
七
〇
年
代
に
そ
の
影
響
力
を
増
大
さ
せ
た
。
し
か
し
一
九
七
〇
年

代
の
旋
風
に
直
面
し
た
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
達
は
、
結
果
と
し
て
法
を
犯
し
さ
え
し
な
け
れ
ば
よ
し
と
し
、
倫
理
規
範
な
ど
顧
み
よ
う
と
し

な
く
な
っ
て
い
る
。
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
ズ
は
そ
う
考
え
、
大
き
な
危
機
感
を
持
っ
た
の
で
あ
る
。

（
二
八
五
）
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一
四
四

二
、
啓
蒙
主
義
（E

nlightenm
ent

）
批
判

ク
リ
ス
チ
ャ
ン
ズ
は
、
啓
蒙
主
義
を
次
の
よ
う
な
も
の
と
捉
え
て
い
る
。

一
八
世
紀
以
来
の
啓
蒙
主
義
思
想
を
理
解
す
る
の
に
は
、「
個
人
」
と
「
自
律
」
と
い
う
二
つ
の
言
葉
を
必
要
と
す
る
。
人
間
は
い
か

な
る
権
威
か
ら
も
独
立
し
て
君
臨
し
、
個
人
は
そ
れ
自
体
が
目
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。
自
律
は
人
間
性
の
核
で
あ
り
、
生
活
の
中
心

を
な
す
理
想
と
な
っ
た
。
自
己
決
定
は
最
高
善
と
な
っ
た
（
４
）

。

ア
イ
ザ
ッ
ク･

ニ
ュ
ー
ト
ン
は
、
世
界
を
無
生
物
的
な
機
械
が
数
学
的
法
則
を
構
成
し
、
画
一
的
で
自
然
科
学
的
な
根
拠
を
構
築
す
る

よ
う
な
も
の
と
し
て
描
い
た
。
全
て
の
現
象
は
、
各
々
の
細
部
に
わ
た
る
秩
序
の
結
果
と
し
て
説
明
し
た
。
数
的
な
も
の
以
外
の
い
か
な

る
も
の
も
、
詭
弁
や
神
秘
と
み
な
し
た
。
ル
ネ
・
デ
カ
ル
ト
は
、
い
か
な
る
主
観
的
な
も
の
と
も
区
別
す
る
客
観
的
中
立
的
思
想
を
前
提

と
し
た
。
純
粋
な
知
識
は
、
状
況
に
よ
り
最
小
限
手
を
加
え
ら
れ
る
に
過
ぎ
な
い
純
粋
に
数
学
的
な
、
単
線
的
様
式
に
お
い
て
構
築
さ
れ

る
。
デ
カ
ル
ト
は
、「
私
」
が
存
在
す
る
絶
対
的
な
証
明
を
追
求
し
た
。
デ
カ
ル
ト
の
関
心
は
、
現
実
か
ら
幻
影
を
区
別
す
る
こ
と
で

あ
っ
た
。「
我
思
う
。
ゆ
え
に
我
有
り
」
と
は
、
た
と
え
「
私
」
が
何
ご
と
を
も
疑
っ
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
れ
ゆ
え
に
「
私
」
が
思
考

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
疑
う
余
地
が
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ジ
ョ
ン･

ロ
ッ
ク
は
、
人
間
の
認
識
の
様
式
と
範
囲
に
関
す
る
説

明
に
お
い
て
、
全
て
の
知
識
は
感
覚
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
、
と
す
る
。
ま
た
社
会
は
、
利
己
的
な
機
械
的
に
行
動
す
る
者
の
集
合
と
、
個

人
の
自
由
・
生
命
・
財
産
を
守
る
た
め
の
相
互
の
合
意
に
よ
っ
て
制
度
化
さ
れ
た
策
略
と
し
て
の
政
府
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
ゆ

え
、
本
質
的
に
二
つ
の
別
個
の
秩
序
、
す
な
わ
ち
私
的
内
的
な
感
覚
の
世
界
と
公
的
社
会
的
な
言
語
の
世
界
が
存
在
す
る
、
と
す
る
。
以

上
の
よ
う
に
、
典
型
的
な
啓
蒙
主
義
は
デ
カ
ル
ト
の
合
理
主
義
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
機
械
論
的
宇
宙
論
、
ロ
ッ
ク
の
個
人
主
義
に
よ
っ
て
理

（
二
八
六
）
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一
四
五

解
さ
れ
る
（
５
）

。

こ
の
よ
う
に
把
握
し
た
啓
蒙
主
義
に
対
す
る
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
ズ
の
批
判
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

個
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
独
立
し
て
で
は
な
く
、「
善
」
を
交
渉
す
る
社
会
過
程
を
通
じ
て
の
み
構
成
さ
れ
る
。
我
々
が
個
人
的

な
達
成
と
考
え
る
も
の
の
多
く
は
、
実
際
に
は
共
有
の
努
力
で
あ
る
。
全
て
の
道
徳
的
な
問
題
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
関
わ
っ
て
い
る
。

ゆ
え
に
ロ
ッ
ク
の
思
想
の
よ
う
な
、
個
人
と
社
会
の
二
重
性
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
に
お
い
て
克
服
さ
れ
る
。
我
々
の
幸
福
は

我
々
が
と
も
に
仕
事
を
し
、
生
活
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
人
々
の
健
全
さ
と
活
力
に
連
動
さ
れ
る
（
６
）

。

た
だ
し
、
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
ズ
の
い
う
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
と
は
、
個
人
よ
り
も
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
重
点
を
置
く
、
と
い
う
こ
と
で

は
な
い
。
重
要
な
の
は
相
互
関
係
で
あ
る
。
相
互
関
係
と
は
他
者
と
ケ
ア
し
あ
っ
た
り
、
育
み
あ
っ
た
り
、
エ
ン
パ
ワ
ー
し
あ
う
よ
う
な

互
恵
関
係
に
基
づ
く
も
の
で
、
個
人
か
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
か
で
は
な
く
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
全
体
の
幸
福
へ
の
相
互
作
用
や
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
、

す
な
わ
ち
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
中
で
関
係
し
合
う
個
々
人
が
基
本
と
な
る
。
つ
ま
り
個
々
人
が
関
係
し
合
う
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
支
え
よ
う
と

す
る
行
為
は
道
徳
的
に
正
し
く
、
自
己
中
心
的
な
行
為
は
間
違
っ
て
い
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
（
７
）

。

以
上
の
よ
う
に
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
ズ
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
お
け
る
相
互
関
係
を
重
視
し
、
啓
蒙
主
義
を
源
流
と
す
る
自
律
し
た
個
人
を

中
核
と
す
る
考
え
方
を
批
判
す
る
の
で
あ
る
。

三
、
自
由
主
義
（L

iberalism

・L
ibertarianism

）
批
判

ク
リ
ス
チ
ャ
ン
ズ
は
、
個
人
の
自
由
を
最
も
重
要
な
基
盤
と
す
る
思
想
に
批
判
的
で
あ
る
。
こ
こ
で
考
察
す
る
自
由
主
義
と
は
、
既
述

の
啓
蒙
主
義
と
明
確
に
区
別
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
自
由
至
上
主
義
（L

ibertarianism

）
と
自
由
主
義
（L

iberalism

）
を
あ
え

（
二
八
七
）
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一
四
六

て
区
別
し
て
い
な
い
。
要
す
る
に
、
他
人
に
迷
惑
が
か
か
ら
な
い
限
り
、
各
自
が
自
由
で
平
等
に
自
身
の
選
択
を
す
る
権
利
を
最
優
先
す

る
、
と
い
う
よ
う
な
考
え
方
に
対
し
て
批
判
的
な
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
焦
点
を
絞
る
。
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
ズ
が
「
権
利
の
政
治
学
」

と
呼
ぶ
場
合
も
あ
る
、
自
由
を
中
核
と
し
た
思
想
の
批
判
に
つ
い
て
み
て
み
る
。
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
ズ
の
批
判
の
対
象
と
な
る
の
は
、
次
の

よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

全
て
の
人
間
は
、
社
会
の
福
祉
や
多
数
者
の
利
益
を
理
由
に
侵
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
権
利
を
有
し
て
い
る
。
つ
ま
り
社
会
制
度
は
、
正

義
に
基
づ
い
て
個
々
人
に
対
等
の
市
民
と
し
て
の
権
利
を
保
証
す
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
善
は
個
人
的
な
達
成
目
標

で
あ
る
。
個
人
的
な
達
成
目
標
で
あ
れ
ば
、
他
人
の
そ
れ
と
価
値
的
な
衝
突
、
あ
る
い
は
逸
脱
の
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
る
可
能
性
も
あ
り

う
る
。
そ
う
し
た
も
の
に
制
約
条
件
を
課
す
の
が
、
正
義
な
の
で
あ
る
。
正
義
が
善
に
優
先
す
る
の
は
、
そ
も
そ
も
何
が
善
で
あ
る
か
の

範
囲
を
社
会
制
度
の
中
に
設
定
す
る
の
が
、
正
義
の
原
理
な
の
で
あ
る
か
ら
、
正
義
に
善
が
優
先
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。

ゆ
え
に
個
々
人
が
達
成
目
標
を
選
択
す
る
の
で
あ
っ
て
、
あ
ら
か
じ
め
達
成
目
標
が
設
定
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
ま
ず
個
々
人
が
存

在
し
、
そ
の
個
々
人
が
数
多
く
の
も
の
の
中
か
ら
目
的
を
選
択
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
選
択
を
行
う
前
提
と
し
て
、
正
義
が
あ

る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
正
義
に
基
づ
く
社
会
制
度
は
、
個
々
人
に
対
し
て
平
等
な
自
由
の
権
利
を
保
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
８
）

。

ク
リ
ス
チ
ャ
ン
ズ
は
、
個
人
の
自
由
と
権
利
を
中
心
と
し
た
考
え
方
を
批
判
す
る
。
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
ズ
に
よ
れ
ば
、
個
人
の
権
利
の
政

治
学
に
お
い
て
は
、
公
正
の
過
程
は
共
通
善
の
概
念
を
上
回
る
優
先
権
を
持
つ
が
、
そ
の
た
め
に
は
、
我
々
個
々
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
が
歴
史
や
文
化
か
ら
分
離
し
て
確
立
さ
れ
う
る
、
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
我
々
は
そ
の
よ
う
な
優
先
権

を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
我
々
人
間
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
、
善
の
社
会
的
な
概
念
の
中
で
構
築
さ
れ
る
か
ら
、

我
々
は
個
人
の
権
利
を
政
治
的
秩
序
の
礎
石
に
は
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
に
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
ズ
は
、
公
正
と
し
て
の
正
義
に
基
づ
く
個
人

（
二
八
八
）
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の
権
利
が
、
共
通
善
に
優
先
す
る
こ
と
を
否
定
す
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
個
々
人
の
権
利
は
、
個
々
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
確
立
な
く

し
て
、
存
在
し
え
な
い
。
し
か
し
、
個
々
の
人
間
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
い
う
も
の
は
、
自
ら
を
取
り
巻
く
歴
史
や
文
化
等
の
中
か
ら
、

確
立
さ
れ
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
共
通
善
も
ま
た
歴
史
や
文
化
等
の
中
で
確
立
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す

る
と
、
権
利
が
共
通
善
に
優
先
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
権
利
は
歴
史
や
文
化
等
と
別
個
に
確
立
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
要
す
る
に
、

個
々
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
確
立
よ
り
も
先
に
、
個
々
人
の
権
利
が
確
立
す
る
と
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
、
個
人
の
権
利

が
共
通
善
に
優
先
す
る
と
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
ズ
は
、
何
が
保
護
す
る
価
値
で
あ
る
か

は
、
人
間
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
や
利
害
と
い
っ
た
も
の
の
枠
組
み
と
な
る
、
特
定
の
社
会
状
況
の
中
で
の
み
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
、

と
考
え
る
。
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
ズ
に
よ
れ
ば
、
我
々
の
個
性
は
、
ど
こ
か
ら
と
も
な
く
形
づ
く
ら
れ
る
の
で
は
な
い
。
我
々
は
、
価
値
や
意

味
が
前
提
と
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
交
渉
が
行
わ
れ
る
、
社
会
文
化
的
な
世
界
の
中
に
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
社
会
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
、
そ
の
居
住
者
よ
り
も
先
か
ら
存
在
し
、
そ
の
居
住
者
が
去
っ
た
後
も
持
続
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
道
徳
的
に
適
切
な
行
為

は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
向
け
た
も
の
で
あ
る
。
も
し
我
々
の
自
由
が
他
者
の
繁
栄
の
助
け
と
な
っ
て
い
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
我
々
自
身
の
福

祉
は
否
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
我
々
の
達
成
感
と
は
、
決
し
て
孤
立
し
て
到
達
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
人
間
の
結
び
つ
き
を
通
じ
て
の

み
到
達
で
き
る
も
の
で
あ
る
（
９
）

。

ク
リ
ス
チ
ャ
ン
ズ
は
、
社
会
制
度
に
お
け
る
、
個
人
的
な
選
好
か
ら
完
全
に
分
離
し
た
、
平
等
な
自
由
の
権
利
の
た
め
の
制
約
と
し
て

の
正
義
を
否
定
す
る
。
自
由
主
義
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
自
我
が
達
成
目
標
を
選
択
す
る
の
で
あ
っ
て
、
あ
ら
か
じ
め
達
成
目
標
が
設
定

さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
ま
ず
自
我
が
存
在
し
、
そ
の
自
我
が
数
多
く
の
も
の
の
中
か
ら
目
的
を
選
択
す
る
の
で
あ
る
が
、
ク
リ
ス

チ
ャ
ン
ズ
は
逆
で
あ
る
。
我
々
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
い
う
も
の
は
、
ど
こ
か
ら
と
も
な
く
降
っ
て
湧
い
て
く
る
も
の
で
は
な
い
。
各

（
二
八
九
）
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八

自
が
生
ま
れ
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
お
い
て
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
は
、
独
自
の
歴
史
や
文
化
が
あ
る
。

我
々
は
、
自
ら
が
生
ま
れ
育
っ
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
歴
史
や
文
化
を
前
提
と
し
た
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
確
立
す
る
。
自
我
が
、
こ
の
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
前
提
と
し
た
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
切
り
離
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
一
方
、
自
由
主
義
が
達
成
目
標
と
位
置
づ
け
る
善
も
、

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
歴
史
や
文
化
を
前
提
と
し
て
形
作
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
自
我
と
達
成
目
標
と
し
て
の
善
は
、
別
個
の
も
の
と
し
て

存
在
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。

ク
リ
ス
チ
ャ
ン
ズ
に
よ
れ
ば
、
我
々
が
、
価
値
や
意
味
が
前
提
と
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
交
渉
が
行
わ
れ
る
、
社
会
文
化
的
な
世
界
の
中
に

生
ま
れ
る
以
上
、
自
我
と
善
は
別
個
に
存
在
し
え
な
い
。
自
由
で
平
等
な
権
利
を
保
証
す
る
だ
け
で
は
、
価
値
と
し
て
の
善
の
衝
突
を
避

け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
必
要
な
も
の
は
、
共
通
善
な
の
で
あ
る
。

四
、
功
利
主
義
（U

tilitarianism

）
批
判

ク
リ
ス
チ
ャ
ン
ズ
は
、
功
利
主
義
を
次
の
よ
う
な
も
の
と
捉
え
て
い
る
。

功
利
主
義
の
原
理
は
「
最
大
多
数
の
最
大
幸
福
（the greatest happiness for the greatest num

ber

）」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
誤

解
さ
せ
る
言
葉
で
あ
る
。
ジ
ョ
ン
・
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
・
ミ
ル
が
い
う
「
最
大
多
数
」
と
は
、
多
数
派
が
獲
得
す
る
も
の
と
い
う
意
味
を
含

ん
だ
、
数
値
的
な
言
い
表
し
方
で
あ
る
か
ら
、「
全
体
集
計
の
最
大
幸
福
（the greatest happiness for the aggregate w

hole

）」
と
す
べ

き
で
あ
る
。
功
利
主
義
に
お
け
る
道
徳
的
に
正
し
い
選
択
と
は
、
最
大
差
で
悪
を
上
回
る
善
で
あ
る
。
正
誤
選
択
の
決
定
に
最
終
的
に
重

要
な
の
は
、
促
進
さ
れ
る
べ
き
善
と
抑
制
さ
れ
る
べ
き
悪
の
合
計
で
あ
る
。
ジ
ェ
レ
ミ
ー･

ベ
ン
サ
ム
と
ミ
ル
の
伝
統
的
な
見
解
は
、
善

の
目
的
は
幸
福
と
快
楽
で
あ
る
と
把
握
す
る
快
楽
主
義
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
二
人
の
後
の
功
利
主
義
者
は
、
も
し
快
楽
が
あ
る
人

（
二
九
〇
）



ク
リ
フ
ォ
ー
ド･

Ｇ･

ク
リ
ス
チ
ャ
ン
ズ
の
「
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
マ
テ
ィ
ブ
（Transformative

変
容
的
）・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
」（
塚
本
）

一
四
九

の
欲
求
の
対
象
で
あ
る
な
ら
ば
、
す
べ
て
の
人
が
そ
の
対
象
を
欲
求
す
る
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
注
目
し
た
。
正
誤
は
最
終
的

に
生
み
出
さ
れ
た
価
値
の
全
合
計
に
よ
っ
て
評
価
さ
れ
る
、
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
功
利
主
義
は
我
々
の
倫

理
的
選
択
を
手
助
け
す
る
た
め
の
明
確
な
指
針
を
提
供
す
る
。
功
利
主
義
と
は
、
我
々
が
最
も
良
心
的
な
方
法
で
、
自
身
に
対
す
る
様
々

な
選
択
の
起
こ
り
う
る
結
果
を
計
算
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
計
算
の
仕
方
が
完
成
さ
れ
た
な
ら
ば
、
我
々
は
価
値
を

最
大
化
し
、
喪
失
を
最
小
化
す
る
道
徳
的
義
務
を
負
う
。
行
為
者
は
「
全
体
的
に
み
た
幸
福
の
最
大
の
合
計
」
に
焦
点
を
絞
る
の
で
あ
る
。

功
利
主
義
は
、
や
が
て
行
為
功
利
主
義
と
規
則
功
利
主
義
に
区
別
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
行
為
功
利
主
義
で
は
、
個
々
の
行
為
が
問
題

で
あ
る
か
ら
、
あ
る
状
況
に
お
け
る
あ
る
行
為
が
悪
を
上
回
る
善
を
生
じ
る
か
ど
う
か
が
問
わ
れ
る
。
規
則
功
利
主
義
は
、
最
大
の
一
般

的
福
祉
を
促
進
す
る
基
盤
と
し
て
道
徳
的
規
則
を
規
定
す
る
。
問
題
な
の
は
個
々
の
行
為
が
最
大
の
功
利
性
を
も
た
ら
す
か
ど
う
か
で
は

な
く
、
行
為
の
基
盤
と
な
る
一
般
的
な
規
則
が
最
大
の
功
利
性
を
も
た
ら
す
か
ど
う
か
で
あ
る
（
10
）

。

こ
の
よ
う
に
把
握
し
た
功
利
主
義
に
対
す
る
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
ズ
の
批
判
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

功
利
主
義
は
、
事
実
の
問
題
と
し
て
人
間
は
幸
福
を
欲
す
る
か
ら
、
そ
れ
ゆ
え
、
幸
福
は
規
範
的
に
望
ま
し
い
、
と
い
う
こ
と
を
前
提

に
す
る
。
つ
ま
り
「
で
あ
る
」
を
「
す
べ
き
」
に
し
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
功
利
主
義
は
神
や
自
然
法
の
よ
う
な
信
念
を
要
求
せ

ず
、
道
徳
的
行
為
は
有
効
性
や
有
害
性
の
程
度
に
基
づ
く
の
だ
か
ら
、
神
聖
な
基
準
や
道
徳
の
形
而
上
学
的
理
論
と
い
う
よ
う
な
も
の
を

必
要
と
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
功
利
性
に
は
哲
学
的
正
当
性
や
理
論
的
正
当
性
、
あ
る
い
は
根
本
的
命
題
や
普
遍
的
命
題
と

い
っ
た
も
の
を
要
求
し
な
い
。
功
利
性
は
行
為
者
の
動
機
や
性
格
で
は
な
く
、
行
為
の
結
果
の
み
で
評
価
す
る
。
功
利
そ
の
も
の
が
善
な

の
で
あ
り
、
非
功
利
そ
の
も
の
が
悪
な
の
で
あ
る
。
窃
盗
や
詐
欺
そ
の
も
の
が
誤
り
な
の
で
は
な
く
、
そ
の
他
の
選
択
肢
よ
り
も
行
為
の

結
果
が
非
生
産
的
で
あ
る
場
合
に
の
み
誤
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
規
則
功
利
主
義
で
あ
れ
ば
、
個
々
の
行
為
の
結
果
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、

（
二
九
一
）
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一
五
〇

行
為
の
一
般
的
な
規
則
に
な
る
も
の
の
結
果
に
よ
っ
て
正
当
性
や
不
当
性
を
判
断
す
る
。
し
か
し
規
則
功
利
主
義
は
、
誰
も
が
そ
の
方
法

で
行
為
し
た
と
仮
定
し
た
場
合
の
結
果
に
基
づ
い
て
、
広
く
応
用
さ
れ
う
る
規
則
を
作
る
。
そ
の
規
則
は
最
大
の
功
利
性
を
作
り
出
す
と

い
う
基
盤
の
上
で
正
当
化
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
正
し
い
行
為
を
選
ぶ
の
で
あ
ろ
う
と
規
則
を
公
式
化
す
る
の
で
あ
ろ
う
と
、
最
大

の
人
間
の
幸
福
の
み
が
道
徳
的
価
値
を
持
つ
の
で
あ
る
。
功
利
性
の
正
確
な
判
断
は
、
事
実
に
基
づ
く
デ
ー
タ
に
よ
り
中
立
的
に
行
わ
れ

る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
、
判
断
の
手
段
の
み
で
あ
り
、
行
為
の
目
的
で
は
な
い
。
し
か
し
功
利
性
を
ど
の
よ
う

に
判
断
す
る
か
、
と
い
う
事
は
道
徳
外
の
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
行
為
の
目
的
は
行
為
の
正
当
性
判
断
の
範
囲
の
外
な
の
で
あ
る
。
ま
た

功
利
主
義
は
、
結
果
に
関
し
て
我
々
が
正
確
な
測
定
を
行
え
る
か
ど
う
か
に
左
右
さ
れ
る
。
し
か
し
日
常
の
出
来
事
の
中
で
は
、
我
々
の

選
択
の
結
果
は
し
ば
し
ば
不
鮮
明
で
あ
る
。
長
期
的
な
こ
と
に
関
し
て
で
あ
れ
ば
、
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
そ
の
上
功
利
主
義
は
、
社
会
を

各
自
が
そ
れ
ぞ
れ
の
欲
求
や
目
的
を
持
つ
個
々
人
の
集
合
と
み
て
い
る
。
そ
の
た
め
公
共
善
を
私
的
な
善
の
合
計
で
あ
る
と
い
う
、
誤
っ

た
考
え
方
を
す
る
の
で
あ
る
（
11
）

。

以
上
の
よ
う
に
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
ズ
は
、
功
利
主
義
の
結
果
主
義
的
な
面
と
多
数
決
主
義
的
な
面
を
否
定
的
に
評
価
す
る
の
で
あ
る
。

五
、
道
具
主
義
（Instrum

entalism

）
批
判
（
12
）

ク
リ
ス
チ
ャ
ン
ズ
は
二
〇
〇
八
年
の
論
文
（
13
）

で
道
具
主
義
を
次
の
よ
う
に
批
判
す
る
。

メ
デ
ィ
ア
は
性
格
に
お
い
て
技
術
的
な
も
の
で
あ
り
、
技
術
が
関
わ
る
争
点
は
メ
デ
ィ
ア
の
制
度
や
実
務
に
集
中
す
る
。
メ
デ
ィ
ア
は
、

一
般
的
に
人
間
の
倫
理
学
よ
り
も
む
し
ろ
機
械
の
道
具
的
な
価
値
に
従
う
。
一
方
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
は
、
メ
デ
ィ
ア
の
技
術
に
導
か
れ
て

取
材
し
、
メ
デ
ィ
ア
が
命
ず
る
面
白
い
方
法
で
そ
れ
を
伝
え
る
。
も
と
も
と
人
間
の
生
活
は
、
自
然
を
中
心
に
有
機
的
に
構
成
さ
れ
て
い

（
二
九
二
）
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た
。
西
洋
に
お
い
て
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
人
間
を
中
心
に
す
る
以
前
は
、
哲
学
者
は
大
地･

空
気･

火･

水
等
を
論
じ
た
。
人
間
の
思
考

は
、
最
初
自
然
に
根
ざ
し
て
い
た
。
そ
の
後
の
文
明
化
は
、
社
会
的
な
制
度
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ･

法
等
を
構
築
し
、
人
類
は
自
ら
に
向
か

い
合
う
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
今
や
高
度
化
し
た
工
業
諸
国
は
、
主
に
技
術
に
準
拠
し
、
道
路･

建
物･

機
械･

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
等
が
、

我
々
の
生
活
を
有
機
的
に
構
成
し
て
い
る
。
技
術
的
な
世
界
が
そ
れ
ま
で
の
秩
序
を
凌
駕
し
、
自
然
や
社
会
は
二
次
的
な
環
境
と
な
り
、

力
を
失
っ
た
。
技
術
革
新
が
進
行
し
た
専
門
職
は
、
技
術
的
な
策
略
と
な
り
、
技
巧
的
な
熟
練
を
必
要
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
も
ち

ろ
ん
、
技
術
は
歴
史
を
通
し
て
、
人
間
と
と
も
に
存
在
し
た
が
、
今
や
そ
れ
が
秩
序
に
な
っ
て
い
る
。
特
に
メ
デ
ィ
ア
の
専
門
職
は
そ
れ

が
い
え
る
。

機
械
的
な
精
神
と
道
徳
的
な
判
断
は
相
容
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
我
々
は
、
効
率
と
い
う
機
械
的
な
命
令
の
た
め
に
、
倫
理
学
を
槍
玉

に
あ
げ
る
。
工
業
化
社
会
と
そ
こ
で
の
専
門
職
に
お
い
て
は
、
道
具
主
義
的
世
界
観
は
人
間
の
精
神
を
侵
し
、
人
間
の
生
活
の
哲
学
の
中

に
潜
り
込
む
。
効
率
や
機
械
性
は
、
人
間
の
価
値
を
浸
食
す
る
。
技
術
的
世
代
を
駆
り
立
て
る
道
具
主
義
は
、
道
徳
的
判
断
を
す
る
能
力

を
蝕
む
。
そ
う
し
た
中
に
あ
っ
て
は
、
生
活
は
道
徳
的
態
度
が
存
在
せ
ず
、
道
徳
と
い
う
範
疇
を
欠
く
、
道
徳
外
の
も
の
で
あ
る
。
確
か

に
殺
人
や
詐
欺
と
い
う
よ
う
な
不
道
徳
は
存
在
す
る
が
、
道
徳
的
な
語
彙
は
聞
か
れ
な
い
し
理
解
さ
れ
な
い
。
不
道
徳
で
は
な
く
、
道
徳

外
で
あ
る
。
規
範
に
反
す
る
の
で
は
な
く
、
規
範
の
存
在
し
な
い
真
空
状
態
で
あ
る
。
信
頼
は
、
人
間
の
世
界
に
属
す
る
。
信
頼
は
、

人
々
の
中
の
関
係
に
依
存
す
る
。
機
械
が
信
頼
を
届
け
た
り
受
け
た
り
で
き
る
か
は
、
明
ら
か
で
は
な
い
。
機
械
性
に
忠
実
な
、
生
産
性

や
効
率
の
価
値
が
、
現
在
の
技
術
的
な
過
程
を
支
配
す
る
。
我
々
は
、
道
徳
的
な
面
を
欠
い
た
管
理
上
の
問
題
で
あ
る
、
費
用
や
時
間
的

効
率
に
心
を
奪
わ
れ
る
。
か
つ
て
、
人
々
は
、
石
を
動
か
す
た
め
に
て
こ
を
使
用
し
た
。
人
々
は
、
特
定
の
技
術
を
制
御
し
て
い
た
。
し

か
し
な
が
ら
、
も
は
や
制
御
し
て
い
る
の
は
、
道
具
を
使
用
し
て
い
る
人
間
で
は
な
く
、
人
間
を
飲
み
込
ん
で
い
る
技
術
的
秩
序
で
あ
る
。

（
二
九
三
）
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一
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二

我
々
は
新
し
い
パ
ラ
ダ
イ
ム
、
す
な
わ
ち
思
考
の
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
を
必
要
と
す
る
。
道
具
的
な
世
界
観
は
、
ひ
っ
く
り
返

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
技
術
的
な
効
率
の
世
界
で
は
、
革
命
が
起
こ
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
現
在
の
技
術
的
な
問
題
を
解
決
す
る
の

で
は
な
く
、
解
放
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
今
現
在
ア
メ
リ
カ
や
日
本
等
の
国
々
が
、
全
面
的
に
道
徳
外
で
あ
る
本
格
的
な
技
術
的
秩
序
な

わ
け
で
は
な
い
が
、
道
具
的
価
値
等
は
、
何
処
に
で
も
存
在
し
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
を
必
要
と
す
る
。
し
か
し
魔
法
の
よ
う
な

答
は
、
存
在
し
な
い
。
唯
一
の
解
決
策
は
、
時
間
を
か
け
る
こ
と
で
あ
る
。
教
育
を
通
じ
て
、
進
歩･

専
門
技
術･

規
模
の
大
き
さ
等
に

関
す
る
信
念
は
、
人
間
の
生
命
の
神
聖
不
可
侵
に
根
ざ
し
た
価
値
に
置
き
換
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
、
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
ズ
は
技
術
が
秩
序
を
形
成
す
る
道
具
主
義
の
世
界
で
は
、
倫
理･

道
徳･

規
範
等
と
い
っ
た
範
疇
自

体
が
存
在
し
な
い
、
と
す
る
の
で
あ
る
。

六
、
相
対
主
義
（R

elativism
）
批
判

ク
リ
ス
チ
ャ
ン
ズ
が
批
判
す
る
、
相
対
主
義
と
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

人
類
を
他
の
種
と
区
別
す
る
理
性
と
、
道
徳
的
基
準
を
正
当
と
す
る
合
理
性
に
よ
る
倫
理
学
的
合
理
主
義
は
、
か
つ
て
倫
理
学
に
お
け

る
支
配
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
で
あ
っ
た
。
こ
の
見
解
に
お
い
て
、
時
代
を
超
越
し
た
道
徳
的
真
実
は
、
人
間
の
本
質
に
根
ざ
さ
れ
、
特
定
の
社

会
の
慣
習
か
ら
独
立
し
た
も
の
、
と
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
一
八
世
紀
以
降
の
啓
蒙
主
義
を
中
心
と
し
た
倫
理
学
が
社
会
秩
序
の
本
質

で
あ
る
、
と
い
う
伝
統
的
信
念
に
対
し
て
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
地
域
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
高
ま
り
に
よ
り
、
敵
対
的
な
声
が
大
規
模

な
攻
撃
へ
と
急
速
に
成
長
し
て
い
っ
た
。
そ
し
て
二
〇
世
紀
に
は
不
変
の
普
遍
的
な
規
範
は
、
一
般
的
に
無
効
と
さ
れ
て
き
た
。
抽
象
的

善
を
擁
護
す
る
こ
と
は
も
は
や
有
益
な
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
多
様
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
道
徳
的
判
断
を
支
配
す
る
帝
国
主
義

（
二
九
四
）
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と
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
規
範
そ
の
も
の
の
概
念
が
蝕
ま
れ
、
道
徳
原
理
は
、
当
該
社
会
か
ら
独
立
し
た
い
か
な
る
客
観
的
な
応
用

も
前
提
と
さ
れ
な
く
な
っ
た
。
正
当
性
と
か
妥
当
性
と
い
う
も
の
は
、
あ
る
一
定
の
地
域
や
そ
の
言
語
に
お
い
て
の
み
理
解
さ
れ
る
、
と

さ
れ
た
。
わ
か
り
や
す
い
文
脈
、
真
実
で
あ
る
命
題
、
妥
当
で
あ
る
主
張
、
正
誤
の
判
断
等
は
、
文
化
内
的
基
準
の
よ
う
な
も
の
で
受
け

入
れ
ら
れ
る
、
と
考
え
ら
れ
た
。
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
、
以
上
の
よ
う
な
概
念
、
命
題
、
主
張
、
判
断
等
は
、
他
の
ど
こ
か
で
は
妥
当
性
を

持
た
な
い
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
、
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
個
々
人
の
権
利
、
国
益
、
民
族
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
等
は
、
そ
の
潜
在

的
効
果
に
お
い
て
相
対
的
精
神
を
育
む
。
そ
れ
に
対
し
て
、
人
生
に
お
け
る
善
を
作
り
出
す
も
の
は
、
極
め
て
不
明
瞭
で
あ
る
。
よ
っ
て
、

確
実
に
相
対
主
義
は
勝
利
を
得
る
し
、
普
遍
性
に
関
す
る
い
か
な
る
営
み
も
妥
当
性
の
危
機
に
直
面
す
る
の
で
あ
る
（
14
）

。

ク
リ
ス
チ
ャ
ン
ズ
は
文
化
や
価
値
は
多
元
的
な
も
の
と
考
え
る
。
し
か
し
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
お
け
る
相
互
関
係
を
重
視
し
、
自
律
し
た

個
人
を
中
心
と
す
る
啓
蒙
主
義
を
批
判
す
る
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
ズ
に
と
っ
て
、
文
化
や
価
値
の
差
異
を
克
服
す
る
た
め
の
普
遍
性
は
、
重
要

な
も
の
で
あ
る
。
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
ズ
は
、
そ
も
そ
も
す
べ
て
の
文
化
が
相
対
的
で
あ
る
、
と
主
張
す
る
こ
と
自
体
が
、
そ
の
主
張
を
無
視

す
る
こ
と
に
な
る
、
と
す
る
。
そ
の
主
張
自
体
に
よ
っ
て
、
相
対
主
義
は
取
り
消
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
、
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な

ら
ば
、
す
べ
て
の
文
化
が
相
対
的
で
あ
る
、
と
い
う
普
遍
性
の
主
張
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。

ク
リ
ス
チ
ャ
ン
ズ
の
論
点
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
価
値
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
普
遍
的
な
も
の
で
あ
り
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
内
の
善
と
し

て
理
解
さ
れ
る
共
通
善
で
は
な
く
、
も
っ
と
普
遍
的
な
意
味
で
の
共
通
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
共
通
善
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
な
く
し
て
は
、

我
々
は
ト
リ
バ
リ
ズ
ム
の
不
協
和
音
を
避
け
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
啓
蒙
思
想
家
に
よ
っ
て
了
解
さ
れ
た
よ
う
な
、
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
で
生
活
す
る
た
め
に
、
契
約
に
よ
っ
て
合
意
を
す
る
バ
ラ
バ
ラ
の
個
々
人
か
ら
な
る
社
会
と
、
正
反
対
の
も
の
が
全
人
類
の
社
会
で

あ
る
。
す
べ
て
の
個
人
主
義
に
対
す
る
究
極
的
な
切
り
札
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
統
一
性
で
あ
る
。
普
遍
主
義
は
そ
の
根
本
に
お
い
て
個
人

（
二
九
五
）
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五
四

主
義
を
否
定
す
る
。
そ
し
て
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ン
倫
理
学
の
焦
点
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
全
体
と
し
て
の
人
間
の
連

帯
で
あ
る
（
15
）

。

そ
こ
で
後
述
す
る
よ
う
に
、
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
ズ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
倫
理
学
に
お
い
て
は
、「
原
初
的
規
範
」（P

rotonorm

）
と

そ
れ
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
三
つ
の
「
基
本
原
理
」（B

asic P
rinciple

）
の
普
遍
性
が
主
張
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

七
、
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
ズ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
倫
理
学

ク
リ
ス
チ
ャ
ン
ズ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
倫
理
学
は
、
原
初
的
規
範
と
そ
れ
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
三
つ
の
基
本
原
理
を
基
盤
と
し
て

い
る
。
原
初
的
規
範
と
は
、
人
間
を
共
通
の
統
一
性
で
結
び
つ
け
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
「
生
命
の
神
聖
不
可
侵
」（S

acredness of 

L
ife

）
と
し
て
い
る
。
そ
の
論
理
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

新
し
い
生
命
が
誕
生
し
た
時
、
自
身
と
の
関
係
を
議
論
す
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
な
く
生
命
を
保
護
す
る
、
と
い
う
人
間
の
義
務
は
、

我
が
子
に
対
す
る
両
親
の
責
任
と
同
様
の
も
の
と
理
解
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
義
務
は
、
時
間
を
超
越
し
た
交
渉
の
余
地
の
な
い
、
先
天

的
な
責
務
な
の
で
あ
る
。
生
命
の
保
護
は
、
我
々
人
間
の
役
割
や
契
約
に
関
わ
り
の
な
い
、
普
遍
的
で
原
初
的
な
人
間
共
通
の
も
の
な
の

で
あ
る
。
つ
ま
り
人
間
の
行
為
の
哲
学
的
根
拠
は
、
地
球
上
の
生
命
へ
の
敬
意
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
原
初
的
規
範
と
し
て

の
生
命
の
神
聖
不
可
侵
は
、
善
と
い
う
抽
象
的
な
概
念
を
一
般
化
す
る
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
、
命
あ
る
も
の
す
べ
て
と
人
間
を
普
遍
的

に
結
び
つ
け
る
触
媒
な
の
で
あ
り
、
倫
理
的
原
理
の
具
体
化
へ
と
導
く
も
の
な
の
で
あ
る
（
16
）

。

さ
ら
に
、
生
命
へ
の
敬
意
と
い
う
規
範
を
理
解
す
る
の
に
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
文
脈
は
、
特
に
適
切
で
あ
る
と
し
て
、
ク

リ
ス
チ
ャ
ン
ズ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

（
二
九
六
）
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五

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、
決
し
て
一
つ
の
孤
立
し
た
要
素
で
は
な
い
「
我
・
汝
」「
我
・
そ
れ
」
と
い
う
、
二
重
の
機
能
を
持
つ
過

程
で
あ
る
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、
単
な
る
知
識
の
伝
達
で
は
な
く
、
と
も
に
創
造
し
あ
う
主
体
間
の
対
話
的
遭
遇
で
あ
る
。
そ
れ

ゆ
え
メ
デ
ィ
ア
を
介
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
シ
ス
テ
ム
は
、
不
可
避
的
に
人
間
の
創
造
物
で
あ
る
。
例
え
ば
文
学
や
映
画
に
お
け

る
、
話
の
発
端
、
筋
書
き
、
設
定
、
全
体
的
な
ト
ー
ン
、
葛
藤
等
の
中
に
込
め
ら
れ
た
不
可
欠
の
論
点
は
、
す
べ
て
価
値
主
導
型
の
も
の

で
あ
り
、
一
定
の
文
化
の
価
値
シ
ス
テ
ム
に
拘
束
さ
れ
る
か
、
理
解
さ
れ
な
い
か
の
ど
ち
ら
か
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
人
間
を
身
体
と
思
考

に
分
け
る
西
洋
的
な
二
元
論
と
は
対
照
的
に
、
対
話
的
世
界
観
は
、
精
神
も
含
め
た
三
位
一
体
論
で
あ
っ
て
、
合
理
的
、
生
物
学
的
要
素

に
加
え
て
、
表
象
的
す
な
わ
ち
解
釈
的
な
要
素
が
加
わ
る
の
で
あ
る
。
対
話
理
論
に
お
い
て
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、
解
釈
的
能
力
、

す
な
わ
ち
精
神
に
基
づ
く
の
で
あ
る
。
解
釈
が
言
語
的
な
も
の
で
あ
り
、
言
語
が
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
基
盤
で
あ
る
な
ら
ば
、
人
間
の
結
び

つ
き
は
理
性
や
行
為
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
解
釈
に
お
い
て
共
通
の
意
味
を
見
い
だ
す
こ
と
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
相
互

的
な
人
間
性
は
、
不
可
避
的
な
他
者
と
の
絆
を
共
有
す
る
の
た
め
に
自
身
の
良
心
を
働
か
せ
る
と
い
う
道
徳
的
義
務
に
よ
っ
て
、
エ
ネ
ル

ギ
ー
を
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
一
方
、
生
命
へ
の
敬
意
と
い
う
よ
う
な
原
初
的
規
範
は
、
ロ
ー
カ
ル
に
再
確
認
さ
れ
、
文
化
的
に
銘
記

さ
れ
る
し
か
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
規
範
は
、
概
念
的
に
述
べ
た
普
遍
的
秩
序
で
あ
っ
て
、
人
間
の
種
と
し
て
の
共
通
状
況
を

反
映
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
人
間
は
地
理
的
、
民
族
的
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
直
面
す
る
現
実
を
通
し
て
、
そ
う
し
た
規
範
を
実

践
す
る
。
普
遍
性
は
一
定
の
地
域
に
お
い
て
明
白
な
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
倫
理
学
は
被
造
物
と
し
て
の
人
間
の

位
置
を
定
め
、
道
徳
的
判
断
の
し
っ
か
り
と
し
た
見
解
を
必
然
的
に
伴
う
の
で
あ
る
。
道
徳
的
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
は
、
我
々
が
現
実
に
関

す
る
見
解
を
共
有
し
、
人
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
確
立
す
る
と
い
う
世
界
観
の
中
に
記
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
道
徳
的
行
為
者
を
独
特

の
存
在
に
し
て
し
ま
っ
て
、
全
て
の
者
か
ら
切
り
離
す
の
を
拒
絶
し
、
日
々
の
生
活
の
中
で
道
徳
的
想
像
力
が
作
用
す
る
の
と
密
接
な
の

（
二
九
七
）
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一
五
六

で
あ
る
。
文
化
的
、
人
種
的
、
歴
史
的
境
界
を
越
え
た
相
互
的
人
間
は
、
倫
理
学
の
基
本
で
あ
る
（
17
）

。

ク
リ
ス
チ
ャ
ン
ズ
は
、
人
間
は
一
人
で
生
き
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
注
目
し
て
い
る
。
一
人
で
は
生
き
ら
れ
な
い
か

ら
、
自
分
以
外
の
他
の
人
間
、
あ
る
い
は
他
の
生
物
や
物
体
と
何
ら
か
の
関
係
を
持
つ
。
そ
れ
が
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
。
個
体

と
し
て
の
人
間
は
、「
身
体
（B

ody

）」
と
「
思
考
（M

ind

）」
と
い
う
二
元
的
な
捉
え
方
も
あ
る
が
、
原
子
の
よ
う
に
孤
立
し
て
存
在
し

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
主
体
と
し
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
発
信
者
と
な
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
客
体
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
受
信

者
と
な
り
う
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
客
体
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
解
釈
す
る
と
い
う
こ
と
を
し
な
け
れ
ば
、
人
間
は
生
き
て
い
け
な
い
こ

と
に
な
る
。
そ
の
よ
う
な
解
釈
を
す
る
の
が
「
精
神
（S

pirit

）」
で
あ
る
。
人
間
の
価
値
観
は
、
生
ま
れ
育
っ
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
よ
っ

て
形
成
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
異
な
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
生
ま
れ
育
っ
た
人
間
同
士
は
、
異
な
る
価
値
観
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
つ
ま

り
、
異
な
る
価
値
観
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
、
倫
理
的
な
姿
勢
で
、
解
釈
を
行
わ
な
け
れ
ば
、
異
な
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
人
間
同
士
の
相

互
関
係
は
、
成
り
立
た
な
い
こ
と
に
な
る
。
ゆ
え
に
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
ズ
は
、
原
初
的
規
範
と
人
間
の
普
遍
的
な
倫
理
的
行
為
と
を
結
び
つ

け
る
も
の
と
し
て
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
位
置
づ
け
る
の
で
あ
る
。

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
倫
理
学
の
基
本
原
理
と
は
、
次
の
三
つ
で
あ
る
。

第
一
に
「
人
間
の
尊
厳
（H

um
an D

iginity

）」
で
あ
る
。
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
ズ
は
こ
の
原
理
の
象
徴
と
し
て
「
人
類
社
会
の
す
べ
て
の
構

成
員
の
固
有
の
尊
厳
と
平
等
で
譲
る
こ
と
の
で
き
な
い
権
利
と
を
承
認
す
る
こ
と
は
、
世
界
に
お
け
る
自
由
、
正
義
及
び
平
和
の
基
礎
で

あ
る
」
と
い
う
世
界
人
権
宣
言
の
前
文
を
あ
げ
、
い
か
な
る
子
供
も
女
性
も
男
性
も
、
宗
教
、
階
級
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
、
年
齢
、
民
族
等
に

関
わ
り
な
く
、
神
聖
不
可
侵
の
地
位
を
有
す
る
、
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
す
べ
て
の
人
間
に
共
通
す
る
神
聖
不
可
侵
性
は
、
公
正
な
社
会

の
概
念
を
生
み
出
す
た
め
に
共
有
さ
れ
た
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
な
の
で
あ
る
。

（
二
九
八
）



ク
リ
フ
ォ
ー
ド･

Ｇ･

ク
リ
ス
チ
ャ
ン
ズ
の
「
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
マ
テ
ィ
ブ
（Transformative

変
容
的
）・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
」（
塚
本
）

一
五
七

第
二
に
「
真
実
を
述
べ
る
こ
と
（T

ruth-telling

）」
で
あ
る
。
言
語
は
社
会
を
構
成
す
る
主
な
手
段
で
あ
り
、
人
間
が
真
実
へ
の
最
優

先
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
な
く
し
て
存
在
す
る
こ
と
は
、
不
可
能
で
あ
る
。
美
辞
麗
句
に
と
ど
ま
る
こ
と
も
あ
る
が
、
メ
デ
ィ
ア
の
倫
理
綱

領
は
、
社
会
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
土
台
と
し
て
典
型
的
に
真
実
に
訴
え
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
メ
デ
ィ
ア
は
、
本
質
的
な
価
値

を
自
ら
の
倫
理
綱
領
と
い
う
方
法
で
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
我
々
が
、
生
活
す
る
象
徴
的
な
舞
台
の
主
な
担
い
手
と
し
て
、
マ
ス
・

メ
デ
ィ
ア
は
選
択
の
余
地
な
く
、
そ
の
使
命
や
原
理
に
対
す
る
義
務
と
し
て
、
真
実
を
述
べ
る
と
い
う
規
範
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。

第
三
に
「
非
暴
力
（N

onviolence

）」
で
あ
る
。
非
暴
力
は
、
人
間
が
と
も
に
平
和
に
生
き
る
た
め
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
で
あ
り
、
二

つ
の
原
理
同
様
、
生
命
の
神
聖
不
可
侵
に
根
ざ
し
た
不
可
譲
の
規
範
で
あ
る
。
心
の
奥
底
に
抱
く
肉
体
的
な
虐
待
に
対
す
る
世
間
一
般
の

嫌
悪
感
や
、
残
忍
な
犯
罪
や
野
蛮
な
戦
争
へ
の
狼
狽
は
、
こ
の
原
理
の
妥
当
性
を
反
映
す
る
希
望
の
光
で
あ
る
。
非
暴
力
と
い
う
原
理
に

よ
っ
て
、
我
々
は
普
遍
的
な
責
務
と
し
て
無
辜
の
者
を
害
さ
な
い
、
と
い
う
倫
理
学
理
論
を
明
言
す
る
の
で
あ
る
。

ク
リ
ス
チ
ャ
ン
ズ
に
よ
る
と
、
以
上
の
三
つ
の
基
本
原
理
が
確
立
さ
れ
る
と
、
メ
デ
ィ
ア
の
倫
理
的
慣
行
や
倫
理
綱
領
を
批
判
す
る
準

拠
枠
が
手
に
入
る
。
こ
の
原
理
は
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
包
括
し
た
文
化
的
に
多
様
で
あ
る
間
主
観
的
モ
デ
ル
や
、
理
論
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
向

け
た
も
の
で
あ
る
。
基
本
原
理
に
よ
っ
て
、
よ
り
効
果
的
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
理
論
や
メ
デ
ィ
ア
の
実
践
を
形
成
す
る
た
め
に
は
、

グ
ロ
ー
バ
ル
な
観
点
に
お
い
て
我
々
の
道
徳
的
責
務
を
把
握
す
る
、
よ
り
多
く
の
試
み
が
必
要
と
さ
れ
る
。
共
有
す
べ
き
世
界
の
資
源
を

乱
用
す
る
こ
と
に
は
、
今
や
道
徳
的
反
響
を
帯
び
る
。
国
政
・
医
療
・
教
育
・
軍
事
・
交
通
等
は
、
全
て
生
活
を
維
持
向
上
さ
せ
る
の
か
、

全
体
的
な
人
間
の
幸
福
に
貢
献
す
る
の
か
、
と
い
っ
た
こ
と
の
最
終
的
な
評
価
が
下
さ
れ
る
以
前
に
、
判
断
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
が
挑
む
べ
き
も
の
は
、
ニ
ュ
ー
ス
で
の
政
治
的
洞
察
や
娯
楽
で
の
美
的
な
魅
力
だ
け
で
は
な
く
、
道
徳
的
識
別
で
も
あ

（
二
九
九
）
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る
。
そ
れ
こ
そ
が
、
単
に
政
治
や
娯
楽
そ
の
も
の
に
焦
点
を
絞
る
こ
と
を
拒
否
し
、
普
遍
的
規
範
に
争
点
を
結
び
つ
け
、
我
々
の
思
考
に

語
り
か
け
る
ば
か
り
で
な
く
、
精
神
に
生
気
を
与
え
る
公
的
な
議
論
を
潤
す
よ
う
な
、
討
議
な
の
で
あ
る
。
我
々
の
道
徳
的
想
像
力
を
活

気
づ
け
る
過
程
に
お
い
て
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
は
、
読
者
や
視
聴
者
が
、
同
種
の
人
間
の
価
値
を
巡
る
良
心
と
葛
藤
す
る
他
者
に
も
、
共

鳴
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
（
18
）

。

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
倫
理
学
に
関
し
て
、
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
ズ
は
次
の
よ
う
に
結
論
づ
け
る
。

原
初
的
規
範
や
そ
れ
か
ら
引
き
出
さ
れ
た
倫
理
的
原
理
な
く
し
て
、
我
々
は
ど
の
よ
う
に
し
て
、
虐
殺
や
環
境
破
壊
を
間
違
っ
て
い
る

と
か
、
非
道
で
あ
る
と
か
、
卑
劣
で
あ
る
と
か
、
悪
で
あ
る
と
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
何
を
根
拠
に
、
暗
殺
に
よ
っ
て
政
治
的

目
的
を
達
成
し
よ
う
と
す
る
テ
ロ
リ
ス
ト
は
、
非
難
さ
れ
る
の
か
。
な
ぜ
我
々
は
、
ヒ
ト
ラ
ー
を
非
難
す
る
こ
と
が
で
き
、
ア
ン
ネ
・
フ

ラ
ン
ク
の
保
護
を
賞
賛
で
き
る
の
か
。
そ
の
人
自
身
の
私
利
私
欲
を
超
越
し
た
規
範
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
な
く
し
て
、
道
徳
的
主
張
は

単
な
る
感
情
的
好
み
で
し
か
な
い
（
19
）

。

八
、
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
ズ
の
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
マ
テ
ィ
ブ
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム

ク
リ
ス
チ
ャ
ン
ズ
は
、
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
マ
テ
ィ
ブ
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
を
提
唱
す
る
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

自
由
主
義
に
お
い
て
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
中
立
性
は
個
人
の
自
由
の
た
め
に
必
要
で
あ
る
。
個
人
の
自
由
を
至
上
の
も
の
と
し
て
保

障
す
る
た
め
に
、
社
会
の
基
本
的
な
制
度
は
、
善
と
い
う
よ
う
な
相
対
的
に
異
な
る
よ
う
な
概
念
に
つ
い
て
中
立
的
で
あ
る
べ
き
な
の
で

あ
る
。
市
民
は
、
多
数
決
原
理
に
よ
り
、
善
き
生
活
の
概
念
を
自
由
に
選
べ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム

に
お
い
て
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
使
命
は
、
中
立
的
な
デ
ー
タ
を
偏
り
な
く
報
道
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
市
民
の
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー

（
三
〇
〇
）
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フ
ォ
ー
ド･

Ｇ･

ク
リ
ス
チ
ャ
ン
ズ
の
「
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
マ
テ
ィ
ブ
（Transformative

変
容
的
）・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
」（
塚
本
）

一
五
九

シ
ョ
ン
で
あ
る
。
受
け
手
に
正
し
い
資
料
を
供
給
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
最
終
的
な
目
的
は
、
道
徳
的
リ
テ
ラ
シ
ー

を
持
た
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
倫
理
学
に
お
い
て
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
発
展
の
担
い
手
で

あ
っ
て
、
単
な
る
客
観
情
報
の
伝
達
と
い
う
、
ニ
ュ
ー
ス
に
関
す
る
主
流
の
規
範
は
、
否
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
生

活
を
活
気
づ
け
る
た
め
に
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
は
、
責
任
あ
る
行
為
と
は
何
か
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
理
解
し
、
説
明
す
る
必
要
が
あ
る
。

ニ
ュ
ー
ス
を
客
観
的
な
情
報
と
考
え
る
こ
と
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
時
代
に
お
け
る
文
化
的
政
治
的
複
雑
さ
に
対
し
て
は
、
狭
義
に
過
ぎ
る
。

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
使
命
は
、
知
識
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
活
力
を
生
み
出
す
こ
と
で
あ
る
。
問
題
な
の
は
、
市
民
が

自
ら
の
社
会
を
改
善
す
る
に
は
何
が
必
要
か
、
そ
の
よ
う
な
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
は
、
ど
う
す
れ
ば
達
成
さ
れ
う
る
の
か
、
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
人
間
の
尊
厳
と
い
う
原
理
に
従
え
ば
、
報
道
さ
れ
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
健
全
で
あ
る
こ
と
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が

健
全
で
あ
る
た
め
に
不
可
欠
で
あ
る
。
市
民
が
最
も
適
切
な
行
為
を
相
互
に
決
定
し
合
え
る
時
に
は
、
受
け
手
に
対
す
る
敬
意
と
コ
ミ
ッ

ト
メ
ン
ト
が
存
在
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
主
な
使
命
は
、
ウ
ォ
ッ
チ
ド
ッ
グ
の
役
割
で
は
な
く
、
市
民
社
会

を
促
進
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
様
々
な
社
会
構
造
（
家
族
、
宗
教
団
体
、
学
校
、
統
治
機
構
）
等
の
問
題
は
、
市
民
社
会
の
枠
組
み

の
中
で
取
り
組
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
基
づ
く
報
道
は
、
表
明
さ
れ
た
市
民
の
態
度
、
定
義
、
言
語
等
に
共
鳴
す
る
も
の

で
あ
る
。
市
長
や
警
察
署
長
や
最
高
経
営
責
任
者
等
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
た
、
上
意
下
達
の
争
点
を
提
示
さ
れ
る
存
在
で
は
な
く
、
市
民

は
積
極
的
で
責
任
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
直
面
す
る
問
題
自
体
に
対

応
す
る
こ
と
を
、
可
能
に
す
る
の
で
あ
る
。
我
々
の
道
徳
的
判
断
基
準
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
よ
っ
て
引
き
出
さ
れ
、
共
有
さ
れ
た
討
議

を
通
じ
て
育
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
が
、
ニ
ュ
ー
ス
、
社
説
、
特
集
記
事
、
調
査
報
道
等
に
お
い
て
道
徳
の
範
疇
を
扱

う
時
、
そ
の
内
容
は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
中
で
深
く
認
識
さ
れ
て
い
る
必
要
性
と
、
見
合
っ
た
も
の
に
な
る
の
で
あ
る
（
20
）

。
（
三
〇
一
）
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以
上
が
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
ズ
の
い
う
と
こ
ろ
の
、
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
マ
テ
ィ
ブ
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
で
あ
り
、
あ
る
べ
き
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ

ム
の
姿
な
の
で
あ
る
。

ク
リ
ス
チ
ャ
ン
ズ
は
、
多
数
決
で
五
一
％
が
賛
成
す
れ
ば
、
四
九
％
は
不
本
意
で
も
沈
黙
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
社
会
を
デ
モ
ク
ラ

シ
ー
と
は
考
え
な
い
。
す
べ
て
の
社
会
の
成
員
が
、
熟
議
に
参
加
し
共
通
善
を
見
い
だ
せ
る
社
会
が
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
い
え
る
の
で
あ

る
。
そ
の
た
め
に
個
々
の
成
員
が
熟
議
に
参
加
で
き
る
よ
う
に
、
市
民
を
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
ム
す
る
の
が
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
役
割
で

あ
る
、
と
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
ズ
は
考
え
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

ク
リ
ス
チ
ャ
ン
ズ
が
、
啓
蒙
主
義
や
自
由
主
義
に
批
判
的
な
の
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ン
で
あ
る
か
ら
当
然
の
よ
う
に
思
え
る
。
し
か

し
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
ズ
の
思
想
の
特
徴
は
、
倫
理
学
原
理
と
し
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
中
心
に
存
在
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
人

間
は
、
生
ま
れ
育
っ
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
よ
っ
て
、
価
値
観
を
確
立
す
る
が
、
そ
の
一
方
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
な
く
し
て
は
生
き
て

い
け
な
い
。
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
異
な
る
人
間
同
士
が
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
成
立
さ
せ
る
た
め
に
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
超
え
た
普

遍
的
な
規
範
を
踏
ま
え
た
、
倫
理
的
な
姿
勢
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
相
対
主
義
を
批
判
す
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
啓
蒙
主
義

や
自
由
主
義
に
お
け
る
、
自
由
な
個
人
を
中
心
に
す
る
こ
と
は
、
結
局
自
由
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
根
拠
を
憲
法
で
保
障
さ
れ
た

「
権
利
」
で
説
明
す
る
こ
と
に
な
る
。
す
る
と
、
自
由
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
問
題
は
、
個
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
や
善
と
い
っ

た
倫
理
学
の
問
題
で
は
な
く
、
権
利
を
中
心
と
し
た
法
律
の
問
題
と
な
っ
て
し
ま
い
、
法
律
的
な
規
制
を
受
け
入
れ
る
こ
と
に
繋
が
っ
て

し
ま
う
。
そ
の
た
め
啓
蒙
主
義
や
自
由
主
義
を
批
判
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
根
底
で
多
数
決
と
い
う
点
で
繋
が
っ
て
く
る
功
利
主
義

（
三
〇
二
）
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一
六
一

も
批
判
の
対
象
と
な
る
の
で
あ
る
。
自
由
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
成
員
一
人
一
人
が
熟
議
に
参
加
し
、
共

通
善
を
追
求
し
て
い
く
よ
う
な
社
会
に
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
ツ
ー
ル
と
し
て
、
人
間
の
た
め
の
メ
デ
ィ
ア
が
必
要
で
あ
る
。
そ

の
た
め
に
は
、
道
具
主
義
は
克
服
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
道
具
主
義
を
克
服
し
た
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
、
個
々
の
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
の
成
員
が
、
自
ら
の
意
見
を
明
確
に
述
べ
て
熟
議
に
参
加
で
き
る
よ
う
に
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
は
、
各
成
員
を
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー

ム
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
が
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
マ
テ
ィ
ブ
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
な
の
で
あ
る
。

＊
本
論
は
、「
科
学
研
究
費
助
成
事
業
（
学
術
研
究
助
成
基
金
助
成
金
）：
極
化
現
象
の
分
析
と
『
ポ
ス
ト
・
ト
ゥ
ル
ー
ス
』
時
代
の
倫
理
学

的
視
座
の
探
求
（
研
究
種
目
：
基
盤
研
究
（
Ｃ
）
一
般
　
研
究
課
題
番
号
：
一
八
Ｋ
〇
〇
〇
四
九
：
二
〇
一
八
年
四
月
一
日
～
二
〇
二
〇
年
三
月
三
一

日
）」
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
な
ら
び
に
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
改
定
後
の
グ
ロ
ー
バ
ル
企
業
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
（
藤
川
）

一
六
五

ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
な
ら
び
に

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
改
定
後
の

グ
ロ
ー
バ
ル
企
業
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革

─
新
た
な
ハ
ー
ド
ロ
ー
ミ
ッ
ク
ス
な
ら
び
に
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
、
多
様
な
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー�

重
視
と
資
本
コ
ス
ト
、
英
国
の
ダ
ブ
ル
コ
ー
ド
改
定
を
踏
ま
え
て

─

藤
　
　
川
　
　
信
　
　
夫

序
論
　
ダ
ブ
ル
コ
ー
ド
改
定
と
企
業
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革

一
．
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
改
定
と
影
響

二�

．
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
改
定
と
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
に
お
け
る
課
題
と
展
望�

─
株
主
の
対
話
と
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
、
情
報
開
示
、
資
本
コ
ス
ト
な
ど
を
通
じ
た
企
業
価
値
向
上
─

論
　
説

（
三
〇
七
）



政
経
研
究

　第
五
十
六
巻
第
二
号
（
二
〇
一
九
年
七
月
）

一
六
六

三
．
改
訂
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
制
度
設
計
と
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス

四�

．
ガ
バ
ナ
ン
ス
規
律
の
見
直
し
と
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
に
か
か
る
企
業
側
の
対
応
、�

多
様
な
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
な
ら
び
に
ハ
ー
ド
ロ
ー
と
ソ
フ
ト
ロ
ー
の
バ
ラ
ン
ス

五
．
ヘ
ッ
ジ
フ
ァ
ン
ド
の
ア
ク
テ
ィ
ビ
ズ
ム
と
取
締
役
派
遣
な
ら
び
に
株
主
の
権
利

六
．
Ｅ
Ｕ
第
二
次
株
主
権
指
令
、
議
決
権
助
言
会
社
規
制
な
ら
び
に
部
分
的
ハ
ー
ド
ロ
ー
形
成

七�
．
英
国
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
の
改
定
案
公
表�

─A
pply�and�E

xplain

、
我
が
国
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
の
次
期
改
定
に
向
け
て
─

八
．
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
の
多
様
化
と
企
業
価
値
向
上
、
な
ら
び
に
部
分
的
ハ
ー
ド
ロ
ー
に
よ
る
ハ
ー
ド
ロ
ー
ミ
ッ
ク
ス

ま
と
め
に
か
え
て

序
論
　
ダ
ブ
ル
コ
ー
ド
改
定
と
企
業
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革

ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
の
成
長
戦
略
を
支
え
る
ス
キ
ー
ム
と
し
て
二
〇
一
五
年
会
社
法
改
正
施
行
と
と
も
に
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
、

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
策
定
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
二
つ
の
コ
ー
ド
に
つ
い
て
は
近
時
相
次
い
で
改
定
が
図
ら
れ
た
。

金
融
庁
等
の
主
導
の
下
、
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
（
Ｓ
Ｓ
Ｃ
）
お
よ
び
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
（
Ｃ
Ｇ
Ｃ
）
の

フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
会
議
、
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
に
関
す
る
有
識
者
検
討
会
等
に
お
い
て
、
形
式
か
ら
実
質
化
に
向
け
て
改
訂

に
向
け
た
議
論
が
進
め
ら
れ
て
き
た
。
二
〇
一
九
年
会
社
法
改
正
に
よ
り
、
社
外
取
締
役
の
義
務
付
け
な
ど
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
関
連
制
度
の

整
備
も
予
定
さ
れ
て
い
る
。

（
三
〇
八
）



ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
な
ら
び
に
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
改
定
後
の
グ
ロ
ー
バ
ル
企
業
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
（
藤
川
）

一
六
七

企
業
側
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
に
つ
い
て
は
、
独
立
社
外
取
締
役
の
選
任
等
の
対
応
が
進
ん
で
い
る
が
、
ガ
バ
ナ
ン
ス

の
実
質
面
に
お
い
て
以
下
の
課
題
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
（
１
）

。
①
経
営
陣
と
投
資
家
と
の
間
で
、
資
本
コ
ス
ト
の
水
準
の
把
握
や
企
業
の
リ

タ
ー
ン
が
資
本
コ
ス
ト
を
上
回
っ
て
い
る
か
に
関
す
る
認
識
に
相
違
が
あ
り
、
か
か
る
要
因
等
を
背
景
に
事
業
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
の
見
直

し
等
の
果
断
な
経
営
判
断
が
必
ず
し
も
十
分
に
行
わ
れ
て
い
な
い
。
②
企
業
の
手
元
資
金
に
つ
い
て
、
多
く
の
投
資
家
が
適
正
水
準
を
上

回
っ
て
い
る
と
認
識
し
、
設
備
投
資
、
研
究
開
発
投
資
、
人
材
投
資
等
に
十
分
活
用
さ
れ
て
い
な
い
。
③
Ｃ
Ｅ
Ｏ
の
選
解
任
に
関
し
、
指

名
委
員
会
の
設
置
等
は
進
ん
で
い
る
が
、
選
解
任
の
具
体
的
基
準
の
整
備
は
途
上
に
あ
り
、
後
継
者
計
画
も
取
締
役
会
に
よ
る
十
分
な
監

督
が
行
わ
れ
て
い
る
企
業
は
全
体
の
四
分
の
一
程
度
に
留
ま
っ
て
い
る
。
④
取
締
役
会
構
成
を
み
る
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
、
更
に
国
際
性
の
面

に
お
い
て
必
ず
し
も
多
様
性
が
十
分
に
確
保
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
⑤
政
策
保
有
株
式
に
つ
い
て
、
多
く
の
投
資
家
か
ら
企
業
の

バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト
に
お
い
て
活
用
さ
れ
て
い
な
い
リ
ス
ク
性
資
産
で
あ
り
、
資
本
管
理
上
非
効
率
で
は
な
い
か
等
の
指
摘
が
あ
る
に
も
拘

わ
ら
ず
、
必
ず
し
も
保
有
目
的
や
効
果
に
つ
い
て
の
検
証
が
十
分
行
わ
れ
て
い
な
い
。

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
改
訂
に
つ
い
て
は
、
こ
う
し
た
指
摘
を
踏
ま
え
て
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
会
議
に
お
い
て
、
政
府
の

「
新
し
い
経
済
政
策
パ
ッ
ケ
ー
ジ
」（
二
〇
一
七
年
一
二
月
八
日
閣
議
決
定
）
に
沿
っ
て
提
言
が
行
わ
れ
、
二
〇
一
八
年
六
月
「
投
資
家
と
企

業
の
対
話
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」（
対
話
Ｇ
Ｌ
）
策
定
と
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
改
訂
が
行
わ
れ
た
（
２
）

。
ま
た
経
済
産
業
省
で
は

二
〇
一
八
年
九
月
改
定
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
実
務
指
針
（
Ｃ
Ｇ
Ｓ
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
３
））

を
打
ち
出
し
、

二
〇
一
八
年
一
二
月
金
融
庁
は
Ｅ
Ｓ
Ｇ
な
ど
非
財
務
情
報
に
関
し
、
ル
ー
ル
へ
の
形
式
的
な
対
応
に
と
ど
ま
ら
な
い
開
示
の
充
実
を
図
る

べ
く
企
業
が
経
営
目
線
で
経
営
方
針
・
経
営
戦
略
等
、
経
営
成
績
等
の
分
析
、
リ
ス
ク
情
報
等
を
開
示
し
て
い
く
上
で
の
ガ
イ
ダ
ン
ス

（
案
）
を
提
示
す
る
な
ど
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
を
め
ぐ
る
規
制
動
向
の
進
展
は
目
ま
ぐ
る
し
い
も
の
が
あ
る
。

（
三
〇
九
）
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一
六
八

本
稿
は
、
ダ
ブ
ル
コ
ー
ド
の
改
定
内
容
や
最
新
の
規
制
動
向
な
ど
を
踏
ま
え
て
今
後
の
我
が
国
グ
ロ
ー
バ
ル
企
業
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革

に
つ
い
て
敷
衍
し
、
そ
の
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
に
向
け
た
一
定
の
私
見
を
提
示
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
（
４
）

。
二
つ
の

コ
ー
ド
の
内
容
は
多
岐
・
広
範
に
亘
り
、
以
下
で
は
主
と
し
て
Ｃ
Ｅ
Ｏ
・
取
締
役
会
、
資
本
コ
ス
ト
等
の
経
営
あ
る
い
は
リ
ス
ク
ガ
バ
ナ

ン
ス
機
能
等
に
焦
点
を
当
て
て
考
察
を
進
め
て
い
き
た
い
。

一
．
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
改
定
と
影
響

１
．
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
改
定
に
お
け
る
規
律
の
明
確
化

二
〇
一
七
年
五
月
二
九
日
日
本
版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
（
Ｓ
Ｓ
Ｃ
）
の
改
訂
版
が
公
表
さ
れ
、
形
式
か
ら
実
質
へ
の
深
化

を
目
的
と
し
、
機
関
投
資
家
の
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
活
動
の
見
え
る
化
を
進
め
る
も
の
と
評
価
で
き
る
。

改
訂
Ｓ
Ｓ
Ｃ
で
は
独
立
し
た
取
締
役
会
、
議
決
権
行
使
の
意
思
決
定
・
監
督
の
た
め
の
第
三
者
委
員
会
な
ど
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
体
制
整
備

が
求
め
ら
れ
、
独
立
社
外
取
締
役
の
活
用
や
第
三
者
委
員
会
の
構
成
が
課
題
と
な
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
具
体
的
な
利
益
相
反
管

理
方
針
策
定
な
ど
も
要
求
さ
れ
、
運
用
機
関
は
金
融
商
品
取
引
法
な
ど
に
基
づ
く
利
益
相
反
管
理
方
針
等
も
策
定
し
て
い
る
。
必
要
に
応

じ
、
集
団
的
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
が
有
益
な
場
合
も
あ
り
得
る
と
い
う
規
定
を
新
設
し
、
機
関
投
資
家
と
し
て
は
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
規

制
、
法
人
関
係
情
報
規
制
、
フ
ェ
ア
・
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
・
ル
ー
ル
上
の
問
題
も
考
慮
し
て
参
加
の
要
否
を
判
断
す
る
こ
と
と
な
ろ

う
。取

締
役
会
な
ど
の
リ
ス
ク
ガ
バ
ナ
ン
ス
を
め
ぐ
っ
て
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
内
容
や
履
践
に
か
か
る
も
の
で
あ
り
、

（
三
一
〇
）



ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
な
ら
び
に
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
改
定
後
の
グ
ロ
ー
バ
ル
企
業
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
（
藤
川
）

一
六
九

実
質
へ
深
化
に
向
け
て
ダ
ブ
ル
コ
ー
ド
の
一
体
化
が
進
む
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
日
本
版
Ｓ
Ｓ
Ｃ
は
、
趣
旨
に
賛
同
す
る

機
関
投
資
家
が
受
け
入
れ
る
こ
と
を
期
待
す
る
諸
原
則
で
、
法
的
拘
束
力
を
有
す
る
法
規
範
で
は
な
い
が
、
主
要
な
機
関
投
資
家
は
受
け

入
れ
て
お
り
、
改
訂
に
よ
り
年
金
基
金
等
の
ア
セ
ッ
ト
オ
ー
ナ
ー
と
投
資
運
用
会
社
等
の
運
用
機
関
を
含
む
機
関
投
資
家
の
実
務
に
影
響

を
与
え
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
（
５
）

。

Ｓ
Ｓ
Ｃ
の
対
象
と
な
る
機
関
投
資
家
に
は
資
産
保
有
者
と
し
て
の
機
関
投
資
家
と
資
産
運
用
者
と
し
て
の
機
関
投
資
家
が
含
ま
れ
る
と

さ
れ
、
機
関
投
資
家
か
ら
業
務
委
託
を
受
け
る
議
決
権
行
使
助
言
会
社
等
に
対
し
て
も
Ｓ
Ｓ
Ｃ
が
当
て
は
ま
る
。
議
決
権
行
使
助
言
会
社

に
対
し
て
も
個
別
的
な
指
針
を
追
加
し
て
い
る
。

主
た
る
改
定
内
容
は
、
①
ア
セ
ッ
ト
オ
ー
ナ
ー
に
よ
る
実
効
的
な
チ
ェ
ッ
ク
（
改
訂
Ｓ
Ｓ
Ｃ
コ
ー
ド
指
針
１−

３
、
１−

４
、
１−

５
）、
②

運
用
機
関
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
利
益
相
反
管
理
等
（
指
針
２−

２
、
２−

３
、
２−

４
、
７−

２
）、
③
パ
ッ
シ
ブ
運
用
に
お
け
る
対
話
等
（
指

針
４−

２
）、
④
議
決
権
行
使
結
果
の
公
表
の
充
実
（
個
別
開
示
）（
指
針
５−

３
）、
⑤
運
用
機
関
の
自
己
評
価
（
指
針
７−

４
）、
⑥
議
決
権

行
使
助
言
会
社
（
指
針
５−

５
）、
⑦
集
団
的
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
（
指
針
４−

４
）、
⑧
Ｅ
Ｓ
Ｇ
要
素
（
指
針
３−

３
）、
⑨
コ
ン
プ
ラ
イ
・

ア
ン
ド
・
エ
ク
ス
プ
レ
イ
ン
の
推
奨
（
前
文
12
）
で
あ
る
。

２
．
改
訂
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
の
影
響

ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
改
訂
後
に
お
け
る
今
後
の
課
題
と
し
て
、
フ
ェ
ア
・
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
・
ル
ー
ル
（
二
〇
一
八

年
四
月
１
日
施
行
）
の
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
活
動
に
及
ぼ
す
影
響
、
議
決
権
の
個
別
開
示
が
機
関
投
資
家
の
行
動
や
組
織
に
与
え
る
影

響
、
ア
セ
ッ
ト
・
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
の
自
己
評
価
と
活
用
、
議
決
権
行
使
助
言
会
社
の
行
動
や
組
織
に
与
え
る
影
響
と
機
関
投
資
家
に
よ
る

利
用
の
実
態
、
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
が
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
与
え
る
影
響
な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
６
）

。

（
三
一
一
）



政
経
研
究

　第
五
十
六
巻
第
二
号
（
二
〇
一
九
年
七
月
）

一
七
〇

Ｓ
Ｓ
Ｃ
の
場
合
、
ソ
フ
ト
ロ
ー
と
し
て
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
が
弱
い
面
は
否
定
し
が
た
く
、
米
国
に
お
い
て
従
前
Ｓ
Ｓ
Ｃ
導
入
に
消

極
的
で
あ
っ
た
理
由
の
一
つ
は
、
企
業
年
金
を
運
用
す
る
機
関
投
資
家
に
受
託
者
責
任
を
課
す
る
一
九
七
四
年
米
国
エ
リ
サ
法

（E
m
ployee�R

etirem
ent�Incom

e�S
ecurity�A

ct�

従
業
員
退
職
所
得
保
障
法
）
の
よ
う
に
、
規
律
す
べ
き
時
は
ハ
ー
ド
ロ
ー
に
よ
っ
て
エ
ン

フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
を
確
実
に
し
た
上
で
策
定
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
が
、
も
っ
と
も
最
近
で
は
ハ
ー
ド
ロ
ー
、
ソ
フ
ト
ロ
ー
の

連
関
を
重
視
し
て
議
論
と
実
務
を
進
め
る
傾
向
が
窺
わ
れ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
７
）

。

二�

．
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
改
定
と
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
に
お
け
る
課
題
と
展
望�

─
株
主
の
対
話
と
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
、
情
報
開
示
、
資
本
コ
ス
ト
な
ど
を
通
じ
た
企
業
価
値
向
上
─

１
．
改
訂
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
と
対
話
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
位
置
付
け

対
話
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
Ｇ
Ｌ
）
は
、
機
関
投
資
家
と
企
業
と
の
対
話
に
お
い
て
重
点
的
に
議
論
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
事
項
を
取
り

纏
め
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
と
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
の
附
属
文
書
と
位
置
付
け
ら
れ
、
そ
れ
自
体
に
つ
い

てC
om
ply�or�E

xplain

の
対
応
が
求
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
各
原
則
を
実
施
す
る
場
合
（
各
原
則
が
求
め
る
開
示
も
含
む
）、
実
施
し

な
い
理
由
の
説
明
を
行
う
場
合
に
対
話
Ｇ
Ｌ
の
趣
旨
を
踏
ま
え
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
（
８
）

。

２
．
改
訂
コ
ー
ド
の
内
容

⑴
　
経
済
環
境
の
変
化
に
対
応
し
た
経
営
判
断
お
よ
び
投
資
戦
略
・
財
務
管
理
の
方
針
─
資
本
コ
ス
ト
の
的
確
な
把
握
─

①
　
経
営
戦
略
や
経
営
計
画
の
策
定
・
公
表
（
原
則
５−

２
）

（
三
一
二
）



ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
な
ら
び
に
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
改
定
後
の
グ
ロ
ー
バ
ル
企
業
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
（
藤
川
）

一
七
一

事
業
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
の
見
直
し
等
の
果
断
な
経
営
判
断
と
方
針
の
明
確
化
を
求
め
る
。
改
訂
コ
ー
ド
で
は
経
営
戦
略
や
経
営
計
画
の

策
定
・
公
表
は
自
社
の
資
本
コ
ス
ト
を
的
確
に
把
握
し
た
上
で
な
さ
れ
る
べ
き
こ
と
が
明
確
化
さ
れ
、
資
本
コ
ス
ト
の
強
調
は
今
般
の
改

訂
に
お
け
る
顕
著
な
特
徴
を
形
成
し
て
い
る
。
資
本
コ
ス
ト
は
、
自
社
の
事
業
リ
ス
ク
な
ど
を
適
切
に
反
映
し
た
資
金
調
達
に
伴
う
コ
ス

ト
で
資
金
提
供
者
が
期
待
す
る
収
益
率
と
考
え
ら
れ
る
。
適
用
場
面
に
応
じ
株
主
資
本
コ
ス
ト
、
Ｗ
Ａ
Ｃ
Ｃ
（
加
重
平
均
資
本
コ
ス
ト
）、

あ
る
い
は
Ｃ
Ａ
Ｐ
Ｍ
（C

apital�A
sset�P

ricing�M
odel�

資
本
資
産
評
価
モ
デ
ル
）、
配
当
割
引
モ
デ
ル
Ｄ
Ｄ
Ｍ
（D

ividend�D
iscount�M

odel

　

ゴ
ー
ド
ン
モ
デ
ル
）
が
用
い
ら
れ
る
場
合
が
多
い
。

②
　
投
資
戦
略
・
財
務
管
理
の
方
針
（
原
則
５−

２
）
─
資
本
政
策
の
基
本
的
な
方
針
、
経
営
資
源
の
配
分
等
─

⑵
　
Ｃ
Ｅ
Ｏ
の
選
解
任
・
取
締
役
会
の
機
能
発
揮
等

①
　
Ｃ
Ｅ
Ｏ
の
選
解
任
・
後
継
者
計
画
（
補
充
原
則
４−

３
③
、
補
充
原
則
４−

１
③
、
補
充
原
則
４−

10
①
）

②
　
経
営
陣
の
報
酬
決
定
（
補
充
原
則
４−
２
①
）

③
　
取
締
役
会
の
機
能
発
揮

取
締
役
会
の
構
成
の
多
様
性
に
は
ジ
ェ
ン
ダ
ー
や
国
際
性
の
面
を
含
む
こ
と
が
明
確
化
さ
れ
、
多
様
性
と
適
正
規
模
を
両
立
す
る
形
で

取
締
役
会
を
構
成
す
る
こ
と
（
原
則
４−

11
）、
多
様
性
お
よ
び
規
模
に
関
す
る
考
え
方
を
定
め
て
開
示
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
（
補
充

原
則
４−

11
①
）。

④
　
独
立
社
外
取
締
役
の
選
任
・
機
能
発
揮

改
訂
コ
ー
ド
で
は
①
独
立
社
外
取
締
役
を
少
な
く
と
も
２
名
以
上
選
任
す
べ
き
こ
と
（
原
則
４−

８
前
段
）
の
記
述
を
維
持
し
つ
つ
、
②

少
な
く
と
も
三
分
の
一
以
上
の
独
立
社
外
取
締
役
を
選
任
す
る
こ
と
が
必
要
と
考
え
る
上
場
会
社
は
、
十
分
な
人
数
の
独
立
社
外
取
締
役

（
三
一
三
）
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一
七
二

を
選
任
す
べ
き
と
さ
れ
た
（
原
則
４−

８
後
段
）。

⑶
　
政
策
保
有
株
式

①
　
政
策
保
有
株
式
の
適
否
の
検
証
等
（
原
則
１−

４
）

②
　
政
策
保
有
株
主
と
の
関
係
（
補
充
原
則
１−

４
①
、
補
充
原
則
１−

４
②
）

⑷
　
ア
セ
ッ
ト
オ
ー
ナ
ー
の
取
組
み
、
開
示
と
利
益
相
反
の
管
理
（
原
則
２−

６
）

三
．
改
訂
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
制
度
設
計
と
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス

１
．
制
度
設
計
の
視
点
─
会
社
法
、
金
商
法
と
コ
ー
ド
の
在
り
方
─

私
見
を
交
え
つ
つ
改
訂
コ
ー
ド
の
制
度
設
計
と
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
に
お
け
る
課
題
に
つ
い
て
考
察
し
て
お
き
た
い
。
大
規
模
公
開
会
社
の

規
律
付
け
に
関
し
て
は
中
小
零
細
企
業
も
対
象
に
含
む
会
社
法
（
ハ
ー
ド
ロ
ー
）
な
ら
び
に
取
引
法
と
し
て
の
金
融
商
品
取
引
法
が
存
在

す
る
の
み
で
（
９
）

、
公
開
会
社
法
制
を
持
た
な
い
我
が
国
の
場
合
、
そ
の
詳
細
は
ソ
フ
ト
ロ
ー
と
し
て
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
に
委
ね
ざ
る

を
得
な
い
背
景
が
あ
る
。
上
場
規
則
と
し
て
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
は
一
定
程
度
備
え
て
い
る
が
、
ソ
フ
ト
ロ
ー
に
よ
る
規
律
付
け
も
限

界
も
あ
り
、
今
後
は
税
制
を
含
め
て
ハ
ー
ド
ロ
ー
の
イ
ン
フ
ラ
面
の
整
備
の
必
要
性
が
あ
る
。

２
．
制
度
設
計
と
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
の
要
諦

⑴
　
経
営
環
境
の
変
化
に
対
応
し
た
経
営
判
断
の
制
度
設
計
と
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス

コ
ー
ド
の
実
質
化
の
観
点
か
ら
、
実
務
面
に
お
け
る
制
度
設
計
が
細
か
く
決
め
ら
れ
る
に
つ
れ
て
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
制
度

（
三
一
四
）
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の
本
来
有
す
る
柔
軟
性
が
失
わ
れ
る
恐
れ
が
あ
る
。
四
つ
の
課
題
の
中
で
も
、
特
に
企
業
へ
の
影
響
が
大
き
い
「
経
営
環
境
の
変
化
に
対

応
し
た
経
営
判
断
」
と
「
Ｃ
Ｅ
Ｏ
の
選
解
任
・
取
締
役
会
の
機
能
発
揮
等
」
等
に
焦
点
を
当
て
て
考
察
を
進
め
る
（
10
）

。

「
経
営
環
境
の
変
化
に
対
応
し
た
経
営
判
断
」
で
は
自
社
の
資
本
コ
ス
ト
の
的
確
な
把
握
が
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
が
、
企
業

が
資
金
調
達
す
る
場
合
の
コ
ス
ト
を
意
味
し
、
負
債
（
他
人
資
本
）
調
達
の
み
な
ら
ず
株
主
資
本
（
自
己
資
本
）
に
も
発
生
す
る
。
改
訂

コ
ー
ド
の
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
で
は
Ｗ
Ａ
Ｃ
Ｃ
（W

eighted�A
verage�C

ost�of�C
apital�

加
重
平
均
資
本
コ
ス
ト
）
等
に
言
及
し
て
い
る
が
（
11
）

、

最
適
資
本
構
成
を
念
頭
に
置
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

負
債
コ
ス
ト
で
あ
る
金
利
は
毎
期
変
動
し
得
る
も
の
で
あ
り
、
加
え
て
銀
行
側
の
与
信
評
価
、
あ
る
い
は
社
債
に
お
け
る
格
付
け
機
関

の
審
査
結
果
も
必
ず
し
も
一
定
で
は
な
い
。
一
方
で
、
株
主
資
本
コ
ス
ト
（C

ost�of�C
apital

）
は
株
主
が
期
待
す
る
収
益
（E

xpected�

R
eturn

）
率
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
る
が
、
改
訂
版
で
は
規
定
と
し
て
の
明
示
は
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
も
株
主
コ
ス
ト
は
、
配
当
還
元
モ

デ
ル
や
Ｃ
Ａ
Ｐ
Ｍ
（C

apital�A
sset�P

ricing�M
odel�

資
本
資
産
評
価
モ
デ
ル
）
で
算
出
し
て
も
、
割
引
率
、
ベ
ー
タ
リ
ス
ク
な
ど
の
選
定
に

お
い
て
恣
意
性
が
入
り
込
み
や
す
い
こ
と
が
つ
と
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
資
本
コ
ス
ト
の
開
示
や
説
明
を
す
る
と
し
て
も
企
業
側
が
苦
慮

す
る
こ
と
に
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
と
案
じ
ら
れ
る
。

実
際
上
は
、
中
期
経
営
計
画
の
投
資
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
お
け
る
投
資
採
算
や
投
資
回
収
年
数
な
ど
を
踏
ま
え
、
予
想
バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト

あ
る
い
は
資
金
計
画
表
を
策
定
す
る
こ
と
に
な
る
。
企
業
は
こ
の
前
提
で
整
合
性
を
も
っ
て
資
本
コ
ス
ト
を
算
定
、
さ
ら
に
は
説
明
す
る

こ
と
に
な
ろ
う
。

資
本
コ
ス
ト
に
つ
い
て
正
し
く
理
解
す
る
独
立
社
外
取
締
役
の
資
質
も
求
め
ら
れ
る
。
Ｍ
＆
Ａ
（
企
業
買
収
）
の
計
画
段
階
に
お
け
る

デ
ュ
ー
デ
ィ
リ
ジ
ェ
ン
ス
（D

ue�diligence�

詳
細
調
査
）
の
理
解
、
戦
略
決
定
に
お
け
る
ノ
ウ
ハ
ウ
な
ど
に
関
し
て
企
業
経
営
の
経
験
値
の

（
三
一
五
）
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備
わ
っ
た
社
外
人
材
の
発
掘
が
重
要
と
な
ろ
う
。

「
経
営
環
境
の
変
化
に
対
応
し
た
経
営
判
断
」
で
は
、
企
業
に
対
し
て
果
断
な
経
営
判
断
と
そ
の
方
針
の
明
確
化
を
求
め
て
い
る
。
こ

の
実
行
に
は
、
企
業
が
積
極
的
に
リ
ス
ク
テ
イ
ク
を
行
っ
た
場
合
の
報
酬
面
な
ど
に
お
け
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
付
け
が
重
要
と
な
る
。
た

だ
し
、
コ
ー
ド
に
準
拠
し
て
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
導
入
し
た
と
て
も
実
際
上
は
な
か
な
か
損
金
算
入
さ
れ
に
く
い
と
い
う
税
制
面
の
制
約

が
あ
る
た
め
、
今
後
は
会
社
法
（
ハ
ー
ド
ロ
ー
）
の
規
律
付
け
と
し
て
の
制
度
整
備
が
求
め
ら
れ
る
。

他
方
で
、
積
極
的
な
リ
ス
ク
テ
イ
ク
を
行
っ
た
結
果
と
し
て
多
大
の
損
害
が
生
じ
た
場
合
、
法
令
・
定
款
に
違
反
し
な
い
と
し
て
も
次

の
段
階
と
し
て
善
管
注
意
義
務
、
任
務
懈
怠
、
あ
る
い
は
監
視
義
務
を
問
う
形
で
株
主
代
表
訴
訟
に
よ
る
責
任
追
及
の
可
能
性
が
生
じ
る
。

取
締
役
会
の
監
督
と
執
行
を
分
離
し
、
社
外
取
締
役
な
ど
十
分
に
配
し
て
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
機
能
を
重
視
し
た
組
織
に
お
い
て
な
お
も
、

経
営
執
行
部
隊
に
お
け
る
戦
略
の
ミ
ス
に
対
す
る
監
督
責
任
の
追
及
が
個
々
の
取
締
役
に
対
し
て
は
実
際
に
は
十
分
な
さ
れ
て
い
な
い
現

状
が
背
景
に
あ
る
。
集
団
的
責
任
（group�thinking

）、
あ
る
い
は
経
営
判
断
原
則
（business�judgem

ent�rule

）
に
よ
る
壁
と
も
い
え
よ
う
。

リ
ス
ク
テ
イ
ク
を
し
た
結
果
、
特
に
会
社
の
破
綻
に
繋
が
り
か
ね
な
い
よ
う
な
経
営
ミ
ス
を
招
来
し
た
場
合
は
、
刑
事
責
任
を
含
め
た
経

営
者
の
責
任
を
追
及
す
る
手
段
が
あ
っ
て
も
い
い
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
る
（
12
）

。

今
後
実
務
の
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
を
コ
ー
ド
の
中
に
落
と
し
込
む
に
当
た
り
、
英
国
の
二
〇
一
八
年
改
訂
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・

コ
ー
ド
の
よ
う
に
（
原
則
Ｆ−

Ｉ
、
各
則
９−

16
ほ
か
）、
取
締
役
会
議
長
の
役
割
分
担
の
明
確
化
、
さ
ら
に
筆
頭
独
立
社
外
取
締
役
（
13
）

が
一
般

株
主
の
利
益
代
表
と
し
て
株
主
と
の
対
話
の
窓
口
に
な
る
ほ
か
、
こ
の
取
締
役
会
議
長
に
対
す
る
監
督
・
評
価
を
行
う
責
任
を
明
確
化
す

る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

英
国
の
二
〇
一
八
年
改
訂
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
で
は
、
非
業
務
執
行
取
締
役
は
建
設
的
な
批
判
（constructive�

（
三
一
六
）
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challenge

）、
戦
略
的
な
指
導
（strategic�guidance

）
お
よ
び
専
門
的
な
助
言
を
行
い
、
経
営
陣
に
対
し
て
責
任
を
問
う
べ
き
と
す
る
。
ま

た
取
締
役
会
議
長
は
取
締
役
会
を
統
括
し
、
取
締
役
会
の
実
効
性
に
責
任
を
担
い
、
客
観
的
判
断
（objective�judgem

ent

）
と
寛
容
で
闊

達
な
企
業
文
化
（a�culture�of�openness�and�debate

）
を
推
進
し
、
各
取
締
役
に
正
確
且
つ
明
確
な
情
報
提
供
を
確
保
す
る
こ
と
（
原
則

Ｆ
）、
Ｃ
Ｅ
Ｏ
と
分
離
す
べ
き
こ
と
（
各
則
９
）、
主
要
株
主
と
の
定
期
的
な
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
を
図
る
こ
と
（
各
則
３
）
な
ど
重
要
な
役

割
を
担
う
。
ま
たIndependent�N

on-E
xecutive�D

irectors

（
独
立
非
業
務
執
行
取
締
役
）
の
中
の
一
名
をS

enior�Independent�

D
irector

（
筆
頭
独
立
社
外
取
締
役
）
と
し
て
指
名
す
べ
き
と
し
、
他
の
取
締
役
と
株
主
の
仲
介
人
（an�interm

ediary�for�the�other�

directors�and�shareholders
）
と
し
て
の
役
割
を
果
た
さ
せ
る
。
こ
のS

enior�Independent�D
irector

の
主
導
に
よ
り
、
年
一
度
は
取

締
役
会
議
長
の
職
務
執
行
を
評
価
す
る
た
め
の
会
合
を
取
締
役
会
議
長
の
不
在
の
下
で
行
う
べ
き
と
す
る
（
各
則
12
）。

そ
の
場
合
、
独
立
社
外
取
締
役
に
対
す
る
社
内
外
の
情
報
が
集
ま
り
や
す
く
す
る
組
織
内
の
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
の
整
備
も
重
要
で
あ
り
、

単
に
内
部
監
査
部
の
充
実
や
監
査
委
員
会
、
外
部
監
査
人
と
の
連
携
（
三
様
監
査
）
を
深
め
れ
ば
解
決
で
き
る
と
い
う
問
題
で
は
な
い
。

次
に
経
営
の
失
敗
を
未
然
に
防
ぐ
べ
く
事
前
予
防
の
視
点
か
ら
、
重
要
な
Ｍ
＆
Ａ
（
企
業
買
収
）
の
詳
細
調
査
（D

ue�diligence�

デ
ュ
ー

デ
ィ
リ
ジ
ェ
ン
ス
）
の
局
面
に
お
い
て
社
外
取
締
役
に
関
し
て
、
場
合
に
よ
っ
て
は
計
画
に
ス
ト
ッ
プ
を
か
け
ら
れ
る
よ
う
に
資
質
の
向

上
を
図
り
、
ま
た
必
要
な
情
報
を
付
与
す
る
べ
く
情
報
開
示
請
求
権
の
付
与
を
制
度
整
備
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
グ
ロ
ー
バ
ル

企
業
で
は
、
海
外
の
現
地
法
人
（overseas�affi

liated�com
pany

）
や
合
弁
企
業
（Joint�V

enture

）
な
ど
に
お
け
る
税
制
や
税
率
の
相
違
も

あ
り
、
グ
ロ
ー
バ
ル
内
部
統
制
と
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
態
勢
の
整
備
と
併
せ
て
、
い
か
に
グ
ロ
ー
バ
ル
に
整
合
性
と
実
効
性
の
あ
る
組
織

設
計
を
行
う
か
が
中
期
経
営
計
画
の
策
定
な
ど
に
お
い
て
も
重
要
に
な
ろ
う
。

取
締
役
会
の
多
様
化
に
つ
い
て
は
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
と
も
に
国
際
性
の
文
言
が
改
定
コ
ー
ド
に
入
っ
た
が
、
グ
ロ
ー
バ
ル
展
開
を
行
う

（
三
一
七
）
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企
業
で
は
外
国
人
の
社
外
取
締
役
あ
る
い
は
国
際
経
験
の
豊
富
な
人
材
の
選
任
が
求
め
ら
れ
、
社
外
役
員
の
人
材
不
足
の
露
呈
が
女
性
の

経
営
経
験
者
の
み
な
ら
ず
、
深
刻
化
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

⑵
　
Ｃ
Ｅ
Ｏ
の
選
解
任
・
取
締
役
会
の
機
能
発
揮
等
の
制
度
設
計
と
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス

Ｃ
Ｅ
Ｏ
の
選
解
任
に
お
い
て
は
、
任
意
の
指
名
・
報
酬
委
員
会
の
導
入
が
事
実
上
強
制
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
監
査
等
委
員
会
設
置

会
社
を
導
入
し
た
企
業
で
は
、
指
名
権
や
報
酬
権
限
が
Ｃ
Ｅ
Ｏ
か
ら
剥
奪
さ
れ
、
監
査
等
委
員
会
設
置
会
社
の
持
つ
メ
リ
ッ
ト
が
少
な
く

な
る
リ
ス
ク
も
あ
る
。
ま
た
任
意
の
委
員
会
で
あ
れ
ば
、
米
国
型
の
指
名
委
員
会
等
設
置
会
社
と
異
な
り
、
最
終
的
に
は
取
締
役
会
で
新

任
役
員
の
指
名
議
案
を
決
定
す
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
取
締
役
会
規
定
な
ど
に
お
い
て
任
意
の
指
名
委
員
会
で
決
定
し
た
事
項
を
い
か
に

尊
重
す
る
の
か
を
書
き
込
ん
で
担
保
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

３
．
更
な
る
実
効
性
確
保
に
向
け
て
─
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
、
独
立
役
員
の
機
能
─

⑴
　
会
社
法
規
律
に
お
け
る
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
齟
齬

特
に
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
に
お
け
る
果
断
な
リ
ス
ク
テ
イ
ク
を
促
す
攻
め
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
と
「
損
失
の
危
険
の
管
理
」（
会
社
法
上
の
内
部
統

制
シ
ス
テ
ム
）
の
記
載
に
不
調
和
感
を
禁
じ
得
な
い
。

⑵
　
独
立
社
外
取
締
役
の
機
能
、
役
割
と
責
任
の
不
明
確
さ

戦
略
・
経
営
計
画
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
、
経
営
陣
を
指
名
す
る
目
利
き
な
の
か
、
求
め
ら
れ
る
専
門
性
は
な
に
か
、
大
学
教
員
や
弁

護
士
な
ど
の
独
立
役
員
に
次
期
社
長
選
定
の
判
断
が
ど
こ
ま
で
可
能
か
、
と
い
う
疑
問
が
残
る
（
大
杉
謙
一
教
授
（
14
））。

経
験
や
実
績
の
あ
る

異
分
野
の
社
外
人
材
を
Ｃ
Ｅ
Ｏ
（
常
勤
）
に
招
聘
す
る
こ
と
と
は
別
異
の
要
因
と
な
ろ
う
。

株
主
と
の
対
話
に
お
い
て
、
そ
の
相
手
は
経
営
陣
な
の
か
、
独
立
社
外
取
締
役
か
（
15
）

、
独
立
社
外
取
締
役
を
株
主
の
利
益
代
表
と
す
れ
ば

（
三
一
八
）
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根
本
的
に
矛
盾
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
神
田
秀
樹
教
授
（
16
））。

ま
た
株
主
に
お
け
る
短
期
主
義
の
弊
害
が
唱
え
ら
れ
る
中
、
長
期
的
企

業
価
値
向
上
を
目
指
す
根
拠
も
ど
こ
に
存
在
す
る
の
か
、
企
業
文
化
、
風
土
な
ど
の
相
違
す
る
我
が
国
で
は
比
較
的
容
易
に
中
長
期
的
視

点
を
経
営
陣
は
取
っ
て
き
た
と
み
ら
れ
る
た
め
、
疑
問
と
な
る
。

こ
の
点
に
お
い
て
社
外
取
締
役
は
、
取
締
役
役
会
の
リ
ス
ク
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
機
能
を
担
う
と
す
れ
ば
、
最
終
の
防
衛
線
に
は
通
常
議
論

が
さ
れ
る
よ
う
な
内
部
監
査
で
は
な
く
、
取
締
役
役
会
の
リ
ス
ク
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
機
能
を
配
す
る
と
い
う
最
近
の
米
国
研
究
者
か
ら
提
示

さ
れ
た
考
え
方
（
17
）

に
親
和
す
る
と
言
え
よ
う
か
。
社
外
取
締
役
は
Ｃ
Ｒ
Ｏ
と
し
て
の
監
督
機
能
を
有
す
る
も
の
と
す
れ
ば
、
経
営
陣
の
代
表

で
な
く
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
の
代
表
と
し
て
株
主
と
エ
ン
ゲ
ー
ジ
す
る
こ
と
の
意
味
合
い
が
整
合
し
よ
う
。

４
．
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
に
お
け
る
任
意
の
諮
問
委
員
会
活
用
と
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス

⑴
　
任
意
の
諮
問
委
員
会
の
活
用
と
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス

我
が
国
の
改
定
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
に
お
い
て
強
化
さ
れ
る
任
意
の
諮
問
委
員
会
に
関
す
る
規
律
付
け
に
つ
い
て
、

私
見
を
交
え
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。

改
定
Ｃ
Ｇ
Ｃ
で
は
任
意
か
つ
独
立
し
た
諮
問
委
員
会
の
活
用
に
つ
い
て
、
会
社
法
上
指
名
委
員
会
と
報
酬
委
員
会
の
設
置
が
強
制
さ
れ

る
指
名
委
員
会
等
設
置
会
社
以
外
の
監
査
役
会
設
置
会
社
ま
た
は
監
査
等
委
員
会
設
置
会
社
で
あ
っ
て
、
独
立
社
外
取
締
役
が
取
締
役
会

の
過
半
数
に
達
し
て
い
な
い
場
合
に
は
、
独
立
社
外
取
締
役
を
主
要
な
構
成
員
と
す
る
任
意
か
つ
独
立
し
た
指
名
委
員
会
・
報
酬
委
員
会

な
ど
を
設
置
す
る
こ
と
に
よ
り
、
独
立
社
外
取
締
役
の
適
切
な
関
与
・
助
言
を
得
る
べ
き
と
さ
れ
（
補
充
原
則
４−

10
①
）、
改
定
前
は
諮

問
委
員
会
の
設
置
は
方
法
論
の
例
示
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
改
訂
に
よ
り
諮
問
委
員
会
の
設
置
と
い
う
方
法
を
と
る
べ
き
こ
と
が

明
確
化
さ
れ
て
い
る
。

（
三
一
九
）
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当
該
規
定
の
趣
旨
に
つ
い
て
、
取
締
役
候
補
者
の
指
名
、
取
締
役
の
報
酬
決
定
等
の
会
社
と
取
締
役
と
の
利
益
相
反
が
生
じ
得
る
局
面

で
は
、
取
締
役
会
判
断
の
独
立
性
・
客
観
性
を
確
保
す
る
た
め
に
独
立
社
外
取
締
役
の
積
極
的
関
与
を
可
能
と
す
る
工
夫
を
講
じ
る
必
要

が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
18
）

。

議
決
権
行
使
局
面
に
お
い
て
発
生
す
る
顧
客
・
受
益
と
運
用
機
関
・
グ
ル
ー
プ
会
社
の
利
益
相
反
に
関
し
て
、
そ
の
判
断
の
独
立
性
・

客
観
性
を
確
保
す
る
Ｓ
Ｓ
Ｃ
（
指
針
２−

３
）
と
も
主
旨
を
同
じ
く
す
る
も
の
が
あ
ろ
う
（
19
）。

Ｃ
Ｇ
Ｃ
に
お
い
て
は
諮
問
委
員
会
の
構
成
員
に
つ
い
て
、
独
立
社
外
取
締
役
を
主
要
な
構
成
員
と
す
る
旨
が
規
定
さ
れ
、
人
数
・
構
成

割
合
な
ど
は
記
載
さ
れ
な
い
が
、
取
締
役
会
の
判
断
の
独
立
性
・
客
観
性
の
確
保
の
観
点
か
ら
は
当
然
独
立
社
外
取
締
役
が
諮
問
委
員
会

の
過
半
数
を
占
め
る
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
社
外
取
締
役
が
不
在
の
諮
問
委
員
会
設
置
も
Ｃ
Ｇ
Ｃ
の
内
容
を
コ
ン
プ
ラ
イ

し
て
い
る
こ
と
に
な
り
（
補
充
原
則
４−
10
①
）、
二
〇
一
七
年
版
の
経
産
省
Ｃ
Ｇ
Ｓ
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
お
い
て
は
社
外
監
査
役
、
社
外
有

識
者
を
含
む
社
外
者
が
少
な
く
と
も
過
半
数
、
ま
た
は
社
内
者
・
社
外
者
が
同
数
で
あ
っ
て
委
員
長
が
社
外
者
で
あ
る
こ
と
が
提
示
さ
れ

て
い
る
（
20
）

。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
改
定
Ｃ
Ｇ
Ｓ
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
は
一
層
の
細
分
化
を
図
り
、
委
員
会
の
諮
問
対
象
者
（
社
長
・
Ｃ
Ｅ
Ｏ
、
そ
れ
以
外

の
経
営
陣
、
社
外
取
締
役
）、
諮
問
事
項
（
指
名
（
新
任
・
再
任
・
解
任
）、
報
酬
）
に
は
様
々
な
も
の
が
あ
り
、
望
ま
し
い
委
員
会
の
構
成
や
運

営
の
在
り
方
も
一
様
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
と
述
べ
、
①
社
長
・
Ｃ
Ｅ
Ｏ
な
ど
経
営
陣
の
指
名
や
報
酬
決
定
に
つ
い
て
は
社
内
事
情
に

精
通
し
て
い
る
社
内
者
が
委
員
に
加
わ
る
こ
と
に
は
一
定
の
合
理
性
が
あ
る
場
合
も
あ
る
。
②
監
督
者
で
あ
る
社
外
取
締
役
の
指
名
や
報

酬
決
定
に
つ
い
て
は
、
経
営
陣
か
ら
の
独
立
性
を
確
保
す
る
た
め
社
外
取
締
役
が
主
導
す
る
こ
と
が
望
ま
し
く
、
委
員
会
の
過
半
数
を
社

外
取
締
役
と
し
、
か
つ
委
員
長
も
社
外
取
締
役
と
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
更
に
は
社
長
・
Ｃ
Ｅ
Ｏ
な
ど
経
営
陣
の
指
名
・
報
酬
決
定

（
三
二
〇
）
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と
は
プ
ロ
セ
ス
を
分
け
、
社
外
取
締
役
の
み
で
委
員
会
を
構
成
す
べ
き
と
い
う
指
摘
も
さ
れ
る
。
③
社
長
・
Ｃ
Ｅ
Ｏ
の
指
名
に
関
す
る
事

項
と
し
て
、
後
継
者
計
画
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
は
、
社
内
の
情
報
・
事
情
を
熟
知
し
て
い
る
現
社
長
・
Ｃ
Ｅ
Ｏ
が
指
名
委
員
会
に
お
け

る
議
論
に
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
と
し
て
の
役
割
も
含
め
、
積
極
的
に
関
与
す
る
こ
と
に
は
合
理
性
が
あ
る
反
面
、
指
名
委
員
会
に
お
い
て
社

長
・
Ｃ
Ｅ
Ｏ
の
再
任
や
解
任
の
適
否
を
判
断
す
る
場
合
は
、
社
長
・
Ｃ
Ｅ
Ｏ
自
身
は
直
接
的
な
利
害
関
係
を
有
し
、
議
論
に
関
与
す
る
こ

と
は
基
本
的
に
望
ま
し
く
な
い
。
社
長
・
Ｃ
Ｅ
Ｏ
が
指
名
委
員
会
の
委
員
に
含
ま
れ
て
い
る
場
合
は
該
当
者
不
在
の
場
で
議
論
で
き
る
工

夫
が
必
要
に
な
る
。

⑵�

　
監
査
等
委
員
会
設
置
会
社
と
任
意
の
指
名
・
報
酬
委
員
会
に
か
か
る
意
見
陳
述
権�

─
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
と
し
て
の
役
割
・
機
能
の
変
容
─

任
意
の
指
名
・
報
酬
委
員
会
に
関
し
て
、
監
査
等
委
員
会
設
置
会
社
と
の
関
係
で
意
見
陳
述
権
が
問
題
と
な
る
。
監
査
等
委
員
会
設
置

会
社
の
場
合
、
監
査
等
委
員
会
の
選
定
す
る
監
査
等
委
員
は
監
査
等
委
員
以
外
の
取
締
役
の
指
名
と
報
酬
に
関
し
て
会
社
法
上
の
意
見
陳

述
権
を
有
し
て
お
り
、
意
見
陳
述
権
と
任
意
の
指
名
委
員
会
・
報
酬
委
員
会
の
答
申
内
容
、
取
締
役
会
の
決
定
権
限
の
関
係
に
つ
い
て
実

務
面
の
整
理
を
図
ら
れ
て
い
る
（
21
）

。

⑶
　
諮
問
委
員
会
に
つ
い
て
役
割
・
機
能
面
の
変
容
と
意
見
陳
述
権

指
名
委
員
会
等
設
置
会
社
以
外
の
形
態
に
お
い
て
、
任
意
の
諮
問
委
員
会
に
よ
る
ガ
バ
ナ
ン
ス
体
制
構
築
が
進
む
と
元
来
が
指
名
委
員

会
等
設
置
会
社
の
よ
う
な
法
定
さ
れ
た
指
名
・
報
酬
委
員
会
が
存
在
し
な
い
こ
と
の
補
完
機
能
と
し
て
の
役
割
を
担
う
べ
き
諮
問
委
員
会

に
つ
い
て
、
役
割
・
機
能
面
の
変
容
が
想
定
で
き
る
。
ま
た
兼
任
状
況
に
つ
い
て
は
、
後
継
者
計
画
・
サ
ク
セ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ラ
ン
の
審

議
な
ど
任
意
の
指
名
・
報
酬
委
員
会
の
機
能
の
実
効
的
な
発
揮
に
向
け
て
審
議
事
項
、
開
催
回
数
も
増
加
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
、
随
時

（
三
二
一
）
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見
直
し
を
図
る
こ
と
に
な
る
（
22
）

。

任
意
の
指
名
・
報
酬
委
員
会
が
独
立
社
外
取
締
役
を
主
要
構
成
員
と
し
、
指
名
・
報
酬
の
決
定
プ
ロ
セ
ス
の
独
立
性
と
客
観
性
を
確
保

す
る
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
体
制
が
構
築
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
監
査
等
委
員
会
は
決
定
プ
ロ
セ
ス
の
実
効
性
に
つ
い
て
審
査
し
、

指
名
・
報
酬
の
内
容
面
の
実
質
的
な
検
討
は
任
意
委
員
会
に
委
ね
る
こ
と
に
も
合
理
性
が
あ
る
。
任
意
の
指
名
・
報
酬
委
員
会
に
お
い
て

諮
問
事
項
に
対
応
し
た
適
切
な
審
議
事
項
が
設
定
さ
れ
、
十
分
な
情
報
提
供
が
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
合
理
的
な
審
議
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
、

取
締
役
会
に
お
い
て
任
意
委
員
会
の
答
申
等
を
尊
重
す
る
決
定
が
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
の
場
合
、
監
査
等
委
員
会
と
し
て
は
内
容
面
の

妥
当
性
監
査
を
行
わ
ず
、
指
摘
事
項
が
存
在
し
な
い
旨
が
述
べ
ら
れ
る
。
逆
に
決
定
プ
ロ
セ
ス
に
重
要
な
問
題
が
あ
る
場
合
は
、
業
務
監

査
等
を
通
じ
て
得
た
情
報
に
照
ら
し
て
、
内
容
面
の
妥
当
性
に
踏
み
込
み
、
意
見
陳
述
権
行
使
の
要
否
を
検
討
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
（
23
）

。

監
査
等
委
員
会
の
指
名
・
報
酬
に
関
す
る
意
見
陳
述
権
に
つ
い
て
、
実
質
的
に
法
廷
の
指
名
・
報
酬
委
員
会
と
同
等
の
機
能
を
果
た
す

こ
と
を
期
待
す
る
見
解
（
24
）

に
対
し
て
は
、
任
意
の
指
名
・
報
酬
委
員
会
を
活
用
し
た
ガ
バ
ナ
ン
ス
体
制
下
で
は
任
意
の
委
員
会
の
実
効
性
を

補
完
的
に
支
え
る
権
限
と
し
て
位
置
付
け
る
旨
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
25
）

。

⑷
　
諮
問
型
の
指
名
・
報
酬
委
員
会
委
員
と
監
査
等
委
員
会
委
員
に
関
す
る
私
見

①
諮
問
型
の
指
名
・
報
酬
委
員
会
の
業
務
に
対
し
て
も
監
査
等
を
行
う
こ
と
が
そ
の
監
査
等
委
員
会
の
職
務
内
容
に
入
る
と
す
れ
ば
、

指
名
・
報
酬
委
員
会
委
員
と
監
査
等
委
員
会
委
員
と
は
利
益
相
反
関
係
に
あ
る
と
も
い
え
、
基
本
的
に
は
兼
任
は
避
け
る
方
が
望
ま
し
い

の
で
は
な
い
か
（
以
下
、
私
見
）。
も
っ
と
も
監
査
等
を
行
う
た
め
に
は
関
連
情
報
の
知
悉
が
必
要
で
あ
り
、
特
に
社
外
取
締
役
に
お
い
て

は
情
報
不
足
に
陥
り
や
す
い
た
め
、
内
部
取
締
役
の
監
査
等
委
員
を
置
き
、
指
名
・
報
酬
委
員
会
の
委
員
と
し
て
加
え
る
こ
と
が
考
え
ら

れ
る
。
そ
の
場
合
、
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
と
し
て
の
常
時
出
席
で
も
一
定
の
機
能
は
果
た
せ
よ
う
か
。
監
査
等
委
員
会
の
構
成
と
し
て
、
社
内

（
三
二
二
）
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取
締
役
な
ら
び
に
社
外
取
締
役
の
双
方
の
参
加
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
会
社
法
上
の
ス
キ
ー
ム
の
実
務
上
の
メ
リ
ッ
ト
の
一
つ
と
い
え
よ

う
。②

ま
た
監
査
等
委
員
全
員
が
社
外
取
締
役
で
あ
る
場
合
、
法
的
に
は
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
を
活
用
で
き
、
補
助
者
を
要
し
な
い
と
さ
れ

る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
監
査
等
委
員
会
室
な
ど
の
実
務
担
当
を
配
下
に
設
置
し
、
情
報
収
取
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
ろ
う
。
三
名

の
う
ち
、
一
名
以
上
は
指
名
・
報
酬
委
員
会
の
兼
任
と
な
る
こ
と
の
必
要
性
も
生
じ
得
る
。

③
も
っ
と
も
監
査
等
委
員
三
名
全
員
が
指
名
・
報
酬
委
員
会
の
兼
任
と
な
れ
ば
、
三
名
が
全
員
社
外
出
身
で
あ
れ
、
内
部
者
が
含
ま
れ

て
い
る
に
せ
よ
、
両
委
員
会
の
決
定
内
容
等
を
改
め
て
監
査
等
の
対
象
に
す
る
こ
と
に
は
や
や
違
和
感
を
禁
じ
得
な
い
。

④
諮
問
委
員
会
で
あ
る
指
名
・
報
酬
委
員
会
、
法
的
な
監
査
等
委
員
会
の
三
委
員
会
に
お
い
て
、
各
委
員
の
重
複
が
著
し
い
場
合
、
例

え
ば
三
委
員
会
と
も
に
全
く
同
じ
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
場
合
、
全
員
が
社
外
者
で
あ
っ
て
も
馴
れ
合
い
に
堕
す
る
懸
念
は
捨
て
き
れ
ず
、
か

か
る
場
合
は
最
終
的
に
取
締
役
会
自
体
に
よ
る
リ
ス
ク
ガ
バ
ナ
ン
ス
機
能
を
担
保
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
は
な
い
か
。
取
締
役
会
の
構

成
に
つ
い
て
過
半
数
を
社
外
独
立
取
締
役
と
し
、
監
査
等
委
員
会
以
外
の
社
外
者
も
任
用
す
る
こ
と
、
内
部
取
締
役
に
も
監
視
・
監
督

（
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
や
リ
ス
ク
委
員
会
、
財
務
な
ど
）
の
担
当
者
を
配
す
る
と
い
っ
た
工
夫
が
有
用
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
、
現
状
で
も
社

外
の
適
任
者
不
足
に
悩
ま
さ
れ
て
い
る
中
で
、
一
層
の
社
外
取
締
役
を
発
掘
す
る
と
い
う
ネ
ッ
ク
が
存
在
す
る
。

⑤
形
式
面
か
ら
任
意
・
諮
問
型
の
指
名
・
報
酬
委
員
会
が
独
立
社
外
取
締
役
を
主
要
構
成
員
と
し
、
指
名
・
報
酬
の
決
定
プ
ロ
セ
ス
の

独
立
性
と
客
観
性
を
確
保
す
る
ガ
バ
ナ
ン
ス
体
制
が
構
築
さ
れ
て
い
る
と
い
う
推
定
が
働
く
場
合
は
、
プ
ロ
セ
ス
監
査
が
主
と
な
り
、
監

査
等
委
員
は
全
員
が
社
外
者
で
あ
っ
て
も
機
能
す
る
と
い
え
よ
う
が
、
指
名
・
報
酬
委
員
会
が
独
立
社
外
取
締
役
の
審
議
・
決
定
内
容
に

対
す
る
歯
止
め
が
効
か
な
い
懸
念
は
残
る
。
指
名
・
報
酬
委
員
会
委
員
で
あ
る
独
立
社
外
取
締
役
自
体
の
選
任
に
お
い
て
、
チ
ェ
ッ
ク
機

（
三
二
三
）
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能
を
残
す
べ
く
、
監
査
等
委
員
か
ら
兼
任
者
を
出
す
意
義
は
あ
る
。
こ
の
場
合
は
、
指
名
・
報
酬
委
員
会
の
主
要
メ
ン
バ
ー
で
は
な
い
社

外
取
締
役
が
監
査
等
委
員
と
な
っ
て
兼
任
す
る
こ
と
が
ポ
イ
ン
ト
と
な
ろ
う
。

⑥
決
定
プ
ロ
セ
ス
に
重
要
な
問
題
が
あ
る
場
合
、
監
査
等
委
員
会
は
妥
当
性
の
審
査
も
行
わ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
グ
ロ
ー
バ
ル
企
業
に

お
い
て
は
意
思
決
定
な
ど
迅
速
化
が
求
め
ら
れ
、
会
社
法
上
の
意
見
陳
述
権
を
毎
回
行
使
す
る
こ
と
に
よ
る
時
間
面
、
手
続
面
の
ロ
ス
を

考
え
れ
ば
、
実
際
上
は
酬
委
員
会
の
構
成
を
変
更
す
る
こ
と
の
方
が
望
ま
し
い
と
も
思
料
す
る
。
ま
た
か
か
る
場
合
こ
そ
平
時
か
ら
の
態

勢
整
備
と
し
て
、
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
に
依
拠
す
る
の
み
な
ら
ず
、
監
査
等
委
員
会
室
の
ス
タ
ッ
フ
整
備
、
内
部
者
の
監
査
等
委
員
を
置

い
て
連
携
を
図
る
と
い
っ
た
対
応
が
重
要
に
な
る
。
な
お
監
査
役
会
設
置
会
社
で
は
、
そ
も
そ
も
妥
当
性
監
査
が
で
き
な
い
と
い
う
考
え

方
に
立
て
ば
、
か
か
る
問
題
点
で
は
取
締
役
会
の
監
視
機
能
頼
み
と
な
る
が
、
妥
当
性
監
査
が
可
能
と
し
て
も
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
の
利

活
用
は
法
制
度
上
で
き
ず
、
監
査
役
の
補
助
ス
タ
ッ
フ
整
備
が
一
層
重
要
に
な
る
。
何
れ
に
し
て
も
監
査
役
会
設
置
会
社
で
は
監
査
等
委

員
会
の
よ
う
な
指
名
・
報
酬
に
か
か
る
意
見
陳
述
権
は
な
い
。
指
名
委
員
会
等
設
置
会
社
に
お
い
て
は
法
定
委
員
会
の
権
限
行
使
に
関
し

て
は
、
監
査
委
員
会
は
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
を
利
活
用
し
て
補
助
ス
タ
ッ
フ
な
く
妥
当
性
監
査
を
行
う
こ
と
に
な
る
が
、
情
報
不
足
な
ど

に
関
し
て
は
内
部
監
査
部
を
事
実
上
の
補
助
ス
タ
ッ
フ
と
し
て
配
す
る
こ
と
で
監
査
機
能
の
十
全
を
図
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
会
社
法

上
の
規
定
が
な
い
内
部
監
査
部
の
位
置
づ
け
に
関
し
て
は
、
⒜
監
査
役
会
、
監
査
委
員
会
あ
る
い
は
監
査
等
委
員
会
の
下
部
ス
タ
ッ
フ
す

る
こ
と
、
⒝
Ｃ
Ｅ
Ｏ
・
代
表
取
締
役
の
直
属
機
関
と
す
る
こ
と
、
⒞
取
締
役
会
の
直
属
と
す
る
こ
と
な
ど
の
類
型
が
考
え
ら
れ
る
。
⒜
で

は
業
務
監
査
機
能
の
強
化
、
就
中
法
定
の
補
助
ス
タ
ッ
フ
を
有
し
て
い
な
い
指
名
委
員
会
等
設
置
会
社
、
監
査
等
委
員
会
設
置
会
社
に
お

け
る
機
能
強
化
に
資
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
⒝
で
は
意
思
決
定
の
迅
速
化
が
重
要
な
業
態
・
業
界
で
は
有
用
に
な
ろ
う
。
半
面
で
、
内

部
監
査
長
や
ス
タ
ッ
フ
の
Ｃ
Ｅ
Ｏ
等
経
営
陣
か
ら
の
独
立
性
確
保
が
課
題
と
な
る
。
⒞
で
は
取
締
役
会
構
成
が
独
立
社
外
取
締
役
主
体
で

（
三
二
四
）
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内
部
者
が
少
数
と
い
っ
た
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
利
い
た
形
態
に
お
い
て
有
用
性
を
発
揮
し
よ
う
か
。
監
査
等
委
員
会
設
置
会
社
の
意
見
陳
述
権

の
関
係
で
は
、
⒜
の
よ
う
に
監
査
等
委
員
会
の
補
助
ス
タ
ッ
フ
と
し
て
内
部
監
査
部
を
配
置
す
る
こ
と
で
一
層
有
効
性
が
高
ま
ろ
う
。
上

記
の
通
り
、
内
部
監
査
部
と
の
連
携
を
活
用
し
て
任
意
の
委
員
会
の
構
成
や
内
実
に
応
じ
、
監
査
等
委
員
会
な
ど
の
監
視
機
能
強
化
を
図

る
こ
と
が
想
定
で
き
る
。

⑦
社
外
者
も
長
期
の
任
用
と
な
れ
ば
指
名
・
報
酬
委
員
会
の
次
期
Ｃ
Ｅ
Ｏ
の
選
定
な
ど
に
お
い
て
内
部
情
報
に
は
詳
し
く
な
る
と
い
う

メ
リ
ッ
ト
も
あ
る
が
、
事
実
上
は
内
部
取
締
役
化
し
て
苦
言
を
呈
す
る
こ
と
を
避
け
る
よ
う
に
な
る
恐
れ
も
あ
り
、
形
式
面
で
指
名
・
報

酬
委
員
会
が
社
外
取
締
役
中
心
に
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
み
を
持
っ
て
妥
当
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
。
社
外
者
に

お
け
る
五
年
程
度
の
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
は
必
須
と
な
ろ
う
。
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
実
効
性
確
保
の
視
点
か
ら
、
改
め
て
独
立
社
外
取
締
役
の
独

立
性
を
い
か
に
実
質
面
で
担
保
す
る
か
と
い
う
本
来
的
テ
ー
マ
の
重
要
さ
に
帰
着
す
る
こ
と
に
な
る
。

な
お
、
取
締
役
会
機
能
に
お
い
て
意
思
決
定
重
視
の
場
合
、
独
立
社
外
取
締
役
で
な
く
、
社
内
事
情
に
熟
知
し
た
社
内
者
で
あ
る
非
業

務
執
行
取
締
役
が
取
締
役
会
議
長
と
な
る
こ
と
の
利
点
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
26
）

。
こ
の
場
合
、
独
立
社
外
取
締
役
に
関
す
る
常

時
の
情
報
提
供
体
制
に
つ
い
て
、
上
記
に
比
し
て
社
内
の
負
担
は
軽
減
さ
れ
る
面
が
あ
ろ
う
が
、
⒜
筆
頭
独
立
社
外
取
締
役
お
よ
び
独
立

社
外
取
締
役
の
み
に
よ
る
会
議
の
開
催
、
取
締
役
会
議
長
に
対
す
る
独
立
社
外
取
締
役
の
業
績
評
価
の
態
勢
整
備
が
意
味
合
い
を
有
す
る

こ
と
に
な
ろ
う
（
私
見
）。
改
定
さ
れ
た
英
国
コ
ー
ド
に
も
記
載
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
⒝
ま
た
英
国
の
公
開
企
業
の
よ
う
に
、
経
営

陣
に
お
い
て
会
社
秘
書
役
（C

om
pany�S

ecretary

）
類
似
の
職
制
を
設
定
し
、
業
務
執
行
部
門
と
非
業
務
執
行
部
門
の
双
方
の
情
報
提
供

な
ど
を
速
や
か
に
進
め
る
機
能
が
実
効
性
を
発
揮
す
る
局
面
と
も
い
え
よ
う
。
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
対
応
を
一
元
的
に
統
括
す

る
部
署
・
担
当
者
を
配
置
し
、
対
外
的
な
一
元
的
窓
口
を
設
置
す
る
と
共
に
、
株
主
等
と
の
意
思
あ
る
対
話
（
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
）
を
担

（
三
二
五
）



政
経
研
究

　第
五
十
六
巻
第
二
号
（
二
〇
一
九
年
七
月
）

一
八
四

う
こ
と
、
統
合
的
戦
略
を
踏
ま
え
た
情
報
提
供
の
主
体
と
な
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
（
27
）

。

四�
．
ガ
バ
ナ
ン
ス
規
律
の
見
直
し
と
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
に
か
か
る
企
業
側
の
対
応
、�

多
様
な
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
な
ら
び
に
ハ
ー
ド
ロ
ー
と
ソ
フ
ト
ロ
ー
の
バ
ラ
ン
ス

１�

．「
実
効
性
あ
る
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
へ
の
改
革
に
関
す
る
意
見
」（
関
経
連
）�

─
Ｒ
Ｏ
Ｅ
重
視
か
Ｒ
Ｏ
Ｉ
Ｃ
か
の
指
標
選
択
─

以
下
で
は
、
内
外
の
最
新
の
動
向
を
踏
ま
え
て
、
我
が
国
に
お
け
る
ガ
バ
ナ
ン
ス
規
律
の
見
直
し
と
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
に
か
か
る
企
業
側

の
対
応
な
ど
に
つ
い
て
更
に
多
面
的
に
考
察
を
進
め
た
い
。
二
〇
一
九
年
会
社
法
改
正
（
予
定
）
に
お
け
る
社
外
取
締
役
の
義
務
付
け
等

の
内
容
に
つ
い
て
は
、
紙
幅
の
制
約
も
あ
り
本
稿
で
は
省
略
す
る
。

公
益
社
団
法
人
関
西
経
済
連
合
会
の
ま
と
め
た
二
〇
一
八
年
四
月
一
七
日
「
実
効
性
あ
る
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
へ
の
改
革
に
関

す
る
意
見
」
の
内
容
を
掲
げ
て
お
き
た
い
（
28
）

。
会
社
法
改
正
や
コ
ー
ド
の
改
定
に
対
し
て
経
済
界
側
の
反
応
を
示
す
も
の
と
し
て
傾
聴
で
き

る
も
の
が
あ
る
。

①
企
業
価
値
向
上
に
向
け
て
は
多
様
な
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
と
の
中
長
期
的
な
ビ
ジ
ョ
ン
に
則
っ
た
建
設
的
な
対
話
を
促
す
こ
と
が
重

要
で
あ
る
。
企
業
統
治
の
仕
組
み
に
つ
い
て
は
、
個
別
企
業
ご
と
に
柔
軟
な
制
度
設
計
と
す
べ
き
で
あ
る
。

②
四
半
期
開
示
の
義
務
付
け
を
廃
止
す
べ
き
で
あ
る
。
短
期
的
利
益
志
向
を
助
長
し
、
開
示
内
容
も
形
式
的
な
も
の
と
な
る
。
取
締
役

の
構
成
に
つ
い
て
各
社
の
事
情
に
応
じ
た
制
度
に
す
べ
き
で
あ
る
。
政
策
保
有
株
式
等
に
つ
い
て
柔
軟
な
制
度
設
計
と
す
べ
き
で
あ
る
。

（
三
二
六
）
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議
決
権
行
使
助
言
会
社
の
規
制
に
つ
い
て
本
格
的
な
議
論
を
開
始
す
べ
き
で
あ
る
。
議
決
権
行
使
助
言
会
社
の
発
信
情
報
に
対
す
る
透
明

性
の
確
保
な
ど
が
必
要
で
あ
る
。
経
営
指
標
と
し
て
期
的
利
益
志
向
、
株
主
利
益
重
視
の
Ｒ
Ｏ
Ｅ
を
過
度
に
重
視
す
べ
き
で
は
な
く
、

Ｒ
Ｏ
Ｉ
Ｃ
な
ど
に
よ
り
企
業
の
成
長
性
、
果
た
し
て
い
る
役
割
は
、
よ
り
多
面
的
に
判
断
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

私
見
と
し
て
Ｒ
Ｏ
Ｅ
（
株
主
資
本
利
益
率
）、
Ｒ
Ｏ
Ｉ
Ｃ
（
投
下
資
本
利
益
率
）
の
指
標
選
択
は
、
議
論
が
噛
み
合
わ
な
い
神
学
論
争
の
呈

を
な
す
が
、
経
営
者
の
経
営
能
力
を
図
る
場
合
、
機
関
投
資
家
目
線
か
、
長
期
的
企
業
価
値
か
の
優
先
度
合
い
に
も
な
る
。
Ｒ
Ｏ
Ａ
（
総

資
産
利
益
率
）
も
同
様
で
あ
り
、
経
営
者
と
し
て
は
借
入
利
子
率
と
比
較
し
て
Ｒ
Ｏ
Ｅ
が
上
回
る
な
ど
、
借
入
金
・
社
債
を
金
融
資
本
市

場
・
経
済
局
面
に
よ
っ
て
は
優
先
的
に
導
入
し
、
総
資
産
と
し
て
の
効
率
ア
ッ
プ
を
選
択
す
る
こ
と
も
あ
り
得
る
。

Ｓ
Ｓ
Ｃ
を
強
化
し
て
中
長
期
的
な
目
線
へ
機
関
投
資
家
を
誘
導
し
よ
う
と
し
て
も
、
機
関
投
資
家
の
場
合
、
国
民
な
ど
か
ら
資
金
を
受

託
し
、
受
託
者
責
任
を
担
う
限
り
、
最
終
的
受
託
者
の
国
民
自
身
の
視
点
が
短
期
主
義
か
ら
転
換
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
う
で
な
い
限
り
、

機
関
投
資
家
が
Ｒ
Ｏ
Ｅ
に
固
執
す
る
こ
と
は
無
理
か
ら
ぬ
、
必
然
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
場
合
経
営
者
は
、
直
接
金
融
市
場
に
お

い
て
資
金
調
達
時
に
は
高
い
Ｒ
Ｏ
Ｅ
の
実
績
を
示
さ
ざ
る
を
得
な
い
。

Ｒ
Ｏ
Ｉ
Ｃ
に
し
て
も
あ
く
ま
で
経
営
者
の
視
点
で
の
投
下
資
本
（
イ
ン
プ
ッ
ト
）
に
対
す
る
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
と
し
て
の
経
営
の
効
率
性

を
示
す
も
の
で
あ
り
、
機
関
投
資
家
な
ど
は
配
当
や
キ
ャ
ピ
タ
ル
ゲ
イ
ン
を
重
視
す
る
と
い
う
上
記
の
根
本
的
な
視
座
が
変
化
し
な
い
限

り
、
議
論
は
か
み
合
わ
な
い
様
相
を
呈
す
る
。

反
面
、
徐
々
に
長
期
的
展
望
が
ア
ナ
リ
ス
ト
か
ら
も
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
ろ
う
が
、
少
な
く
と
も
年
金
基
金
の
よ
う
に
長
期
的
視
点

を
採
り
う
る
機
関
投
資
家
は
別
と
し
て
、
他
の
機
関
投
資
家
に
お
い
て
は
Ｓ
Ｓ
Ｃ
の
締
め
付
け
が
強
ま
っ
て
も
Ｒ
Ｏ
Ｅ
重
視
の
傾
向
は
急

に
は
変
化
す
る
と
は
考
え
に
く
い
。
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
意
識
改
革
は
一
朝
一
夕
に
進
ま
ず
、
こ
う
し
た
議
論
の
積
み
重
ね
の
延
長
上
に
拓
け

（
三
二
七
）
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る
も
の
と
思
料
さ
れ
る
。

２�
．
Ａ
Ｃ
Ｇ
Ａ
のC

G
�W
atch2018�

─
ハ
ー
ド
ロ
ー
と
ソ
フ
ト
ロ
ー
の
バ
ラ
ン
ス
、
Ｃ
Ｅ
Ｏ
の
概
念
整
理
と
社
長
決
裁
規
定
も
踏
ま
え
て
─

Ａ
Ｃ
Ｇ
Ａ
（A

sian�C
orporate�G

overnance�A
ssociation

）
のC
G
�W
atch2018 （29

）
が
提
示
さ
れ
、
我
が
国
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
規
律
に
お
い
て

ハ
ー
ド
ロ
ー
と
ソ
フ
ト
ロ
ー
の
バ
ラ
ン
ス
が
課
題
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
今
後
は
ハ
ー
ド
ロ
ー
ミ
ッ
ク
ス
と
し
て
会
社
法
な
ど
に
根

拠
付
け
規
定
を
置
き
、
ソ
フ
ト
ロ
ー
に
か
か
る
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
の
強
化
を
図
る
こ
と
が
課
題
と
な
る
。

前
提
と
し
て
Ｃ
Ｅ
Ｏ
（C

hief�E
xecutive�O

ffi
cer

）
や
Ｃ
Ｏ
Ｏ
（C

hief�O
perating�O

ffi
cer

）
あ
る
い
は
会
長
、
取
締
役
会
議
長
、
筆
頭
独

立
取
締
役
（L

ead�Independent�O
uter�D

irector

（
米
国
）,�S

enior�Independent�D
irector

（
英
国
））、
業
務
執
行
取
締
役
（E

xecutive�

D
irector

）、
非
業
務
執
行
取
締
役
（N

on-�E
xecutive�D

irector

）、
内
部
監
査
（Internal�A

udit

）
な
ど
コ
ー
ド
（
英
国
コ
ー
ド
を
含
む
）
に

お
い
て
使
用
さ
れ
る
役
職
名
、
術
語
に
つ
い
て
、
ハ
ー
ド
ロ
ー
と
し
て
の
会
社
法
上
の
代
表
取
締
役
、
社
外
取
締
役
な
ど
と
の
概
念
整
理

を
図
る
こ
と
が
実
務
上
の
混
乱
を
避
け
、
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
を
会
社
法
に
置
く
場
合
の
予
測
可
能
性
維
持
に
も
繋
が
ろ
う
。
特
に

Ｃ
Ｅ
Ｏ
、
Ｃ
Ｏ
Ｏ
に
つ
い
て
形
式
的
な
代
表
権
限
の
有
無
、
実
際
の
担
当
業
務
の
社
内
外
の
区
分
け
な
ど
が
会
社
に
よ
り
区
々
に
な
っ
て

い
る
の
が
現
状
で
あ
ろ
う
。

Ｃ
Ｅ
Ｏ
が
会
長
職
あ
る
い
は
社
長
職
な
の
か
、
取
締
役
会
議
長
を
会
長
兼
任
と
す
る
か
、
あ
る
い
は
議
長
職
は
社
外
取
締
役
に
任
せ
て

会
長
職
を
別
に
置
き
Ｃ
Ｅ
Ｏ
が
担
う
の
か
、
各
場
合
に
お
い
て
権
限
、
責
任
な
ど
は
変
化
し
、
コ
ー
ド
規
定
を
昨
今
の
よ
う
に
詳
細
に
す

る
傾
向
が
強
ま
る
ほ
ど
、
企
業
側
の
対
応
は
狭
ま
り
、
柔
軟
性
も
失
わ
れ
る
。
取
締
役
会
議
長
に
社
外
取
締
役
が
就
く
場
合
は
と
も
か
く
、

Ｃ
Ｅ
Ｏ
、
会
長
が
兼
任
す
る
の
で
あ
れ
ば
議
長
と
し
て
の
業
務
を
監
視
し
評
価
す
る
機
能
を
独
立
社
外
取
締
役
の
み
で
構
成
す
る
独
立
社

（
三
二
八
）
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外
取
締
役
会
議
に
付
与
す
る
意
味
合
い
が
根
拠
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
。
か
か
る
規
定
は
、
英
国
コ
ー
ド
に
は
あ
る
が
、
我
が
国
コ
ー
ド

に
は
存
在
し
て
い
な
い
。

取
締
役
会
議
長
の
職
責
と
し
て
英
国
コ
ー
ド
で
は
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
戦
略
に
か
か
る
業
績
に
つ
い
て
の
意
見
を
理
解
す
べ
く
、
株
主
総

会
と
と
も
に
定
期
的
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
を
主
要
な
株
主
と
図
る
こ
と
、
取
締
役
会
全
体
と
し
て
株
主
の
意
見
を
明
確
に
理
解
で
き
る
よ

う
に
整
え
る
こ
と
（
各
則
３
）、
取
締
役
会
を
統
括
し
会
社
を
運
営
す
る
に
お
い
て
取
締
役
会
が
全
て
の
面
で
実
効
性
を
有
す
る
こ
と
に
対

し
て
責
任
を
負
う
こ
と
、
在
任
期
間
を
通
じ
て
寛
容
か
つ
闊
達
な
議
論
が
行
わ
れ
る
企
業
文
化
を
維
持
す
べ
き
こ
と
、
建
設
的
な
取
締
役

会
の
リ
レ
ー
シ
ョ
ン
お
よ
び
全
非
業
務
執
行
取
締
役
の
実
効
的
な
貢
献
の
促
進
を
図
り
、
取
締
役
が
性
格
、
適
時
、
明
確
な
情
報
取
得
が

で
き
る
こ
と
を
確
保
す
る
こ
と
（
原
則
Ｆ
）
等
が
規
定
さ
れ
て
い
る
（
30
）

。

取
締
役
会
議
長
と
独
立
非
業
務
執
行
取
締
役
、
更
に
筆
頭
独
立
取
締
役
の
関
係
に
つ
い
て
、
筆
頭
独
立
取
締
役
は
取
締
役
会
が
独
立
非

業
務
執
行
取
締
役
の
中
か
ら
一
名
を
指
名
し
、
取
締
役
会
議
長
に
広
報
の
手
段
（a�sounding�board

）
を
提
供
し
、
他
の
取
締
役
と
株
主

の
仲
介
人
の
役
割
を
果
た
す
。
非
業
務
執
行
取
締
役
は
筆
頭
独
立
取
締
役
主
導
に
よ
り
、
少
な
く
と
も
年
一
回
そ
の
他
必
要
に
応
じ
て
取

締
役
会
議
長
の
出
席
し
な
い
形
で
取
締
役
会
議
長
の
職
務
執
行
の
評
価
を
行
う
た
め
の
会
合
を
行
う
べ
き
で
あ
る
（
各
則
12
）。
非
業
務
執

行
取
締
役
は
業
務
執
行
取
締
役
の
選
解
任
主
要
な
役
割
を
有
す
る
。
取
締
役
会
議
長
は
、
業
務
執
行
取
締
役
が
出
席
し
な
い
非
業
務
執
行

取
締
役
の
み
に
よ
る
会
議
を
開
催
す
べ
き
で
あ
る
（
各
則
13
）。

監
督
機
能
の
主
要
な
取
り
ま
と
め
役
と
な
る
取
締
役
会
議
長
に
対
す
る
更
な
る
監
督
機
能
を
規
定
し
て
お
り
、
取
締
役
会
議
長
が
内
部

昇
格
に
よ
る
Ｃ
Ｅ
Ｏ
経
験
者
・
会
長
で
あ
る
場
合
に
、
有
用
な
内
容
を
有
し
て
い
る
。
独
立
非
業
務
執
行
取
締
役
の
み
の
会
合
を
持
ち
、

そ
の
代
表
と
し
て
筆
頭
独
立
取
締
役
を
指
名
す
る
こ
と
も
同
様
に
評
せ
よ
う
。
若
干
の
懸
念
と
し
て
、
筆
頭
独
立
取
締
役
は
取
締
役
会
が

（
三
二
九
）
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行
い
独
立
非
業
務
執
行
取
締
役
の
互
選
で
な
い
こ
と
、
非
業
務
執
行
取
締
役
の
み
に
よ
る
会
議
の
主
催
が
な
お
も
取
締
役
会
議
長
と
な
っ

て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
実
効
性
確
保
は
独
立
非
業
務
執
行
取
締
役
の
構
成
割
合
に
も
よ
る
が
、
過
半
数
を
独
立
非
業
務
執
行
取
締

役
に
よ
り
占
め
て
い
る
こ
と
が
前
提
で
あ
り
、
英
国
で
は
取
締
役
会
の
半
数
以
上
は
取
締
役
会
が
独
立
性
を
有
す
る
と
判
断
し
た
非
業
務

執
行
取
締
役
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
（
各
則
11
）。
そ
の
場
合
に
も
、
経
営
陣
寄
り
の
独
立
非
業
務
執
行
取
締
役
が
筆
頭
独
立
取
締
役
に
指
名

さ
れ
る
危
惧
は
残
り
、
独
立
非
業
務
執
行
取
締
役
の
互
選
が
望
ま
し
い
。
ま
た
取
締
役
会
議
長
の
職
務
評
価
は
コ
ー
ド
（
各
則
12
）
に
明

記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
他
必
要
に
応
じ
て
随
時
独
立
非
業
務
執
行
取
締
役
の
み
の
会
合
を
開
催
し
た
い
場
合
、
な
お
も
取
締
役
会
議
長

の
開
催
発
議
が
必
要
な
の
か
。
取
締
役
会
議
長
の
直
接
の
職
務
内
容
で
は
な
く
と
も
間
接
的
に
関
わ
っ
て
い
る
場
合
な
ど
に
つ
い
て
調

査
・
検
討
し
た
い
場
合
に
、
取
締
役
会
議
長
と
関
係
な
く
独
自
の
開
催
権
限
が
認
め
ら
れ
る
の
か
。
認
め
ら
れ
る
と
し
て
、
独
立
非
業
務

執
行
取
締
役
の
中
の
一
名
の
発
議
で
よ
い
か
、
独
立
非
業
務
執
行
取
締
役
間
の
多
数
決
に
よ
る
か
、
我
が
国
の
監
査
役
機
能
を
敷
衍
す
れ

ば
独
任
制
と
し
て
単
独
発
議
が
筋
で
あ
る
と
思
料
す
る
。
ま
た
独
立
非
業
務
執
行
取
締
役
の
み
の
会
合
に
お
け
る
決
定
権
限
等
に
つ
い
て

も
議
論
が
一
致
し
な
い
場
合
に
多
数
決
か
、
筆
頭
独
立
取
締
役
の
最
終
的
な
役
割
を
ど
う
す
る
か
、
こ
う
し
た
点
は
、
実
際
に
は
各
社
の

内
部
管
理
規
定
等
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

次
に
Ｃ
Ｅ
Ｏ
と
取
締
役
会
議
長
職
を
分
離
す
べ
き
こ
と
は
監
督
機
能
と
執
行
機
能
の
分
離
徹
底
の
視
点
か
ら
予
て
か
ら
い
わ
れ
て
き
た

が
、
Ｃ
Ｅ
Ｏ
が
業
務
執
行
権
限
を
代
表
し
得
る
こ
と
が
前
提
で
あ
り
、
Ｃ
Ｅ
Ｏ
が
代
表
取
締
役
で
あ
る
に
せ
よ
実
は
会
長
と
し
て
の
対
外

的
な
業
界
活
動
が
主
で
あ
り
、
社
内
の
業
務
執
行
の
事
実
上
の
最
終
的
な
決
定
権
限
は
Ｃ
Ｏ
Ｏ
が
別
途
代
表
取
締
役
と
し
て
存
在
す
る
場

合
、
か
か
る
会
長
（
Ｃ
Ｅ
Ｏ
）
と
議
長
職
の
分
離
徹
底
を
図
る
べ
き
重
要
性
は
低
下
す
る
。
必
ず
し
も
議
長
に
対
す
る
独
立
社
外
取
締
役

会
議
に
よ
る
監
視
、
評
価
は
必
要
に
で
は
な
い
嫌
い
も
あ
る
。
会
長
（
Ｃ
Ｅ
Ｏ
）
と
し
て
代
表
取
締
役
で
あ
る
場
合
が
少
な
く
な
い
の
は
、

（
三
三
〇
）
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業
界
活
動
な
ど
を
行
う
上
で
代
表
権
限
の
肩
書
が
あ
れ
ば
行
動
し
や
す
い
面
が
あ
り
、
必
ず
し
も
業
務
執
行
権
限
の
最
高
決
定
者
に
位
置

付
け
ら
れ
て
い
な
い
ケ
ー
ス
も
多
い
で
あ
ろ
う
。
社
内
決
定
・
稟
議
上
、
形
式
的
に
最
終
決
定
者
と
な
っ
て
い
て
も
、
事
実
上
代
表
取
締

役
社
長
（
Ｃ
Ｏ
Ｏ
）
の
段
階
で
決
済
さ
れ
、
会
長
（
Ｃ
Ｅ
Ｏ
）
と
し
て
は
追
認
す
る
の
が
実
態
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。
決
済
権
限
の
中
で
も

監
査
役
会
設
置
会
社
に
お
け
る
取
締
役
会
の
決
定
事
項
で
あ
れ
ば
集
団
的
意
思
決
定
（group�thinking

）、
経
営
判
断
原
則
な
ど
の
機
能
す

る
領
域
と
な
る
が
、
取
締
役
会
内
部
規
則
で
な
く
社
長
決
裁
規
定
以
下
の
領
域
で
は
こ
う
し
た
問
題
が
あ
り
、
果
た
し
て
コ
ー
ド
に
内
容

を
漏
ら
さ
ず
書
き
込
め
る
の
か
、
プ
リ
ン
シ
プ
ル
ベ
ー
ス
の
重
き
の
方
に
や
は
り
回
帰
す
べ
き
で
な
い
か
、
と
い
う
疑
問
も
生
じ
る
。

英
国
で
は
英
国
会
社
法
一
七
二
条
で
取
締
役
会
の
企
業
価
値
向
上
義
務
な
ど
比
較
的
大
枠
の
み
を
定
め
、
詳
細
は
コ
ー
ド
に
規
定
し
、

内
容
面
は
我
が
国
コ
ー
ド
以
上
に
詳
細
に
亘
っ
て
い
る
が
、
市
民
法
社
会
に
根
付
い
た
企
業
文
化
・
経
営
者
風
土
が
背
景
に
あ
っ
て
機
能

し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
今
後
我
が
国
に
お
い
て
会
社
法
や
金
商
法
な
ど
と
コ
ー
ド
の
在
り
方
を
い
か
に
制
度
設
計
す
る
の
か
、
概
念
整

理
を
含
め
た
根
本
的
な
問
い
に
対
応
し
な
い
ま
ま
、
コ
ー
ド
の
詳
細
化
あ
る
い
は
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
の
区
々
に
分
か
れ
た
分
離
の
縦
割
り
行

政
に
よ
る
提
示
を
精
力
的
に
進
め
る
こ
と
に
は
、
企
業
側
の
対
応
に
お
い
て
不
安
を
生
じ
さ
せ
な
い
か
一
抹
の
懸
念
を
感
じ
ざ
る
を
得
な

い
。
会
社
法
上
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
三
類
型
（
監
査
役
（
会
）
設
置
会
社
、
指
名
委
員
会
等
設
置
会
社
、
監
査
等
委
員
会
設
置
会
社
）
毎
に
株
主
総
会

あ
る
い
は
取
締
役
会
の
会
社
法
上
の
権
限
な
ど
は
相
違
す
る
が
、
実
際
に
は
内
部
規
定
等
に
よ
り
各
々
の
取
締
役
会
決
定
内
容
は
近
接
し

て
い
る
傾
向
が
あ
る
。
プ
リ
ン
シ
プ
ル
ベ
ー
ス
に
よ
る
規
律
回
帰
あ
る
い
は
ミ
ッ
ク
ス
化
も
再
考
さ
れ
る
面
が
あ
ろ
う
か
。

コ
ー
ド
の
詳
細
化
は
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
柔
軟
さ
を
失
い
か
ね
な
い
と
の
指
摘
が
関
経
連
か
ら
な
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
も
そ
も
プ
リ
ン
シ
プ

ル
ベ
ー
ス
の
ガ
イ
ダ
ン
ス
と
し
て
実
務
・
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
の
誘
導
を
図
る
こ
と
自
体
、
背
理
と
言
え
な
く
も
な
い
危
惧
が
あ
る
。

ガ
バ
ナ
ン
ス
三
類
型
に
止
ま
ら
ず
、
実
態
と
し
て
は
企
業
ご
と
に
業
態
、
グ
ロ
ー
バ
ル
度
、
株
主
構
成
、
持
株
会
社
化
、
更
に
は
企
業

（
三
三
一
）
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一
九
〇

文
化
等
の
相
違
も
あ
っ
て
企
業
実
態
は
区
々
な
様
相
を
呈
す
る
。
持
株
会
社
と
い
っ
て
も
親
会
社
で
あ
る
持
株
会
社
を
上
場
さ
せ
る
か
、

逆
に
親
会
社
を
非
上
場
と
し
て
子
会
社
を
上
場
さ
せ
る
か
、
ま
た
親
子
会
社
と
も
に
上
場
さ
せ
る
か
な
ど
、
資
金
調
達
・
企
業
戦
略
に
応

じ
、
あ
る
い
は
時
節
の
経
過
に
よ
っ
て
変
化
も
見
せ
る
。
中
央
集
権
的
な
運
営
を
図
る
か
、
分
散
型
運
営
を
図
る
か
と
い
っ
た
組
織
形
態

と
は
別
に
運
営
面
の
相
違
も
出
さ
れ
る
。

取
締
役
会
機
能
と
し
て
意
思
決
定
重
視
型
か
、
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
型
か
と
い
う
二
択
で
も
な
く
、
連
結
持
株
会
社
内
に
お
い
て
併
存
も
し

得
る
。
そ
の
全
て
の
類
型
に
亘
っ
て
事
例
を
掲
げ
、
社
外
取
締
役
、
経
営
陣
な
ど
の
権
限
・
役
割
、
義
務
・
責
任
等
を
マ
ト
リ
ッ
ク
ス
化

す
る
こ
と
は
、
経
営
企
画
・
法
務
面
の
対
応
が
十
分
で
な
い
企
業
に
お
い
て
一
定
の
基
本
類
型
を
示
す
メ
リ
ッ
ト
も
あ
る
が
、
既
存
の
企

業
の
分
類
を
試
み
た
場
合
の
後
追
い
的
な
類
型
化
に
止
ま
る
リ
ス
ク
も
あ
ろ
う
。
上
場
会
社
の
全
て
に
お
い
て
、
策
定
し
た
マ
ト
リ
ッ
ク

ス
あ
る
い
は
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
な
ど
の
何
れ
か
に
該
当
す
る
は
ず
と
し
て
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
方
向
性
に
枠
を
は
め
、
外
れ
た
も
の
を
不
適
格
と

み
な
す
よ
う
に
な
る
こ
と
は
避
け
た
い
。

反
面
で
経
済
産
業
省
の
二
〇
一
八
年
改
定
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
お
い
て
は
、
顧
問
や
相
談
役
の
在
り
方
、
会
社
秘
書
役
の
提
言
な
ど
課
題

と
な
っ
て
い
る
新
し
い
ガ
バ
ナ
ン
ス
領
域
を
積
極
的
に
取
り
込
ん
で
お
り
、
大
い
に
評
価
で
き
る
。
企
業
に
お
け
る
Ｃ
Ｇ
Ｃ
の
実
質
化
と

対
応
の
中
で
、
必
然
的
に
生
じ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
企
業
側
と
し
て
は
適
宜
に
取
り
込
み
、
あ
る
い
は
参
考
と
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

柔
軟
で
あ
る
べ
き
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
、
プ
リ
ン
シ
プ
ル
ベ
ー
ス
の
導
入
の
そ
も
そ
も
の
経
緯
や
主
旨
な
ど
と
の
整
合
性
は
重
要
で
あ
る
。

エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
を
伴
わ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
上
場
規
則
化
し
て
一
定
の
強
制
力
の
あ
る
Ｃ
Ｇ
Ｃ
と
の
適
用
関
係
、
逆
に
Ｃ
Ｇ
Ｃ
と

の
一
体
的
な
運
用
の
在
り
方
が
問
わ
れ
る
。

（
三
三
二
）



ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
な
ら
び
に
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
改
定
後
の
グ
ロ
ー
バ
ル
企
業
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
（
藤
川
）

一
九
一

３
．
統
一
性
あ
る
開
示
ル
ー
ル
策
定

開
示
情
報
の
充
実
に
関
し
て
、
金
融
審
議
会
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
報
告
（
二
〇
一
八
年
六
月
公
表
）
に
お
い

て
記
述
情
報
・
非
財
務
情
報
に
つ
い
て
プ
リ
ン
シ
プ
ル
ベ
ー
ス
の
ガ
イ
ダ
ン
ス
の
策
定
が
進
め
ら
れ
る
。
か
か
る
分
野
は
企
業
と
し
て
も

導
入
当
初
の
取
組
み
の
混
乱
を
避
け
、
統
一
性
を
図
る
上
で
も
重
要
性
は
高
い
。
プ
リ
ン
シ
プ
ル
ベ
ー
ス
に
関
し
て
は
、
上
場
企
業
に
お

け
る
直
近
の
Ｃ
Ｇ
Ｃ
に
対
す
る
コ
ン
プ
ラ
イ
率
が
高
い
こ
と
も
あ
っ
て
、
Ｅ
Ｓ
Ｇ
や
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
の
対
応
が
急
務
の
中
、
コ
ー
ド
の
実
質
化

に
向
け
プ
リ
ン
シ
プ
ル
ベ
ー
ス
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
策
定
さ
れ
て
き
た
面
も
あ
ろ
う
。
今
後
は
、
既
存
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
報
告
書
と
の
開
示

面
の
整
理
、
有
価
証
券
報
告
書
に
よ
る
一
本
化
も
含
め
て
、
わ
か
り
や
す
く
統
一
性
の
あ
る
開
示
ル
ー
ル
の
策
定
が
望
ま
れ
る
。
ガ
バ
ナ

ン
ス
の
柔
軟
性
維
持
か
ら
プ
リ
ン
シ
プ
ル
ベ
ー
ス
に
対
す
る
一
定
の
重
視
は
変
え
な
い
と
し
て
も
、
コ
ー
ド
実
質
化
を
図
る
上
で
、
ハ
ー

ド
ロ
ー
と
の
概
念
整
理
を
進
め
る
こ
と
は
必
須
と
思
料
す
る
。

４
．
多
様
な
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
と
英
国G

reen�P
aper

の
提
案

二
〇
一
六
年
英
国G

reen�P
aper （31
）

で
は
、
業
務
執
行
取
締
役
の
報
酬
規
制
の
見
直
し
・
強
化
、
二
〇
〇
六
年
会
社
法
一
七
二
条
の
規
律

を
前
提
に
株
主
以
外
の
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
の
意
見
を
取
締
役
会
レ
ベ
ル
の
意
思
決
定
等
に
反
映
さ
せ
る
新
た
な
枠
組
み
の
模
索
、
大
規

模
非
公
開
企
業
（large�privately-held�businesses

）
等
に
お
け
る
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
強
化
に
つ
い
て
、
会
社
法
改
正
の
要
否

を
含
め
所
要
の
見
直
し
を
行
う
方
針
を
表
明
し
た
（
32
）

。

経
営
陣
側
、
株
主
側
の
双
方
か
ら
の
改
善
提
案
を
図
る
手
法
は
、
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
の
利
益
の
反
映
、
重
視
に
向
け
、
我
が
国
の

コ
ー
ド
改
訂
や
ガ
バ
ン
ナ
ン
ス
の
改
善
を
図
る
具
体
的
手
法
と
し
て
、
大
い
に
参
考
と
な
ろ
う
。
単
な
る
筆
頭
独
立
社
外
取
締
役
の
選
任
、

あ
る
い
は
独
立
社
外
取
締
役
会
議
の
設
定
に
限
ら
ず
、
明
確
に
当
該
独
立
社
外
取
締
役
が
一
般
株
主
あ
る
い
は
少
数
株
主
の
利
益
代
表
で

（
三
三
三
）
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も
な
く
、
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
の
代
弁
者
と
し
て
の
立
場
を
法
的
に
明
確
化
す
る
点
で
、
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。
我
が
国
の
ガ
バ
ナ
ン

ス
・
コ
ー
ド
が
会
社
法
上
の
根
拠
規
定
の
な
い
ま
ま
、
Ｃ
Ｅ
Ｏ
等
の
概
念
の
統
一
も
図
ら
ず
上
場
規
則
化
さ
れ
、
ハ
ー
ド
ロ
ー
ほ
ど
で
な

い
に
し
て
も
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
を
備
え
て
い
る
こ
と
と
対
比
さ
れ
る
。

も
っ
と
も
取
締
役
会
に
お
い
て
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
間
の
利
害
対
立
の
代
弁
者
と
い
う
新
た
な
問
題
が
法
的
な
根
拠
を
伴
っ
て
生
じ
る

こ
と
に
な
り
、
他
の
取
締
役
と
の
利
益
相
反
問
題
、
取
締
役
会
全
体
と
し
て
の
企
業
価
値
向
上
に
向
け
た
一
般
的
義
務
と
の
相
克
な
ど
が

危
惧
さ
れ
、
更
に
多
数
決
に
向
け
て
人
数
配
分
な
ど
を
如
何
に
決
定
す
る
の
か
、
指
名
委
員
会
で
決
定
す
る
の
で
あ
れ
ば
そ
の
メ
ン
バ
ー

構
成
が
重
要
に
な
る
が
取
締
役
会
で
こ
れ
を
決
定
す
る
か
、
そ
も
そ
も
特
定
の
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
の
利
益
を
代
弁
す
る
独
立
社
外
取
締

役
は
一
名
と
な
る
の
で
あ
れ
ば
少
数
に
留
ま
り
、
多
数
派
の
意
見
に
流
さ
れ
か
ね
な
い
。
ま
た
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
代
表
取
締
役
と
し
て

代
表
権
を
付
与
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
非
業
務
執
行
取
締
役
が
担
う
と
す
る
の
は
法
的
に
整
合
性
が
と
れ
る
か
。
正
し
く
社
外
取
締
役
に
業

務
執
行
を
委
託
す
る
と
い
う
今
般
の
我
が
国
会
社
法
の
改
正
点
に
も
繋
が
る
議
論
と
な
る
。
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
の
利
益
を
担
う
の
で
あ

れ
ば
、
事
業
部
門
な
ど
の
特
定
業
務
を
抱
え
る
業
務
執
行
取
締
役
を
充
て
る
こ
と
は
そ
も
そ
も
考
え
に
く
い
。
こ
う
し
た
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス

に
向
け
た
新
し
い
問
題
も
生
じ
て
こ
よ
う
。
従
業
員
で
な
く
債
権
者
の
利
益
を
代
表
す
る
非
業
務
執
行
取
締
役
で
あ
れ
ば
、
少
な
く
と
も

従
業
員
と
異
な
り
、
完
全
に
外
部
の
存
在
で
も
あ
り
会
社
の
業
績
向
上
等
と
背
反
す
る
こ
と
に
は
な
り
に
く
い
。
そ
の
場
合
も
代
表
権
付

与
は
想
定
し
に
く
い
が
、
英
国
に
お
け
るG

reen�P
aper

の
提
案
・
議
論
は
一
考
に
値
す
る
と
思
料
さ
れ
る
。

（
三
三
四
）



ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
な
ら
び
に
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
改
定
後
の
グ
ロ
ー
バ
ル
企
業
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
（
藤
川
）

一
九
三

五
．
ヘ
ッ
ジ
フ
ァ
ン
ド
の
ア
ク
テ
ィ
ビ
ズ
ム
と
取
締
役
派
遣
な
ら
び
に
株
主
の
権
利

１
．
ア
ク
テ
ィ
ビ
ス
ト
か
ら
の
取
締
役
受
入
れ
の
動
き
─
オ
リ
ン
パ
ス
「
企
業
変
革
プ
ラ
ン
」
─

二
〇
一
八
年
一
月
一
一
日
オ
リ
ン
パ
ス
は
企
業
変
革
プ
ラ
ン
「T
ransform

�O
lym
pus

」
を
発
表
し
、
最
大
株
主V

alueA
ct�C
apital�

M
anagem

ent�L
.P
.

よ
り
一
名
（
同
社
パ
ー
ト
ナ
ー
）
を
受
入
れ
て
二
〇
一
九
年
六
月
株
主
総
会
で
選
任
す
る
取
締
役
候
補
者
と
す
る
こ
と

を
示
し
た
。
取
締
役
会
の
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
の
一
環
で
あ
り
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
知
見
や
経
験
を
取
締
役
会
に
取
り
込
ま
ん
と
し
、
他
の
新

任
二
名
の
取
締
役
候
補
者
に
つ
い
て
もV

alueA
ct

の
助
言
を
参
考
に
す
る
予
定
と
述
べ
る
。
ま
た
監
査
役
会
設
置
会
社
か
ら
、
指
名
委

員
会
等
設
置
へ
の
移
行
を
図
る
。
企
業
価
値
を
一
層
向
上
さ
せ
、
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
の
期
待
に
応
え
る
た
め
の
諸
施
策
と
述
べ
て
い

る
（
33
）

。

V
alueA

ct

は
ア
ク
テ
ィ
ビ
ス
ト
と
し
て
活
動
す
る
が
、
プ
ロ
キ
シ
ー
・
フ
ァ
イ
ト
（
委
任
状
合
戦
）
な
ど
の
経
営
陣
対
立
型
で
は
く
、

友
好
的
・
協
調
し
て
戦
略
提
案
、
事
業
企
画
提
案
な
ど
を
行
う
こ
と
が
多
く
、
米
国
の
よ
う
に
モ
ノ
言
う
株
主
か
ら
取
締
役
を
受
け
入
れ

る
動
き
と
し
て
注
視
さ
れ
る
。

Ｃ
Ｇ
Ｃ
に
定
め
る
取
締
役
会
に
お
け
る
多
様
性
・
国
際
性
の
充
足
に
も
繋
が
り
、
ダ
ブ
ル
コ
ー
ド
に
お
い
て
重
視
さ
れ
て
い
る
対
話
・

エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
の
究
極
の
発
現
形
態
と
も
い
え
る
。
反
面
で
、
少
数
株
主
保
護
を
い
か
に
図
る
か
、
株
主
に
よ
る
ガ
バ
ナ
ン
ス
機
能

は
緊
張
関
係
が
薄
れ
て
し
ま
う
こ
と
で
機
能
す
る
か
と
い
っ
た
将
来
的
な
課
題
も
あ
ろ
う
（
私
見
）。

（
三
三
五
）
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一
九
四

２
．
ヘ
ッ
ジ
フ
ァ
ン
ド
の
ア
ク
テ
ィ
ビ
ズ
ム
と
株
主
の
権
利
─
ウ
ル
フ
パ
ッ
ク
と
情
報
格
差
─

⑴
　
ウ
ル
フ
パ
ッ
ク
と
情
報
格
差

ア
ク
テ
ィ
ビ
ス
ト
か
ら
の
取
締
役
受
入
れ
の
動
き
に
関
連
し
て
、
ヘ
ッ
ジ
フ
ァ
ン
ド
の
ア
ク
テ
ィ
ビ
ズ
ム
と
株
主
の
権
利
に
つ
い
て
考

察
が
さ
れ
て
い
る
。
ア
ク
テ
ィ
ビ
ス
ト
・
フ
ァ
ン
ド
は
通
常
は
保
有
株
式
数
が
数
％
程
度
に
止
ま
り
、
議
決
権
争
奪
戦
（P

roxy�F
ight

）

の
局
面
で
は
前
提
と
し
て
他
の
ア
ク
テ
ィ
ビ
ス
ト
・
フ
ァ
ン
ド
と
多
数
派
工
作
の
た
め
に
協
調
行
動
を
と
る
こ
と
が
多
く
な
る
（W

olf�

P
ack

）。
私
的
和
解
（private�settlem

ent

）
に
よ
り
取
締
役
の
派
遣
や
経
営
改
善
を
求
め
る
こ
と
に
よ
り
情
報
を
取
得
し
（Inform

ation�

L
eakage�

情
報
漏
洩
）、
多
数
派
株
主
で
す
ら
超
過
収
益
を
巡
っ
て
情
報
格
差
に
よ
る
不
利
益
を
蒙
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
リ
ス
ク
が
あ

る
（
34
）

。か
か
る
株
式
大
量
保
有
報
告
制
度
の
対
象
に
な
ら
な
い
形
で
複
数
フ
ァ
ン
ド
が
協
調
的
意
思
の
下
に
独
自
に
株
式
を
買
い
進
め
る
対
応

に
対
し
て
、
米
国
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
の
近
時
の
裁
判
例
は
低
水
準
の
発
動
基
準
を
持
つ
買
収
防
衛
策
を
肯
定
し
、
上
場
企
業
の
取
締
役
会
が

中
長
期
的
利
益
の
最
大
化
の
視
点
に
立
っ
て
正
当
な
事
業
戦
略
を
有
す
る
場
合
は
、
当
該
戦
略
に
対
し
脅
威
と
な
り
得
る
短
期
的
利
益
の

実
現
行
動
に
裁
判
所
は
少
な
く
と
も
助
力
し
な
い
と
の
ス
タ
ン
ス
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
（
35
）

。

⑵
　
重
要
事
項
と
情
報
漏
洩
─
独
立
取
締
役
と
フ
ァ
ン
ド
従
業
員
出
身
取
締
役
の
相
違
─

ア
ク
テ
ィ
ビ
ス
ト
・
フ
ァ
ン
ド
は
秘
密
裏
に
対
象
会
社
と
交
渉
し
、
要
求
項
目
に
つ
い
て
私
的
和
解
を
行
う
が
、
全
て
の
開
示
義
務
は

な
い
。
フ
ァ
ン
ド
側
の
役
員
を
受
け
入
れ
た
場
合
、
多
く
の
ケ
ー
ス
で
Ｃ
Ｅ
Ｏ
交
替
も
起
き
て
い
る
。
か
か
る
フ
ァ
ン
ド
側
の
役
員
は

フ
ァ
ン
ド
の
従
業
員
が
多
く
、
役
員
会
に
参
加
す
れ
ば
重
要
事
項
の
漏
洩
の
リ
ス
ク
が
あ
る
。
即
ち
独
立
取
締
役
と
異
な
り
、
フ
ァ
ン
ド

従
業
員
が
役
員
に
選
任
さ
れ
れ
ば
重
要
事
項
（M

aterial�Inform
ation

）
の
公
表
前
に
漏
洩
が
起
き
か
ね
な
い
。
更
に
は
フ
ァ
ン
ド
提
案
が

（
三
三
六
）
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一
九
五

私
的
和
解
に
よ
っ
て
会
社
提
案
と
な
る
こ
と
が
あ
り
、
多
数
派
株
主
で
す
ら
不
利
益
を
蒙
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
こ
う
し
た
情
報
の

不
平
等
は
株
主
平
等
原
則
違
反
と
し
て
認
識
す
べ
き
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
（
36
）

。
私
的
和
解
の
成
立
阻
止
と
証
券
法
制
に
関
し
て
、
①
私
的
和

解
の
プ
ロ
セ
ス
に
機
関
投
資
家
を
関
与
さ
せ
る
こ
と
、
②
私
的
和
解
に
株
主
の
情
報
開
示
を
義
務
化
す
る
こ
と
が
提
示
さ
れ
て
い
る

（C
offee

教
授
（
37
））。

後
者
に
つ
い
て
は
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
・
法
人
関
係
情
報
の
規
制
と
し
て
、
ウ
ル
フ
パ
ッ
ク
に
つ
き
集
合
体
（group

）

と
し
て
把
握
し
、
非
公
開
の
情
報
授
受
に
よ
り
集
合
体
と
し
て
の
認
定
を
図
り
、
開
示
規
制
を
適
用
せ
ん
と
す
る
。

⑶
　
我
が
国
法
制
へ
の
示
唆

我
が
国
法
制
へ
の
示
唆
と
し
て
は
、
①
ア
ク
テ
ィ
ビ
ス
ト
・
フ
ァ
ン
ド
に
よ
る
私
的
和
解
の
み
な
ら
ず
、
Ｃ
Ｇ
Ｃ
、
Ｓ
Ｓ
Ｃ
、
更
に
は

対
話
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
基
づ
く
株
主
と
の
対
話
に
お
い
て
も
重
要
情
報
に
つ
い
て
は
株
主
平
等
原
則
を
適
用
す
る
べ
き
で
あ
る
。
②
フ
ェ

ア
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
・
ル
ー
ル
は
既
に
存
在
す
る
が
完
全
に
は
機
能
し
て
お
ら
ず
、
法
人
関
係
情
報
や
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
規
制
な

ど
証
券
法
制
に
よ
り
か
か
る
情
報
の
平
等
性
に
対
応
す
べ
き
で
あ
る
。
株
主
に
は
共
通
の
情
報
を
得
る
権
利
が
あ
る
の
で
あ
り
、
タ
イ
ム

リ
ー
な
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
が
求
め
ら
れ
る
。
フ
ェ
ア
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
・
ル
ー
ル
に
つ
い
て
、
上
場
会
社
の
運
営
、
業
務
ま
た

は
財
産
に
関
す
る
公
表
さ
れ
て
い
な
い
情
報
で
あ
っ
て
、
投
資
者
の
投
資
判
断
に
重
要
な
影
響
を
及
ぼ
す
情
報
（
重
要
情
報
）
の
伝
達
を

上
場
会
社
が
行
う
場
合
、
原
則
と
し
て
当
該
重
要
情
報
を
同
時
に
公
表
す
る
義
務
が
規
定
さ
れ
て
い
る
（
金
融
商
品
取
引
法
二
七
条
の
三
六

第
一
項
（
38
））。

主
要
株
主
と
の
対
話
に
お
い
て
、
重
要
情
報
を
伝
達
す
る
こ
と
も
同
時
に
公
表
す
る
必
要
性
が
あ
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
対

話
を
図
る
べ
き
で
あ
る
。
Ｉ
Ｒ
あ
る
い
は
対
話
に
よ
っ
て
適
時
開
示
が
求
め
ら
れ
る
。
自
己
売
買
や
勧
誘
規
制
の
み
で
十
分
か
、
株
主
間

の
情
報
の
平
等
性
を
担
保
す
る
機
能
を
持
た
せ
る
べ
き
提
案
が
さ
れ
て
い
る
（
39
）

。

ア
ク
テ
ィ
ビ
ス
ト
・
フ
ァ
ン
ド
の
従
業
員
出
身
取
締
役
は
本
来
的
な
独
立
取
締
役
と
異
な
り
、
あ
く
ま
で
出
身
フ
ァ
ン
ド
の
利
益
の
た

（
三
三
七
）
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め
に
働
く
使
命
を
担
っ
て
い
る
こ
と
が
ポ
イ
ン
ト
と
な
り
、
一
般
的
株
主
あ
る
い
は
少
数
株
主
の
立
場
で
中
長
期
的
企
業
価
値
向
上
、
ス

テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
の
利
益
の
た
め
に
機
能
す
る
と
は
限
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
と
し
て
の
債
権
者
に
つ

い
て
も
同
様
の
趣
旨
が
当
て
は
ま
り
、
同
じ
く
長
期
安
定
資
金
供
給
を
行
う
銀
行
間
で
も
メ
イ
ン
バ
ン
ク
か
否
か
等
に
よ
り
内
部
情
報
格

差
、
役
割
の
相
違
は
生
じ
得
る
（
私
見
（
40
））。

３
．
第
三
者
委
員
会
と
弁
護
士
依
頼
者
秘
匿
特
権
な
ら
び
に
取
締
役
の
株
主
に
対
す
る
説
明
責
任

独
立
社
外
取
締
役
の
役
割
・
機
能
に
関
連
し
て
、
第
三
者
委
員
会
と
弁
護
士
依
頼
者
秘
匿
特
権
な
ら
び
に
取
締
役
の
株
主
に
対
す
る
説

明
責
任
が
新
た
に
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
ス
ル
ガ
銀
行
の
第
三
者
委
員
会
調
査
報
告
書
（
二
〇
一
八
年
九
月
七
日
（
41
））

で
は
業
務
執
行
取
締
役

の
み
な
ら
ず
常
勤
監
査
役
に
も
善
管
注
意
義
務
違
反
を
認
め
て
い
る
が
、
有
効
に
機
能
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
が
提
供
さ
れ
る
体
制
に

な
か
っ
た
社
外
取
締
役
、
社
外
監
査
役
に
は
法
的
責
任
は
認
め
ら
れ
な
い
と
し
て
い
る
。
ま
た
社
外
取
締
役
が
第
三
者
委
員
会
に
加
わ
る

場
合
の
業
務
執
行
性
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
今
般
の
会
社
法
改
正
要
綱
案
に
お
い
て
対
応
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。

第
三
者
委
員
会
に
関
連
し
て
弁
護
依
頼
者
秘
匿
特
権
（
42
）

の
問
題
、
そ
の
対
処
が
議
論
に
な
っ
て
き
て
い
る
（
43
）

。
神
戸
製
鋼
所
に
お
け
る
品
質

不
正
の
原
因
に
か
か
る
調
査
委
員
会
報
告
書
（
二
〇
一
八
年
三
月
六
日
）
に
つ
い
て
、
調
査
委
員
会
は
外
部
の
弁
護
士
等
で
構
成
さ
れ
、
報

告
書
の
開
示
が
米
国
で
は
弁
護
士
依
頼
者
秘
匿
特
権
（A

ttorney-C
lient�P

rivilege

）
の
放
棄
と
み
な
さ
れ
、
会
社
に
不
利
益
に
な
る
と
し

て
不
開
示
と
し
、
ま
と
め
て
記
者
会
見
し
た
事
例
が
生
じ
て
い
る
（
44
）

。
こ
れ
に
対
し
て
第
三
者
委
員
会
報
告
書
格
付
け
委
員
会
（
久
保
利
英

明
委
員
長
）
は
低
評
価
と
し
た
上
で
、
外
部
調
査
委
員
会
の
調
査
報
告
書
に
は
弁
護
士
依
頼
者
秘
匿
特
権
が
及
ば
ず
、
独
立
性
の
高
い
第

三
者
委
員
会
と
弁
護
士
依
頼
者
秘
匿
特
権
は
相
容
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
等
の
コ
メ
ン
ト
が
さ
れ
た
（
二
〇
一
八
年
三
月
三
〇
日
（
45
））。

神
戸
製
鋼
所
は
報
告
書
全
体
が
秘
匿
特
権
で
守
る
対
象
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
、
そ
の
判
断
を
企
業
自
ら
が
行
っ
た
上
で
、
第
三
者
委

（
三
三
八
）
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ッ
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コ
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改
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後
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改
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（
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川
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一
九
七

員
会
報
告
書
と
は
別
に
調
査
報
告
書
に
基
づ
き
自
ら
の
報
告
書
を
作
成
し
て
提
出
し
て
い
る
。
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド

（
基
本
原
則
３
）、
会
社
法
規
定
（
三
五
五
条
、
三
五
七
条
）
な
ど
に
よ
り
、
取
締
役
の
株
主
に
対
す
る
説
明
責
任
は
株
主
・
投
資
家
、
消
費

者
、
顧
客
・
取
引
先
、
更
に
は
従
業
員
な
ど
全
て
の
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
に
対
す
る
義
務
と
し
て
拡
張
し
て
理
解
さ
れ
る
。
秘
匿
特
権
を

主
張
す
る
こ
と
に
は
取
締
役
の
責
任
を
問
わ
れ
か
ね
な
い
点
で
取
締
役
会
の
リ
ス
ク
判
断
と
な
り
、
特
に
独
立
社
外
取
締
役
が
か
か
る
リ

ス
ク
を
勘
案
し
て
正
し
い
判
断
と
助
言
を
す
る
役
割
・
責
務
を
担
っ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
、
そ
の
点
に
独
立
社
外
取
締
役
の
機
能
が
期

待
さ
れ
て
い
よ
う
か
（
46
）

。

六
．
Ｅ
Ｕ
第
二
次
株
主
権
指
令
、
議
決
権
助
言
会
社
規
制
な
ら
び
に
部
分
的
ハ
ー
ド
ロ
ー
形
成

１
．
Ｅ
Ｕ
第
二
次
株
主
権
指
令
─
株
主
が
誰
で
あ
る
か
を
知
る
権
利
、
株
主
権
の
行
使
と
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
の
促
進
─

企
業
の
持
続
的
成
長
に
向
け
た
株
主
・
機
関
投
資
家
と
経
営
者
の
対
話
・
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
の
強
化
に
向
け
た
議
論
が
グ
ロ
ー
バ
ル

レ
ベ
ル
で
活
発
化
し
、
具
体
的
に
は
①
パ
ッ
シ
ブ
運
用
主
体
の
中
で
株
主
権
行
使
や
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
に
よ
る
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ

ナ
ン
ス
向
上
を
い
か
に
確
保
・
促
進
す
る
か
。
②
イ
ン
ベ
ス
ト
メ
ン
ト
チ
ェ
ー
ン
の
複
雑
化
と
地
理
的
拡
大
の
中
で
、
株
主
権
行
使
を
い

か
に
図
る
か
。
③
機
関
投
資
家
の
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
責
任
、
経
営
者
と
の
建
設
的
対
話
促
進
に
向
け
た
規
範
の
ソ
フ
ト
ロ
ー
化
あ
る

い
は
部
分
的
ハ
ー
ド
ロ
ー
化
の
進
展
が
想
定
さ
れ
る
。
④
株
主
外
の
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
の
利
益
、
社
会
・
環
境
問
題
へ
の
配
慮
の
要
請

が
強
ま
り
、
機
関
投
資
家
に
対
す
る2006

年
国
連
責
任
投
資
原
則
（
Ｐ
Ｒ
Ｉ
）、
機
関
投
資
家
に
お
け
る
Ｅ
Ｓ
Ｇ
投
資
の
重
視
、
投
資
先
企

業
に
お
け
る
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
（S

ustainable�D
evelopm

ent�G
oals

）
に
向
け
た
経
営
（
二
〇
一
五
年
国
連
「
世
界
を
変
え
る
：
持
続
的
発
展
の

（
三
三
九
）
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一
九
八

た
め
の
二
〇
三
〇
年
の
ア
ジ
ェ
ン
ダ
」
な
ど
に
対
す
る
整
合
性
が
求
め
ら
れ
て
い
る
（
47
）

。

２
．
Ｅ
Ｕ
第
二
次
株
主
権
指
令
と
株
主
が
誰
で
あ
る
か
を
知
る
権
利

Ｅ
Ｕ
で
は
二
〇
一
七
年
五
月
一
七
日
Ｅ
Ｕ
第
二
次
株
主
権
指
令
（E
U
�S
hareholder�R

ights�D
irectiveⅡ

�

長
期
的
な
株
主
の
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ

ン
ト
の
促
進
に
関
す
る
Ｅ
Ｕ
指
令
を
改
正
す
る
指
令
（
48
））

が
発
出
さ
れ
、
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
は
第
二
次
株
主
権
指
令
を
二
〇
一
九
年
六
月
一
〇
日
ま
で

に
国
内
法
化
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
ら
れ
た
。
背
景
に
は
二
〇
一
二
年
一
二
月
一
二
日
欧
州
委
員
会
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
が
あ
り
、
株
主

と
持
続
可
能
な
会
社
と
の
間
の
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
を
促
進
す
る
現
代
的
な
法
的
枠
組
み
に
向
け
て
、
欧
州
委
員
会
は
長
期
保
有
株
主
に

よ
る
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
を
奨
励
し
、
投
資
先
企
業
と
投
資
者
の
間
の
透
明
性
を
向
上
さ
せ
る
た
め
に
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
分

野
で
多
く
の
提
言
を
行
う
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

第
一
の
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
、
長
期
保
有
株
主
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
し
、
会
社
が
株
主
を
特
定
す
る
権
利
を
定
め
、
議
決
権
割
合
が

〇
・
五
％
以
下
で
あ
れ
ば
加
盟
国
の
自
由
裁
量
と
す
る
が
、
〇
・
五
％
を
超
え
る
と
強
行
法
規
化
す
る
内
容
を
定
め
て
い
る
。
Ｅ
Ｕ
指
令
と

い
う
ハ
ー
ド
ロ
ー
の
中
の
更
な
る
ハ
ー
ド
ロ
ー
と
い
え
る
。
株
主
権
の
行
使
と
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
の
促
進
の
た
め
に
は
、
会
社
に
お
い

て
株
主
が
誰
で
あ
る
か
を
知
る
権
利
が
重
要
で
あ
る
と
位
置
付
け
る
。

第
二
の
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
株
主
権
行
使
の
促
進
に
関
し
、
会
社
情
報
の
提
供
に
つ
い
て
イ
ン
ベ
ス
ト
メ
ン
ト
・
チ
ェ
ー
ン
で
あ
る
仲
介

機
関
に
義
務
付
け
を
行
っ
た
。
そ
の
た
め
に
発
行
会
社
が
招
集
等
の
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
に
な
る
。

更
に
機
関
投
資
家
お
よ
び
資
産
運
用
業
者
の
行
為
規
範
の
策
定
を
図
る
。
機
関
投
資
家
お
よ
び
資
産
運
用
業
者
の
議
決
権
な
ど
株
主
権

行
使
と
経
営
者
の
協
働
に
関
す
る
透
明
性
向
上
を
図
る
べ
く
、
英
国
Ｓ
Ｓ
Ｃ
を
範
と
す
る
も
の
で
、
投
資
者
に
そ
の
よ
う
な
透
明
性
の
重

要
性
を
気
付
か
せ
、
投
資
者
に
よ
る
最
適
な
投
資
決
定
を
可
能
に
す
る
。
ま
た
会
社
と
株
主
の
対
話
を
容
易
に
し
、
株
主
と
投
資
先
企
業

（
三
四
〇
）



ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
な
ら
び
に
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
改
定
後
の
グ
ロ
ー
バ
ル
企
業
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
（
藤
川
）

一
九
九

の
協
働
を
促
進
す
る
と
共
に
、
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
や
市
民
に
対
す
る
説
明
責
任
を
強
化
せ
ん
と
す
る
。

３
．
株
主
が
誰
で
あ
る
か
を
知
る
権
利
と
我
が
国
へ
の
示
唆

①
株
主
が
誰
で
あ
る
か
を
知
る
権
利
に
関
し
、
Ｅ
Ｕ
で
は
ハ
ー
ド
ロ
ー
レ
ベ
ル
で
企
業
開
示
制
度
を
制
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
立
法
論

と
し
て
我
が
国
へ
導
入
が
図
れ
る
か
が
検
討
さ
れ
る
。
英
国
で
は
企
業
買
収
に
お
い
て
秘
密
保
持
義
務
も
あ
り
買
収
防
衛
策
を
導
入
し
に

く
い
背
景
が
あ
る
中
で
採
ら
れ
た
手
法
で
も
あ
り
、
直
接
に
導
入
す
る
こ
と
は
考
え
に
く
い
面
も
あ
ろ
う
。

②
パ
ッ
シ
ブ
運
用
の
お
け
る
株
主
と
経
営
者
の
対
話
の
在
り
方
と
し
て
、
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
責
任
の
開
示
に
つ
い
て
部
分
的
に

ハ
ー
ド
ロ
ー
化
す
る
必
要
が
あ
る
か
、
ソ
フ
ト
ロ
ー
と
し
て
の
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
責
任
の
ま
ま
で
は
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
問
題
を
解
決

で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
が
課
題
と
な
る
。

③
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
活
動
や
Ｅ
Ｓ
Ｇ
問
題
な
ど
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
と
の
対
話
が
会
社
役
員
や
資
産
運
用
業
者
の
善
管
注
意
義
務

あ
る
い
は
忠
実
義
務
と
抵
触
す
る
怖
れ
は
な
い
か
、
に
つ
い
て
は
中
長
期
的
視
点
を
導
入
し
洗
練
さ
れ
た
株
主
利
益
最
大
化
論
を
採
り
、

株
主
利
益
と
の
統
合
あ
る
い
は
両
立
を
図
ら
ん
と
し
て
い
る
英
国
に
お
け
る
議
論
や
法
制
度
の
検
討
が
な
さ
れ
る
。
む
し
ろ
中
長
期
的
利

益
の
増
大
に
繋
が
り
、
株
式
市
場
の
効
率
性
を
念
頭
に
市
場
全
体
の
リ
タ
ー
ン
の
底
上
げ
に
資
す
る
と
い
う
考
え
方
も
あ
る
。
ス
テ
ー
ク

ホ
ル
ダ
ー
へ
配
慮
す
る
こ
と
が
取
締
役
の
等
の
視
点
を
含
め
、
株
主
、
投
資
家
、
金
融
資
本
市
場
を
相
互
的
に
考
慮
し
た
施
策
が
必
要
に

な
る
（
49
）

。
４
．
Ｅ
Ｕ
第
２
次
株
主
権
指
令
に
お
け
る
議
決
権
行
使
助
言
会
社
規
制

Ｅ
Ｕ
株
主
権
利
指
令
（
Ｓ
Ｒ
Ｄ
Ⅱ
）
で
は
、
開
示
規
制
と
し
て
議
決
権
行
使
助
言
会
社
に
お
い
て
助
言
等
に
関
す
る
以
下
の
内
容
を
毎

年
開
示
さ
せ
る
こ
と
等
を
含
む
規
制
を
加
盟
国
が
導
入
す
る
こ
と
を
求
め
る
。
利
用
し
て
い
る
方
法
・
モ
デ
ル
の
特
徴
、
主
な
情
報
源
、

（
三
四
一
）



政
経
研
究

　第
五
十
六
巻
第
二
号
（
二
〇
一
九
年
七
月
）

二
〇
〇

サ
ー
ビ
ス
の
質
お
よ
び
ス
タ
ッ
フ
の
資
質
を
確
保
す
る
た
め
の
手
続
、
各
国
市
場
・
法
規
制
・
対
象
企
業
に
係
る
個
別
事
情
の
考
慮
の
有

無
・
内
容
、
市
場
毎
の
議
決
権
行
使
助
言
方
針
の
特
徴
、
対
象
企
業
・
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
と
の
対
話
の
有
無
・
内
容
、
利
益
相
反
管
理

方
針
。
こ
の
他
、
機
関
投
資
家
等
に
お
い
て
議
決
権
行
使
助
言
会
社
の
利
用
に
関
す
る
説
明
を
含
む
対
話
方
針
を
ど
の
よ
う
に
実
施
し
て

い
る
か
に
つ
い
て
、
毎
年
開
示
す
る
か
、
開
示
で
き
な
い
場
合
に
は
説
明
を
求
め
る
（com

ply�or�explain

）。

利
益
相
反
へ
の
対
応
状
況
等
の
開
示
に
つ
い
て
、
議
決
権
行
使
助
言
会
社
に
お
い
て
サ
ー
ビ
ス
に
影
響
を
与
え
る
可
能
性
の
あ
る
利
益

相
反
・
事
業
上
の
関
係
（
潜
在
的
な
も
の
を
含
む
）
の
内
容
、
利
益
相
反
の
管
理
等
の
た
め
に
実
施
し
て
い
る
対
応
内
容
を
顧
客
に
開
示
さ

せ
る
規
制
を
加
盟
国
に
お
い
て
導
入
す
る
こ
と
を
求
め
る
。
ま
た
欧
州
証
券
市
場
監
督
局
（E

uropean�S
ecurities�and�M

arkets�

A
uthority��E

S
M
A

）
の
要
請
を
踏
ま
え
、
議
決
権
行
使
助
言
会
社
に
て
構
成
さ
れ
る
機
関
（B

est�P
ractice�P

rinciple�G
roup

）
が

二
〇
一
四
年
に
議
決
権
行
使
助
言
会
社
の
助
言
活
動
に
関
す
る
原
則
（B

est�P
ractice�P

rinciple

）
を
策
定
し
て
い
る
が
、
指
令
改
正
に

伴
い
当
該
原
則
の
改
訂
に
向
け
て
検
討
中
で
あ
る
（
50
）

。

七�

．
英
国
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
の
改
定
案
公
表�

─A
pply�and�E

xplain

、
我
が
国
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
の
次
期
改
定
に
向
け
て
─

１
．
英
国
Ｆ
Ｒ
Ｃ
に
よ
る
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
改
定
案
─E

scalation

とC
ollaboration

─

二
〇
一
九
年
一
月
三
〇
日
英
国
Ｆ
Ｒ
Ｃ
（
財
務
報
告
評
議
会
）
は
英
国
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
の
改
定
案
を
公
表
し
た
（
51
）

。

二
〇
一
二
年
改
定
以
降
の
実
務
動
向
、
二
〇
一
七
年
第
二
次
Ｅ
Ｕ
株
主
権
指
令
（E

U
�S
hareholder�R

ights�D
irectiveⅡ

）
の
内
容
も
踏
ま

（
三
四
二
）



ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
な
ら
び
に
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
改
定
後
の
グ
ロ
ー
バ
ル
企
業
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
（
藤
川
）

二
〇
一

え
て
大
幅
な
改
定
に
至
っ
て
お
り
、
機
関
投
資
家
に
よ
る
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
活
動
に
つ
い
て
高
度
な
期
待
を
示
す
も
の
で
注
視
さ
れ

て
い
る
。

主
要
な
改
定
内
容
は
、
①
コ
ー
ド
の
構
成
の
見
直
し
、
②
組
織
の
目
的
等
の
設
定
と
ガ
バ
ナ
ン
ス
強
化
、
③
Ｅ
Ｓ
Ｇ
要
素
の
考
慮
で
あ

る
。
改
定
案
の
構
成
と
し
て
原
則
・
ガ
イ
ダ
ン
ス
の
二
段
階
か
ら
、
原
則
・
各
則
（P

rovision

）・
ガ
イ
ダ
ン
ス
の
三
段
階
構
成
に
変
更
し
、

英
国
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
（
二
〇
一
八
年
七
月
改
訂
）
と
構
成
を
合
わ
せ
る
観
点
に
立
っ
て
い
る
。
運
用
機
関
、
ア
セ
ッ

ト
オ
ー
ナ
ー
に
つ
い
て
は
共
通
の
原
則
を
設
け
、
各
則
・
ガ
イ
ダ
ン
ス
を
規
定
す
る
。
サ
ー
ビ
ス
プ
ロ
バ
イ
ダ
ー
（
運
用
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
、

議
決
権
行
使
助
言
会
社
を
含
む
。）
に
つ
い
て
は
別
途
、
原
則
・
各
則
・
ガ
イ
ダ
ン
ス
を
規
定
し
た
。
第
一
章
目
的
・
目
標
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
、

第
二
章
投
資
ア
プ
ロ
ー
チ
、
第
三
章
積
極
的
な
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
、
第
四
章
建
設
的
な
対
話
・
明
確
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、
第
五
章
権

利
の
行
使
と
責
任
と
構
成
し
て
い
る
。
各
原
則
に
つ
い
て
適
用
を
義
務
付
け
るA

pply�and�E
xplain

を
求
め
て
い
る
。

ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
を
受
益
者
・
経
済
・
社
会
の
持
続
可
能
な
価
値
を
創
造
す
る
た
め
の
機
関
投
資
共
同
体
を
超
え
た
責
任
あ
る
資

産
配
分
と
管
理
と
定
義
し
、
署
名
者
に
組
織
目
的
の
設
定
と
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
の
目
的
や
ガ
バ
ナ
ン
ス
体
制
等
の
開
示
を
要
求
す
る
。

債
券
等
、
上
場
株
式
以
外
の
形
で
投
資
す
る
場
合
に
お
い
て
も
原
則
の
適
用
を
奨
励
し
て
Ｅ
Ｓ
Ｇ
要
素
の
考
慮
を
明
確
に
要
求
す
る
。
活

動
と
結
果
に
関
す
る
年
間
報
告
（A

nnual�activity�and�O
utcom

e�R
eport

）
の
提
出
・
開
示
を
要
求
す
る
。
開
示
等
に
つ
い
て
は
、
Ｅ
Ｕ
の

第
二
次
株
主
権
利
指
令
を
前
提
に
高
水
準
を
要
求
す
る
内
容
で
あ
る
。

次
期
の
我
が
国
Ｓ
Ｓ
Ｃ
改
定
に
向
け
て
は
、
投
資
家
の
意
思
決
定
の
フ
ァ
ク
タ
ー
の
中
に
Ｅ
Ｓ
Ｇ
要
素
を
イ
ン
テ
グ
レ
ー
シ
ョ
ン
し
、

金
融
市
場
の
安
定
性
を
求
め
て
シ
ス
テ
マ
テ
ィ
ッ
ク
・
リ
ス
ク
の
観
点
を
取
り
込
む
こ
と
、
投
資
家
と
の
対
話
で
はE

scalation

と

C
ollaboration

を
図
る
プ
ロ
セ
ス
が
重
要
で
あ
る
こ
と
等
の
指
摘
も
さ
れ
て
い
る
（
52
）

。

（
三
四
三
）



政
経
研
究

　第
五
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六
巻
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二
号
（
二
〇
一
九
年
七
月
）

二
〇
二

２
．
コ
ー
ド
の
構
成
の
見
直
し
と
適
用
範
囲
拡
大
─A

pply�and�E
xplain

─

英
国
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
改
定
案
で
は
コ
ー
ド
全
体
の
構
成
を
見
直
し
、
章
立
て
を
変
更
し
て
い
る
。
ま
た
二
〇
一
八
年

改
定
の
英
国
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
に
沿
っ
て
原
則
（P

rinciples

）、
各
則
（P

rovisions

）
に
整
理
し
、
指
針

（G
uidance

）
を
設
け
て
い
る
（
53
）

。

各
則
に
関
し
て
はC

om
ply�or�E

xplain

が
求
め
ら
れ
る
が
、
他
方
基
本
的
な
内
容
を
示
す
原
則
に
つ
い
て
は
適
用
し
た
う
え
で
の
態

様
を
示
すA

pply�and�E
xplain

が
新
し
く
求
め
ら
れ
る
。
Ｅ
Ｕ
株
主
権
利
指
令
（
Ｓ
Ｄ
Ｒ
）
と
平
仄
を
合
わ
せ
る
必
要
も
あ
っ
て
プ
リ

ン
シ
プ
ル
べ
ー
ス
の
下
で
ル
ー
ル
化
を
強
め
る
も
の
と
い
え
る
。
ま
た
ア
セ
ッ
ト
オ
ー
ナ
ー
と
運
用
機
関
、
議
決
権
行
使
助
言
会
社
等
の

サ
ー
ビ
ス
プ
ロ
バ
イ
ダ
ー
に
適
用
さ
れ
る
規
律
が
明
確
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。

コ
ー
ド
の
適
用
範
囲
に
つ
い
て
拡
大
し
、
機
関
投
資
家
の
顧
客
・
受
益
者
に
対
す
る
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
責
任
の
視
点
か
ら
、
上
場

株
式
の
み
な
ら
ず
非
上
場
株
式
や
債
券
な
ど
他
の
幅
広
い
分
野
に
投
資
す
る
場
合
も
機
関
投
資
家
が
影
響
力
や
権
利
を
有
す
る
場
合
に

コ
ー
ド
の
適
用
対
象
と
し
て
い
る
。

３
．
組
織
の
目
的
等
の
設
定
と
ガ
バ
ナ
ン
ス
強
化

機
関
投
資
家
は
組
織
の
目
的
を
設
定
し
、
か
か
る
目
的
や
戦
略
、
価
値
観
、
組
織
文
化
が
い
か
に
し
て
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
責
任
を

果
た
す
こ
と
に
繋
が
る
の
か
に
つ
い
て
開
示
す
べ
き
と
す
る
（
原
則
Ａ
）。
英
国
Ｃ
Ｇ
Ｃ
で
採
用
さ
れ
て
い
る
組
織
文
化
や
組
織
活
動
全
体

に
対
し
て
コ
ー
ド
の
精
神
を
織
り
込
ん
で
い
く
ア
プ
ロ
ー
チ
と
同
じ
趣
旨
と
い
え
る
。

機
関
投
資
家
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
関
し
て
は
、
機
関
投
資
家
は
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
責
任
を
果
た
す
観
点
か
ら
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
関
す
る

適
切
な
方
針
、
体
制
を
整
備
す
べ
き
こ
と
（
各
則
３
）、
組
織
と
し
て
の
適
切
な
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
い
か
に
し
て
確
保
し
て
い
る
か
を
説

（
三
四
四
）



ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
な
ら
び
に
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
改
定
後
の
グ
ロ
ー
バ
ル
企
業
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
（
藤
川
）

二
〇
三

明
す
べ
き
こ
と
（
各
則
５
）
な
ど
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
概
し
て
、
名
宛
人
が
機
関
投
資
家
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
経
営
者
で
あ
る
か
は

相
違
す
る
が
、
内
容
・
趣
旨
が
Ｃ
Ｇ
Ｃ
と
同
様
の
も
の
と
な
り
、
か
つ
詳
細
に
な
り
つ
つ
あ
る
感
を
受
け
る
。
経
営
者
が
担
う
べ
き
注
意

義
務
、
忠
実
義
務
と
機
関
投
資
家
が
担
うF

iduciary�D
uty （54

）
あ
る
い
は
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
責
任
に
関
し
て
、
名
宛
人
な
ど
は
異
な
る

が
共
に
受
託
者
責
任
と
称
し
て
包
摂
さ
れ
る
内
容
で
あ
り
、
持
続
的
成
長
と
企
業
価
値
向
上
を
目
指
し
て
対
話
・
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
を

行
う
上
で
当
然
示
さ
れ
る
方
向
性
と
い
え
よ
う
か
（
私
見
）。

４
．
Ｅ
Ｓ
Ｇ
要
素
の
考
慮

機
関
投
資
家
は
気
候
変
動
問
題
を
含
む
重
要
な
Ｅ
Ｓ
Ｇ
要
素
を
い
か
に
考
慮
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
原
則

Ｅ
）。
機
関
投
資
家
に
よ
る
長
期
的
企
業
価
値
向
上
に
結
び
付
く
Ｅ
Ｓ
Ｇ
投
資
の
増
加
を
踏
ま
え
、
機
関
投
資
家
に
対
し
て
長
期
的
視
点

に
立
つ
べ
く
投
資
時
間
軸
（tim

e�horizon
）
に
関
す
る
開
示
を
求
め
（
各
則
10
）、
多
く
の
場
合
に
長
期
的
視
点
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
を
示

唆
し
て
い
る
（
指
針
10
）。

英
国
の
改
訂
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
の
原
案
で
は
、
機
関
投
資
家
は
重
要
な
Ｅ
Ｓ
Ｇ
要
素
を
ど
の
よ
う
に
考
慮
し
て
い
る
か

を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
等
を
記
載
し
、
二
〇
一
八
年
九
月
企
業
年
金
受
託
者
は
投
資
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
財
務
的
に
重
要
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
Ｅ
Ｓ
Ｇ
要
素
を
考
慮
す
る
必
要
あ
る
こ
と
等
を
示
し
た
企
業
年
金
制
度
に
関
す
る
規
則
を
改
正
し
て
い
る
（
55
）

。

他
方
、
Ｅ
Ｓ
Ｇ
要
素
の
考
慮
の
必
要
性
は
全
投
資
家
に
共
通
課
題
で
あ
る
も
の
の
、
個
別
企
業
の
限
ら
れ
た
経
営
資
源
の
投
入
に
お
い

て
は
問
題
が
異
な
る
と
の
指
摘
が
さ
れ
て
い
る
（
56
）

。
投
資
先
企
業
に
お
け
る
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
経
営
の
問
題
は
幅
広
い
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
に
か
か

る
事
業
内
容
と
し
て
普
遍
的
要
因
が
強
い
が
、
こ
れ
に
投
資
を
行
う
投
資
家
に
お
い
て
は
受
託
者
責
任
を
担
っ
て
い
る
受
益
者
に
対
す
る

リ
タ
ー
ン
確
保
の
問
題
は
不
可
欠
で
あ
り
、
Ｅ
Ｓ
Ｇ
投
資
を
図
る
上
で
の
考
慮
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
よ
う
か
（
私
見
）。

（
三
四
五
）
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．
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
の
多
様
化
と
企
業
価
値
向
上
、�

な
ら
び
に
部
分
的
ハ
ー
ド
ロ
ー
に
よ
る
ハ
ー
ド
ロ
ー
ミ
ッ
ク
ス

１
．
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
の
多
様
化
と
資
本
戦
略

ダ
ブ
ル
コ
ー
ド
の
改
定
や
最
新
の
規
制
動
向
な
ど
を
踏
ま
え
企
業
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
に
つ
い
て
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
プ
ラ
ク

テ
ィ
ス
な
ど
、
主
と
し
て
Ｃ
Ｅ
Ｏ
・
取
締
役
会
、
資
本
コ
ス
ト
等
に
焦
点
を
当
て
て
考
察
を
進
め
て
き
た
。
Ｃ
Ｅ
Ｏ
・
取
締
役
会
に
つ
い

て
は
ソ
フ
ト
ロ
ー
と
ハ
ー
ド
ロ
ー
ミ
ッ
ク
ス
の
在
り
方
、
特
に
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
を
促
す
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
と
し
て
の
役
割
と
ガ
バ
ナ
ン
ス
の

柔
軟
さ
の
バ
ラ
ン
ス
な
ど
が
課
題
と
な
る
。
資
本
コ
ス
ト
に
つ
い
て
は
具
体
的
指
標
の
設
定
と
重
視
の
程
度
、
対
話
・
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン

ト
に
お
け
る
提
示
な
ど
が
検
討
さ
れ
、
超
過
利
潤
の
ト
レ
ー
ド
オ
フ
や
資
本
コ
ス
ト
を
重
視
し
す
ぎ
る
と
成
長
分
野
へ
の
投
資
が
し
に
く

く
な
る
と
い
う
根
本
的
な
問
題
も
あ
り
、
今
後
の
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
の
改
善
、
対
話
・
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
の
深
化
、
規
制
の
制
度
設
計
に

向
け
た
官
民
挙
げ
て
の
一
層
の
取
組
み
が
期
待
さ
れ
る
。

２
．
英
国
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
改
訂
の
示
唆

二
〇
一
八
年
英
国
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
改
定
に
関
し
て
、
そ
の
た
た
き
台
の
役
割
を
担
っ
た
二
〇
一
六
年G

reen�

P
aper

に
お
い
て
は
、
業
務
執
行
取
締
役
の
報
酬
規
制
の
強
化
、
二
〇
〇
六
年
会
社
法
一
七
二
条
を
前
提
と
す
る
株
主
以
外
の
ス
テ
ー
ク

ホ
ル
ダ
ー
の
意
見
を
取
締
役
会
の
意
思
決
定
等
に
反
映
さ
せ
る
新
た
な
枠
組
み
の
模
索
、
大
規
模
非
公
開
企
業
に
お
け
る
コ
ー
ポ
レ
ー

ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
強
化
等
に
つ
い
て
会
社
法
改
正
を
含
め
、
見
直
し
を
行
う
方
針
が
示
さ
れ
た
。

（
三
四
六
）



ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
な
ら
び
に
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
改
定
後
の
グ
ロ
ー
バ
ル
企
業
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
（
藤
川
）

二
〇
五

ま
た
英
国
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
改
定
に
お
い
て
は
二
〇
〇
六
年
英
国
会
社
法
一
七
二
条
が
取
締
役
に
対
し
て
求
め
る
内
容
が
実
質
的

に
義
務
化
さ
れ
て
い
る
が
、
今
後
の
英
国
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
改
定
に
お
い
て
同
様
の
内
容
を
投
資
家
に
も
義
務
化
す
る
こ

と
に
賛
同
が
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
ま
た
ダ
ブ
ル
コ
ー
ド
の
整
合
性
の
あ
る
改
定
を
通
じ
て
実
質
化
を
進
め
て
い
く
局
面
に
お
い
て
、

ハ
ー
ド
ロ
ー
ミ
ッ
ク
ス
の
重
要
性
を
示
す
内
容
と
な
ろ
う
。
我
が
国
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
規
律
に
つ
い
て
は
、
直
近
に
お
い
て
Ａ
Ｇ
Ｇ
Ａ
か
ら

も
ハ
ー
ド
ロ
ー
と
ソ
フ
ト
ロ
ー
の
バ
ラ
ン
ス
の
悪
さ
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

開
示
面
の
強
化
に
つ
い
て
は
、
シ
ョ
ー
ト
タ
ー
ミ
ズ
ム
是
正
等
の
視
点
も
あ
り
、
四
半
期
開
示
の
撤
廃
が
唱
え
ら
れ
、
ま
た
コ
ー
ポ

レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
報
告
書
と
記
述
情
報
に
か
か
る
有
価
証
券
報
告
書
の
一
体
化
も
今
後
の
課
題
と
な
る
。
そ
の
場
合
、
金
融
商
品
取

引
法
と
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
と
の
接
近
の
傾
向
が
窺
え
る
中
で
（
57
）

、
新
た
な
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
と
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
整
理
も

金
商
法
の
規
定
も
含
め
検
討
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

ガ
バ
ナ
ン
ス
向
上
に
向
け
て
開
示
面
の
強
化
、
非
財
務
情
報
を
含
め
た
グ
ロ
ー
バ
ル
基
準
と
の
整
合
性
な
ど
も
投
資
リ
タ
ー
ン
を
求
め

る
機
関
投
資
家
に
お
い
て
共
通
す
る
面
も
少
な
く
な
い
だ
け
に
重
要
な
課
題
と
な
る
。
欧
米
や
政
府
内
の
整
合
性
を
図
り
、
コ
ー
ド
以
外

に
も
企
業
開
示
、
各
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
等
を
含
め
た
全
体
の
見
直
し
を
進
め
る
方
向
性
は
参
考
と
な
る
。
Ｓ
Ｓ
Ｃ
に
お
い
て
Ｅ
Ｓ
Ｇ
要
因
な

ど
広
範
な
社
会
的
影
響
を
明
示
的
に
盛
り
込
み
、
取
締
役
の
職
務
遂
行
の
上
で
必
要
性
を
明
確
化
す
る
こ
と
が
検
討
さ
れ
る
。
ダ
ブ
ル

コ
ー
ド
間
の
平
仄
合
わ
せ
、
整
合
性
も
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
の
面
で
一
層
重
要
に
な
っ
て
こ
よ
う
。

特
に
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
の
多
様
化
へ
の
対
処
が
問
題
と
な
っ
て
き
て
お
り
、
バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト
に
お
け
るE

quity

（
資
本
）
と

D
ebt

（
負
債
）
の
利
害
対
立
も
表
面
す
る
こ
と
に
繋
が
る
。
Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
透
明
責
任
へ
の
対
処
、
実
質
株
主
の
具
体
化
、
更
に
は
英
国

二
〇
〇
六
年
会
社
法
一
七
二
条
に
み
る
よ
う
なD

ebt

（
負
債
）
サ
イ
ド
の
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
へ
の
考
慮
な
ど
の
新
し
い
傾
向
に
そ
の
萌

（
三
四
七
）
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芽
が
み
ら
れ
る
（
58
）

。

３
．
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
と
し
て
の
債
権
者
と
社
外
取
締
役
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
─
中
長
期
的
企
業
価
値
向
上
に
向
け
て
─

⑴
　
社
外
取
締
役
に
対
す
る
歯
止
め
、
監
視
の
必
要
性
─
銀
行
融
資
機
能
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
─

今
後
の
課
題
と
し
て
、
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
の
中
で
も
一
定
の
債
権
者
と
社
外
取
締
役
の
間
に
は
、
当
該
企
業
の
中
長
期
的
企
業
価
値

向
上
の
役
割
を
果
た
す
上
で
ア
ナ
ロ
ジ
ー
が
窺
え
る
こ
と
を
付
言
し
て
お
き
た
い
（
以
下
、
私
見
）。
当
該
企
業
に
お
け
る
サ
ス
テ
ナ
ブ
ル

で
中
長
期
的
な
企
業
価
値
向
上
の
真
の
担
い
手
、
あ
る
い
は
公
平
に
体
現
で
き
る
者
に
つ
い
て
の
公
平
な
視
点
や
利
益
の
複
線
的
な
担
保

の
必
要
性
で
も
あ
る
。
株
主
は
社
外
、
社
外
取
締
役
は
社
内
に
あ
っ
て
そ
の
役
割
を
担
う
は
ず
の
者
で
あ
る
が
、
社
外
取
締
役
は
株
主
、

特
に
一
般
株
主
や
少
数
株
主
の
利
益
代
表
と
し
て
そ
の
意
見
を
絶
対
視
す
る
傾
向
が
な
し
と
し
な
い
。
社
外
取
締
役
の
全
般
的
な
パ

フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
評
価
に
つ
い
て
は
、
取
締
役
会
内
部
の
相
互
チ
ェ
ッ
ク
機
能
、
指
名
委
員
会
や
独
立
社
外
取
締
役
会
議
あ
る
い
は
筆
頭

独
立
取
締
役
制
度
、
更
に
は
取
締
役
会
評
価
（board�evaluation

）
等
に
よ
っ
て
チ
ェ
ッ
ク
を
受
け
、
最
終
的
に
は
株
主
総
会
に
お
け
る

選
解
任
と
い
う
洗
礼
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
議
決
権
行
使
助
言
会
社
の
示
す
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
も
ま
た
形
式
的
に
厳
格
な

も
の
と
な
ら
ざ
る
を
得
ず
、
格
付
機
関
や
決
権
行
使
助
言
会
社
に
対
す
る
ガ
バ
ナ
ン
ス
規
律
の
必
要
性
も
議
論
に
上
り
つ
つ
あ
る
。

形
式
的
に
独
立
性
の
高
い
社
外
取
締
役
、
一
般
あ
る
い
は
少
数
株
主
等
に
対
す
る
過
度
の
依
存
も
ま
た
リ
ス
ク
を
伴
い
か
ね
な
い
。
社

外
取
締
役
は
、
株
主
更
に
は
広
く
企
業
価
値
向
上
に
向
け
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
の
利
害
を
担
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
銀
行
の
融
資
担
当
者

と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
が
浮
か
び
上
が
る
。

現
在
の
我
が
国
の
状
況
で
は
、
社
外
取
締
役
が
不
足
し
、
社
外
取
締
役
に
対
す
る
研
修
の
必
要
性
が
説
か
れ
る
。
現
状
で
は
ま
だ
顕
在

化
し
て
い
な
い
問
題
と
考
え
る
が
、
い
ず
れ
人
材
の
流
動
化
な
ど
成
熟
段
階
に
入
れ
ば
、
検
討
課
題
と
し
て
そ
の
暴
走
に
対
す
る
一
定
の

（
三
四
八
）



ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
な
ら
び
に
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
改
定
後
の
グ
ロ
ー
バ
ル
企
業
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
（
藤
川
）

二
〇
七

歯
止
め
の
予
防
的
設
定
も
遡
上
に
上
ろ
う
か
。
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
の
弱
い
内
部
管
理
規
定
、
あ
る
い
は
コ
ー
ド
や
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に

よ
る
対
応
も
考
え
ら
れ
る
。

社
外
取
締
役
の
意
見
が
も
と
よ
り
全
て
天
の
声
で
も
な
く
、
在
任
期
間
が
長
期
に
及
び
、
更
に
社
内
の
特
定
勢
力
と
結
合
す
る
潜
在
的

な
リ
ス
ク
も
な
し
と
し
な
い
。
実
際
上
、
社
外
取
締
役
を
業
と
す
る
職
業
専
門
家
も
今
後
は
生
じ
か
ね
ず
、
自
身
の
ポ
ス
ト
の
維
持
に
拘

泥
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
自
体
は
、
欧
米
の
よ
う
に
経
営
陣
の
人
材
の
流
動
化
を
示
す
も
の
と
し
て
是
と
さ
れ
る
面
は
勿
論
存

在
す
る
。

取
締
役
会
評
価
を
内
部
の
自
己
評
価
の
み
な
ら
ず
第
三
者
機
関
に
も
委
ね
、
か
つ
評
価
対
象
に
つ
い
て
社
外
取
締
役
を
含
む
個
別
取
締

役
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
も
拡
大
し
、
合
わ
せ
て
任
期
更
新
に
も
年
数
制
限
の
歯
止
め
を
か
け
る
こ
と
が
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
の
任
意
規
律
と

し
て
提
示
で
き
る
。
就
任
当
初
こ
そ
Ｃ
Ｅ
Ｏ
ほ
か
経
営
陣
と
中
立
で
あ
っ
た
が
、
長
期
に
及
び
、
業
界
環
境
や
会
社
業
務
の
み
な
ら
ず
、

社
内
の
人
脈
等
の
事
情
に
通
じ
、
あ
る
い
は
取
締
役
会
に
お
け
る
多
数
決
の
議
決
権
争
奪
に
自
然
と
巻
き
こ
ま
れ
る
怖
れ
も
あ
る
。
も
っ

と
も
社
内
の
派
閥
争
い
自
体
は
企
業
の
活
力
の
源
泉
の
一
つ
で
も
あ
り
、
そ
れ
自
体
は
決
し
て
無
価
値
な
も
の
で
は
な
い
。
あ
る
い
は
社

外
取
締
役
に
対
し
て
は
第
三
者
委
員
会
に
よ
る
事
後
的
評
価
・
監
視
の
ほ
か
、
独
立
社
外
取
締
役
会
の
職
責
と
し
て
常
時
監
視
を
図
る
こ

と
も
考
え
ら
れ
る
。

指
名
・
報
酬
委
員
会
な
ど
に
お
い
て
バ
ー
ゲ
ニ
ン
グ
パ
ワ
ー
を
社
外
取
締
役
が
握
る
こ
と
は
、
社
外
取
締
役
に
求
め
ら
れ
る
当
初
の
制

度
趣
旨
で
も
あ
る
。
そ
れ
だ
け
社
内
社
外
の
事
情
を
掌
握
し
、
社
内
の
信
頼
も
得
て
き
て
い
る
こ
と
の
証
左
で
あ
ろ
う
。
年
数
が
長
期
化

す
る
ほ
ど
職
務
遂
行
能
力
、
判
断
力
も
向
上
し
う
る
、
当
該
企
業
と
し
て
も
有
能
な
人
材
を
活
用
し
え
た
こ
と
に
な
り
、
社
外
取
締
役
導

入
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
も
良
好
と
い
う
こ
と
に
は
な
る
。

（
三
四
九
）
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こ
の
点
で
銀
行
の
融
資
担
当
者
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
が
想
起
さ
れ
る
。
筆
者
の
銀
行
融
資
の
経
験
か
ら
も
、
例
え
ば
融
資
担
当
者
は
取
引

先
企
業
に
常
駐
し
て
い
な
く
と
も
、
財
務
面
の
定
量
分
析
は
当
然
と
し
て
定
性
的
な
非
財
務
・
記
述
情
報
、
社
内
の
人
事
内
容
も
熟
知
し
、

一
体
感
も
持
つ
に
至
る
、
ま
た
そ
う
で
な
け
れ
ば
大
企
業
の
巨
額
の
設
備
資
金
に
対
し
て
責
任
あ
る
融
資
の
詳
細
な
審
査
は
で
き
な
い
。

取
引
先
企
業
か
ら
膨
大
な
資
料
を
徴
し
、
何
度
も
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
や
Ｃ
Ｅ
Ｏ
と
の
面
談
も
繰
り
返
す
こ
と
も
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
三
年

程
度
の
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
で
融
資
担
当
は
異
動
す
る
と
い
う
人
事
シ
ス
テ
ム
を
多
く
の
銀
行
で
は
採
り
、
公
正
性
等
を
担
保
せ
ん
と
す
る
。

社
外
取
締
役
も
一
定
の
長
期
に
亘
れ
ば
、
Ｃ
Ｅ
Ｏ
等
の
経
験
者
で
は
な
く
と
も
当
該
企
業
の
社
内
社
外
の
事
情
に
通
じ
、
大
き
な
監
視

機
能
を
発
揮
し
得
る
に
至
る
と
考
え
る
。
取
締
役
会
が
戦
略
立
案
型
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
機
能
主
体
型
で
構
成
メ
ン
バ
ー

を
少
数
に
絞
り
、
社
外
取
締
役
が
過
半
数
を
占
め
議
論
や
決
定
に
お
い
て
比
重
が
大
き
く
な
れ
ば
一
層
こ
う
し
た
傾
向
は
強
ま
る
と
思
料

さ
れ
る
。

反
面
で
、
そ
う
い
う
時
期
に
な
れ
ば
こ
そ
適
度
の
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
が
重
要
に
な
る
こ
と
を
指
摘
し
た
い
。
銀
行
の
融
資
担
当
者
の
場

合
も
、
在
任
が
長
い
ほ
ど
、
融
資
先
企
業
の
経
営
陣
等
に
対
す
る
グ
リ
ッ
プ
も
効
き
、
当
該
取
引
先
が
有
力
、
高
業
績
企
業
で
あ
れ
ば
ラ

イ
バ
ル
銀
行
と
の
融
資
競
争
に
も
遅
れ
を
と
ら
な
い
メ
リ
ッ
ト
が
当
該
銀
行
に
あ
る
こ
と
と
類
似
す
る
が
、
そ
れ
で
も
単
に
融
資
先
と
の

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
違
反
と
な
る
よ
う
な
癒
着
の
防
止
の
み
で
な
く
、
違
反
性
は
全
く
な
く
と
も
廉
潔
性
、
自
己
規
律
等
の
維
持
か
ら
一

定
の
人
事
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
が
必
須
と
な
っ
て
い
る
こ
と
と
相
似
し
よ
う
。
こ
の
点
で
、
総
合
商
社
な
ど
で
は
入
社
時
以
来
、
社
員
は
総

じ
て
転
勤
こ
そ
あ
っ
て
も
同
一
業
界
を
担
い
続
け
、
商
社
力
を
強
め
ん
と
す
る
傾
向
が
強
い
こ
と
と
対
比
さ
れ
る
。
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス

違
反
が
許
容
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
銀
行
の
場
合
は
、
取
締
役
の
善
管
注
意
義
務
が
預
金
を
源
泉
と
す
る
公
益
性
な
ど
か
ら
、

他
の
業
界
の
善
管
注
意
義
務
よ
り
も
水
準
が
高
い
（
59
）

と
さ
れ
る
こ
と
と
パ
ラ
レ
ル
に
考
え
ら
れ
よ
う
か
。
社
外
取
締
役
が
、
支
配
株
主
の
利

（
三
五
〇
）



ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
な
ら
び
に
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
改
定
後
の
グ
ロ
ー
バ
ル
企
業
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
（
藤
川
）

二
〇
九

害
で
な
く
一
般
株
主
あ
る
い
は
少
数
株
主
の
利
益
を
代
表
す
る
べ
き
と
い
う
考
え
方
に
馴
染
も
う
。
二
〇
〇
六
年
英
国
会
社
法
の
よ
う
に

我
が
国
も
取
締
役
の
企
業
価
値
向
上
義
務
に
つ
い
て
、
少
な
く
と
も
コ
ー
ド
に
明
記
す
る
べ
き
時
期
が
近
付
い
て
い
よ
う
。

英
国
の
二
〇
一
六
年G

reen�P
aper

で
は
株
主
以
外
の
労
働
者
・
顧
客
そ
の
他
の
広
範
な
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
の
意
見
を
会
社
経
営

上
の
意
思
決
定
に
適
切
に
反
映
さ
せ
る
た
め
の
枠
組
み
作
り
を
検
討
項
目
に
掲
げ
る
（
60
）

。
制
度
的
背
景
に
は
、
二
〇
〇
六
年
会
社
法
が
規
定

し
た
長
期
的
な
会
社
事
業
の
成
功
を
促
進
す
る
取
締
役
の
一
般
的
義
務
（
同
法
一
七
二
条
）
の
存
在
が
あ
る
と
さ
れ
る
。

現
下
の
我
が
国
の
上
場
企
業
の
大
部
分
は
ジ
ェ
ン
ダ
ー
、
国
際
性
を
含
め
社
外
取
締
役
の
人
材
難
の
局
面
で
あ
り
、
社
外
取
締
役
の
会

社
法
に
よ
る
義
務
付
け
も
よ
う
や
く
今
般
導
入
さ
れ
る
段
階
で
あ
り
、
上
記
の
よ
う
な
リ
ス
ク
の
発
現
に
は
年
数
が
か
か
る
で
あ
ろ
う
が
、

考
慮
す
べ
き
今
後
の
課
題
と
考
え
る
。

そ
の
場
合
、
米
国
エ
ン
ロ
ン
事
件
後
に
お
い
て
Ｓ
Ｏ
Ｘ
（
サ
ー
ベ
ン
ス
・
オ
ク
ス
リ
ー
）
法
（P

ublic�C
om
pany�A

ccounting�R
eform

�and�

Investor�P
rotection�A

ct�of�2002�

上
場
企
業
会
計
改
革
お
よ
び
投
資
家
保
護
法
）
な
ど
に
よ
り
米
国
で
は
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革

が
進
め
ら
れ
、
財
務
報
告
プ
ロ
セ
ス
厳
格
化
、
情
報
開
示
の
強
化
と
合
わ
せ
て
監
査
の
独
立
性
強
化
が
図
ら
れ
た
が
、
再
び
リ
ー
マ
ン
金

融
危
機
に
お
い
て
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
欠
如
の
問
題
が
議
論
に
な
り
、
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
制
定
等
に
繋
が
っ
た
。
形
式
的
な
独
立
性
の
強

化
を
一
層
求
め
る
も
の
で
は
な
く
、
粉
飾
決
算
や
財
務
諸
表
の
信
頼
等
会
計
不
正
や
法
的
な
不
祥
事
の
対
応
が
主
題
と
な
っ
て
い
る
の
で

も
な
い
。
法
令
遵
守
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
違
反
は
い
か
な
る
場
合
に
も
宥
恕
さ
れ
な
い
こ
と
は
当
然
と
し
て
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ

ナ
ン
ス
の
も
う
一
つ
の
究
極
目
標
で
あ
る
経
営
の
妥
当
性
の
局
面
、
指
名
・
報
酬
や
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
な
ど
が
対
応
の
課
題
に
な
っ

て
き
て
い
る
。
経
営
判
断
（business�judgem

ent

）、G
roup�T

hinking

に
か
か
る
領
域
で
取
締
役
の
信
頼
の
原
則
な
ど
に
も
関
わ
る
。
そ

の
時
点
で
は
正
誤
の
つ
け
に
く
い
、
あ
る
い
は
当
該
社
外
取
締
役
な
ど
社
外
役
員
に
対
す
る
責
任
追
及
を
行
い
に
く
い
領
域
の
課
題
で
あ

（
三
五
一
）



政
経
研
究

　第
五
十
六
巻
第
二
号
（
二
〇
一
九
年
七
月
）

二
一
〇

る
（
61
）

。
社
外
役
員
に
は
大
き
な
権
限
を
付
与
し
、
実
際
に
は
責
任
追
及
が
さ
れ
に
く
い
。
ま
た
代
表
訴
訟
に
対
す
る
防
波
堤
と
し
て
、
社
外

取
締
役
に
は
会
社
補
償
あ
る
い
は
Ｄ
＆
Ｏ
保
険
の
整
備
も
会
社
法
上
進
め
ら
れ
る
。

戦
略
決
定
の
ミ
ス
で
大
き
な
ビ
ジ
ネ
ス
チ
ャ
ン
ス
を
喪
失
し
、
あ
る
い
は
会
社
破
綻
の
危
機
を
招
く
場
合
に
は
、
社
外
取
締
役
と
い
え

ど
も
積
極
的
妥
当
性
に
か
か
る
責
任
追
及
の
枠
組
み
を
構
築
で
き
な
い
か
。
萎
縮
効
果
を
招
き
、
結
果
責
任
を
問
う
こ
と
に
な
る
と
の
反

論
も
あ
ろ
う
が
、
一
定
の
歯
止
め
の
必
要
性
を
提
言
し
て
お
き
た
い
。

監
査
法
人
同
様
、
社
外
取
締
役
の
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
は
既
に
議
論
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
議
論

の
深
化
に
伴
い
、
比
重
を
高
め
て
遡
上
に
上
る
問
題
で
あ
る
。
人
材
不
足
の
折
で
も
あ
り
、
強
制
力
は
伴
わ
ず
と
も
コ
ー
ド
や
上
場
規
則

に
織
り
込
み
、C

om
ply�or�E

xplain
の
対
象
と
し
て
ガ
バ
ナ
ン
ス
報
告
書
の
記
載
事
項
を
求
め
る
か
、
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
の
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
と
し
て
一
層
の
規
律
を
図
る
か
。
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
あ
る
規
律
付
け
は
想
定
し
に
く
く
、
更
な
る
設
計
に
向
け
た
検
討
に
な
ろ
う
。

⑵
　
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
と
し
て
の
債
権
者
と
中
長
期
的
企
業
価
値

ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
と
し
て
の
債
権
者
と
中
長
期
的
企
業
価
値
向
上
に
つ
い
て
、
銀
行
の
場
合
は
債
権
者
と
し
て
、
ス
テ
ー
ク
ホ
ル

ダ
ー
の
立
場
で
経
営
陣
と
対
話
、
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
構
築
を
図
る
こ
と
と
な
る
。
要
す
れ
ば
、
特
に
長
期
安
定
資
金
を
提
供
し
て
い
る

金
融
機
関
が
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
善
に
向
け
た
適
切
な
役
割
を
担
い
得
る
こ
と
、
対
象
企
業
と
し
て
は
財
務
面
が
健
全
な
構
成
の
状
態
に
あ
る

中
で
成
長
機
会
を
模
索
す
る
場
合
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
短
期
資
金
借
り
換
え
を
継
続
す
る
ケ
ー
ス
、
あ
る
い
は
限
度
枠

設
定
の
ケ
ー
ス
も
、
実
質
的
な
長
期
運
転
資
金
と
し
て
固
定
長
期
適
合
率
の
検
討
に
お
い
て
は
安
定
資
金
と
し
て
算
入
し
、
将
来
の
バ
ラ

ン
ス
シ
ー
ト
試
算
に
織
り
込
む
こ
と
も
有
意
な
こ
と
と
な
ろ
う
、
特
に
金
利
の
下
降
局
面
で
は
こ
う
し
た
事
態
が
想
定
し
得
る
。
以
下
で
、

具
体
的
に
検
討
し
て
い
き
た
い
。

（
三
五
二
）



ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
な
ら
び
に
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
改
定
後
の
グ
ロ
ー
バ
ル
企
業
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
（
藤
川
）

二
一
一

株
主
と
は
相
違
し
、
四
半
期
決
算
の
報
告
を
徴
し
、
あ
る
い
は
月
次
の
決
算
報
告
を
毎
月
受
け
て
い
て
も
配
当
や
キ
ャ
ピ
タ
ル
ゲ
イ
ン

目
的
と
い
っ
た
短
期
的
な
視
点
に
は
な
ら
ず
、
勿
論
例
外
も
あ
ろ
う
が
、
基
本
的
に
は
企
業
の
中
長
期
的
な
成
長
を
視
野
に
置
く
こ
と
に

な
る
。
短
期
の
運
転
資
金
融
資
で
な
く
、
大
型
の
設
備
投
資
融
資
や
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
（
Ｐ
Ｆ
）
の
場
合
は
特
に
そ
の
傾

向
が
強
ま
る
。

一
部
の
利
益
追
及
を
優
先
す
る
銀
行
、
あ
る
い
は
融
資
で
な
く
株
式
取
得
が
メ
イ
ン
の
投
資
銀
行
型
業
務
で
は
こ
の
限
り
で
は
な
か
ろ

う
が
、
長
期
設
備
資
金
に
対
す
る
融
資
業
務
で
は
特
に
短
期
的
視
野
の
株
主
と
債
権
者
の
利
害
相
反
が
顕
在
化
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
長

期
資
金
融
資
の
場
合
は
当
該
融
資
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
関
し
て
、
Ｒ
Ｏ
Ｉ
Ｃ
と
趣
旨
を
同
じ
く
す
る
当
該
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
投
資
回
収
年
数

の
算
出
、
債
務
償
還
年
数
試
算
、
こ
れ
を
セ
グ
メ
ン
ト
の
一
つ
と
し
た
全
社
の
中
長
期
的
損
益
表
と
予
想
バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト
、
資
金
計
画

表
の
算
定
等
を
銀
行
側
が
独
自
に
連
結
企
業
グ
ル
ー
プ
を
含
め
て
試
算
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
企
業
の
申
し
出
数
値
の
修
正
も
求
め
て
い

く
。
そ
の
場
合
は
財
務
数
値
の
み
な
ら
ず
生
産
販
売
状
況
、
経
営
陣
、
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
な
ど
記
述
情
報
も
詳
細
に
調
査
、
ヒ
ヤ
リ

ン
グ
を
行
う
。
第
一
義
に
は
銀
行
が
融
資
期
間
に
お
け
る
貸
付
金
回
収
を
確
実
に
す
る
こ
と
が
念
頭
に
あ
ろ
う
が
、
そ
う
す
る
こ
と
で
企

業
側
の
見
透
し
の
甘
さ
の
是
正
を
図
り
、
ひ
い
て
は
中
長
期
的
な
成
長
、
企
業
価
値
向
上
に
も
株
主
と
は
異
な
っ
た
公
平
な
視
点
か
ら
資

す
る
こ
と
に
な
る
。
銀
行
あ
る
い
は
間
接
金
融
に
よ
る
ガ
バ
ナ
ン
ス
効
果
と
い
え
よ
う
（
62
）

。

経
営
陣
と
株
主
と
の
対
話
の
内
容
、
債
権
者
で
あ
る
銀
行
と
の
対
話
の
目
的
等
に
は
当
然
異
同
も
あ
り
、
更
に
銀
行
の
融
資
の
具
体
的

な
内
容
、
メ
イ
ン
バ
ン
ク
か
シ
ン
ジ
ケ
ー
ト
団
の
一
員
か
な
ど
当
該
企
業
と
の
立
ち
位
置
の
相
違
も
加
わ
っ
て
債
権
者
と
し
て
の
銀
行
と

言
っ
て
も
一
概
に
括
れ
な
い
。
更
に
メ
イ
ン
バ
ン
ク
と
い
っ
て
も
短
期
的
な
運
転
資
金
融
資
に
よ
っ
て
資
金
繰
り
に
お
い
て
決
定
的
な
力

を
有
す
る
の
か
、
あ
る
い
は
負
債
比
率
は
元
来
低
く
、
固
定
長
期
適
合
率
（
63
）

が
一
〇
〇
％
以
内
な
ど
長
期
安
定
的
な
調
達
状
況
下
で
設
備
資

（
三
五
三
）
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二
一
二

金
に
お
け
る
メ
イ
ン
バ
ン
ク
と
な
っ
て
い
る
の
か
等
、
設
備
投
資
な
ど
資
金
需
要
と
調
達
の
デ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
（duration （64
））

あ
る
い
は

マ
ッ
テ
ィ
ン
グ
も
加
味
し
、
状
況
に
応
じ
て
そ
の
役
割
、
位
置
付
け
も
多
様
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
短
期
資
金
借
り
換
え
を
継
続
す
る
場

合
は
、
長
期
安
定
的
な
調
達
と
し
て
分
母
に
加
え
る
こ
と
も
あ
り
、
借
入
資
金
の
分
類
は
実
質
的
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
プ
ロ
フ
ァ

イ
ル
お
よ
び
債
務
の
残
存
期
間
に
応
じ
て
説
明
す
る
こ
と
に
も
な
ろ
う
。

社
外
取
締
役
の
役
割
、
機
能
に
し
て
も
同
様
に
区
々
に
マ
ト
リ
ッ
ク
ス
化
を
図
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
軽
重
、
今
後
の
変

容
の
可
能
性
な
ど
明
快
な
図
式
化
を
図
る
こ
と
の
意
義
は
一
概
に
は
言
え
な
い
。
逐
一
の
詳
細
な
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
の
ガ
イ
ダ
ン
ス
を
示
す

か
、
あ
る
い
は
プ
リ
ン
シ
プ
ル
ベ
ー
ス
と
説
明
責
任
の
組
み
合
わ
せ
に
ウ
エ
イ
ト
を
お
く
べ
き
か
な
ど
検
討
が
必
要
に
な
る
。

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
融
資
な
ど
長
期
資
金
融
資
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
こ
う
し
た
銀
行
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
効
果
は
中
立
的
か
つ
適
切
さ
を
増
す

こ
と
に
な
る
。
機
関
投
資
家
の
場
合
は
受
託
者
責
任
を
担
う
限
り
、
Ｓ
Ｓ
Ｃ
の
規
律
に
は
限
界
も
あ
り
、
支
配
株
主
と
少
数
株
主
の
相
克

な
ど
も
あ
っ
て
株
式
保
有
と
議
決
権
の
分
離
の
制
度
的
な
議
論
が
出
さ
れ
る
所
以
と
も
な
っ
て
く
る
。
株
主
に
よ
る
ガ
バ
ナ
ン
ス
を
最
終

の
拠
り
所
と
す
る
場
合
の
問
題
点
と
も
な
り
、
社
外
取
締
役
が
果
た
し
て
誰
の
利
益
を
代
表
し
て
い
る
か
な
ど
議
論
が
堂
々
巡
り
し
か
ね

な
い
背
景
と
も
な
る
。

ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
の
攻
め
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
根
本
に
お
い
て
、
我
が
国
の
Ｃ
Ｇ
Ｃ
の
冒
頭
に
述
べ
ら
れ
た
通
り
、
債
権
者
な
ど
の
ス
テ
ー

ク
ホ
ル
ダ
ー
を
も
重
要
視
せ
ん
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
コ
ー
ド
に
書
き
入
れ
る
か
は
と
も
か
く
、
債
権
者
の
行
動
に
か
か
る
ガ
バ
ナ
ン
ス

の
機
能
あ
る
い
は
規
律
に
つ
い
て
ガ
イ
ダ
ン
ス
そ
の
他
で
適
切
な
誘
導
を
は
か
り
、
当
該
企
業
の
中
長
期
的
な
価
値
向
上
に
向
か
わ
せ
る

こ
と
が
で
き
な
い
か
。

英
国
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
で
は
、
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
の
う
ち
従
業
員
に
つ
い
て
今
般
改
訂
に
よ
っ
て
記
述
が
加
え
ら
れ
た
。
取
締

（
三
五
四
）
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二
一
三

役
会
に
従
業
員
の
意
見
が
届
く
シ
ス
テ
ム
と
し
て
三
つ
の
手
法
が
改
訂
コ
ー
ド
各
則
５
（P

rovision�5

）
に
規
定
さ
れ
た
（
65
）

。
即
ち
取
締
役

会
は
①
従
業
員
代
表
の
取
締
役
招
聘
、
②
従
業
員
に
諮
問
す
る
正
式
な
会
議
の
設
置
、
③
従
業
員
と
の
対
話
を
担
当
す
る
非
業
務
執
行
取

締
役
の
配
置
の
う
ち
い
ず
れ
か
、
ま
た
は
組
合
せ
を
選
択
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
ず
れ
も
選
択
し
な
い
場
合
は
、
自
社
に
と
り
実
効

的
な
代
替
策
を
実
効
的
で
あ
る
と
す
る
理
由
と
併
せ
て
説
明
す
る
こ
と
に
な
る
。

も
っ
と
も
英
国
で
は
元
来
、
経
営
陣
に
は
従
業
員
出
身
者
が
多
く
な
く
、
米
国
同
様
に
経
営
陣
の
人
材
が
流
動
化
し
て
い
る
こ
と
が
従

業
員
重
視
に
傾
い
て
い
る
こ
と
の
背
景
に
あ
り
、
我
が
国
で
は
従
業
員
出
身
の
経
営
陣
が
大
半
で
あ
る
こ
と
、
少
な
く
と
も
経
営
執
行
陣

に
は
流
動
的
な
職
業
経
営
者
の
登
用
は
ま
だ
ま
だ
少
な
い
我
が
国
と
は
実
状
が
異
な
る
。

金
融
機
関
の
政
策
投
資
株
式
保
有
に
対
し
て
は
改
訂
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
に
よ
っ
て
金
融
庁
か
ら
制
限
が
強
ま
っ
て
い
る
が
、
銀
行

の
場
合
は
元
々
五
％
ル
ー
ル
が
あ
り
、
本
来
は
事
業
会
社
に
対
す
る
支
配
株
主
を
目
論
む
も
の
で
は
な
い
。

中
立
、
中
長
期
の
視
点
か
ら
継
続
的
な
企
業
の
成
長
に
資
す
る
べ
く
、
一
部
の
特
別
な
趣
旨
を
目
的
と
し
た
投
融
資
は
別
と
し
、
あ
る

い
は
制
約
を
か
け
て
、
特
に
一
部
上
場
企
業
な
ど
に
お
い
て
長
期
安
定
資
金
の
調
達
先
で
あ
る
メ
イ
ン
バ
ン
ク
な
ど
を
念
頭
に
経
営
陣
あ

る
い
は
独
立
取
締
役
が
大
口
債
権
者
で
あ
る
金
融
機
関
と
対
話
、
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
を
一
層
促
進
す
る
方
向
の
制
度
設
計
が
考
え
ら
れ

な
い
か
、
一
石
を
投
じ
た
い
。
英
国
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
と
異
な
っ
て
、
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
に
つ
い
て
は
従
業
員
も
さ
る
こ
と
な
が

ら
、
債
権
者
に
関
す
る
規
律
、
あ
る
い
は
そ
の
機
能
の
利
活
用
を
検
討
の
対
象
と
し
て
提
示
し
て
お
き
た
い
。
全
て
の
機
関
投
資
家
等
と

の
対
話
・
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
を
縮
小
し
て
い
く
の
で
は
な
く
、
債
権
者
と
の
対
話
に
拡
大
し
、
就
中
適
切
・
有
意
義
な
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ

ン
ト
を
構
築
で
き
る
金
融
機
関
等
に
対
し
て
は
関
係
構
築
の
深
度
を
深
め
て
い
く
こ
と
が
有
意
と
考
え
る
。

そ
の
場
合
、
金
融
機
関
特
に
銀
行
経
営
の
根
幹
を
揺
る
が
し
か
ね
な
い
現
下
のF

inT
ech

・A
I

の
台
頭
、
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン

（
三
五
五
）
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二
一
四

グ
活
用
、
あ
る
い
は
そ
も
そ
も
の
直
接
金
融
の
ウ
エ
イ
ト
増
大
、
今
後
の
預
金
と
融
資
を
前
提
と
し
た
銀
行
自
身
の
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
の

変
容
の
可
能
性
な
ど
、
金
融
構
造
の
大
き
な
変
革
期
に
差
し
掛
か
っ
て
い
る
こ
と
に
も
十
分
な
考
察
を
加
え
る
こ
と
は
当
然
で
あ
り
、
や

み
く
も
に
長
期
資
金
融
資
の
機
能
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
へ
の
利
活
用
を
推
挙
す
る
も
の
で
は
な
い
。
も
っ
と
も
大
手
上
場
企
業
に
お
い
て
は
、

当
面
は
中
長
期
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
資
金
の
調
達
に
お
い
て
銀
行
な
ど
金
融
機
関
の
融
資
は
、
社
債
と
異
な
り
、
資
本
市
場
の
変
動
の
影
響

が
相
対
的
に
少
な
く
、
依
然
と
し
て
安
定
的
な
調
達
先
と
し
て
我
が
国
で
は
な
お
も
機
能
し
う
る
と
思
料
さ
れ
る
。
対
話
、
エ
ン
ゲ
ー
ジ

メ
ン
ト
を
通
じ
、
経
営
陣
は
サ
ス
テ
ナ
ブ
ル
な
中
長
期
的
企
業
価
値
向
上
に
理
解
を
示
す
株
主
と
、
更
に
は
金
融
機
関
に
対
す
る
経
営
陣

か
ら
の
逆
選
別
に
向
か
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
よ
う

４
．
適
切
な
部
分
的
ハ
ー
ド
ロ
ー
に
よ
る
ハ
ー
ド
ロ
ー
ミ
ッ
ク
ス

現
下
の
新
し
い
課
題
と
し
て
規
制
の
面
で
は
、
①
株
価
低
迷
の
折
、
パ
ッ
シ
ブ
運
用
が
主
流
と
な
る
中
で
パ
ッ
シ
ブ
運
用
に
対
し
て
も

ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
責
任
が
問
わ
れ
、
議
決
権
助
言
会
社
に
対
す
る
依
存
度
が
高
ま
っ
て
い
る
。
議
決
権
助
言
会
社
に
対
す
る
規
制
強

化
の
在
り
方
が
問
わ
れ
て
い
る
。
②
更
に
、
Ｅ
Ｕ
法
制
に
お
い
て
会
社
に
お
い
て
は
株
主
が
誰
で
あ
る
か
を
知
る
権
利
が
あ
る
と
さ
れ
、

議
決
権
行
使
な
ど
適
切
な
株
主
権
行
使
の
前
提
と
し
て
情
報
開
示
と
と
も
に
制
度
設
計
が
問
わ
れ
て
い
る
。
Ｅ
Ｕ
第
二
次
株
主
権
指
令
で

は
、
株
式
預
託
機
関
・
機
関
投
資
家
な
ど
仲
介
機
関
に
対
し
て
上
場
会
社
の
在
り
方
に
つ
い
て
包
括
的
な
役
割
を
担
わ
せ
よ
う
と
し
て
い

る
。
そ
の
た
め
に
か
か
る
イ
ン
ベ
ス
ト
メ
ン
ト
・
チ
ェ
ー
ン
で
あ
る
仲
介
機
関
の
透
明
性
向
上
を
図
り
、
機
関
投
資
家
や
資
産
運
用
業
者
、

議
決
権
行
使
助
言
会
社
に
対
し
て
一
定
の
義
務
を
課
す
る
こ
と
は
企
業
の
成
果
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
得
る
こ
と
か
ら
正
当
化
さ
れ
る
。

③
も
っ
と
も
情
報
開
示
・
透
明
性
に
つ
い
て
は
、
投
資
ノ
ウ
ハ
ウ
を
同
業
他
社
に
知
ら
れ
た
く
な
い
機
関
投
資
家
・
フ
ァ
ン
ド
か
ら
は
、

C
om
ply�or�E

xplain

ル
ー
ル
の
下
で
も
私
企
業
の
営
業
秘
密
へ
の
介
入
と
し
て
批
判
も
出
さ
れ
る
。
規
制
に
よ
る
情
報
開
示
の
在
り
方

（
三
五
六
）
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二
一
五

が
問
わ
れ
ソ
フ
ト
ロ
ー
、
ハ
ー
ド
ロ
ー
ミ
ッ
ク
ス
の
手
法
に
か
か
っ
て
く
る
。
④
株
主
の
み
な
ら
ず
、
多
様
化
し
幅
広
い
ス
テ
ー
ク
ホ
ル

ダ
ー
に
対
す
る
配
慮
が
英
国
二
〇
〇
六
年
会
社
法
一
七
二
条
に
お
け
る
取
締
役
の
義
務
と
し
て
求
め
ら
れ
、
株
主
価
値
最
大
化
に
関
す
る

考
え
方
が
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
重
視
に
ま
で
拡
大
、
洗
練
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
株
主
コ
ス
ト
の
み
な
ら
ずD

ebt

（
負
債
）
面
も
考
慮
し
た
全

体
と
し
て
の
資
本
コ
ス
ト
あ
る
い
は
最
適
資
本
構
成
を
重
視
す
る
方
向
性
と
い
え
る
。
機
関
投
資
家
側
の
国
連
Ｐ
Ｒ
Ｉ
原
則
（
責
任
投
資

原
則P

rinciples�for�R
esponsible�Investm

ent

）
に
依
拠
し
た
Ｅ
Ｓ
Ｇ
（E

nvironm
ent

、S
ocial

、G
overnance

）
投
資
、
投
資
先
企
業
に
お

け
る
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
（S

ustainable�D
evelopm

ent�G
oals�

持
続
可
能
な
開
発
目
標
）
の
一
七
項
目
の
自
社
の
事
業
活
動
へ
の
取
り
込
み
な
ど
、
幅

広
い
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
に
対
す
る
配
慮
が
企
業
と
社
会
の
共
通
価
値
創
造
（
Ｃ
Ｓ
Ｖ
）
を
通
じ
、
企
業
価
値
の
持
続
的
向
上
、
機
関
投

資
家
の
長
期
的
リ
タ
ー
ン
拡
大
に
繋
が
る
新
し
い
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
発
現
の
局
面
に
向
か
い
つ
つ
あ
る
。
ア
ベ
ミ
ク
ス
に

お
け
る
攻
め
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
、
株
主
以
外
の
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
重
視
と
も
整
合
す
る
。
従
来
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
考
え

方
は
と
も
す
れ
ば
株
主
と
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
を
分
け
て
考
え
、
Ｒ
Ｏ
Ｅ
指
標
を
重
要
視
し
、
ま
た
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
（
法
令
遵
守
）

と
効
率
性
向
上
を
二
律
背
反
的
に
位
置
付
け
る
傾
向
が
あ
っ
た
こ
と
と
大
き
く
方
向
性
を
変
え
て
き
て
い
る
。
む
し
ろ
総
合
的
な
リ
ス
ク

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
し
て
全
体
の
組
織
態
勢
を
整
え
、
株
主
と
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
間
の
調
整
を
い
か
に
図
る
の
か
、
Ｅ
Ｓ
Ｇ
な
ど
非
財
務

面
も
含
め
て
資
本
コ
ス
ト
を
い
か
に
想
定
し
、
統
合
報
告
書
（Integrated�R

eporting （66
））

な
ど
の
開
示
を
通
し
て
中
長
期
計
画
策
定
に
反
映

さ
せ
る
か
、
企
業
と
し
て
は
経
営
企
画
部
・
財
務
部
・
法
務
部
の
垣
根
を
取
り
払
っ
た
態
勢
整
備
が
求
め
ら
れ
よ
う
（
67
）

。

債
権
者
の
利
益
代
弁
を
担
う
べ
き
非
業
務
執
行
取
締
役
の
機
能
を
コ
ー
ド
に
規
定
す
る
こ
と
も
想
定
さ
れ
る
が
、
具
体
的
な
選
任
方
法

と
取
締
役
会
内
部
の
主
導
権
争
い
、
利
益
相
反
の
リ
ス
ク
、
取
締
役
と
し
て
の
一
般
的
義
務
と
の
相
克
、
更
に
は
代
表
権
の
付
与
に
お
い

て
第
三
者
委
員
会
な
ど
業
務
執
行
性
が
生
じ
か
ね
な
い
こ
と
に
対
す
る
手
当
の
ほ
か
、
予
定
さ
れ
る
会
社
法
改
正
の
重
要
事
項
に
も
関
わ

（
三
五
七
）
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二
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六

る
論
点
が
内
包
さ
れ
、
実
際
に
は
容
易
で
な
い
。
Ｃ
Ｅ
Ｏ
と
代
表
取
締
役
な
ど
の
概
念
の
統
一
に
加
え
、
こ
う
し
た
視
点
か
ら
今
後
の

コ
ー
ド
の
実
質
化
に
向
け
た
議
論
や
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
の
整
備
を
図
る
上
で
も
、
ハ
ー
ド
ロ
ー
ミ
ッ
ク
ス
と
し
て
は
ハ
ー
ド
ロ
ー
で
あ
る
会

社
法
あ
る
い
は
金
融
商
品
取
引
法
に
根
拠
を
有
し
た
ソ
フ
ト
ロ
ー
と
し
て
の
コ
ー
ド
鼎
立
に
向
け
、
更
な
る
検
討
が
求
め
ら
れ
る
。

英
国
は
コ
モ
ン
ロ
ー
の
背
景
の
下
、
会
社
法
で
は
企
業
価
値
向
上
義
務
等
を
定
め
、
個
別
の
詳
細
は
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
で
規
定
を

置
く
形
を
採
っ
て
お
り
、
コ
ー
ド
が
明
確
に
会
社
法
の
補
完
性
機
能
を
果
た
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。
我
が
国
は
会
社
法
に
組
織
法
の
根

本
規
定
を
置
き
、
会
社
法
と
は
切
り
離
し
て
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
で
は
比
較
的
に
概
括
的
内
容
を
載
せ
て
い
た
が
、
今
般
の
改
訂
に
よ

り
徐
々
に
詳
細
に
な
っ
て
プ
リ
ン
シ
プ
ル
の
良
さ
を
失
な
い
つ
つ
あ
り
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
が
持
つ
本
来
の
柔
軟
さ
も
な
く

な
っ
て
き
た
と
評
さ
れ
る
。
公
開
会
社
法
を
持
た
な
い
我
が
国
に
お
い
て
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
が
そ
の
実
質
的
な
機
能
を
果
た
し
、

強
行
法
規
化
の
傾
向
を
見
せ
つ
つ
あ
る
と
い
え
よ
う
か
。
い
き
お
い
、
開
示
面
な
ど
に
お
い
て
金
商
法
と
コ
ー
ド
の
整
理
の
必
要
性
が
求

め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
コ
ー
ド
の
実
質
化
を
支
え
る
べ
く
、
縦
割
り
行
政
の
も
と
、
ガ
イ
ダ
ン
ス
の
詳
細
化
も
進
ん
で
い
る
が
、

こ
れ
に
つ
い
て
も
実
務
界
か
ら
疑
問
が
出
さ
れ
て
い
る
。
金
商
法
は
本
来
取
引
法
で
あ
り
、
情
報
開
示
を
テ
コ
に
コ
ー
ド
と
の
組
立
て
を

進
め
、
か
つ
強
制
力
の
な
い
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
の
重
層
化
に
よ
る
ス
キ
ー
ム
に
は
限
界
も
感
じ
ら
れ
よ
う
。

英
国
の
多
様
な
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
に
対
す
る
会
社
法
上
の
義
務
設
定
と
コ
ー
ド
の
組
合
せ
と
い
う
部
分
的
ハ
ー
ド
ロ
ー
化
も
、
法
制

度
の
背
景
に
関
す
る
彼
我
の
相
違
は
あ
る
が
参
照
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
我
が
国
の
場
合
、
上
場
企
業
な
ど
に
対
し
て
は
メ
イ
ン
バ
ン

ク
に
よ
る
規
律
が
有
効
で
あ
っ
た
。
形
を
変
え
て
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
と
し
て
の
債
権
者
を
特
に
注
視
し
、
財
務
バ
ラ
ン
ス
あ
る
い
は
非

財
務
情
報
を
含
め
、
資
本
コ
ス
ト
重
視
の
経
営
に
繋
が
る
。

（
三
五
八
）
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二
一
七

５
．
グ
ル
ー
プ
ガ
バ
ナ
ン
ス
と
上
場
子
会
社
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
強
化
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
化

直
近
で
は
親
子
間
の
グ
ル
ー
プ
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
踏
み
込
ん
だ
検
討
も
開
始
さ
れ
、
経
済
産
業
省
Ｃ
Ｇ
Ｓ
研
究
会
は
グ
ル
ー
プ
ガ
バ
ナ
ン

ス
の
在
り
方
に
関
す
る
実
務
指
針
を
策
定
し
、
企
業
グ
ル
ー
プ
全
体
の
価
値
向
上
を
図
る
観
点
か
ら
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
二
〇
一
九
年
六
月

頃
に
公
表
予
定
と
す
る
（（
座
長
・
神
田
秀
樹
教
授
（
68
））。

特
に
支
配
株
主
に
よ
る
完
全
子
会
社
化
の
局
面
で
の
利
益
相
反
は
最
も
深
刻
と
考
え

ら
れ
、
一
般
株
主
の
利
益
を
保
護
す
る
た
め
の
公
正
性
担
保
措
置
の
在
り
方
に
つ
い
て
指
針
の
策
定
に
向
け
た
検
討
を
行
っ
て
い
る
。
要

点
と
し
て
、
上
場
子
会
社
に
お
い
て
は
支
配
株
主
か
ら
の
独
立
が
重
要
と
な
る
た
め
、
独
立
社
外
取
締
役
の
独
立
性
判
断
基
準
に
つ
い
て

は
少
な
く
と
も
支
配
株
主
出
身
者
（
一
〇
年
以
内
に
支
配
株
主
で
あ
る
親
会
社
に
所
属
し
て
い
た
者
）
は
選
任
し
な
い
こ
と
、
上
場
子
会
社
の

取
締
役
会
の
独
立
社
外
取
締
役
比
率
を
高
め
る
こ
と
（
三
分
の
一
以
上
ま
た
は
過
半
数
）
を
目
指
す
こ
と
、
利
益
相
反
取
引
が
発
生
す
る
具

体
的
な
局
面
に
お
い
て
は
独
立
社
外
取
締
役
ま
た
は
独
立
社
外
監
査
役
の
み
、
ま
た
は
過
半
数
を
占
め
る
委
員
会
に
お
い
て
少
数
株
主
の

利
益
保
護
の
観
点
か
ら
審
議
・
検
討
し
、
取
締
役
会
に
お
い
て
審
議
結
果
が
尊
重
さ
れ
る
仕
組
み
を
つ
く
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。

会
社
法
の
未
解
決
領
域
で
あ
り
、
親
会
社
取
締
役
の
子
会
社
に
対
す
る
責
任
な
ど
ハ
ー
ド
ロ
ー
の
規
定
な
く
ソ
フ
ト
ロ
ー
で
ど
こ
ま
で

強
制
力
あ
る
規
律
付
け
が
可
能
か
、
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
面
の
整
理
を
示
す
に
と
ど
ま
ら
ず
、
会
社
法
な
ど
と
一
体
化
し
た
対
応
が
重
要
に
な

り
、
経
済
産
業
省
と
法
務
省
が
連
名
で
発
し
た
二
〇
〇
五
年
五
月
二
七
日
企
業
買
収
防
衛
策
指
針
（
企
業
価
値
・
株
主
共
同
の
利
益
の
確
保

又
は
向
上
の
た
め
の
買
収
防
衛
策
に
関
す
る
指
針
（
69
））

な
ど
と
比
し
て
、
現
時
点
で
企
業
側
の
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
に
つ
い
て
実
務
先
行
に
よ
り
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
化
す
る
手
法
の
在
り
方
も
問
わ
れ
よ
う
。
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
を
含
め
、
喫
緊
の
課
題
で
あ
れ
ば
な
お
の
こ
と
ハ
ー
ド
ロ
ー
整

備
が
重
要
に
な
る
と
思
料
さ
れ
る
。

買
収
防
衛
策
指
針
で
は
ニ
ッ
ポ
ン
放
送
事
件
（
70
）

で
ラ
イ
ツ
プ
ラ
ン
の
適
法
性
が
否
定
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
、
経
済
界
の
要
望
も
あ
っ
て
事

（
三
五
九
）
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八

実
上
、
司
法
判
断
基
準
と
な
り
得
る
内
容
を
提
示
し
た
も
の
と
さ
れ
る
。
法
務
上
の
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
に
止
ま
る
も
の
と
し
て
も
今
後
の
親

子
会
社
法
制
の
議
論
に
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
与
え
る
と
考
え
ら
れ
る
詳
細
な
内
容
だ
け
に
、
制
度
設
計
上
の
位
置
付
け
を
明
確
に
し
て
い

く
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
同
時
に
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
を
前
提
に
し
な
け
れ
ば
実
効
性
を
保
て
な
い
領
域
で
も
あ
る
。

ま
と
め
に
か
え
て

１
．
我
が
国
で
は
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
の
成
長
戦
略
の
根
幹
と
し
て
、
主
と
し
て
英
国
コ
ー
ド
の
制
度
設
計
に
依
拠
し
つ
つ
、
政
府
主
導
と

も
い
え
る
精
力
的
な
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
推
進
に
向
け
た
取
り
組
み
が
示
さ
れ
て
い
る
。
機
関
投
資
家
と
経
営
陣
の
対
話
・
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ

ン
ト
に
よ
る
協
働
化
が
特
徴
と
な
る
が
、
現
下
の
急
激
な
変
動
に
柔
軟
に
即
応
す
る
べ
く
コ
ー
ド
と
い
う
ソ
フ
ト
ロ
ー
中
心
に
改
革
を
進

め
ん
と
す
る
手
法
は
規
制
コ
ス
ト
節
減
の
面
か
ら
も
首
肯
で
き
る
。

２
．
改
訂
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
制
度
設
計
と
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
を
考
え
る
場
合
、
今
後
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
の
鍵
と

な
る
の
は
情
報
開
示
と
と
も
に
資
本
コ
ス
ト
が
挙
げ
ら
れ
、
資
本
コ
ス
ト
の
計
測
手
法
、
Ｒ
Ｏ
Ｅ
と
Ｒ
Ｏ
Ｉ
Ｃ
な
ど
の
業
績
評
価
基
準
な

ど
に
お
い
て
、
経
済
界
の
実
務
と
は
必
ず
し
も
統
一
さ
れ
て
い
な
い
面
が
あ
る
。
更
に
は
昨
今
の
新
し
い
動
き
と
し
て
、
Ｅ
Ｓ
Ｇ
投
資
、

Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
対
応
と
い
っ
た
非
財
務
情
報
を
含
む
統
合
報
告
書
の
開
示
な
ど
も
求
め
ら
れ
て
い
る
。
情
報
開
示
に
反
映
さ
せ
る
べ
き
内
容
と

な
る
だ
け
に
、
海
外
投
資
家
が
増
加
し
つ
つ
あ
る
現
在
、
特
に
グ
ロ
ー
バ
ル
に
展
開
す
る
企
業
に
お
い
て
は
整
合
性
の
あ
る
説
明
責
任
を

果
た
す
う
え
で
対
応
が
苦
慮
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

３
．
社
外
取
締
役
に
お
い
て
も
、
従
前
は
株
主
の
利
益
代
表
と
し
て
Ｃ
Ｅ
Ｏ
な
ど
経
営
陣
の
不
正
防
止
や
御
意
見
番
的
な
役
割
を
期
待

（
三
六
〇
）
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二
一
九

さ
れ
て
い
た
が
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
あ
る
い
は
業
績
悪
化
の
防
止
に
と
ど
ま
ら
ず
、
戦
略
面
の
積
極
的
な
役
割
も
期
待
さ
れ
る
場
合
が

増
加
し
て
き
た
。
取
締
役
会
を
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
型
、
あ
る
い
は
戦
略
・
計
画
策
定
型
設
計
と
す
る
か
、
と
い
う
当
該
企
業
の
経
営
方
針
に

も
か
か
る
が
、
単
に
独
立
社
外
取
締
役
と
し
て
、
Ｃ
Ｅ
Ｏ
な
ど
経
営
執
行
陣
か
ら
の
独
立
性
の
強
化
を
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
の
柱
と
し
て
き

た
こ
れ
ま
で
の
ポ
リ
シ
ー
と
は
異
な
る
要
因
が
求
め
ら
れ
つ
つ
あ
る
。

加
え
て
従
業
員
、
地
域
社
会
、
債
権
者
な
ど
多
様
な
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
を
見
据
え
た
中
長
期
的
企
業
価
値
向
上
、
持
続
的
成
長
を
柱

と
す
る
我
が
国
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
本
旨
か
ら
も
社
外
取
締
役
の
機
能
、
役
割
に
つ
い
て
は
制
度
設
計
上
、
一
層

の
検
討
が
重
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

ま
た
社
外
取
締
役
と
い
っ
て
も
一
様
で
な
く
、
投
資
先
企
業
に
改
善
を
迫
る
ア
ク
テ
ィ
ビ
ス
ト
・
フ
ァ
ン
ド
か
ら
派
遣
さ
れ
た
社
外
取

締
役
の
場
合
、
従
来
の
社
外
取
締
役
の
概
念
と
も
異
な
り
、
派
遣
元
の
ア
ク
テ
ィ
ビ
ス
ト
・
フ
ァ
ン
ド
に
関
す
る
情
報
の
非
対
称
性
と
い

う
問
題
を
内
包
す
る
こ
と
に
な
る
。
取
締
役
会
に
お
い
て
、
内
部
取
締
役
と
社
外
取
締
役
の
対
立
、
の
み
な
ら
ず
社
外
取
締
役
間
の
多
様

性
、
差
別
化
の
方
向
も
顕
れ
て
く
る
。

我
が
国
上
場
企
業
が
、
形
式
的
な
コ
ー
ド
規
範
の
遵
守
か
ら
踏
み
込
み
、
コ
ー
ド
の
実
質
化
あ
る
い
は
コ
ー
ド
の
義
務
化
へ
の
対
処
と

い
う
新
た
な
段
階
に
入
っ
て
き
つ
つ
あ
る
中
、
い
か
に
し
て
当
該
企
業
の
企
業
価
値
向
上
に
向
け
て
取
締
役
会
が
纏
ま
っ
て
機
能
す
る
か
、

ま
た
そ
れ
を
如
何
に
し
て
誰
が
評
価
す
る
の
か
、
根
拠
付
け
と
し
て
会
社
法
な
ど
部
分
的
ハ
ー
ド
ロ
ー
の
形
成
が
視
野
に
入
る
。
Ｅ
Ｕ
第

二
次
株
主
権
指
令
の
内
容
な
ど
も
参
考
と
さ
れ
る
。

二
〇
一
九
年
三
月
に
は
グ
ル
ー
プ
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
化
な
ど
、
詳
細
な
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
政
府
主
導

で
次
々
に
ガ
イ
ダ
ン
ス
等
の
形
で
公
表
さ
れ
て
い
る
。
会
社
法
の
未
解
決
領
域
で
あ
り
、
実
効
性
を
持
た
せ
る
う
え
で
一
定
の
ガ
イ
ド
ラ

（
三
六
一
）



政
経
研
究

　第
五
十
六
巻
第
二
号
（
二
〇
一
九
年
七
月
）

二
二
〇

イ
ン
化
に
は
や
む
を
得
な
い
面
も
あ
る
が
、
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
の
視
点
か
ら
今
後
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
に
織
り
込
ん
で
い
く
こ
と

は
コ
ー
ド
の
厖
大
化
に
も
繋
が
り
、
上
場
企
業
に
お
い
て
柔
軟
性
を
奪
う
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
。

彼
我
の
相
違
を
踏
ま
え
て
、
英
国
の
ダ
ブ
ル
コ
ー
ド
やG

reen�P
aper

か
ら
受
け
る
制
度
設
計
に
か
か
る
先
駆
的
な
示
唆
を
活
用
し

て
い
く
こ
と
が
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
柔
軟
さ
を
維
持
し
つ
つ
実
質
化
を
進
め
る
重
要
な
鍵
と
な
ろ
う
。
現
状
の
制
度
構
成
の
ま
ま
、
コ
ー
ド

に
こ
れ
以
上
内
容
を
盛
り
込
み
続
け
る
こ
と
に
は
無
理
も
あ
ろ
う
か
。
我
が
国
の
法
体
系
全
体
に
お
い
て
、
コ
ー
ド
の
根
源
的
位
置
付
け

に
つ
き
改
め
て
整
理
が
必
要
に
な
っ
て
き
つ
つ
あ
る
と
い
え
よ
う
。

［
本
稿
は
財
団
法
人
民
事
紛
争
処
理
研
究
基
金
の
助
成
金
に
基
づ
く
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
］

（
1
）�

金
融
庁
「
変
革
期
に
お
け
る
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
に
む
け
て
～
金
融
行
政
の
こ
れ
ま
で
の
実
践
と
今
後
の
方
針
～
（
平
成
30
事
務
年
度
）」

（
二
〇
一
八
年
九
月
）
四
六
─
四
九
頁
。

（
2
）�

株
式
会
社
東
京
証
券
取
引
所｢

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
～
会
社
の
持
続
的
な
成
長
と
中
長
期
的
な
企
業
価
値
の
向
上
の
た
め
に

～｣

（
二
〇
一
八
年
六
月
一
日
）、
金
融
庁
「
投
資
家
と
企
業
の
対
話
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」（
二
〇
一
八
年
六
月
一
日
公
表
）。

（
3
）�

経
済
産
業
省
「
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
実
務
指
針
（
Ｃ
Ｇ
Ｓ
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
）」（
二
〇
一
八
年
九
月
二
八
日
改

定
）
一
─
一
三
八
頁
。

（
4
）�

筆
者
の
日
本
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
学
会
全
国
大
会
研
究
報
告
「
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
改
訂
と
対
話
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
策
定

に
み
る
新
た
な
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
─
Ｃ
Ｅ
Ｏ
・
取
締
役
会
、
任
意
の
独
立
委
員
会
、
資
本
コ
ス
ト
等
を
中
心
に
─
」
於
関
西
大
学
（
二
〇
一
八

年
九
月
二
九
日
）
を
基
に
そ
の
後
の
フ
ォ
ロ
ー
を
図
っ
た
。

（
三
六
二
）



ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
な
ら
び
に
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
改
定
後
の
グ
ロ
ー
バ
ル
企
業
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
（
藤
川
）

二
二
一

（
5
）�

有
吉
尚
哉
「
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
の
改
訂
」
西
村
あ
さ
ひ
法
律
事
務
所
Ｍ
＆
Ａ
ニ
ュ
ー
ズ
レ
タ
ー
（
二
〇
一
七
年
五
月
号
）
一
─

四
頁
。

（
6
）�
神
作
裕
之
「
日
本
版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
コ
ー
ド
の
改
訂
に
つ
い
て
」
東
京
大
学
公
共
政
策
大
学
院
第
二
回
金
融
資
本
市
場
の
あ
り
方
に
関

す
る
産
官
学
フ
ォ
ー
ラ
ム
（
二
〇
一
七
年
一
二
月
二
一
日
）
一
─
二
五
頁
。
上
田
亮
子
「
日
本
版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
の
改
訂
～
機
関

投
資
家
の
役
割
と
実
効
性
の
強
化
～
」
月
刊
資
本
市
場
№
三
八
二
（
二
〇
一
七
年
六
月
）
二
六
─
三
四
頁
。

（
7
）�

大
崎
貞
則
・
小
野
傑
・
湯
山
智
教
「
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
改
訂
と
責
任
あ
る
機
関
投
資
家
像
を
考
え
る
─
第
２
回
「
金
融
資
本
市

場
の
あ
り
方
に
関
す
る
産
官
学
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
に
お
け
る
議
論
を
通
じ
て
─
」
金
融
財
政
事
情
（
二
〇
一
八
年
三
月
一
九
日
）
三
六
─
四
一
頁
、
神

作
裕
之
発
言
四
一
頁
。

（
8
）�

有
吉
尚
哉
・
五
十
嵐
チ
カ
「
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
改
訂
と
対
話
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
策
定
～
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト
結
果
を

踏
ま
え
て
」�

西
村
あ
さ
ひ
法
律
事
務
所
金
融
ニ
ュ
ー
ズ
レ
タ
ー
二
〇
一
八
年
七
月
号
一
─
一
一
頁
参
照
。
田
原
泰
雅
（
金
融
庁
総
務
企
画
局
企
業
開

示
課
長
）・
渡
邉
浩
司
（
前
東
京
証
券
取
引
所
上
場
部
企
画
グ
ル
ー
プ
統
括
課
長
）・
染
谷
浩
史
（
金
融
庁
総
務
企
画
局
企
業
開
示
課
企
業
開
示
調
整

官
）・
安
井
桂
大
（
前
金
融
庁
総
務
企
画
局
企
業
開
示
課
専
門
官
）「
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
改
訂
と
「
投
資
家
と
企
業
の
対
話
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
」
の
解
説
」
商
事
法
務
№
二
一
七
一
（
二
〇
一
八
年
七
月
五
日
）
四
─
二
〇
頁
、
中
村
慎
二
「
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド

の
改
定
と
資
本
コ
ス
ト
」
商
事
法
務
№
二
一
七
四
（
二
〇
一
八
年
八
月
五
日
）
四
一
─
五
一
頁
。

（
9
）�

神
作
裕
之
「
金
商
法
の
観
点
か
ら
見
た
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
」
日
本
証
券
経
済
研
究
所
金
融
商
品
取
引
法
研
究
会
研
究
記
録

第
五
五
号
（
二
〇
一
六
年
五
月
二
六
日
）
一
─
一
二
九
頁
。

（
10
）�

拙
稿
「
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
初
め
て
の
改
訂
─
コ
ー
ド
と
会
社
法
が
混
在
す
る
中
、
ハ
ー
ド
ロ
ー
ミ
ッ
ク
ス
に
よ
る
実
効

性
確
保
が
課
題
」R

egulationsV
ol.14

（
二
〇
一
八
年
九
月
）
一
八
─
一
九
頁
。

（
11
）�

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
・
パ
ブ
コ
メ
回
答
三
五
番
。

（
12
）�

拙
稿
「
英
国
金
融
法
制
とS

enior�M
anagem

ent�R
egim

e

─
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
交
錯
、
裁
判
例
を
通
じ
た
ソ
フ
ト

ロ
ー
の
変
容
、
上
級
管
」
理
者
機
能
（
Ｓ
Ｍ
Ｆ
ｓ
）
お
よ
び
域
外
適
用
─
」
日
本
法
学
第
八
一
巻
第
二
号
（
二
〇
一
五
年
一
〇
月
二
〇
日
）
一
─

（
三
六
三
）



政
経
研
究

　第
五
十
六
巻
第
二
号
（
二
〇
一
九
年
七
月
）

二
二
二

六
一
頁
。

（
13
）�

英
国
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
に
お
い
て
取
締
役
会
は
、
業
務
執
行
取
締
役
と
非
業
務
執
行
取
締
役
に
二
分
さ
れ
、
理
論
上
は
非

業
務
執
行
取
締
役
の
中
に
独
立
社
外
取
締
役
と
内
部
出
身
の
非
業
務
執
行
取
締
役
の
二
つ
が
あ
り
得
る
。
例
と
し
て
コ
ー
ド
各
則
９
の
記
載
で
は
、

独
立
性
を
有
す
る
と
考
え
る
非
業
務
執
行
取
締
役
に
つ
い
て
、
と
書
か
れ
て
お
り
、
非
業
務
執
行
取
締
役
は
全
員
が
独
立
性
を
有
す
る
か
は
文
言
か

ら
は
必
ず
し
も
一
義
で
は
な
い
。
Ｃ
Ｆ
Ｏ
（C

hief�F
inancial�O

ffi
cer

）
な
ど
内
部
の
非
業
務
執
行
取
締
役
も
執
行
陣
か
ら
は
社
内
で
業
務
と
は

一
線
を
画
し
独
立
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
が
、
独
立
性
と
し
て
我
が
国
の
よ
う
に
社
外
独
立
性
を
指
す
も
の
と
す
れ
ば
、
Ｃ
Ｆ
Ｏ
の
よ
う
に
内
部
者

で
社
外
性
の
な
い
非
業
務
執
行
取
締
役
の
存
在
は
肯
定
し
う
る
。
業
務
執
行
取
締
役
と
非
業
務
執
行
取
締
役
（
社
外
者
と
内
部
者
を
含
む
）
の
協
働

に
よ
る
取
締
役
会
運
営
あ
る
い
は
業
務
監
査
等
に
お
け
る
メ
リ
ッ
ト
に
関
し
て
、
我
が
国
で
二
〇
一
五
年
改
正
会
社
法
に
よ
り
導
入
さ
れ
た
監
査
等

委
員
会
設
置
会
社
を
み
る
と
、
監
査
等
委
員
会
の
構
成
と
し
て
外
部
出
身
の
監
査
等
委
員
、
内
部
者
の
監
査
等
委
員
の
協
働
に
よ
っ
て
十
分
内
部
情

報
に
知
悉
し
た
監
査
あ
る
い
は
監
督
が
行
い
得
る
点
、
同
趣
旨
に
も
解
し
う
る
。
も
っ
と
も
、
実
際
に
は
英
国
で
非
業
務
執
行
取
締
役
と
い
っ
た
場

合
は
殆
ど
の
場
合
社
外
取
締
役
を
指
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
我
が
国
コ
ー
ド
同
様
に
、
独
立
社
外
取
締
役
と
い
う
文
言
を
使
用

し
て
お
き
た
い
。

（
14
）�

大
杉
謙
一
「
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
に
関
す
る
実
務
上
の
課
題
～
グ
ロ
ー
バ
ル
対
応
の
視
点
も
含
め
て
～
」（
コ
メ
ン
ト
：
双
日
株
式
会
社
法

務
部
長
守
田
達
也
）
国
際
取
引
法
フ
ォ
ー
ラ
ム
報
告
（
二
〇
一
八
年
七
月
二
八
日
）。

（
15
）�

米
国
で
は
独
立
社
外
取
締
役
が
代
表
訴
訟
の
防
弾
チ
ョ
ッ
キ
（bulletproof

）
の
機
能
を
果
た
し
、
形
式
面
の
免
責
要
因
と
な
っ
て
き
た
背
景

が
あ
る
。

（
16
）�

神
田
秀
樹
「
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
改
訂
」
資
料
版
商
事
法
務
№
四
一
二
（
二
〇
一
八
年
七
月
）
九
─
一
一
頁
。

（
17
）�Im
plem

enting�enterprise�risk�m
anagem

ent�:�from
�m
ethods�to�applications,�Jam

es�L
am
,�author.2017�H

oboken,�N
ew
�Jersey�:�

John�W
iley�&

�S
ons,pp1-405.�

（
18
）�

油
布
志
行
・
渡
邉
浩
司
・
髙
田
洋
輔
・
浜
田
宰
「『
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
原
案
』
の
解
説
［
Ⅳ
・
完
］」
商
事
法
務
№

二
〇
六
五
（
二
〇
一
五
年
四
月
一
五
日
）
四
九
頁
。

（
三
六
四
）



ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
な
ら
び
に
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
改
定
後
の
グ
ロ
ー
バ
ル
企
業
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
（
藤
川
）

二
二
三

（
19
）�

横
山
淳
「
改
訂
日
本
版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
～
３
つ
の
論
点
と
そ
の
対
応
～
」
大
和
総
研
調
査
季
報
Vol.
二
八
（
二
〇
一
七
年
秋
季

号
）
六
六
─
九
七
頁
。

（
20
）�
経
済
産
業
省
「
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
実
務
指
針
（
Ｃ
Ｇ
Ｓ
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
）」（
二
〇
一
七
年
三
月
三
一
日
）

一
─
八
五
頁
。

（
21
）�

経
済
産
業
省
・
前
掲
注（
３
）改
定
版
Ｃ
Ｇ
Ｓ
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
八
三
頁
。

（
22
）�

太
子
堂
厚
子
・
吉
田
瑞
穂
「
Ｔ
Ｏ
Ｐ
Ｉ
Ｘ
５
０
０
構
成
銘
柄
企
業
に
み
る
監
査
等
委
員
会
設
置
会
社
の
指
名
・
報
酬
の
規
律
─
指
名
・
報
酬
に

関
す
る
意
見
陳
述
権
の
行
使
状
況
を
中
心
に
─
」
商
事
法
務
№
二
一
八
六
（
二
〇
一
八
年
一
二
月
二
五
日
）
一
四
─
二
四
頁
。

（
23
）�

高
い
職
業
意
識
の
下
、
指
名
・
報
酬
の
決
定
内
容
の
妥
当
性
に
つ
い
て
積
極
的
な
意
見
形
成
を
行
っ
て
い
る
監
査
等
委
員
会
の
活
動
を
否
定
的

に
と
ら
え
る
も
の
で
は
な
い
。
意
見
形
成
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
必
要
は
な
い
。
太
子
堂
厚
子
・
吉
田
瑞
穂
・
前
掲
注（
22
）二
〇
─

二
二
頁
。

（
24
）�

江
頭
健
治
朗
「
会
社
法
改
正
に
よ
っ
て
日
本
の
会
社
は
変
わ
ら
な
い
」
法
律
時
報
八
六
巻
一
一
号
（
二
〇
一
四
年
）
六
四
頁
（
注
二
七
）。

（
25
）�

太
子
堂
厚
子
・
吉
田
瑞
穂
・
前
掲
注（
22
）二
二
頁
。

（
26
）�

株
式
会
社
ア
イ･

ア
ー
ル�

ジ
ャ
パ
ン
「C

om
pany�S

ecretary

（
カ
ン
パ
ニ
ー
・
セ
ク
レ
タ
リ
ー
）
概
要
」
経
済
産
業
省
Ｃ
Ｇ
Ｓ
研
究
会
資
料

（
二
〇
一
六
年
一
〇
月
二
〇
日
）
一
─
四
頁
。

（
27
）�

経
済
産
業
省
・
前
掲
注（
３
）改
定
版
Ｃ
Ｇ
Ｓ
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
一
九
頁
。

（
28
）�

公
益
社
団
法
人
関
西
経
済
連
合
会
「
実
効
性
あ
る
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
へ
の
改
革
に
関
す
る
意
見
」（
二
〇
一
八
年
四
月
一
七
日
）
一

─
五
頁
参
照
。

（
29
）�Jam
ie�A

llen,�S
ecretary�G

eneral,�A
C
G
A
,�C
G
�W
atch2018

─H
ard�D

ecisions,�A
C
G
A
`S
�P
R
E
S
E
N
T
A
T
IO
N
,�D
ecem

ber�5,�

2018,pp1-34.�

https://w
w
w
.acga-asia.org/cgw

atch-detail.php.�

富
永
誠
一
「
直
近
四
半
期
（
２
０
１
８
／
11
月
～
２
０
１
９
／
１
月
）
の
コ
ー
ポ
レ
ー

ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
動
向
」『
第
23
回
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
連
絡
会
』
日
本
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
報
告

（
三
六
五
）



政
経
研
究

　第
五
十
六
巻
第
二
号
（
二
〇
一
九
年
七
月
）

二
二
四

（
二
〇
一
九
年
一
月
三
〇
日
）
一
─
五
頁
。

（
30
）�

須
磨
美
月
「
英
国
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
と
改
訂
の
概
要
─
日
本
企
業
は
英
国
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
改
訂
か

ら
何
を
学
ぶ
べ
き
か
─
」
資
料
版
商
事
法
務
四
一
四
号
（
二
〇
一
八
年
九
月
）
二
四
─
五
三
頁
。F

inancial�R
eporting�C

ouncil,�T
he�U

K
�

C
orporate�G

overnance�C
ode,�July�2018.

（
31
）�C

O
R
P
O
R
A
T
E
�G
O
V
E
R
N
A
N
C
E
�R
E
F
O
R
M

（2017

）�. “T
he�G

overnm
ent�response�to�the�green�paper�consultation ”p26-27.

（
32
）�

中
村
信
男
「
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
会
社
法
改
正
構
想
─�

２
０
１
６
年
緑
書
「
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
改
革
」
に
示
さ
れ
た
会
社
法

改
正
構
想
の
概
観
と
示
唆�

─
」
比
較
法
学
五
一
巻
二
号
（
二
〇
一
七
年
一
二
月
）
七
五
─
一
一
一
頁
参
照
。

（
33
）�

オ
リ
ン
パ
ス
「
企
業
変
革
プ
ラ
ン
「T

ransform
�O
lym
pus

」
に
つ
い
て
」（
二
〇
一
九
年
一
月
一
一
日
）。https://w

w
w
.olym

pus.co.jp/

new
s/2019/contents/nr01098/nr01098_00000.pdf.

（
34
）�

山
田
剛
志
「
ヘ
ッ
ジ
フ
ァ
ン
ド
ア
ク
テ
ィ
ビ
ズ
ム
の
隆
盛
と
株
主
の
権
利
」
東
京
大
学
比
較
法
政
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
『
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ガ
バ
ナ
ン

ス
の
実
務
と
最
新
諸
論
点
─
日
本
企
業
の
国
際
競
争
力
強
化
に
向
け
て
─
』（
二
〇
一
九
年
二
月
二
七
日
）
一
─
三
七
頁
参
照
。
米
国
プ
ロ
ク
タ
ー
・

ア
ン
ド
・
ギ
ャ
ン
ブ
ル
（
Ｐ
＆
Ｇ
）
の
取
締
役
の
地
位
を
巡
り
、
ア
ク
テ
ィ
ビ
ス
ト
の
ト
ラ
イ
ア
ン
・
フ
ァ
ン
ド
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
が
委
任
状
争
奪

戦
を
仕
掛
け
、
フ
ァ
ン
ド
側
の
役
員
の
選
任
を
求
め
た
事
例
（P

&
G
�vs�T

rian�F
und�M

anagem
ent�

（
Ｔ
Ｆ
Ｍ
））
に
つ
き
同
二
二
─
三
〇
頁
。
山

田
剛
志
・
井
上
健
「
わ
が
国
に
お
け
る
ヘ
ッ
ジ
フ
ァ
ン
ド
・
ア
ク
テ
ィ
ビ
ズ
ム
に
対
す
る
法
的
対
応
と
課
題
（
１
）─（
９
）」
商
事
法
務
ポ
ー
タ
ル

（
二
〇
一
八
年
五
月
八
日
）。

（
35
）�

米
国
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
の
近
時
の
裁
判
例
で
は
ア
ク
テ
ィ
ビ
ス
ト
・
フ
ァ
ン
ド
の
買
増
し
に
対
す
る
買
収
防
衛
策
に
つ
い
て
、
株
主
総
会
の
議
決

権
行
使
に
よ
る
判
断
の
前
に
株
式
売
買
を
通
じ
た
支
配
権
取
得
に
よ
り
決
着
が
つ
く
こ
と
を
上
場
企
業
側
が
一
時
停
止
さ
せ
る
行
為
（
当
該
時
点
の

株
主
構
成
で
株
主
総
会
で
の
決
選
投
票
を
行
う
た
め
に
必
要
な
行
為
）
を
広
く
許
容
す
る
法
解
釈
を
展
開
し
、
ウ
ル
フ
パ
ッ
ク
戦
術
に
言
及
し
つ
つ
、

対
ア
ク
テ
ィ
ビ
ス
ト
・
フ
ァ
ン
ド
と
の
関
係
で
議
決
権
の
一
〇
％
と
い
う
従
前
の
実
務
よ
り
も
低
水
準
の
発
動
基
準
を
持
つ
買
収
防
衛
策
を
肯
定
し

た
。T

hird�P
oint�L

L
C
�v.�W

R
�C
A
�N
o.�9469-V

C
P
�

（D
el.�C

h.�M
ay�2,�2014

）.�

石
﨑
泰
哲
「
近
時
の
ア
ク
テ
ィ
ビ
ス
ト
・
フ
ァ
ン
ド
の
動
き

と
日
本
の
上
場
会
社
に
求
め
ら
れ
る
対
応
」
西
村
あ
さ
ひ
法
律
事
務
所M

&
A

ニ
ュ
ー
ズ
レ
タ
ー
（
二
〇
一
八
年
一
月
号
）
五
─
九
頁
。
フ
リ
ー
ラ

（
三
六
六
）



ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
な
ら
び
に
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
改
定
後
の
グ
ロ
ー
バ
ル
企
業
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
（
藤
川
）

二
二
五

イ
ダ
ー
の
ケ
ー
ス
も
多
い
。
岩
谷
賢
伸
「
米
国
ア
ク
テ
ィ
ビ
ス
ト
・
フ
ァ
ン
ド
の
実
態
と
資
本
市
場
に
お
け
る
役
割
」
野
村
資
本
市
場
ク
ォ
ー
タ

リ
ー
（
二
〇
〇
七
年
秋
号
）
二
〇
〇
─
二
一
七
頁
。

（
36
）�
ヘ
ッ
ジ
フ
ァ
ン
ド
・
ア
ク
テ
ィ
ビ
ズ
ム
で
は
短
期
的
指
向
が
強
く
、
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
投
資
を
行
うS

ilent�M
ajority

株
主
を
支
配
し
、
多
数

派
も
阻
害
さ
れ
る
。
水
平
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
コ
ス
ト
（horizontal�agency�cost

）
で
あ
り
、
垂
直
的
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
コ
ス
ト
（vertical�

agency�cost
）
で
は
な
い
。
山
田
剛
志
・
前
掲
注（
34
）二
八
頁
。

（
37
）�John�C

.�C
offee,�T

he�A
gency�C

osts�of�A
ctivism

:�Inform
ation�L

eakage,�T
hw
arted�M

ajorities,�and�the�P
ublic�M

orality,�

E
uropean�C

orporate�G
overnance�Institute�

（E
C
G
I

）�-�L
aw
�W
orking�P

aper�N
o.�373/2017.

John�C
.�C
offee,�Jr.�&

�D
arius�P

alia,�T
he�W

olf�at�the�D
oor:�T

he�Im
pact�of�H

edge�F
und�A

ctivism
�on�C

orporate�G
overnance,�

C
olum

bia�L
aw
�and�E

conom
ics�W

orking�P
aper�N

o.�521.�

（
38
）�

金
融
庁
「
金
融
商
品
取
引
法
第
27
条
の
36
の
規
定
に
関
す
る
留
意
事
項
（
フ
ェ
ア
・
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
・
ル
ー
ル
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
）」。

（
39
）�

フ
ェ
ア
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
・
ル
ー
ル
も
現
時
点
で
は
十
分
に
機
能
し
て
い
る
と
い
い
難
い
。
山
田
剛
志
・
前
掲
注（
34
）三
一
─
三
五
頁
。

（
40
）�

投
資
家
・
株
主
と
は
異
な
り
、
債
権
者
平
等
原
則
は
主
に
当
該
企
業
の
採
算
悪
化
時
な
ど
を
想
定
し
、
平
時
か
ら
の
法
制
整
備
は
馴
染
み
に
く

い
面
も
あ
る
。
平
時
に
は
債
権
者
が
株
主
を
兼
任
す
る
こ
と
は
別
と
し
て
、
特
に
早
期
の
資
金
回
収
を
図
る
必
要
性
も
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
も
っ
と

も
長
期
資
金
供
給
を
行
う
金
融
機
関
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
規
律
の
効
果
、
有
用
性
と
し
て
は
少
な
か
ら
ぬ
影
響
が
生
じ
よ
う
（
私
見
）。

（
41
）�

「
ス
ル
ガ
銀
行�

第
三
者
委
員
会
調
査
報
告
書
（
公
表
版
）」（
二
〇
一
八
年
九
月
七
日
）
一
─
三
二
一
頁
。

（
42
）�

矢
吹
公
敏
「
企
業
ガ
バ
ナ
ン
ス
と
『
弁
護
士
と
の
通
信
秘
密
保
護
制
度
（
い
わ
ゆ
る
弁
護
士
依
頼
者
秘
匿
特
権
）』
の
重
要
性
」
東
京
大
学
比

較
法
政
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
・
前
掲
注（
34
）一
─
九
頁
参
照
。

（
43
）�

日
本
弁
護
士
連
合
会
「
企
業
等
不
祥
事
に
お
け
る
第
三
者
委
員
会
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」（
改
訂
二
〇
一
〇
年
一
二
月
一
七
日
）
一
─
六
頁
。

（
44
）�

株
式
会
社
神
戸
製
鋼
所
「
当
社
グ
ル
ー
プ
に
お
け
る
不
適
切
行
為
に
関
す
る
報
告
書
」（
二
〇
一
八
年
三
月
六
日
）
一
─
八
一
頁
。

http://w
w
w
.kobelco.co.jp/releases/files/20180306_report.pdf.

（
45
）�

Ｄ
評
価
三
名
、
Ｆ
評
価
六
名
。
第
三
者
委
員
会
報
告
書
格
付
け
委
員
会
（
評
価
日
二
〇
一
八
年
三
月
三
〇
日
）
一
─
三
三
頁
。（

三
六
七
）



政
経
研
究

　第
五
十
六
巻
第
二
号
（
二
〇
一
九
年
七
月
）

二
二
六

http://w
w
w
.rating-tpcr.net/w

p-content/uploads/fccfdeac65688725d484784e82ca152d17.pdf.�
（
46
）�

第
三
者
委
員
会
報
告
書
に
弁
護
士
依
頼
者
秘
匿
特
権
が
及
ば
な
い
と
す
れ
ば
、
開
示
に
よ
る
同
特
権
の
放
棄
、
そ
し
て
莫
大
な
民
事
責
任
や
刑

事
責
任
を
問
わ
れ
る
こ
と
を
恐
れ
て
、
か
え
っ
て
、
第
三
者
委
員
会
の
調
査
に
支
障
を
き
た
す
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
他
方
で
、
事
実
調
査
や
法

律
分
析
の
専
門
家
で
あ
る
弁
護
士
を
第
三
者
委
員
会
の
委
員
と
し
て
任
命
し
な
い
こ
と
も
、
実
態
解
明
を
弱
体
化
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
矢
吹
公

敏
・
前
掲
注（
42
）八
─
九
頁
。

（
47
）�

神
作
裕
之
「
企
業
の
持
続
的
成
長
と
会
社
法
・
金
商
法
上
の
い
く
つ
か
の
論
点
」
東
京
大
学
比
較
法
政
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
・
前
掲
注（
34
）一
─

五
〇
頁
参
照
。

（
48
）�D

irective�

（E
U

）�2017/828�of�the�E
uropean�P

arliam
ent�and�of�the�C

ouncil�of�17�M
ay�2017�am

ending�D
irective�2007/36/E

C
�

as�regards�the�encouragem
ent�of�long-term

�shareholder�engagem
ent.�

（
49
）�

神
作
裕
之
・
前
掲
注（
47
）四
九
─
五
〇
頁
。

（
50
）�

金
融
庁
企
画
市
場
局
「
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
の
更
な
る
推
進
に
向
け
た
検
討
課
題
」
金
融
庁
「
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド

及
び
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
会
議
」（
第
一
八
回
）
資
料
（
二
〇
一
九
年
三
月
五
日
）
一
─
二
四
頁
参
照
。

（
51
）C

onsultation�on�P
roposed�R

evisions�to�the�U
K
�S
tew
ardship�C

ode,�F
inancial�R

eporting�C
ouncil,�Jan�2019,pp1-27.

https://w
w
w
.frc.org.uk/getattachm

ent/8caa0e9c-58bb-41b2-923e-296223755174/C
onsultation-on-P

roposed-R
evisions-to-the-

U
K
-S
tew
ardship-C

ode-Jan-2019.pdf.�

金
融
庁
企
画
市
場
局
・
前
掲
注（
50
）五
頁
参
照
。

（
52
）�

Ｅ
Ｕ
株
主
権
利
指
令
（
Ｓ
Ｄ
Ｒ
）
と
平
仄
を
合
わ
せ
る
必
要
か
らA

pply�and�E
xplain

を
導
入
し
た
が
、
英
国
Ｆ
Ｒ
Ｃ
は
投
資
家
に
原
則
の

遵
守
を
要
求
し
、
他
の
良
い
代
替
案
が
あ
れ
ば
説
明
を
求
め
る
と
い
う
趣
旨
で
、C

om
ply�or�E

xplain

の
途
も
残
さ
れ
て
い
る
。
活
動
と
結
果
に

関
す
る
年
間
報
告
（A

nnual�activity�and�O
utcom

e�R
eport

）
の
提
出
・
開
示
は
重
要
で
あ
り
、
ア
セ
ッ
ト
オ
ー
ナ
ー
に
対
し
てL

iability

に

応
じ
た
戦
略
を
示
す
こ
と
を
求
め
て
い
る
。
ま
た
投
資
家
と
経
営
陣
の
対
話
が
上
手
く
い
か
な
い
と
き
に
（E

scalation

）、
ま
ず
投
資
家
が
他
社

と
のC

ollaboration

を
図
る
プ
ロ
セ
ス
が
重
要
に
な
る
が
、
我
が
国
Ｓ
Ｓ
Ｃ
に
は
欠
落
し
て
い
る
。
金
融
庁
・
前
掲
注（
50
）フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
会

議
（
第
一
八
回
）
に
お
け
るK

errie�W
aring

委
員
（C

hie�E
xecutive�O

ffi
cer,�IC

G
N

）
発
言
。
Ｉ
Ｃ
Ｇ
Ｎ
（International�C

orporate�

（
三
六
八
）



ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
な
ら
び
に
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
改
定
後
の
グ
ロ
ー
バ
ル
企
業
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
（
藤
川
）

二
二
七

G
overnance�N

etw
ork

）
は
二
〇
一
六
年
六
月
年
次
総
会
で
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
原
則
を
採
択
し
て
い
る
。

（
53
）�

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
手
続
き
は
二
〇
一
九
年
三
月
二
九
日
ま
で
。「
英
国
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
の
改
定
案
」
商
事
法
務
№

二
一
九
一
（
二
〇
一
九
年
二
月
二
五
日
）
五
五
頁
参
照
。

（
54
）�
受
託
者
責
任
の
限
界
と
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
に
よ
る
広
範
囲
の
関
係
性
の
網
羅
等
に
つ
い
て
、
上
田
亮
子
「
英
国
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・

コ
ー
ド
に
つ
い
て
」
金
融
庁
「
日
本
版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
に
関
す
る
有
識
者
検
討
会
」
資
料
（
二
〇
一
三
年
九
月
一
八
日
）
一
─

三
三
頁
。

（
55
）�

金
融
庁
・
前
掲
注（
50
）フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
会
議
（
第
一
八
回
）「
参
考
資
料
」
六
頁
。

（
56
）�S

S
C

は
機
関
投
資
家
と
最
終
投
資
家
のA

gency

問
題
を
解
決
す
る
も
の
で
な
く
、
最
終
投
資
家
と
の
利
益
相
反
問
題
が
残
さ
れ
る
。
金
融

庁
・
前
掲
注（
50
）フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
会
議
（
第
一
八
回
）
に
お
け
る
神
作
裕
之
委
員
発
言
。

（
57
）�

神
作
裕
之
「
金
商
法
の
観
点
か
ら
見
た
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
」
日
本
証
券
経
済
研
究
所
金
融
商
品
取
引
法
研
究
会
研
究
記
録

第
五
五�

号
（
二
〇
一
六
年
三
月
二
二
日
）
一
─
一
二
九
頁
。

（
58
）�

武
井
一
浩
「
課
題
総
括
」
東
京
大
学
比
較
法
政
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
・
前
掲
注（
34
）コ
メ
ン
ト
参
照
。
二
〇
一
八
年
六
月
改
定
の
わ
が
国
Ｃ
Ｇ
Ｃ
に

お
い
て
資
本
コ
ス
ト
が
強
調
さ
れ
、
ま
た
政
府
の
「
未
来
投
資
戦
略
２
０
１
８
」
に
お
い
て
は
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
と
し
て
Ｒ
Ｏ
Ｅ
で
な
く
、
Ｒ
Ｏ
Ａ

に
お
け
る
目
標
値
が
示
さ
れ
、
関
経
連
に
お
い
て
も
Ｒ
Ｏ
Ｉ
Ｃ
重
視
の
姿
勢
が
示
さ
れ
る
な
ど
、
株
主
・
機
関
投
資
家
の
み
で
な
く
、E

quity

（
資

本
）
とD

ebt

（
負
債
）
の
最
適
資
本
構
成
に
よ
る
資
本
コ
ス
ト
改
善
に
向
け
た
施
策
、
経
営
者
に
よ
る
能
力
発
揮
の
方
向
性
が
示
さ
れ
つ
つ
あ
る

も
の
と
い
え
よ
う
か
（
私
見
）。

（
59
）�

拙
稿
「
銀
行
取
締
役
の
追
加
融
資
責
任
に
関
す
る
考
察
─
東
和
銀
行
損
害
賠
償
請
求
等
訴
訟
事
件
と
関
連
事
案
の
検
討
な
ら
び
に
米
国
の
比
較

法
的
研
究
を
通
じ
て
─
」
法
学
紀
要
第
五
四
巻
（
二
〇
一
三
年
三
月
一
日
）
五
五
─
一
六
一
頁
。

（
60
）�

中
村
信
男
・
前
掲
注（
32
）八
〇
頁
。
山
口
幸
代
「
英
国
会
社
法
上
の
社
会
的
配
慮
に
関
す
る
企
業
責
任
の
取
扱
い
」
熊
本
法
学
一
一
三
号

（
二
〇
〇
八
年
）
一
一
七
頁
、
川
島
い
づ
み
「〈
新
版
〉
英
法
系
諸
国
の
会
社
法
〔
35
〕」
国
際
商
事
法
務
四
五
巻
七
号
（
二
〇
一
七
年
七
月
）

九
五
九
─
九
六
二
頁
。B

renda�H
annigan,�C

om
pany�L

aw
,�4th�ed.,�O

xford�U
niversity�P

ress,�2016,�paras.�10.22�-10.27.�

（
三
六
九
）



政
経
研
究

　第
五
十
六
巻
第
二
号
（
二
〇
一
九
年
七
月
）

二
二
八

（
61
）�

「
ス
ル
ガ
銀
行�

第
三
者
委
員
会
調
査
報
告
書
」・
前
掲
注（
41
）二
四
三
─
二
七
三
頁
。

（
62
）�

メ
イ
ン
バ
ン
ク
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
お
い
て
果
た
す
役
割
に
つ
い
て
は
従
前
か
ら
定
量
・
数
理
解
析
等
の
多
く
の
実
証
分
析
が

試
み
ら
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
堀
内
昭
義
・
花
崎
正
晴
「
日
本
企
業
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
構
造
─
所
有
構
造
、
メ
イ
ン
バ
ン
ク
、
市
場
競
争
─
」
日

本
政
策
投
資
銀
行
設
備
投
資
研
究
所
・
経
済
経
営
研
究
第
二
四
巻
第
一
号
（
二
〇
〇
四
年
一
月
）
一
─
九
五
頁
。
植
田
和
男
・
福
田
慎
一
・
大
石
英

生
・
中
村
純
一
「
日
本
企
業
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
：
産
業
の
新
陳
代
謝
、
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
経
営
に
向
け
た
課
題
と
展
望
─
２
０
１
６

年
東
大
・
設
研
共
同
主
催
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
抄
録
─
」
経
済
経
営
研
究
第
三
七
巻
第
二
号
（
二
〇
一
七
年
三
月
）
一
─
八
三
頁
。

（
63
）�

固
定
資
産
投
資
が
自
己
資
本
の
枠
内
を
超
え
る
も
の
の
、
長
期
的
資
本
（
自
己
資
本
と
固
定
負
債
）
の
枠
内
に
収
ま
り
、
長
期
安
定
的
な
調
達

が
で
き
て
い
る
か
を
示
す
指
標
で
、
固
定
比
率
と
合
わ
せ
て
分
析
に
用
い
る
。
銀
行
審
査
な
ど
で
は
、
当
該
投
資
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
稼
働
後
の
将
来
の

予
想
バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト
算
定
に
も
用
い
る
。

（
64
）�

資
金
あ
る
い
は
投
資
に
か
か
る
平
均
回
収
期
間
。

（
65
）�F

inancial�R
eporting�C

ouncil,�A
�U
K
�C
orporate�G

overnance�C
ode�that�is�fit�for�the�future,�16�July�2018,�1-15pp.

「
英
国
コ
ー

ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
改
訂
の
概
要
　
２
０
１
８
年
６
月
に
改
訂
さ
れ
た
日
本
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
と
の
比
較
」

B
U
S
IN
E
S
S
�L
A
W
Y
E
R
S
�

三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
信
託
銀
行
法
人
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
部
会
社
法
務
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
室
（
二
〇
一
八
年
九
月
一
二
日
）

参
照
。
須
磨
美
月
・
前
掲
注（
30
）四
六
─
四
七
頁
、
上
田
亮
子
「
英
国
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
改
訂
と
日
本
へ
の
示
唆
」
月
刊
資
本

市
場
№
三
九
五
（
二
〇
一
八
年
七
月
）
二
四
─
三
四
頁
、
三
井
千
絵
「
英
国
事
例
に
学
ぶ
ガ
バ
ナ
ン
ス
対
話
の
充
実
に
向
け
た
企
業
開
示
整
備
」
金

融
Ｉ
Ｔ
フ
ォ
ー
カ
ス
二
〇
一
六
年
六
月
号
一
四
─
一
五
頁
。

（
66
）�

国
際
的
Ｎ
Ｇ
Ｏ
で
あ
る
Ｉ
Ｉ
Ｒ
Ｃ
（T

he�International�Integrated�R
eporting�C

ouncil

国
際
統
合
報
告
評
議
会
）
が
財
務
情
報
と
非
財

務
情
報
を
統
合
的
に
公
開
す
る
国
際
的
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
「
国
際
統
合
報
告
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
クT

he�International�<IR
>�F
ram
ew
ork

」
を
公
表
し

た
（
二
〇
一
三
年
一
二
月
）。

http://integratedreporting.org/w
p-content/uploads/2015/03/International_IR

_F
ram
ew
ork_JP

.pdf

（
67
）�

拙
稿
「
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
に
お
け
る
攻
め
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
実
践
と
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
な
ら
び
に
株
主
総
会
改
革
─

（
三
七
〇
）



ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
な
ら
び
に
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
改
定
後
の
グ
ロ
ー
バ
ル
企
業
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
（
藤
川
）

二
二
九

Ｅ
Ｓ
Ｇ
責
任
投
資
と
統
合
報
告
、
海
外
機
関
投
資
家
の
議
決
権
行
使
、
二
〇
一
五
年
英
国
現
在
奴
隷
法
の
コ
モ
ン
セ
ン
ス
・
ア
プ
ロ
ー
チ
と
域
外
適

用
、
人
権
デ
ュ
ー
・
デ
ィ
リ
ジ
ェ
ン
ス
の
交
錯
な
ど
─
」
政
経
研
究
第
五
三
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
一
〇
月
一
一
日
）
三
二
七
─
四
〇
四
頁
。

（
68
）�
法
的
対
応
の
重
要
性
は
当
然
と
し
て
、
時
間
が
か
か
る
た
め
、
先
ず
は
実
務
的
対
応
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
示
さ
ん
と
す
る
も
の
と
述
べ
ら
れ
る
。

経
済
産
業
省
「「
グ
ル
ー
プ
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
実
務
指
針
（
仮
）」
の
骨
子
案
に
つ
い
て
」
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
シ

ス
テ
ム
（
Ｃ
Ｇ
Ｓ
）
研
究
会
（
二
〇
一
九
年
二
月
一
三
日
）
一
─
二
四
頁
。
政
府
は
二
〇
一
九
年
三
月
七
日
未
来
投
資
会
議
で
新
た
な
指
針
と
し
て

定
め
る
方
針
を
決
め
て
い
る
。
二
〇
一
九
年
三
月
八
日
読
売
新
聞
。

（
69
）�

経
済
産
業
省
・
法
務
省
「
企
業
価
値
・
株
主
共
同
の
利
益
の
確
保
又
は
向
上
の
た
め
の
買
収
防
衛
策
に
関
す
る
指
針
」（
二
〇
〇
五
年
五
月

二
七
日
）
一
─
一
七
頁
。
経
済
産
業
省
企
業
価
値
研
究
会
報
告
書
「
企
業
価
値
報
告
書
～
公
正
な
企
業
社
会
の
ル
ー
ル
形
成
に
向
け
た
提
案
～
」

（
二
〇
〇
五
年
五
月
二
七
日
）
一
─
一
二
七
頁
、
同
「
近
時
の
諸
環
境
の
変
化
を
踏
ま
え
た
買
収
防
衛
策
の
在
り
方
」（
二
〇
〇
八
年
六
月
三
〇
日
）

一
─
一
七
頁
。

（
70
）�

ニ
ッ
ポ
ン
放
送
に
よ
る
新
株
予
約
権
発
行
の
差
止
請
求
事
件
（
東
京
高
決
平
成
一
七
年
三
月
二
三�

日
判
例
時
報
一
八
九
九�

号
五
六�

頁
、
東
京

地
決
平
成�

一
七
年
三
月
一
一
日
商
事
法
務
一
七
二
六
号
四
七
頁
（
原
審
仮
処
分
決
定
））。
田
中
亘
「
買
収
防
衛
策
の
限
界
を
巡
っ
て
─
ニ
ッ
ポ
ン

放
送
事
件
の
法
的
検
討
─
」IM
E
S
�D
iscussion�P

aper�S
eries�2007-J-27

（
二
〇
〇
七�

年
一
〇�

月
）
一
─
七
五
頁
。

（
三
七
一
）





東
京
に
お
け
る
町
村
の
現
状
と
選
挙
お
よ
び
自
治
制
度
変
革
の
必
要
性
（
山
田
）

二
三
一

東
京
に
お
け
る
町
村
の
現
状
と
選
挙
お
よ
び
自
治
制
度
変
革
の
必
要
性

山

　
　田

　
　光

　
　矢

一
　
東
京
都
の
三
地
域
の
特
色

二
　
東
京
都
の
市
町
村
（
地
方
公
共
団
体
）
の
歴
史
と
自
治
制
度
の
特
色

三
　
東
京
都
の
区
市
町
村
の
自
治
制
度
の
特
色

四
　
東
京
都
の
町
村
と
全
国
の
小
規
模
自
治
体
（
村
）
の
選
挙
の
実
態

五
　
東
京
都
の
町
村
の
自
治
制
度
変
革
の
方
向
性
と
今
後

一
　
東
京
都
の
三
地
域
の
特
色

東
京
都
は
人
口
一
三
七
五
万
四
〇
四
三
人
で
全
国
一
位
、
面
積
二
一
九
三
・
九
六
㎢
で
全
国
四
四
位
の
極
端
に
人
口
密
度
の
高
い
広
域

論

　説

（
三
七
三
）



政
経
研
究

　第
五
十
六
巻
第
二
号
（
二
〇
一
九
年
七
月
）

二
三
二

的
な
普
通
地
方
公
共
団
体
（
広
域
地
方
公
共
団
体
）
で
あ
る
（
１
）

。
都
制
が
ひ
か
れ
て
い
る
唯
一
の
広
域
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
表

１
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
東
京
都
以
外
の
広
域
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
道
府
県
の
区
域
が
、
い
ず
れ
も
基
礎
的
な
普
通
地
方
公
共
団
体

で
あ
る
市
町
（
村
）
に
区
分
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
東
京
都
の
区
域
は
、
二
三
の
特
別
区
（
特
別
地
方
公
共
団
体
）
が
お
か
れ
て
い
る

旧
東
京
市
に
相
当
す
る
特
別
区
地
域
と
、
二
六
市
・
三
町
・
一
村
の
合
計
三
〇
市
町
村
（
基
礎
的
地
方
公
共
団
体
）
が
お
か
れ
て
い
る
多
摩

地
域
と
、
二
町
・
七
村
の
合
計
九
町
村
（
基
礎
的
地
方
公
共
団
体
）
が
お
か
れ
て
い
る
島
嶼
地
域
の
三
地
域
で
構
成
さ
れ
て
い
る
、
総
計

六
二
の
区
市
町
村
に
区
分
さ
れ
て
い
る
広
域
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
。
基
礎
的
地
方
公
共
団
体
の
特
性
か
ら
、
東
京
都
の
内
部
を
区
部
と

市
部
と
町
村
部
に
区
分
す
る
場
合
も
あ
る
。

一
八
六
七
（
慶
応
三
）
年
一
〇
月
一
四
日
の
大
政
奉
還
の
後
、
一
八
六
八
（
慶
応
四
）
年
閏
四
月
二
一
日
に
新
政
府
は
「
政
体
書
」
を
発

し
、「
府
・
藩
・
県
三
治
制
」
に
よ
る
地
方
制
度
を
確
立
し
た
。
続
い
て
新
政
府
は
閏
七
月
一
七
日
に
「
江
戸
ヲ
称
シ
テ
東
京
ト
為
ス
ノ

詔
書
」
を
発
し
て
東
京
府
を
設
置
し
、
八
月
一
七
日
に
は
東
京
府
庁
を
開
設
し
た
。
九
月
八
日
に
は
年
号
が
明
治
に
改
元
さ
れ
た
。
明
治

天
皇
は
一
〇
月
一
三
日
に
東
京
に
行
幸
し
、
一
二
月
初
旬
ま
で
東
京
に
滞
在
し
た
。
翌
年
二
月
に
再
度
東
京
に
行
幸
し
た
天
皇
は
、
二
月

二
八
日
に
東
京
城
（
旧
江
戸
城
）
に
入
り
、
東
京
城
を
皇
城
（
皇
居
）
と
改
め
実
質
上
の
遷
都
を
行
っ
た
。
東
京
府
は
三
月
一
六
日
に
、
江

戸
市
中
と
さ
れ
て
い
た
区
域
（
朱
引
）
の
九
八
二
町
を
一
番
組
か
ら
五
〇
番
組
の
五
〇
区
に
再
編
し
、
戸
数
人
口
調
査
を
行
い
、
東
京
朱

引
内
市
中
の
戸
数
は
一
二
万
六
〇
六
軒
、
人
口
は
五
〇
万
三
七
〇
三
人
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
四
月
八
日
に
は
朱
引
外
の

一
九
〇
町
八
九
村
を
一
番
組
か
ら
五
番
組
の
五
区
に
再
編
し
た
。

東
京
府
は
、
廃
藩
置
県
に
先
立
つ
一
八
七
一
（
明
治
四
）
年
六
月
九
日
に
、
朱
引
外
を
六
大
区
二
五
区
に
、
一
三
日
に
朱
引
内
を
四
四

区
に
区
分
し
た
後
、
朱
引
外
の
二
五
区
を
朱
引
内
の
四
四
区
に
続
け
て
第
四
五
区
か
ら
第
六
九
区
に
改
め
た
。
続
い
て
一
一
月
二
八
日
に

（
三
七
四
）



東
京
に
お
け
る
町
村
の
現
状
と
選
挙
お
よ
び
自
治
制
度
変
革
の
必
要
性
（
山
田
）

二
三
三

東
京
都
三
地
域
（
区
部
・
市
部
・
町
村
部
）
の
人
口
と
面
積

区
　

部
（

23
区

）
人

　
口

面
　

積
9,482,125

順
位

全
体

順
位

627.57
順

位
全

体
順

位

千
代

田
区

61,420
23

47
11.66

19
49

中
央

区
157,484

22
31

10.21
22

56
港

区
253,940

17
21

20.37
12

31
新

宿
区

343,494
12

14
18.22

13
33

文
京

区
227,224

19
23

11.29
21

51
台

東
区

203,219
21

25
10.11

23
57

墨
田

区
264,515

16
19

13.77
17

44
江

東
区

510,692
8

9
40.16

6
16

品
川

区
398,732

10
12

22.84
10

25
目

黒
区

283,153
15

17
14.67

16
43

大
田

区
728,437

3
3

60.83
1

10
世

田
谷

区
921,708

1
1

58.05
2

11
渋

谷
区

229,994
18

22
15.11

15
42

中
野

区
335,813

13
15

15.59
14

40
杉

並
区

575,691
6

7
34.06

8
18

豊
島

区
297,946

14
16

13.01
18

47
北

区
348,274

11
13

20.61
11

28
荒

川
区

216,098
20

24
10.16

21
54

板
橋

区
573,966

7
8

32.22
9

19
練

馬
区

731,360
2

2
48.08

5
15

足
立

区
677,536

5
5

53.25
3

13
葛

飾
区

450,815
9

10
34.8

7
17

江
戸

川
区

690,614
4

4
49.9

4
14

（
平

均
）

412,266
27.29

東
京
都
の
人
口
と
面
積
と
全
体
平
均

東
京

都
（

67
区

市
町

村
）

人
　

口
面

　
積

13754043
人

2193.96㎢
（

全
体

平
均

）
 221839.4

人
　

35.39㎢

市
　

部
（

26
市

）
人

　
口

面
　

積
4,188,784

順
位

全
体

順
位

783.95
順

位
全

体
順

位

八
王

子
市

576,907
6

1
186.38

2
1

立
川

市
179,326

30
9

24.36
24

7
武

蔵
野

市
146,333

34
12

10.98
52

21
三

鷹
市

190,356
28

7
16.42

38
14

青
梅

市
135,527

35
13

103.31
5

2
府

中
市

261,403
18

3
29.43

20
5

昭
島

市
111,903

39
17

17.34
35

12
調

布
市

235,430
20

4
21.58

26
8

町
田

市
433,843

11
2

71.55
9

4
小

金
井

市
123,868

37
15

11.3
50

20
小

平
市

192,716
27

6
20.51

30
10

日
野

市
188,183

29
8

27.55
23

6
東

村
山

市
150,030

32
10

17.14
36

13
国

分
寺

市
124,493

36
14

11.46
49

19
国

立
市

74,647
45

23
8.15

59
25

福
生

市
58,140

48
25

10.16
53

23
狛

江
市

82,360
42

20
6.39

60
26

東
大

和
市

84,674
41

19
13.42

45
17

清
瀬

市
75,329

44
22

10.23
55

22
東

久
留

米
市

116,328
38

16
12.88

48
18

武
蔵

村
山

市
71,652

46
24

15.32
41

16
多

摩
市

147,541
33

11
21.01

27
9

稲
城

市
90,270

40
18

17.97
34

11
羽

村
市

55,130
49

26
9.9

58
24

あ
き

る
野

市
80,326

43
21

73.47
7

3
西

東
京

市
202,069

26
5

15.75
39

15
（

平
均

）
161,107

35.12

町
村

部
（

5町
8村

）
人

　
口

面
　

積
83,134

順
位

全
体

順
位

782.44
順

位
全

体
順

位

西
多
摩
郡

57,514
❶
375.86

❶
瑞

穂
町

33,064
50

1
16.85

37
11

日
の

出
町

17,321
51

2
28.07

21
7

檜
原

村
2,092

58
9

105.41
4

3
奥

多
摩

町
5,037

54
5

225.53
1

1
島
　
部

25,620
406.58

大
島
支
庁

12,362
❷
140.99

❷
大

島
町

7,552
52

3
90.76

6
4

利
島

村
346

60
11

4.12
62

13
新

島
村

2,623
56

8
27.54

22
8

神
津

島
村

1,841
59

10
18.58

32
10

三
宅
支
庁

2,716
❺

75.8
❺

三
宅

村
2,372

57
7

55.26
12

6
御

蔵
島

村
344

61
12

20.54
29

9
八
丈
支
庁

7,469
❸

83.01
❹

八
丈

町
7,292

53
4

72.23
8

5
青

ヶ
島

村
177

62
13

5.96
61

12
小
笠
原
支
庁

3,073
❹
106.78

❸
小

笠
原

村
3,073

55
67

106.78
3

2
（

平
均

）
6,395

60.19

東
京
都
内
三
地
域
の
人
口
と
面
積

人
　

口
（

%
）

面
　

積
（

%
）

都
区

部
9,482,125

68.94%
627.57

28.60%
多

摩
地

域
4,246,298

30.87%
1159.81

52.86%
島

嶼
地

域
25,620

0.08%
406.58

18.53%
註

：
東

京
都

「
リ

ン
ク

集
／

都
内

区
市

町
村

」（
w

w
w

.m
etro.tokyo.jp/link/link04.htm

l）
を

参
照

し
て

作
成

し
た

。

表
1

（
三
七
五
）



政
経
研
究

　第
五
十
六
巻
第
二
号
（
二
〇
一
九
年
七
月
）

二
三
四

は
府
下
を
六
大
区
・
九
七
小
区
に
改
編
し
「
大
区
・
小
区
制
」
に
対
応
し
た
。
一
九
七
三
（
明
治
六
）
年
に
大
区
の
区
割
り
変
更
が
実
施

さ
れ
、
朱
引
内
は
一
大
区
か
ら
六
大
区
に
、
朱
引
外
は
七
大
区
か
ら
一
一
大
区
に
区
分
さ
れ
た
。
一
八
七
八
（
明
治
一
一
）
年
七
月
二
二

日
に
明
治
政
府
は
、
郡
区
町
村
編
成
法
・
府
県
会
規
則
・
地
方
税
規
則
（
い
わ
ゆ
る
三
新
法
）
を
制
定
し
、
新
し
い
地
方
制
度
の
確
立
に
着

手
し
た
。
そ
の
時
三
つ
の
府
に
は
複
数
の
区
が
設
置
さ
れ
、
開
国
に
よ
っ
て
開
港
さ
れ
た
五
港
と
人
民
輻
輳
の
一
二
の
都
市
は
そ
れ
ぞ
れ

区
と
さ
れ
た
。
東
京
府
は
一
一
月
二
日
に
一
一
大
区
一
〇
三
小
区
を
廃
止
し
、
市
街
地
（
旧
朱
引
内
）
に
一
五
区
、
郷
村
地
（
旧
朱
引
外
）

に
三
八
〇
余
の
町
村
か
ら
な
る
六
郡
を
置
い
た
。
こ
の
一
五
区
・
六
郡
が
お
か
れ
た
区
域
が
ほ
ぼ
現
在
の
二
三
区
に
相
当
す
る
区
域
で
あ

る
。一

九
八
八
（
明
治
二
一
）
年
四
月
に
市
制
町
村
制
が
制
定
さ
れ
が
、
新
政
府
は
翌
年
四
月
一
日
に
、
東
京
・
京
都
・
大
阪
へ
の
市
制
適

用
の
阻
止
を
目
的
と
し
た
、
例
外
規
定
で
あ
る
「
市
制
特
例
」
を
制
定
し
た
。
そ
の
内
容
は
、「
従
来
の
区
を
存
し
、
区
域
全
体
に
１
市

を
置
く
も
の
の
市
長
・
助
役
は
置
か
ず
、
そ
の
業
務
は
府
知
事
・
書
記
官
が
行
う
こ
と
」
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
受
け
て
五
月

に
東
京
府
一
五
区
を
市
域
と
す
る
東
京
市
が
発
足
す
る
と
と
も
に
、
七
月
八
日
に
東
京
市
条
例
第
一
号
「
区
会
条
例
」
が
公
布
さ
れ
た
。

一
八
八
九
（
明
治
二
二
）
年
五
月
一
日
の
市
制
町
村
制
の
施
行
を
受
け
、
一
五
区
の
範
囲
に
基
礎
的
地
方
公
共
団
体
と
し
て
の
東
京
市
が

設
置
さ
れ
、
区
は
そ
の
下
部
組
織
と
な
っ
た
が
、
区
会
を
通
じ
た
自
治
権
は
確
保
さ
れ
た
。
周
辺
六
郡
に
は
町
村
合
併
（
明
治
の
大
合
併
）

に
よ
っ
て
八
五
の
町
村
が
置
か
れ
た
。
一
八
九
六
（
明
治
二
九
）
年
に
は
、
南
豊
島
郡
と
東
多
摩
郡
が
合
併
し
て
豊
多
摩
郡
と
な
り
、
六

郡
は
五
郡
に
、
ま
た
八
五
存
在
し
た
町
村
も
そ
の
後
の
合
併
で
八
二
に
減
少
し
た
。

こ
う
し
た
東
京
府
の
基
礎
的
地
方
公
共
団
体
の
改
編
の
背
景
で
、
東
京
府
の
区
域
を
拡
大
す
る
よ
う
な
政
策
も
推
進
さ
れ
て
き
た
。

一
八
七
八
（
明
治
一
一
）
年
一
月
に
は
伊
豆
諸
島
が
静
岡
県
か
ら
東
京
府
に
移
管
さ
れ
、
一
八
八
〇
（
明
治
一
三
）
年
一
〇
月
に
は
、

（
三
七
六
）



東
京
に
お
け
る
町
村
の
現
状
と
選
挙
お
よ
び
自
治
制
度
変
革
の
必
要
性
（
山
田
）

二
三
五

一
九
七
六
（
明
治
九
）
年
に
日
本
帰
属
が
確
定
し
内
務
省
の
管
轄
と
さ
れ
て
い
た
小
笠
原
諸
島
が
東
京
府
に
編
入
さ
れ
、
東
京
府
の
領
域

が
島
嶼
部
に
拡
大
し
た
。
さ
ら
に
一
八
九
三
（
明
治
二
六
）
年
四
月
一
日
に
は
神
奈
川
県
か
ら
西
多
摩
郡
、
南
多
摩
郡
、
北
多
摩
郡
の
三

郡
一
八
町
一
六
〇
村
が
東
京
府
に
編
入
さ
れ
た
。
こ
の
結
果
、
本
州
に
お
け
る
東
京
府
は
一
五
区
八
郡
二
八
〇
町
村
と
な
っ
た
。
こ
う
し

た
東
京
府
の
領
域
拡
大
策
に
よ
っ
て
、
東
京
府
の
領
域
は
約
二
・
三
倍
に
拡
大
し
、
現
在
の
東
京
都
の
領
域
が
確
定
し
た
の
で
あ
る
。
こ

の
結
果
、
東
京
都
は
旧
来
の
東
京
府
の
区
域
（
現
在
の
特
別
区
地
域
）
と
多
摩
地
域
と
島
嶼
地
域
の
三
地
域
に
区
分
さ
れ
た
の
で
あ
る
（
２
）

。

一
八
九
八
（
明
治
三
一
）
年
六
月
に
は
市
制
特
例
が
廃
止
さ
れ
、
東
京
市
・
京
都
市
・
大
阪
市
の
三
市
が
一
般
市
と
同
等
の
権
利
を
獲

得
し
た
。
た
だ
し
三
市
に
置
か
れ
て
い
た
「
従
来
の
区
」
や
「
従
来
の
区
会
」
は
残
る
こ
と
に
な
っ
た
。
一
九
一
一
（
明
治
四
四
）
年
四

月
七
日
に
市
制
町
村
制
の
全
面
改
正
が
あ
り
、
市
制
と
町
村
制
に
区
分
さ
れ
る
と
と
も
に
、
市
町
村
の
「
法
人
格
」
や
「
公
共
事
務
」、

「
団
体
委
任
事
務
」、「
機
関
委
任
事
務
」
の
規
定
が
整
備
さ
れ
た
。
ま
た
「
勅
令
を
も
っ
て
指
定
す
る
市
の
区
は
こ
れ
を
法
人
と
す
。
そ

の
財
政
及
び
営
造
物
に
関
す
る
事
務
そ
の
他
法
令
に
よ
り
区
に
属
す
る
事
務
を
処
理
す
る
」
と
の
規
定
も
置
か
れ
た
が
、
実
際
に
指
定
さ

れ
た
の
は
東
京
市
・
京
都
市
・
大
阪
市
の
三
市
の
み
で
あ
っ
た
。
三
市
内
の
区
は
地
方
制
度
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
状
況
は
継
続
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

発
展
を
続
け
る
東
京
に
あ
っ
て
は
、
東
京
市
の
区
域
を
新
た
に
設
定
す
る
必
要
が
生
ま
れ
て
き
た
。
一
九
二
二
（
大
正
一
一
）
年
四
月

の
総
理
大
臣
公
告
は
、
東
京
の
都
市
計
画
区
域
を
東
京
駅
よ
り
半
径
一
〇
マ
イ
ル
内
と
し
た
。
東
京
市
の
市
域
の
拡
大
に
合
わ
せ
て
、

一
九
三
二
（
昭
和
七
）
年
一
〇
月
に
、
旧
来
の
東
京
府
の
区
域
に
あ
っ
た
五
郡
の
八
二
町
村
（
北
多
摩
郡
千
歳
村
と
砧
村
を
除
く
地
域
）
を
編

入
し
、
そ
こ
に
二
〇
の
区
を
設
置
し
た
。
旧
来
の
一
五
区
と
新
設
二
〇
区
の
合
計
三
五
の
区
が
東
京
市
と
さ
れ
た
（
い
わ
ゆ
る
「
大
東
京

市
」）。
さ
ら
に
一
九
三
六
（
昭
和
一
一
）
年
一
〇
月
一
日
に
は
、
北
多
摩
郡
千
歳
村
と
砧
村
が
世
田
谷
区
に
編
入
さ
れ
た
。（

三
七
七
）



政
経
研
究

　第
五
十
六
巻
第
二
号
（
二
〇
一
九
年
七
月
）

二
三
六

一
九
二
〇
（
大
正
九
）
年
の
東
京
府
の
人
口
は
三
六
九
万
九
八
三
九
人
で
、
東
京
市
に
二
一
七
万
三
二
〇
一
人
、
隣
接
五
郡
に
一
一
七

万
七
四
二
九
人
、
そ
の
他
の
地
域
に
三
四
万
九
二
〇
九
人
が
住
ん
で
お
り
、
東
京
市
の
人
口
は
東
京
府
全
体
の
五
九
％
で
あ
っ
た
。
一
〇

年
後
の
一
九
三
〇
（
昭
和
五
）
年
の
東
京
府
の
人
口
は
五
四
〇
万
八
六
七
八
人
ま
で
増
加
し
た
が
、
東
京
市
は
二
〇
七
万
九
一
三
人
に
減

少
し
、
隣
接
五
郡
は
二
八
九
万
九
九
二
六
人
と
約
二
・
五
倍
ま
で
増
加
し
、
そ
の
他
の
地
域
は
四
三
万
七
八
三
九
人
と
な
り
、
東
京
市
の

人
口
は
東
京
府
全
体
の
三
八
％
ま
で
低
下
し
た
。
東
京
府
の
増
加
し
た
人
口
が
一
五
区
周
辺
五
郡
に
集
中
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
隣
接
五

区
を
編
入
し
三
五
区
と
な
っ
た
一
九
三
二
（
昭
和
七
）
年
の
東
京
府
の
人
口
は
五
七
七
万
二
〇
〇
人
で
、
拡
大
し
た
東
京
市
に
は
五
三
一

万
四
七
〇
二
人
、
そ
の
他
の
地
域
に
四
五
万
五
四
九
八
人
が
住
ん
で
お
り
、
東
京
市
の
人
口
は
東
京
府
全
体
の
実
に
九
二
％
ま
で
拡
大
し

た
の
で
あ
る
。

一
九
四
三
（
昭
和
一
八
）
年
三
月
二
〇
日
の
市
制
・
町
村
制
、
府
県
制
の
改
革
を
受
け
、
七
月
一
日
に
は
「
東
京
都
制
」
が
制
定
さ
れ
、

東
京
府
と
東
京
市
が
廃
止
さ
れ
、
東
京
府
の
範
囲
に
東
京
都
が
設
置
さ
れ
た
。
こ
の
時
成
立
し
た
東
京
都
は
基
礎
的
地
方
公
共
団
体
と
さ

れ
た
。
都
制
が
実
施
さ
れ
た
後
で
も
三
五
区
は
都
の
下
部
組
織
と
し
て
存
続
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
東
京
都
が
基
礎
的
地
方

公
共
団
体
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
多
摩
地
域
や
島
嶼
地
区
の
市
町
村
は
法
律
上
の
普
通
地
方
公
共
団
体
と
し
て
の
性
格
を
失
い
、
都
の
下

部
組
織
と
な
っ
た
。
そ
の
後
、
終
戦
に
と
も
な
い
、
大
村
・
扇
村
袋
澤
村
・
北
村
・
沖
村
・
硫
黄
島
村
の
五
村
で
構
成
さ
れ
て
い
た
小
笠

原
島
は
ア
メ
リ
カ
の
統
治
下
に
移
さ
れ
た
。
一
九
六
八
（
昭
和
四
三
）
年
に
日
本
に
返
還
さ
れ
小
笠
原
村
が
設
置
さ
れ
た
が
、
自
治
権
が

回
復
す
る
の
は
一
九
七
九
（
昭
和
五
四
）
年
四
月
二
二
日
に
第
一
回
村
長
お
よ
び
村
議
会
議
員
選
挙
が
実
施
さ
れ
た
後
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
日
本
の
官
治
集
権
的
な
地
方
制
度
が
自
治
分
権
的
な
地
方
制
度
に
転
換
す
る
の
は
、
一
九
四
七
（
昭
和
二
二
）
年
五
月
三
日

の
日
本
国
憲
法
と
地
方
自
治
法
を
中
心
と
す
る
地
方
自
治
関
連
法
規
等
の
施
行
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
。
東
京
都
で
は
憲
法
施
行
に
先
立
つ

（
三
七
八
）



東
京
に
お
け
る
町
村
の
現
状
と
選
挙
お
よ
び
自
治
制
度
変
革
の
必
要
性
（
山
田
）

二
三
七

三
月
一
五
日
に
、
三
五
区
を
二
二
区
に
整
理
統
合
し
て
い
る
。
こ
の
二
二
区
は
地
方
自
治
法
の
施
行
に
と
も
な
い
特
別
地
方
公
共
団
体

（
特
別
区
）
と
な
っ
た
。
そ
の
後
、
八
月
一
日
に
板
橋
区
か
ら
練
馬
区
が
分
離
し
て
二
三
区
と
な
っ
た
。
東
京
の
区
は
、
地
方
自
治
法
施
行

以
前
は
、
基
礎
的
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
東
京
市
や
東
京
都
の
下
部
組
織
で
あ
っ
た
。
各
区
は
区
会
が
設
置
さ
れ
て
お
り
、
区
独
自
の
財

産
・
営
造
物
の
維
持
管
理
等
の
区
固
有
の
事
務
を
処
理
す
る
権
限
を
有
し
て
お
り
、
法
令
で
定
め
ら
れ
た
国
や
府
の
事
務
を
処
理
す
る
法

人
格
を
有
す
る
独
特
の
存
在
で
あ
っ
た
。

地
方
自
治
法
の
施
行
に
と
も
な
い
、
東
京
都
は
広
域
地
方
公
共
団
体
と
な
り
、
二
三
区
（
当
初
は
二
二
区
で
あ
っ
た
）
は
特
別
区
（
特
別

地
方
公
共
団
体
）
と
な
り
、
多
摩
地
域
と
島
嶼
部
に
存
在
す
る
市
町
村
は
基
礎
的
地
方
公
共
団
体
と
な
っ
た
。
都
制
の
関
係
か
ら
、
東
京

都
と
二
三
区
の
関
係
は
数
度
の
改
革
が
見
ら
れ
て
き
て
は
い
る
が
、
独
得
な
関
係
に
あ
る
。
東
京
都
と
多
摩
地
域
や
島
嶼
地
域
の
市
町
村

と
の
関
係
は
、
他
の
道
府
県
と
道
府
県
内
の
市
町
村
と
の
関
係
と
同
じ
で
あ
る
。
江
戸
か
ら
東
京
へ
と
呼
称
が
変
わ
り
、
東
京
府
と
東
京

市
が
誕
生
し
、
東
京
府
に
最
初
に
島
嶼
部
が
移
管
さ
れ
、
後
に
多
摩
地
域
が
編
入
さ
れ
て
現
在
の
東
京
都
が
形
成
さ
れ
た
歴
史
を
た
ど
る

よ
う
に
、
東
京
都
内
は
特
別
区
地
域
と
多
摩
地
区
と
島
嶼
地
域
に
区
分
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
が
異
な
っ
た
特
徴
を
有
す
る
自
治
を
展
開
し
て

い
る
と
い
え
る
よ
う
な
形
態
を
整
え
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
（
３
）

。

二
　
東
京
都
の
市
町
村
（
地
方
公
共
団
体
）
の
歴
史
と
自
治
制
度
の
特
色

島
嶼
地
域
が
全
て
東
京
府
の
管
轄
下
に
入
っ
た
翌
年
の
一
八
八
一
（
明
治
一
四
）
年
に
は
、
伊
豆
諸
島
で
は
大
島
に
新
島
村
・
岡
田

村
・
泉
津
村
・
野
増
村
・
波
浮
港
・
差
木
地
村
の
五
村
一
港
が
、
八
丈
本
島
に
は
大
賀
郷
・
三
ッ
根
村
・
樫
立
村
・
中
野
郷
村
・
末
吉
村

（
三
七
九
）
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二
三
八

の
一
郷
四
村
が
、
八
丈
小
島
に
は
鳥
打
村
・
宇
津
木
村
の
二
村
が
、
青
ヶ
島
に
は
青
ヶ
島
が
、
利
島
に
は
利
島
が
、
新
島
に
は
本
村
・
若

狹
村
の
二
村
が
、
神
津
島
に
は
神
津
島
が
、
三
宅
島
に
は
神
着
村
・
伊
豆
村
・
伊
ケ
谷
村
・
阿
古
村
・
坪
田
村
の
五
村
が
、
御
蔵
島
に
は

御
蔵
島
が
お
か
れ
た
。
鳥
島
に
は
町
村
等
は
お
か
れ
な
か
っ
た
。
小
笠
原
島
で
は
少
し
遅
れ
て
父
島
に
大
村
・
扇
村
袋
澤
村
（
以
前
は
扇

村
と
袋
澤
村
の
二
村
で
あ
っ
た
）
の
二
村
が
、
母
島
に
は
北
村
・
沖
村
の
二
村
が
お
か
れ
た
。
硫
黄
島
に
当
初
は
町
村
は
お
か
れ
な
か
っ
た

が
、
後
に
硫
黄
島
村
が
お
か
れ
た
。

一
九
〇
八
（
明
治
四
一
）
年
に
大
島
と
八
丈
島
に
「
島
嶼
町
村
制
」
が
施
行
さ
れ
、
大
島
の
波
浮
港
が
波
浮
港
村
と
な
り
、
八
丈
本
島

の
大
賀
郷
が
大
賀
郷
村
と
な
り
、
大
島
の
六
村
と
八
丈
島
の
五
村
に
村
長
が
お
か
れ
た
。
翌
年
大
島
の
新
島
村
は
元
村
と
な
っ
た
。

一
九
二
三
（
大
正
一
二
）
年
に
伊
豆
諸
島
全
域
に
「
島
嶼
町
村
制
」
が
施
行
さ
れ
、
利
島
は
利
島
村
、
新
島
の
本
村
は
新
島
本
村
に
、
神

津
島
は
神
津
島
村
に
、
御
蔵
島
は
御
蔵
島
村
と
な
り
、
三
宅
島
の
五
村
と
と
も
に
村
長
が
お
か
れ
た
。
一
九
四
〇
（
昭
和
一
五
）
年
に
島

嶼
部
に
も
「
普
通
町
村
制
」
が
施
行
さ
れ
、
伊
豆
諸
島
の
青
ヶ
島
と
新
島
の
若
狹
村
、
小
笠
原
島
の
大
村
・
扇
村
・
袋
澤
村
、
母
島
の
北

村
・
沖
村
、
硫
黄
島
村
に
村
長
が
お
か
れ
た
。
終
戦
後
の
小
笠
原
島
が
ア
メ
リ
カ
の
統
治
下
に
は
い
り
、
東
京
都
の
島
嶼
部
は
二
二
村
と

な
っ
た
。
一
九
四
六
（
昭
和
二
一
）
年
に
は
三
宅
島
の
神
着
村
・
伊
豆
村
・
伊
ケ
谷
村
の
合
併
で
三
宅
村
が
誕
生
し
た
。
一
九
四
七
（
昭
和

二
二
）
年
に
は
八
丈
本
島
の
三
ッ
根
村
・
樫
立
村
・
中
野
郷
村
・
末
吉
村
と
八
丈
小
島
の
鳥
打
村
が
合
併
し
て
八
丈
村
が
誕
生
し
た
。

伊
豆
諸
島
の
村
は
、
昭
和
の
大
合
併
期
に
主
要
な
島
を
単
位
と
し
た
合
併
が
行
わ
れ
、
八
つ
の
町
村
と
な
っ
た
。
大
島
は
大
島
町
に
、

八
丈
大
島
と
八
丈
小
島
は
八
丈
町
に
、
新
島
で
は
新
島
本
村
と
若
郷
村
が
合
併
し
新
島
本
村
の
一
村
と
な
っ
た
。
三
宅
島
で
は
三
宅
村
と

阿
古
村
・
坪
田
村
が
合
併
し
て
三
宅
村
の
一
村
に
な
っ
た
。
一
九
八
八
（
昭
和
六
三
）
年
に
青
ヶ
島
は
青
ヶ
島
村
と
な
り
、
一
九
九
二

（
平
成
四
）
年
に
新
島
本
村
は
新
島
村
に
な
っ
た
こ
と
で
、
伊
豆
諸
島
の
島
は
す
べ
て
中
心
と
な
る
島
の
名
称
を
冠
し
た
二
町
六
村
と
な
っ

（
三
八
〇
）



東
京
に
お
け
る
町
村
の
現
状
と
選
挙
お
よ
び
自
治
制
度
変
革
の
必
要
性
（
山
田
）

二
三
九

た
。
小
笠
原
村
は
、
一
九
七
九
（
昭
和
五
四
）
年
に
村
長
と
村
議
会
が
お
か
れ
る
こ
と
で
自
治
権
を
回
復
し
、
東
京
都
の
島
嶼
地
域
の
町

村
は
二
町
・
七
村
で
現
在
に
い
た
っ
て
い
る
。

戦
後
の
島
嶼
地
域
で
は
人
口
減
少
と
少
子
高
齢
化
の
波
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
。
大
島
町
の
人
口
は
一
九
六
〇
（
昭
和
三
五
）
年
に
は
一

万
二
〇
九
〇
人
で
あ
っ
た
が
現
在
は
七
五
五
二
人
に
、
八
丈
町
は
一
万
一
八
一
八
人
が
七
二
九
二
人
に
、
新
島
村
は
四
四
三
八
人
が

二
六
二
三
人
に
、
三
宅
村
は
六
六
二
五
人
が
二
三
七
二
人
に
、
神
津
島
村
は
二
六
六
七
人
が
一
八
四
一
人
に
、
利
島
村
は
三
五
四
人
が

三
四
六
人
に
、
青
ヶ
島
村
は
四
〇
二
人
が
一
七
七
人
に
減
少
し
て
い
る
。
例
外
は
御
蔵
島
村
と
五
〇
年
前
に
返
還
さ
れ
日
本
人
の
帰
島
が

許
さ
れ
た
小
笠
原
村
で
、
御
蔵
島
は
二
八
七
人
の
人
口
が
一
九
七
五
（
昭
和
五
〇
）
年
に
一
七
七
人
ま
で
減
少
し
た
が
現
在
で
は
三
四
四

人
に
、
小
笠
原
村
で
は
一
九
七
〇
（
昭
和
四
五
）
年
の
七
八
二
人
が
現
在
で
は
三
〇
七
三
人
へ
と
増
加
し
て
い
る
。
島
嶼
部
の
人
口
は
三

万
八
六
八
一
人
が
二
万
五
六
二
〇
人
へ
と
、
全
体
で
は
三
分
の
二
ま
で
減
少
し
て
い
る
。

多
摩
地
域
に
は
、
一
八
八
四
（
明
治
一
七
）
年
に
三
五
六
町
村
が
存
在
し
て
い
た
が
、
一
八
八
九
（
明
治
二
二
）
年
の
明
治
の
大
合
併
に

よ
っ
て
八
一
の
町
村
と
一
組
合
村
の
八
二
町
村
ま
で
統
合
が
進
ん
だ
。
多
摩
地
域
が
東
京
府
に
移
管
さ
れ
た
一
八
九
三
（
明
治
二
六
）
年

に
は
七
町
・
五
二
村
・
七
組
合
村
の
六
六
町
村
と
な
っ
て
い
た
。
終
戦
時
の
多
摩
地
域
は
二
市
・
一
九
町
・
四
三
村
の
六
四
市
町
村
と

な
っ
て
い
た
が
、
昭
和
の
大
合
併
に
よ
っ
て
一
〇
市
二
〇
町
四
村
の
三
四
市
町
村
と
な
り
、
平
成
の
大
合
併
後
は
二
六
市
三
町
一
村
の

三
〇
市
町
村
と
な
っ
た
。
市
の
増
加
は
、
平
成
の
大
合
併
以
前
に
多
摩
地
域
に
お
け
る
市
町
村
合
併
が
進
展
し
た
こ
と
と
、
東
京
一
極
集

中
の
影
響
を
受
け
て
人
口
増
加
が
大
き
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

多
摩
地
域
の
人
口
は
一
九
六
〇
（
昭
和
三
五
）
年
の
一
三
七
万
五
〇
九
四
人
が
、
二
〇
一
八
（
平
成
三
〇
）
年
に
は
四
二
四
万
六
二
九
八

人
へ
と
、
実
に
三
倍
強
ま
で
増
加
し
て
い
る
。
市
部
に
お
い
て
は
八
王
子
市
が
五
七
万
七
五
一
三
人
で
最
大
人
口
と
な
っ
て
お
り
、
最
小

（
三
八
一
）
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二
四
〇

人
口
は
五
万
五
八
三
三
人
の
羽
村
市
で
あ
り
、
二
六
市
す
べ
て
が
地
方
自
治
法
の
定
め
る
市
の
最
小
人
口
五
万
人
を
超
え
て
い
る
。
人
口

五
〇
万
人
台
は
八
王
子
市
の
み
で
あ
り
、
四
〇
万
人
台
は
町
田
市
、
二
〇
万
人
台
は
府
中
市
・
調
布
市
・
西
東
京
市
の
三
市
、
一
〇
万
人

台
は
小
平
市
・
三
鷹
市
・
日
野
市
・
立
川
市
・
東
村
山
市
・
武
蔵
野
市
・
多
摩
市
・
青
梅
市
・
国
分
寺
市
・
小
金
井
市
・
東
久
留
米
市
・

昭
島
市
の
一
二
市
、
一
〇
万
人
未
満
が
稲
城
市
・
東
大
和
市
・
あ
き
る
野
市
・
狛
江
市
・
清
瀬
市
・
国
立
市
・
武
蔵
村
山
市
・
福
生
市
・

羽
村
市
の
九
市
で
あ
る
。
西
多
摩
郡
の
三
町
一
村
で
は
明
暗
を
分
け
て
い
る
。
瑞
穂
町
は
一
九
六
〇
（
昭
和
三
五
）
年
の
一
万
二
〇
九
二

人
が
二
〇
一
八
（
平
成
三
〇
）
年
に
は
三
万
三
〇
六
四
人
へ
と
二
・
七
倍
に
、
日
の
出
町
は
八
〇
四
七
人
が
一
万
七
三
二
一
人
へ
と
二
倍
強

に
ま
で
増
加
し
て
い
る
。
逆
に
奥
多
摩
町
は
一
万
三
七
八
五
人
が
五
〇
三
七
人
に
、
檜
原
村
は
五
六
五
〇
人
が
二
〇
九
二
人
に
な
り
、
双

方
と
も
ほ
ぼ
三
分
の
一
に
減
少
し
て
い
る
。

二
〇
〇
六
（
平
成
一
八
）
年
の
平
成
の
大
合
併
終
了
時
に
、
日
本
の
市
町
村
数
は
七
七
七
市
・
八
四
六
町
・
一
九
八
村
の
合
計

一
八
二
一
市
町
村
と
な
っ
た
。
平
成
の
大
合
併
を
見
る
と
、
東
京
都
は
田
無
市
と
保
谷
市
の
合
併
に
よ
っ
て
西
東
京
市
が
誕
生
し
た
だ
け

の
一
団
体
減
で
、
そ
の
進
捗
率
は
一
・
六
％
で
全
国
で
最
下
位
と
な
っ
て
い
る
。
特
に
平
成
の
大
合
併
で
全
国
五
六
八
村
は
一
八
八
村
と

な
り
、
全
国
平
均
で
は
各
都
道
府
県
は
四
村
と
な
る
ほ
ど
に
減
少
し
た
の
で
あ
る
。
現
在
で
は
一
八
三
村
と
な
り
、
都
道
府
県
平
均
で
は

四
を
切
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
村
が
存
在
し
な
い
県
が
一
三
県
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
村
が
残
存
し
た
四
三
都
道
府
県
の
村
の
平
均
は

五
・
四
村
と
な
っ
た
が
、
東
京
都
で
は
八
村
が
そ
の
ま
ま
残
っ
た
の
で
あ
る
。
村
の
多
い
都
道
府
県
の
順
位
を
見
る
と
、
最
多
は
長
野
県

で
三
五
村
、
二
位
は
沖
縄
県
で
一
九
村
、
三
位
は
北
海
道
と
福
島
県
で
一
五
村
、
五
位
は
奈
良
県
の
一
二
村
、
六
位
は
青
森
県
、
群
馬
県
、

東
京
都
、
熊
本
県
の
一
都
三
県
の
八
村
で
あ
る
。
こ
れ
ら
六
位
ま
で
の
一
都
一
道
七
県
の
村
の
数
は
合
計
一
二
八
村
で
、
全
国
の
ほ
ぼ
七

割
で
平
均
一
四
・
二
村
と
な
っ
て
い
る
。
残
り
の
二
五
府
県
の
村
は
五
五
村
に
す
ぎ
ず
平
均
村
数
は
二
・
二
村
と
な
っ
て
い
る
。
都
道
府
県

（
三
八
二
）
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二
四
一

は
多
く
の
村
が
残
っ
た
と
こ
ろ
と
、
村
が
若
干
残
っ
た
と
こ
ろ
と
、
村
が
無
く
な
っ
た
と
こ
ろ
に
大
別
で
き
る
の
で
あ
る
（
４
）

。

東
京
都
の
村
の
特
徴
を
見
る
と
、
多
摩
地
域
は
檜
原
村
一
村
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
残
り
七
村
は
島
嶼
地
域
に
位
置
し
て
い
る
。
福
島

県
の
被
災
地
に
あ
る
五
町
二
村
を
除
く
村
の
人
口
を
比
較
し
た
場
合
、
日
本
で
一
番
人
口
の
少
な
い
村
は
東
京
都
八
丈
支
庁
の
青
ヶ
島
村

で
一
七
七
人
、
第
二
位
が
東
京
都
三
宅
支
庁
の
御
蔵
島
村
で
三
四
四
人
、
第
三
位
が
東
京
都
大
島
支
庁
の
利
島
村
で
三
四
六
人
で
あ
る
。

人
口
一
千
人
未
満
の
三
三
村
を
見
る
と
、
島
嶼
に
存
在
す
る
村
が
一
二
村
、
そ
の
他
が
二
一
村
で
あ
る
。
都
道
府
県
別
で
み
る
と
最
多
が

七
村
の
長
野
県
、
第
二
が
五
の
沖
縄
県
、
三
位
が
四
の
奈
良
県
、
四
位
が
三
の
東
京
都
、
五
位
が
二
の
北
海
道
、
山
梨
県
、
高
知
県
、
鹿

児
島
県
、
九
位
が
一
の
福
島
県
、
新
潟
県
、
和
歌
山
県
、
岡
山
県
、
島
根
県
、
熊
本
県
と
な
っ
て
い
る
。
沖
縄
県
の
五
村
、
東
京
都
の
三

村
、
鹿
児
島
県
の
二
村
、
新
潟
県
と
島
根
県
の
一
村
は
い
ず
れ
も
島
嶼
の
村
で
あ
る
（
５
）

。

歴
史
か
ら
見
れ
ば
、
東
京
都
の
区
域
は
現
在
の
二
三
区
（
特
別
区
地
域
）
に
島
嶼
地
域
と
多
摩
地
域
を
編
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
確
立

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
東
京
都
内
の
自
治
制
度
は
、
特
別
区
地
域
と
多
摩
地
域
と
島
嶼
地
域
に
区
別
さ
れ
て
い
る
。
表
２
か
ら

わ
か
る
よ
う
に
、
特
別
区
地
域
は
東
京
都
の
二
八
・
五
％
の
面
積
に
六
八
・
三
％
の
人
口
が
住
ん
で
い
る
の
で
あ
り
、
多
摩
地
域
は
五
三
％

の
面
積
に
三
一
・
五
％
の
人
口
が
住
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
多
摩
地
域
の
一
七
市
で
構
成
さ
れ
る
北
多
摩
地
域
に
は
多
摩
地
域
の

二
二
・
六
％
の
面
積
に
五
六
・
八
％
の
人
々
が
住
ん
で
お
り
、
平
均
面
積
は
一
五
・
四
五
㎢
で
平
均
人
口
は
一
四
万
二
千
人
で
あ
る
。
五
市

で
構
成
さ
れ
る
南
多
摩
地
域
に
は
二
八
％
の
面
積
に
三
三
・
七
％
の
人
々
が
住
ん
で
お
り
、
平
均
面
積
は
六
四
・
一
九
㎢
で
平
均
人
口
は

二
八
万
人
で
あ
る
。
四
市
三
町
一
村
の
八
市
町
村
で
構
成
さ
れ
る
西
多
摩
地
域
に
は
四
九
・
四
％
の
面
積
に
わ
ず
か
九
・
五
％
の
人
口
し
か

住
ん
で
お
ら
ず
、
平
均
面
積
は
七
一
・
五
九
㎢
で
平
均
人
口
は
約
五
万
人
で
あ
る
。
多
摩
地
域
は
三
地
域
に
分
け
て
見
た
場
合
に
は
大
き

な
違
い
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

（
三
八
三
）
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二
四
二

表
2

多
摩
地
域
の
人
口
・
面
積
・
人
口
密
度

北
多

摩
17

市
人

　
口

面
　

積
人

口
密

度
立

川
市

178194
24.38

7309
武

蔵
野

市
140527

10.73
13097

三
鷹

市
180194

16.5
10921

府
中

市
253288

29.34
8633

昭
島

市
112905

17.33
6515

調
布

市
223691

21.53
10390

小
金

井
市

117001
11.33

10327
小

平
市

186339
20.46

9107
東

村
山

市
152088

17.17
8858

国
分

寺
市

118697
11.48

10339
国

立
市

74385
8.15

9127
狛

江
市

77923
6.39

12195
東

大
和

市
85297

13.54
6300

清
瀬

市
74216

10.19
7283

東
久

留
米

市
116417

12.92
9011

武
蔵

村
山

市
72169

15.37
4695

西
東

京
市

197546
15.85

12463
合

　
計

2360877
262.66

割
　

合
56.80%

22.60%
平

　
均

138875.12
15.45

9210

南
多

摩
5

市
人

　
口

面
　

積
人

口
密

度
八

王
子

市
563482

186.31
3024

町
田

市
426222

71.64
5949

日
野

市
179571

27.53
6523

多
摩

市
147681

21.08
7006

稲
城

市
86169

17.97
4795

合
　

計
1403125

324.53
割

　
合

33.70%
28.00%

平
　

均
280625

64.91
5459.4

東
京
都
の
人
口
と
面
積

人
　

口
面

　
積

人
口

密
度

多
摩

地
域

計
4158361

1159.9
3585

島
し

ょ
27338

405.78
67

特
別

区
9016342

622.99
14473

東
京

都
計

13202041
2188.67

6032

西
多

摩
4

市
・

3
町

・
1

村
人

　
口

面
　

積
人

口
密

度
青

梅
市

137833
103.26

1335
福

生
市

58821
10.24

5744
羽

村
市

56837
9.91

5735
あ

き
る

野
市

81912
73.34

1117
瑞

穂
町

33904
16.83

2014
日

の
出

町
16932

28.08
603

檜
原

村
2461

105.42
23

奥
多

摩
町

5659
225.63

25
合

　
計

394359
572.71

割
　

合
9.50%

49.40%
平

　
均

49294.88
71.59

2074.50

東
京
都
の
人
口
と
面
積
の
割
合

人
　

口
面

　
積

多
摩

地
域

31.50%
53%

島
嶼

地
域

0.20%
18.50%

特
別

区
地

域
68.30%

28.50%

註
：

 表
は

東
京

市
町

村
自

治
調

査
会

「
多

摩
地

域
デ

ー
タ

ブ
ッ

ク
」（

w
w

w
.tam

a-100.or.jp/cm
sfiles/contents/.../zentai.pdf）

4
頁

「
Ⅰ

−
1

人
口

、
世

帯
及

び
面

積
」

を
参

照
し

て
作

成
し

た
。

（
三
八
四
）



東
京
に
お
け
る
町
村
の
現
状
と
選
挙
お
よ
び
自
治
制
度
変
革
の
必
要
性
（
山
田
）

二
四
三

こ
う
し
た
地
域
的
特
徴
に
合
わ
せ
て
、
東
京
都
区
内
の
特
別
区
地
域
と
多
摩
地
域
と
島
嶼
地
域
で
は
異
な
っ
た
形
で
地
方
自
治
を
推
進

し
て
い
る
。
民
主
的
な
地
方
自
治
を
推
進
し
て
い
く
た
め
に
は
住
民
参
加
が
重
要
と
な
る
。
そ
う
し
た
中
で
は
東
京
都
民
の
選
挙
へ
の
関

心
の
低
下
（
投
票
率
の
低
下
）
を
問
題
視
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
区
市
町
村
長
選
挙
投
票
率
（
統
一
分
）
を
み
る
と
、
一
九
五
五
（
昭
和
三
〇
）

年
の
八
〇
・
六
三
％
を
ピ
ー
ク
に
減
少
傾
向
が
見
ら
れ
、
二
〇
一
五
（
平
成
二
七
）
年
に
は
四
四
・
八
七
％
と
な
っ
て
い
る
。
区
市
町
村
議

会
議
員
選
挙
投
票
率
（
統
一
分
）
を
み
る
と
、
一
九
五
一
（
昭
和
二
六
）
年
の
七
七
・
二
二
％
を
ピ
ー
ク
に
減
少
傾
向
が
見
ら
れ
、

二
〇
一
五
（
平
成
二
七
）
年
に
は
四
三
・
九
九
％
と
な
っ
て
い
る
。
表
６
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
人
口
が
多
い
自
治
体
で
は
投
票
率
が
低

く
な
る
傾
向
が
あ
り
、
町
村
部
で
は
投
票
率
は
高
い
も
の
の
、
無
投
票
と
な
っ
た
選
挙
の
存
在
も
少
な
か
ら
ず
認
め
ら
れ
る
。
こ
う
し
た

小
規
模
自
治
体
に
対
し
て
は
、
自
治
制
度
の
改
革
も
含
め
た
抜
本
的
な
見
直
し
が
必
要
と
な
っ
て
き
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
（
６
）

。

三
　
東
京
都
の
区
市
町
村
の
自
治
制
度
の
特
色

東
京
都
の
地
方
自
治
制
度
は
、
広
域
的
地
方
公
共
団
体
の
中
で
東
京
に
だ
け
都
制
が
適
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
、
そ
の
結
果
、
地
域
も

特
別
区
地
域
、
多
摩
地
域
、
島
嶼
地
域
に
大
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
か
ら
、
他
の
道
府
県
と
は
異
な
っ
た
東
京
独
自
の
特
徴
が
あ
る
。

表
２
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
東
京
都
の
人
口
と
面
積
を
対
比
す
る
と
、
特
別
区
地
域
は
東
京
都
の
面
積
の
二
八
・
五
％
で
あ
る
が
、
そ

こ
に
は
東
京
都
の
全
人
口
の
六
八
・
三
％
が
住
ん
で
お
り
、
単
純
に
言
え
ば
東
京
都
の
四
分
の
一
強
の
面
積
に
三
分
の
二
強
の
人
が
住
ん

で
い
る
。
多
摩
地
域
は
五
三
％
の
面
積
に
全
人
口
の
三
一
・
五
％
の
、
単
純
に
言
え
ば
半
分
強
の
面
積
に
三
割
強
の
人
が
住
ん
で
い
る
。

島
嶼
部
は
一
八
・
五
％
の
面
積
に
全
人
口
の
〇
・
二
％
し
か
住
ん
で
い
な
い
の
で
あ
り
、
二
割
弱
の
面
積
が
あ
る
も
の
の
ご
く
わ
ず
か
な
人

（
三
八
五
）
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四
四

し
か
住
ん
で
い
な
い
。
高
層
マ
ン
シ
ョ
ン
等
の
増
加
に
よ
り
、
特
別
区
地
域
の
人
口
の
増
加
傾
向
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
町

村
部
で
は
一
部
の
例
外
を
除
き
少
子
高
齢
化
に
よ
る
人
口
減
少
化
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

多
摩
地
域
を
北
多
摩
、
南
多
摩
、
西
多
摩
の
三
地
域
に
細
分
化
し
た
場
合
、
一
七
市
で
構
成
さ
れ
て
い
る
北
多
摩
地
域
に
は
、
多
摩
地

域
の
二
二
・
六
％
の
面
積
に
人
口
の
五
六
・
八
％
の
、
単
純
に
言
え
ば
四
分
の
一
弱
の
面
積
に
半
分
強
の
人
が
住
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
北

多
摩
地
域
の
市
の
平
均
面
積
は
一
五
・
四
五
㎢
で
あ
り
、
平
均
人
口
は
一
三
万
九
千
人
で
あ
る
。
五
市
で
構
成
さ
れ
て
い
る
南
多
摩
地
域

に
は
、
多
摩
地
域
の
二
八
％
の
面
積
に
人
口
の
三
三
・
七
％
の
、
単
純
に
言
え
ば
四
分
の
一
強
の
面
積
に
三
分
の
一
の
人
が
住
ん
で
い
る

の
で
あ
る
。
北
多
摩
地
域
の
市
の
平
均
面
積
は
六
四
・
九
一
㎢
で
あ
り
、
平
均
人
口
は
二
八
万
人
で
あ
る
。
四
市
・
三
町
・
一
村
の
八
市

町
村
で
構
成
さ
れ
て
い
る
西
多
摩
地
域
に
は
、
多
摩
地
域
の
四
九
・
四
％
の
面
積
に
人
口
の
九
・
五
％
の
、
単
純
に
言
え
ば
半
分
強
の
面
積

に
四
分
の
一
弱
の
人
が
住
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
北
多
摩
地
域
の
市
の
平
均
面
積
は
七
一
・
五
九
㎢
で
あ
り
、
平
均
人
口
は
約

五
万
人
で
あ
る
。

こ
う
し
た
地
域
的
特
徴
を
背
景
に
、
東
京
都
の
各
地
域
は
、
広
域
連
合
や
一
部
事
務
組
合
等
の
特
別
地
方
公
共
団
体
制
度
等
を
活
用
し
、

多
様
な
広
域
行
政
を
実
施
し
て
い
る
。
表
３
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
都
区
内
の
区
市
町
村
は
、
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
に
関
し
て
は
、

他
の
道
府
県
と
同
様
に
、
東
京
都
内
の
全
区
市
町
村
が
加
盟
す
る
東
京
都
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
を
創
設
し
対
応
し
て
い
る
。
し
か

し
、
そ
の
他
の
広
域
行
政
に
関
し
て
は
東
京
都
の
特
徴
が
明
確
に
表
れ
て
い
る
。
東
京
都
を
特
別
区
地
域
と
市
町
村
地
域
（
多
摩
地
域
と

島
嶼
地
域
）
に
大
別
し
た
場
合
、
一
般
行
政
に
関
す
る
も
の
と
し
て
は
、
特
別
区
地
域
に
は
二
三
区
全
て
が
加
盟
し
て
い
る
「
特
別
区
人

事
・
厚
生
事
務
組
合
」
が
、
市
町
村
地
区
に
は
二
六
市
・
五
町
・
八
村
全
て
が
加
盟
し
て
い
る
複
合
一
部
事
務
組
合
で
あ
る
「
東
京
都
市

町
村
総
合
事
務
組
合
」
が
創
設
さ
れ
て
い
る
。
同
時
に
特
別
区
地
域
に
は
「
特
別
区
協
議
会
」
が
、
市
町
村
地
域
に
は
「（
公
財
）
東
京

（
三
八
六
）



東
京
に
お
け
る
町
村
の
現
状
と
選
挙
お
よ
び
自
治
制
度
変
革
の
必
要
性
（
山
田
）

二
四
五

市
町
村
自
治
調
査
会
」
が
創
設
さ
れ
て
い
る
（
７
）

。

東
京
都
内
を
特
別
区
地
域
と
多
摩
地
域
と
島
嶼
地
域
に
区
分
し
た
場
合
、
市
町
村
地
域
が
多
摩
地
域
と
島
嶼
地
域
に
区
分
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
。
そ
う
し
た
場
合
に
多
摩
地
域
は
他
の
道
府
県
の
市
町
村
と
同
様
、
地
理
的
に
関
連
し
た
区
域
を
中
心
に
複
数
の
事
務
組
合
等
を

創
設
し
、
広
域
化
に
適
し
た
行
政
を
共
同
処
理
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
本
州
か
ら
は
切
り
離
さ
れ
て
い
る
島
嶼
部
に
お
い
て
は
、
島

嶼
部
全
体
で
の
広
域
行
政
の
推
進
姿
勢
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
れ
が
「
東
京
都
島
嶼
町
村
一
部
事
務
組
合
」
で
あ
る
。
こ
の
組
合
の
事
務
は

⑴
島
嶼
会
館
の
設
置
、
管
理
及
び
運
営
に
関
す
る
こ
と

⑵
一
般
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場
等
の
設
置
・
運
営

⑶
島
嶼
の
振
興
を
図
る
た
め
、
共
同
で
実
施
す
る
調
査
、
研
究
に
関
す
る
こ
と

⑷
救
急
搬
送
に
伴
う
添
乗
及
び
短
期
派
遣
の
医
療
従
事
者
に
対
す
る
傷
害
保
険
等
に
関
す
る
こ
と

⑸
島
嶼
の
産
業
振
興
の
た
め
、
共
同
で
実
施
す
る
広
報
に
関
す
る
こ
と

⑹
島
し
ょ
町
村
の
義
務
教
育
修
了
者
の
う
ち
、
島
外
進
学
者
に
対
す
る
学
生
会
館
等
、
必
要
な
入
寮
施
設
の
確
保
・
支
援
に
関
す
る
こ

と

と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
加
え
て
島
嶼
地
域
で
は
、「（
公
財
）
東
京
島
し
ょ
振
興
公
社
」
を
創
設
し
、「
東
京
愛
ラ
ン
ド
」
を
通
じ
た
観

光
推
進
を
中
心
と
し
た
活
動
を
行
っ
て
い
る
（
８
）

。

一
部
事
務
組
合
の
設
立
状
況
を
項
目
を
単
位
に
分
析
す
る
と
、
表
４
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
特
に
多
摩
地
域
の
西
多
摩
・
南
多
摩
・

北
多
摩
の
三
地
域
の
特
性
が
よ
り
鮮
明
と
な
る
。
最
初
に
清
掃
に
関
し
て
み
た
場
合
、
特
別
区
地
域
に
は
「
東
京
二
三
区
清
掃
一
部
事
務

組
合
」
と
「
東
京
二
三
区
清
掃
協
議
会
」
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。
西
多
摩
地
域
で
は
、
青
梅
市
・
福
生
市
・
羽
生
市
・
瑞
穂
町
に
よ
っ
て

（
三
八
七
）
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二
四
六

東
京
都
の
地
方
公
共
団
体
等

地
方

公
共

団
体

特
別

地
方

公
共

団
体

（
特

別
区

・
広

域
連

合
・

一
部

事
務

組
合

・
財

産
区

）
広

域
行

政
機

構
都

：
区

市
町

村
東

京
都

後
期

高
齢

者
医

療
広

域
連

合

特
別

区
（

23
区

）

特
別

区
人

事
・

厚
生

事
務

組
合

特
別

区
協

議
会

東
京

二
十

三
区

清
掃

一
部

事
務

組
合

東
京

二
十

三
区

清
掃

協
議

会
特

別
区

競
馬

組
合

臨
海

部
広

域
斎

場
組

合
（

5
区

）

市
町

村
（

26
市

5
町

8
村

）

東
京

都
市

町
村

総
合

事
務

組
合

［
複

］（
26

市
・

5
町

・
8

村
）

（
公

財
）

東
京

市
町

村
自

治
調

査
会

東
京

都
市

町
村

議
会

議
員

公
務

災
害

補
償

等
組

合
（

10
市

・
8

町
・

5
村

・
16

一
部

事
務

組
合

）
東

京
都

市
町

村
退

職
手

当
組

合
（

10
市

・
8

町
・

5
村

・
14

一
部

事
務

組
合

）

多
摩

地
域

（
26

市
3

町
1

村
）

東
京

た
ま

広
域

資
源

循
環

組
合

多
摩

ニ
ュ

ー
タ

ウ
ン

環
境

組
合

　
ふ

じ
み

衛
生

組
合

　
西

多
摩

衛
生

組
合

浅
川

清
流

環
境

組
合

　
多

摩
川

衛
生

組
合

　
小

平
・

村
山

・
大

和
衛

生
組

合
柳

泉
園

組
合

　
西

秋
川

衛
生

組
合

　
湖

南
衛

生
組

合
南

多
摩

斎
場

組
合

　
瑞

穂
斎

場
組

合
　

立
川

・
昭

島
・

国
立

聖
苑

組
合

秋
川

流
域

斎
場

組
合

　
稲

城
・

府
中

墓
苑

組
合

羽
村

・
瑞

穂
地

区
学

校
給

食
組

合
　

青
梅

・
羽

村
地

区
工

業
用

水
水

道
事

業
団

東
京

都
十

一
市

競
輪

事
業

組
合

　
東

京
都

三
市

収
益

事
業

組
合

東
京

都
六

市
競

艇
事

業
組

合
　

東
京

都
四

市
競

艇
事

業
組

合
福

生
病

院
組

合
　

昭
和

病
院

企
業

団
　

阿
伎

留
病

院
企

業
団

西
多

摩
ネ

ット
ワ

ー
ク（

西
多

摩
地

区
広

域
行

政
圏

協
議

会
）

多
摩

六
都

科
学

館
組

合
多

摩
北

部
都

市
広

域
行

政
圏

協
議

会
財

産
区

：
あ

き
る

野
市

（
戸

倉
財

産
区

）
　

　
　

　
瑞

穂
町

（
殿

ヶ
谷

財
産

区
・

箱
根

ヶ
崎

財
産

区
・

石
畑

財
産

区
・

長
岡

財
産

区
）

島
嶼

地
域

（
2

町
7

村
）

東
京

都
島

嶼
町

村
一

部
事

務
組

合
東

京
愛

ラ
ン

ド
：（

公
財

）東
京

都
島

し
ょ

振
興

公
社

財
産

区
：

大
島

町
（

泉
津

財
産

区
・

野
増

財
産

区
・

差
木

地
財

産
区

）

註
：

 表
は

東
京

都
「

リ
ン

ク
集

／
都

内
区

市
町

村
」（

w
w

w
.m

etro.tokyo.jp/link/link04.htm
l）、「

都
内

区
市

町
村

マ
ッ

プ
｜

東
京

都
」（

w
w

w
.m

etro.tokyo.jp/
tosei/tokyoto/profile/.../kushichoson.htm

l）
を

中
心

に
、

一
部

事
務

組
合

等
コ

ー
ド

表
（

平
成

31
年

1
月

21
日

現
在

）（
w

w
w

.soum
u.go.jp/m

ain_
content/000606227.pdf）、「

財
産

区
　平

成
30

年
10

月
31

日
現

在
−

法
人

番
号

（
w

w
w

.houjin-bangou.nta.go.jp/.../property_w
ard.pdf）

お
よ

び
区

市
町

村
な

ら
び

に
各

特
別

地
方

公
共

団
体

や
広

域
行

政
機

構
等

の
H

P
を

参
照

し
作

成
し

た
。

表
3

（
三
八
八
）
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二
四
七

「
西
多
摩
衛
生
組
合
」
が
、
あ
き
る
野
市
・
日
の
出
町
・
檜
原
村
・
奥
多
摩
町
に
よ
っ
て
「
西
秋
川
衛
生
組
合
」
が
創
設
さ
れ
て
い
る
。

南
多
摩
地
域
で
は
八
王
子
市
・
町
田
市
・
多
摩
市
で
「
多
摩
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
環
境
組
合
」
が
創
設
さ
れ
て
い
る
。
北
多
摩
地
域
で
は
三
鷹

市
と
調
布
市
で
「
ふ
じ
み
衛
生
組
合
」
が
、
小
平
市
・
東
大
和
市
・
武
蔵
村
山
市
で
「
小
平
・
村
山
・
大
和
衛
生
組
合
」
が
、
東
久
留
米

市
・
清
瀬
市
・
西
東
京
市
で
「
柳
泉
園
組
合
」
が
、
南
多
摩
地
区
と
北
多
摩
地
区
の
市
の
間
で
、
日
野
市
（
南
）・
国
分
寺
市
（
北
）・
小

金
井
市
（
北
）
で
「
浅
川
清
流
環
境
組
合
」
が
、
府
中
市
（
北
）・
国
立
市
（
北
）・
狛
江
市
（
北
）・
稲
城
市
（
南
）
で
「
多
摩
川
衛
生
組

合
」
が
創
設
さ
れ
て
い
る
。
北
多
摩
地
区
の
立
川
市
、
武
蔵
野
市
、
昭
島
市
、
東
村
山
市
は
、
清
掃
等
に
係
る
一
部
事
務
組
合
に
は
参
加

し
て
い
な
い
。

斎
場
・
墓
苑
等
に
関
し
て
は
、
特
別
区
地
域
の
港
区
・
品
川
区
・
目
黒
区
・
大
田
区
・
世
田
谷
区
が
「
臨
海
部
広
域
斎
場
組
合
」
を
創

設
し
て
い
る
。
西
多
摩
地
域
で
は
あ
き
る
野
市
・
日
の
出
町
・
檜
原
村
・
奥
多
摩
町
が
「
秋
川
流
域
斎
場
組
合
」
を
、
福
生
市
・
羽
生

市
・
瑞
穂
町
が
武
蔵
野
市
（
北
）・
入
間
市
（
埼
玉
県
）
と
「
瑞
穂
斎
場
組
合
」
を
創
設
し
て
い
る
。
南
多
摩
地
区
で
は
日
野
市
を
除
く
八

王
子
市
・
町
田
市
・
多
摩
市
・
稲
城
市
で
「
南
多
摩
斎
場
組
合
」
を
、
北
多
摩
地
域
で
は
立
川
市
・
昭
島
市
・
国
立
市
で
「
立
川
・
昭

島
・
国
立
聖
苑
組
合
」
を
、
府
中
市
は
稲
城
市
（
西
）
と
「
稲
城
・
府
中
墓
苑
組
合
」、
を
創
設
し
て
い
る
。

し
尿
処
理
に
関
し
て
は
、
北
多
摩
地
域
の
小
金
井
市
・
東
大
和
市
・
小
平
市
・
東
久
留
米
市
・
武
蔵
村
山
市
・
武
蔵
野
市
が
「
湖
南
衛

生
組
合
」
を
創
設
し
て
い
る
。
病
院
に
関
し
て
は
、
西
多
摩
地
域
の
福
生
市
・
羽
生
市
・
瑞
穂
町
が
「
福
生
病
院
組
合
」
を
、
あ
き
る
野

市
・
日
の
出
町
・
檜
原
村
で
「
阿
伎
留
病
院
企
業
団
」
を
、
北
多
摩
地
域
で
は
小
金
井
市
・
東
大
和
市
・
小
平
市
・
東
久
留
米
市
・
清
瀬

市
・
西
東
京
市
・
東
村
山
市
で
「
昭
和
病
院
企
業
団
」
を
創
設
し
て
い
る
。
加
え
て
西
多
摩
地
域
で
は
、
青
梅
市
と
羽
村
市
で
「
青
梅
、

羽
村
地
区
工
業
用
水
事
業
団
」
を
、
羽
村
市
と
瑞
穂
町
で
「
羽
村－

瑞
穂
地
区
学
校
給
食
組
合
」
を
創
設
し
て
い
る
。
ま
た
、
小
平
市
・

（
三
八
九
）
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五
十
六
巻
第
二
号
（
二
〇
一
九
年
七
月
）

二
四
八

東
久
留
米
市
・
清
瀬
市
・
西
東
京
市
・
東
村
山
市
に
は
「
多
摩
六
都
科
学
館
組
合
」（「
多
摩
北
部
都
市
広
域
行
政
圏
協
議
会
」）
が
あ
る
。

収
益
事
業
の
競
馬
に
関
し
て
は
、
特
別
区
地
域
の
二
三
区
が
「
特
別
区
競
馬
事
務
組
合
」
を
創
設
し
て
い
る
。
競
輪
に
関
し
て
は
八
王

子
市
（
南
）・
町
田
市
（
南
）・
調
布
市
（
北
）・
武
蔵
野
市
（
北
）・
昭
島
市
・（
北
）
小
金
井
市
（
北
）・
日
野
市
（
南
）、
東
村
山
市
（
北
）・

国
分
寺
市
（
北
）・
小
平
市
（
北
）、
青
梅
市
（
西
）
で
「
東
京
都
十
一
市
競
輪
事
業
組
合
」
を
、
南
多
摩
地
区
の
多
摩
市
・
稲
城
市
と
北

多
摩
地
区
の
あ
き
る
野
市
で
「
東
京
都
三
市
収
益
事
業
組
合
」
を
創
設
し
て
い
る
。
競
艇
に
関
し
て
は
八
王
子
市
（
南
）・
町
田
市

（
南
）・
調
布
市
（
北
）・
武
蔵
野
市
（
北
）・
昭
島
市
・（
北
）
小
金
井
市
（
北
）
で
「
東
京
都
六
市
競
艇
事
業
組
合
」
を
、
日
野
市
（
南
）、

東
村
山
市
（
北
）・
国
分
寺
市
（
北
）・
小
平
市
（
北
）
で
「
東
京
都
四
市
競
艇
事
業
組
合
」
を
創
設
し
て
い
る
（
９
）

。

市
町
村
地
域
の
一
部
の
市
町
村
と
、
島
嶼
地
域
の
市
町
村
で
は
、
表
５
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
二
つ
の
一
部
事
務
組
合
が
創
設
さ
れ
て

い
る
。
そ
の
第
一
の
も
の
が
、
福
生
市
（
西
）・
狛
江
市
（
北
）・
東
大
和
市
（
北
）・
清
瀬
市
（
北
）・
東
久
留
米
市
（
北
）・
武
蔵
村
山
市

（
北
）・
多
摩
市
（
南
）・
稲
城
市
（
南
）・
羽
生
市
（
西
）・
あ
き
る
野
市
（
西
）・
瑞
穂
町
（
西
）・
日
の
出
町
（
西
）・
檜
原
村
（
西
）・
奥
多

摩
町
（
西
）
と
島
嶼
地
域
の
大
島
町
・
利
島
村
・
新
島
村
・
神
津
島
村
・
三
宅
村
・
御
蔵
島
村
・
八
丈
町
・
青
ヶ
島
村
・
小
笠
原
村
の

一
〇
市
・
五
町
・
八
村
の
二
三
市
町
村
と
、
阿
伎
留
病
院
企
業
団
・
多
摩
川
衛
生
組
合
・
瑞
穂
斎
場
組
合
・
西
多
摩
衛
生
組
合
・
青
梅
、

羽
村
地
区
工
業
用
水
事
業
団
・
羽
村－

瑞
穂
地
区
学
校
給
食
組
合
・
東
京
都
三
市
収
益
事
業
組
合
・
西
秋
川
衛
生
組
合
・
多
摩
ニ
ュ
ー
タ

ウ
ン
環
境
組
合
・
福
生
病
院
組
合
・
多
摩
六
都
科
学
館
組
合
・
柳
泉
園
組
合
・
湖
南
衛
生
組
合
・
小
平
・
村
山
・
大
和
衛
生
組
合
・
秋
川

流
域
斎
場
組
合
・
稲
城
・
府
中
墓
苑
組
合
の
一
六
の
一
部
事
務
組
合
で
創
設
さ
れ
た
「
東
京
都
市
町
村
議
会
議
員
公
務
災
害
補
償
等
組

合
」
で
あ
る
。
も
う
一
つ
が
同
じ
一
〇
市
・
五
町
・
八
村
と
阿
伎
留
病
院
企
業
団
・
多
摩
川
衛
生
組
合
・
瑞
穂
斎
場
組
合
・
西
多
摩
衛
生

組
合
・
青
梅
、
羽
村
地
区
工
業
用
水
事
業
団
・
羽
村－

瑞
穂
地
区
学
校
給
食
組
合
・
東
京
都
三
市
収
益
事
業
組
合
・
西
秋
川
衛
生
組
合
・

（
三
九
〇
）
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表 4 東京都に存在する広域連合・一部事務組合・財産区およびその他の団体や区域等①
一般行政関係 水道・環境・衛生・ごみ・し尿処理・斎場・墓苑等 収益事業・病院等

特
別
区
地
域

千代田区

東
京
都
後
期
後
齢
者
医
療
広
域
連
合

（特別区協
議会）

特別区人
事・厚生
事務組合

千代田区

東京二十三区清掃一
部事務組合

（東京二十三区清掃協
議会）

港区
臨海部広
域斎場組

合

千代田区

特別区競馬事務組合

中央区 中央区 品川区 中央区
港区 港区 目黒区 港区

新宿区 新宿区 大田区 新宿区
文京区 文京区 世田谷区 文京区
台東区 台東区 台東区
墨田区 墨田区 墨田区
江東区 江東区 江東区
品川区 品川区 品川区
目黒区 目黒区 目黒区
大田区 大田区 大田区

世田谷区 世田谷区 世田谷区
渋谷区 渋谷区 渋谷区
中野区 中野区 中野区
杉並区 杉並区 杉並区
豊島区 豊島区 豊島区
北区 北区 北区

荒川区 荒川区 荒川区
板橋区 板橋区 板橋区
練馬区 練馬区 練馬区
足立区 足立区 足立区
葛飾区 葛飾区 葛飾区

江戸川区 江戸川区 江戸川区

多
摩
地
域

八王子市

東京市町
村総合事
務組合

（公益財団
法人東京
市町村自
治調査会）

八王子市 多摩ニュー
タウン環境

組合

東京たま
広域資源
循環組合

八王子市
南多摩斎
場組合

八王子市

東京都十
一市競輪
事業組合

東京都六
市競艇事
業組合

立川市 町田市 町田市 町田市
武蔵野市 多摩市 多摩市 調布市
三鷹市 三鷹市 ふじみ衛

生組合
稲城市 武蔵野市

青梅市 調布市 昭島市
府中市 青梅市

西多摩衛
生組合

青梅市 青梅、羽村
地区工業用
水道事業団

小金井市
昭島市 福生市 羽村市 東村山市

東京都四
市競艇事
業組合

調布市 羽村市 羽村市 羽村−瑞穂
地区学校給

食組合

日野市
町田市 瑞穂町 瑞穂町 国分寺市

小金井市 日野市
浅川清流
環境組合

府中市 稲城−府中
墓苑組合

小平市
小平市 国分寺市 稲城市 青梅市
日野市 小金井市 小金井市

湖南衛生
組合

多摩市 東京都三
市収益事
業組合

東村山市 府中市
多摩川衛
生組合

小平市 稲城市
国分寺市 国立市 東大和市 あきる野市
国立市 狛江市 武蔵村山市
福生市 稲城市 武蔵野市 福生市

福生病院
組合狛江市 小平市 小平・村

山・大和
衛生組合

羽村市
東大和市 東大和市 福生市

瑞穂斎場
組合

瑞穂町
清瀬市 武蔵村山市 羽村市

東久留米市 東久留米市
柳泉園組

合

瑞穂町 小金井市

昭和病院
企業団

武蔵村山市 清瀬市 武蔵野市 東大和市
多摩市 西東京市 （入間市） 小平市 多摩六都科

学館組合
（多摩北部都

市広域行政
圏協議会）

稲城市 立川市 立川市 立川−昭
島−国立
聖苑組合

東久留米市
羽村市 武蔵野市 昭島市 清瀬市

あきる野市 昭島市 国立市 西東京市
西東京市 東村山市 東村山市
瑞穂町 あきる野市

西秋川衛
生組合

あきる野市
秋川流域
斎場組合

あきる野市
阿伎留病
院企業団日の出町 日の出町 日の出町 日の出町

檜原村 檜原村 檜原村 檜原村
奥多摩町 奥多摩町 奥多摩町

島
嶼
地
域

大島町 大島町

東京都島嶼町村一部事務組合

青梅市

西多摩ネット
ワーク

（西多摩地区
広域行政圏

協議会）

利島村 利島村 福生市
新島村 新島村 羽村市

神津島村 神津島村 あきる野市
三宅村 三宅村 瑞穂町

御蔵島村 御蔵島村 日の出町
八丈町 八丈町 檜原村

青ヶ島村 青ヶ島村 奥多摩町
小笠原村 小笠原村

註： 表は東京都「リンク集／都内区市町村」（www.metro.tokyo.jp/link/link04.html）、東京都総務局行政部「行政部−区市町
村行財政−」（www.soumu.metro.tokyo.jp）、行政部−区市町村行財政−東京都総務局行政部のページ（www.soumu.
metro.tokyo.jp/05gyousei/index.html）、東京　東京都の区市町村や関連する一部事務組合の HP の資料等を整理して作
成した。

（
三
九
一
）



政
経
研
究

　第
五
十
六
巻
第
二
号
（
二
〇
一
九
年
七
月
）

二
五
〇

表 5 東京都に存在する広域連合・一部事務組合・財産区およびその他の団体や区域等②
市町村関係一部事務組合

福生市

東京都市
町村議会
議員公務
災害補償
等組合

（10 市、5
町、8 村、
16 一部事
務組合）

狛江市
東大和市
清瀬市

東久留米市
武蔵村山市

多摩市
稲城市
羽村市

あきる野市
瑞穂町

日の出町
檜原村

奥多摩町
大島町
利島村
新島村

神津島村
三宅村

御蔵島村
八丈町

青ヶ島村
小笠原村

阿伎留病院企
業団

多摩川衛生組合
瑞穂斎場組合
西多摩衛生組合
青梅・羽村地区
工業用水水道

事業団
羽村・瑞穂地区
学校給食組合
東京都三市収
益事業組合

西秋川衛生組合
多摩ニュータ
ウン環境組合
福生病院組合
多摩六都科学

館組合
柳泉園組合
湖南衛生組合
小平・村山・
大和衛生組合
秋川流域斎場
組合

稲城・府中墓苑
組合

福生市

東京都市
町村職員
退職手当
組合（10
市、5 町、
8 村、14

一部事務
組合）

狛江市
東大和市
清瀬市

東久留米市
武蔵村山市

多摩市
稲城市
羽村市

あきる野市
瑞穂町

日の出町
檜原村

奥多摩町
大島町
利島村
新島村

神津島村
三宅村

御蔵島村
八丈町

青ヶ島村
小笠原村

阿伎留病院企
業団

多摩川衛生組合
瑞穂斎場組合
西多摩衛生組合
青梅・羽村地区
工業用水水道

事業団
羽村・瑞穂地区
学校給食組合
東京都三市収

益事業団
西秋川衛生組合
多摩ニュータ
ウン環境組合
福生病院組合
多摩六都科学

館組合
東京都島嶼町村
一部事務組合
東京都市町村職
員退職手当組合
東京市町村総
合事務組合

財産区
あきる野市 戸倉財産区

瑞穂町

殿ヶ谷財産区
箱根ヶ崎財産区

石畑財産区
長岡財産区

大島町
泉津財産区
野増財産区

差木地財産区

小笠原諸島
小笠原村 : 返還 50 周年（H30）
世界自然遺産登録：H23 年 6 月
小笠原諸島振興開発特別措置法
振興開発計画（H26-30：5 年間）

（30 余の島々）

振興山村
檜原村

奥多摩町
（1 町 1 村）

過疎地域
檜原村

奥多摩町
大島町
新島村
三宅村

青ヶ島村
（2 町 4 村）

離島振興地域
大島町
利島村
新島村

神津島村
三宅村

御蔵島村
八丈町

青ヶ島村
（8 町村 9 島）

東京愛ランド
大島町
利島村
新島村

神津島村
三宅村

御蔵島村
八丈町

青ヶ島村
小笠原村

（9 町村）

［（公財）東京
都島しょ振興

公社］

註： 表は東京都「リンク集／都内区市町村」（www.metro.tokyo.jp/link/link04.html）、東京都総務局行政部
「行政部−区市町村行財政−」（www.soumu.metro.tokyo.jp/05gyousei/index.html）、東京都の区市町村
や関連する一部事務組合の HP 等の資料を整理して作成した。

（
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多
摩
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
環
境
組
合
・
福
生
病
院
組
合
・
多
摩
六
都
科
学
館
組
合
と
東
京
都
島
嶼
市
町
村
一
部
事
務
組
合
、
東
京
都
市
町
村
職

員
退
職
手
当
組
合
、
東
京
市
町
村
総
合
事
務
組
合
の
一
四
の
一
部
事
務
組
合
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
た
「
東
京
都
市
町
村
職
員
退
職
手
当
組

合
」
で
あ
る
（
10
）

。

北
多
摩
地
域
で
は
、
環
境
・
衛
生
・
ご
み
処
理
・
し
尿
処
理
・
斎
場
・
墓
苑
等
多
く
の
事
業
を
、
地
域
の
実
情
に
合
わ
せ
、
様
々
な
組

み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
一
部
事
務
組
合
を
創
設
す
る
こ
と
で
対
応
し
て
い
る
。
本
来
、
北
多
摩
地
域
は
人
口
二
五
万
人
か
ら
七
万
人
ま
で
の

中
規
模
な
市
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
市
が
自
立
可
能
な
行
財
政
能
力
を
備
え
た
地
域
と
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
。

「
多
摩
六
都
科
学
館
組
合
」
の
母
体
と
な
っ
て
い
る
「
多
摩
北
部
都
市
広
域
行
政
圏
協
議
会
」
は
、
一
九
八
七
（
昭
和
六
二
）
年
に
、
大
都

市
周
辺
地
域
広
域
行
政
圏
の
一
つ
と
し
て
設
定
さ
れ
た
「
多
摩
北
部
都
市
」
を
対
象
に
創
設
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
対
象
と
な
っ
た

市
は
小
平
市
・
東
久
留
米
市
・
清
瀬
市
・
田
無
市
・
保
谷
市
・
東
村
山
市
の
六
市
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
「
多
摩
六
都
」
さ
れ
た
が
、

二
〇
〇
一
（
平
成
一
三
）
年
に
田
無
市
と
保
谷
市
が
合
併
し
て
西
東
京
市
と
な
っ
た
こ
と
で
現
在
は
五
市
構
成
と
な
っ
た
が
、
一
部
事
務

組
合
の
名
称
に
は
「
六
都
」
が
残
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
地
域
の
結
び
つ
き
の
強
さ
が
読
み
取
れ
る
。

南
多
摩
地
域
で
は
八
王
子
市
・
町
田
市
・
多
摩
市
で
「
多
摩
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
環
境
組
合
」
が
、
ま
た
八
王
子
市
・
町
田
市
・
多
摩
市
・

稲
城
市
で
「
南
多
摩
斎
場
組
合
」
創
設
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
み
る
と
一
体
化
が
進
ん
で
い
る
地
域
の
よ
う
に
も
見
え
る
。
し
か
し
八
王

子
市
・
町
田
市
・
日
野
市
は
「
東
京
都
十
一
市
競
輪
事
業
組
合
」
に
加
盟
し
、
多
摩
市
と
稲
城
市
は
あ
き
る
野
市
と
「
東
京
都
三
市
収
益

事
業
組
合
」
を
創
設
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
五
市
の
人
口
を
比
較
し
て
も
十
分
に
自
立
し
て
活
動
で
き
る
市
の
集
合
体
と
い
う
こ
と
が
で

き
る
。

西
多
摩
地
域
は
、
青
梅
市
・
福
生
市
・
羽
生
市
・
瑞
穂
町
（
青
梅
地
域
）
で
「
西
多
摩
衛
生
組
合
」
が
、
青
梅
市
を
除
く
二
市
・
一
町

（
三
九
三
）



政
経
研
究

　第
五
十
六
巻
第
二
号
（
二
〇
一
九
年
七
月
）

二
五
二

で
は
「
福
生
病
院
組
合
」
や
「
瑞
穂
斎
場
組
合
」（
武
蔵
野
市
と
入
間
市
を
含
む
）
が
、
青
梅
市
と
羽
村
市
で
「
青
梅
、
羽
村
地
区
工
業
用

水
事
業
団
」
が
、
羽
村
市
と
瑞
穂
町
で
「
羽
村－

瑞
穂
地
区
学
校
給
食
組
合
」
が
創
設
さ
れ
て
い
る
。
他
方
あ
き
る
野
市
・
日
の
出
町
・

檜
原
村
・
奥
多
摩
町
（
あ
き
る
野
地
域
）
で
「
西
秋
川
衛
生
組
合
」
や
「
秋
川
流
域
斎
場
組
合
」
が
、
奥
多
摩
町
を
除
く
一
市
・
一
町
・

一
村
で
「
阿
伎
留
病
院
企
業
団
」
が
創
設
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
西
多
摩
地
域
は
、
青
梅
地
域
と
あ
き
る
野
地
域
に
区
分
し
て
考

え
る
こ
と
も
可
能
と
な
っ
て
い
る
。
西
多
摩
地
域
の
面
積
は
多
摩
地
域
の
半
分
強
で
あ
り
、
こ
こ
を
青
梅
地
域
と
あ
き
る
野
地
域
に
二
分

し
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
多
摩
地
区
の
ほ
ぼ
二
五
％
と
な
っ
て
い
る
北
多
摩
地
域
や
南
多
摩
地
域
と
類
似
し
た
面
積
と
な
る
の
で
あ
っ
て
、
数

字
的
に
は
受
け
入
れ
可
能
と
い
え
る
。

し
か
し
表
２
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
青
梅
地
域
の
人
口
は
二
八
万
七
三
九
五
人
で
西
多
摩
地
域
人
口
の
約
七
三
％
と
な
っ
て
お
り
、

都
心
部
の
ベ
ッ
ド
タ
ウ
ン
と
い
え
る
状
況
を
見
せ
て
い
る
。
他
方
あ
き
る
野
地
域
は
表
４
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
あ
き
る
野
市
が
人

口
の
八
割
を
占
め
て
い
る
反
面
、
檜
原
村
と
奥
多
摩
町
は
過
疎
地
域
で
あ
り
山
村
振
興
地
域
で
あ
っ
て
少
子
高
齢
化
の
著
し
い
地
域
で
あ

る
。
そ
れ
ゆ
え
逆
に
西
多
摩
地
域
の
一
体
化
を
促
進
す
る
形
の
計
画
も
存
在
す
る
。
そ
れ
が
一
九
八
三
（
昭
和
五
八
）
年
に
、
青
梅
市
・

福
生
市
・
秋
川
市
・
羽
村
市
・
瑞
穂
町
・
日
の
出
町
・
五
日
市
町
・
檜
原
村
・
奥
多
摩
町
の
四
市
・
四
町
・
一
村
の
九
市
町
村
を
エ
リ
ア

と
し
て
設
定
さ
れ
た
設
定
さ
れ
た
西
多
摩
地
域
大
都
市
周
辺
広
域
行
政
圏
で
あ
り
、
こ
の
地
域
を
対
象
と
し
て
創
設
さ
れ
た
「
西
多
摩
地

区
広
域
行
政
圏
協
議
会
」
で
あ
る
。

一
九
九
五
（
平
成
七
）
年
に
秋
川
市
と
五
日
市
町
が
合
併
し
て
あ
き
る
野
市
と
な
っ
た
こ
と
で
、
西
多
摩
地
域
大
都
市
周
辺
広
域
行
政

圏
は
四
市
・
三
町
・
一
村
の
八
市
町
村
と
な
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
「
西
多
摩
地
区
広
域
行
政
圏
協
議
会
」
は
自
ら
を
、「
西
多
摩
地
域

８
市
町
村
（
青
梅
市
、
福
生
市
、
羽
村
市
、
あ
き
る
野
市
、
瑞
穂
町
、
日
の
出
町
、
檜
原
村
、
奥
多
摩
町
）
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
西
多
摩
地
域
の

（
三
九
四
）



東
京
に
お
け
る
町
村
の
現
状
と
選
挙
お
よ
び
自
治
制
度
変
革
の
必
要
性
（
山
田
）

二
五
三

一
体
的
な
整
備
と
住
民
の
福
祉
増
進
を
図
る
た
め
、
各
種
事
業
を
実
施
し
て
（
11
）

」
い
る
も
の
と
説
明
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
八
市
町
村
の
つ

な
が
り
は
「
西
多
摩
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
と
も
称
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
背
景
か
ら
み
た
場
合
、
西
多
摩
地
域
は
一
体
化
し
た
地
域
と
し

て
活
動
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
た
地
域
で
あ
り
、
今
後
も
一
体
化
し
た
広
域
行
政
組
織
を
確
立
し
て
活
動
す
る
こ
と
も
考
え
る
べ
き

地
域
と
い
え
る
。

一
九
六
九
（
昭
和
四
四
）
年
の
新
全
国
総
合
開
発
計
画
に
合
わ
せ
て
広
域
市
町
村
圏
が
設
定
さ
れ
、
一
九
七
七
年
（
昭
和
五
二
）
年
に
大

都
市
周
辺
地
域
広
域
行
政
圏
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
受
け
て
一
九
八
八
（
昭
和
六
三
）
年
に
は
地
域
経
済
活
性
化
対
策
推
進
地
域

が
、
一
八
九
四
（
平
成
六
）
年
に
は
地
域
経
済
基
盤
強
化
対
策
推
進
地
域
が
設
定
さ
れ
た
。
大
都
市
周
辺
地
域
広
域
行
政
圏
が
二
か
所
し

か
設
定
さ
れ
な
か
っ
た
東
京
都
で
は
、
大
都
市
圏
の
中
心
で
あ
る
東
京
都
に
お
い
て
も
、
広
域
市
町
村
圏
が
設
定
さ
れ
る
べ
き
状
況
に

あ
っ
た
と
い
え
る
伊
豆
諸
島
と
小
笠
原
が
、
地
域
経
済
活
性
化
対
策
推
進
地
域
と
地
域
経
済
基
盤
強
化
対
策
推
進
地
域
に
指
定
さ
れ
て
い

る
。
こ
う
し
た
こ
と
は
、
東
京
都
の
西
多
摩
地
域
や
島
嶼
地
域
が
一
体
化
し
た
対
応
を
必
要
と
し
て
い
る
地
域
で
あ
る
こ
と
を
政
策
に

よ
っ
て
示
し
た
も
の
と
も
い
え
る
（
12
）

。

四
　
東
京
都
の
町
村
と
全
国
の
小
規
模
自
治
体
（
村
）
の
選
挙
の
実
態

日
本
の
区
市
町
村
の
中
で
、
特
別
区
は
市
町
村
と
完
全
に
類
似
し
た
基
礎
的
地
方
公
共
団
体
で
は
な
い
が
、
地
方
自
治
法
の
改
正
と
都

か
ら
の
権
限
移
譲
等
に
よ
っ
て
基
礎
的
な
地
方
公
共
団
体
と
な
っ
た
。
日
本
の
区
市
町
村
は
、
三
七
四
万
一
三
一
七
人
の
横
浜
市
か
ら
人

口
一
七
七
人
の
青
ヶ
島
村
ま
で
が
、
全
て
が
ほ
ぼ
類
似
し
た
自
治
権
を
有
す
る
完
全
自
治
体
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
人
口
一
万
人
以
下

（
三
九
五
）



政
経
研
究

　第
五
十
六
巻
第
二
号
（
二
〇
一
九
年
七
月
）

二
五
四

の
市
町
村
が
完
全
自
治
体
た
り
う
る
か
に
つ
い
て
は
地
方
制
度
調
査
会
で
も
議
論
と
な
っ
て
い
る
（
13
）

。
東
京
都
の
人
口
一
万
人
未
満
の
町
村

は
西
多
摩
地
区
の
三
町
・
一
村
と
島
嶼
地
域
の
二
町
・
七
村
の
合
計
五
町
・
八
村
の
一
三
町
村
で
あ
る
。
表
６
に
あ
る
よ
う
に
、
過
去

一
五
年
の
選
挙
を
見
る
と
、
人
口
三
万
三
〇
六
四
人
の
瑞
穂
町
と
人
口
七
五
五
二
人
の
大
島
町
で
は
無
投
票
の
選
挙
は
な
い
が
、
他
の
三

町
・
七
村
で
は
無
投
票
選
挙
を
経
験
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

人
口
一
万
七
三
二
一
人
の
日
の
出
町
で
は
二
〇
一
八
（
平
成
三
〇
）
年
の
首
長
選
挙
が
無
投
票
で
あ
っ
た
。
人
口
七
二
九
二
人
の
八
丈

町
で
は
二
〇
一
五
（
平
成
二
七
）
年
の
首
長
選
挙
と
、
二
〇
一
八
（
平
成
三
〇
）
年
の
議
員
選
挙
の
二
回
の
選
挙
が
無
投
票
で
あ
っ
た
。
人

口
五
〇
三
七
人
の
奥
多
摩
町
で
は
二
〇
一
六
（
平
成
二
八
）
年
の
首
長
選
挙
と
議
員
の
補
欠
選
挙
で
の
二
つ
の
選
挙
が
無
投
票
で
あ
っ
た
。

人
口
三
〇
七
三
人
の
小
笠
原
村
で
は
二
〇
一
一
（
平
成
二
三
）
年
の
首
長
選
挙
が
無
投
票
で
あ
っ
た
。
人
口
二
六
二
三
人
の
新
島
村
で
は

二
〇
〇
五
（
平
成
一
七
）
年
と
二
〇
一
七
（
平
成
二
九
）
年
の
議
員
補
欠
選
挙
と
、
二
〇
一
九
（
平
成
三
一
）
年
二
月
の
議
員
選
挙
の
三
回
の

選
挙
が
無
投
票
で
あ
っ
た
。
人
口
二
三
七
二
人
の
三
宅
村
で
は
二
〇
一
六
（
平
成
二
八
）
年
首
長
選
挙
が
無
投
票
で
あ
っ
た
。
人
口

二
〇
九
二
人
の
檜
原
村
で
は
二
〇
〇
七
（
平
成
一
九
）
年
と
二
〇
一
一
年
の
二
回
の
首
長
選
挙
が
無
投
票
で
あ
っ
た
。

人
口
二
千
人
未
満
の
村
を
見
る
と
、
人
口
一
八
四
一
人
の
神
津
島
村
で
は
二
〇
〇
六
（
平
成
一
八
）
年
と
二
〇
一
〇
（
平
成
二
二
）
年
の

首
長
選
挙
と
、
二
〇
一
四
（
平
成
二
六
）
年
と
二
〇
一
六
（
平
成
二
八
）
年
の
議
員
の
補
欠
選
挙
と
二
〇
一
五
（
平
成
二
七
）
年
の
議
員
選
挙

の
五
回
の
選
挙
が
無
投
票
で
あ
っ
た
。
人
口
一
千
人
未
満
の
村
を
見
る
と
、
人
口
三
四
六
人
の
利
島
村
で
は
二
〇
〇
八
（
平
成
二
〇
）
年

と
二
〇
一
二
（
平
成
二
四
）
年
と
二
〇
一
三
（
平
成
二
五
）
年
の
三
回
の
首
長
選
挙
が
無
投
票
で
あ
っ
た
。
人
口
三
四
四
人
の
御
蔵
島
村
で

は
二
〇
一
一
（
平
成
二
三
）
年
の
首
長
選
挙
と
二
〇
一
五
（
平
成
二
七
）
年
の
首
長
選
挙
と
議
員
選
挙
の
三
回
の
選
挙
が
無
投
票
で
あ
っ
た
。

人
口
一
七
七
人
の
青
ヶ
島
村
で
は
二
〇
〇
五
年
の
首
長
選
挙
、
二
〇
〇
九
（
平
成
二
一
）
年
の
首
長
選
挙
と
議
員
選
挙
、
二
〇
一
七
（
平
成

（
三
九
六
）



東
京
に
お
け
る
町
村
の
現
状
と
選
挙
お
よ
び
自
治
制
度
変
革
の
必
要
性
（
山
田
）

二
五
五

多
摩

地
域

島
嶼

地
域

瑞
穂

町
日

の
出

町
奥

多
摩

町
檜

原
村

大
島

町
八

丈
町

小
笠

原
村

新
島

村
三

宅
村

神
津

島
村

利
島

村
御

蔵
島

村
青

ヶ
島

村
選

挙
期

日
人

　
口

33,064
17,321

5,037
2,092

7,552
7,292

3,073
2,623

2,372
1,841

346
344

177
2019

首
長

選
挙

1
月

無
投

票
（

H
31）

議
員

選
挙

10月
14/14無

投
票

2月
10/10無

投
票

2018
首

長
選

挙
3

月
無

投
票

9
月

2
人

79.95
（

H
30）

議
員

選
挙

補
選

1/2率
不

明
2017

首
長

選
挙

4
月

3
人

88.51
11月

3人
：

94.05
9

月
無

投
票

（
H

29）
議

員
選

挙
補

選
2/4 80.55

9
月

6/6
無

投
票

2016
首

長
選

挙
5

月
：

無
投

票
2

月
無

投
票

（
H

28）
議

員
選

挙
補

選
2/2無

投
票

2月
8/10 76.85

補選
7月

2/2無投票
10月

6/7 94.49
2015

首
長

選
挙

2
人

81.31
2

人
：

81.43
9

月
無

投
票

7
月

2
人

68.61
10

月
2

人
84.35

無
投

票
（

H
27）

議
員

選
挙

16/20 50.35
8月

14/15 61.54
11月

：
12/13 74.93

9/11 81.31
14/18 81.43

8/9 76.92
2月

10/13 81.3
8/7無

投
票

・
欠

員
1

6/6
無

投
票

2014
首

長
選

挙
3

月
2

人
60.96

9
月

2
人

84.75
（

H
26）

議
員

選
挙

10月
14/17 78.67

8月
補

選
1人

無
投

票
2013

首
長

選
挙

4
月

2
人

40.73
12月

2人
80.54

無
投

票
9

月
2

人
76.09

（
H

25）
議

員
選

挙
9

月
6/7 76.09

2012
首

長
選

挙
5

月
2

人
70.83

2
月

3
人

81.68
無

投
票

（
H

24）
議

員
選

挙
2

月
8/9 81.68

10月
6/7 93.75

2011
首

長
選

挙
無

投
票

7
人

：
82.75

9
月

2
人

77.06
7

月
無

投
票

無
投

票
（

H
23）

議
員

選
挙

16/17 44.64
8月

14/18 66.07
11月

12/15 77.8
9/14 81.99

14/15 82.73
8/9 78.63

2月
10/13 85.38

8/11 68.99
6/9 92.31

2010
首

長
選

挙
3

月
2

人
68.01

9
月

　
無

投
票

（
H

22）
議

員
選

挙
補

選
3月

1/26 7.95
2009

首
長

選
挙

4
月

2
人

47.34
1

月
2

人
74.08

12月
2人

84.73
9

月
無

投
票

（
H

21）
議

員
選

挙
9

月
6/6

無
投

票
2008

首
長

選
挙

5
月

2
人

71.39
2

月
2

人
63.06

無
投

票
（

H
20）

議
員

選
挙

2月
8/10 63.06

10月
6/7 94.69

2007
首

長
選

挙
11月

12/15 79.36
無

投
票

2
人

：
82.91

7
月

3
人

73.14
2

人
97.3

（
H

19）
議

員
選

挙
16/21 55.06

8月
14/17 71.00

9/11 83.26
14/17 82.93

8/9 79.88
1月

10/14 87.84
8/11 85.32

6/7 90.0
2006

首
長

選
挙

3
月

2
人

73.39
10

月
　

無
投

票
（

H
18）

議
員

選
挙

10月
4/17 82.02

2005
首

長
選

挙
4

月
2

人
44.06

12月
3人

87.68
9

月
無

投
票

（
H

17）
議

員
選

挙
補

選
12月

無
投

票
9

月
6/7 73.25

2004
首

長
選

挙
2

月
3

人
79.75

（
H

16）
議

員
選

挙
2月

8/14 79.71
2003

首
長

選
挙

2
人

89.38
2

人
：

86.43
7

月
3

人
81.22

（
H

15）
議

員
選

挙
16/20 54.61

8
月

16/19
9/13 89.34

14/17 86.43
8/11 85.54

註
：

 表
は

選
挙

ド
ッ

ト
コ

ム
（

go2senkyo.com
/local/jichitai/）、

政
治

山
（

seijiyam
a.jp/area/card/3624/6C

lP
D

C
/M

?S
）

及
び

関
係

町
村

の
H

P
の

情
報

を
整

理
し

て
作

成
し

た
。 

人
口

は
東

京
都

「
都

内
区

市
町

村
マ

ッ
プ

」（
w

w
w

.m
etro.tokyo.jp/tosei/tokyoto/profile/.../kushichoson.nta.go.jp/.../property_w

ard.pdf）
か

ら
引

用
し

た
。

表
6

東
京
都
：
町
村
の
選
挙
結
果

（
三
九
七
）
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〇
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月
）

二
五
六

二
九
）
年
の
首
長
選
挙
と
議
員
選
挙
、
二
〇
一
九
（
平
成
三
一
）
年
一
月
の
首
長
選
挙
の
六
回
の
選
挙
が
無
投
票
で
あ
っ
た
。

一
三
町
村
全
体
で
は
合
計
二
八
回
の
選
挙
が
無
投
票
と
な
っ
て
お
り
、
平
均
二
・
二
回
が
無
投
票
で
あ
る
。
無
投
票
を
経
験
し
た
一
一

町
村
（
瑞
穂
町
と
大
島
町
を
除
く
）
で
は
平
均
二
・
五
回
の
無
投
票
と
な
っ
て
い
る
。
人
口
二
千
人
未
満
の
島
嶼
地
域
の
五
村
で
は
一
七
回

の
無
投
票
選
挙
が
あ
り
、
平
均
三
・
四
回
の
無
投
票
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
二
〇
一
四
（
平
成
二
六
）
年
か
ら
現
在
ま
で
の
五
年
間
に
行
わ

れ
た
三
五
回
の
選
挙
の
内
一
六
回
が
無
投
票
で
あ
り
、
五
年
間
の
選
挙
の
四
六
％
と
約
半
分
が
無
投
票
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
全
無
投
票

選
挙
の
内
五
七
％
と
半
分
強
が
こ
こ
五
年
間
に
集
中
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
近
年
の
政
治
へ
の
無
関
心
化
の
高
ま
り
す
な
わ
ち
「
お

ま
か
せ
民
主
主
義
（
14
）

」
の
浸
透
の
強
さ
を
感
じ
さ
せ
る
。

多
摩
地
域
の
選
挙
を
見
た
場
合
、
人
口
三
万
人
台
の
瑞
穂
町
で
は
、
二
〇
一
七
（
平
成
二
九
）
年
の
首
長
選
挙
は
八
八
・
五
一
％
で
あ
っ

た
が
、
そ
れ
以
前
の
選
挙
は
四
〇
％
台
か
五
〇
％
台
と
低
下
し
て
い
る
。
人
口
一
万
人
台
の
日
の
出
町
で
は
、
七
〇
％
台
か
ら
六
〇
％
台

の
後
半
か
ら
前
半
へ
と
の
低
下
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
人
口
五
千
人
台
の
奥
多
摩
村
は
七
〇
％
台
で
推
移
し
て
お
り
、
人
口
二
千
人
台
の
檜

原
村
は
八
〇
％
台
で
推
移
し
て
い
る
。
人
口
と
投
票
率
に
は
反
比
例
の
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
。

島
嶼
地
域
で
は
人
口
七
千
人
台
の
大
島
町
は
八
〇
％
台
で
、
八
丈
町
は
八
〇
％
台
か
ら
七
〇
％
台
後
半
で
推
移
し
て
い
る
。
人
口
三
千

人
台
の
小
笠
原
村
は
八
〇
％
台
か
ら
七
〇
％
を
経
由
し
て
直
近
の
首
長
選
挙
は
六
〇
％
台
後
半
で
あ
っ
た
。
人
口
二
千
人
台
の
新
島
村
は

八
〇
％
台
で
推
移
し
、
三
宅
島
は
七
〇
％
後
半
か
ら
六
〇
％
台
を
経
て
八
〇
％
台
と
な
っ
た
が
、
直
近
の
議
員
選
挙
は
首
長
選
挙
が
無
投

票
に
な
っ
た
こ
と
も
あ
り
七
〇
％
台
後
半
と
な
っ
て
い
る
。
人
口
一
千
人
台
の
神
津
島
村
は
九
回
の
選
挙
の
内
五
回
が
無
投
票
で
あ
り
、

投
票
率
は
八
〇
％
台
後
半
、
六
〇
％
台
後
半
、
八
〇
％
台
後
半
、
七
〇
％
台
後
半
と
な
っ
て
い
る
。
人
口
三
〇
〇
人
台
の
利
島
と
御
蔵
島

は
と
も
に
三
回
の
無
投
票
も
見
ら
れ
る
が
投
票
率
は
と
も
に
九
〇
％
台
を
維
持
し
て
い
る
。
人
口
一
七
七
人
の
青
ヶ
島
村
は
六
回
が
無
投

（
三
九
八
）



東
京
に
お
け
る
町
村
の
現
状
と
選
挙
お
よ
び
自
治
制
度
変
革
の
必
要
性
（
山
田
）

二
五
七

票
で
三
回
の
選
挙
は
七
〇
％
台
後
半
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
東
京
都
島
嶼
地
域
の
町
村
の
投
票
率
で
も
あ
る
程
度
人
口
と
反
比
例

し
た
数
字
が
読
み
取
れ
る
（
15
）

。

人
口
で
全
国
下
位
の
二
〇
村
の
選
挙
結
果
を
見
る
と
、
表
７
に
あ
る
よ
う
に
、
各
村
で
少
な
く
と
も
一
回
は
無
投
票
を
経
験
し
て
い
る
。

調
査
可
能
で
あ
っ
た
一
二
一
回
の
選
挙
を
見
る
と
そ
の
五
三
％
に
あ
た
る
六
四
回
が
無
投
票
で
あ
り
、
平
均
す
る
と
一
村
あ
た
り
三
回
強

と
な
っ
て
い
る
。
選
挙
が
行
わ
れ
た
場
合
の
投
票
率
は
ほ
と
ん
ど
が
九
〇
％
を
超
え
て
お
り
、
ほ
ぼ
全
員
と
い
え
る
ほ
ど
の
有
権
者
が
投

票
に
行
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
無
投
票
の
内
訳
を
み
る
と
、
六
五
回
の
首
長
選
挙
の
五
五
％
強
に
あ
た
る
三
六
回
が
無
投
票
で
あ
り
、

五
六
回
の
議
員
選
挙
の
五
〇
％
に
あ
た
る
二
八
回
が
無
投
票
で
あ
っ
た
。
単
純
に
は
選
挙
の
二
回
に
一
回
は
無
投
票
と
な
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。
議
会
選
挙
に
お
い
て
は
議
席
数
に
満
た
な
い
候
補
者
し
か
お
ら
ず
、
定
員
割
れ
で
無
投
票
当
選
と
な
り
、
補
欠
選
挙
が
行
わ
れ
た

ケ
ー
ス
も
見
ら
れ
、
そ
の
際
の
無
投
票
を
入
れ
る
と
無
投
票
は
も
っ
と
増
加
す
る
可
能
性
も
あ
る
（
16
）

。

二
〇
一
九
（
平
成
三
一
）
年
の
統
一
地
方
選
挙
に
お
い
て
は
、
地
方
議
員
の
無
投
票
当
選
の
一
段
の
拡
大
が
危
惧
さ
れ
て
い
る
。
こ
う

し
た
流
れ
に
警
鐘
を
鳴
ら
し
た
と
こ
ろ
が
高
知
県
の
大
川
村
で
あ
る
。
人
口
三
八
五
人
の
大
川
村
は
離
島
以
外
で
最
も
人
口
の
少
な
い
村

で
あ
る
。
大
川
村
は
二
〇
一
七
（
平
成
二
九
）
年
六
月
に
議
会
を
廃
止
し
村
民
総
会
の
設
置
を
検
討
す
る
こ
と
を
表
明
し
た
。
住
民
総
会

の
設
置
は
、
地
方
自
治
法
第
九
十
四
条
の
「
町
村
は
、
条
例
で
、
第
八
十
九
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
議
会
を
置
か
ず
、
選
挙
権
を
有

す
る
者
の
総
会
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。」
と
、
第
九
十
五
条
「
前
条
の
規
定
に
よ
る
町
村
総
会
に
関
し
て
は
、
町
村
の
議
会
に
関
す

る
規
定
を
準
用
す
る
。」
と
の
規
定
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
大
川
村
は
翌
年
七
月
、
総
務
省
の
「
町
村
議
会
の
あ
り
方
に
関
す
る
研
究
会
」

の
設
置
を
う
け
て
村
民
総
会
の
検
討
を
中
断
し
た
。
研
究
会
は
二
〇
一
八
（
昭
和
三
〇
）
年
三
月
に
、
町
村
総
会
に
関
す
る
具
体
的
な
規

定
が
な
い
こ
と
も
あ
り
、「
町
村
総
会
の
実
効
的
な
開
催
を
困
難
」
と
結
論
づ
け
、
地
方
議
会
の
あ
り
方
に
関
す
る
提
言
を
行
っ
た
。

（
三
九
九
）



政
経
研
究

　第
五
十
六
巻
第
二
号
（
二
〇
一
九
年
七
月
）

二
五
八

青
ヶ

島
村

御
蔵

島
村

利
島

村
粟

島
浦

村
大

川
村

三
島

村
野

迫
川

村
平

谷
村

渡
名

喜
村

北
山

村
上

北
山

村
売

木
村

丹
波

山
村

檜
枝

岐
村

黒
滝

村
北

大
東

村
知

夫
村

小
菅

村
都

道
府

県
東

京
都

東
京

都
東

京
都

新
潟

県
高

知
県

鹿
児

島
県

奈
良

県
長

野
県

沖
縄

県
和

歌
山

県
奈

良
県

長
野

県
山

梨
県

福
島

県
奈

良
県

沖
縄

県
島

根
県

山
梨

県
選

挙
期

日
人

　
口

177
344

346
364

385
387

387
415

417
426

445
528

529
571

605
633

658
701

2019
首

長
選

挙
無

投
票

（
H

31）
議

員
選

挙
6/7 86.36

2018
首

長
選

挙
無

投
票

無
投

票
（

H
30）

議
員

選
挙

無
投

票
無

投
票

2017
首

長
選

挙
無

投
票

3
人

94.05
3

人
91.96

2
人

99.41
2

人
92.49

無
投

票
無

投
票

（
H

29）
議

員
選

挙
無

投
票

2016
首

長
選

挙
2

人
84.95

2
人

88.95
2

人
84.39

2
人

96.08
無

投
票

（
H

28）
議

員
選

挙
6/7 94.49

無
投

票
無

投
票

2015
首

長
選

挙
無

投
票

無
投

票
無

投
票

無
投

票
（

H
27）

議
員

選
挙

無
投

票
無

投
票

無
投

票
無

投
票

6/7 90.84
6/7 89.94

無
投

票
無

投
票

6/7 90.88
無

投
票

無
投

票
2014

首
長

選
挙

無
投

票
2

人
86.21

無
投

票
（

H
26）

議
員

選
挙

8/9 93.09
7/8 82.4

5/6 95.41
2013

首
長

選
挙

2
人

76.09
無

投
票

2
人

93.73
無

投
票

無
投

票
2

人
94.44

（
H

25）
議

員
選

挙
6/7 76.09

2012
首

長
選

挙
無

投
票

無
投

票
2

人
88.27

2
人

91.51
無

投
票

2
人

96.48
（

H
24）

議
員

選
挙

6/7 93.75
7/8 91.51

2011
首

長
選

挙
無

投
票

無
投

票
無

投
票

無
投

票
（

H
23）

議
員

選
挙

6/9 92.31
無

投
票

6/7 85.46
7/10 98.21

7/9 95.58
6/8 92.84

無
投

票
8/9 94.42

無
投

票
無

投
票

無
投

票
2010

首
長

選
挙

無
投

票
2

人
84.3

2
人

97.55
8/9 91.65

（
H

22）
議

員
選

挙
無

投
票

無
投

票
無

投
票

2009
首

長
選

挙
無

投
票

2
人

96.09
無

投
票

無
投

票
2

人
92.27

2
人

90.71
（

H
21）

議
員

選
挙

無
投

票
2008

首
長

選
挙

無
投

票
無

投
票

無
投

票
無

投
票

無
投

票
無

投
票

（
H

20）
議

員
選

挙
6/7 94.69

─
2007

首
長

選
挙

2
人

97.3
2

人
96.59

無
投

票
（

H
19）

議
員

選
挙

6/7 90.0
9

人
99.34

6/9 87.96
7/9 98.33

無
投

票
─

無
投

票
─

8/9 96.59
無

投
票

無
投

票
8/11 96.62

2006
首

長
選

挙
2

人
99.35

2
人

88.84
無

投
票

2
人

93.32
（

H
18）

議
員

選
挙

無
投

票
7/9 93.38

5/6 96.73
2005

首
長

選
挙

無
投

票
2

人
98.44

─
2

人
83.5

（
H

17）
議

員
選

挙
6/7 73.25

2004
首

長
選

挙
─

─
─

─
─

─
─

（
H

16）
議

員
選

挙
─

─
2003

首
長

選
挙

─
─

─
2

人
95.61

─
（

H
15）

議
員

選
挙

─
無

投
票

─
7/8 ─

─
─

─
─

6/9 95.61
─

─
無

投
票

の
数

6（
9）

3（
6）

3（
7）

6（
8）

3（
7）

1（
7）

4（
7）

5（
7）

3（
8）

2（
5）

3（
6）

2（
5）

3（
5）

4（
6）

3（
9）

5（
7）

4（
6）

4（
6）

註
：

 表
は

選
挙

ド
ッ

ト
コ

ム
（

go2senkyo.com
/local/jichitai/）、

政
治

山
（

seijiyam
a.jp/area/card/3624/6C

lP
D

C
/M

?S
）

及
び

関
係

町
村

の
H

P
の

情
報

を
整

理
し

て
作

成
し

た
。 

選
挙

結
果

が
確

認
で

き
な

か
っ

た
も

の
は

─
で

示
し

た
。

/
は

分
子

が
議

席
数

、
分

母
が

候
補

者
数

で
あ

り
、

後
ろ

は
投

票
率

で
あ

る
。

無
投

票
の

（
　

）
は

選
挙

の
総

数
で

あ
る

。

表
7

福
島
県
の
被
災
地
7
町
村
を
除
く
日
本
の
人
口
下
位
20
村
の
選
挙
の
実
態

（
四
〇
〇
）



東
京
に
お
け
る
町
村
の
現
状
と
選
挙
お
よ
び
自
治
制
度
変
革
の
必
要
性
（
山
田
）

二
五
九

こ
れ
に
対
し
て
大
川
村
は
、
議
員
確
保
と
議
員
選
挙
の
実
施
を
目
的
と
し
て
、「
議
員
兼
業
条
例
」
を
二
〇
一
九
（
平
成
三
一
）
年
三
月

四
日
に
成
立
さ
せ
た
。
大
川
村
は
、
地
方
自
治
法
第
九
十
二
条
の
二
の
「
普
通
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
は
、
当
該
普
通
地
方
公
共

団
体
に
対
し
請
負
を
す
る
者
及
び
そ
の
支
配
人
又
は
主
と
し
て
同
一
の
行
為
を
す
る
法
人
の
無
限
責
任
社
員
、
取
締
役
、
執
行
役
若
し
く

は
監
査
役
若
し
く
は
こ
れ
ら
に
準
ず
べ
き
者
、
支
配
人
及
び
清
算
人
た
る
こ
と
が
で
き
な
い
。」
の
規
定
が
、
人
口
の
少
な
い
町
村
の
議

員
資
格
者
の
範
囲
を
狭
め
す
ぎ
て
い
る
と
の
判
断
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
人
口
一
千
人
未
満
の
自
治
体
で
は
議
員
報
酬
が
十
分
で
は
な
い

た
め
に
、
専
業
議
員
は
一
〇
人
に
一
人
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
兼
業
の
禁
止
範
囲
の
緩
和
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た

だ
し
、
地
方
自
治
法
と
の
兼
ね
合
い
も
あ
り
、
大
川
村
の
条
例
は
規
制
の
範
囲
を
明
確
に
す
る
こ
と
で
制
限
す
る
内
容
に
と
ど
ま
っ
て
お

り
、
抜
本
的
な
解
決
策
に
は
な
っ
て
い
な
い
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

研
究
会
は
地
方
議
会
の
新
た
な
形
態
と
し
て
「
集
中
専
門
型
」
と
「
多
数
参
加
型
」
を
提
言
し
て
い
る
。「
集
中
専
門
型
」
は
、
議
員

数
の
削
減
に
よ
り
個
々
の
議
員
の
一
定
の
報
酬
を
保
障
し
専
業
議
員
と
す
る
反
面
有
権
者
か
ら
裁
判
員
の
よ
う
に
く
じ
等
で
新
た
に
「
議

会
参
画
員
」
を
選
任
し
、
議
会
へ
の
参
加
を
義
務
づ
け
て
議
会
へ
の
民
意
の
反
映
の
確
保
を
目
的
と
す
る
制
度
で
あ
る
。
他
方
「
多
数
参

画
型
」
は
集
落
の
代
表
や
議
会
各
地
区
の
区
長
な
ど
に
議
員
の
仕
事
の
兼
職
を
求
め
、
議
会
の
権
限
を
あ
る
程
度
縮
小
す
る
も
の
の
、
兼

業
の
禁
止
を
緩
和
し
多
様
な
立
場
の
住
民
の
参
加
の
確
保
を
目
的
と
し
た
制
度
で
あ
る
（
17
）

。
東
京
都
の
町
村
も
、
市
町
村
合
併
だ
け
で
は
な

く
、
広
域
連
合
、
連
携
中
枢
都
市
圏
、
定
住
自
立
圏
、
あ
る
い
は
地
域
自
治
組
織
、
地
域
運
営
組
織
、
町
村
総
会
等
の
活
用
に
よ
り
、
現

状
に
あ
っ
た
自
治
制
度
を
選
択
す
べ
き
で
あ
る
。

（
四
〇
一
）



政
経
研
究

　第
五
十
六
巻
第
二
号
（
二
〇
一
九
年
七
月
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五
　
東
京
都
の
町
村
の
自
治
制
度
変
革
の
方
向
性
と
今
後

主
要
国
の
狭
域
的
地
方
自
治
制
度
を
比
較
し
た
場
合
、
大
規
模
型
、
中
規
模
型
、
小
規
模
型
に
区
分
で
き
る
。
表
８
か
ら
わ
か
る
よ
う

に
、
大
規
模
型
の
代
表
は
平
均
人
口
約
一
五
万
人
の
イ
ギ
リ
ス
、
中
規
模
型
が
平
均
人
口
約
三
万
人
の
オ
ラ
ン
ダ
や
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
小

規
模
型
が
一
万
人
未
満
の
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
、
イ
タ
リ
ア
と
な
っ
て
い
る
。
日
本
は
平
均
人
口
七
万
人
強
で
イ
ギ
リ
ス
の
約
半
分
と
は

い
え
、
中
規
模
型
の
二
倍
強
で
あ
る
こ
と
か
ら
大
規
模
型
に
入
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
日
本
の
基
礎
的
地
方
公
共
団
体
（
区
市
町
村
）

は
、
前
述
の
よ
う
に
、
人
口
三
七
〇
万
人
強
の
横
浜
市
か
ら
一
七
七
人
の
青
ヶ
島
村
が
同
じ
完
全
自
治
体
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
日
本

の
基
礎
的
地
方
公
共
団
体
に
は
、
行
財
政
能
力
に
お
い
て
は
大
き
な
格
差
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
埋
め
る
た
め
に

は
、
何
ら
か
の
地
方
自
治
制
度
の
改
革
を
行
う
必
要
が
あ
る
。

イ
ギ
リ
ス
は
、
グ
レ
ー
タ
ー
・
ロ
ン
ド
ン
・
カ
ウ
ン
シ
ル
と
八
の
地
域
開
発
公
社
と
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
、
ウ
ェ
ー
ル
ズ
、
北
ア
イ
ル
ラ

ン
ド
の
一
二
の
広
域
地
域
の
下
に
、
原
則
一
層
制
の
基
礎
的
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
ユ
ニ
タ
リ
ー
が
お
か
れ
て
い
る
。
そ
の
平
均
人
口
が

約
一
五
万
人
な
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
小
規
模
自
治
体
は
存
在
し
て
い
な
い
。
イ
ギ
リ
ス
の
小
規
模
自
治
体
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
パ

リ
ッ
シ
ュ
、
そ
の
他
の
地
域
で
は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
よ
ば
れ
る
準
自
治
体
が
お
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
パ
リ
ッ
シ
ュ
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

に
は
人
口
五
万
人
を
超
え
る
も
の
も
存
在
し
て
お
り
、
ユ
ニ
タ
リ
ー
は
完
全
自
治
体
と
し
て
の
規
模
を
確
保
し
て
い
る
基
礎
的
地
方
公
共

団
体
な
の
で
あ
る
。
パ
リ
ッ
シ
ュ
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
も
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
と
考
え
た
場
合
に
は
、
イ
ギ
リ
ス
は
三
層
制
の
地
方
自
治

制
度
と
い
う
こ
と
も
可
能
な
国
家
な
の
で
あ
る
。
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
も
、
平
均
人
口
四
五
・
四
万
人
の
ラ
ン
ス
テ
ィ
ン
グ
の
下
に
人
口
三
万

人
強
の
コ
ミ
ュ
ー
ン
が
あ
る
二
層
制
の
国
家
で
あ
る
。
た
だ
し
ス
ェ
ー
デ
ン
に
お
い
て
も
イ
ギ
リ
ス
同
様
に
、
準
自
治
体
と
し
て
パ
リ
ッ

（
四
〇
二
）
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シ
ュ
が
お
か
れ
て
お
り
、
実
質
的
に
は
三
層
制
の
自
治
制
度
を
有
し
て
い
る
国
家
と
い
え
る
側
面
も
有
し
て
い
る
。

小
規
模
自
治
体
の
国
家
の
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
基
礎
的
地
方
公
共
団
体
は
平
均
人
口
二
千
人
弱
の
コ
ミ
ュ
ー
ン
で
あ
り
、
日
本
の
都
道
府

県
並
み
の
人
口
を
有
す
る
レ
ジ
オ
ン
が
広
域
的
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
が
、
そ
の
中
間
に
平
均
人
口
約
六
八
万
人
の
デ
パ
ル
ト
マ
ン
が
あ

り
、
実
質
的
に
は
三
層
制
の
自
治
制
度
を
有
す
る
国
家
と
い
え
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
「
コ
ミ
ュ
ー
ン
は
規
模
と
し
て
は
イ
ギ
リ
ス
の
パ
リ
ッ

シ
ュ
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
相
当
す
る
も
の
と
い
え
る
。
ま
た
ド
イ
ツ
は
平
均
人
口
約
七
千
人
の
ゲ
マ
イ
ン
デ
（
市
町
村
）
が
基
礎
的
地
方

公
共
団
体
で
あ
り
、
平
均
人
口
約
二
〇
万
人
の
ク
ラ
イ
ス
が
広
域
的
自
治
体
で
あ
る
。
た
だ
し
ド
イ
ツ
は
連
邦
国
家
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

国
家
を
細
分
化
し
た
形
で
領
邦
で
あ
る
平
均
人
口
約
五
百
万
人
の
ラ
ン
ト
が
お
か
れ
て
お
り
、
実
質
的
に
は
三
層
制
の
自
治
制
度
と
な
っ

て
い
る
と
い
え
る
。

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
小
規
模
パ
リ
ッ
シ
ュ
で
は
住
民
総
会
制
を
採
用
し
て
い
る
。
自
治
権
の
範
囲
が
狭
い
の
で
住
民
総
会
制
の
パ
リ
ッ

シ
ュ
は
定
期
総
会
は
年
二
回
で
あ
り
、
議
会
を
置
く
パ
リ
ッ
シ
ュ
も
年
一
回
の
住
民
総
会
を
招
集
し
て
い
る
。
議
会
や
議
会
内
の
委
員
会

は
月
曜
日
の
夜
に
開
か
れ
て
い
る
。
そ
こ
の
議
員
は
原
則
無
給
（
実
費
の
み
経
費
と
し
て
支
給
）
で
あ
り
、
女
性
議
員
も
多
く
、
多
様
な
視

点
か
ら
の
地
域
運
営
を
推
進
し
て
い
る
。

ド
イ
ツ
の
ゲ
マ
イ
ン
デ
は
、
単
一
の
ゲ
マ
イ
ン
デ
と
市
町
村
連
合
と
な
っ
て
い
る
ゲ
マ
イ
ン
デ
に
分
か
れ
て
い
る
。
市
町
村
連
合
や
ゲ

マ
イ
ン
デ
に
区
が
お
か
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
首
長
と
議
会
議
員
の
選
挙
と
区
や
連
合
町
村
の
首
長
と
議
員
の
選
挙
が
行

わ
れ
て
い
る
。
一
部
の
地
域
で
は
区
や
連
合
町
村
の
首
長
は
ゲ
マ
イ
ン
デ
議
員
と
の
兼
職
が
認
め
ら
れ
て
お
り
、
首
長
が
議
員
に
な
れ
な

か
っ
た
場
合
に
は
ゲ
マ
イ
ン
デ
議
会
に
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
と
し
て
出
席
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
地
域
の
意
見
を
ゲ
マ
イ
ン
デ
に
反

映
さ
せ
る
制
度
が
確
立
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
18
）

。
こ
の
よ
う
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
主
要
国
家
の
地
方
自
治
制
度
は
、
実
質
的
に
は
広
域
的
地
方

（
四
〇
三
）
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公
共
団
体
と
基
礎
的
地
方
公
共
団
体
（
完
全
自
治
体
）
と
準
自
治
体
的
地
方
公
共
団
体
の
三
層
制
と
な
っ
て
お
り
、
選
挙
を
中
心
と
し
た

地
方
自
治
制
度
が
定
着
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

日
本
で
は
規
模
の
大
き
く
異
な
る
基
礎
的
地
方
公
共
団
体
が
、
完
全
自
治
体
と
し
て
配
置
さ
れ
て
い
る
。
日
本
の
地
方
自
治
制
度
は
明

治
の
大
合
併
・
昭
和
の
大
合
併
・
平
成
の
大
合
併
を
通
じ
て
大
規
模
化
が
図
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
島
国
で
険
し
い
山
岳
地
帯
と
離
島
が

多
く
、
集
落
を
単
位
と
し
た
集
落
が
多
く
、
合
併
に
至
ら
な
か
っ
た
小
規
模
自
治
体
も
多
く
存
在
し
て
い
る
。
特
に
平
成
の
大
合
併
は
各

地
方
公
共
団
体
の
自
主
性
に
任
せ
た
こ
と
か
ら
、
合
併
を
通
じ
て
広
域
行
政
を
確
立
し
た
地
方
公
共
団
体
と
、
小
規
模
自
治
体
に
と
ど

ま
っ
た
地
方
公
共
団
体
と
、
山
間
地
や
離
島
の
た
め
に
合
併
で
き
ず
に
小
規
模
自
治
体
に
と
ど
ま
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
地
方
公
共
団
体

が
混
在
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

多
様
な
地
方
公
共
団
体
が
混
在
し
て
い
る
こ
と
が
、
日
本
の
地
方
自
治
行
政
を
混
乱
さ
せ
て
い
る
一
因
と
い
え
る
。
社
会
福
祉
や
社
会

保
障
を
担
当
す
る
完
全
自
治
体
と
、
地
域
お
こ
し
や
地
方
創
生
を
担
当
す
る
準
自
治
体
を
区
分
し
、
自
治
制
度
を
状
況
に
合
わ
せ
て
多
様

化
さ
せ
る
形
で
改
革
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
日
本
で
は
町
内
会
や
自
治
会
等
の
地
縁
団
体
で
は
、
団
体
そ
の
も
の
の
存
在
す
ら
認
知
さ

れ
て
い
な
い
こ
と
も
多
く
、
民
主
的
な
運
営
が
行
わ
れ
て
い
な
い
と
い
え
る
よ
う
な
場
合
も
見
ら
れ
る
。
特
に
「
多
数
参
加
型
」
議
会
の

設
置
を
目
指
す
場
合
に
は
地
縁
団
体
の
民
主
化
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
多
数
参
加
型
議
会
の
創
設
が
地
縁
団
体
の
民
主
化
に

貢
献
す
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

東
京
の
西
多
摩
地
域
で
は
、
一
九
八
三
（
昭
和
五
八
）
年
に
、
青
梅
市
・
福
生
市
・
秋
川
市
・
羽
村
市
・
瑞
穂
町
・
日
の
出
町
・
五
日

市
町
・
檜
原
村
・
奥
多
摩
町
の
四
市
・
四
町
・
一
村
の
九
市
町
村
で
西
多
摩
地
域
大
都
市
周
辺
広
域
行
政
圏
が
設
定
さ
れ
、「
西
多
摩
地

区
広
域
行
政
圏
協
議
会
」
創
設
さ
れ
て
い
る
。
一
九
九
五
（
平
成
七
）
年
の
秋
川
市
と
五
日
市
町
の
合
併
で
あ
き
る
野
市
が
誕
生
し
、
四

（
四
〇
四
）
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表 8 日本とヨーロッパ諸国の自治制度（2017 年）
日　本 イギリス フランス ドイツ スウェーデン

地域圏 道　州 広域地域 レジオン ラント（州）
数 13 12 26 16

平均面積（㎢） 29,064 20,146 21,212 22,319
平均人口 983 万人 515 万人 250 万人 511 万人

広域自治体 都道府県 （カウンティ）デパルトマン クライス（郡）ランスティング
数 47 ［27］ 96 412 20

平均面積（㎢） 8,039 5,515 867 22,498
平均人口 272 万人 67.74 万人 19.85 万人 45.4 万人

基礎自治体 市町村 ユニタリー他 コミューン ゲマインデ コミューン
数 1,718+23 406 36,673 11,933 290

平均面積（㎢） 217.02 669.34 15.04 29.78 1,552.74
平均人口 73,469 152,216 1,827 6,818 33,069
準自治体 地域自治組織 パリッシュ他 （パリッシュ）

数 274 約 12,000
平均面積（㎢） 72.8 約 11.0

平均人口 11,805 約 1,500
註：フランスのコミューンは規模としてはイギリスのパリッシュに類似。
　　 ドイツのゲマインデはイギリスのパリッシュやフランスのコミューンの数

倍程度の規模。
　　 ドイツのクライスは 301 であるが、3 自治州の 4 市と 111 の郡独立州を加

えたものである。
　　イギリス： 二層制はカウンティとディストリクトで構成、一層制はシティ、

ロンドン・バラ、大都市ディストリクト、ユニタリィ、北アイ
ルランドのディストリクトで構成。

　　 日本の地域自治組織は、地域審議会（40 団体・110 審議会）、地域自治区
（一般制度：15 団体 148 自治区）、地域自治区（合併特例：12 団体・26 自
治区）の合計 3 種 67 団体 274 となっている。

　　 ここでの平均面積と平均人口は地域自治区（一般組織）を対象として計算
した数字である。

（
四
〇
五
）
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市
・
三
町
・
一
村
の
八
市
町
村
と
な
り
「
西
多
摩
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
と
し
て
、
今
で
は
西
多
摩
地
域
広
域
行
政
圏
計
画
［
平
成
二
八

（
二
〇
一
六
）
年
度
～
三
二
（
二
〇
二
〇
）
年
度
］
を
策
定
し
て
広
域
行
政
の
充
実
に
向
か
っ
て
活
動
し
て
い
る
。

こ
の
体
制
を
拡
充
す
る
た
め
に
は
、
こ
の
四
市
・
三
町
・
一
村
が
合
併
を
し
て
一
つ
の
市
に
な
る
か
、
合
併
が
無
理
な
場
合
に
は
広
域

連
合
を
形
成
し
、
全
体
で
首
長
と
議
会
を
お
い
て
広
域
的
な
視
点
で
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
も
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
そ

の
際
に
、
人
口
一
万
人
以
上
の
市
と
町
は
複
数
の
地
域
自
治
組
織
を
お
き
、
人
口
一
万
人
未
満
の
奥
多
摩
町
と
檜
原
村
は
そ
の
ま
ま
地
域

自
治
組
織
と
な
っ
て
、
地
域
の
民
主
的
な
運
営
を
は
か
る
こ
と
も
一
つ
の
選
択
肢
と
い
え
る
。
こ
の
広
域
議
会
の
議
員
は
原
則
と
し
て
小

選
挙
区
制
と
し
、
人
口
に
応
じ
て
単
一
の
地
域
自
治
組
織
か
複
数
の
地
域
自
治
組
織
あ
る
い
は
地
域
自
治
組
織
を
細
分
化
す
る
か
そ
こ
で

は
大
選
挙
区
制
で
選
出
す
る
こ
と
を
考
え
る
か
、
各
地
域
自
治
組
織
の
長
を
議
員
と
し
て
、
必
要
に
応
じ
て
残
り
の
議
員
の
選
挙
を
実
施

す
る
こ
と
も
考
え
て
み
る
べ
き
で
あ
る
。

東
京
の
全
市
町
村
が
加
盟
す
る
東
京
都
市
町
村
総
合
事
務
組
合
や
、
多
摩
地
域
の
小
規
模
な
一
〇
市
・
三
町
・
一
村
と
一
六
の
一
部
事

務
組
合
と
と
も
に
東
京
都
市
町
村
議
会
議
員
公
務
災
害
補
償
等
組
合
や
、
多
摩
地
域
の
小
規
模
な
一
〇
市
・
三
町
・
一
村
と
一
四
の
一
部

事
務
組
合
と
と
も
に
東
京
都
市
町
村
退
職
手
当
組
合
に
加
盟
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
島
嶼
地
域
の
二
町
・
七
村
の
九
町
村
は
、
多
摩
地
域

の
市
町
村
と
し
て
協
力
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
あ
る
。
面
積
が
四
〇
五
・
七
八
㎢
と
広
く
、
島
々
が
広
大
な
空
間
（
竹
芝
桟
橋
か
ら
小
笠

原
・
父
島
ま
で
船
で
順
調
に
い
っ
て
二
四
時
間
）
の
中
に
点
在
す
る
、
総
人
口
二
万
七
三
三
八
人
で
、
平
均
約
三
千
人
の
九
町
村
は
か
な
り
行

財
政
能
力
が
低
い
状
況
に
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
島
嶼
地
域
の
二
町
・
七
村
の
九
町
村
は
、
東
京
都
島
嶼
町
村
一
部
事

務
組
合
と
東
京
愛
ラ
ン
ド
（
公
財
・
東
京
都
島
し
ょ
振
興
公
社
）
を
創
設
し
て
、
一
体
化
し
て
一
定
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
や
地
域
お
こ
し
等
を

推
進
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
19
）

。
そ
う
し
た
こ
と
も
あ
り
、
島
嶼
地
域
の
町
村
は
一
体
と
し
て
、
地
域
経
済
活
性
化
対
策
推
進
地
域
や
地
域
経

（
四
〇
六
）



東
京
に
お
け
る
町
村
の
現
状
と
選
挙
お
よ
び
自
治
制
度
変
革
の
必
要
性
（
山
田
）

二
六
五

済
基
盤
強
化
対
策
推
進
地
域
に
指
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

島
嶼
地
域
の
九
市
町
村
が
協
力
し
合
う
こ
と
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
町
村
が
競
い
合
っ
て
地
域
お
こ
し
を
推
進
す
る
こ
と
も
大
切
で
あ
る
。

完
全
自
治
体
を
維
持
す
る
だ
け
の
行
財
政
能
力
が
ほ
と
ん
ど
認
め
ら
れ
な
い
島
嶼
地
域
で
は
、
完
全
自
治
体
と
し
て
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
は
、

大
島
支
庁
・
三
宅
支
庁
・
八
丈
支
庁
・
小
笠
原
支
庁
を
通
じ
て
、
こ
れ
ま
で
以
上
の
東
京
都
の
協
力
を
得
る
こ
と
も
必
要
と
い
わ
ざ
る
を

得
な
い
。
特
に
島
嶼
地
域
の
一
体
的
な
発
展
を
考
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
島
嶼
地
域
全
体
を
全
部
事
務
組
合
化
す
る
広
域
連
合
を
設
置
し
、

議
会
は
テ
レ
ビ
電
話
を
使
用
し
た
会
議
で
対
応
す
る
と
い
っ
た
こ
と
も
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
。

小
笠
原
村
で
は
小
笠
原
諸
島
の
自
然
回
復
に
向
け
て
多
く
の
活
動
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
カ
メ
の
生
態
観
察
や
保
護
に
は
本
土
か
ら
の

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
学
生
の
協
力
が
継
続
し
て
い
た
。
外
来
生
物
や
外
来
植
物
の
排
除
に
も
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
協
力
が
不
可
欠
で
あ
る
。

ゲ
ー
ム
感
覚
で
参
加
で
き
る
よ
う
な
イ
ベ
ン
ト
等
を
住
民
や
外
部
の
人
々
の
ア
イ
デ
ア
で
つ
く
り
だ
し
、
協
力
を
得
る
こ
と
が
必
要
で
あ

る
。
そ
う
し
た
ア
イ
デ
ア
を
出
し
合
う
よ
う
な
新
し
い
会
議
体
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
活
用
が
必
要
と
い
え
る
。
こ
れ
ま
で
の
議
会
に
住
民
総
会
型

の
参
加
の
機
会
を
加
味
し
た
よ
う
な
、
参
加
型
の
地
域
お
こ
し
の
ス
タ
イ
ル
を
確
立
す
べ
き
で
あ
る
（
20
）

。

島
嶼
地
域
全
体
で
は
、
長
野
県
が
確
立
し
た
よ
う
な
、
総
人
口
五
万
人
以
下
の
地
域
に
も
、
国
や
都
か
ら
資
金
や
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ

ピ
タ
ル
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
、
定
住
自
立
圏
に
代
わ
る
柔
軟
な
制
度
の
導
入
が
望
ま
れ
る
。
大
島
町
と
八
丈
町
の
人
口
は
多
い
と

い
っ
て
も
わ
ず
か
七
千
人
台
に
過
ぎ
な
い
。
各
地
域
あ
る
い
は
各
市
町
村
の
意
見
を
出
し
合
い
全
体
の
発
展
を
考
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
広

域
連
合
の
活
用
が
現
状
で
は
望
ま
し
い
制
度
と
い
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
長
野
県
で
は
県
内
を
区
分
す
る
一
〇
の
地
域
に
全
て
広
域
連
合
を
設

置
し
て
い
る
。
し
か
し
複
数
の
市
町
村
の
連
合
体
で
あ
る
広
域
連
合
で
は
参
加
市
町
村
の
合
意
を
え
な
け
れ
ば
意
思
決
定
が
で
き
な
い
。

特
に
中
心
市
と
財
源
的
な
責
任
は
負
わ
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
主
張
だ
け
を
す
る
周
辺
市
町
村
の
対
立
が
、
組
織
の
硬
直
化
を
招
い
て
い

（
四
〇
七
）
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二
六
六

る
。
そ
の
解
決
策
と
し
て
長
野
県
の
多
く
の
広
域
連
合
が
採
用
し
た
政
策
が
、
中
心
市
が
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
し
や
す
い
定
住
自
立

圏
や
連
携
中
枢
都
市
圏
の
活
用
で
あ
っ
た
（
21
）

。

し
か
し
東
京
都
の
島
嶼
地
域
は
、
町
村
は
広
範
に
点
在
す
る
島
々
に
あ
り
、
人
口
を
見
て
も
全
部
が
小
規
模
町
村
で
あ
り
、
強
い
リ
ー

ダ
ー
シ
ッ
プ
を
取
れ
る
町
は
存
在
し
な
い
。
そ
れ
で
も
一
体
化
し
た
政
策
の
確
立
と
遂
行
を
望
む
の
で
あ
れ
ば
、
広
域
連
合
に
頼
ら
ざ
る

を
得
な
い
。
特
に
人
口
百
人
台
の
三
村
は
村
民
総
会
の
方
が
望
ま
し
い
と
も
い
え
る
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
パ
リ
ッ
シ
ュ
の
住
民
総
会
の
参

加
者
は
全
体
の
一
〇
％
程
度
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
も
合
意
を
得
れ
ば
行
政
の
責
任
者
は
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
し
や
す
く
、
半
年
に
一

回
程
度
の
総
会
で
リ
ー
ダ
ー
の
対
応
を
チ
ェ
ッ
ク
し
て
い
く
し
か
な
い
と
い
え
る
。
小
規
模
町
村
で
は
議
員
報
酬
す
ら
重
荷
と
い
え
る
。

全
体
を
広
域
連
合
に
依
存
し
つ
つ
、
地
域
の
問
題
は
み
ん
な
で
判
断
す
る
と
い
う
参
加
型
の
住
民
総
会
等
の
活
用
も
考
え
る
べ
き
価
値
は

あ
る
。
無
駄
を
省
い
た
参
加
型
の
民
主
政
治
の
遂
行
が
望
ま
れ
る
。

東
京
都
の
特
別
区
地
域
と
北
多
摩
地
域
に
は
行
財
政
能
力
の
高
い
区
や
市
が
多
く
、
若
干
行
財
政
能
力
が
低
い
市
は
合
併
か
広
域
連
合

等
に
よ
る
対
応
も
必
要
で
あ
る
。
南
多
摩
地
域
は
中
核
市
で
あ
る
八
王
子
市
を
中
心
に
し
て
連
携
中
枢
都
市
圏
を
形
成
す
る
こ
と
も
、
全

体
で
一
四
〇
万
人
を
越
す
政
令
指
定
都
市
へ
の
移
行
も
、
八
王
子
市
と
日
野
市
だ
け
の
合
併
で
七
〇
万
人
程
度
の
政
令
市
指
定
都
市
へ
の

移
行
も
可
能
な
地
域
で
あ
る
。
西
多
摩
地
域
は
、
合
併
に
よ
っ
て
中
核
市
を
目
指
し
行
政
権
限
の
拡
充
を
図
る
か
、
広
域
連
合
西
多
摩
地

域
と
よ
る
共
同
処
理
の
推
進
が
望
ま
し
い
地
域
と
い
え
る
が
、
場
合
に
よ
っ
て
は
青
梅
市
と
あ
き
る
野
市
を
中
心
市
と
す
る
定
住
自
立
圏

を
確
立
し
て
、
活
力
あ
る
展
開
を
は
か
る
こ
と
も
考
え
る
価
値
の
あ
る
地
域
で
あ
る
。

他
方
島
嶼
地
域
で
は
、
長
野
県
が
独
自
の
導
入
し
た
「
連
携
自
立
圏
」
や
「
広
域
自
立
圏
」
の
創
設
を
参
考
に
、
経
費
を
か
け
ず
に
地

域
創
生
を
は
か
る
こ
と
の
で
き
る
よ
う
な
制
度
の
導
入
が
望
ま
れ
る
（
22
）

。
西
多
摩
地
域
と
島
嶼
地
域
各
町
村
と
島
嶼
地
域
全
体
の
バ
ラ
ン
ス

（
四
〇
八
）



東
京
に
お
け
る
町
村
の
現
状
と
選
挙
お
よ
び
自
治
制
度
変
革
の
必
要
性
（
山
田
）

二
六
七

を
と
る
よ
う
な
独
自
の
制
度
を
、
国
と
都
の
協
力
を
得
て
展
開
す
る
こ
と
が
必
要
と
い
え
る
。
加
え
て
日
常
生
活
圏
を
対
象
と
し
た
住
民

自
治
を
推
進
す
る
た
め
に
は
、
西
多
摩
地
域
や
島
嶼
地
域
だ
け
で
は
な
く
必
要
と
考
え
る
地
域
が
、
地
域
自
治
組
織
や
地
域
運
営
組
織
等

の
導
入
を
は
か
り
、
実
質
的
な
三
層
制
に
よ
る
自
治
制
度
へ
の
転
嫁
を
は
か
る
こ
と
を
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
西
多
摩
地
域
と
島
嶼
地
域

を
中
心
に
、
地
域
の
実
情
に
合
わ
せ
、
地
域
の
特
徴
を
活
用
し
た
弾
力
的
な
自
治
制
度
を
東
京
都
と
都
内
の
区
市
町
村
が
ど
の
よ
う
に
し

て
確
立
し
て
い
く
か
が
今
後
の
課
題
と
い
え
る
。

註（
1
） 

東
京
都
の
人
口
と
面
積
は
、
東
京
都
「
都
内
区
市
町
村
マ
ッ
プ
」（w

w
w

.m
etro.tokyo.jp/tosei/tokyoto/profile/.../kushichoson.nta.

go.jp/.../property_w
ard.pdf

）
か
ら
引
用
。

（
2
） 

こ
の
よ
う
に
東
京
都
の
地
域
の
三
区
分
の
代
表
的
な
も
の
は
、
地
方
公
共
団
体
の
種
類
を
前
提
と
し
た
、
特
別
区
部
・
市
部
・
町
村
部
と
い
う

区
分
と
、
地
理
的
そ
し
て
東
京
都
の
領
域
の
拡
大
の
歴
史
を
前
提
と
し
て
、
特
別
区
地
域
・
多
摩
地
域
・
島
嶼
地
域
と
い
う
区
分
の
二
つ
と
な
る
。

た
だ
し
普
通
地
方
公
共
団
体
と
特
別
地
方
公
共
団
体
の
区
分
に
従
え
ば
、
東
京
都
は
特
別
区
（
二
三
区
）
地
域
と
市
町
村
地
域
（
多
摩
地
域
と
島
嶼

地
域
）
の
二
地
域
と
な
る
こ
と
か
ら
、
本
論
文
で
は
特
別
区
地
域
・
多
摩
地
域
・
島
嶼
地
域
と
い
う
地
理
的
・
歴
史
的
三
区
分
を
中
心
に
論
じ
た
。

（
3
） 

東
京
都
の
歴
史
は
、
特
別
区
協
議
会
「
東
京
23
区
の
お
い
た
ち
」（w

w
w

.tokyo-23city.or.jp/publish/seido.../basicT
ext01.pd

）、
東
京

都
総
務
局
「
大
東
京
35
区
物
語
─
15
区
か
ら
23
区
へ
─
東
京
23
区
の
歴
史
─
」（w

w
w

.soum
u.m

etro.tokyo.jp

）
国
土
交
通
省
「
首
都
機
能
移
転

問
題
と
『
東
京
遷
都
』
─
国
会
等
の
移
転
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
─
」（w

w
w

.m
lit.go.jp/kokudokeikaku/iten/onlinelecture/lec16.htm

l

）
等
を
参

照
し
整
理
し
た
。

一
五
区
は
麹
町
区
、
神
田
区
、
日
本
橋
区
、
京
橋
区
、
芝
区
、
麻
布
区
、
赤
坂
区
、
四
谷
区
、
牛
込
区
、
小
石
川
区
、
本
郷
区
、
下
谷
区
、
浅
草

区
、
本
所
区
、
深
川
区
で
あ
り
、
六
郡
は
荏
原
郡
・
東
多
摩
郡
・
南
豊
島
郡
・
北
豊
島
郡
・
南
足
立
郡
・
南
葛
飾
郡
で
あ
る
。
な
お
小
笠
原
に
関
し

（
四
〇
九
）
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二
六
八

て
は
小
笠
原
村
役
場
Ｈ
Ｐ
「
歴
史
」（w

w
w

.vill.ogasaw
ara.tokyo.jp/history/

）
を
参
照
し
整
理
し
た
。

（
4
） 

東
京
都
内
の
市
町
村
の
歴
史
と
現
状
に
つ
い
て
は
、
東
京
都
市
長
会
「
多
摩
・
島
し
ょ
自
治
体
変
遷
一
覧
」（w

w
w

.tokyo-m
ayors.jp/

soshiki/jichitai.htm
l

）
や
平
成
の
大
合
併
の
進
捗
状
況
は
総
務
省
Ｈ
Ｐ
『
地
方
行
財
政
』「
地
方
自
治
制
度
」
の
な
か
の
「
広
域
行
政
・
市
町
村

合
併
」
を
参
照
し
整
理
し
た
（http://w

w
w

.soum
u.go.jp/m

enu_seisaku/chiho/index.htm
l

）。
平
成
の
大
合
併
の
実
態
に
つ
い
て
は
拙
著

「
市
町
村
合
併
と
広
域
行
政
　
─
平
成
の
大
合
併
と
定
住
自
立
圏
の
関
係
を
中
心
と
し
て
─
」
日
本
大
学
法
学
会
『
政
経
研
究
』
第
四
六
巻
第
三
号

（
平
成
二
一
年
一
二
月
二
〇
日
発
行
）、
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
5
） 

日
本
の
小
規
模
市
町
村
の
人
口
は
、【
全
国
の
市
区
町
村
】
人
口
ラ
ン
キ
ン
グ
・
面
積
ラ
ン
キ
ン
グ
・
人
口
密
度
ラ
ン
キ
ン
グ
（uub.jp/rnk/

cktv_j.htm
l

）
参
照
し
た
。

（
6
） 

市
町
村
の
人
口
に
つ
い
て
は
、
都
道
府
県
市
区
町
村
「【
市
区
町
村
】
人
口
・
面
積
・
人
口
密
度
ラ
ン
キ
ン
グ
」（https://uub.jp/

）
や
東
京

都
「
都
内
区
市
町
村
マ
ッ
プ
」
を
参
照
し
整
理
し
た
。
東
京
都
内
の
区
市
町
村
の
人
口
推
移
に
関
し
て
は
統
計
メ
モ
帳
「
市
町
村
の
統
計
　
日
本
」

（ecitizen.jp/P
opulation/C

ity/

）
や
東
京
都
総
務
局
「
東
京
都
の
統
計
」（w

w
w

.toukei.m
etro.tokyo.jp/dyosoku/dy17rf0000.pdf

）
を
参

照
し
整
理
し
た
。
都
内
区
市
町
村
の
投
票
結
果
に
つ
い
て
は
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
「
都
内
選
挙
日
程/

デ
ー
タ
」（w

w
w

.senkyo.m
etro.

tokyo.jp/election

）
を
参
照
し
て
整
理
し
た
。

表
１
と
表
５
の
人
口
と
面
積
の
数
字
の
相
違
は
、
利
用
し
た
資
料
の
出
典
が
東
京
都
と
東
京
市
町
村
自
治
調
査
会
と
い
う
別
途
の
も
の
で
あ
る
た

め
で
あ
る
。
筆
者
は
当
事
者
の
資
料
を
重
視
し
た
こ
と
か
ら
、
東
京
都
全
体
に
対
し
て
は
東
京
都
の
資
料
を
、
三
多
摩
に
関
し
て
は
東
京
市
町
村
自

治
調
査
会
の
資
料
を
使
用
し
た
。
数
字
の
出
典
や
難
題
に
よ
り
若
干
の
相
違
は
認
め
ら
れ
る
が
、
全
体
と
し
て
は
大
き
な
問
題
は
な
い
と
こ
と
か
ら

二
つ
の
資
料
を
用
い
た
。

（
7
） 

東
京
都
「
リ
ン
ク
集
／
都
内
区
市
町
村
」（w

w
w

.m
etro.tokyo.jp/link/link04.htm

l

）、
東
京
都
総
務
局
行
政
部
「
行
政
部
─
区
市
町
村
行

財
政
─
」（w

w
w

.soum
u.m

etro.tokyo.jp/05gyousei/index.htm
l

）、
東
京
都
の
区
市
町
村
や
関
連
す
る
一
部
事
務
組
合
の
Ｈ
Ｐ
等
の
資
料
参
照
。

（
8
） 

東
京
都
島
嶼
町
村
一
部
事
務
組
合
Ｈ
Ｐ
（tosho-ichikum

i.jp/

）、
東
京
都
島
嶼
町
村
一
部
事
務
組
合
規
約
（vill.kouzushim

a.tokyo.jp/

reiki/reiki.../g159R
G

00000318.htm
l

）、
公
益
財
団
法
人
東
京
都
島
し
ょ
振
興
公
社
Ｈ
Ｐ
「
東
京
愛
ら
ん
ど
」（w

w
w

.tokyoislands-net.jp

）

（
四
一
〇
）



東
京
に
お
け
る
町
村
の
現
状
と
選
挙
お
よ
び
自
治
制
度
変
革
の
必
要
性
（
山
田
）

二
六
九

参
照
。

（
9
） 

東
京
都
「
リ
ン
ク
集
／
都
内
区
市
町
村
」、「
行
政
部
─
区
市
町
村
行
財
政
─
」、
東
京
都
の
区
市
町
村
や
関
連
す
る
一
部
事
務
組
合
の
Ｈ
Ｐ
等

参
照
。

（
10
） 
東
京
都
「
リ
ン
ク
集
／
都
内
区
市
町
村
」、「
行
政
部
─
区
市
町
村
行
財
政
─
」、
東
京
都
の
区
市
町
村
や
関
連
す
る
一
部
事
務
組
合
の
Ｈ
Ｐ
等

参
照
。

（
11
） 

西
多
摩
広
域
行
政
圏
協
議
会
Ｈ
Ｐ
：「
西
多
摩
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」（w

w
w

.nishitam
a-kouiki.jp/

）

（
12
） 

広
域
市
町
村
圏
、
第
都
市
周
辺
地
域
広
域
行
政
圏
、
地
域
経
済
活
性
化
対
策
推
進
地
域
、
地
域
経
済
基
盤
強
化
対
策
推
進
地
域
に
つ
い
て
は
、

自
治
省
行
政
局
振
興
課
『
平
成
６
年
改
訂
　
広
域
行
政
圏
要
覧
』
第
一
法
規
・
平
成
七
年
発
行
等
を
参
照
し
て
整
理
し
た
。

（
13
） 

総
務
省
：
広
域
連
携
が
困
難
な
市
町
村
に
お
け
る
補
完
の
あ
り
方
に
関
す
る
研
究
会
編
『
広
域
連
携
が
困
難
な
市
町
村
に
お
け
る
補
完
の
あ
り

方
に
関
す
る
研
究
会
報
告
書
』
平
成
二
九
年
七
月
（w

w
w

.soum
u.go.jp/m

ain_content/000495505.

）
や
「
第
27
次
地
方
制
度
調
査
会
第
33
回
専

門
小
委
員
会
　次
第
及
び
議
事
録
」（w

w
w

.soum
u.go.jp/m

ain_sosiki/singi/.../N
o27_senm

on33.htm
l

）
参
照
。

（
14
） 

お
ま
か
せ
民
主
主
義
に
つ
い
て
は
、
佐
高
信
編
『
さ
ら
ば
お
ま
か
せ
民
主
主
義
』
岩
波
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
・
一
九
九
七
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
15
） 

選
挙
ド
ッ
ト
コ
ム
（go2senkyo.com

/local/jichitai/

）、
政
治
山
（seijiyam

a.jp/area/card/3624/6C
lP

D
C

/M
?S

）
及
び
関
係
町
村
の

Ｈ
Ｐ
参
照
。

（
16
） 

選
挙
ド
ッ
ト
コ
ム
、
政
治
山
、
関
係
市
町
村
等
の
Ｈ
Ｐ
参
照
。

（
17
） 

大
川
村
に
つ
い
て
は
、
日
本
経
済
新
聞
「
列
島
追
跡
　
高
知
。
大
川
村
で
村
議
資
格
巡
り
新
条
例
」（
二
〇
一
九
年
三
月
二
九
日
朝
刊
）、
毎
日

新
聞
「
’19
統
一
地
方
選
　
自
治
は
ど
こ
へ
」（
二
〇
一
九
年
三
月
二
九
日
朝
刊
）
Ｎ
Ｈ
Ｋ
「
な
り
手
不
足
　地
方
議
会
は
ど
う
な
る
？
」
：
く
ら
し
　解

説
（w

w
w

.nhk.or.jp/kaisetsu-blog/700/294803.htm
l

）、
地
方
議
会
・
議
員
に
関
す
る
研
究
会
著
『
地
方
議
会
・
議
員
に
関
す
る
研
究
会
　
報

告
書
』
総
務
省
（w

w
w

.soum
u.go.jp

）
を
参
照
し
整
理
し
た
。
な
お
日
本
の
こ
れ
ま
で
の
村
民
総
会
に
つ
い
て
は
榎
澤
幸
広
著
、“
地
方
自
治
法
下

の
村
民
総
会
の
具
体
的
運
営
と
問
題
点
─
八
丈
小
島
・
宇
津
木
村
の
事
例
か
ら
─
”、
名
古
屋
学
院
大
学
論
集
・
社
会
科
学
篇
・
第
四
七
巻
第
三
号

（
二
〇
一
一
年
一
月
）
に
く
わ
し
い
。

（
四
一
一
）



政
経
研
究

　第
五
十
六
巻
第
二
号
（
二
〇
一
九
年
七
月
）

二
七
〇

（
18
） 

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
地
方
制
度
に
つ
い
て
は
、
拙
著
「
第
１
章
　
地
方
制
度
と
自
治
論
」「
第
15
章
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
主
要
国
の
地
方
自
治
」・
福
島
康
仁

編
『
地
方
自
治
論
』
弘
文
堂
・
二
〇
一
八
年
四
月
を
参
照
さ
れ
た
い
。
パ
リ
ッ
シ
ュ
に
つ
い
て
は
拙
著
『
パ
リ
ッ
シ
ュ
』
北
樹
出
版
、
二
〇
〇
四
年

を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
19
） 
東
京
都
「
リ
ン
ク
集
／
都
内
区
市
町
村
」、「
都
内
区
市
町
村
マ
ッ
プ
─
東
京
都
」、
一
部
事
務
組
合
等
コ
ー
ド
表
（
平
成
三
一
年
一
月
二
一
日

現
在
）
等
参
照
。

（
20
） 

小
笠
原
に
つ
い
て
は
、
小
笠
原
諸
島
返
還
五
〇
周
年
記
念
・
日
本
島
嶼
学
会
設
立
二
〇
周
年
「
小
笠
原
エ
ク
ス
カ
ー
シ
ョ
ン
＆
ミ
ニ
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
」
二
〇
一
九
年
三
月
四
日
（
月
）
～
三
月
九
日
（
土
）
に
お
い
て
行
っ
た
現
地
調
査
の
内
容
で
あ
る
。

（
21
） 

長
野
県
に
つ
い
て
は
拙
論
文
「
長
野
県
の
地
方
制
度
の
特
質
」・
日
本
大
学
法
学
会
『
政
経
研
究
』
二
〇
一
九
年
三
月
二
五
日
・
第
五
五
巻
四

号
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
22
） 

長
野
県
庁
Ｈ
Ｐ
「
と
り
ま
と
め
」、
日
本
経
済
新
聞
「
地
域
経
済
（
長
野
）」
二
〇
一
八
年
一
〇
月
六
日
朝
刊
参
照
。

最
後
に

私
が
岩
渕
先
生
に
初
め
て
お
会
い
し
た
の
は
、
木
曜
日
の
寒
河
江
先
生
を
中
心
に
し
た
懇
親
会
の
席
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
先
生
の
や

や
太
い
声
と
、
理
詰
め
に
問
い
詰
め
る
話
し
方
に
、
学
者
と
し
て
の
姿
勢
を
教
え
て
い
た
だ
い
た
こ
と
を
し
っ
か
り
覚
え
て
い
ま
す
。
そ

れ
以
来
、
時
折
話
を
す
る
機
会
を
い
た
だ
き
、
楽
し
い
思
い
出
を
た
く
さ
ん
作
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
先
生
を
中
心
に
色
々
な
方
々
と

の
つ
な
が
り
が
で
き
た
こ
と
に
深
く
感
謝
い
た
し
て
お
り
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

私
事
に
な
り
ま
す
が
、
お
忙
し
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
私
の
兄
の
た
め
に
わ
ざ
わ
ざ
山
形
の
実
家
ま
で
お
線
香
を
あ
げ
に
来
て
い
た
だ

い
た
時
の
先
生
の
姿
は
今
も
心
に
残
っ
て
い
ま
す
。
先
生
に
は
た
だ
感
謝
を
申
し
上
げ
る
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

ま
た
先
生
と
の
つ
な
が
り
で
大
き
か
っ
た
も
の
の
一
つ
に
選
挙
学
会
の
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
理
事
と
し
て
学
会
活
動
を
話
す
こ
と
も
あ

（
四
一
二
）



東
京
に
お
け
る
町
村
の
現
状
と
選
挙
お
よ
び
自
治
制
度
変
革
の
必
要
性
（
山
田
）

二
七
一

り
ま
し
た
。
報
道
と
選
挙
に
関
心
の
深
か
っ
た
先
生
の
、
饒
舌
の
中
に
こ
の
分
野
に
か
け
る
先
生
の
情
熱
が
熱
く
伝
わ
っ
て
き
た
こ
と
は
、

忘
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

私
よ
り
若
く
健
康
に
見
え
て
い
ま
し
た
か
ら
、
先
生
が
私
よ
り
先
に
行
か
れ
る
と
は
思
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
公
私
と
も
に
お
世
話
に

な
っ
た
先
生
に
捧
げ
た
く
て
執
筆
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
講
評
は
あ
ち
ら
で
聞
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
し
ば
ら
く
待
っ
て
い
て
く

だ
さ
い
。（
合
掌
）

（
四
一
三
）





イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
か
ら
見
た
一
九
二
二
年
政
変
の
再
検
討
（
渡
邉
）

二
七
三

イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
か
ら
見
た
一
九
二
二
年
政
変
の
再
検
討

─
ス
タ
ン
リ
ー
・
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
の
保
守
主
義
思
想
を
中
心
と
し
て

─

渡

　
　邉

　
　容
一
郎

一
、
は
じ
め
に

二
、
一
九
二
二
年
政
変
を
め
ぐ
る
諸
問
題

三
、
政
治
思
想
か
ら
見
た
一
九
二
二
年
政
変

四
、
お
わ
り
に

論
　
説

（
四
一
五
）



政
経
研
究

　第
五
十
六
巻
第
二
号
（
二
〇
一
九
年
七
月
）

二
七
四

一
、
は
じ
め
に

イ
ギ
リ
ス
保
守
党
史
に
お
い
て
、
一
九
二
二
年
（
１
）

と
い
う
年
は
極
め
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
。

こ
の
年
の
一
〇
月
一
九
日
、
カ
ー
ル
ト
ン
・
ク
ラ
ブ
（
２
）

で
開
催
さ
れ
た
保
守
党
議
員
総
会
（
以
下 

保
守
党
議
員
総
会
）
な
ら
び
に
議
員
投

票
の
結
果
、
自
由
党
ロ
イ
ド
＝
ジ
ョ
ー
ジ
（D

avid L
loyd G

eorge

）
連
立
内
閣
（
一
九
一
六
〜
一
九
二
二
年
）
か
ら
離
脱
す
る
こ
と
が
決

ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
、
当
時
の
保
守
党
下
院
指
導
者
で
事
実
上
の
党
首
で
も
あ
る
連
立
維
持
派
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
・
チ
ェ

ン
バ
レ
ン
（A

usten C
ham

berlain
）
た
ち
党
幹
部
の
方
針
に
逆
ら
う
決
定
で
も
あ
っ
た
。

下
院
の
多
数
議
席
を
占
め
る
保
守
党
（
３
）

に
支
え
ら
れ
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
四
年
ほ
ど
続
い
た
「
自
由
党
ロ
イ
ド
＝
ジ
ョ
ー
ジ
派
と
保
守

党
多
数
派
を
軸
と
す
る
〝
平
時
〟
連
立
政
権
」
は
、
こ
の
保
守
党
議
員
総
会
で
の
投
票
を
通
じ
て
あ
っ
け
な
く
そ
の
幕
を
閉
じ
た
。
そ
の

結
果
、
保
守
党
議
員
総
会
の
当
日
よ
う
や
く
連
立
離
脱
支
持
を
明
ら
か
に
し
た
前
下
院
指
導
者
（
在
任 

一
九
一
一
〜
一
九
二
一
年
）
ア
ン
ド

リ
ュ
ー
・
ボ
ナ
＝
ロ
ー
（A

ndrew
 B

onar L
aw

）
が
、
一
〇
月
二
三
日
の
保
守
党
議
員
総
会
で
党
史
上
初
の

─
形
式
的
で
は
あ
る
も
の

の

─
党
内
民
主
主
義
的
手
続
き
を
経
た
「
党
首
（
４
）

」
に
推
挙
さ
れ
、
後
継
の
保
守
党
単
独
内
閣
首
班
に
就
任
す
る
運
び
と
な
っ
た
の
で
あ

る
。そ

れ
ゆ
え
、
一
九
二
二
年
の
政
治
史
的
意
義
は
非
常
に
大
き
い
。
か
か
る
党
内
造
反
に
伴
う
政
権
交
代
、
即
ち
政
変
を

─
イ
ギ
リ
ス

政
治
史
用
語
と
し
て
は
必
ず
し
も
一
般
的
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が

─
本
稿
で
は
「
一
九
二
二
年
政
変
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
い
。

本
稿
の
目
的
は
、
病
気
の
た
め
就
任
か
ら
お
よ
そ
半
年
で
辞
任
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
ボ
ナ
＝
ロ
ー
の
後
継
者
と
し
て
以
後
一
四
年
間
保

守
党
党
首
を
務
め
（
在
任 

一
九
二
三
〜
一
九
三
七
年
）、
こ
の
政
変
最
大
の
功
労
者
で
も
あ
る
ス
タ
ン
リ
ー
・
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
（S

tanley 

（
四
一
六
）



イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
か
ら
見
た
一
九
二
二
年
政
変
の
再
検
討
（
渡
邉
）

二
七
五

B
aldw

in

）
の
保
守
主
義
思
想
と
い
う
観
点
か
ら
こ
の
政
変
を
再
検
討
し
、
新
た
な
解
釈
を
提
供
す
る
こ
と
に
あ
る
。

連
立
内
閣
の
閣
僚
（
商
務
相
）
で
あ
り
な
が
ら
ロ
イ
ド
＝
ジ
ョ
ー
ジ
を
批
判
し
て
連
立
離
脱
の
急
先
鋒
と
な
っ
た
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
の

立
場
か
ら
こ
の
政
変
を
見
た
場
合
、
通
説
で
は
、
彼
自
身
の
道
徳
観
や
政
党
観
、
あ
る
い
は
保
守
党
に
よ
る
選
挙
上
の
打
算
と
い
っ
た
側

面
が
そ
の
動
機
と
し
て
強
調
さ
れ
や
す
い
（
５
）

。

し
か
し
な
が
ら
本
稿
で
は
、
一
九
〇
〇
〜
一
九
一
〇
年
代
の
ロ
イ
ド
＝
ジ
ョ
ー
ジ
に
象
徴
さ
れ
る
新
自
由
主
義
（N

ew
 L

iberalism

）
へ

の
反
発
、
そ
し
て
そ
の
オ
ル
タ
ー
ナ
テ
ィ
ブ
の
必
要
性
も
、
一
九
二
二
年
政
変
で
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
が
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
を
発
揮
し
得
た
要

因
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

で
は
、
自
由
党
と
の
連
立
解
消
、
即
ち
保
守
党
独
自
路
線
の
追
求
を
目
指
し
た
彼
の
保
守
主
義
思
想
の
「
核
」
は
一
体
何
だ
っ
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
を
踏
ま
え
本
稿
で
は
、
そ
の
後
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
党
首
・
首
相
を
通
じ
て
具
体
化
さ
れ
る
萌
芽
期
の

「
戦
間
期
イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
」
に
つ
い
て
も
、
可
能
な
限
り
触
れ
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

二
、
一
九
二
二
年
政
変
を
め
ぐ
る
諸
問
題

本
章
で
は
先
ず
、
一
九
二
二
年
政
変
の
流
れ
を
大
ま
か
に
振
り
返
り
、
政
変
に
至
っ
た
経
緯
を
は
じ
め
、
政
変
の
基
本
的
性
格
や
本
質

を
明
ら
か
に
す
る
。
さ
ら
に
、
一
九
二
二
年
政
変
に
関
す
る
先
行
研
究
や
従
来
的
解
釈
の
分
析
か
ら
浮
か
び
上
が
っ
た
疑
問
点
も
指
摘
し

て
い
く
。

（
四
一
七
）
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二
七
六

⑴
　
一
九
二
二
年
政
変
に
至
る
経
緯

一
九
二
二
年
政
変
に
至
っ
た
経
緯
を
把
握
す
る
た
め
に
は
、
保
守
党
が
前
述
の
保
守
党
議
員
総
会
を
開
催
し
た
背
景
か
ら
検
討
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
が
、
実
は
そ
の
前
に
検
討
を
要
す
る
問
題
も
あ
る
。
第
一
次
世
界
大
戦
の
終
結
か
ら
四
年
間
（
一
九
一
八
〜
一
九
二
二
年
）、

〝
平
時
〟
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ロ
イ
ド
＝
ジ
ョ
ー
ジ
の
下
で
連
立
政
権
が
続
い
た
の
は
な
ぜ
か
と
い
う
疑
問
が
そ
れ
で
あ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
イ
ギ
リ
ス
保
守
党
史
研
究
の
泰
斗
ブ
レ
ー
ク
（R

obert B
lake

）
は
「
連
立
を
持
続
さ
せ
た
動
機
は
、
党
利
に
基
づ

く
打
算
と
い
う
よ
り
は
、
戦
争
直
後
は
国
家
的
団
結
が
望
ま
し
い
と
い
う
願
望
に
あ
っ
た
よ
う
だ
」
と
分
析
し
て
い
る
。「
当
時
は
、
戦

争
を
勝
利
に
導
い
た
者
が
戦
後
の
平
和
も
勝
ち
取
る
べ
し
と
い
う
の
が
一
般
の
期
待
で
あ
り
、
そ
し
て
ま
た
当
然
視
さ
れ
て
い
た
よ
う
で

あ
る
。
ボ
ナ
＝
ロ
ー
の
文
書
等
を
調
べ
て
み
て
も
、
ロ
イ
ド
＝
ジ
ョ
ー
ジ
首
相
の
下
に
留
ま
る
こ
と
の
是
非
に
つ
い
て
、
保
守
党
幹
部
が

長
時
間
議
論
し
た
と
か
、
疑
問
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
証
拠
は
無
い
」
と
言
う
。
さ
ら
に
ブ
レ
ー
ク
は
、「
党
と
し
て
の
立
場
か
ら

引
き
続
き
連
立
に
留
ま
る
理
由
が
保
守
党
に
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
自
力
で
選
挙
に
勝
つ
こ
と
を
予
想
し
て
い
た
か
ら
だ
と
考
え
て

よ
い
と
思
う
」
と
述
べ
て
い
る
（
６
）

。
そ
う
し
た
捉
え
方
の
背
景
に
は
、
当
時
の
自
由
党
が
「
連
立
派
・
ロ
イ
ド
＝
ジ
ョ
ー
ジ
首
相
派
」
と

「
反
連
立
派
・
ア
ス
キ
ス
（H

erbert A
squith

）
党
首
派
」
に
激
し
く
分
裂
（
註（
３
）の
一
九
一
八
年
総
選
挙
結
果
を
参
照
）
し
て
お
り
、
結
果

的
に
自
由
党
支
持
層
が
弱
体
化
し
て
い
た
と
い
う
事
情
が
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
保
守
党
側
か
ら
す
れ
ば
、
イ
ギ
リ
ス
に
勝
利
を
も
た
ら
し

た
首
相
の
下
に
団
結
さ
え
し
て
い
れ
ば
選
挙
戦
で
は
〝
鬼
に
金
棒
〟、
と
考
え
た
と
し
て
も
全
く
不
思
議
で
は
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
終
戦
か
ら
四
年
経
っ
て
も
保
守
党
が
連
立
を
解
消
し
な
か
っ
た
理
由
は
、
戦
後
の
再
建
に
向
け
た
国
民
的
団
結
の
必
要

性
と
い
う
「
大
義
名
分
」（
タ
テ
マ
エ
）
と
、
次
期
総
選
挙
勝
利
・
政
権
維
持
の
た
め
の
打
算
的
な
「
党
利
党
略
」（
ホ
ン
ネ
）
が
混
ざ
り

合
っ
た
結
果
と
見
る
の
が
自
然
で
あ
る
。

（
四
一
八
）



イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
か
ら
見
た
一
九
二
二
年
政
変
の
再
検
討
（
渡
邉
）

二
七
七

で
は
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
保
守
党
が
最
終
的
に
ロ
イ
ド
＝
ジ
ョ
ー
ジ
を
見
捨
て
て
、
連
立
解
消
に
踏
み
切
っ
た
の
は
な
ぜ
で
あ

ろ
う
か
。

前
述
し
た
ブ
レ
ー
ク
の
分
析
を
踏
ま
え
れ
ば
、
戦
後
の
国
家
的
団
結
が
軌
道
に
乗
っ
た
可
能
性
と
、
保
守
党
側
か
ら
見
て
ロ
イ
ド
＝

ジ
ョ
ー
ジ
が
最
早
選
挙
対
策
上
役
に
立
た
な
く
な
っ
て
い
た
可
能
性
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
と
り
わ
け
後
者
は
保
守
党
に
と
っ

て
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
。
大
戦
後
の
ロ
イ
ド
＝
ジ
ョ
ー
ジ
首
相
の
言
動
や
振
る
舞
い
を
め
ぐ
り
、
連
立
シ
ニ
ア
・
パ
ー
ト
ナ
ー
の

保
守
党
か
ら
生
じ
た
不
満
な
い
し
批
判
と
し
て
、
通
例
、
以
下
の
点
が
指
摘
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
議
会
や
閣
議
を
軽
ん
じ
た

そ
の
大
統
領
的
振
る
舞
い
、
売
勲
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
や
個
人
的
私
生
活
の
乱
れ
、
カ
ン
ヌ
や
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
で
開
か
れ
た
国
際
会
議
の
不
成
功
、

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
自
由
国
（Irish F

ree S
tate

）
成
立
を
認
め
た
こ
と
（
こ
れ
は
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
等
の
分
離
・
独
立
は
認
め
な
い
と
す
る
ユ
ニ
オ
ニ

ズ
ム
を
一
九
世
紀
後
半
以
来
党
是
と
し
て
き
た
統
一
党
、
即
ち
保
守
党
と
し
て
は
容
認
し
難
い
出
来
事
で
あ
っ
た
）、
一
九
二
一
年
九
月
に
起
き
た

チ
ャ
ナ
ク
危
機
（C

hanak C
risis （

７
））、

そ
し
て
ロ
イ
ド
＝
ジ
ョ
ー
ジ
本
人
を
軸
に
「
反
・
労
働
党
、
反
・
社
会
主
義
」
勢
力
の
結
集
を
目
的

と
し
た
、
党
派
横
断
的
な
「
中
央
党
（the C

entre party

）」
結
成
構
想
（
８
）

が
そ
れ
で
あ
る
。

「
保
守
党
議
員
総
会
実
施⇒

連
立
解
消
」
に
至
る
プ
ロ
セ
ス
の
背
景
と
し
て
就
中
注
目
さ
れ
る
の
は
、
中
央
党
結
成
構
想
を
め
ぐ
る
問

題
で
あ
ろ
う
。
ロ
イ
ド
＝
ジ
ョ
ー
ジ
主
導
に
よ
る
中
央
党
結
成
構
想
と
、
そ
の
新
た
な
「
連
立
」
を
ベ
ー
ス
に
次
期
（
一
九
二
二
年
）
総

選
挙
を
断
行
し
た
い
ロ
イ
ド
＝
ジ
ョ
ー
ジ
の
思
惑
に
対
し
、
保
守
党
の
上
層
部
以
外
か
ら
異
論
が
噴
出
し
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
加
え
、

保
守
党
選
挙
対
策
の
責
任
者
ヤ
ン
ガ
ー
（G

eorge Y
ounger

）
が
、
そ
の
よ
う
な
状
態
で
総
選
挙
に
突
入
し
た
ら
、
保
守
党
が
完
全
に
分

裂
す
る
だ
け
で
な
く
、
連
立
与
党
全
体
で
一
〇
〇
議
席
以
上
失
う
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
と
主
張
し
て
い
た
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、「
連

立
維
持
・
ロ
イ
ド
＝
ジ
ョ
ー
ジ
支
持
派
」
の
保
守
党
下
院
指
導
者
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
と
党
組
織
会
長
ヤ
ン
ガ
ー
の
公
然
た

（
四
一
九
）
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二
七
八

る
意
見
の
不
一
致
は
、
前
代
未
聞
の
こ
と
で
あ
っ
た
（
９
）

。

こ
の
よ
う
な
状
況
か
ら
、
大
戦
後
の
ロ
イ
ド
＝
ジ
ョ
ー
ジ
人
気
の
陰
り
や
保
守
党
幹
部
の
党
内
求
心
力
低
下
、
あ
る
い
は
連
立
シ
ニ

ア
・
パ
ー
ト
ナ
ー
か
ら
首
相
が
出
て
い
な
い
こ
と
に
伴
う
弊
害
だ
け
で
な
く
、
単
独
政
権
獲
得
・
維
持
を
当
然
視
す
る
イ
ギ
リ
ス
的
政
党

政
治
観
な
ど
も
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

こ
う
し
た
経
緯
を
経
て
、
当
時
事
実
上
の
党
首
だ
っ
た
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
は
、「
連
立
維
持
か
、
そ
れ
と
も
連
立
離
脱

か
」
を
党
内
で
議
論
す
る
た
め
、
前
述
し
た
カ
ー
ル
ト
ン
・
ク
ラ
ブ
で
の
保
守
党
議
員
総
会
実
施
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
こ
の
保
守
党
議
員
総
会

─
党
議
員
総
会
と
言
っ
て
も
、
貴
族
・
上
院
議
員
は
採
決
に
加
わ
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
基

本
的
に
は
党
下
院
議
員
の
み
の
投
票
結
果
が
党
の
意
志
と
な
る

─
で
指
導
的
役
割
を
果
た
し
た
政
治
家
三
人
、
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
・
チ
ェ

ン
バ
レ
ン
（
連
立
維
持
派
）、
ボ
ナ
＝
ロ
ー
（
中
間
派
、
連
立
維
持
派⇒

連
立
離
脱
派
）、
そ
し
て
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
（
連
立
離
脱
派
）
に
焦
点
を

当
て
な
が
ら
、
最
初
に
前
者
二
人
の
心
情
等
を
解
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
九
二
二
年
政
変
の
本
質
に
迫
っ
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

⑵
　
一
九
二
二
年
政
変
の
基
本
的
性
格
①

─
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
と
ボ
ナ
＝
ロ
ー
に
見
る
政
変
の
本
質

先
ず
、
保
守
党
の
下
院
指
導
者
で
あ
り
な
が
ら
、「
中
央
党
結
成⇒

解
散
総
選
挙
断
行
・
勝
利⇒

個
人
商
店
的
？
長
期
政
権
の
半
永
続

化
」
と
い
う
ロ
イ
ド
＝
ジ
ョ
ー
ジ
の
シ
ナ
リ
オ
に
表
立
っ
て
異
論
を
唱
え
な
か
っ
た
保
守
党
幹
部
の
代
表
者
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
・
チ
ェ
ン
バ

レ
ン
に
着
目
し
て
、
最
近
編
集
・
刊
行
さ
れ
た
彼
の
『
日
記
・
書
簡
集
』
を
手
が
か
り
に
、
そ
の
心
情
を
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
。

そ
れ
に
よ
る
と
、
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
は
中
央
党
結
成
構
想
に
対
す
る
保
守
党
内
の
反
発
を
予
想
し
て
い
た
と
同
時
に
、

彼
自
身
も
中
央
党
へ
の
参
加
に
さ
ほ
ど
乗
り
気
で
な
か
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
本
人
に
よ
る
と
、
ロ
イ
ド
＝
ジ
ョ
ー
ジ
は
「
ボ
ナ
＝
ロ
ー

の
支
援
を
受
け
て
」（A

C
5/1/63, 2 M

arch 1918, B
arton S

t M
ary, T

o H
ilda

）
中
央
党
を
結
成
し
た
が
っ
て
い
た
。
し
か
し
そ
う
な
っ
た

（
四
二
〇
）



イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
か
ら
見
た
一
九
二
二
年
政
変
の
再
検
討
（
渡
邉
）

二
七
九

ら
「
ボ
ナ
＝
ロ
ー
は
、
絶
対
彼
（
※
ロ
イ
ド
＝
ジ
ョ
ー
ジ
）
に
ア
ゴ
で
使
わ
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
し
、
そ
う
な
っ
た
ら
統
一
党
内
で
ボ
ナ
＝

ロ
ー
の
影
響
力
が
相
当
弱
ま
っ
て
い
く
こ
と
も
彼
に
は
分
か
っ
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
う
な
っ
た
場
合
に
は
、
統
一
党
も
そ
の
新
党
に

吸
収
さ
れ
、
事
実
上
そ
の
新
党
の
主
流
派
的
存
在
に
過
ぎ
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
ボ
ナ
＝
ロ
ー
は
こ
う
し
た
事
態
に
甘
ん
じ
る
か
も
し
れ

な
い
が
、
統
一
党
の
他
の
同
僚
は
満
足
し
な
い
だ
ろ
う
し
、
し
か
も
常
に
船
上
に
居
る
ウ
ェ
ー
ル
ズ
お
や
じ
（
※
ロ
イ
ド
＝
ジ
ョ
ー
ジ
）
と

い
う
重
荷
を
自
ら
背
負
い
込
む
気
持
ち
も
、
さ
ら
さ
ら
無
い
の
で
は
な
い
か
」（A

C
5/1/66, 20 M

arch 1918, 9 E
gerton P

lace, T
o Ida （

10
））

と
見
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
か
ら
四
年
経
っ
て
連
立
が
崩
壊
し
、
単
独
与
党
と
な
っ
た
ボ
ナ
＝
ロ
ー
保
守
党
の
下
で
圧
勝
を
収
め
た
一
九
二
二
年
総
選
挙
（
11
）

が
実

施
さ
れ
た
直
後
の
一
一
月
二
一
日
、
次
の
よ
う
に
書
き
送
っ
て
い
る
。「
…
ロ
イ
ド
＝
ジ
ョ
ー
ジ
、
バ
ー
ク
ン
ヘ
ッ
ド
（B

irkenhead

）、

ウ
ィ
ン
ス
ト
ン
（W

inston

）、
ウ
ォ
ー
シ
ー
（W

orthy

）、
グ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
（G

oulding

）、
ブ
ル
（B

ull

）、
マ
ク
ナ
マ
ラ
（M

cN
am

ara

）

ほ
か
複
数
の
客
人
と
協
議
し
た
後
、
私
は
全
員
に
こ
う
言
っ
た
。
…
ロ
イ
ド
＝
ジ
ョ
ー
ジ
と
我
々
の
同
盟
に
基
づ
く
総
選
挙
実
施
を
妨
げ

た
の
は
ロ
イ
ド
＝
ジ
ョ
ー
ジ
の
ほ
う
で
あ
り
…
、
自
分
と
し
て
は
今
後
と
も
統
一
党
に
留
ま
る
つ
も
り
だ
か
ら
中
央
党
な
る
も
の
に
参
加

す
る
気
は
な
く
…
、
今
度
の
新
政
権
を
攻
撃
し
た
り
批
判
し
た
り
す
る
意
思
も
な
い
こ
と
が
、
彼
（
※
ロ
イ
ド
＝
ジ
ョ
ー
ジ
）
に
も
分
か
る

に
違
い
な
い
」（A

C
5/1/252, 21 N

ovem
ber 1922, T

w
itt ’s G

hyll, T
o Ida （

12
））。

こ
れ
だ
け
で
即
断
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
が
、
こ
う
し
た
考
え
を
身
内
に
吐
露
し
て
い
る
こ
と
か
ら
察
す
る
に
、
一
連
の
ロ
イ
ド
＝

ジ
ョ
ー
ジ
構
想
に
関
し
て
、
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
は
必
ず
し
も
当
初
か
ら
積
極
的
な
わ
け
で
は
な
か
っ
た
と
評
価
せ
ざ
る
を

得
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
一
九
二
一
年
の
段
階
で
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
の
異
母
弟
ネ
ヴ
ィ
ル
・
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
（N

eville C
ham

berlain

）
が

指
摘
し
て
い
た
よ
う
に
、
中
央
党
と
い
う
新
党
構
想
は
当
時
の
ロ
イ
ド
＝
ジ
ョ
ー
ジ
「
連
立
内
閣
の
中
か
ら
育
っ
て
き
た
（
13
）

」
も
の
で
あ
る

（
四
二
一
）
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二
八
〇

こ
と
だ
け
は
間
違
い
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
の
心
情
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
彼
が
一
〇
月

一
九
日
の
保
守
党
議
員
総
会
で
行
っ
た
演
説
内
容
を
読
み
解
い
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
演
説
内
容
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、「
労
働
党
政
権
を
実
現
さ
せ
な
い
た
め
に
は
連
立
が
必
要
」
と
い
う
主
旨
の
内
容
を
、
異
例
と

も
言
え
る
三
〇
分
も
の
時
間
を
か
け
て
繰
り
返
し
強
調
し
て
い
る
点
（
14
）

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
一
連
の
ロ
イ
ド
＝
ジ
ョ
ー
ジ
構
想
に
は
、

本
人
の
〝
個
人
的
影
響
力
永
続
願
望
〟
と
は
別
に
、
と
り
わ
け
一
九
一
八
年
以
降
独
自
の
社
会
主
義
綱
領
を
採
択
し
た
り
支
持
率
や
議
席

を
増
や
し
た
り
し
て
い
た
労
働
党
の
〝
封
じ
込
め
願
望
〟
も
内
在
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
れ
は
、「
社
会
主
義
の
防
波
堤
」
を
構

築
す
る
た
め
に
も
、
保
守
党
と
自
由
党
ロ
イ
ド
＝
ジ
ョ
ー
ジ
派
な
ど
を
軸
と
し
た
連
立
、
ひ
い
て
は
「
中
央
党
」
と
い
う
中
道
右
派
的
新

党
結
成
が
必
要
不
可
欠
と
い
う
考
え
に
基
づ
く
も
の
と
も
言
え
る
。
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
ら
保
守
党
議
員
の
一
部
が
、
消
極

的
な
が
ら
も
連
立
維
持
派
で
あ
り
続
け
た
大
き
な
理
由
は
、「
労
働
党
へ
の
不
信
や
社
会
主
義
へ
の
怖
れ
」
に
、
先
ず
、
求
め
ら
れ
ね
ば

な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

次
に
、
一
九
二
二
年
政
変
の
流
れ
・
結
果
に
多
大
な
影
響
を
お
よ
ぼ
す
存
在
と
な
っ
た
前
下
院
指
導
者
ボ
ナ
＝
ロ
ー
の
心
情
に
注
目
し

て
み
た
い
。
こ
こ
か
ら
は
、
彼
や
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
の
懐
刀
的
側
近
で
当
事
者
の
一
人
で
も
あ
っ
た
デ
ー
ヴ
ィ
ッ
ド
ソ
ン
（John C

. C
. 

D
avidson

）
議
員
の
『
回
顧
録
お
よ
び
関
連
文
書
』
な
ど
を
手
が
か
り
と
し
て
い
く
。

ロ
イ
ド
＝
ジ
ョ
ー
ジ
に
比
べ
れ
ば
迫
力
に
は
欠
け
る
も
の
の
、
そ
の
正
直
さ
・
誠
実
さ
で
党
内
の
信
頼
を
集
め
て
き
た
ボ
ナ
＝
ロ
ー
の

去
就
が
保
守
党
議
員
総
会
の
行
方
を
左
右
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
当
時
か
ら
認
識
さ
れ
て
い
た
。
ボ
ナ
＝
ロ
ー
は
、
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン

ら
造
反
者
に
内
心
で
は
共
鳴
す
る
一
方
、
党
下
院
指
導
者
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
へ
の
忠
誠
心
や
義
務
感
、
そ
し
て
物
事
を
荒
立
て
な
い
彼
特
有

の
気
質
と
健
康
不
安
が
そ
れ
を
抑
え
る
役
割
を
果
た
し
て
き
た
（
15
）

。
そ
の
た
め
、
彼
は
「
中
立
的
立
場
」
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
当
初
は
保
守

（
四
二
二
）



イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
か
ら
見
た
一
九
二
二
年
政
変
の
再
検
討
（
渡
邉
）

二
八
一

党
議
員
総
会
に
出
席
す
る
の
も
嫌
が
っ
て
い
た
。
そ
の
彼
が
一
転
カ
ー
ル
ト
ン
・
ク
ラ
ブ
に
出
向
い
て
「
連
立
離
脱
支
持
」
を
表
明
し
た

こ
と
か
ら
、
敗
北
す
れ
ば
議
員
辞
職
も
考
え
て
い
た
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
ら
造
反
組
に
勝
利
が
転
が
り
込
ん
だ
わ
け
で
あ
る
。
ボ
ナ
＝
ロ
ー

の
態
度
を
決
定
づ
け
た
要
因
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
る
が
、
下
院
指
導
者
と
し
て
党
内
団
結
の
必
要
性
を
痛
感
し
て
い
た
こ
と
、
説
得
さ
れ

て
党
内
情
勢
の
変
化
を
確
信
し
た
こ
と
、
そ
し
て
何
よ
り
重
要
な
動
機
と
し
て
、
健
康
に
不
安
を
抱
え
な
が
ら
も
、
一
九
〇
五
年
に
総
辞

職
し
た
バ
ル
フ
ォ
ア
（A

rthur B
alfour

）
内
閣
以
来
実
に
一
七
年
ぶ
り
と
な
る
「
保
守
党
単
独
内
閣
の
首
相
」
に
就
任
す
る
チ
ャ
ン
ス
が

巡
っ
て
き
た
と
い
う
事
実
（
16
）

も
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
。

以
上
二
人
の
言
動
な
ど
か
ら
、「
反
・
労
働
党
、
反
・
社
会
主
義
、
政
権
獲
得
・
維
持
、
党
内
団
結
保
持
」
を
最
優
先
す
る
以
上
、

非
・
保
守
主
義
者
の
現
首
相
に
不
満
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
現
況
で
は
連
立
維
持
こ
そ
ベ
タ
ー
だ
と
す
る
心
情
も
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が

で
き
る
。
し
か
し
同
時
に
、
事
実
上
の
党
首
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
に
は
保
守
党
と
し
て
の
独
自
性
や
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を

追
求
す
る
熱
意
が
感
じ
ら
れ
な
い
、
と
い
っ
た
問
題
点
を
指
摘
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

⑶
　
一
九
二
二
年
政
変
の
基
本
的
性
格
②

─
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
と
議
員
投
票
結
果
に
見
る
政
変
の
本
質

デ
ー
ヴ
ィ
ッ
ド
ソ
ン
の
回
顧
録
に
よ
る
と
、
ロ
イ
ド
＝
ジ
ョ
ー
ジ
と
、
彼
の
独
断
的
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
に
不
満
を
持
っ
て
い
た
ボ
ー
ル

ド
ウ
ィ
ン
は
、
お
互
い
を
本
能
的
に
嫌
う
ほ
ど
人
生
観
も
正
反
対
だ
っ
た
と
さ
れ
る
（
17
）

。
そ
こ
で
、
閣
僚
で
あ
り
な
が
ら
党
内
外
で
は
比
較

的
無
名
だ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ロ
イ
ド
＝
ジ
ョ
ー
ジ
の
連
立
、
ひ
い
て
は
自
分
の
〝
主
〟
に
反
旗
を
翻
す
こ
と
と
な
っ
た
ボ
ー
ル
ド

ウ
ィ
ン
の
心
情
、
そ
し
て
保
守
党
議
員
総
会
当
日
の
模
様
と
投
票
結
果
を
デ
ー
ヴ
ィ
ッ
ド
ソ
ン
の
回
顧
録
か
ら
検
討
し
、
政
変
の
基
本
的

性
格
や
本
質
を
さ
ら
に
掘
り
下
げ
て
み
よ
う
。

一
九
二
二
年
一
〇
月
一
九
日
の
保
守
党
議
員
総
会
当
日
、
そ
の
前
日
に
ニ
ュ
ー
ポ
ー
ト
（N

ew
port

）
で
行
わ
れ
た
補
欠
選
挙
結
果
が

（
四
二
三
）
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二
八
二

会
議
開
始
直
前
に
報
告
さ
れ
た
。
保
守
党
の
独
自
候
補
が
自
由
党
連
立
派
候
補
に
大
差
を
つ
け
て
当
選
を
果
た
し
た
（
18
）

と
い
う
そ
の
知
ら
せ

は
、「
逆
の
結
果
と
そ
の
議
員
投
票
へ
の
影
響
」
を
期
待
し
て
保
守
党
議
員
総
会
を
補
欠
選
挙
翌
日
に
セ
ッ
テ
ィ
ン
グ
し
た
オ
ー
ス
テ
ィ

ン
・
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
を
失
望
さ
せ
た
に
違
い
な
い
。
そ
し
て
会
議
が
始
ま
る
と
、
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
が
口
火
を
切
っ
て
長
時
間
の
演
説
を
行

い
、
連
立
政
権
の
実
績
、
党
へ
の
忠
誠
心
の
大
切
さ
、
そ
し
て
、
既
述
の
と
お
り
「
反
・
労
働
党
、
反
・
社
会
主
義
」
の
前
衛
た
る
連
立

存
続
の
必
要
性
を
主
張
し
た
。

こ
れ
に
対
し
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
は
、
八
分
間
の
短
い
演
説
を
通
じ
て
次
の
よ
う
に
訴
え
て
い
る
。

「
…
連
立
と
い
う
の
は
自
由
な
意
思
で
形
成
さ
れ
る
べ
き
も
の
な
の
で
、
ど
ん
な
特
殊
な
形
に
せ
よ
、
合
体
す
る
よ
う
強
制
さ
れ
て
形

成
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
し
、
一
九
一
八
年
に
締
結
し
た
連
立
協
定
を
続
け
た
い
の
か
ど
う
か
党
と
し
て
検
討
せ
ず
解
散
総
選
挙
実
施
に

同
意
し
た
こ
と
も
ま
た
、
致
命
的
誤
り
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
…
今
朝
の
タ
イ
ム
ズ
は
、
あ
る
名
高
い
貴
族
の
言
葉
を
借
り
て
、
首
相

（
※
ロ
イ
ド
＝
ジ
ョ
ー
ジ
）
の
こ
と
を
や
り
手
（a live w

ire

）
と
書
い
て
い
た
。
大
法
官
の
も
っ
と
分
か
り
や
す
い
言
葉
を
借
り
る
と
、
私

や
そ
の
他
の
人
に
言
わ
せ
れ
ば
、
首
相
は
エ
ネ
ル
ギ
ッ
シ
ュ
な
実
力
の
持
ち
主
（a dynam

ic force

）
で
あ
り
、
ま
さ
に
そ
の
言
葉
ど
お
り

だ
と
思
う
。
彼
は
エ
ネ
ル
ギ
ッ
シ
ュ
な
実
力
の
持
ち
主
だ
が
、
我
々
か
ら
す
れ
ば
そ
の
名
称
は
、
彼
の
せ
い
で
わ
が
党
が
混
乱
に
陥
っ
て

い
る
と
い
う
事
実
そ
の
も
の
に
由
来
し
て
い
る
。
エ
ネ
ル
ギ
ッ
シ
ュ
な
実
力
の
持
ち
主
は
実
に
嫌
な
奴
で
し
か
な
い
。
彼
は
諸
君
を
打
ち

の
め
す
可
能
性
を
秘
め
て
は
い
る
が
、
必
ず
し
も
そ
れ
が
達
成
さ
れ
る
と
は
思
え
な
い
。
…
彼
の
本
籍
地
・
自
由
党
が
粉
々
に
な
っ
て
し

ま
う
か
否
か
は
、
こ
の
エ
ネ
ル
ギ
ッ
シ
ュ
な
実
力
の
持
ち
主
の
動
向
次
第
で
あ
り
、
そ
し
て
ま
た
、
そ
の
顕
著
な
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
次
第

と
い
う
こ
と
に
も
な
る
が
、
や
が
て
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
わ
が
党
に
も
起
き
る
と
、
私
は
確
信
す
る
も
の
で
あ
る
。
…
（
19
）

」 （
四
二
四
）
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一
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年
政
変
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検
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（
渡
邉
）

二
八
三

ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
演
説
の
一
部
分
に
過
ぎ
な
い
と
は
い
え
、
ロ
イ
ド
＝
ジ
ョ
ー
ジ
と
い
う
政
治
家
個
人
に
対
す
る
不
満
・
不
信
は
言
う

ま
で
も
な
く
、
保
守
党
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
関
す
る
危
機
感
も
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
後
、
連
立
離
脱
派
の
意
向

を
受
け
て
、「
保
守
党
と
し
て
は
次
期
総
選
挙
を
独
力
で

─
即
ち
、
今
す
ぐ
連
立
を
解
消
し
て

─
戦
う
べ
き
だ
」
と
す
る
プ
レ
テ
ィ

マ
ン
動
議
（P

retym
an ’s m

otion

）
が
議
員
投
票
に
か
け
ら
れ
た
。
そ
し
て
そ
の
投
票
結
果
に
基
づ
い
て
、
保
守
党
は
ロ
イ
ド
＝
ジ
ョ
ー
ジ

と
の
連
立
に
別
れ
を
告
げ
る
こ
と
が
正
式
に
決
ま
っ
た
。

プ
レ
テ
ィ
マ
ン
動
議
を
め
ぐ
る
投
票
結
果
（
20
）

は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
賛
成
（
連
立
離
脱
賛
成
）　
一
八
五

　
反
対
（
連
立
離
脱
反
対
）　
　
八
八

　
棄
権
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

こ
の
投
票
結
果
を
分
析
し
て
み
る
と
、
興
味
深
い
事
実
が
少
な
く
と
も
三
つ
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。
一
つ
目
は
、
ロ
イ
ド
＝
ジ
ョ
ー
ジ

連
立
内
閣
を
構
成
す
る
保
守
党
系
閣
僚
な
ら
び
に
大
臣
二
八
名
が
投
票
し
て
、
閣
僚
（
閣
内
大
臣
）
五
名
の
う
ち
、
賛
成
は
ボ
ー
ル
ド

ウ
ィ
ン
他
一
名
、
反
対
が
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
ら
三
名
で
あ
り
、
そ
し
て
大
臣
二
三
名
の
う
ち
賛
成
一
二
名
、
反
対
七
名
、

棄
権
四
名
と
い
う
結
果
に
な
っ
た
点
（
21
）

で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
党
幹
部
議
員
も
真
っ
二
つ
に
分
裂
し
て
い
た
こ
と
に
加
え
、
政
変
の
実
質
的

中
心
人
物
は
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
だ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。

二
つ
目
は
、
平
時
連
立
政
権
が
ス
タ
ー
ト
し
た
一
九
一
八
年
の
総
選
挙
実
施
以
前
か
ら
議
員
だ
っ
た
者
の
中
で
、
賛
成
に
回
っ
た
人
数

（
一
五
九
名
）
が
、
同
じ
条
件
の
者
で
反
対
に
回
っ
た
人
数
（
八
四
名
）
よ
り
も
二
倍
多
い
と
い
う
事
実
で
あ
る
（
22
）

。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
保

守
党
議
員
に
よ
る
伝
統
的
二
党
制
回
帰
傾
向
の
表
れ
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
し
て
三
つ
目
は
、
賛
成
派
議
員
の
内
訳
で
あ
る
。
党

（
四
二
五
）
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二
八
四

地
方
組
織
や
党
独
自
の
選
挙
対
策
を
司
る
こ
と
か
ら
ロ
イ
ド
＝
ジ
ョ
ー
ジ
と
縁
を
切
り
た
い
前
述
の
ヤ
ン
ガ
ー
を
は
じ
め
、
ア
イ
ル
ラ
ン

ド
自
由
国
成
立
に
反
発
し
た
「
頑
固
な
保
守
派
（the D

ie H
ard

）」、
当
時
党
内
で
少
数
派
と
な
っ
て
い
た
自
由
貿
易
論
者
の
セ
シ
ル

（H
ugh C

ecil （
23
））、

そ
れ
と
は
逆
に
熱
心
な
関
税
改
革
（
保
護
貿
易
導
入
）
派
と
し
て
知
ら
れ
る
エ
ー
メ
リ
ー
（L

eo A
m

ery

）
や
、
社
会
改
革

提
案
の
大
切
さ
を
早
く
か
ら
党
内
で
提
唱
し
て
き
た
ス
チ
ー
ル
＝
メ
イ
ト
ラ
ン
ド
（A

rthur S
teel-M

aitland

）、
そ
し
て
連
立
に
伴
う
ポ

ス
ト
配
分
削
減
に
不
満
の
あ
っ
た
一
般
議
員
な
ど
、
党
内
の
諸
傾
向
・
グ
ル
ー
プ
を
そ
れ
ぞ
れ
代
表
す
る
著
名
議
員
が
比
較
的
多
く
名
を

連
ね
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
と
ボ
ナ
＝
ロ
ー
の
背
後
で
一
九
二
二
年
政
変
を
演
出
し
た
原
動
力
は
、
単
に
ロ
イ
ド
＝
ジ
ョ
ー
ジ
個
人

に
対
す
る
不
満
・
不
信
や
反
発
、
あ
る
い
は
個
人
的
な
野
心
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
も
含
め
て
、
保
守
党
独
自
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や
諸

政
策
を
追
求
・
遂
行
し
た
い
と
い
う
議
員
た
ち
の
〝
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
確
立
願
望
〟
だ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
考
察
を
踏
ま
え
る
と
、
一
九
二
二
年
政
変
、
言
い
換
え
れ
ば
、
一
九
二
二
年
一
〇
月
一
九
日
に
カ
ー
ル
ト
ン
・
ク
ラ
ブ
で
開
催

さ
れ
た
保
守
党
議
員
総
会
の
基
本
的
性
格
お
よ
び
本
質
は
、「
自
由
党
少
数
派
を
率
い
る
存
在
に
過
ぎ
な
い
ロ
イ
ド
＝
ジ
ョ
ー
ジ
一
個
人

に
大
戦
後
も
振
り
回
さ
れ
続
け
た
現
状
へ
の
不
満
、
そ
れ
を
容
認
し
続
け
る
党
幹
部
へ
の
不
信
、
そ
し
て
選
挙
の
文
脈
か
ら
見
た
将
来
へ

の
不
安
、
こ
れ
ら
を
併
せ
持
つ
と
り
わ
け
一
般
議
員
た
ち
が
、
大
戦
後
の
新
し
い
社
会
に
相
応
し
い
保
守
党
独
自
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

確
立
を
目
指
し
て
起
こ
し
た
造
反
」
と
し
て
理
解
す
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
疑
問
も
残
る
。
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
を
中
心
と
す
る
連
立
離
脱
派
は
、
個
人
的
感
情
や
選
挙
上
の
打
算
、
あ
る
い
は
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
確
立
願
望
の
み
で
、
こ
の
造
反
劇
を
実
現
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
戦
間
期
に
相
応
し
い
保
守
党
独
自
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

確
立
が
念
頭
に
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
根
底
に
は
政
治
思
想
や
方
法
・
戦
術
な
ど
を
め
ぐ
る
対
立
や
主
導
権
争
い
も
あ
る
は
ず
で
は
な

（
四
二
六
）
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五

い
の
か
。
仮
に
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
と
そ
の
保
守
主
義
の
政
治
思
想
的
側
面
と
は
一
体
ど
う
い
う
も
の
だ
っ
た
の
か
、

な
ど
の
疑
問
が
そ
れ
で
あ
る
。

三
、
政
治
思
想
か
ら
見
た
一
九
二
二
年
政
変

そ
こ
で
上
記
の
疑
問
を
解
明
す
る
た
め
、
本
章
で
は
、
二
〇
世
紀
初
頭
の
イ
ギ
リ
ス
政
治
思
想
か
ら
こ
の
政
変
の
本
質
に
迫
っ
て
い
く
。

そ
し
て
、
一
九
二
二
年
政
変
の
新
た
な
解
釈
を
示
す
と
と
も
に
、
そ
れ
を
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
に
象
徴
さ
れ
る
戦
間
期
イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義

の
萌
芽
と
し
て
位
置
づ
け
て
み
た
い
。

⑴
　
ロ
イ
ド
＝
ジ
ョ
ー
ジ
の
新
自
由
主
義
と
保
守
党

ウ
ェ
ー
ル
ズ
出
身
の
非
国
教
徒
と
い
う
点
で
、
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
政
界
で
は
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
代
表
と
さ
れ
る
民

衆
政
治
家
・
ロ
イ
ド
＝
ジ
ョ
ー
ジ
（
24
）

に
は
、
大
統
領
的
首
相
、
自
由
貿
易
論
者
、
福
祉
国
家
の
創
始
者
、
あ
る
い
は
新
自
由
主
義
者
と

い
っ
た
レ
ッ
テ
ル
が
張
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
本
稿
で
は
、「
新
自
由
主
義
者
」
と
し
て
の
ロ
イ
ド
＝
ジ
ョ
ー
ジ
に
着
目
し
、
そ
の
政
治

思
想
を
先
ず
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
。

周
知
の
よ
う
に
新
自
由
主
義
は
、「
自
由
主
義
本
来
の
課
題
と
さ
れ
た
特
権
の
廃
棄
と
か
自
由
の
拡
大
と
い
っ
た
政
治
改
革
よ
り
も
、

階
級
間
の
分
裂
や
反
目
の
緩
和
と
、
社
会
に
お
け
る
各
人
の
可
能
性
の
実
現
を
阻
害
し
て
い
る
諸
条
件
の
改
善
と
を
目
的
と
す
る
社
会
改

革
こ
そ
が
当
面
の
急
務
で
あ
り
、
国
家
は
社
会
改
革
の
直
接
の
推
進
主
体
と
し
て
積
極
的
に
介
入
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
主
張
」
な
い
し

「
新
し
い
潮
流
（
25
）

」
で
あ
る
。
つ
ま
り
消
極
的
な
古
典
的
自
由
主
義
と
は
異
な
り
、
社
会
を
改
良
す
る
目
的
で
国
家
（
中
央
政
府
）
の
介
入
を

（
四
二
七
）
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二
八
六

容
認
す
る
積
極
的
な
現
代
型
自
由
主
義
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
新
自
由
主
義
に
基
づ
く
諸
改
革
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
前
の
自
由
党
ア

ス
キ
ス
政
権
時
に
始
ま
っ
た
が
、
戦
争
の
長
期
化
に
伴
い
中
止
に
追
い
込
ま
れ
て
い
た
。
あ
る
最
近
の
ロ
イ
ド
＝
ジ
ョ
ー
ジ
伝
に
よ
る
と
、

一
九
二
〇
年
夏
、
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
に
拠
点
を
置
く
実
業
家
や
学
者
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
数
名
が
、
自
由
党
を
再
び
新
自
由
主
義
に
注
目

さ
せ
る
方
法
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
そ
の
結
果
、
新
自
由
主
義
的
理
念
に
基
づ
く
方
策
が
自
由
党
失
業
対
策
プ
ラ
ン
の
土
台
に
な
っ
た
と

さ
れ
て
い
る
。
彼
ら
の
目
標
は
、「
戦
時
社
会
主
義
（the w

ar socialism

）」
を
拡
張
し
、
そ
れ
を
産
業
政
策
と
積
極
的
に
結
び
つ
け
る
こ

と
だ
っ
た
（
26
）

。

新
自
由
主
義
の
理
念
に
基
づ
く
一
連
の
社
会
立
法
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の
が
「
無
拠
出
型
老
齢
年
金
制
度
」「
職
業
紹
介
制
度
」

「
児
童
の
栄
養
改
善
と
保
健
」「
健
康
保
険
・
失
業
保
険
制
度
」（
い
ず
れ
も
一
九
〇
六
年
総
選
挙
で
圧
勝
し
た
自
由
党
政
権
の
下
、
一
九
〇
八
〜

一
九
一
一
年
に
か
け
て
制
定
さ
れ
た
）
な
ど
の
社
会
改
革
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
れ
ら
を
通
じ
て
イ
ギ
リ
ス
は
、「
伝
統
的
救
貧
法
体
制
」
か
ら

「
現
代
型
福
祉
国
家
体
制
」
へ
の
移
行
・
脱
皮
を
達
成
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
（
27
）

。
そ
う
し
た
中
、
一
九
〇
九
年
の
「
人
民
予
算
（P

eople ’s 

B
udget （

28
））」

と
、
そ
れ
を
め
ぐ
る
保
守
党
と
の
攻
防
か
ら
生
ま
れ
た
一
九
一
一
年
議
会
法
成
立
に
伴
う
貴
族
院
改
革
、
い
わ
ゆ
る
「
下
院

優
位
原
則
」
の
確
立
を
通
じ
て
、
新
自
由
主
義
の
勢
い
は
そ
の
ピ
ー
ク
を
迎
え
た
。
そ
し
て
何
よ
り
、
こ
れ
ら
諸
改
革
の
ア
ー
キ
テ
ク
ト

兼
ア
ド
ミ
ニ
ス
ト
レ
ー
タ
ー
的
役
割
を
担
っ
て
き
た
の
が
、
一
九
〇
八
年
ア
ス
キ
ス
内
閣
で
蔵
相
に
就
任
し
た
ロ
イ
ド
＝
ジ
ョ
ー
ジ
だ
っ

た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
政
治
家
ロ
イ
ド
＝
ジ
ョ
ー
ジ
の
政
治
思
想
の
底
流
に
は
新
自
由
主
義
的
要
素
が
確
実
に
存
在
し
た
と
言
え
る
。

本
稿
の
問
題
視
角
か
ら
見
た
場
合
、
新
自
由
主
義
に
は
注
目
す
べ
き
点
が
二
つ
あ
る
。
一
つ
目
は
、
こ
の
よ
う
な
新
自
由
主
義
を
標
榜

な
い
し
実
行
す
る
こ
と
で
、
自
由
党
と
労
働
党
の
政
策
上
の
違
い
が
曖
昧
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
点
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、「
右
派

の
保
守
党
」
に
対
峙
す
る
「
左
派
・
進
歩
派
」
と
し
て
の
地
位
を
新
興
勢
力
・
労
働
党
と
自
由
党
で
競
い
合
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

（
四
二
八
）
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う
こ
と
を
意
味
す
る
。
一
九
二
〇
年
代
以
降
の
総
選
挙
結
果
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
生
き
残
り
を
か
け
て
両
党
が
革
新
票
を
〝
奪
い

合
っ
た
〟
結
果
、
進
歩
的
な
自
由
党
支
持
層
は
次
第
に
労
働
党
に
吸
収
さ
れ
て
い
っ
た
。
結
局
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
は
、
自
由
党
に
代

わ
り
、
労
働
党
が
戦
後
社
会
民
主
主
義
と
い
う
形
で
新
自
由
主
義
の
役
割
を
引
き
継
ぐ
こ
と
に
な
っ
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
そ

の
た
め
、
自
由
党
と
労
働
党
の
い
わ
ば
〝
勝
ち
抜
き
合
戦
〟
を
右
派
の
第
三
者
的
立
場
か
ら
遠
隔
操
作
し
て
、
そ
こ
か
ら
〝
漁
夫
の
利
〟

を
得
る
こ
と
す
ら
可
能
な
立
場
に
あ
っ
た
の
が
、
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
と
そ
の
保
守
党
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

注
目
す
べ
き
二
つ
目
の
点
は
、
当
時
深
刻
化
し
つ
つ
あ
っ
た
失
業
問
題
・
失
業
対
策
に
関
す
る
国
家
・
政
府
の
果
た
す
べ
き
役
割
を
め

ぐ
っ
て
、「
新
自
由
主
義
」
と
「
保
守
主
義
」
の
間
で
論
争
が
展
開
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
既
に
知
ら
れ
て
い
る
よ

う
に
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
、
と
り
わ
け
一
九
二
〇
年
頃
か
ら
、
イ
ギ
リ
ス
経
済
は
慢
性
的
不
況
と
失
業
増
加
の
問
題
に
悩
ま
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
い
た
。
戦
前
の
輸
出
産
業
で
大
き
な
割
合
を
占
め
て
い
た
綿
業
部
門
と
石
炭
業
部
門
が
戦
前
の
水
準
に
戻
ら
ず
、
し
か
も
そ

う
し
た
輸
出
産
業
部
門
に
占
め
る
労
働
人
口
の
割
合
が
依
然
高
い
状
態
で
推
移
し
て
い
た
の
が
理
由
の
一
つ
と
さ
れ
て
い
る
（
29
）

。
そ
れ
ゆ

え
、
失
業
対
策
上
国
家
・
政
府
の
介
入
を
認
め
る
「
新
自
由
主
義
」
の
自
由
党
に
対
抗
し
、
さ
ら
に
総
選
挙
を
単
独
で
戦
う
た
め
に
も
、

ロ
イ
ド
＝
ジ
ョ
ー
ジ
と
も
新
自
由
主
義
と
も
異
な
る

─
従
来
ど
お
り
市
場
に
任
せ
る
の
で
は
な
く
、
ま
た
国
家
・
政
府
の
全
面
介
入
に

も
依
拠
し
な
い

─
保
守
党
独
自
の
理
論
武
装
を
速
や
か
に
行
う
必
要
に
迫
ら
れ
て
い
た
の
が
、
当
時
に
お
け
る
保
守
党
の
内
情
だ
っ
た

と
考
え
て
よ
い
。

そ
う
し
た
意
味
で
は
「
ロ
イ
ド
＝
ジ
ョ
ー
ジ
と
の
連
立
や
中
央
党
結
成
」
に
基
づ
く
中
道
右
派
連
合
勢
力
結
集
も
ま
た
、
オ
ー
ス
テ
ィ

ン
・
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
ら
一
部
の
当
事
者
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
な
り
に
意
味
の
あ
る
オ
ル
タ
ー
ナ
テ
ィ
ブ
だ
っ
た
と
も
言
え
よ
う
。
し
か
し

な
が
ら
こ
れ
で
は
、
自
由
党
と
労
働
党
の
両
方
に
対
抗
で
き
る
、
保
守
党
独
自
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
基
づ
い
た
オ
ル
タ
ー
ナ
テ
ィ
ブ

（
四
二
九
）
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に
は
な
り
得
な
い
。

さ
ら
に
、
研
究
上
の
視
座
か
ら
見
た
場
合
、
政
治
家
と
い
う
存
在
は
対
内
的
組
織
化
や
忠
誠
心
を
維
持
す
る
た
め
に
も
、
感
情
や
目
標

と
い
っ
た
「
共
通
の
基
盤
（a com

m
on basis

）」
な
る
も
の
を
必
要
と
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
政
治
家
の
持
つ
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
側
面
や
民

衆
的
支
持
基
盤
を
無
視
し
て
、
単
な
る
権
力
追
求
者
集
団
と
し
て
の
視
点
だ
け
で
政
治
家
を
研
究
す
る
の
は
、
全
く
無
意
味
（
30
）

と
言
わ
ざ
る

を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

で
は
、
保
守
党
「
連
立
離
脱
派
」
の
理
論
武
装
に
つ
い
て
は
、
ど
の
よ
う
に
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
手
が
か

り
は
、
前
述
し
た
連
立
離
脱
派
を
構
成
し
て
い
た
諸
傾
向
・
グ
ル
ー
プ
を
束
ね
る
こ
と
の
で
き
る
「
軸
」
が
何
だ
っ
た
の
か
見
出
す
こ
と

に
あ
る
。
自
由
貿
易
論
者
か
ら
保
護
貿
易
論
者
に
至
る
ま
で
、
ま
た
「
安
泰
」
選
挙
区
選
出
の
地
主
層
が
多
い
頑
固
な
保
守
派
か
ら
、
実

業
界
に
基
盤
を
置
く
中
産
階
級
出
身
の
保
守
主
義
者
ま
で
、
幅
広
く
雑
多
な
意
見
・
利
害
関
係
を
内
包
す
る
連
合
体
の
共
通
軸
を
あ
え
て

絞
り
出
す
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
「
反
・
労
働
党
、
反
・
社
会
主
義
」
に
加
え
、「
新
自
由
主
義
者
ロ
イ
ド
＝
ジ
ョ
ー
ジ
へ
の
反
発
」
し
か

あ
り
得
な
い
。
保
守
主
義
者
か
ら
見
れ
ば
、
国
家
・
政
府
を
利
用
し
て
社
会
の
平
準
化
や
社
会
秩
序
の
急
激
な
変
革
を
推
し
進
め
よ
う
と

す
る
点
で
は
共
通
の
敵
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
現
実
的
に
見
た
場
合
、
一
八
六
七
年
以
降
増
大
し
て
き
た
労
働
者
階
級
有
権
者
の
包
摂
に
成
功
し
な
い
限
り
、
政
権
与
党
と
し

て
保
守
党
が
生
き
残
る
こ
と
は
難
し
い
。
し
た
が
っ
て
、
一
九
二
二
年
政
変
で
保
守
党
の
連
立
離
脱
派
が
追
求
し
よ
う
と
し
た
の
は
、
自

前
の
政
党
基
盤
を
直
接
持
た
な
い
「
エ
ネ
ル
ギ
ッ
シ
ュ
な
実
力
の
持
ち
主
」
に
こ
れ
以
上
頼
る
こ
と
な
く
、
保
守
党
単
独
で
労
働
党
を
相

手
に
し
て
い
く
路
線
、
換
言
す
れ
ば

─
か
つ
て
の
労
働
運
動
が
「
リ
ブ
＝
ラ
ブ
主
義
（L

ib.-L
ab. ism

）」
を
放
棄
し
て
、
独
立
労
働
主

義
を
そ
の
基
本
方
針
と
し
た
よ
う
に

─
い
わ
ば
「
独
立
」
保
守
主
義
を
政
治
思
想
の
面
か
ら
支
え
る
指
導
原
理
で
は
な
か
っ
た
か
と
考

（
四
三
〇
）
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ギ
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守
主
義
か
ら
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政
変
の
再
検
討
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渡
邉
）

二
八
九

え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
方
法
・
戦
術
論
的
に
見
れ
ば
、
ア
ス
キ
ス
派
も
含
め
、
自
由
党
を
イ
ギ
リ
ス
政
治
の
二
大
勢
力
か
ら
完
全
排
除
し

て
し
ま
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
以
来
、
そ
う
し
た
指
導
原
理
に
基
づ
い
て
「
保
守
党 

対 

労
働
党
」
と
い
う
現
代
型
二

党
制
を
慎
重
に
築
き
上
げ
る
こ
と
に
成
功
し
た
の
が
、
後
述
す
る
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
新
自
由
主
義
を
さ
ら
に
標
榜
・
追
求
し
続
け
る
可
能
性
の
あ
っ
た

─
実
際
、
世
界
恐
慌
後
、
ケ
イ
ン
ズ
主
義
の
導
入

を
提
案
し
て
い
る

─
ロ
イ
ド
＝
ジ
ョ
ー
ジ
自
由
党
と
完
全
に
訣
別
し
、
今
後
は
労
働
党
を
「
左
派
・
進
歩
派
」
唯
一
の
代
表
と
認
め
た

う
え
で
、
そ
の
政
治
思
想
に
対
抗
し
得
る
オ
ル
タ
ー
ナ
テ
ィ
ブ
を
模
索
し
よ
う
と
す
る
試
み
こ
そ
一
九
二
二
年
政
変
で
あ
る
。
そ
し
て
そ

の
試
み
が
保
守
党
に
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を
実
証
し
た
の
が
一
九
二
二
年
総
選
挙
だ
っ
た
、
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
次
節
で
は
、「
自
由
党
の
新
自
由
主
義
」
や
「
労
働
党
の
社
会
主
義
」
に
対
抗
で
き
る
オ
ル
タ
ー
ナ
テ
ィ
ブ
と
し
て
評
価
可
能

で
あ
る
と
同
時
に
、
し
か
も
当
時
は
ま
だ
萌
芽
期
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
「
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
保
守
主
義
」
の
政
治
思
想
的
側
面
な
ど
に
つ

い
て
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

⑵
　
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
保
守
主
義
の
萌
芽
と
一
九
二
二
年
政
変

第
一
次
世
界
大
戦
の
前
後
、
従
来
以
上
に
大
き
な
意
味
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
政
治
問
題
と
し
て
、
大
衆
民
主
主
義
の
到
来
に
伴
う
社

会
福
祉
や
失
業
対
策
の
必
要
性
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
を
解
決
す
る
担
い
手
と
し
て
、
ロ
イ
ド
＝
ジ
ョ
ー
ジ
に
代
表
さ
れ
る

新
自
由
主
義
者
や
ケ
イ
ン
ジ
ア
ン
は
、
周
知
の
よ
う
に
国
家
、
即
ち
政
府
の
役
割
を
重
視
す
る
。
こ
れ
に
対
し
、
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
が
体

現
す
る
そ
の
オ
ル
タ
ー
ナ
テ
ィ
ブ
と
し
て
の
新
し
い
保
守
主
義
は
、
そ
の
担
い
手
を
何
に
期
待
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
答
え
は

フ
レ
ン
ド
リ
ー
・
ソ
サ
イ
エ
テ
ィ
（F

riendly S
ociety

─
友
愛
協
会
、
共
済
組
合
）
な
ど
（
31
）

に
代
表
さ
れ
る
「
社
会
と
、
そ
の
構
成
要
素
と

な
る
諸
集
団
」
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
思
想
的
根
拠
は
、
一
九
二
四
年
二
月
一
八
日
に
ス
ト
ー
ポ
ー
ト

（
四
三
一
）
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二
九
〇

（S
tourport

）
で
彼
が
行
っ
た
演
説
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
中
で
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
偉
大
な
フ
レ
ン
ド
リ
ー
・
ソ
サ
イ
エ
テ
ィ
運
動
で
展
開
さ
れ
た
主
張
を
実
現
す
る
こ
と
に
異
論
は
無
い
。
そ
の
他
数
多
の
良
き
物
と

同
じ
く
、
こ
の
運
動
は
イ
ギ
リ
ス
の
発
展
を
通
じ
て
純
粋
に
芽
生
え
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
起
源
は
極
上
品
を
数
多
提
供
し
て

く
れ
た
名
も
無
き
人
び
と
に
求
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
…
大
勢
の
人
び
と
を
対
象
と
す
る
そ
の
救
済
活
動
が
、
こ
の
国
の
公
共
サ
ー
ビ

ス
や
社
会
活
動
を
豊
か
に
す
る
う
え
で
い
か
に
役
立
っ
て
い
る
か
は
私
も
理
解
し
て
い
る
。
こ
の
運
動
全
体
を
支
え
て
い
る
精
神
は
他
者

へ
の
奉
仕
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
は
他
の
何
に
も
ま
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
を
は
じ
め
今
日
世
界
中
で
必
要
な
精
神
な
の
だ
が
…
。
フ
レ
ン
ド

リ
ー
・
ソ
サ
イ
エ
テ
ィ
か
ら
教
え
ら
れ
た
奉
仕
の
精
神
を
わ
が
国
民
に
も
教
え
て
や
れ
ば
、
わ
が
国
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
よ
り
適
切
か
つ

高
貴
な
も
の
に
し
て
い
く
う
え
で
役
立
つ
だ
ろ
う
し
、
ま
た
そ
う
す
れ
ば
、
自
分
た
ち
だ
け
で
は
な
く
、
世
界
中
の
人
び
と
を
手
助
け
す

る
こ
と
に
も
な
る
で
あ
ろ
う
（
32
）

」。

こ
れ
だ
け
で
即
断
す
る
の
は
無
論
禁
物
だ
が
、
こ
の
演
説
内
容
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
が
少
な
く
と
も
フ
レ
ン
ド

リ
ー
・
ソ
サ
イ
エ
テ
ィ
な
ど
自
発
的
結
社
の
果
た
す
役
割
に
注
目
し
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
（
33
）

。

イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
の
理
論
的
側
面
に
即
し
て
言
え
ば
、
彼
の
こ
う
し
た
考
え
方
は
保
守
主
義
特
有
の
「
有
機
体
的
社
会
観
」
の
一
つ

の
表
れ
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
政
治
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
研
究
し
て
い
る
リ
ー
チ
（R

obert L
each

）
は
、
保
守
主
義
者
の

共
通
点
と
し
て
、「
社
会
（society

）」
を
そ
の
構
成
メ
ン
バ
ー
一
人
ひ
と
り
の
単
な
る
塊
以
上
の
存
在
と
し
て
認
識
す
る
点
を
挙
げ
て
い

る
。
具
体
的
に
は
、
個
々
人
・
家
族
・
集
団
・
階
級
、
こ
れ
ら
の
相
互
依
存
的
結
び
つ
き
を
必
然
的
に
含
む
複
雑
な
有
機
体
を
社
会
と
し

（
四
三
二
）



イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
か
ら
見
た
一
九
二
二
年
政
変
の
再
検
討
（
渡
邉
）

二
九
一

て
捉
え
る
の
が
保
守
主
義
者
だ
と
述
べ
て
い
る
。
社
会
を
構
成
す
る
個
人
と
集
団
は
全
て
相
互
依
存
し
合
う
の
で
、
そ
こ
に
は
社
会
的
な

義
務
と
責
任
が
伴
う
こ
と
に
な
る
（
34
）

か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
最
新
の
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
研
究
に
よ
る
と
、
右
に
示
し
た
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
演
説
の
中
に
出
て
く
る
「
奉
仕
（service

）」
と

い
う
概
念
は
、
彼
が
公
式
に
発
し
た
言
葉
の
中
で
最
も
重
要
な
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
奉
仕
、
即
ち
サ
ー
ビ
ス
と
い
う
言

葉
は
、
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
が
保
守
主
義
の
価
値
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
た
か
を
表
す
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
保
守
主
義
が
労
働
党

や
社
会
主
義
の
価
値
以
上
に
優
れ
た
価
値
で
あ
る
こ
と
を
示
す
存
在
で
も
あ
っ
た
（
35
）

。
加
え
て
、
奉
仕
と
い
う
倫
理
は
、
民
間
企
業
等
に
道

徳
を
説
く
だ
け
で
な
く
、
階
級
闘
争
や
社
会
主
義
、
共
産
主
義
あ
る
い
は
フ
ァ
シ
ズ
ム
を
脇
へ
追
い
や
り
、
し
か
も
保
守
党
支
持
を
拡
大

で
き
る
力
を
秘
め
た
「
保
守
主
義
的
理
想
主
義
（a conservative idealism

）」
を
構
成
す
る
存
在
（
36
）

で
も
あ
る
と
さ
れ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、「
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
に
と
っ
て
『
奉
仕
』
と
は
、
個
人
と
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
非
社
会
主
義
的
な
や
り
方
で
調
停
す

る
存
在
（
37
）

」（
傍
線 

引
用
者
）
と
い
う
意
味
を
持
つ
。
そ
れ
ゆ
え
、
国
家
・
政
府
を
ス
ポ
ン
サ
ー
と
す
る
新
自
由
主
義
や
、
社
会
民
主
主
義

な
ど
も
含
め
た
広
義
の
コ
レ
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
に
対
抗
可
能
な
、「
保
守
」
の
側
か
ら
の
新
し
い
オ
ル
タ
ー
ナ
テ
ィ
ブ
の
「
核
」
お
よ
び

政
治
思
想
的
基
盤
に
な
り
得
る
概
念
と
し
て
評
価
で
き
る
と
言
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
戦
間
期
の
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
に
象
徴
さ
れ
る
新

し
い
保
守
主
義
の
萌
芽
は
、
一
九
二
二
年
政
変
の
舞
台
裏
に
隠
さ
れ
た
「
反
・
ロ
イ
ド
＝
ジ
ョ
ー
ジ
、
反
・
新
自
由
主
義
」
と
い
う
側
面

に
も
求
め
て
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

最
後
に
、
一
九
二
二
年
政
変
を
イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
の
別
の
部
分
（
38
）

か
ら
捉
え
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
既
に
触
れ
た
と
お
り
、
ロ
イ
ド

＝
ジ
ョ
ー
ジ
の
中
央
党
結
成
構
想
の
背
景
に
は
、
首
相
で
あ
り
な
が
ら
実
は
自
由
党
党
首
で
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
自
前
の
政
党
基
盤
を
持

ち
た
が
っ
て
い
た
こ
と
に
加
え
、
労
働
党
や
社
会
主
義
に
対
抗
可
能
な
中
道
右
派
連
合
の
結
集
と
い
う
側
面
も
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
大
衆

（
四
三
三
）
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二
九
二

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
進
展
に
伴
う
労
働
党
や
社
会
主
義
の
脅
威
に
対
抗
し
得
る
具
体
的
な
方
法
・
戦
術
に
関
し
て
は
、
当
初
保
守
党
内
に
も

明
確
な
コ
ン
セ
ン
サ
ス
は
無
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
方
法
や
戦
術
を
め
ぐ
っ
て
保
守
党
で
は
、
大
別
し
て
、
以
下
の
二
つ
の
ア
プ

ロ
ー
チ
が
議
論
さ
れ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

一
つ
目
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
労
働
運
動
な
ど
急
進
主
義
勢
力
の
パ
ワ
ー
を
減
少
さ
せ
る
た
め
、
利
用
で
き
れ
ば
何
で
も
利
用
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
こ
れ
に
対
抗
す
る
と
い
う
方
法
で
あ
る
。
そ
し
て
二
つ
目
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
労
働
者
階
級
の
声
を
可
能
な
限
り
聴
く
こ
と

に
よ
っ
て
、
労
働
運
動
と
の
和
解
・
調
和
を
促
進
し
、
さ
ら
に
こ
れ
を
体
制
内
に
取
り
込
む
こ
と
で
、
労
働
運
動
な
ど
の
急
進
化
・
過
激

化
を
防
止
す
る
と
い
う
方
法
で
あ
る
。

保
守
党
内
に
お
け
る
こ
れ
ら
二
つ
の
方
法
・
戦
術
を
め
ぐ
る
対
立
ま
た
は
主
導
権
争
い
と
い
う
図
式
で
一
九
二
二
年
政
変
を
捉
え
た
場

合
、
当
時
の
保
守
党
連
立
維
持
派
は
前
者
で
あ
り
、
連
立
離
脱
派
の
中
で
も
、
と
り
わ
け
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
は
後
者
で
あ
っ
た
と
見
る
こ

と
が
で
き
る
。
こ
の
時
期
の
保
守
党
史
に
詳
し
い
ラ
ム
ス
デ
ン
（John R

am
sden

）
に
よ
れ
ば
、
二
つ
目
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
保
守
党
で
支

持
し
て
い
た
の
は
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
以
外
一
人
し
か
い
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
（
39
）

。
し
か
し
な
が
ら
、
結
局
一
九
二
二
年
政
変
の
成
功
と
、
そ

れ
に
続
く
ボ
ナ
＝
ロ
ー
辞
任
を
受
け
て
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
が
後
継
首
班
・
党
首
に
選
ば
れ
た
た
め
、
党
内
少
数
派
の
主
張
す
る
二
つ
目
の

ア
プ
ロ
ー
チ
が
、
一
九
二
三
年
以
降
、
最
終
的
に
保
守
党
の
指
導
原
理
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
時
代
に

入
っ
て
か
ら
は
、
そ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
め
ぐ
っ
て

─
特
に
党
内
右
派
か
ら
の
批
判
に
基
づ
く

─
党
内
対
立
が
続
く
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
の
保
守
主
義
に
象
徴
さ
れ
る
戦
間
期
イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
の
形
成
過
程
を
よ
り
深
く
理
解
す
る
た
め
に

は
、
こ
う
し
た
「
対
労
働
党
観
」
も
考
察
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
紙
幅
の
都
合
上
そ
の
分
析
は
別
の
機
会
に
譲
り
た
い
。

（
四
三
四
）
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検
討
（
渡
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）

二
九
三

四
、
お
わ
り
に

一
九
二
二
年
政
変
を
従
来
的
解
釈
で
説
明
す
れ
ば
、
一
九
一
八
年
総
選
挙
結
果
で
明
ら
か
と
な
っ
た
保
守
党
の
圧
倒
的
優
位
＝
単
独
政

権
実
現
可
能
性
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
、
同
党
の
方
向
性
再
確
認

─
次
期
一
九
二
二
年
総
選
挙
を
連
立
に
頼
ら
ず
独
力
で
戦
い
、
保
守
党

単
独
政
権
を
ほ
ぼ
一
七
年
ぶ
り
に
実
現
す
る
こ
と

─
だ
っ
た
と
言
え
る
。
さ
ら
に
通
説
で
は
、
選
挙
上
の
利
害
関
係
や
、
ロ
イ
ド
＝

ジ
ョ
ー
ジ
個
人
に
対
す
る
道
徳
・
感
情
面
で
の
批
判
を
重
視
す
る
傾
向
が
強
か
っ
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
本
論
で
考
察
さ
れ
た
よ
う
に
、
一
九
二
二
年
政
変
で
ピ
ー
ク
に
達
し
た
、
保
守
党
連
立
離
脱
派
に
よ
る
ロ
イ
ド
＝

ジ
ョ
ー
ジ
批
判
は
、
保
守
党
独
自
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
確
立
願
望
と
、
と
り
わ
け
そ
の
中
心
人
物
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
の
政
治
思
想
・
新

し
い
保
守
主
義
の
要
素
を
含
む
も
の
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
。
こ
の
視
点
か
ら
見
る
と
、
一
九
二
二
年
政
変
と
は
、
新
自
由
主

義
な
ど
に
対
抗
可
能
な
新
し
い
保
守
主
義
を
模
索
す
る
過
程
に
お
い
て
、
例
え
ば
「
国
家
・
政
府
を
経
由
し
た
因
習
的
サ
ー
ビ
ス
提
供
に

対
す
る
一
つ
の
オ
ル
タ
ー
ナ
テ
ィ
ブ
と
し
て
、
フ
レ
ン
ド
リ
ー
・
ソ
サ
イ
エ
テ
ィ
な
ど
の
役
割
を
再
認
識
し
た
結
果
で
も
あ
っ
た
（
40
）

」。

そ
う
し
た
意
味
で
、
選
挙
や
個
人
的
感
情
と
い
っ
た
従
来
的
見
地
か
ら
の
説
明
だ
け
で
一
九
二
二
年
政
変
を
理
解
す
る
の
は
、
政
治
史

研
究
の
視
点
と
し
て
実
に
不
適
切
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
紙
幅
の
制
約
上
、
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
の
保
守
主
義
思
想
に
関
す
る
史
料
的
エ
ビ
デ
ン
ス
を
十
分
紹
介
す
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
。
ま
た
、
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
の
保
守
主
義
と
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
（R

am
say M

acD
onald

）
労
働
党
と
の
関
係
や
、
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン

の
対
労
働
党
観
に
つ
い
て
の
分
析
も
残
さ
れ
て
い
る
た
め
、
戦
間
期
イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
研
究
に
お
け
る
今
後
の
研
究
課
題
と
し
た
い
。

（
四
三
五
）
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七
月
）

二
九
四

（
1
） 

周
知
の
よ
う
に
イ
ギ
リ
ス
保
守
党
は
、
一
八
八
六
年
か
ら
一
九
二
二
年
に
か
け
て
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
分
離
・
独
立
に
反
対
し
、
連
合
王
国
の

統
一
を
維
持
す
る
立
場
か
ら
「
統
一
党
（U

nionists

）」
と
い
う
党
名
も
併
用
し
て
い
た
。
本
稿
で
は
、
混
乱
を
避
け
る
た
め
、
原
則
と
し
て
「
保

守
党
」
と
い
う
名
称
を
用
い
る
が
、
当
時
の
党
組
織
の
正
式
名
称
な
ど
を
表
記
す
る
場
合
や
、
引
用
箇
所
を
原
文
ど
お
り
示
す
場
合
は
、「
統
一
党
」

と
い
う
名
称
も
用
い
て
い
る
。

な
お
、
イ
ギ
リ
ス
保
守
党
で
は
、
役
職
を
持
た
な
い
一
般
議
員
た
ち
の
「
空
気
」
を
幹
部
議
員
に
伝
え
る
フ
ォ
ー
ラ
ム
的
役
割
を
果
た
し
た
り
、

今
日
で
は
党
首
選
挙
管
理
委
員
会
の
役
割
も
担
っ
た
り
す
る
重
要
な
党
内
機
関
・
一
九
二
二
年
委
員
会
（the 1922 C

om
m

ittee

）
が
一
九
二
三
年

に
設
置
さ
れ
、
今
日
に
至
っ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
「
一
九
二
二
年
」
と
い
う
委
員
会
名
称
の
由
来
は
、
一
九
二
二
年
政
変
（
カ
ー
ル
ト
ン
・
ク
ラ
ブ
に
お
け
る
保
守
党
議
員
総
会⇒

議
員
投
票
）
で
は
な
く
、
政
変
の
半
年
後
に
同
委
員
会
を
結
成
す
る
保
守
党
議
員
た
ち
が
初
当
選
し
た
（
ロ
イ
ド
＝
ジ
ョ
ー
ジ
と
の
連
立
を
解
消
し

た
後
に
実
施
さ
れ
、
ボ
ナ
＝
ロ
ー
新
党
首
・
首
相
の
下
で
保
守
党
が
単
独
で
大
勝
利
を
収
め
た
）
一
九
二
二
年
総
選
挙
に
求
め
ら
れ
る
と
さ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、「
一
九
二
二
年
政
変
」
と
「
一
九
二
二
年
委
員
会
創
設
」
と
の
因
果
関
係
に
つ
い
て
は
、
必
然
的
と
い
う
よ
り
、
偶
然
の
一
致
で

あ
っ
た
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

C
f. P

hilip N
orton, ‘T

he P
arliam

entary P
arty and P

arty C
om

m
ittees ’, in A

nthony S
eldon and S

tuart B
all 

（eds.

）, 

C
on

servative C
en

tu
ry  T

h
e C

on
servative P

arty sin
ce 1900 

（O
xford: O

xford U
niversity P

ress

） 1994, p. 105.

（
2
） 

カ
ー
ル
ト
ン
・
ク
ラ
ブ
（C

arlton C
lub

）
は
、
第
一
次
選
挙
法
改
正
（the F

irst R
eform

 B
ill

）
を
め
ぐ
る
党
派
間
論
争
が
ピ
ー
ク
に
達

し
て
い
た
一
八
三
二
年
三
月
、
選
挙
法
改
正
に
反
対
す
る
ト
ー
リ
ー
系
議
員
た
ち
を
中
心
に
カ
ー
ル
ト
ン
・
テ
ラ
ス
二
番
地
で
結
成
さ
れ
た
。
い
わ

ゆ
る
「
ク
ラ
ブ
政
治
」
全
盛
期
の
一
九
世
紀
前
半
に
お
い
て
は
、
事
実
上
の
保
守
党
本
部
的
機
能
を
果
た
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
君
塚
直
隆
「
議

会
政
治
の
結
社
　
カ
ー
ル
ト
ン
・
ク
ラ
ブ
」（
川
北
稔
編
・
綾
部
恒
雄
監
修
『
結
社
の
イ
ギ
リ
ス
史
　
ク
ラ
ブ
か
ら
帝
国
ま
で
』
山
川
出
版
社
、

二
〇
〇
五
年
所
収
）
一
三
六
─
一
三
七
頁
。

（
3
） 

労
働
党
連
立
派
の
離
脱
前
に
実
施
さ
れ
た
一
九
一
八
年
に
お
け
る
三
党
の
総
選
挙
結
果
は
以
下
の
と
お
り
。

　
定
数
　
　
　
七
〇
七
議
席
　
投
票
率 

五
八
・
九
％

（
四
三
六
）



イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
か
ら
見
た
一
九
二
二
年
政
変
の
再
検
討
（
渡
邉
）

二
九
五

　
連
立
派
　
　
四
七
八
議
席
　
保
守
党 

三
三
五
議
席（
三
二
・
五
％
）　
自
由
党 

一
三
三
議
席（
一
三
・
五
％
）　
労
働
党 

一
〇
議
席（
一
・
五
％
）

　
反
連
立
派
　
二
二
九
議
席
　
保
守
党 

二
三
議
席（
三
・
四
％
）　
　
　
自
由
党 

　
二
八
議
席（
一
二
・
一
％
）　
労
働
党 

六
三
議
席（
二
二
・
二
％
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
の
他

C
f. R

oger M
ortim

ore and A
ndrew

 B
lick 

（eds.

）, B
u

tler’s B
ritish

 P
olitical F

acts 

（L
ondon: P

algrave M
acm

illan

） 2018, p. 377.

こ
の
総
選
挙
結
果
を
見
て
も
、
ロ
イ
ド
＝
ジ
ョ
ー
ジ
連
立
政
権
の
実
態
は
「
保
守
党
に
支
え
ら
れ
た
政
権
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

（
4
） 

イ
ギ
リ
ス
保
守
党
で‘L

eader of the C
onservative P

arty ’

（
保
守
党
党
首
）
と
い
う
名
称
が
公
式
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、

本
文
に
も
あ
る
よ
う
に
、
一
九
二
二
年
政
変
（
党
内
連
立
離
脱
派
の
勝
利
）
直
後
、the H

otel C
ecil

で
の
保
守
党
議
員
総
会
に
お
い
て
、
ボ
ナ
＝

ロ
ー
を
満
場
一
致
で
「
党
首
」
に
選
出
し
た
一
九
二
二
年
一
〇
月
と
さ
れ
て
い
る
。A

nthony S
eldon and S

tuart B
all 

（eds.

）, op. cit., p. 773. 

そ
れ
ゆ
え
、
今
日
的
な
意
味
で
の
〝
初
代
〟
保
守
党
党
首
は
ボ
ナ
＝
ロ
ー
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

一
九
二
二
年
一
〇
月
二
三
日
に
行
わ
れ
た
こ
の
形
式
的
な
議
員
総
会
で
は
、
保
守
党
下
院
議
員
二
二
〇
名
、
上
院
議
員
一
五
二
名
、
下
院
議
員
候

補
者
六
七
名
が
集
ま
り
、
出
席
者
の
満
場
一
致
で
ボ
ナ
＝
ロ
ー
が
新
党
首
に
推
挙
さ
れ
た
。
こ
の
時
ボ
ナ
＝
ロ
ー
は
、
ロ
イ
ド
＝
ジ
ョ
ー
ジ
首
相
の

辞
任
・
連
立
内
閣
総
辞
職
の
後
、
国
王
に
よ
っ
て
後
継
首
班
に
任
命
さ
れ
て
い
る
。
従
来
の
慣
例
で
は
、
そ
の
場
合
自
動
的
に
「
指
導
者
」
と
し
て

党
内
外
か
ら
認
識
さ
れ
て
き
た
が
、
保
守
党
「
党
首
」
と
し
て
党
内
か
ら
正
式
に
承
認
さ
れ
な
い
限
り
組
閣
は
で
き
な
い
と
ボ
ナ
＝
ロ
ー
自
ら
強
い

拘
り
を
見
せ
た
た
め
、
こ
の
議
員
総
会
が
実
施
さ
れ
る
運
び
と
な
っ
た
。R

. J. Q
. A

dam
s, B

on
ar L

aw
 

（L
ondon: John M

urray

） 1999, p. 

329.因
み
に
ブ
レ
ー
ク
に
よ
る
と
、
ボ
ナ
＝
ロ
ー
の
こ
う
し
た
（
党
内
民
主
主
義
的
）
言
動
は
前
例
が
無
く
、
保
守
党
史
上
初
と
な
る
党
下
院
議
員
の

公
選
に
よ
っ
て
ヒ
ー
ス
（E

dw
ard H

earth

）
を
党
首
に
選
出
し
た
一
九
六
五
年
ま
で
、
歴
代
保
守
党
党
首
は
誰
一
人
と
し
て
、
ボ
ナ
＝
ロ
ー
の
前

例
を
踏
襲
し
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。R

. B
lake, T

h
e C

on
servative P

arty from
 P

eel to T
h

atch
er 

（L
ondon: F

ontana 

P
ress

） 1985, p. 209. 

（
早
川
崇
訳
『
英
国
保
守
党
史
　
ピ
ー
ル
か
ら
チ
ャ
ー
チ
ル
ま
で
』
労
働
法
令
協
会
、
一
九
七
九
年
、
二
四
六
頁
）。
な
お
、

引
用
に
あ
た
っ
て
訳
文
を
若
干
改
め
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

ボ
ナ
＝
ロ
ー
の
こ
う
し
た
言
動
の
背
景
に
は
、
彼
自
身
の

─
ロ
イ
ド
＝
ジ
ョ
ー
ジ
と
は
対
照
的
な

─
誠
実
な
人
柄
に
加
え
、
党
内
分
裂
だ
け

（
四
三
七
）
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二
九
六

は
回
避
し
た
い
と
い
う
強
い
決
意
が
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
。
換
言
す
れ
ば
、
ロ
イ
ド
＝
ジ
ョ
ー
ジ
を
め
ぐ
る
党
内
対
立
が
そ
れ
だ
け
深
刻
だ
っ
た

証
左
と
も
言
え
よ
う
。

な
お
、
そ
れ
以
前
の
保
守
党
で
は
、「
上
院
指
導
者
」
お
よ
び
「
下
院
指
導
者
」
と
い
う
二
つ
の
役
職
が
、
そ
れ
ぞ
れ
党
首
の
よ
う
な
役
割
を
果

た
し
て
い
た
。
そ
し
て
二
つ
の
う
ち
、「
現
職
の
首
相
」
も
し
く
は
、
特
に
下
院
優
位
の
原
則
が
確
立
し
た
一
九
一
一
年
か
ら
一
九
二
二
年
に
か
け

て
は
「
下
院
指
導
者
」（
ボ
ナ
＝
ロ
ー
と
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
）
が
、
事
実
上
の
「
保
守
党
党
首
」
と
し
て
党
内
外
か
ら
認
識
さ
れ
て

い
た
。

（
5
） 

そ
う
し
た
見
方
を
強
調
す
る
代
表
的
先
行
研
究
と
し
て
、
さ
し
あ
た
り
以
下
の
著
作
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

・K
eith M

iddlem
as and John B

arnes, B
ald

w
in

  A
 B

iograph
y 

（L
ondon: W

eidenfeld and N
icholson

） 1969.

・R
obert B

lake, op. cit.. 
（
前
掲
訳
書
）。

・A
nne P

erkins, B
ald

w
in 

（L
ondon: H

aus P
ublishing

） 2006.

（
6
） R

. B
lake, op. cit., p. 197. 

（
前
掲
訳
書
、
二
三
四
頁
）。

（
7
） 

因
み
に
カ
ン
ヌ
会
議
は
、
一
九
二
一
年
一
月
に
フ
ラ
ン
ス
の
カ
ン
ヌ
で
開
か
れ
た
連
合
国
最
高
会
議
の
こ
と
で
あ
り
、
ド
イ
ツ
に
よ
る
賠
償
金

支
払
い
猶
予
要
請
な
ど
を
協
議
し
た
。
一
方
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
会
議
は
、
一
九
二
二
年
四
月
か
ら
五
月
に
か
け
て
イ
タ
リ
ア
北
部
の
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
で
開
催

さ
れ
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
経
済
復
興
問
題
を
協
議
し
た
も
の
の
、
こ
れ
と
い
っ
た
成
果
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
国
際
会

議
と
し
て
知
ら
れ
る
。

ま
た
、
チ
ャ
ナ
ク
危
機
と
は
、
ギ
リ
シ
ャ
軍
が
ト
ル
コ
軍
と
小
競
り
合
い
を
起
こ
し
、
ト
ル
コ
西
岸
の
チ
ャ
ナ
ク
で
ト
ル
コ
軍
が
イ
ギ
リ
ス
軍
と

も
衝
突
し
た
際
に
（
チ
ャ
ナ
ク
事
件
）、
連
立
パ
ー
ト
ナ
ー
保
守
党
の
意
向
を
無
視
し
た
ロ
イ
ド
＝
ジ
ョ
ー
ジ
が
武
力
行
使
に
よ
っ
て
決
着
を
図
っ

た
そ
の
強
圧
的
な
外
交
姿
勢
を
指
す
。
こ
れ
を
き
っ
か
け
に
、
保
守
党
が
閣
僚
の
引
き
揚
げ
を
行
っ
た
こ
と
か
ら
、
一
般
的
に
は
こ
の
出
来
事
が
連

立
崩
壊
を
決
定
づ
け
た
と
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

（
8
） 

比
較
的
最
近
ロ
イ
ド
＝
ジ
ョ
ー
ジ
の
伝
記
を
著
し
た
元
労
働
党
副
党
首
ハ
タ
ス
リ
ー
（R

oy H
attersley

）
に
よ
れ
ば
、
こ
の
中
央
党
結
成
構

想
は
ロ
イ
ド
＝
ジ
ョ
ー
ジ
が
一
九
一
八
年
以
降
考
え
た
ア
イ
デ
ア
で
、
中
央
党
を
結
成
し
、
そ
れ
に
基
づ
き
自
ら
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
で
総
選
挙
を
実

（
四
三
八
）



イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
か
ら
見
た
一
九
二
二
年
政
変
の
再
検
討
（
渡
邉
）

二
九
七

施
し
た
う
え
で
、
勝
利
し
た
暁
に
は
引
き
続
き
首
相
を
務
め
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、「
合
意
が
得
ら
れ
た
諸
政
策
」
と
「
中
央
党

リ
ー
ダ
ー
の
名
声
」
と
の
組
み
合
わ
せ
に
基
づ
く
新
た
な
政
権
獲
得
・
維
持
の
試
み
で
も
あ
っ
た
。
し
か
し
保
守
党
一
般
議
員
の
大
半
は
、
保
守
党

政
権
関
与
の
永
続
性
を
相
対
的
に
高
め
る
可
能
性
を
持
つ
「
連
立
」
に
は
肯
定
的
だ
っ
た
と
し
て
も
、「
ロ
イ
ド
＝
ジ
ョ
ー
ジ
率
い
る
連
立
」
だ
け

は
御
免
被
り
た
い
と
い
う
考
え
を
持
っ
て
い
た
と
、
ハ
タ
ス
リ
ー
は
述
べ
て
い
る
。R

oy H
attersley, D

avid
 L

loyd
 G

eorge 

（L
ondon: 

A
bacus

） 2012, pp. 559-560, p. 570.

（
9
） R

. B
lake, op. cit., pp. 202-204. 

（
前
掲
訳
書
、
二
三
九
─
二
四
〇
頁
）。

（
10
） R

obert S
elf 

（ed.
）, T

h
e A

u
sten

 C
h

am
berlain

 D
iary L

etters th
e C

orrespon
d

en
ce of S

ir A
u

sten
 C

h
am

berlain
 w

ith
 H

is 

S
isters H

ild
a an

d
 Id

a, 1916-1917 （C
am

bridge: C
am

bridge U
niversity P

ress

） 1995, p. 76, 81.

（
11
） 

一
九
二
二
年
総
選
挙
結
果
（
三
党
）
は
以
下
の
と
お
り
。

　
定
数
　
　
六
一
五
議
席
　
投
票
率 

七
一
・
三
％

　
保
守
党
　
三
四
五
議
席
（
三
八
・
二
％
）　
自
由
党
連
立
派
　
六
二
議
席
（
一
一
・
六
％
）　
自
由
党
反
連
立
派
　
五
四
議
席
（
一
七
・
五
％
）

　
労
働
党
　
一
四
二
議
席
（
二
九
・
五
％
）　
そ
の
他

C
f. R

. M
ortim

ore and A
. B

lick 

（eds.

）, op. cit., p. 377.

周
知
の
よ
う
に
こ
の
総
選
挙
で
は
、
労
働
党
が
イ
ギ
リ
ス
憲
政
史
上
初
め
て
議
会
第
二
党
（
最
大
野
党
）
に
躍
進
し
た
。
一
方
自
由
党
は
、「
中

央
党
」
の
結
成
ど
こ
ろ
か
、
従
来
ど
お
り
「
ロ
イ
ド
＝
ジ
ョ
ー
ジ
派
（
六
二
議
席
）」
と
「
ア
ス
キ
ス
派
（
五
四
議
席
）」
に
分
裂
し
た
ま
ま
総
選
挙

を
迎
え
て
し
ま
っ
た
た
め
、
両
派
の
議
員
を
合
わ
せ
て
も
労
働
党
の
獲
得
議
席
に
は
お
よ
ば
な
か
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、
保
守
党
連
立
離
脱
派
の
造

反
（
一
九
二
二
年
政
変
）
は
、
保
守
党
側
か
ら
見
れ
ば
結
果
的
に
は
正
し
か
っ
た
と
言
え
よ
う
。

（
12
） R

. S
elf 

（ed.

）, op. cit., pp. 208-209.

（
13
） R

. S
elf 

（ed.

）, T
h

e N
eville C

h
am

berlain
 D

iary L
etters, vol. 2, T

h
e R

eform
 Years, 1921-27 

（A
ldershot: A

shgate

） 2000, p. 47.

（
14
） K

. M
iddlem

as and J. B
arnes, op. cit., p. 122.

（
15
） R

obert Jam
es, M

em
oirs of a C

on
servative  J. C

. C
. D

avid
son

’s M
em

oirs an
d

 P
apers, 1910-37 

（L
ondon: W

eidenfeld and 

（
四
三
九
）



政
経
研
究

　第
五
十
六
巻
第
二
号
（
二
〇
一
九
年
七
月
）

二
九
八

N
icolson

） 1969, p. 120.
（
16
） 

Ibid., pp. 126-127.
（
17
） 

Ibid., pp. 114-115.

（
18
） C

f. C
hris C

ook and John R
am

sden 

（eds.

）, B
y-election

s in
 B

ritish
 politics 

（L
ondon: U

C
L

 P
ress

）1997, p. 273.

こ
の
補
欠
選
挙
結
果
に
つ
い
て
タ
イ
ム
ズ
は
、
有
権
者
が
下
し
た
「
連
立
政
権
へ
の
三
行
半
」
と
い
う
位
置
づ
け
で
報
じ
て
い
た
と
い
う
。 

C
f. K

. M
iddlem

as and J. B
arnes, op. cit., p. 122.

（
19
） 

一
九
二
二
年
一
〇
月
一
九
日
の
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
演
説
に
関
し
て
は
、
ヤ
ン
グ
（G

. M
. Y

oung

）
が
著
し
た
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
伝
に
、
そ
の

全
文
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。G

. M
. Y

oung, S
tan

ley B
ald

w
in, 

（L
ondon: R

upert H
art-D

avis

） 1952, p. 41.

（
20
） 

プ
レ
テ
ィ
マ
ン
動
議
を
め
ぐ
る
投
票
結
果
と
、
賛
成
議
員
、
反
対
議
員
全
員
の
顔
ぶ
れ
等
に
つ
い
て
は
、R

. Jam
es, op. cit., pp. 129-133

を
参
照
の
こ
と
。

（
21
） 

Ibid., p. 128.

（
22
） 

Ibid., p. 129.

（
23
） 

自
由
貿
易
論
者
の
セ
シ
ル
は
、
イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
を
理
論
面
か
ら
考
察
し
た
名
著C

on
servatism

 

（1912

）（
栄
田
卓
弘
訳
『
保
守
主
義
と

は
何
か
』
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
一
九
七
九
年
）
の
著
者
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
る
。

（
24
） 

ロ
イ
ド
＝
ジ
ョ
ー
ジ
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
に
関
す
る
研
究
書
と
し
て
は
、
高
橋
直
樹
『
政
治
学
と
歴
史
解
釈
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
五

年
な
ど
が
あ
る
。

（
25
） 

松
浦
高
嶺
『
イ
ギ
リ
ス
現
代
史
』
山
川
出
版
社
、
一
九
九
七
年
、
一
三
八
頁
。

（
26
） R

. H
attersley, op. cit., p. 600.

（
27
） 

松
浦
、
前
掲
書
、
一
三
八
─
一
三
九
頁
を
参
照
。

（
28
） 

周
知
の
よ
う
に
「
人
民
予
算
」
は
、
社
会
福
祉
を
実
現
し
そ
の
財
源
を
確
保
す
る
う
え
で
、
社
会
的
弱
者
の
税
負
担
を
軽
減
す
る
代
わ
り
に
、

土
地
所
有
者
を
は
じ
め
と
す
る
高
所
得
者
層
を
増
税
の
対
象
と
し
て
、
当
時
の
ロ
イ
ド
＝
ジ
ョ
ー
ジ
蔵
相
が
一
九
〇
九
年
に
提
出
し
た
大
胆
か
つ
急

（
四
四
〇
）



イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
か
ら
見
た
一
九
二
二
年
政
変
の
再
検
討
（
渡
邉
）

二
九
九

進
的
な
予
算
案
を
指
す
。

（
29
） 

青
山
義
信
・
今
井
宏
・
越
智
武
臣
・
松
浦
高
嶺
編
『
イ
ギ
リ
ス
史
研
究
入
門
』
山
川
出
版
社
、
一
九
八
七
年
、
二
八
八
頁
。

（
30
） M

artin P
ugh, T

h
e M

akin
g of M

od
ern

 B
ritish

 P
olitics 1867-1939, second edition 

（O
xford: B

lackw
ell

） 1993, p. 220.
（
31
） 
フ
レ
ン
ド
リ
ー
・
ソ
サ
イ
エ
テ
ィ
は
、
産
業
革
命
と
ほ
ぼ
同
時
進
行
で
登
場
し
て
き
た
と
さ
れ
、
基
本
的
に
は
「
相
互
扶
助
活
動
を
中
心
と
し
、

宴
会
を
開
い
た
り
、
会
を
誇
示
す
る
行
事
を
催
し
た
り
す
る
自
発
的
結
社
」
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
機
能
面
で
は
「
基
金
積
立
協
会
」
と
「
収
益
分

配
協
会
」
に
大
別
さ
れ
る
（
篠
塚
信
義
）。
フ
レ
ン
ド
リ
ー
・
ソ
サ
イ
エ
テ
ィ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
篠
塚
信
義
「
産
業
革
命
と
民
衆
の
結
社
　
友

愛
協
会
」（
川
北
稔
編
・
綾
部
恒
雄
監
修
、
前
掲
書
所
収
）
一
一
八
─
一
三
三
頁
を
参
照
の
こ
と
。

（
32
） C

f. S
tanley B

aldw
in, O

n
 E

n
glan

d
 an

d
 oth

er A
d

d
resses 

（L
ondon: P

hillip A
llan

） 1926, pp. 263-264.

（
33
） 

こ
れ
と
ほ
ぼ
同
様
の
見
解
・
研
究
成
果
と
し
て
、P

hilip W
illiam

son, S
tan

ley B
ald

w
in

  C
on

servative lead
ersh

ip an
d

 n
ation

al 

valu
es 

（C
am

bridge: C
am

bridge U
niversity P

ress

） 1999, pp. 132-135

も
参
照
さ
れ
た
い
。

（
34
） R

obert L
each, P

olitical Id
eology in

 B
ritain, third edition 

（L
ondon: P

algrave

） 2015, p. 60.

（
35
） P

. W
illiam

son, op. cit., p. 212.

（
36
） 

Ibid., p. 217.

（
37
） 

Ibid., p. 218.

（
38
） 

本
稿
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
の
定
義
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

「
イ
ギ
リ
ス
保
守
党
に
所
属
す
る
政
治
家
の
政
策
や
政
治
的
言
説
・
行
為
と
、
そ
れ
ら
の
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
を
な
す
、
あ
る
い
は
、
イ
ギ
リ
ス
保
守

党
を
支
持
す
る
知
識
人
や
著
述
家
の
思
考
的
立
脚
点
と
な
る
、
世
界
観
・
理
念
・
思
想
・
言
動
・
企
て
な
ど
の
総
体
」。

渡
辺
容
一
郎
『
イ
ギ
リ
ス
政
治
の
変
容
と
現
在
』
晃
洋
書
房
、
二
〇
一
四
年
、
一
八
一
─
一
八
二
頁
。

（
39
） John R

am
sden, T

h
e A

ge of B
alfou

r an
d

 B
ald

w
in

 1902-1940 （N
ew

 Y
ork: L

ongm
an

） 1978, p. 155.

（
40
） D

avid W
illets, “R

esponse to C
harlie E

llis ”, in S
im

on G
riffith and K

evin H
ickson 

（eds.

）, B
ritish

 P
arty P

olitics an
d

 

Id
eology after N

ew
 L

abou
r 

（B
asingstoke: P

algrave M
acm

illan

） 2010, p. 151.

（
四
四
一
）



政
経
研
究

　第
五
十
六
巻
第
二
号
（
二
〇
一
九
年
七
月
）

三
〇
〇

［
付
記
］　
本
稿
は
、
日
本
大
学
法
学
部
平
成
二
九
年
度
中
期
国
外
研
究
員
と
し
て
実
施
し
た
在
外
研
究
（「
戦
間
期
イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
の
形
成
過
程
・

基
本
構
造
・
今
日
的
意
義
に
関
す
る
研
究
」）
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

（
四
四
二
）



戦
前
期
日
本
の
「
南
洋
」
認
識
と
メ
デ
ィ
ア
言
説
（
石
川
）

三
〇
一

戦
前
期
日
本
の
「
南
洋
」
認
識
と
メ
デ
ィ
ア
言
説

─
『
日
本
及
日
本
人
』
の
「
南
洋
」
関
連
記
事
を
題
材
と
し
て

─

石

　
　川

　
　徳

　
　幸

一
　
問
題
の
所
在

二
　「
南
進
」
の
歴
史
的
展
開

三
　「
南
洋
」
関
連
記
事
の
顕
出
性

四
　
メ
デ
ィ
ア
言
説
に
み
る
「
南
洋
観
」
と
昭
和
期
「
南
進
」
の
論
理

五
　
結
語

論
　
説

（
四
四
三
）



政
経
研
究

　第
五
十
六
巻
第
二
号
（
二
〇
一
九
年
七
月
）

三
〇
二

一
　
問
題
の
所
在

上
皇
・
上
皇
后
両
陛
下
は
、
天
皇
在
位
中
、
戦
没
者
慰
霊
の
た
め
に
先
の
大
戦
に
お
け
る
激
戦
地
を
行
幸
啓
し
て
き
た
。
終
戦
五
〇
年

に
あ
た
っ
て
は
平
成
六
年
二
月
に
硫
黄
島
（
東
京
都
）
を
、
終
戦
六
〇
年
に
あ
た
っ
て
は
平
成
十
七
年
六
月
に
サ
イ
パ
ン
島
（
米
国
自
治

領
）
を
、
終
戦
七
〇
年
に
あ
た
っ
て
は
平
成
二
七
年
四
月
に
ペ
リ
リ
ュ
ー
島
（
パ
ラ
オ
共
和
国
）、
平
成
二
八
年
一
月
に
は
フ
ィ
リ
ピ
ン
を

歴
訪
し
て
い
る
。
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
報
道
が
集
合
的
記
憶
の
形
成
に
寄
与
す
る
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
慰

霊
の
旅
が
報
道
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
る
こ
と
で
、
太
平
洋
の
島
々
を
舞
台
と
し
て
展
開
さ
れ
た
戦
争
の
歴
史
的
記
憶
が
継
承
さ
れ
る
契
機

と
な
っ
て
き
た
。

し
か
し
な
が
ら
、「
な
ぜ
日
本
人
が
遠
く
太
平
洋
の
島
々
で
戦
っ
た
の
か
」、
そ
も
そ
も
「
な
ぜ
日
本
人
が
南
へ
進
出
し
た
の
か
」
と

い
っ
た
根
本
的
な
成
因
に
つ
い
て
、
一
般
的
な
理
解
が
広
が
っ
て
い
る
と
は
必
ず
し
も
言
い
が
た
い
。
一
方
、
多
く
は
な
い
が
学
術
面
に

お
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
「
南
進
」
に
関
す
る
研
究
の
成
果
は
着
実
に
蓄
積
さ
れ
て
き
て
い
る
。
ま
ず
は
、
そ
れ
ら
の
主
要
な
業
績
を
概
観

し
、
そ
の
う
え
で
本
稿
の
目
的
を
明
示
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

一
─
一
　
先
行
研
究

「
南
洋
」
地
域
に
お
け
る
日
本
人
の
活
動
に
関
し
て
、
戦
前
に
刊
行
さ
れ
た
も
の
の
な
か
で
は
、
入
江
寅
次
の
『
邦
人
海
外
発
展
史
』

（
井
田
書
店
、
一
九
四
二
年
（
１
））

が
詳
し
い
。
戦
後
で
は
、
一
九
七
〇
年
代
に
当
該
分
野
に
お
け
る
研
究
の
発
展
が
み
ら
れ
た
が
、
そ
の
先
鞭

を
つ
け
た
研
究
が
矢
野
暢
に
よ
る
『「
南
進
」
の
系
譜
』『
日
本
の
南
洋
史
観
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
七
五
年
・
一
九
七
九
年
（
２
））

で
あ
る
。
そ

の
後
、
一
九
八
〇
年
代
以
降
に
当
該
領
域
に
お
け
る
研
究
の
進
展
が
み
ら
れ
、
地
域
ご
と
に
詳
細
な
分
析
が
な
さ
れ
て
い
っ
た
（
３
）

。
近
年

（
四
四
四
）



戦
前
期
日
本
の
「
南
洋
」
認
識
と
メ
デ
ィ
ア
言
説
（
石
川
）

三
〇
三

も
、
後
藤
乾
一
に
よ
っ
て
『
東
南
ア
ジ
ア
か
ら
見
た
近
現
代
日
本
』・『
近
代
日
本
の
「
南
進
」
と
沖
縄
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
二
年
・

二
〇
一
五
年
）
と
い
っ
た
成
果
が
も
た
ら
さ
れ
て
お
り
、
当
該
地
域
に
お
け
る
日
本
人
移
民
の
実
態
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

日
本
人
の
南
方
へ
の
関
わ
り
が
国
策
に
も
と
づ
い
た
「
南
進
」
政
策
と
な
っ
た
時
代
に
関
し
て
は
、
い
わ
ゆ
る
「
大
東
亜
共
栄
圏
」
研
究

と
し
て
多
く
の
蓄
積
が
な
さ
れ
て
い
る
（
４
）

。

メ
デ
ィ
ア
史
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
史
の
領
域
に
お
い
て
は
、
近
年
、「
南
洋
」
地
域
に
お
い
て
発
行
さ
れ
た
邦
字
新
聞
の
復
刻
が
相
次

い
で
い
る
。
二
〇
一
七
年
に
ゆ
ま
に
書
房
が
『
ス
マ
ト
ラ
新
聞
』
を
復
刻
し
た
ほ
か
、
こ
れ
ま
で
に
『
ジ
ヤ
ワ
新
聞
』
を
復
刻
し
た
龍
渓

書
舎
が
『
ボ
ル
ネ
オ
新
聞
』
の
復
刻
版
の
刊
行
を
継
続
し
て
い
る
。「
南
洋
」
地
域
に
お
け
る
邦
字
新
聞
の
本
格
的
な
分
析
は
ま
だ
少
な

い
が
、
冨
塚
秀
樹
「
太
平
洋
戦
争
下
に
お
け
る
南
方
新
聞
政
策
」（『
法
政
論
叢
』
三
九
巻
一
号
、
二
〇
〇
二
年
）
や
、
織
田
康
孝
「
日
本
軍
政

下
ジ
ャ
ワ
島
に
お
け
る
占
領
地
統
治
構
想
と
メ
デ
ィ
ア
」（『
メ
デ
ィ
ア
史
研
究
』
四
二
号
、
二
〇
一
七
年
）
な
ど
に
よ
っ
て
、
そ
の
実
態
が
明

ら
か
に
さ
れ
つ
つ
あ
る
。

こ
う
し
た
当
該
領
域
に
関
す
る
研
究
状
況
に
つ
い
て
、
町
田
祐
一
は
「
地
域
・
分
野
ご
と
に
膨
大
な
研
究
が
存
在
」
す
る
も
の
の
「
広

大
な
空
間
を
統
一
す
る
知
的
枠
組
み
は
な
い
」
状
態
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、
と
り
わ
け
「（
当
該
地
域
へ
の
人
の
〔
引
用
者
註
〕）
移
動
と
日

本
人
社
会
の
実
態
を
示
す
研
究
は
な
お
も
継
続
と
実
態
解
明
の
蓄
積
が
不
可
欠
」
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
（
５
）

。
筆
者
も
ま
た
、
ジ
ャ
ー
ナ

リ
ズ
ム
史
研
究
の
観
点
か
ら
当
該
領
域
に
お
け
る
研
究
の
一
層
の
進
展
を
企
図
し
て
い
る
。

一
─
二
　
本
稿
の
目
的
と
方
法

本
稿
の
目
的
は
、
国
策
と
し
て
「
南
進
」
政
策
が
採
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
過
程
に
お
い
て
、
当
時
の
日
本
人
は
「
南
洋
」
地
域
に
対
し

て
い
か
な
る
認
識
を
も
っ
て
い
た
の
か
を
、
当
時
の
メ
デ
ィ
ア
言
説
か
ら
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。「
昭
和
の
あ
る
時
期

（
四
四
五
）
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〇
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三
〇
四

に
不
都
合
な
ま
で
に
「
南
進
論
」
者
の
水
ぶ
く
れ
現
象
が
生
じ
た
（
６
）

」
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
日
本
社
会
に
「
南
進
論
」
が
そ
こ

ま
で
瀰
漫
す
る
よ
う
に
な
っ
た
エ
ポ
ッ
ク
メ
イ
キ
ン
グ
な
出
来
事
と
は
何
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
状
況
下
で
展
開
さ

れ
た
「
南
進
論
」
と
は
い
か
な
る
論
理
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
前
節
で
概
観
し
た
よ
う
に
、
当
該
領
域
に
関
す
る
研
究
は

汗
牛
充
棟
の
感
が
あ
る
が
、
い
わ
ゆ
る
「
南
進
論
」
に
焦
点
を
あ
て
る
場
合
、
明
治
期
で
あ
れ
ば
志
賀
重
昂
や
田
口
卯
吉
、
昭
和
期
で
あ

れ
ば
松
岡
洋
右
な
ど
と
い
っ
た
代
表
的
な
論
者
に
注
目
す
る
こ
と
が
常
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
研
究
の
意
義
は
十
分
に
認
め
つ
つ
も
、
一

方
で
社
会
一
般
に
「
南
進
論
」
が
流
布
し
た
状
況
を
と
ら
え
る
た
め
に
は
、
当
時
の
主
要
メ
デ
ィ
ア
で
あ
っ
た
新
聞
の
記
事
や
、
当
該
問

題
に
関
し
て
二
次
的
・
三
次
的
な
評
論
を
お
こ
な
っ
た
現
代
で
は
名
の
知
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
な
論
者
に
よ
る
記
事
に
も
注
目
す
る
必
要

性
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
稿
は
、
そ
の
よ
う
な
メ
デ
ィ
ア
言
説
に
関
し
て
、
当
時
の
日
本
社
会
に
お
い
て
生
成

さ
れ
た
思
想
の
一
端
が
文
章
化
さ
れ
て
表
出
し
た
も
の
と
し
て
と
ら
え
、
そ
の
分
析
を
通
し
て
、
当
時
形
成
さ
れ
て
い
た
「
南
洋
」
を
め

ぐ
る
対
外
思
潮
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
。

そ
の
方
法
と
し
て
、
ま
ず
は
中
央
紙
（
東
京
で
発
行
さ
れ
た
主
要
紙
）
が
掲
載
し
た
「
南
洋
」
関
連
記
事
お
よ
び
「
南
進
」
関
連
記
事
の

件
数
を
量
的
に
分
析
す
る
。
こ
こ
で
は
、
記
事
件
数
の
増
加
を
新
聞
読
者
が
知
識
を
得
る
機
会
の
増
加
と
し
て
捉
え
る
こ
と
で
、
い
わ
ゆ

る
「
南
進
論
」
が
高
ま
っ
た
時
期
や
出
来
事
に
つ
い
て
考
察
す
る
（
第
三
章
）。
続
い
て
、
当
該
時
期
に
お
い
て
「
南
洋
」
関
連
の
論
説
を

掲
載
し
た
雑
誌
の
事
例
と
し
て
『
日
本
及
日
本
人
』
を
取
り
上
げ
、
昭
和
前
期
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
「
南
進
論
」
の
論
理
を
分
析
す
る

（
第
四
章
）。
こ
れ
ら
の
分
析
課
題
と
考
察
を
通
じ
て
、
本
稿
の
目
的
を
果
た
し
た
い
。

一
─
三
　「
南
方
」・「
南
洋
」・「
南
進
」
の
概
念
既
定

本
稿
に
お
い
て
、「
南
方
」・「
南
洋
」・「
南
進
」
と
い
う
用
語
が
そ
れ
ぞ
れ
何
を
指
し
示
す
の
か
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
意
味
す
る
範
囲

（
四
四
六
）



戦
前
期
日
本
の
「
南
洋
」
認
識
と
メ
デ
ィ
ア
言
説
（
石
川
）

三
〇
五

を
限
定
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
矢
野
暢
に
よ
れ
ば
、「
戦
前
は
、
は
じ
め
「
南
洋
」
が
い
ち
ば
ん
正
統
な
表
現
で
あ
り
、
や
が

て
「
南
方
」「
南
方
圏
」
と
い
う
言
い
方
も
そ
れ
に
劣
ら
ず
親
し
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
（
７
）

」
と
い
う
。
本
稿
に
お
い
て
も
「
南
洋
」
と

「
南
方
」
に
関
し
て
は
厳
密
な
差
別
化
を
図
っ
て
は
い
な
い
。
た
だ
し
、
戦
前
期
に
用
い
ら
れ
た
「
南
洋
」
に
つ
い
て
、「
内
南
洋
（
裏
南

洋
）」
と
「
外
南
洋
（
表
南
洋
）」
と
に
分
け
る
場
合
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。「
内
南
洋
（
裏
南
洋
）」
と
は
、
現
在
の
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
地

域
で
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
に
日
本
の
委
任
統
治
領
と
な
っ
た
南
洋
群
島
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
一
方
、「
外
南
洋
（
表
南
洋
）」
は
フ
ィ

リ
ピ
ン
や
ボ
ル
ネ
オ
や
ジ
ャ
ワ
な
ど
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
諸
島
か
ら
な
る
地
域
の
島
嶼
部
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
「
外
南
洋
（
表
南
洋
）」

に
は
、
仏
領
イ
ン
ド
シ
ナ
や
マ
レ
ー
半
島
な
ど
大
陸
の
一
部
を
含
む
用
例
も
少
な
く
な
い
た
め
、
範
囲
を
限
定
す
る
こ
と
が
難
し
い
（
８
）

。

「
南
進
」
に
関
し
て
は
、
あ
と
に
記
事
件
数
の
分
析
を
行
う
際
に
も
確
認
す
る
が
、
日
清
・
日
露
戦
争
期
に
お
い
て
は
単
に
「
部
隊
を

南
進
さ
せ
る
」
と
い
っ
た
よ
う
な
単
純
に
物
理
的
な
移
動
を
意
味
す
る
用
法
も
当
然
見
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
本
稿
で
注
目
す
る
の
は
、
い

わ
ゆ
る
「
南
進
論
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
南
洋
」
地
域
を
日
本
に
と
っ
て
重
要
な
利
益
圏
と
し
て
捉
え
、
そ
こ
へ

の
進
出
を
正
当
化
し
よ
う
と
す
る
思
考
様
式
と
、
そ
う
し
た
外
交
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
も
と
で
実
践
さ
れ
た
政
策
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
思

考
様
式
に
関
し
て
は
明
治
期
か
ら
検
討
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
昭
和
前
期
に
み
ら
れ
る
国
策
化
し
た
過
程
の
中
で
の
論

理
を
中
心
に
検
討
す
る
。

二
　「
南
進
」
の
歴
史
的
展
開

本
稿
の
分
析
課
題
に
取
り
組
む
前
に
、
い
わ
ゆ
る
「
南
進
」
が
ど
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
た
の
か
、
そ
の
概
要
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

（
四
四
七
）
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三
〇
六

矢
野
暢
は
、「
日
本
人
の
南
方
と
の
自
然
な
関
わ
り
の
総
体
を
『
南
方
関
与
』
と
呼
び
、
そ
し
て
『
南
方
関
与
』
が
国
策
と
結
び
つ
き
、

望
ま
し
く
な
い
傾
向
を
帯
び
始
め
た
局
面
に
つ
い
て
だ
け
、『
南
進
』
と
い
う
表
現
を
用
い
る
」
こ
と
を
提
言
し
て
い
る
（
９
）

。
そ
の
う
え
で
、

矢
野
は
「
南
方
関
与
」
の
時
代
区
分
を
以
下
の
三
つ
に
分
け
て
説
明
し
て
い
る
（
10
）

。

（
一
）　
明
治
初
頭
に
は
じ
ま
る
「
娘
子
軍
」
の
進
出
と
そ
れ
に
寄
生
す
る
ご
く
プ
リ
ミ
テ
ィ
ブ
な
経
済
様
式
が
み
ら
れ
た
時
期

（
二
）　
明
治
末
以
降
、「
ト
コ
・
ジ
ュ
パ
ン
」
と
呼
ば
れ
る
商
業
資
本
が
形
成
さ
れ
た
時
期

（
三
）　
昭
和
一
〇
年
代
、
国
策
と
し
て
の
「
南
進
」
政
策
が
表
に
出
て
く
る
時
期

こ
こ
で
い
う
「
娘
子
軍
」
と
は
、
い
わ
ゆ
る
「
か
ら
ゆ
き
さ
ん
（
11
）

」
の
こ
と
で
あ
り
、「
南
洋
」
地
域
に
お
い
て
女
郎
屋
が
開
業
す
る
と

と
も
に
そ
れ
に
付
随
し
て
雑
貨
店
な
ど
も
開
業
す
る
と
い
っ
た
か
た
ち
で
、
経
済
的
に
は
未
成
熟
な
が
ら
も
邦
人
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
徐
々

に
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
の
後
、
商
業
活
動
の
規
模
が
大
き
く
な
り
、「
日
本
人
の
店
」
を
意
味
す
る
「
ト
コ
・
ジ
ュ
パ
ン
」
が
形
成

さ
れ
、
商
社
や
銀
行
の
支
店
が
進
出
し
て
く
る
よ
う
に
な
る
。
航
路
も
整
備
さ
れ
流
通
が
盛
ん
に
な
り
、
こ
う
し
た
功
利
的
な
経
済
活
動

を
基
盤
と
し
た
発
展
が
大
正
期
に
み
ら
れ
た
。
こ
う
し
た
民
間
に
よ
る
「
南
方
関
与
」
か
ら
一
転
し
て
、「
南
進
」
政
策
が
国
策
と
し
て

表
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、「
大
東
亜
共
栄
圏
」
構
想
へ
と
展
開
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

「
南
洋
」
地
域
が
国
策
上
で
重
要
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
背
景
に
は
、
満
洲
事
変
後
に
日
本
の
国
際
的
孤
立
が
深
ま
っ
て
い
っ
た
な

か
で
、
同
地
域
が
経
済
的
に
も
国
防
上
に
お
い
て
も
不
可
欠
の
も
の
と
見
做
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
日
本
の
南
方

進
出
が
、
国
策
と
し
て
公
式
の
場
に
あ
ら
わ
れ
た
の
は
、
廣
田
弘
毅
内
閣
の
も
と
で
開
か
れ
た
五
相
会
議
（
首
相
・
外
相
・
蔵
相
・
陸
相
・

海
相
）
で
提
起
さ
れ
、
一
九
三
六
年
八
月
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
「
国
策
ノ
基
準
」
が
最
初
で
あ
る
（
12
）

。
そ
こ
に
は
、「
南
方
海
洋
殊
ニ
外
南

洋
方
面
ニ
対
シ
我
民
族
的
経
済
的
発
展
ヲ
策
シ
努
メ
テ
他
国
ニ
対
ス
ル
刺
戟
ヲ
避
ケ
ツ
ツ
漸
進
的
和
平
的
手
段
ニ
ヨ
リ
我
勢
力
ノ
進
出
ヲ

（
四
四
八
）



戦
前
期
日
本
の
「
南
洋
」
認
識
と
メ
デ
ィ
ア
言
説
（
石
川
）

三
〇
七

計
リ
以
テ
満
洲
国
ノ
完
成
ト
相
俟
ツ
テ
国
力
ノ
充
実
強
化
ヲ
期
ス
（
13
）

」
と
の
方
針
が
示
さ
れ
て
い
た
。

こ
れ
と
全
く
同
時
期
に
、「
孤
立
的
環
境
ヲ
打
開
セ
ム
カ
為
」
に
講
じ
ら
れ
た
「
帝
国
外
交
方
針
（
14
）

」
に
は
、「
南
洋
方
面
ハ
世
界
通
商
上

ノ
要
衝
ニ
当
ル
ト
共
ニ
帝
国
ノ
産
業
及
国
防
上
必
要
欠
ク
ヘ
カ
ラ
サ
ル
地
域
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、「
我
民
族
発
展
ノ
自
然
的
地
域

ト
シ
テ
進
出
ノ
地
歩
ヲ
固
ム
ヘ
キ
」
で
あ
る
と
記
し
て
、
外
交
方
針
と
し
て
の
図
南
の
意
志
を
明
白
に
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
先
に
引
い

た
「
国
策
ノ
基
準
」
に
も
示
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、「
帝
国
外
交
方
針
」
に
お
い
て
も
「
厳
ニ
刺
戟
的
言
動
ヲ
慎
ミ
関
係
諸
国
ノ
帝
国
ニ

対
ス
ル
危
惧
ノ
念
ヲ
除
去
ス
ル
ニ
努
メ
平
和
的
且
漸
進
的
ニ
経
済
的
関
係
ノ
増
進
ニ
力
ム
ヘ
シ
」
と
の
文
言
が
あ
り
、
こ
の
時
期
に
お
い

て
は
同
地
域
に
利
害
関
係
を
も
つ
イ
ギ
リ
ス
・
ア
メ
リ
カ
・
フ
ラ
ン
ス
・
オ
ラ
ン
ダ
な
ど
と
の
衝
突
を
避
け
る
よ
う
に
配
慮
し
て
い
た
こ

と
が
う
か
が
え
る
。

そ
の
後
、
日
本
が
本
格
的
に
国
策
と
し
て
「
南
進
」
に
舵
を
き
っ
た
の
は
、
第
二
次
近
衛
文
麿
内
閣
の
と
き
で
あ
る
。
そ
の
背
景
に
は
、

日
中
戦
争
の
泥
沼
化
に
よ
っ
て
南
方
の
資
源
を
獲
得
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
た
こ
と
や
、
欧
州
の
戦
局
に
お
け
る
ド
イ
ツ
の
優
勢
を
受
け
て

武
力
的
進
出
を
講
じ
る
機
運
が
高
ま
っ
た
こ
と
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
一
九
四
〇
年
七
月
の
大
本
営
政
府
連
絡
会
議
で
決
定
さ
れ
た
「
世

界
情
勢
ノ
推
移
ニ
伴
フ
時
局
処
理
要
綱
（
15
）

」
に
は
、
そ
の
第
一
条
で
「〔
中
略
〕
対
南
方
施
策
ニ
関
シ
テ
ハ
情
勢
ノ
変
転
ヲ
利
用
シ
好
機
ヲ

捕
捉
シ
之
カ
推
進
ニ
努
ム
」
と
、
状
況
を
み
て
南
方
へ
の
行
動
を
推
進
す
る
こ
と
が
掲
げ
ら
れ
、
第
二
条
の
三
（
イ
）
で
は
「
仏
印
（
広

州
湾
ヲ
含
ム
）
ニ
対
シ
テ
ハ
援
蔣
行
為
遮
断
ノ
徹
底
ヲ
期
ス
ル
ト
共
ニ
速
ニ
我
軍
ノ
補
給
担
任
、
軍
隊
通
過
及
飛
行
場
使
用
等
ヲ
容
認
セ

シ
メ
且
帝
国
ノ
必
要
ナ
ル
資
源
ノ
獲
得
ニ
努
ム
」
と
し
た
う
え
で
、「
状
況
ニ
ヨ
リ
武
力
ヲ
行
使
ス
ル
コ
ト
ア
リ
」
と
定
め
ら
れ
て
お
り
、

国
策
と
し
て
の
「
南
進
」
が
武
力
行
使
を
伴
う
も
の
と
な
る
と
こ
ろ
ま
で
進
め
ら
れ
た
。

そ
し
て
、
一
九
四
〇
年
九
月
四
日
、
四
相
会
議
（
首
相
・
外
相
・
陸
相
・
海
相
）
に
お
い
て
「
独
伊
ト
ノ
交
渉
ニ
於
テ
皇
国
ノ
大
東
亜
新

（
四
四
九
）
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三
〇
八

秩
序
建
設
ノ
為
ノ
生
存
圏
ト
シ
テ
考
慮
ス
ヘ
キ
範
囲
ハ
日
満
支
ヲ
根
幹
ト
シ
、
旧
独
領
委
任
統
治
諸
島
、
仏
領
印
度
及
同
太
平
洋
島
嶼
、

泰
国
、
英
領
馬
来
、
英
領
「
ボ
ル
ネ
オ
」、
蘭
領
東
印
度
、「
ビ
ル
マ
」、（
濠
洲
、
新
西
蘭
）
竝
ニ
印
度
等
ト
ス
（
16
）

」
と
、
日
本
が
掲
げ
た
大

東
亜
新
秩
序
の
生
存
圏
の
範
囲
が
秘
密
裏
に
規
定
さ
れ
た
。
同
月
二
三
日
、
日
本
軍
は
北
部
仏
印
に
進
駐
し
、
武
力
を
背
景
と
し
た
「
南

進
」
政
策
が
遂
に
実
践
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
、
日
本
人
が
民
間
レ
ベ
ル
で
の
「
南
方
関
与
」
の
展
開
か
ら
、
国
策
と
し
て
の
「
南
進
」
が
実
施
さ
れ
る
ま
で
の
流
れ
を
概

観
し
た
。
こ
う
し
た
流
れ
の
な
か
で
、
日
本
人
は
「
南
洋
」
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
、「
南
進
」
を
ど
の
よ
う
に
争
点
化
し
て
論
じ
て
い
た

の
か
を
次
章
以
降
で
検
討
し
て
い
き
た
い
。

三
　「
南
洋
」
関
連
記
事
の
顕
出
性

本
章
で
は
、
戦
前
の
日
本
に
お
い
て
「
南
洋
」
が
注
目
さ
れ
た
時
期
と
出
来
事
と
の
相
関
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
の
方
法
と
し
て
、
中

央
紙
二
紙
の
「
南
洋
」
関
連
記
事
を
量
的
に
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
南
洋
」
が
時
の
話
題
／
争
点
と
し
て
顕
出
さ
れ
た
頻
度
を
表

出
さ
せ
る
。
こ
の
分
析
は
、
当
時
の
新
聞
が
読
者
に
対
し
て
、
ど
の
時
期
に
ど
れ
だ
け
「
南
洋
」
に
関
わ
る
情
報
を
提
供
し
た
の
か
を
明

ら
か
に
す
る
と
同
時
に
、
当
時
の
新
聞
読
者
が
ど
の
時
期
に
ど
れ
だ
け
の
「
南
洋
」
に
関
わ
る
知
識
を
獲
得
し
得
た
の
か
と
い
う
点
を
示

す
も
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
量
的
な
変
化
だ
け
を
み
て
、
当
時
の
日
本
人
が
「
南
洋
」
を
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
た
の
か
、
い
わ
ゆ
る
「
南
洋
観
」

を
論
じ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
そ
う
し
た
問
題
は
、
次
章
で
お
こ
な
う
言
説
分
析
の
結
果
を
組
み
合
わ
せ
な
が
ら
考
察
す
る
こ
と
に

（
四
五
〇
）



戦
前
期
日
本
の
「
南
洋
」
認
識
と
メ
デ
ィ
ア
言
説
（
石
川
）

三
〇
九

な
る
。
こ
こ
で
は
、
あ
く
ま
で
も
日
本
人
が
新
聞
記
事
を
通
じ
て
「
南
洋
」
に
関
す
る
情
報
に
接
触
し
得
た
機
会
と
し
て
認
知
レ
ベ
ル
の

経
年
的
変
化
を
示
す
こ
と
で
、
時
代
的
な
特
徴
を
つ
か
む
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

歴
史
研
究
に
お
い
て
は
、
提
唱
さ
れ
た
時
代
の
異
な
る
社
会
理
論
を
援
用
す
る
こ
と
は
忌
避
す
べ
き
行
為
で
あ
る
と
の
批
判
も
あ
る
だ

ろ
う
が
、
こ
こ
で
は
敢
え
て
「
あ
る
争
点
の
顕
出
性
が
増
大
す
る
と
、
公
衆
の
側
で
も
知
識
が
増
大
し
、
よ
り
強
い
意
見
が
生
じ
る
よ
う

に
な
る
（
17
）

」
と
い
う
マ
コ
ー
ム
ズ
ら
の
知
見
を
引
い
て
お
き
た
い
。
本
稿
の
視
座
に
お
い
て
も
、
新
聞
紙
面
に
「
南
洋
」
が
顕
出
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
読
者
の
側
の
「
南
洋
」
に
関
す
る
知
識
が
増
え
、「
南
洋
」
に
対
す
る
認
識
や
意
見
が
強
ま
っ
た
と
考
え
る
。
社
会
理
論
を

歴
史
研
究
に
用
い
る
こ
と
に
関
し
て
、
ピ
ー
タ
ー
・
バ
ー
ク
は
「（
社
会
学
の
）
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
に
お
い
て
使
わ
れ
て
い
る
概
念
、
モ
デ
ル
、

方
法
の
い
く
つ
か
は
、
過
去
に
つ
い
て
の
研
究
に
お
い
て
も
有
用
で
あ
る
し
、
加
え
て
現
代
社
会
に
つ
い
て
の
事
例
は
、
そ
れ
以
前
の
世

紀
と
の
稔
り
多
い
比
較
と
対
比
を
示
唆
す
る
だ
ろ
う
（
18
）

」
と
述
べ
て
い
る
が
、
筆
者
も
こ
う
し
た
視
座
に
立
っ
た
う
え
で
、
戦
前
期
日
本
に

お
け
る
「
南
洋
」
関
連
記
事
の
顕
出
性
を
分
析
す
る
（
19
）

。

分
析
対
象
は
、『
朝
日
新
聞
』
と
『
読
売
新
聞
』
の
二
紙
と
し
た
。
い
ず
れ
も
東
京
で
発
行
さ
れ
た
紙
面
に
限
定
し
て
い
る
。

一
九
四
〇
年
九
月
以
前
の
『
朝
日
新
聞
』
に
関
し
て
は
『
東
京
朝
日
新
聞
』
の
題
号
を
冠
す
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
『
読
売
新
聞
』
に
関

し
て
は
一
九
四
三
年
八
月
以
後
は
『
読
売
報
知
』
に
改
題
し
て
い
る
が
、
便
宜
的
に
本
稿
で
は
そ
れ
ぞ
れ
『
読
売
新
聞
』
と
『
朝
日
新

聞
』
と
呼
称
す
る
。
今
回
の
分
析
対
象
に
戦
前
期
日
本
に
お
け
る
最
有
力
紙
で
あ
っ
た
『
東
京
日
日
新
聞
』（
一
九
四
三
年
以
降
は
『
毎
日

新
聞
』
と
改
題
）
を
含
ん
で
い
な
い
こ
と
に
関
し
て
は
、
若
干
の
弁
明
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
今
回
の
分
析
で
は
経
年
的
な
変
化
を
み
る
た

め
に
、
対
象
紙
の
創
刊
年
か
ら
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
の
終
戦
の
年
で
あ
る
一
九
四
五
年
ま
で
の
「
南
洋
」
関
連
記
事
を
抽
出
し
た
。
七
十

年
余
り
の
対
象
期
間
の
全
紙
面
を
紙
媒
体
で
分
析
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
た
め
、
各
社
が
提
供
し
て
い
る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
使
用
し

（
四
五
一
）



政
経
研
究

　第
五
十
六
巻
第
二
号
（
二
〇
一
九
年
七
月
）

三
一
〇

た
（
20
）

。
毎
日
新
聞
社
が
提
供
し
て
い
る
「
毎
索
」
は
優
れ
た
オ
ン
ラ
イ
ン
記
事

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
一
つ
で
あ
る
が
、
今
回
の
分
析
対
象
期
間
の
検
索
機
能
に
関

し
て
は
、
他
二
紙
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
と
比
し
て
明
ら
か
に
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
が
異

な
る
た
め
、
今
回
は
分
析
か
ら
外
す
こ
と
と
し
た
。

ま
た
、
今
回
の
分
析
に
使
用
し
た
二
紙
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
関
し
て
も
、
検

索
シ
ス
テ
ム
が
異
な
る
た
め
単
純
に
両
紙
の
記
事
件
数
を
比
較
す
る
と
い
っ
た

目
的
に
は
適
さ
な
い
。
こ
こ
で
は
あ
く
ま
で
も
、
両
紙
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
か
ら

得
ら
れ
た
記
事
件
数
の
総
量
を
、
当
時
の
新
聞
読
者
が
知
識
と
し
て
接
触
し
得

た
機
会
の
一
部
と
し
て
と
ら
え
る
も
の
と
す
る
。

図
表
一
の
グ
ラ
フ
は
、『
読
売
新
聞
』
の
創
刊
年
で
あ
る
一
八
七
四
年
以
降
、

終
戦
の
年
で
あ
る
一
九
四
五
年
ま
で
の
「
南
洋
」
に
関
連
す
る
記
事
件
数
を
ま

と
め
た
も
の
で
あ
る
。『
朝
日
新
聞
』
に
関
し
て
は
、『
東
京
朝
日
新
聞
』
が
創

刊
さ
れ
た
一
八
八
八
年
以
降
の
記
事
を
扱
っ
て
い
る
。
両
紙
を
合
わ
せ
た
記
事

件
数
が
多
か
っ
た
年
は
、
一
九
四
一
年
の
五
〇
三
件
が
最
も
多
く
、
次
い
で

一
九
一
五
年
の
四
二
一
件
、
以
下
順
に
三
〇
〇
件
を
超
え
た
年
を
例
示
す
る
と
、

一
九
四
二
年
の
三
七
七
件
、
一
九
三
九
年
の
三
四
一
件
、
一
九
一
四
年
と

一
九
三
三
年
の
三
三
六
件
、
一
九
三
五
年
の
三
三
五
件
、
一
九
一
九
年
の

図表 １　戦前期日本の「南洋」関連記事件数の推移
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戦
前
期
日
本
の
「
南
洋
」
認
識
と
メ
デ
ィ
ア
言
説
（
石
川
）

三
一
一

三
二
一
件
、
一
九
三
六
年
の
三
一
四
件
で
あ
っ
た
。

こ
の
図
表
一
を
も
と
に
、
戦
前
期
日
本
に
お
い
て
「
南
洋
」
に
関
す
る
情
報
量
が
増
え
、
話
題
と
し
て
争
点
化
さ
れ
得
た
時
期
に
つ
い

て
検
討
す
る
。
記
事
件
数
が
上
昇
す
る
時
期
に
照
ら
し
て
、
以
下
の
四
つ
に
区
分
け
し
て
考
察
す
る
。

第
一
期

　明
治
期
か
ら
大
正
初
期
（
一
九
一
〇
年
代
前
半
）
ま
で

こ
の
時
期
は
、
相
対
的
に
少
な
い
記
事
件
数
で
推
移
し
て
い
る
。「
南
洋
」
の
現
地
で
は
、
前
章
で
紹
介
し
た
矢
野
暢
の
時
期
区
分
で

い
う
と
こ
ろ
の
「（
一
）
明
治
初
頭
に
は
じ
ま
る
「
娘
子
軍
」
の
進
出
と
そ
れ
に
寄
生
す
る
ご
く
プ
リ
ミ
テ
ィ
ブ
な
経
済
様
式
が
み
ら
れ

た
時
期
」
に
相
当
す
る
た
め
、
そ
も
そ
も
日
本
国
内
で
扱
わ
れ
る
ニ
ュ
ー
ス
に
乏
し
い
。

そ
れ
で
も
、
こ
の
時
期
の
新
聞
記
事
を
つ
ぶ
さ
に
確
認
し
て
い
く
と
、「
南
洋
」
に
向
け
た
開
拓
期
の
活
動
に
関
す
る
記
事
が
見
ら
れ

る
。
例
え
ば
、
田
口
卯
吉
の
「
南
島
商
会
」
の
設
立
と
南
洋
航
海
に
関
す
る
記
事
が
あ
げ
ら
れ
る
。
士
族
授
産
金
制
度
が
打
ち
切
ら
れ
た

一
八
八
九
年
、
東
京
府
に
下
付
さ
れ
て
い
た
授
産
金
処
理
の
用
途
と
し
て
、
東
京
府
会
副
議
長
で
あ
っ
た
田
口
卯
吉
は
南
洋
群
島
に
お
け

る
貿
易
事
業
を
発
案
し
て
「
南
島
商
会
」
を
設
立
し
た
。
そ
の
翌
年
に
は
自
ら
「
南
洋
」
に
渡
航
し
、
そ
の
見
聞
記
も
新
聞
に
寄
せ
ら
れ

て
い
る
（
21
）

。
こ
う
し
た
渡
航
者
に
よ
る
見
聞
記
は
他
に
も
見
ら
れ
、「
南
洋
」
の
気
候
や
現
地
民
の
文
化
な
ど
を
紹
介
す
る
連
載
も
あ
っ
た
（
22
）

。

ま
た
一
九
〇
二
年
に
は
、
ラ
サ
島
（
沖
大
東
島
）
の
開
拓
を
詐
謀
し
た
事
件
に
関
す
る
連
載
な
ど
も
見
ら
れ
た
（
23
）

。
総
じ
て
、
こ
の
時
期
の

新
聞
記
事
は
初
期
の
「
南
洋
」
開
拓
者
に
関
連
す
る
内
容
に
特
徴
が
あ
っ
た
。

第
二
期

　第
一
次
世
界
大
戦
（
一
九
一
四
年
）
か
ら
昭
和
〇
年
代
半
ば
（
一
九
三
二
年
頃
）
ま
で

こ
の
時
期
、「
南
洋
」
の
現
地
で
は
英
領
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
や
蘭
領
ジ
ャ
ワ
な
ど
外
南
洋
を
中
心
と
し
て
、
前
章
の
矢
野
暢
の
時
期
区
分

で
い
う
と
こ
ろ
の
「（
二
）「
ト
コ
・
ジ
ュ
パ
ン
」
と
呼
ば
れ
る
商
業
資
本
が
形
成
さ
れ
た
時
期
」
を
迎
え
て
い
る
。
商
業
活
動
の
活
性
化

（
四
五
三
）
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三
一
二

に
よ
っ
て
経
済
記
事
が
増
え
て
お
り
、
日
本
国
内
で
も
俄
か
に
「
南
洋
」
に
対
す
る
関
心
が
高
ま
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
例
え

ば
、
一
九
一
三
年
に
錦
城
生
の
名
で
『
読
売
新
聞
』
紙
上
に
連
載
さ
れ
た
「
南
洋
の
大
勢
（
24
）

」
で
は
、「
南
洋
発
展
は
日
本
の
天
職
な
り
」

と
い
っ
た
謳
い
文
句
の
も
と
に
、「
南
洋
」
へ
の
「
平
和
的
膨
張
」
を
主
張
す
る
も
の
が
見
ら
れ
た
。

一
九
一
四
年
、
日
英
同
盟
を
理
由
に
ド
イ
ツ
に
宣
戦
布
告
を
し
た
日
本
は
、
ド
イ
ツ
の
租
借
地
で
あ
っ
た
中
華
民
国
山
東
省
の
青
島
を

攻
略
す
る
と
と
も
に
、
ド
イ
ツ
領
で
あ
っ
た
南
洋
群
島
を
占
領
し
た
。
こ
の
戦
争
報
道
に
よ
っ
て
、
一
九
一
四
年
は
「
南
洋
」
関
連
記
事

が
急
増
し
て
い
る
。
次
い
で
一
九
一
九
年
に
も
記
事
件
数
が
増
加
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
第
一
次
世
界
大
戦
が
終
結
し
て
、
パ
リ
講
和
会

議
が
開
か
れ
た
年
で
あ
る
。
日
本
が
占
領
し
た
赤
道
以
北
の
旧
ド
イ
ツ
領
南
洋
群
島
は
、
新
た
に
設
立
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
国
際
連
盟

の
規
約
に
基
づ
く
委
任
統
治
領
と
な
っ
た
。
委
任
統
治
領
と
な
っ
た
内
南
洋
に
お
い
て
も
、
一
九
二
二
年
三
月
、
日
本
政
府
は
南
洋
庁
の

本
庁
を
パ
ラ
オ
の
コ
ロ
ー
ル
島
に
設
置
し
、
海
軍
臨
時
南
洋
群
島
防
備
隊
か
ら
引
き
継
ぐ
か
た
ち
で
本
格
的
な
施
政
が
行
わ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
こ
の
時
期
の
「
南
洋
」
関
連
記
事
は
、
貿
易
に
関
わ
る
も
の
の
ほ
か
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
戦
後
経
営
の
な
か
で
新
た
に
注

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
内
南
洋
に
関
す
る
も
の
が
特
徴
的
で
あ
っ
た
（
25
）

。

第
三
期

　昭
和
〇
年
代
後
半
（
一
九
三
三
年
頃
）
か
ら
昭
和
一
〇
年
代
前
半
ま
で

こ
の
記
事
件
数
の
推
移
か
ら
分
け
た
第
三
期
と
次
に
あ
つ
か
う
第
四
期
は
、
そ
れ
ぞ
れ
前
章
で
取
り
上
げ
た
矢
野
暢
の
時
代
区
分
で
い

う
と
こ
ろ
の
「（
三
）
国
策
と
し
て
の
「
南
進
」
政
策
が
表
に
出
て
く
る
時
期
」
に
あ
た
る
が
、
記
事
件
数
の
局
面
と
し
て
は
大
き
く
異

な
る
動
き
を
見
せ
て
い
る
た
め
、
本
稿
で
は
二
つ
に
分
け
て
論
じ
る
こ
と
と
す
る
。

一
九
三
三
年
、
満
洲
国
問
題
に
関
す
る
国
際
連
盟
総
会
で
の
投
票
結
果
を
受
け
て
、
日
本
は
国
際
連
盟
の
脱
退
を
通
告
し
た
。
先
述
の

と
お
り
、
南
洋
群
島
の
委
任
統
治
は
国
際
連
盟
の
規
約
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
斎
藤
実
内
閣
は
「
帝
国
ノ
国
際
聯
盟
脱
退
後
ノ

（
四
五
四
）
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石
川
）

三
一
三

南
洋
委
任
統
治
ノ
帰
趨
ニ
関
ス
ル
帝
国
政
府
ノ
方
針
」
を
閣
議
決
定
し
、「
旧
独
領
諸
島
ニ
対
シ
委
任
統
治
ヲ
行
フ
ノ
権
利
ハ
一
九
一
九

年
五
月
七
日
巴
里
最
高
会
議
ノ
決
議
ニ
基
キ
帝
国
ヲ
含
ム
主
タ
ル
同
盟
及
聯
合
国
ヨ
リ
附
与
セ
ラ
レ
タ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
国
際
聯
盟
ヨ
リ
附

与
セ
ラ
レ
タ
ル
モ
ノ
ニ
非
サ
ル
（
26
）

」
と
の
主
張
を
打
ち
出
し
て
、
委
任
統
治
の
根
拠
を
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
第
一
一
八
条
・
第
一
一
九
条
に

求
め
る
こ
と
で
、
引
き
続
き
内
南
洋
の
統
治
を
お
こ
な
っ
た
。
こ
う
し
た
外
交
的
な
動
き
に
合
わ
せ
て
「
南
洋
」
関
連
の
記
事
件
数
も
増

加
し
て
い
る
。

ま
た
、
大
正
期
に
南
洋
へ
の
関
心
が
高
ま
っ
た
こ
と
で
、
冒
険
譚
や
未
開
の
地
へ
の
憧
れ
と
い
っ
た
、
実
態
と
乖
離
し
た
い
わ
ゆ
る

「
南
洋
幻
想
」
の
類
と
も
言
う
べ
き
言
説
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
も
、
こ
の
時
期
の
特
徴
で
あ
る
。
例
え
ば
、
当
時
「
南
洋
通
」

と
し
て
名
を
馳
せ
た
作
家
の
安
藤
盛
が
一
九
三
三
年
に
『
読
売
新
聞
』
に
連
載
し
た
「
怪
奇
と
夢
幻
の
南
洋
（
27
）

」
に
は
、「「
性
」
に
生
き
る

者
」
や
「
野
郎
万
歳
の
島
」
と
い
っ
た
扇
情
的
な
文
句
が
躍
っ
て
い
る
（
28
）

。

第
四
期

　仏
印
進
駐
（
一
九
四
〇
年
）
か
ら
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
期
（
一
九
四
五
年
ま
で
）

前
章
に
お
い
て
、
日
本
が
一
九
四
〇
年
に
北
部
仏
印
進
駐
に
至
っ
た
経
緯
を
確
認
し
た
が
、
そ
の
後
、
翌
年
六
月
に
開
か
れ
た
第
三
三

回
大
本
営
政
府
連
絡
懇
談
会
に
お
い
て
南
部
仏
印
へ
の
進
駐
が
決
定
し
、「
仏
国
政
府
又
ハ
仏
印
当
局
者
ニ
シ
テ
我
カ
要
求
ニ
応
セ
サ
ル

場
合
ニ
ハ
武
力
ヲ
以
テ
我
カ
目
的
ヲ
貫
徹
ス
（
29
）

」
と
す
る
国
策
と
し
て
の
「
武
力
南
進
」
が
実
行
さ
れ
た
。
日
本
の
南
部
仏
印
進
駐
は
ア
メ

リ
カ
の
態
度
を
硬
化
さ
せ
、
対
米
交
渉
を
悪
化
さ
せ
る
原
因
と
な
り
、
遂
に
十
二
月
八
日
の
対
英
米
開
戦
へ
と
至
る
。
翌
一
九
四
二
年
一

月
に
は
オ
ラ
ン
ダ
に
も
宣
戦
布
告
を
行
い
、「
マ
レ
ー
作
戦
」
に
よ
っ
て
英
領
マ
ラ
ヤ
・
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
を
占
領
し
た
こ
と
を
皮
切
り
に
、

日
本
軍
は
英
領
北
部
ボ
ル
ネ
オ
、
蘭
領
南
部
ボ
ル
ネ
オ
、
蘭
領
ジ
ャ
ワ
、
蘭
領
ス
マ
ト
ラ
島
へ
と
侵
攻
し
た
。
図
表
一
か
ら
は
、
こ
う
し

た
過
程
に
お
い
て
一
九
四
一
年
と
一
九
四
二
年
の
「
南
洋
」
関
連
記
事
件
数
が
急
増
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

（
四
五
五
）
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三
一
四

な
お
、
そ
の
後
に
終
戦
の
年
に
至
る
ま
で
記
事
件
数
が
減
り
続
け
て
い
る
の

は
、
戦
局
の
悪
化
に
伴
い
報
道
内
容
が
制
限
さ
れ
た
な
ど
と
い
っ
た
理
由
も
あ

ろ
う
が
、
新
聞
用
紙
の
統
制
に
よ
る
紙
幅
の
減
少
に
因
る
と
こ
ろ
も
大
き
い
と

思
わ
れ
る
。
用
紙
の
制
限
の
た
め
、
新
聞
は
一
九
四
一
年
の
開
戦
当
初
で
さ
え

す
で
に
四
頁
立
て
に
な
っ
て
い
た
が
、
終
戦
の
年
に
は
一
枚
紙
裏
表
の
み
の
二

頁
立
て
に
ま
で
減
少
し
て
い
る
。

以
上
、
こ
こ
ま
で
に
図
表
一
か
ら
四
つ
の
時
期
に
分
け
て
、
そ
の
特
徴
を
示

し
て
き
た
。
報
道
に
よ
る
読
み
手
の
知
識
量
の
増
加
が
、
当
該
問
題
に
関
す
る

よ
り
強
い
意
見
を
生
み
出
す
こ
と
に
寄
与
す
る
と
い
う
社
会
理
論
に
依
拠
す
る

な
ら
ば
、「
南
進
論
」
が
醸
成
さ
れ
た
時
期
も
自
ず
と
示
唆
さ
れ
る
。「
南
洋
」

関
連
記
事
件
数
の
高
ま
り
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
と
南
洋
群
島
委
任
統
治
を
契

機
と
し
て
、
国
際
的
孤
立
化
と
い
っ
た
外
交
問
題
に
影
響
を
受
け
な
が
ら
、
最

終
的
に
「
武
力
南
進
」
と
い
う
国
策
の
展
開
に
よ
っ
て
ピ
ー
ク
を
迎
え
て
い
た
。

こ
れ
ら
の
局
面
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
「
南
進
論
」
が
唱
え
ら
れ
た
の
か
、

次
章
で
政
論
雑
誌
を
事
例
と
し
て
検
討
す
る
。

ま
た
、
当
時
の
日
本
人
が
「
南
進
」
と
い
う
言
葉
を
ど
の
よ
う
に
用
い
て
い

た
の
か
は
、
図
表
二
か
ら
考
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
実
際
に
当
時
の
紙
面
を

図表 ２　戦前期日本の「南進」関連記事件数の推移
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三
一
五

確
認
す
る
と
、
日
清
戦
争
、
日
露
戦
争
、
第
一
次
世
界
大
戦
な
ど
戦
争
報
道
の
な
か
で
「
南
進
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
る
場
合
は
、
部

隊
の
物
理
的
な
移
動
を
意
味
す
る
文
脈
で
用
い
ら
れ
て
お
り
、
言
葉
の
持
つ
意
味
と
し
て
は
そ
れ
以
上
で
も
以
下
で
も
な
か
っ
た
。
と
こ

ろ
が
、
い
わ
ゆ
る
国
策
と
し
て
「
南
進
」
政
策
が
採
ら
れ
た
時
期
か
ら
記
事
件
数
と
し
て
も
増
加
し
は
じ
め
、
言
葉
の
使
わ
れ
方
と
し
て

も
、
資
源
の
獲
得
と
い
っ
た
政
治
的
文
脈
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
機
会
が
増
え
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

四
　
メ
デ
ィ
ア
言
説
に
み
る
「
南
洋
観
」
と
昭
和
期
「
南
進
」
の
論
理

本
章
で
は
、
雑
誌
『
日
本
及
日
本
人
』
に
掲
載
さ
れ
た
「
南
進
論
」
に
関
わ
る
論
説
記
事
を
分
析
し
、
そ
の
論
理
を
明
ら
か
に
す
る
。

も
ち
ろ
ん
、
特
定
の
雑
誌
一
誌
の
み
を
も
っ
て
、
そ
の
時
代
の
「
南
進
論
」
を
代
表
さ
せ
よ
う
と
は
考
え
て
い
な
い
。
あ
く
ま
で
も
、
そ

の
時
代
に
表
出
し
た
メ
デ
ィ
ア
言
説
の
一
部
と
し
て
扱
う
も
の
で
あ
る
が
、
同
時
代
の
人
び
と
が
共
有
し
て
い
た
対
外
思
潮
の
一
端
を
明

示
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
う
し
た
見
方
を
す
る
た
め
に
は
、
バ
イ
ア
ス
を
極
力
排
す
る
た
め
に
も
雑
誌
そ
の
も
の
の
特

徴
を
あ
ら
か
じ
め
押
さ
え
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
言
説
分
析
を
行
う
前
に
、
雑
誌
『
日
本
及
日
本
人
』
に
つ
い
て
簡
単
に
触

れ
て
お
き
た
い
。

雑
誌
『
日
本
及
日
本
人
』
は
、
一
九
〇
六
年
に
陸
羯
南
か
ら
新
聞
『
日
本
』
の
経
営
権
を
譲
り
受
け
た
伊
藤
欽
亮
に
よ
る
紙
面
改
革
に

反
発
し
た
日
本
新
聞
社
の
社
員
た
ち
が
連
袂
退
社
し
、
翌
年
一
月
か
ら
政
教
社
の
発
行
す
る
雑
誌
『
日
本
人
』
に
合
流
す
る
か
た
ち
で
誕

生
し
た
雑
誌
で
あ
る
。
そ
の
後
、『
日
本
及
日
本
人
』
を
発
行
す
る
政
教
社
で
は
、
一
九
二
三
年
の
関
東
大
震
災
後
の
再
建
策
を
め
ぐ
っ

て
社
内
対
立
が
起
こ
り
、
継
続
前
誌
で
あ
る
『
日
本
人
』
の
創
刊
か
ら
携
わ
っ
て
き
た
三
宅
雪
嶺
が
退
社
し
て
雑
誌
『
我
観
』
を
創
刊
し
、

（
四
五
七
）
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六

政
教
社
は
井
上
亀
六
が
引
き
継
い
で
第
二
次
『
日
本
及
日
本
人
』（『
月
刊
日
本
及
日
本
人
（
30
）

』）
が
発
行
さ
れ
た
。
分
裂
後
の
『
日
本
及
日
本

人
』
に
つ
い
て
、
日
本
近
代
文
学
研
究
者
の
山
田
博
光
は
、「
雪
嶺
と
別
れ
て
か
ら
は
右
翼
化
の
傾
向
を
強
め
、
神
秘
的
国
体
論
や
戦
争

協
力
の
ウ
ル
ト
ラ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
陥
っ
て
い
っ
た
。〔
中
略
〕
全
体
と
し
て
思
想
的
偏
向
が
著
し
く
、
文
芸
欄
も
見
る
べ
き
も
の

が
な
い
（
31
）

」
と
い
っ
た
評
価
を
あ
た
え
て
い
る
。
こ
の
「
思
想
的
偏
向
」
に
関
し
て
は
、
メ
デ
ィ
ア
史
研
究
の
視
座
か
ら
す
れ
ば
重
要
な
特

徴
で
あ
り
、
看
過
す
る
理
由
に
は
な
ら
な
い
。
一
九
二
九
年
、
政
教
社
の
経
営
に
行
き
詰
っ
た
井
上
亀
六
は
、
資
金
繰
り
の
た
め
に
政
財

界
に
顔
の
利
く
五
百
木
良
三
に
経
営
権
を
譲
り
、
以
後
は
五
百
木
良
三
の
政
治
的
活
動
の
機
関
誌
的
役
割
を
担
う
よ
う
に
な
る
（
32
）

。
例
え

ば
、
ロ
ン
ド
ン
海
軍
軍
縮
条
約
に
反
対
す
る
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
や
国
体
明
徴
運
動
に
お
い
て
は
、
言
論
界
で
主
導
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い

る
（
33
）

。
一
九
三
七
年
に
五
百
木
良
三
が
死
去
す
る
と
、
雑
賀
鹿
野
ら
が
こ
れ
を
引
き
継
い
だ
。
発
行
部
数
は
三
〇
〇
〇
〜
四
〇
〇
〇
部
程
度

で
あ
っ
た
と
い
う
（
34
）

。

ま
ず
、
誌
上
に
あ
ら
わ
れ
た
当
時
の
日
本
人
の
「
南
洋
観
」
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
検
討
し
て
み
た
い
。
天
海
・
竹
井
十

郎
は
、「
南
洋
は
野
蛮
国
で
あ
る
と
云
う
よ
り
も
、
南
洋
と
は
野
蛮
国
の
異
名
で
あ
る
か
の
如
く
考
へ
て
居
る
の
が
、
祖
国
人
の
今
猶
ほ

懐
い
て
居
る
南
洋
に
対
す
る
概
念
で
あ
る
（
35
）

」
と
い
っ
た
見
解
を
誌
上
で
述
べ
て
い
る
。
天
海
は
一
九
〇
六
年
に
蘭
領
東
印
度
の
ジ
ャ
ワ
に

渡
り
、
一
九
二
八
年
ま
で
在
南
生
活
を
送
っ
た
人
物
で
あ
る
。
ジ
ャ
ワ
で
は
『
大
阪
朝
日
新
聞
』
の
通
信
員
を
務
め
た
ほ
か
、
一
九
〇
八

年
か
ら
一
九
一
五
年
に
は
蘭
領
印
度
総
督
府
の
嘱
託
を
受
け
て
い
る
（
36
）

。
在
南
中
の
一
九
二
七
年
に
は
、
本
国
の
日
本
人
に
よ
る
在
外
邦
人

の
認
識
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
批
判
も
行
っ
て
い
る
。

海
外
発
展
と
は
労
働
移
民
の
出
稼
ぎ
の
み
を
意
味
し
て
ゐ
る
も
の
で
は
な
い
。
凡
べ
て
の
経
済
的
発
展
を
総
称
す
る
言
葉
な
の
で

あ
る
。
国
家
も
国
民
も
頻
り
に
海
外
発
展
を
奨
励
す
る
、
行
け
々
々
と
勧
め
る
時
に
は
真
面
目
で
親
切
で
あ
る
。
が
一
旦
海
外
に
出

（
四
五
八
）
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る
が
最
後
、
国
家
も
国
民
も
出
て
居
る
も
の
に
対
し
て
は
全
く
考
え
る
所
な
く
、
配
慮
す
る
所
が
な
い
。〔
中
略
〕
此
忠
良
な
る
在

外
同
胞
に
対
す
る
母
国
民
の
態
度
は
、
情
も
な
く
義
も
な
く
、
国
民
愛
も
同
胞
愛
も
全
く
な
い
。
彼
等
は
不
良
民
で
も
祖
国
に
居
る

も
の
は
国
民
と
観
じ
同
胞
と
視
る
も
、
在
外
同
胞
は
皆
厄
介
払
い
で
も
し
た
か
の
如
き
考
へ
で
居
る
ら
し
い
（
37
）

。

天
海
の
寄
稿
か
ら
は
、
当
時
の
日
本
人
が
「
南
洋
＝
野
蛮
国
」
と
い
う
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
を
有
し
て
い
た
こ
と
や
、「
南
洋
」
に
い
る

在
外
邦
人
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
が
な
い
ほ
ど
、
そ
も
そ
も
が
「
南
洋
」
に
無
関
心
で
あ
っ
た
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
。

そ
う
し
た
南
洋
の
位
置
づ
け
が
変
化
し
は
じ
め
た
の
は
、
前
章
の
区
分
と
も
照
ら
し
て
、
満
洲
国
問
題
以
降
に
日
本
が
国
際
的
孤
立
を

深
め
て
い
っ
た
時
期
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
時
期
に
あ
た
り
『
日
本
及
日
本
人
』
で
は
、
重
松
清
行
に
よ
る
「
新
興
日
本

と
東
南
両
洋
経
済
ブ
ロ
ッ
ク
」
と
題
さ
れ
た
論
文
に
お
い
て
、
当
時
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
日
満
に
よ
る
ブ
ロ
ッ
ク
経
済
を
「
南
洋
」
地

域
に
も
拡
大
し
よ
う
と
す
る
考
え
を
提
起
し
て
い
る
。
そ
の
目
的
に
は
、「
南
洋
」
地
域
に
あ
る
豊
富
な
資
源
の
獲
得
と
、「
南
洋
」
地
域

を
製
品
を
売
り
込
む
市
場
と
し
て
見
込
む
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
以
下
に
示
す
よ
う
な
「
南
洋
」
地
域
の
蘭
領
や
英
領
に
お
け
る

門
戸
の
開
放
を
求
め
る
主
張
も
な
さ
れ
て
い
る
。

東
洋
、
南
洋
の
諸
邦
を
し
て
老
廃
列
強
の
覊
絆
よ
り
脱
せ
し
め
、
我
が
国
は
こ
れ
等
諸
邦
の
盟
主
と
な
り

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

・

、
我
が
国
民
は
こ
れ
等
民

・
・
・
・
・
・
・
・
・

衆
の
指
導
者
と
な
つ
て

・
・
・
・
・
・
・
・
・

、
こ
れ
等
の
人
々
の
幸
福
の
た
め
に
東
、
南
両
洋
の
経
済
ブ
ロ
ッ
ク
を
結
成
し
、
こ
れ
等
諸
接
壌
地
よ
り
産
出

す
る
豊
富
な
る
原
料
を
以
て
我
が
工
業
は
こ
れ
を
製
品
化
し
て
低
廉
な
る
価
格
を
も
つ
て
こ
れ
等
諸
邦
の
人
々
に
供
給
し
彼
等
を
し
て

旧
勢
力
の
搾
取
よ
り
救
ひ
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
（
38
）

。〔
圏
点
は
引
用
者
に
よ
る
。
以
下
同
〕

満
州
国
と
し
て
は
建
国
の
当
初
に
於
て
、
既
に
門
戸
開
放
を
宣
言
し
そ
の
方
針
を
明
か
に
し
た
の
で
あ
つ
た
。
我
が
国
と
し
て
は
ま

た
年
来
の
方
針
に
従
ひ
支
那
、
満
洲
に
そ
の
主
義
を
飽
く
ま
で
実
行
す
る
と
同
時
に
、
ま
た
南
洋
諸
民
族
の
た
め
に
も
人
道
の
上
よ
り
、

（
四
五
九
）
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三
一
八

正
義
の
立
場
よ
り
、
そ
の
門
戸
を
開
放
せ
し
め
、
南
洋
を
し
て
同
じ
く
満
洲
の
如
く
支
那
の
如
く
、
世
界
の
自
由
市
場
た
ら
し
め
ん
こ

と
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
。
若
し
彼
等
が
南
洋
諸
領
を
開
放
せ
ず
、
そ
の
機
会
均
等
を
我
に
与
え
ざ
る
場
合
は
、
吾
人
は
満
洲
に
彼

等
の
立
入
る
こ
と
を
、
ま
た
支
那
に
於
け
る
彼
等
の
横
暴
を
黙
許
す
る
義
理
合
は
な
い
の
で
あ
る
（
39
）

。

引
用
中
に
圏
点
で
示
し
た
日
本
が
南
洋
諸
邦
の
盟
主
と
な
る
べ
き
と
い
っ
た
自
民
族
中
心
主
義
的
な
言
説
は
、
こ
の
頃
か
ら
と
く
に
散

見
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
南
飛
生
に
よ
る
「
我
南
洋
群
島
の
一
角
よ
り
」
に
は
「
南
洋
群
島
は
最
早
島
民
の
南

洋
群
島
で
は
な
く
て
日
本
人
の
南
洋
群
島
で
あ
る
〔
中
略
〕
神
勅
を
奉
じ
て
世
界
皇
化
を
以
て
志
と
す
る
日
本
人
に
は
此
位
な
こ
と
は
朝

飯
前
の
こ
と
（
40
）

」
と
い
っ
た
記
述
が
見
ら
れ
る
ほ
か
、
民
俗
学
者
の
松
岡
静
雄
も
「
南
方
経
営
は
天
孫
民
族
の
使
命
」
と
題
し
た
論
文
の
な

か
で
、「
南
方
経
営
は
目
さ
め
た
天
孫
民
族
の
一
大
使
命
で
あ
る
。
南
洋
の
天
地
は
極
め
て
広
い
が
、
尚
未
開
の
区
域
が
多
い
。
吾
々
の

祖
霊
は
そ
の
本
郷
が
吾
々
後
裔
の
手
に
よ
つ
て
繁
栄
に
趣
く
こ
と
を
希
望
し
て
居
る
（
41
）

」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
う
し
た
文
言
が
増
え
た
背
景

と
し
て
は
、
当
時
展
開
さ
れ
て
い
た
国
体
明
徴
運
動
の
影
響
が
多
少
な
り
と
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

右
の
松
岡
論
文
を
掲
載
し
た
『
日
本
及
日
本
人
』
昭
和
一
〇
年
（
一
九
三
五
年
）
一
一
月
号
は
、
特
集
と
し
て
「
南
洋
問
題
大
特
集
号
」

を
組
ん
で
お
り
、「
伸
び
よ
、
南
洋
へ
！
」
と
冠
し
た
中
扉
か
ら
一
二
篇
の
南
洋
関
連
の
論
文
・
記
事
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
『
日
本
及
日

本
人
』
が
特
集
と
し
て
「
南
洋
」
を
扱
っ
た
の
は
こ
れ
が
初
め
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
雑
誌
の
企
画
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
ま
で
に
、

「
南
洋
」
に
注
目
が
集
ま
っ
て
い
た
証
左
と
も
い
え
よ
う
。
こ
の
特
集
に
お
け
る
記
事
タ
イ
ト
ル
と
執
筆
者
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

「
南
方
経
営
は
天
孫
民
族
の
使
命
」
松
岡
静
雄
（
元
海
軍
大
佐
・
民
俗
学
者
）

「
南
洋
の
政
治
的
情
勢
」
井
出
諦
一
郎

「
日
蘭
問
題
の
再
認
識
を
促
す
」
匝
瑳
胤
次
（
海
軍
少
将
予
備
役
・
著
述
家
）

（
四
六
〇
）



戦
前
期
日
本
の
「
南
洋
」
認
識
と
メ
デ
ィ
ア
言
説
（
石
川
）

三
一
九

「
南
洋
群
島
の
価
値
」
梅
崎
卯
之
助
（
海
軍
中
佐
）

「
山
田
長
政
と
そ
の
軍
艦
」
有
馬
成
甫
（
海
軍
大
佐
予
備
役
）

「
ワ
カ
ナ
の
歌
懐
し
」
小
倉
清
太
郎

「
対
南
洋
輸
出
貿
易
の
現
在
及
将
来
」
安
本
重
次
（
東
京
商
工
奨
励
館
次
長
）

「
和
蘭
の
植
民
政
策
と
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
」
斎
藤
正
雄
（『
爪
哇
日
報
』
社
長
）

「
南
方
経
営
と
人
類
学
」
八
幡
一
郎
（
考
古
学
者
・
東
大
人
類
学
教
室
）

「
世
界
政
策
に
雄
飛
し
た
る
和
蘭
東
印
度
会
社
」
板
澤
武
雄
（
学
習
院
教
授
）

「
南
洋
方
面
に
於
け
る
我
が
移
植
民
及
拓
殖
事
業
の
概
況
」
川
本
邦
雄
（
拓
務
事
務
官
）

「
長
政
時
代
日
本
義
勇
軍
行
列
の
図
」
有
馬
成
甫
（
海
軍
大
佐
予
備
役
）

こ
の
よ
う
に
「
南
洋
」
に
人
び
と
の
関
心
が
集
ま
り
だ
し
た
一
方
で
、「
南
洋
進
出
」
と
い
う
言
葉
が
独
り
歩
き
し
て
い
る
状
況
に
対

し
て
苦
言
を
呈
す
る
も
の
も
見
ら
れ
た
。『
我
南
洋
の
正
体
』（
南
洋
社
、
一
九
三
三
年
）
な
ど
の
著
作
を
も
つ
横
田
武
は
、「『
日
本
及
日
本

人
』
の
記
者
が
来
て
、
南
洋
の
植
民
問
題
に
就
い
て
書
け
と
言
ふ
注
文
で
あ
つ
た
が
、
実
を
言
ふ
と
、
こ
の
問
題
を
取
り
扱
ふ
こ
と
は
今

の
場
合
余
り
好
ま
し
く
な
い
の
で
あ
る
〔
中
略
〕
最
近
、
南
洋
進
出
と
言
ふ
言
葉
が
流
行
つ
て
居
る
が
、
全
く
言
ふ
だ
け
で
実
績
は
殆
ど

上
つ
て
ゐ
な
い
」
と
述
べ
、「
南
洋
群
島
の
移
民
は
飽
く
ま
で
資
本
家
の
協
同
が
必
要
だ
、
資
本
家
な
く
し
て
赤
手
空
拳
で
出
掛
け
て
行

つ
て
成
功
す
る
と
思
つ
た
ら
大
き
な
認
識
不
足
で
あ
る
（
42
）

」
と
、
湧
き
立
ち
は
じ
め
て
い
た
「
南
洋
」
ブ
ー
ム
に
対
し
て
注
意
を
促
し
て
い

る
。さ

ら
に
、
前
章
で
み
た
第
四
期
に
あ
た
る
時
期
に
な
る
と
、「
南
洋
」
を
主
題
と
し
た
論
説
の
内
容
に
強
硬
論
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な

（
四
六
一
）
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三
二
〇

る
。
例
え
ば
、
匝
瑳
胤
次
は
「
南
太
平
洋
確
保
の
緊
要
性
」
と
題
し
た
論
文
の
な
か
で
、
次
の
よ
う
に
蘭
印
へ
の
「
勇
進
」
を
促
し
て
い
る
。

蘭
印
は
国
防
上
は
勿
論
、
貿
易
、
産
業
、
資
源
上
に
於
い
て
、
日
本
の
生
命
線
で
あ
り
、
こ
の
線
上
に
於
け
る
優
劣
は
直
ち
に
国
家

の
消
長
に
重
大
影
響
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
従
つ
て
今
直
ち
に
南
太
平
洋
を
確
保
し
な
け
れ
ば
百
年
に
悔
を
貽
す
も
の
で
あ
り
、
こ
れ

を
断
行
す
れ
ば
戦
は
ず
し
て
敵
を
屈
服
せ
し
め
得
る
こ
と
ゝ
な
る
。
如
何
に
す
へ
き
乎
と
云
へ
ば
、
そ
れ
は
改
め
て
云
ふ
迄
も
な
く
先

手
を
打
つ
こ
と
が
絶
対
条
件
で
あ
る
。
日
本
が
肚
を
決
め
て
行
動
に
勇
進
す
れ
ば
米
国
は
泣
寝
入
り
す
る
外
は
あ
る
ま
い
。
さ
う
な
れ

ば
緬
甸
は
独
立
し
、
泰
は
軍
事
同
盟
を
結
び
、
仏
印
は
共
栄
圏
の
一
環
と
な
り
、
蔣
は
永
い
迷
夢
を
覚
ま
し
頭
を
垂
れ
て
来
る
で
あ
ら

う
。〔
中
略
〕

我
々
は
国
防
及
び
産
業
資
源
上
は
勿
論
の
こ
と
で
あ
る
が
、
六
千
万
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
人
を
白
人
の
桎
梏
か
ら
解
放

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

し
て
其
所
を
得

せ
し
め
て
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
（
43
）

。

匝
瑳
の
主
張
に
は
、
日
本
の
「
南
進
」
政
策
に
ア
メ
リ
カ
が
泣
き
寝
入
り
を
す
る
し
か
な
い
と
い
う
楽
観
論
が
見
ら
れ
る
が
、「
南
進
」

の
目
的
と
し
て
国
防
と
経
済
圏
の
確
立
と
い
っ
た
点
に
加
え
て
、
白
人
支
配
か
ら
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
人
の
解
放
と
い
っ
た
論
点
が
加
え
ら

れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
点
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
大
東
亜
共
栄
圏
」
の
構
想
が
、
日
本
の
国
益
に
関
す
る
説
明
だ
け
で
な
く
、
そ

の
正
当
性
を
担
保
さ
せ
る
理
想
と
と
も
に
語
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

五
　
結
語

本
稿
で
は
、
戦
前
期
日
本
に
お
い
て
「
南
洋
」
が
ど
の
よ
う
に
認
識
さ
れ
て
き
た
の
か
、
昭
和
期
に
み
ら
れ
た
い
わ
ゆ
る
国
策
と
し
て

（
四
六
二
）



戦
前
期
日
本
の
「
南
洋
」
認
識
と
メ
デ
ィ
ア
言
説
（
石
川
）

三
二
一

の
「
南
進
」
論
は
ど
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
た
の
か
と
い
っ
た
点
に
焦
点
を
あ
て
て
分
析
を
行
っ
た
。
こ
の
作
業
は
、
言
わ
ば
「
南
洋
」
を

め
ぐ
る
日
本
の
対
外
思
潮
の
形
成
過
程
を
詳
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
「
南
進
」
論
に
関
す
る
研
究
は
、
そ
の

先
駆
的
な
役
割
を
果
た
し
た
人
物
や
、
理
論
形
成
に
寄
与
し
た
人
物
に
関
す
る
研
究
が
中
心
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
先
行
研
究
の
知
見
を

踏
ま
え
つ
つ
、
本
稿
が
目
指
し
た
の
は
、
そ
れ
ら
の
「
南
進
」
に
関
す
る
思
想
様
式
が
メ
デ
ィ
ア
言
説
と
し
て
社
会
に
広
が
り
、
思
潮
と

し
て
一
般
化
さ
れ
る
過
程
を
照
射
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、「
南
進
」
論
を
主
唱
し
た
人
物
の
研
究
も
重
要
で
あ
る
が
、
そ
う

い
っ
た
主
張
を
再
生
産
し
て
拡
散
さ
せ
た
メ
デ
ィ
ア
の
社
会
的
役
割
に
注
目
す
る
こ
と
に
本
稿
の
意
義
が
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
の

作
業
と
考
察
を
振
り
返
り
、
今
後
の
課
題
を
整
理
す
る
こ
と
で
、
本
稿
の
結
び
に
代
え
た
い
。

ま
ず
第
一
章
で
は
、
こ
れ
ら
の
問
題
意
識
を
披
歴
す
る
と
と
も
に
、
先
行
研
究
の
整
理
と
本
稿
の
射
程
を
明
示
し
た
。

続
い
て
第
二
章
で
は
、
先
駆
的
な
研
究
を
残
し
た
矢
野
暢
の
時
期
区
分
を
参
照
し
な
が
ら
、
本
稿
が
分
析
対
象
と
す
る
時
代
の
流
れ
を
、

外
交
史
料
な
ど
で
追
試
を
行
い
な
が
ら
整
理
し
た
。

第
三
章
で
は
、
本
稿
の
分
析
課
題
の
一
つ
で
あ
る
量
的
内
容
分
析
に
よ
っ
て
、
各
年
に
お
け
る
「
南
洋
」
関
連
記
事
の
顕
出
性
を
表
出

さ
せ
、
戦
前
の
日
本
に
お
い
て
「
南
洋
」
が
注
目
さ
れ
た
時
期
と
出
来
事
を
明
ら
か
に
し
た
。
具
体
的
に
は
、
記
事
件
数
の
推
移
を
も
と

に
、
四
つ
の
区
分
を
導
き
出
し
た
う
え
で
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
を
見
出
し
た
。
ま
た
、「
南
進
」
と
い
う
用
語
が
使
用
さ
れ
た
時
期
と
頻
度

に
関
し
て
も
、「
南
洋
」
へ
の
進
出
が
国
策
と
し
て
決
定
し
た
後
に
急
増
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

第
四
章
で
は
、
前
章
で
導
い
た
区
分
を
参
照
し
な
が
ら
、
雑
誌
に
み
ら
れ
た
言
説
に
お
い
て
、
具
体
的
に
い
か
な
る
「
南
洋
観
」
が
示

さ
れ
、「
南
進
」
が
唱
え
ら
れ
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
た
。

こ
れ
ら
の
作
業
を
通
じ
て
、
当
時
の
日
本
人
の
「
南
洋
」
認
識
の
形
成
過
程
を
示
す
こ
と
が
で
き
た
が
、
課
題
も
残
さ
れ
て
い
る
。
今

（
四
六
三
）



政
経
研
究

　第
五
十
六
巻
第
二
号
（
二
〇
一
九
年
七
月
）

三
二
二

回
、
第
四
章
に
お
け
る
分
析
対
象
は
一
つ
の
雑
誌
を
定
点
観
測
的
に
取
り
上
げ
た
。
こ
の
方
法
自
体
は
一
定
の
意
義
を
持
つ
も
の
で
あ
る

と
自
負
し
て
い
る
が
、
異
な
る
媒
体
を
網
羅
的
に
分
析
す
る
こ
と
で
、
よ
り
緻
密
な
分
析
が
可
能
と
な
る
こ
と
は
否
定
し
な
い
。
ま
た
、

今
回
の
分
析
は
日
本
国
内
に
お
け
る
言
説
を
分
析
対
象
と
し
た
が
、「
南
洋
」
の
問
題
を
総
体
的
に
追
究
す
る
た
め
に
は
、「
南
洋
」
現
地

の
邦
人
社
会
に
も
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
課
題
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
研
究
の
機
会
を
期
す
こ
と
と
し
た
い
。

�
〔
本
研
究
は
、
平
成
三
〇
年
度
日
本
大
学
学
部
連
携
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
研
究
費
に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
〕

脚
注

（
1
）�

筆
者
が
参
照
し
た
も
の
は
、
復
刻
版
（
上
・
下
巻
、
原
書
房
、
一
九
八
一
年
）
に
よ
る
。
こ
の
ほ
か
、
入
江
寅
次
『
明
治
南
進
史
稿
』（
井
田

書
店
、
一
九
四
三
年
）
が
あ
る
。
ま
た
、
本
稿
の
第
四
章
で
あ
つ
か
う
『
日
本
及
日
本
人
』
に
も
、
入
江
の
寄
稿
が
み
ら
れ
る
（「
南
方
発
展
の
先

駆
者
列
伝
」『
日
本
及
日
本
人
』
一
九
三
六
年
七
月
号
、「
南
方
発
展
黎
明
期
の
回
顧
」
一
九
三
六
年
九
月
号
）。

（
2
）�

筆
者
が
参
照
し
た
も
の
は
、
復
刻
版
（
二
冊
を
合
冊
し
た
も
の
、
千
倉
書
房
、
二
〇
〇
九
年
）
に
よ
る
。

（
3
）�

例
え
ば
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
関
し
て
、
後
藤
乾
一
『
昭
和
期
日
本
と
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
』（
勁
草
書
房
、
一
九
八
六
年
）
お
よ
び
『
近
代
日
本
と

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
』（
北
樹
出
版
、
一
九
八
九
年
）、
倉
澤
愛
子
『
日
本
占
領
下
の
ジ
ャ
ワ
農
村
の
変
容
』（
草
思
社
、
一
九
九
二
年
）。
フ
ィ
リ
ピ
ン
に

関
し
て
、
池
端
雪
穂
（
編
）『
日
本
占
領
下
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
）、
早
瀬
晋
三
『
フ
ィ
リ
ピ
ン
近
現
代
史
の
な
か
の
日
本

人
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
二
年
）。
英
領
マ
ラ
ヤ
に
関
し
て
、
原
不
二
夫
『
英
領
マ
ラ
ヤ
の
日
本
人
』（
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
、
一
九
八
六

年
）、
明
石
陽
至
（
編
）『
日
本
占
領
下
の
英
領
マ
ラ
ヤ
・
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
一
年
）
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
、
本
稿
が
対
象
と

す
る
時
期
と
は
異
な
る
が
、
第
二
次
世
界
大
戦
時
に
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
派
兵
さ
れ
た
日
本
人
が
、
戦
後
に
残
留
日
本
兵
と
し
て
現
地
に
と
ど
ま
る
こ

と
で
生
起
し
た
日
系
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
人
に
関
す
る
研
究
も
示
唆
に
富
ん
で
い
る
（
伊
藤
雅
俊
「
戦
争
に
よ
っ
て
海
を
渡
っ
た
日
本
人
」『
日
本
大
学

（
四
六
四
）



戦
前
期
日
本
の
「
南
洋
」
認
識
と
メ
デ
ィ
ア
言
説
（
石
川
）

三
二
三

国
際
関
係
学
部
生
活
科
学
研
究
所
報
告
』
四
〇
号
、
二
〇
一
七
年
）。

（
4
）�

枚
挙
に
遑
が
な
い
が
、
外
交
史
的
視
座
に
も
と
づ
く
も
の
と
し
て
、
今
泉
裕
美
子
「
日
本
の
軍
政
期
南
洋
群
島
統
治
（
一
九
一
四
─
二
二
）」

（『
国
際
関
係
学
研
究
』
一
七
号
別
冊
、
一
九
九
〇
年
）、
波
多
野
澄
雄
『
太
平
洋
戦
争
と
ア
ジ
ア
外
交
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
六
年
）、
森

茂
樹
「
枢
軸
外
交
お
よ
び
南
進
政
策
と
海
軍
」（『
歴
史
学
研
究
』
七
二
七
号
所
収
、
一
九
九
九
年
）、
等
松
春
夫
『
日
本
帝
国
と
委
任
統
治
　
南
洋

群
島
を
め
ぐ
る
国
際
政
治�

一
九
一
四
─
一
九
四
七
』（
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
一
年
）
な
ど
、
経
済
史
の
視
座
に
も
と
づ
く
研
究
と
し
て
、

小
林
英
夫
『「
大
東
亜
共
栄
圏
」
の
形
成
と
崩
壊
』（
御
茶
の
水
書
房
、
一
九
七
五
年
・
増
補
版
二
〇
〇
六
年
）、
疋
田
康
行
『「
南
方
共
栄
圏
」　
戦

時
日
本
の
東
南
ア
ジ
ア
経
済
支
配
』（
多
賀
出
版
、
一
九
九
五
年
）、
山
本
有
造
『「
大
東
亜
共
栄
圏
」
経
済
史
研
究
』（
名
古
屋
大
学
出
版
会
、

二
〇
一
一
年
）、
河
西
晃
祐
『
帝
国
日
本
の
拡
張
と
崩
壊
　「
大
東
亜
共
栄
圏
」
へ
の
歴
史
的
展
開
』（
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
一
二
年
）、
安
達
宏

昭
『「
大
東
亜
共
栄
圏
」
の
経
済
構
想
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
三
年
）、
河
西
晃
祐
『
大
東
亜
共
栄
圏
　
帝
国
日
本
の
南
方
体
験
』（
講
談
社
、

二
〇
一
六
年
）
な
ど
、
文
化
史
的
視
座
に
も
と
づ
く
も
の
と
し
て
、
池
田
浩
士�

（
編
）『
大
東
亜
共
栄
圏
の
文
化
建
設
』（
人
文
書
院
、
二
〇
〇
七
年
）

な
ど
が
あ
る
。

（
5
）�

町
田
祐
一
「
南
方
日
本
人
社
会
研
究
の
可
能
性
」（
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
二
〇
世
紀
前
半
に
お
け
る
日
本
の
「
南
進
」
メ
デ
ィ
ア
と
日
本
人
社
会
」

二
〇
一
九
年
三
月
一
日
）。

（
6
）�

矢
野
暢
『「
南
進
」
の
系
譜
　
日
本
の
南
洋
史
観
』
千
倉
書
房
、
二
〇
〇
九
年
、
四
三
頁
お
よ
び
二
二
七
頁
。

（
7
）�

矢
野
前
掲
書
、
九
頁
。

（
8
）�

な
お
、
中
国
の
清
朝
末
期
に
は
江
蘇
・
浙
江
・
福
建
・
広
東
各
省
の
沿
海
地
区
が
「
南
洋
」
と
呼
ば
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
以
南
の
大
陸
部
に

「
南
洋
」
と
い
う
呼
称
が
用
い
ら
れ
た
と
考
え
れ
ば
、「
内
南
洋
（
裏
南
洋
）」
以
外
の
地
域
と
い
う
意
味
に
お
い
て
「
外
南
洋
（
表
南
洋
）」
に
大
陸

部
が
含
ま
れ
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。

（
9
）�

矢
野
前
掲
書
、
九
頁
。

（
10
）�

矢
野
前
掲
書
、
一
〇
七
〜
一
〇
八
頁
。

（
11
）�

「
か
ら
ゆ
き
さ
ん
」
に
関
し
て
は
、
清
水
洋
・
平
川
均
『
か
ら
ゆ
き
さ
ん
と
経
済
進
出
』（
コ
モ
ン
ズ
、
一
九
九
八
年
）、
嶽
本
新
奈
『「
か
ら
ゆ

（
四
六
五
）



政
経
研
究

　第
五
十
六
巻
第
二
号
（
二
〇
一
九
年
七
月
）

三
二
四

き
さ
ん
　
海
外
〈
出
稼
ぎ
〉
女
性
の
近
代
』（
共
栄
書
房
、
二
〇
一
五
年
）、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ワ
レ
ン
『
阿
姑
と
か
ら
ゆ
き
さ
ん
　
シ

ン
ガ
ポ
ー
ル
の
買
売
春
社
会�

一
八
七
〇
─
一
九
四
〇
年
』（
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
一
五
年
）
を
参
照
。

（
12
）�
池
井
優
『
日
本
外
交
史
概
説
　
三
訂
』
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
一
九
九
二
年
、
二
〇
八
頁
。

（
13
）�
五
相
会
議
決
定
「
国
策
ノ
基
準
」、
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
、R
ef.�B

02030157900

、
帝
国
ノ
対
支
外
交
政
策
関
係
一
件�

第
六
巻
（
外

務
省
外
交
史
料
館
）。

（
14
）�

外
務
省
「
帝
国
外
交
方
針
」、
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
、R

ef.B
02030155800

、
帝
国
ノ
対
支
外
交
政
策
関
係
一
件�

第
六
巻
（
外
務
省
外

交
史
料
館
）。

（
15
）�

大
本
営
政
府
連
絡
会
議
「
世
界
情
勢
の
推
移
に
伴
ふ
時
局
処
理
要
綱
」、
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
、R

ef.C
12120237300

、
重
要
国
策
決

定
綴�

巻
一�

大
本
営
政
府
連
絡
会
議
々
事
録�

昭
和
一
五
年
七
月
〜
一
六
年
一
二
月
（
防
衛
省
防
衛
研
究
所
）。

（
16
）�

四
相
会
議
決
定
「
日
独
伊
枢
軸
強
化
に
関
す
る
件
」、
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
、R

ef.C
12120358600

、
開
戦
に
直
接
関
係
あ
る
重
要
国

策
決
定
文
書
（
防
衛
省
防
衛
研
究
所
）。

（
17
）�

Ｍ
．
マ
コ
ー
ム
ズ
他
（
大
石
裕
訳
）『
ニ
ュ
ー
ス
メ
デ
ィ
ア
と
世
論
』
関
西
大
学
出
版
部
、
一
九
九
一
年
＝
一
九
九
四
年
。

（
18
）�

ピ
ー
タ
ー
・
バ
ー
ク
（
佐
藤
公
彦
訳
）『
歴
史
学
と
社
会
理
論
』
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
一
九
九
二
年
＝
二
〇
〇
六
年
。

（
19
）�

こ
う
し
た
分
析
の
枠
組
み
に
関
し
て
は
、
石
川
徳
幸
『
日
露
開
戦
過
程
に
お
け
る
メ
デ
ィ
ア
言
説
』
櫻
門
書
房
（
二
〇
一
二
年
）
を
参
照
の
こ

と
。

（
20
）�

読
売
新
聞
社
の
オ
ン
ラ
イ
ン
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
「
ヨ
ミ
ダ
ス
歴
史
館
」
と
、
朝
日
新
聞
社
の
オ
ン
ラ
イ
ン
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
「
聞
蔵
Ⅱ
ビ
ジ
ュ
ア

ル
」
を
利
用
。

（
21
）�

『
読
売
新
聞
』
一
八
九
〇
年
一
二
月
一
六
日
、
朝
刊
二
頁
。

（
22
）�

有
賀
文
八
「
南
洋
叢
話
」（
一
）
〜
（
七
）『
読
売
新
聞
』
附
録
一
八
九
二
年
一
〇
月
二
九
日
〜
一
一
月
九
日
。

（
23
）�

「
大
詐
欺
師
山
田
為
吉
　
附
　
南
洋
の
ラ
サ
島
開
拓
事
件
」（
一
）
〜
（
一
六
）『
読
売
新
聞
』
一
九
〇
二
年
七
月
二
五
日
〜
八
月
九
日
。

（
24
）�

錦
城
生
「
南
洋
の
大
勢
」（
一
）
〜
（
二
七
）『
読
売
新
聞
』
一
九
一
三
年
八
月
一
一
日
〜
一
〇
月
五
日
。

（
四
六
六
）



戦
前
期
日
本
の
「
南
洋
」
認
識
と
メ
デ
ィ
ア
言
説
（
石
川
）

三
二
五

（
25
）�

例
え
ば
、
南
洋
庁
の
創
設
以
降
、
予
算
や
官
制
に
関
わ
る
記
事
が
増
え
る
こ
と
で
顕
出
性
が
増
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

（
26
）�

「
帝
国
ノ
国
際
聯
盟
脱
退
後
ノ
南
洋
委
任
統
治
ノ
帰
趨
ニ
関
ス
ル
帝
国
政
府
ノ
方
針
ヲ
決
定
ス
」、
公
文
類
聚
・
第
五
十
七
編
・
昭
和
八
年
・
第

十
五
ノ
二
巻
・
外
事
（
国
立
公
文
書
館
）。

（
27
）�
安
藤
盛
「
怪
奇
と
夢
幻
の
南
洋
」（
一
）
〜
（
三
〇
）『
読
売
新
聞
』
一
九
三
三
年
一
月
二
七
日
〜
三
月
八
日
。
な
お
、
安
藤
盛
に
関
し
て
は
、

青
木
澄
夫
『
放
浪
の
作
家
安
藤
盛
と
「
か
ら
ゆ
き
さ
ん
」』（
中
部
大
学
、
二
〇
〇
九
年
）
が
詳
し
い
。

（
28
）�

こ
の
時
期
の
『
読
売
新
聞
』
の
特
徴
と
し
て
、
読
者
獲
得
の
た
め
に
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
記
事
を
掲
載
し
、
エ
ロ
・
グ
ロ
・
ナ
ン
セ
ン
ス
的

な
紙
面
を
つ
く
っ
て
い
た
（
黒
川
貢
三
郎
・
石
川
徳
幸
『
日
本
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
』
櫻
門
書
房
、
二
〇
一
三
年
）。

（
29
）�

「
南
方
施
策
促
進
に
関
す
る
件
」、
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
、R

ef.C
12120202400

、
重
要
国
策
文
書
　
連
絡
会
議
議
事
録
　
昭
和
一
六

年
六
月
二
五
日
（
防
衛
省
防
衛
研
究
所
）。

（
30
）�

当
該
雑
誌
は
表
紙
に
『
月
刊
日
本
及
日
本
人
』
と
の
表
題
を
冠
し
て
い
る
が
、
月
二
回
発
行
の
半
月
刊
で
あ
る
時
期
が
長
い
こ
と
な
ど
か
ら
、

本
稿
で
は
三
宅
雪
嶺
退
社
後
の
も
の
を
、
便
宜
的
に
第
二
次
『
日
本
及
日
本
人
』
と
し
て
記
し
て
い
る
。

（
31
）�

山
田
博
光
「
日
本
及
日
本
人
」『
日
本
近
代
文
学
大
事
典
』
第
五
巻
、
講
談
社
、
一
九
七
七
年
、
三
〇
六
〜
三
〇
七
頁
。

（
32
）�

五
百
木
良
三
に
関
し
て
は
、
拙
稿
「
五
百
木
良
三
の
「
世
界
綜
合
論
」」（『
政
経
研
究
』
第
五
十
二
巻
第
二
号
、
二
〇
一
五
年
）
な
ど
を
参
照

の
こ
と
。

（
33
）�

拙
稿
「
政
教
社
の
ロ
ン
ド
ン
海
軍
条
約
反
対
運
動
に
関
す
る
一
考
察
」『
政
経
研
究
』
第
五
一
巻
第
二
号
、
二
〇
一
四
年
。

（
34
）�

小
林
昌
樹
編
『
雑
誌
新
聞
発
行
部
数
事
典
』
金
沢
文
圃
閣
、
二
〇
一
一
年
。

（
35
）�

竹
井
天
海
「
先
づ
南
洋
の
正
体
を
知
れ
」『
日
本
及
日
本
人
』
一
九
二
九
年
一
一
月
一
日
号
、
九
三
頁
。

（
36
）�

後
藤
乾
一
『
昭
和
期
日
本
と
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
』
勁
草
書
房
、
一
九
八
六
年
、
一
九
五
頁
。

（
37
）�

竹
井
天
海
「
南
洋
よ
り
観
た
る
祖
国
の
危
機
」『
日
本
及
日
本
人
』
一
九
二
七
年
一
月
一
日
号
、
九
三
頁
。

（
38
）�

重
松
清
行
「
新
興
日
本
と
東
南
両
洋
経
済
ブ
ロ
ッ
ク
」『
日
本
及
日
本
人
』
一
九
三
四
年
七
月
一
日
号
、
一
七
頁
。

（
39
）�

重
松
清
行
「
開
放
の
東
洋
と
閉
鎖
の
南
洋
」『
日
本
及
日
本
人
』
一
九
三
四
年
九
月
一
五
日
号
、
六
頁
。

（
四
六
七
）



政
経
研
究

　第
五
十
六
巻
第
二
号
（
二
〇
一
九
年
七
月
）

三
二
六

（
40
）�

南
飛
生
「
我
が
南
洋
群
島
の
一
角
よ
り
」『
日
本
及
日
本
人
』
一
九
三
四
年
一
一
月
一
五
日
号
、
五
五
頁
。

（
41
）�

松
岡
静
雄
「
南
方
経
営
は
天
孫
民
族
の
使
命
」『
日
本
及
日
本
人
』
一
九
三
五
年
一
一
月
号
、
五
六
頁
。

（
42
）�
横
田
武
「
南
洋
移
民
未
だ
し
」『
日
本
及
日
本
人
』
一
九
三
六
年
一
二
月
号
、
三
四
〜
三
五
頁
。

（
43
）�
匝
瑳
胤
次
「
南
太
平
洋
確
保
の
緊
要
性
」『
日
本
及
日
本
人
』
一
九
四
一
年
一
月
号
、
二
二
頁
。

（
四
六
八
）



メ
デ
ィ
ア
・
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
論
の
再
検
討
（
三
谷
）

三
二
七

メ
デ
ィ
ア
・
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
論
の
再
検
討

─
そ
の
現
代
的
展
開
と
分
析
枠
組
み
の
構
想
に
向
け
て

─
三
　
　
谷
　
　
文
　
　
栄

１
．
は
じ
め
に

本
論
の
目
的
は
、
現
代
的
な
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
政
治
に
お
け
る
メ
デ
ィ
ア
の
役
割
に
関
す
る
分
析
枠
組
み
を
構
想
す
る
た
め
に
、
先
行
研

究
や
諸
概
念
を
整
理
し
、
批
判
的
に
再
検
討
す
る
こ
と
に
あ
る
。

政
治
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
研
究
領
域
に
と
っ
て
、「
ト
ラ
ン
プ
現
象
」
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
排
外
主
義
の
台
頭
に
代
表

さ
れ
る
一
連
の
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
現
象
は
、
現
代
的
な
分
析
課
題
の
中
心
で
あ
る
と
い
え
る
。
例
え
ば
、
政
治
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
い

う
観
点
か
ら
は
、「
ト
ラ
ン
プ
現
象
」
の
以
下
の
よ
う
な
特
徴
が
注
目
さ
れ
う
る
。
第
一
に
、
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
の
政
治
手
法
や
発
言
が
、

論

　説

（
四
六
九
）



政
経
研
究

　第
五
十
六
巻
第
二
号
（
二
〇
一
九
年
七
月
）

三
二
八

主
流
メ
デ
ィ
ア
の
批
判
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
広
範
な
支
持
を
集
め
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
、
む
し
ろ
主
流
メ
デ
ィ
ア
が
ポ
ピ
ュ

リ
ス
ト
や
そ
の
支
持
者
た
ち
に
と
っ
て
「
敵
」
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。「
ト
ラ
ン
プ
現
象
」
の
場
合
、
主
流
メ
デ
ィ
ア
は
し
ば
し

ば
「
フ
ェ
イ
ク
ニ
ュ
ー
ス
」
と
名
指
し
さ
れ
、
批
判
さ
れ
て
い
る
。
第
三
に
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
が
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
を
め
ぐ
る
政
治

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
主
要
な
舞
台
の
一
つ
と
な
り
つ
つ
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
は
積
極
的
に
ツ
イ
ッ
タ
ー
を
用
い
た

情
報
発
信
を
行
う
こ
と
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
主
流
メ
デ
ィ
ア
を
批
判
的
に
み
る
一
般
の
人
々
は
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
を

通
じ
て
主
流
メ
デ
ィ
ア
の
報
道
に
対
し
て
疑
問
を
投
げ
か
け
、
そ
れ
ら
を
共
有
す
る
。
そ
し
て
第
四
に
、
こ
れ
ら
の
政
治
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
結
果
、
社
会
が
大
き
く
分
断
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
こ
う
し
た
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
現
象
を
政
治
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
観
点
か
ら
分
析
す
る
た
め
に
、
ど
の
よ
う
な
概
念
や
ア

プ
ロ
ー
チ
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
留
意
す
べ
き
は
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
と
メ
デ
ィ
ア
の
関
係
性
に
注
目
し
た
研
究
は
こ
れ

ま
で
も
蓄
積
さ
れ
て
き
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
確
か
に
、「
ト
ラ
ン
プ
現
象
」
や
イ
ギ
リ
ス
の
Ｅ
Ｕ
離
脱
と
い
っ
た
現
代
的
な
ポ
ピ
ュ
リ

ズ
ム
は
、
二
〇
一
〇
年
代
の
後
半
に
顕
在
化
し
、
昨
今
の
「
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
研
究
」
の
潮
流
も
そ
の
過
程
で
発
展
し
て
き
た
。
し
か
し
、

メ
デ
ィ
ア
と
の
関
係
性
を
重
視
す
る
研
究
は
、
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
・
ホ
ー
ル
の
「
サ
ッ
チ
ャ
リ
ズ
ム
」
研
究
に
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る

（H
all 1988

）。
ま
た
、
二
〇
〇
〇
年
代
に
は
「
テ
レ
ビ
政
治
」
が
注
目
さ
れ
る
中
で
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
と
メ
デ
ィ
ア
と
の
関
係
が
論
じ
ら

れ
て
き
た
。
後
に
検
討
す
る
よ
う
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
テ
レ
ビ
や
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
・
プ
レ
ス
の
役
割
を
重
視
す
る
「
メ
デ
ィ
ア
・
ポ

ピ
ュ
リ
ズ
ム
」
の
比
較
研
究
が
展
開
さ
れ
て
き
た
（M

azzoleni 2003
な
ど
）。
日
本
で
も
、
比
較
政
治
研
究
や
政
治
過
程
論
の
文
脈
で

「
日
本
型
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
」
が
論
じ
ら
れ
（
大
嶽
　
二
〇
〇
三
）、
ま
た
小
泉
純
一
郎
総
理
大
臣
が
展
開
し
た
「
劇
場
型
政
治
（
１
）

」
や
「
ワ
イ

ド
シ
ョ
ー
政
治
」
は
メ
デ
ィ
ア
研
究
の
中
で
も
分
析
対
象
と
さ
れ
て
き
た
（
山
腰
　
二
〇
一
二
）。

（
四
七
〇
）



メ
デ
ィ
ア
・
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
論
の
再
検
討
（
三
谷
）

三
二
九

と
は
い
え
、
そ
の
一
方
で
、
今
日
の
新
た
な
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
台
頭
を
受
け
て
政
治
理
論
を
中
心
に
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
概
念
の
再
検
討
が

積
極
的
に
行
わ
れ
て
き
た
点
も
見
過
ご
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
ま
た
、
二
〇
〇
〇
年
代
後
半
以
降
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
が
発
展
し
、

主
流
メ
デ
ィ
ア
の
地
位
が
揺
ら
い
で
き
た
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
環
境
の
変
化
も
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
先
行
研
究
を
整
理
し
つ
つ
、
政
治
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
け
る
今
日
的
な
分
析
枠
組
み
を
構
築
す
る
こ
と
が
重
要

で
あ
る
。
本
論
で
は
ま
ず
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
概
念
の
今
日
的
な
展
開
を
概
観
し
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
と
メ
デ
ィ
ア
の
関
係
性
を
分
析
す
る
う

え
で
中
心
と
な
り
う
る
特
徴
を
指
摘
す
る
。
そ
れ
を
踏
ま
え
つ
つ
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
と
メ
デ
ィ
ア
の
関
係
性
を
め
ぐ
る
先
行
研
究
が
何
を

明
ら
か
に
し
て
き
た
の
か
を
論
じ
る
。
そ
し
て
今
日
的
な
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
概
念
の
展
開
や
メ
デ
ィ
ア
環
境
の
変
化
を
考
慮
し
つ
つ
、
先
行

研
究
に
は
ど
の
よ
う
な
困
難
性
や
課
題
が
あ
る
の
か
を
指
摘
し
、
新
た
な
分
析
枠
組
み
を
構
想
す
る
た
め
の
手
が
か
り
を
明
ら
か
に
す
る
。

２
．
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
概
念
の
今
日
的
な
展
開

ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
特
徴
を
明
示
し
て
定
義
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
背
景
の
一
つ
に
、「
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
」

が
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
や
人
々
の
関
心
を
多
く
引
き
付
け
る
あ
ま
り
に
、
そ
の
用
語
が
広
範
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ポ

ピ
ュ
リ
ズ
ム
と
い
う
用
語
を
い
か
な
る
文
脈
で
用
い
る
か
で
、
そ
の
用
語
が
指
し
示
す
現
象
が
異
な
る
の
で
あ
る
。

ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
が
指
し
示
す
現
象
は
、
一
九
世
紀
後
半
に
ア
メ
リ
カ
や
ロ
シ
ア
で
生
じ
た
現
象
で
あ
り
、
近
代
的
な
も
の
で
あ
る
と
指

摘
さ
れ
て
い
る
（
ミ
ュ
デ
、
カ
ル
ト
ワ
ッ
セ
ル
　
二
〇
一
七
＝
二
〇
一
八
、
三
七
）。
例
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
、
一
九
世
紀
半
ば
の
農

地
改
革
の
際
の
汚
れ
な
き
人
民
で
あ
る
農
民
と
、
農
民
か
ら
貸
し
付
け
て
財
産
を
奪
お
う
と
す
る
エ
リ
ー
ト
と
い
う
二
項
対
立
図
式
が
適

（
四
七
一
）



政
経
研
究

　第
五
十
六
巻
第
二
号
（
二
〇
一
九
年
七
月
）

三
三
〇

応
さ
れ
た
政
治
現
象
を
指
し
て
用
い
ら
れ
る
傾
向
が
あ
る
（M

udde 2018

）。
そ
れ
に
加
え
て
、
二
〇
世
紀
の
冷
戦
期
の
反
共
運
動
の
中
で
、

愛
国
を
訴
え
る
右
翼
的
な
運
動
を
指
す
際
に
も
「
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
の
場
合
で
は
、

「
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
」
は
自
由
市
場
を
批
判
し
、
配
分
を
訴
え
る
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
ペ
ロ
ニ
ズ
ム
を
指
し
て
用
い
ら
れ
る
傾
向
が
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
と
い
う
用
語
が
指
し
示
す
現
象
は
、
時
代
、
地
域
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
お
り
、
多
様
な
事
例
に
適
応
で
き
る

よ
う
に
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
を
定
義
づ
け
る
こ
と
は
困
難
な
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、「
日
本
型
」
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
や
「
欧
州
」
ポ
ピ
ュ
リ
ズ

ム
と
い
っ
た
形
で
地
域
を
限
定
し
、
そ
の
地
域
の
特
徴
か
ら
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
を
定
義
す
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
（
大
嶽
　
二
〇
〇
三；

庄
司
　

二
〇
一
八；

谷
口
、
水
島
編
　
二
〇
一
八
）。
こ
の
よ
う
に
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
共
通
の
定
義
が
困
難
で
あ
る
も
の
の
、
反
多
元
主
義
で
あ
る

こ
と
、「
人
々
」
の
心
に
訴
え
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
「
エ
リ
ー
ト
」
を
糾
弾
す
る
と
い
う
特
徴
が
共
通
し
て
い
る
と
さ
れ
る

（C
anovan 1999, 7；

 

ミ
ュ
ラ
ー
　
二
〇
一
六
＝
二
〇
一
七；

ミ
ュ
デ
、
カ
ル
ト
ワ
ッ
セ
ル
　
二
〇
一
七
＝
二
〇
一
八
、
一
四
─
一
七
）。

数
多
く
あ
る
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
定
義
は
、
大
別
す
る
と
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
と
さ
れ
る
（K

räm
er 2014

）。
第
一
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

と
し
て
の
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
は
社
会
が
二
項
対
立
的
な
陣
営
に
分
か
れ
て
い
る
と
考
え
、
政
治
は
一

般
意
思
の
表
現
で
あ
る
べ
き
だ
と
す
る
「
中
心
の
薄
弱
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
（
ミ
ュ
デ
、
カ
ル
ト
ワ
ッ
セ
ル
　

二
〇
一
七
＝
二
〇
一
八
、
一
四
）。
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
そ
の
も
の
は
、
社
会
に
お
け
る
平
等
や
自
由
の
あ
り
方
と
い
っ
た
こ
と
を
説
明
す
る
も

の
で
は
な
い
。
ま
た
、
社
会
で
生
じ
る
諸
問
題
に
対
し
て
、
解
決
策
や
対
処
法
を
提
案
す
る
も
の
で
も
な
い
。
む
し
ろ
、
他
の
思
想
や
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
と
結
び
つ
い
て
登
場
す
る
の
が
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
な
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
で
見
ら
れ
る
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
現

象
は
、
主
に
排
他
的
な
極
右
思
想
と
結
び
つ
き
な
が
ら
発
展
し
て
い
る
。
し
か
し
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
は
排
他
的
な
極
右
思
想
の
み
と
結
び

つ
く
の
で
は
な
い
。
ス
ペ
イ
ン
の
ポ
デ
モ
ス
や
ジ
ェ
レ
ミ
ー
・
コ
ー
ビ
ン
体
制
の
イ
ギ
リ
ス
労
働
党
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
左
派
と
結
び

（
四
七
二
）
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三
三
一

つ
く
も
の
で
も
あ
る
（M

udde 2018；

ム
フ
　
二
〇
一
八
＝
二
〇
一
九
参
照
）。

第
二
の
定
義
は
ス
タ
イ
ル
や
レ
ト
リ
ッ
ク
と
し
て
と
ら
え
る
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
で
あ
る
。
政
治
的
ス
タ
イ
ル
と
し
て
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
を
定

義
す
る
モ
フ
ィ
ッ
ト
は
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
を
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
捉
え
る
こ
と
に
対
し
て
、「
中
心
が
薄
弱
す
ぎ
る
」
ゆ
え
に
、
そ
の

概
念
の
妥
当
性
や
有
用
性
を
失
っ
て
い
る
と
批
判
す
る
（M

offi
t 2016, 19

）。
彼
の
定
義
に
お
け
る
政
治
的
ス
タ
イ
ル
と
は
、
象
徴
的
に

媒
介
さ
れ
た
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
レ
パ
ー
ト
リ
ー
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
そ
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
は
、
政
府
か
ら
日
常
生
活
と
い
う
領
域

に
ま
で
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
あ
り
、
政
治
的
な
も
の
を
構
成
す
る
権
力
の
場
を
作
り
、
操
縦
す
る
こ
と
に
慣
れ
て
い
る
オ
ー
デ
ィ
エ
ン

ス
に
対
し
て
向
け
ら
れ
る
（M

offi
tt 2016, 38

）。
よ
り
具
体
的
に
は
、
複
雑
な
政
治
的
社
会
的
諸
問
題
を
、
わ
か
り
や
す
く
目
立
ち
や
す

い
、
砕
け
た
口
調
で
説
明
す
る
と
い
っ
た
形
と
な
る
。
ま
た
、
常
識
を
疑
問
視
す
る
こ
と
で
「
エ
リ
ー
ト
」
と
「
人
々
」
を
対
立
さ
せ
、

民
主
主
義
の
代
表
性
に
対
し
て
対
抗
す
る
。
こ
れ
ら
の
ス
タ
イ
ル
を
演
じ
る
こ
と
で
、
多
く
の
喝
采
を
得
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
た
ち
が
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
で
人
々
に
対
し
て
訴
え
る
際
に
用
い
る
言
説
に
お
い
て
、「
人
々
」
と
は
単
純
に
有
権
者
を

意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
そ
の
言
説
に
お
い
て
、「
人
々
」
は
以
下
の
三
つ
に
分
類
さ
れ
る
（C

anovan 1999, 5

）。
第
一
が
、「
統
一
さ
れ

た
人
々
」
を
訴
え
る
も
の
で
あ
る
。
既
存
の
政
治
勢
力
に
よ
っ
て
、
人
々
は
「
分
裂
」
さ
れ
て
お
り
、
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
に
よ
っ
て

「
人
々
」
を
統
一
し
、
そ
の
意
思
を
政
治
に
反
映
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
第
二
に
、「
わ
れ
わ
れ
」
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、「
わ
れ
わ

れ
」
に
属
さ
な
い
人
々

─
例
え
ば
、
移
民
や
難
民
な
ど
を
「
彼
ら
」
と
位
置
づ
け
、「
わ
れ
わ
れ
」
と
区
別
す
る
言
説
編
制
が
な
さ
れ

る
。
第
三
に
、「
一
般
の
人
々
」
で
あ
る
。
高
度
に
教
育
さ
れ
た
、
権
威
の
あ
る
リ
ベ
ラ
ル
な
発
想
を
有
す
る
エ
リ
ー
ト
と
は
異
な
る
庶

民
の
意
思
を
自
ら
の
み
が
代
表
す
る
と
い
う
、
言
説
が
編
制
さ
れ
る
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
こ
う
し
た
ス
タ
イ
ル
や
レ
ト
リ
ッ
ク
と
し

て
の
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
に
お
い
て
、
現
存
す
る
政
治
的
社
会
的
諸
問
題
の
解
決
は
見
込
め
な
い
。
し
か
し
、「
エ
リ
ー
ト
」
や
「
彼
ら
」
の

（
四
七
三
）
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三
三
二

モ
ラ
ル
や
倫
理
と
い
っ
た
問
題
を
問
う
こ
と
で
、
象
徴
的
に
様
々
な
問
題
と
「
エ
リ
ー
ト
」
や
「
彼
ら
」
を
結
び
つ
け
、「
エ
リ
ー
ト
」

を
倒
す
こ
と
ま
た
は
「
彼
ら
」
を
排
除
す
る
こ
と
を
訴
え
、
支
持
を
獲
得
す
る
。
ま
た
、
演
者
と
し
て
の
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
は
、「
多
く
の

普
通
の
人
々
を
導
く
、
最
も
非
常
な
個
人
」
で
あ
り
、
カ
リ
ス
マ
性
を
有
す
る
と
い
わ
れ
て
い
る
（T

aggart 2000, 1

）。

こ
う
し
た
ス
タ
イ
ル
や
レ
ト
リ
ッ
ク
と
し
て
の
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
に
対
し
て
、「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
と
区
別
し
て
考
察
で
き
る
の
か
と
い

う
批
判
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ス
タ
イ
ル
や
レ
ト
リ
ッ
ク
が
完
全
に
中
立
的
で
あ
る
こ
と
は
な
く
、
ど
の
よ
う
な
目
標
が
設
定
さ
れ
、
そ

れ
が
い
か
な
る
言
葉
で
表
現
さ
れ
る
の
か
、
と
い
っ
た
こ
と
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
深
く
関
連
す
る
の
で
あ
る
（
ラ
ク
ラ
ウ
　
二
〇
〇
五
＝

二
〇
一
八
、
二
九
─
三
一；

K
räm

er 2014, 46

）。
ラ
ク
ラ
ウ
（
二
〇
〇
五
＝
二
〇
一
八
、一
六
三
）
は
こ
う
し
た
二
分
法
を
越
え
る
定
義
と
し
て

「
政
治
的
論
理
」
と
し
て
の
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
を
提
示
し
て
い
る
。

ラ
ク
ラ
ウ
は
、
政
治
ス
タ
イ
ル
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
は
な
く
、「
名
づ
け
」
と
い
う
固
有
の
権
力
を
伴
っ
た
意
味
作
用
に
着
目
す
る
。

彼
に
よ
る
と
、
民
主
主
義
社
会
に
は
様
々
な
政
治
的
社
会
的
問
題
が
存
在
し
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
人
々
の
要
求
も
多
様
で
あ
る
。
そ
う

し
た
要
求
は
「
人
民
」
と
い
う
名
の
下
に
等
価
性
を
付
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
ら
の
要
求
は
差
異
が
あ
り
な
が
ら
も
、「
人
民
」
と

い
う
名
に
よ
り
、
ま
と
ま
り
が
生
ま
れ
、
包
括
的
な
一
つ
の
要
求
へ
と
推
移
す
る
の
で
あ
る
。
加
え
て
、「
人
民
」
に
よ
り
ま
と
ま
り
が

生
じ
る
こ
と
で
、
同
時
に
「
人
民
」
と
そ
れ
以
外
の
人
々
と
の
間
に
政
治
的
境
界
線
を
形
成
し
、
そ
れ
ら
は
敵
対
的
勢
力
と
し
て
構
築
さ

れ
る
。
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
と
は
、
こ
う
し
た
「
人
民
」
と
い
う
名
の
下
で
異
な
る
要
求
を
持
っ
た
人
々
が
ま
と
ま
り
、
敵
対
的
勢
力
を
構
築

す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
政
治
的
論
理
な
の
で
あ
る
（
ラ
ク
ラ
ウ
　
二
〇
〇
五
＝
二
〇
一
八
、一
六
三
）。

政
治
的
論
理
と
し
て
の
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
に
お
い
て
、
重
要
な
こ
と
は
、「
人
民
」
と
は
構
築
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
視
点
で
あ
る
。

「
人
民
」
と
は
、
国
民
や
有
権
者
と
い
っ
た
よ
う
な
既
存
の
特
定
の
集
団
を
指
す
も
の
で
は
な
い
。「
人
民
」
は
「
空
虚
な
シ
ニ
フ
ィ
ア

（
四
七
四
）
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三
三
三

ン
」
で
あ
り
、「
人
民
」
と
は
誰
か
を
め
ぐ
っ
て
の
闘
争
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
闘
争
の
結
果
、
構
築
さ
れ
る
も
の
が
「
人
民
」
な

の
で
あ
る
。
ま
た
、「
人
民
」
が
広
範
に
わ
た
っ
て
社
会
で
支
持
を
獲
得
す
る
上
で
、「
人
民
＝
民
主
主
義
」
と
い
っ
た
よ
う
な
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
的
要
素
が
重
要
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、「
人
民
」
と
い
う
名
の
も
と
に
人
々
を
ま
と
め
る
際
に
、「
自
由
」
や
「
平
等
」
と
い
っ
た
政

治
的
シ
ン
ボ
ル
を
用
い
ら
れ
る
が
、
訴
え
か
け
ら
れ
、
節
合
し
、
ま
と
め
ら
れ
て
い
く
人
々
は
、
異
な
る
要
求
を
有
し
た
異
質
な
人
々
た

ち
な
の
で
あ
る
（
山
腰
　
二
〇
一
七
参
照
）。

ラ
ク
ラ
ウ
の
提
示
す
る
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
理
論
は
政
治
ス
タ
イ
ル
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
い
っ
た
二
つ
の
視
点
を
含
め
た
も
の
と
し
て
、

評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
政
治
的
論
理
と
し
て
の
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
と
い
う
観
点
に
た
つ
と
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
現
象
に
お
い
て
は
、「
人

民
」
の
構
築
と
い
う
名
づ
け
の
権
力
作
用
を
分
析
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
重
要
な
点
は
、「
人
民
」
の
構
築
や
名
づ
け
の
権
力
作
用

の
過
程
に
お
い
て
、
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
な
ど
の
政
治
エ
リ
ー
ト
だ
け
で
は
な
く
、
メ
デ
ィ
ア
も
ア
ク
タ
ー
と
な
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
よ
り

具
体
的
に
は
、
メ
デ
ィ
ア
が
い
か
な
る
政
治
シ
ン
ボ
ル
を
用
い
て
報
道
し
て
い
た
の
か
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
な
人
々
が
呼
び
か
け

ら
れ
た
の
か
、
と
い
っ
た
こ
と
を
分
析
対
象
と
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、「
人
民
」
の
構
築
過
程
を
分
析
す
る
際
に
は
、

メ
デ
ィ
ア
固
有
の
自
律
的
な
機
能
を
分
析
す
る
必
要
が
あ
る
。

３
．
メ
デ
ィ
ア
・
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
と
そ
の
ア
プ
ロ
ー
チ

前
節
で
は
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
定
義
を
見
て
き
た
が
、
そ
れ
で
は
メ
デ
ィ
ア
は
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
に
ど
の
よ
う
に
関
係
し
て
い
る
の
で
あ
ろ

う
か
。
本
論
で
は
、
前
述
の
よ
う
な
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や
、
二
項
対
立
図
式
を
提
示
し
、
敵
を
倒
す
こ
と
に
よ
っ
て
目

（
四
七
五
）
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三
三
四

標
が
達
成
さ
れ
る
と
す
る
政
治
的
ス
タ
イ
ル
を
メ
デ
ィ
ア
が
報
道
で
用
い
る
こ
と
、
そ
し
て
「
人
民
」
を
構
築
し
、
そ
れ
以
外
を
敵
対
す

る
も
の
と
し
て
報
道
す
る
こ
と
を
「
メ
デ
ィ
ア
・
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
」
と
定
義
す
る
（M

azzoleni 2008

）。

メ
デ
ィ
ア
・
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
研
究
は
、
近
年
の
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
へ
の
注
目
が
高
ま
る
中
、
多
く
の
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
。
第
一
が
、

政
治
的
な
ス
タ
イ
ル
や
レ
ト
リ
ッ
ク
の
観
点
か
ら
メ
デ
ィ
ア
の
報
道
を
分
析
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
観
点
か
ら
、
近
年
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

で
の
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
政
治
に
お
け
る
メ
デ
ィ
ア
の
報
道
内
容
を
分
析
し
た
研
究
で
は
、
主
に
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
の
活
動
や
発
言
が
ど
の
よ
う

に
メ
デ
ィ
ア
で
報
道
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
対
象
と
し
て
い
る
も
の
が
多
く
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
オ
ラ
ン
ダ
の
研
究
（
２
）

で

は
、
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
に
関
す
る
報
道
に
お
い
て
当
選
後
は
徐
々
に
「
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
な
く
な
る
こ
と
（B

os and 

B
rants 2014

）、
ま
た
、
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
と
既
存
主
要
政
党
の
党
首
の
メ
デ
ィ
ア
へ
の
依
存
度
を
比
較
し
、
依
存
の
程
度
に
大
き
な
差
異

は
見
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
主
要
政
党
の
党
首
が
「
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
的
な
」
活
動
や
発
言
を
す
る
と
、
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
以
上
に
批
判
が
加
え

ら
れ
る
と
い
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（B

os, van der B
rug, and de V

reese 2011

）。

こ
う
し
た
研
究
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
を
中
心
に
な
さ
れ
て
お
り
、
様
々
な
国
や
地
域
の
事
例
と
の
比
較
が
進
め
ら
れ
て
い
る

（A
lbertazzi and M

cD
onnel 2008；

 A
lberg, et. al. 2017

な
ど
）。
こ
れ
ら
の
研
究
で
は
、
メ
デ
ィ
ア
・
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
背
景
に
は
、
メ

デ
ィ
ア
の
商
業
主
義
化
と
タ
ブ
ロ
イ
ド
化
が
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
タ
ブ
ロ
イ
ド
紙
に
お
い
て
は
、
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
と
さ
れ
る
政
治
エ

リ
ー
ト
た
ち
は
、
よ
り
好
意
的
に
報
道
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
た
ち
が
、
社
会
の
「
常
識
」
や
「
価
値
観
」
と

抗
争
す
る
場
合
、
高
級
紙
な
ど
の
主
流
メ
デ
ィ
ア
は
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
た
ち
を
「
逸
脱
者
」
と
位
置
付
け
て
、
報
道
を
控
え
る
傾
向
に
あ
る

た
め
で
あ
る
。
タ
ブ
ロ
イ
ド
紙
は
、
高
級
紙
が
報
道
し
な
い
「
逸
脱
者
」
を
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
に
報
道
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
読
者
を
獲

得
す
る
。
一
方
、「
逸
脱
者
」
の
報
道
を
控
え
る
高
級
紙
な
ど
の
主
流
メ
デ
ィ
ア
は
現
状
を
維
持
す
る
報
道
を
意
図
せ
ず
行
う
こ
と
に
な

（
四
七
六
）
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三
三
五

る
（M

azzoleni 2003, 11

）。
そ
れ
が
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
た
ち
の
エ
リ
ー
ト
批
判
へ
と
つ
な
が
り
、
タ
ブ
ロ
イ
ド
紙
は
よ
り
一
層
報
道
す
る
こ

と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
た
ち
は
、「
わ
れ
わ
れ
」「
一
般
市
民
」
は
、「
エ
リ
ー
ト
」
た
ち
を
中
心
と
し
た
政
治
か
ら
疎

外
さ
れ
、「
普
通
の
人
々
」
の
声
が
政
治
に
反
映
さ
れ
て
い
な
い
と
批
判
す
る
の
で
あ
る
。
重
要
な
こ
と
は
、
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
た
ち
が
擁

護
す
る
「
わ
れ
わ
れ
」
や
「
一
般
市
民
」
と
い
っ
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
中
に
、
た
と
え
政
権
批
判
を
行
っ
て
い
る
も
の
が
あ
っ
た
と
し
て
も

メ
デ
ィ
ア
は
含
ま
れ
な
い
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
た
ち
に
と
っ
て
メ
デ
ィ
ア
と
は
自
身
と
「
人
々
」
と
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
を
阻
害
す
る
も
の
と
し
て
位
置
付
け
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
の
政
治
的
ス
タ
イ
ル
や
レ
ト

リ
ッ
ク
、
そ
れ
が
報
道
に
ど
う
反
映
さ
れ
て
い
る
の
か
、
ま
た
オ
ー
デ
ィ
エ
ン
ス
の
そ
れ
に
対
す
る
反
応
と
い
っ
た
こ
と
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
を
中
心
に
様
々
な
事
例
を
積
み
重
ね
な
が
ら
比
較
検
討
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
二
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
は
、
メ
デ
ィ
ア
・
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
を
効
果
論
の
観
点
か
ら
分
析
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
一
つ
に
、
ス

キ
ー
マ
理
論
を
用
い
た
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
社
会
秩
序
の
表
象
と
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
現
象
と
い
っ
た
政
治
的
な
諸
問
題
の
処

理
に
関
す
る
ス
キ
ー
マ
に
対
す
る
メ
デ
ィ
ア
の
影
響
が
検
証
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
た
ち
が
用
い
る
よ
う
な
言
葉
や
世
界
観

が
報
道
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
政
治
シ
ス
テ
ム
か
ら
阻
害
さ
れ
た
一
般
の
「
普
通
の
」
人
々
と
い
う
二
項
対
立
図
式
で
政
治
を
捉
え
る

「
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
・
ス
キ
ー
マ
」
が
共
有
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
う
し
た
メ
デ
ィ
ア
に
登
場
す
る
人
々
を
「
典
型
的
」
な
社
会
の
構
成

員
と
判
断
す
る
「
メ
デ
ィ
ア
を
基
礎
と
し
た
他
者
化
（m

edia-based othering

）」
が
生
じ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
（K

räm
er 2014, 55

）。

ま
た
、
メ
デ
ィ
ア
が
日
常
的
に
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
た
ち
を
報
道
す
る
こ
と
で
、
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
が
用
い
る
よ
う
な
レ
ト
リ
ッ
ク
が
社
会
で
共

有
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

メ
デ
ィ
ア
・
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
分
析
の
効
果
論
の
も
う
一
つ
の
視
点
と
し
て
、「
多
数
派
の
意
見
の
認
知
」
に
着
目
す
る
こ
と
も
提
案
さ

（
四
七
七
）
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れ
て
い
る
（
ノ
エ
ル
＝
ノ
イ
マ
ン
　
一
九
八
〇
＝
二
〇
一
三
参
照
）。
す
な
わ
ち
、
オ
ー
デ
ィ
エ
ン
ス
は
、
社
会
に
お
け
る
主
流
派
の
見
解
を

マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
報
道
を
通
じ
て
認
知
す
る
と
さ
れ
る
が
、
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
た
ち
の
報
道
に
よ
り
、
そ
の
認
知
に
偏
り
が
生
じ
、
多
数

派
の
意
見
に
関
す
る
認
知
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
も
の
で
あ
る
（K

räm
er 2014, 56

）。
こ
の
よ
う
に
、
効
果
論

の
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
は
、
メ
デ
ィ
ア
が
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
現
象
を
報
道
す
る
こ
と
が
、
オ
ー
デ
ィ
エ
ン
ス
に
と
っ
て
い
か
な
る
影
響
を
与
え

る
の
か
と
い
う
観
点
か
ら
の
研
究
の
必
要
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

メ
デ
ィ
ア
・
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
第
三
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
は
、
言
説
分
析
が
挙
げ
ら
れ
る
。
前
述
し
た
政
治
的
論
理
と
し
て
の
ポ

ピ
ュ
リ
ズ
ム
に
お
い
て
は
、
特
定
の
政
治
社
会
に
お
い
て
満
た
さ
れ
な
い
不
満
は
要
求
と
し
て
表
出
さ
れ
る
。
多
様
な
要
求
は
「
人
民
」

と
い
う
名
の
も
と
に
連
関
し
、
敵
対
的
勢
力
に
対
し
て
一
つ
に
ま
と
ま
り
、
統
一
性
が
生
ま
れ
る
と
さ
れ
る
。
そ
の
統
一
性
は
諸
要
素
が

「
節
合
」
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
も
の
で
あ
る
。
節
合
と
は
相
互
に
関
連
の
な
い
諸
要
素
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
ら
を
特
定
の

意
味
で
結
び
つ
け
る
、
す
な
わ
ち
意
味
連
関
を
構
築
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

ラ
ク
ラ
ウ
ら
は
節
合
の
結
果
と
し
て
生
じ
る
構
造
の
全
体
性
を
「
言
説
」
と
呼
ん
で
い
る
（
ラ
ク
ラ
ウ
、
ム
フ
　
二
〇
〇
一
＝

二
〇
一
五
、
二
四
〇
）。
重
要
な
こ
と
は
、
こ
の
言
説
は
閉
じ
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
常
に
開
放
性
を
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

節
合
と
い
う
意
味
連
関
は
、
意
味
を
「
部
分
的
に
」
固
定
化
す
る
結
節
点
で
あ
り
、
そ
の
固
定
化
は
部
分
的
で
あ
る
が
ゆ
え
に
一
時
点
の

も
の
に
過
ぎ
な
い
（
ラ
ク
ラ
ウ
、
ム
フ
　
二
〇
〇
一
＝
二
〇
一
五
、
二
五
七
）。
す
な
わ
ち
、
あ
る
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
的
な
節
合
は
、
敵
対
的
勢
力
に

よ
っ
て
可
能
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
対
決
の
結
果
に
よ
っ
て
、
再
び
新
た
な
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
的
な
節
合
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
に
、
い
か
な
る
「
人
民
」
が
、
ど
う
い
っ
た
意
味
と
節
合
し
、
い
か
な
る
人
々
が
「
敵
対
的
勢
力
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の

か
、
そ
れ
を
可
能
と
す
る
政
治
的
論
理
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
っ
た
観
点
か
ら
、
メ
デ
ィ
ア
の
報
道
を
言
説
分
析
す
る
の
で
あ
る
。

（
四
七
八
）
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こ
れ
ら
三
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
政
治
に
お
け
る
メ
デ
ィ
ア
の
役
割
を
考
え
る
上
で
重
要
な
分
析
の
視
座
を
提
示
す
る

も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
に
は
以
下
の
よ
う
な
問
題
点
が
あ
る
。
第
一
に
、
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
の
政
治
ス
タ
イ
ル
や
そ
の
報
道
を
国

際
比
較
す
る
研
究
は
、
重
要
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
は
あ
る
が
、
一
般
化
が
困
難
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
メ
デ
ィ
ア
・
ポ

ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
分
析
対
象
の
各
国
の
政
治
社
会
的
な
背
景
が
多
様
で
あ
る
。
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
定
義
も
一
般
的
に
共
有
す
る
こ
と
が
困
難

で
あ
る
よ
う
に
、
各
国
の
様
々
な
事
例
を
積
み
重
ね
、
特
徴
を
明
ら
か
に
し
て
も
、
広
く
共
有
さ
れ
る
メ
デ
ィ
ア
・
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
ア

プ
ロ
ー
チ
を
提
示
す
る
こ
と
が
困
難
だ
と
い
う
限
界
を
有
し
て
い
る
。
第
二
に
、
政
治
ス
タ
イ
ル
の
観
点
か
ら
比
較
す
る
研
究
に
お
い
て
、

ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
要
素
が
十
分
に
検
討
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
が
た
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
い
か
な
る
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
的
「
呼
び
か
け
」
が
あ
り
、
そ
の
結
果
「
人
民
」
が
構
築
さ
れ
、
い
か
な
る
人
々
に
対
し
て
敵
対
性
が
付
与
さ
れ
た
の
か
と

い
う
点
が
十
分
に
考
慮
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。
第
三
に
、
効
果
論
の
観
点
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
政
治
的
ス
タ
イ
ル

や
レ
ト
リ
ッ
ク
に
注
目
す
る
の
み
な
ら
ず
、
分
析
対
象
と
し
て
オ
ー
デ
ィ
エ
ン
ス
を
含
め
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
点
に
お
い
て
評
価
で
き

る
。
し
か
し
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
と
い
う
現
象
が
決
し
て
「
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
」
た
ち
を
起
点
と
し
た
一
方
向
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に

よ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
考
え
る
と
、
効
果
論
と
い
う
枠
組
み
に
は
限
界
が
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
第
四
に
、
ラ
ク
ラ
ウ
ら
の
提

示
す
る
言
説
分
析
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
哲
学
的
な
議
論
が
背
景
（
３
）

と
な
り
、
事
例
に
適
応
す
る
際
の
操
作
化
が
必
要
と
な
る
と
い
う
点
が
挙

げ
ら
れ
る
（
山
腰
　
二
〇
一
二；

山
本
　
二
〇
一
六
参
照
）。

こ
の
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
メ
デ
ィ
ア
・
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
有
用
な
点
が
あ
り
つ
つ
も
、
同
時
に
問
題
点

や
限
界
を
有
し
て
い
る
。
名
づ
け
や
意
味
づ
け
の
権
力
性
、
敵
対
性
の
付
与
と
い
う
過
程
を
、
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
に
よ
る
一
方
向
的
な
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
過
程
や
メ
デ
ィ
ア
の
み
を
分
析
す
る
と
い
う
静
態
的
に
メ
デ
ィ
ア
・
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
を
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
メ

（
四
七
九
）
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デ
ィ
ア
・
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
を
理
論
的
に
深
め
つ
つ
も
、
オ
ー
デ
ィ
エ
ン
ス
を
含
め
た
、
よ
り
動
態
的
に
捉
え
た
分
析
枠
組
み
が
必
要
と
さ

れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

４
．
メ
デ
ィ
ア
・
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
可
能
性
と
そ
の
限
界

メ
デ
ィ
ア
・
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
を
動
態
的
に
捉
え
る
た
め
に
、
い
か
な
る
ア
プ
ロ
ー
チ
が
適
切
な
の
か
。
前
述
の
効
果
論
の
ア
プ
ロ
ー
チ

は
、
オ
ー
デ
ィ
エ
ン
ス
と
い
う
視
点
を
提
示
し
た
が
、
効
果
論
と
い
う
一
方
向
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
念
頭
に
置
い
た
議
論
に
は
限

界
が
あ
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
一
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
だ
け
で
は
現
代
の
メ
デ
ィ
ア
・
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
現
象
を
分
析
す
る
に
は
限
界
が

あ
り
、
総
合
的
に
分
析
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
上
で
、
よ
り
動
態
的
に
分
析
す
る
枠
組
み
と
し
て
重
要
に
な
っ
て
く
る
の
は
、
ニ
ュ
ー

ス
の
生
産
過
程
と
消
費
過
程
と
い
う
視
座
で
あ
る
。

メ
デ
ィ
ア
・
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
ニ
ュ
ー
ス
の
生
産
過
程
の
分
析
を
考
え
る
際
、
フ
レ
ー
ム
と
い
う
概
念
が
有
用
で
あ
る
。
例
え
ば
、
エ

ン
ト
マ
ン
は
政
策
決
定
者
、
メ
デ
ィ
ア
、
世
論
が
互
い
に
影
響
を
与
え
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
争
点
の
フ
レ
ー
ム
が
決
定
す
る
と
い
う
カ
ス

ケ
ー
ド
・
モ
デ
ル
を
提
示
し
て
い
る
（E

ntm
an 2004

）。
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
は
可
能
な
限
り
多
く
の
オ
ー
デ
ィ
エ
ン
ス
に
と
っ
て
理
解
可

能
で
受
け
入
れ
や
す
い
も
の
を
提
示
す
る
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
は
出
来
事
を
取
材
す
る
が
、
出
来
事
を
構
成
す
る
す
べ
て
の
要
素
を
取
り

上
げ
て
ニ
ュ
ー
ス
を
制
作
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
、
出
来
事
の
構
成
要
素
を
選
択
す
る
の
で
あ
る
。
出
来
事
の
い
か
な
る
構

成
要
素
を
拾
い
上
げ
る
の
か
と
い
う
選
択
と
排
除
、
出
来
事
の
解
釈
や
構
成
要
素
の
強
調
は
、
ニ
ュ
ー
ス
制
作
に
お
い
て
パ
タ
ー
ン
化
さ

れ
る
。
こ
の
パ
タ
ー
ン
化
さ
れ
た
出
来
事
の
構
成
要
素
の
選
択
／
排
除
、
出
来
事
の
解
釈
や
強
調
を
、
メ
デ
ィ
ア
・
フ
レ
ー
ム
と
呼
ぶ

（
四
八
〇
）
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（G
itlin 2003, 7

）。
メ
デ
ィ
ア
・
フ
レ
ー
ム
に
は
社
会
で
広
く
共
有
さ
れ
た
価
値
観
が
反
映
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
価
値
観
に
沿
っ
て
出
来

事
の
構
成
要
素
が
選
択
／
排
除
さ
れ
、
組
織
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
（G

am
son and M

odigliani 1989

）。
そ
し
て
、
そ
の
価
値
観
に
基
づ
い

て
「
必
要
な
」「
重
要
な
」
情
報
が
判
断
さ
れ
選
択
、
強
調
さ
れ
、「
妥
当
な
」「
適
切
な
」
解
釈
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
価

値
観
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
み
な
ら
ず
、
一
般
の
人
々
や
政
治
的
ア
ク
タ
ー
な
ど
社
会
で
広
く
共
有
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し

て
、
ニ
ュ
ー
ス
の
言
説
が
オ
ー
デ
ィ
エ
ン
ス
で
あ
る
一
般
の
人
々
や
政
治
的
ア
ク
タ
ー
た
ち
の
出
来
事
の
解
釈
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
社
会
で
す
で
に
共
有
さ
れ
て
い
る
価
値
観
を
再
生
産
す
る
の
で
あ
る
（F

airclough 2001

）。
す
な
わ
ち
、
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
た
ち

の
発
言
や
行
動
が
、
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
選
択
さ
れ
る
背
景
に
は
、
オ
ー
デ
ィ
エ
ン
ス
た
ち
、
そ
し
て
社
会
で
広
く
共
有
さ
れ
て
い
る
価

値
観
に
よ
り
彼
ら
の
ニ
ュ
ー
ス
バ
リ
ュ
ー
が
高
ま
り
、
選
択
の
対
象
と
な
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
近
年
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ
に
お
い
て
フ
ェ
イ
ク
ニ
ュ
ー
ス
が
拡
散
さ
れ
、
メ
デ
ィ
ア
に
対
す
る
不
信
が
高
ま
り
、
こ

れ
ら
が
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
政
治
を
促
進
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
オ
ー
デ
ィ
エ
ン
ス
の
ニ
ュ
ー
ス
の
消
費
過
程
と
い
う
観
点
か
ら
分
析
し

て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
例
え
ば
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ
に
お
い
て
、
い
か
な
る
「
人
民
」
が
構
築
さ
れ
て
い
る
の
か
、
そ

し
て
フ
ェ
イ
ク
ニ
ュ
ー
ス
を
通
じ
て
、
い
か
な
る
人
々
に
対
し
て
敵
対
性
が
付
与
さ
れ
て
い
る
の
か
を
分
析
を
通
じ
て
明
ら
か
に
し
て
い

く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ
に
お
い
て
い
か
な
る
「
わ
れ
わ
れ
」
と
「
彼
ら
」
を
構
築
し
て
い
る

の
か
と
い
う
視
点
か
ら
の
分
析
を
進
め
る
こ
と
で
、
メ
デ
ィ
ア
・
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
に
お
け
る
オ
ー
デ
ィ
エ
ン
ス
の
役
割
を
分
析
の
視
座
に

含
め
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

こ
れ
ら
の
ニ
ュ
ー
ス
の
生
産
過
程
と
消
費
過
程
の
分
析
を
通
じ
て
、
メ
デ
ィ
ア
・
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
に
お
け
る
「
人
民
」
の
構
築
と
敵
対

性
の
付
与
の
検
証
に
つ
な
が
る
。
こ
の
よ
う
に
、「
人
民
」
と
敵
対
性
の
意
味
づ
け
を
め
ぐ
る
政
治
の
プ
ロ
セ
ス
を
総
合
的
な
ア
プ
ロ
ー

（
四
八
一
）
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チ
を
用
い
て
分
析
す
る
こ
と
が
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
政
治
に
お
け
る
メ
デ
ィ
ア
の
役
割
を
考
え
る
上
で
必
要
と
な
る
だ
ろ
う
。

【
謝
辞
】
本
研
究
は
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費
研
究
活
動
ス
タ
ー
ト
支
援
（JP
18H

05734, JP
19K

20931

）
の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。

（
1
） 

大
嶽
秀
夫
は
、「
劇
場
型
政
治
」
を
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
政
治
の
一
形
態
と
し
て
論
じ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
政
治
家
や
官
僚
が
「
甘
い
汁
」
を
吸

う
「
悪
玉
」
と
し
て
描
き
、
自
ら
を
そ
れ
ら
を
退
治
す
る
、
一
般
の
人
々
を
代
表
す
る
「
善
玉
」
と
し
て
訴
え
、
勧
善
懲
悪
の
ド
ラ
マ
と
し
て
政
治

を
演
出
す
る
こ
と
を
指
し
て
い
る
（
大
嶽
　
二
〇
〇
六
、
二
）。
こ
の
場
合
、
政
治
的
ス
タ
イ
ル
や
レ
ト
リ
ッ
ク
と
し
て
の
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
定
義

と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

（
2
） 

メ
デ
ィ
ア
研
究
に
お
い
て
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
と
メ
デ
ィ
ア
の
研
究
は
オ
ラ
ン
ダ
で
精
力
的
に
勧
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
も
、
ボ
ス
と
デ
・
ヴ

リ
ー
ス
が
所
属
す
る
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
大
学
は
数
多
く
の
研
究
成
果
を
発
表
し
て
い
る
。
本
文
中
で
紹
介
し
た
以
外
に
も
、H

am
eleers, B

os, and 

de V
reese 

（2017

）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
3
） 

ラ
ク
ラ
ウ
自
身
は
事
例
分
析
を
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ラ
ク
ラ
ウ
の
言
説
理
論
を
言
説
分
析
と
し
て
体
系
化
す
る
動
き
は
、
エ
セ
ッ
ク
ス

大
学
を
中
心
に
見
ら
れ
る
（H

ow
arth 2000；

山
本
　
二
〇
一
六
参
照
）。
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三
四
三

政
党
規
模
に
も
と
づ
く
交
付
金
の
傾
斜
配
分

浅

　
　井

　
　直

　
　哉

１
　
政
党
交
付
金
の
集
中

自
由
民
主
党
（
以
下
、
自
民
党
）
は
、
二
〇
一
二
年
一
二
月
に
実
施
さ
れ
た
第
四
八
回
衆
議
院
議
員
総
選
挙
に
お
い
て
二
八
四
議
席
を

獲
得
し
、
政
権
に
復
帰
し
た
。
二
〇
一
六
年
の
第
二
四
回
参
議
院
議
員
通
常
選
挙
後
に
は
、
そ
の
後
に
入
党
し
た
議
員
を
含
め
、
日
本
の

こ
こ
ろ
と
の
統
一
会
派
が
単
独
過
半
数
を
上
回
り
、
衆
参
と
も
に
単
独
過
半
数
の
議
席
を
得
る
に
至
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
野
党
は
乱

立
状
態
に
陥
り
、
す
べ
て
の
党
が
衆
議
院
に
お
い
て
二
一
議
席
以
下
に
と
ど
ま
っ
た
（
１
）

。
今
日
に
お
け
る
国
会
の
勢
力
は
、
与
党
が
突
出
し

た
議
席
を
持
つ
一
方
で
、
小
規
模
な
野
党
が
分
裂
し
た
ま
ま
と
い
う
構
図
に
な
っ
た
。
メ
デ
ィ
ア
で
は
、
自
民
党
が
他
党
に
比
べ
て
優
位

な
立
場
に
あ
る
こ
と
を
「
一
強
多
弱
」
と
称
し
て
報
道
す
る
場
面
も
み
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
状
況
を
踏
ま
え
る
と
、
自
民
党
は
議
会
運
営

に
お
け
る
強
力
な
基
盤
を
手
に
し
た
と
い
え
る
。

論

　説

（
四
八
五
）
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「
自
民
党
が
な
ぜ
強
い
の
か
」
と
い
う
問
い
に
つ
い
て
考
え
る
に
は
、
そ
れ
が
意
味
す
る
も
の
に
つ
い
て
明
示
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
た
と
え
ば
、
多
数
派
勢
力
の
形
成
を
「
強
さ
」
と
し
て
扱
う
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
し
、
党
執
行
部
の
権
力
が
強
化
さ
れ
る
よ
う

な
ケ
ー
ス
を
政
党
の
「
強
さ
」
と
表
現
す
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
研
究
者
の
側
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
現
象
が
生
じ
る
要
因
を
明
ら
か
に

す
る
た
め
に
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
ア
プ
ロ
ー
チ
を
用
意
す
る
。「
多
数
派
の
形
成
」
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
あ
る
政
党
が
議
席
を
増
や

し
た
り
、
ま
た
あ
る
党
が
議
席
を
減
ら
し
た
り
す
る
の
は
な
ぜ
か
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
得
票
が
増
加
し
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
減
少
す

る
の
か
と
い
っ
た
問
い
に
関
心
を
向
け
て
、
有
権
者
の
投
票
行
動
を
分
析
の
対
象
と
す
る
（
三
宅
　
一
九
九
五；

松
本
　
二
〇
〇
一；

谷
口
　

二
〇
〇
五；

山
田
　
二
〇
〇
九；
谷
口
　
二
〇
一
一；

名
取
　
二
〇
一
四
）。
党
組
織
の
権
力
に
関
し
て
は
、「
強
い
権
力
」
を
あ
る
派
閥
や
党
執

行
部
へ
の
権
限
の
集
中
と
置
き
換
え
て
、
方
針
の
決
定
に
介
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
個
人
や
集
団
を
特
定
す
る
分
析
が
行
わ
れ
る
。
こ
の

と
き
、
党
内
意
思
決
定
過
程
の
分
析
な
ど
を
通
じ
て
、
組
織
に
お
け
る
権
力
の
所
在
の
変
容
過
程
に
目
を
向
け
る
こ
と
に
な
る
（
升
味
　

一
九
八
五；

佐
藤
・
松
崎
　
一
九
八
六；

川
人
　
一
九
九
六；

小
宮
　
二
〇
一
〇；

高
安
　
二
〇
一
四；

濱
本
　
二
〇
一
五
）。

こ
こ
で
挙
げ
た
二
つ
の
ケ
ー
ス
は
、
日
本
政
治
研
究
や
自
民
党
研
究
の
中
で
も
数
多
く
の
蓄
積
が
な
さ
れ
て
き
た
テ
ー
マ
で
あ
る
（
２
）

。
こ

れ
に
対
し
、
本
稿
で
は
、
こ
れ
ま
で
関
心
を
向
け
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
か
っ
た
資
金
面
に
光
を
当
て
、
政
治
資
金
、
と
り
わ
け
、
政
党
組

織
に
関
す
る
資
金
と
い
う
点
に
お
い
て
自
民
党
の
強
さ
が
み
ら
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
（
３
）

。
カ
ネ
は
、「
個
人
に
と
っ
て
も
集
団
に

と
っ
て
も
、
自
ら
の
影
響
力
や
権
力
と
い
っ
た
手
段
を
発
達
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
（
ア
レ
キ
サ
ン
ダ
ー
・
白
鳥
　
一
九
九
五
：
七
）」。「
政

党
の
発
達
は
、
そ
の
組
織
を
維
持
、
拡
大
す
る
た
め
の
費
用
を
増
加
さ
せ
る
（
岩
井
　
一
九
九
〇
：
三
二
）」。
現
実
政
治
と
資
金
と
は
不
可

分
の
関
係
に
あ
り
、
政
治
資
金
は
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
必
要
経
費
」
と
な
る
（
岡
沢
　
一
九
八
九
：
一
八
五
）。
権
力
の
拡
大
を
目
指
す
と

き
、
政
党
の
組
織
化
を
目
指
す
と
き
、
そ
こ
に
は
必
ず
資
金
需
要
が
生
ま
れ
る
。
本
稿
は
こ
の
点
に
目
を
向
け
、
政
党
組
織
と
資
金
を
取

（
四
八
六
）
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り
あ
げ
る
こ
と
と
す
る
。

本
稿
に
お
い
て
は
、「
自
民
党
の
強
さ
」
を
「
資
金
の
集
中
」
と
し
て
位
置
づ
け
る
。
潤
沢
な
資
金
を
も
つ
政
党
や
候
補
者
は
、
必
然

的
に
運
動
に
投
入
で
き
る
資
金
量
が
増
加
し
、
選
挙
運
動
を
有
利
に
進
め
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
、
平
時
に
お
け
る
宣
伝
活
動
や

党
組
織
の
運
営
な
ど
、
資
金
の
需
要
は
選
挙
運
動
期
間
以
外
の
日
常
時
に
お
い
て
も
存
在
す
る
。
川
人
（
二
〇
〇
四
）
は
、
わ
ず
か
で
あ

る
も
の
の
、
資
金
が
多
く
投
入
さ
れ
た
場
合
に
得
票
が
増
加
す
る
ケ
ー
ス
の
存
在
を
指
摘
し
て
い
る
（
川
人
　
二
〇
〇
四
）。

次
節
で
後
述
す
る
よ
う
に
、
政
党
は
、
本
来
、
党
費
や
支
持
者
お
よ
び
支
持
団
体
か
ら
の
献
金
に
よ
っ
て
活
動
資
金
を
確
保
す
る
と
考

え
ら
れ
て
き
た
。
今
な
お
、
こ
れ
ら
の
資
金
が
政
党
組
織
を
支
え
て
い
る
こ
と
に
疑
い
の
余
地
は
な
い
。
し
か
し
、
党
費
や
献
金
な
ど
の

自
主
財
源
は
以
前
よ
り
も
大
幅
に
縮
小
し
、
各
党
の
資
金
需
要
に
耐
え
得
る
も
の
で
は
な
く
な
っ
た
。
今
日
、
各
党
の
資
金
を
支
え
て
い

る
の
は
政
党
交
付
金
で
あ
る
。
日
本
で
は
、
一
九
九
五
年
の
政
党
助
成
制
度
の
開
始
後
、
一
部
の
政
党
を
除
き
、
各
党
の
収
入
は
政
党
交

付
金
が
中
心
に
な
っ
た
。
日
本
の
政
党
助
成
制
度
で
は
、
国
会
の
議
席
数
と
国
政
選
挙
で
の
得
票
率
を
も
と
に
各
党
へ
の
交
付
額
が
算
出

さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
議
会
第
一
党
に
資
金
が
集
中
し
や
す
い
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
。
メ
デ
ィ
ア
で
は
毎
年
、
各
党
へ
の
配
分
額
が
報

道
さ
れ
る
も
の
の
、
通
時
的
な
情
報
は
あ
ま
り
蓄
積
さ
れ
て
お
ら
ず
、
学
術
的
に
も
分
析
の
対
象
に
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
本
稿
で
は
、

各
党
の
交
付
金
に
注
目
し
、
政
党
助
成
制
度
の
仕
組
み
上
、
各
党
の
配
分
額
の
相
対
的
な
比
率
は
、
各
党
の
得
票
お
よ
び
議
席
の
比
率
に

近
似
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
い
を
出
発
点
と
し
て
、
有
効
政
党
数
の
算
出
方
法
を
援
用
し
、
配
分
額
の
差
を
分
析
す
る
。
次
節
で

は
、
日
本
の
政
党
助
成
制
度
の
枠
組
み
に
注
目
し
、
各
党
へ
の
配
分
額
が
国
会
に
お
け
る
勢
力
に
近
似
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
続
く
第

三
節
で
は
、
日
本
に
お
け
る
有
効
政
党
数
の
推
移
に
目
を
向
け
、
第
四
節
に
お
い
て
、
政
党
交
付
金
の
配
分
に
お
け
る
集
中
の
程
度
と
有

効
政
党
数
の
比
較
を
行
う
。
第
五
節
で
は
、
本
稿
の
結
論
と
そ
こ
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
知
見
に
つ
い
て
論
じ
る
。

（
四
八
七
）
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２
　
日
本
に
お
け
る
政
党
助
成
制
度

大
衆
政
党
（m

ass party

）
や
包
括
政
党
（catch-all party

）
に
関
す
る
議
論
に
よ
れ
ば
、
政
党
は
、
支
持
者
か
ら
の
献
金
を
募
り
、
そ

の
資
金
を
活
動
費
に
充
て
る
（D

uverger 1951; K
irchheim

er 1966

）。
し
か
し
、
今
日
の
政
党
は
、
カ
ル
テ
ル
政
党
（cartel party

）
論
が

説
明
す
る
よ
う
に
、
有
権
者
や
企
業
か
ら
の
献
金
で
は
な
く
、
国
か
ら
の
助
成
金
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
（K

atz and M
air 1995

）。

日
本
の
政
党
も
、
こ
の
状
況
に
当
て
は
ま
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
日
本
の
政
党
助
成
は
一
九
九
五
年
に
始
ま
り
、
今
日
ま
で
に

六
、〇
〇
〇
億
円
以
上
の
資
金
が
三
〇
以
上
の
政
党
に
交
付
さ
れ
た
。
二
〇
〇
四
年
分
の
政
治
資
金
収
支
報
告
書
を
み
る
と
、
各
党
の
年

間
収
入
に
お
い
て
政
党
交
付
金
が
占
め
る
割
合
は
、
自
民
党
で
約
六
七
％
、
民
主
党
（
当
時
）
で
約
八
六
％
と
な
っ
て
い
る
（
４
）

。
政
党
助
成

法
は
、「
政
党
の
政
治
活
動
の
健
全
な
発
達
の
促
進
及
び
そ
の
公
明
と
公
正
の
確
保
を
図
り
、
も
っ
て
民
主
政
治
の
健
全
な
発
展
に
寄
与

す
る
こ
と
」
を
目
的
と
し
て
い
る
。

政
党
助
成
法
に
は
、「
政
党
交
付
金
の
交
付
に
当
た
っ
て
は
、
条
件
を
付
し
、
又
は
そ
の
使
途
に
つ
い
て
制
限
し
て
は
な
ら
な
い
」
と

明
記
さ
れ
て
お
り
、
原
則
と
し
て
使
途
は
定
め
ら
れ
て
い
な
い
。
政
党
交
付
金
は
、
最
近
の
国
勢
調
査
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
人
口
に

二
五
〇
円
を
か
け
た
額
を
総
額
と
し
て
お
り
、
年
間
で
お
よ
そ
三
二
〇
億
円
と
な
る
。
政
党
交
付
金
を
各
政
党
に
配
分
す
る
た
め
の
計
算

に
は
、
主
に
二
つ
の
方
法
が
採
用
さ
れ
て
お
り
、
総
額
の
二
分
の
一
ず
つ
の
金
額
が
該
当
す
る
。
一
つ
目
の
計
算
方
法
は
、
議
員
数
割
と

呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。

議
員
数
割
は
、
交
付
を
届
け
出
た
政
党
に
所
属
す
る
議
員
数
を
も
と
に
各
政
党
の
勢
力
を
算
出
す
る
。
分
母
と
な
る
値
は
、
衆
参
両
院

の
議
員
総
数
で
は
な
く
、
届
け
出
を
行
っ
た
政
党
に
所
属
す
る
議
員
数
と
な
る
。
国
会
に
議
席
を
有
す
る
政
党
の
う
ち
、
届
け
出
を
行
わ

（
四
八
八
）
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な
か
っ
た
政
党
が
あ
れ
ば
、
そ
の
政
党
が
受
け
取
る
予
定
で
あ
っ
た
資
金
は

総
額
分
に
組
み
込
ま
れ
た
ま
ま
と
な
る
た
め
、
結
果
的
に
、
交
付
の
申
請
を

行
っ
た
政
党
に
上
乗
せ
し
て
交
付
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

残
り
の
二
分
の
一
の
額
は
、
得
票
数
割
に
よ
っ
て
算
出
さ
れ
る
。
得
票
数

割
は
、
さ
ら
に
四
分
の
一
ず
つ
の
額
に
分
け
ら
れ
、
前
回
衆
議
院
議
員
総
選

挙
で
の
得
票
率
、
前
回
お
よ
び
前
々
回
の
参
議
院
議
員
通
常
選
挙
に
お
け
る

得
票
率
に
応
じ
て
配
分
さ
れ
る
。
い
ず
れ
も
、
選
挙
区
と
比
例
区
に
分
け
て

計
算
さ
れ
、
通
常
選
挙
に
お
い
て
は
、
前
回
選
挙
と
前
々
回
選
挙
の
得
票
率

の
平
均
を
も
と
に
算
出
さ
れ
る
。
こ
こ
で
も
、
分
母
と
な
る
値
は
有
効
投
票

総
数
に
対
す
る
当
該
政
党
の
得
票
数
で
は
な
く
、
届
け
出
を
行
っ
た
政
党
が

獲
得
し
た
得
票
を
合
算
し
た
数
と
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
得
票
数
割
に
お
い
て

も
、
届
け
出
政
党
が
少
な
い
ほ
ど
、
届
け
出
政
党
に
支
給
さ
れ
る
額
が
大
き

く
な
る
仕
組
み
と
な
っ
て
い
る
。
日
本
で
は
、
受
給
資
格
を
満
た
す
ほ
と
ん

ど
の
政
党
が
政
党
交
付
金
を
受
給
し
て
い
る
が
、
共
産
党
は
、
制
度
が
導
入

さ
れ
た
当
初
か
ら
交
付
金
を
受
給
し
て
い
な
い
。
共
産
党
が
受
け
取
る
こ
と

の
で
き
る
額
は
、
交
付
を
届
け
出
た
政
党
に
上
乗
せ
さ
れ
て
い
る
。

政
党
が
交
付
金
を
受
給
で
き
る
か
否
か
は
、
以
下
の
二
つ
の
基
準
に
よ
り

図 １　主要政党の年間収入に占める政党交付金の割合

出典：「政治資金収支報告書の概要」『官報』より筆者作成。

（
四
八
九
）
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規
定
さ
れ
て
い
る
。
第
一
に
、
衆
議
院
な
い
し
参
議
院
に
議
席

を
も
つ
議
員
が
五
人
以
上
い
る
政
党
が
交
付
対
象
と
な
る
。
第

二
に
、
前
回
の
総
選
挙
、
あ
る
い
は
前
回
、
前
々
回
の
通
常
選

挙
に
お
い
て
、
二
％
以
上
の
得
票
率
を
得
た
政
党
に
受
給
資
格

が
与
え
ら
れ
る
。
各
党
が
受
給
で
き
る
交
付
金
の
額
に
は
、
制

度
導
入
当
初
、
前
年
収
入
額
の
三
分
の
二
と
い
う
上
限
が
設
け

ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
事
実
上
、
新
党
は
結
成
の
翌
年

以
降
で
な
け
れ
ば
交
付
金
を
受
給
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

前
年
に
収
入
実
績
が
な
い
場
合
に
は
、
交
付
額
が
算
定
さ
れ
な

い
。
し
か
し
、
こ
の
条
項
は
一
九
九
六
年
に
廃
止
さ
れ
、
交
付

額
の
算
出
に
際
し
て
前
年
の
収
入
実
績
は
反
映
さ
れ
な
い
こ
と

と
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
国
政
選
挙
に
一
度
も
候
補
者
を
擁

立
し
た
こ
と
が
な
い
政
党
で
あ
っ
て
も
、
現
職
の
議
員
が
五
人

以
上
い
れ
ば
、
政
党
交
付
金
を
受
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
前
回
の
総
選
挙
か
、
前
回
お
よ
び
前
々
回
の
通
常
選

挙
に
お
い
て
、
政
党
と
し
て
二
％
の
得
票
実
績
が
あ
れ
ば
、
あ

る
時
点
に
お
い
て
国
会
議
員
が
五
人
以
上
在
籍
し
て
い
な
く
て

表 １　政党交付金配分額の算出方法

区分 計算

議員数割：政党交付金総額の 1／２

議員数割（1／２）×当該政党の国会議

員数／（届出政党の国会議員数の合

計） …①　 

得票数割： 1／２　総選挙（前回）　 

小選挙区

得票数割（1／２）× 1／４ ×得票割合

 …②ａ

得票数割： 1／２　総選挙（前回）　 

比例代表

得票数割（1／２）× 1／４ ×得票割合

 …②ｂ

得票数割： 1／２　通常選挙（前回・

前々回）　小選挙区

得票数割（1／２）× 1／４ ×得票割合

の平均 …②ｃ

得票数割： 1／２　通常選挙（前回・

前々回）　比例代表

得票数割（1／２）× 1／４ ×得票割合

の平均 …②ｄ

各政党への配分額 ① ＋ ②（ａ～ｄの合計）

出典：総務省ホームページ「政党交付金の額の算定と交付手続」

http://www.soumu.go.jp/senkyo/seiji_s/seitoujoseihou/seitoujoseihou0４.html

をもとに筆者作成（２019 年 ３ 月 ２9 日閲覧）。

（
四
九
〇
）
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も
、
政
党
交
付
金
の
受
給
資
格
が
生
じ
る
。
受
給
に
際
し
て
、
政
党
は
、
基
準
日
に
お
け
る
政
党
の
名
称
や
会
計
責
任
者
、
所
属
議
員
の

氏
名
な
ど
を
総
務
省
に
届
け
出
る
。
基
準
日
は
、
基
本
的
に
、
交
付
金
が
交
付
さ
れ
る
当
該
年
の
一
月
一
日
と
定
め
ら
れ
て
お
り
、
し
ば

し
ば
現
職
議
員
に
よ
る
新
党
が
年
末
に
結
成
さ
れ
る
の
は
こ
の
た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
（
山
本
　
二
〇
一
〇
）。

日
本
の
政
党
助
成
制
度
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
二
つ
の
特
徴
が
あ
る
。
第
一
に
、
新
党
や
規
模
の
小
さ
な
政
党
に
も
交
付
を
受
け
る
機

会
が
開
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
五
〇
以
上
の
選
挙
区
に
候
補
者
を
擁
立
す
る
こ
と
が
受
給
資
格
を
得
る
条
件
の
一
つ

と
な
っ
て
い
る
（
桐
原 
二
〇
〇
四
）。
ド
イ
ツ
で
は
、
前
年
の
収
入
実
績
が
配
分
額
の
上
限
と
な
る
た
め
、
助
成
金
を
得
る
に
は
、
党
費
や

献
金
を
集
め
る
こ
と
が
欠
か
せ
な
い
（
桐
原 

二
〇
〇
四
）。
日
本
の
場
合
に
は
新
党
で
あ
っ
て
も
五
人
以
上
の
現
職
議
員
が
所
属
し
て
い
れ

ば
交
付
を
受
け
る
資
格
が
発
生
す
る
た
め
、
両
国
に
比
べ
、
開
か
れ
た
受
給
要
件
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

第
二
の
特
徴
と
し
て
は
、
金
額
の
配
分
に
偏
り
が
生
ま
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
配
分
額
の
算
定
は
、
議
席
数
と
得
票
数
を
も
と
に
決
定
さ

れ
る
た
め
、
必
然
的
に
、
議
席
の
多
い
政
党
ほ
ど
多
額
の
資
金
が
配
分
さ
れ
る
。
各
党
に
同
額
の
資
金
を
提
供
す
る
の
で
な
い
限
り
、
何

ら
か
の
方
法
に
よ
っ
て
配
分
額
に
傾
斜
を
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
日
本
で
は
、
議
席
数
と
得
票
数
に
よ
っ
て
金
額
の
差
が
生
ま
れ
る

よ
う
に
設
計
さ
れ
て
い
る
。
見
方
を
変
え
る
と
、
多
数
派
勢
力
に
は
多
額
の
資
金
が
供
給
さ
れ
る
の
に
対
し
、
そ
の
他
の
政
党
は
、
党
勢

が
小
さ
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
交
付
金
も
少
額
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
各
党
へ
の
配
分
額
に
は
、
各
党
の
議
席
お
よ
び
得
票
に
お
け
る
勢
力

が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
有
効
政
党
数
の
指
標
を
援
用
し
、
実
際
に
そ
う
で
あ
る
の
か
、
勢
力
に
沿
っ
た
配
分
が

な
さ
れ
て
い
る
の
な
ら
ば
、
議
席
お
よ
び
得
票
の
ど
ち
ら
の
値
に
接
近
し
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
。

（
四
九
一
）
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３
　
日
本
に
お
け
る
有
効
政
党
数
の
推
移

各
党
へ
の
交
付
金
の
規
模
を
析
出
す
る
前
に
、
日
本
の
有
効
政
党
数
の
推
移
と
、
各
選
挙
に
お
い
て
得
票
お
よ
び
議
席
を
得
た
政
党
数

の
推
移
を
概
観
す
る
。
有
効
政
党
数
と
は
、
ラ
ー
ク
ソ
ー
（M

arkku L
aakso

）
と
タ
ー
ガ
ペ
ラ
（R

ein T
aagepera

）
に
よ
っ
て
考
案
さ
れ

た
指
標
で
あ
り
、
各
党
の
議
席
数
や
得
票
率
を
も
と
に
、
勢
力
的
に
有
効
と
み
な
す
こ
と
の
で
き
る
政
党
の
数
を
示
す
（L

aakso and 

T
aagepera 1979

）。
各
党
が
同
規
模
程
度
の
勢
力
を
も
つ
場
合
に
は
、
政
党
シ
ス
テ
ム
に
存
在
す
る
政
党
の
実
数
に
近
い
値
が
算
出
さ
れ

る
。
こ
れ
に
対
し
、
突
出
し
た
議
席
数
を
も
つ
政
党
が
存
在
す
る
と
き
、
有
効
政
党
数
は
一
に
接
近
す
る
。

図
２
を
み
る
と
、
総
選
挙
に
お
け
る
有
効
選
挙
政
党
数
は
、
選
挙
区
で
は
お
お
む
ね
三
党
～
四
党
の
間
で
推
移
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
（
５
）

。
民
主
党
が
単
独
で
圧
倒
的
な
議
席
を
獲
得
し
た
二
〇
〇
九
年
に
は
二
・
六
四
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
数
値
が
三
未
満
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
総
選
挙
に
お
け
る
選
挙
区
で
は
、
純
粋
な
二
党
制
で
は
な
い
も
の
の
、
ほ
ぼ
そ
れ
に
近
い
傾
向
が
み
ら
れ
る
と
い
え
る
。
比
例
区
の

部
分
に
目
を
移
す
と
、
選
挙
区
に
比
べ
て
政
党
数
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
点
か
ら
は
、
比
例
代
表
制
が
併
用
さ
れ
て
い

る
こ
と
に
よ
り
、
小
党
に
よ
る
議
席
獲
得
の
可
能
性
が
高
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
。
小
選
挙
区
で
は
、
有
効
な
勢
力
を
獲
得

す
る
政
党
が
三
未
満
で
あ
る
が
、
比
例
代
表
制
に
よ
っ
て
一
定
の
勢
力
を
得
る
政
党
が
増
加
し
て
お
り
、
数
の
点
か
ら
す
る
と
、
衆
議
院

で
は
多
党
制
の
傾
向
が
み
ら
れ
る
。

こ
こ
で
は
、
日
本
の
政
党
シ
ス
テ
ム
の
状
況
を
論
じ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
勢
力
的
に
有
効
と
み
な
す
こ
と
の
で

き
る
政
党
と
、
そ
う
で
な
い
政
党
の
数
の
差
に
ど
の
程
度
の
開
き
が
み
ら
れ
る
の
か
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
表
２
は
、
一
九
五
五
年
以

降
に
実
施
さ
れ
た
総
選
挙
に
お
い
て
票
を
得
た
政
党
の
数
と
、
図
２
で
示
し
た
有
効
政
党
数
を
一
覧
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
み
る

（
四
九
二
）
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と
、
票
を
得
た
政
党
の
総
数
に
対
し
、
有
効
な
勢
力
を
も
つ
と
さ
れ
る
政
党

数
は
半
分
以
下
の
値
で
推
移
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
選
挙
区
に
比
べ
、

小
党
で
も
票
を
得
や
す
い
と
さ
れ
る
比
例
区
の
部
分
で
さ
え
、
有
効
政
党
数

は
実
際
に
得
票
し
た
政
党
の
半
分
以
下
に
圧
縮
さ
れ
る
。
表
３
で
は
、
総
選

挙
に
お
い
て
議
席
を
獲
得
し
た
政
党
の
数
と
有
効
議
会
政
党
数
を
、
表
４
で

は
、
参
議
院
議
員
通
常
選
挙
に
お
い
て
票
お
よ
び
議
席
を
獲
得
し
た
政
党
の

数
と
有
効
政
党
数
を
比
較
し
て
い
る
。
総
選
挙
に
お
い
て
議
席
を
獲
得
し
た

政
党
に
つ
い
て
は
、
一
九
九
六
年
以
降
の
選
挙
区
部
分
に
お
け
る
政
党
数
の

圧
縮
が
顕
著
と
な
っ
て
い
る
。
特
に
、
二
〇
〇
五
年
以
降
、
小
選
挙
区
に
お

い
て
議
席
を
獲
得
し
た
勢
力
は
八
つ
前
後
存
在
し
て
い
る
の
に
対
し
、
有
効

議
会
政
党
数
は
二
を
下
回
っ
て
い
る
。
参
議
院
の
有
効
政
党
数
は
、
選
挙
、

議
会
と
も
に
衆
議
院
を
上
回
っ
て
い
る
が
、
票
お
よ
び
議
席
を
実
際
に
獲
得

し
た
政
党
と
比
較
す
る
と
、
衆
議
院
で
の
傾
向
と
同
様
に
半
分
以
下
の
値
と

な
る
。
二
〇
〇
一
年
以
降
の
通
常
選
挙
で
は
、
六
～
八
つ
の
勢
力
が
議
席
を

獲
得
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
有
効
政
党
数
は
三
前
後
で
推
移
し
て
い
る
。

通
常
選
挙
で
は
、
地
域
に
よ
っ
て
選
挙
制
度
に
ば
ら
つ
き
が
み
ら
れ
る
が
、

お
お
む
ね
、
衆
議
院
の
傾
向
と
重
な
っ
て
い
る
。

図 ２　有効選挙政党数（衆議院）の推移

出典：筆者作成。

（
四
九
三
）
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表 ２　衆議院議員総選挙において得票した政党数と有効政党数の比較

実数

（選挙区）

実数

（比例区）

有効政党数

（選挙区）

有効政党数

（比例区）

1958 年 5 ２.２４

1960 年 6 ２.４0

196３ 年 6 ２.55

1967 年 7 ３.0３

1969 年 7 ３.３5

197２ 年 7 ３.４1

1976 年 8 ４.0２

1979 年 9 ３.76

1980 年 9 ３.４４

198３ 年 9 ３.6４

1986 年 9 ３.３5

1990 年 8 ３.４1

199３ 年 11 5.16

1996 年 9 8 ３.88 ４.２8

２000 年 11 10 ３.78 5.15

２00３ 年 10 5 ２.97 ３.４２

２005 年 9 8 ２.71 ３.7２

２009 年 11 11 ２.6４ ３.68

２01２ 年 1２ 1２ ３.8２ 5.79

２01４ 年 10 11 ３.２5 ４.97

２017 年 9 11 ３.４0 ４.85

出典：筆者作成。

（
四
九
四
）
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表 ３　衆議院議員総選挙において議席を得た政党数と有効政党数の比較

実数

（選挙区）

実数

（比例区）

有効政党数

（選挙区）

有効政党数

（比例区）

1958 年 5 1.98

1960 年 6 ２.00

196３ 年 5 ２.15

1967 年 6 ２.４1

1969 年 6 ２.50

197２ 年 7 ２.67

1976 年 7 ３.18

1979 年 8 ３.２9

1980 年 8 ２.7４

198３ 年 8 ３.２３

1986 年 8 ２.57

1990 年 8 ２.70

199３ 年 10 ４.1４

1996 年 8 5 ２.３6 ３.8４

２000 年 9 6 ２.３6 ４.7２

２00３ 年 8 5 ２.２8 ３.0３

２005 年 6 8 1.76 ３.15

２009 年 7 7 1.70 ２.91

２01２ 年 9 9 1.57 ４.95

２01４ 年 9 6 1.69 ４.1４

２017 年 8 7 1.71 ４.２0

出典：筆者作成。

（
四
九
五
）
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表 ４　参議院議員通常選挙において票および 

議席を得た政党数と有効政党数の比較

実数

（選挙区）

実数

（比例区）

実数

（議会）

有効政党数

（選挙区）

有効政党数

（比例区）

有効政党数

（議会）

1956 年 7 7 6 ２.6２ ３.55 ２.59

1959 年 6 7 6 ２.5４ ３.４9 ２.４４

196２ 年 8 8 7 ２.9４ ３.３9 ２.58

1965 年 7 7 6 ３.17 ３.２9 ２.４9

1968 年 7 7 6 ３.２9 ３.４３ ２.7４

1971 年 7 7 6 ３.２２ ３.6２ ２.8２

197４ 年 7 7 7 ３.87 ３.80 ３.３３

1977 年 11 11 10 ４.09 5.0３ ３.18

1980 年 8 9 8 ３.7３ ４.1２ ２.87

198３ 年 8 10 11 ３.7２ 5.10 ２.9４

1986 年 8 10 10 ３.60 ４.68 ２.7２

1989 年 9 9 11 5.0３ ４.４３ ４.２1

199２ 年 7 9 10 ４.00 5.４４ ３.01

1995 年 9 8 9 5.４２ ４.65 ３.8４

1998 年 8 7 7 ４.9４ 5.8３ ４.6３

２001 年 8 8 8 ４.２7 ４.58 ２.9２

２00４ 年 7 6 6 ３.３6 ３.75 ２.89

２007 年 11 11 7 ３.55 ３.8３ ２.86

２010 年 1３ 1２ 8 ３.55 5.01 ３.09

２01３ 年 1４ 1２ 9 ４.２２ 5.２３ ３.0３

２016 年 1３ 1２ 8 ４.0３ ４.70 ３.３6

出典：筆者作成。

（
四
九
六
）
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４
　
政
党
交
付
金
配
分
の
偏
り

前
節
で
は
、
実
際
に
票
お
よ
び
議
席
を
得
た
政
党
数
と
、
有
効
政
党
数
の
計
算
に
よ
っ
て
算
出
さ
れ
た
政
党
数
と
の
間
に
、
ど
の
程
度

の
差
が
生
じ
得
る
の
か
を
確
認
し
た
。
有
効
政
党
数
の
議
論
は
、
選
挙
お
よ
び
議
会
レ
ベ
ル
に
お
い
て
、
各
党
の
勢
力
を
相
対
的
に
比
較

し
、
一
定
の
規
模
を
上
回
る
政
党
の
数
を
算
出
す
る
。
こ
の
性
格
を
政
党
助
成
に
援
用
し
、
交
付
金
の
配
分
が
ど
の
程
度
の
数
の
政
党
に

集
中
し
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
。
待
鳥
（
二
〇
一
五
）
に
よ
る
と
「
有
効
政
党
数
は
、
大
政
党
と
小
政
党
が
混
在
す
る
議
会
の
実

質
的
な
勢
力
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
」
の
に
有
用
な
指
標
で
あ
る
と
い
う
（
待
鳥
　
二
〇
一
五
）。
配
分
額
が
議
席
数
と
得
票
数
を
も
と
に

算
出
さ
れ
る
こ
と
、
金
額
の
大
き
な
政
党
と
小
さ
な
政
党
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
の
二
点
か
ら
、
政
党
交
付
金
は
、
有
効
政
党
数
の
援
用

可
能
性
を
も
つ
。

表
５
は
、
交
付
を
受
け
た
政
党
の
数
と
、
他
党
よ
り
も
相
対
的
に
大
き
な
金
額
の
交
付
を
受
け
た
と
み
な
さ
れ
る
政
党
の
数
を
示
し
て

い
る
。
こ
れ
を
み
る
と
、
有
効
政
党
数
の
よ
う
に
、
実
際
の
数
よ
り
も
五
党
以
上
減
少
し
、
三
前
後
の
値
で
推
移
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
。
こ
れ
は
、
一
定
程
度
の
資
金
を
得
て
い
る
政
党
が
三
前
後
に
集
中
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
最
大
値
は
、

一
九
九
八
年
に
記
録
さ
れ
た
三
・
四
五
で
あ
り
、
同
年
に
実
際
に
交
付
を
受
け
た
政
党
数
は
一
二
党
で
あ
っ
た
。
特
筆
す
べ
き
は
、

二
〇
〇
三
年
以
降
、
ほ
と
ん
ど
の
年
に
お
い
て
、
交
付
金
が
三
党
以
下
の
政
党
に
集
中
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
政
党
交
付
金
総
額
の
う
ち
、

議
会
第
一
党
と
第
二
党
が
大
部
分
を
占
め
、
残
り
の
金
額
が
一
〇
党
前
後
に
配
分
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

図
３
は
、
衆
議
院
、
参
議
院
に
お
け
る
有
効
政
党
数
と
交
付
金
の
集
中
の
程
度
を
比
較
し
て
い
る
（
６
）

。
得
票
す
る
政
党
よ
り
も
議
席
を
得

る
政
党
の
方
が
少
な
い
た
め
、
有
効
政
党
数
は
、
一
般
的
に
、
選
挙
レ
ベ
ル
よ
り
も
議
会
レ
ベ
ル
の
方
が
小
さ
な
値
と
な
る
。
こ
れ
ら
の

（
四
九
七
）
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表 ５　政党交付金を受給した政党と配分額の集中の比較

交付金受給政党数 政党交付金集中度

1995 年 8 ３.08

1996 年 10 ３.06

1997 年 9 ３.0４

1998 年 1２ ３.４5

1999 年 10 ３.３5

２000 年 11 ３.３9

２001 年 10 ３.２9

２00２ 年 8 ３.1３

２00３ 年 8 ２.9３

２00４ 年 6 ２.57

２005 年 7 ２.5３

２006 年 7 ２.４9

２007 年 6 ２.51

２008 年 6 ２.55

２009 年 8 ２.6２

２010 年 9 ２.5２

２011 年 9 ２.60

２01２ 年 11 ２.67

２01３ 年 9 ３.３0

２01４ 年 11 ３.２２

２015 年 10 ２.80

出典：筆者作成。

（
四
九
八
）
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値
と
比
較
し
、
資
金
配
分
の
集
中
度
が
有
効
選
挙
政
党
数
の
選
挙
区
部
分
と

有
効
議
会
政
党
数
の
間
に
位
置
し
続
け
て
い
る
こ
と
か
ら
、
政
党
交
付
金
は
、

小
選
挙
区
部
分
の
得
票
な
い
し
議
会
に
お
け
る
議
席
配
分
に
近
い
状
況
の
も

と
に
配
分
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
政
党
交
付
金
に
関
し
、

配
分
の
計
算
方
法
は
複
雑
な
も
の
の
、
資
金
配
分
は
お
お
む
ね
議
席
状
況
を

反
映
し
て
い
る
と
い
え
る
。

単
年
で
の
傾
向
を
み
て
い
く
と
、
政
党
交
付
金
は
、
議
会
レ
ベ
ル
の
勢
力

に
近
似
し
て
お
り
、
配
分
の
比
例
性
が
高
い
。
一
方
で
、
通
時
的
な
見
方
を

す
る
と
、
資
金
総
額
に
対
す
る
各
党
へ
の
配
分
額
は
い
く
つ
か
の
政
党
に
集

中
し
、
そ
の
よ
う
な
状
況
が
常
態
化
し
て
い
る
と
指
摘
で
き
る
。
第
二
節
で

み
た
よ
う
に
、
資
金
配
分
の
算
出
は
所
属
議
員
数
と
得
票
率
が
基
準
と
な
る
。

こ
の
二
つ
の
条
件
は
、
二
〇
〇
九
年
や
二
〇
一
二
年
の
総
選
挙
の
よ
う
に
、

選
挙
結
果
に
大
き
な
変
動
が
起
き
な
い
限
り
固
定
さ
れ
る
。
言
い
換
え
る
と
、

一
度
の
選
挙
結
果
が
数
年
の
間
に
お
い
て
資
金
的
な
差
を
生
み
出
す
。

図 ３　有効政党数と政党交付金の集中度の比較

出典：筆者作成。

（
四
九
九
）
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五
八

５
　
結
論
と
含
意

政
党
交
付
金
の
配
分
額
を
相
対
的
に
み
る
と
、
約
三
党
前
後
に
集
中
し
て
い
る
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
、
議
会
勢
力
、
あ
る
い
は
総
選

挙
に
お
け
る
選
挙
区
レ
ベ
ル
の
勢
力
を
反
映
す
る
か
た
ち
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
実
態
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
前
節
で
も
指
摘
し
た
よ
う

に
、
現
行
制
度
上
、
政
党
間
に
は
資
金
的
な
差
が
生
ま
れ
や
す
く
、
さ
ら
に
は
固
定
化
し
や
す
い
状
況
に
あ
る
と
い
え
る
。
こ
れ
は
、
と

り
わ
け
、
年
間
収
入
の
多
く
を
政
党
交
付
金
に
依
拠
し
て
い
る
政
党
に
み
ら
れ
る
傾
向
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
知

見
と
し
て
、
以
下
の
三
点
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
に
、
各
党
の
得
票
や
獲
得
議
席
と
資
金
の
関
係
に
つ
い
て
、
政
党
助
成
と
い
う
点
か
ら
み
る
と
、
選
挙
と
資
金
と
の
間
に
は
、
選

挙
結
果
の
差
が
資
金
力
の
差
を
生
み
出
す
と
い
う
関
係
が
存
在
す
る
。
冒
頭
で
ふ
れ
た
よ
う
に
、
多
額
の
資
金
が
選
挙
運
動
に
投
入
さ
れ

た
と
き
、
得
票
が
増
加
す
る
の
は
わ
ず
か
で
あ
り
、
政
党
資
金
と
議
席
の
関
係
性
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
な
る
分
析
の
余
地
が
残
さ
れ
て
い

る
。
し
か
し
、
選
挙
で
勝
ち
続
け
る
こ
と
が
資
金
の
増
加
に
つ
な
が
り
、
資
金
の
増
加
が
選
挙
で
の
勝
利
を
よ
り
確
か
な
も
の
に
し
て
い

る
と
す
る
な
ら
ば
、
政
党
助
成
は
、
自
民
党
の
一
党
優
位
と
い
う
状
況
を
促
進
す
る
要
因
と
し
て
作
用
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
あ
く
ま

で
も
、
本
制
度
は
得
票
と
議
席
に
応
じ
て
資
金
を
傾
斜
的
に
配
分
す
る
と
い
う
ロ
ジ
ッ
ク
の
も
と
に
成
り
立
っ
て
い
る
。
そ
う
で
あ
る
と

し
て
も
、
実
際
に
は
、
選
挙
結
果
に
よ
っ
て
資
金
力
の
差
が
も
た
ら
さ
れ
、
そ
の
差
が
固
定
化
さ
れ
る
よ
う
な
実
態
が
浮
か
び
上
が
る
。

政
党
助
成
の
開
始
か
ら
二
〇
年
以
上
が
経
過
し
た
今
日
、
現
行
の
制
度
が
も
た
ら
す
効
果
や
影
響
を
検
証
し
、
制
度
の
在
り
方
を
見
直
す

余
地
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
政
治
資
金
規
正
法
と
の
関
連
や
、
献
金
の
在
り
方
と
の
つ
な
が
り
を
踏
ま
え
た
議
論
が
求
め
ら
れ
る
。
政
治
資

（
五
〇
〇
）
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に
も
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分
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）

三
五
九

金
と
の
直
接
的
な
結
び
つ
き
は
、
配
分
額
の
集
中
度
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
第
二
の
含
意
と
な
る
。
日
本
に
お
い
て
、
個
人
献
金
は
定
着
し

て
お
ら
ず
、
政
治
改
革
時
に
期
待
さ
れ
た
よ
う
な
状
況
は
生
ま
れ
て
い
な
い
。
当
時
、
個
人
献
金
の
促
進
が
期
待
さ
れ
た
の
に
対
し
、
企

業
献
金
は
規
制
の
対
象
と
な
っ
た
。
企
業
献
金
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
も
の
と
し
て
の
見
方
が
先
行
し
て
い
る
（
７
）

。
も
ち

ろ
ん
、
一
九
七
〇
年
代
か
ら
一
九
九
〇
年
代
に
か
け
て
の
汚
職
に
ま
つ
わ
る
イ
メ
ー
ジ
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
実
に
、
各
党
の
収
入
が
交
付
金
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
以
上
、
献
金
の
在
り
方
と
助
成
の
位
置
づ
け
を

関
連
づ
け
た
議
論
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
個
人
、
企
業
や
団
体
な
ど
と
い
っ
た
私
的
な
領
域
か
ら
の
資
金
が
政
党
に
流
れ
込
ま
な

い
限
り
、
各
党
の
資
金
が
変
動
す
る
余
地
は
少
な
い
（
８
）

。
し
た
が
っ
て
、
政
治
献
金
の
取
り
扱
い
を
改
め
て
問
い
直
す
必
要
が
あ
る
と
い
え

よ
う
。

第
三
の
点
は
、
各
党
の
資
金
量
が
政
党
、
と
り
わ
け
野
党
の
選
挙
戦
略
に
影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性
を
も
つ
こ
と
で
あ
る
。
得
票
お
よ
び

議
席
の
増
加
が
自
ら
の
資
金
の
増
加
を
も
た
ら
す
と
き
、
各
党
は
、
得
票
の
最
大
化
を
目
指
す
よ
う
な
選
挙
戦
略
を
打
ち
立
て
る
と
想
定

で
き
る
。
資
金
的
な
余
裕
を
欠
く
政
党
は
、
た
と
え
議
席
の
獲
得
に
結
び
つ
か
な
く
て
も
、
得
票
の
増
加
に
傾
倒
す
る
。
こ
の
と
き
、
政

党
交
付
金
は
、
野
党
間
に
お
け
る
政
党
間
協
力
を
阻
害
す
る
も
の
と
な
る
。
統
一
候
補
の
擁
立
は
、
野
党
の
候
補
者
の
勝
率
を
高
め
る
選

挙
戦
略
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
統
一
候
補
を
擁
立
し
た
と
き
、
得
票
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
一
本
化
さ
れ
た
候
補
者
が
所
属
す
る

政
党
の
も
の
に
な
る
。
戦
略
が
功
を
奏
し
、
統
一
候
補
が
与
党
候
補
を
破
っ
た
と
仮
定
す
る
と
、
こ
れ
ま
た
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
議
席

は
そ
の
当
選
者
の
政
党
の
数
に
組
み
込
ま
れ
る
。
こ
の
候
補
者
な
い
し
当
選
者
の
政
党
は
、
票
、
議
席
と
も
に
伸
張
す
る
こ
と
が
で
き
、

結
果
的
に
交
付
金
の
配
分
の
増
加
も
見
込
ま
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
相
乗
り
の
側
に
ま
わ
っ
た
政
党
は
、
実
績
を
上
積
み
す
る
こ
と
が

で
き
ず
、
選
挙
運
動
に
コ
ス
ト
を
投
入
す
る
の
み
と
な
り
、
直
接
的
な
メ
リ
ッ
ト
を
欠
く
。

（
五
〇
一
）
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今
日
に
お
け
る
自
民
党
の
一
党
優
位
の
状
況
は
「
一
強
多
弱
」
と
も
称
さ
れ
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
政
治
状
況
が
生
じ
て
い
る
の
か
に
つ

い
て
は
、
複
合
的
な
要
因
が
存
在
す
る
。
本
稿
で
は
、
そ
の
一
端
と
し
て
政
党
資
金
、
と
り
わ
け
、
政
党
交
付
金
に
注
目
し
、
こ
の
点
に

お
い
て
も
自
民
党
の
一
党
優
位
状
態
が
形
成
さ
れ
て
い
る
と
と
も
に
、
そ
の
状
態
が
固
定
化
し
う
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
本

稿
が
政
党
助
成
を
取
り
あ
げ
た
の
は
、
今
日
の
政
党
が
収
入
の
大
部
分
を
交
付
金
で
賄
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
必
ず
し

も
各
党
の
資
金
が
政
党
交
付
金
の
み
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
第
一
節
で
も
ふ
れ
た
よ
う

に
、
交
付
金
に
比
べ
て
小
さ
な
規
模
で
は
あ
る
も
の
の
、
各
党
と
も
、
党
費
や
献
金
に
よ
る
収
入
を
得
て
い
る
。

た
だ
し
、
こ
の
点
に
お
い
て
も
与
野
党
間
に
は
資
金
の
差
が
み
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
自
民
党
の
年
間
収
入
に
お
い
て
、
約
二
〇
％
は

自
主
財
源
が
占
め
る
。
こ
れ
に
対
し
、
野
党
の
自
主
財
源
は
数
％
程
度
に
と
ど
ま
る
場
合
が
多
く
、
資
金
を
調
達
す
る
こ
と
が
で
き
て
い

な
い
。
政
治
資
金
は
、
多
く
の
党
員
を
抱
え
、
組
織
的
に
資
金
を
確
保
す
る
た
め
の
仕
組
み
が
整
備
さ
れ
て
い
る
政
党
や
、
与
党
と
し
て

政
策
決
定
に
影
響
力
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
政
党
に
集
中
す
る
。
す
な
わ
ち
、
与
党
に
比
べ
て
、
野
党
は
自
主
財
源
の
調
達
が
困
難

な
も
の
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
流
れ
が
存
在
す
る
う
え
で
、
今
や
各
党
の
最
大
の
資
金
源
と
な
っ
た
政
党
交
付
金
に
も
偏
り
が
み
ら
れ
る

こ
と
か
ら
、
資
金
の
集
中
は
、
政
党
の
強
さ
に
関
す
る
一
つ
の
側
面
を
な
す
と
い
う
説
明
が
可
能
と
な
る
。

政
党
助
成
制
度
は
、
政
治
改
革
の
と
き
に
掲
げ
ら
れ
た
政
党
本
位
の
政
治
を
実
現
す
る
た
め
の
具
体
策
で
あ
り
、
制
度
設
計
や
期
待
さ

れ
る
効
果
に
は
当
時
の
政
治
状
況
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
意
味
で
、
本
稿
が
明
ら
か
に
し
た
の
は
、
政
党
助
成
に
関
し
て
、
政
治
改

革
時
に
は
予
期
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
影
響
が
生
じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
今
後
、
政
治
改
革
の
検
証
が
進
め
ら
れ
、
政
治
資
金
の

改
正
を
め
ぐ
る
論
点
が
再
び
提
起
さ
れ
る
な
ら
ば
、
政
党
組
織
、
さ
ら
に
は
政
党
助
成
の
在
り
方
に
つ
い
て
包
括
的
な
議
論
が
な
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
は
、
本
稿
の
射
程
で
は
論
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
課
題
で
あ
り
、
本
稿
の
立
ち
位
置
は
、
あ
く
ま
で
も
問
題

（
五
〇
二
）
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提
起
を
行
っ
た
に
す
ぎ
な
い
。
今
後
、
こ
の
議
論
を
よ
り
深
め
て
い
く
た
め
に
は
、
さ
ら
な
る
研
究
蓄
積
が
求
め
ら
れ
る
。
と
り
わ
け
、

早
期
に
取
り
組
ま
れ
る
べ
き
論
点
と
し
て
は
、
各
党
の
資
金
の
多
寡
と
選
挙
結
果
の
関
係
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
、
各
党
の
支

出
は
ど
の
よ
う
に
な
さ
れ
て
お
り
、
政
党
交
付
金
が
占
め
る
割
合
は
ど
の
程
度
で
あ
る
の
か
な
ど
の
問
題
が
想
起
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
点

は
、
今
後
の
研
究
課
題
と
し
た
い
。

（
1
） 

第
四
八
回
総
選
挙
の
結
果
よ
り
。

（
２
） 

こ
こ
で
は
、
数
多
く
の
研
究
蓄
積
の
う
ち
の
一
部
を
取
り
あ
げ
て
い
る
。

（
３
） 

日
本
の
政
治
資
金
に
関
す
る
主
な
研
究
業
績
と
し
て
、
広
瀬
（
一
九
八
九
）、
岩
井
（
一
九
九
〇
）、
ア
レ
キ
サ
ン
ダ
ー
・
白
鳥
（
一
九
九
五
）、

佐
々
木
・
谷
口
・
吉
田
・
山
本
（
一
九
九
九
）、
川
人
（
二
〇
〇
四
）、C

arlson

（２007

）
な
ど
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
政
党
助
成
を

取
り
上
げ
て
い
る
も
の
と
し
て
は
浅
井
（
二
〇
一
六；

二
〇
一
七；

二
〇
一
八
）
を
参
照
。

（
４
） 

各
党
の
年
間
収
入
に
占
め
る
政
党
助
成
の
割
合
を
み
る
限
り
に
お
い
て
、
日
本
の
政
党
は
カ
ル
テ
ル
政
党
論
が
指
摘
す
る
よ
う
な
特
徴
を
も
っ

て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
カ
ル
テ
ル
政
党
の
特
性
は
資
金
面
以
外
に
も
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
資
金
面
に
の
み
注
目
し
て
、
日
本
の
政
党
が
カ
ル
テ
ル

政
党
で
あ
る
と
論
じ
る
こ
と
は
難
し
い
。
中
北
（
二
〇
一
二
）
は
、
政
党
助
成
の
点
に
お
い
て
も
、
日
本
の
政
党
を
カ
ル
テ
ル
政
党
と
す
る
こ
と
は

早
計
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
本
稿
で
も
論
じ
て
い
る
よ
う
に
、
日
本
の
政
党
助
成
は
国
政
選
挙
を
中
心
と
し
た
制
度
設
計
が
施
さ
れ
て
い
る
。
政
党

が
資
金
を
獲
得
す
る
た
め
に
は
、
選
挙
で
の
得
票
、
議
席
獲
得
の
増
加
を
目
指
す
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
彼
は
選
挙
至
上
主
義
政
党
で
あ
る
と
論

じ
て
い
る
（
中
北
　
二
〇
一
二
：
一
二
五
）。

（
5
） 

総
務
省
が
公
表
す
る
選
挙
結
果
調
に
も
と
づ
い
て
、「
諸
派
」
お
よ
び
「
無
所
属
」
を
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
の
グ
ル
ー
プ
と
み
な
し
て
算
出
さ
れ
た

値
を
示
し
て
い
る
。

（
6
） 

前
節
と
異
な
り
、
政
党
交
付
金
を
受
給
し
た
政
党
の
み
を
対
象
と
し
た
値
を
示
し
て
い
る
。
共
産
党
は
、
折
れ
線
グ
ラ
フ
で
示
し
て
い
る
交
付

金
の
集
中
度
に
含
ま
れ
て
い
な
い
。

（
五
〇
三
）
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（
7
） 

民
主
党
は
、
政
党
本
部
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
、
企
業
・
団
体
献
金
の
受
け
取
り
を
拒
否
す
る
姿
勢
を
み
せ
て
い
る
。

（
8
） 

白
鳥
（
一
九
九
五
）
は
、
自
主
財
源
に
よ
っ
て
資
金
を
充
足
で
き
な
い
よ
う
な
政
党
は
、
国
民
か
ら
の
支
持
を
得
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
こ

と
を
意
味
し
、
消
滅
し
て
も
仕
方
が
な
い
と
考
え
る
見
方
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
同
時
に
、
そ
れ
で
も
な
お
、
選
挙
運
動
に
お
い
て
共
通
の
場
を

設
け
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
論
じ
、
公
的
な
助
成
は
選
挙
公
営
の
よ
う
な
も
の
に
と
ど
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
の
立
場
を
示
し
て
い
る
（
白
鳥 

一
九
九
五
：
二
四
三
）。

（
日
本
語
文
献
）

浅
井
直
哉
（
二
〇
一
六
）「
日
本
の
政
党
助
成
制
度
と
カ
ル
テ
ル
政
党
の
形
成
」『
法
学
研
究
年
報
』
第
四
四
号
、
一
七
五
─
二
〇
七
頁
。

浅
井
直
哉
（
二
〇
一
七
）「
政
党
助
成
制
度
の
導
入
に
よ
る
収
支
構
造
の
変
容
と
政
党
交
付
金
の
実
態
」『
法
学
研
究
年
報
』
第
四
五
号
、
一
二
一
─

一
四
九
頁
。

浅
井
直
哉
（
二
〇
一
八
）「
民
主
党
に
お
け
る
政
党
助
成
の
役
割
」『
法
学
研
究
年
報
』
第
四
六
号
、
一
二
四
─
一
〇
三
頁
。

岩
井
奉
信
（
一
九
九
〇
）『
政
治
資
金
の
研
究

─
利
益
誘
導
の
日
本
的
政
治
風
土
』
日
本
経
済
新
聞
社
。

岩
崎
正
洋
（
一
九
九
九
）『
政
党
シ
ス
テ
ム
の
理
論
』
東
海
大
学
出
版
会
。

岩
崎
正
洋
（
二
〇
〇
二
）『
議
会
制
民
主
主
義
の
行
方
』
一
藝
社
。

岩
崎
正
洋
（
二
〇
〇
七
）「
一
党
優
位
政
党
制
の
条
件
」『
政
経
研
究
』
第
四
四
巻
第
二
号
、
四
五
一
─
四
七
一
頁
。

岩
崎
正
洋
編
（
二
〇
一
一
）『
政
党
シ
ス
テ
ム
の
理
論
と
実
際
』
お
う
ふ
う
。

岩
渕
美
克
（
二
〇
一
〇
）「
第
４5
回
総
選
挙
の
分
析

─
民
主
党
の
勝
因
と
メ
デ
ィ
ア
効
果
」『
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
＆
メ
デ
ィ
ア
』
第
三
巻
、
四
一
─

五
二
頁
。

岡
沢
憲
芙
（
一
九
八
八
）『〔
現
代
政
治
学
叢
書
　
一
三
〕
政
党
』
東
京
大
学
出
版
会
。

加
藤
秀
治
郎
（
一
九
九
一
）「
西
ド
イ
ツ
の
比
例
代
表
制
と
公
費
補
助
」『
選
挙
研
究
』
第
六
巻
、
六
三
─
七
九
頁
。

川
人
貞
史
（
一
九
九
六
）「
シ
ニ
オ
リ
テ
ィ
・
ル
ー
ル
と
派
閥
」『
レ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
臨
時
増
刊
号
、 

一
一
一
─
一
四
五
頁
。

（
五
〇
四
）



政
党
規
模
に
も
と
づ
く
交
付
金
の
傾
斜
配
分
（
浅
井
）

三
六
三

川
人
貞
史
（
二
〇
〇
四
）『
選
挙
制
度
と
政
党
シ
ス
テ
ム
』
木
鐸
社
。

桐
原
康
栄
（
二
〇
〇
四
）「
欧
米
主
要
国
の
政
治
資
金
制
度
」『
調
査
と
情
報

─IS
S

U
E

 B
R

IE
F

』
第
四
五
四
号
。

小
宮
京
（
二
〇
一
〇
）「
保
守
党
に
お
け
る
派
閥
の
一
考
察

─
１
９
２
０
─
１
９
６
０
年
代
」『
選
挙
研
究
』
第
二
六
巻
第
一
号
、
五
─
一
三
頁
。

佐
々
木
毅
・
谷
口
将
紀
・
吉
田
慎
一
・
山
本
修
嗣
編
（
一
九
九
九
）『
代
議
士
と
カ
ネ
』
朝
日
新
聞
社
。

佐
々
木
毅
編
（
一
九
九
九
）『
政
治
改
革
一
八
〇
〇
日
の
真
実
』
講
談
社
。

佐
藤
誠
三
郎
・
松
崎
哲
久
（
一
九
八
六
）『
自
民
党
政
権
』
中
央
公
論
社
。

白
鳥
令
（
一
九
九
五
）「
政
治
改
革
の
原
則
は
何
か
」
Ｈ
・
Ｅ
・
ア
レ
キ
サ
ン
ダ
ー
＆
白
鳥
令
編
『
民
主
主
義
の
コ
ス
ト

─
政
治
資
金
の
国
際
比
較
』

二
三
七
─
二
四
四
頁
、
新
評
論
。

砂
田
一
郎
（
一
九
七
七
）「
一
党
優
位
型
政
党
シ
ス
テ
ム
の
安
定
と
変
動
の
諸
条
件

─
政
党
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
問
題
を
中
心
に
」『
東
海
大
学
紀
要
　

政
治
経
済
学
部
』
第
九
巻
、
五
五
─
七
二
頁
。

田
中
宗
孝
（
一
九
九
七
）『
政
治
改
革
六
年
の
道
程
』
ぎ
ょ
う
せ
い
。

谷
口
将
紀
（
二
〇
〇
五
）「
衆
議
院
総
選
挙
候
補
者
の
政
策
位
置
」『
年
報
政
治
学
』
第
五
六
巻
第
二
号
、
一
一
─
二
四
頁
。

谷
口
尚
子
（
二
〇
一
一
）「
二
〇
〇
九
年
政
権
交
代
の
長
期
的
・
短
期
的
背
景
」『
選
挙
研
究
』
第
二
六
巻
第
二
号
、
一
五
─
二
八
頁
。

中
北
浩
爾
（
二
〇
一
二
）『
現
代
日
本
の
政
党
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』
岩
波
新
書
。

名
取
良
太
（
二
〇
一
四
）「
２
０
１
２
年
衆
院
選
に
お
け
る
政
党
投
票
と
候
補
者
投
票
」『
情
報
研
究

─
関
西
大
学
総
合
情
報
学
部
紀
要
』
第
四
一
巻
、

七
一
─
八
四
頁
。

広
瀬
道
貞
（
一
九
八
九
）『
政
治
と
カ
ネ
』
岩
波
新
書
。

浜
田
泰
弘
（
二
〇
一
一
）「
政
党
国
庫
補
助
の
政
治
的
意
義
と
憲
法
的
問
題

─
ド
イ
ツ
に
お
け
る
政
党
助
成
の
概
観
」『
現
代
社
会
研
究
』
第
八
号
、

六
三
─
七
〇
頁
。

濱
本
真
輔
（
二
〇
一
五
）「
首
相
と
党
内
統
治

─
人
事
と
造
反
」『
選
挙
研
究
』
第
三
一
巻
第
二
号
、
三
二
─
四
七
頁
。

升
味
準
之
助
（
一
九
八
五
）『
現
代
政
治

─
一
九
五
五
年
以
後
　
下
』
東
京
大
学
出
版
会
。

（
五
〇
五
）



政
経
研
究

　第
五
十
六
巻
第
二
号
（
二
〇
一
九
年
七
月
）

三
六
四

松
本
正
生
（
二
〇
〇
一
）『
政
治
意
識
図
説

─
「
政
党
支
持
世
代
」
の
退
場
』
中
公
新
書
。

村
上
信
一
郎
（
一
九
九
一
）「
政
党
活
動
に
対
す
る
国
家
助
成

─
イ
タ
リ
ア
の
経
験
か
ら
」『
選
挙
研
究
』
第
六
巻
八
〇
─
一
〇
八
頁
。

三
宅
一
郎
（
一
九
九
五
）『
日
本
の
政
治
と
選
挙
』
東
京
大
学
出
版
会
。

山
田
真
裕
（
二
〇
一
〇
）「
２
０
０
９
年
総
選
挙
に
お
け
る
政
権
交
代
と
ス
ゥ
イ
ン
グ
・
ヴ
ォ
ー
テ
ィ
ン
グ
」『
選
挙
研
究
』
第
二
六
巻
第
二
号
、
五
─

一
四
頁
。

山
本
健
太
郎
（
二
〇
一
〇
）『
政
党
間
移
動
と
政
党
シ
ス
テ
ム

─
日
本
に
お
け
る
「
政
界
再
編
」
の
研
究
』
木
鐸
社
。

（
外
国
語
文
献
）

A
lexander, H

erbert E
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） C

om
parative P

olitical F
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。
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歴
史
に
か
か
わ
る
法
令
に
つ
い
て
の
考
察
（
田
上
）

三
六
七

歴
史
に
か
か
わ
る
法
令
に
つ
い
て
の
考
察

─
「
記
憶
法
」
を
中
心
に

─

田

　
　上

　
　雄

　
　大

は
じ
め
に

一
　「
記
憶
法
（m

em
ory law

s
）」
と
は
何
か

二
　「
記
憶
法
」
の
分
類

三
　「
記
憶
法
」
に
か
か
わ
る
論
争

四
　「
記
憶
法
」
の
強
度

む
す
び
に
か
え
て

論
　
説

（
五
〇
九
）



政
経
研
究

　第
五
十
六
巻
第
二
号
（
二
〇
一
九
年
七
月
）

三
六
八

は
じ
め
に

法
令
の
な
か
に
は
、
歴
史
に
対
し
て
特
定
の
見
解
を
表
明
し
た
り
、
反
対
の
見
解
に
対
し
て
罰
則
を
規
定
し
た
り
す
る
こ
と
で
、
直
接

的
ま
た
は
間
接
的
に
特
定
の
歴
史
観
を
正
当
な
も
の
と
す
る
も
の
が
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
法
令
は
、「
客
観
的
意
味
が
あ
る
〝
歴
史
〟
と

主
観
的
意
味
が
あ
る
〝
記
憶
（
１
）

〟」
と
が
混
じ
り
合
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
奇
異
な
も
の
と
い
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
一
つ
し
か
存
在
し
え
な
い

「
歴
史
」
に
対
し
て
、
集
団
ご
と
に
存
在
す
る
「
記
憶
」
の
う
ち
の
一
つ
が
法
令
を
通
し
て
影
響
を
及
ぼ
そ
う
と
す
る
か
ら
で
あ
る
（
２
）

。

こ
う
い
っ
た
歴
史
観
に
少
な
か
ら
ず
関
係
す
る
法
令
に
対
す
る
呼
称
と
し
て
、「
記
憶
法
（m

em
ory law

s

）」
と
い
う
も
の
が
存
在
す
る
。

「
記
憶
法
」
の
も
と
も
と
の
語
は
、
フ
ラ
ン
ス
で
特
定
の
法
令
を
指
す
た
め
に
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
我
が
国
で
は
、

フ
ラ
ン
ス
法
研
究
者
を
は
じ
め
と
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
を
研
究
対
象
と
す
る
研
究
者
に
よ
っ
て
こ
う
い
っ
た
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
「
記
憶

法
」
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
。

近
年
、
こ
の
「
記
憶
法
」
と
い
う
概
念
は
、
フ
ラ
ン
ス
以
外
の
国
で
も
扱
わ
れ
る
よ
う
に
も
な
り
、
そ
し
て
、
よ
り
普
遍
的
な
用
語
と

し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
意
味
で
の
「
記
憶
法
」
は
、
我
が
国
に
お
い
て
あ
ま
り
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

本
稿
で
は
、
こ
の
「
記
憶
法
」
に
つ
い
て
、
そ
の
概
要
を
紹
介
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
特
徴
を
分
析
す
る
こ
と
で
、「
記
憶
法
」
そ
の

も
の
の
強
度
に
つ
い
て
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
本
稿
に
お
い
て
、
特
定
の
歴
史
的
出
来
事
の
存
在
の
有
無
に
つ
い
て
は
言
及
し
な
い
。
そ
れ
は
、
本
稿
の
目
的
が
「
記
憶
法
」

に
つ
い
て
論
ず
る
こ
と
で
あ
り
、
歴
史
的
出
来
事
の
有
無
や
正
誤
に
つ
い
て
論
ず
る
こ
と
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

（
五
一
〇
）



歴
史
に
か
か
わ
る
法
令
に
つ
い
て
の
考
察
（
田
上
）

三
六
九

一
　「
記
憶
法
（m

em
ory law

s

）」
と
は
何
か

（
一
）　「
記
憶
法
」
の
概
要

ま
ず
「
記
憶
法
」
と
い
う
語
は
、
比
較
的
に
新
し
い
も
の
で
あ
る
。「
記
憶
法
」
と
い
う
語
が
直
接
そ
の
名
称
に
含
ま
れ
て
い
る
法
律

と
し
て
は
、
た
と
え
ば
、
ス
ペ
イ
ン
の
「
歴
史
記
憶
法
（L

ey de M
em

oria H
istórica （

３
））」

が
存
在
す
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
い
う
と
こ
ろ

の
「
記
憶
法
」
は
、
も
ち
ろ
ん
こ
の
「
歴
史
記
憶
法
」
の
こ
と
で
は
な
く
、
ま
た
、
こ
れ
に
限
定
さ
れ
な
い
。
当
然
、
何
か
を
覚
え
る
方

法
（m

ethod

）
と
し
て
の
「
記
憶
法
」
で
は
な
い
。

こ
の
「
記
憶
法
」
と
い
う
語
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
「lois m

ém
orielles （

４
）

」
と
し
て
、
二
〇
〇
〇
年
代
に
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
生
み
出

さ
れ
て
い
る
（
５
）

。
二
〇
〇
八
年
の
ア
コ
ワ
イ
エ
委
員
会
（
６
）

の
報
告
書
に
よ
れ
ば
、
こ
の
「lois m

ém
orielles

」
と
い
う
語
は
、
一
九
九
〇
年

に
制
定
さ
れ
た
ゲ
ソ
法
を
は
じ
め
と
し
た
歴
史
認
識
に
関
係
す
る
法
令
群
に
対
し
て
向
け
ら
れ
た
も
の
で
、
二
〇
〇
五
年
に
登
場
し
て
い

る
（
７
）

。
つ
ま
り
、「
記
憶
法
」
と
は
、「
憲
法
」
や
「
刑
法
」
の
よ
う
に
具
体
的
な
法
律
そ
の
も
の
を
指
す
語
で
は
な
く
、「
行
政
法
」
の
よ

う
な
関
連
し
て
い
る
法
律
の
総
称
な
の
で
あ
る
。

こ
の
報
告
書
で
は
、「
記
憶
法
」
と
い
う
語
の
存
在
ど
こ
ろ
か
、
そ
の
概
念
自
体
が
ご
く
最
近
の
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
ゆ
え
に
、

専
門
的
な
議
論
が
登
場
し
て
き
た
の
も
ま
た
、
最
近
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
（
８
）

。

当
初
、
こ
の
「
記
憶
法
」
と
い
う
概
念
は
、
こ
の
報
告
書
に
出
て
く
る
よ
う
な
「
記
憶
法
」
に
対
し
て
反
対
の
立
場
を
も
つ
者
（
９
）

に

よ
っ
て
用
い
ら
れ
、
強
い
皮
肉
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
含
ん
で
い
た
（
10
）

。
し
か
し
、
こ
の
概
念
は
、
現
在
、
中
立
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
（
11
）

。

な
お
、
前
述
の
報
告
書
に
お
い
て
「lois m

ém
orielles

」
と
い
う
語
が
そ
の
対
象
と
し
て
向
け
て
い
る
の
は
、
ゲ
ソ
法
（
12
）（

一
九
九
〇
年
）、

（
五
一
一
）
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ア
ル
メ
ニ
ア
法
（
13
）（

二
〇
〇
一
年
）、
ト
ビ
ラ
法
（
14
）（

二
〇
〇
一
年
）、
メ
カ
チ
ェ
ラ
法
（
15
）（

二
〇
〇
五
年
）
で
あ
る
（
16
）

。
ゲ
ソ
法
は
、
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
の
存

在
を
否
認
す
る
こ
と
へ
の
処
罰
を
、
ア
ル
メ
ニ
ア
法
は
、
オ
ス
マ
ン
帝
国
下
に
お
け
る
一
九
一
五
年
の
ア
ル
メ
ニ
ア
人
虐
殺
を
ジ
ェ
ノ
サ

イ
ド
と
す
る
認
定
を
、
ト
ビ
ラ
法
は
、
奴
隷
制
度
や
奴
隷
貿
易
が
人
道
に
対
す
る
罪
で
あ
る
と
の
宣
言
を
、
そ
し
て
、
メ
カ
チ
ェ
ラ
法
は
、

ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
戦
争
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
側
の
犠
牲
者
が
苦
痛
と
犠
牲
を
伴
っ
て
い
た
と
い
う
認
定
を
規
定
す
る
も
の
で
あ
る
。

「
記
憶
法
」
と
い
う
概
念
や
用
語
が
ご
く
最
近
の
も
の
で
あ
る
も
の
の
、
法
令
と
記
憶
と
の
結
び
つ
き
そ
の
も
の
は
、「
記
憶
法
」
と
い

う
語
の
出
現
よ
り
前
か
ら
既
に
存
在
し
て
い
る
（
17
）

。「
記
憶
法
」
と
い
う
語
の
嚆
矢
の
地
で
あ
る
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
上
記
の
も
の
以
外
の
歴

史
に
関
す
る
法
令
も
、
一
九
九
〇
年
以
前
に
す
で
に
存
在
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、「
死
亡
確
認
証
書
ま
た
は
死
亡
確
認
判
決
に
『
強
制

収
容
所
で
の
死
亡
』
と
い
う
特
記
を
加
え
る
こ
と
に
関
す
る
一
九
八
七
年
一
〇
月
八
日
の
ア
レ
テ
（
18
）

」
が
あ
る
。
こ
の
ア
レ
テ
は
、
特
定
の

人
物
の
死
亡
状
況
に
関
し
て
、「
強
制
収
容
所
で
の
死
亡
（m

ort en déportation

）」
と
い
う
フ
ラ
ン
ス
政
府
の
歴
史
に
対
す
る
価
値
観
を

反
映
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
（
19
）

。
ま
た
、
こ
の
法
令
の
も
と
と
な
っ
た
の
は
、「
フ
ラ
ン
ス
の
た
め
の
死
（m

ort pour la F
rance

）」
と
い
う
概

念
を
加
え
る
法
令
（
20
）

で
あ
る
（
21
）

。

し
か
し
、
こ
れ
ら
は
、
前
述
の
ア
コ
ワ
イ
エ
委
員
会
の
報
告
書
に
お
い
て
、「
記
憶
法
」
の
な
か
に
数
え
ら
れ
て
い
な
い
（
22
）

。
そ
の
理
由

と
し
て
、
前
者
の
ア
レ
テ
に
つ
い
て
は
、
こ
の
委
員
会
が
「
記
憶
の
義
務
（le devoir de m

ém
oire （

23
））」

と
い
う
ア
ジ
ェ
ン
ダ
に
基
づ
い
て

「
記
憶
法
」
に
関
す
る
言
及
を
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
（
24
）

。
こ
の
「
記
憶
の
義
務
」
は
、「
一
九
九
〇
年
代
は
じ
め
か
ら
フ
ラ

ン
ス
に
お
け
る
公
的
な
議
論
の
中
心
的
な
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
る
」
も
の
で
あ
る
（
25
）

。
ア
コ
ワ
イ
エ
報
告
書
に
よ
れ
ば
、「
記
憶
の
義
務
」

の
達
成
こ
そ
が
委
員
会
で
あ
げ
ら
れ
た
「
記
憶
法
」
の
目
標
で
あ
り
、
か
つ
、
言
及
さ
れ
た
「
記
憶
法
」
が
共
通
し
て
持
っ
て
い
る
も
の

で
あ
る
と
い
う
（
26
）

。
ま
た
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
後
者
の
法
令
が
昨
今
の
身
近
な
出
来
事
で
な
く
、
現
代
人
に
と
っ
て
遠
い
存
在
で
あ
る
こ

（
五
一
二
）
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と
が
、
そ
う
な
っ
た
考
え
ら
れ
う
る
理
由
と
さ
れ
て
い
る
（
27
）

。

こ
の
委
員
会
で
の
「
記
憶
法
」
に
該
当
す
る
か
否
か
と
い
う
の
は
、
あ
く
ま
で
こ
の
委
員
会
に
お
い
て
対
象
と
な
る
「
記
憶
法
」
に
つ

い
て
の
も
の
で
あ
る
の
で
、
ア
コ
ワ
イ
エ
報
告
書
に
よ
っ
て
「
記
憶
法
」
と
し
て
あ
げ
ら
れ
な
か
っ
た
法
令
が
一
般
化
し
た
「
記
憶
法
」

の
概
念
に
該
当
す
る
か
否
か
は
別
問
題
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
い
う
と
こ
ろ
の
、
つ
ま
り
最
近
の
学
術
用
語
と
し
て
の
「
記
憶
法
」

は
、「
常
に
セ
ン
シ
テ
ィ
ブ
な
扱
い
を
受
け
る
歴
史
に
つ
い
て
の
官
製
の
解
釈
を
宣
言
す
る
た
め
に
つ
く
ら
れ
た
、
現
行
法
令
及
び
法
令

案
を
指
し
て
い
る
」
の
で
あ
る
（
28
）

。
こ
の
目
的
に
加
え
て
、
内
容
に
つ
い
て
よ
り
詳
細
に
い
え
ば
、「『
歴
史
上
の
人
物
、
日
付
、
象
徴
お
よ

び
出
来
事
に
関
す
る
特
定
の
見
解
を
規
定
ま
た
は
禁
止
す
る
』
こ
と
に
資
す
る
も
の
」
と
定
義
さ
れ
る
（
29
）

。
こ
う
い
っ
た
意
味
に
お
い
て

は
、
い
ず
れ
も
「
記
憶
法
」
に
該
当
す
る
法
令
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

（
二
）　
言
語
間
に
お
け
る
「
記
憶
法
」
の
意
味
の
差
異

次
に
、
言
語
間
に
お
け
る
「
記
憶
法
」
の
意
味
の
差
異
に
つ
い
て
で
あ
る
。
異
な
る
言
語
の
場
合
、
お
お
よ
そ
同
じ
も
の
を
指
す
語
で

あ
っ
て
も
、
わ
ず
か
ば
か
り
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
異
な
る
と
い
う
現
象
は
、
少
な
か
ら
ず
あ
る
。
場
合
に
よ
っ
て
は
、
同
じ
も
の
を
指
し
て
い

る
よ
う
に
み
え
る
語
で
あ
っ
て
も
、（
ま
っ
た
く
）
異
な
る
意
味
を
持
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
う
る
（
30
）

。
こ
こ
で
は
「
記
憶
法
」
と
い
う
語
が

主
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
言
語
の
英
語
と
フ
ラ
ン
ス
語
か
ら
、
そ
の
差
異
を
比
較
す
る
。

英
語
で
の
「
記
憶
法
（m

em
ory law

s

）」
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
で
の
「
記
憶
法
（lois m

ém
orielles

）」
に
相
当
す
る
語
で
あ
る
（
31
）

。
け
れ
ど
も
、

こ
れ
ら
は
、
あ
く
ま
で
相
当
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
ら
の
単
語
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
言
語
で
あ
る
た
め
、
当
然
な
が
ら
、「m

em
ory 

law
s

」
と
「lois m

ém
orielles

」
と
で
は
、
そ
の
意
味
が
完
全
に
一
致
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
（
32
）

。
英
語
で
の
「
記
憶
法
（m

em
ory 

（
五
一
三
）
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law
s

）」
は
、「
歴
史
的
な
記
憶
を
統
制
す
る
法
令
（law

s regulating historical m
em

ory

）」
や
「
単
に
記
憶
に
関
す
る
法
令
（sim

ply law
s 

on m
em

ory

）」
を
意
味
し
て
い
る
（
33
）

。

こ
れ
に
対
し
て
フ
ラ
ン
ス
語
の
「
記
憶
法
（lois m

ém
orielles

）」
は
、「
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
否
認
主
義
を
処
罰
す
る
立
法
、
ま
た
は
、
特

定
の
出
来
事
を
人
道
に
対
す
る
罪
と
認
定
し
つ
つ
も
、
そ
の
否
認
を
禁
止
ま
で
は
し
な
い
立
法
を
指
す
言
葉
と
し
て
」
つ
く
ら
れ
た
も
の

で
あ
る
（
34
）

。
そ
の
た
め
、「m

em
ory law

s

」
は
、「lois m

ém
orielles

」
に
比
べ
て
よ
り
広
い
概
念
と
な
っ
て
い
る
（
35
）

。

な
お
、
英
仏
以
外
の
言
語
に
お
け
る
「
記
憶
法
」
の
意
味
は
、「
フ
ラ
ン
ス
語
モ
デ
ル
と
英
語
モ
デ
ル
と
の
間
で
揺
れ
動
い
て
い
る
（
36
）

」。

た
だ
し
、「
記
憶
法
」
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
る
際
に
は
、
た
い
て
い
、「
過
去
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
表
現
を
統
制
す
る
す
べ
て
の
法

令
」
と
い
う
意
味
で
、
と
り
わ
け
、
こ
の
意
味
に
含
ま
れ
る
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
否
認
の
禁
止
や
こ
れ
と
同
種
の
法
令
を
指
し
て
、
こ
の
語
が

用
い
ら
れ
て
い
る
（
37
）

。

二
　「
記
憶
法
」
の
分
類

「
記
憶
法
」
と
い
う
概
念
は
、
分
類
を
目
的
と
し
て
つ
く
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
ゆ
え
に
、
分
類
に
用
い
る
こ
と
に
完
全
に
適
し
た
も

の
で
は
な
い
と
さ
れ
る
（
38
）

。
し
か
し
、「
記
憶
法
」
と
い
う
概
念
が
存
在
す
る
以
上
、
こ
れ
を
理
解
す
る
た
め
に
こ
の
概
念
は
整
理
さ
れ
、

さ
ま
ざ
ま
な
分
類
が
行
わ
れ
て
い
る
。

（
五
一
四
）
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（
一
）　
狭
義
の
「
記
憶
法
」
と
広
義
の
「
記
憶
法
」

ま
ず
、「
記
憶
法
」
に
は
、
狭
義
の
「
記
憶
法
」
と
広
義
の
「
記
憶
法
」
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
39
）

。

狭
義
の
「
記
憶
法
」
は
、
ま
さ
に
特
定
の
事
象
に
対
し
て
直
接
的
に
向
け
ら
れ
た
も
の
を
指
す
。
つ
ま
り
、
特
定
の
歴
史
に
対
す
る

「
記
憶
法
」
で
あ
る
。
こ
の
狭
義
の
「
記
憶
法
」
に
該
当
す
る
形
態
と
し
て
考
え
ら
れ
る
法
令
に
は
、
た
と
え
ば
、
特
定
の
歴
史
的
見
解

を
表
明
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
法
令
や
特
定
の
歴
史
的
出
来
事
に
関
係
す
る
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
の
建
造
を
認
め
る
法
令
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。

前
者
は
、
公
的
な
見
解
を
積
極
的
に
表
明
す
る
も
の
、
後
者
は
、
消
極
的
に
表
明
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
広
義
の
「
記
憶
法
」
は
、「
公
の
記
憶
に
影
響
を
及
ぼ
す
法
令
（law

s affecting public m
em

ory

）」
の
こ
と
で
あ
り
、

こ
れ
は
、「
固
有
か
つ
い
っ
そ
う
広
範
な
現
象
」
と
さ
れ
て
い
る
（
40
）

。
こ
の
広
義
の
「
記
憶
法
」
は
、
記
憶
に
か
か
わ
る
あ
ら
ゆ
る
法
令
を

含
む
も
の
で
あ
る
た
め
、
直
接
的
に
だ
け
で
な
く
間
接
的
に
も
歴
史
観
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
な
い
法
令
も
含
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
た

と
え
ば
、
極
右
や
極
左
と
い
っ
た
思
想
背
景
を
持
つ
政
党
の
存
在
を
認
め
な
い
よ
う
な
法
令
な
ど
が
、
ま
さ
に
こ
れ
に
包
含
さ
れ
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
、
マ
ル
ク
・
フ
ラ
ン
ジ
（M

arc F
rangi

）
は
、「
あ
る
事
実
の
実
在
を
承
認
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
規
範
性
を
持
た
な
い
も
の
」

を
狭
義
の
「
記
憶
の
法
律
」
と
し
、
狭
義
の
「
記
憶
の
法
律
」
に
あ
る
よ
う
な
目
的
に
加
え
て
、「
拘
束
力
あ
る
規
定
を
お
く
こ
と
に

よ
っ
て
規
範
的
な
帰
結
を
引
き
出
す
も
の
」
を
広
義
の
「
記
憶
の
法
律
」
と
し
て
い
る
（
41
）

。
要
す
る
に
、
こ
の
定
義
は
、
昔
か
ら
存
在
し
て

い
た
「
公
の
記
憶
に
影
響
を
及
ぼ
す
法
令
」
を
狭
義
と
し
、
こ
れ
に
昨
今
議
論
の
対
象
と
な
っ
た

─
ゲ
ソ
法
の
よ
う
な

─
「
罰
則
を

伴
う
」
法
令
を
含
め
た
も
の
を
広
義
と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
五
一
五
）
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（
二
）　「
記
憶
法
」
の
中ハ

ー
ド
コ
ア核

と
周
辺
層

「
記
憶
法
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
中
核
と
周
辺
層
と
に
分
け
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
（
42
）

。
こ
の
分
け
方
に
よ
れ
ば
、「
記
憶
法
」
と
い
う

範
疇
に
は
、
中
核
と
こ
れ
を
と
り
ま
く
周
辺
層
と
が
存
在
す
る
。
そ
の
う
ち
、「
記
憶
法
」
と
い
う
範
疇
の
中
核
は
、
過
去
に
関
す
る
言

説
を
処
罰
す
る
立
法
を
中
心
に
成
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
（
43
）

。
こ
れ
に
対
し
て
周
辺
層
は
、
過
去
に
関
す
る
言
説
を
処
罰
す
る
に
至
ら
な
い

さ
ま
ざ
ま
な
種
類
の
法
令
が
あ
げ
ら
れ
る
。

例
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
法
令
の
内
容
に
は
、「
歴
史
的
な
出
来
事
に
オ
フ
ィ
シ
ャ
ル
な
評
価
を
与
え
、
そ
の
評
価
と
い
う
も
の
に

特
定
の
出
来
事
を
人
道
に
反
す
る
罪
と
し
て
認
定
す
る
こ
と
を
含
ん
で
い
る
、
宣
言
的
な
記
憶
法
」、「
国
家
の
象
徴
、
祝
日
、
記
念
日
、

記
念
式
典
に
関
す
る
法
令
」、「
歴
史
的
人
物
や
出
来
事
を
記
念
す
る
た
め
に
都
市
や
通
り
及
び
公
共
機
関
の
名
称
変
更
を
す
る
法
令
」、

「
博
物
館
の
創
設
、
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
の
建
立
及
び
ア
ー
カ
イ
ブ
の
整
理
に
関
す
る
法
令
」、「
歴
史
教
育
を
統
制
す
る
教
育
を
行
う
こ
と
に

関
す
る
法
令
」、「
退
役
軍
人
に
関
す
る
立
法
及
び
戦
死
し
た
兵
士
の
記
憶
に
関
す
る
立
法
」、「（
た
と
え
ば
パ
リ
コ
ミ
ュ
ー
ン
や
ス
ペ
イ
ン
内

戦
と
い
っ
た
よ
う
な
）
特
定
の
歴
史
的
出
来
事
に
参
加
し
た
こ
と
へ
の
恩
赦
を
認
め
る
法
令
、
ま
た
は
抑
圧
に
よ
る
犠
牲
者
の
名
誉
を
回
復

す
る
法
令
及
び
過
去
の
不
法
行
為
に
対
す
る
補
償
を
行
う
法
令
」、「
以
前
の
体
制
の
協
力
者
か
ら
公
共
機
関
を
清
め
る
こ
と
を
目
指
す
浄

化
法
」、
そ
し
て
、「
特
定
の
象
徴
、
政
党
及
び
（
歴
史
的
評
価
を
含
ん
だ
）
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
禁
止
す
る
法
令
」
が
あ
る
（
44
）

。
な
お
、
こ
れ
ら

の
列
挙
が
「
記
憶
法
」
の
形
態
の
す
べ
て
を
網
羅
し
て
い
る
わ
け
で
な
い
こ
と
は
、
留
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
45
）

。

列
挙
さ
れ
た
周
辺
層
と
さ
れ
る
「
記
憶
法
」
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、「
記
憶
法
」
は
、「
歴
史
的
な
記
憶
を
統
制
す
る
と
い
う
こ
と
」
に

と
ど
ま
っ
て
い
な
い
（
46
）

。「
記
憶
法
」
は
周
辺
層
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
歴
史
的
な
記
憶
の
統
制
か
ら
離
れ
て
い
く
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ

と
が
い
え
る
だ
ろ
う
。
逆
に
、
法
令
が
含
ん
で
い
る
「
記
憶
と
い
う
要
素
（m

em
orial com

ponent

）」
が
明
白
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
よ

（
五
一
六
）
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り
範
疇
の
中
心
に
向
か
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
（
47
）

。

な
お
、「
記
憶
法
」
と
い
う
概
念
自
体
は
、
こ
の
範
疇
の
中
核
に
あ
た
る
法
令
が
出
現
し
た
の
ち
に
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、

周
辺
層
の
「
記
憶
法
」
に
つ
い
て
い
え
ば
、
こ
れ
に
分
類
さ
れ
る
法
令
の
種
類
の
ほ
と
ん
ど
が
「
記
憶
法
」
と
い
う
概
念
の
出
現
よ
り
も

は
る
か
以
前
か
ら
存
在
し
て
い
る
（
48
）

。

（
三
）　
罰
則
の
有
無
か
ら
み
た
「
記
憶
法
」
の
分
類

罰
則
の
有
無
か
ら
み
た
「
記
憶
法
」
の
分
類
に
は
、「
記
憶
法
」
を
、
ま
ず
、「
非
規
制
的
（non-regulatory

）」
規
範
と
「
規
制
的

（regulatory

）」
規
範
と
に
二
分
し
、「
規
制
的
」
規
範
を
「
罰
則
を
伴
う
（punitive

）」
規
範
と
「
罰
則
を
伴
わ
な
い
（non-punitive

）」

規
範
と
に
さ
ら
に
二
分
す
る
分
類
方
法
が
あ
る
（
49
）

。

「
非
規
制
的
」
規
範
は
、「
反
対
意
見
の
表
明
を
処
罰
す
る
こ
と
な
く
、
単
に
、
過
酷
な
過
去
に
荘
厳
さ
を
付
与
す
る
た
め
に
制
定
さ
れ

た
、
純
粋
に
『
宣
言
的
な
（declaratory

）』
も
の
」
で
あ
る
（
50
）

。
つ
ま
り
、「
非
規
制
的
」
規
範
と
は
、
換
言
す
れ
ば
「
宣
言
的
」
規
範
な

の
で
あ
り
、「
厳
密
な
意
味
に
お
け
る
宣
言
的
規
範
は
、
罰
則
を
伴
わ
な
い
の
み
な
ら
ず
、
よ
り
一
般
的
に
は
、
非
規
制
的
」
な
の
で
あ

る
（
51
）

。「
規
制
的
」
規
範
の
う
ち
、「
罰
則
を
伴
う
」
規
範
は
、「
別
様
の
意
見
を
罰
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
抑
圧
的
な
も
の
」
で
あ
る
（
52
）

。

こ
れ
に
対
し
て
、「
罰
則
を
伴
わ
な
い
」
規
範
は
、「
罰
則
を
伴
う
」
規
範
の
よ
う
に
、
処
罰
規
定
を
包
含
し
て
い
な
い
も
の
の
、「
特
定

の
行
為
を
す
る
権
限
を
政
府
に
与
え
る
」
と
い
う
特
徴
が
あ
る
（
53
）

。「
記
憶
法
」
を
分
類
す
る
際
に
「
宣
言
的
」
規
範
と
「
罰
則
を
伴
う
」

規
範
と
の
二
項
で
は
な
く
、「
罰
則
を
伴
わ
な
い
」
規
範
を
分
類
で
用
い
た
背
景
と
し
て
、
こ
の
二
項
だ
け
で
は
、
前
述
の
狭
義
の
「
記

（
五
一
七
）
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憶
法
」
と
い
う
概
念
を
と
ら
え
き
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
（
54
）

。
つ
ま
り
、「
罰
則
を
伴
わ
な
い
」
規
範
は
、「
単
に
宣
言
的
な
も
の
で
あ
る
と
い

う
よ
り
は
、
罰
則
を
伴
わ
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
べ
き
法
令
」
な
の
で
あ
る
（
55
）

。
こ
の
「
罰
則
を
伴
わ
な
い
」
規
範
の
例
と
し
て
は
、
記

念
庭
園
、
記
念
切
手
あ
る
い
は
国
民
の
祝
日
を
定
め
る
法
令
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
（
56
）

。

「
罰
則
を
伴
わ
な
い
」
規
範
は
、
直
接
的
に
そ
の
歴
史
的
な
出
来
事
に
対
し
て
見
解
を
示
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、「
罰
則

を
伴
わ
な
い
」
規
範
は
、
記
念
物
や
祝
日
と
い
う
よ
う
に
、
有
形
無
形
の
何
ら
か
の
形
に
す
る
こ
と
で
、
間
接
的
に
公
的
な
歴
史
的
見
解

を
示
し
て
い
る
。
こ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
罰
則
を
伴
わ
な
い
」
規
範
は
、
人
々
に
対
し
て
無
意
識
の
う
ち
に
、
歴
史
的
出
来
事
へ

の
公
的
な
評
価
を
印
象
づ
け
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
直
接
的
に
見
解
を
表
明
す
る
「
宣
言
的
」
規
範
と
異
な
る
点
で
あ
る
。
そ
し
て
、

表
明
は
間
接
的
で
あ
る
が
そ
の
内
容
に
関
し
て
積
極
的
な
影
響
力
を
随
伴
す
る
の
が
「
罰
則
を
伴
う
」
規
範
な
の
で
あ
る
。

そ
う
と
は
い
え
、「
罰
則
を
伴
う
」
規
範
も
「
罰
則
を
伴
わ
な
い
」
規
範
も
、
そ
れ
ぞ
れ
「
罰
則
を
伴
っ
て
自
由
を
制
約
す
る
」、
あ
る

い
は
、「
罰
則
を
伴
わ
な
い
が
一
定
の
国
家
行
為
を
定
め
る
よ
う
な
や
り
方
で
、
行
為
を
行
う
権
限
を
認
め
る
」
と
い
う
か
た
ち
で
、
歴

史
認
識
に
関
し
て
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
手
段
は
異
な
る
も
の
の
、「
規
制
的
」
だ
と
い
う
点
で
は
一
致
し
て
い
る
（
57
）

。

な
お
、
前
述
の
「
記
憶
法
」
の
定
義
に
お
け
る
、「
禁
止
す
る
（proscribe

）」
と
い
う
語
と
「
規
定
す
る
（prescribe

）」
と
い
う
語
に

着
目
す
る
と
、
前
者
の
語
は
、「
罰
則
を
伴
う
」
規
範
を
、
後
者
の
語
は
、「
罰
則
を
伴
わ
な
い
」
規
範
と
「
宣
言
的
」
規
範
の
両
方
を
含

ん
で
意
味
す
る
も
の
と
解
さ
れ
る
（
58
）

。

（
五
一
八
）
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三
　「
記
憶
法
」
に
か
か
わ
る
論
争

（
一
）　
罰
則
の
有
無
と
論
争

「
記
憶
法
」
の
是
非
が
激
し
い
議
論
に
さ
ら
さ
れ
る
の
は
、「
罰
則
を
伴
う
」
法
令
に
限
ら
な
い
。
激
し
い
議
論
の
対
象
に
は
、
罰
則
を

伴
わ
な
い
「
記
憶
法
」
で
さ
え
も
な
り
う
る
。
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
へ
の
加
担
や
大
西
洋
横
断
奴
隷
貿
易
が
あ
っ
た
こ
と
を
認
知
す
る
よ
う
な

善
意
の
「
宣
言
的
」
法
令
で
す
ら
、「
学
術
的
能
力
が
追
い
つ
か
な
い
領
域
に
介
入
す
る
政
府
を
過
剰
に
支
援
す
る
こ
と
」
で
、「
歴
史
研

究
を
不
当
に
歪
め
る
こ
と
に
な
る
、
と
主
張
す
る
人
は
多
い
」
の
で
あ
る
（
59
）

。

た
と
え
ば
、「
罰
則
を
伴
わ
な
い
」
法
令
が
問
題
と
な
っ
た
例
と
し
て
は
、
二
〇
一
四
年
に
、「
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
に
よ
る
ハ
ン
ガ
リ
ー

占
領
七
〇
周
年
追
悼
記
念
碑
設
置
（
60
）

」
に
対
す
る
非
難
が
各
方
面
か
ら
相
次
い
だ
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
（
61
）

。
批
判
が
相
次
い
だ
の
は
、「
ナ
チ

ス
の
」
行
っ
た
残
虐
行
為
に
向
け
た
も
の
と
し
て
記
念
碑
を
設
置
す
る
こ
と
で
、
当
時
の
ホ
ル
テ
ィ
体
制
が
こ
れ
に
加
担
し
た
と
い
う
ハ

ン
ガ
リ
ー
側
の
罪
を
隠
蔽
し
よ
う
と
企
て
て
い
る
と
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
（
62
）

。

な
お
、
問
題
が
生
じ
る
の
は
、
こ
う
い
っ
た
セ
ン
シ
テ
ィ
ブ
な
も
の
に
限
ら
な
い
。「
ハ
イ
ド
パ
ー
ク
の
ウ
ェ
ー
ル
ズ
妃
ダ
イ
ア
ナ
記

念
噴
水
の
よ
う
に
無
害
に
み
え
る
も
の
で
す
ら
、
君
主
主
義
的
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
だ
と
の
侮
蔑
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
」
の
で
あ
る
（
63
）

。

「
宣
言
的
」
な
も
の
が
議
論
の
対
象
と
な
っ
た
例
と
し
て
は
、
オ
ス
マ
ン
帝
国
に
よ
っ
て
ア
ル
メ
ニ
ア
人
大
量
虐
殺
が
な
さ
れ
た
こ
と

を
認
定
す
る
ド
イ
ツ
連
邦
議
会
の
決
議
が
あ
る
（
64
）

。
こ
の
二
〇
一
六
年
の
決
議
は
、
ド
イ
ツ
に
対
す
る
ト
ル
コ
の
強
い
反
発
を
引
き
起
こ
し

て
い
る（65
）

。

（
五
一
九
）
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（
二
）　
国
家
体
制
と
「
記
憶
法
」
と
の
関
係

国
家
が
民
主
主
義
国
家
と
し
て
成
熟
し
て
い
る
場
合
、「
宣
言
的
」
ま
た
は
「
罰
則
を
伴
わ
な
い
」「
記
憶
法
」
の
存
在
は
、
歴
史
解
釈

を
伴
っ
た
議
論
に
お
い
て
、
国
家
が
中
立
の
立
場
に
立
つ
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
中
立
と
は
あ
く
ま
で
、

国
家
が
議
論
に
介
入
し
、
特
定
の
見
解
を
発
す
る
も
の
を
罰
す
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
点
に
つ
い
て
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
表
現
行
為
を
規

制
す
る
に
あ
た
っ
て
の
価
値
中
立
に
す
ぎ
な
い
。
国
家
が
こ
の
点
で
の
中
立
的
な
立
場
を
失
う
の
は
、
要
す
る
に
、「
罰
則
を
伴
う
」
法

令
（「
記
憶
法
」）
を
介
し
て
、
表
現
規
制
に
価
値
判
断
を
持
ち
込
む
場
合
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
、
表
現
規
制
に
価
値
判
断
を
持
ち
込
む
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
国
家
は
、
立
場
上
、
歴
史
的
な
見
解
に
対
し
て
完
全
に
中

立
の
存
在
た
り
え
な
い
。
国
家
は
、「
必
然
的
に
、
歴
史
に
つ
い
て
特
定
の
立
場
に
立
つ
も
の
で
あ
り
、
そ
う
で
な
い
こ
と
は
ほ
と
ん
ど

あ
り
え
な
い
」
の
で
あ
る
（
66
）

。「
認
可
さ
れ
た
す
べ
て
の
小
学
校
の
歴
史
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
は
、」
ま
さ
に
、「
特
定
の
歴
史
解
釈
に
お
墨
付

き
を
与
え
る
も
の
」
で
あ
る
（
67
）

。
我
が
国
に
つ
い
て
い
え
ば
、
教
科
書
検
定
と
い
っ
た
も
の
が
こ
れ
に
該
当
す
る
と
い
え
る
。
そ
う
は

い
っ
て
も
、「
完
全
な
倫
理
性
ま
た
は
政
治
的
中
立
性
が
確
保
で
き
な
い
こ
と
を
理
由
に
歴
史
教
育
を
放
棄
し
よ
う
と
す
る
現
代
民
主
主

義
国
家
は
、
ほ
と
ん
ど
な
い
」
の
で
あ
る
（
68
）

。

な
お
、
非
民
主
主
義
的
ま
た
は
準
民
主
主
義
的
な
体
制
に
お
い
て
、
歴
史
に
関
す
る
独
自
の
公
的
見
解
が
宣
言
さ
れ
た
場
合
、
そ
の
公

的
な
歴
史
的
見
解
は
、
歴
史
調
査
と
歴
史
教
育
に
と
っ
て
の
大
き
な
障
害
と
な
り
う
る
（
69
）

。

（
五
二
〇
）
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四
　「
記
憶
法
」
の
強
度

（
一
）　
絶
対
的
な
「
記
憶
法
」
の
強
度

「
記
憶
法
」
と
い
え
ど
、
こ
こ
ま
で
あ
げ
た
よ
う
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
タ
イ
プ
の
も
の
が
あ
る
。
個
々
の
「
記
憶
法
」
を
見
て
い
く
に
あ

た
っ
て
、
そ
の
「
記
憶
法
」
が
ど
の
程
度
強
力
で
あ
る
の
か
は
、
第
一
に
、
そ
の
法
令
の
内
容
か
ら
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

た
と
え
ば
、「
罰
則
を
伴
う
」
法
令
で
あ
る
か
否
か
と
い
う
点
が
強
度
の
基
準
の
一
つ
と
な
り
う
る
。

前
述
の
と
お
り
、「
記
憶
法
」
は
、
た
と
え
「
罰
則
を
伴
う
」
も
の
で
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
制
定
や
存
在
に
関
し
て
、
さ
ま
ざ

ま
な
議
論
の
対
象
に
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
う
は
い
っ
て
も
、「
宣
言
的
」
で
あ
っ
た
り
、「
罰
則
を
伴
わ
な
」
か
っ
た
り
す
る
場
合
、

「
記
憶
法
」
を
通
し
た
公
的
な
歴
史
的
見
解
の
表
明
は
、
専
制
制
の
国
な
ど
で
な
い
限
り
、
通
常
、
公
的
な
見
解
と
相
容
れ
な
い
見
解
の

自
由
な
表
明
を
妨
げ
る
も
の
で
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、「
罰
則
を
伴
う
」
法
令
は
、
特
定
の
歴
史
的
見
解
の
表
明
な
ど
を
理
由
に
罰
則

を
科
す
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
に
、
表
現
の
自
由
に
関
す
る
問
題
が
生
じ
や
す
い
の
は
、
基
本
的
に
、
こ
の
「
記
憶
法
」
の
う
ち
「
罰
則
を
伴
う
」
も
の
に

対
し
て
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、「
記
憶
法
」
は
、
罰
則
を
通
し
て
表
現
の
自
由
を
は
じ
め
と
す
る
諸
権
利
を
制
約
す
る
。
こ
の
た
め
、「
宣

言
的
」
な
場
合
ま
た
は
「
罰
則
を
伴
わ
な
い
」
場
合
よ
り
も
、「
記
憶
法
」
と
し
て
は
、「
罰
則
を
伴
う
」
場
合
の
ほ
う
が
単
純
に
実
体
と

し
て
強
力
で
あ
る
と
い
え
る
。
ま
た
、
特
定
の
行
為
を
す
る
権
限
を
政
府
に
与
え
る
と
い
う
点
で
は
、「
罰
則
を
伴
わ
な
い
」
方
が
「
宣

言
的
」
な
も
の
よ
り
強
力
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
加
え
て
、「
罰
則
を
伴
う
」
も
の
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
法
令
に
よ
っ
て
、
処
罰
の
対
象
と

な
る
行
為
や
処
罰
内
容
の
強
弱
と
い
っ
た
よ
う
な
差
異
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
処
罰
対
象
と
な
る
行
為
の
幅
が
広
か
っ
た
り
、
処
罰

（
五
二
一
）
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内
容
が
よ
り
重
か
っ
た
り
す
る
な
ど
、
諸
権
利
を
よ
り
制
約
し
う
る
法
令
の
方
が
、
当
然
な
が
ら
強
力
な
「
記
憶
法
」
と
い
う
こ
と
が
で

き
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
前
述
の
定
義
で
扱
っ
た
「
記
憶
法
」
の
中
核
に
近
づ
け
ば
近
づ
く
ほ
ど
強
力
な
「
記
憶
法
」
と
な
り
、
周
辺
層

に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
歴
史
的
な
記
憶
の
統
制
か
ら
離
れ
る
た
め
（
70
）

、
弱
い
「
記
憶
法
」
と
い
え
る
。

と
は
い
え
、
ど
の
よ
う
な
規
定
が
ど
の
程
度
強
力
で
あ
る
の
か
と
い
っ
た
明
白
な
強
度
の
数
値
と
い
っ
た
も
の
は
存
在
し
な
い
た
め
、

強
弱
を
判
断
す
る
に
し
て
も
、
罰
則
を
伴
っ
て
い
る
か
ら
強
い
と
か
、
罰
則
が
よ
り
厳
し
い
か
ら
強
い
と
か
、
そ
う
い
っ
た
判
断
に
す
ぎ

な
い
。
こ
の
た
め
、
明
確
に
数
値
化
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
法
令
の
実
体
の
み
で
判
断
す
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
こ
れ

を
、
絶
対
的
な
「
記
憶
法
」
の
強
度
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、「
記
憶
法
」
の
絶
対
的
な
強
度
に
つ
い
て
は
、
そ
の
法

令
の
内
容
で
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
通
常
、「
記
憶
法
」
の
法
令
と
し
て
の
強
度
が
論
じ
ら
れ
る
場
合
に
は
、
こ
の
絶
対
的
な
強
度

に
基
づ
い
て
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
こ
こ
で
い
う
絶
対
的
な
「
記
憶
法
」
の
強
度
と
い
う
点
か
ら
見
た
場
合
、

欧
州
に
お
け
る
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
否
認
立
法
は
、
一
般
的
に
、
強
い
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。

（
二
）　
相
対
的
な
「
記
憶
法
」
の
強
度

「
記
憶
法
」
の
強
度
は
、
相
対
的
な
面
か
ら
も
み
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。
相
対
的
な
「
記
憶
法
」
の
強
度
は
、「
記
憶
法
」

が
制
定
さ
れ
た
国
と
そ
の
「
記
憶
法
」
で
扱
わ
れ
て
い
る
歴
史
的
出
来
事
と
の
関
係
度
合
と
、「
記
憶
法
」
の
実
体
の
強
度
（
絶
対
的
な

「
記
憶
法
」
の
強
度
）
と
の
比
例
ま
た
は
反
比
例
と
い
う
観
点
か
ら
み
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

こ
の
相
対
的
な
「
記
憶
法
」
の
強
度
を
判
別
す
る
に
あ
た
っ
て
、
当
該
国
と
出
来
事
と
の
関
係
性
が
絶
対
的
な
「
記
憶
法
」
の
強
度
に

対
し
て
比
例
的
で
あ
れ
ば
、
そ
の
「
記
憶
法
」
は
、
相
対
的
に
弱
い
「
記
憶
法
」
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
五
二
二
）
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ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
否
認
立
法
を
例
に
す
る
と
以
下
の
よ
う
に
い
え
る
。
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
に
何
ら
か
の
形
で
か
か
わ
っ
て
い
た
国
は
、
当
然

な
が
ら
、
何
も
か
か
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
国
に
比
べ
る
と
関
係
性
は
高
い
。
そ
の
な
か
で
も
、
そ
の
現
場
と
な
っ
た
国
や
そ
れ
を
起
こ
し

た
と
さ
れ
る
国
、
地
域
な
ど
は
、
さ
ら
に
関
係
性
が
高
い
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
こ
う
い
っ
た
国
々
が
ホ
ロ

コ
ー
ス
ト
を
否
認
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
法
令
（「
記
憶
法
」）
を
制
定
す
る
こ
と
は
、
相
対
的
に
弱
い
「
記
憶
法
」
で
あ
る
と
い
え
る
。

他
国
よ
り
関
係
性
の
強
い
国
が
他
国
よ
り
も
絶
対
的
に
強
力
な
「
記
憶
法
」
を
制
定
し
た
と
し
て
も
、
こ
の
相
対
的
な
観
点
か
ら
い
け
ば
、

そ
う
い
っ
た
法
令
は
、
弱
い
「
記
憶
法
」
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

逆
に
、
あ
る
国
が
歴
史
的
な
出
来
事
と
あ
ま
り
か
か
わ
り
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
記
憶
法
」
が
存
在
し
て
い
る
場
合
、
と
り
わ

け
、
厳
し
い
罰
則
規
定
を
含
む
よ
う
な
絶
対
的
に
強
力
な
「
記
憶
法
」
を
制
定
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
相
対
的
に
強
力
な
「
記
憶

法
」
と
な
る
。
場
合
に
よ
っ
て
は
、
非
常
に
政
治
的
な
干
渉
の
様
相
を
持
つ
こ
と
も
あ
り
う
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
い
く
つ
か
の
国

が
絶
対
的
な
「
記
憶
法
」
の
強
度
と
い
っ
た
観
点
か
ら
い
え
ば
同
じ
く
ら
い
強
力
な
「
記
憶
法
」
を
制
定
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
歴
史

的
出
来
事
と
の
関
係
が
あ
る
国
と
あ
ま
り
な
い
国
と
で
は
、
相
対
的
な
「
記
憶
法
」
の
強
度
が
異
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

欧
州
に
お
け
る
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
否
認
立
法
や
旧
東
側
諸
国
に
お
け
る
脱
共
産
主
義
的
な
法
令
は
、
こ
の
相
対
的
な
「
記
憶
法
」
の
強
度

か
ら
い
え
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
差
は
あ
る
も
の
の
、
相
対
的
に
弱
い
も
の
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

な
お
、「
記
憶
法
」
を
一
切
制
定
し
て
い
な
い
場
合
、「
記
憶
法
」
そ
の
も
の
が
存
在
し
な
い
の
で
、
絶
対
的
に
も
相
対
的
に
も
「
記
憶

法
」
の
強
度
は
ゼ
ロ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
、
当
該
国
が
他
国
に
あ
る
「
記
憶
法
」
の
な
か
で
扱
わ
れ
て
い
る
歴
史
的
な
出

来
事
と
あ
ま
り
か
か
わ
り
を
持
っ
て
い
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
歴
史
的
な
出
来
事
に
か
か
わ
る
「
記
憶
法
」
を
国
が
制
定
し
な
い
の
は
、

な
ん
ら
お
か
し
い
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
意
味
も
な
く
他
国
間
の
歴
史
問
題
に
踏
み
込
ん
で
も
厄
介
事
に
巻
き
込
ま
れ
る
だ
け
で
あ
る
。

（
五
二
三
）
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こ
れ
に
対
し
て
、
歴
史
的
な
出
来
事
と
の
関
係
は
深
い
も
の
の
、
こ
れ
に
か
か
わ
る
「
記
憶
法
」
を
一
切
制
定
し
て
い
な
い
と
い
う
場

合
も
考
え
ら
れ
る
（
71
）

。
い
ず
れ
も
、「
記
憶
法
」
が
存
在
し
て
い
な
い
こ
と
で
、「
記
憶
法
」
に
よ
る
表
現
の
自
由
を
は
じ
め
と
す
る
諸
権
利

へ
の
制
約
が
一
切
な
さ
れ
な
い
た
め
、
何
ら
か
の
「
記
憶
法
」
が
存
在
す
る
場
合
よ
り
表
現
の
自
由
に
対
し
て
よ
り
寛
容
な
姿
勢
で
あ
る

と
い
え
る
。

相
対
的
な
「
記
憶
法
」
の
強
度
の
観
点
か
ら
見
た
場
合
、
歴
史
的
な
出
来
事
と
の
か
か
わ
り
が
深
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
に
反
比

例
し
て
、「
記
憶
法
」
が
よ
り
「
規
制
的
」
で
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
単
に
「
規
制
的
」
で
な
い
場
合
と
比
べ
て
、
諸
権
利
に
対
し
て
よ
り

寛
容
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
加
え
て
、
そ
の
出
来
事
と
の
関
係
の
深
い
国
が
被
害
を
受
け
た
と
さ
れ
る
側
で
あ
る
場
合
、
諸
権
利
に

対
し
て
比
較
的
寛
容
と
い
え
る
だ
け
で
な
く
、
場
合
に
よ
っ
て
は
相
手
に
対
す
る
「
赦
し
」
の
要
素
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ

な
い
。
逆
に
加
害
側
と
さ
れ
る
国
が
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
行
っ
た
場
合
（
つ
ま
り
、
絶
対
的
に
弱
い
「
記
憶
法
」
し
か
制
定
し
な
い
場
合
、
ま
た

は
「
記
憶
法
」
を
一
切
制
定
し
て
い
な
い
場
合
）、
非
難
を
受
け
る
こ
と
も
あ
り
う
る
だ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
相
対
的
な
「
記
憶
法
」
の
強
度
は
、
表
現
の
自
由
な
ど
へ
の
制
約
の
強
さ
と
い
う
絶
対
的
な
「
記
憶
法
」
の
強
度
を
示
す
Ｘ

軸
と
、
対
象
と
な
る
歴
史
的
な
出
来
事
と
当
該
国
と
の
関
係
の
深
さ
を
示
す
Ｙ
軸
と
の
組
み
合
わ
せ
で
イ
メ
ー
ジ
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
三
）　
相
対
的
な
「
記
憶
法
」
と
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
と
の
関
係

こ
れ
ま
で
の
「
記
憶
法
」
の
整
理
か
ら
、
相
対
的
な
「
記
憶
法
」
の
強
度
と
い
う
観
点
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
そ
の
う
え
で
、
相
対
的

な
「
記
憶
法
」
の
強
度
を
考
察
す
る
に
は
、
こ
こ
ま
で
で
触
れ
た
方
法
だ
け
で
は
不
十
分
だ
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
歴
史
的
な
出

来
事
と
そ
の
国
と
の
関
係
度
合
を
み
る
際
に
、
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。

（
五
二
四
）
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デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
と
は
、
国
家
を
失
い
、
各
地
に
離
散
し
た
こ
と
で
生
じ
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
こ
と
を
指
す
。
本
来
、
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
は
、

ユ
ダ
ヤ
人
に
よ
る
も
の
を
指
し
て
い
た
が
、
現
在
で
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
に
よ
る
も
の
に
限
ら
れ
て
い
な
い
（
72
）。

こ
の
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
を
、「
記

憶
法
」
で
扱
っ
た
歴
史
的
出
来
事
と
国
と
の
関
係
を
み
る
際
に
、
ど
の
よ
う
に
と
る
か
で
相
対
的
な
「
記
憶
法
」
の
強
度
が
異
な
っ
て
く

る
。
な
お
、
同
じ
よ
う
な
こ
と
は
、
単
な
る
移
民
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
な
ど
に
つ
い
て
も
当
て
は
ま
る
だ
ろ
う
。

ま
ず
、
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
の
あ
る
国
を
、
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
を
形
成
し
て
い
る
民
族
と
か
か
わ
り
の
あ
る
で
き
ご
と
に
対
す
る
関
係
性
が
あ

る
と
み
な
し
た
場
合
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
共
通
す
る
基
準
と
し
て
、
以
下
の
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

第
一
に
、
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
の
数
と
規
模
で
あ
る
。
そ
の
国
の
な
か
に
あ
る
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
の
規
模
が
大
き
か
っ
た
り
、
数
が
多
か
っ
た

り
す
る
場
合
、
小
規
模
で
あ
っ
た
場
合
や
全
体
的
な
人
数
が
少
な
か
っ
た
場
合
と
比
べ
て
、
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
を
形
成
し
て
い
る
集
団
と
関

係
す
る
で
あ
ろ
う
歴
史
的
な
出
来
事
と
の
関
係
度
合
も
高
い
と
い
っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
。

第
二
に
、
た
と
え
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
が
存
在
し
て
い
た
と
し
て
も
、
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
の
構
成
民
族
が
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
を
抱
え
る
国
の
国
民

と
し
て
同
化
し
て
い
け
ば
い
く
ほ
ど
、
関
係
性
が
薄
れ
て
い
く
こ
と
も
あ
り
う
る
と
考
え
ら
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
同
化
し
て
い
け
ば
い

く
ほ
ど
、
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
の
一
員
と
い
う
よ
り
も
、
そ
の
国
の
一
員
と
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
（
73
）

。
そ
う
な
れ
ば
、
最
終
的
に
デ
ィ
ア

ス
ポ
ラ
の
解
消
に
繋
が
る
こ
と
も
な
い
と
は
い
え
な
い
。

第
三
に
、（
か
か
わ
り
方
に
も
よ
る
が
、）
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
形
成
に
対
象
と
な
る
歴
史
的
出
来
事
が
関
係
し
て
い
た
場
合
に
は
、
か
か
わ
っ

て
い
な
い
場
合
に
比
べ
て
、
関
係
度
合
が
よ
り
強
く
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
形
成
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
歴
史
的
な
出
来

事
な
の
か
、
そ
れ
と
も
単
に
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
の
構
成
民
族
と
関
係
が
あ
る
と
い
う
だ
け
の
歴
史
的
な
出
来
事
な
の
か
で
は
、
そ
の
関
係
度

合
は
異
な
っ
て
く
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

（
五
二
五
）
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そ
の
う
え
で
、
お
お
よ
そ
二
つ
の
パ
タ
ー
ン
が
考
え
ら
れ
る
。

一
つ
目
は
、
国
内
に
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
は
存
在
す
る
が
、
国
自
体
は
対
象
と
な
る
歴
史
的
出
来
事
と
の
関
係
が
薄
い
場
合
で
あ
る
。
こ
の

場
合
、
国
内
に
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
が
な
く
、
対
象
と
な
る
歴
史
的
出
来
事
と
の
関
係
が
同
じ
く
ら
い
薄
い
国
と
比
べ
る
と
、
関
係
性
は
同
等

か
そ
れ
以
上
で
あ
る
と
い
え
る
。
当
然
な
が
ら
、
国
そ
の
も
の
が
対
象
と
な
る
歴
史
的
出
来
事
と
の
関
係
が
強
い
場
合
よ
り
は
関
係
性
が

薄
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

二
つ
目
は
、
国
内
に
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
が
存
在
し
、
さ
ら
に
国
自
体
も
対
象
と
な
る
歴
史
的
出
来
事
と
の
関
係
が
強
い
場
合
で
あ
る
。
こ

ち
ら
の
場
合
も
、
同
じ
く
ら
い
関
係
性
の
あ
る
国
と
比
べ
る
と
、
関
係
性
は
同
等
か
そ
れ
以
上
と
考
え
ら
れ
る
。

問
題
点
と
し
て
は
、
そ
こ
に
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
が
存
在
し
て
い
た
場
合
、
そ
の
国
が
特
定
の
歴
史
的
な
出
来
事
と
あ
ま
り
関
係
な
い
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
否
応
な
し
に
歴
史
認
識
の
問
題
に
か
か
わ
っ
て
し
ま
う
お
そ
れ
が
あ
る
（
74
）

。
そ
の
た
め
、
場
合
に
よ
っ
て
は
厄
介
な
歴
史
戦

に
巻
き
込
ま
れ
る
危
険
性
が
高
ま
る
の
で
あ
る
（
75
）

。

次
に
、
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
の
あ
る
国
を
、
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
を
形
成
し
て
い
る
民
族
と
か
か
わ
り
の
あ
る
出
来
事
に
対
す
る
関
係
性
が
な
い

と
み
な
し
た
場
合
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
単
純
に
対
象
と
な
る
歴
史
的
出
来
事
と
そ
の
国
と
の
関
係
性
の
み
で
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
た
め
、
相
対
的
な
「
記
憶
法
」
の
強
度
の
判
断
は
、
前
述
の
も
の
よ
り
も
シ
ン
プ
ル
に
行
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

問
題
点
と
し
て
は
、
国
と
そ
の
国
に
含
ま
れ
る
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
構
成
民
族
と
か
か
わ
り
の
あ
る
歴
史
的
出
来
事
と
の
関
係
性
を
一
切
認

め
な
い
こ
と
で
、
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
形
成
に
そ
の
歴
史
的
出
来
事
が
か
か
わ
っ
て
い
た
場
合
さ
え
も
考
慮
に
入
れ
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま

う
。
こ
う
な
っ
て
し
ま
う
と
、
一
切
考
慮
に
入
れ
な
い
の
は
、
少
し
ば
か
り
極
端
で
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

そ
れ
ゆ
え
に
、
相
対
的
な
「
記
憶
法
」
の
強
度
を
分
析
す
る
際
の
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
の
と
ら
え
方
と
し
て
は
、
前
述
の
二
つ
の
折
衷
的
な

（
五
二
六
）
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も
の
が
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
国
と
対
象
と
な
る
歴
史
的
出
来
事
と
の
関
係
性
を
考
え
る
際
に
は
、
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
形

成
に
対
象
と
な
る
歴
史
的
出
来
事
が
か
か
わ
っ
て
い
る
場
合
、
国
と
歴
史
的
な
出
来
事
と
の
関
係
性
を
み
る
に
あ
た
っ
て
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ

を
考
慮
に
入
れ
、
そ
う
で
な
い
単
に
構
成
民
族
そ
の
も
の
と
関
係
が
あ
る
に
過
ぎ
な
い
歴
史
的
出
来
事
の
場
合
、
考
慮
に
入
れ
な
い
、
ま

た
は
少
し
ば
か
り
考
慮
す
る
、
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
す
る
こ
と
で
、
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
の
存
在
す
る
国
が
単
に
歴
史
認
識
問
題
に
巻
き

込
ま
れ
た
だ
け
な
の
か
、
あ
る
い
は
関
係
の
あ
る
問
題
な
の
か
を
判
別
し
易
く
な
り
、
相
対
的
な
「
記
憶
法
」
の
強
度
を
分
析
す
る
の
に

資
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

む
す
び
に
か
え
て

歴
史
と
政
治
と
が
不
可
分
で
あ
る
こ
と
か
ら
（
76
）

、
政
治
を
通
し
て
生
み
出
さ
れ
る
法
律
も
ま
た
、
歴
史
と
関
わ
り
合
い
を
持
つ
こ
と
を
避

け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
歴
史
と
い
う
も
の
が
こ
の
世
に
存
在
し
、
人
間
に
よ
っ
て
そ
の
存
在
が
認
識
さ
れ
て
い
る
以
上
、
人
間
に
よ
っ

て
作
り
だ
さ
れ
る
法
律
が
歴
史
と
何
か
し
ら
の
関
係
を
持
つ
こ
と
に
な
る
と
い
う
の
は
、
な
ん
ら
不
自
然
な
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

「
人
間
社
会
が
存
在
す
る
限
り
、
法
律
は
、
本
質
的
に
過
去
の
出
来
事
に
関
す
る
公
式
見
解
を
映
し
出
す
」
の
で
あ
る
（
77
）

。
こ
れ
が
歴
史
認

識
の
法
律
化
な
ど
と
い
っ
た
か
た
ち
で
現
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
な
か
に
は
、
本
稿
で
扱
っ
た
よ
う
に
表
現
の
自
由
を
制
約
す
る
よ
う
な

「
記
憶
法
」
も
含
ま
れ
る
。

本
稿
で
は
、「
記
憶
法
」
の
概
要
を
複
数
の
角
度
か
ら
ま
と
め
た
う
え
で
、
絶
対
的
と
相
対
的
の
二
つ
の
観
点
か
ら
「
記
憶
法
」
の
強

度
を
分
析
し
た
。「
記
憶
法
」
の
分
類
に
関
し
て
は
、
ど
の
よ
う
に
「
記
憶
法
」
を
分
類
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
い
え
ば
、
分
類

（
五
二
七
）
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の
と
こ
ろ
で
論
じ
た
よ
う
に
、
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
そ
う
は
い
っ
て
も
、
い
ず
れ
の
分
類
も
罰
則
の
存
在
に
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、
着
目

し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
本
稿
に
お
い
て
「
記
憶
法
」
の
強
度
を
分
析
す
る
に
あ
た
っ
て
も
、
罰
則
の
存
在
を
重
要
な
基
準
と
し

て
用
い
て
い
る
。

ま
た
、
本
稿
で
行
っ
た
「
記
憶
法
」
の
強
度
の
分
析
で
は
、
絶
対
的
な
強
度
と
相
対
的
な
強
度
と
い
う
観
点
に
加
え
て
、
デ
ィ
ア
ス
ポ

ラ
を
ど
の
よ
う
に
扱
う
か
に
つ
い
て
論
じ
た
。
単
に
法
令
に
よ
る
諸
権
利
の
制
約
の
強
度
だ
け
を
み
る
の
で
あ
れ
ば
、
絶
対
的
な
強
度
の

み
を
み
れ
ば
こ
と
た
り
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、「
記
憶
法
」
は
、
単
純
に
諸
権
利
を
制
約
す
る
も
の
で
な
く
、
歴
史
と
い
う
要
素
を
不
可

欠
と
し
て
い
る
。
結
局
の
と
こ
ろ
、「
記
憶
法
」
は
、
歴
史
を
前
提
に
し
て
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、「
記
憶
法
」
に
か
か

わ
る
歴
史
と
国
と
の
関
係
を
み
ず
に
絶
対
的
な
強
度
の
観
点
か
ら
の
み
で
、
諸
権
利
に
対
す
る
強
い
制
約
で
あ
る
と
と
ら
え
て
し
ま
う
の

は
、
一
面
的
に
は
正
し
い
が
、
背
景
を
鑑
み
な
い
不
十
分
な
も
の
と
も
い
え
る
。

「
記
憶
法
」
に
は
、
表
現
の
自
由
な
ど
を
制
約
す
る
も
の
が
あ
る
が
、
他
の
法
令
と
同
様
に
、
表
現
の
自
由
が
制
約
さ
れ
る
こ
と
が
必

ず
し
も
そ
の
法
令
の
不
適
正
さ
に
繋
が
る
わ
け
で
は
な
い
。
各
国
の
憲
法
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
表
現
の
自
由
ま
た
は
そ

れ
に
類
す
る
も
の
を
保
障
す
る
規
定
な
ど
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

し
か
し
、
仮
に
「
記
憶
法
」
で
語
ら
れ
て
い
る
歴
史
的
事
実
が
「
真
実
」
で
な
か
っ
た
場
合
、
こ
れ
に
加
え
て
、
そ
れ
に
か
か
わ
る
特

定
の
歴
史
的
な
見
解
に
対
す
る
罰
則
が
規
定
さ
れ
て
い
る
場
合
、
憲
法
上
、
基
本
権
保
障
に
反
し
て
い
な
い
と
い
っ
て
も
果
た
し
て
こ
の

よ
う
な
「
記
憶
法
」
は
適
正
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。「
記
憶
法
」
が
「
記
憶
法
」
と
し
て
適
正
で
あ
る
た
め
に
は
、
他
の
法

律
に
求
め
ら
れ
る
適
正
さ
だ
け
で
な
く
、
前
提
と
な
る
歴
史
の
し
っ
か
り
と
し
た
分
析
が
不
可
欠
で
あ
ろ
う
。
そ
の
う
え
で
、
法
律
そ
の

も
の
と
し
て
の
適
正
は
も
ち
ろ
ん
、「
記
憶
法
」
の
内
容
を
議
論
す
る
こ
と
が
適
切
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

（
五
二
八
）
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現
在
、
我
が
国
に
お
い
て
、「
記
憶
法
」
の
う
ち
「
罰
則
を
伴
う
」
も
の
は
存
在
し
な
い
。
た
だ
、「
記
憶
法
」
自
体
は
普
遍
的
な
も
の

で
あ
る
た
め
、「
罰
則
を
伴
わ
な
い
」
も
の
は
存
在
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
歴
史
認
識
に
関
し
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
が
存
在
す
る

こ
と
か
ら
、
今
後
、
我
が
国
に
お
い
て
も
「
罰
則
を
伴
う
」
法
令
の
制
定
に
向
け
た
議
論
が
高
ま
る
可
能
性
を
完
全
に
否
定
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
ま
た
、
我
が
国
に
関
係
す
る
「
記
憶
法
」
は
、
諸
外
国
に
お
い
て
少
な
か
ら
ず
み
う
け
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、「
記
憶
法
」

の
問
題
と
い
う
の
は
、
我
が
国
に
と
っ
て
無
関
係
と
と
ら
え
て
よ
い
も
の
で
は
な
い
。

今
後
は
、
地
域
ご
と
の
特
色
や
「
記
憶
法
」
よ
る
表
現
の
自
由
の
制
約
の
許
容
範
囲
な
ど
と
い
っ
た
点
か
ら
、
こ
の
「
記
憶
法
」
に
つ

い
て
さ
ら
に
研
究
を
進
め
て
い
き
た
い
。

（
1
） 

野
口
健
格
「
ス
ペ
イ
ン
に
お
け
る
「
歴
史
記
憶
文
書
セ
ン
タ
ー
」
と
「
歴
史
記
憶
回
復
協
会
」
の
現
状
と
課
題

─
歴
史
の
記
憶
へ
の
ア
ク
セ

ス
は
憲
法
上
の
保
護
の
対
象
と
な
る
か
？

─
」
中
央
学
院
大
学
『
法
学
論
叢
』
第
三
〇
巻
一
号
（
平
成
二
八
年
）
五
三
頁
。

（
2
） 

「
歴
史
」
と
「
記
憶
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
大
嶋
え
り
子
「
記
憶
の
承
認
を
考
え
る

─
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
関
連
の
記

憶
を
中
心
に

─
」
早
稲
田
大
学
大
学
院
政
治
学
研
究
科
『
早
稲
田
政
治
公
法
研
究
』
第
一
〇
六
号
（
平
成
二
六
年
）
九
頁
以
下
が
詳
し
い
。

な
お
、「
記
憶
は
集
団
間
の
闘
争
や
あ
る
集
団
に
よ
る
権
力
に
対
す
る
要
請
の
中
心
に
な
り
得
る
」
た
め
、「
記
憶
を
め
ぐ
る
論
争
は
、
過
去
を
め

ぐ
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
現
代
的
な
論
争
で
あ
る
」（
大
嶋
・
前
掲
註（
２
）九
頁
）。

（
3
） 

「
歴
史
記
憶
法
」
は
あ
く
ま
で
通
称
で
あ
る
。
黒
田
清
彦
「
ス
ペ
イ
ン
「
歴
史
の
記
憶
に
関
す
る
法
律
」
２
０
０
７
年
12
月
26
日
法
律
第
52
号
」

『
南
山
法
学
』
第
三
二
巻
第
一
号
（
平
成
二
〇
年
）
一
五
一
頁
以
下
で
は
、
正
式
名
称
を
「
市
民
戦
争
お
よ
び
独
裁
の
間
に
迫
害
ま
た
は
侵
害
を
受

け
た
者
の
権
利
を
承
認
し
て
拡
大
し
救
済
手
段
を
設
け
る
た
め
の
二
〇
〇
七
年
一
二
月
二
六
日
法
律
第
五
二
号
（L

E
Y

 52/2007, de 26 de 

diciem
bre, por la que se reconocen y am

plían derechos y se establecen m
edidas en favor de quienes padecieron persecución o 

violencia durante la guerra civil y la dictadura

）」
と
訳
し
て
い
る
。
加
藤
伸
吾
「
ス
ペ
イ
ン
「
歴
史
記
憶
法
」
の
成
立
過
程
（
２
０
０
４

（
五
二
九
）
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～
２
０
０
８
年
）」『
外
務
省
調
査
月
報
』
二
〇
〇
八
年
度
第
四
号
（
平
成
二
〇
年
）
一
頁
以
下
で
は
、
正
式
名
称
を
「
内
戦
及
び
独
裁
の
間
迫
害

あ
る
い
は
暴
力
に
苦
し
ん
だ
人
々
の
た
め
、
権
利
を
認
知
及
び
拡
張
し
措
置
を
定
め
る
法
律
」、
通
称
を
「
歴
史
記
憶
法
」
と
し
て
お
り
、
ま
た
、

遠
藤
美
純
「
ス
ペ
イ
ン
「
歴
史
的
記
憶
法
」
と
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
」
創
価
大
学
社
会
学
会
『
ソ
シ
オ
ロ
ジ
カ
』
第
三
五
巻
第
一
・
二
号
（
平
成
二
三

年
）
一
〇
五
頁
以
下
で
は
、
正
式
名
称
を
「
内
戦
お
よ
び
独
裁
期
に
迫
害
あ
る
い
は
暴
力
を
受
け
た
人
々
の
た
め
、
権
利
を
承
認
し
拡
大
し
措
置
を

定
め
る
法
律
」、
通
称
を
「
歴
史
的
記
憶
法
」
と
訳
し
て
い
る
。

（
4
） 

曽
我
部
真
裕
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
表
現
の
自
由
の
現
在
─
「
記
憶
の
法
律
」
を
め
ぐ
る
最
近
の
状
況
を
題
材
に
」
京
都
大
学
『
憲
法
問
題
』

第
二
五
巻
（
平
成
二
六
年
）
七
五
頁
以
下
で
は
、「lois m
ém

orielles

」
を
「
記
憶
の
法
律
」
と
訳
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
、「lois m

ém
orielles

」

も
「m

em
ory law

s

」
同
様
、「
記
憶
法
」
と
訳
し
て
用
い
る
。

（
5
） K

oposov, N
ikolay, M

E
M

O
R

Y
 L

A
W

S
, M

E
M

O
R

Y
 W

A
R

S
 

（C
am

bridge U
niversity P

ress, 2018

）, p. 1.

（
6
） 

ア
コ
ワ
イ
エ
委
員
会
と
は
、
記
憶
法
の
適
法
性
を
調
査
す
る
た
め
に
設
置
さ
れ
た
フ
ラ
ン
ス
議
会
の
特
別
委
員
会
の
こ
と
で
あ
る
（Ibid

., p. 

3.

）。

（
7
） 

R
apport d

’in
form

ation
 fait au

 n
om

 d
e la m

ission
 d

’in
form

ation
 su

r les qu
estion

s m
ém

orielles, n

° 1262, enregistré à la 

P
résidence de l ’A

ssem
blée nationale le 18 novem

bre 2008, p. 11.

（
8
） H

einze, E
ric, “B

eyond ‘m
em

ory law
s ’: T

ow
ards a general theory of law

 and historical discourse, ” in A
ntonina B

akardjieva 

E
ngelbrekt and Joakim

 N
ergelius 

（eds.

）, L
aw

 an
d

 M
em

ory: A
d

d
ressin

g H
istorical In

ju
stice by L

aw
 

（C
am

bridge U
niversity 

P
ress, 2016

）, p. 6.

（
9
） 

こ
こ
で
い
う
反
対
者
に
は
、
ル
ネ
・
レ
モ
ン
（R

ené R
ém

ond
）
や
ピ
エ
ー
ル
・
ノ
ラ
（P

ierre N
ora

）
と
い
っ
た
高
名
な
歴
史
家
や
、
小

説
家
の
フ
ラ
ン
ソ
ワ
ー
ズ
・
シ
ャ
ン
デ
ル
ナ
ゴ
ル
（F

rançoise C
handernagor

）
な
ど
が
い
る
（K

oposov, op. cit., p. 1.

）。

（
10
） 

Ibid
.

二
〇
〇
五
年
の
引
揚
者
援
護
法
（
メ
カ
チ
ェ
ラ
法
）
を
き
っ
か
け
と
し
た
歴
史
認
識
問
題
に
対
す
る
新
た
な
問
題
提
起
と
し
て
、「
歴
史
の
自
由

ア
ピ
ー
ル
」
が
リ
ベ
ラ
シ
オ
ン
紙
に
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
ア
ピ
ー
ル
で
は
、
思
想
家
が
裁
判
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
憂
慮
さ
れ
、「『
自
由

（
五
三
〇
）



歴
史
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か
か
わ
る
法
令
に
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て
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田
上
）
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八
九

な
国
に
お
い
て
、
歴
史
的
真
理
を
確
定
す
る
権
利
を
持
っ
て
い
る
の
は
議
会
や
司
法
権
で
は
な
い
』
と
し
て
、」
メ
カ
チ
ェ
ラ
法
を
含
む
四
つ
の

「『
歴
史
の
記
憶
』
関
連
の
法
律
」
の
廃
止
が
要
求
さ
れ
て
い
る
。「
歴
史
の
自
由
ア
ピ
ー
ル
」
に
つ
い
て
は
、
丸
岡
高
弘
「
戦
争
の
記
憶
と
記
憶
の

戦
争
─
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
植
民
地
主
義
の
評
価
を
め
ぐ
る
論
争
─
」
南
山
大
学
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
研
究
セ
ン
タ
ー
報
』
第
一
三
号
（
平
成
一
九
年
）

八
七
─
八
八
頁
に
よ
る
。

（
11
） K

oposov, op. cit., p. 1.

（
12
） 

正
式
な
法
律
名
は
、「『
人
種
差
別
、
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
そ
の
他
の
排
外
主
義
的
行
為
を
抑
圧
す
る
た
め
の
一
九
九
〇
年
七
月
一
三
日
法
』：
九
〇

─
六
一
五
号
法
（L

oi no 90-615 du 13 juillet 1990 tendant à réprim
er tout acte raciste, antisém

ite ou xénophobe

）」
で
あ
る
。

ゲ
ソ
法
は
、「
民
族
・
人
種
・
国
民
・
宗
教
に
も
と
づ
く
あ
ら
ゆ
る
差
別
を
禁
止
す
る
こ
と
を
主
眼
と
し
た
法
律
」
で
あ
る
。
ゲ
ソ
法
の
九
条
は
、

一
八
八
一
年
の
出
版
自
由
法
を
改
正
す
る
条
項
を
含
ん
で
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
、
八
〇
年
代
に
「
歴
史
学
の
常
識
に
反
し
て
ナ
チ
ス
に
よ
る
ユ
ダ

ヤ
人
虐
殺
の
存
在
自
体
を
否
定
す
る
見
解
が
頻
繁
に
繰
り
返
さ
れ
て
」
き
た
こ
と
に
対
処
す
る
た
め
に
、
一
九
四
五
年
の
「
ロ
ン
ド
ン
協
定
で
定
義

さ
れ
た
人
道
に
反
す
る
罪
で
有
罪
に
な
っ
た
組
織
の
メ
ン
バ
ー
そ
の
他
が
お
こ
な
っ
た
罪
を
否
定
す
る
見
解
を
な
ん
ら
か
の
手
段
に
よ
り
公
表
し
た

場
合
」
に
処
罰
す
る
規
定
を
含
ん
で
い
る
。
ゲ
ソ
法
の
正
式
名
称
の
訳
及
び
概
要
に
つ
い
て
は
、
丸
岡
・
前
掲
註（
10
）八
八
─
八
九
頁
に
よ
る
。

ゲ
ソ
法
を
は
じ
め
と
し
た
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
「
記
憶
法
」
の
分
析
に
は
、
ほ
か
に
も
曽
我
部
・
前
掲
註（
４
）七
五
─
八
六
頁
や
松
沼
美
穂
「
植

民
地
支
配
の
過
去
と
歴
史
・
記
憶
・
法
　
近
年
の
フ
ラ
ン
ス
で
の
論
争
か
ら
」
東
京
大
学
大
学
院
総
合
文
化
研
究
科
・
教
養
学
部
ド
イ
ツ
・
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
研
究
セ
ン
タ
ー
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
研
究
』（
平
成
一
九
年
）
一
一
九
─
一
三
四
頁
な
ど
が
あ
る
。

（
13
） 

正
式
な
法
律
名
は
、「『
一
九
一
五
年
の
ア
ル
メ
ニ
ア
に
お
け
る
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
を
確
認
す
る
二
〇
〇
一
年
一
月
二
九
日
法
』：
二
〇
〇
一
─

七
〇
号
法
（L

oi n

° 2001-70 du 29 janvier 2001 relative à la reconnaissance du génocide arm
énien de 1915

）」
で
あ
る
。
正
式
名
称

の
訳
に
つ
い
て
は
、
丸
岡
・
前
掲
註（
10
）八
八
頁
に
よ
る
。

（
14
） 

正
式
な
法
律
名
は
、「『
奴
隷
売
買
と
奴
隷
制
度
を
人
道
に
反
す
る
罪
と
認
め
る
二
〇
〇
一
年
五
月
二
一
日
法
』：
二
〇
〇
一
─
四
三
四
号
法

（L
oi nº 2001-434 du 21 m

ai 2001 tendant à la reconnaissance de la traite et de l ’esclavage en tant que crim
e contre l ’hum

anité

）」

で
あ
る
。
正
式
名
称
の
訳
に
つ
い
て
は
、
丸
岡
・
前
掲
註（
10
）八
八
頁
に
よ
る
。

（
五
三
一
）
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九
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七
月
）
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（
15
） 

正
式
な
法
律
名
は
、「『
フ
ラ
ン
ス
人
引
揚
者
に
対
す
る
国
家
の
感
謝
表
明
と
交
付
金
支
給
に
関
す
る
二
〇
〇
五
年
二
月
二
三
日
の
法
律
』：

二
〇
〇
五
─
一
五
八
号
法
（L

oi n

° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la N
ation et contribution nationale en 

faveur des F
rançais rapatriés

）」
で
あ
る
。
正
式
名
称
の
訳
に
つ
い
て
は
、
丸
岡
・
前
掲
註（
10
）八
〇
頁
を
参
照
し
た
。

（
16
） K

oposov, op. cit., p. 3.

（
17
） H

einze, op. cit., p. 6.

（
18
） A

rrêté du 8 octobre 1987 relatif à l ’apposition de la m
ention 

《m
ort en déportation

》 sur les actes ou jugem
ents déclaratifs 

de décès 

（J.O
.R

.F., 14 nov. 1987, p. 13295

）.

（
19
） 

こ
の
ア
レ
テ
は
、「
一
九
八
七
年
一
〇
月
八
日
付
の
、
退
役
軍
人
大
臣
補
佐
に
よ
る
ア
レ
テ
に
よ
っ
て
、
以
下
の
死
亡
確
認
証
書
ま
た
は
死
亡

確
認
判
決
に
『
強
制
収
容
所
で
の
死
亡
』
と
い
う
特
記
を
加
え
る
こ
と
を
決
定
し
た
」
と
し
、
こ
の
文
言
に
次
い
で
、
対
象
者
の
氏
名
、
出
生
地
、

出
生
年
月
日
、
没
地
、
没
年
月
日
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。

（
20
） L

oi du 2 juillet 1915.

（
21
） K

oposov, op. cit., p. 4.

本
文
に
あ
る
よ
う
な
特
記
（m

ention

）
に
は
、
ほ
か
に
、「
二
〇
一
二
─
一
四
三
二
号
法
（la loi n

°2012-1432 du 21 décem
bre 2012

）」

一
二
条
に
よ
る
「
国
民
役
務
の
た
め
の
死
」
と
い
う
特
記
が
あ
る
（S

ecrétariat G
énéral pour l ’A

dm
inistration, L

es m
en

tion
s, m

ise à 

jour : 28 octobre 2018 

（https://w
w

w
.defense.gouv.fr/sga/le-sga-a-votre-service/m

onde-com
battant/les-m

entions/les-m
entions

） 

［O
nline A

vailable: 2019/3/14

］）。

（
22
） K

oposov, op. cit., p. 4.

（
23
） 

大
嶋
え
り
子
博
士
は
、「
記
憶
す
る
義
務
」
と
い
う
訳
を
用
い
て
い
る
（
大
嶋
・
前
掲
註（
２
）一
三
頁
、
大
嶋
え
り
子
「
フ
ラ
ン
ス
に
よ
る
ア

ル
ジ
エ
リ
ア
に
関
連
す
る
記
憶
の
承
認

─
国
立
移
民
歴
史
館
の
事
例
を
中
心
に

─
」
日
本
政
治
学
会
『
年
報
政
治
学
』
第
六
五
巻
第
一
号
（
平

成
二
六
年
）
二
九
八
頁
）。

な
お
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、「
ユ
ダ
ヤ
人
虐
殺
に
関
す
る
記
憶
の
義
務
は
ほ
と
ん
ど
市
民
的
な
義
務
」
と
な
っ
て
い
る
（
丸
岡
・
前
掲
註（
10
）

（
五
三
二
）



歴
史
に
か
か
わ
る
法
令
に
つ
い
て
の
考
察
（
田
上
）

三
九
一

九
〇
頁
）。

（
24
） K

oposov, op. cit., p. 4.
（
25
） 

Ibid
.

（
26
） 

Ibid
.

（
27
） 

Ibid
., pp. 4-5.

（
28
） H

einze, op. cit., p. 6.

（
29
） 

Ibid
., p. 7.

（
30
） 

こ
う
い
っ
た
こ
と
を
指
す
語
と
し
て
「
翻
訳
者
の
偽
り
の
友
人
（Л

ож
ны

е друзья переводчика

）」
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
こ
の
概
念

は
、「les faux am

is du traducteur

」
と
し
て
、
ケ
ス
ラ
ー
（M

axim
e K

oessler

）
と
デ
ロ
キ
ニ
ー
（Jules D

erocquigny

）
に
よ
っ
て

一
九
二
八
年
に
は
じ
め
て
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
（Гриш

кина Е.Н
. «Л

ож
ны

е друзья переводчика» как один из аспектов 
лексических трансф

орм
аций // А

ктуальны
е вопросы

 ф
илологической науки X

X
I века : сборник статей по 

материалам III Всероссийской научной конф
еренции молоды

х учены
х с меж

дународны
м участием 

（8 ф
евраля 2013 

г.

）. Ч
. 1. / Екатеринбург : У

рФ
У

, 2013. С. 364-365.

）。
人
は
、
い
ず
れ
か
の
言
語
に
関
す
る
知
識
を
持
っ
て
い
る
場
合
、
別
の
言
語
に
非

常
に
そ
っ
く
り
な
単
語
が
出
て
く
る
と
、（
加
え
て
、
語
派
な
ど
が
同
じ
で
あ
れ
ば
特
に
、）
辞
書
を
引
か
ず
と
も
、
知
っ
て
い
る
言
語
と
同
じ
意
味

の
訳
語
を
当
て
て
し
ま
い
た
く
な
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
際
に
、
意
味
が
言
語
間
で
異
な
っ
て
い
る
場
合
、
誤
訳
が
生
じ
る
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
が
生
じ
う
る
こ
と
か
ら
、「
偽
り
の
友
人
」
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
カ
タ
カ
ナ
で
表
記
す
る
と
「
ビ
リ
オ
ン
」
に

相
当
す
る
語
と
し
て
、
英
語
で
は
「billion

」、
ド
イ
ツ
語
で
は
「B

illion

」
と
い
う
単
語
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
意
味
を
そ
れ
ぞ
れ
日
本
語
に
す

る
と
、（
現
在
使
用
さ
れ
て
い
る
主
た
る
意
味
で
は
）
前
者
は
「
一
〇
億
」、
後
者
は
「
一
兆
」
で
あ
り
、
数
の
単
位
と
し
て
異
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、

ロ
シ
ア
語
の
「у

ウ
ロ
ド
リ
ヴ
ィ

родливы
й

」
と
ウ
ク
ラ
イ
ナ
語
の
「в

ウ
ロ
ド
ル
ィ
ヴ
ィ

родливий

」
に
至
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
露
語
「
醜
い
」
と
宇
語
「
美
し
い
」
と
い
っ
た

体
で
全
く
反
対
の
意
味
に
な
っ
て
い
る
。

（
31
） H

einze, op. cit., p. 6.

（
五
三
三
）
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（
32
） K

oposov, op. cit., p. 2.
（
33
） 

Ibid
.

（
34
） 

Ibid
., p. 1.

（
35
） 

Ibid
., p. 2.

（
36
） 

Ibid
.

（
37
） 

Ibid
.

（
38
） 

Ibid
., p. 1.

（
39
） H

einze, op. cit., p. 6.

（
40
） 

Ibid
.

（
41
） 

曽
我
部
・
前
掲
註（
４
）七
六
頁
参
照
。

（
42
） K

oposov, op. cit., p. 6.

（
43
） 

Ibid
.

（
44
） 

Ibid
.

（
45
） 

Ibid
.

（
46
） 

Ibid
.

（
47
） 

Ibid
.

（
48
） 

Ibid
.

（
49
） H

einze, op. cit., pp. 6-7.

（
50
） 

Ibid
., p. 6.

（
51
） 

Ibid
., p. 7.

（
52
） 

Ibid
., p. 6.

（
五
三
四
）



歴
史
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三

（
53
） 

Ibid
.

（
54
） 

Ibid
.

（
55
） 

Ibid
.

（
56
） 

Ibid
.

（
57
） 

Ibid
., p. 7.

（
58
） 

Ibid
.

た
だ
、
こ
こ
で
の
分
類
に
お
い
て
、
特
定
の
歴
史
的
評
価
に
基
づ
い
て
金
銭
的
な
補
償
な
ど
を
行
う
「
記
憶
法
」
の
場
合
、
い
ず
れ
の
規
範
に
該

当
す
る
か
と
い
う
の
が
は
っ
き
り
し
な
い
。
あ
く
ま
で
補
償
な
ど
は
歴
史
的
評
価
に
付
随
す
る
も
の
と
い
え
る
の
で
、
こ
の
こ
と
か
ら
い
え
ば
、
こ

の
類
の
「
記
憶
法
」
は
、「
宣
言
的
」
規
範
に
付
随
し
て
補
償
な
ど
が
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
ス
ペ
イ
ン
の
「
歴
史
記
憶
法
」

一
〇
条
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
（
黒
田
・
前
掲
註（
３
）一
六
〇
頁
参
照
）。

（
59
） H

einze, op. cit., p. 8.

（
60
） 

こ
の
記
念
碑
設
置
は
、
二
〇
一
三
年
一
二
月
三
一
日
の
官
報
に
お
い
て
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
政
府
に
よ
っ
て
そ
の
旨
が
発
表
さ
れ
た
。
こ
の
な
か
で

ハ
ン
ガ
リ
ー
政
府
は
、
二
〇
一
四
年
三
月
一
九
日
に
ブ
タ
ペ
ス
ト
第
五
区
の
自
由
広
場
に
記
念
碑
を
設
置
す
る
こ
と
を
「
社
会
政
治
的
に
重
要
な
目

標
」
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
日
は
、
ド
イ
ツ
に
よ
っ
て
第
二
次
大
戦
中
に
ハ
ン
ガ
リ
ー
が
占
領
さ
れ
て
か
ら
七
〇
年
の
節
目
に
あ
た
る
。
そ
し
て
、

こ
れ
を
受
け
た
ブ
タ
ペ
ス
ト
市
第
五
区
議
会
は
、
記
念
碑
設
置
を
賛
成
多
数
で
承
認
し
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
ロ
ガ
ー
ン
第
五
区
長
は
、
こ
の
記
念

碑
に
つ
い
て
、「
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
の
占
領
を
手
助
け
し
た
者
を
讃
え
る
も
の
で
は
な
く
」「
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
主
権
が
停
止
し
た
こ
と
」
及
び
「
数
十

万
人
の
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
犠
牲
者
を
追
悼
す
る
も
の
で
あ
る
」
こ
と
を
説
明
し
た
。
以
上
の
設
置
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
在
ハ
ン
ガ
リ
ー
日
本
大
使
館

『
政
治
経
済
月
報
（
一
月
号
）』（
平
成
二
六
年
）
六
─
七
頁
に
よ
る
。

ま
た
、
オ
ル
バ
ー
ン
首
相
は
、
記
念
碑
に
つ
い
て
、
ユ
ダ
ヤ
系
米
国
議
会
議
員
ら
へ
の
返
事
で
以
下
の
旨
を
説
明
し
て
い
る
。
首
相
は
、
こ
の
返

事
に
お
い
て
、
こ
の
記
念
碑
が
、
①
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
に
関
す
る
記
念
碑
や
記
念
館
が
す
で
に
別
途
存
在
し
て
い
る
こ
と
も
あ
わ
せ
て
、
ホ
ロ
コ
ー
ス

ト
記
念
碑
で
な
い
こ
と
、
②
自
由
を
奪
わ
れ
た
痛
み
に
対
し
て
戦
う
人
々
を
示
し
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
③
主
権
の
喪
失
が
国
民
の
生
命
や
国
家
全

（
五
三
五
）
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体
に
甚
大
な
被
害
を
も
た
ら
し
た
こ
と
を
想
起
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
を
述
べ
て
い
る
。（O

rbán, V
iktor, “L

etter to C
ongressm

en ” 

（4. 

June 2014

）, B
udapest : http://accessibility.governm

ent.hu/dow
nload/0/6a/41000/L

etter%
20to%

20C
ongressm

en.pdf, accessed 

2017-11-30

）。

（
61
） H

einze, op. cit., p. 6.

非
難
や
抗
議
は
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
ユ
ダ
ヤ
人
団
体
で
あ
る
「
ハ
ン
ガ
リ
ー
・
ユ
ダ
ヤ
教
連
盟
（M

azsihisz

）」
や
左
派
政
党
で
あ
る
社
会
党
や

「
共
に
二
〇
一
四
年
」、
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
研
究
家
、
海
外
有
識
者
、
在
ハ
ン
ガ
リ
ー
・
ド
イ
ツ
大
使
館
な
ど
か
ら
あ
っ
た
（
在
ハ
ン
ガ
リ
ー
日
本
大
使

館
、
前
掲
『
政
治
経
済
月
報
（
一
月
号
）』
七
─
八
頁
参
照
）。
こ
れ
ら
の
結
果
、
当
初
計
画
し
て
い
た
日
の
記
念
碑
設
置
は
流
れ
た
（
在
ハ
ン
ガ

リ
ー
日
本
大
使
館
『
政
治
経
済
月
報
（
二
月
号
）』（
平
成
二
六
年
）
九
頁
参
照
）。
ま
た
、
在
ハ
ン
ガ
リ
ー
米
国
大
使
館
か
ら
は
、
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト

に
対
す
る
正
当
な
評
価
を
求
め
る
声
明
が
出
さ
れ
て
い
る
（
在
ハ
ン
ガ
リ
ー
日
本
大
使
館
『
政
治
経
済
月
報
（
四
月
号
）』（
平
成
二
六
年
）
一
一
頁

参
照
）。
結
果
と
し
て
、
記
念
碑
の
完
成
は
七
月
に
な
り
、
予
定
し
て
い
た
除
幕
式
典
は
中
止
さ
れ
た
（
在
ハ
ン
ガ
リ
ー
日
本
大
使
館
『
政
治
経
済

月
報
（
七
月
号
）』（
平
成
二
六
年
）
六
─
七
頁
参
照
）。
ま
た
、
記
念
碑
反
対
の
デ
モ
で
は
、「
歴
史
の
捏
造
と
幸
福
の
侵
害
」
へ
の
反
対
が
標
榜
さ

れ
た
（
在
ハ
ン
ガ
リ
ー
日
本
大
使
館
、
前
掲
『
政
治
経
済
月
報
（
四
月
号
）』
一
〇
頁
参
照
）。

（
62
） H

einze, op. cit., pp. 6-7.

（
63
） 

Ibid
., p. 7.

（
64
） V

gl. D
eutscher B

undestag, D
rucksache 18/8613, S

. 1ff.

（
65
） H

einze, op. cit., p. 8.

（
66
） 

Ibid
.

国
家
の
持
つ
歴
史
観
と
い
う
の
は
、
遺
産
と
い
っ
た
よ
う
な
文
化
財
か
ら
も
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
こ
に
残
さ
れ
た
文
化
財

は
、
あ
り
の
ま
ま
の
「
過
去
」
が
残
る
の
で
は
な
く
、
国
家
に
よ
っ
て
そ
の
国
の
歴
史
観
に
基
づ
い
て
取
捨
選
択
さ
れ
る
た
め
、「
遺
産
を
保
全
す

べ
き
と
い
う
意
識
・
観
念
」
は
、
当
該
国
に
お
け
る
支
配
的
な
歴
史
観
の
支
え
に
よ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
（
四
方
田
雅
史
「「
両
義
的
遺
産
」
と

し
て
の
共
産
主
義
遺
産
─
チ
ェ
コ
・
ポ
ー
ラ
ン
ド
に
お
け
る
ス
タ
ー
リ
ン
様
式
建
築
を
中
心
に
─
」
静
岡
文
化
芸
術
大
学
『
研
究
紀
要
』
第
一
五
巻

（
五
三
六
）



歴
史
に
か
か
わ
る
法
令
に
つ
い
て
の
考
察
（
田
上
）

三
九
五

（
平
成
二
六
年
）
四
五
頁
参
照
）。

（
67
） H

einze, op. cit., p. 8.
（
68
） 

Ibid
.

教
科
書
は
、
そ
の
国
の
歴
史
的
見
解
が
大
き
く
反
映
さ
れ
る
の
で
、
他
の
国
家
と
の
関
係
に
関
し
て
、
完
全
中
立
な
歴
史
と
な
り
え
な
い
の
で
あ

る
。
な
お
、
日
教
組
の
ド
ン
と
言
わ
れ
た
輿
石
東
が
か
つ
て
発
言
し
た
よ
う
な
教
育
の
政
治
的
非
中
立
性
（「
産
経
抄
」『
産
経
新
聞
』
平
成
二
九
年

三
月
四
日
、
第
一
頁
）
と
は
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
異
な
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

（
69
） H

einze, op. cit., p. 8.

た
と
え
ば
、
中
国
で
は
、
共
産
党
政
権
を
維
持
す
る
た
め
に
、
共
産
党
中
央
宣
伝
部
に
よ
っ
て
、
報
道
や
教
科
書
だ
け
で
な
く
、
書
籍
や
映
画
に

至
る
ま
で
す
べ
て
の
「
公
的
な
言
論
」
を
管
理
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
は
、
政
府
の
意
見
や
主
張
を
代
弁
す
る
こ
と
に
な
る
（
猪
狩

典
子
＝
庄
司
昌
彦
「
中
国
の
情
報
通
信
に
お
け
る
「
強
い
政
府
」
と
「
奔
放
な
社
会
・
市
場
」」
国
際
大
学
グ
ロ
ー
バ
ル
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
・
セ
ン
タ
ー
『
智
場
』
第
一
一
三
号
（
平
成
二
一
年
）
五
二
頁
参
照
）。
ま
た
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
あ
る
情
報
へ
の
ア
ク
セ
ス
も
同
様
に
制

約
さ
れ
る
た
め
、
天
安
門
事
件
と
い
っ
た
「
中
国
政
府
に
と
っ
て
セ
ン
シ
テ
ィ
ブ
な
情
報
を
含
む
サ
イ
ト
」
は
、
制
約
の
対
象
に
な
る
の
で
あ
る

（
市
川
類
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に
係
る
米
国
・
中
国
間
の
通
商
・
外
交
動
向
」
情
報
処
理
推
進
機
構
『
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
だ
よ
り
』

二
〇
〇
九
年
三
月
（
平
成
二
一
年
）
一
四
頁
参
照
）。
言
論
統
制
を
脅
か
す
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
対
し
て
中
国
政
府
が
投
入
し
た
「
通
信
の
接
続
規

制
や
遮
断
を
行
う
巨
大
検
閲
シ
ス
テ
ム
」
で
あ
る
「
金
盾
（G

reat F
irew

all

）」
の
存
在
は
、
日
本
に
お
い
て
も
知
る
人
が
少
な
く
な
い
だ
ろ
う

（
猪
狩
＝
庄
司
・
前
掲
註（
69
）五
三
頁
参
照
）。
な
お
、
中
国
に
お
い
て
は
、
二
〇
一
七
年
に
「
中
華
人
民
共
和
国
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ー
法
」

が
施
行
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
山
本
賢
二
「
中
華
人
民
共
和
国
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ー
法
」
日
本
大
学
法
学
部
新
聞
学
研

究
所
『
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
＆
メ
デ
ィ
ア
』
第
一
一
号
（
平
成
三
〇
年
）
一
六
一
頁
以
下
参
照
。

（
70
） K

oposov, op. cit., p. 6.

（
71
） 

た
だ
、
逆
に
一
切
「
記
憶
法
」
を
制
定
し
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
も
、
効
力
を
発
揮
す
る
こ
と
が
あ
る
。「
法
的
な
力
は
、
現
存
す
る
法
律
を
通

じ
て
だ
け
で
な
く
、
法
律
が
存
在
し
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
も
ま
た
、
働
く
の
で
あ
」
り
、「
表
向
き
は
中
立
を
装
う
、
す
な
わ
ち
表
面
的
に
は
静
観

（
五
三
七
）
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六

を
維
持
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
」「
本
質
的
に
倫
理
的
な
立
場
に
立
つ
こ
と
を
避
け
る
の
は
、
学
校
や
公
的
機
関
に
と
っ
て
力
と
な
る
」
の
で
あ
る

（H
einze, op. cit., p. 10.

）。

（
72
） 
早
尾
貴
紀
「
ユ
ダ
ヤ
・
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
と
イ
ス
ラ
エ
ル
国
家
、
そ
し
て
難
民
的
存
在
と
し
て
の
パ
レ
ス
チ
ナ
人
」
大
阪
経
済
法
科
大
学
『
ア
ジ

ア
太
平
洋
研
究
セ
ン
タ
ー
年
報
』
第
一
号
（
平
成
一
五
年
）
三
頁
以
下
参
照
。

ユ
ダ
ヤ
系
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
の
歴
史
に
つ
い
て
は
、
井
口
泰
「
ユ
ダ
ヤ
系
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
と
イ
ス
ラ
エ
ル
の
経
済
発
展

─
「
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
・

ネ
ー
シ
ョ
ン
」
の
移
民
政
策
」
移
民
政
策
学
会
『
移
民
政
策
研
究
』
第
六
号
（
明
石
書
店
、
平
成
二
六
年
）
九
六
頁
以
下
が
参
考
に
な
る
。

（
73
） 

「『
適
応
』
が
新
旧
の
文
化
が
混
ざ
り
合
っ
て
融
合
す
る
追
加
的
な
プ
ロ
セ
ス
で
あ
り
、
自
文
化
の
拒
絶
・
取
替
え
、
民
族
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
ー
の
喪
失
を
必
要
と
し
な
い
の
に
対
し
、『
同
化
』
は
民
族
的
グ
ル
ー
プ
や
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
個
人
が
文
化
的
に
吸
収
・
併
合
さ
れ
、
民
族
性

の
過
剰
補
償
・
犠
牲
を
伴
う
も
の
で
あ
る
」
か
ら
で
あ
る
（
森
田
京
子
「
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
・
ポ
リ
テ
ィ
ッ
ク
ス
と
サ
バ
イ
バ
ル
戦
略
」
日
本

質
的
心
理
学
会
『
質
的
心
理
学
研
究
』
第
三
号
（
平
成
一
六
年
）
二
四
頁
）。

ま
た
、
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
の
よ
う
に
文
化
的
な
境
界
が
引
か
れ
る
こ
と
で
、「
教
育
、
メ
デ
ィ
ア
、
小
説
、
記
念
館
、
見
物
な
ど
の
よ
う
な
さ
ま
ざ

ま
な
慣
行
に
お
い
て
現
れ
、
物
語
を
通
じ
て
人
び
と
の
共
通
の
経
験
、
歴
史
的
記
憶
に
関
す
る
意
識
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
社
会
的
慣
行
や
言

説
の
な
か
で
構
築
さ
れ
」
る
た
め
（
金
成
玟
「
流
動
す
る
「
境
界
」

─
60
─
80
年
代
に
お
け
る
日
韓
の
メ
デ
ィ
ア
空
間
と
文
化
越
境
に
関
す
る
考

察

─
」
東
京
大
学
大
学
院
情
報
学
環
『
情
報
学
研
究
』
第
八
二
号
（
平
成
二
四
年
）
四
頁
）、
そ
の
他
の
国
民
と
同
化
す
る
こ
と
で
、
文
化
的
境

界
が
薄
れ
、「
歴
史
的
記
憶
に
関
す
る
意
識
」
も
薄
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

（
74
） 

た
と
え
ば
一
例
と
し
て
、
歴
史
問
題
に
絡
ん
で
、「
祖
国
に
存
在
感
を
誇
示
し
よ
う
と
し
て
い
る
」「
韓
国
系
移
民
者
の
『
遠
距
離
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ズ
ム
』
と
、
そ
れ
に
連
動
す
る
韓
国
政
府
に
よ
る
『
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
関
与
政
策
』」
が
ア
メ
リ
カ
で
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
（
春

木
育
美
「
バ
ー
ジ
ニ
ア
州
の
韓
国
系
移
民
者
に
よ
る
「
東
海
」
併
記
運
動
の
プ
ロ
セ
ス
と
背
景
」
移
民
政
策
学
会
『
移
民
政
策
研
究
』
第
七
号
（
明

石
書
店
、
平
成
二
七
年
）
一
七
九
頁
）。

（
75
） 

「
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
意
識
に
基
づ
き
、
出
自
社
会
の
文
化
を
、
同
胞
お
よ
び
ホ
ス
ト
社
会
の
人
び
と
に
広
め
る
べ
く
活
動
す
る
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ

ナ
ル
も
し
く
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
」
を
指
す
概
念
と
し
て
、「
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
・
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
（
白
水
繁
彦
「
デ
ィ
ア
ス
ポ

（
五
三
八
）



歴
史
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か
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考
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（
田
上
）
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ラ
・
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
研
究

─
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
お
け
る
ブ
ラ
ジ
ル
映
画
祭
主
催
者
の
事
例

─
」
駒
澤
大
学
グ
ロ
ー
バ
ル
・
メ
デ
ィ
ア
・
ス
タ

デ
ィ
ー
ズ
学
部
『Journal of G

lobal M
edia S

tudies

』
第
一
九
号
（
平
成
二
八
年
）
七
一
頁
以
下
）。

（
76
） 
政
治
は
、
記
憶
に
干
渉
す
る
こ
と
で
管
理
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
政
治
と
歴
史
は
、
無
関
係
で
い
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
（
丸

岡
・
前
掲
註（
10
）九
七
頁
参
照
）。

（
77
） H

einze, op. cit., p. 24.

（
五
三
九
）
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政治メディアの熟慮誘発機能測定尺度の開発
─原発を争点とした新有権者の実験室的調査から─

小　川　恒　夫

（ 1 ）　問題所在

本稿の目的は、政治報道の読者・視聴者を「じっくり考えさせる」

機能を熟慮誘発機能と定義し、その効果を測定する尺度の開発を検討

することである。2007 年 6 月 24 日朝日新聞朝刊（総合 3 面）は「『世

論』って」という特集を組んでいる。全国有権者から層化無作為 2 段

抽出法により 3000 人を選んで郵送法で「もしあなたが世論調査の対象

に選ばれたら、どのように回答するか」（有効回答 2166 票で回答率 72％）

を尋ねている。回答内容は「直感で考える方だ」60％、「じっくり考え

て」32％となっている。直感派は若い人ほど多く 20 代男性で 72％、30

代女性では 80％に達している。60 代以上は「じっくり考えて」が約

40％であるが、それでも「直感派」が上回っている。もし、同じ争点

について、十分な情報を与えられて「じっくり考え」た本人の意見が

異なるようであれば、世論とは何かということが問題となる（ 1 ）。

佐藤卓巳は、この「じっくり考えて」と「直感で」の公的意見の違

いを、明治・大正期に使われた概念である輿論と世論を使って説明し

ている。「輿論」（Public Opinion）とは、争点双方の相互理解に基づいた

公的意見であり、「世論」（Popular sentiments）とは、国民感情に基づい

たものである。国民感情としても「世論」が「いま・ここでの快適さ」

を前提とする即時的報酬を目指しているのに対し、輿論が将来の安定

論　説

（
七
五
〇
）
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を意識する遅滞報酬をも視野に入れ複眼的思考を必要とする。「輿論」

は、各種の意見を想定し、時には少数であるが合理的な意見を重視す

る場合に歴史的に使用されてきたとして、その根底には熟慮があるこ

とを佐藤は主張する。「2030 年時点での日本社会の原発の在り方」につ

いて、2012 年 8 月に行われた「国民的議論に関する検証会合」（内閣官

房国家戦略室所管）の専門委員として検証会合に参加した佐藤は，討論

型世論調査による「世論の輿論化」の可能性に注目した経験から次の

ように述べている。遅滞報酬も視野に入れた時間的耐久性を持つ輿論

を作り上げるためには、①反転可能性（利害が対立する相手との立場が変

わっても許容できる意見であること）、②繰り延べ可能性（時間経過・環境変

化が起こっても保持できる同じ意見であるかということ）の 2 つの自問に耐

えるものでなければならない。佐藤はこれを「直感で」を、「じっくり

考えて」に変えるための “ 内省の思考チェック ” として民意のリテラ

シーと呼んでいる（佐藤卓巳、2016）。

政治争点を「じっくり考えて」判断するならば、争点を多次元的に

認知している度合いが問題になる。政治学の分野では有権者の「政治

的洗練度」（Political sophistication）や選挙時の「認知的複雑性」調査と

して研究が続けられている分野であるが（Luskin,1987）、本稿では、そ

れらが獲得される前段階「じっくり考えよう」とする動機解発状態に

ついて検討する。

（ 2 ）　「じっくり考えて」の難しさ

フェイクニュースなど情報操作からの回避や長期的な国民福利向上

には、争点判断を「じっくり考えて」行うことが望ましい。それは、

佐藤の区分でいう「輿論」であり、そのために政治報道が機能するな

らば、説得や誘導の装置ではなく、対立双方の相互理解を促進し妥協

点を探るための装置になることを意味する。

斎藤純一は、有権者の「熟慮」が発生する端緒を「心の動揺」とし

（
七
四
九
）
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て、以下のように述べている。「これまで知らない偶発的な情報流入＝

同質的でない他者の情報の侵入によって、共感が媒体となり『感情の

交流』が行われるときに起こるものが『心の動揺』である。そこでは、

偶発的な情報の流入が、自らにとって重要である─尊敬に値する─と

いう評価に結びつくとき、自らの利害や価値観を脱中心化しようとす

る。これによって、同質的で閉塞した空間を打ち破り「欲求─嫌悪の

構造」という選好変容の可能性が生まれるのである」（斎藤純一、2010）。

つまり、偶発的な情報との接触が共感を伴って感情交流に結び付くと

き、同質的で閉塞した空間を打ち破り、自説を疑うことも含め、「もっ

と知りたい」「考えてみたい」という動機の解発が始まるという。

しかし、伝統的なマス・メディア報道が賛否双方の相互交流につい

て貢献できる可能性について、長年NHK解説委員として原子力と被ば

くを専門の 1つとして数々の番組で解説を担当してきた岩本裕は以下

のようにコメントしている。「この問題をTVで解説することは非常に

難しいことでした。（中略）原子力の問題は推進と反対の立場で意見が

交わることがありませんでした。原発の構造、放射性物質の種類の多

さと性質の違い、それが人体に及ぼす影響などの問題が非常に多く、

前提となる知識が膨大に必要なため、どんなに解説をしてもなかなか

有意義な議論に結び付きにくいと感じていました」（岩本、2015）。特に、

低線量の被ばくで癌が増えるかにについては、70 年前の広島と長崎で

の原爆による被ばくデータ以外に根拠となるものがほとんどないため、

現代の科学レベルでは明確なことがわかっていない。中立の立場で意

見を述べるようにしていた岩本は「放送後、SNSなどで原発推進派か

らも反対派からも強い批判の声が上がっているのを見て、落ち込んだ」

としている。ここに報道が、賛否双方の「じっくり考えて」を促進し、

相互に認知的複雑性を高めていくことの難しさがあると思われる（2）。

公共政策学からも、原発問題のように高度な専門的知識を必要とす

る争点に対して、①その科学領域の専門家が持つ知識と認識構造（理論

知）、②実務を行う官僚機構が持つもの（経験知）、③非専門家としての

（
七
四
八
）
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一般市民が持つもの（現場知）が異なることを前提に、3者の「知」を

融合させることの重要性が指摘される一方で、その融合には、「計画」

された偶発的接触＝専門家も入れた形での少数市民間の対話や討議が

なされるミニパブリックやコンセンサス会議、討論型世論調査などが

必要とする研究者も多い（秋吉ほか、2010；若松征男、2010）。そこでは、

市民・行政・専門家間の対話・討論によって現実知を理論知・経験知に

融合させる要請が働き、一般市民にも「議論」や「熟慮」しやすいメ

ディア・フレームの変更（リフレーム）が行われやすいという（秋吉、2012）。

一方、一般の人々の熟慮が、多様な情報チャンネルからもたらされ

る可能性をドナルド・R・キンダーは以下のようにコメントしている。

「もし人々が、確固たる意見を形成するもとになるさまざまなことを考

慮しているとするならば、意見を形成できるか否かは、各問題をどの

ように規定し理解すべきかについて、他の人からどれだけ多く助けら

れるかにかかっている。つまり、各有権者が確固たる意見を形成でき

るか否かは、問題がどうようにフレームされるか、各人が意見の調理

法（レシピ）を知れるかにかっている。エリートの論争が有用なフレー

ムを提供することで、人々は確固たる意見を形成することができるに

違いない。」（キンダー ,R.D.2004）。意見の調理法（レシピ）を知らせる他

者は、家庭・地域・学校からだけでなく、勿論、マス・メディアから

であってもいいと思われるが、様々な属性・体験・知識をもつ受け手

に対して、適切で有用なレシピ（フレーム）とは何かを検討することが

重要になろう。

このような視点から、先の原発に関するNHK報道を見ると、高度に

専門的な争点に対して放送後にSNSなどで批判意見が相次いだという

ことと、他の多くの視聴者がどう思ったのかということは別の問題で

あるようにも思われる。そこでは、視聴後、物言わないが秘かに「も

う一度、考えてみよう」と思った視聴者を探るための測定尺度が必要

になる（3）。

すべてのマス・メディアが重要争点に対して、常に適切で有効な熟

（
七
四
七
）
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議誘発のためのレシピ（フレーム）を提供できるかは、経営問題や政府

規制を含めた別の課題でもある（Benjamin, 1996）。しかし、どのような

属性を持った受け手に、どのような「フレーム」が熟慮動機の解発を

支援しやすいかという問いも、メディア効果研究の 1 つの課題になる。

本稿ではその前提として、熟慮動機の解発状態を測定する尺度（以下：

熟慮誘発度尺度）を検討する。それは、有権者が争点の是非判断をめぐ

り、どのような思考プロセスを辿れば「じっくり考えた」ことになる

のかの検討でもあり、従来の認知・評価・イメージを測定軸としてき

たメディア効果測定尺度とは異ったものである。

（ 3 ）　熟慮誘発度の測定尺度構成の試み

尺度構成のポイントになる政治争点への有権者の熟慮とは何かにつ

いては、政治学分野でも未だに議論が続いている。単なる政策内容・

成果についての主体的学習に留まらず、自分たちの行為の帰結につい

て十分な予測を行うための能力（知識）を増加させること、争点に対す

る公的政策のメリットについての論理性のある理由付け（Reasoning）、

結果予測についての自己内での対話、反対意見者との対話過程を含む

か、かつ、有権者の基本的な価値観や選好の変化を伴うものかといっ

た議論である（ルピア＆マカビンズ 1985 ; Fiskin 1992、アーサー ,L. ＆マ

シュー ,D. 1998 ; Elster 1998 ; フィシュキン 2009）。このようにしてみると、

その定義は一定ではないが、そこには単なる思い付きや感情的な好き

嫌いからの争点是非判断ではなく、先の「心の動揺」が生じる過程の

ように、自分の利益・価値観にどのような影響を与えるかという予

測・思考過程が含まれているように思われる。

本稿で、この過程をモデル化する際にさらに参考にしたのは、ブラ

ジル国内の政治争点となった「低所得労働者への国家からの支援措置

の是非」をめぐり、各自の意見を彫琢する過程を、実際の会話内容分

析から詳細に行っている Rousiley の研究である。彼は、「調査参加者

（
七
四
六
）
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たちは、自分たちの主張を強め、要求や疑問を提示し、間違いである

ことを証明し、新しい方向で自分自身の主張を再定義するためにメ

ディア材料を使用した」（Rousiley 2012）として、個人の熟慮過程を以下

のように 4 分類 7 項目にまとめている。研究手法としては、一般市民

から選ばれた 27 歳から 60 歳まで各グループ 3 人から 8 人で構成され

る 8 つのフォーカスグループに分かれた女性を対象に、2003 年から

2006 年の間に刊行された全国レベルの 318 本の記事を読んでもらい（ 4 ）、

各人の判断過程を記録している。

1 、争点背景にある前提条件の提示

①　（相手の立場に身を置く架空の役割取得）

②　（自分たちの正当性と対峙する対話者たちの主張の基礎となる前提理解）

2 、反論反駁の準備　

③　（批判的で合理的な反論の詳細化）

3 、討論のリスクを冒すか否かの判断

④　（潜在的に許容できる理由の提供）

⑤　（他者側反証に照らした自らの興味やニーズの再評価）

4 、　問題の解釈と全参加者たちの相互理解に向けた方向付け

⑥　（参加者が提示した状況の解釈と相互尊重）

⑦　（代替解決策を提示するための模索）

（Rousiley 2012、252）。

ここでの熟慮過程モデルは、冒頭で佐藤が輿論を作り上げるための

条件として示した 2 要件、①反転可能性（利害が対立する相手との立場が

変わっても許容できる意見であること）、②繰り延べ可能性（時間経過・環境

（
七
四
五
）
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変化が起こっても保持できる同じ意見であるかということ）とも関連性が高

い。佐藤の示す①の反転可能性の模索は、「相手・自己側の利益構造の

認識（外部情報の摂取と意見根拠理解）：1 ② . 2. 3 ⑤ .4 ⑥」であり、佐藤

②の繰り延べも「自己側利益構造の再認識（自己内での対話と内省）：1

① . 3 ④ . 4 ⑦」によって完成する。

つまり、討論参加主体の熟慮を構成しているのは「自他の利益構造

の認識」と、その認識に基づいた「自己の利益構造を支える価値観へ

の内省」という 2 分類と捉え、ここから、有権者の熟慮動機の解発を

測定する暫定的な尺度として、まず（A1）相手・自己側の利益構造の

認識項目 4 問、（A2）自己の利益構造を支える価値観への内省項目 5 問

を設定した。さらに、上記の認識や内省を放棄する項目として（B）自

己判断放棄を想定する項目 5 問を設定した。計 14 項目の回答はすべて

「まったくそう思わない」から「どちらとも言えない」を中間に「とて

もそう思う」までの 5 件法で回答を求め、争点に関する情報を読む前

と後に 5 件法で記入してもらうことで前後の熟慮度の比較ができるよ

うに構成した。

Table １　争点判断に対する熟慮動機尺度

A1 相手・自己側の利益構造の認識（熟慮志向性①）
1 もっと原発に関連する賛否両者側の情報に接したい：（両面情報志向性）
2 原発を放棄した海外の実情や根拠をもっと知りたい：（海外事情志向性）
3 周囲の友人がこの問題を話題にしたら会話に参加する：（会話参加性）
4 自治体主催「原発是非についての講演会」に参加したい：（講演会参加性）

A2 相手・自己側利益構造の妥協点の内省（熟慮志向性②）
5 この争点への関心がある：（関心性）
6 もっと時間をかけて考えてみたいテーマだと思う：（熟慮欲求解発性）
7 最終意見は、もう暫く考えてから判断したい：（判断留保性）
8 原発是非について国民投票制度が設けられれば必ず行く：（国民投票参加性）
9 この争点は身近な問題として考えやすい：（争点身近性）
B 自己判断放棄
10 専門的で難しい問題で素人が考えてもわからないことだ：（素人判断困難性）
11 周囲に深刻な影響が出ないまでは馴染めないテーマだ：（深刻さ意識性）
12 このテーマのわたしの関心は高くない：（低関心性）
13 親しい友人とでも話題にするには堅すぎるテーマと思う：（会話困難性）
14 今は、まだ原発の是非をじっくり考える気がしない：（熟慮放棄性）

（
七
四
四
）
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（ 4）　測定尺度を使用した模擬実験

次に、上記の測定尺度の有効性を検証するために、特定争点に関す

る情報を用意し実験参加者に読んでもらうことで、読前後で熟慮の度

合いに有意差が検出できるかを実験室的調査によって検討した。実験

計画は以下の通り。

本稿での実験上の模擬争点は、先の岩本氏の経験談と合わせるため、

「原子力発電の是非」に設定した。また、この争点は調査時期的にも適

合性が高いと判断したためである。第 1の理由は、同争点は本調査実

施の 1か月前に実施された第 48 回衆議院選挙（2017 年 10 月 22 日）でも、

安全保障関連法、共謀罪を成立させた安倍政治決算、憲法改正、と並

ぶ 3大争点の 1つであったこと。第 2の理由としては、同争点は、

2010 年 3 月の東日本大震災以降、成人有権者を対象に我が国政府が初

めて試みた討論型世論調査（2012 年 8 月）の争点であり、その時には内

閣府から討論解説資料として、原発を 2030 年時点で 0％にした場合の

肯定的意見と否定的意見が “社会的利益 ”情報を中心に記載された資

料としてすでに存在する。同資料を使用することは、有権者が接する

初期情報フレームとして、両面併記情報から争点への熟慮誘発度測定

しやすい情報構成と考えたからである。

実験参加者は、㈱日経リサーチの全国パネルモニターの中から層化 2

段階無作為に抽出された者をそれぞれ 175 名計 350 名の 18 歳～ 19 歳

の新有権者である。この参加者を実験群とコントロール群に分け、2種

類の情報を読む前後での争点への熟慮誘発度の変化を測定した。属性

分布は以下の通り。（男性 176 人・女性 174 人）（18 歳 136 人・19 歳 214 人）

（北海道 26・青森 5・岩手 6・宮城 10・秋田 2・山形 3・福島 6・茨城 9・栃木

3・群馬 6・埼玉 22・千葉 14・東京 47・神奈川 28・新潟 7・富山 2・石川 6・福

井 4・長野 4・岐阜 5・静岡 7・愛知 15・三重 4・滋賀 6・京都 5・大阪 20・兵

庫 13・奈良 9・和歌山 1・鳥取 3・島根 1・岡山 5・廣島 11・徳島 2・香川 4・

愛媛 1・高知 3・福岡 13・佐賀 2・長崎 1・熊本 3・大分 1・宮崎 2・鹿児島 2・

（
七
四
三
）
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沖縄 1：合計 350 人）

調査期間は 2017 年 11 月 10 日から 11 月 30 日までである。提示資料

として付与した内容は以下の通りである。2012 年の原発是非を争点と

した討論型世論調査時に政府（内閣府）が提供した「2030 年原発 0シナ

リオ」是非判断に提供された資料では、「安全」「安定供給」「コスト」

「温暖化」の 4項目からメリット（ 6 意見）・デメリット（ 9 意見）意見

がまとめられているため、それを今回はメリット・デメリット双方と

も各 1情報で計 4項目にまとめ構成した（Appendix 1 ）。また、対称コ

ントロール群として、同じ 4項目でメリットとデメリットをより生活

圏での変化が見えやすい内容を示した資料を作成した（Appendix 2 ）。

“対称コントロール群情報 ”の特徴は、今回実験協力者となった 18 歳

から 19 歳でも、原発是非の影響をイメージしやすいように生活面への

変化予測を強調した点である。内容は、新聞報道や関連書籍から抽出

して構成した。現実の情報環境では、両フレームがミックスされて受

け手に提供されていると思われるが、ここでは、熟慮誘発度と情報フ

レームとの関連を測定するためにあえて両者を分離した点がポイント

である。尚、調査内容には、日経リサーチ社の内部倫理委員会と筆者

所属機関の研究倫理委員会での審査承認を得た。

（ 5）　尺度の有効性に関する分析結果

14 項目からなる熟慮誘発度尺度はオリジナルであるため、この尺度

について因子分析を行い、各因子の信頼性を確認した後、因子群ごと

に測定値を平均化し、読前・読後の熟慮志向性を比較検討した。

まず 14 項目の平均値と標準偏差を算出し、天井効果とフロア効果を

示す項目がないことを確認した。次に、資料読後の 14 項目について最

尤法でのプロマックス回転による初回因子抽出後の「共通性」に問題

がなく、因子負荷量は充分（.35）ではあるが両因子にほぼ同じ値を示

した項目 7「最終判断はもう暫く考えてから判断したい」を除外して、

（
七
四
二
）

9



政
治
メ
デ
ィ
ア
の
熟
慮
誘
発
機
能
測
定
尺
度
の
開
発
（
小
川
）

五
九
九

計 13 項目で再度同様の因子分析を最尤法で行った結果、予想通り下記

の 2 因子が抽出された（Table 3 ）。第 1 因子は「争点を再度熟慮してみ

たい」「反対賛成両派の意見を再度聞いてみたい」「関心がある」「原発

を放棄した海外諸国の情報をもっと知りたい」「争点に関する会話に参

加してみたい」「争点に関する講演会に参加する」「この争点は身近な

問題として考えやすい」の 8 項目からなる争点「熟慮志向性」因子で

ある。第 2 因子は「まだ是非をじっくり考える気がしない」「素人には

判断が難しい争点である」「まだ関心はあまり高くない」「周囲に深刻

な影響が出るまでは馴染めない争点だ」「会話をするには固すぎるテー

マだ」の 5 項目からなる争点「熟慮放棄性」因子である。当初から想

定した 2 因子構造が確証的因子分析によって検証された。

Table ２　熟慮動機尺度の因子分析結果 （最尤法・Promax 回転後の因子パターン）
項目内容 Ⅰ Ⅱ

第 1 因子：熟慮志向性（8 項目）
6._ 争点をもっと時間をかけて考えてみたい .778 .047
1._ 反対賛成両派の意見を再度聞いてみたい .771 -.104
2._ 原発を放棄した海外の事情や根拠を知りたい .763 -.044
5._ 関心がある .743  -.098
8._ 国民投票があれば参加する .592 -.275

12._ 身近な問題として考えやすい .583 -.146
10._ 周囲の人が話題にしたら会話に参加する .572 -.252
4._ 原発是非に関する講演会に参加したい .505 -.262

第 2 因子：熟慮放棄性（5 項目）
9._ 関心は高くない -.474 .671
7._ まだ是非をじっくり考える気がしない -.294 .665
3._ 素人には判断が難しい争点である -.110 .617

11._ 周囲に深刻な影響が出るまでは馴染めない争点だ -.118 .564
13._ 会話をするには固すぎるテーマだ .005 .502

因子ごとに信頼性係数（クロンバックのα係数）を算出すると、第 1 因

子（熟慮志向性）ではα＝ 0.863（標準化 0.865）、第 2 因子（熟慮放棄性）

ではα＝ 0.748（標準化 0.750）となり、各因子の信頼性は確認され、両

因子間では弱い負の相関も見られた（Table4）。また、この熟慮動機尺

（
七
四
一
）
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度の妥当性については、既存の「政治的関心尺度：6項目」および「政

治的有効性感覚尺度：14 項目」（原田、1994）との並存的妥当性の関係

から考察した。この調査は、18 歳から 20 歳までの調査者が勤務する大

学の大学生 70 人を対象に、各尺度項目データを採取して行われた。

Table4 で示された結果では、「政治的関心」「政治的有効性感覚」との

関係ともに中程度の正の相関関係が見られた。これらの結果は、「争点

への熟慮動機」の下位尺度には、「政治的関心」や「政治的有効性感

覚」が存在するであろうという、本研究の仮説を支持しており、同尺

度の妥当性はある程度確認されると判断した。

Table ３　熟慮動機尺度の下位尺度間相関およびα係数

熟慮志向性 熟慮放棄性 α係数
熟慮志向性 1.00 -.285** .863
熟慮放棄性 -.285** 1.00 .748

**P＜ 0.01

Table ４　並存的妥当性検討のために用いた変数間の相関

1 2 3
1．学習・熟慮動機 .416** .356**
2．政治的関心 .416** .367**
3．政治的有効性感覚 .356** .367**

**P＜ 0.01

読前・読後の「熟慮誘発度」を算出するためには、読前・読後に質

問している全 13 項目のうち、熟慮志向性因子（8項目）と熟慮放棄因子

（ 5項目）で構成された 2因子を用いて、以下の計算式を用いた。読前

の熟慮誘発度＝（読前の熟慮志向因子の平均値−読前の熟慮放棄因子の平均

値）。読後の熟慮誘発度＝（読後の熟慮志向因子の平均値−読後の熟慮放棄

因子の平均値）。まず、読前の熟慮誘発度を用いて、実験群と対称群と

の間のサンプル同質性の推定（ランダマイゼーション）を検証した。両者

間で “事前 ”熟慮誘発度の［対応のない］ｔ検定を行ったところ有意

差は検証されなかったため（t（348）=.224、P＞ 0.1）、実験参加者間の同

（
七
四
〇
）
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質性を想定した。次に、両情報パターンごとに、読前と読後との間で

［対応のある］ t 検定をおこなった。内閣府資料では、前後の熟慮誘発

度で有意差は検出されなかったが（t（174）＝ .715、P ＞ .10）、今回、同

じ下位争点項目を入れて作成された対称コントロール群資料では 5％水

準で有意性が検出された（t（174）＝ 2.00、P ＜ .05）。このことは、付与

情報によって、読後の受け手熟慮誘発度が異なる可能性があることを

今回作成した熟慮誘発度の測定尺度が検出したことを示唆するもので

ある（ 5 ）。

（ 6 ） 　「じっくり考えて」と「争点情報フレーム」研究の課題

選挙時に政治争点を「直感で考える方だ」が多数派を占めるという

ことは、報道から議題が設定された後も、「直感で」を刺激するプライ

ミング機能が強く生じているとみることもできよう（Leeper,T.J.& 

Slothuus.R. 2016）。それが中長期的に国民利益の対し問題を生じさせる

というのであれば、既存のジャーナリズムメディアだけでなく、SNS

メディアのフレーミングにも何らかの工夫が必要になる。その際、①

どのような有権者に対して、どのような報道ニュース番組や記事が熟

慮誘発度を持っているか（短期）、②時間の経過と伴に有権者はどの程

度熟慮誘発度を変化させているか（中長期）、を測定する尺度を持つこ

とは有効である。このことは、争点熟慮誘発要因を、受け手側の情報

処理能力（メディア・リテラシー）の問題としてだけでなく、付与側の情

報フレームとの関係からも捉えることを可能にする（ 6 ）。

今回の実験参加者は 18 歳から 19 歳までの新有権者であったが、

2022 年度から順次実施する高校の次期学習指導要領では、公民の新設

科目「公共」で、主権者として必要な資質を育むため、討議を経た模

擬選挙などの体験型授業が要請されている。このような教育現場での

動きは、模擬的投票のための有効な資料を必要とし、その有効性を熟

慮誘発面から測定する尺度も必要になろう。特に、実社会での生活体

（
七
三
九
）
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験が少ない分、生活体験から政治争点を判断する度合いが低い新有権

者に対する政治情報フレーム研究には一般有権者以上の工夫が必要で

ある（小野、2009）。今後も、熟慮誘発度を測定するための尺度開発を

進めることによって、報道フレームと熟慮誘発度との間に受け手や争

点属性ごとの相関が検知できるならば、政治メディア・フレームの

「じっくり考えて」要因を中範囲の理論で検討することにもなろう 

（Mutz 2008;Steiner 2012）。

Appendix １ 【内閣府世論調査資料：社会圏への影響予測情報】

（注 1 ）2012 年 8 月 4 日（土）、8 月 5 日（日）民主党野田政権下で実

施された討論型世論調査実施時に政府（内閣府）が討論参加者に事前に

配布した資料（エネルギー・環境の選択肢に関する討論型世論調査実行委員

会作成資料 32 ページ）を下記 4 項目に編集。

（2030 年：原発 0％シナリオのデメリット）

① 【電力供給】再生可能エネルギー（太陽光・風力など）の稼働率変動の幅
を考えると、供給が不安定になってしまうおそれがあります。石油やガス
などの化石燃料の依存度が高まり、それらを海外に依存する我が国での安
定供給が損なわれる可能性が高まってしまいます。

② 【電力供給コスト】再生可能エネルギーは発電コストが高く、供給量が少
なく、将来的にも価格低下が確定的とはいえません。また、化石燃料の輸
入額の増加は、費用が高く、経済活動への影響はほかのシナリオと比較す
ると、実質 GDP の低下がより大きくなってしまいます。その結果、エネ
ルギーのコスト増は、エネルギー多消費産業の海外移転を招きます。　 
●実質 GDP への影響
0％原発にすると実質 GDP への影響（2010 年）511 兆円➡ 2030 年：563 ～
628 兆円
20％原発にすると実質 DGP への影響（2010 年）511 兆円➡ 2030 年：581
～ 634 兆円

③ 【地球温暖化】原発を有効活用できないため、石油やガスなどの化石燃料か
らの Co2 排出による温室効果ガスの削減を経済的に行うことができません。

④ 【安全性】原発のゼロは、原子力を担う人材が減り、安全管理技術が劣化
して廃炉などがきちんとできなくなります。その結果、廃炉過程での重大
事故を誘発するリスクが上がります。

（
七
三
八
）
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（2030 年：原発 0％シナリオのメリット）

① 　【安定供給】原発維持のための研究開発コストが減少することで、再生可
能エネルギー（太陽光・水力など）代替可能エネルギー・省エネ技術の開
発に資金や人材への集中的投入が可能になることで、自然再生エネルギー
技術開発が加速され安定供給が可能になります。

② 　【電力供給コスト】技術開発コスト、立地対策コスト、廃炉や使用済燃料
の処理・処分コスト、事故処理の際の費用を含めると、原発の発電コスト
は高く、このコストを最小限にできます。また、実現可能性が低く、コス
トも高い核燃料サイクル政策（使用済燃料から再度核燃料をつくれるシス
テム）をとらなくてもよくなり、総発電コストの低下に貢献できます。

③ 　【地球温暖化】原発 0％にすることで逆に、省エネ技術の早期開発や国民
的な省エネ活動に関心を集めることが可能で、逆に温室効果ガスの削減を
経済的に行うことができます。

④ 　【安全性】使用済核燃料や放射性廃棄物の発生を抑制し、地震・事故など
による原発の重大事故が起こるリスクが大きく減少します。 （了）

Appendix ２ 【 １ の影響予測をより生活圏へ分かりやすくした資料】
（2030 年：原発 0％シナリオのデメリット）

① 　【地球温暖化】現在日本は、Co2（二酸化炭素）排出量が原子力の 30 倍と
される天然ガスや 50 倍といわれる石炭による火力発電をフル回転したこと
により、国内発電施設からの排出量は国内で過去最高を記録しています。
Co2 拡大は温暖化を招くため、日最高気温が上昇し熱中症患者が増えるほか、

「熱帯性感染症」の広がりが懸念されます。2014 年 8 月に熱帯性感染症で
あるデング熱感染者を国内で初めて出し、一時期は立ち入り禁止となった
東京都内代々木公園では感染源である蚊を駆除するための殺虫剤の散布が
行われました（2014 年 8 月 29 日東京新聞朝刊）。

② 　【地球温暖化】原子力なしで Co2 排出量を削減するためには、需要側でも
大幅な省エネを実行することが不可欠です。発電効率の悪い製品の販売制
限や禁止など、社会全体がより厳しい規制や制度変更を受け入れていく覚
悟が必要です。例えば、夏場の昼時に電力消費量が高いエアコン機器につ
いて、このような規制が課せられる可能性があります。（1）省エネ性能に
劣る空調機器の省エネ改修を義務付け（2）省エネ性能に劣る住宅・ビルの
新規賃貸制限など。出典『今後の省エネルギー政策の展開について』平成
24 年 1 月資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部）」（

七
三
七
）
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③ 　【電力供給コスト】東京電力管轄下、2011 年福島原発事故以降の 2015 年
までの一般家庭用電力料金の上昇率をみると、原発を停止し総発電量の 9
割を火力発電に切り替えたことで化石燃料（石炭・ガス・原油燃料）の輸
入費が年額 3.6 兆円増。その結果、事故前と比べて一般家庭の電気料金が
30％近い上昇を示しています。化石燃料費の場合、為替レートや輸入コス
トの変動を大きく受けやすいために、原発 0％では電力料金の単価は高く
なります。出典　電力需要実績確報（電気事業連合会）「11 年から 16 年ま
での一般家庭電力料金の折れ線グラフを添付」

④ 　【電力供給】2011 年 3 月の福島原発事故で原発がすべて停止した結果、電
力不足を補うため実施された「計画停電」が実施されました。たとえば、

「計画停電」で電車の本数が減り、乗車を待つ長い乗客の列が多くの駅で見
られました（2011 年 3 月 14 日朝日新聞朝刊での写真を添付）。その後も原
発稼働がない 2015 年 8 月の電力最大需要日（8 月 7 日午後 13 時～ 14 時）
では東京電力管轄下で残りの電力予備率は 8％まで低下し計画停電の可能
性もありました（2015 年 8 月 8 日朝日新聞朝刊）。原発なしの暑い夏では、
計画停電の可能性が十分にあります。

（2030 年：原発 0％シナリオのメリット）

① 　【安全性】2015 年 10 月に岡山大学の津田敏秀教授（生命環境学・環境疫
学）らの研究グループは、福島原発事故以降、放射能によって子供に発生
しやすい甲状腺がんの発生状況を通常の発生率と比較した結果を発表しま
した。100 万人あたり 3 人程度といわれる同年齢の日本全国での 1 年間あ
たりの発症率と比較した倍率では、福島市と郡山市の間で約 50 倍、福島原
発周辺地域で約 30 倍、少ない地域でも 20 倍となっています（2015 年 11
月 19 日朝日新聞朝刊）。「福島県内地域ごとの発症率の表を添付」

② 　【安全性】1976 年米国スリーマイル島原発事故の後に足が 7 本ある牛が
生まれました。これは、放射能被ばくにより施設周辺の動植物の遺伝子が
損傷をうけ、次世代に影響を与えることで発生したと言われています

（2008 年 7 月 27 日朝日新聞朝刊）。
③ 　【安全性】1986 年ソ連チェルノブイリ原発事故周辺のウクライナでは、今

も 300 万人の被曝（ひばく）者が苦しんでいます。死者は 5 万人です。今
なお多くの子供たちが白血病・甲状腺がん・呼吸器疾患・消化器疾患など
で苦しんでいます。被曝児も結婚世代になり、子供をつくることへの不安
が広がっています（1997 年 9 月 28 日朝日新聞朝刊）。

④ 　【安全性】京都大学原子炉実験所の小出裕章先生は静岡県御前崎市の浜岡
原発で 1986 年旧ソ連チェルノブイリ原発並みの大事故が起こった場合の被害
状況を想定し発表しています。風の向きによっても異なりますが、半径 50 キ
ロ圏では全数死亡、半径 100 キロ内では半数死亡、150 キロ圏では著しい急
性障害と指摘しています。「浜岡原発最大事故時の名古屋・首都圏に及ぶ被害
想定地図を添付」出典（小出裕章（2011）『原発はいらない』幻冬舎、107 頁）

（
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脚注
（ 1 ） この問題について筆者は、世論形成につながる各人の情報処理過程を

3 ルートに分類し検討している。「じっくり考えて」ルートが望ましいと
しても、情報処理過程は、他の 2 方向に流される可能性を多分に含んでい
る。第 1 ルートでは、主体は自己の体験・知識だけに依存して判断を行う。
マス・メディア効果論が示すところの限定的効果や選択的認知とも呼ばれ
る現象である。外部情報はあくまでも、既存意識の活性化のためだけに消
費されていることになる。第 2 ルートにおいては、主体は信頼のおける他
者の意見の依存している、あるいは、マス・メディアの中の多数派と思わ
れる意見（雰囲気）に依存しているだけで、外部情報を参考にして「じっ
くり考えて」いるとは言えない。従来の効果モデルである「第三者効果」
や「沈黙の螺旋効果」もここに分類されよう。第 3 ルートである「じっく
り考えて」に必要なことは、評価結果を主体的に予測することであるが、
この過程が作動しない場合は、各人の情報処理過程は前 2 ルートに流され
やすいとするモデルである（小川、2006）。

（ 2 ） その一方で、「現在、米国では約 6 割の人が能動的に SNS でニュース
を読んでおり、日本でも増加傾向にある。関心があり、役立つと思える
ニュースばかり読むため、馴染みの少ない硬いニュースは読まれなくなっ
ている」（林香里、朝日新聞、2017 年 5 月 23 日）という現在の報道の状
況は、「偶発的な情報との接触が共感を伴って感情交流に結び付く」とい
う経緯を減少させている、とも捉えられる。

（ 3 ） この有用なフレーム＝リフレーミングのあり方を、小集団内での討論
会での解説資料説明に限ったものではなく、マス・メディア報道にも当て
はめる研究者にカペラとジェイミソンがいる。彼らの測定軸は「政治のこ
とは考えたくない」という思いの強さ＝ Cynicism（冷笑）であるため、こ
の冷笑的な反応を阻止できる情報フレームとして、関係者による「語り」
と「対話」によって構成される報道フレーム（Narrative News Frames）
を提案している。具体的な例として、米国の「健康保険制度」改革を巡っ
ての 1996 年 NBC テレビのある特別番組を挙げ、この番組が、一般視聴者
の同争点に対する学習の増大と、蔓延しつつあったシニシズムの緩和に大
きな効果を及ぼしたことから、その報道フレームの特徴を以下の 6 点にま
とめている。①非専門技術的な話、②一般市民の自己関心の語り、③専門
家・政治家・一般市民との同じ視線での話し合い、④専門家や政治家が特
定の立場だけを主張しなかったこと、⑤報道側が政治家の隠れた本音など
について皮肉的な言い方をしなかったこと、⑥すべての陣営が共通項を探
し、存在すれば認め互いを尊重しあったこと。これらの要件が整えば、争
点の自分との関連性の低さ、重要度認識の低さ、争点の複雑性は、シニシ
ズム発生の文脈要因ではないのではないか、と述べている（カペラ＆ジェ
イミソン ,1997/ 邦訳 2005）。そこでは、一般市民の素朴な疑問語りや専門

（
七
三
五
）
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関係者間の相互尊重的対話が、視聴者の「心の動揺」と「じっくり考え
て」を引き起こす報道フレームのポイントになっているように思われる。

（ 4 ） 記事の種類は、一般記事・第一面・引用・インタビュー・コラム・読
者の手紙・備考・レポートの 8 種類であるが、討論参加者の記事の参照は
58％が「レポート」、10％「用語解説」、9％「読者の手紙」、8.5％「コラ
ム」からなされている。

（ 5 ） この尺度で今回使用した 2 種類の資料間の熟慮誘発度の違いも検討し
た。情報資料ごとの読後と読前熟慮誘発度の平均値の差（読後の熟慮誘発
度−読前の熟慮誘発度）を［対応のない］ｔ検定で検定したところ、両付
与情報資料間の熟慮誘発度には有意差が検定されなかった（t（348=.858 
P>0.1）。このことは、配布資料のフレーム構成によって、読後の受け手熟
慮誘発度には違いが生じていたが、今回配布の資料間には、熟慮誘発度の
レベルに明確な差がなかったということを示している。

（ 6 ） この捉え方は、政治コミュケーションの定義を影響という概念よりも
「相互作用の中での意味の創造」を強調する「構築主義」の考え方にも符
号するものである。構築主義の考え方では、受け手はマス・メディアから
影響をうけるだけではなく、熟慮動機が解発された後、自らも学習し熟慮
して判断する存在として想定されている（ニューマン ,W.R. ＆マリオン ,R.
J. 1992）。
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日本の国策と国益の漂流と企業利益

簗　場　保　行

はじめに
Ⅰ．国益、国策と企業利益
（国益論と日本の国益）　（国策の諸概念、国策をめぐる議論）　＊主要な国策　
＊政策と関連産業、利害関係、諸問題
Ⅱ．国益の概念と変遷
1．国益の概念とその変遷、破綻　・江戸時代の国益概念　・明治啓蒙期の国
益概念─尊王志士からの転向と渋沢栄一の国益観、実業思想─　＊渋沢の功
績　・渋沢の「士魂商才」思想と道徳経済合一説
2．戦前・戦時期の経済思想と国益　（戦時経済体制の思想と国益）　・「所有と
経営の分離」の構想と企業活動の統制　・新経済体制思想の矛盾と破綻─笠
信太郎の経済思想と三木清の協同主義─
Ⅲ . 戦後日本の国益の漂流
1．戦後の日本再建と国益　（終戦後国益論）　＊日本の復興と石橋外交　（貿易
立国による国益と安全保障論の変遷推移）　（米国依存の安全保障と高度成
長・所得倍増政策、政治運動の低迷）
2．日本経済の転換期と国益の米国依存度の上昇と問題　（日本経済の転換期と
市場の開放）　＊米ハゲタカファンドによる長期信用銀行の買収・再上場と譲
渡利得の実現　＊金融自由化とアジア金融危機
3．民営化に関わる議論と国益のドリフト　（郵政民営化と不透明な国有財産の
処分）
4．日本企業の多国籍化、海外資産の増大、企業内国際分業の進展と国益の可
変要因の増大　（為替変動と国益の変動）　＊為替レート推移とその影響　＊
為替変動と企業利益　（莫大な米国債権残高、売却できない債権）　（莫大な債
権価値の低下と国家損失）　（失われる会社の資産と自社株買いにより奪われ
る株主の利益）　（国益の貨幣資本投資リスク増大と国益リスクへの反省）
むすびにかえて

論　説
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はじめに

本稿でははじめにⅠ．国益、国策と企業利益において、国策と関連し

た事業活動、企業経営、そして事業利益・企業利益の一般的な関連を

紹介考察する。もともと国益は国家ないし国民にとっての利益やその

方向に関わる概念であり、国策は国益を実現するための政策、方向に

関わる概念である。ただ国民が一致して同じ国益・国策を是とするこ

とは少なくなっている。また同じ国策が利害関係者の対立をともなう

ことも多い。国益を論じること自体簡単ではないということであるが、

多様な国策と関連する事業利益の関係について紹介し論じる。

歴史を顧みれば幕末から今日までの間だけでも国家の方向、国益を

めぐり日本国中を熱くする政治運動や議論が戦わされたことを忘れる

ことはできない。以下、Ⅱ．国策・国益論の変遷において、幕末から最

近までの代表的な議論を紹介し国益として何が議論されてきたか、特

に経済的利益としての国益に関する議論について検討する。まず検討

するのは幕末の国益論である。つぎに幕末から明治期の代表的な国

益・国策論を紹介し国益とは何であったのか、またその概念の転換を

考察する。すなわち幕末まで国益とは藩益である。また周知のように

開国は国論を二分する。開国を進める幕府と尊王攘夷運動の国論の対

立である。そこには開国による経済の混乱も反映していた。

ところが明治維新後は一転して文明開化と殖産興業が国論となった。

明治初年の一致した国論は外国商人からの「商権回復」であり、不平

等条約の改正である。また廃藩置県後には国益の概念は藩益に代わり

海外との貿易による日本国の国富、国益の増大へと拡張されたのは至

極当然であった。

殖産興業のためには外国貿易の奨励だけでなく文字通り近代産業を

国内に移植しなければならない。そして産業を興し国益の発展のため

に会社制度の普及が論じられたのも必然であった。殖産興業論を代表

するのは福沢諭吉の「尚商工論」や「実業論」であるが、会社制度の

（
七
三
一
）
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啓蒙と実践に自ら貢献した渋沢栄一の思想を紹介検討する。ただ同じ

殖産興業推進のため、また国益のために積極的に実業を奨励し私利を

肯定する福沢と異なり「道徳経済合一論」による渋沢栄一は公益を私

利に優先させた。いずれにしても実業が国富・国益を増大するとする

点では両者は一致している。

Ⅱ－2においては戦前・戦時期の経済思想と国益論について紹介する。

日清・日露戦争の戦勝により日本は海外領土を獲得する。また朝鮮の

併合そして第一次大戦参戦を経て、日本は中国大陸進出の足場を築く

だけでなく、太平洋方面でもドイツ領を委任統治領として獲得した。

1920 年には国際連盟に英仏伊に列し常任理事国として参加する。日本

の国益・国策論が大きく右旋回するのは海外領土が一挙に拡大したこ

とと無関係ではない。また昭和不況の長期化のなかで満州事変を多く

の国民が支持し、まもなく国策により満蒙移民団が組織され、多くの

移民が送り込まれた。

国論の右傾化を代表するのは「大日本主義」である。日本が支配領

域を海外にまで広げ、国土を増やすことで経済の繁栄を目指す思想で

ある。なお大日本主義に対し経済合理性の観点から大日本主義を批判

し海外領土の放棄を主張した三浦銕太郎、石橋湛山の「小日本主義」

思想は大勢とならなかった。ちなみに戦後史上における石橋の功績は、

小日本主義による経済再建と、冷戦の解消・東西和合をめざす「日中

米ソ平和同盟」の構想であった。大戦後、日本の選択した米国依存の

路線に問題がないわけではなく、彼の所論は今日でも検討に値する。

昭和不況の深刻化は国家の経済への介入、統制によるその打開を主

張する統制経済論を登場させる。また満州事変を惹き起し中国への侵

略が拡大されるなかで戦争を準備するための国防経済体制論が登場し

た。こうした自由主義的経済の統制、経済の組織化及び国家の経済へ

の介入という資本主義経済の新しい局面に関する認識は、欧米とくに

ドイツの経済学説や当時の経済学的認識から大きな影響を受けていた。

『統制経済原理』の著者である向井鹿松や本位田祥男らは統制経済の理

（
七
三
〇
）
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論化だけでなくその実務を担うことになった。

満州事変から日中戦争そして太平洋戦争へと戦線が拡大するなかで

経済活動に対する国家的な介入は、一層拡大・強化された。1938 年、

近衛内閣の下で国家総動員体制が確立する。国民生活のすみずみまで

に国家統制が及ぶことになった。こうした経済体制の政策思想では私

利を抑制する「公益優先原則」が最も重要な位置を占めることになる

が、それは私利を積極的に肯定した福沢やその公益との両立を論じた

渋沢の公益論とも異なる自由主義を否定したファシズムの公益思想で

あった。したがって統制経済政策は敗戦以前に深刻な矛盾に直面し事

実上、破綻を迎えていた。

Ⅲにおいて戦後日本の再建から復興、そして復興から高成長への途

をたどり国益の漂流を明らかにする。それは米国依存の安全保障下で

輸出主導により実現された高成長への途であったが、やがて石油

ショックを契機に転換期を迎える。転換期を乗り越え成長した日本経

済は為替の自由化、資本取引の自由化により市場を開放する一方で海

外輸出を主導にさらに発展する。ただそれは輸出の米国依存度をか

えって上昇させる結果となった（Ⅲ－ 2）。その帰結は国家主権と国益

の米国への従属の途であった。「日米構造協議」をはじめ定期的に開催

される協議で米国の要求をつぎつぎと受け入れさせられる。金融の自

由化が進められ国有財産が金融的な手法で奪われる（Ⅲ－ 3）一方、米

国の要求で日本政府の米国債への投資が増大していく（Ⅲ－ 4）。民間

でも米国債ほかの証券への投資は増大し金融資産への投資のウェイト

が増していることである。しかし米の高金利がいつまでも続くことも

ありえないし金融資産の価格がいつまでも上昇することもありえない。

その意味で米の金融資産に対する依存度が高いことは危険である。そ

して最後に米国依存一辺倒に代わる途を検討する。（
七
二
九
）
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Ⅰ．国益、国策と企業利益

（国益論と日本の国益）
国益とは何か？国内では実は余り議論されることがないといえる。

S・ハンチントンHntinton,Samuel、H・モーゲンソー Morgenthau,	

HansJ. などによる議論もあるが、国益概念自体について考察するのが

本稿の目的ではないため、以下主にドナルド・E・ネクタライン

Nuechterlein,	Donald	E. の定義に基づいて国益概念について整理し、

そして日本の国益について検討したい（1）。

彼によれば、国益は国防、経済、国際秩序の 3つに分かれるという。

その国防の概念、いいかえれば国益を守るための国防の意義はH・

モーゲンソーの国益の第一義的利益と同じである。すなわち「国の物

理的・政治的・文化的一体性の保持および他国からの脅威に対する自

己保存」である（2）。つぎに経済の国益とは他国との貿易を通じた利益

である。そして第三の国際秩序の国益とは、国際的な平和を維持する

ことで国防や経済の利益を保つことである。

それでは日本の国益とはどのようなものだろうか、またどのように

して確保されるか、されているのか。具体的に日本の国益を考えてみ

ると、第一の国防の目的、利益とは、領土の保全、国民の生命・財産

の維持、国家主権の維持、政治的・社会的秩序の維持である。ちなみ

に次元は異なるが「国体の護持」は戦前において最大限求められた政

治的・社会的秩序の維持であり、また国防の理由、目的であったとい

える。

第二の経済的利益であるが、ネクタラインの定義では、今日では余

りにその範囲が狭いといえる。貿易の利益は平和国家の日本、資源の

ない日本にとって重用な意味をもつが、貿易による利益以外の貿易外

収支として海外の資産から得られる配当や利子が経済的利益に含まれ

なければならない。その意味で海外資産を守ることは国益を守る国防

の目的と重なることになる。それだけではない。後述するように、経

（
七
二
八
）
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済的利益の範囲はきわめて広い。もとに戻すと、経済的利益を確保す

るための海外の市場環境の安全確保、また海外資源を確保し輸入する

ためのシーレーンの防衛が必要となる。

第三の国際秩序に関しては、日本は憲法上、自衛を除く戦力を持つ

ことができない建前である。1952 年に最初の日米安保条約が締結され、

今日まで米国により安全保障が維持される国際秩序の下にあることは

いうまでもない。それより先に対日講和条約締結をめぐり全面講和か

西側諸国との部分講話を進めるべきかで国論が二分され、その後の安

全保障論議の出発点になった。今日では安保論議は低調になったが、

その要因は日米安保条約の下で平和と経済的繁栄が長く続き反対論者

は劣勢なためである。ただ覇権国家の中国が台頭し国際関係は大きく

変わった。今後、国際関係が緊張することが確実ななかで安全保障の

問題、また憲法改正の問題に答えを出さなくてはならない時が来たと

いえる。そしてその選択と決定、そしてそのおよぼす影響は日本の安

全保障のみならず将来の日本の国益また民間企業の利益の方向を決定

するということができる。

（国策の諸概念、国策をめぐる議論）
国益を実現する国家の政策が広い意味での国策であるとすれば、以

下のように非常に多くの分野の政策を列挙することができる（適宜、語

尾の政策を略）。一応基本的なものと二次的な政策に分ける。

＊主要な国策

：主要な国策の領域：外交　安全保障　経済・産業　通商政策　資源エ

ネルギー政策　教育・科学技術

：二次的政策：財政金融　運輸・流通　商業　農林水産　厚生・医療　

福祉　社会保障・保険　環境　国土保全　社会政策　人口政策

：（近年重視されるようになった）：先端技術開発　代替資源開発　観光政

策（来日外国人増加策）　金融 /サービス産業の輸出　農業財産権（ブラ

ンド果物、和牛受精卵など）保護

（
七
二
七
）
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これらの多岐にわたる政策は広い意味で国益を増し守るための政策

である。たとえば教育投資や先端技術の研究の奨励は短期的に成果は

出ないが軽視すれば国富・国益の低下の要因になり、企業の競争力、

収益力は低下しイノベーションも誕生しない。国策は国益を守るため

の政策であり、法により担保されなければならない。法案が国会に提

出されるならば議論も生まれる。国策をめぐる議論は前述のような外

交や安全保障をめぐる議論だけでないということだ。

富国強兵は現在では国策となっていないが明治維新から第二次大戦

敗戦まで一貫した国策であった。同じく殖産興業も幕末以来、長く最

重要の国策であった。そして製品を輸出することで日本の商圏を世界

に広めることが国益であると考えられていた。戦後は富国強兵も殖産

興業が論じられることはないが、貿易立国が国是であることにかわり

ない。経済・産業政策、通商政策の基本は国内の産業と輸出の振興で

ある。ちなみに近年ではブランド果物や和牛受精卵など農業財産権の

保護とともに農産品の輸出が奨励されるようになった。

ただ日本と日本を取り巻く国際環境の変化により、国策はその変化

に対応しなければ日本の国益を守れない状況になっている。すなわち

日本の経済大国化以降、単純な輸出振興は相手先の国からは歓迎され

ない。経済摩擦の原因にもなった。発展途上国の開発に地道に協力す

ることも将来の国益になる。伝統的な国策も調整が必要になっただけ

でなく変化に対応する新たな政策が必要になったということである。

日本の経済復興、高度成長、そして安定成長・低成長さらに国際化

の進展にともない金融面では為替の自由化、資本の自由化そして金融

の自由化のように日本経済はこれまで世界に開かれてきた。為替政策、

金融政策とその対応に国も企業も失敗すれば国は国益を守れないだけ

でなく民間企業、特に輸出企業は莫大な為替損失を被ることになる。

詳しくは後述する。

以上の国策、法により守られなければならない国益は多様であると

いうことができる。一応それらの関連項目のみをあげれば以下のとお

（
七
二
六
）
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りだが、同じ国策でも個人、企業、産業によって受ける影響は利害相

反し多様であり、国論も割れる理由でもある。

＊政策と関連産業、利害関係、諸問題

1）通商政策─自由貿易・グローバル化X保護貿易論争（中小企業・農

業などへの打撃）/（経済大国化後の）内需振興・輸入振興政策Ｘ農漁業・

中小企業保護政策（産業企業間や輸出企業・内需企業間の利益不一致）

2）安全保障─関連軍事産業・商社─受注利益Ｘ予算制約

米国との同盟関係強化─日本・中国との経済関係、関係企業に影響

3）金融政策─低金利政策（企業収益X金融機関利益）、国外債権投資増

大（投資リスク増大）　為替介入Ｘ外国政府

4）医療費増大─製薬企業利益X社会保険医療費削減

5）公共投資増─インフラ系企業受益X予算制約

6）環境・エネルギー政策─省エネ産業市場拡大Ｘ自動車産業、石油

産業（代替技術開発─輸出競争力向上、その補完効果）

7）社会保険制度、福祉国家論─介護・シルバー産業受益Ｘ予算制約

Ⅱ．国益の概念と変遷

１ ．国益の概念とその変遷、破綻

・江戸時代の国益概念

明治期の維新官僚や民間人が書き残した建議・論説類には「国益」

という言葉がしばしば登場するが、これは藤田によれば「これは当然

なのであって、『国益』という用語は江戸時代には、随分と使われたも

のなのである」（3）という。まず江戸中期における国益思想の成立とそ

の概念について述べると、国益という用語は、江戸中期の宝暦～天明

期（18 世紀の後半）に、諸大名の間で領国の商品生産・手工業生産にお

ける国産物の自給自足と藩経済自立化の思想をあらわす経済概念とし

て登場したものである。また 1765 年から 85 年に林子平が仙台藩に提

（
七
二
五
）
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案した一連の上書から、それがより積極的に国産物を藩外への販売す

る藩策へと発展したことを見ることができる。林子平は国産物自給と

販売により、金・銀・国益の蓄積を論じたていた（4）。

そして幕末に開港され外国貿易が開始されると、国益概念は海外と

の交易を含めた概念に拡張される。以上のように、「国益」は藩益を表

す概念から諸外国との交易から獲得する国益、国富を表す概念になっ

たということができる。

・明治啓蒙期の国益概念─尊王志士からの転向と渋沢栄一の国益観、

実業思想─

渋沢の国益観と実業思想は彼の生い立ち、青年期の活動と無関係で

ない。また渡欧経験が彼の明治以降の実践と経営思想に与えた影響は

大きい。まず彼の国益観の土壌は幼少期の教育により育まれた。農民

の出自でありながら武士と同様に幼少から儒学と国学を学び、北辰一

刀流の千葉栄次郎の道場に入門し剣術修行に励む。その傍ら勤皇の志

士たちとの交わりをもつ。尊皇攘夷の志士として、倒幕運動に参加し

危うく捕縛される体験をしている。

ところがその後、一転して徳川御三家の一橋家に勤務。幕末に一橋

慶喜が将軍になったため旗本として遣欧使節に参加する機会を得てフ

ランス他に滞在する。尊王思想が渋沢と慶喜の接点となり、渋沢の転

向を可能にしたともいえるが、この点は自身で多くは語られていない

ため実に不明である。

いずれにしても倒幕側から一転して幕府の旗本にまでなったことは

奇異であることは否定できないが、彼が一橋家の御家人ついで幕府旗

本に成り上がった理由から考えると理解できなくはない。すなわち一

橋家に登用され重用されたのは彼がすぐれた実務能力を発揮したこと

が認められたためである。その経緯は彼自身の回顧録である『雨夜譚

─渋沢栄一自伝─』（5）に詳しい。彼自身も自身が本領を発揮する場は

政治運動ではなく実務の世界であることを改めて登用された後に自覚

（
七
二
四
）
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したことであろう。

ただ時間が経つのは早い。慶喜が 15 代将軍に就任し遣欧使節の随員

として渡欧を命じられる。欧州で目の当たりにしたものは先進国の経

済力、軍事力であり、わけても進んだ貨幣金融制度であった。彼自身

もフランスで公債の売買で利益を得る経験をする。こうした経験が彼

を尊王攘夷の志士から文明開化と殖産興業の指導者へ彼を転向させる

契機となったことは疑いない。

：尊王攘夷から殖産興業への転換と渋沢の思想

明治時代以降の政治指導者をはじめ多くの分野で指導者となった者

の多くは、幕末に洋学を学び、また留学の機会を得た者も少なくない。

志士から新政府の高官に転じた副島種臣、大隈重信、井上馨、伊藤博

文はいずれも洋学を学び井上、伊藤は幕末に英国に滞在している。ま

た大久保利通は木戸孝允らとともに明治 4年の岩倉具視を正使とする

岩倉使節団に参加し、2年近い期間、欧米を視察した。彼らの多くは幕

末まで尊王攘夷の志士であったが、世界情勢を知るにつれ、日本の遅

れを思い知らされた。尊王攘夷思想から正反対ともいえる欧化思想へ

転向し近代文明を移植し富国強兵の途を進めることが共通感覚になり

国策となったといえる。

＊渋沢の功績

明治元（1868）年、新政府から帰国を命じられまで欧州の先進産業や

貨幣金融制度を見聞する。新知識は帰国後の実務の面で実践される。

：会社制度の啓蒙活動

帰国後、渋沢はフランスで知った株式会社制度を日本にも作ること

を考え、明治 2（1869）年一月、静岡で「商法会所」を設立した。その

後、まもなく明治政府から出仕を命じられ、大蔵官僚として最初は租

税司、後に新設の民部省「改正掛」（当時、民部省と大蔵省は事実上統合さ

れていた）として国立銀行条例の制定や度量衡の制定など企画立案、制

（
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度改革などに携わった。

会社制度の普及のために明治 4年、大蔵省は会社制度に関する 2冊

の啓蒙書を出版した。それらは『会社弁』および『立会略則』である。

当時、一般の人びとは会社の仕組みについてほとんど無知であった。

大蔵省は会社制度の普及を通じて企業活動の活性化を考えていた。そ

の手始めに啓蒙活動が試みられたわけである。『会社弁』は福地源一郎

訳述、『立会略則』は渋沢栄一述とされている。前者は訳書であり、後

者は著作になる。二人とも大蔵省に在職中であった。『会社弁』が

ウェーランドF.	Wayland の経済学その他の諸書から抄訳してまとめら

れたものであるのに対し、『立会略則』は『会社弁』を読む者の参考と

して発行されたものである（6）。渋沢の著作になる『立会略則』という

のは、会社を設立する略則という意味である。『立会略則』では通商会

社および為替会社についての説明がなされている。通商会社というの

は今日の商事会社であり、為替会社は銀行に相当する。

また商の本質について、つぎのように述べられていることが重要で

ある。すなわち「商とは物を商量し事を商議するの義にして、人々相

交り相往来するより生するものなり、故に物と事とについて各思慮勘

考するの私権（……）によりてこれを論究し、其善悪可否を考へ相融通

して利益を求むるこそ商の本義といふへし。（7）」

このように会社設立論ともいうべき立会略則のなかで、商業活動に

関して政府が干渉することは好ましくないとし、私権と利益の追求を

認め、会社が利益を追求することを積極的に肯定する。その考えは経

済自由主義の表われといえよう。ただ渋沢の面目躍如たる所以は利益

の追求だけでは不十分であり、同時に公益が尊重されなければならな

い、と主張している点である。すなわち「商社は会同一和する者の、

利益を謀り生計を営むものなれとも、又能く物貨の流通を助く、故に

社を結ふ人、全国の公益に心を用ゐん事を要とす。（8）」

このような私の利益の追求と公益の尊重を同時に追求する姿勢が渋

沢の原点であり、それは渋沢の生涯を通じて追求され実践された。

（
七
二
二
）
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：会社制度の普及、日本資本主義の父としての活動と公益活動

明治 6（1873）年に退官後は民部（大蔵）省時代に自らが指導してい

た第一国立銀行の頭取に就任する。渋沢はこれ以降、民間の実業家と

しての道を歩み始める。渋沢は第一国立銀行だけではなく七十七銀行

など設立間もない多くの地方の国立銀行で指導的な役割を果たす。銀

行以外でも設立に関わった企業は500社以上といわれ、代表的なものに、

現在の東京ガス、東京海上火災保険、王子製紙、秩父セメント（現太平

洋セメント）、帝国ホテル、秩父鉄道、京阪電気鉄道、東京証券取引所、

キリンビール、サッポロビールなどがある。

・渋沢の「士魂商才」思想と道徳経済合一説

以上のような渋沢の行動は、のちに「論語と算盤」論や「道徳経済

合一説」としても度々提唱されたものであり、以下に明瞭に語られて

いるようにそれは彼の思想、信念でもある「士魂商才」の精神を基礎

としていたということができる。

彼が実業界に身を委ねるようになったのは、国力を充実させ、国を

富ませるためには、まず農工商、なかでも商工業を盛んにしなければ

ならないと考えたからである。そこで前述のように資本を集めて各種

の会社組織創設に尽力したのであるが、渋沢は「自分らは（その実業界

は…物を増殖する努めであるが）それが完全でなければ国は富を成さぬ、

その富をなす根源は何かといえば、仁義道徳、正しい道理の富でなけ

れば、その富は完全に永続することはできぬ、ここにおいて論語と算

盤という懸け離れたものを一致せしめる事が、今日の緊要の務と自分

は考えている」とする。

そして続けて和魂漢才に習って商売の根底には「人間の世の中に立

つには武士的精神が必要であることは無論であるが、しかし武士的精

神のみに偏して商才というものがなければ、経済の上からも自滅を招

くようになる、ゆえに士魂にして商才がなければならぬ、その士魂を

養うには…やはり論語は最も士魂養成の根底になると思う」とし、「ま

（
七
二
一
）

30



政
経
研
究

　第
五
十
六
巻
第
二
号
（
二
〇
一
九
年
七
月
）

五
七
八

た商才というものも、もともと道徳をもって根底としたものであって

…商才は道徳と離れべからざるものとすれば…論語によって養える」

とする。

なお会社をうまく経営するに当たって、いちばん必要な要素は会社

を切り回す人材である。人材が得られないならば結局その会社は失敗

する。そこで銀行や各種会社の経営を成功させるためには、実際の運

営に当たる人に、事業上だけでなく一個人として守り行うべき規範・

規準がなくてはならないとし、日常の心得を具体的に説いた『論語』

がその規準にうってつけで、『論語』が物差しになるとする（9）。

このように「国力を充実させ…会社組織創設に尽力」することこそ

国富を実現することであり、またあわせて事業を運営する人にとって、

判断に悩むときに『論語』が「守り行うべき規範・基準…物差し」で

あったとしている。

また重要なのは実業活動とともに彼が生涯をつうじて社会公共活動

とかかわったことである。教育機関や福祉活動への支援にとどまらず

老身を鞭打って民間外交に取組み渡米している。こうした活動も形は

異なるものの彼の事業活動と表裏一体の広い意味で公益を追求する活

動の一環であったといえる。渋沢が幼い時に読んだ『論語』を生涯、

拠り所とし、経済と道徳の両立を実践したということができるが、ま

さに前述の公益概念、国富概念に道徳的観念が重なっているといえる。

ただ道徳とか倫理観の形成は一般に生い立ち、家庭環境により影響

を受ける。渋沢も例外ではない。この角度から彼の福祉の思想を含む

思想形成を掘り下げなければならないが、本稿の範囲ではない。とり

わけ中国思想には福祉に類する観念はほとんどみられないし渋沢の見

聞記録にも西欧の福祉についての記述は少ないからである。実業観の

根底に西欧から学んだ経験、事業思想、また『論語』をはじめとする

儒学の考え方の影響を考慮するのはもちろんであるが、生い立ちや家

庭環境より受けた影響も排除できないと考える所以である。

（
七
二
〇
）
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：私益と国益の一致

前述のように多数の会社の設立にかかわった渋沢が新会社を設立す

る際に外国技術の導入によって西洋式の製造方法を取り入れて事業を

始めることは私益の追求であり、また国益とされた。私益は国益に対

立する概念でもなかった。企業は自己の企業活動の拡大によって産出

量を増やすことが国益を実現する道であると考えることができた。な

お私利の追求をもっとも積極的に主張したのが福沢諭吉である。「実業

論」また「尚商工論」において実業家の私利の追求が富国の観点から

肯定されている。こうして後に両大戦間に統制経済が強化されるまで、

企業家たちは私利の追求を犠牲にして国益の追求を迫られることはな

かった。商工業の振興が国益とされ、また企業家の共通の価値観とな

り事業の拡大を企業目標とするような経済観がしばらく強い影響力を

もつことになる。

２ ．戦前・戦時期の経済思想と国益

日本の国益・国策論が大きく右旋回するのは海外領土が一挙に拡大

したことと無関係ではない。また国論の右傾化を代表するのは「大日

本主義」である。日本が支配領域を海外にまで広げ、国土を増やすこ

とで経済の繁栄を目指す思想である。そして昭和不況の深刻化は国家

の経済への介入、統制によるその打開を主張する統制経済論を登場さ

せる。また満州事変から日中戦争そして太平洋戦争へと戦線が拡大す

るなかで経済活動に対する国家的な介入は一層拡大・強化された。

1938 年近衛内閣の下で国家総動員体制が確立し、国民生活のすみずみ

までに国家統制が及ぶことになった。こうした経済体制のなかで公益

優先の思想が最も重要な位置を占めることになる。だがそれは私利を

積極的に肯定した福沢やその公益との両立を論じた渋沢の公益論とも

異なる自由主義を否定したファシズムの公益思想であった。

（
七
一
九
）
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（戦時経済体制の思想と国益）
・「所有と経営の分離」の構想と企業活動の統制

経済活動に対する国家的な介入は、満州事変から日中戦争・太平洋

戦争にいたるアジアへの軍事的侵略と戦争体制の下で一層拡大・強化

された。この経済新体制の政策思想において「所有と経営の分離」の

構想が「公益優先原則」のなかで最も重要な位置を占めることになっ

た経緯は以下のとおりである。

すなわち近衛の私的ブレーンの「昭和研究会」の会員の一人、笠信

太郎の経済思想の柱であった「所有と経営の分離」に関する構想の影

響である。それはまた革新官僚や軍内部の革新派にも影響を与えた。

もともと所有と経営の分離は個々の株式会社における株式の所有と経

営・経営者の関係にすぎない。個人資本家の利益が否定されても社会

全体の経済メカニズムが変わらなければ資本主義であることに変わり

はないし統制は結局成功しない。それでも資本家の吝嗇、儲けすぎが

批判される世相のなかで、資本所有（資本家）と経営（者）の分離の構

想は革新的な思想として受け入れられた。

実はこの構想は 1910 年代に上田貞次郎によって先駆的に唱えられ、

1930 年代に増地庸治郎によって展開され、個別企業を超える産業合理

化を主張する統制経済論の重要論者・向井鹿松によって「超株式会社」

の構想としても論じられていた（10）。こうして新経済体制のなかで公益

優先原則のために個別企業、資本家の営利第一主義を超える企業の合

理的経営を重視する考えとして盛り込まれたのである。

・新経済体制思想の矛盾と破綻─笠信太郎の経済思想と三木清の協同

主義─

こうして笠信太郎はこの統制経済の進展の中に、これまで企業の収

益性を優先してきた資本主義経済システムの欠陥を除去し、公益性を

優先させながら生産力を拡大する新たな経済システムを構想しようと

したのである。それは文字通り彼の著書『日本経済の再編成』として

（
七
一
八
）
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構想されている（11）。

それはまた国家が私的資本の利潤追求に制限を加えるとともに、資

材や労働力の配分にも権力を持って介入する必要がある、という考え

方に発展していく。ところが日中全面戦争以降は、戦争遂行に必要な

軍需生産は拡大しなければならないが、必要な物資や資金は逆に不足

してゆくという現実に直面するのである。こうしたジレンマの中で統

制は金融機構の再編成や物資の配給制度など国家による統制が一段と

強化されなければならなかった。こうした矛盾のなかで日本経済は全

面的な戦時統制経済へと移行していったのである。

：統制の全面化とその思想、論理

商品価格を引き下げるためには利潤率の引き下げを目的とする利潤

統制をおこなわなければならない。これと並んで「全産業の生産性向

上を目指して一切の企業の仕組みの編成替が必要（12）」であり、そのた

めに経営形態と企業形態の転換をはからなければならない。さらに利

潤本位の資本活動に拘束されないで経営者がイニシアチブのとれる

「自主統制」が必要になる。このもとでは政府機関との連絡をスムーズ

にするためにも産業行政的組織が必要となるとされ、産業団体の統合

組織の必要性が指摘されている。またそれを有効にするためには企業

経理の全面公開が必要とされる（13）。

そのためには経営を所有から分離して経営者が資本家の思惑を考慮

せずに生産の増大に専念できるようにしなければならない。また経営

にあたっては技術の公開を重視し生産力拡充に役立てていかなければ

ならないとされた（14）。

こうして以上の論理、すなわち所有と経営の分離による経営の所有

からの独立の必要性、利潤の統制と経理の公開、技術公開の重要性の

指摘、そしてこれらが総体として生産力拡充にむけられ、かつ強制で

はなく自主的に経済統制がおこなわれるために、三木清の提唱した

「協同主義」の思想により思想統一の必要が論じられるのである。

（
七
一
七
）
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まさにこれはファシズムの経済と経営の思想にほかならないが、現

実に軍需会社法の理念となり企業そのものの国家管理にまで発展して

いくのである。この軍需会社法のねらいは軍事力の強化のために、所

有と経営を分離して事実上、企業の民有国営方式を確立しようとした

ことである。これによって、企画院が経済新体制でめざした「所有と

経営の分離」が文字どおり上から軍部の力により強力に実現されるこ

とになったのである。

Ⅲ . 戦後日本の国益の漂流

１ ．戦後の日本再建と国益

（終戦後国益論）
敗戦により戦前立法化された国家総動員法、軍需会社法、統制令な

ど経済関係の法令は廃止された。いわば戦前の否定が出発点であった

が、日本の敗戦について明治以降の大国主義の歴史的破産であったこ

とへの認識が十分であったか否かを問うことは簡単でない。それは占

領下で新憲法が拙速に制定されたことと無関係ではない。大国主義が

なくなったとはいえないし、小国主義が主流になったともいえない。

いずれにしても新憲法の国家理念、平和主義は、結果として石橋湛山

の小日本主義、平和主義、自由主義の理念と重なることになったとい

うことができる。

＊日本の復興と石橋外交

戦後日本が直面した問題はなによりも日本の復興である。そのため

には経済を再建しなければならない。敗戦によって多くの知識人が打

ちのめされているなかで、石橋は更生日本の途をつぎのように説いた。

すなわち「従来の日本帝国の総面積は半分のおよそ 37 万 km2 に減少し

たこと」、そして復員による人口増のために食糧難に直面するけれども、

復興のために第一に「国内の自給経済」を達成し、第二に「外国貿易

（
七
一
六
）
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を利用する方法」により、「国民の工夫と努力しだいで」その達成が可

能であることを強調している。そのために主張されたのが積極的な財

政・金融政策の発動である（15）。

また外交政策においては平和原則を掲げ、各国外交において一切の

排除原則を設けず、日米関係（当初は日米安全保障条約に反対を表明したが

その後、認知）を基軸としつつもソ連、中国など周辺国との関係の修復

に努めることを目指した。けだし国内の経済政策の実現のためにも安

定的な外交政策は不即不離の関係にあるという認識が強かったからで

あろう。いうまでもなくこれは自民党主流によって進められ方向とは

異なる。

（貿易立国による国益と安全保障論の変遷推移）
1950 年前後、復興期末の経済界の政策議論などには「貿易立国を国

是とする日本」という表現が見られる。当時の経済界の共通感覚は、

日本は資源も市場ももたない「貧しい国」という認識である。それゆ

え投資主導型の経済拡大は、外貨の制約と過剰生産力に帰結するとい

う二つの懸念から否定され、輸出主導型の経済発展が唯一の選択肢と

認識されていた。外貨の制約というのは輸入が増えると国際収支が悪

化し、それが成長の制約になることである。そうした危機意識から国

内の消費の制限が是とされ貴重な外貨を使い海外から資源を確保しそ

れを加工し輸出する「貿易立国」が国民経済の目標として設定されて

いたといえる。その意味で、産業の合理化や育成を目標とする産業政

策が「国益」にかなうものとして正当化された。

安全保障については敗戦の反省から平和国家論が大勢であったが、

米ソ間そして米中間の国際関係が緊張するにともない、国論は二分す

る。すなわち全面講和論対単独講和論の対立であり、またその後の後

者の支持者の増大である。この間の変化は戦前の日本を代表する自由

主義者であり国際協調主義者であったの石橋湛山の思想の変遷からも

知ることができる。

（
七
一
五
）
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石橋湛山は戦後、第一次吉田茂内閣（1946-1947 年）に大蔵大臣とし

て入閣し、1956 年には首相に就任した。戦後日本の方向に関する石橋

の議論からは彼を平和国家論者ということができる。その点では戦前

戦後一貫している。戦後もはじめは積極的に平和憲法を肯定していた。

ただ単純な平和論者とはいえない。きわめて現実主義者でもあった。

とりわけ再軍備問題と日本国憲法第九条について、冷戦の発生前後で

所論に変化が生じている。すなわち日本の再軍備については、当初の

軍備不要論から限定的再軍備論に転ずるとともに、憲法第九条につい

ても「戦争の放棄」という文言を期限付きで停止することを提唱した。

これは朝鮮戦争に伴う国際情勢、とりわけ東アジア地域の緊張の高ま

りを踏まえた現実的な対応であった（16）。

（米国依存の安全保障と高度成長・所得倍増政策、政治運動の低迷）
単独講和後、まもなく日米安全保障条約が締結される。日本の安全

保障が完全に米国に依存するようになったことが戦後日本経済の経済

発展の方向を決定した。短期間で復興を実現し、1950 年代後半から高

度成長が始まる。60 年代前半の短期間の調整をへて 65 年から再び長期

の好景気、高度成長を達成する。こうした長期の高度成長は西側諸国

に対する輸出によって主導されたものである。

54 年から春闘が始まるが労働側の要求は成長のパイの分配が主要な

目標となる。こうして高度成長の長期化のなかで労働運動は以後体制

内化していく。これは政府の所得倍増計画に対応したものである。ま

た学生運動は多数のセクトに分裂し 60 年安保反対闘争時のように盛り

上がることはなくなる。こうして 60 年代以降、多くの日本人の関心は

政治ではなく経済にシフトしていった。所得倍増と高度成長といった

経済目標が国是となったといえる。

すなわち 60 年に総理となった池田隼人は 10 年間で所得を 2倍にす

る「所得倍増計画」を政策とした。当初は不可能とも考えられたが、

日本経済は池田退陣後も成長を続け、わずか 4年で名目ＧＮＰを 2倍

（
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増、10 年でなんと 4倍増を達成したのだ。

こうした海外からミラクルともいわれた日本の高度成長、所得倍増

は日米軍事同盟により巨額の軍事費の負担を免れたため、社会資本の

整備、低金利での企業融資、産業構造の高度化、科学技術の振興、住

宅建設、工業用地開発など、経済成長に必要な全般的な投資を実現で

きたことにより達成されたものである。ただ安全保障を米国に依存す

るために米国と対立関係にある国々、中ソを筆頭とする国々との貿易

取引は安全保障上、制限されることになった。

２ ．日本経済の転換期と国益の米国依存度の上昇と問題

（日本経済の転換期と市場の開放）
ところが 73 年の「石油危機」を契機に高度成長は終焉する。ただ海

外輸出の勢いはとまらなかった。むしろ反対に日本経済の輸出依存度、

日本企業の海外依存度は上昇し、欧米との間で貿易の不均衡、特に米

国の日本からの入超が増大し日米間の経済摩擦は激化した。

不均衡を是正すべく開催された日米間の交渉では、はじめは個別の

米輸入品目が問題になった。問題となった輸入品目は、70 年代の繊

維・鉄鋼から始まってカラーテレビ、そして 80 年代は自動車、電機、

通信、医療、医薬品、林産物、輸送機器であった。衝突が起こるたび

に協議が行われ、アメリカによる報復措置による脅しで日本の要求が

抑え込まれることが繰り返された。

89 年から日米間の経済交渉は「日米構造協議」、また 93 年からは

「日米包括経済協議」として定期化された。米側の要求は貿易不均衡の

是正に加えて、日本の内需拡大、市場開放要求へとエスカレートした。

さらに 94 年から「年次改革要望書」の中で、金融の面での規制緩和、

自由化を強力に要求した。97 年には、クリントン・橋本会談で、「規制

緩和及び競争政策に関する日米間の強化されたイニシアチブ」（日米規

制緩和協議）が開始された。

以下こうした規制緩和が現実に日本の国益の損失に帰結した象徴的

（
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な事例、ついでアジア金融危機の事例を紹介する。

＊米ハゲタカファンドによる長期信用銀行の買収・再上場と譲渡利得

の実現

バブル崩壊後経営破綻し 98 年国有化されたた日本長期信用銀行

（現・新生銀行）には 8兆円に及ぶ公的資金が投入されたが、2000 年わ

ずか 10 億円で外資ファンドのリップルウッドを中心とする役資家グ

ループに売却された。長銀を引き継いだ新生銀行に 1200 億円出資した

投資家グループは新生銀行の東証再上場の際、買い取った株式の 3分

の 1を売却して、1000 億円以上の莫大な譲渡利益を実現する。

リップルウッドの社外取締役にはクリントン政権財務長官ロバー

ト・ルービン氏が就任している。同氏は同ファンド創業者と同じく

ゴールドマンザックス共同経営者であり、また同ファンドはゴールド

マンサックスと密接な関係をもつ。

＊金融自由化とアジア金融危機

アジア金融危機（通貨危機）とは、1997 年 7 月よりタイを皮切りアジ

ア各国を襲った急激な通貨下落（減価）をきっかけとする経済危機であ

る。その前に米国は日本以外の国にも規制緩和を要求し米の金融会社

がロシア、ヨーロッパ、そしてアジアのタイ、インドネシア、そして

韓国に進出していた。金融会社をつうじ為替や証券の売買利益を目的

とする短期の資金が大量に流入し先物売りから通過暴落が始まり多く

の銀行や企業が倒産した。日本へも波及したが、通貨防衛により回避

することができた。

３ ．民営化に関わる議論と国益のドリフト

明治時代の国有財産払い下げによって官営工場や官営鉱山の払い下

げを受けた民間事業家はその後その資産を基に発展し財閥が生まれた。

日本資本主義の成長の基盤になったことは否定できない。ところで昭

（
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和・平成時代の日本国有鉄道（現 JRグループ）、日本電電公社（現NTT

グループ）、そして日本郵政公社（現日本郵政グループ）の民営化に際し

ても明治時代の払い下げと同様に国の財政負担を軽減化することが大

きな理由とされた。また郵便貯金が財政投融資をつうじてこれらの国

有の事業や道路公団など特殊法人に融資され、不透明に使用されてい

ること、その返済の見通しが厳しいことが問題になっていた。その負

の繋がりを断ち、民間への資金循環の途を進めることが民営化のメ

リットとされた。そのほか官公労の最大の母体である国営事業の労働

組合を弱体化せることも狙いでもあったといわれている。いずれにし

ても国による経営は低効率、赤字体質であり、官僚の天下り先になっ

ている、税金の無駄遣いなどの批判が多くあった一方、国営維持賛成

論は、国民生活に必要なサービスは民営化すれば維持が不可能になる、

不採算事業の継続は困難になることを論拠としたが劣勢であった。

昭和・平成の民営化が明治時代の払い下げと異なる主要な点は民営

化される国家事業のサービスが国民生活と関連が深くその影響が大き

いことである。第二に民営化の後は株式会社として上場することであ

る。まず前者についての問題は、確かに民営化後、必要なサービスを

享受できない国民が増えている。元来、国民生活上、価値がありなが

ら市場化できないサービスが存在すること、それも国民の利益である

ということである。また国は株式の上場とその売却益によって確かに

一時的な利益を得ることができるが、そもそも永く国民に享受されて

きたサービスの価値を市場が正確に評価できるのか、また市場の一時

的な評価額が国有資産の価値に照らして妥当な評価なのか問題がある。

（郵政民営化と不透明な国有財産の処分）
郵政民営化はもともと米政府が年次改革要望書の中で 1995 年から要

求していた。その最大の関心は世界一の資産 350 兆円を誇る郵便貯金

銀行の預金の処分であったといえる。まず郵政事業を 100%日本国政府

保有（財務大臣所有）の公共企業体の日本郵政公社に改組し、ついで
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2007 年民営化された。そして（持株会社）日本郵政と同傘下事業の郵便

事業株式会社、郵便局、ゆうちょ銀行、かんぽ生命保険のうち後二社

が 2015 年 11 月、東京証券取引所第一部に上場された。この間、2009

年日本郵政の資産売却など経営のあり方をめぐって、鳩山邦夫総務相

（当時）が三井住友銀行出身の同社西川社長の再任を強く批判し、政治

問題化した（17）。

かねてより日米間の協議をつうじて求められていた国家事業の民営

化、そして上場の方向がこうして現実のものとなった。その背景では

ルービン元財務省長官がリップルウッドファンドに参与しているよう

に、世界の投資ファンド、特に米のファンドの影響力が政策に作用し

ていたことも明らかである。こうして日本の国益が米国の一部の金融

資本の金融行動に影響される方向へ歩みが進められただけでなく、同

じく国内企業に対しても国家資産の不透明な売却が進められた。

このように転換期以降の大きな変化は、日米間で通商だけでなく規

制緩和、市場開放などについて協議する恒常的な協議機関が設置され

るようになったこと、そして現実にその方向へ進められたことである。

さらに特に金融自由化が進められた後、日本に参入した米ファンドに

より日本企業はその巧妙な金融技術により貴重な資産が換金され奪わ

れていったことである。そこでは日米の金融機関の金融技術と競争力

の差をまざまざ見せつけられたのであった。

久しく貿易立国日本の企業は戦場ともいえる国内外でより多くの利

益と外貨獲得のために戦ってきた。しかしいまや日本国内の市場は米

国ファンドに席巻された金融市場が象徴するようにいわば米国の親方

衆が談合で決めた方向と米式ルールのもとで、米国の親方衆が食べ残

したパイを国内企業同士で争うような図式を描いている。

また規制緩和、市場開放により海外の企業や金融機関により官民の

資産が狙われ売買の対象になった事例は上述の長期信用銀行の売却の

事例にとどまらない。国費を投下した有形の資産は国富にほかならな

いが、長銀の資産価格は市場でわずか 10 億円に評価された。またそれ

（
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が再上場によって 10 倍の 1000 億円に化けたように、資産の証券化と

いうマジックにより元国有資産が莫大な譲渡利潤を米国の金融資本に

もたらしたのである。

４ �．日本企業の多国籍化、海外資産の増大、企業内国際分業の進展

と国益の可変要因の増大

このほかの大きな変化は、貿易立国の日本の国益の確保と増大のた

めには単に輸出の増大によるだけでなく海外投資、現地生産が必要に

なったことである。これは特に主要輸出先の欧米諸国政府が現地の雇

用の増大と第三国への輸出の増大のために日本企業に対し現地生産を

積極的に要請し、日本企業がそれに応え現地生産を始める形で増大し

た。こうして日本経済が輸出立国から直接投資立国へと急速に転換し

ていったということができる。

それはまた日本企業の企業内・系列内国際分業が構築される形で進

められた。すなわち日本企業が欧米諸国への製品輸出だけでなく、直

接投資による現地生産を進めるのと並行して、米英独仏の周辺国やア

ジアの国々の日系企業の子会社で生産された部品・半製品が欧米の取

引先、関係企業へ納入され、また日本国内へも輸出（逆輸入）される企

業内・系列内の補完的な国際分業が構築される形で進められたという

ことである。

こうして日本の大企業の多国籍企業化が進んだ結果、海外現地生産

が増え、日本企業の貿易の中味も子会社からの輸入である企業内貿易

や子会社からの第三国への間接輸出の比率が高くなっていった。それ

は摩擦回避のためだけでない。海外での生産コストは日本国内より低

いためであり、また為替リスク対応のためである。すなわち円高に対

応して海外現地調達比率を高める、あるいは海外子会社からの製品輸

入を増大させるなど、それらは国内外の企業間競争に対応しとられた

企業政策の結果である。

それは日本国富に占める企業の海外資産とその生み出す果実が海外

（
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の経済環境の変化や為替変動によって大きな影響を受けるということ

である。平時にあっては多少の為替変動に対しては企業として利益を

確保するためには為替対策で対応するが、急激な為替変動では損失を

回避できない。またいわゆる国家リスクの高い国での事業のリスクは

予測できず回避するのは困難なことが多い。

（為替変動と国益の変動）
1985 年 9 月、先進 5カ国蔵相・中央銀行総裁会議でいわゆる「プラ

ザ合意」によりドル高の是正が決まる。ドル円レートは、合意前は 1

ドル 240 円台だったのに対し、同年年末には 1ドル 200 円台へ。さら

に 1987 年末には 1ドル 120 円台となり、日本経済は一時的に円高不況

に陥る。

為替レートのおおよその推移は以下のとおり。円の購買力や実需と

無関係に相場が投機的に形成され短期的に変動する。国際情勢や政治

状況、そして特に米の為替政策が変動の主要要因である。

＊為替レート推移とその影響

1949 年─ 360 円（固定相場）　1971 年─ 300 円（変動相場制へ移行）　

1978 年─ 200 円　1985 年─ 200 円　1987 年─ 120 円　1995 年─ 80 円

（バブル崩壊後）　1997 年─ 140 円　1999 年─ 100 ～ 130 円　2008 年─

87 円（リーマンショック後）　2010 年─ 83 円（ユーロ危機）2011 年─ 76

円（東日本大震災、戦後史上最高値）2012 年─ 93 円　2014 年─ 120 円　

2016 年─ 120 ～ 102 円　2017 年─ 113 ～ 110 円　2018 ─ 19 年 2 月現

在、為替レートは 112,3 ─ 110 円台。

ドル円相場の上昇（円安）を受けて、日本経済が享受するメリットと

被るデメリットのいずれが大きいのか。一般に、為替レートが円安に

振れた場合、他の条件が同じであれば、総じて円安による価格競争力

が改善する。また、日本企業のグローバル展開が加速するなか、円

安・外貨高によって海外売り上げや海外現地法人の利益の円建て評価
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が膨らみ、円安は業績の上方修正要因になることが多い。

一方、円安の進行により海外から購入する石油、金属鉱石などの各

種天然資源、また飼料、小麦粉、建築資材などの中間素材が値上がり

すれば、電気代や生活必需品などの値上がりを通じて、事業活動を営

むあらゆる形態の企業にとって必要経費や生産コストの上昇要因にな

り物価全体が上昇する。一般の消費生活者にとっては、広く生計を圧

迫する要因にもなる。

為替変動による同様な利益相反は、個人や法人が保有する外貨資産

や負債の円換算価格の変動によっても生じている。マクロ統計でみる

と日本は対外純資産国であり､ 貿易収支は赤字でも所得収支はまだ大

幅な黒字である。その点に着目すれば円安による海外純資産の円建て

価格の上昇や海外からの利子・配当受け取り額の円換算額の増額効果

は大きい。

＊為替変動と企業利益

もとより為替変動の企業利益に対する影響は内需企業と輸出企業で

は相反する。たとえば石油を大量に消費する電力会社にとって円高は

燃料コストの低減をもたらすが、輸出企業にとっては輸出価格を上げ

なければ利益は減少する。円安は以上と反対の作用をする。その意味

で為替変動が企業収益全体また国益にどれほど影響するのか一概には

いえないところだ。円高による燃料費の低下や石油価格の低下は日本

企業にとっても消費者一般にとっても所得効果がある一方、輸出企業

が製品価格を上げれば同種製品を生産する企業に市場を奪われ収益は

減少する。

ところで相殺された全体として貿易収支が黒字であれば円高も大き

な問題とされないことが多い。また輸出企業にとって受け入れ可能な

円高水準について議論されることがある。主に購買力平価説に基づく

議論では、例えば 20 年前と現在の日本と米国の物価水準の変化を比較

して日本の物価が安く安定しているから、現在では 80 円で 1ドルの貨

（
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幣価値に等しいから 80 円でも良いなどとする議論である。その議論で

は現在の 110 円近辺の為替レートでは超円安ということになる。ただ

この 80 円水準で利益をあげることができる企業はきわめて少数である。

この理論は現実を説明できないということだ。いずれにしても企業が

為替対策に取組んでも円が急変動すれば個々の企業も経済全体として

も調整は簡単でなく企業収益、そして国益が減少するということであ

る。

ちなみに 2018 ─ 19 年 2 月現在、為替レートは 112,3 ─ 110 円代で

2018 年以前より比較的円安に推移している。その理由は米経済の資金

需要が高く金利が高いこと、10 年もの国債の金利が 2017 年 11 月には

ほぼ 3.2％に上昇し、3％近くの状態が 2018 年の間、持続した。FRB

（連邦準備銀行）が 2017 年から数回の利上げをおこなっており、米金利

が高いために世界の資金が米に引き寄せられているためである。米ド

ルを買うためにドル以外は売られている。円が売られる最大の理由も

同じで日本国内外の過剰資金の円が売られドルが買われているのは日

米間の金利差のためである。円安の結果、2018 年 3 月決算ではトヨタ

など輸出企業で史上最高益を実現した企業が少なくない。また日本企

業の海外資産が増え、円安であれば受け取り利子や配当の円換算額は

増大する。

このように 2017 年以降、現在までの為替変動の最大要因は米と他国

との金利差である。もちろんそれは現在のところ作用している主要因

であるが、中長期的にはその他の要因によっても為替は変動し為替利

益額が変動する。いずれにしても国益が海外の金融的な事情によって

大きく変動するということである。

（莫大な米国債権残高、売却できない債権）
日本政府は、2018 年 2 月現在、米国債を 1兆 600 億ドルおよそ 119

兆円（1ドル＝ 112 円）、2019 年 1 月現在、同じく 1兆 700 億ドルおよそ

120 兆円（1ドル＝ 112 円）保有している（18）。財源が不足し消費税増税
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が論じられている今こそ売却すべきともいえるし、反対に金利収入が

経常黒字に貢献している面も無視できない。かって国会でも問題に

なったこともある。元経産省官僚で当時みんなの党・衆院議員の江田

憲司氏によれば、米国債の満期償還の返済金の年平均 15 兆円は外為特

別会計に入金されるはずだが、実際の返済金増加規模は年換算で年平

均 720 億ドル（7.2 兆円規模）である。江田氏の証言が正しければ、年平

均 8兆円規模の米国債満期償還の返済額が不足している。その大半は

米ドルに化けて主に米国に還流しているためとみられる。こうして巨

額な国富が海外に流出し米国債ばかりに投資されているのは問題があ

るということである（19）。

確かにはこれは重用な問題であるが、米国への遠慮なのか日本のマ

スコミで報道されることはない。またドルが値上がりしたなら、ドル

高の局面でドルを円に換金し利益を実現すべきとする議論が可能であ

るが、円に替えれば、円高ドル安になる局面もあり簡単でない。「売り

たくても売れない」という状況もあるということだ。実状は米国への

配慮で米国債を実際は売却できないということである。これは単純に

資金需要や運用利益を得る目的では売却できないということだ。その

意味で市場原理に反する。これまで橋本総理の時に総理が売却を考慮

していると発言し米国が問題にしたように、米政府は米債が大量に売

られるのを好まない。米債が大量に売却されれば市場の混乱は必至で

金利上昇の要因になりかねないことも一要因である。

（莫大な債権価値の低下と国家損失）
1980 年代に入り、どん底の経済状況に陥ったアメリカは、対日貿易

赤字を理由にジャパン ･バッシングを続け、日本に米国債を買うよう

要求した。特に 2004 年から急増し 6000 億ドル台に達し、7000 億ドル

台を超えることはなかったが、2008 年のリーマンショック以降、年々

増加し 2014 － 15 年の間では 1兆 2000 億ドルを超えた。ほぼ一貫して

増大してきたがその後は若干減少している。

（
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さて、長期米国債の満期は 30 年、20 年、10 年ものなどがある。例

えば 40 年前の 1978 年に平均 1ドル 195 円のレートで買った 30 年もの

米国債は 2008 年の償還時のレートは 87 円で 55％の損失が発生してい

る。いくら金利がついたとはいえ減損分に追いつかない。20 年前でも

平均 1ドル約 130 円、10 年前で同 113 円だ。したがって 20 年もの米債

も 10 年ものの米債も減損が発生している。85 年のプラザ合意以降、ア

メリカの思い通りに円高ドル安が進み、87 年までに円は 1ドル 201 円

から 122 円まで跳ね上がった。ドルが下がった分、借り手の米国は得

をし、日本は損したことになる。

ただ厳密に残高の評価損、評価益を計算するには 1）取得した米債

の価額（原価）とその現在時価との差額と、 2）為替変動によるその為

替損益を計算しなければならない。償還されていれば取得価額と償還

額についてその差額、また受け取り利子総額とあわせた総額について、

同じく 2）を計算しなければならない。いずれにしても為替レートの

変遷はわかるが、取得時の取得額そして残高が経年で公開されていな

ければ損益額をトータルに計算することはできない。なお円高は 2011

年の最高値を転機に若干収束傾向にある。それでも 85 年からほぼ 2011

年まで円高が進み日本政府の所有する米国債で失った損失は余りに大

きい。

しかも、これは政府・日銀が保有するものに限られた話だ。日本の

銀行や生保や証券会社、年金が顧客から集めた資金で買いためた米国

債の残高も膨大であるからその含み損も莫大であるということだ。日

本のメガバンクをはじめとする主要銀行だけでも年々の財務諸表を精

査分析すれば評価損失や売却損を知ることはできるかもしれないが、

民間部門全体の総損失を計算するのは簡単ではない。財務省は把握し

ていてもメディアで報道されることはない。ただ政府と異なり民間の

投資スタンスは短期的で政府よりも市場原理で行動するし、日本政府

所有の米国債がFRBの金庫に預けてあり事実上、売買できないのとは

異なり、損失は少ないかもしれない。

（
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日本の金融機関の投資の米国債依存度が高い理由はその収益力が低

いためである。日本のメガバンクの預かり資金は規模では世界最大で

ある。たが欧米の金融機関にくらべれば収益力が低い。他の金融機関

も同じくグローバルな市場への展開力も低く経験も少ない。またバブ

ル崩壊後、現在まで低金利政策が続き運用利益はジリ貧状態である。

近年、米国債への依存度が上昇しているのはこのためであるが、それ

が大きな損失リスクを抱えていることは政府の所有米国債と同様であ

る。それでも日本国民の貯蓄性向が高いためであろうか、多くの金融

機関の預かり資金は依然として巨額である。それが日本の金融市場か

ら特に米国に流出し、日本から元々流出した資金が米国から還流して

日本の資産に投資されることも多い。

（失われる会社の資産と自社株買いにより奪われる株主の利益）
東芝は、米国の原発子会社ウエスチングハウスと同グループの再生

手続きによる損失などで 2017 年 3 月期に 1兆 2428 億円の損失を計上、

5529 億円の債務超過に陥った。債務超過を解消するために、営業利益

の大半を稼いできた半導体事業を日米韓連合に 2兆円で売却する必要

に迫られた。そして海外のヘッジファンドなどや「物言う株主」に対

して同年 12 月、6000 億円もの第三者割当増資をおこなった。

ところが海外ヘッジファンドは、その後株価が回復すると巨額の株

主還元を求めたのである。すなわち自社株買いの要求である。車谷暢

昭・会長兼最高経営責任者（CEO）は、「M＆A（合併・買収）が重要」

と発言。これは事業再建のためにM&Aが必要であり、そのために資

金が必要だということだ。しかしこれにファンド側が態度を硬化させ、

「株主総会で車谷CEOの取締役選任議案に反対票を投じる」と経営陣

に圧力をかけたのである。2018 年 11 月からの 7000 億円の自社株買い

はこれに屈した結果である。

自社株買いの発表後、東芝の株価は後場には一時、一株 351 円をつ

けて、始値の 316 円から 11％も上昇した。株価上昇の恩恵は東芝の全

（
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株主に及ぶが、同社の株価は 2015 年の不正会計発覚前は 500 円を超え

ており、まだ多くの株主が損失を抱えたままのはずだ。ところで 2017

年 12 月の第三者割当増資に応じることができたのは大手の海外のヘッ

ジファンドだけであり、第三者割当増資の払い込み価格は一株 262.8 円

であった。まさに、彼らのために行われた自社株買いであって、株主

平等の原則を逸脱する増資であったといえる。増資と自社株買いが初

めからセットであった疑いがある。いずれにしても事業転換を迫られ

ている東芝にとっても株主にとっても 7000 億円は手元に確保しておか

なければならない資金であるはずだ。

半導体事業会社を売却してしまい、いよいよ中核事業がなくなって

しまった東芝が再生できるか否か岐路に立たされているが、会社の存

続よりもキャピタルゲインを得ることがヘッジファンドの目的なので

ある。こうしたマジック、錬金術はヘッジファンドがよく使う手法で

今後も、東芝はヘッジファンドなどから搾り取られることだろう。

（国益の貨幣資本投資リスク増大と国益リスクへの反省）
米国債を所有しているのは日本政府だけではない。日本の民間銀行

や証券会社や年金が米国債の投資運用をおこなっている。国債以外で

も米株式の所有残高が増大している。現在世界中の資金が米国に集中

している理由は米金利が他国よりも高いため、米国で運用するほうが

有利なためである。米で資金需要が旺盛な原因は好景気が続いている

ためであるが、問題は実物資産への投資よりも金融資産への投資の

ウェイトが増していることである。しかし米の高金利がいつまでも続

くこともありえないし金融資産の価格がいつまでも上昇することもあ

りえない。その意味で米の金融資産に対する依存度が高いことは危険

である。

既述のように為替変動により貿易収支、貿易外収支額の計算値は変

動する。また国富に占める国、民間ともにその所有資産のうちの海外

金融資産の割合が増大した。その結果、国内外の景気、為替変動によ

（
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り国富残高、同フローの円換算価額が大きく変動する。なお政府・日

銀、民間の米国債や米国株式に対する投資が増大しているだけでなく、

現在の阿部政権下で政府・日銀の国内ETF（上場投資信託）買い入れ額

が増大し、GDPの約三分の二に達する。ほかに年金積立金管理運用独

立行政法人GPIF や共済年金の莫大な資金も同じく証券投資に投下さ

れている。このように日本国内でも国民の莫大な資金が高リスクの証

券に投資されていることはきわめて危険である。

むすびにかえて

2018 年は明治維新から 150 年、また敗戦から 73 年が経過した。日本

が歩んできた途を振り返ると、富国強兵・殖産興業の国策により維新

後わずか 50 年で世界の大国に仲間入りした。その成功の歩みは奇跡と

いってもよい。しかし大国主義そして軍国主義の思想が途を誤らせ日

本歴史上、最大の悲惨な被害を国内外の人々にもたらした。国土と民

間、企業の多くの富が失われた。

敗戦そして占領下の日本はわずか 5年余りで復興を達成する。そし

て独立日本は西側自由主義国の一員として歩みを始める。それは日本

の外交と安全保障政策の選択の余地は広くなく選択肢は他になかった

からである。米英等の西側自由主義国により占領されていたこと、ま

た米・中・ソ連の国際関の緊張が高まるなかで西側諸国と講和しその

一員として歩む以外になかった。ただその後の途は余りに対米従属的

であり、高度成長を達成し経済大国化した以降は安全保障の面だけで

なく政治経済面でも従属が一層深化した。国策の方向は事実上、米国

の要求を受け入れる二国間協議で決定されるようになったのである。

日本の官民とも米国債、米国会社証券の所有高が増大しているのは、

既述のように一つはこうした米国の要求に応えた結果である。また為

替防衛の結果でもあった。民間の米国証券所有残高の増大の原因は日

本国内の成長機会の減少のためでもあり、金融機関をつうじて莫大な

（
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資金が米国に投下されている。しかしこうした歩みを今後も続け高リ

スクの金融証券に投資することは危険であり、本来の企業のあるべき

姿勢ではない。

こうした米国証券への依存度が高い要因は米国一辺倒の安全保障が

一因である。将来新たに求められるべき方向性は米国一辺倒の安全保

障政策からの方向転換である。日米同盟に完全に代わるオプションを

選択するのは現実的ではないのであれば太平洋諸国を含む米国主導の

地域安保体制の構築が代替策である。もちろん国境を接する中国、ロ

シア、北朝鮮、韓国との関係も配慮しなければならない簡単ではない

途である。

これは米国に偏重した経済関係からこれら諸国との多局的な安全保

障の関係を構築することは経済安保の面からも有益な方向である。す

なわち太平洋諸国だけでなく、中、ロとの新たな関係を基礎に経済関

係を結ぶことができれば国益はバランスがとれ安定するであろう。

ただ 2018 年来、米中関係が緊張を強めている。新たな覇権国家とし

て台頭した中国に対し米国は封じ込め政策を進めようとしている。こ

れは単なる貿易問題ではなく米国の中国の共産主義体制に対する攻撃

である。現在、米中間で構造協議を進めている段階であり交渉中であ

るが、その結果が日本経済に与える影響については予断を許さない。

日本の国別貿易依存度では近年、中国は米国を上回る。それだけに日

本の立場は微妙であり、日本の国益、特に民間企業経済は米中両国と

の経済関係と米中関係に依存しているといえる。

日本の国益が海外の事情に大きく左右されることがなく、安定であ

ることがもちろんのぞましい。明治以来、貿易立国を国是としてきた

だけにその方向を転換するのは簡単ではない。敗戦以降も戦前と同様

にまっしぐらに貿易振興に努め他の政策が顧みられることが少なかっ

たといえる。国際関係を考慮すれば改めて外需に代わる内需の事業を

見つけ育てていかなければならない所以であり急務である。本稿の I

章で考察したように国益を増やす政策は輸出に限らない。例えば厚

（
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生・医療サービス、観光サービスなどの部門で国内のみならず海外か

らの需要が増大すれば事業者の収益は増大するであろう。それはそれ

ら部門にかぎられない。既存の事業部門に加えて新たな部門を新規開

拓し事業者が新たなサービスを開発し商品化すれば海外からの需要も

増大し収益は増大する。事業家の創業者精神の発揮が期待されるので

ある。そのためには多くの国との友好関係が前提である。本稿で考察

したように戦前の国益や戦中期の公益の思想、日本を盟主とするアジ

ア協同主義の精神が破綻したことは敗戦によって明らかであるが、そ

うした戦前の精神に代わる平等で互恵関係に基づく国民と国民の国際

交流こそ海外の日本のサービスへの需要を増大する。

外需を増やすためにも諸外国との友好関係が重要なことはいうまで

もないが、自動車や機械などの工業製品を主とする輸出依存のありか

たはすでに限界に来ているといってよい。こうしたモノに代わる新し

いサービスを売り利益をあげることが重要であるが日本はこのことを

忘れていたといっても大袈裟でない。ちなみに米企業で最も収益力の

高いのはもはやゼネラル・モータースやゼネラル・エレクトリックや

エクソンではなくGAFA（Google、Apple、Facebook、Amazon）に代表さ

れる情報系企業であり、金融や製薬や消費者関連サービス分野の企業

がこれに続く。これらは製造業に代わる成長企業を象徴する企業と産

業であるが、これら分野の日本企業のブランド力、開発力は現在のと

ころ米企業に劣り収益力にも大きな差がある。それでも今後の成長分

野であり日本企業の活躍が期待される分野である。こうした分野の企

業利益が増大すれば国益が増大することはいうまでもない。

注
（ 1）	 ドナルド・E. ネクタライン著 .『変化する世界とアメリカ』（鹿島出版
会、1976 年）.

（ 2 ）	 H・J・モーゲンソー著、平和研究会訳『国際政治学』（福村出版、
1986 年）

（ 3）	 藤田貞一郎著「明治期経営者国益思想の源流」（『日本経営史 1近世的
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経営の展開』岩波書店、1995 年）265p.
（ 4 ）	 同上、pp.269-70.
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東洋経済新報社、2011 年）513p．
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どの費用が約 2400 億円もつぎ込まれていたため、現在の評価額との差が
大きすぎるのでないかということ、ましてや今回、一括入札での競り落と
し額 109 億円との差もさらに大きく、専門家による委員会評価は厳しすぎ
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所管大臣である鳩山総務相は、日本郵政が 08 年 12 月 26 日にオリック
ス不動産への一括売却を決めたと公表した後、1 月 6 日になって、急に譲
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した 2400 億円に比べて譲渡額 109 億円は安すぎるのでないか、 2 ）なぜ
今のような厳しい経済状況の時に売り急ぐのか、 3 ）なぜ一括売却なのか。
個別に売却する方向を打ち出せば地元資本も買いやすくなり地域経済活性
化につながるのでないか、 4 ）競争入札でオリックス・グループが落札し
たとはいえ、一括売却は納得がいかない。グループ代表の宮内義彦氏はか
つて政府の総合規制改革会議の議長として郵政民営化の旗を振っていたは
ず。世間から出来レースでないか、と疑われるといった 4 つの「なぜ」を
示したのだ。

（18）	 Major	 Foreign	 Holders	 of	 Treasury	 Securities	 -	 Treasury	
International	 ...	 ticdata.treasury.gov/Publish/mfh.txt	Department	of	 the	
Treasury/Federal	Reserve	Board.	April	15,	2019
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政治学における「受容的・応答的」
思考・言説様式の可能性

荒　井　祐　介

1　問題の所在

2　フェミニズムの諸潮流における近代西欧的認識論の理解

３　リベラル・フェミニズムおよびラディカル・フェミニズムにおける政治

4　多様性フェミニズムにおける政治

5　政治学における「受容的─応答的」思考・言説様式

1 　問題の所在

本稿の目的は、政治学において「受容的─応答的」思考・言説様式

の契機を見出すことができるのか、という点について検討を加えるこ

とにある。「受容的─応答的」思考・言説様式とは、「合理的─断定的」

な思考・言説様式との対比によって捉えられる視座であり、スタン

ディッシュ（Paul Standish）は、前者を「女性的」な思考・言説様式、

後者を「男性的」な思考・言説様式と呼んでいる（Standish 199３; 2012）。

フェミニズム研究が鋭く指摘してきたように、政治学のみならず社会

科学全体においては、「合理的─断定的」な思考・言説様式が主流の位

置をしめてきた。周縁的な「受容的─応答的」思考・言説様式を性差

の別なく誰もが受け入れ、それによって人々の思考様式と言語そのも

のが変化し、人々の足場が揺さぶられるような契機は、政治学に見出

されうるのだろうか。

論　説

（
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「受容的─応答的」思考・言説様式に関して、スタンディシュは、マ

イケル・ボネット（Michael Bonnett）が、近代的技術の時代における教

育の問題に関して対立する 2 つの思考方法を区別していることを引き

合いに出す。少し長いが引用しよう。

「合理的─断定的ないしは『計算的』なものと、受容的─応答的な

いし『思索的』なものである。これを例証するために、彼は帆船

の航海と動力船の航海の違いについての例を、ハロルド・アル

ダーマンから引いている。

帆船の場合、人は─潮流、風力、方向などについて適切に

判断するために─自然と一層調和する必要がある。他方、

動力船の場合、こうした諸力はおおかたのところ無効にされ

忘れ去られうる─ただ、スロット・レバーを上げ窓を閉め

さえすればよいのである。そしてこうした諸力について思い

出す必要があるならば、それは調和の対象ではなく、むしろ

壊されるべき障害であるとされる。本質的な見方をするなら

ば、帆船で航海をする時、人はいわば自然と共にそこに居る

のであり、動力船で航海する場合には、そうではないのであ

る。

そうであるなら、帆船での航海は他者志向的であるが、動力船で

の航海はそうではないということになる。受容的─応答的思考様

式は世界を受け入れて認めるが、合理的─断定的思考様式は世界

を踏みにじる。嵐の中でリアは服を脱ぎ去り、風と雨の力をより

直接に感じられるようになる。思考が「計算的」で断定的である

間、彼は愛する者、国、彼自身に対しておぞましいほどの受難を

生み出した。だが受容的─応答的になるにつれ、彼は、他者への

妥当な敬意を伴い道徳的な強さの基礎であるような、より明瞭な

心理の展望を獲得する」（Standish 199３; 2012: 60- 61）。
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このような「受容的─応答的」思考・言説様式は、政治学において

どのように立ち現れているのか。本稿では、フェミニズム研究と政治

学との関連性の中から、その契機を見出すことを目的とする。フェミ

ニズム研究において、政治を「受容的─応答的」思考・言説様式で捉

え語っているとすれば、それはどのようなものであろうか。

本稿では、まず、フェミニズムの諸潮流における近代西欧的認識論

についての共通理解、およびその構造に対する応答の相違について、

ヘックマン（Susan Heckman）の研究を概観する。そのうえで、フェミ

ニズムの諸潮流における戦略的相違について確認し、またそれぞれの

潮流における政治像の相違についても確認する。この作業を通じて、

政治学において「受容的─応答的」思考・言説様式により政治が捉え

られ語られている契機を見つけ出したい。結論を先取りしていえば、

「受容的─応答的」思考・言説様式により政治を捉え語りうるものとし

て、多様性フェミニズムの潮流に位置づけられるヤング（Iris Marion 

Young）のコミュニケーション的民主主義を挙げる。

2 　フェミニズムの諸潮流における近代西欧的認識論の理解

ヘックマンによれば、フェミニズム研究の諸潮流のあいだでは、近

代西欧の認識論について以下の理解が共有されているという（Heckman 

1990, 土場 1999: 192）。すなわち、（1）近代西欧の認識論は、合理性／非

合理性という二項対立を土台としていること、（2）合理性／非合理性

の二項対立には前者の優位と後者の劣位という価値づけが含意されて

いること、（３）合理性／非合理性の二項対立は男性性／女性性という

二項対立と対応づけられていること、したがって（4）これらのことか

ら男性性の優位と女性性の劣位が帰結すること。

このような近代西欧的認識論についての共通理解がありながらも、

ヘックマンによれば、この構図に対してどのような対応をとるかとい

う点になると、フェミニズムの諸潮流は見解を異にするという

（Heckman 1990, 土場 1999: 192-19３）。
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第 1 に、リベラル・フェミニズムは、合理性／非合理性という二項

対立、および前者の優位と後者の劣位という価値づけは受け入れるが、

男性性／女性性という二項対立との対応づけは拒否する。第 2 に、ラ

ディカル・フェミニズムは、合理性／非合理性という二項対立、およ

びそれと男性性／女性性という二項対立との対応づけは受け入れるが、

前者が優位で後者が劣位という価値づけは拒否する。第 ３ に、ポスト

モダン・フェミニズムは、合理性／非合理性という二項対立そのもの

を拒否する。

このことから、フェミニズムの各潮流が取る戦略も大きく異なるこ

とになる。各潮流の採用する戦略について、スクワイアーズ（Judith 

Squires） は、「 平 等（equality）」、「 差 異（difference）」、「 置 換

（displacement）」という用語を用いて説明している（Squires 1999: 115-

1３9）。

まず、リベラル・フェミニズムは「平等」戦略をとるとされる。リ

ベラル・フェミニズムの主張は、平等というリベラルな原理を約束す

る政治体制は、女性に対して、男性と同等の権利を保証し、公的領域

の中に男性と同等に参加できるようにしなければならないというもの

である。リベラル・フェミニズムは、ジェンダーの違いは男性の利益

に適うかたちでつくられ永続してきたものであり、したがって、この

ジェンダーの違いは超越されなければならないと主張する。女性は公

的領域での活動に必要な合理的・抽象的・一般的な論理的思考能力を

もたない、という考え方は、女性と男性は同等であるという主張に

よって打ち砕かなければならない。平等という戦略からみれば、ジェ

ンダーの違いというは、女性が劣位にあることと同意義である。それ

ゆえ、女性を公的領域に真に「包摂」することによって、ジェンダー

の違いを拒絶しなければならない。

ラディカル・フェミニズムは「差異」戦略をとるとされる。ラディ

カル・フェミニズムは、ジェンダーの違いを受け入れ、男性と女性は

異なるということを認めるが、それは優劣を示すものではないとする。

（
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ジェンダーの違いは生物学的所与ないし社会的状況の帰結であるが、

いずれにしてもジェンダーの違いは容認かつ称揚すべきであるとする。

ラディカル・フェミニズムの「差異」戦略は、男女の差異を積極的に

認めたうえで、世の中の既存の秩序を「反転」させるところに狙いが

ある。周縁化されていたものを中心へ置き、低く評価されていたもの

の評価を高め、従属的地位にあるものに特権を与えるということであ

り、すなわち、女性に特有の養育、平和を愛する心、直観的・感情的

特性を劣位にみるのではなく、むしろ称揚するのである。

スクワイアーズは、第 ３のフェミニズムの潮流を「多様性フェミニ

ズム」と呼び、それは「置換」戦略をとるとしている。多様性フェミ

ニズムは、リベラル・フェミニズムのように既存秩序への統合を目指

すのではなく、既存秩序の変容を目指すという点において、ラディカ

ル・フェミニズムと共通している。すなわち、既存の体制に女性を

「包摂」するという「平等」戦略とは異なるということ、ジェンダーの

重要性の観点から政治理論のまさに根底部分を問題とすること、政治

理論の支配的様式が家父長制的な序列化のもとに構築されていること

を認識することである。

しかしながら、ラディカル・フェミニズムと多様性フェミニズムと

では、それぞれが描く変容の方向性に大きな違いが存在する。前者が、

家父長制的なジェンダーの序列化を「反転」させることを目指すのに

対して、後者は、そのような家父長制的な秩序を「置換」することを

目指す。多様性フェミニズムは、ラディカル・フェミニズムとは異な

り、一方の代価のうえに他方を特権的に扱うということではなく、全

員が保全されるためのコストについて探求する。ラディカル・フェミ

ニズムが「女性を中心へ置くこと」を目指しているのに対して、多様

性フェミニズムは、「中心を脱構築すること」を目指している。多様性

フェミニズムは、政治理論を女性を中心に据えて再構築することを目

指すのではなく、全ジェンダーの共存という観点から政治理論の脱中

心化を目指すのである。

（
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３  　リベラル・フェミニズムおよびラディカル・フェミニズ
ムにおける政治

リベラル・フェミニズム、ラディカル・フェミニズム、多様性フェ

ミニズムは、近代西欧的認識論について共通理解をもちつつもその構

図にどのような対応をとるかという点で異なっており、それはそれぞ

れの戦略の違いにつながっている。そして、この戦略の違いからも明

らかなように、各潮流では「政治」の捉え方も異なっている。

田村哲樹は、フェミニズムの諸潮流における政治像の違いについて

検討している（田村 2009: 9-26）。田村は、リベラル・フェミニズムの論

者としてオーキン（Susan Moller Okin）、ラディカル・フェミニズムの論

者としてジュディス・バトラー（Judith Butler）、そして多様性フェミニ

ズムの論者としてアイリス・ヤングを取り上げ、それぞれの議論にお

ける政治像を描き出している。端的にいえば、オーキンは「政治＝国

家」、バトラーは「政治＝社会における権力と抗争」、ヤングは「政治

＝意思決定のプロセス」と捉えているという。この節では、田村の所

論に依りながら、オーキンとバトラーの議論の概観とそこにあらわれ

る政治像を見ていく（田村 2009: 9-26）。

オーキンは、「公的領域」における男女平等を追求するという一般的

な意味でのリベラル・フェミニズムとは異なり、ラディカル・フェミ

ニズムと同じく、私的領域における性差の不平等にも注目する（田村 

2009: 11）。オーキンは、性差の不平等は公的領域のみに存在するのでは

なく、家族における不平等が政治・市場に波及し、政治・市場におけ

る不平等が家族に波及するというかたちで循環すると捉える（Okin 

1989: 11３）。そこで、オーキンは、私的領域である家族における不平等

を是正するために、ロールズ（John Rawls）が『正義論』においてその

適用範囲から外していた家族へも「正義」の原理を適用することを主

張する。

オーキンの議論において、政治はどのようなかたちであらわれてい

（
六
九
一
）
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るのだろうか。田村によれば、オーキンの政治像の独自性は、国家の

位置づけにあるという（田村 2009: 1３-14）。オーキンの狙いは、国家の

公共政策と法を通じて、公私領域の不平等の相互関連を克服し、家族

内にも正義を実現するところにある。すなわち、社会的に形成された

男女間の序列化の作用が女性の「私生活」を「侵入と統制」すること

を問題視し、その是正のために部分的であれ国家権力の行使を求めて

いる（田村 2009: 14）。

バトラーは、一連の著作を通じて「アイデンティティと主体性の形

成」に関心を寄せ、人がどのような主体になることができるかの範囲

は、その人の主体性によってではなく、規範によって境界を定められ

た発話可能性によってあらかじめ定められており、その境界線の外部

に主体が存在することはできないとする（Butler 1997: 142, 田村 2009: 15-

16）。バトラーは、主体をつくりあげる規範の作用に権力を見出してい

る。すなわち、主体とは、権力を行使するものではなく、権力によっ

てつくられるものであり、権力の効果であるという（Butler 1997: 1３9）。

バトラーの議論において、政治はどのようなものと捉えられている

のだろうか。田村によれば、バトラーは、第 1 に、主体を形成する権

力の作用という意味で政治を捉えており、第 2 に、紛争・対立という

意味での政治像があらわれている（田村 2009: 19-21）。性差別はある発

話が中傷の意味合いをもつことにより生じるのであり、性差別を是

正・解消するためには、当該発話の反復を通じた「意味づけ直し」が

必要である。そして、バトラーにとっては、この「意味づけ直し」は

「抗争」であることが強調されている。確かに、バトラーは、男性や女

性といった主体の所与性を前提には置いておらず、男性性／女性性と

いう二項対立の構図はとっておらず、その意味では多様性フェミニズ

ムの潮流に位置づけることも可能である。とはいえ、政治を権力と抗

争という観点から捉えている点において、ラディカル・フェミニズム

の流れに位置づけられることになる。

（
六
九
〇
）
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4 　多様性フェミニズムにおける政治

多様性フェミニズムにおいては、政治を国家や権力・抗争とは異な

る視点で捉える論者も存在する（Pateman 198３; Dietz 1998; Dietz 200３）。

ペイトマン（Carol Pateman）は、政治と権力を同一視することを拒否す

るフェミニストの存在を見出し、そこでの議論は、男性権力の拒否が

政治的なるもののオルタナティブな構想に依拠していることを指摘す

る（Pateman 198３: ３44）。ディーツ（Mary Dietz）は、フェミニストが子

供、家族、学校、労働、賃金、ポルノグラフィ、中絶、虐待などの社

会的・経済的関心の諸問題にのみ焦点を当てている限り、真の政治的

ビジョンを表出することも、シティズンシップの問題に取り組むこと

もできないと主張する（Dietz 1998: ３90）。

多様性フェミニズムの潮流においては、フェミニストの政治的実践

を民主主義にどのように関連づけるかという点に多くの関心が寄せら

れている。そのような議論においては、民主主義の概念化を敵対的な

相互作用や紛争という現実から開始する点や、公的領域をどのように

作動させるか、民主主義をどのように実現するかを焦点にする点では

共通性が見られるものの、理論化される民主主義の姿には著しい多様

性が存在している。

ディーツは、民主主義における多元性・多様性について論じるフェ

ミニズムの議論には、大きく分けて 2 つの流れがあるという（Dietz 

200３: 419-422）。ひとつは、「アソシエーショナル民主主義（associational 

democracy）」と呼びうる流れである。アソシエーショナル民主主義の流

れに位置づけられるフェミニズムでは、民主主義を多重的かつ横断的

なアイデンティティ・自我・集団による拡散・交渉・調整という点か

ら概念化し、真に民主主義的なディスコース、コミュニケーションに

よる相互作用、連帯という点に関心を寄せる。

もうひとつは「闘技的民主主義（agonistic democracy）」と呼びうる流

れである。この流れに与するフェミニズムにおいては、政治は恒常的

（
六
八
九
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な構成的紛争として概念化されており、（単数形であれ複数形であれ）ア

イデンティティは、論争・変容・撹乱的誘導に常に脆弱性を示すもの

とされる。闘技的民主主義の流れに位置づけられるフェミニズムでは、

政治的熟議や政治的同盟のための条件を主題にすることも、民主主義

における同意や合意、コミュニケーション能力について理論的議論を

行うこともあまりない。

多様性フェミニズムにおける「アソシエーショナル民主主義」の流

れに位置づけられるヤングは、その基本的問題関心として、性別にか

かわりなく人々を広く包摂しているように見える政治のあり方が、い

かにして特定の人々を「異質な者」として排除しているかという点に

焦点を合わせている（田村 2009: 22）。そして、差異と排除の問題を集合

的意思決定としての政治と関連づけ、その望ましいあり方を模索して

いる。

排除の形態として、ヤングは、外在的排除（external exclusion）と内

在的排除（internal exclusion）を提示する（Young 2000: 5３-55）。外在的排

除とは、特定の個人や集団が討議や意思決定過程の場から排除されて

いる一方で、別の個人や集団に対しては支配的なコントロールを認め

る形態の排除である。内在的排除とは、形式的には討議や意思決定の

場に包摂されている人々が、要求を真剣に取り上げてもらえず、また

対等な敬意をもって扱われていないと感じるようなかたちでの排除で

ある。そこでは、特定の個人や集団の主張や表明は、愚かで単純で考

慮に値しないものとして、他の個人や集団から無視され、退けられ、

見下されるように扱われる。

ヤングは、内在的排除の例として「熟議民主主義」を挙げる。熟議

民主主義についての特定の理解は、主張や提案などの議論に関する政

治的コミュニケーションを制限する傾向があるという。なぜなら、そ

のような熟議民主主義においては、主張や提案にあたって、他者にも

受け入れ可能な理由を示すことを求めるからである。さらにいえば、

熟議民主主義における議論では、語法や様式の面でも内在的排除の傾

（
六
八
八
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向 を 示 す（Young 2000: 56）。 熟 議 民 主 主 義 に お け る 分 節 性

（articulateness）の規範は、論理的つながりが不明確な主張や理由づけ

を低く評価する。公平性（dispassionateness）の規範は、身振り手振りの

表現、感情的な言い方、そして比喩的表現などを評価せずに退けてし

まう。すなわち、何を語ったかではなく、どのように語ったかを理由

にして、特定の人々の主張や提案は真剣な熟慮の場から排除されてし

まう。規律性（orderliness）の規範は、辛辣であったり感情的であるよ

うな言い方は、それが人々の関心を誘発したり重要な点を指摘するの

に効果的であったとしても、議論の場からは排除されてしまう。

熟議民主主義にその傾向が確認される内在的排除を克服するために、

ヤングは、議論の場に「挨拶（greeting）」、「レトリック（rhetoric）」、

「物語（narrative）」という ３ つのコミュニケーション様式を導入する

「コミュニケーション的民主主義（communicative democracy）」を提起す

る（Young 2000: 52-80）。ヤングにとって、包摂性とは、全てのメンバー

が公式的に平等性を認められていること、すなわち外在的排除が解消

されていることのみを意味するものではない。内在的排除を克服する

ことも包摂性には必要なのであり、社会に存在する相違や分断を認め、

さまざまな立場の人々がそれぞれのニーズや利益、意見、考えを表明

することを促進することが極めて重要になる。多様な背景をもつ人々

が討議において自らの意見や考えを表明するためには、分節性、公平

性、規律性の規範に縛られることなく、多様なコミュニケーションの

様式が認められなければならない。

挨拶とは、最も日常的で非政治的なコミュニケーションやジェス

チャーであり、挨拶や握手、ハグ、飲食の提供、本格的な議論に入る

前の世間話などである（Young 2000: 57-62）。挨拶を行うことで、話者は、

相手に話を聴く準備ができており、相手との関係に責任をもつことを

伝える。また、挨拶を行うことで、対立関係にある者同士がその問題

の解決を目指し、異なる他者、とりわけ異なる意見・利害・社会的地

位にある他者を討議に包摂された相手であると認識することができる。

（
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さらに、挨拶を行うことで、生活が全く異なり互いにほとんど分かり

あえないような人や、根本的な部分での利害関係がある人との間でも、

その人の話を真剣に聴き、きちんと応答することが義務付けられるこ

とになる。

レトリックは、次のようなコミュニケーションを含むものである

（Young 2000: 6３-70）。第 1 に、会話は、恐怖、希望、怒り、楽しさ、お

よびその他の感情が表出されるような感情的なトーンの会話である。

第 2 に、直喩、暗喩、駄洒落、提喩などの比喩的な表現、およびその

ような比喩的表現から生まれる態度（ふざけ、ユーモア、皮肉、無表情、

嘲り、厳粛、雄大など）である。第 ３ に、発話に依らない主張のやり方

であり、たとえば、視覚媒体、サインやバナー、街頭デモ、街頭演劇

などである。政治的コミュニケーションにこれらのレトリックを用い

ることによって、議論において次のような効果を得ることができる。

すなわち、ある争点を熟議のアジェンダとすることが可能となり、当

該の状況とそこに含まれる人々にふさわしい方法で主張し議論するこ

とが可能となり、人々を考える段階から最終的な判断の段階へと移行

させる動機づけをもたらすことが可能となる。

ヤングのいう物語（政治的物語）は、一般的な意味での物語とは目的

や聴衆のコンテクストが異なっている（Young 2000: 70-77）。政治的コ

ミュニケーションにおける物語は、人々を楽しませたり、自分語りを

することではなく、主張をするために行われる。すなわち、政治的討

議において、明示や描写、あるいは何かを正当化することが目的であ

る。物語という政治的コミュニケーションによって、全くことなる経

験をもつ人々や重要視する前提が全く異なる人々の間での共通理解を

促進し、差異を超えて議論を深めることを可能にする。

ヤングにとって政治はどのように理解されているのであろうか。ヤ

ングは、政治が集合的意思決定をともなう点を強く意識している（田村

2009: 2３）。そして、内在的排除を乗り越えるコミュニケーション的民主

主義を提起するなかで、意思決定過程においてより多くの人々の主張

（
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や提案が真剣に聞き入れられること、および人々がその意思決定過程

を通じて自身の主張を変容させうる点を強調している。

コミュニケーション的民主主義においては、人々を平等に敬意を

もって尊重することや、排除されていた利益や意見が政治の場に表出

されることは、正義を実現するための民主的コミュニケーションの経

験的かつ重要な資源を提供するものと捉えられる。ヤングは、コミュ

ニケーション的民主主義による包摂性がもつ重要な機能として、異な

るニーズや利益、経験をもち多様な社会的地位にいる他者に自らの主

張を説明することを通じて、人々が、利己的な観点にもとづく言説を

正義の観点にもとづくものに変容させうる点を指摘する（Young 2000: 

115-120, 田村 2009: 24-25）。

ある人が「私はこれを望んでいる」や「この政策は私の利益に合致

している」といった利己的な観点にもとづく主張を行ったとしても、

社会的地位やニーズ、利益、経験が異なる他の人々は容易に受け入れ

るとは限らない。そのような異なる他者に要求を受け入れてもらうた

めには、彼らがもつ背景の多様性を考慮に入れつつ、彼らが理解可能

で受け入れ可能な要求としなければならないであろう。そして、異な

る他者にとって理解可能で受け入れ可能な要求とするためには、自身

の要求を正義の観点に基づいて構成することが求められる。

民主的な討議に異なる社会的地位の人々を包摂し関与させることに

よって、討議に参加する個々人は、自身の意見や考えが全体の中の部

分に過ぎないことを自覚し、意見や考えの偏りを修正する可能性をも

つことになる。自身の意見や考えとかけ離れた他者と意見を交わし討

議することにより、他者が自分をどのように理解しているのか、そし

てどのような関係性と捉えているのかに気付かされることになる。

5 　政治学における「受容的─応答的」思考・言説様式

ここまで、フェミニズムの諸潮流として、リベラル・フェミニズム、

ラディカル・フェミニズム、多様性フェミニズムを取り上げ、それぞ

（
六
八
五
）
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れの議論の概要とそこに見られる政治像の違いを確認してきた。これ

らの議論において、政治を「受容的─応答的」思考・言説様式で捉え

語っている契機を見出すことはできるのであろうか。

リベラル・フェミニズムとラディカル・フェミニズムの議論におい

ては、政治を国家、あるいは権力と抗争という視点で捉えている。そ

うであるとすれば、そこに「受容的─応答的」思考・言説様式の契機

を見出すことは難しいと思われる。リベラル・フェミニズムであれラ

ディカル・フェミニズムであれ、結局は二項対立的な思考様式を土台

としており、我々 vs 彼らという思考様式・言説になっているからであ

る。ヘックマンの議論に従えば、リベラル・フェミニズムは、男性性

／女性性という二項対立を拒否するが、そこでの思考様式・言説は、

公的領域への参加のための政治的権利と法的権利の獲得をめぐる男性

との闘争に彩られており、男性との調和や協奏という側面はあまり見

られない。ラディカル・フェミニズムは、男性性／女性性という二項

対立における優劣を拒否する。そこでの思考様式・言説は、一方の代

価のうえに他方を特権的に扱うことを要求するものであり、家父長制

的な序列化によって構築された男性優位の秩序は倒すべき相手として

見なされる。リベラル・フェミニズムおよびラディカル・フェミニズ

ムにおいては、男性は「調和の対象ではなく、むしろ壊されるべき障

害」と見なされている。

それに対して、多様性フェミニズムの潮流に位置づけられるアソシ

エーショナル民主主義を描く議論においては、政治が「受容的─応答

的」思考・言説様式で捉え語られていると思われる。とくに、ヤング

のコミュニケーション的民主主義の議論は、熟議民主主義において非

合理的、非理性的として退けられるようなコミュニケーション様式の

重要性を指摘し、むしろ積極的に導入することを提案している。すな

わち、挨拶やレトリック、物語というコミュニケーション様式を導入

することで、内在的排除を回避し、多様な背景をもつ人々がお互いに

平等に敬意をもって尊重され、排除されていた利益や意見が政治の場

（
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八
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に表出されることを可能にする。そして、コミュニケーション的民主

主義の意思決定過程においては、人々は、利己的な議論に固執するこ

とから引き剥がされ、自らの視座の偏狭さ・狭隘さに気付かされ、偏

見も是正される可能性が見出される。それゆえ、周縁的な「受容的─

応答的」思考・言説様式を、性差の別なく誰もが受け入れ、それに

よって人々の思考様式と言語そのものが変化し、人々の足場が揺さぶ

られるような契機を、ヤングの議論に見出すことができると思われる。
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アイルランド共和国（１）政府にみる
行政広報の役割

岩　井　義　和

はじめに

現代において、各国政府にはそれぞれ、Public	Relations（以下 PR）

の専門家が必要とされる。なぜなら、複雑化する社会では、国民と政

府の間を結びつける重要な架け橋が必要となり、彼らがそうした役割

を担うからである。日本の場合も、地方自治体では、広報課などが存

在し、行政広報という形で住民との関係づくりを行っている。しかし

国レベルで考えた場合、特に国民との橋渡し役という観点で見ると、

その活動はあまり活発とは言えない状況にある。すなわち、活動の代

表例が一方的な記者会見であり、国民はメディアからの情報を得ると

いうのが大半である。また実際に、行政との距離を考えた場合、これ

は各行政機関のホームページの接触という意味でも、市区町村・都道

府県・国の順番で遠くなっていく。

しかし、実際の行政というものは国と地方自治体との関係は非常に

密接であり、さらに言えば、国の政策によって地方自治体の行政は非

常に影響を受けるものである。言いかえると、国の政策が住民の生活

に直結しているということである。そのため欧米では、政府のPR担

当の職務は、対象である国民との関係に関する技術スキルや組織目的、

公的活動といった多様な側面を擁している。これはPRが伝統的に専

門職として扱われてきたあらわれであり、現在の実務はさらに幅広い

論　説

（
六
八
〇
）

71



ア
イ
ル
ラ
ン
ド
共
和
国
政
府
に
み
る
行
政
広
報
の
役
割
（
岩
井
）

五
三
七

ものになっている。その大きな要因が、政府の意思決定に関して、政

府と国民との間で、PR担当者が介在することによって、コミュニケー

ションを促進していかなければならないという理由からである。具体

的には、国民の権利を擁護し、その要求に応える政策実施が求められ

ているのである。

そうしたことから、本来であるならばPRを担当する人間は、その

組織の文化や政策、その所掌事務、有識者などを十分に理解し、それ

らを結び付けたうえで総合的なコミュニケーションを行っていかなけ

ればならない。つまりこの場合、PR担当者には、相当のコミュニケー

ション・スキルならびにPRの専門的な技術・知識が求められる。し

かもそこには、宣伝のように人を巧みな言葉を使って操るということ

は許されず、だからこそPR倫理が必要となり、PRの名称のもと、法

的制約に基づく行動が求められる。また、人材同様にもう一つ重要と

なってくるのが、最前線となるPR組織の問題である。前述のように、

日本は地方自治体では、広報課を設け、さらに細分化された支所とい

うかたちである意味、住民との距離を近づける努力は行っている。し

かし、これもあくまでも行政側の考えであり、住民にとって身近な行

政と言えるかは疑問が残る。なぜなら、どうしても「行政との距離」

という意味合いでは、その物理的及び精神的距離があり、人はどちら

も行政に対しては身近に感じていないと考えられる。そしてこのこと

は、特に国の政策に関しては、前述の通り地方自治体以上の距離があ

り、生活に密着しているはずにも関わらず、その接点は限られている

と考えられる。

そこで本稿では、アイルランドにおける国民と政府との中間に位置

し、まさに架け橋となっている組織を中心に政府の行政広報について

論じていく。（
六
七
九
）
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⑴　行政と住民の距離

第二次大戦後の民主化のなかで行政広報は導入されたというのが定

説である。しかし、現在までに至る広報の理解不足の背景には地方自

治制度が、中央集権から地方分権へという、官治から自治へと進むこ

とと大きく関係している。すなわち、日本国憲法制定前の 1946（昭和

21）年に、東京都政・府県制・市町村制が改正され、選挙権・被選挙

権が満 20 歳以上の男女に拡充し、住民の直接請求制度、都長官・府県

知事・市町村長の公選が定められた。これは、地方自治でいうならば

まさに住民の権利の拡充であり、非常に重要な出来事である。これこ

そが、当時の日本の民主化というひとつの具体的な出来事であろう

そうした中、わが国の行政広報の誕生は、占領軍の対日政策のもと

に、まさに日本の行政を民主的運営に導くためのPR導入であった。

連合国軍最高司令官総司令部（＝GHQ）は、PRの導入に際して、連合

軍総司令部民間情報教育局（Civil	Information	Education	Office	:	CIEO）の

設置を通じて、その主催で 1947（昭和 22）年の 7月から 10 月にわたっ

てPR講習会を開き、そこで中央官庁職員を対象に、PRの原則と技術

の啓蒙を行っている。この講習会が、わが国で初めての広報講習会で

あり、タイトルは『Principles	&	Techniques	of	Public	Information	 in	

Japan』であり、その記録は『広報の原理と実際』とされた。

この二つの民主化方策をつなげて考えると、自治体では、1947 年 4

月に、住民の直接選挙による都道府県知事が誕生している。そして

GHQは、PRの実践化の推進のために、PRO（Public	Relations	Office）

を都道府県に設置することを示唆している。そこでの示唆は、知事が、

自己の行政を住民に知らせ、また住民の意向を聞いて、できる限り行

政にとり入れるようになることを要求している。

すなわち、このように行政広報（PR）の日本への導入には、アメリ

カというデモクラシーの伝統のある国からの行政機能としてのPR確

立を要請する示唆であった。しかし、日本はそれまでの天皇主権、ま
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して行政においては天皇の官吏というそれまでの背景であった為、PR

とは何かを理解し、その本質をつかむことに苦労している。GHQによ

る示唆に伴い、1947 年から 1949（昭和 24）年にかけて次々とつくられ

た各都道府県のPROの名称は、弘報課・広報課・公聴課・情報課・情

報宣伝室・報道室・情報連絡課・調査室・企画広聴課・県民室など、

さまざまなものであり、PROの機能についての受け止め方に差があっ

たことがわかる。そして、その根本的問題は、2つ考えられる。①広報

手法に通じた人物がいなかったこと、②広報媒体が弱体であったこと

がある。これは、地方分権を推進するうえで、自治体として手探りで

新たな道を切り拓かなければならないという 1つの事例でもあり、知

事は自らの施策を遂行するうえで、住民に対して民主主義そのものの

啓蒙と民主化政策の理解向上を図らなければならないことを意味する。

本来占領軍による行政広報（PR）の確立とは、主として、民主主義

と地方自治の確立であったが、実際には選挙制度とは何か、さらには

民主主義とは何かを知らせる必要があった。すなわち住民に対するお

知らせ活動・教育・伝達を主眼とすることとなり、次第に「行政広報

＝自治体から住民へのお知らせ活動」という意識を浸透させていった

のである。結果として、広く周知徹底させるという意味に重きが置か

れ、広報という用語が組織名としても活動としても定着していくので

ある。しかし、本来PRは公衆関係・公共関係という対市民関係を意

味するものであり、その目的は公衆の理解と信頼を得ることである。

これが現代的問題にまで続いており、行政と市民との距離感が根強く

残っている。

行政活動をPRと考えた場合、特に情報の流通面だけでとらえると

①住民に働きかける側面（広報）、②住民から働きかける側面（広聴）の

両面を持ち合わせて初めて正しい活動を行なっていることとなる。し

かし従来の広報は、行政→住民への一方的な情報の展開で十分と考え、

「広報活動」が重要視されていた。この場合、行政が既に決まった施策

を住民に知らせる目的の広報、いわゆる「お知らせ型広報」の域を出

（
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なかった現実がある。こうした場合の広報の役割は、情報を住民に提

供することが最優先の役割であり、住民に周知すべきと行政が主体と

なって考えた情報である。しかし、行政が住民に自らの意思を伝える

場合（広報活動）、その活動は、住民が求めているものでなければなら

ない。つまり、自治体が住民の意見を聞き、自らの変革・調整を得よ

うという努力、広聴（真摯に市民の声を聴く）が行われなければ全く意味

をもたない。さらに、伝えたい場合を考えても、住民との距離、すな

わち具体的には住民との精神的・物理的距離の問題を無視することは

できない。

実際に近年の行政、特に自治体行政では、「市民が主役」であること

が強調され、市民参加型行政への急速な転換が求められている。都市

化の進む中で住民間での利害関係の複雑多様化、生活環境の悪化、さ

らには迅速に社会問題へ対応しきれない地方行政組織の非合理化など

が、市民参加の契機となっているのである。そうした中、広報・広聴

の役割は自治体活動の中で重要な位置づけとなっている。そして、

様々なメディアの発達により、一見物理的距離・精神的距離は近づい

てきたようには考えられる。

しかし現状の広報活動について考えた場合、広報というお知らせ機

能だけから次第に広聴という機能の重要性が認識されてきたが、広報

と広聴の機能が行政と市民との間のコミュニケーション、すなわちPR

であるという認識は未だ徹底していないように思われる。さらに広報

と広聴の機能にしても、広報が従来の機能として周知徹底しているか

というと疑問がのこる。なぜなら、それはあくまでも行政側が「住民

が聞いていてくれるだろう、見ていてくれるだろう、知っているはず」

という行政側だけの考えが独り歩きしているところが見受けられるか

らである。実際に、防災の面を考えても、必ず問題となるのが広報の

問題と言ってもよい。広報紙などによって確かに知らされているが、

それを住民がどれだけ理解しているかは分からない。これは、行政の

知らせたいことと、市民の知りたいこととの間にギャップがある一方、
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市民の要求や意見が広聴によって吸収され、反映される回路が定着し

ていないことを意味するのである。

もちろん地方公共団体における行政広報が第二次大戦後の日本の地

方行政に導入されて以来の歴史的経過の中で、各地方自治体の政策決

定過程で広報活動に対する、様々な努力がなされ、評価できる部分も

多々ある。しかしその歴史を振り返ると「地域社会の行政需要の充足

を図り、安定した地方自治運営を実現達成しようとする地方自治体は、

これまでに種々の行政施策を策定し、その実施に努力してきた。その

過程における広報活動は、地方自治体の政策を住民に周知徹底せしめ、

また住民の政策要求を反映しようと公聴活動を通じて住民対応体制を

一応は形成してきたのであるが、政策の決定過程への住民要請は、い

わゆる住民参加として地方行政の長い発展の歴史の中で、いま一つ転

換期にある」（2）と言われてから久しくなるが、その具体化が今重要と

なってきている。なぜなら広報活動への取り組みに、種々の創意と工

夫がなされてきたことも事実であり、その技術的側面、特にメディア

の発達により、双方向性の可能性は限りなく近づいた。しかし、実際

にはいわゆる情報共有の道具は手に入れたが、その道具を使い切れて

いないのが事実なのではないだろうか。すなわち、その努力にもかか

わらず、広報に真に期待されている課題の理解が不十分なままなので

ある。だからこそ、情報共有の道具はありつつも、その距離を実際に

縮めたかというとそれなりには成功したかもしれないが、お互いが行

動する情報の共鳴には至っていない。それ故に今日、協働という言葉

がクローズアップされているのである。だからこそ今日的意味の広報

に課された役割を行政と市民両者が再認識し、お互いの精神的、物理

的距離の短縮を考える必要がある。

なぜなら協働とは、従来型の行政によって決定したことによる地方

自治体の計画や政策に基づく発展を意味しない。行政とともに民間の

企画や計画に基づく発展を生み出していく活動であり、ここではお互

いの行動が重要となる。すなわち、行政側が発信した情報に市民が反
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応する必要性がある。これは、「住民が聞いていてくれるだろう、見て

いてくれるだろう、知っているはず」という思い込みではなしえない

ものである。さらにメディアに関していうならば、「新しいメディアな

ら住民に周知でき、反応してくれる」では駄目である。そしてこの場

合、重要となるのが反応の中には行政の意見を批判することも含まれ、

これをいかに調整していくかが大きな問題となる。ここにPRのマネ

ジメント機能があり、これを従来のように、切り捨てていれば協働は

なしえない。なぜならば、この批判も市民側のひとつの反応、あるい

は行動であり、お互いの行動を協同し繰り返すことが協働となり、こ

の一方を遮断すれば協働を否定することになるからである。

地域社会の発展のすべてにわたって行政がこれを実施するものでは

なく、市民とともに望ましい方向に進む役割こそが行政の現代的な課

題であり、そのためのPRをいかに実施していくかが地方自治体行政

には求められているのである。そしてここで重要となるのが、PR機能

の理解でありその活動、すなわち広報・広聴をいかに行っていくかで

ある。言いかえれば、行政PRによって、いかに市民と同じベクトル

の方向へ向かい、合意形成に近づく努力ができるかである（3）。そして

実はこのことは、PRにおける住民への周知機能の再検討の議論でもあ

る。それは周知機能だけではなく、いわゆる広報活動によって行政が

地域社会の発展を望ましい方向へ導く状況づくりという距離をいかに

縮めていけるかの問題である。前述の通り、地域社会の発展は、その

すべてが公共行政としての地方行政の遂行によって達せられるもので

はなく、住民自身の活動と努力、さらには行政との協働によって成し

遂げられる部分もあるという自覚を促し、その成し遂げられるべき分

野や行政のサポートも多いという認識をいかに広報活動によって伝え、

行動まで結び付け、定着させることができるかという互いの意識及び、

距離の問題といえる。

現在行政において、広報活動は、その社会状況を分析し、それを行

政情報に加工、提供し、望ましい住民生活の向上や地域社会の発展の

（
六
七
四
）
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ための方向づけを本来的に担っており、広報の中枢的な役割と考える。

これは行政にとって、広報が行政組織の一つの窓口部門としてではな

く、広く行政の地域経営の命運を左右する機能を発揮する役目を果た

しているかの問題である。したがって広報活動は、行政と市民の距離

を考えた場合、行政各部門の方向づけを統合して、それを住民へ周知

徹底しながら、さらには住民との距離をいかに縮める努力を行うかを

検討し、地域社会の向上に住民自身の努力を促進していく役割を果た

さなければならいといえる。

⑵　行政広報の社会化の問題

このことは別の側面から考えると、まさに住民の主体的参加による

地域社会の発展と大きく関係する問題である。いわば将来の地域の方

向性をデザイン誘導し、先導する行政を広報活動によって行うからで

ある。そのためにはもちろん、行政需要の的確な把握と分析、すなわ

ち広聴を的確に行い、そのうえで広報の素材が形成されなければなら

ない。その素材、すなわち現代社会における解決策などの判断材料、

あるいは住民が求める情報内容を的確に用意し、将来への方向性を行

政の内容として確立していかねばならない。だからこそここに広報担

当者の専門性が要請される。つまり行政広報が住民と行政との間で中

立性を保ち、公式・正確という形での広報活動でなければならないと

いうことである。それほど、行政広報は責任と倫理を伴うものである。

したがって行政の広報活動は、主に広報担当者の仕事となるわけだ

が、ここに専門職としての位置づけを行い、いかに全庁的なものとし

て行っていくかが問題となる。ここに各原課と広報専担組織との間の

リレーションシップ、つまりPRの内部関係の問題がある。とかくPR

となると狭義の行政広報、すなわち外部関係との関連で考えられがち

だが、もう一つ重要になるのは組織内での連係プレーの緊密性であり、

組織内でのネットワークづくりである。これは言いかえれば、組織内

（
六
七
三
）
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での協力者づくりであり、これがないからこそ、それぞれの部署ごと

の対応という、いわゆるセクショナリズムとして住民側からは批判さ

れ、さらには総合的な地域としての方向性を示すことは困難である。

だからこそこのような機能としての広報に対する首長の理解が問題と

なり、ここに地域の基本構想という、いわゆる首長によって地域の方

向性は示したものの、その方向に住民が向いているか、あるいはその

方向性を的確に知っているかといった問題が出てくるのである。これ

はPR組織の位置づけの問題となり、本稿で詳細は述べないが、首長

などトップ・マネジメント階層が立案する基本構想・基本計画は、ま

さに行政の望ましき姿なり、地域社会の将来の方向づけを行うもので

ある。そしてそれを実施するための具体化への取り組みが行われてい

く訳だが、これは実は、PR戦略・戦術と重なる部分、あるいは本来は

PR戦略をもって立案されるべきものであり、住民の望む良き方向性で

なければ意味がない基本構想となる。だからこそ、PR担当組織はトッ

プ・マネジメントに組み込まれ首長を補佐する重要な組織上の位置づ

けがなされなければならない。この位置づけがなされないが故に、実

は行政と住民の距離、あるいは行政が行う広報というものが、一般的

にその重要性が認められていない要因となり、現実に行政の広報活動

によって影響を受けて地域の方向性なりを住民が自覚、あるいは反応

しているか分からないという状況なのである。従って住民が行動して

も、そこでは従来型の広報（お知らせ）によって、住民が動いたケース

が多く、住民の自発的な行動や持続的に活動するためのマネジメント

を行政・市民協働で行っているとは言い難い状況といえる。すなわち、

行政主導型の協働が多数見られ、住民主導型の協働が少ないというこ

とである（4）。だからこそ行政における広報に課せられた役割を、その

住民との距離とともに再考しなければならないと考える。

行政広報はあくまでも行政についての広報の枠組みを出るものでは

ない。だからこそ、広報内容が受け手側の住民に提供されると、その

行政情報は公式・正確な情報として市民には受け取られ、社会性を帯

（
六
七
二
）
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びることに留意しなければならない。実際に、昨今の状況をみると多

くのフェイクニュースがあふれ状況下では、まさに政府の発信する情

報の公式・正確性はより重要であり、だからこそ検討すべき問題であ

る。すなわち、広報のマネジメントをいかに行っていくか、これは行

政広報の今後、特に情報発信の社会性を政府としていかに位置づけて

いくかということである。このことは、行政と市民の距離との問題に

もつながるものである。一見SNSなどによって近づいたようには見え

るが、それが公式・正確性を帯びているかは、大きな問題であり、拡

散の可能性も含め、いかに公式・正確性を担保しつつ、社会性を帯び

た行政広報として情報を発信しいくかという、近々の問題である。

この問題とは、従来からの広報の社会化、すなわち生活に密着した

広報の要請というものを、さらに一歩進めた広報の社会化の要請であ

る。それは従来の社会化に加え、市民との距離・公式・正確性を備え

た広報の社会化であり、さらに行政広報に課せられた現代的使命であ

る。なぜならこの社会化がない広報は地域社会に定着していないとい

わざるをえない。民間企業の広報・広告活動は、不特定多数の消費者

等を対象として極めて大きな影響力を持つが故に、広報の社会化を保

つために、時代に応じた様々な努力・手法・戦略が使われている。そ

れは時代とともに対象である消費者、社会が変化してきているからで

ある。インスタ映えという言葉が流行語となる時代、様々な企業が

マーケティングの手法で取り入れているのもその表れである。行政の

広報も、その点ではその時代の社会・対象を考え変化させて新たな社

会性をもった行政広報を検討すべきである。

ところが、行政広報は民間と比較するとその社会化に顕著さがなく、

新しいメディアが出てくればそれに飛びつく程度で、行政側の広報と

しての次元でのみ受けとめられているに過ぎない。すなわち、行政の

都合、あるいは他がやっているから同じように行う程度で、その根本

にあるはずの、「住民のため」「住民の求める」という視点は乏しく、

そのため行政広報に対する住民の注視力は低調と言わざるを得ない。

（
六
七
一
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つまり現在の行政広報が、住民の日常生活と密接に結合しておらず、

そのことは行政自体の社会化・日常化への努力の欠落、あるいはだか

らこそ後追い行政と揶揄されてしまうところでもある。本来、行政は

住民の日常生活と密接不可分であるはずであり、広聴によって社会を

知り、それを行政活動に反映させていくべきものである。都市化など

によって生活構造は変化したが、その変化に対応せずにいた結果、行

政広報への注視力はますます散漫化していると考える。事実、新しい

メディアを導入、あるいは指針は作るものの、果たしてそれを住民が

どのように捉えているかは疑問が残る。東日本大震災では、ソーシャ

ルメディアがクローズアップされ、行政機関は情報の更新をタイム

リーに提供でき、その拡散力による情報伝播力に着目し、以降行政情

報を多くの国民に迅速に提供できると考え、その利用を開始している。

「こうした中、近年、一般市民がソーシャル・ネットワーキング・サー

ビス（SNS）を活用し、時々刻々と変化する情報を数多く発信していま

す。これらSNSにより発信される情報は、災害現場又はその近辺から

の発信である場合や、災害発生直後、場合によっては災害発生前後の

時間経過に合わせて発信される等、臨場感、即時性を有する貴重な情

報源であると言えます。このため、SNSにより発信される情報を上手

に収集・分析し活用することにより、市民に対する避難指示や被災者

への支援等に関し、より効果的な対応に繋げることができると考えら

れる」（5）としている。これは、ある意味では距離を縮めた部分が増し

たという点で評価できる。しかし、前述のように公式・正確という側

面ではどうだろうか。例えば職員個人の場合、これは明らかに公式と

は言えない。さらに首長の個人での発信はどうであろうか。これもま

た、選挙に落選した時点で公人ではなくなることを考えれば明らかに

公式・正確とは言い難い。

さらに、コストの面だけに着目すれば、SNSは民間企業が提供して

いるツールのため、行政には非常にメリットがある。しかし「ソー

シャルメディアは、民間企業が提供する無料ツールであるため、情報

（
六
七
〇
）
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システム全体の信頼性やセキュリティの面の問題の発生がある可能性

がある。例えば、アクセスの集中によりサイトにつながらない、予告

なしでサービスが使えなくなるなど」（7）の指摘がすでになされている。

そうした中、内閣官房 IT総合戦略室は、平成 27 年 7 月（ 8）に、地方自

治体によるSNS活用を促進するため、SNSを活用した情報検索用語

集を作成し公表している。まさにメディアの使用目的が先に来ていて、

行政の都合がうかがえる。なぜなら、ソーシャルメディアは、前述の

ように様々な問題があり、運用の仕方、あるいは利用ガイド・ライン

の策定がなされているとは言い難い。つまり、公式・正確の基準が曖

昧であり、これは国民目線からはずれている。だからこそ組織内部・

外部にむけたガイド・ラインを作成し、デマなどを防ぐことを目標と

することを忘れてはならないのである。そうでなければ、一瞬にして

行政に対する信頼は失われて、行政と市民の距離はかけ離れたものに

なってしまう。ただの効率性ではなく、ここに行政の「公益」の部分

があり、いかに公益にかなう形で広報できるかを考えるべきである。

これは行政広報の社会性の貧困が、結局は前述したようにすぐに新

しいメディアに飛びつくという姿勢を醸成するといえる。新しいメ

ディアを検討し、使用することは重要ではある。しかし行政広報の社

図 １　SNSのメリット（ ６）

出所	：内閣官房	情報通信技術（IT）総合戦略室平成 26『防災・減災における
SNS等の民間情報の活用等に関する検討会報告書（案）の概要』に基づき
筆者作成

（
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会性なり、社会化とはいかなるものかを考えた場合、それは、広報が

住民の生活の基軸となり、人々の生活のガイド・ラインとしての機能

を果たすことであり、そのためには、公式・正確を伴う公共性を決し

て忘れてはならない。そしてこれを加味したうえで、広報の効果が住

民生活に真に浸透させる必要がある。なぜならとかくソーシャルメ

ディアは、災害対策として検討されがちだが、災害に対する知識・理

解がまず前提であり、これらはメディアの問題ではなく、行政広報の

社会化の問題であり、すなわち情報が住民生活に真に浸透しているか

の問題である。したがって、行政広報は社会的価値を生むという非常

に重要な役割を果たすことが必要なのである。ここに行政広報の社会

的責任があるのである。逆説的には、社会的責任を負っていない行政

広報は、広報として評価できない。

⑶　国民と行政広報

広報は元来PRであり、広報の社会性、社会化という状況は、行政

広報の枠組みを超えたものではない。つまりPRである以上、現在ま

での行政の広報の枠組みを超えた領域での効果の検討とは、行政が公

共性、あるいは公正性をもって活動する以上、広報の結果や成果も同

じく公共的であり、正確でなければならない事を意味する。ここに住

民との関係性を作り上げる行政広報の意義があり、だからこそここに

社会性を検討することは当然である。したがって広報活動において、

いままでのような社会性ではなく、PRとしての機能が重視されねばな

らないのである。こうした行政にとっての行政広報＝PRの再認識の

欠如は、結局、広報を単に従来型の行政活動の一貫としてのみ理解し、

庁内のマネジメントとの連動ではなく、対外的なとりあえずのお知ら

せ活動としてのみの活動に終始してきた結果であり、広報の役割は発

揮されていない。

行政広報＝PRが行政の一方的な活動であって良いはずがない。PR

（
六
六
八
）
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とは、すなわち、住民と行政との善意友好の関係を設定するものであ

り、だからこそ広報活動に住民がかかわること、さらに住民のために

あることは当然のことだといえる。現在、住民参加、あるいは協働が

円滑に行われているといえない理由がここにある。

そもそも日本の広報活動に対する理解は、前述のようにその歴史的

問題もあるが、効果を得るということを目指して情報を対象に向けて

送信するという具体的行為のイメージが強い。しかしこうした対外的

に情報を発信する活動と同時に、行政の正確な判断と、軌道修正、適

切な再送信に役立つように、外部の環境変化や社会からの要請を知り、

その調査や分析を行なうなど、広く外部から情報を集める活動がある。

これこそが、広報主体としての環境認識能力の必要性であり、「行政広

報におけるコミュニケーション戦略にとどまらず、行政パフォーマン

スと連動するコミュニケーション戦略をいかに作っていくかも大きな

問題であり、既存の仕組みにとどまるのではなく、現在の行政環境変

化に対応する行動変化を行政が考える必要がある」（9）。すなわち、行

政は自分たち組織の置かれた状況を認識し、内容・メディア選択をそ

の都度考えていかなければならないのである。情報活動という点でい

うならば、広報には車の両輪のごとしといわれる「広報」における発

表する・送信する広報活動（狭義の広報）と、耳を傾ける・調査する

「広聴活動」とがある。そして、現在求められている広報は、広聴を含

む広義の「広報」に、さらにマネジメント機能を加え、まさに住民と

の関係性をその都度 “調整すること ”が求められているのである。

実際に我々が行っているコミュニケーションは、一方的な流れでは

なく、双方向の情報交換・交流によって当事者間の理解に達する活動

である。ここに人ではなく組織が登場することによって、このコミュ

ニケーションが困難な状況になった。すなわち、これが一方的で強力

な流れをもつメディアを使用する広報活動というものであり、だから

こそできるだけ逆の流れを確保し、社会からの意見や考え方を聞き入

れる工夫が必要となると言われてきた。このコミュニケーション活動

（
六
六
七
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に関する議論は、双方向 :two-way であるが、マス・コミュニケーショ

ンの発達に伴い、一方向 :one-way の状況が生れ、そうした状況下では、

情報が大量に伝えられるマス・コミュニケーションと、市民同士の

パーソナル・コミュニケーションの間の中間的コミュニケーションが

自ずと必要となってくる。それは言いかえれば、行政・市民の共通の

関心領域に必要なコミュニケーション機能の要請であった。すなわち、

このコミュニケーション機能の要請とは、市民の日常生活に活かすこ

とができる情報の共有であり、行政と市民生活の距離の短縮の要請で

あった。そこでは既存のマス・メディアでは、広く市民の意見を吸い

上げることは不可能に近く、不十分である。言ってしまえば、マス・

メディアの発達が市民レベルでの情報の流通を阻んだ要因とし、必要

とされるのは、行政と市民の情報の共有と、行政に対して市民が意見

を広く表現出来るコミュニケーションというものである。つまりこの

コミュニケーションとは、行政・市民相互が共通の意識をもち、社会

内部で直面した問題について、お互いが意見を述べるためのコミュニ

ケーション回路の問題であり、ここにコミュニケーション活動として

の行政広報の意義が強調されている。しかしながら、ここにメディア

の発達が加わると、前述のように現在は双方向性のメディアが発達し、

さらに行政・市民の情報共有に関するメディアは整ってきている。し

かし、行政と市民との距離が縮まったかというとそこには疑問が残り、

さらにお互いの行動を伴う、協働、共鳴の部分は未発達と言わざるを

得ない。ここでもやはり、ただ単に新しいメディアに飛びつき、真の

国民との距離は忘れ去られ、行政広報の意義も抜け落ちているのである。

行政の政策決定への住民意思の反映と政策実施過程へのそれが要請

される現在、住民による行政参加に占める行政広報＝PRの比重は増

大している。行政広報は、組織内に向って広聴によって得た民衆の意

向を分析・伝達し、行政自身の方向性を決定、時には修正を行ない、

外に向っては行政の意思を様々な表現手段を用いて住民に伝達する活

動を担っている。これをさらに前進させるため、真の社会化、すなわ

（
六
六
六
）
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ち広報活動を生活の基軸とする形で住民を登場させ、あるいはそこか

ら住民参加・協働に近づけていくことを検討すべきである。住民不在

の広報は行政広報ではなく、単なる行政の自己満足のお知らせであり、

広報の計画・作成の過程で、住民との精神的・物理的距離をなんらか

の形で縮め、住民が参画する広報が求められ、そして積極的に行政・

住民の意思を直接表明する “場 ”としての広聴が実現してこそ、市民・

行政のお互いの参加による行政広報が確立する。

もちろん、このことは簡単になしうることではない。しかしながら、

その努力は必要である。すなわち、広報活動を市民参加のひとつの形

態と考え、広報活動の結果からフィード・バックされる市民の要求や

意思を行政に反映させるための参加の装置をどう設定するかを検討す

る必要性がある。この場合、市民一般は行政技術の素人であり、専門

的な行政、さらには行政情報を知らない。このような市民を行政に参

画してもらう、いわば参加技術を開発する必要があるのである。これ

は住民の参加による広報を実現する場合、市民を行政に参画してもら

う、いわば参加技術の開発となるが、距離の問題や生活の基軸という

言葉を考えた場合、そのまさに第一歩として、行政に関わってもらう、

あるいは行政サービスの受け方など、行政との接触としての第一歩が

重要となる。そして、そうした意味での組織、権限、要員等を検討要

素として、行政への参加につなげる、効果的な広報方式の検討が必要

と考える。参加による広報とは、言葉だけの住民の参画する広報だけ

ではなく、住民によって行政が使われ、さらにそこに不都合がある場

合、直接要求が語られ、説明を受け納得しない場合は、他の機関も含

め、直接国民が行政の監視する機能も合わせ持つものとして期待され

る。すなわち、広報の技術指向の傾向の中にあって、参加指向、ある

いは市民の行動を軽視する実態上の問題を払しょくするため、まさに

直接の機会をいかに行政側が提供していくかという問題である。まさ

に、このことは、実は行政が一番苦手としてきた部分である（10）。すな

わち、いかに市民とコミュニケーションをしないか、いかに自分の考

（
六
六
五
）
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えのままの方向性でいくかという従来型の行政からの脱却であり、そ

れこそが現代に求められる行政の説明責任（11）である。そこには、もち

ろん市民側からの批判も加わることになる。これを避けていたのが、

従来型の行政であり、ここに行政のマネジメント能力がいかに発揮で

きるかが現在問われており、これがなされない限り、真の協働はあり

えないと考える。その意味で、行政と市民の距離を物理的・精神的に

近づける努力として、その場が重要となってくる。

⑷　市民の責任と情報サービス

現在政府は、社会のあらゆる側面に関係しており、本来そのほぼす

べての局面においてPRに依存するか、あるいは密接に連携することで、

対象とのコミュニケーションを図っている。そして、その主な目的と

して、少なくとも以下の 7つの項目にまとめられる（12）。

1 、有権者に政府機関の活動に伝える。

2、国家プログラム（投票、舗道のリサイクリング）への積極的な協力や、

規制プログラム（シートベルトの着用義務、禁煙条例）を順守すること

を確実にする。

3、制定した政策やプログラムをパブリックが支援するよう育成する。

例えば、国勢調査への協力、近隣による犯罪監視活動や個人の健康

キャンペーン、災害救援活動支援など。

4、政府閣僚に対してパブリックの主張を伝える。例えば、世論を意

思決定者に伝達する、組織内の公共問題を管理する、一般人が政府

関係者に面会できるよう奨励する。

5、内部のために情報を管理する。例えば、職員向けの組織に焦点を

絞ったニュースレターや電子掲示板、組織のインターネット・サイ

トのコンテンツ。

6、メディア・リレーションズを円滑にする。具体的には、地方報道

（
六
六
四
）
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機関との関係を維持することやあらゆるメディアからの照会に組織

の窓口として対応すること、そして組織自体や、その方針を報道機

関に知ってもらう。

7、コミュニティと国家の建設。政府が後援する国民健康キャンペー

ンやその他の国民安全保障プログラムを利用し、各種の社会プログ

ラムや開発プログラムを促進する。

以上のように、政府のPRの基本的仕事は、特に情報を伝えること

とされる。そしてこの 7つを見ると、やはり非常に重要かつ膨大な範

囲にその役割や責任が及んでおり、政府外だけではなく、政府内外の

人々との継続的かつ持続的な関係づくりのため、確実に情報の流れを

保つ、すなわちコミュニケーションの流れを確保していくことが重要

視されている。さらに現在のようなグローバル化の時代では、国内だ

けではなく、国外へのコミュニケーション対策も必要となり、この場

合はさらにその対象は複雑なものとなり、その国なりの文化・社会背

景や制約なども含めて活動は行われなければならない。

さらにコミュニケーションの規模を考えると、大規模な活動として

組織や国に対してだけでなく、一人の対象に対する行政サービスの情

報提供までと、その範囲は多岐にわたるのものである。しかも、ここ

でもただ単に組織外という考えではなく、組織内外が強調されること

で、いかにマネジメント機能を果たすかが問題となる。具体的には、

国・地方関係であれば、国の政策や予算によって地方は影響を受ける。

また、行政自体を考えれば、まさに外部からの影響、すなわち議会・

住民・関係団体の意向を無視してはならない。すなわち、これらの対

象との調整が重要となり、ここにPR＝広聴・広報・調整の諸要因が

ある。そしていずれの場合も、Public である対象に、その活動や行政

サービスについて情報を伝えることが重要となる。すなわち、ここに

情報サービスという大きなキーワードがあり、とかく日本ではこの情

報サービスは情報伝達を意味し、ここに従来の広報への理解とされる

（
六
六
三
）
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「お知らせ」の理解にとどまる原因がある。PRにおける情報サービス

を考えた場合、単なる情報伝達ではなく、対象である人々に影響を与

えるものでなければならない。だからこそ、海外に対して、自国と同

じ考えのもとで情報伝達を行った場合、そこでは対立関係を生み出す

可能性が含まれるのである。本稿では、対国外について言及はしない

が、影響を受ける情報サービスこそが、まさに広報の社会化であると

考える。広報によって影響を受けるということは、そこでは生活との

関連があるとの理解があり、ここに生活の基軸としての広報が生まれ、

だからこそなおさら公式性・正確性をもった形で行政における情報

サービスは行われなければならない。

前述のように、現代において市民は市民としての責任と義務に関す

る知識を身につけ行動する必要がある。そのためには、その知識等を

広げる必要がある。これは行政が提供するサービス、あるいは規制行

政にしても同じことが言え、これらをまずは周知徹底することが求め

られるが、ここで社会化された広報、すなわち従来の情報サービスと

とらえ、ただ単に情報伝達だけのいわゆるキャンペーンを行っていて

も、そこではある意味効果は限定的になり、いわゆる「知っているは

ず」「分かっているはず」というものになってしまう。

例えば、予防接種がその良い例である。2005（平成 17 年）年 7月 29

日、予防接種法施行令の一部を改正する政令が公布され（13）、2006 年

（平成 18 年）4 月 1 日以降、（ア）麻疹及び風疹の第 1期の予防接種は、、

麻疹・風疹混合ワクチン（MR）ワクチンにより、生後 12 カ月から生後

24 カ月に至るまでの間にある者に対し、1回行う、（イ）第 2期の予防

接種は、MRワクチンにより、5歳以上 7歳未満の者であって小学校就

学の始期に達する日の 1年前の日から当該始期に達する日の前日まで

の間にある者（小学校就学前 1年間にある者）に対し、1回行う、そして、

2006 年 3 月 31 日以前に麻疹又は風疹に係る定期の予防接種を受けた者

については、前項ア . 及びイ . にかかわらず、第 1期及び第 2期のMR

ワクチンの対象者とはならないとしている。すなわち、3月 31 日まで

（
六
六
二
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に受けたものは、第 2回目は公費負担にならないということである。

この2006年 4月 1日から、麻しん・風しん混合ワクチン（MRワクチン）

に一本化するとともに、従来の 1回から「2回接種」に変更されたこと

は、それ自体は良いことであるが、この改正では、第 2期のMRワク

チンの接種（小学校就学前の 1年間に接種）を受けられるのは、「生後 12

〜 24 ヶ月の間に第 1期のMRワクチンを受けた児童」だけとなったの

である。すなわち、麻しん単独か、風しん単独のワクチンを受けた児

童や、麻疹あるいは、風疹を既に罹患してしまった児童は、第 2期の

MRワクチン接種の対象外となってしまうため、大きな矛盾点として

批判の的になるのはあたりまえである。実際に、良心的な病院は、4月

1日以降に接種することを進めていたが、行政はその逆で、4月 1日改

正されるのでなるべく早く接種するようにと、郵送で通知したところ

もある。また、メディアもこの件をとりあげ、早期の接種を促してい

た。これは、まさに国民のための政策とは言えず、また国民のための

情報サービスではない。結局批判にさらされ厚生労働省は、2006 年 6

月 2 日施行で、以上のような児童も、第 2期のMRワクチンの対象と

することに決め、予防接種法施行令の一部を改正する政令を再び出す

結果となっている。すなわち、4月の改正では、麻疹及び風疹の単独

（単抗原）ワクチンを既に接種した児童は、第 2期の定期予防接種の対

象とはされていなかったが、2か月後の改正により、第 2期の接種が受

けられるようになったのである（14）。この変更は良い方向へと向かった

わけだが、2006 年 4 月から麻疹・風疹の予防接種が混合ワクチン（MR

ワクチン）の 2回接種に変更になったばかりのものが、変更から 2カ月

で、また制度が変更されたということであり、現場はもちろんのこと、

このサービスを受ける側の住民は混乱するのは必然である。まさに、

国民の立場に立った政策を、初めから決めるべきだったと考える。な

ぜならば、最初の公付以前に、日本小児科学会からは以下の要望が厚

生労働省に出されている（15）。

（
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六
一
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麻疹及び風疹定期予防接種の 2回接種の導入および
その接種スケジュールについての要望

感染症発生動向調査によれば、過去 10 年間には年間約 1〜 3万人の麻疹患
者が報告されてきましたが、各方面の理解と努力により平成 15 年は 8,285 件、
平成 16 年は 1,554 件（暫定値）と、患者報告数は減少傾向にあり、推計値も
数年前における年間 20 − 30 万人から、年間 1− 2万人まで減少しておりま
す。しかし、すでに麻疹Elimination をほぼ達成した米国、韓国等と比較すれ
ば、依然として、数多くの患者が発生している状況にあります。このため、
今後も麻しん予防接種の一層の推進に各関係機関、関係者が努力すべきであ
ります。一方、患者数減少に伴い野生ウイルスによるブースター効果が弱ま
り予防接種によって付与された免疫力の低下が今後生ずることが予測される
こと、及び接種率の増加に伴って primary	vaccine	failure	も蓄積されること
から、さらなる麻疹発生数の減少のためにはWHOが推奨する高い接種率の
維持に加えて複数回のワクチン接種を導入することを、我が国においても実
施する段階に達していると考えられます。
風疹の予防接種は、風疹流行を阻止し、妊婦感染を防ぐという考え方に基
づき、現在「生後 12 月から生後 90 月に至るまでの間にある者」を対象に接
種が行われています。この制度への経過措置として、昭和 54 年 4 月 2 日から
昭和 62 年 10 月 1 日生まれの者は、平成 15 年 9 月 30 日までは定期予防接種
の対象とされました。しかし、経過措置対象者を中心に若年成人の間で風疹
抗体を持たない者が少なからず存在しており、いったん風疹が流行した場合
にはその影響を受けた先天性風疹症候群（CRS）の発生が懸念されています。
平成 16 年にはCRSが年間 10 例報告され、風疹対策の強化が行われていると
ころです。CRSの発生阻止のためには、流行の発生を阻止すること、すなわ
ち風疹の排除が不可欠です。麻疹と同様、わが国においても風疹排除を目標
としてさらなる対策の強化を図るべきであり、このため、麻疹と共に風疹予
防接種の 2回接種を導入し、より強固な集団免疫の獲得を目指す必要がある
と考えられます。
これらの点から、当学会は国の提案である麻疹・風疹ワクチンの定期接種
としての 2回導入について全面的に賛成するものであります。
しかしその実施に当たり、国の提案される 1期月齢 12 − 18 ヶ月、2期就

学 6 ヶ月前の短い期間に限定することには、強く反対するものであります。
その理由は、極めて狭い範囲のみ定期接種と限定することは、その範囲にお
ける被接種者数は現在よりも向上することが期待され、またそのように努力
すべきであることは理解されますが、一方では、狭い期間に限定された範囲
では医学的理由などから接種できなかった者、うっかりを含めて接種漏れと
なった者などの感受性者の集積、そしてその間での麻疹の発生の持続が危惧
されるからで「子どもに対して優しい」感染予防対策と言えるものでは到底
ありません。またWHOは、elimination 達成のためには、免疫保有 95％以上

（
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の維持が必要であるとしていますが、この目標への到達も国の提案方式では
困難になることが予測されます。ことに elimination 達成には多くの国ではあ
る時期での一斉投与（catch	up	campaign）が必要であるとされますが、我が
国では制度上これを行うのはおそらく困難であると考えられ、したがって
elimination を目標とする以上、定期接種での高い接種率の維持をいかに実施
するか最大限配慮していく必要があります。
これらの点より実施にあたって、国案に代わり以下の提案を致します。
1．麻しんおよび風しんワクチンの接種においては、予防接種法施行令で定
める対象者は、1期月齢 12 ヶ月− 24 ヶ月に達するまで、2期月齢 60 ヶ月
− 90 ヶ月に達するまでとし、1期は 12 − 15 ヶ月の間に、2期は就学 6ヶ
月前から就学までの間に終了することを強く勧める。
2．これらの接種を、何らかの理由で接種し損ねていることが判明した場合、
保護者および接種者がこれを受けやすくできるような方策を配慮し、麻疹
elimination の方針を尊重する。
3．接種にあたっては、1）現在承認申請中の麻しん・風しん混合（MR）ワ
クチンを 2回接種、2）麻しんワクチンと風しんワクチンを同時に接種、3）
麻しんワクチン接種後 27 日以上あけて風しんワクチンを接種する　などの
方法が考えられ、保護者による選択を当面可能にする。
4．未接種者のチェック、それらに対するワクチン接種機会の提供は、1歳
半健診、就学時健診および就学時などを最大限活用する

以上、日本小児科学会は我が国および世界における重要な課題である麻疹、
風疹対策の一環として、上記の 4点を我が国に於いて実施にあたっての考え
方として検討して頂くことを要望いたします。

また、現場である地方公共団体の対応は、三重県感染情報センター（16）

の当時のホームページを見ると以下になる。

麻疹風疹混合ワクチンの 2回接種制度の導入（平成 １8 年 ４ 月 １ 日～）に加え、
麻疹、風疹単抗原ワクチンの接種も追加導入（同年 ６月 2日～）されました。

（2005 年 9 月 28 日）
（2006 年 4 月修正）
（2006 年 6 月修正）

麻疹（はしか）と風疹（三日はしか）の対策を一層強化するため、定期の
予防接種制度（予防接種法に位置づけられている制度）として、平成 18 年 4
月 1 日から麻疹・風疹混合ワクチンの 2回接種が導入されましたが、これに

（
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加えて、平成 18 年 6 月 2 日から麻疹、風疹単抗原ワクチンの個別接種も追加
導入されました。

①　麻疹や風疹は幼児期早期にかかってしまうことが多いため、麻疹と風疹の
予防接種は、お母さんからの免疫がなくなる生後 12 月以降なるべく早期に接
種することが、お子様自身の予防だけでなく、社会全体の感染症の予防（ま
ん延防止）のため大変重要です。
②　平成 18 年 3 月までは、生後 12 月から 90 月の間に、麻疹ワクチンと風疹ワ
クチンを 1度ずつ接種するという制度でしたが、平成 18 年 4 月からは乾燥弱
毒生麻疹風疹混合ワクチン（ＭＲ混合ワクチンと呼ばれています）を使用す
ることで、麻疹と風疹の予防接種は一度で済むようになりました。
③　また、より高い予防効果を得るためには、2回接種を新たな制度として導
入し、お子様がより大きな集団生活（小学校）を始める前に接種することが
望ましいため、小学校就学前の1年間に2回目の接種を行うことになりました。

④　しかしながら、上記の制度は、定期の予防接種として適用されるのはＭＲ
混合ワクチンのみで、従来の麻疹、風疹単抗原ワクチンは除外されていまし
た。
⑤　今回の改正（平成 18 年 6 月 2 日施行）により、麻疹、風疹単抗原ワクチン
のいずれか一方の接種を受けたお子様、あるいは麻疹、風疹のいずれか一方
に罹患したことのあるお子様も、定期の予防接種として、当該他方の単抗原
ワクチンの接種を受けることができるようになりました。
⑥　なお、麻疹と風疹の双方の予防接種率の確保と向上、接種を受けるお子様
の利便性、経済的肉体的負担の軽減等の観点から、上記⑤に掲げるお子様を
除き、ＭＲ混合ワクチンの接種が勧奨されることに何ら変更はありません。
⑦　詳細については、お住まいの市町役場予防接種担当窓口にお尋ねください。

このように見てくると、果たして、政府は専門家の意見を聞き、当

初から国民の声を尊重したマネジメントを行ったであろうか。さらに

言えば、行政情報を提供する三重県を見ても、一応変更の知らせは伝

達しているものの、詳細は窓口という、まさに「人」と「場」という、

いわば人間メディアという精神的にフィード・バックを受けやすいメ

ディア、そして窓口というまさに行政への入り口という距離を選ぶこ

とで対処している。ここに、まさに行政広報＝PR、さらには行政広報

の社会化の問題があり、ただ単に「知っているはず」「分かっているは

ず」、さらには「自分たちは国民のために行動した」という一方的な形

ではなく、行政・市民相互の行動をトータルに導く、市民側から言え

（
六
五
八
）
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ば生活の基軸となり、行政側からすれば、まさに行政活動に理解を得

るようなPR活動、情報サービスが必要になるのである。

⑸　アイルランドCitizens	Information	Board（市民情報提供局）

そうした中、アイルランドではまさに「人」と「場」という、いわ

ば人間メディアという精神的にフィード・バックを受けやすいメディ

ア、そして窓口という行政への入り口という距離を短縮させる役割を

担っている部署としてCitizens	Information	Board（以下CIB）がある。

CIBは、社会サービスとその権利に関する情報提供、アドバイス、

アドボカシーの支援を担当している。すべての任命は大臣によって行

われ、CIBの Board メンバーは、the	Comhairle	Act,	2000、および the	

Citizens	Information	Act	2007 によって規定され、Board はメンバー 15

人からなる。メンバーのうち 1名を議長とし、任期は 5年を超えては

ならないとされる。メンバーには、大臣が 1名、障がい者代表者 3名、

Board 職員 1名が含まれるものとされている。理事会のメンバーは 6

名以上が女性で、6名以上が男性でなければならない。また、Board の

メンバーは、5年の任期を過ぎて失効した場合、Board のメンバーとし

て再任する資格があると規定している。現在Board の最終任命は 2016

年 9 月に行われている（17）。

CIB は、幅広い公共サービスおよび社会サービスに関する情報提供、

アドバイス、アドボカシーの提供を支援する法定機関であり、市民情

報ウェブサイト「citizensinformation.ie」を提供し、the	network	of	

Citizens	Information	Centres と電話サービスのネットワークをサポー

トしている。また、マネー・アドバイス・バジェット・サービス（MABS）

に資金を提供し、サポートしている。現在、the	Social	Welfare	

（Miscellaneous	Provisions）	Act	 2008・the	Citizens	 Information	Act	

2007・the	Comhairle	Act	2000 の適用によって、雇用・社会保護省の任

務を遂行している。法律で定義されているCIBの権限は以下になる（18）。

（
六
五
七
）
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・個人が社会サービスに関する正確で包括的かつ明確な情報にアクセ

スできるようにする

・個人、特に障がいを持つ人々を支援し、支援し、ニーズやオプショ

ンを特定し理解する

・ソーシャルサービスのアクセシビリティ、調整、一般市民の意識を

高める

・現行の社会政策とサービスの有効性に関する情報の提供を支援し、

促進し、開発し、それらのサービスの利用者にとって懸念される問

題を強調する

・障がい者のためのアドボカシーサービスの提供を支援するため、ま

たは直接提供する

・マネー・アドバイス、バジェット・サービスを通じた個人の負債と

マネー管理に関する助言の提供を支援する

図 2　Citizens Information Board 組織図（１9）

（
六
五
六
）
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まさに、CIBは、社会サービスに関する情報提供、アドバイスおよ

びアドボカシーの提供、および個人のマネー・アドバイス、バジェッ

ト・サービスの提供を支援することを担当する国家機関である。

表 １　Citizens Information Board Members（20）

February 20１8

Name of Member Term of Office
Ms	Ita	Mangan	-	Chairperson 12/06/2015	–	11/06/2020
Ms	Josephine	Henry 04/03/2015	–	03/03/2020
Mr	Tim	Duggan 01/09/2017	–	31/08/2022
Ms	Nicola	Walshe 05/11/2017	–	04/11/2022
Mr	Sean	Sheridan 17/11/2015	–	16/11/2020
Dr	Joanne	McCarthy 15/06/2016	–	14/06/2021
Mr	Cearbhall	O’Meadhra 15/06/2016	–	14/06/2021
Mr	John	Saunders 15/06/2016	–	14/06/2021
Mr	Niall	Mulligan 15/06/2016	–	14/06/2021
Ms	Tina	Leonard 15/06/2016	–	14/06/2021
Mr	Ian	Power 15/06/2016	–	14/06/2021
Ms	Mary	Higgins 15/06/2016	–	14/06/2021
Mr	James	Clarke 05/09/2016	–	04/09/2021

この活動の中でも、特筆すべきはCitizens	Information	Services	

（CISs）（21）で あ り、 前 述 で い う な ら ば the	network	of	Citizens	

Information	Centres の運営である。これは一般に対面型サービスを提

供しており、彼らの活動は、CIBによって支援され、資金提供されて

いる。市民への情報サービスは、無料で公平に行われ、守秘義務を

もってアドバイス、アドボカシーを提供している。各市民情報サービ

スは、全国または都市部の一部の地理的エリアをカバーし、Citizens	

Information	Services	（CISs）のネットワークを通じてそのサービスを

提供している。（
六
五
五
）
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Citizens Information Services ホームページ

（
六
五
四
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ダブリン市内の Citizens Information Centres（22）

Citizens Information Centres への道路標識

（
六
五
三
）
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2016 年の CIB 実績に関しては、以下になる（23）。

・2016 年にCitizen	Information	Service に電話をかけた人は 607,913 人、

問い合わせ件数は 101 万人。

・Citizensinformation.ie は 2016 年に 1930 万人以上の訪問者を獲得し、

月平均 911,887 人の訪問者を抱えていました。年間でサイトは 5350

万の閲覧を記録。

・Citizens	Information	Phone	Service（CIPS） の 情 報 担 当 者 は、

139,426 件の電話問い合わせを処理し、1,164 件の直接の問い合わせ

に対応。

・移動（車）による市民情報部門は、2016 年に巡回で 20 週間を費やし

ている。

・607 人の CIS のスタッフは、春と秋の期間に行われた 39 のイベント

にCIB	National	Calendar	of	Training	Events に出席。

・Money	Advise	&	Budgeting	Service	（MABS）は 2016 年に 40,000 人

以上のクライアント /電話相談に対応。また新しいクライアント

17,366 人、情報クライアント 2,500 人、MABSヘルプラインには

20,832 件の電話相談があった。

・“It	Makes	Sense”（24）ローンでは 2016 年末に 78 の信用組合から、

2017 年 4 月現在で 225 のサイトを表示し 105 の信用組合から情報を

入手可能にした。

さらに付け加えると、手話サービスにも対応しており、1,355 件の要

請に応え、3,127 件の遠隔通訳セッションを提供している。これらを見

ると、人口 476 万人に対して、Citizen	Information	Service に相当数の

人が何らかの形で接触し、この対応に直接的に人間メディア、すなわ

ち「人」が関与していることが分かる。さらに、ホームページの

Citizensinformation.ie に関しては、その閲覧は人口を超えている。

（
六
五
二
）
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図 ３　Citizensinformation.ie のカテゴリー（25）

Social Welfare
・Social	welfare	payments　・Irish	social	welfare	system

Employment
・Employment	rights	and	conditions　・Types	of	employment　・Retirement
・Migrant	workers　・Equality	in	work　・Unemployment	and	redundancy
・Enforcement	and	redress　・Employment	and	disability
・Starting	work	and	changing	job

Housing
・Housing	grants	and	schemes　・Planning	permission
・Local	authority	and	social	housing　・Renting	a	home
・Owning	a	home　・Losing	your	home　・Taxes,	charges	and	reliefs
・Building	or	altering	a	home

Money and Tax
・Tax　・Personal	finance　・Budgets

Death and Bereavement
・Money	matters	after	a	death　・Sudden	or	unexplained	death
・Before	a	death　・After	a	death　・The	deceased’s	estate
・Bereavement	counselling	and	support

Health
・Health	system　・Medical	cards	and	GP	visit	cards　・Health	services
・EU	healthcare　・Drugs	and	medicines　・Legal	matters	and	health
・Food	safety

Travel and Recreation
・Motoring　・Transport	and	disability　・Travel	abroad
・Traffic	and	parking　・Travel	to	Ireland
・Recreational	activities	in	Ireland　・Vehicle	standards
・Roads	and	safety　・Air	travel　・Public	transport

Moving Country
・Irish	citizenship　・Moving	to	Ireland　・Moving	abroad
・Asylum	seekers	and	refugees

（
六
五
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Family and Relationships
・Separation,	divorce	and	dissolution　・Getting	married
・Civil	partnerships　・Problems	in	marriages	and	other	relationships
・Cohabiting	couples　・Civil	annulment　・Married	couples
・Children’s	rights	and	policy　・Parenting	alone
・Miscarriage	and	stillbirth　・Before	your	baby	is	born
・Adoption,	fostering	and	surrogacy　・After	your	baby	is	born
・Services	and	supports	for	children

Justice
・Legal	aid	and	advice　・Law	and	rights　・Civil	law
・Courts	system　・Criminal	law　・Arrests　・Witnesses
・Victims	of	crime　・Prison	system　・Crime	and	crime	prevention
・Courtroom　・Evidence　・Children	and	young	offenders
・Probation	and	welfare	services　・Law	enforcement　・Court	offices

Consumer Affairs
・Motoring　・Consumer	protection　・Food　・Media
・Energy	and	water	services　・Waste	services　・Financial	services
・Telecommunications	and	postal	services　・Travel

Education and Training
・Third-level	education　・Primary	and	post-primary	education
・Irish	education	system　・Vocational	education	and	training
・European	education	programmes　・Returning	to	Education
・Pre-school	education	and	childcare　・State	examinations

Government in Ireland
・Elections	and	referenda　・Government	departments
・Local	and	regional	government　・The	President　・Irish	Constitution
・European	government　・Security	and	emergency	services
・National	government　・Data	protection

Environment
・Planning	and	development	in	Ireland　・Environmental	law
・Waste	management	and	recycling　・Agriculture	and	forestry
・Water	services　・Environmental	protection
・Animal	welfare	and	control

出所：Citizens	Information	ホームページに基づき筆者作成
http://www.citizensinformation.ie/en/categorytree.html

（
六
五
〇
）
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おわりに

以上のようにアイルランドの情報サービスの提供を見た場合、非常

に国民と国の行政との距離が近いと考えられる。確かに、アイルラン

ドは、人口が日本よりも少なく、面積も北海道位と小さいものである。

さらに、日本との違いとしては、地方自治に関しては、31 の地方自治

体があり、それぞれに地方自治体の権限がある（内訳：County	Councils	

26、City	Councils	3、City	and	County	Councils	2）（26）が、日本とは少々異な

る事情がある。

County Councils
・Carlow	County	Council　・Cavan	County	Council　・Clare	County	Council
・Cork	County	Council　・Donegal	County	Council
・Dun	Laoghaire	/	Rathdown　・Fingal	County	Council
・Galway	County	Council　・Kerry	County	Council
・Kildare	County	Council　・Kilkenny	County	Council
・Laois	County	Council　・Leitrim	County	Council
・Longford	County	Council　・Louth	County	Council
・Mayo	County	Council　・Meath	County	Council　・Monaghan	County	Counci
・Offaly	County	Council　・Roscommon	County	Council
・Sligo	County	Counci　・South	Dublin	County	Council
・Tipperary	Co	Council　・Westmeath	County	Council
・Wexford	County	Council　・Wicklow	County	Council

City Councils
・Cork	City	Council　・Dublin	City	Council　・Galway	City	Council

City and County Councils
・Limerick City	and County	Council　・Waterford	City and	County	Council

出所	：Department	of	Housing,	Planning	and	Local	Government ホームページ：
www.housing.gov.ie/local-government/administration/local-authorities/
local-authorities に基づき筆者作成。

アイルランドは、地方自治体制度の整備が他のヨーロッパ諸国と比

（
六
四
九
）
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較して遅れたとされ、1990 年台の初頭から地方自治体の権限の拡大を

図るとともに、2001 年に、地方自治体の内部構造の改革にも着手し、

地方自治体の効果的かつ効率的な運営が進めらた（27）。その中でも、

2001 年地方自治法（Local	Government	Act2001）がアイルランドの地方自

治の集約的存在であり、当時次の 4つ①地方議員の役割を高めること

②地方自治体の運営に地域のコミュニティ等の参加を促すこと③地方

自治体に関する法整備を行うとともに、地方自治体が効果的かつ効率

的に運用されるよう、財政や行政手続の新たな枠組みを示すこと④地

方自治体改革のための計画を強化することがポイントとされ（28）、その

後も地方自治には改正が加えられている。しかしながら、そうした改

正が進んでいるが、国による支援が大きく、そのための省が存在して

いることから、国の行政というものが国民には近い存在である。だか

らこそ、CIBの活動が活発、あるいはその情報サービスが行政と市民

の距離を縮めているといえるかもしれない。しかしながら、一方にお

いて日本で考えた場合、同じような情報提供サービスは自治体でもな

されているが、アイルランドのように活発化しているかというと、そ

うとは考えられず、その距離は遠い。すなわち、市民の求める情報

サービス、行政広報になっているかと言えばそうではなく、行政側の

あくまでも「これで市民に伝わっているはず」という、側面が強い。

実際にホームページに関しても、アクセシビリティの観点から、行政

のホームページは見にくく、使いづらいとの指摘が多々見られる。つ

まり市民本位のものではなく、あるいは価値の共有がないからこそ、

生活の基軸となりうる行政広報になっていないと言える。

行政にとって、情報を持たない市民にいかに情報を伝え、さらに現

在では豊富な情報をもった市民との協働が必要であり、こうした市民

とのコミュニケーション無くして真の市民のニーズや利益を発見する

ことは難しい。いくら、予算を費やしても人々が理解しなければ意味

がないし、さらに早急に対処しなければならないニーズを見落とす可

能性もある。こうした事が明るみに出た場合、問題点を理解せぬまま

（
六
四
八
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行政が問題に対する説明を行い、さらに問題が複雑になることが多々

起こってしまうのである。すなわち、現在もなお、市民と行政のコ

ミュニケーション・ギャップがあり、このギャップを埋める「場」の

日常化、さらには日常化による精神的距離の短縮が必要なのである。

だからこそ、政府が市民の利益に直接対応することを忘れてはならな

いのである。そこに、まさに行政の責任、あるいは説明責任がある。

なぜなら、PRの根本には「（1）民主主義政府は国民にその活動を知ら

せる義務がある。（2）効果的な行政府は国民の積極的な参加と指示が

必要である」（29）という前提がある。それを政府が、情報化の流れ、あ

るいは情報の洪水化によって、国民のニーズが複雑化したことに応え

きれなくなっているというのは言い訳に過ぎない。そうした中で、そ

の対応策として、広報手法の技術論やメディア利用に終始するのでは

なく、住民価値という視点から広報広聴の本質と手法を議論すること

を忘れてはならないと考える。

だからこそ、国・行政の規模など、アイルランドと日本では異なる

部分は多々あるが、CIBの活動には見習うべき点が多々ある。なぜなら

そのレポートには、「Citizen	first	：The	focus	is	on	organising	ourselves	

and	delivering	services	to	get	the	best	outcome	for	citizens」をかかげ

実践しているからである。具体的には、2015 年から 2018 年の 3年間に

Citizen	first の戦略計画を設定し、市民ニーズのさらなる対応向上を目

指している（30）。さらに言えば、やはり「情報の質」の問題も提起され

ており、ここに情報サービスをいかに行っていくかという問題意識が

うかがえ、単に日本のように従来の業務の一環ではなく、研修なども

行われてれている。そして政策や行政サービスに関して言えば、まさ

にCIBにその不備などが市民から訴えられ、政府にフィード・バック

されるという機能も担っている。これは政府と市民の中間に位置する

ものであり、PRの位置づけとされる、中立性と合致するものである。

さらにCIBが、法的機関でもあり単なる民間の情報サービスではなく、

公式・正確な機関であり、ここに本稿で述べてきた、行政広報の今後

（
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の在り方にも合致するのである。紙幅の関係上、本稿で詳細は述べな

いが、だからこそCIBは、行政広報と深く関係する情報自由（Freedom	

of	Information	Act）法の対象となっており、行政情報は本来主権者市民

のものという考えを反映していると考えられる（31）。このように、ただ

単に効率性を求めるのではなく、まさに民主主義を大前提とする以上、

コミュニケーションの努力なしに活動することは許されない。さらに

政府の行政広報は、今後はさらに公式・正確性を意識しつつ、いかに

市民との精神的・物理的距離を短縮するか（社会化）を検討していくか

が大きな課題となり、主語を「自分たち行政が」ではなく、他者であ

る「市民が」にいかに変換して、行政広報を含め行政活動を考えてい

くことが必要と考える。
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投票方向の記憶が後の
政治意識・投票参加に与える効果

岡　田　陽　介

1　はじめに

政治的社会化研究では、初期社会化、後期社会化何れにおいても、

有権者の政治的行動や経験がその都度政治意識を強化・形成したり行

動に影響を与え、さらには時間軸上の過去の要因である有権者自身の

政治的経験が後の政治意識や投票行動にも影響を与えるとされる

（Greenstein 1965; Dawson, Prewitt & Dawson 1977）。ただし、政治的経験自

体は経験時点の事象であり時間の媒介はできない。従って、経験が後

に影響を及ぼすという前提においては、媒介要因の検討が必要となる。

また、有権者は選挙での投票選択に際して様々な情報を用いて意思

決定を行うが、過去の業績を基に判断する場合や（Fiorina 1981）、候補

者に対する評価を基に判断する場合など（Kelley & Mirer 1974 ; Lodge, 

McGraw & Stroh 1989）、政党や候補者にまつわる様々な記憶を意思決定

に用いていることが前提となっている。つまり、政治的経験を有権者

自身が覚えていることが時間的媒介要因となり得る。

本稿の目的は、こうした時間的間隔を埋め、後の政治意識や投票行

動に影響を与え得る媒介要因として、有権者自身の政治的出来事の記

憶である「政治的エピソード記憶」に焦点を当てることにある。また、

特に後期社会化の視点から、選挙間の投票行動に焦点を当て、過去の

選挙での投票経験の記憶が後の政治意識や投票参加を促進することを

論　説
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明らかにすることで、有権者個人の記憶に目を向ける認知心理学モデ

ルに対して調査データからの基礎づけを行うものでもある。

2　先行研究

2.1　選挙間の投票行動の一致・不一致

有権者自身の過去の投票経験と後の投票行動の関連は、パネル調査

を用いた分析によって、選挙間の投票行動・投票方向の一致・不一致

に焦点が当てられてきた。

まず、選挙間の投票行動・投票方向の一致は継続して同一政党・候

補者に投票し続けることから、習慣的投票として位置づけられる。

Richardson（1986）は同一政党に投票を行う習慣的投票者を示したが、

習慣的投票者の存在は投票方向だけでなく投票参加についても報告さ

れ て い る（Gerber, Green & Shachar 2003; Green & Shachar 2000; Plutzer 

2002; Fowler 2006）。しかしながら、これらの習慣的投票は選挙間の行動

の一致を検討したものであって、選挙間の時間的間隔の媒介要因やそ

の効果が検討されているわけではない（ 1 ）。

次に、選挙間の投票行動・投票方向の不一致は選挙ごとに投票先を

変更するスゥイング・ヴォーティング（swing voting）として位置づけら

れる。山田（2017）は、スゥイング・ヴォーターについて、見識を持っ

て投票先を変更しているのであれば「代議制民主主義体制におけるア

カウンタビリティ・メカニズムを担保する存在」（山田 2017：24）であ

るものの、スゥイング・ヴォーターは必ずしも高い政治関心や政治知

識に裏打ちされていないとしている。また、三浦ら（三浦・楠見 2014）

は、スゥイング・ヴォーターが実際と記憶で投票政党の調査回答が一

致しない割合が高いことを示している。

政党や候補者にまつわる情報、特に、過去の業績を判断するには、

そもそも有権者自身が過去の選挙においていずれの政党・候補者に投

票を行ったかを正確に振り返ることができなければ、選挙間の行動が

（
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一致している場合であれ、一致していない場合であれ、業績の評価そ

のものもが不可能になる。つまり、有権者自身が自身の投票行動を正

確に有しているか否かは、代議制民主主義における理想的市民、すな

わち、高い政治関心や政治知識、そして、政党や候補者、さらには自

身の投票行動にまつわる様々な情報を有し、理性的に意思決定を行う

市民の存在の基礎的要件となろう。

2.2　投票行動研究における記憶

政治的事柄にまつわる記憶が後の政治意識や投票行動に果たす役割

は小さくなく、認知心理学的アプローチを基にしたスキーマ（池田 1991，

1994，1997；稲増・池田 2007）や政治知識を中心に研究蓄積がなされてき

た。例えば、政治知識研究では政治知識が投票行動を説明する要因群

に対して持つ効果や、より直接的に政治参加を促進する効果も指摘さ

れている（今井 2008; Delli Carpini & Keeter 1996; 山崎 2008）。以上の研究

は、有権者の記憶が投票行動を左右することを示しているが、こうし

た政治的記憶を対象とした研究では、これまで記憶の性質についての

分類は考慮されてこなかった。

そもそも人間の長期記憶は、意味記憶とエピソード記憶とに分類さ

れる。意味記憶とは抽象的で知識としての記憶であり、「知っている・

分かる」（know）ということに関連する。一方、エピソード記憶とは個

人的な出来事や経験にかかわる記憶であり、「時間」や「場所」に関連

し、「覚えている」（remember）ということに関連する（Tulving 1972, 

1983）。この分類に従って従来の政治的記憶研究を見ると、スキーマは

「特定事象に関する属性的・因果的・相関的・規約的な知識や信念の構

造」（池田 1991：142）、政治的知識は「長期記憶に貯蔵されている政治

についての事実にまつわる情報の範囲」（Delli Carpini & Keeter 1996 : 10）

と定義されることから、何れも記憶の抽象的・知識的側面である意味

記憶を分析対象としている。確かに、抽象化された記憶も有権者の経

験を反映しているが、その過程で具体的情報が捨象されているとすれ
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ば、そうした情報を捨象しないエピソード記憶の直接的な分析は有権

者の経験をより反映した分析を可能にするであろうし、たとえ一度き

りの経験であっても、エピソード記憶として保持・想起されることで、

後の行動選択において影響を与え得る（ 2 ）。

このエピソード記憶を政治的事柄に拡張したものとして政治的エピ

ソード記憶がある。政治的エピソード記憶は「個人の経験を通して形

成される、政治的な出来事にまつわる時間や場所に関連づけられた記

憶」（岡田 2017：73）と位置づけられる。

政治的エピソード記憶にまつわる諸研究では、有権者は「初めての

投票参加の経験の記憶」や「子供のころの政治的経験のポジティブな

記憶」を多く有し、これらの記憶が政治参加への規範意識や実際の投

票参加を促進する効果や（平野・岡田 2014）、投票にまつわる記憶は他

の政治的エピソード記憶と比べてポジティブな記憶として保持されて

いる割合が高く、それが政治関心や政治的有効性感覚、投票義務感を

促進する効果が確認されている（岡田 2011）。また、投票行動の記憶に

より焦点を当てれば、投票に参加したことの正確な記憶は投票義務感

や投票参加を促進し、棄権の正確な記憶は投票参加を阻害することや、

正確な投票方向の記憶量が習慣的投票参加を促進することが示されて

いる（岡田 2015，2017）。

こうした知見は、政治的エピソード記憶がポジティブな記憶として

保持・想起されることで、後の政治意識や投票参加を促進することを

示している。つまり、投票行動の経験が次の選挙時点まで良い記憶と

して保持されることが、投票参加や投票行動の行動選択場面において

重要となるのである。

ただし、先述の政治的エピソード記憶研究では、主に投票参加の記

憶が後の政治意識や投票参加の促進要因となっているが、投票参加の

記憶を政治的エピソード記憶として扱う際には、その正確さと内容に

ついて、より注意が向けられる必要がある。まず、時間経過はエピ

ソード記憶の想起や正確さを阻害するため（Linton 1982）、仮に記憶を
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持ち合せていたとしても、必ずしも正確であるとは限らない。故に、

投票に参加したことの想起のみを用いると、記憶の効果の過大評価に

つながることから、記憶の有無だけではなく、その正確さの考慮が求

められる（ 3 ）。次に、投票参加の記憶には参加したことに留まらず、何

れの政党や候補者に投票したのかという投票方向の記憶も付随する。

投票方向の記憶の検討は投票参加の記憶を細分化し、記憶の正確さの

詳細な検討を可能にする点で、政治的エピソード記憶研究の質的拡充

を可能にする。

3　仮説

選挙間の投票政党の一致を示した習慣的投票者（Richardson 1986）の

存在は、行動間の一致に留まらず、投票行動の正確な記憶という有権

者の政治的エピソード記憶の一致が存在し、それが投票行動や投票参

加に影響を与えることを予測させる。本稿は政治的エピソード記憶と

して過去の投票方向とその記憶を位置付け、投票参加を分析射程とす

ることから、「過去の選挙における投票方向についての正確な記憶は後

の投票参加を促進する」との仮説が導かれる。

なお、記憶の正確さには棄権の記憶も存在するが、棄権の正確な記

憶は投票参加の阻害要因であることから（岡田 2017）、投票方向を含め

た分析においても投票参加を促進する効果はないと予測される。ただ

し、いつも投票に参加しているにも拘らず、特定の 1 回の選挙でやむ

を得ず棄権した場合には、その棄権を正確に記憶している可能性には

留意が必要である。

他方、たとえ投票方向の不正確な記憶であっても、棄権の正確な記

憶と比べれば投票参加を促進すると考えられる。不正確な記憶には

「実際には投票したが想起時点で間違った」場合と「実際には投票して

いないが想起時点で何れかの政党に投票したと回答した」場合とがあ

る。前者は、投票方向は不正確であっても投票参加自体の記憶は有し

（
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ており、後者は、実際には投票していないが投票したという想起を

行っている。つまり、不正確な記憶とは、実際の投票または想起の何

れか一方には投票参加へのベクトルを有していることから、実際に棄

権し想起においても棄権したと回答する棄権の正確な想起に比べれば、

投票参加を促進すると考えられる。

分析に際しては、既存の投票参加のモデルで提示される政治関心や

政治的有効性感覚、投票義務感などの政治意識や、エピソード記憶に

対置される意味記憶としての政治知識を統制した上で、記憶が投票参

加に与える直接的な効果を確認する。ただし、政治的エピソード記憶

は政治意識の促進要因であることから（岡田 2011, 2017）、投票参加に対

する分析に先立ち、本稿においても、政治的エピソード記憶としての

投票方向の記憶が、投票参加を説明する既存の独立変数である政治意

識を促進することを確認したい。また、そもそも記憶の正確さの規定

要因について、時系列的視点に基づき、記憶の記銘時点（過去の投票時

点）の政治意識の効果を検討することで、政治意識が投票方向の記憶

の正確さを促進し、その記憶が後の新たな政治意識や投票参加を促進

するという一連の流れを確認する。

4　データ

分析では全国面接調査である JES Ⅲパネル調査データを使用した（ 4 ）。

JES Ⅲ調査は 2001 年（参院選）、2003 年（衆院選）、2004 年（参院選）、

2005 年（衆院選）を調査対象とし、何れのパネルにおいても過去 2 回の

選挙での投票政党を尋ねていることから、パネルを遡ることで実際の

投票政党との一致を確認できる。「実際の投票×想起」とすると、「2001

年×2003 年 」「2001 年×2004 年 」「2003 年×2004 年 」「2003 年×2005

年」「2004 年×2005 年」の組合せが作成できる。なお、調査期間中の

国政選挙は衆院選と参院選とが交互に行われている。従って、過去 2

回の選挙のうち、前回選挙は異なる制度間、前々回選挙は同一の制度
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間の組合せとなる。分析においては比例区の投票政党とその想起を用

いた。これは、調査では小選挙区（選挙区）の質問項目も存在するが、

投票候補者の「政党」を尋ねたものであり、候補者の政党認知の間違

いに起因する不正確さを排除できないためである。

ここで、分析に先立ち、本稿の従属変数である投票参加および主要

な政治意識変数について、パネル・データの特性を活かしその変化を

確認する。表 1は投票参加の全パネルでの t-1 時点から t時点における

遷移行列を、図 1は各政治意識の遷移行列を基に t-1 時点から t時点に

おける値の変化を図示したものである。一般に、世論調査において投

票参加を尋ねる質問項目では「参加」との回答が多く、政治意識も高

い値となる。また、パネル調査で

はその傾向は安定的に強くなる。

図表からは確かに同一質問項目で

は同一値に留まる割合が相対的に

高いことが示されるが、そうした

中でも、投票参加や政治意識の在

り方が変化し得るものであること

が確認できる（5）。

表 1　投票参加の推移

15 
 

表 1 投票参加の推移 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

棄権 投票 合計

133 163 296

(44.9) (55.1) (100)

134 3,034 3,168

(4.2) (95.8) (100)

267 3,197 3,464

(7.7) (92.3) (100)

1） 上段は度数、下段は％。

t

ｔ-
1

棄権

投票

合計

1）上段は度数、下段は％。

図 1　政治意識の推移

1）遷移行列を基に t-1 時点から t時点の値の移動を集計。
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5　分析

5.1　過去の投票方向とその想起

表 2は過去の選挙の投票政党と想起とについて、各年度の組合せに

基づいて作成したクロス表である。

投票政党別では、自民党投票者で想起においても正確に自民党に投

票したとの回答割合が高く、年度によって幅はあるが 70％台前半から

80％台後半となっている。また、民主・公明・社民・共産の政党投票

者についても、概ね 50％から 60％と、それ以外の政党と比べて相対的

に高く、何れの年度においても、自民・民主・公明・社民・共産の投

票者では、当該政党への投票の正確な想起割合が最も高い傾向にある。

また、棄権の正確な想起についても 40％から 60％の割合となっている。

他方、「その他の政党」を含むそれ以外の政党投票者では自民党に投票

したとの想起割合が高い結果であった。

これらの結果に対しては次のような解釈が可能である。まず、実際

の投票政党と想起との一致については、政党支持の効果があろう。支

持政党と投票政党とが一致している場合には、支持政党の変更がない

限り同一政党への投票が継続し、結果として他政党への投票経験は減

少することから、正確な想起がもたらされる割合が高まるといえる（6）。

次に、「その他の政党」を含むそれ以外の小規模政党への投票者で自

民党に投票したとの想起割合が高い結果については、「社会的期待迎合

バイアス」（西澤・栗山，2010）の効果があろう。こうした傾向は自民以

外の野党投票者や棄権との回答者でも一定数確認できる。何れの年度

も選挙結果は自民党が第一党であり、面接調査の投票政党の想起場面

で、与党自民党の回答が増加したと考えられる。さらには、有権者の

投票行動認知において、与党自民党が参照カテゴリの役割を果たし、

自民党に投票したか否かの記憶として抽象化されているともいえる。

投票方向想起の正確さについて、クロス表を基にDK・NAを除いた

上で、「正確な棄権想起」「不正確な想起」「正確な方向想起」の 3つの

（
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五
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表 2　過去の投票方向と想起のクロス集計
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表 2 投票方向想起のクロス 

 

225 15 8 2 4 0 0 35 8 3 7 307 197 22 3 2 3 0 27 2 2 3 261
(73.3) (4.9) (2.6) (0.7) (1.3) (0.0) (0.0) (11.4) (2.6) (1.0) (2.3) (100) (75.5) (8.4) (1.1) (0.8) (1.1) (0.0) (10.3) (0.8) (0.8) (1.1) (100)
29 51 1 3 2 1 0 11 0 0 1 99 17 56 0 2 0 0 11 1 0 0 87

(29.3) (51.5) (1.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0) (11.1) (0.0) (0.0) (1.0) (100) (19.5) (64.4) (0.0) (2.3) (0.0) (0.0) (12.6) (1.1) (0.0) (0.0) (100)
15 1 31 0 0 0 0 6 1 0 2 56 9 3 27 0 0 0 4 0 0 0 43

(26.8) (1.8) (55.4) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (10.7) (1.8) (0.0) (3.6) (100) (20.9) (7.0) (62.8) (0.0) (0.0) (0.0) (9.3) (0.0) (0.0) (0.0) (100)
5 11 0 12 2 1 1 6 0 0 2 40 5 10 1 9 1 0 3 0 1 0 30

(12.5) (27.5) (0.0) (30.0) (5.0) (2.5) (2.5) (15.0) (0.0) (0.0) (5.0) (100) (16.7) (33.3) (3.3) (30.0) (3.3) (0.0) (10.0) (0.0) (3.3) (0.0) (100)
3 0 0 2 14 0 0 7 2 0 0 28 3 2 0 1 10 0 2 0 1 1 20

(10.7) (0.0) (0.0) (7.1) (50.0) (0.0) (0.0) (25.0) (7.1) (0.0) (0.0) (100) (15.0) (10.0) (0.0) (5.0) (50.0) (0.0) (10.0) (0.0) (5.0) (5.0) (100)
5 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 9 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 9

(55.6) (11.1) (22.2) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (11.1) (0.0) (0.0) (100) (77.8) (11.1) (11.1) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (100)
14 5 0 0 2 6 0 3 1 0 0 31 8 6 0 0 1 5 6 1 0 1 28

(45.2) (16.1) (0.0) (0.0) (6.5) (19.4) (0.0) (9.7) (3.2) (0.0) (0.0) (100) (28.6) (21.4) (0.0) (0.0) (3.6) (17.9) (21.4) (3.6) (0.0) (3.6) (100)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

(100) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (100) (100) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (100)
4 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 7 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 5

(57.1) (14.3) (0.0) (0.0) (14.3) (0.0) (0.0) (14.3) (0.0) (0.0) (0.0) (100) (20.0) (40.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (40.0) (0.0) (0.0) (0.0) (100)
4 2 1 0 0 0 0 2 1 0 1 11 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4

(36.4) (18.2) (9.1) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (18.2) (9.1) (0.0) (9.1) (100) (75.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (25.0) (0.0) (0.0) (0.0) (100)
21 2 2 0 0 0 0 6 21 0 2 54 16 2 2 0 1 0 5 18 1 0 45

(38.9) (3.7) (3.7) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (11.1) (38.9) (0.0) (3.7) (100) (35.6) (4.4) (4.4) (0.0) (2.2) (0.0) (11.1) (40.0) (2.2) (0.0) (100)
61 8 5 5 4 1 0 31 3 1 5 124 50 19 5 4 6 0 18 2 1 6 111

(49.2) (6.5) (4.0) (4.0) (3.2) (0.8) (0.0) (25.0) (2.4) (0.8) (4.0) (100) (45.0) (17.1) (4.5) (3.6) (5.4) (0.0) (16.2) (1.8) (0.9) (5.4) (100)
387 97 50 24 29 9 1 108 38 4 20 767 317 123 39 18 22 5 79 24 6 11 644

(50.5) (12.6) (6.5) (3.1) (3.8) (1.2) (0.1) (14.1) (5.0) (0.5) (2.6) (100) (49.2) (19.1) (6.1) (2.8) (3.4) (0.8) (12.3) (3.7) (0.9) (1.7) (100)

443 30 5 2 2 38 11 1 10 542 355 19 14 2 5 0 29 6 2 8 440
(81.7) (5.5) (0.9) (0.4) (0.4) (7.0) (2.0) (0.2) (1.8) (100) (80.7) (4.3) (3.2) (0.5) (1.1) (0.0) (6.6) (1.4) (0.5) (1.8) (100)
71 265 3 10 11 32 11 3 6 412 62 203 7 7 9 0 24 5 2 2 321

(17.2) (64.3) (0.7) (2.4) (2.7) (7.8) (2.7) (0.7) (1.5) (100) (19.3) (63.2) (2.2) (2.2) (2.8) (0.0) (7.5) (1.6) (0.6) (0.6) (100)
32 2 67 0 3 6 0 0 2 112 27 3 51 0 0 0 10 1 0 0 92

(28.6) (1.8) (59.8) (0.0) (2.7) (5.4) (0.0) (0.0) (1.8) (100) (29.3) (3.3) (55.4) (0.0) (0.0) (0.0) (10.9) (1.1) (0.0) (0.0) (100)
4 7 0 16 3 6 0 0 1 37 6 7 0 13 1 0 3 0 0 0 30

(10.8) (18.9) (0.0) (43.2) (8.1) (16.2) (0.0) (0.0) (2.7) (100) (20.0) (23.3) (0.0) (43.3) (3.3) (0.0) (10.0) (0.0) (0.0) (0.0) (100)
9 5 0 0 29 6 1 1 2 53 8 3 0 1 23 0 4 0 0 5 44

(17.0) (9.4) (0.0) (0.0) (54.7) (11.3) (1.9) (1.9) (3.8) (100) (18.2) (6.8) (0.0) (2.3) (52.3) (0.0) (9.1) (0.0) (0.0) (11.4) (100)
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

(0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (100) (100) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (100) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (100)
6 1 0 0 0 2 0 0 0 9 4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 7

(66.7) (11.1) (0.0) (0.0) (0.0) (22.2) (0.0) (0.0) (0.0) (100) (57.1) (14.3) (0.0) (14.3) (0.0) (0.0) (14.3) (0.0) (0.0) (0.0) (100)
21 2 3 0 2 5 59 0 2 94 13 2 2 0 3 0 7 32 0 1 60

(22.3) (2.1) (3.2) (0.0) (2.1) (5.3) (62.8) (0.0) (2.1) (100) (21.7) (3.3) (3.3) (0.0) (5.0) (0.0) (11.7) (53.3) (0.0) (1.7) (100)
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 2 0 1 0 5

(0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (100) (100) (20.0) (20.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (40.0) (0.0) (20.0) (0.0) (100)
1 0 0 0 0 0 0 2 0 3 13 5 1 2 2 0 3 0 1 6 33

(33.3) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (66.7) (0.0) (100) (39.4) (15.2) (3.0) (6.1) (6.1) (0.0) (9.1) (0.0) (3.0) (18.2) (100)
18 5 1 0 1 11 0 1 10 47 489 244 75 26 43 1 83 44 6 22 1,033

(38.3) (10.6) (2.1) (0.0) (2.1) (23.4) (0.0) (2.1) (21.3) (100) (47.3) (23.6) (7.3) (2.5) (4.2) (0.1) (8.0) (4.3) (0.6) (2.1) (100)

605 317 79 28 51 106 82 8 35 1,311
(46.1) (24.2) (6.0) (2.1) (3.9) (8.1) (6.3) (0.6) (2.7) (100)

365 16 5 3 3 12 8 0 7 419
(87.1) (3.8) (1.2) (0.7) (0.7) (2.9) (1.9) (0.0) (1.7) (100)
113 262 5 8 9 40 19 2 14 472

(23.9) (55.5) (1.1) (1.7) (1.9) (8.5) (4.0) (0.4) (3.0) (100)
28 4 93 0 0 16 4 0 0 145

(19.3) (2.8) (64.1) (0.0) (0.0) (11.0) (2.8) (0.0) (0.0) (100)
7 12 0 14 3 5 0 1 1 43

(16.3) (27.9) (0.0) (32.6) (7.0) (11.6) (0.0) (2.3) (2.3) (100)
7 6 1 1 35 5 4 1 2 62

(11.3) (9.7) (1.6) (1.6) (56.5) (8.1) (6.5) (1.6) (3.2) (100)
4 1 1 0 3 6 1 0 0 16

(25.0) (6.3) (6.3) (0.0) (18.8) (37.5) (6.3) (0.0) (0.0) (100)
0 1 0 1 1 2 0 0 0 5

(0.0) (20.0) (0.0) (20.0) (20.0) (40.0) (0.0) (0.0) (0.0) (100)
0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

(0.0) (100) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (100)
4 1 0 2 0 1 1 0 0 9

(44.4) (11.1) (0.0) (22.2) (0.0) (11.1) (11.1) (0.0) (0.0) (100)
28 13 3 1 2 10 78 2 3 140

(20.0) (9.3) (2.1) (0.7) (1.4) (7.1) (55.7) (1.4) (2.1) (100)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

(100) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (100)
5 0 0 0 0 6 0 0 0 11

(45.5) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (54.5) (0.0) (0.0) (0.0) (100)
16 5 4 0 3 10 6 3 10 57

(28.1) (8.8) (7.0) (0.0) (5.3) (17.5) (10.5) (5.3) (17.5) (100)
578 322 112 30 59 113 121 9 37 1,381

(41.9) (23.3) (8.1) (2.2) (4.3) (8.2) (8.8) (0.7) (2.7) (100)

1) 網かけは正確な想起， 2) 回答のあった組合せのみ表示， 3) 上段は度数、下段は％。

投
票

方
向

（
比

例
区

）
2
0
0
1
年

自民党

民主党

公明党

社民党

共産党

投票方向想起（比例区）2001年x2003年

自民 民主 公明 社民 共産 自由
その
他

忘れた

DK

合計

投票方向想起（比例区）2001年x2004年

自民 民主 公明 社民 共産 自由 忘れた

保守党

自由党

自由連合

その他
の政党
投票

しなかった

棄権

棄権 DK NA 合計 棄権 DK NA 合計

投
票

方
向

（
比

例
区

）
2
0
0
1
年

自民党

民主党

公明党

社民党

共産党

投票方向想起（比例区）2003年x2004年

自由
連合

忘れた 棄権 DK

DK

合計

保守党

自由党

自由連合

その他
の政党
投票

しなかった

棄権

棄権

白票
・無効票

DK

NA

棄権 DK NA 合計

投
票

方
向

（
比

例
区

）
2
0
0
3
年

自民党

民主党

公明党

社民党

共産党

自民 民主 公明 社民 共産忘れた

投
票

方
向

（
比

例
区

）
2
0
0
4
年

自民党

民主党

公明党

社民党

投票方向想起（比例区）2004年x2005年

自民 民主 公明 社民 共産

白票
・無効票

DK

NA

合計

投票方向想起（比例区）2003年x2005年

自民 民主 公明 社民 共産

共産党

みどりの
会議

女性党

維新政党
・新風
投票

しなかった

棄権

忘れた 棄権 DK NA 合計

合計

その他
の政党
投票

しなかった

棄権

DK

NA

合計

NA 合計
投

票
方

向
（
比

例
区

）
2
0
0
3
年

自民党

民主党

公明党

社民党

共産党

その他
の政党
投票

しなかった

1）網かけは正確な想起，2）回答のあった組合せのみ表示，3）上段は度数、下
段は％。
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カテゴリを作成したものが表 3である（7）。先述の通り、特定の 1回の

選挙でやむを得ず棄権した際の記憶の正確さを考慮するため、調査期

間中計 4回の選挙（2001 年、2003 年、2004 年、2005 年）において、想起

対象（2001 年、2003 年、2004 年）の何れか 1回のみ棄権しているケース

を欠損とした。正確な方向想起の割合は概ね 60％程度であることから、

全体としてみると、何れかの政党への投票者のうち、半数近くは過去

の投票行動を忘れてしまうといえよう。また、正確な棄権想起と合わ

せても投票行動を正確に記憶しているのは 60％から 70％であることが

分かる。

5.2　想起の正確さの規定要因

表 4は投票方向の想起パターンを従属変数とした多項ロジットの結

果である。独立変数には、社会的属性として性別、年齢、教育程度、

居住年数、都市規模、また、政治意識として記銘時点（過去の投票時点）

の政党支持強度、政治的有効性感覚、政治関心、投票義務感、そして、

政治知識を投入した（8）。なお、従属変数の参照カテゴリは「正確な棄

権想起」とした。

結果を見ると、社会的属性では年齢の正の効果が不正確な想起に対

しても正確な方向想起に対しても認められている。参照カテゴリが正

確な棄権想起であることから、これは年齢の高さが投票への参加自体

を促進する効果であるといえる。

次に、政治意識では投票義務感で安定した効果が確認される。正確

表 3　過去の投票方向とその想起の一致

18 
 

 

表 3 過去の投票方向とその想起の一致 

 
 

想起時点 2003年 2004年 2004年 2005年 2005年
想起対象 2001年（参） 2001年（参） 2003年（衆） 2003年（衆） 2004年（参）

正確な棄権想起 19 17 58 32 77
(3.1) (3.3) (4.7) (3.3) (6.0)

不正確な想起 264 201 352 298 432
(42.4) (38.5) (28.6) (30.6) (33.8)

正確な方向想起 339 304 820 645 769
(54.5) (58.2) (66.7) (66.2) (60.2)

合計 622 522 1230 975 1278
(100) (100) (100) (100) (100)

1) 括弧は％。

1）括弧は％。

（
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三
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な方向想起に対しても不正確な想起に対しても正の効果であることか

ら、年齢の効果と同様に投票への参加傾向を示すものであろう。他方、

政党支持強度、政治的有効性感覚、政治関心では、主に正確な方向想

起に対して効果が認められ、記銘時点での政治意識が高いほど、投票

政党の正しい記憶を有していることを示しており、過去の投票時点の

選挙に対する心理的コミットメントの高さが投票方向の政治的エピ

ソード記憶の正確な保持・想起を促進させている。

なお、政治知識については一部で負の効果が認められた。政治知識

が高いほど「正確な棄権想起」に比べて、不正確な想起や正確な方向

想起が阻害されることを示していることから、逆にいえば政治知識の

高さは棄権を正確に保持・想起させる効果を持つといえよう。

5.3　投票方向の想起の正確さが政治意識に与える効果

表 5 は各年度間の政治意識の差を従属変数とした重回帰分析の結果

である。独立変数には、前回選挙および前々回選挙における投票方向

の想起ダミーを用いた。参照カテゴリは「正確な棄権想起」である。

表4　想起の正確さの規定要因（多項ロジット：参照カテゴリ＝「正確な棄権想起」）

 
 

表 4 想起の正確さの規定要因（多項ロジット：参照カテゴリ＝「正確な棄権想起」） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

想起時点
想起対象

性別 .041 .151 .789 .394 -.012 -.089 .617 .645 .038 .008
(1.081) (1.096) (.980) (1.001) (.512) (.509) (.734) (.736) (.485) (.488)

年齢 .047 .055 .134 + .134 + .055 * .060 ** .080 ** .088 ** .028 .042 *
(.049) (.049) (.069) (.069) (.022) (.021) (.028) (.028) (.021) (.021)

教育程度 .831 .836 .916 1.117 .386 .490 .771 + .892 * -.044 .230
(.743) (.749) (.776) (.782) (.310) (.307) (.452) (.452) (.331) (.330)

居住年数 .434 .453 .114 .411 .300 .276 -.042 .089 .250 .186
(.525) (.535) (.516) (.526) (.231) (.228) (.317) (.319) (.239) (.241)

都市規模 -.039 -.065 -.062 -.174 .139 .170 -.147 -.155 .164 .037
(.316) (.322) (.345) (.350) (.177) (.176) (.233) (.233) (.160) (.160)

政党支持強度 .989 1.418 * 1.301 * 1.799 ** .257 .555 * -.344 -.044 -.086 .251
(.631) (.636) (.603) (.609) (.239) (.237) (.318) (.319) (.218) (.219)

政治的有効性感覚 .555 .771 * .394 .430 .228 .142 .303 .180 -.135 -.064
(.374) (.382) (.377) (.382) (.217) (.215) (.280) (.280) (.238) (.237)

政治関心 1.288 + 2.019 ** 2.187 ** 2.573 ** .310 .309 .588 .646 .702 * 1.027 **
(.710) (.722) (.814) (.824) (.351) (.349) (.441) (.445) (.324) (.327)

投票義務感 1.607 * 2.125 ** 1.547 * 1.904 * 1.321 ** 1.753 *** 1.986 *** 2.472 *** 1.357 *** 1.652 ***
(.704) (.724) (.749) (.763) (.407) (.405) (.538) (.542) (.347) (.349)

政治知識 -1.245 -1.400 -3.143 ** -3.483 ** .543 .621 + .457 .697 -.208 .016
(.870) (.878) (1.141) (1.147) (.371) (.368) (.485) (.486) (.314) (.315)

定数 -9.363 ** -14.286 *** -11.431 * -14.452 ** -8.324 *** -9.418 *** -9.546 *** -11.833 *** -3.955 + -7.025 **
(3.553) (3.682) (4.748) (4.834) (2.110) (2.103) (2.843) (2.866) (2.148) (2.175)

N
Cox & Snell R2
Nagelkerke R2
1) 独立変数の政治意識は記銘時（過去の投票時点）のものを使用，2) 括弧は標準誤差，3) *** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05, + p<0.1。

.301 .315 .183 .226 .225

400 326 751 602 664
.237 .249 .141 .174 .179

01年（参） 01年（参） 03年（衆） 03年（衆） 04年（参）
不正確な

想起
正確な

方向想起
不正確な

想起
正確な

方向想起
不正確な

想起
正確な

方向想起
不正確な

想起
正確な

方向想起
不正確な

想起
正確な

方向想起

2003年 2004年 2004年 2005年 2005年

1）独立変数の政治意識は記銘時（過去の投票時点）のものを使用，2）括弧は
標準誤差，3）*** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05, + p<0.1。
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統制変数には社会的属性および記銘時点（過去の投票時点）の政治意識、

政治知識を加えた（ 9 ）。

結果を見ると、投票方向の正確な想起が政党支持強度および投票義

務感を上昇させる効果が確認できる。岡田（2017）は、投票に参加した

ことの記憶が政治意識を促進する効果を示したが、本稿の結果は、投

票に参加したことの記憶の中でも投票方向の正確な記憶の保持と想起

とが、より効果を持つことを示している。

なお、前回選挙と前々回選挙における記憶の効果の違いでは、不正

確な想起において顕著な違いが確認できる。前回選挙の想起では、不

正確な想起の効果は投票義務感と政党支持強度何れに対しても確認で

きるが、前々回選挙の想起では、その効果は投票義務感に対してのみ

となっている。前回選挙の記憶の効果とは、何れかの政党への投票経

表 5　政治意識に対する政治的エピソード記憶の効果
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表 5 政治意識に対する政治的エピソード記憶の効果 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

不正確な想起 - .092 .133 .256 + .074 .203 * - -.012 -.019 .108 -.069 .037
正確な方向想起 - .265 + .295 ** .376 * .195 * .287 *** - -.016 -.009 .139 -.083 -.004
性別（男性） - .013 .025 .044 -.001 -.003 - -.121 * -.085 * -.203 *** -.091 ** -.099 **
年齢 - .037 .140 ** .111 + .042 .121 ** - .031 .048 .072 .002 .057
教育程度 - -.044 -.039 -.012 -.044 -.047 - -.174 ** -.113 ** -.091 * -.141 *** -.089 *
居住年数 - -.061 -.027 -.009 -.018 -.032 - -.021 -.023 -.033 .001 -.031
都市規模 - -.031 -.022 -.007 -.052 -.001 - -.031 -.052 -.074 + .012 -.113 ***
政党支持強度 - -.615 *** -.636 *** -.637 *** -.567 *** -.608 *** - -.144 ** -.067 + -.086 + -.045 -.030
政治的有効性感覚 - .021 -.037 -.090 + -.041 -.109 *** - -.706 *** -.630 *** -.663 *** -.642 *** -.572 ***
政治関心 - .090 .002 -.062 .023 .047 - -.084 -.131 ** -.120 * -.086 * -.161 ***
投票義務感 - .064 .040 .077 .074 * -.003 - -.001 .025 -.046 -.041 .012
政治知識 - -.048 .009 .022 .034 .018 - -.128 * -.044 .020 -.081 * -.030

N
Adjusted R2

不正確な想起 - .150 .031 .119 .001 .151 + - .368 ** .389 *** .568 *** .259 ** .235 **
正確な方向想起 - .187 .121 .076 .065 .194 * - .477 *** .474 *** .643 *** .383 *** .267 ***
性別（男性） - .101 + .111 ** .181 *** .120 *** .084 * - .035 -.062 + -.017 -.022 -.084 **
年齢 - -.033 .146 ** .130 * .033 .174 *** - .029 .148 *** .117 * .031 .129 ***
教育程度 - .021 .072 + .140 ** .035 .072 * - .004 .039 .037 -.002 .016
居住年数 - .089 .021 .028 -.015 -.021 - -.010 -.037 -.003 -.011 .035
都市規模 - .089 + .057 .035 .080 * .095 ** - -.031 .015 -.045 -.024 -.013
政党支持強度 - .074 .053 .049 .094 ** .088 * - .121 * .104 ** .060 .056 + .068 *
政治的有効性感覚 - -.090 + -.080 * -.118 ** -.093 * -.113 ** - .043 -.006 .038 .002 -.036
政治関心 - -.712 *** -.638 *** -.731 *** -.605 *** -.613 *** - .026 .070 + .068 .067 + .086 **
投票義務感 - .048 .121 ** -.012 .138 *** -.019 - -.673 *** -.730 *** -.698 *** -.635 *** -.713 ***
政治知識 - .024 .120 ** .043 .063 + .014 - .036 -.042 .000 -.004 .028

N
Adjusted R2
1) 標準化係数，2) 独立変数の政党支持、政治的有効性感覚、政治関心、投票義務感、政治知識は記銘時（過去の投票時点）のもの，

3) 2003年については前々回選挙想起の変数が作成できないため分析から除外，4） *** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05, + p<0.1。

政党支持強度 政治的有効性感覚
前々回選挙想起 前回選挙想起 前々回選挙想起 前回選挙想起

2005年2003年 2004年 2005年 2003年 2004年 2005年 2003年 2004年 2005年 2003年 2004年

732- 304 576 381 718 736 - 271 565 392 724
.269- .293 .338 .340 .269 .325 - .427 .307 .369 .315

政治関心 投票義務感
前々回選挙想起 前回選挙想起 前々回選挙想起 前回選挙想起

2005年2003年 2004年 2005年 2003年 2004年 2005年 2003年 2004年 2005年 2003年 2004年

739- 304 579 395 723 738 - 306 578 394 728
.428- .348 .272 .386 .267 .271 - .365 .435 .396 .335

1）標準化係数，2）独立変数の政党支持、政治的有効性感覚、政治関心、投票
義務感、政治知識は記銘時（過去の投票時点）のもの，3）2003 年については
前々回選挙想起の変数が作成できないため分析から除外，4）*** p<0.001,  
** p<0.01, * p<0.05, + p<0.1。

（
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験とその記憶の蓄積が制度を超えて効果を持つことを意味する。つま

り、政党支持強度に対する効果とは、投票における特定政党への投票

経験とその記憶の正確さが党派性をより強化することを示すものであ

ろう。そうした視点で投票義務感に対する効果を見れば、投票義務感

は参加に対する「市民の義務」の側面に留まらず、党派性を帯びた側

面を併せ持つ。三宅ら（三宅・西澤 1997）は有力者への忠誠の証しや特

定の候補者を応援するような「社会的な『圧力』に対して応える」意

味の投票義務感を指摘したが、投票方向の正確な記憶が投票義務感を

促進する結果は、特定政党への投票経験とその記憶が新たな義務感を

生むことを示している。

他方、前々回選挙の記憶の効果とは同一制度下の選挙であることか

ら、より特定の候補者、同一の候補者に結びついた効果となる。従っ

て、投票義務感や政党支持に対する前々回選挙の正確な記憶の効果は、

前回選挙に増してさらに党派性に基づいた投票経験の記憶の効果であ

るといえる。なお、先述の通り、不正確な記憶は投票時点、想起時点

何れか一方には投票参加のベクトルを有していることから、前々回選

挙の不正確な記憶の投票義務感に対する効果とは、同一制度の投票参

加についての記憶の効果である。そうした意味では、投票義務感には

参加そのものに対する側面と党派性を帯びた側面とが存在することが

示唆される。

5.4　投票方向の想起の正確さが投票参加に与える効果

表 6 は各年度の投票参加を従属変数とした ReLogit モデル（King & 

Zeng 2001）の結果である。独立変数には前回選挙、前々回選挙に対す

る投票方向の想起ダミーを投入した。また、統制変数には社会的属性

と政治意識、政治知識とを投入した。なお、政治意識は当該選挙時点

のものを用い、これら統制変数のみのモデル（Model 1）と投票方向の

想起ダミーを加えたモデル（Model 2）とを推定した。

結果を見ると、何れの年度においても投票方向の想起の正確さが投

（
六
三
〇
）
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票参加を促進する効果が確認できる。前回想起、前々回想起何れにお

いても参照カテゴリは「正確な棄権想起」であるので、棄権の正確な

記憶に比べ、たとえ記憶が不正確であっても、何れかの政党に投票し

たとの記憶を保持していること、さらには、その記憶を正確に保持・

表 6　投票参加に対する政治的エピソード記憶の効果

21 
 

表 6 投票参加に対する政治的エピソード記憶の効果 

 

 

不正確な想起（前回選挙） 1.987 * 2.570 + 2.241 *
( .914) ( 1.389) ( .893)

正確な方向想起（前回選挙） 2.740 * 3.729 * 3.603 **
( 1.239) ( 1.516) ( 1.333)

不正確な想起（前々回選挙） - -.278 1.054
( 1.367) ( 1.004)

正確な方向想起（前々回選挙） - .833 2.862 *
( 2.013) ( 1.366)

性別 -.181 -.050 .305 .661 -.129 .090
( .710) ( .817) ( .713) ( 1.158) ( .570) ( .876)

年齢 .029 .018 .034 .040 .011 .002
( .024) ( .025) ( .031) ( .031) ( .023) ( .028)

教育程度 .339 .036 .017 -.096 .358 .281
( .535) ( .558) ( .346) ( .281) ( .344) ( .324)

居住年数 -.141 -.284 -.576 -.962 .367 .386
( .296) ( .399) ( .619) ( 1.088) ( .316) ( .443)

都市規模 .121 .117 .182 .160 .126 .267
( .231) ( .287) ( .204) ( .267) ( .152) ( .234)

政党支持強度 .307 .044 .352 -.269 .466 + .098
( .263) ( .348) ( .300) ( .482) ( .255) ( .339)

政治的有効性感覚 -.016 -.028 .546 * .751 + .267 -.072
( .271) ( .315) ( .270) ( .402) ( .222) ( .306)

政治関心 -.066 -.172 .552 1.014 .691 .070
( .447) ( .426) ( .532) ( .681) ( .521) ( .713)

投票義務感 1.871 *** 1.514 ** 1.198 * .545 .986 * -.117
( .508) ( .541) ( .491) ( .608) ( .400) ( .713)

政治知識 .146 .167 .266 .260 .467 .252
( .459) ( .382) ( .413) ( .439) ( .425) ( .428)

定数 -4.009 -2.907 -4.840 * -6.265 ** -6.559 ** -4.229
( 2.792) ( 3.086) ( 2.283) ( 2.304) ( 2.427) ( 2.695)

N

Cox & Snell R2

Nagelkerke R2

1) ReLogitモデル， 2) 括弧は頑健標準誤差，3) 擬似決定係数はロジスティック回帰の値，

4) 2003年は前々回選挙想起の変数が作成できないため変数から除外， 5) *** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05, + p<0.1，

6) Model1はModel2のNを用いて推定を行った。パネル次波調査協力者が対象となるため利用可能なＮより減少している

が利用可能なサンプルを用いたModel1の推定においても同様の結果が得られた,

7) 独立変数の政治意識は想起時（当該選挙時点）のもの。

523

2003年 2004年 2005年

Model 1 Model 2 Model 1 Model 2 Model 1 Model 2

356 356 275 275 523

.545

.103 .132 .112 .186 .073 .146

.348 .447 .326 .538 .271

1）ReLogit モデル，2）括弧は頑健標準誤差，3）擬似決定係数はロジスティッ
ク回帰の値，4）2003 年は前々回選挙想起の変数が作成できないため変数から
除外，5）*** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05, + p<0.1，6）Model1 は Model2 の N
を用いて推定を行った。パネル次波調査協力者が対象となるため利用可能なＮ
より減少しているが利用可能なサンプルを用いた Model1 の推定においても同様
の結果が得られた，7）独立変数の政治意識は想起時（当該選挙時点）のもの。
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想起可能なことがより投票参加を促進することを示す結果となった。

統制変数の効果としては、Model 1 では投票義務感、政治関心、政党

支持強度でその効果が認められる。しかしながら、政治意識の効果は、

投票方向の想起ダミーを投入した Model 2 では一部の投票義務感の効

果を除いてその効果が確認できない。これは、先述の分析において、

投票方向の記憶の正確さが、政治意識に対して効果を持っていたこと

を併せて考えれば、投票方向の記憶の正確さは政治意識の規定因であ

り、同時に、投票参加を直接的に促進する要因となっているといえる。

こうした結果は、政治的エピソード記憶が政治意識を包含する要因と

なっていることを示唆するものでもある。さらに、意味記憶的側面と

して政治的エピソード記憶と対置した政治知識の効果が確認できな

かった結果は、意味記憶とエピソード記憶とではエピソード記憶にお

いてその効果が認められるといえよう。

前回想起と前々回想起の効果との違いでは、前回選挙における正確

な方向想起の安定的効果が認められる。両効果は「時間的距離の効果」

と「異なる制度の効果」との違いを示唆している。まず、前回選挙と

前々回選挙との比較では、前回選挙において当該選挙との時間的距離

は短い。従って、時間的距離の異なる記憶を比較すれば、より直近の

経験とその記憶が投票参加に対してより影響を及ぼすといえる。ただ

し、前々回選挙の効果も示されていることから、たとえ時間的距離の

離れた経験であっても、経験とその記憶は投票参加に対して効果を持

ち得るのである。次に、異なる制度の効果も示唆される。先述の通り、

調査期間中は、衆院選と参院選とが交互に行われている。従って、何

れの年度においても、前回選挙の効果は衆議院と参議院との異なる制

度間の効果を示している。勿論、前々回選挙の効果、即ち、同じ制度

間の効果も示されてはいるが、たとえ異なる制度、異なるレベルの選

挙における投票の経験であっても、その経験と記憶は投票参加に対し

て効果を持ち得るといえよう。

（
六
二
八
）

123



投
票
方
向
の
記
憶
が
後
の
政
治
意
識
・
投
票
参
加
に
与
え
る
効
果
（
岡
田
）

四
八
五

6　結論と含意

本稿は政治的経験が後の政治意識や投票参加に影響を及ぼす効果に

おける時間的間隔の媒介要因として有権者の政治的エピソード記憶を

提示し、投票方向の記憶を中心概念として位置付け、その記憶の正確

さを検討に含めた分析によって、政治的エピソード記憶研究の質的拡

充を行った。本稿で明らかになったことは以下の通りである。

第 1に、有権者は自身の投票行動の記憶を必ずしも正確に保持し想

起可能であるわけではない。記憶の正確さを左右するのは、政治意識

の効果であり、過去の投票時点での選挙に対する心理的コミットメン

トが投票方向の記憶の正確さを規定する。また、投票方向の正確な記

憶は後の政治意識を促進する。これは、投票参加や投票行動に対する

主要な独立変数である政治意識の形成要因として政治的エピソード記

憶が位置付けられることを示唆している。

第 2に、投票方向の正確な記憶は後の投票参加を促進するが、前回

選挙と前々回選挙の記憶の比較では、時間的距離の近い前回選挙にお

いてより効果が認められる。これは政治的エピソード記憶が異なる制

度の選挙に対しても効果を持つことを示しているが、国政選挙間の効

果に留まらず、国政選挙と地方選挙のような「異なるレベル」の選挙

における政治的エピソード記憶の機能を示唆している。既存の投票行

動研究では、衆院選と参院選、さらには国政選挙と地方選挙とは、異

なる制度であるが故に独立して分析が行われてきが、政治的エピソー

ド記憶は異なる制度の選挙を連続的に扱い、同一の分析俎上に載せる

ことを可能にさせる。

最後に、本稿の知見は、政治意識や投票行動を説明する 1つの中心

的概念である政治的社会化研究に対して次のような含意を持つ。即ち、

政治的社会化過程においてより重要であるのは、政治的経験を如何に

記憶しているかである。また、たとえそれが一度きりの経験であって

もエピソード記憶として保持・想起されることで、後の行動選択にお
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いても影響を与え得る。本稿は投票経験の記憶という後期社会化過程

に焦点を当てたが、こうした知見は、有権者となって初めての投票経

験の記憶がその後の投票行動に対して持つ影響の大きさを示唆するも

のでもある。さらには、本稿のアプローチは初期社会化過程に対して

も有用であり、未成年期の政治的経験が有権者となった後で想起され

投票行動を左右する効果も想定可能である。ただしその記憶は必ずし

も正確であることだけが求められるわけではない。勿論、正確な記憶

は、より政治意識や投票行動を促進するが、たとえ不正確であっても、

投票に参加したという記憶や何れかの政党に投票したという記憶は政

治意識や投票行動の促進要因となり得るのである。そうした意味では、

投票参加、ひいては、それに基づく民主主義の維持とは、記憶は不正

確ではあるが、投票への参加の志向を持った有権者によっても支えら

れているのである。

なお、本稿には課題もある。まず、本稿は投票方向を従属変数とし

た分析は行っていない。政治的エピソード記憶の効果は投票参加のみ

ならず投票方向の選択に対しても効果を持つことが予測される。次に、

投票候補者の記憶の分析も求められる。政党および候補者への接触頻

度を考慮すれば、投票の意思決定において候補者にまつわる政治的エ

ピソード記憶の効果も無視できないであろう。また、本稿で用いた

JESⅢデータには投票方向の記憶の良し悪しを測る質問項目が存在し

ないため感情を含めた分析は行えなかった。こうした分析については、

実験的手法等も視野に入れつつ稿を改めたい。
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＜補遺＞

変数のコーディングは以下の通り。

投票参加

0：「棄権」，1：「投票」。

投票方向の想起

1：「正確な棄権想起」，2：「不正確な想起（間違い・忘れた）」，3：

「正確な方向想起」。

性別

0：「女性」，1：「男性」。

年齢

調査時点における満年齢。

教育程度

1：「新中学・旧小・旧高小」，2：「新高校・旧中学」，3：「高専・

短大・専修学校」，4：「大学・大学院」。

居住年数

1：「3年以下」，2：「4～ 9年」，3：「10 ～ 14 年」，4：「15 年以上」，

5：「生まれてからずっと」。

都市規模

1：「町村」，2：「10 万未満」，3：「10 万以上」，4：「20 万以上」，

5：「13 大市」。

政治関心

「あなたは政治上のできごとに、どれくらい注意を払っています

か」について、1：「全く注意していない」から 4：「いつも注意を

払っている」。

政治的有効性感覚

「自分には政府のすることに対して、それを左右する力はない」に

ついて、1：「そうは思わない」から 5：「そう思う」。
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政党支持強度

支持政党の有無と支持政党を持つ回答者に対する、「熱心な支持

者」か「あまり熱心でない支持者」かの質問項目との組合せから、

0：「支持政党なし」から 3：「熱心な支持者」。

投票義務感

1：「投票に行くかどうかは有権者が決めることなので、必ずしも

選挙に参加しなくてもよい」，2：「有権者はできるだけ選挙に参加し

た方がよい」，3：「投票に行くことは有権者の義務であり、当然、選

挙に行かなくてはならない」。

政治知識

省庁名の認知数（最大 14）を基に 4 段階（0 個，1 ～ 4 個，5 ～ 9 個，

10 ～ 14 個）。ただし、2004 年は省庁名の質問項目が存在しないため、

「日本の首相になれる条件」、「憲法改正を発議するための条件」、「衆

議院の選挙制度」についての正答数（0 ～ 3 の 4 段階）。

註
（ 1 ） 媒介要因に適応学習を想定する投票参加の説明では、過去の参加経験

とその評価が後の参加を促進することが示されている（Bendor, Diermeier 
& Ting 2003 ; 荒井 2006，2014）。

（ 2 ） エピソード記憶が行動選択に与える効果は主に消費者行動研究で示さ
れ、関心や欲求といった心理的要因が記憶を媒介して行動に影響を与える
ことや、エピソード記憶の想起喚起が、広告や製品の評価を上昇させたり、
製品特性の考慮や製品特性への注意を減少させるとされる（Hall ［1924］ 
1985 ; Baumgartner, Sujan & Bettman 1992 ; Sujan, Bettman & Baumgartner 
1993）。

（ 3 ） 世論調査における投票参加の質問項目では、「社会的期待迎合バイア
ス」を背景とした「過大申告」の問題がある（西澤・栗山 2010）。さらに
は、時間経過による「記憶の正確さ」が阻害されている状態においては、
過去の選挙の想起に対して、その傾向がより拡大するともいえる。しかし
ながら、本稿は調査データの二次分析であるため、そうした考慮は行えな
い。調査時点における過大申告や記憶の正確さ、さらには記憶の過大申告
等の関連については稿を改めたい。

（ 4 ） JES Ⅲデータは、「平成 14 ～ 18 年度文部科学省科学研究費特別推進
研究「21 世紀初頭の投票行動の全国的・時系列的調査研究」に基づく
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「JES Ⅲ研究プロジェクト」（参加者・池田謙一：東京大学教授、小林良
彰：慶應義塾大学教授、平野浩：学習院大学教授）によるものである。

（ 5 ） 紙幅の都合で t-1 時点から t 時点の変化の合計のみ示したが、個別の
各パネル間についても同様の変化が確認された。また図では上昇、残存、
下降に統合したが、何れの値においても変化は確認された。

（ 6 ） 支持政党別の当該政党への正確な想起の割合を算出すると、各政党と
も上昇することが確認された（支持別％－全体％の年度毎の平均：自民＝
6.7、民主＝21.0、公明＝30.6、社民＝20.9、共産＝21.6）。

（ 7 ） 実際の投票と想起の政党名等の選択肢が統一されていない組合せも存
在する。そのうち、投票時には「比例区では投票しなかった」とし、想起
では「棄権した」との回答については、投票していないことを正確に想起
していることから「正確な棄権想起」とした。その他、正確さを確認でき
ないものについては「不正確な想起」とした。なお、厳密には不正確な想
起には「想起したが間違っていた」場合と「投票政党自体を忘れてしまっ
た」場合とが存在する。また、DK や NA、さらには「棄権」の想起をそ
れぞれ独立のカテゴリとして扱うことも可能であるが、そうした分類は不
正確な想起をケースの少ない複数のカテゴリに分割し、結果の解釈を複雑
にさせるため本稿では採用しなかった。これは、不正確な想起が意図的な
ものか否かの判別が不可能なことにもよる。

（ 8 ） 政治意識には記銘時のものと想起時のものとがあるが、先述の通り本
稿では、時間的先行性に基づき記銘時の効果を確認する。なお、両者を投
入した予備的分析では記銘時点の効果が確認されている。

（ 9 ） 従属変数は t から t-1 時点のものを引いたものであるため、統制変数
の t-1 時点の政治意識は、経済学モデルで知られる「条件付き収束」の分
析同様に負の効果となる。
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1975 年国民投票後のヨーロッパ統合を
めぐる労働党の党内分裂

三　澤　真　明

1 　はじめに

本稿では、1975 年の国民投票以後、労働党が急速にEC加盟反対へ

と傾いていった経緯を辿っていく。党としては中立で臨んだ国民投票

であったが、党内のEC加盟賛成派と反対派のバランスは、危うい均

衡点に支えられているものであった。EC残留が決まったからといって

反対派が消滅することはなかった。国民投票以後、党内にいた賛成派

の意思に反して、反対派が望む政策に、なぜ労働党がコミットしたの

かを考察していく。

しばしば、労働党は、イデオロギー的傾向が強いと指摘されること

の多い政党であるが、ヨーロッパ統合をめぐっては、イデオロギーが

党の立場を決定する要因とはなってこなかった。党内議論の中で、議

会労働党（Parliamentary	Labour	Party）、選挙区労働党（Constituency	

Labour	Party）や労働組合（Trade	Union）といった諸アクターは、それ

ぞれが完全雇用の達成や基幹産業の国有化といった社会主義的イデオ

ロギーにもとづく意見の表明を行ってきたものの、党のイデオロギー

に沿った発言は、党内の多様なアクター間での議論に正統性をもたせ

たに過ぎなかった。しかし、党のイデオロギーは、必ずしも一つの結

論を導き出すわけではなく、統合賛成と反対のどちらの根拠ともなり

得ていた。したがって、イデオロギーが党の立場を決定する要因と

論　説
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なったという主張は、党内議論の多様性を示すことができても、労働

党がヨーロッパ統合に対する態度を変化させた説明にはならない。

そこで本稿では、ヨーロッパ統合への態度を決定する要因となった

のは、労働党のプラグマティズムであるという立場をとる。党内の意

見が多様である場合、党としては統合賛成派と反対派の分裂を防ぐ戦

略が必要になる。ヨーロッパ統合では意見を異にするものの、賛成派

と反対派に共通する目的は権力獲得・維持である。この目的は、両派

にとって一致したものである。権力獲得・維持は、政党間では政権の

獲得・維持というかたちで現れ、政党内では党首としての影響力を獲

得・維持するというかたちで現れる。

イギリス政治の特徴は「敵対政治（adversary	politics）（ 1）」であるとい

われている。「敵対政治」という観点からすると、保守党のヨーロッパ

統合政策に対して、労働党は敵対的になることが考えられる（2）。ファ

イナー（Sammuel	E.	Finner）が指摘しているところによると、敵対政治

において、政権の獲得・維持のために党を団結させる必要性から、党

の立場は党内の左右両派の中間に妥協点を設定する（3）。すなわち、

ヨーロッパ統合政策にかんしても、賛成派と反対派の両方にとって、

妥協的な政策に収斂していく。政策的な収斂は、しばしば「保守党の」

加盟申請や条件に反対というかたちとなっていった。政策が中間に収

斂し、権力の獲得・維持を目指すことで、労働党は野党時代には、保

守党との敵対性を示していく。

そこで、以上の点に着目し、労働党のヨーロッパ統合政策は、イデ

オロギーの実現という判断よりも権力の獲得・維持を目指すプラグマ

ティックな判断によって影響を受けたという立場をとる。したがって、

本稿での仮説は以下の通りとなる。

ヨーロッパ統合問題をめぐり、労働党内において意見の分裂がみ

られる場合、政党指導部は、イデオロギーにもとづく政策判断では

なく、プラグマティックな判断によって政策を決定する。
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ａ　労働党が野党である場合、党指導部は、権力（政権）の獲得を志

向して、保守党の政策に敵対的となる。

ｂ　労働党が野党である場合、党指導部は、党内権力の維持を志向

して、党内分裂を避けた融和的な政策をとる。

ｃ　労働党が与党である場合、党指導部は、権力の維持を志向して、

包括政党としての立場から戦略的な政策をとる。

国民投票の実施にあたって、ウィルソンは、非常に注意深くかつ党

を分裂させない方針を示してきた。党内で意見が激しく割れた状況下

にあって、国民投票のキャンペーンでは、労働党として片方の立場に

コミットすることはしなかった。一方で、政府としては、加盟条件の

再交渉をした責任からEC残留勧告を出している。その上で、政府の

構成員に連帯責任の原則を課さずに、政府の立場から自由に国民投票

キャンペーンに加わることを許した。ウィルソンは、党と政府として

の立場を使い分けることで、政府に対する国民の支持を調達しながら

も、党内の分裂を避ける選択をとった。

国民投票の結果は、加盟反対派の期待を裏切って、大差での残留が

決まることとなった。イギリスの重要問題は、国民の手で決するべき

と主張していた反対派にとって、国民投票での敗北は、ヨーロッパ統

合の決着であった。ウィルソンの党内分裂回避の動きは、達成された

かにみえる結末となった。

しかしながら、労働党のヨーロッパ統合問題は、決して収束したわ

けではなかった。確かに、国民投票の敗北は直視すべき結果であった

が、加盟反対派が賛成へと改宗することはなかった。反対派の当面の

目標は、イギリスがこれ以上、統合に組み込まれないように監視する

ことであった。このような反対派が問題としたのがヨーロッパ議会へ

の直接選挙導入問題であった

ウィルソンは、党内融和に努めていたものの、国民投票後すぐに首

相を辞任し、同時に党首の交代がなされた。後任のキャラハン（James	
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Callaghan）は、ウィルソン政権で外相としてイギリスの加盟条件再交渉

にあたってきた経験を持ち、穏健なリーダーシップを有していると目

されていた。

そのキャラハンが党首としてのリーダーシップを発揮するにあたっ

て、議会労働党、労働組合、選挙区労働党のそれぞれが異なる意見で

対立していた。議会労働党の対立は社会民主党の結党を招くことに

なった。また社会民主党の結党は、労働党内の加盟賛成派の立場を著

しく弱めることになってしまった。結果的に労働党は、1983 年総選挙

の公約にEC脱退を掲げて戦うことになるものの大惨敗を喫してしまう。

本稿では、この一連の流れを党指導部、議会労働党、労働組合、選

挙区労働党といったアクターに着目しつつ、どのような政党政治が行

われたのかを検討することで、なぜ労働党がEC脱退を公約として掲

げたのかを明らかにしていく。

2　ヨーロッパ議会選挙と選挙制度

国民投票では、労働党支持者、肉体労働者、労働組合員など様々な

社会的属性を持つ有権者からのEC残留支持を受けて、労働党内のEC

加盟反対派は勢いを失った。国民投票の実施を声高に主張していた反

対派にとって、投票結果は衝撃的であったが、国民の手でイギリスの

将来を決めるべきと主張していた以上、受け止めなくてはならない現

実であった。EC残留を勝ち得た労働党政権は、再交渉で得られた加盟

条件の下でEC加盟国としての責任を果たしていくことを約束した（4）。

同時に国民投票のキャンペーンで傷ついた党内の連帯を回復していく

ことが求められた。議会労働党や労働組合、選挙区労働党に至るまで、

院内外の党組織はECをめぐって鋭く対立してきた。

ウィルソンの方針に沿い、ECとの関係性を正常化する動きが議会労

働党においてもみられるようになった。その一つが今までボイコット

をしていたヨーロッパ議会への代表派遣である。労働組合もECとの

（
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関係改善を目指し、それまで参加を拒否してきた経済社会委員会

（Economic	and	Social	Committee）などのEC機関に加わることを決め

た（5）。ウィルソン政権の反対派閣僚でさえもECの政策を実行してい

く過程で協力姿勢をみせる必要性に迫られてきた（6）。党内でECへの

宥和的態度が醸成される中で、表立ってEC脱退を訴えることが困難

になっていった反対派にとって、残された道はイギリスがEC脱退を

すべきということではなく、イギリスがいかにしてEC統合の深化に

飲み込まれないかを監視していくことであった。

閣僚の中でもキャンペーンで反対派の先頭に立ったベン（Tony	Benn）

は、国民投票後に大きな打撃を受けた（7）。彼は、それまでの産業相か

らエネルギー相へとスライドさせられた。ベンの日記によれば、後任

のヴァーリー（Eric	Varley）にベンが左遷された理由として告げられた

のは、ウィルソンが産業界との間でベンを有力な閣僚の地位から排除

することを約束していたからであるということであった（8）。

ベンの左遷はむしろ例外的な事例であり、国民投票によって反対派

は確かにダメージを受けていたが、党内での勢力は温存されていた。

反対派の中心を占めていた党内左派は、内閣では困難に直面していた

が、院外組織では多数の労働組合の支持を得て、党大会に大きな影響

力を残していた。党大会への影響力を残しているということは、党の

執行機関である全国執行委員会での発言力も保持していたということ

である。全国執行委員会の委員の選出基盤のうち、選挙区労働党部門

と女性部門の委員が左派代表だったことに加え、労働組合部門選出の

委員は有力労働組合の代表から選ばれていたため、積極的に左派優勢

を打ち崩すような選出が図られていなかった（9）。

EC加盟反対派が表立ってEC脱退を訴えられなかったからといって、

賛成派に改宗することはなかった。1975 年 11 月には、ベン、ショアー

（Peter	Shore）、キャッスル（Barbara	Castle）など反EC閣僚を中心に 50

人ほどの労働党議員が集まり、労働党共同市場セーフガード委員会

（Labour	Common	Market	Safeguards	Committee）を結成した。同委員会の
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目的は、先述したEC加盟がイギリスにもたらす悪影響を見逃さない

ように監視することであった。1976 年 2 月には、労働党共同市場セー

フガード委員会が主導して、イギリスセーフガードキャンペーンが結

成された。同キャンペーンは労働党共同市場セーフガード委員会の目

的に加え、ヨーロッパ議会に対する直接選挙の導入を阻止するという

具体的な目標を掲げていた（10）。

残留を支持していた加盟賛成派は、国民投票の勝利を決めた 1975 年

6 月 6 日が第二のD-day であるとして（11）、第二次世界大戦のノルマン

ディー上陸作戦を引き合いに出すほどの喜びをみせていた。加盟賛成

派はEC残留という目的を果たしたが、彼らの中心人物であるジェン

キンス（Roy	Jenkins）は必ずしも党内基盤を強化したとはいえない状況

であった。EC残留と並んで労働党党首の座をうかがっていたジェンキ

ンスは、ウィルソンの突然の辞任の後に行われた党首選挙で思ったほ

どの票を獲得できないでいた。ウィルソンの突然の辞任は、ジェンキ

ンスにとって突然のことであったが、キャラハンには事前に知らされ

ていた。ウィルソンはキャラハンを後継に指名したわけではなかった

が、キャラハンが 3月 11 日には辞任について聞かされ、ジェンキンス

が 3月 16 日の辞任表明当時まで知らなかったことを考えれば、どちら

を後継者にふさわしいと思っていたかは明らかである。ウィルソンか

らすれば、左遷したベンにしろジェンキンスにしろ国民投票キャン

ペーンで、あまりに対決色を強めた人物を党ないし政府の中枢に置く

ことは党の分断回復という観点から望ましくなかった。

党首選挙は左派からフット（Michael	Foot）とベンが、中道と右派か

らはキャラハン、ジェンキンス、ヒーリー（Denis	Healey）、クロスラン

ド（Anthony	Crosland）が出馬していた。第一回投票では、有効投票数

314 票中、ジェンキンスは 56 票しか獲得できず、フットの 90 票とキャ

ラハンの 84 票に大きな差をつけられていた（12）。制度上、第二回投票

に参加できるものの、勝利の見込みがないジェンキンスは撤退を余儀

なくされた。
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ジェンキンスの支持がそれほど集まらなかったのは、加盟問題を通

してキャラハン支持に転向したものが少なくなかったことが挙げられ

る。ジェンキンスはそうした状況を認識しており、庶民院議員のアー

ムストロング（Ernest	Armstrong）が労働党の分断状況においては、

キャラハンの穏やかなリーダーシップが必要であると述べていたのを

知っていた（13）。ジェンキンスとともに労働党のEC賛成派の中心を

担ってきたハタズリー（Roy	Hattersley）でさえもキャラハン支持へと動

いていった（14）。

ジェンキンスに対する支持が伸び悩んだのは、反対派の牙城でもあ

る左派がいまだに党内で勢力を維持していた以上、180 度異なる見解を

持つ人物を党首に選ぶことはできないという判断が働いたからである。

アームストロングが懸念したように、ジェンキンスのEC残留をめぐ

る発言は、ベンを個人攻撃するなど苛烈な対決姿勢をみせていた。対

照的にキャラハンは外務大臣としてEC残留の政府勧告を出すことに

尽力したが、不用意に反対派を挑発することもせずに再交渉、国民投

票キャンペーンに臨んできた。ウィルソンが党内融和を考えていたの

と同様に、残留を勝ち取った賛成派が次に望んだのはあくまでも党内

が分裂しないことであった。党首の座に就く道が断たれたジェンキン

スにとって、もはや党内での復権は厳しい状況であり、次に目指した

のはヨーロッパ委員会の委員長であった。

党首選挙を終え、次に浮上したのがヨーロッパ議会に直接選挙を導

入するか否かという問題であった。ヨーロッパ議会への直接選挙の導

入はEEC設立条約（ローマ条約）第 138 条第 3項で言及されていた。

同条約では、「ヨーロッパ議会は、すべての構成国において一律の手続

きにしたがう直接普通選挙が行われるように草案を作成する（15）」とさ

れていた。加盟国の手続きとして、「理事会は、ヨーロッパ議会の多数

決による同意を得た後に、全会一致により、適切な規定を定め、構成

国に対して、それぞれの憲法上の要件にしたがいその規定を採択する

ように勧告する（16）」とされている。EC加盟国の間でも当初はフランス、

（
六
一
四
）
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後にデンマークやイギリスの承認が得られずに直接選挙の導入は見送

られていた。そのためにヨーロッパ議会議員は加盟国国会議員の互選

による間接選出がなされていた。

直接選挙導入が再び持ち上がったのはフランス大統領ジスカールデ

スタン（Valēry	Giscard	d’Estaing）のイニシアチブによってであった。イ

ギリスでは国民投票を控えたタイミングということもあって、この問

題に対する自国の態度を保留していた。イギリスのこの態度は 1974 年

のパリEC首脳会議声明に書き込まれたものであり、各国に認められ

たものであった。同声明では、「連合王国の首相は、女王陛下の政府が

他の加盟国政府のヨーロッパ議会直接普通選挙に向かっていくことを

妨害することはないと説明した。女王陛下の政府は、再交渉の過程が

終了し、その結果がイギリス国民に対して提出されるまでは（直接選挙

に関する）提案について立場を決めることはできない（17）」としていた。

ヨーロッパ議会への直接選挙導入問題をめぐる労働党の対立は、国

民投票キャンペーンと似た構図を持っていた。すなわち内閣の多数派

が直接選挙を受け入れる一方で、内閣の少数派、全国執行委員会と党

大会が反対するというかたちである。ウィルソンとキャラハンは、既

に他の加盟国に対して、ヨーロッパ議会に対する直接選挙を支持する

と約束をしており、それはイギリスのEC加盟の必然の帰結であると

して、閣僚にも賛成を訴えかけていた（18）。反対派からすれば、EC残

留は変え難い現実であるとしても、イギリスがますますECにコミッ

トしていくのを許すはずはなかった。直接選挙の導入は、イギリス議

会主権の制限を意味し、他方でECが統合を深化させ連邦主義的性格

を強めていくことにつながりかねない危険性があった。

反対派の抵抗にあいながらも内閣は直接選挙の受け入れを決め、

1976 年 2 月に政府緑書で明らかにした（19）。続いて 9月の外相理事会に

おいて、クロスランドがヨーロッパ議会直接選挙法案に署名すること

によって、EC内における手続きを進めていった。

政府が内閣とECのそれぞれで、着々と直接選挙導入手続きを進め

（
六
一
三
）
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ていったのに対して、全国執行委員会は正反対の方に進んでいった。

1976 年 1 月の段階で、全国執行委員会は、この問題が党大会において

議論されるまで立場を明確にするべきではないと政府に主張してい

た（20）。クロスランドが署名をした後、全国執行委員会は、党大会での

討議のために作成した賛成と反対についてのそれぞれの論拠を示した

文書で、同問題に反対する姿勢を明確に示していた（21）。文書の中で示

された反対論の論拠は「国家主権」の存在であった。全国執行委員会

文書は次のことを指摘している。

「もし労働党が国家主権を掘り崩す恐れのあるヨーロッパ統合の深化

に反対するならば、ヨーロッパ議会に対する直接選挙の導入にも反

対するべきである。（直接選挙の導入は）国民国家の議会に比べてヨー

ロッパ議会の権威を高めることになり、国家主権を掘り崩す恐れが

ある（22）」。

加えて、EC諸機関に対する民主的統制が拡大されるという議論に対

しては、以下のように返答していた。

「民主的統制というものは、国民国家の議会に責任を持つ各国政府に

よってのみ行使されるので、ヨーロッパ議会に対してこれまで以上

の権限付与を行えば、国民国家の議会の権限削減につながり、ECの

民主的統制は拡大どころか減少する（23）」。

国家主権の削減をもたらしかねないヨーロッパ統合の深化に対して、

断固として抵抗する姿勢をみせていたEC反対派がヨーロッパ議会の

直接選挙に反対していたのは先見性のある行動であった。その後、直

接選挙によって選出された議員がEC市民から直接選ばれたという民

主的な正統性を背景に、ヨーロッパ議会の権限を拡大し、現在では委

員会メンバーや立法手続きにも関与の度合いを高めていった。

（
六
一
二
）

139



１
９
７
５
年
国
民
投
票
後
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
を
め
ぐ
る
労
働
党
の
党
内
分
裂
（
三
澤
）

四
六
九

全国執行委員会が直接選挙導入に反対している中、1976 年 10 月には

党大会が開かれた。党大会でも全国執行委員会の立場は大きな支持を

集めることになった。議決は 401 万 6,000 票対 226 万 4,000 票と二倍近

くの差をつけての可決であった。一般討議でも選挙区労働党のハルス

テッド（George	Halstead）から以下のような動議が提出されている。

「本大会は、イギリスがEEC議会直接選挙を導入することに反対す

る。導入についての賛否は国民投票で有権者によって委任されてい

ないことである。直接選挙は、イギリス国民が自分自身達の出来事

に対して持つ国内でのコントロールを弱体化させ、ますます手を離

れていっているイギリス労働党の基本綱領を実行していく可能性を

弱めるような新たな超国家とイギリスを混ぜ合わせることになる大

きな一歩として企図されている（24）」。

ハルステッドの議論の根本にあるのはこれまで何度となく繰り返さ

れてきた、自国のことを自分達で決められなくなるという批判であっ

た。全国執行委員会声明に多くの支持が集まったのと同様にこの動議

も可決された（25）。一方で直接選挙に賛成する立場として選挙区労働党

のポッツ（Fred	Potts）からも動議が提出されたが（26）、否決される結果

となった（27）。

この党大会で明らかになったことは、政府の多数派が直接選挙導入

に積極的ではあるものの、全国執行委員会や労働組合からは導入に反

対されているという国民投票と同じ構図が固定化されているというこ

とであった。少なくとも国民投票の時に直面した困難は、国民の判断

という正統性の前にうまく乗り切れたが、直接選挙導入問題では国民

投票を用いるという選択肢が難しい以上、解決がより難航する懸案で

あった。

ただし、国民投票時との違いは、労働党の勢力であった。国民投票

では単独で過半数を維持していた労働党であるが、キャラハンの党首

（
六
一
一
）
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就任以後の補欠選挙で敗北を重ねることで、過半数を失ってしまった。

この状況を受け、1977 年初頭には自由党と閣外協力を経ての政権運営

を迫られており、労働党はヨーロッパ議会の直接選挙導入問題で自由

党の要求を飲まざるを得なかった。政権維持のためには自由党の要求

である直接選挙導入を飲まなければいけないというのは、反対派を説

得する上で有効なロジックになりうる。もし自由党の要求を飲まずに

閣外協力を失えば、総選挙を行わなければならず、イギリス経済低迷

で労働党政権の支持が落ちている現状で政権喪失は確実視されていた。

EC反対派もこのことは十分承知しており、強硬な圧力をかけることは

できなかった。

閣外協力合意で「1978 年のヨーロッパ議会に対する直接選挙のため

の法案は今会期中に提出される（28）」とあったことから、キャラハンは

合意を実行に移していく。反対派は下院に法案提出することは止めら

れなかったが、採決では自由投票を行えるという譲歩を指導部から引

き出した。1977 年 11 月 24 日の下院投票では、連帯責任の原則をもつ

反対派閣僚は投票を棄権することで、内閣崩壊の引き金を引くことを

避けた。しかし、棄権に回った閣僚や閣外相は合計で 26 人にも上って

おり（29）、大きなしこりを残した。陣笠議員の反対や棄権が多かったも

のの、保守党や自由党の議員の大多数が法案に賛成したこともあり、

381 票対 98 票の大差で可決されることになる（30）。

ヨーロッパ議会に対する直接選挙の導入に関して、もう一つ対立の

争点になったのは、どのような選挙制度を採用するかという点であっ

た。自由党は閣外協力に関する交渉の中で、直接選挙を比例代表制で

行うことを求めていたが、キャラハンは自党の議員の支持を得られな

いとして、合意事項に盛り込むことが難しいとしていた。党としての

合意事項に加えることが困難であるものの、キャラハンは、自由党党

首のスティール（David	Steel）に個人的には比例代表制を支持すると伝

えている（31）。

小選挙区制ではなく比例代表制を導入することの是非について、多

（
六
一
〇
）

141



１
９
７
５
年
国
民
投
票
後
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
を
め
ぐ
る
労
働
党
の
党
内
分
裂
（
三
澤
）

四
六
七

くの閣僚の間で支持がみられていた。比例代表制への支持の理由は、

現実的な状況から導き出された答えであった。他の加盟国との合意期

日である 1978 年中に直接選挙を行うには、実質的に比例代表制しかな

かった。もし小選挙区制を導入すれば、次に待っているのはヨーロッ

パ議会選挙のための選挙区画定作業であった。時間のかかる選挙区画

定を行えば、間違いなく 1978 年中の選挙実施ができなくなり、他の加

盟国との合意を破ることになる。また、労働党への支持が低迷してい

た状況下で小選挙区制による選挙を実施すれば、惨敗を喫する可能性

が高かった。さらにヨーロッパ議会選挙での保守党の勝利の勢いその

ままに総選挙が実施されれば、労働党は致命的なダメージを受けるこ

とになる。対して比例代表制を採用すれば、労働党の敗北は避けられ

ないまでも、得票数以上の議席差が生じず、保守党の大勝を阻むこと

ができると期待されていた（32）。

閣僚の間に広がっていた比例代表制容認論に対して、全国執行委員

会はこの動きを牽制するように、「党の方針として、既存の小選挙区制

から比例代表制を含む他のいかなる選挙制度への変更にも反対であ

る（33）」という声明を出している。ヨーロッパ議会に比例代表制を採用

することに対する全国執行委員会の反対論は、それが庶民院議員選出

方法として小選挙区制を廃止して比例代表制に変えるという選挙制度

改革を求める動きを強化しかねないというものに裏打ちされていた。

労働党では、特に左派を中心として総選挙に比例代表制を用いること

に反対が多かった。比例代表制の下では、一つの政党が単独多数政権

を形成する可能性は低く、政権に就くためには連合しなければならな

い。諸政党との間で連合する際に、政策は穏健なものへと収斂してい

くことによって、労働党左派の社会主義的政策は実行が事実上不可能

になってしまう。

このように左派を中心として反対論が根強かったために、キャラハ

ンはヨーロッパ議会議員を選出する選挙制度の問題について、労働党

としては自由投票で臨まざるを得なかった。選挙制度の問題について

（
六
〇
九
）
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は保守党が小選挙区制を支持していたために、ヨーロッパ議会選挙に

比例代表制を導入する法案は、1977 年 12 月 13 日の下院投票において

222 票対 319 票で否決される結果になった（34）。146 人の労働党議員が

賛成投票していたが、反対投票を行った議員は 116 人にのぼった（35）。

閣僚の中では 14 人が賛成し、反対した閣僚は 4人であった（36）。

比例代表制の導入が議会で否決されたことにより小選挙区制の導入

が決まったが、このことにより、1978 年中にイギリスがヨーロッパ議

会選挙を行うことが不可能になった。結局、ヨーロッパ議会選挙は一

年遅れの 1979 年 6 月に実施された。

3　ヨーロッパ議会選挙をめぐる対立

ヨーロッパ議会選挙に直接選挙を導入するか否かについて、選挙制

度に比例代表制を用いるかという問題を通して、労働党指導部と加盟

反対派の対立が深まる中、EC加盟の経済的側面に対する批判が勢いを

増してきていた。

経済的な側面からのEC加盟に反対する議論の復活は、1974 年から

76 年にかけて発生した大規模な経常収支赤字を改善するために行った

緊縮財政がきっかけになっていた。緊縮財政の実施は国民生活にダ

メージを与え、EC加盟の経済的有効性が疑われたのである。このよう

な状況下で経常収支赤字を減らす手段として、緊縮財政でなく輸入統

制を求める声が高まった。加盟反対派は、EC加盟が経常収支赤字の主

因であるだけでなく、その解決策である輸入統制や産業に対する政府

の介入を阻む障害になっていると主張した（37）。労働党セーフガード委

員会の演説の中で、貿易相のショアーは、「工業製品に関するECとの

間での 20 億ポンドの赤字は深刻な問題であり、それがECにおいて解

決されなければ、イギリス政府は必要とあれば単独でも解決にあたら

なければならない（38）」と述べていた。

EC加盟によってもたらされたとされる経済的な困難や、それを解決

（
六
〇
八
）
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する手段に対してEC加盟が足かせになっているということについて、

労働党党内で不満が高まる中、全国執行委員会もそのような党内情勢

を反映して、さらにECに敵対的な態度をとるようになっていた。

労働党内のECに対する反感が公然とECからの脱退を求める要求

に発展するのを恐れたキャラハンは、党大会が開かれる直前の 1977 年

9 月に、全国執行委員会に対して手紙を書いている。この手紙は、EC

加盟がイギリス経済に対して悪影響を与えているという主張に反論し

たものである。キャラハンは手紙の中で、「EC加盟の真の長期的影響

は、今の時期に正確に測定するのは不可能である。なぜならこの時期、

石油価格が五倍に上昇し、世界が過去 40 年間で最悪の景気後退を経験

しているからである。EC加盟の影響について、イギリスで表明されて

いる不満を考えてみると、このような状況が十分に考慮されていると

は思わない（39）」と述べている。

キャラハンも、現在のECが加盟国に対して行う政策の中には、イ

ギリスの利益になっていないものもあることは認めていたが、EC脱退

が問題の解決をもたらすという主張には断固として反対をしていた。

彼は、EC脱退が「イギリスとヨーロッパとの関係ばかりか、より広い

アメリカとの関係をも大混乱に陥れる（40）」という理由から反対してい

た。

しかしながらキャラハンの手紙の力点は、いくつかの政策領域にお

けるヨーロッパ統合の深化に対してネガティブな態度を表明した点に

あった。まず、国民国家の政府と議会の権限を維持する必要性が強調

された。さらに、EC諸機関に対する民主的統制を拡大する必要性につ

いて述べられていたが、その内容はヨーロッパ議会の権限拡大ではな

く、国民国家の議会によるECの監視機能強化を意味していた（41）。EC

からの干渉を受けずに、各国政府が独自の経済、地域、産業政策を展

開する自由を持つことも強調されていた。キャラハンは、共通農業政

策改革が行われることを望んでいたし、加盟国の拡大についても「EC

の過剰なまでの中央集権化、官僚制化、協調化の危険は、九カ国より

（
六
〇
七
）
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も一二カ国の方がずっと少ない（42）」とも考えていた。

彼の手紙のネガティブなイメージは、他の加盟国を当惑させたが、

党内に広がっていたEC加盟反対の動きをコントロールする上で十分

に機能した。1977 年党大会では、再び国民投票を求める動議が選挙区

労働党のライアン（Michael	Ryan）から提出された。

「本大会は、事態が今や次のことを示していると確信している。イギ

リスがEECメンバーとして居続けることは、労働者階級の政治や経

済的生活状態をただ単に悪化させており、ゆえに 1978 年中に国民に、

イギリスがEECメンバーとして留まるべきか否かを決める機会を与

える国民投票を実施することを政府に求めるものである（43）」。

わずか 3年あまりしか経っていない状況であり、かつ事態が急変し

たわけではないにもかかわらず国民投票の実施を求めるのは無理が

あった。党大会の議論では、キャラハンの手紙の内容を受けたかのよ

うに、ライアンに反対する発言がみられた。たとえば選挙区労働党の

グリフィス（David	Griffith）は、「ソ連やアメリカのような巨大なマー

ケットがヨーロッパに構築されており、そこにアクセスできるという

利点は大きなものである。世界経済が一時的に停滞しているからと

いって保護主義的施策を行うのは間違っている（44）」と反論している。

結果的にこの動議は否決されることになる（45）。

しかし、1977 年党大会の動議が否決されたからといって、党内の

ECに対する不満が消えることはなかった。1978 年の党大会でもEC

脱退を求める動議が提出されていた（46）。この動議は否決されたが、EC

による政策のほとんどを否定するような内容の動議が提出され、484 万

6,000 票対 163 万 9,000 票の大差で可決されたのである（47）。その動議は

以下の通りである（48）。

「本大会は全国執行委員会に対して、次期総選挙に向けた党のマニ

（
六
〇
六
）
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フェストの作成にあたり、次のような公約を含めること求めるもの

である。

⒜　1972 年ヨーロッパ共同体法を改正し、EECのどの規則、指令、

決定が連合王国に適用されるかについて、下院が決定できるよう

にすること。

⒝　共通農業政策の根本的な改革によって、世界市場からの食糧輸

入を可能にし、（ECの）過剰農産物の解消、加盟国による（農家の

所得に対する）最低限保障制の採用を実現すること。

⒞　ローマ条約を改正し、ヨーロッパ委員会の権限を削減し、加盟

国が独自の経済、産業、地域政策を追求する権利を認めること。

⒟　経済通貨同盟への動き、およびヨーロッパ議会の権限拡大を含

めた加盟国の自決権に対するいかなる侵害をも拒否すること。

⒠　イギリス固有の燃料（北海油田）はイギリス国民によって所有さ

れること。

⒡　EECを独立国家が相互に関心のある問題を会合して議論するた

めに拡大され、改革された、より柔軟な機構に改革すること。

この動議に加えて、一般討論では、1978 年 7 月に行われたブレーメ

ン理事会において、原則的に合意がみられたヨーロッパ通貨制度

（European	Monetary	System）に対して、多くの厳しい批判が加えられて

いた（49）。1978 年党大会は全体として、例年以上にECに対する反発が

強くみられた。

こうした反発の高まりに対応するかのようにして、労働党指導部は

EC関連問題について批判的な態度へと振れていった。1978 年党大会

でのEC批判を重く受け止めたキャラハンは、労働党政権として、当

面の間、ヨーロッパ通貨制度に参加することはないという立場を明ら

かにした。キャラハン自身、ヨーロッパ通貨制度が安定的な通貨圏を

もたらすかという点に疑問を持っていたのに加えて、ヨーロッパ通貨

制度への参加のために、厳しい緊縮政策が必要になるかもしれないと

（
六
〇
五
）
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いう懸念を抱いていた（50）。この立場は、キャラハンにとって労働党を

これ以上混乱させないための配慮でもあった。

EC加盟はイギリスの国益を損なっているという加盟反対派からの攻

撃を逸らすために、指導部が選んだもう一つの問題は、EC予算に対す

るイギリスの過剰負担であった。加盟に伴う過渡的な措置によって負

担が削減されていたにもかかわらず、1977 年の段階でイギリスは西ド

イツに次ぐ純負担の大きな国となっていた（51）。試算では、過渡的措置

が終了する 1980 年には、加盟条件の再交渉で得られた還付金の枠組み

を用いても、イギリスはドイツを抜いてトップの純負担国になるとみ

られていた（52）。

1978 年のギルドホール演説において、キャラハンはEC予算に対す

るイギリスの過剰負担を看過できないという態度を明確にした。キャ

ラハンにとって、イギリスはEC加盟国の中で生活水準の高さからす

ると九カ国中七番目に位置しているにもかかわらず、EC予算最大の純

負担国となるのは認められなかった（53）。相対的貧困という問題は、外

相のオーウェン（David	Owen）が下院で行った演説でも強調された。

オーウェンは、「一人当たりの国内総生産の数字に関して、共同体の中

で連合王国は三番目に貧しいのに」、EC予算に対して二番目に大きな

純負担をしているという状況は、「連合王国にとってだけでなく共同体

全体にとっても決してよいものとはいえない（54）」と語った。彼は政府

として、「連合王国の過剰な予算負担を削減するために、特に農業に対

する支出を中心にしてEC予算の改革に全力を尽くす（55）」ことを約束

した。

1979 年にはヨーロッパ議会選挙の実施が決定されていたため、加盟

反対派は、争点をEC加盟そのものの是非を問うという戦術を考えた。

ヨーロッパ議会選挙に向けたEC反対派の努力は二つの点で報われる

こととなった。一つは、ヨーロッパ議会選挙の労働党候補者の多数を

EC反対派が占めたことであった。全体で 78 人の候補者のうち、8割

に当たる 60 人が EC加盟反対派で占められていたといわれている（56）。

（
六
〇
四
）
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もう一つは、キャラハンの反対にもかかわらず、1978 年党大会の動議

に示されていた要求が満たされなければ、労働党はEC脱退を考慮す

るという項目がマニフェストに加えられたことであった。マニフェス

トでは、以下のように書かれている（57）。

「われわれは次のことを宣言する。もしこのマニフェストに掲げられ

た根本的な改革が一定期間内に達成されなければ、労働党としては、

EEC残留が果たしてイギリス国民の国益にかなっているかどうかと

いうことに関して、真剣な検討を行わざるを得ない」。

EC加盟賛成側からすれば、労働党の中でECに対するネガティブな

態度が広がっていくことを不安視していたが、彼らにとって、労働党

が公然とEC脱退を考慮すると掲げていることは受け入れられるもの

ではなかった。こうして 1979 年初頭には、深刻な党内分裂の兆しをみ

せていたのである。

しかしながら、この時点ではまだ分裂にまでは至らなかった。それ

はEC加盟反対派の中でも、ECからの脱退を公然と要求するのではな

く、ECの制度と政策に関して根本的な変化を求めるという控えめな要

求に留まる主張があったからである。EC加盟反対派は、差し迫ってい

た総選挙を前にして、賛成派と抜き差しならない状態になり、有権者

に悪印象を残すことを避けたかった。消極的な理由とはいえ、EC加盟

反対派が賛成派に歩み寄りの態度をみせたことで緊張関係が緩和され

た。政権獲得という誘因が働くことにより、党の分裂が回避されたと

みることができる。

こうした両派の妥協は 1979 年総選挙のマニフェストで具現化された。

その中で、共通農業政策やEC予算に対する批判は述べられていたが、

反対派の要求していたイギリス議会がECの決定を修正、拒否するた

めの 1972 年ヨーロッパ共同体法の改正は削除されていた（58）。党内で

のECに対する反発が増大したにもかかわらず、1979 年 5 月の総選挙

（
六
〇
三
）
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直前に、労働党はイギリスのEC加盟問題に直接触れないという妥協

によって、賛成派と反対派の分裂を防ぐことに成功した。しかし総選

挙に敗北したことで、労働党はEC加盟問題をめぐり、党の分裂を招

いてしまうことになる。

4　EC脱退と党内分裂

1979 年総選挙の敗北は、反ECメンバーが中心であった左派が指導

部に攻撃の口実を与えるきっかけとなった。総選挙敗北の責任を負う

べき指導部は、左派の批判の前に受け身の立場に置かれることになっ

た。この時期の党内闘争で中心的な争点となったのは、規約改正問題、

とりわけ党首選出方法の改革、下院議員の強制的再選考、選挙マニ

フェスト作成に対する全国執行委員会のコントロールであった。加え

てEC残留をめぐる問題も重要な争点であった。

1979 年 6 月に行われた影の内閣の選挙では、EC加盟反対派が勢力

を伸ばしていることが明らかになった（59）。トップ当選はヒーリーであ

り、2位にシルキン（John	Silkin）、3 位がショアーとEC反対派が上位

を占めたのである（60）。この結果を受けて、キャラハンも影の外相を交

代させざるを得なかった。キャラハンは、それまで労働党政権で外相

を務めていたオーウェンからショアーに交代させた。

EC反対派の勢力拡大を受けて、党大会もECに対して敵対的な立場

を強めていった。1979 年の党大会では、選挙区労働党のゾット（Ivor	

Zott）が以下のような動議を提出していた。

「イギリスの共同体予算へのますますの負担、共通農業政策の増加す

るコストや浪費、イギリスとEC諸国間で生じている工業製品貿易

収支の赤字の固定化、そしてイギリス議会権限の侵食を指摘するこ

とで、本大会は、これらのすべての傾向がイギリス国民にとって破

滅を招き、労働運動という夢に完全に反するということを確信して

（
六
〇
二
）
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いる。

また本大会は次のことを確信するものである。

⒜　EECの農業政策は完全に修正されねばならず、この永久に続く

奇怪なものに支援することから手を引くことを政府に要求する。

⒝　この状況を改善するためのただ一つの方法は、ヨーロッパ議会

選挙のマニフェストに記載した急進的な改革政策を実行すること

である。1980 年代初頭までに変化がない場合は、イギリスのEEC

加盟継続の問題は再考されねばならない（61）」。

急進的な動議ではあったものの、反対派が勢いを増す状況下では圧

倒的な多数で可決された（62）。こうして労働党がEC脱退を公式に訴え

ていく可能性が着実に増大していった。1979 年 12 月の全国執行委員会

でもベンによってなされた、以下のような提案が可決された。

「ダブリンサミットにおいて、イギリスの要求が受け入れられなかっ

たことを勘案すると（63）、イギリスは即座にすべてのEEC税の払い

込み停止、およびEEC会合に対する閣僚の参加停止の措置をとった

上で、EECからの脱退を含めたあらゆる選択肢の検討を行い、代替

策を準備するべきである（64）」。

1980 年 5 月に開かれた特別党大会に提出された全国執行委員会の政

策文書でもEC加盟に対して厳しい批判が展開された。その中で、イ

ギリス議会の立法、徴税権を完全に回復するために、1972 年ヨーロッ

パ共同体法の改正が打ち出されていた（65）。反対派の究極的な目標は、

労働党を公式にEC脱退の立場にコミットさせることであった。当然

のことながらこのような目標は、加盟賛成派にとって容認できるもの

ではなかった。シルキンが署名した労働党共同市場セーフガード委員

会の声明が明らかになると（66）、即座に賛成派も反対声明を発表した。

（
六
〇
一
）
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この声明に名を連ねたのは、オーウェン、ロジャース（William	Rogers）、

ウィリアムズ（Shirley	Williams）の 3人であり、彼（彼女）たちは後に

「3人組（Gang	of	Three）」と名づけられた。

「3人組」は声明で、もし労働党が次期総選挙のマニフェストの中で、

EC脱退を公約として掲げるようなことがあれば、自分達はそのような

公約とは何の関係ももたないだろうと警告を発していた（67）。このやり

とりで「3人組」は、場合によっては労働党から離れることもあり得る

と表明したのだった。

「3人組」の脱退が現実的なものに近づいたのは、1980 年党大会で

あった。この党大会ではマニフェストにEC脱退を盛り込むことを求

めた動議が可決された。この動議は、「次期総選挙のマニフェストの中

に、EECからの脱退を最優先項目として入れるよう（68）」に求めていた。

一般討論の中でも激しい論戦が行われた。反対派のショアーは、「（EC

加盟は）イギリス国民、イギリス議会、そして憲法上の権利に対するレ

イプである（69）」と断じた。なぜなら「ヒース首相がわれわれの意思に

反し、議会や憲法上の正当な手続きを踏まずにそれ（EC加盟）を行っ

たから（70）」であった。それゆえに労働党は、「国民投票という特別な

手段に訴えた（71）」のであった。一方で、「もしわれわれが次期総選挙

のマニフェストの中で、はっきりと（EC脱退）政策を掲げれば、もう

一度国民投票は必要ない（72）」と論じていた。

こうした反対派の議論に対して、賛成派からはオーウェンが、「1975

年にはイギリス国民に決定権を与えておきながら、今度は彼ら自身の

運命を決定する機会を与えないといのは憲法上犯罪的な行為であ

る（73）」と強く反論を加えた。

反対派と賛成派の議論は、1975 年の国民投票がいかに両者に影響を

与えていたかを明らかにする。1975 年の国民投票を強く求めていたの

は反対派であったにもかかわらず、今や国民投票を否定する立場に変

わってしまった。賛成派にしても、1975 年の国民投票は反対であった

が、賛成へと転向している。反対派からすれば、以前の悪夢が頭をよ

（
六
〇
〇
）
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ぎり、同じ結果が繰り返すことを恐れた。賛成派は以前の成功体験か

ら、次も国民投票に持ち込めば残留を勝ち取れると期待していた。し

かしながら、党大会での動議は、反対派が圧倒的な差をつけて可決し

ていた（74）。

加盟賛成派への打撃は、EC加盟に関してだけではなかった。加盟賛

成派の中心は党内右派であったが、党首選出方法の変更や総選挙候補

者指名、安全保障問題とEC問題以外の争点でもことごとく左派の意

見が通っていたのである。まるで党大会は左派の支配下にあるのでは

ないかという印象を与えていた。

党大会後も右派の後退は続いた。1980 年 10 月に、キャラハンは党首

を辞任することを発表した。新たな党首選出方法は、従来の庶民院議

員のみで選出する方法から庶民院議員、労働組合、選挙区労働党の三

つを組み合わせた選挙人団から選出することに変更することが決めら

れていた。しかし、具体的な実施方法は 1981 年の特別党大会で決定す

ることになっていたため、従来通りの手法が用いられた。

キャラハンは後継者としてヒーリーを望んでいたが、その望みは打

ち砕かれることになる。従来の選出方法ならば、まだ可能性があると

考えていたキャラハンであったが、第一回投票の結果はヒーリーが 112

票、フットが 83 票、シルキンが 38 票、ショアーが 32 票であった（75）。

この結果はヒーリーの敗北とほとんど同義であった。決選投票におい

て、熱心なEC反対論者であるシルキンやショアーの支持者が、同じ

くEC反対派のフットに投票すると予想されたからである。予想通り

決選投票では、フットがヒーリーを破り党首の座に就くのである。

労働党を去る意思を強めつつあった「3人組」にとって、フットの党

首就任は決定的な出来事となった。「3人組」は、ヒーリーが党首にな

れば、徐々に左派に対して巻き返しを図り、EC脱退のコミットメント

を撤回させるチャンスもあると考えていた。左派出身で、長い間EC

批判を展開してきた経歴をもつフットの就任は、彼らのようなEC賛

成派の淡い期待を打ち砕くことになった。

（
五
九
九
）
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「3人組」は、1981 年特別党大会まで、左派に対する抵抗を続けるも、

彼が出した党首選出方法は議論されることなく否決され、左派が求め

ていた選挙人団による選出方式が確定した。これにより次期党首選出

の希望も断たれた「3人組」は、ジェンキンスを加えた 4人で「ライム

ハウス宣言（Limehouse	Declaration）」を出すのである。この宣言によっ

て、労働党を離れて新党を結成することを明らかにした彼らは、1981

年 3 月に社会民主党を結党するのである。この時点で 14 人の労働党議

員が新党に参加し、さらに 1年ほどの間に 12 人の労働党議員が加わる

ことになる。

労働党のEC賛成派議員が次々と新党に参加していく中で、党内の

バランスはさらに崩れ、ますます反対派が大きな発言力をもつように

なっていた。こうした状況下では、労働党にEC脱退方針を撤回させ

ることは不可能となっていた。1981 年の党大会では、EC脱退を求め

る全国執行委員会声明が 621 万 3,000 票対 78 万 2,000 票の圧倒的な差

で可決されている（76）。一方で、もう一度国民投票を行うという動議が

提出されたが、こちらは583万票対107万 2,000票で否決されている（77）。

こうしてEC脱退は総選挙のマニフェストに盛り込まれることで、国

民投票を行わずに、国民の信を問うというかたちが決まっていくので

ある。

実際に 1983 年総選挙のマニフェストでは、労働党が政権を獲得した

後、一議会会期中にEC脱退を達成することを約束している（78）。また、

マニフェストでは、EC脱退が友好的かつ秩序だって行われるため、雇

用が損なわれたり、ヨーロッパ諸国との経済関係が損なわれることも

ないとも書かれている（79）。こうしたことがどこまで実効性を持ってい

たかは疑問ではあるが、結果的にこの公約が果たされることはなかっ

た。1983 年総選挙での争点がEC問題だけでないことは確かであるが、

労働党は保守党から統治能力に欠ける無責任な政党と批判され、大敗

北を喫するのである。そして労働党は、この選挙を最後に、EC脱退を

公約として国民に問うことはなかった。
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5 　おわりに

ECに直接選挙を導入することが連邦主義的色彩を強める契機になる

と懸念していた反対派は、政府の方針に反して、直接選挙問題に強く

抗議をしていった。全国執行委員会も直接選挙導入には反対意見を示

しており、この立場は党大会でも承認されていた。政府からすれば、

自らの方針と逆の立場が党大会によって示されたことで、大きな困難

が生じた。政府は、党大会の方針に反して、直接選挙の導入を決める

ことになるが、その判断の背景には、権力の維持という動機があった。

キャラハンの党首就任以降、補欠選挙での度重なる敗北により、労働

党は、過半数の議席を失うこととなった。政権維持のために閣外協力

していた自由党は、直接選挙導入に対して前向きな姿勢を示していた。

そのため、直接選挙導入に反対し、自由党の協力を失ってしまうこと

は、安定的な政権基盤を喪失してしまうことにつながる。

政府は、権力維持という大義を用いることで、党内の反対派の反発

を抑え込む戦略をとった（仮説ｃ）。同時に、反対派の反発を和らげる

ために、直接選挙導入の是非を問う議会での投票に党議拘束をかけず、

自由投票とすること決めた。また直接選挙導入にあたって、選挙制度

を小選挙区制にするか比例代表制にするかという投票においても自由

投票が認められた。結果として、政府は、自らの方針を貫きながらも

党内分裂を避ける戦略に成功するのである。

しかし 1979 年に政権を失うと、改めてヨーロッパ統合が問題となっ

た。選挙での敗北によって、それまで親ECであった指導部は、加盟

反対派に攻撃の糸口を与えてしまうことになる。加盟反対派は、ECに

おけるイギリスの負担の重さを理由に脱退を求めるようになってきた。

EC加盟を見なおす動議が党大会で可決されたことからも、党内の加盟

反対の論調は日増しに強くなっていった。同時に、党内では、キャラ

ハンの党首辞任を受けて、党首選挙が行われていた。党首選挙では、

加盟反対派のフットが勝利を収めることになり、労働党のEC政策が

（
五
九
七
）
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転換することが確実視されていた。

フットの党首就任以降、急激に左傾化した労働党は、保守党政権へ

の批判と対立軸を明確にするために、改めてEC脱退を打ち出すこと

なった（仮説ａ）。フットの選択は、全国執行委員会や党大会での支持

を得ていることからも、党内権力の維持に適ったものであった（仮説

ｂ）。このフットの選択は、確かにプラグマティックな戦略としてみる

ことができるが、一方で社会民主党の結成を促している。その意味で、

フットの行動は、新たな混乱を招くものであった。

国民投票後も引き続き党内の争点であり続けたヨーロッパ統合に対

する態度は、キャラハン政権期とその後、野党に転落したフット期に

おいて、大きな違いを見せるようになった。しかしながら、この態度

の違いは、ヨーロッパ統合そのものの変質に起因するというよりも、

イギリス国内の政治状況を反映したプラグマティックな判断に根差し

たものであった。その結果、国民投票直後にはECに対して親和的で

あった労働党の態度は、国民投票から 8年後のマニフェストでEC脱

退を公約とするほどに変節してしまったのである。
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リスク回避と信頼に関する実証研究
─東京都卸売市場の移転に関する住民へのWeb 調査─

宮　脇　　　健

１ ．研究目的

本稿は東京都卸売市場の移転という政策決定に関して、リスク回避

を志向する人がどのように評価したのか、そして、その評価と様々な

ステークホルダーや制度に対する信頼とがどのように関連しているの

かについて明らかにする。また、食のリスクに受容的な人とそうでな

い人の違いが政策決定の評価にどのような影響を及ぼしているのか、

実証的に明らかにすることを目的としている。

２0１6 年 8 月に小池百合子東京都知事により、豊洲への市場移転の先

送りに関する政策決定とその後の一部移転という政策決定がなされた（１）。

小池都知事が就任する以前に、築地から豊洲への市場移転は前東京

都知事である石原慎太郎、東京都、東京都議会、東京都卸売市場関係

者といった利害関係者の中では決まっていた事案であった。しかしな

がら、小池都知事は就任後に、記者会見において、市場の移転先であ

る豊洲の予定地から基準値を超える土壌汚染が確認されたことを発表

し、それとともに東京都を含む利害関係者の都民に対する情報の未開

示や意思決定過程のプロセスが不透明であることを理由に、その場で、

豊洲への市場の移転の先送りが検討される事態になった（２）。

このような状況下のもと、豊洲の土壌汚染に関する再調査や過去の

豊洲移転に関する都知事、都議会、行政機関である東京都の意思決定

論　説
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過程のプロセスについての再調査と検討がなされ、結果として、豊洲

への一部市場の移転が ２0１７ 年 6 月に小池都知事により決定がなされた。

豊洲への移転の撤回もしくは他の場所に代替を検討する際には、土

壌汚染の可能性を含めて、食品を売買する市場として人々の健康面で

影響が出ないかといった、極めて科学的かつ専門性を有する知見が根

拠として提示される必要があることは言うまでもない。しかしそれだ

けでなく、前述したような、市場に関わる様々な利害関係者の政治的

な側面も有している。市場移転という政策決定の過程において、不透

明と思われるプロセスを経たとされる、行政機関である東京都、当時

の決定者、すなわち首長である都知事、議会で決議を行う都議会と

いったアクターに対する小池知事の不信がこの先送り決定に大きな影

響を与えたことは考慮する必要がある。また、当然のことながらこの

事実が正確であれば、政策決定過程に関わるアクターへの東京都民の

信頼、または決定のプロセスと制度そのものへの信頼が損なわれかね

ない。

一方で、食の安全を考えた場合にも、次々と規制値を超えるような、

土壌汚染が確認されたことに対する不信感や食の安全が担保されてい

るのかといった不安が行政機関など関係するアクターに対する信頼の

低下を招いたとも考えることが出来る。この会見後、小池知事に対す

る東京都民の支持率は高く、市場移転問題に対して、行政や都議会に

対する信頼が低くなっていったことも、この先送りの議論や再調査を

後押しする一因になったと考えられる。ただし、支持率を後押しに、

再調査があったものの、その後、小池知事の移転を巡る政策は豊洲へ

の移転の見送り、築地の再利用等、転換があったため混乱が生じたと

言え、政策への支持が制度や個人のアクターへの信頼とかかわってい

るのかは一概に言い切れない事例でもある（３）。

では、こうした公共性が高く、多くの人々にとってリスクとなりう

るような政策は、食の安全に関してリスク回避を行う人と、食の安全

に関して寛容である（リスク受容者）人に対して、どのように受け入れ

（
五
九
一
）
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られていたのであろうか。受け入れられていた場合は、既存の政治シ

ステム、またはアクターに対する不信もしくは信頼といったものが影

響を及ぼしたのであろうか。そもそも信頼は欠如していたのであろう

か。

本研究では、まず、豊洲移転に関する政策決定に関わるステークホ

ルダーに関する東京都民の信頼について明らかにする。そして、次に、

豊洲への一部市場移転という政策決定について、東京都民はどのよう

な政策に対する評価を示したのかについて明らかにする。

上記の ２点を踏まえ、小池都知事の豊洲への一部移転の決定につい

てどのように評価しているのかといった政策決定に関する評価と東京

都（行政）、東京都議会、といった既存のシステムに関わるアクターへ

の信頼がリスクを回避する志向を持つ集団とそうでない集団（リスク受

容グループ）の政策に対する態度にどのように影響を及ぼしているのか

明らかにする（４）。

そのため、東京都民の土壌汚染に関するリスク認知と専門的知識の

有無といった統制変数を考慮に入れた上で、市場の移転という政策の

評価にどのように影響を及ぼしていたのかを東京都民へ実施したWeb

によるアンケート調査結果を分析し、解明することを目的としている。

市場の移転のような食の安全や安心に関わる公共性の高い政策に対

して、様々なアクターからの情報を得ながら不確実性下で人々がどの

ような意思決定過程を行っているのかを分析を試みることで、既存の

システムに対する信頼もしくは不信がどのように住民の政策に関する

態度に影響を及ぼしているのかを解明する。

２．先行研究の整理と問題点

豊洲への市場移転の問題のように、食の安全、安心に関する人の意

思決定とリスク管理者に対する信頼については、リスク研究、中でも

社会心理学の研究においてなされており、専門的な知見から望ましく

ない情報が一般の人々に提示された場合には、リスク回避を選択する

（
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傾向にあるという結果が明らかになっている（5）。そして、食の安全だ

けでなく、リスクを管理する行政機関などのアクターに関する評価や

信頼は、リスク回避をするグループとリスクを受容するグループとで

は異なることも明らかになっている（6）。その理由として、当事者であ

るのか、ないのかにより、ある問題に対する関心の度合いが異なり、

その結果、当事者にとって望ましくない帰結をもたらすような対応を

行うステークホルダーに関しては信頼が低くなる傾向がある。一方で、

当事者にとって、望ましい帰結をもたらすような信頼に値する行動を

とる可能性があるアクターに関しては政策に関する態度が肯定的にな

ることを示している。つまり、リスクを管理するアクターに対する人

の信頼が、公共性が高く、ある人にとって損益をもたらしうるような

政策の賛否に影響を及ぼすことがある。理由は、住民が直接的に公共

政策に関与することはほとんどなく、そのため政策に関わるアクター

や機関の信頼性が手続き的な公正感に影響を与えるためである（７）。豊

洲への市場移転の先送り問題に関しては環境問題とともに食の安全と

安心も含む、複数の社会的な調整がはかられる問題である。そのため、

都民は政策決定が転換された際にどのようなリスクを受容するのか、

またその対策に対して納得できるのかという点が重要になる（8）。ゆえ

に、その政策決定を受容できるか否かということには、政策を提示し

たアクターないし、既存のシステムに対する信頼が関わっていると考

えられる。

行政の信頼に関する研究では、中央政府、地方政府を問わず、職員

の不祥事や問題が近年増加しているために、行政の信頼をいかに担保

するのかが、地方分権などの政策に関する影響を及ぼすことが明らか

になっている（9）。また、地方分権や市町村合併など、住民により利害

対立が予想されるような問題に際しても、地方政府の信頼は合併が時

として、新しい市役所などの行政と住民の関係を阻害する要因になる

可能性を指摘する研究もある（１0）。更に、行政の信頼を規定する要因と

政策に関する研究では、行政の信頼を規定する要因として行政改革な

（
五
八
九
）
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どの政策の業績の評価が影響を及ぼしていることを定量的な統計分析

により明らにしている（１１）。以上のように、高度経済成長を経て成熟し

た社会が構造的に抱える多様な問題に対して、市民の行政への信頼が、

その問題を解決するための政策を推進、もしくは推進できない一つの

要因として考えられており、それゆえ、地方政府に対する市民の信頼

にはどのような変化があるのか、焦点をあてて研究が進められていた。

先行研究と本稿との違いを考えると、本稿がある政策決定に関して、

行政を含めた政策決定に関わるアクターに対する住民の信頼がどのよ

うな影響を及ぼしているのか、という関心があるとすると、行政の信

頼に関する先行研究は中央政府及び地方政府への市民の信頼が担保さ

れる、もしくは不信に変わる理由はどういうメカニズムなのか、とい

う信頼そのものに研究関心があるといえる。

以上の点において、行政機関の信頼に関する一連の研究では、市民

の政策に関する評価という態度が信頼とどのように関係があるのかと

いう点には十分に焦点を当ててこなかったと考えられる。本稿や政策

研究では、政策を規定する要因の一つとして信頼を考えており、その

点で、従属変数と独立変数の関係が反転していることがわかる。

つまり、政策に関する評価に、市民の行政の信頼がどのように影響

を及ぼしているかという本稿と信頼に何が影響を及ぼすのかという、

政治学で行われてきた研究とでは問題関心の射程に違いがあると考え

られる。また、公共政策に関わる政策態度に関する研究では、リスク

回避の要因に関する研究は行われているものの、リスクを管理するア

クターや制度に対する信頼が政策態度にどのような影響を及ぼすのか

について導き出すことを目的とした研究ではないため、人々の信頼と

政策決定にかかわる、心理的なメカニズムに関して焦点を当ててきた

とは言い難い（１２）。

豊洲への市場移転のような、多くの市民に影響がある公共性が高い

問題の政策に関する評価は、当事者である住民の関心や専門性を持つ

アクターへの信頼、リスク認知、彼らが有する専門的知識の程度など、

（
五
八
八
）
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市民の意思決定を考慮した上でその評価を規定する要因を考える必要

がある。近年では、こうした問題の解決のために、市民の合意や政策

への参画など様々なステークホルダーの合意形成を行う、リスクコ

ミュニケーションの重要性が指摘されている（１３）。公共政策に関する市

民の意識を理解し、ある政策がなぜ評価されるのか、もしくはされな

いのかといったことを常に還元しながら、政策決定にかかわるアク

ターはその決定を行わなければならない。なぜなら、市民は政策を直

接決定できなくとも選挙という過程や世論を通じて、政策の転換を促

すことが可能だからである。

では、今回の豊洲への一部市場移転に関する問題について食の安全

を重視する東京都民（リスク回避志向）と食の安全をある程度許容する

グループでは、政策決定に関してどのような評価をしているのだろう

か。また、その政策決定に関する評価に既存のアクターや制度に対す

る信頼は影響を及ぼしているのであろうか。

次に研究方法と分析方法について検討していくことにする。先取り

になるが、食の安全に関してリスク回避を志向する人にとって、豊洲

への市場移転に関する政策決定は、意思決定の研究においては「手続

き的公正感」となる、物事の検討、決定、実施に至るプロセスの公正

さ、すなわち、手続きの透明性や妥当性、意思決定者（機関）の信頼性

が影響を与えていると考えられる（１４）。特に、豊洲、築地に限らず土壌

汚染の問題やデータの不透明さなど、様々な問題点が明らかになった

ため、リスク回避をしたいと考える人にとっては、政策の転換が食の

安全を担保するきっかけになると考えると、今回の政策決定、すなわ

ち豊洲への移転の先送りを評価すると仮定できる。その際に、政策決

定の評価を規定する要因として、小池都知事への価値観の共有という

意味での信頼が影響を及ぼしていると考えられる。一方で、東京都

（行政）、東京都議会といったリスクを管理するべきアクターへの信頼性

は低く、マイナスの効果を与える可能性があると仮定できる。

食のリスクを受容する集団においては、当事者ではあるが移転問題

（
五
八
七
）
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に対する関心はリスク回避集団よりも相対的に低いため、小池都知事

に対する信頼は高いとしても、手続き、公平性という点でリスクを管

理するアクター（行政機関）への信頼性は低いと考えられる。ただし、

前提として、食に対するリスクを受容する傾向にあるために、市場移

転の政策決定に関わるアクターや制度への信頼の高低がリスク回避の

グループよりも、政策に対する評価に影響を及ぼすことはないと仮定

できる。また、信頼よりも専門的知識やリスク管理者の能力が政策に

関する評価に影響を及ぼすと考えられる（１5）。

そのため、本稿では、中谷内らの先行研究に従い、意識構造が異な

る、当事者としての意識が強いであろうリスク回避グループとリスク

を受容するグループの ２つにわけ豊洲移転に関する分析を試みること

にする（１6）。

３ ．研究方法

では、次に本稿で用いるデータセットと調査概要の説明と分析方法

について説明を行う。

まず、本稿で用いるデータセットの調査対象者は、豊洲市場、築地

市場の食品を直接食べる機会があり、東京都の選挙権を有する東京都

２３ 区に居住する １8 歳以上の男女である。サンプルは株式会社楽天リ

サーチにモニター登録している人の中から、スクリーニングを行い、

東京都の ２３ 区内の居住人数が均等になるように 500 サンプル目標とし

て回収をした。そのため、有意抽出になる。つまり、東京都の人口構

成比とは異なるのでサンプルの代表性は落ちる。その点は留意しなが

ら分析と考察を行う。

調査対象者：東京都 ２３ 区に在住している １8 歳以上（選挙権を有する

もの）

調査回収数：500 サンプル（データでは ４２5 サンプル）

調査方法：Web によるアンケート調査

（
五
八
六
）
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委託企業：株式会社楽天リサーチ

実施期間：２0１７ 年 ７ 月 ７ 日～ 9日

有意抽出法：東京都 ２３ 区内で均等割り付け

また、スクリーニングの際に、回答データの時間の遅いモニターな

どはサンプルとして排除してもらった（１７）。このようなWeb による調

査の教示文章を読まない回答者を排除する試みは重要ではある。埴淵

らの研究結果によると、回答者の不良回答データに関しては、Web モ

ニターとして登録しているために、ポイント稼ぎによることが原因と

して挙げられる（１8）。そのため、Web 上での回答への質問の移動の速度、

すなわち、質問項目に対する回答時間の遅い早いで判断できることが

彼らの調査結果から明らかになっている。その結果では、回答時間が

短いユーザーほど不良回答の割合が高くなり、回答時間が長くなるほ

どに不良回答の割合が低くなることが示されている。そのため、本研

究の調査の実査を行う楽天リサーチでは、短時間回答者についてはあ

らかじめサンプルに含めないようにしてもらい、またポイント稼ぎと

考えられる、複数のアンケート調査に関して頻繁に回答しているよう

なケースがあれば、そのサンプルに関してもこの調査に含めないよう

にしてもらう措置をとってもらった。

その結果、500 サンプルからの回収を目標として設定し、その回収し

たデータを用いて分析を試みることにする。ただし、本稿の目的であ

る、豊洲移転をめぐる一連の対応に関する評価の質問に関して「 5．

どちらともいえない」という回答をした ７5 名については、欠損値とし

て扱った。そのため、本稿で分析対象となるのは ４２5 名である。

このデータセットを用いて、豊洲への一部移転という政策決定に関

して評価をするのか、それともしないのかを従属変数とする順序ロ

ジット分析を行う。この分析を行うことでリスク回避を志向するグ

ループとリスクを受容するグループの豊洲問題に関する政策決定の評

価を規定する要因として、行政への信頼、各アクターへの信頼が影響

（
五
八
五
）
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を及ぼすのか、否かが明らかになるからである。すなわち、極めて専

門的かつ公共性の高い政策課題に関する評価の高低が、住民の潜在意

識の中の何により規定されるのかを明らかにすることで、公共性の高

い政策に関する住民の合意形成は如何にしてはかられるのか、理解す

ることが出来る。また、リスク回避を志向する人々の政策決定の評価

に、東京都知事の信頼や行政機関への信頼が影響しているのか、明ら

かにすることが出来る。

そのため、本稿では、豊洲移転の一連の問題に関してどの程度各ス

テークホルダーに信頼を寄せていたのかをまずは明らかにし、その心

理的な構造を明らかにする。その上で、政策に関する評価に関して、

「 ４．とても評価が出来る」、「 ３．やや評価が出来る」、「 ２．あまり評

価できない」、「 １．全く評価できない」の４つの尺度を連続尺度と捉え、

順序ロジット分析を行うことで、豊洲移転という政策決定に関する住

民の評価の効果について分析することを試みる（１9）。

その際には、当然のことながら、豊洲への移転に際して、もともと

食品の安全について、リスク受容するのか、それともしないのかとい

う点は、政策決定に関する評価を判断するにあたり重要な要素となる

ため、リスクを受容するグループとリスクを受容しないグループ（リス

ク回避）の ２つのグループに分けることで、その政策に関する意思決定

に関して、違いがあるのかを分析により証明することを試みることに

した。先行研究にもあるように、リスクを回避する傾向にあるのか、

それともないのか、といった点は政策評価を左右する可能性が高い。

実際に、今回の豊洲への移転問題は東京都民全員が当事者であるが、

リスク回避を志向するグループ（すなわちリスク回避グループ）とリスク

を受容できる志向を持つ集団では、公共性が高い政策に関する評価と

その意思決定に違いがあると考えられるため、両方のグループに分け

て分析する（２0）。質問紙では、「食の安全に関して、以下のＡとＢのど

ちら考えに近いですか。あてはまるもの １つに〇をつけてください。」

という質問のうち、「Ａ．１00％安全といえる食品はないので、偏りな

（
五
八
四
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く色々なものを食べることは大切だ」に賛成と回答した人を「リスク

受容グループ」と名付けた（Ｎ＝ ２４5）、一方で、「Ｂ．食品は １00％安

全が望ましいので、できる限り不安のある食品は避けるべきだ」と回

答した人々を、リスクを受容しないグループ、すなわち、リスク回避

グループと名付けた（Ｎ＝ １80）。

４ ．分析結果

では、ここからは分析結果を見ていくことにする。

リスク回避のグループとリスク受容のグループの記述統計量は表 １、

４の結果である。両グループで差がみられることはない。そして、リス

ク回避のグループとリスク受容グループの信頼に関する単純集計の結

果は以下のとおりである（２１）。

リスク受容グループの各アクターへの信頼については「小池都知事」

が「とても信用している」（１２.２0%）、「やや信用している」（56.３0%）を

合計すると 68.5% と ７ 割近くの人が市場移転に関する小池都知事への

信頼が高いことがわかる。一方で「東京都議会」については「とても

信用している」（２.４0％）、「やや信用している」（２0.0%）と ２２.４% と低く、

「東京都（行政）」も「とても信用している」が ２.0％と「やや信用して

いる」が ２７.３% と合計すると ２9.３％とリスク管理者に対する信頼は高

くないことが明らかになった。「専門家」についても「とても信用して

いる」が ２.0%、「やや信用している」が ４３.７% と半数の 50%を下回る

値になっている。

以上の点から、リスク受容グループでは、政策決定に直接関与する

アクターでは小池都知事に対しての市民の信頼は高いがそれ以外のア

クターに対する信頼は概ね高くないことが図表 １から明らかになった。

次に、リスク回避グループの信頼についての結果をみていくことに

する。各アクターへの信頼については「小池都知事」が「とても信用

している」（１７.２0%）、「やや信用している」（5２.80%）を合計すると ７１%

とリスク回避グループでも市場移転に関する小池都知事への信頼が高

（
五
八
三
）
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いことがわかる。

一方で「東京都議会」については「とても信用している」（１.７0％）、

「やや信用している」（１5.6%）と １７.３% と低く、「東京都（行政）」も「と

ても信用している」が １.１％と「やや信用している」が ２３.３% と合計す

ると ２４.４％とリスク管理者に対する信頼は高くないことが明らかに

なった。「専門家」についても「とても信用している」が ２.２%、「やや

信用している」が ３0.6% と半数の ３２.8% を下回る値になっている。

結果として、両グループともに小池知事の信頼が高く、リスク管理

図 １　リスク受容グループの信頼について（N＝ ２４５）

図 ２　リスク受容グループの信頼について（Ｎ＝ ２４５）

（
五
八
二
）
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アクターである都議会と東京都、そして政策に関して進言する専門家

への信頼は高くないという傾向が明らかになった。

市民の信頼に関する傾向が明らかになったが、次にこの市民の信頼

はどのような心理的な構造があるのかを明らかにするために、それぞ

れのアクターを信頼しているかどうかについての質問項目を因子分析

し、市民の信頼構造を明らかにする。

市民の信頼構造を抽出する理由としては、２つある。１つは、それぞ

れのグループによる信頼構造は異なるのかどうかを確認し、市民の豊

洲問題に関する政策決定アクターに対する信頼構造を知ることにある。

そして、２つ目としては、その信頼構造が政策決定の評価にどのように

表 １　信頼に関する変数の記述統計

表 ２　リスク回避グループのアクターへの信頼に関する因子分析

因子抽出法：主成分分析
回転法：Kaiser の正規化を伴うバリマックス法

（
五
八
一
）
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影響を及ぼしたのかを明らかにする際に、独立変数として使用するた

めである。

行政機関のようなリスク管理者の信頼についてはリスク回避、リス

ク受容のグループにおいても政策態度に影響を与える要因になる。そ

れぞれのアクターが発する豊洲に関する情報についてどの程度信頼し

ているのかどうかについて、順序尺度を用いて質問を行った。その結

果を因子分析することにより、信頼に関する潜在的な意識構造に関し

て 5つの因子を抽出することができた。その結果が表 ２である。

第一因子がテレビ、新聞、専門家といったマスメディアを通じて知

るアクターや情報源になるため、「マスメディア因子」と名付けた。そ

して、次に第二因子として、インターネットとSNSという情報源にあ

たるため、「インターネット因子」と名付けた。３つ目の因子として、

家族や知人といった自身の身近にいるアクターの関する信頼のまとま

りが形成されたため、「家族因子」と名付けた。更に、東京都議会と東

京都（行政）といった豊洲移転に関するリスク管理を行うアクターがま

とまったため、「リスク管理因子」と名付けた。最後に、5番目に、豊

洲への市場移転に関する政策転換を行った小池東京都知事への信頼に

関する因子が抽出されたため、「知事因子」と名付けることにした。こ

の 5つの因子が市民の潜在的な信頼構造として意識にあることが明ら

かになった。

この 5つの因子のうち、リスク回避のグループに関しては前述した

ように、豊洲への市場移転により、食の安全に関する疑問を東京都議

会や東京都（行政）に対して抱いている可能性が高い。そのため、リス

ク管理アクターに関する信頼が低い場合は豊洲移転に関する政策に関

して評価をしている傾向にあると考えられるので、正の影響を及ぼす

と考えられる。一方で、仮説でも指摘したように、食に関するリスク

回避を志向するグループにとって、この公共政策の転換は自身のリス

ク回避（食の安全を守ることになるので）小池知事の信頼は政策評価につ

ながると考えられる。つまり、正の影響を及ぼすと仮定できる。因子

（
五
八
〇
）
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分析を行うことで抽出された 5つの因子のぞれぞれの因子得点を独立

変数として投入し、政策決定の評価にこの 5つの信頼構造の因子がど

のような影響を与えたのか、分析を試みるために用いる。

同様にリスク受容グループに関しても因子分析を行った。結果は表 ４

のとおりである。

その結果、第一因子はテレビ、新聞といったマスメディア媒体で

あった。そのため、リスク回避の際と同様に「マスメディア因子」と

名付けた。次に、第二因子として東京都議会と東京都（行政）といった、

市場の移転のリスク管理を行う管理者がまとまったため、この因子も

「リスク管理因子」と名付けた。そして、第三因子としてインターネッ

トとSNSという情報源にあたるため、リスク回避グループと同様に

表 ３　リスク受容グループのアクターへの信頼に関する因子分析

因子抽出法：主成分分析
回転法：Kaiser の正規化を伴うバリマックス法

表 ４　独立変数・統制変数の記述統計

（
五
七
九
）
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「インターネット因子」と名付けた。第四因子として、家族や知人と

いった自身の身近にいるアクターの関する信頼のまとまりが形成され

たため、「家族因子」と名付けた。最後に、豊洲への市場移転に関する

政策転換を行った小池東京都知事への信頼に関する因子が抽出された

ため、「知事因子」と名付けることにした。リスク受容グループでも、

この 5つの因子が市民の潜在的な信頼構造として意識にあることが明

らかになった。

市民の豊洲問題に関する信頼構造が明らかになったが、次に、その

信頼構造以外で政策決定の評価に影響を及ぼしそうな変数を独立変数、

そして統制変数として投入するのかについて説明をする。一つ目はリ

スク認知である。リスク認知（情報）に関しては ２つの質問を知ってい

るのか、知らないかという、回答を足した合計数である。そのため、

最大値が ２で最小値が 0となる（表 ４を参照のこと（２２））。

リスク回避グループに関しては、豊洲と築地市場に関する情報を認

知している可能性が高く、かつそうした人ほど、政策決定に関して評

価をする傾向にあると考えられる。なぜなら、食のリスク回避の志向

が高ければ、当然ながらと豊洲や築地の食の安全に関する情報を得て

いる可能性が高いためである。そうした人は、後述の土壌汚染の知識

の有無と同様にリスク回避のために情報を得ようとするので政策決定

を評価する傾向にあると考えられる。リスク受容グループの場合は、

どちらの場合でも、害をこうむる認識は低いため、政策決定を評価す

る場合もそうでない場合もある。

そこで、以下の質問を用いて、豊洲と築地に関する情報量（リスク認

知）をはかることにした。「２0１７ 年 ４ 月の豊洲市場での地下水調査でも

最大 １00 倍のベンゼンが検出されたことを知っていましたか」という

質問の（ １．よく知っている、 ２．ある程度知っている、 ３．ほとんど知らな

かった、 ４．全く知らなかった）「知っている」にあたる、１と ２の回答を

１と再定義し、３と ４の回答を「知らない」にあたる 0と再定義した。

また、「築地市場の土地に以前はクリーニング工場があり、有害物質を

（
五
七
八
）
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使用していました。そのため、土壌汚染の可能性があることが指摘さ

れていますが、この情報をあなたは知っていますか。」という質問も同

様の再定義を行い、リスク認知を定量化して独立変数に投入すること

にした。この両方の質問を選んだ理由は、豊洲に関しても築地に関し

てもどちらにも土壌汚染のリスクがありうるため、両方の質問を聞き、

合計化することで回答の偏りを減らす意図がある。

また、リスク認知に関わる土壌汚染に関する知識の有無も、政策決

定の評価に影響を与えると考えられる（２３）。東京都民にとって土壌汚染

という極めて科学的かつ専門的な問題であるため、理解することは難

しい問題ではある。また、科学的な合理性や知識だけでは判断つかな

い問題でもある。しかしながら、専門的な知識の有無、もしくは高低

（理解の度合い）は当然のことながら、今回の豊洲への一部移転の根拠の

政策を評価する判断材料の一つになりうる。そのため、専門的ではあ

るが、土壌汚染に関する質問を ２つ用意し、その回答の正誤の合計を

土壌汚染の知識として独立変数としてあつかう（２４）。特にリスク回避の

グループにおいては、土壌汚染の程度により食の安全に結びつく可能

性が高くなることから、知識がある場合には、豊洲での土壌汚染の問

題に関して懸念を示す可能性が高いため、政策決定の評価に関して、

当該の問題を可視化したことによる評価が期待される。一方で、リス

ク受容のグループの場合は、知識がある場合でも、有していない場合

でも、食のリスクに寛容であるため、豊洲への一部移転に関して評価

する人もいれば、評価しない可能もあると考えられる。

この変数に関連して、前述のリスク認知と土壌汚染の知識という両

変数と関わる学歴も統制変数として投入する（２5）。

また、豊洲への移転の問題は、食の安全にかかわるため、同居して

いる家族によって政策に関する評価に影響が変る可能性がある。その

ため、同居している家族の有無もリスク回避とリスク受容の影響を統

制するために変数として加えた（２6）。同居している家族が乳幼児や妊婦

または高齢者といった場合、食の安全は健康へのリスクを高めるため、

（
五
七
七
）

174



政
経
研
究

　第
五
十
六
巻
第
二
号
（
二
〇
一
九
年
七
月
）

四
三
四

同居している家族の成員、構成によりリスク回避かリスク受容のグ

ループになるのかに影響を及ぼすためにその効果を統制する目的があ

る。最後に、統制変数として、性別も投入することにした。食の安全

や土壌汚染などリスクについては、性別により政策の評価に対して態

度が分かれると考えられる。そのため、変数として投入する（２７）。

リスクを受容しない、リスク回避グループは豊洲移転に関しては食

の安全の観点から反対である可能性が高く、その意味では、土壌汚染

やベンゼンの検出などに関する問題を明らかにした小池都知事に対し

ては情報の提供者としての信頼が高く、他のアクターへの信頼は低い

と考えられる。また、家族、とりわけ小さな子供や老人など同居する

人により食品に気を使わないといけない場合が生じるために、リスク

回避グループは、その同居人の影響により政策に関する評価をするこ

とになる。豊洲移転により問題が生じたことに関して、リスクが発見

されて延期もしくは移転中止ということに関しては評価する可能性が

高いと考えられる。もちろん、政策転換を不信と捉えた場合には、負

の影響が出る可能性はある。以上の点を踏まえながら順序ロジット分

析を行うことにする。

では、ここから分析の結果をみていくことにする。まず、政策評価

に影響を与えた要因について分析する前に、豊洲問題の政策決定に関

して、両グループともにどの程度評価していたのかを確認することに

する。

リスク回避グループ（ｎ＝ １80）では、「とても評価できる」（１１.７％）、

「やや評価できる」（４8.9％）を合計すると、60.6％が評価できると考え

ている。

一方で、リスク受容グループ（ｎ＝ ２４5）に関しては、「とても評価で

きる」（１0.6％）と「やや評価できる」（４8.２％）を合計すると、59.8％が

評価しており、お互いのグループともに評価に関する差はないことが

わかる。

次に、豊洲移転の政策決定の評価を従属変数として、各アクターの

（
五
七
六
）
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信頼、リスク認知などの独立変数がどのように影響を与えたのか、順

序ロジット分析を試みた結果が表 ７になる。

この分析結果から、リスク回避グループでは、小池都知事への信頼

が統計的な有意であることがわかる。つまり、豊洲問題の政策評価に

関しては知事への信頼が高い人ほど、政策評価をする傾向にあること

が明らかになった。また、家族に対する信頼も記述統計では低い数値

であったが、信頼が高い方が政策決定を評価する傾向にあるというこ

とがわかった。また、乳幼児や妊婦、もしくは高齢者と同居している

方が豊洲問題に関する政策決定を評価する傾向にあることも明らかに

なった。

以上の点から、リスク回避グループにおいては、知事への信頼、家

族への信頼、そして同居している人により、政策評価が変わることが

了解できる。食に対するリスク回避を考えている人にとって、今回の

豊洲への一部市場移転は、小池都知事の対応により、土壌汚染の問題

が明るみになり、そのことで、食の安全を見直すきっかけになったと

考え、政策決定が評価をされたと推察することが出来る。

しかしながら、そうしたことを認知するリスク情報や土壌汚染の知

識の高低が政策決定を評価する要因として有意な差を示さなかったこ

とも明らかになった。この両変数よりも、食の安全という共通の価値

観を持つ知事に対する信頼が、政策決定を支持する理由につながった

と考えられる。すなわち、専門的知識の有無や情報ではなく、食の安

全に対する危機という考えが共有されているアクターへの信頼が政策

を評価するのかしないのかに影響を及ぼすといえる。同居人がおり、

表 ５　豊洲問題の政策評価
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そのため食に対するリスクへの認識が高いのかどうかは検討が必要で

ある。

一方で、リスク受容グループにおいて、豊洲問題に関する政策決定

の評価に影響を与えた変数にについて順序ロジット分析の結果をみて

いくことにする。

表 8の結果から、知事への信頼が高い人ほど、豊洲への一部移転の

政策決定に関する評価が高いことがわかる。一方で、マスメディアへ

の信頼が高い人の方が政策決定に関して評価をする傾向にあることも

明らかになった。また、リスク情報や土壌汚染の知識がある人の方が

政策決定を高く評価する傾向にあることが明らかになった。

リスク受容グループでは、知事の信頼と同時にマスメディアを通し

て情報を収集し、情報と知識を得ることで、その対応を評価したと推

察できる。その点では、信頼が政策決定にもたらす過程は両グループ

で異なるのではないだろうか。ただし、この点はロジット分析では明

らかにはできないが、規定する要因の変数が異なることは明らかに

なったと言える。

しかしながら、両グループともに、知事への信頼が政策評価を高め

表 ７　政策評価を従属変数とする順序ロジット分析（リスク回避）

	 	 ***:p<0.00１,	**:p<0.0１,	*:p<0.05

（
五
七
四
）
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る要因になったものの、その知事と対立関係にあった、リスク管理ア

クターの負の影響は見ることが出来なかった。この結果は、リスク管

理する側に対しても、低い値ではあったものの一定の信頼はあり、そ

のため結果が出なかったと考えることが出来る。

5．結論

豊洲への市場移転のような、東京都民の食の安全や安心に関わる公

共性の高い政策に対して、様々なアクターからの情報を得ながら不確

実性下で食の安全を担保したいリスク回避を志向するグループにとっ

て、豊洲への市場の一部移転は、土壌汚染や移転先の建物の不備など

様々な形で問題を抱えることになったが、その問題が可視化されるこ

とを評価し、そのことにより政策決定を高く評価したと考えることが

出来る。このグループにとっては、豊洲の一部移転、先送りの問題は

当事者意識が高く、リスクを回避する機会があるため、知事への信頼

をする人ほど、知事が決断した政策決定に関する評価が高くなったと

考えることが出来る。それは、同居している家族の影響もあると考え

られる。ただし、同居人の関係に関しては、同居人がいるから、リス

表 ８　政策評価を従属変数とする順序ロジット分析（リスク受容）

	 	 ***:p<0.00１,	**:p<0.0１,	*:p<0.05

（
五
七
三
）
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ク回避を志向になるという問題はあり、それが当事者としての意識に

つながると考えることが自然のため、その点は再度分析をする必要は

ある。

リスク受容のグループも当事者としての意識が低いと想定していた

が、知事の信頼が政策を評価する傾向を高めることが明らかになった。

これも、前述の分析結果と同様であると考えられる。ただし、リスク

受容グループはリスク回避グループと異なり、知事の信頼の他に、マ

スメディアへの信頼とリスク情報と土壌汚染の知識の有無という要因

が政策決定を評価する影響を及ぼしていたことになる。

豊洲への市場移転のように、不確実かつ公共性の高い政策転換の事

例を扱ってきたが、環境問題や食の安全といった、複雑な問題を抱え

る場合には、リスクの当事者意識が高いと想定されるグループでもそ

うでないグループでも、その決定をだれがしたのか、その決定したア

クターが信頼できるのかという点が政策決定に関する評価を高める要

因となっており、公共政策におけるステークホルダーの対応とその対

応により得た信頼の高低が政策を支持、もしくは評価することにつな

がるといえる。そのため、行政機関への信頼、または既存のシステム

への信頼が高くなくとも、知事という、地方政府のトップの信頼が、

政策決定時により高ければ、その場合には政策を支持する傾向にある

といえる。ただし、この場合には、専門性が高く、複数にまたがるた

め、その問題対する価値の共有があった上での信頼が前提となる。本

稿では、豊洲への市場移転にはリスクがあるかもしれないという価値

である。そして、そのリスクに対する何らかの政策の転換が必要とな

る。そのため、こうした事例の場合、いかに市民に対して知事や行政

機関の政策に関する信頼を醸成できるか否かが、政策決定を転換する、

もしくは政策を支持してもらうための鍵となるといえる。

しかしながら、限界も存在する。本稿では、政策決定の評価に関わ

ると考えられる、リスク不安や豊洲と築地の安全性に関する質問など

の変数を投入した分析をしていない。他の要因として考えられる変数

（
五
七
二
）
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を入れたさらなる精緻な分析をする必要があるといえる。また、アク

ターや制度に対する信頼が政策決定の評価を高めるのか、政策を評価

するので、知事への信頼が高くなったのか、という因果の逆転に関す

る問題がある。その点は今後の課題としたい。

（ １）	「小池都政、まず築地市場　土壌安全確認まで移転延期へ　費用増・
五輪準備、不安視も」、『朝日新聞』、２0１6 年 8 月 ３１ 日。

（ ２）	「築地市場、移転延期へ　豊洲、土壌確認「不十分」都知事方針」、
『朝日新聞』２0１6 年 8 月 ３0 日。
（ ３）	 後述の分析と調査データとも関連するが、本稿では東京都議会議員選
挙後に調査を行っている。そのため、小池知事と関係がある都民ファース
トが大勝し、小池都知事の支持率が高いことが市場移転に関する一般市民
の態度を高めたことは当然との指摘があるかもしれないが、そうとは限ら
ないことを指摘しておく。東京都議会議員選挙の争点は東京都の議会改革
の話であり、豊洲問題は争点としての注目度は必ずしも高くない。また、
東京都民の争点は多様にあり、その中でも、政策が確定せず、科学的にも
不確実性の高いような事案の場合、そのリスクが自分にとって危険である
と感じる人（リスク回避群）は、小池都知事を選挙では応援するものの、
小池都知事の豊洲移転問題に関する政策を支持する可能性もあるが、政策
に対する対応を不信だと思えば評価は下がる可能性も十分にあり、分析と
考察をしないとわからない問題である。

（ ４）	 調査実施時点では、まだ豊洲への完全移転ではなく、一部移転が案と
して提示されていた。

（ 5）	 Cvetkovich,	G.	T.,	&	Lofstedt,	R.	E.	（１999）	Social trust and the 
management of risk.	London:
Earthscan,	Earle,	T.	C.,	&	Cvetkovich,	G.	（１995）	Social trust: Toward 

a cosmopolitan society.	Westport,	CT:	Prager	Press.
日本では、工藤大介・中谷内一也（２0１４）「東日本大震災に伴う風評被
害：買い控えを引き起こす消費者要因の検討」『社会心理学研究』３0、
pp.３5-４４. を参照のこと。

（ 6）	 中谷内一也・野波寛・加藤潤三（２0１0）「沖縄赤土流出問題における
一般住民と被害者住民の信頼比較　リスク管理組織への信頼規定と政策受
容」『実験社会心理学研究』第 ４9 巻第 ２号、pp.２05-２１6. を参照のこと。

（ ７）	 藤井聡（２00４）「TDMの受容問題に関する意思決定フレーム」『土木
計画学研究・論文集』Vol.２１、no.４　pp.96１-966、永松俊雄（２0１5）「政策
過程における協働的住民参加と合意形成─米国環境法を事例として─」『崇
城大学紀要』第 ４0 巻、pp.３３ を参照のこと。

（
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（ 8）	 永松（２0１5）、pp.３２. を参照のこと。
（ 9）	 菊池端夫（２0１0）「政府間関係，ガバナンス改革と市民の自治体への
信頼」『年報政治学』（２0１0−Ⅰ）、pp.85-１06. を参照のこと。

（１0）	 秋月謙吾（２0１0）「地方政府における信頼─地方公務員の意識を中心
として」『年報政治学』（２0１0−Ⅰ）、pp.68-8４. を参照のこと。

（１１）	 池田謙一（２0１0）「行政に対する制度信頼の構造」『年報政治学』（２0１0
−Ⅰ）、pp.１１-３0. と善教将大（２0１３）『日本における政治への信頼と不信』
木鐸社を参照のこと。
信頼と人の意思決定に関する研究は、渡辺孝太郎（２0１5）「政策形成過
程において科学と社会の間に生じるギャップの要因分析：科学技術社会論
に関する先行研究の整理」『熊本大学政策研究』6号、pp.１09-１１9. と山岸
敏男（１998）『信頼の構造』東京大学出版会を参照のこと。

（１２）	 飯田健（２0１３）「リスク受容的有権者がもたらす政治的帰結─ ２0１２ 年
総選挙の分析」『選挙研究』２9 巻 ２ 号、pp.４8-59. と飯田健（２0１5）「有権
者のリスク態度と政権基盤の強化：２0１３ 年参院選における分割投票」『選
挙研究』３１ 巻 １ 号、pp.７１-8３ を参照のこと。

（１３）	 大沼進（２0１４）「リスクガヴァナンスのための討議デモクラシー」、
pp.１9３-２１6. 広瀬幸雄編（２0１４）『リスクヴァバナンスの社会心理学』ナカ
ニシヤ出版、福田充（２0１0）『リスクコミュニケーションとメディア』北
樹出版を参照のこと。

（１４）	 藤井（２00４）、永松（２0１5）pp.３２ を参照のこと。また、馬場健司・杉
本卓也・窪田ひろみ・肱岡靖明・田中充（２0１１）「市民の気候変動適応策
への態度形成の規定因─気候変動リスクと施策ベネフィット認知、手続き
的公平感と信頼感の影響─」『環境システム研究論文集』第 ３9 巻、pp.４05-
４１３ の pp.４08 を参照のこと。馬場らの論稿では、市民の政策の受け入れに
関して、重要な点として手続きの公正感と分配の公正感を挙げている。公
平な手続きを望む理由として、政策に対する知識も少なく、何が起こるの
かの判断が難しいために、専門家や行政当局に上記の手続きを求めている
と言及している。

（１5）	 佐藤浩輔・大沼進（２0１３）「公共的意思決定場面において当事者性と
利害関係が信頼の規定因に与える影響」『社会心理学研究』第 ２9 巻第 ２号、
pp.9４-１0３.	pp.95 を参照のこと。

（１6）	 佐藤・大沼（２0１３）は当事者である関心と社会的背景を分けたうえで
分析する必要性を論じているが、本稿でもそれらにあたる独立変数は統制
した上で分析を行う。

（１７）	 インターネットによるアンケート調査のサンプリング方法に関しては
実験調査を善教・秦（２0１７）らが、三浦・小林（２0１5）のWeb 実験に基
づきながら行い、分析の精度を高める試みをしている。これらの研究によ
ると、web でのオンライン調査の回答者の中にはいい加減に回答するモニ

（
五
七
〇
）
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ターが一定程度おり、その回答者が調査結果をゆがめていることが明らか
になっている。そのため、その回答者を如何にして、除去し、適切なサン
プルを得るのか検討を行っている。ただし、本稿では、埴淵ら（２0１5）の
不良回答者は短時間で設問を回答しているという研究に基づき、短時間回
答者の除去を行い、いい加減な回答者を是正する試みを行った。
善教将大・秦正樹（２0１７）「なぜ「わからない」が選択されるのか：サー
ベイ実験による情報提示がDKに与える影響の分析」『年報政治学』（１）、
pp.１59-１80 と三浦麻子・小林哲郎（２0１5）「オンライン調査モニタの
Satisfice はいかに実証的知見を毀損するか」『社会心理学研究』３１（２）、
pp.１２0-１２７. を参照のこと。

（１8）	 埴淵知哉・村中亮夫・安藤雅登（２0１5）「インターネット調査におけ
るデータ収集の課題─不良回答、回答時間、および地理的特性に注目した
分析」『E-journal	GEO』vol.１0（１）、pp.8１-98. を参照のこと。

（１9）	 政策の評価に関する質問は、「豊洲と築地への市場移転問題に関して
あなたの見解をお伺いします。豊洲に一部移転する案で方針が決まりまし
たが、あなたはこの政策に関してどのように評価しますか。あてはまるも
の １つに〇をつけてください。」である。

（２0）	 前述の中谷内・野波・加藤（２0１0）を参照のこと。リスク回避のグ
ループ分けに関しては、記述統計のデータを参照のこと。

（２１）	 信頼については以下の質問を用いた。
「あなたは市場移転に関する以下の人・メディアについて、どれくらい
信用していますか。それぞれの人、メディアについて １～ ４段階の中であ
てはまるもの １つずつをお選びください。」
「 ４．とても信用している」
「 ３．やや信用している」
「 ２．あまり信用していない」
「 １．全く信用していない」

（２２）	 記述統計の結果をみると、独立した t検定により土壌汚染の知識に関
して有意な差があったものの（t＝ ３.585,	df ＝ ４２３,	p<0.0１,）、それ以外に
は有意な差は見られない。また、リスク回避志向のグループとリスク受容
グループに平均値の偏りも見受けられない。

（２３）	 土壌汚染の知識については、関澤純の『豊洲市場移転に関わる食のリ
スクコミュニケーション』の報告スライドに記載されている知識を尋ねる
質問 ２つを用いて測定した。
URL　http://www.nposfss.com/cat9/toyosu_１２２0.html（最終閲覧日 ２0１9
年 ３ 月 １４ 日）

（２４）	 土壌汚染の知識については、前述の ２つの質問を用いた。
「土壌汚染対策に関する質問です。どちらの見解が正しいと思いますか。
あてはまるもの １つをお選びください。」

（
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「 １．対策前の １万分の １程度とはいえ、一度でも地下水環境基準の超
過が見つかったら健康影響（発がん）の可能性は大きい」
「 ２．環境基準は人の健康と生活環境保全のため、年間平均値の目標と
して設定されており、超過が一度見つかったからといって健康影響の可能
性が大きいとは考えにくい」（正解）。
「豊洲敷地 ２0１ 地点の地下水調査の 8回目に １地点でヒ素が環境基準
（0.0１mg/L）を超過して見つかりました。この地下水 １Lを仮に一度飲ん
だ時に有害影響（病原菌による食中毒でなく、ヒ素による皮膚がん）が見
られると思いますか。あてはまるもの １つをお選びください。」
「 １．影響の可能性がある」
「 ２．影響の可能性はない」（正解）
「 ３．どちらともいえない」
この ２問を質問紙で尋ねて、正解した場合に １点、不正解を 0点として、

合計点を変数として投入をして分析を行う。そのため、最大で ２、最小で
0点となる。

（２5）	 学歴に関しては、最終学歴を尋ねた。それぞれの項目を順序尺度とみ
なし、「 5．大学・大学院」、「 ４．専修学校・各種学校」、「 ３．短大・高
等専門学校」、「 ２．高等学校」、「 １．中学校」という質問の回答を変数と
して入れた。

（２6）	 質問紙では、「 １．単身」、「 ２．同居家族（乳幼児・妊婦（自信を含
む）がいる）、「 ３．同居家族（小学生がいる）」、「 ４．同居家族（中学生）
がいる」、「 5．同居家族（高校生又は高校生相当の子供）がいる」、「 6．
同居家族（65 歳以上の方）がいる」、「 ７．同居家族（上記以外）がいる」
の質問項目のうち、 ２．と 6．を、乳幼児や高齢者といった健康リスクに
危険がある家族がいるため １と再定義し、それ以外をそうした家族がいな
い 0と再定義し分析のための変数として用いた。

（２７）	「 １ ．男性」、「 ２．女性」という質問項目で聞いているため、「女性」
を 0と再定義した値を入力して分析の際には使用した。

本稿は ２0１8 年日本公共政策学会研究大会自由公募セッションⅠの報

告論文の内容を大幅に加筆、修正したものである。
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都市レジーム研究の再検討
─アメリカ政治発展アプローチの導入を中心に─

鈴　木　隆　志
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はじめに

アメリカの地方自治・都市政治研究においては、この約 30 年間、都

市レジーム分析が中心的な研究であるとされてきた（1）。そして、アメ

リカのみではなく、ヨーロッパをはじめ、世界各国で都市レジーム分

析は利用されてきた。しかしながら、このように展開する一方で、そ

の理論としての在り方や都市レジームの研究への応用方法などについ

ては、議論や修正的検討が行われてきた。

都市レジーム分析をめぐっては、近年でも、その分析概念としての

有用性についての議論が行われてきた（2）。特に、ランベレット

（Lambelet）は、スイスを事例とし、都市レジームを用い、都市レジー

ム分析が、現在でも有用であることを検証している（3）。

論　説
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アメリカにおいては、2000 年代の中頃からアメリカ政治学の中での

地方政治・都市政治研究の影響力について議論がなされてきた。かつ

て地域権力構造（community power structure）論争などはアメリカ政治学

に対する影響力を有していたが、現在のアメリカ都市政治研究に関し

てはそうした影響力がなくなってきたのではないかと指摘されてきた

のである（ 4 ）。そうした状況のもと、都市レジーム分析に改めて注目が

集まっている。近年、特に、都市レジーム理論の確立に貢献したス

ト ー ン（Clarence N. Stone） は ア メ リ カ 政 治 発 展（American Political 

Development）という新たなアプローチを導入することを試みている（ 5 ）。

日本において、都市レジームの分析への応用などは行われている（ 6 ）。

しかしながら、近年のアメリカ都市政治研究における都市レジーム分

析の動向や位置づけ等について、触れられることはほとんどない。

また、都市レジーム分析はこの約 30 年間、アメリカ都市政治研究の

中で中心的な研究とみなされていることを示したが、都市レジーム分

析の最新動向を明らかにすることは、アメリカ都市政治研究の現在の

状況あるいは、アメリカの地方自治・都市政治の現状を明らかにする

手がかりとなる。

本稿においては、最近のストーンのアメリカ政治発展アプローチに

関する研究を取り上げ、なぜアメリカ政治発展アプローチを用いるの

か、アメリカ政治発展アプローチを用いることにより、どのような意

義が見出されるのか、それを用いることがどのような進展を都市政治

研究にもたらすのか、都市レジーム分析との関係はどのようなものか

等について考察をしたい。

まず、アメリカ政治発展アプローチは、研究としてどのような特徴

があるのか、都市レジーム分析との関係はどのようなものがあるのか

などについて考察する。また、なぜアメリカ政治発展アプローチを用

いる必要が生じたのかについては、時代の変化の影響があるのか、都

市レジーム分析への批判的検討とそれへの対応によるものなのかに関

して考察する。さらに、アメリカ政治発展アプローチあるいはその特

（
五
六
五
）
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徴の 1 つである「政治秩序」（political order）をとり入れることにより、

現代の都市政治を分析するにあたり、都市レジーム分析をどのように

発展させ、その説明の可能性をどのように広げることが可能となった

のかなどについて考察をしたい。

これらの考察を行うことにより、現在のアメリカ都市政治研究の動

向を明らかにすることができ、アメリカ都市政治研究の理解を深める

ことができる。日本においては、地方分権改革を経て、住民自治の拡

充が一つの課題として取り上げられてきた。また、第二次世界大戦後、

民主化の文脈でアメリカと同様の二元代表制や直接民主制などの地方

自治制度が取りいれられてきた経緯もある。このようなデモクラシー

の観点からアメリカの地方自治の研究を行うことは日本の地方自治の

研究や実践においても有益である。そうしたアメリカの地方自治を理

解する上でも、本研究においてアメリカの地方自治・都市政治研究の

動向やその意義について明らかにすることにより、日本の地方自治研

究等に貢献することができると考える。

1 ．都市レジーム分析

上述したように、都市レジーム分析は、アメリカ都市政治研究にお

いて近年の主要な研究の 1 つであり、その提唱者であるストーンは、

都市レジーム分析を念頭においた上で、アメリカ政治発展アプローチ

を導入して、説明を試みている。

そこで、まず都市レジーム分析について説明をする。

都市レジーム理論は、ストーンが 1989 年に発表した著書『レジーム

政治（Regime Politics）』によって確立されたといわれる（ 7 ）。都市レ

ジームとは、統治に係る意思決定と実施を可能にするために都市など

の自治体（public body）と企業などの私的利益（private interest）が相互

に機能する非公式なアレンジメントとされる（ 8 ）。

そして、この都市レジームあるいは統治連合は、都市の主要な政策

（
五
六
四
）
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課題（agenda）のもとに、それらを解決する資源を有するアクターが集

まり、政策の選択が行われる。そして、この統治連合は一定期間存続

する。こうした理論化を試みたのが、ストーンであった（ 9 ）。

都市レジーム分析の原則は、統治のアレンジメントを維持するため

には、達成すべき政策課題と同等の資源が必要であるということであ

る。統治連合に参加する主体としては、政府のみではなく、選挙を介

し影響を与える市民、市民間のネットワーク、法令順守または監督な

どの資源を有している非政府的アクターなどが挙げられる。また、そ

れぞれのアクターの要求は、組織化された協議や交渉を通して通常満

たされる（10）。

ストーンは 1946 年から 1988 年のアトランタ市の都市政治を研究対

象とした。アトランタ市の事例を用い、都市レジーム理論を構築、検

証したのであった。アトランタ市では、1973 年に初のアフリカ系アメ

リカ人のメイナード・ジャクソン（Maynard Jackson）市長が選出された

が、その際に適合化が行われたとされる。ストーンが研究対象とした

第二次世界大戦後は、他都市と同様にアトランタ市でも、開発政策が

追求されていた。そして、アトランタ市においては、当初、人種的な

排除や隔離が行われたが、後に同市の政策は行政と経済界が協力する

方向に変化した。すなわち、アフリカ系アメリカ人の市長も白人市長

と変わらずに、経済界と協力をするようになったのである。

この理論の主要な研究課題は、様々な主体やそれらの有する資源が

どのように調整されるのかということである。そのため、政策課題を

発見した際に独立している主体は統治連合を形成し、相互に協力をす

るようになる。そして、政策課題が解決されるとそれらの連合は解消

されるのである（11）。

この都市レジーム理論が登場した当初は、1960 年代以降のアメリカ

の都市社会の変化、すなわち人種的多様性の広がりや女性の社会進出

などを経験したアメリカ都市政治について説明する理論として有用で

あった。その後、都市レジーム分析は、アメリカ本国はもちろん、

（
五
六
三
）
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ヨーロッパをはじめ、世界各国で応用されるようになった。そうした

展開とともに時間が経過すると、グローバリゼーションの進行などと

も相まって、都市レジーム分析の限界など批判的検討が行われるよう

になった。2000 年代以降もそうした議論が行われ、適宜、修正等が行

われてきたのだが、明確な結論に至らず今日に至っている。

ストーンは、都市レジーム分析の構成要素として次の 2つを挙げる。

第 1の要素は、主要な政策課題を解決するために、どのように統治の

ためのアクターのアレンジメントが行われるのか、という都市政治の

内部に注目した分析（内部の秩序［close-order］についての分析）である。

一定の期間に高度に統合される都市レジームは、かつて連邦による補

助金が潤沢であった再開発の政策課題のもとに形成されており、この

時代においては、都市政治内部の分析は十分に行うことができた。し

かしながら、時代の背景の変化によって、そうした政治的状況は変化

してしまったため、新たなアイデアが必要とされるのである。第 2の

要素は、文脈的であり、長期間の政治的変動を重視するというもので

ある。国家の状況等によって時間の経過とともに一般化には制限が生

じる。そうした中、歴史的な転機に注目することにより、一連の歴史

的変化を説明することができるのである。そして、都市レジーム分析

の本質を、特定の期間の多くの地域の政治を的確に捉えるレンズとし

て考えることが必要であるとストーンは主張する（12）。

都市レジーム分析にはいくつかの批判的検討がこれまで行われてき

た。アメリカ政治発展の視点がなぜ導入されたのかを考察するために、

都市レジーム分析への批判的検討について触れ、それがどのように最

近の研究に反映されているのかについて考察をしたい。

都市レジーム分析は政治的変化に対する広範な説明ができないので

はないかという点について批判的検討が行われた。都市レジーム分析

では、上述したように資源を持ち合わせたアクターが政策課題の下で

連合する。このように統治連合の形成に関する説明は都市レジーム分

析では十分行われている。それに対して、その解消については、詳細

（
五
六
二
）
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な説明が行われていないのではないかという指摘がなされてきた。こ

の点に関しては、後述するアメリカ政治発展アプローチは変化を前提

とし、歴史的変遷に注目をしており、この批判的検討に対する回答に

なり得るものと考える。

ストーカー（Stoker）は、都市レジーム分析に対してエリートに過度

に注目をしており、広範な市民と政府との関係にあまり注意が払われて

いないと指摘した（13）。それに対し、ストーンは、モレンコフ（Mollenkopf）

の研究において、統治連合の例として選挙での提携について詳細に調

査がなされており、エリートと市民がいかに政治的関係を形成するの

かについて述べられていることを挙げ（14）、エリートと市民の連携につ

いては説明が可能であると述べている。また、連邦政府の誘導による

特権的に保護された郊外への都市住民の移動などの大衆の行為につい

ては、政治的要因が否定できないことも指摘している（15）。こうした都

市レジーム分析の内容に関する批判的検討については、これまでのア

メリカ都市政治における研究やアメリカ都市政治の実態から都市レ

ジーム分析では、エリートに過度に注目をしているわけではないこと

が主張されている。

都市レジーム分析に対しては、時代の変化へ対応ができるのかとい

う批判も存在する。ストーンがかつて研究をした 1980 年代以前とその

後の都市政治をめぐる状況は変化していることが指摘されるのである。

すなわち、グローバリゼーションの進展によって企業の国際化やそれ

に伴って都市における企業の在り方も変化してきたというのである。

国際的な政策が導入されることによる都市への影響も考慮する必要も

生じてきた。また、アメリカの連邦政府と州、自治体の関係を考える

と、連邦政府からの補助金は、現在、かつてのそれと比較すると減少

している。このように、時代の変化への対応が都市レジーム分析の課

題の 1つとされてきたのである。

このような批判的検討が存在する中、ストーンは、都市レジーム分

析をより広範な視点から変化について考察を行うために、アメリカ政

（
五
六
一
）
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治発展のアプローチを採用したのであった。

2 ．アメリカ政治発展アプローチとアメリカ都市政治研究

ここでは、最近ストーンが研究に取り入れているアメリカ政治発展

アプローチについて概説し、これまでストーンが取り組んできた都市

政治研究、その中で中心的な研究とされてきた都市レジーム分析に影

響を与えうるのかについて考察を行いたい。

アメリカ政治発展アプローチは、新制度主義の立場から現代アメリカ

の政治制度や政策の特徴との関連をも視野に入れながら、歴史的事象

を理論的に説明する（16）。ストーンは、アメリカ政治発展アプローチに

ついてオレンらの業績に依拠しながら議論を展開している（17）。

アメリカ政治発展アプローチの中で、制度等の歴史的変遷を考える

上で重要な概念が、「併発性」（intercurrence）である。すなわち、1 つ

の統合された政治システムの他に、異なる時期に異なる目的のために

作られた複数の「秩序」（order）が不均衡に存在し、様々な構成要素の

間で絶え間なく摩擦を受ける政治的状況が存在する。そして、こうし

た不一致が生じたとき、安定的なシステムは崩壊し、政治的な変化が

生じると考えられるのである（18）。

アメリカ政治発展アプローチでは、基本的に、多くの活動は自律的

であると考えられ、「中範囲」の視点から研究が行われる。そして、詳

しくは後述するが、一定のきまりとなる「政治秩序（political order）」

が構築される。しかし、それらは不完全に統合されており、したがっ

て緊張関係を内含する。ただし、その「政治秩序」は単純にそれらの

寄せ集めではないと考えられる。このようにして政治は歴史的に構築

されるという理論的な原則が導き出される。それゆえ政治的な変化は、

単一のロジックに従わず、相対的配置の連続の構成から成り立つと捉

えられるのである（19）。これがアメリカ政治発展アプローチの概略であ

る。

（
五
六
〇
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こうした説明をする上では、まず時代区分が必要となる。時代区分

により都市における政治的行動（大衆やエリートとの関係など）を重層的

な視点から考慮することが可能となるのである。また、ある都市の

「政治秩序」が他のものに移行する過程を、より広範で複数の要因に

よって説明することが可能になるのである。さらに、時間や空間を超

えた視点で都市政治を捉えることによって、重大な経済的、技術的変

化が生じた際に、都市における中心的な関心が主要な検討課題となる

ことを見出すことができるのである。このような考えに基づきストー

ンは、第二次世界大戦後の期間の概要を説明できるとし、この時期を

「再開発期」と位置づける。そして、この期間には、アフリカ系アメリ

カ人の政治への動員と都市の社会的・政治的構造の変化に基づいた運

動が行われ、アトランタ市では人種を超えた統治連合が形成されてい

たとする。こうした「再開発期」の状況は、詳細な部分は地域ごとに

異なることもあるが、アメリカ全土に広まったと考えられている。

ただし、時期区分は注意深く扱われる必要がある。なぜなら、政治

的連合は決して固定的ではなく、いかなる「政治秩序」においても内

部の緊張関係は存在し、外的な要因も変化をもたらす力として存在す

るためである。そして、内的および外的要因は政治的行為を創造的な

ものにし、活力を与える。しかしながら、こうした中でも政治的連合

は一貫した継続する結合性を有した。例えば、『レジーム政治』が扱っ

た年代のほとんどは、再開発期であった（20）。そのため、都市レジーム

分析により都市政治を説明することが可能であった。すなわち、急速

な人種的変化と再開発を通しての経済発展を結合した政治をする都市

として一定の期間の特徴を表すことができたのである。

このアメリカ政治発展アプローチの中で、重要な概念の 1つが「政

治秩序」である。

「政治秩序」とは、時代によって区分される統治のアレンジメント、

ガバナンスの 1つの歴史的区分を他のものと区別する、関係や活動の

パターンとして解される（21）。『レジーム政治』においては、統治連合

（
五
五
九
）
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の形成に主に焦点を充て研究を行ってきたが、その解消についてはあ

まり扱われていなかった。そこで、「政治秩序」を扱うことによって統

治連合の解消過程も説明できると考えられるのである（22）。

このように、都市レジーム分析においては、都市の官民のアクター

が統治連合を形成すると考えていたことに対し、アメリカ政治発展ア

プローチでは時期によって形成される「政治秩序」が異なると考える

ことにより、いかにして都市の政治が行われているかを考えるのであ

る。

次に、アメリカ政治発展アプローチを都市レジーム分析に導入する

ことの意義について考察をしたい。ストーンは、都市レジームの概念

をより包括的なアイデアにすることや政治的変化へのアプローチとし

て進展させるために、時代区分をし、時間を超えた比較をすることに

よって、政治変化が起こる中でどのように影響力を持つ主体が異なる

方法で結合されるのかを強調するとしている。また、都市においては

優先度の高い課題をめぐって団結し、安定的で結合力のある統治連合

が存在すると都市レジーム分析において考えられる。ただし、今日の

都市においては、こうした状況は変化している。その上、組織的な不

均質が見出されることがあるのである。この不均質に対しては修正し

ようとする反応も見られ、そこでは組織（structure）と活動（agency）

の関係性から解決を見出すことが考えられている。さらに、都市の

「政治秩序」の中では、統治連合に関わるアクターの多層構造が見られ、

それを通して都市政治が論じられる（23）。

すなわち、都市レジームにおいては、統治連合に参加するアクター

を官民という区別以外は特段設けていなかったが、「政治秩序」のもと

では、それぞれ都市内で構成される属性によるアクターの層が存在し

ており、それらの関係から都市政治を考えることができるというので

ある。

また、都市レジーム分析にアメリカ政治発展アプローチを導入する

ことにより、一都市の研究からより大きな枠組みや歴史的分析へとそ

（
五
五
八
）
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の性格を変化させることができる。

都市レジーム分析がしばしば都市の中での政治のみを対象にし、都

市の内部で完結する政治を前提として研究していると指摘されること

があるが、連邦政府などの外的要因も考慮している「中範囲」の理論

であると、ストーンは主張する。このような性格を有する都市レジー

ム分析にアメリカ政治発展の視点を導入することによって、より広範

な説明ができると考える。例えば、アトランタ市の都市政治の分析を

南部の問題として取り上げることによって、バーミンガムやニュー

オーリンズなどの他の深南部（Deep South）の都市といかに異なるかと

いうことを説明できるのである。

また、南部の時代背景の変化の中で、公民権運動が再開発との関係

でどのような役割を演じたかについて説明できる。さらに、時代区分

としての「大恐慌期」に視点を移すと、アトランタ市では労働組合な

どの影響が弱く、政党の影響の弱い「グッド・ガバメント」（Good 

Government）の政治が行われていた。そのため、ニューヘヴンやシカゴ

とは対照的な政治が行われていたと説明できるのである（24）。

このように、都市レジーム分析は歴史的な視点による研究の余地を

はらんでいたため、アメリカ政治発展アプローチにも対応が可能であ

り、時代ごとの都市政治の特徴やそれらの変遷について説明が可能に

なると考えられるのである。また、アメリカ政治発展アプローチを用

い、歴史を通した比較によって、説明の範囲も広められ、より詳細な

都市政治の考察が可能になると考えられるのである。

3  ．現代のアメリカ都市政治への応用－都市レジーム分析へ
の「政治秩序」の応用

１）歴史的分析と都市レジーム分析

上述したように、かつてストーンが研究したアトランタ市などの事

例は、再開発期と位置づけられた。現在の都市政治をアメリカ政治発

（
五
五
七
）
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展アプローチの枠組みで捉えるに当たっては、どのような時代として

捉えられるかを考える必要がある。広範な歴史的文脈に今日を落とし

込むと、『レジーム政治』で検討された統治の連合は、一般的に有効な

ものではなく、特定の時期の状況に見られたものであると解される。

数十年が経過して、都市の状況は変化しており、経済成長が時間の経

過とともに広がった一方で、再開発期に見られた産業都市は衰退し土

地利用にも大きな変化をもたらした。そして、かつてそうした時代の

文脈において普及していた再開発にかかわる政策課題は変化し、それ

に伴い都市の統治の結合は弱まってきた。こうした時代の変化を経た

現在の都市政治は、再開発から情報の過程や知識に基づいたサービス

を強調する「脱工業」（post industrial）という文脈へと変化したとされ

る（25）。

では、歴史の流れの中で、この脱工業時代の都市はいかに位置づけ

るかということができるのだろうか。その手掛かりとして、ストーン

は、都市レジーム分析をめぐる次の論点を指摘する。それらは、地方

政治の自主性あるいはその特性に関するものや構造的な説明に関する

ものであり、それぞれは関係している。

グローバリゼーションの進展や時代の変化とともに、地方政治の自

主性、政府間関係やその政治的関係について修正が求められてきた。

例えば、ブレナーは、都市を「資本主義的発展と政府の規制の広範で

多様な過程における」重要なものと位置づけている（26）。このように、

資本主義的な発展の過程や上位政府からの規制等の影響を受けるもの

として都市は捉えられることがある。また、『レジーム政治』では都市

はより閉鎖的な空間として捉えられていたとの指摘もある。

このように都市を資本主義的発展の文脈で捉えることに対し、ス

トーンは、『レジーム政治』では社会経済的な変化がアトランタ市の統

治連合の変化に影響を与えたことも考慮しているが、単純に資本主義

的な発展による変化としてではなく、再開発にあたっては鉄道中心の

輸送手段から自動車中心のものへと変化したという要因を考慮してい

（
五
五
六
）
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たと主張している。そして、彼は都市の内部に限定された分析の限界

に関する指摘についても都市レジーム分析は都市内部の政治のみに注

目したのではなく、グローバリゼーションなどの影響も考慮し、「中範

囲」の分析を行っていると主張する。ただし、アメリカの歴史を考察

する上では、地方への注目が必要である。すなわち、20 世紀のアメリ

カの政治の展開は、中央と地方の緊張に基づいているとされる。例え

ば、「ニュー・ディール」や「偉大な社会」（Great Society）などの政策

の命運は、地方政府の職員や有権者によって決定されていたのである。

また、アメリカの自由主義に基づく政府の特性を理解するためにも、

地方への注目が必要である。すなわち、自由主義に基づく政治を考慮

する際には、「場所の政治」を視野に入れることが不可避なのである。

例えば、州と地方は連邦の政策の実施や意義をめぐる上でも争いの場

となってきたのである（27）。

そして、アメリカにおける社会政策は、ジム・クロウ時代の南部に

おける奴隷所有をはじめアメリカの社会における人種の位置づけの変

化を経験した地方の状況を考慮に入れないと理解できない。アメリカ

における人種的不平等は、地方のレンズを通してのみ十分に理解され

うるのである。また、ストーンは、地方を重視することへの批判は、

資本主義的発展の視点への固執によって生じていると指摘する（28）。す

なわち、新自由主義が資本主義の軌道上にあると考える先のブレナー

の分析では、新自由主義の思考態度は国家レベルの政策形成を導き、

そしてその結果として生じる政策が都市政治を形成すると考えられる

のである。しかしながら、実際は地方にも独自の要因が存在し、それ

を考慮する必要があるのである。

このように、現在を歴史的文脈でどのように位置づけるかに当たっ

ては、現在の都市政治をとりまく時代的背景すなわちグローバリゼー

ションや資本主義、地方および政府間関係の捉え方なども考慮に入れ

る必要があるのである。いずれにしても、現在の都市政治をめぐる時

代区分は、脱工業期であり、かつてストーンが都市レジーム理論を確

（
五
五
五
）
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立した時期とは大きく異なるのである。

２）都市レジーム分析の精緻化

これまで示したように、アメリカ政治発展アプローチを導入するこ

とによって、都市レジーム分析がこれまで説明してきたものよりも広

範なあるいは詳細な説明が可能となる。

都市レジーム分析にも資源の重視、連合の構築の必要性、目的と政

策課題の主要な役割など有効な要素はたくさんあるものの、今日まで

の都市レジーム分析の展開によって、不必要な要素も加えられてきた。

そして、統治連合が安定的で結合的であるという想定は、時代の変化

と共に変わった。再開発期には、開発に対する連邦の助成金が潤沢に

あったことなども影響して、都市における政策課題の優先度も明確で

あり一般的であったのだが、現在はそれらの状況も変化し、都市にお

ける課題の断片化などが見られる。こうした政治的変化を考慮しなが

ら、ストーンは、静的な統治のアレンジメントとしてではなく、国際

的に展開するグローバリゼーションなどの動的な過程を反映し得る都

市の「政治秩序」の概念の導入を試みたのである（29）。

都市の「政治秩序」の概念では、都市レジーム分析と同様に、統治

連合に係るアクター間の緊張関係やその結合、統治連合の維持などに

焦点を充てる。また、都市の「政治秩序」の概念は、地域間の比較や

時間を超えた比較が可能である。そして、都市の「政治秩序」は、都

市の内部の統治に関わるアクターからなる多層構造とそれらの関係な

どが反映された結果としてあらわれる都市政治を捉えることができる。

この「多層」という用語は、都市のガバナンスにおける協力や活動

に関わるアクターにより構成される都市内の政治的な構造を指す。各

層とは次の通りである。「上層」は主要な政策課題の決定、重要な資源

を伴ったエリートにより構成される。「中間層」は多少資源を用いるこ

とができ、施行された政策に若干関わることができる。ちなみに、「中

間層」は都市から郊外への移動などによって政治的な影響を与える可

（
五
五
四
）
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能性はあるが、微力である。「下層」は不利な状況に置かれ、そうした

状況を変える資源をわずかに保持する社会的に周辺的な人々により構

成される（30）。これらの 3 層の活動は、相互に影響することもある。こ

うした多層構造が都市の政治の性格を特徴づけるのである。例えば、

再開発期と現在を比較し、都市政治がどのように変遷したのか、変化

したのかという分析が行えるのである。また、基礎的な文脈の変化と、

その変化がどのように政策あるいは政治に影響しているのかを考察す

ることもできるのである。

この多層構造の再開発期から脱工業期の変化は、次のように概説さ

れる。第二次世界大戦期には、都市のリーダーは郊外の急速な成長へ

の対応や産業都市の衰退に対処するという難局に直面していた。都市

における交通手段は鉄道から自動車中心のものへと変化し、土地利用

を変えた。そして、高速道路の建設や都市の再興を通して、再開発は

連邦の補助金によって手厚く補助されていた経済界と役所の連携に

よって促進され、優先される課題になったのであった。また、アフリ

カ系アメリカ人が郊外から締め出され都市へと向かったアフリカ系ア

メリカ人の大移動（Great Migration）などは、中間層、低所得層の地域

に大きく影響した。白人の中間層は、連邦による補助もあり、郊外へ

の退出が促進された。1968 年に連邦政府により住宅に関する差別反対

に関する法律が施行されるまでに、裕福な白人の郊外への退出、貧困

層・アフリカ系アメリカ人の都市への集中という傾向が固まりつつ

あった。そして、市民による騒乱が各地で頻発すると、こうした傾向

はより深まった。また、金融機関等が都市の低所得者等へ不利な対応

をとったレッドライニング（redlining）やブロック・バスティング

（block busting）などは、都市の近隣、地域に広範な「負の投資」を強い

ていた。このように、再開発期には、経済の改革、「中間層」の郊外へ

の退出、「下層」の根本的な無視や差別という主要な課題が生み出され

た。人種的な人口構成の変化やアフリカ系アメリカ人の中間層への成

長のための足掛かりをもたらしたアフリカ系アメリカ人の公的な雇用

（
五
五
三
）
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を促進する「偉大な社会」のイニシアティブが導入され、ささやかで

あるが政策の調整の可能性が見出されてきた。1980 年頃に再開発期が

終了したと考えられるのであるが、それ以降は都市の衰退や郊外の成

長を経験するとともに、国家の政策や政治は右派的に変化していた。

連邦政府によって補助された都市に関連した事業に対しては、増税に

反対する勢力による見直しが進んでいた（31）。

このような政治的文脈と具体的な変化が多層構造の枠組みを通して

見出せるのである。都市レジーム分析でもこうした文脈での変化を明

らかにできた部分もあったとストーンは主張する。すなわち人種を超

えた連合がアトランタ市の統治連合になった文脈を確認できるという

のである。上述した主要なテーマが変化したことによる顕著な地方の

変化とともに、アトランタ市やほかの都市で都市レジームの形成や運

営に関し、共通する広範な文脈を形成したとされる。もう一方で、上

記のような説明は、国家の政治的な文脈の変化の結果として政府間の

変化が生じてきたことを示している。

以上のように、アメリカ政治発展アプローチの特徴的な概念である

「政治秩序」を用いることによって、時代の変化による都市政治の特徴

の変化という時間を横断した研究が可能になる。また、「政治秩序」の

内部的な構造として多層構造の枠組みを用いることにより、都市にお

ける政治的変化はもちろん、その都市の政治的特徴やその動態につい

ても説明が可能になるのである。このようにして、ストーンは分析枠

組みとしての都市レジーム分析の精緻化を試みているといえるのであ

る。

３）都市の「政治秩序」の変化と都市政治の変化

近年のアメリカの都市においては、政策課題や都市内部におけるア

クターの特性の変化やそのアクターにより形成される統治連合にも変

化が生じてきた。

ここでは、そうした都市政治をめぐる状況の変化について「政治秩

（
五
五
二
）
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序」を用いた研究の視点を通して、どのように概観できるのか、そし

て、どのような特徴があると指摘できるのかについて考察を行う。

グローバリゼーションが進展する中で、アメリカの都市は顕著な変

化を経験してきた。再開発期には経済の再興を引き起こすものとして

土地利用が主要な対象であったが、脱工業期の都市では主要な場所に

人的資源が動くようになり、注目されるようになった。都市の変化の

根本的性格は、再興などの物理的な問題ではなく、人的な要素の問題

に変化してきた。すなわち、知識や情報の時代では、学校の改革や

「クリエイティブ・クラス」と呼ばれる人々の誘因・養成が中心的な関

心になってきたのである。土地利用は主要な要素のままであるが、現

在、都市の主要な関心は「都市への回帰」（great inversion）（都市へのよ

り裕福な人々、若い人々の誘引）を経験する都市の拡大となっている（32）。

かつて工業が中心であった時代には、ダウンタウンの経済的活力を

求める企業などが都市政治に集合的に関与していた。しかし、経営者

の国際的な流動性が高まると、多くの都市において、エリートらに

よって構成される「上層」の都市の政策形成等への参加は減少し、市

民のリーダーシップがより普及してきた。そして都市における優先的

な目標が、かつては「上層」のリーダーらによる安定した連合によっ

て戦略的な方向付けが行われていたが、現在はそのように形成される

ことは稀である。すなわち、かつて多くの都市で集合的な経済界等の

リーダーシップにより形成される長期の安定した計画が存在していた

ものが、そのようなリーダーシップの結集度も弱まり、短期間の利益

を追求するような計画へと変化したことがうかがえるのである。

現在の都市においては医療や教育分野は主要な関心分野であるが、

集合的な勢力が存在するわけではない。こうした分野では、慈善団体

が大都市で主要なプレイヤーとなってきている。例えば、彼らは自分

たちの財産を用い、戦略的な学校改革を展開してきた（33）。

都市におけるエリート層は、時代の変化等を経たのち現在も全体的

に見れば都市政治における主要なアクターであるのだが、再開発期の

（
五
五
一
）
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ように持続的に主要な目標に対して集合するという特徴は失いつつあ

る。

実際のアメリカ都市政治の変化を「政治秩序」の観点から見ると以

上のように概観することができる。

次に、より一般的に「政治秩序」の内部における多層構造を構成す

る各アクターがどのように変化したのかについて考察したい。

上述したように都市の「政治秩序」において都市の住民は、重層的

に存在している。すなわち、基本的に企業の経営者などの「上層」、

「中間層」、低所得者等の「下層」である。

それぞれの層は、次のとおり変化したとされる。「再開発期」には、

「上層」の構成員は都市のエリート層として、都市の主要な政策課題を

決定していた。また、それにより安定的で継続的な都市の政治が確保

されていた。しかしながら、現在の脱工業期においても土地利用等は

主要な関心の一つであるが、「上層」のアクターの利益が必ずしもまと

まらなくなってしまったのである。

「中間層」については、再開発期には政治的影響力等が停滞しつつあ

る白人とアフリカ系アメリカ人のコミュニティの対立が顕著であった

のに対し、脱工業期においては移民にその関心が集まっている。

そして、「下層」については、「負の投資」などによって家を手放さ

なければならなくなった低所得者が脱工業期には現れてきた。ただし、

こうした状況に対し、地域や労働者に基づく団体などにより最低賃金

の保障などが行われてきている。また、大学、特に医学部や病院が低

所得者との建設的関係を確立するよう努めている（34）。

この「政治秩序」およびそれをめぐる変化の背景には、都市の政策

を行う上での資源の変化もある。すなわち、かつて再開発期には連邦

政府からの補助金等が潤沢に支給されていたが、現在は減少してきて

いる。そうした財政面などの資源の変化が指摘されるのである。

このように、地方あるいは都市の重要性は変わらないが、脱工業期

の現代においては、希少な資源や構造的な不均衡によってかつてより

（
五
五
〇
）
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も都市の統治連合は流動的になったのである。

４）時間横断的な比較の枠組みとして

これまで見てきたように、都市レジーム分析にアメリカ政治発展ア

プローチで生成されてきた「政治秩序」を用いることによって、再開

発期から脱工業期へと時代の変化に対応することができ、さらに都市

内における政治的な重層構造を見出すことによって、都市政治の動態

的な変化を見ることができるのである。そして、これらによって時間

横断的な分析が可能になるのである。次に、この時間横断的な分析の

理論的な側面について考察を行っていきたい。

この分析の基礎となる視点は、都市の「政治秩序」に基づく重層構

造とその中でのアクターの動態である。

都市レジーム分析に対しては、資本主義的経済の発展の帰結として

都市政治が決定されるという経済的決定論の立場からの批判的検討が

ある。

それに対して、都市内の政治的重層構造の視点に基づきストーンは

経済的階層や人種等の非経済的要因による構造的不均衡が都市におい

ては存在し、それらが政治に影響することを指摘する。

ストーンは、1999 年のコーヘンの研究を取り上げ、都市政治におい

ては有力な支配層が存在していても周辺的なグループに発展可能性が

あることを指摘する。そこでは、政治に対する影響力を有するか否か

ではなく、影響力の程度に注目し、周辺的なグループが資源へのアク

セスを得ることや排除に対抗する能力の変化を通して、集団内の関係

やその結合の程度や組織化のレベル、リーダーシップの素質の出現、

有する情報の質、コミュニケーションの手段やその範囲の変化などが

考察された。そして、都市の政治において独占的な地位を有する層の

性格や結合性が変化したために、周辺的なグループが自らの課題を克

服できるかということが示されたのであった。このようにストーンは

都市政治においては「上層」が主導権を握るのみではなく、「下層」の

（
五
四
九
）

202



政
経
研
究

　第
五
十
六
巻
第
二
号
（
二
〇
一
九
年
七
月
）

四
〇
六

努力や重層構造内の相対的な関係の変化によって都市の政策課題の決

定が変わるということを主張し、「政治秩序」が都市レジーム分析に応

用できることを示した（35）。

かつて都市レジーム分析では都市レジームの形成に際しては、政策

課題のもとにその課題を解決できるアクターが集合するということが

指摘されていた。すなわち、都市における政策選好が存在し、主要な

政策は自ずと絞られるとされたのである。しかしながら、これまで述

べたように長期的な政策課題に対して集合するアクターが減少する傾

向が見出せるのであれば、都市レジーム分析の登場以前に主要な理論

の一つであった権力多元論が説明するような政策ごとの参加者が多数

存在する状況も生じることが想定できる。

しかし、都市レジーム分析の大きな貢献はその権力観の転換であり、

それが権力多元論などとの特徴を大きく分かつ。都市レジーム分析の登

場以前には、権力は支配や対抗というものに親和的であった。しかし

ながら、都市レジーム分析においては、権力は「何かによる力」（power 

over）ではなく、「何かをする力」（power to）として政策等を実行する

ために複数のアクターからなる統治連合によるものと捉えたのであ

る（36）。このような点で権力多元論とは異なり、時代の変化に伴って新

たな視点を都市レジーム分析は提供してきたのであり、現在も有効な

のである。

アクター間の相互関係の変化によって都市政治が変化するという分

析枠組みにより時間横断的な分析が可能となることが指摘される。そ

して、「政治秩序」の考えを導入すると次のように考えられるのである。

まず、都市政治における影響力に関しては、システム的な要素である

階層化した資源の配分が連携の形成に影響すると考えられるのである。

すなわち、市場の不平等性や社会的ヒエラルキーは政治の関係にも影

響し、それが統治連合の形成に影響するのである。次に、優先される

政策課題を遂行するための能力についてである。これは前もって与え

られるものではなく、構築され、維持されるものである。そうした能

（
五
四
八
）
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力の構築は流動的なアクターの参加によって行われるが、その関与で

きるアクターに関しては多くの資源を有するアクターの方が資源の少

ないアクターよりもその能力の構築に影響することができるのであ

る（37）。

こうした枠組みは、再開発期から脱工業期においても共通するもの

と考えることができる。このような枠組みは、都市レジーム分析と共

通するのであるが、「政治秩序」の概念は、変化が生じる過程の中で調

整が行われる際に、都市政治を行うための能力が強化されるのか、あ

るいは弱められるのかということを説明することを可能にするのであ

る。すなわち、時間横断的な視点を強化するのである。

再開発期から脱工業期に変遷する中で、多くの都市において、交通

手段は自動車中心のものになり、グローバリゼーションによって経済

界のリーダーの影響力は弱まり、連邦からの資金は減少し、行政のと

り得る手段も限られたため、再開発期には結合された力が弱まってき

たのである。その一方で、草の根的な動員は、支持されるようになっ

た。人的資源が強調されたことによって、多くの都市では「教育や医

療」分野の重要性の高まりやコミュニティと警察の関係性の変化、「都

市への回帰」が進行している。

「上層」の影響力が弱まるとともに、都市の政策課題への凝集性は低

くなり、特定の資源の蓄積を伴った新たなそしてより多様なアクター

が登場してきた。近年は、都市において、「中間層」は郊外へ退出せず、

都市の利益を守るようになった。その上、新たな草の根の連合の構築

や各層間の連携の形成の余地も広がった。「下層」に関しても、信仰に

基づいたコミュニティや資源を提供する財団の助力もあり、政治に関

わる機会は拡大してきた（38）。

このように、「政治秩序」の観点から都市政治分析を行うことにより、

都市においてどのように統治連合が変化するのか、さらにその変化の

際にはどのように統治連合のアクターが変化するのかという点につい

て動態的により詳細に分析をすることが可能になったのである。

（
五
四
七
）
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4 ．結びに代えて

ストーンは、アメリカ政治発展の視点、「政治秩序」の視点を取り入

れることにより、都市レジーム分析の精緻化を図った。すなわち、彼

は時代の変化とともに、都市政治の説明能力について批判的な考察が

なされた都市レジーム分析をより広範で詳細な説明ができるものへと

進化させる可能性を見出したのである。

都市レジーム分析においては、その利用方法について様々な研究者

による応用あるいは都市レジーム分析の展開があったことによって理

論としての複雑性や曖昧さが高まっていた。この度、アメリカ政治発

展アプローチのとり入れや中でも「政治秩序」という概念を用いるこ

とにより、理論としての方向付けも可能になったと考える。ただし、

これがアメリカの文脈におけるものであるので、これを他国において、

特にヨーロッパ等で用いることができるのかについては、今後の研究

の成果が待たれる（39）。

また、都市レジーム分析に「政治秩序」の導入が必要とされた背景

には、実際のアメリカの地方自治、都市政治の変化も存在していた。

1990 年代中頃から時代の変化と共に、都市を取り巻く環境、それに伴

う都市の社会経済的要因の変化が生じており、それに対する都市レ

ジーム分析の説明の限界も指摘されていた。現代のアメリカ都市政治

をかつての再開発期と脱工業期として区別することにより、連邦政府

等と都市の関係やグローバリゼーションに伴う企業の変化等への対応

を可能にした。ただし、この時代区分についてはさらなる留意が必要

である。ストーンは第二次世界大戦後の経済成長期を再開発期として

いる。しかしながら、実際の都市では、1960 年代後半以後、政治参加

する人々の多様化など政治的な変化を経験している。このような変化

を考慮した時代区分等を検討する必要があると考える。

都市レジーム分析にアメリカ政治発展アプローチ、「政治秩序」の概

念を導入することにより、統治連合がどのように変化するのかという

（
五
四
六
）
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点に関して、説明することが可能となった。すなわち、都市の内部の

統治連合に関しては、参加するアクターを多層構造から捉えることに

より、それらがどのように影響力を有するのか、行動するのかについ

て分析することを可能にした。また、そのような視点から捉えること

によって歴史的にどのような変遷があったのかについても説明するこ

とが可能になったのである。さらに、これらの変化の要因をその都市

の属する地域、時代的変化、政府間関係から捉えることによって一都

市のみの分析ではなく、アメリカ都市政治の広範な流れの中での位置

づけをすることを可能にしたのである。

これまで特に都市レジーム分析とアメリカ政治発展という視点で考

察を行ってきたが、都市政治研究の文脈ではいかなる評価が可能であ

ろうか。上述したように、2000 年代中頃から、都市政治研究のアメリ

カ政治学における影響力の議論などが行われてきていた。アメリカ政

治学の中で地方自治・都市政治の分野以外の異なった分野のアプロー

チを利用していることには、アメリカ政治学における都市政治学の位

置づけを高めるねらいがあるのではないかと考える。すなわち、都市

レジーム分析は一都市の研究として捉えられがちであるが、同じ時代

背景を有する都市間、あるいは地域に属する都市との比較やそれらの

都市の説明をすることができるようになることで、より普遍的な特徴

を見出すことができるのである（40）。

ストーンはかつて 1993 年にそれ以前のアメリカ都市政治研究の業績

から都市レジームの類型を導き出し、都市レジーム理論の前進を試み

ていた。アメリカ政治発展の視点を取り入れ、近年の都市政治の状況

を捉えなおすことにより、新たな理論構築が可能になると考える。た

だし、このように新たな理論を形成していく上では、その理論を適用

した事例研究による検証が必要になると考える。そして、今後の課題

として、こうした理論の確立あるいは分析手法の確立や検証について、

アメリカ都市政治研究におけるその動向を追うとともに、自身の研究

でもそうしたものの手がかりを探っていきたい。

（
五
四
五
）
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【註】
（ 1 ） Levine （2015）など
（ 2 ） Pierre （2014）など
（ 3 ） Lameblet （2017）；鈴木 （2019）
（ 4 ） Judd （2005）; Sapotiqne et al （2007）
（ 5 ） Stone （2015）: Stone （2018）
（ 6 ） 中澤 （2005）など
（ 7 ） Stone （1989）
（ 8 ） Ibid., p.6.
（ 9 ） ストーンは、アメリカ都市政治研究の業績から、類型化を行い理論化

を試みていた（Stone［1993］）。このような取り組みからかつては「都市
レジーム理論」（urban regime theory）と呼ばれていたが、現在は、「都市
レジーム分析」（urban regime analysis）と呼ばれることが多い。

（10） Stone （2015）, op. cit., p.102.
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（12） Ibid., p.102.
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（36） Stone （1989）, op. cit., p.229.
（37） Stone （2015）, op. cit., pp.114-115.
（38） Ibid., pp.115-116.
（39） ちなみに、カナダの事例への応用はなされている（Lucas ［2017］）。
（40） ストーンは、サポティクネら（2007）が、都市レジーム分析の進展を

要求しており、それに対する反応であることを言及している（Stone
［2015］: p.116.）。
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